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（別添１） 

様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要 

１．評価対象に関する事項 
法人名 国立研究開発法人産業技術総合研究所 
評価対象事業年

度 
年度評価 令和元年度（第４期） 
中長期目標期間 平成２７年度～令和元年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 経済産業大臣 
 法人所管部局 産業技術環境局 担当課、責任者 研究開発課 産業技術総合研究所室長 小嶋 誠 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策評価広報課長 横島 直彦 

 
３．評価の実施に関する事項 
・国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）と共同研究等を実施している企業や公設試等（48者）から研究開発や産学への橋渡しの状況等についてヒアリングを実施した。 

・監事（2名）から業務運営の効率化、財務内容等についてヒアリングを実施した。 

・理事長から自己評価結果等についてヒアリングを実施した。 

・国立研究開発法人審議会において産総研の自己評価書について意見を聴取した。 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
 
－ 
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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

評定に至った理由 当省の評価基準に基づいて評価したところ、一部の業務の評定ではＡであったものの、他ではＢであったため、全体の評定としてＢとした。 
    

 
２．法人全体に対する評価 
・評価・モニタリング指標のうち、数値目標として掲げた「民間資金の獲得額」については難易度、重要度、優先度を【高】と位置づけ、その達成に向けて、企業ニーズにより特化した共同研究を行

う「冠ラボ」の設置や、技術マーケティングを担う専門人材であるイノベーションコーディネータ（IC）の体制整備等を精力的に進めた。その結果、令和元年度において目標達成度は、77％の成果を

得た。また、平成 29年度から指標となった産総研発ベンチャーへの民間からの出資額については目標達成度 89％の成果を得た。 

・他の数値目標である「論文発表数」、「論文被引用数」、「知財」、「人材育成」についてはいずれの領域も目標は達成した。 

・数値目標以外の指標である「具体的な研究成果」においては、「世界で初めての成果」、「世界トップクラスの成果」、「国際貢献」などの高く評価すべき成果、産総研発技術の民間企業での事業化な

ど、産総研に期待される「橋渡し」の役割を大きく果たした顕著な成果が複数認められ、今後の成果の創出への期待等も認められた。 
 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
次期の目標達成に向けては、以下のような課題が存在。 

 

・より安定的に民間資金の導入を図るには、企業のグローバル化を見据えるとともに、既に実施しているオープンイノベーションラボラトリ（OIL）に参加している大学などの多様な研究者、産学連携

コーディネータなどの取り込みを図り、よりグローバルでオープンな形での産官学共同研究を実施していくことが重要。このようなプラットフォームを構築することにより、企業連携を担う人材不足

の解消や企業連携を促進するための支援人材不足が解消されることが期待される。加えて、様々な段階での共同研究が展開され、共同研究の暗黙知的ノウハウが形式知化され、より効率の良い共同研

究が展開されることが必要。 

・目標の主軸を変更するのであれば、産総研は何をもって国に貢献するのか、その点を明確にしなければならない。 

実際の運営においては、民間資金獲得における評価等を見ても、各領域の縦割りが強すぎる面がある。技術に融合分野が増えているように、領域横断的なプロジェクト運営を柔軟に行う仕組みを構築

すべき。 

・目的基礎研究と橋渡しは車の両輪の関係にあるので、両者がトレードオフの関係にならないよう、注意深い運営が求められる。 

・橋渡しについては、橋渡しできる人材の確保が難航したと振り返っている分野が一つ以上あり、本部との情報共有によって早期に状況を把握し、支援を提供する事が必要。 

・全体のマネジメントについては、今回より、未達の要因分析と対応策が自己評価書でも明示され、振り返りプロセスが改善した。成功の要因についても分析する事が望ましい。領域をまたいで、

様々な立場から、振り返りの共有を強化することが求められる。 

・持続可能な社会への解を提供するために、領域をまたいだ活動が一層求められる。新規性の高い研究は地理的に近接した環境で活動する領域の異なる研究者のグループによってなされる傾向が高い

という知見もある。 

・現状の更なる改善点の洗い出しやこれを踏まえた一層の取組を強化し、マーケティング機能を支える組織全体の体制の整備や意識改革も引き続き行っていくことが必要。 

また、組織改革や人材の育成・活用についても、優秀な若手・中堅人材の研究者獲得と人材流動化促進を積極的に行い RA制度やクロスアポイントメント制度の更なる活用も含めた組織内外の若手雇

用・育成と、シニア世代の能力・経験の最大活用を図っていくことが必要。 

・引き続き予算の執行計画・執行管理の徹底等を行うとともに、財務内容の改善を今後も行っていくことが重要。 

・引き続き「コンプライアンスの意識を持った組織文化の醸成」等を推進し、業務運営体制の整備を今後も行っていくことが重要。 
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４．その他事項 
研究開発に関する審議会

の主な意見 
（１）研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

【①エネルギー環境領域】 

 ポストリチウム大容量電池の実証、SiC パワーデバイスの量産技術開発など、特筆するべき成果が上がっている。ゼロエミッション国際共同研究センターが設立されるな

ど、本領域の今後の大きな発展が期待される。 

 

 発火を起こさない、高い安全性を有する水素エネルギー利用システムの開発と、その東京湾ゼロエミッションタウンにおける実装、幅広い業界への展開性が期待され

る、世界最高レベルの熱電変換効率を達成した材料ナノ構造制御などの成果は素晴らしい。 

 

 以下のとおり評価。 

・ポストリチウム大容量電池の実現へ一歩 

本研究では現行のリチウムイオン電池の課題解決のために、配位高分子(MOF)を鋳型・前駆体として用いた機能性炭素材料合成法を活用し、白金と比べより活性の高い

空気極触媒の開発に取り組んだ。平成 30年度には、白金と比べ過電圧を 0.2 V 抑制し、かつ最大出力が 1.7 倍となる高性能な非貴金属空気極触媒を実現、令和元年

度には、オープンカプセル MOF の合成に成功し、これを前駆体として熱処理することでコバルトを用いない連結カプセル金属高分散触媒を開発し、レアメタルフリー

の電極触媒を開発した。 

・SiCパワーデバイスの量産技術開発 

本研究の論文は世界のトップジャーナルに掲載され、最優秀論文賞を獲得するなど、学会、産業界においてその功績が高く評価されている。 

SiC パワーデバイスの市場は現在約 300 億円だが、再生可能エネルギーの更なる普及、産業機器・家電・次世代自動車等の一層の省エネ化に伴い、令和 12年には 

2,500億円程度と予想されている。また、省エネ効果により、CO2 削減といった環境問題への波及効果が期待される。このように社会変革につながる可能性を約束され

た大きな成果である。 

 

 特筆すべき成果 

・ポストリチウム大容量電池の実現へ一歩  

 高性能のレアメタルフリーの電極触媒の開発を行っている。カーボンナノチューブを用いたカプセル上金属高分散の触媒を開発し、貴金属触媒に匹敵する高性能評価

を達成達成している。IF10以上の論文誌に掲載され、受賞もされており、一定の高い客観的評価を得ていると判断できる。 

・SiCパワーデバイスの量産技術開発 

 社会実装を念頭に、量産に耐えられる信頼性の確保に取り組んできた。 

 特許を 98件（令和 1年 8件）、技術移転 43件（令和 1年 10件）、論文 96件（令和 1年 22件）と学術面で高い業績を示していると考えられる。 

 

 以下のとおり評価。 

・ポストリチウム電池の開発では、大容量電池の開発に必要な電極触媒技術で、従来の基金属系触媒に匹敵する高性能レアメタルフリーの触媒を開発し、高性能電池の

コスト低減に貢献。 

・従来から実績のある SiCパワーデバイスでは、量産技術の信頼性向上を達成し、社会実装に向け大きく貢献。 

・クリーンな水素エネルギーの実用化では、社会実装に向けて、福島地区等において、再生可能エネルギーから精製した水素を活用する技術を精力的に推進したことは

今後の水素社会の実現に向け高い評価に値する。 

・ゼロエミッション国際共同研究センターを設立。同時期に発足した東京湾地域のゼロエミッション産官学共同体の中核として環境・エネルギー分野の先端開発を率先

して推進する体制つくりに貢献した。 

 

 

【②生命工学領域】 

 真核生物誕生の鍵を握る未知微生物の培養、マイクロバイオーム解析の標準化など、特筆するべき成果が上がっており、また企業連携を促進するための支援人材を強化

するなど、本領域の今後の大きな発展が期待される。 
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 生物進化の学説を覆す真核生物誕生の鍵を握る、海底地下からの未知微生物の発見と培養など、画期的な基礎研究の成果は高く評価できる。 

 

 「真核生物誕生の鍵を握る未知微生物の培養に成功」は国立研究開発法人海洋研究開発機構等との共同研究である、真核生物誕生の鍵を握る微生物「アーキア」の発見

については、Science 誌が選ぶ 2019 年の 10 大発見に選出され 7 位となった。令和元年度においては、海洋研究開発機構（JAMSTEC）等との共同研究により、「アーキ

ア」の培養に成功。得られた成果を発表は、Nature 誌(IF：43.1）に掲載。 

 

 特筆すべき成果 

・真核生物誕生の鍵を握る未知微生物の培養に成功 

真核生物に近い微生物の実態解明を行った。海底地下から未知の微生物「アーキア」を発見し、培養と性質の解明を長年にわたり行った。世界の 10大発見に選定され、

Natureの表紙も飾っている。 

・マイクロバイオーム（複合微生物叢）解析の標準化 

ヒト糞便マイクロバイオローム計測に向けて、標準物質・プロトコールの整備を行った。一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアム（JMBC）と連携すること

で、今後の発展の基盤をつくっている。 

 

 

【③情報・人間工学領域】 

 汎用動画像認識手法の開発、生産プロセスや生産計画の最適化を支援するＡＩ技術の開発・実証など社会的貢献には目覚ましいものがある。 

 

 異常検知に高く貢献する動画像認識手法の開発、生産プロセス・計画の立案を支援する、従来手法比 10倍の高速化を達成した AI技術などの実績は素晴らしい。 

 

 特筆すべき成果 

・3D-Resnet：汎用動画像認識手法 

3次元プラス時間も含めた動画画像の認識できる手法を畳み込みモデルを基盤に開発した。引用も高く、幅広く着目されていると言える。 

・生産プロセスや生産計画の最適化を支援する AI技術 

シミュレーションによって学習データを作成し、機械学習を併用することにより、特殊・未知の事例に対しても人工知能が適用できる枠組みを開発。NECや神戸製鋼と共

同開発しており、実際の生産現場を反映している。 

 

 

【④材料・化学領域】 

 アンモニアガス吸着用ナノ粒子を開発、金属素材のマイクロ波加熱を実現など、学会賞を獲得するとともに、多く報道がなされるなど、社会的な関心も喚起した。 

 

 低濃度の実ガスからアンモニアを選択吸着するナノ粒子の開発、耐熱性の低いプラスチック基板への電子部品実装を可能とするマイクロ波加熱の実現などを評価。 

 

 「金属素材のマイクロ波加熱を実現」では、従来の電子レンジ型のマイクロ波照射では困難であった、対象物を均一にマイクロ加熱する照射技術の開発に成功。これに

より、従来 1 日かけていたナノ粒子合成を 10 秒で実現できる高速生産を可能にした。加えて、マイクロ波の周波数や導入方法の最適化を行うことで、量産プロセスへ

の対応も可能となった。令和元年度の成果である、磁界による加熱システムの構築は、加熱による材料のダメージを抑制できるため、例えばプラスチック基板への電子

部品の実装が可能となった。本技術は、ウェアラブルデバイスの製造プロセスとして、産業応用が想定される。 

本技術を実装した汎用のマイクロ照射装置は、大学などの研究機関のほか、化学品製造メーカなどに累計 10 台以上の導入実績を挙げた。液相反応や触媒充填型の気相反

応にも適用可能であることから、更なる普及が期待される。本研究は平成 27 年以降、民間企業との共同研究において 12 社 1.1 億円の資金提供を受けるとともに、3 件

(3 社)の技術コンサルティング、60 件のライセンシング、特許出願 41件（うち単願 26 件、PCT 出願 3 件）、及び 14 件の特許成立などの成果をあげた。 
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 特筆すべき成果  

・アンモニアガス吸着用ナノ粒子を開発 

窒素循環を目指し、アンモニア及びアンモニウムイオンを選択的に吸着するナノ粒体を開発した。養豚場の畜舎周辺でのアンモニアによる悪臭対策に有効であることを

実証。 

公的資金および企業からの資金を獲得している。新聞報道などでも取り上げられていて、幅広く研究成果が周知されている。 

・金属素材のマイクロ波加熱を実現 

電子部品の実装プロセスにおいて、マイクロ加熱する照射技術の開発を行った。時間短縮や省エネの面で大きな成果を示している。 

企業との共同研究、コンサルティング業務など、幅広い応用展開が実施されている。 

 

 

【⑤エレクトロニクス・製造領域】 

 スピントロニクスを用いたニューロモルフィック回路の基盤技術を開発は学会の招待講演を依頼されるなど注目を集めた。また、シリコンフォトニクスデバイスの研究

開発試作体制を構築しており、多く企業が関心を示し、コンソーシアムが設立され、将来への発展が見込まれている。 

 

 人間の脳に類似したニューロモルフィック回路の基盤技術開発、光通信の高速化、低エネルギー化に資するシリコンフォトニクスデバイスの設計キット整備など、個々

の研究業績を評価。 

 

 「スピントロニクスを用いたニューロモルフィック回路の基盤技術を開発」は、実用的なシリコンフォトニクス光スイッチの開発に成功、産総研がシリコンフォトニク

スの先端技術開発拠点として貢献できる体制を整備できた。今後、光デバイスが益々シリコンフォトニクスを用いるようになり、ファブレスモデルが主流となっていく

中で、民間企業や大学等の外部ユーザーがシリコンフォトニクスの研究開発試作を簡便に行えるようにしたことの意義は大きい。これにより、光デバイス産業エコシス

テムが国内で構築され、国際競争力の維持・増強が期待される。 

 

 特筆すべき成果 

・スピントロニクスを用いたニューロモルフィック回路の基盤技術を開発 

高集積化が可能であり、省エネに考慮した脳型の情報処理システムを念頭に置いて、基盤技術の開発が行われている。90％の音声認識率を実現している。IF3以上の論

文誌に採択されており、着実に学術業績を得ている。 

・シリコンフォトニクスデバイスの研究開発試作体制を構築 

産総研で築いてきたコンソーシアムを中心に、外部ユーザーと協力しながら、世界最高レベルのシリコンフォトニクス設計加工技術を用いた光デバイスの開発を行っ

ている。令和元年には、共同および受託研究 14件がすすんでおり、活発な研究が行われている。 

 

 MRAM（スピントロニクスを用いたニューロモルフィック回路の基盤技術を開発） 

令和元年度も新材料磁気メモリーの 10nm次世代 MRAMに必要とされる基盤要素技術を開発するなど、この分野の日本の研究をリードしてきている点は評価できる。 

 

 

【⑥地質調査総合センター】 

 地下水の情報がひと目でわかる“地下水の地図”をウェブ公開は大きく報道されるなど大きな社会的注目を集めた。また、地球観測衛星データの品質管理、国際標準化

および利活用研究は、多様化する社会課題への対応を含め、新たな宇宙ビジネスへの展開が見込まれている。 

 

 液状化、災害貢献、産業立地の判断などに資する地下水地図の WEB公開、地質災害や資源探査、環境モニタリングに貢献する地球観測衛星データの利活用研究などを評

価。 
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 「地球観測衛星データの品質管理、国際標準化および利活用研究」は、国際標準化への取組も通じて、国際的な連携による新たな宇宙ビジネスやサービスの創出につな

がることが期待される。この研究による技術開発は国際的にも高く評価され、令和元年度にアメリカ航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration; 

NASA)から 2 つの賞（William T. Pecora Award および NAS Group Award）を受賞した。国際標準化も見据えており、国内のみならず、国際的な連携を通じた宇宙ビジネ

スの発展に寄与するものである。さらには、衛星データ（デジタル資産）の長期アーカイブという運用上の課題を解決するために、企業との連携によりこの問題を解決

する研究に発展している。衛星データのみならず、様々なデジタル資産の長期アーカイブに関する連携企業のビジネス展開が期待しうる。 

 

 特筆すべき成果  

・地下水の情報がひと目でわかる“地下水の地図”をウェブ公開 

 地下水の保全を目指し、地下水のマップを作成し、WEBに公開している。大変、ユニークな試みである。プレスリリース、新聞報道も多数行われており、内閣官房水循

環政策本部による地下水マネジメントにおいて、有用な地下水情報の基礎資料として紹介された。 

・地球観測衛星データの品質管理、国際標準化および利活用研究 

 地球観測衛星の長期にわたるデータの品質管理とアーカイブ化を推進してきた。地震や災害、あるいは資源探査や環境モニタリングへの活用を視野にいれている。ま

た、現在、推進されている宇宙ビジネスへの展開も見据えた研究を展開。 

 

 道路を掘らずに水道管の腐食リスクを評価する電磁探査技術を開発し、インフラ維持管理におけるコスト、効率の向上に寄与するシステムを開発。老朽化したわが国の

インフラ維持管理に有効な技術となっている。 

 

 

【⑦計量標準総合センター】 

 あらゆる光を吸収する暗黒シートの開発は世界最高レベルの性能を有しており、幅広い応用が可能で、量産化への目途も付いている。さらに一対多型校正技術を用いた

迅速な標準物質の開発はドーピング検査用標準物質の迅速な整備への寄与が大きく、世界に誇れる成果で、公正なスポーツの実現に貢献。 

 

 キログラムの定義改訂に貢献する新しい質量基準の実現、バッテリーでも稼働し、ロボット化を可能とする X線検査装置の開発などを評価。 

 

 「あらゆる光を吸収する暗黒シートの開発」では、シリコーンゴムの表面に微細構造を転写することで、柔軟性、耐久性、極めて高い光吸収率を併せ持つ黒色素材の開

発に世界で初めて成功し、紫外線～可視光～赤外線のあらゆる光を 99.5 %以上も吸収する“究極の暗黒シート”を実現した。このシートは、光学機器での乱反射防止に

よる光計測や画像計測の精度向上に加えて、平面黒体としてサーモグラフィなどの校正への応用、映像のコントラスト向上・没入感演出、美しい黒が映える装飾として

の活用など、幅広い分野に応用可能である。 

 

 特筆すべき成果  

・あらゆる光を吸収する暗黒シートの開発 

黒色シリコーンゴムの表面に微細構造を転写することで、光を閉じ込める構造を実現。紫外線―可視化光―赤外線の全領域にて吸収率として 99．5％以上を達成。今後の

幅広い応用や、製品化への展開も期待できる。 

・一対多型校正技術を用いた迅速な標準物質の開発 

異なる分子の比較による一対多型の校正技術を開発し、有機分野の標準整備の負担を著しく軽減できる基盤を構築。ドーピング検査への応用など、幅広い応用にも期待

できる。 

 

 

【⑧その他本部機能】 

 民間資金獲得額から評価すれば、所期の目標を下回っており改善が必要となるが、論文発表数、引用数、特許実施契約数、イノベーション人材の育成など何れも目標値

を上回っており、学会、産業界からも高く評価されていると判断。また、冠ラボの設置、技術コンサルティングの展開、組織対組織の関係構築、ベンチャー支援の強
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化、人工知能研究への重点投資、多くの大学内への連携ラボの設置、地域イノベーションの推進、ゼロエミッション国際共同研究センターの設立など社会課題の解決に

向けた取り組みなど本部機能の強化を図るとともに、人材の育成・拡充、ガバナンスの適正化、コンプライアンスの推進など業務運営の改善及び効率化を図っている。 

 

 国際会議の主催、外部人材受け入れ制度の拡大、随意契約導入による調査制度の改革、ガバナンス適正化に向けたトップダウン体制とリーガルチェックの強化、ベストプ

ラクティスの理事長賞での表彰によるインセンティブの拡充など、きめ細やかな組織体制の革新を評価し。 

 

 冠ラボ、技術コンサルティングなどの新規事業領域に、トップセールスも含め、積極的に取り組んだ姿勢は大いに評価できる。またベンチャー出資額も目標の３倍を達

成しており、地域イノベーションの推進にも貢献している。 

 

 冠ラボの設置をはじめとして様々な取り組みを通して、研究の社会への還元を組織的に推進している点は、大いに評価できる。成功した例と課題があった例などを整理

して、産総研で行った試みを広く周知できると良いのではないかと思う。 

 

 オープンイノベーションラボ（OIL）を各大学に設置してきており、令和元年度も 2つの大学に設置するなど大学との連携を積極的に推進。また理研との連携も引き続き

協力に推進した。これらの点は高く評価できる。 

 

（２）業務運営の効率化に関する事項、他 

 外部人材雇用制度であるクロスアポイントメント制度、リサーチアシスタント制度、特定集中研究専門員制度などを活用し、優秀で多様な人材を集結し、目的基礎研究

の強化や連携研究の促進に寄与。さらに、イノベーションスクール開設による人的ネットワークの拡充と新たな連携の創出は日本のオープンイノベーションを担う若手

研究人材を育成、人的ネットワークの拡充により新たな連携の創出に大きな寄与があったものと評価。 

 

 経済安全保障の観点から、研究内容の流出（サイバー攻撃を含む）を防ぐための技術・情報管理を再度、徹底すべき。まさに経営問題であるため、理事長直下に組織を

置くことに賛成。 

 
監事の主な意見 １．研究所の業務が、法令等に従い適正に実施されているか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかについての意見 

研究所の業務は、関係諸法令及び研究所業務方法書その他の諸規程等を遵守のうえ、第 4期中長期計画及び令和元年度計画に従い適法に実施され、また、中長期目標の

着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているものと認める。 

特に、令和元事業年度においては、第 4期の最終年度目を迎え、目的基礎研究及び「橋渡し」機能の強化、地域連携活動の強化、人材育成等の施策を拡大し展開してい

るとともに、平成 28年 10月に研究所が特定国立研究開発法人の指定を受けたことにより、世界最高水準の研究開発を目指した業務運営に取り組んできた。 

理事長は、研究所の第 4期中長期目標期間のミッションを、①イノベーションの基となる目的基礎研究を強化すること、②その技術的成果を産業界に「橋渡し」をする

こと、③将来のイノベーション創出を担う人材の活用と育成を推進すること、及び、④地域連携の促進にも積極的に取り組むこととし、さらには、特定国立研究開発法人

としてのミッションを内外に周知するとともに、研究所のコンプライアンス推進体制の強化、リスク管理及び内部統制等に関し、トップマネージメントとして指導力を強

く発揮し、第４期のミッション達成に向けて運営してきたことを認める。 

 

２．研究所の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制、その他研究所の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 

通則法第 28条第 2項 に基づき、研究所の業務の適正を確保するための体制等を追加した研究所業務方法書の内部統制システムについては、より実効性のある内部統制

システムへと進化させていることから、令和元事業年度中の業務運営における内部統制システムの整備及び運用は適正に実施されているものと認める。第 4期において

も、研究推進組織・事業組織等における内部統制システムの効率的かつ統一的運用を確認し、本部組織の強化やルールの改編などを通じて内部統制機能の充実が図られて

いる。第 5期に向けて、さらなる組織の活性化を図るため、リスクプロファイルの再確認や ICTの活用など、内部統制システムの不断の改善が求められる。 

また、内部統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められない。 

 

３．研究所の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 

役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。 
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４．財務諸表等についての意見 

（１）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書及びこれらの附属明細書）は、独立行政法人会計基準及び一般に公

正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、研究所の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

（２）利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

（３）決算報告書は、理事長による予算区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているものと認める。 

（４）会計監査人は、財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して、研究所の財政状態、運営状況、キャッシュ・フロー

の状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める旨の「無限定適正意見 」を付している。 

会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査については、監査の方法及びその内容、会計監査の結果報告は相当であると認める。 

 

５．事業報告書についての意見 

令和元年度事業報告書は、法令に従い研究所の業務の状況を正しく示しているものと認める。 
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 
項目別

調書№ 
備考 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 
項目別

調書№ 
備考  Ｈ２７ 

年度＊ 
Ｈ２８ 

年度＊ 
Ｈ２９ 

年度＊ 
Ｈ３０ 

年度＊ 
Ｒ元 

年度 
  Ｈ２７ 

年度＊ 
Ｈ２８ 

年度＊ 
Ｈ２９ 

年度＊ 
Ｈ３０ 

年度＊ 
Ｒ元 

年度 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 エネルギー・環境領域 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ－１     Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ  

生命工学領域 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ－２   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
情報・人間工学領域 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－３     Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ  

材料・化学領域 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ－４   Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 
エレクトロニクス・製造領域 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ⅰ－５     Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ⅳ  

地質調査総合センター Ｂ Ｓ Ｂ Ａ Ａ Ⅰ－６            
計量標準総合センター Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－７   
その他本部機能 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ⅰ－８   
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ エネルギー・環境領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：46.5 

 

19.6 
 

23.2 
 

22.5 
 

23.5 
 

24.0 

予算額（千円） 19,421,820 19,210,984 18,962,936 19,316,420 18,505,783 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：

17,000 

 

15,552 
 

16,302 
 

17,474 
 

19,423 
 

20,072 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

17,024,182 

(7,074,509) 
18,290,218 

(7,164,912) 
17,309,602 

(7,309,756) 
16,905,415 

(7,240,105) 
16,884,861 

(7,059,893) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：455 

 

462 
 

433 
 

491 
 

472 
 

553 

経常費用（千円） 16,881,144 17,872,802 20,187,138 17,194,752 17,140,352 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：40 

23 28 50 44 40 
経常利益（千円） 644,594 △ 143,374 △ 843,388 △ 327,122 △ 360,420 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

2 4 0 0 1 

行政コスト（千円） － － － － 25,455,206 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：110 

 

93 

 

95 

 

130 

 

114 

 

138 

行政サービス実施

コスト（千円） 

12,685,606 13,798,595 19,742,089 14,410,062 － 

従事人員数 998 1,030 1,038 991 960 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 
(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 我が国が世界に先駆けた低炭素社会を構築する

ためには、2050年までに温室効果ガスを 80％低減

するという挑戦的な課題に向けた技術開発を推し

進める必要がある。  

第 4 期中長期目標期間において、当領域は、持続

可能な社会の構築に貢献するため、グリーンテク

ノロジー（創･蓄･省エネルギー技術、環境・安全技

術）の開発と、それらの社会･産業界への橋渡しを

行った。 

 「Zero-Emission Society」を理想に掲げ、再生

可能エネルギーの大量導入、省エネルギー技術の

普及、未利用エネルギーの高効率利用を通して、

低炭素社会を目指すとともに、環境リスクの低減、

資源・物質の循環、産業保安の確保などにより、産

業と環境が共生する社会を目指した。国際連合の

持続可能な開発目標(SDGs)や気候変動枠組条約に

関連したエネルギー・環境イノベーション戦略

(NESTI 2050)への貢献も重要な目標とした。  

 第 4 期中長期目標期間における当領域のロード

マップは、SDGs（2030 年に向けた開発目標の内、

水・衛生、エネルギー、生産・消費、気候変動、資

源）及び国連気候変動枠組条約におけるパリ協定

（2050年に向けた温暖化対策）に貢献することを

目指し、時間軸を設定した。特にエネルギー研究

では、2050 年における温室効果ガス抑制を想定し

た、一次エネルギー構成シミュレーションからの

バックキャストと、各種エネルギー技術開発から

のフォアキャストを比較することにより目標値の

合理性を高めた。ポートフォリオは、内閣府の定

めるエネルギー・環境イノベーション戦略 NESTI 

2050 の技術マップとも整合するように設定した。

なお、当領域の研究テーマは多岐に渡っているた

め、個々のテーマごとにロードマップ、ポートフ

ォリオを設定した。  

 

以下、各種指標の達成状況について説明する。  

民間資金獲得額は 

平成 27年度 19.6億円（目標：24.7億円、達成率：

79.4％）、  

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 民間資金獲得額は目標に及ばなかったもの

の公的資金も含めた外部資金獲得額は微増傾向に

あり、エネルギー・環境に関連する 5つの研究対象

（新エネルギーの導入を促進する技術、エネルギー

を高密度で貯蔵する技術、エネルギーを高効率に変

換・利用する技術、エネルギー資源の有効活用、環

境リスクを評価・提言する技術）において、全ての

研究フェーズ（目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、

「橋渡し」研究後期）で、質の高い研究を展開し、

顕著な成果を上げた。例えば、目的基礎研究の指標

となる論文数及び論文被引用数については、第 4期

中長期目標期間の全ての年度において目標値を上

回る実績を挙げ、量だけでなく質の高い情報発信を

行った。「橋渡し」研究前期では、オープン・イノ

ベーション・プラットフォーム型の研究活動を幅広

く展開し、知財実施契約件数の増加を図った。また

「橋渡し」研究後期においては、2件の冠ラボの設

立をはじめ民間企業との協働による大型プロジェ

クトを数多く牽引し、研究成果の社会への還元に努

めた。 

 民間資金獲得額が目標値に達しなかった主な要

因として、社会情勢の変化と組織的課題が挙げられ

る。第 4期開始時点と比較して、当領域が係わる産

業分野の状況はグローバル化の進行などにより大

きく変化してきている。例えば太陽電池モジュール

生産の日本企業のシェア低下が著しく、第 4期中長

期目標を策定した平成 26 年を最後に世界 TOP10 

から姿を消し、国内出荷額も同年をピークに減少に

転じた。風力発電の国内導入量においても平成 27

年をピークに減少に転じ、平成 30 年時点における

累計導入量は政府目標値の約 3 割に止まった。ま

た、再生可能エネルギー導入促進のため、再生可能

エネルギーで製造した CO2 フリー水素（再エネ水

素）の技術開発に力を入れてきたが、産業ニーズの

立ち上がりが遅く、平成 30 年度になり、ようやく

産業界の関心の高まりがみられるようになった。 

 また主なマネジメント課題として、PL 人材の育

評定 Ｂ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

主な「具体的

な研究開発

成果」とし

て、以下のよ

うな研究成

果が見られ

た。 

 

①ポストリ

チウム大容

量電池の実

現に向けた

開発 

カーボンナ

ノチューブ

で連結され

たカプセル

状金属高分

散炭素触媒

を開発し、貴

金属触媒に

匹敵する高

性能の出力

を達成した。

市販の白金

／炭素触媒

をしのぐ活

性と寿命を

有し、水素エ

ネルギーや

次世代電池

を支える電

極触媒とし

て幅広い応

用が期待さ
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

 エネルギー・

環境問題の解

決に欠かせな

い技術を提供

することを目

指し、新エネル

ギーの導入を

促進する技術、

エネルギーを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 23.2億円（目標：30.2億円、達成率：

76.8％）、  

平成 29年度 22.5億円（目標：35.6 億円、達成率：

63.2％）、  

平成 30年度 23.5億円（目標：41.1 億円、達成率：

57.1％）、 

令和元年度 24.0億円（目標：46.5億円、達成率：

51.6％）  

と各年度において目標を達成していないが、獲得

額は微増傾向にあり、令和元年度には前年度比で

102％となった。  

 

中堅・中小企業の研究契約件数の比率は、 

平成 27 年度 22.8％（中小企業の研究契約件数の

比率）、 

平成 28年度 34.3％、 

平成 29年度 22.4％、 

平成 30年度 18.9％、  

令和元年度 19.1％ 

となり、減少傾向にある。 

 

論文被引用数に関しては、 

平成 27年度 15,552回 

平成 28年度 16,302回（目標：15,300 回、達成率：

106.5％）、 

平成 29年度 17,474回（目標：15,800 回、達成率：

110.6％）、 

平成 30年度 19,423回（目標：17,000 回、達成率：

114.3％、前年比：111.2％）、 

令和元年度 20,072回（目標：17,000回、達成率：

118.1％） 

となり、各年度において目標を達成した。  

 

論文発表数に関しては、  

平成27年度462報（目標：430報、達成率：107.4％）、 

平成28年度433報（目標：430報、達成率：100.7％）、 

平成29年度491報（目標：430報、達成率：114.2％）、 

平成30年度472報（目標：450報、達成率：104.9％）、  

令和元年度 553報（目標：455報、達成率：121.5％） 

となり、各年度において目標を達成した。 

 

リサーチアシスタント採用数及びイノベーション

成をはじめとした人的資源の強化が挙げられる。領

域の主たるミッションである公的外部資金による

政策的研究において、産業界や大学から当領域にお

ける中核的役割（プロジェクトリーダー(PL)や集中

研）の需要が増加する中で、研究員の減少も加わり

PL 人材をはじめとした人的資源の観点から民間資

金を取得する困難さが増した。しかしながら、短期

間で人的資源不足を解消することは人材育成の観

点からも困難であるため、人的資源の課題は長期的

に対応し、短期間で対応可能な共同研究 1件あたり

の獲得額増加に努めることで民間資金獲得額の向

上を図った。主な取り組みとして、（１）冠ラボの

設立（平成 30年度：清水建設―FREA、令和元年度：

日立造船―創エネ部門）による個別企業との連携強

化及び、一定金額規模以上の共同研究全てにイノベ

ーションコーディネータ等を配置するなどの体制

強化、（２）テクノブリッジフェアにおける個別企

業の招待や個別企業への領域幹部の訪問機会を強

化するなど、積極的な情報発信に努めた。しかし、

人的資源の不足を補うには至らなかった。この課題

を解決すべく、令和元年度にはゼロエミッション国

際共同研究センターを設立し、国内外研究者の叡智

を集め、革新的環境・エネルギー技術の基盤研究を

推進する共創場を創成することで、第 5期中長期目

標期間においても引き続き民間資金獲得に取り組

む。またこれにより国際連携の加速を図る。 

 

地域イノベーション推進： 

 地域イノベーションの観点からは、FREA におい

ては、福島を中心とする東北地方の再生可能エネル

ギー関連企業を被災地企業のシーズ支援プログラ

ム等を通じて支援し、新たな製品を生む等、地元企

業の産業創出に結びつけた。また、関西センターに

おいては、LIBTEC、京都大学等との産学官連携も含

めた蓄電池国際競争力が強化された。 

 

 以上のような、顕著な研究開発成果が得られたこ

と、及び RD20 の主催、ゼロエミッション国際共同

研究センターの設立において、エネルギー・環境領

域が中心的な役割を果たしたことを考慮し、評定を

「B」とする。 

 なお、評価委員からは、「ゼロエミッション国際

れることは、

今後安全で

高効率な蓄

電システム

の実現に繋

がる観点か

ら、高く評価

できる。 

 

②SiCパワー

デバイスの

量産技術開

発 

炭化ケイ素

半導体(SiC)

パワーデバ

イスの量産

実用化技術

に関して、

SiCパワーデ

バイスの信

頼性問題を

量産レベル

で解決した

ことで、当該

パワーデバ

イスの広範

な普及の目

処がたった。

インバータ

に代表され

る当該パワ

ーデバイス

搭載機器を

はじめ、車・

鉄道車両等

へ広く導入

されること

で、電力の省

エネに大き

く貢献する

ことが期待



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

高密度で貯蔵

する技術、エネ

ルギーを効率

的に変換・利用

する技術、エネ

ルギー資源を

有効活用する

技術、及び環境

リスクを評価・

低減する技術

を開発する。 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクール採用数は、  

平成 27年度 25名（目標：30名、達成率：83.3％）、 

平成 28年度 32名（目標：30名、達成率：106.7％）、 

平成 29年度 50名（目標：35名、達成率：142.9％）、 

平成 30年度 44名（目標：40名、達成率：110.0％）、 

令和元年度 41名（目標：40名、達成率：102.5％） 

であり、平成 28 年度以降は目標を達成した。  

 

知財実施契約数は、  

平成 27年度 93件（目標：101件、達成率：92.1％）、 

平成 28年度 95件（目標：100件、達成率：95.0％）、 

平成29年度130件（目標：100件、達成率：130.0％）、 

平成30年度114件（目標：110件、達成率：103.6％）、 

令和元年度 138件（目標：110件、達成率：125.5％） 

となり、平成 29 年度以降は目標を達成した。  

 

 民間資金獲得額が目標値に達しなかった主な要

因として、社会情勢の変化と組織的課題が挙げら

れる。第 4 期開始時点と比較して、当領域が係わ

る産業分野の状況はグローバル化の進行などによ

り大きく変化してきている。例えば太陽電池モジ

ュール生産の日本企業のシェア低下が著しく、第

4期中長期目標を策定した平成 26 年を最後に世

界 TOP10 から姿を消し、国内出荷額も同年をピー

クに減少に転じた。風力発電の国内導入量におい

ても平成 27 年をピークに減少に転じ、平成 30 年

時点における国内の累計導入量は政府目標値 1000

万 kWの約 3割に止まった。また、再生可能エネル

ギー導入促進のため、再生可能エネルギーで製造

した CO2 フリー水素（再エネ水素）の技術開発に

力を入れてきたが、産業ニーズの立ち上がりが遅

く、平成 30年度になり、ようやく産業界の関心の

高まりがみられるようになった。 

 さらに、公的外部資金による政策的研究は当領

域の重要なミッションであり、第 4 期中長期目標

期間では産業界や大学から当領域における中核的

役割（プロジェクトリーダー(PL)や集中研）の需

要が増加する中で、研究員の減少も加わり PL人材

をはじめとした人的資源の観点から民間資金を取

得する困難さが増したことも一つの要因である。

しかしながら、短期間で人的資源不足を解消する

ことは人材育成の観点からも困難であるため、人

共同研究センターの立ち上げや RD20 の開催など、

タイムリーな施策を引き出すことができたのは、こ

れまでの領域の地道な努力と成果あってのことと

高く評価する。」、「人類や文明の維持発展に重要な

エネルギー・環境問題の課題設定、研究テーマ設定、

研究マネジメントがなされ、高く評価できる。」、「ゼ

ロエミッション国際共同研究センターの設立と

RD20 の開催は、領域の得意とする分野で国際的イ

ニシアチブを取りつつ国際連携の枠組みを構築し

たものであり、高く評価される。」、「エネルギー・

環境問題に関わる課題の設定、技術領域の明確化、

シーズを踏まえた研究開発テーマ設定がなされ、産

業界への貢献を含めて、期待される」、「創/蓄/省の

技術区分けをもとに、個々の研究開発ターゲット、

研究テーマ内容が明確で、良い事と思う。」、などの

高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 発表論文数、発表論文の被引用数及び知財実施件

数は、第 4 期中長期目標期間に入って増加傾向に

あり、高い水準で推移し、目標を達成した。一方で、

民間資金獲得額は、冠ラボの設立やイノベーション

コーディネータの活動強化により令和元年度は平

成 30年度よりも増加したものの、平成 27年度から

令和元年度は、与えられた目標を下回った。この大

きな要因として前述した人的資源の不足が挙げら

れる。第 5 期中長期目標期間においては、新たに

設立したゼロエミッション国際共同研究センター

による外国人研究員をはじめとしたマンパワーの

強化及び、国際連携の加速により民間資金獲得の向

上を図る。 

される将来

性・革新性は

高く評価で

きる。 

 

定量的な評

価指標の達

成度は「民間

資金獲得額」

52％、「知財

の量的状況」

126％、「論文

被引用数」

118％、「人材

育成」103％、

またモニタ

リング指標

の「論文発表

数」は 122％

となってい

る。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

ある「民間資

金獲得額」は

目標に達し

ていないが、

複数の成果

が創出され

たこと等を

踏まえ、自己

評 価 書 の

「Ｂ」との評

価結果が妥

当であると

確認出来た

ため「Ｂ」と

判断した。 

 

＜今後の課
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を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

的資源の課題は長期的に対応し、短期間で対応可

能な共同研究 1 件あたりの獲得額増加に努めるこ

とで民間資金獲得額の向上を図った。主な取り組

みとして、個別企業との連携強化の 1 つとして平

成 30 年度には清水建設-福島再生可能エネルギー

研究所（FREA）との冠ラボを設立し、さらに令和元

年度にも日立造船-創エネルギー研究部門（創エネ

部門）の冠ラボを新たに設立した。また、一定金額

規模以上の共同研究全てにイノベーションコーデ

ィネータ等を配置するなど体制の強化を図った。

さらに、テクノブリッジフェアにおける個別企業

の招待や個別企業への領域幹部の訪問機会を強化

するなど、積極的な企業連携の強化に努めた。 

 

 組織内外の若手雇用・育成では、近年世界的に

関心が高まっている再生可能エネルギー関連技術

についてリサーチアシスタント制度及びクロスア

ポイントメント制度を利用して、学生及びポスト

ドクターを雇用し、再生可能エネルギー分野の人

材育成を行った。また、自動車業界と連携強化の

ため、モビリティー・エネルギー分野の人材強化

も行った。さらに、シニア世代の人材を令和元年

度は 36 名招聘研究員として雇用し、ユニット幹

部、イノベーションコーディネータなどの要職で

その経験や能力を活用して、再生可能エネルギー

分野の国際連携や企業連携等の強化を図った。 

 

 領域のあるべき社会的な役割としては、未来社

会のための産業技術シーズの創出及びオープン・

イノベーション・プラットフォームの提供を掲げ、

産業界からリスペクトされる存在となることを目

指した。中長期目標・計画を達成するための方策、

特に民間資金獲得増については、「急がば回れ」の

言葉を掲げ、まずは職員への“技術を社会へ”マイ

ンドの浸透と、未来の産業ニーズを想定した目的

基礎研究の強化を通して、「結果」としての民間資

金の増額獲得に努めた。領域長及び領域幹部によ

る個別企業への働きかけや、イノベーションコー

ディネータの活動強化も進めた。オープンイノベ

ーションラボラトリ(OIL)制度やクロスアポイン

トメント制度を利用した目的基礎研究力の強化

や、領域内連携促進（アライアンス制度：水素戦略

題＞ 

・より安定

的に民間資

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見

据えるとと

もに、既に実

施している

OILに参加し

ている大学

などの多様

な研究者、産

学連携コー

ディネータ

などの取り

込みを図り、

よりグロー

バルでオー

プンな形で

の産官学共

同研究を実

施していく

ことが重要。

このような

プラットフ

ォームを構

築すること

により、企業

連携を担う

人材不足の

解消や企業

連携を促進

するための

支援人材不

足が解消さ

れることが

期待される。

加えて、様々

な段階での

共同研究が
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で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

会議、エネルギー材料アライアンス、エネルギー

システムアライアンス）による研究テーマの骨太

化を行った。また、国家プロジェクトの中核的な

役割や技術研究組合への貢献、コンソーシアム活

動を通した産業界との連携強化などにも努めてき

た。 

 成果発信及び普及については、研究ユニットが

独自の成果発表会を開催するとともに、テクノブ

リッジフェア、国際学会等を利用した積極的な情

報発信を行った。研究成果発信として特に重要な

研究論文については、領域長及び領域幹部が領域

内の全グループリーダー、チームリーダーとの意

見交換を行い、研究現場でのエフォート管理に応

じて論文発表の個人目標を設定することとした。

研究者の個人評価では、論文発表から橋渡し活動

まで総合的に評価し、それらのバランスは個々人

の状況を重視して判断した。  

 リスク管理・コンプライアンスについては、公

的資金で運営されている組織としての意識を重視

し、領域長及び領域幹部が領域内の全グループリ

ーダー、チームリーダーと意見交換会などを通じ

て、根気強くコンプライアンスの徹底を行った。 

 

地域イノベーション推進： 

 地域イノベーション推進の観点から、福島再生

可能エネルギー研究所(FREA)に再生可能エネルギ

ー研究センターを、また関西センターに電池技術

研究部門を配し、地域に根ざした世界的研究開発

拠点の形成を目指して下記の活動を行ってきた。 

 

・平成 25年度から平成 29年度までに、FREAにお

いて「復興予算（被災地企業のシーズ支援プログ

ラム）」を実施し、地元企業の新たな産業の創出に

貢献した。平成 30年度からは、被災地発のコンソ

ーシアム型再生可能エネルギー関連製品の事業化

に向けた技術開発のための新たな予算（被災地企

業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化

支援事業（平成 30 年度から令和 2 年度））を確保

し、平成 25 年度からの商品化の累積数が 41 件と

なるなど、地元企業の産業創出を継続して支援し

た。令和 2 年度以降も地元企業の産業創出支援を

継続予定である。  

展開され、共

同研究の暗

黙知的ノウ

ハウが形式

知化され、よ

り効率の良

い共同研究

が展開され

ることが必

要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得

における評

価等を見て

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両

輪の関係に

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

 

・関西センターにおいては、電池技術研究部門と

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究セ

ンター(LIBTEC)が協力して、平成 27 年度から平

成 29 年度はリチウムイオン電池等蓄電池材料の

性能評価技術の標準化に取り組み、製品化への橋

渡し期間の短縮に貢献した。さらに平成 30年度か

らは、将来の電気自動車用「全固体電池」に関する

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プロ

ジェクトを開始し、自動車企業を中心とするオー

ルジャパン産学官連携体制を整え、産業界の共通

指標として機能する全固体電池の材料評価技術を

中心とした共通基盤技術を開発した。令和元年度

も、材料評価技術を中心とした共通基盤技術の開

発を継続して行った。 

 

あるので、両

者がトレー

ドオフの関

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 

・全体のマ

ネジメント

については、

今回より、未

達の要因分

析と対応策

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの

共有を強化
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えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

することが

求められる。 

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 

 

＜民間資金

獲得額目標

未達の要因

と対応方策

＞ 

○要因 

・公的外部

資金による

政策的研究

はエネルギ

ー・環境領域

の重要なミ

ッションで

あり、第 4期

中長期目標

期間では産

業界や大学

からエネル

ギー・環境領

域における

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

  第 4期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は令和

元年度までに 148 件（うち令和元年度実施の件数：

41 件）である。また、これらの事業化の実績とし

て、知的財産の譲渡契約及び実施契約は令和元年

度までに 26 件（うち令和元年度契約の件数： 3

件)、製品化は令和元年度までに 1件である。 
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ものとする。 

 

 中核的役割

（プロジェ

クトリーダ

ー (PL)や集

中研）の需要

が増加する

中で、担当で

きる研究員

の減少も加

わり PL 人材

をはじめと

した人的資

源の観点か

ら民間資金

を取得する

困難さが増

した。 

・再生可能

エネルギー

導入促進の

ため、再生可

能エネルギ

ーで製造し

た CO2 フリ

ー水素（再エ

ネ水素）の技

術開発に力

を入れてき

たが、産業ニ

ーズの立ち

上がりが遅

く、平成 30

年度になり、

ようやく産

業界の関心

の高まりが

みられるよ

うになった。 

・パワーエ

レクトロニ

クスをはじ

め、橋渡しの

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 当領域では「目的基礎研究」として、次世代に大

きく成長する可能性を秘めている多彩な研究テー

マを積極的に発掘し、研究を推進した。 

 

 第 4 期中長期目標期間における目的基礎研究の

モニタリング指標となる論文発表数について、平

成 27年度から平成 30年度は 462、433、491、472

報と高い水準で推移し、目標を達成した。令和元

年度は 553 報（目標 455 報）であり、目標値を大

きく上回った。また、平成 27 年度から平成 30 年

度に発表された論文のうち、Q1 ジャーナル（各研

究分野における IF 上位 25％の論文誌）に掲載さ

れた論文は平均 50％（Q2 ジャーナル（各研究分野

における IF 上位 26-50％の論文誌）を含めると

75％）であり、論文発表数だけではなく、質の高い

論文誌に継続して掲載されているといえる。目的

基礎研究の評価指標となる論文被引用数に関し

て、平成 27 年度から平成 30 年度は 15,552、

16,302、17,474、19,423回と 4年連続で増加傾向

にあり、目標値を大幅に上回った。令和元年度は

20,072回であり目標値を大きく上回った。研究領

域や組織の規模に関係なく比較可能な指標である

相対被引用度 (Category Normalized Citation 

Impact (CNCI))は平成 27 年度から令和元年度の

平均で 1.37 であり、世界平均の 1 を大きく上回

り、また、Clarivate Analytics 社 の Highly 

Cited Researchers（日本では 75 名（平成 28 年

度）、72名（平成 29年度）、90名（平成 30年度）、

102名（令和元年度））に 3名が 4年連続（平成 28

年度から令和元年度）で選出されるなど、質の高

い目的基礎研究成果を発信してきた。 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術「高容量革新

型蓄電池」（蓄エネ）： 

 低炭素社会の実現に不可欠な自動車の電動化や

再生可能エネルギーを活用した発電の普及加速の

ためには、従来のリチウムイオン電池(LIB)を超え

る高容量・省資源・低コストを実現する革新的な

二次電池の開発が求められている。  

 電気自動車の普及には、現行のガソリン自動車

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 科研費をはじめとした多くの公的資金を取

得し、質の高い目的基礎研究の継続に努め、顕著な

成果を上げた。得られた基礎研究成果は我が国の科

学技術イノベーションの礎となり、広く社会へ還元

されることが期待される。 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術「高容量革新型

蓄電池」（蓄エネ）： 

 金属多硫化物正極材料の開発に関しては、既存の

正極材料の約 4倍の高容量化に成功し、これを用い

て市販電池と同等のサイズのリチウム電池を試作

し、高いエネルギー密度を実証した。高密度にエネ

ルギーを貯められることで、より小型軽量の二次電

池が実現できる。この結果より電気自動車のみなら

ず飛行体への搭載も視野に入れることが可能とな

る。本成果は Journal of the American Chemical 

Society(IF: 14.357)をはじめ、合計 10報（令和元

年度 1報）論文掲載された。エネルギー密度に加え

て耐久性でも向上してきており、目的とする電気自

動車の実現やさらには飛行体への適用に向けて着

実に前進している。（関西センター）  

 新型カリウムイオン電池の開発では、高性能な電

極材料の開発により、資源制約の少ない低コストな

カリウムイオン電池の実現の可能性を示した。今後

は材料の高性能化を進めていくとともに、電池レベ

ルでリチウムイオン電池と同等以上の性能実証を

目指し、電力需給調整のための電力貯蔵システムへ

の展開を目指す。なお、本成果は、平成 30 年度に

Nature Communications（IF: 12.353）等に掲載さ

れ、令和元年度は論文誌の表紙も飾った。さらに日

本経済新聞等 7 紙で報道された。国内外からの招

待・依頼講演も多くなっており、産総研発の新しい

電池システムとして評価されている。（関西センタ

ー） 

 MOF 利用の高性能空気極触媒開発は、従来の白金

触媒とくらべ高性能を実現し、安価かつ高出力の亜

鉛-空気二次電池に基づく高効率低コストな蓄電シ

ステムの実現に資するものとして高く期待される。
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ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

と同程度の航続距離を実現する高容量の二次電池

の開発が不可欠である。その正極材料候補である

硫黄材料は現在市販されている正極材料と比べ約 

10 倍の高容量が期待できるが、充放電時に電解液

へ溶出するため寿命特性に課題があった。平成 29

年度までに硫黄を金属と結合させ非晶質金属多硫

化物とすることで、充放電中の電解液への溶出が

抑制でき、高容量での充放電が可能となることを

確認した。平成 30 年度には当該正極とリチウム

金属負極を組み合わせ、市販 LIB と同程度のサイ

ズの 8 Ah級電池を試作し、現行 LIB（～200 Wh/kg）

を大幅に上回る 314 Wh/kg のエネルギー密度を

実証した。令和元年度にはこの電池の長寿命化に

取り組み、金属多硫化物として TiS4を正極に用い

た全固体電池系において、実用化に目途をつける

マイルストーンとした充放電 100 サイクルにおい

て、ほぼ容量低下無しに作動させることに成功し

た。（関西センター）  

 再生可能エネルギー普及や電力網の需給調整用

の電力貯蔵用電源の大量導入には、資源制約のな

い低コストな二次電池が求められている。豊富な

資源のみで構成でき、現行のリチウムイオン電池

と同等以上の性能が期待できるカリウムイオン電

池に注目し、平成 29年度までに、120種類を超え

る新規なカリウム複合金属酸化物正極材料を合成

し、平成 30年度には、これまで動作電圧が 3 V程

度であった酸化物正極材料において LIB と同等の

4 V 級で動作可能な高電圧正極材料の開発に成功

した。しかし、正極材料が高価なことと電解液に

可燃性の有機溶媒を用いることが課題であった。

令和元年度には、低廉な組成（Fe や Mn）からなる

新規層状型正極材料や可燃性の有機溶媒を含まな

いイオン液体で広い電位範囲で安定な Pyr13TFSA

系電解液を開発することにより、リチウム系と同

等以上の比容量の 150 mAh/g を実証した。（関西セ

ンター）  

 現行のリチウムイオン電池の理論容量を超える

ためには、従来の電池系とは異なる原理で動作す

る革新電池の開発が必要である。革新電池の一つ

である亜鉛-空気電池は容量及び安全性が高い一

方、現状では大気中の酸素と反応がおこる空気極

の反応性を向上させる触媒性能の不足により効率

本成果は、平成 30 年度に Advanced Energy 

Materials (IF: 21.875)はじめ、IF10以上の論文

誌に合計 7報（令和元年度 3報）掲載された。今後

は、空気極触媒の性能向上に加え、電解質の開発を

進め、高性能亜鉛-空気電池の実証を目指す。(ChEM-

OIL) 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術「水素キャリ

ア」（蓄エネ）： 

 二酸化炭素を利用する水素キャリアにおいて、独

自の触媒開発により、ギ酸からの高圧水素発生、及

び二酸化炭素からの高効率なギ酸・メタノール合成

を可能とした。ギ酸は優れた液体系水素キャリアで

あるとともに、70 MPa 以上の高圧水素を低コスト

に供給可能である。このためギ酸を用いた水素ガス

ステーションでの実証が期待される。水素ガスステ

ーションは日本国内で現在約 100か所あるが、燃料

電池自動車の普及により 令和 12年には 900 か所

に拡大される計画である。それに伴い燃料電池車の

普及台数は、令和 12年には 80 万台の普及を目指

している。また、二酸化炭素からの高効率なメタノ

ール合成は、燃料利用に加えて、需要の大きいオレ

フィン等の基礎化学品への利用が想定できるため、

二酸化炭素の有効利用に向けた多大な寄与が期待

できる。現在のオレフィン系誘導品の生産量は世界

全体で 1.5 億トンであり、今後の年平均成長率は 

3％と予測されている。今後、国内外の研究機関、

産業界との連携を通じて、二酸化炭素からのメタノ

ール合成の社会実装を目指す。なお、これらの技術

は、平成 27 年度から令和元年度に、Chemical 

Reviews（IF: 54.3、総被引用数 540回）、Advanced 

Energy Materials (IF：24.9)等の総説や、ACS 

Catalysis (IF:12.2) 8 報など著名な論文誌に 39

報（令和元年度 6報）が掲載された。また、石油学

会平成 29年度 第 54回論文賞を受賞、平成 27年度

に日刊工業新聞等 4 紙（平成 30年度：ガスレビュ

ー）で報道され、さらに、平成 30年度には第 51回 

市村地球環境学術賞 貢献賞を受賞するなど、高く

期待されている。また、国内外の多数の講演（日本

化学会、触媒学会、アメリカ化学会、錯体化学国際

会議、有機金属化学国際会議、等）に招待され、ア

カデミックの観点からも高い評価を受けている。 

深化が進み

研究開発費

が頭打ちと

なったテー

マがあった。 

 

○対応方策 

・短期間で

人的資源不

足を解消す

ることは人

材育成の観

点からも困

難であるた

め、人的資源

の課題は長

期的に対応

し、引き続き

短期間で対

応可能な共

同研究 1 件

あたりの獲

得額増加に

努めること

で民間資金

獲得額の向

上を図る。主

な取組とし

て、一定金額

規模以上の

共同研究全

てにイノベ

ーションコ

ーディネー

タ等を配置

するなど体

制の強化を

図る。さら

に、テクノブ

リッジフェ

アにおける

個別企業の
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 よく充放電ができない（過電圧）、また負極側で充

放電時に生じる樹枝状（デンドライト）の亜鉛の

析出により内部短絡してしまう等様々な課題があ

る。本研究では課題解決のために、配位高分子

(MOF)を鋳型・前駆体として用いた機能性炭素材料

合成法を活用し、白金と比べより活性の高い空気

極触媒の開発に取り組んだ。平成 30年度には、MOF 

ナノチューブの合成に成功し、これを前駆体とし

て熱処理することで新規な構造を有するコバルト

を担持したナノカーボン触媒を開発し、白金と比

べ過電圧を 0.2 V抑制し、かつ最大出力が 1.7倍

となる高性能な非貴金属空気極触媒を実現した。

令和元年度には、オープンカプセル MOF の合成に

成功し、これを前駆体として熱処理することでコ

バルトを用いない連結カプセル金属高分散触媒を

開発し、レアメタルフリーの電極触媒を開発した。

（エネルギー化学材料オープンイノベーションラ

ボラトリ：ChEM-OIL） 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術「水素キャリ

ア」（蓄エネ）： 

 脱化石燃料（低炭素社会）に向かって、水素を二

次エネルギーとする社会の構築が求められてい

る。そのために、体積エネルギー密度の小さい水

素を効率よく貯蔵・運搬する手段として、アンモ

ニア、メチルシクロヘキサンなどの水素キャリア

の技術開発が進められている。これらは発電等の

大規模利用の点で優れているが、水素製造におけ

るエネルギー効率が低く、中小規模での利用に課

題があった。平成 29年度までに、80℃に加温する

だけで、ギ酸から高圧（100 MPa超）水素の生産が

可能な触媒を開発し、ギ酸の水素キャリアとして

の優れた特性を示した。平成 30年度は、水素貯蔵

の観点から、アルカリ水電解による水素製造を経

由することなく低電位での二酸化炭素電解還元に

より再生可能エネルギーで発電した電力（再エネ

電力）から直接ギ酸合成の可能性を示した。さら

に、二酸化炭素からの有用化学品製造の観点から、

従来、高温高圧条件（200℃ 以上, 5 MPa）が必要

であった二酸化炭素電解還元によるメタノール合

成を、高性能触媒の開発と反応条件の最適化によ

り、低温反応条件下（70℃以下）で実現することに

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創エ

ネ）： 

 太陽エネルギーを用いた光電気化学的な反応に

よる有用化学品製造に関しては、殺菌や漂白、洗浄

などに利用される過酸化水素などの酸化剤を簡易

生産することができるため、殺菌溶液製造装置等の

小規模市場を狙った早期実用化が期待される。この

太陽エネルギーを用いた有用化学品製造技術から

発展した各種電極触媒技術は、再生可能エネルギー

電力を利用した Power-to-Gas と比べて、さらに経

済性の高い大規模な Power-to-X（水素＋高付加価

値品）システムの構築に寄与し、結果として再生可

能エネルギーの大量導入の促進につながると期待

される。本成果は Advanced Energy Materials 

(IF: 24.884)をはじめ、合計 18 報（令和元年度 6 

報）論文掲載され、また化学工業日報等 6紙（平成 

30年度）で報道された。例えば、過酸化水素と次亜

塩素酸ナトリウム製造において、世界で年間約 

5,300 万トン、国内では年間約 150 万トンの CO2が

排出されており、本技術を用いて様々な化学製品を

CO2 フリー製造する意義は大きい。 

 また、超臨界地熱発電技術に関しては、一地点で 

100 MW 以上の経済性を有する発電が実現可能であ

ることが示された。有望地点の選出、発電量の詳細

評価等を進めることにより、2050 年以降の超臨界

地熱資源による国内発電総容量を、現在の石炭火力

発電（約 40 GW）程度の数十 GW程度にまで増大さ

せ、二酸化炭素排出量の大幅な削減に寄与する。な

お、本技術は、論文で 9報（令和元年度 2報）掲載

され、朝日新聞（平成 29年 11月）等 2紙で報道さ

れるなど、高く期待されている。(FREA) 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄エ

ネ）： 

 現状の規格材料では不可能な 1,000 MPa 以上の

引張強さを有する耐水素脆化材料の開発指針を導

くことで、燃料電池自動車や水素ステーションなど

の高圧水素ガス利用機器における水素貯蔵容器や

配管の更なる薄肉化、軽量化が期待できる。これに

より高圧水素ガス利用機器の普及が促進され、信頼

性と経済性が両立した水素社会の実現に貢献する。

招待や個別

企業への領

域幹部の訪

問機会を強

化するなど、

積極的な企

業連携の強

化に努める。 

・産業界の

関心の高ま

りを捉えて、

個別企業と

の連携強化

の 1 つとし

て平成 30 年

度には清水

建設-福島再

生可能エネ

ルギー研究

所（FREA）と

の冠ラボを

設立し、また
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にも日立造
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立した。 
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つ有望なシ
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資金で運用

されるプラ

ットフォー

ム型研究活
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成功した。本成果により、二酸化炭素の有効利用

とともに、他の水素キャリアでは到底実現できな

い「燃料電池の劣化原因である一酸化炭素を副生

しない高圧水素の簡便な供給」を実現した。 

 ギ酸から高圧水素ガスの発生が可能な触媒の開

発に成功したことにより、数多くの企業から問い

合わせがあり、令和元年度も引き続き産業界との

連携を進め、技術コンサルティング、有償試料提

供等の契約に至った。また、常温常圧で駆動可能

なより高性能な CO2水素化触媒の開発に成功した。

加えて、ギ酸脱水素化触媒の耐久性が向上し、１

か月以上の連続水素製造が可能になり、実証化に

向けて大きく前進した。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創エ

ネ）： 

 さまざまな化学薬品の製造には膨大な化石燃料

のエネルギーが使用されており、その省エネルギ

ー化や CO2 フリー化は非常に重要な課題である。

産総研は、殺菌や漂白、洗浄などの用途で利用さ

れる過酸化水素や次亜塩素酸などの酸化的な有用

化学薬品を、太陽光エネルギーを利用して製造す

る高性能な光電極技術を開発し、この新規分野を

広く開拓しながら論文と特許を出している。平成

29年度は、有機合成酸化剤として利用される 7価

クロム酸生成における電流効率（電子の反応選択

性）が約 100％となる反応プロセスを確認した。

平成 30年度は、環状炭化水素からナイロン原料を

生成する反応における電流効率が 100％に近いこ

とを確認した。令和元年度は、酸化タングステン

光電極を用いた過マンガン酸酸化によるエチルベ

ンゼンからのアセトフェノン生成や芳香族チオー

ル化合物の酸化等の新規な反応系を開発した。ま

た、光は直接使わないが、太陽光発電等の再エネ

電力を有効利用するアノード電極触媒系の高度化

も行い、水から過酸化水素を酸化的に生成するた

めの安定なアンチモン複合酸化物からなる電極触

媒などを開発した。さらに酸化タングステンから

なる粉末光触媒反応で効率的に次亜塩素酸が生成

することを見いだした。これらに関する特許 3 件

を出願し、本分野での関連特許は合計 14 件とな

り、広い特許群の構築を進めた。 

さらに、水素発電などの化学プラント用部材への波

及も期待されることから、燃料電池自動車（FCV）、

水素ステーションと合わせて、1,000 億円程度の国

内市場が期待できる。本成果は合計 24 報（令和元

年度 11 報）論文掲載された。(HydroMate) 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

（省エネ）： 

 高性能な熱電変換材料を開発し、発電効率 12％

を有する熱電変換モジュールの開発に成功した。自

動車の排熱回収に適用した場合、発電効率 12％は

5％以上の燃費改善に相当する。自動車メーカーが 

1％の燃費向上のためにしのぎを削る中で、5％は本

格実用化開発が期待される値である。他にも工場等

からの廃熱を用いた発電への応用が見込まれる。な

お 本 成 果 は 、 平 成  28 年 度 に  Energy & 

Environmental Science (IF: 33)などの著名な論

文誌に掲載されるなど計 66報（令和元年度 11報）

掲載され、18 件（令和元年度 3 件）の特許出願を

行った。また日本経済新聞等 12 紙で報道され、産

総研発ベンチャー「株式会社モッタイナイ・エナジ

ー」の創立（平成 28 年 6 月）につながる等、高く

期待されている。今後は、耐久性向上とコスト削減

に向けた技術開発を着実に実施して、技術の普及に

務める。熱電変換モジュールの市場は、ペルチェ冷

却モジュールを中心に全世界で約 400億円（令和元

年度）だが、効率を向上させた熱電変換材料を発電

モジュールに適用することで、未利用熱回収発電を

含めた市場は飛躍的に拡大すると予想されている。

また、コストを大幅に低減させることができれば、

自律 IoTセンサネットワーク用の電源など、IoT分

野への波及効果が期待される。 

 また、マイクロ波プラズマ CVD法では困難であっ

た 10mm を超える大型ダイヤモンドウェハ厚膜成長

技術と側面からの多方向成長を組合わせることに

より、インチ級ウェハ作製への技術的道筋が得られ

た。同時に、従来開発してきたエピタキシャル薄膜

成長及びデバイスプロセス技術に、大型基板上へ適

用する上でのボトルネック課題が無いことが確認

できた。そのため、ダイヤモンドパワーデバイスの

材料･プロセス基盤技術を開発し実用化への道筋が

示せた。ダイヤモンドパワーデバイスは、炭化ケイ

動の拡大、②

プラットフ

ォーム型研

究活動から

資金提供型

共同研究へ

の展開、③技

術コンサル

ティングか

ら資金提供

型共同研究

への展開へ

向けた継続

した取組が

必要。 

 

 

＜その他事

項＞ 

特になし 
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 海洋プレートの沈み込みに起源を有する超臨界

地熱システムを利用した超臨界地熱発電により、

一地点で 100 MW 以上の膨大な発電が実現できる

可能性がある。平成 27年度は、産総研が中心とな

り、民間企業・大学と共に超臨界地熱発電の可能

性検討を行い、商用発電が可能なことを見出した。

その後、詳細な調査・検討を行い、平成 28年度は、

一地点で 100 MW 以上の経済性を有する発電が実

現可能であることを示した。さらに平成 30 年度

は、地下 5 kmまでの大深度への試掘へ向けた事前

調査を開始した。令和元年度は、平成 30年度に引

き続き，NEDOからの委託を受け、北海道、東北、

九州の有望 3 地域で自然電磁波探査、自然地震解

析、坑井データ、地質学・地球化学的データの取得

を行い、各地点の超臨界地熱システムをモデル化

した。このモデルを使用して、抽熱・発電シミュレ

ーションを行い、各地点で 100MW 程度の発電が可

能であることを示した。(FREA) 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄エ

ネ）： 

 水素環境下で金属材料の引張強さ、伸びなどの

材料強度特性を低下させる水素脆化現象は、強度

特性が高いほど顕著になるため、引張強さ 1,000 

MPa を超える耐水素脆化材料は未だ実用化されて

いない。そこで、材料に与える水素の影響をナノ

からマクロレベルまでマルチスケールで解析し、

水素脆化現象の根源的理解とそれに基づく新規高

強度耐水素脆化材料開発のための指針の構築を進

めてきた。平成 30 年度は、水素環境下での純鉄の

き裂先端部において水素が塑性変形を抑制する可

能性を見出し、従来にはない新たな水素脆化モデ

ルを提案した。令和元年度には、水素脆化による

微小クラックの生成・進展による材料破壊現象の

実験的な観察結果に基づき、欠陥配位水素濃度 CT

と水素拡散係数 D を塑性ひずみの関数として定式

化したモデルを作成し、き裂先端のミクロな水素

濃度勾配について計算機シミュレーションを実施

した。その結果、水素環境下での疲労き裂進展の

加速を支配している因子は、き裂先端における水

素量の絶対値ではなく水素の濃度勾配であること

を新たに見出した。（産総研・九大水素材料強度ラ

素を凌ぐ高い耐圧特性を有するため、超高電圧領域

での電力機器の小型化が可能である。この技術によ

り、社会インフラである送配電システムなどの小型

化がもたらされる。なお本成果は、論文誌に 81 報

（令和元年度 17報）掲載され、39件（令和元年度

18件）の新聞報道がなされた。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物

質循環）： 

 次世代シークエンサーを用いた環境微生物解析

手法により、真核生物と細菌の捕食－被食関係な

ど、汚泥中での微生物動態の詳細な解析がさらに進

み、真核生物による細菌捕食の促進等に基づく汚泥

浮上（固液分離能の低下）の解決や汚泥減容化につ

ながるものと期待される。なお、本成果は、The ISME 

Journal (IF: 10.872, Springer Nature)などの著

名な論文誌に 34報（令和元年度 10報）掲載され、

日本経済新聞電子版等 10 紙（令和元年度 5 紙）で

報道されるなど、高く期待されている。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「全体として、高インパ

クト・ファクターのジャーナルへ高被引用の論文を

発表しており、評価できる。」、「蓄電池の劣化メカ

ニズム解明と劣化抑制方法提案は、製品価値向上に

おいて意義のある研究成果と言える。企業との共同

で進められ、成果が企業展開されていることも大い

に評価される。」、「水処理は、微生物解析の目的基

礎研究の成果を実排水処理へ展開され、水環境改善

のソリューションに繋げられたことは大いに評価

される。」、「京大・産総研ラボでの金属―空気電池

用材料開発におけるレアメタルフリーな空気触媒

の開発は、安全・高効率な蓄電システムの実現に資

するものとして高く評価する。」、「水素に関しては、

ターゲットを明確にしたこと、有識者の評価ＷＧを

設置したことなど、取り組みが顕著である。」、など

の高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 
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ボラトリ：HydroMate） 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

（省エネ）：  

 未利用熱エネルギーを有用な電力に変換できる

熱電変換技術を普及させるためには、変換効率の

向上が不可欠である。既存技術では 7％程度であ

った変換効率を、ナノ構造の形成により平成 27 

年度には 11％、電荷キャリア濃度の制御等を加え

ることで平成 30 年度には 12％に向上させた。令

和元年度には、資源制約の少ない元素（銅と硫黄）

を用いた熱電変換材料を開発し、これまで希少・

毒性元素を用いないと達成が困難であった熱電性

能指数 ZT = 1.0の壁を突破した。また、ナノ構造

化の知見を活かし、より低温の未利用熱に適用で

きる高性能材料を開発した。 

 パワーエレクトロニクス応用に向けたダイヤモ

ンド半導体関連技術では、その材料特性から最高

のパワーデバイス性能が期待されているが、高品

質のセンチ級大型結晶実現とデバイス化プロセス

の確立が鍵となっている。平成 28年度に基本プロ

セスの改善を進めてパワー応用に必須となる信号

電圧をかけた時のみ導通する（ノーマリオフ型）

MOSFET の動作実証に世界で初めて成功した。デバ

イス構造形成用の大型ウェハ開発も並行して進

め、平成 30年度には従来の約 20倍サイズの 2 cm2

ウェハを実現した。これらの成果でダイヤモンド

半導体の実用的なデバイス応用ポテンシャルを実

証することができた。令和元年度には、大型ウェ

ハ開発において一方向のみならず多方向への成長

により一辺 2cm 長まで種結晶を拡大し、その種結

晶から単結晶自立基板のサイズとしては世界最大

である自立基板の形成を実証した。これらのウェ

ハ形成技術を基に内製した基板を用いて、ダイヤ

モンド pin ダイオードでシリコンパワーデバイ

スに比肩する耐圧 6.5 kVを実現した。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物

質循環）： 

 各種産業廃水の生物学的廃水処理において、プ

ロセスを高効率化・省エネ化・低コスト化するた

めには、有機物分解の中核となる微生物集団を含

 目的基礎研究のテーマ設定は、将来の「橋渡し」

の基礎となる重要事項である。成果の半数は各研究

分野における IF 上位 25％の論文誌である Q1ジ

ャーナルに掲載され、被引用数も多く、高い評価を

得ている。しかしながら、常に長期的展望を見据え

た新たな研究シーズを発掘し続けることは重要な

課題である。「橋渡し」研究前期と後期を通じた産

業界との連携において、未来産業ニーズを掴む努力

を怠ってはならない。また、領域内のエネルギー材

料研究に関するアライアンス活動等を通じて、自由

に新テーマを議論し、長期ビジョンに基づいた新た

な研究開発テーマの発掘を推進する。さらに平成 

29 年度より、2050 年に向けた領域の未来研究テ

ーマの検討も開始した。大学とのクロスアポイント

メント制度や、OIL制度を活用した目的基礎研究力

の強化にも引き続き注力する。 

 現在、エネルギー、とくに再生可能エネルギーに

関する技術開発が急速に進展していることは周知

の通りであるが、時代に即した産業ニーズを的確に

把握し、今後重要となるシーズに関連する基礎研究

を進める必要がある。第 4期中長期目標期間におい

ては、エネルギー材料、エネルギーシステム等の領

域内アライアンスを通じたニーズ把握に努めてき

たが、第 5期中長期目標期間では、時代の変化にも

対応するべく、アライアンス活動のテーマを拡張し

ていく。さらに、目的基礎研究の成果発信としては

論文が重要であり、当領域は Q1 ジャーナルへの掲

載が高いレベルで維持されているが、今後も質と量

の向上を目指し、高 IF 論文誌への投稿を推奨して

いく。 
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んだ活性汚泥の制御が課題となっており、活性汚

泥中の微生物群集の網羅的解析が不可欠である。

平成 29年度までに、環境中の膨大な遺伝情報が取

得可能な次世代シークエンサーを用いて、主要構

成微生物である「細菌」の大規模同定技術を確立

した。平成 30年度は、汚泥における原生動物等の

重要性が明らかとなったことから、細菌より高等

かつ大きな微生物である「真核生物」の大規模同

定技術を確立し、世界最高レベル（1サンプル当た

り 3 万種レベル）で実産業廃水処理汚泥中の主要

な真核生物の特定に成功した。本成果は、平成 30

年度より開始の SIP 戦略的イノベーション総合プ

ログラム（スマートバイオ産業）の採択につなが

った。令和元年度は、内閣府 SIP 戦略的イノベー

ション総合プログラム（産総研では生命工学領域

が代表）に参画し、企業 5 機関等とともに、バイ

オプロセス実産業廃水処理汚泥における微生物群

集の網羅的解析を行い、運転条件の変化に伴う処

理水質と構成微生物の変化等についてデータを蓄

積し、「廃水ビッグデータ」構築に着手した。 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究前期においては、民間企業との受

託研究等に結び付く研究開発への取組が求められ

る。特に、公的外部資金を効果的に利用した産学

官連携によるプロジェクトを中心に研究開発を展

開した。特筆すべき研究トピックスは、（1）新エネ

ルギーの導入を促進する技術の開発（創エネ）よ

り「超高効率太陽光発電」と（5）環境リスクを評

価・低減する技術の開発（安全・物質循環）より

「戦略的都市鉱山開発」である。 

 

 第 4 期中長期目標期間における「橋渡し」研究

前期の評価指標となる知的財産の実施契約等件数

に関しては、平成 27年度から平成 30年度は 93、

95、130、114 件と順調に推移し、技術の橋渡しを

着実に進めてきた。令和元年度は 138件（目標 110

件）と目標を大きく上回った。 

 また、「橋渡し」研究前期を担う NEDO 等の研究

開発プロジェクトにおいて、「革新型蓄電池実用化

促進基盤技術開発(RISING2)」、「次世代パワーエレ

クトロニクス」、「メタンハイドレート資源開発に

係る研究開発」、「高効率な資源循環システムを構

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 当領域では NEDO プロジェクト等、民間企

業との協働による大型プロジェクトを数多く牽引

している他、得意とするオープン・イノベーション・

プラットフォーム型の研究活動を幅広く展開して

きた。その結果として多額の公的外部資金を獲得し

ており、得られた研究成果は今後民間受託への進展

が期待される。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発「超高効

率太陽光発電」（創エネ）： 

 スマートスタック技術の開発では、異種太陽電池

を低コストで接合する技術により、従来は材料の組

合せに制約があった多接合太陽電池の選択肢が広

がり、コスト重視、効率重視、可とう性重視など様々

な要求仕様に合った多接合太陽電池の実現が可能

になる。また、30％以上の高い変換効率が得られる

Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池に関しては、従来比 30倍以

上の高速成長の実現等により製造コストを低減す

ることで、宇宙用などに限られていた高効率Ⅲ-Ⅴ
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標として設定

するものとす

る。 

 

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

築するためのリサイクル技術」など、多数のプロ

ジェクトにおいて PL・サブ PLを務め、中心的な役

割を果たした（公的資金獲得額：平成 27年度 45.7

億円、平成 28年度 44.8億円、平成 29年度 51.3

億円、平成 30年度 44.8 億円、令和元年度 35.1億

円）。令和元年度も NEDO 等のプロジェクトを主導

し、橋渡し研究前期のオープン・イノベーション・

プラットフォームによる研究を推進した。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発「超高

効率太陽光発電」（創エネ）： 

 太陽光発電は、再生可能エネルギー導入による

低炭素社会の実現、エネルギー安全保障などの観

点から、その普及が重要課題になっている。太陽

光エネルギーは無尽蔵かつ地域的な偏在が少ない

ことなどから導入が進んでいるが、国土の狭い我

が国では太陽光発電システムの設置箇所が限定さ

れるため、太陽光エネルギーの更なる利用に向け

ては、車載や建材など太陽光発電の新用途開発が

必要とされている。一方で、従来の結晶シリコン

太陽電池においては設置面積や設置条件などの制

約から、車載や建物などの新用途への適用は容易

でなく、超高効率太陽電池デバイスやフレキシブ

ル太陽電池デバイスなどの革新的太陽光発電技術

の開発が必要とされている。 

 太陽光エネルギーの高効率利用には、広範な太

陽光スペクトルを有効利用するための太陽電池同

士の接合技術が必要となる。産総研では、パラジ

ウムナノ粒子を利用して様々な太陽電池を自在に

接合するスマートスタック技術を開発した。平成

29年度までに、通常の結晶成長では作製困難であ

るⅢ-Ⅴ族 4 接合太陽電池を作製し、変換効率

33.1％を実証した。これは、通常のシリコン太陽

電池では得られない 30％以上の変換効率を、他機

関は持っていない独自の低コスト技術で達成した

という意義がある。平成 30年度には、広く用いら

れている結晶シリコン太陽電池をⅢ-Ⅴ族太陽電

池と接合して作製した 3 接合太陽電池で変換効

率 28.6％を達成した。また大面積太陽電池モジュ

ール作製技術確立を目指して、多数の太陽電池を

一括して接合可能な一括転写技術を開発し、これ

を用いたモジュール試作も行った。令和元年度に

族化合物太陽電池の地上での利用が可能となり、超

高効率が求められる車載応用などの新用途への展

開も期待できる。特に変換効率が 30％超の太陽電

池が電気自動車やハイブリッド車へ応用されれば、

短距離型利用の乗用車（利用形態の約 7割に相当）

は充電フリーで走行可能となる。さらに新たな用途

としては、高効率太陽電池を搭載した無人飛行機に

よる成層圏通信基地局の実現が試みられており、本

技術への期待が高まっている。本技術は、日本経済

新聞等 6 紙で平成 29 年度に報道され、高く期待さ

れている。設置面積が限定される狭小地への適用や

従来太陽電池が利用されていなかった新たな用途

展開を通して、国土の狭い我が国における再生可能

エネルギー大量導入の更なる加速が期待される。本

成果は Progress in Photovoltaics(IF: 7.776)を

はじめ、合計 27 報（令和元年度 8 報）論文掲載さ

れ、3件の学会賞を受けた。宇宙用太陽電池の市場

は現在 300億円程度だが、無人飛行機や電気自動車

への普及により数兆円規模の市場が予想される。ま

た、変換効率を 40％以上に向上させることができ

れば、地上用途への更なる普及が期待される。 

 CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化では、アル

カリ金属添加と熱光照射を組み合わせることで 

CIGS 太陽電池の飛躍的な性能向上を実証した。具

体的には、アルカリ金属の中でも Na よりも重い K

や Rb を CIGS 表面照射することで異相層（RbInSe2

など）が形成され、これが p-n接合界面の改善に効

いていること、熱光照射効果はアルカリ金属を含有

しない CIGS でも観察される CIGS 固有の特性であ

るが、アルカリ金属を添加することで劇的にその効

果が現れることなどを発見した。これらの成果によ

り、第 4 期開始時の CIGS 小面積セル光電変換効率

は 20%に満たなかったが、令和元年度には 22%を超

えるまで効率向上に成功している。この性能向上の

メカニズム解明は、高性能 CIGS 太陽電池開発に不

可欠な基盤的・学術的知見となり、更なる性能向上

の実現と共に太陽電池製造に関与する企業への技

術橋渡しにも貢献できる。軽量・フレキシブル化が

容易な CIGS 太陽電池の高効率化により、曲面設置

が必要な建物壁面などへの応用の可能性が広がる

ことが期待される。本成果は Advanced Energy 

Materials誌(IF: 24.884)をはじめ、合計 57報（令
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は、シリコン(Si)ボトムセルの改良及びアルミニ

ウムガリウムヒ素(AlGaAs)ミドルセルの採用によ

り、Si 上の 3 接合太陽電池で 30.8％、Ⅲ-Ⅴ族 4

接合太陽電池で 34.9%の変換効率を達成した。さら

に粘着剤アシスト型新スマートスタック技術の開

発により、初期的ではあるが 4 インチ薄膜のスタ

ックに成功した。また、モジュールとしての信頼

性試験を実施して課題抽出を行った。 

 高効率Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池は製造コストの

制約から、従来は人工衛星用電源などに用途が限

定されていた。これを地上で利用し太陽光エネル

ギーの利用を拡大するには、製造コストの低減が

鍵となる。低コストかつ高スループットにⅢ-Ⅴ族

化合物太陽電池を製造するためにハイドライド気

相成長 (Hydride Vapor Phase Epitaxy, HVPE)装

置を大陽日酸株式会社と共同で開発している。平

成 29年度までに日本初の HVPE によるガリウムヒ

素(GaAs)太陽電池の作製に成功し、平成 30 年度

には GaAs、インジウムガリウムリン(InGaP)とも

に 50 µm/h 以上の従来比 10 倍以上の超高速成長

（InGaPにおいては世界最高成長速度）と世界最高

レベルの変換効率（GaAs 太陽電池： 22.1％、InGaP

太陽電池：12.1％）を達成した。令和元年度には、

Ⅴ族種の成長モードを制御することによって GaAs

で 120 µm/h、InGaPで 141 µm/hの超高速成長に成

功した。特に InGaP は従来の有機金属気相エピタ

キシー成長の 30倍に匹敵する超高速成長である。

120 µm/h 成長時の GaAs 太陽電池の変換効率は

20％を超え、超高速成長と高品質を両立した。ま

た、世界で初めて HVPEによるアルミインジウムガ

リウムリン(AlInGaP)、ヒ化アルミ(AlAs)の成長に

成功し、HVPE で成長した AlAs 膜をエッチング層

として GaAs層を剥離・回収するエピタキシャルリ

フトオフ(ELO)に成功した。一方、AlInGaP 層にお

いては、フォトルミネッセンス発光が観測される

程度の品質を得たが、InGaPセルの発電効率向上に

は至っておらず、発電効率向上へ向け今後さらな

る高品質化を行う。 

 高効率・低コストと共に軽量・フレキシブル性

が期待されるカルコゲナイド系化合物薄膜太陽電

池においては、更なる性能向上に向けて基盤的・

学術的知見の構築が必要とされている。平成 29 

和元年度 8 報）論文掲載された。また、受賞 4 件

（令和元年度 1件）、新聞報道 4件である。CIGS太

陽電池の市場は既に 500 億円規模（ソーラーフロ

ンティア社平成 29 年売上高）だが、従来のメガソ

ーラーや住宅用だけでなく電気自動車などの普及

により、CIGS 太陽電池は今後新規用途への市場拡

大と再生可能エネルギー分野への波及効果が期待

される。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発「戦略的都

市鉱山開発」（安全・物質循環）： 

 戦略的都市鉱山構築のための高度な金属回収研

究においては、廃製品の情報に基づく選別工程の自

律制御化に資する概念と、我が国に適した高度製錬

技術に資する概念を構築するとともに、その実現に

向けた技術の開発に漕ぎ着けた。これは我が国にお

ける労働者不足と、SDGs など世界的資源循環思想

を両立させる、我が国独自の革新技術となる。この

技術思想は、平成 28年度に日本再興戦略や NEDOの

技術戦略にも盛り込まれており、日本の都市鉱山開

発において重要視されている。本研究開発に伴う社

会全体の経済的効果は、世界への自動・自律型リサ

イクルプラント販売と、金属価格高騰に伴う我が国

の調達コスト削減効果をあわせて、技術普及の 10

年間で 5,326 億円／年、期間合計で約 5 兆 3000 

億円となる。なお、本技術は、Waste Management(IF: 

4.723)などの著名な論文誌に 58 報（令和元年度 9

報）掲載されるとともに、読売新聞や朝日新聞等に

39件掲載（令和元年度 1件）、テレビでは 5件報道

され、日経地球環境技術賞優秀賞（平成 29年 11月

20 日）、日本分析化学会 Hot Article Award 

Analytical（令和元年 12月 10日）など 8件（令和

元年度 3件）の受賞をはじめ、社会からも高く評価

されている。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創エ

ネ）： 

 太陽電池性能屋外高精度評価技術では、既設の太

陽電池モジュールの発電特性をオンサイトで正確

に評価できることで、迅速な劣化診断、故障・交換

の判断が可能となる。これにより太陽光発電システ

ムにおける性能モニタリングの低コスト化と継続



27 

年度までに、カルコゲナイド系化合物太陽電池

（CIGS系太陽電池）において、アルカリ金属添加

と熱光照射を組み合わせた技術により変換効率

21％を実現した。平成 30 年度には、性能向上の一

因と考えられるアルカリ金属化合物層の直接観察

に成功し、性能向上メカニズムの指針を見出した。

また、新規開発した酸化インジウム系透明導電膜

を用いた太陽電池ミニモジュールを作製し、集積

構造の世界最高効率 20.9％を達成した。令和元年

度は、熱光照射効果とアルカリ不純物の関係を明

らかにするとともに、小面積太陽電池で変換効率

22.1%を達成した。また、軽量フレキシブル CIGS太

陽電池の研究開発において、民間企業との共同研

究を開始するに至った。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発「戦略的

都市鉱山開発」（安全・物質循環）： 

 戦略的都市鉱山構築のための高度な金属回収を

実現するには、廃製品の情報を利用した自動・自

律型物理選別技術と、多様な金属形態に対応した

低コストな製錬技術の開発が必要である。物理選

別では、選別工程において手作業コストが約半分

を占めており、また、労働者不足が深刻化してい

るため、プラントの省人化・無人化が早急な課題

であり、自動・自律型の物理選別技術が求められ

ている。平成 27年度には複数の粒子を同時に認識

し、並列処理が可能なデータ利用型のスクラップ

自動選別装置（アリーナソータ）及び複数種の電

子素子を選別可能にする四管式気流選別機を製品

化した。平成 30年度には手解体・手選別の自動・

自律化が可能となる融合型ソータ及び複数の選別

機を自律制御するシステムを開発した。令和元年

度にはベンチスケール機を完成させ、世界初とな

る廃製品の無人選別プラント開発に資する要素装

置開発を達成した。製錬技術では、低コストでシ

ンプルな分離プロセスの開発が鍵となっている。

特に磁石等に用いられている希土類元素は、その

リサイクル回収工程に多段を要し、時間とコスト

がかかることが課題となっている。平成 29年度ま

でに磁石からの希土類元素回収工程を大幅に短縮

可能な溶融塩電解による回収法のコンセプトを確

立した。平成 30年度には溶融塩電解のみで希土類

的な最大発電量を確保するシステム運用とが可能

になり、再生可能エネルギー大量導入とその利用の

更なる加速が期待される。また本手法の国際標準化

により、オンサイト評価の公正性の確保が期待でき

る。 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄エ

ネ）： 

 再生可能エネルギー由来の水素（再エネ水素）を

利用したアンモニアの合成及び直接燃焼利用技術

の実証により、燃焼時に二酸化炭素を排出しないア

ンモニアを水素エネルギーキャリアとして利用す

ることが可能となり、それにより脱炭素社会の早期

実現が加速すると期待される。本技術は、アンモニ

ア専焼ならびにアンモニアとメタンの混焼による

ガスタービン発電の成功が世界初であるとともに、

再エネ水素によるアンモニア合成が国内初、その再

エネ水素由来アンモニアによるガスタービン発電

も世界初である。これにより、再エネ水素を大量貯

蔵し、水素エネルギーを本格活用する技術の実現が

期待される。アンモニアは、再生可能エネルギーを

輸出する媒体として国内外で期待されており、再エ

ネ水素を用いるアンモニア合成プラントが海外で

普及した場合に 2030 年には数千億円規模、国内

では数十億円規模の市場が予想され、再生可能エネ

ルギー分野への波及効果が期待される。これらの成

果は、朝日新聞など計 19 紙（令和元年度 1 紙）で

報道され、特許出願 4 件（令和元年度 3 件）、査読

付き論文として 19報（令和元年度 6報）掲載され、

高く評価されている。(FREA) 

 また、硫化物系全固体電池の実用化に向けた取組

では量産化に対応できるシート型電池での性能実

証に成功し、車載用電池への全固体電池の実用化へ

の道筋を示した。本成果は合計 7報（令和元年度 1

報）論文掲載された。自動車・電池関連主要企業が

参画する技術組合(LIBTEC)が NEDO から委託され実

施中の硫化物全固体電池の研究開発プロジェクト

へ、当該技術を技術移転しており、国立研究開発法

人として高い技術レベルで実用化に向けた研究開

発を行っている。この技術の実現により、性能向上

と信頼性を両立するコンパクトな電池モジュール

の作製が可能となり、電動自動車の普及が加速す
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元素であるネオジム(Nd)とジスプロシウム(Dy)の

相互分離を実証した。令和元年度には Nd と Dy の

相互分離に加え各元素の同時回収を達成した。Nd

と Dyの相互分離のみ、あるいは Ndと Dyが混在し

た状態での回収は数例の報告があるが、これらを

単一工程で同時達成したのは世界初である。これ

らの物理選別及び製錬技術は、平成 27、28年度の

NEDO 先導プログラムを経て、平成 28 年度から始

動した NEDOプロジェクト獲得に至った。平成 30 

年度には、NEDO プロジェクト開発拠点となる集中

研究施設分離技術開発センター(CEDEST)を産総研

内に設置した。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創エ

ネ）： 

 太陽電池の大量導入に伴い、既設太陽電池モジ

ュールの発電特性をオンサイトで評価する屋外測

定技術へのニーズが高まっている。天候や日射条

件に依存する屋外測定結果から、標準試験条件に

おける太陽電池モジュールの性能を推定する技術

が鍵となる。平成 29年度までに、日射変動時にお

ける測定ばらつきを従来技術の 1/3～1/5 に低減

し、測定可能日数を 5～10 倍に増加する技術を開

発した。平成 30年度には、太陽電池モジュールの

温度などの予備的情報なしに、標準試験条件にお

ける発電特性を推定する温度照度補正技術を開発

した。令和元年度は、これらの技術を各種太陽電

池モジュールの屋外測定に適用し、屋外環境の 0.3

～1 kW/m2以上の広い照度範囲で、最大出力測定再

現性を従来技術（日射計使用）の±5 %程度から±

1 %以内まで改善することに成功した。開発した補

正技術は IEC規格に提案した。 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄エ

ネ）： 

 エネルギーキャリアとして利用が期待されるア

ンモニアについて、製造利用技術を開発している。

平成 28、29年度は、利用技術としては難燃性のア

ンモニアを直接燃焼利用するガスタービン発電に

世界で初めて成功し、また、製造技術では 400℃か

つ 10 MPa 以下で高い活性を示す触媒改良に成功

した。平成 30 年度は、ガスタービンシステムを

る。硫化物全固体電池の市場は 2035 年に電気自動

車(EV)用で 2 兆円規模と予測されている（関西セン

ター） 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

（省エネ）： 

 開発した固体酸化物形燃料電池(SOFC)の耐久性

評価法は、これまで 10 社を超える民間企業に適用

された。今後は、SOFCの更なる耐久性向上を目指し

て本手法による評価データを蓄積し、設計指針を提

示する。令和元年度は、共同研究、技術コンサルテ

ィング等で、8 社のセルスタックの評価を実施し

た。 

 新たな劣化要因や見出されていない劣化現象を

解明し、SOFC 部材の更なる耐久性を向上させる設

計指針を提示し、高耐久化等を進展させて SOFC の

本格普及と水素社会実現に寄与する。民間企業の市

場調査によると、燃料電池の世界市場は現在 2,000

億円程度で令和 12 年度には 5 兆円規模に拡大す

ることが見込まれている。うち SOFC の市場は現在

数百億円程度だが、耐久性を向上させることで家庭

用及び業務用分野への適用が進み、令和 12 年度に

は 5,000億円以上に拡大すると予想されている。な

お、成果の一部は、論文として J. Mater. Chem. A 

(IF: 10.7)等 26報（令和元年度 9報）に掲載され、

高く評価されている。 

 また、実用的な SiC超高耐圧バイポーラデバイス

実現のための要素プロセスを確立した。本成果によ

り、送配電系電力機器革新の目処が立ち、大規模停

電時対応等の電力系統高機能化に資する超高電圧

領域（令和 12 年度において数百億円の SiC デバイ

ス市場規模）での SiCパワーエレクトロニクス技術

活用の道が開けた。本成果は論文として 51 報（令

和元年度 10報）に掲載され、55件（令和元年度 10

件）の特許出願を行った。また本技術は、半導体電

子 デ バ イ ス の 最 高 峰 の 国 際 会 議 で あ る

International Electron Devices Meeting(IEDM)

等、多くの会合で招待講演となり、学会／産業界か

ら注目されている。今後量産レベル開発への移管を

念頭に当該要素技術の成熟度向上と統合技術化を

進める。 

 1 kV 級高温高速動作 SiC パワーモジュールに関
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10ppm未満へ低 NOx 化し、再エネ水素を原料とす

るアンモニア合成を国内で初めて実証した。令和

元年度は、パートナー企業の実証事業等を支援し、

実用化を推進した。具体的にはアンモニア由来の

水素とアンモニアによるガスタービンの起動、燃

焼器への液体アンモニア噴霧の供給などについて

の技術開発に着手し、アンモニア合成では変動水

素供給での触媒性能評価を行った。(FREA) 

 また、車載電池には、従来の電解液を用いた液

系電池と比べ、コンパクトで高安全化が可能な硫

化物全固体電池開発への期待が世界的にも高い。

この全固体電池の量産化のための鍵となるシート

型電池の製造プロセスを平成 29 年度までに確立

し、市販リチウムイオン二次電池にせまる 188 

Wh/kgのエネルギー密度を全固体電池で実証した。

平成 30 年度には、シート化プロセスの改善によ

り、容量低下がほとんど見られない負極電極の作

製に成功した。令和元年度には、スラリー内固形

分濃度の最適化や分散状態の把握、固体電解質シ

ートの剥離工程の再検討、正負極容量バランスの

調整、電極プレス工程の改善といった各種製造工

程のボトルネック抽出と改善を行った。その結果、

室温付近（30℃）における 20 mm×20 mmの積層セ

ルが、市販品同等のシート型電池で 200 Wh/kgを

超えるエネルギー密度を達成した。（関西センタ

ー） 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

（省エネ）： 

 固体酸化物形燃料電池(SOFC)の本格普及には、

高耐久化が必須である。平成 29年度までに、不純

物（例えば大気中の二酸化硫黄）と電池材料との

反応等に由来する被毒劣化メカニズムを解明し

た。また、東北大学と連携し、耐久性迅速評価のた

めのシミュレーション技術を開発した。SOFCの更

なる高効率化や強靭化のためには、電解質中への

プロトン溶解を防ぐ必要があるため、 平成 30 年

度及び令和元年度は、過酷試験後のセルスタック

の解体分析、電解質中のプロトンの評価手法の開

発など劣化機構の解明に必要な基礎データの収集

を実施し、高効率・高強靭化へ向けた課題の抽出

を行い、設計指針を提示した。 

して、試作 100 A級パワーモジュールで確認された

世界最高水準の性能から、部品製造企業では開発品

のサンプル出荷準備が、応用機器製造企業では車載

用等の小形軽量電力変換器の製品適用検討が、それ

ぞれ本格化している。数年の製品化開発を経た後、

当該技術適用の製品が市場投入される見込である。

電力変換の大幅効率化につながる低損失かつコン

パクトな SiCパワーモジュールの市場導入により、

サーバ電源や自動車モータ駆動用インバータなど

のパワーエレクトロニクスを応用した電力機器の

小型化・省エネ化が大きく進展する。一方、当該技

術の新規展開先として、航空機電動化において必要

となる小形軽量電力変換器の実用化検討が本格化

しており、当該技術を基にした 3.3kV級パワーモジ

ュール及びその高速駆動技術の実現と、これを用い

た MW 級電力変換器の検討が始まった。なお本成果

は、論文として 27報（令和元年度 3報）掲載され、

7件の特許出願を行った。 

 

エネルギー資源を有効活用する技術の開発（エネ

資）： 

 メタンハイドレート貯留層からのガス生産に係

る圧力コア評価技術に関して、原位置での精緻な物

性値を把握することは、生産挙動の予測技術の精度

向上につながる。メタンハイドレートからのガス生

産は、これまで官主導で行われてきたが、高い精度

で生産挙動を予測できるようになったことは、民間

主導の商業化プロジェクトの開始を後押しするも

のである。なお、本技術開発は論文として 11報（令

和元年度 2 報）掲載され、令和元年度 12 月の北海

道新聞をはじめ、3件（令和元年度 2件）の報道が

なされた。 

 また、未利用炭素資源からの二酸化炭素分離型発

電技術に関して、NEDO 委託事業で開発した二酸化

炭素分離・回収コストの低コスト化技術を、排出し

た二酸化炭素の地下貯留技術と組み合わせること

により、未利用炭素資源を用いた CO2 フリーの火

力発電につながる。本技術は、平成 30 年度に日経

xTECHで報道され、高く期待されている。今後は、

バイオマスやバイオガスに対して本技術を適用す

ることで、CO2 フリーの水素製造に展開する。 
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 再生可能エネルギー大量導入に伴う送配電系電

力機器向けパワーエレクトロニクス技術革新に

は、耐電圧 10 kV超級の SiC低損失パワーデバイ

スの実現が鍵となっている。そのためには、高耐

圧と低損失の両立が期待できるバイポーラデバイ

ス技術、ならびにそれを支えるウェハ技術の開発

が必要となる。平成 30年度までに、100 µm超の高

品質厚膜エピタキシャル成長技術等の開発やバイ

ポーラデバイス設計／作製プロセス技術の高度化

を進め、pnダイオードの耐圧 29.6 kVと絶縁ゲー

ト型バイポーラトランジスタ(IGBT)の面積当たり

通電時抵抗 29 mΩcm2を実現した。また、バイポー

ラパワーデバイスのボトルネックである電流印加

時の劣化メカニズムを明らかにした。その結果に

基づき劣化抑制構造の汎用的設計指針を提示し、

それによってこれまでの 10倍以上に当たる 4,400 

A/cm2までの大電流密度耐性を確認した。これらの

特性値は SiC パワーデバイスとして世界一の性

能であり、実用化のネックである劣化問題解決の

処方箋を提示できた。令和元年度には、デバイス

設計と作製プロセス技術の高度化を進めた結果、

耐電圧 10 kVを大幅に超える耐圧 26.8kV、単位面

積当たり通電時抵抗 63 mΩcm2 （世界最高性能）

の超高耐圧 SiC-IGBTを実現した。さらに試作した

超高耐圧 SiC-IGBT と PiN ダイオードを用いて、

PWM インバータ動作を仮定したスイッチング試験

(10kV,10A,100Hz)を行い、Si-IGBT3の直列に対し

て、損失 60%減を達成した。 

 モータ駆動用途に代表される 1 kV級 SiC素子適

用のインバータ等の大量導入には、高温・高速動

作パワーモジュールが鍵となり、高耐熱回路基板

や高耐熱・高周波数特性の部品（抵抗器及びコン

デンサ）と、それらの実装の技術を耐久性も含め

て実現する必要がある。平成 30 年度は、平成 29

年度までに開発した 250℃対応技術を基に試作し

た、実用レベルの標準的仕様である 100 A級モジ

ュールの評価で、実用化目安の-40～+250℃-1,000 

回の温度サイクル等の耐久性、既存比 1/4 以下の

小形化、10 nsec 級の高速動作等、世界最高水準

の性能を確認した。令和元年度は、当該技術の量

産化に向けて作製手順の文書化と登録によって、

つくばパワーエレクトロニクスコンステレーショ

環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物

質循環）： 

 共焦点反射顕微鏡法による最先端の光学的解析

技術と高解像度な微生物解析技術を併用した RO 

膜閉塞の原因物質の特定、及び微生物と原因物質の

関係の特定は、膜閉塞の発生を事前に予知可能な新

技術や膜閉塞を未然に阻止する新たな対策技術の

開発につながることが期待される。これにより膜を

利用した水処理プロセスが大幅に効率化され、慢性

化する世界的な水不足問題の解決に貢献できる。な

お本成果は、Scientific Reports (IF: 6.319) 等

の論文誌に 7報（令和元年度 1報）掲載され、日本

経済新聞電子版等 5紙で報道されるなど、高く期待

されており、複数の企業共同研究において利用され

ている。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「太陽光発電は、今後の

研究の 5 本柱を策定されたことが評価される。」、

「水処理は、社会課題の解決という観点とビジネス

における日本企業の競争力という観点からも重要

な分野である。現場の問題の把握が極めて重要であ

るが、企業と連携よく進められていることが理解で

きた。」、「全固体電池は安全性がクローズアップさ

れることが多かったが、本研究により、室温におけ

るエネルギー密度が 200 Wh/kgに到達し、特性面の

デメリットがほとんどないことを示した。将来性を

証明した功績は非常に大きい。」、「CIGS薄膜化薄型

化合物の高効率化においては、今年度明らかになっ

た不純物の発電効率への影響は、重要な研究成果で

あり、この解明により、企業との共同研究の枠組み

が橋渡し後期研究に繋がったことは、絶賛すべき成

果である」、などの高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 NEDO 等の公的研究資金プロジェクトは単に研究

資金を獲得しているだけでなく、オープン・イノベ

ーション・プラットフォームを提供し、産業界や大

学等の要望に応えるという重要な役割を果たして
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ン（TPEC）試作品ラインナップを拡充し、評価技術

の国際標準化に向けて国内審議団体(JFCA)と協力

してセラミック材料評価法の草案を作成した。 

 

エネルギー資源を有効活用する技術の開発（エネ

資）： 

 次世代の天然ガス資源として期待されているメ

タンハイドレートからのガス生産挙動を把握する

ためには、生産されているその場条件における物

性値が必要である。平成 27 年度から平成 29 年度

には、メタンハイドレートを分解しない保圧下で

の分析を可能とする圧力コア解析装置群を開発し

た。平成 30年度には海洋産出試験で得られた産出

量の変動要因を検証するために、新たに採取され

た圧力コア分析を行い精緻な物性値を追加した。

令和元年度は更なる分析を行い、信頼性が向上し

た精緻な貯留層パラメータを用いてモデルの見直

しを行い、連携機関と協力して海洋産出試験で得

られた生産挙動などの検証を進めた。また、新た

に研究開発対象となった日本海側に存在が確認さ

れている塊状の表層型メタンハイドレートに対し

て本技術を適用し力学的性質を含む基礎物理特性

を明らかにした。（北海道センター） 

 また、エネルギーセキュリティの観点から、褐

炭等の未利用炭素資源の利用拡大が見込まれてい

る。平成 29年度までに、褐炭等の化学ループ燃焼

技術の原理実証をするための 100 kW の循環流動

層式試験装置を製作した。化学ループ燃焼技術と

は、金属酸化物を褐炭等を用いて脱酸素し、脱酸

素された金属を空気で酸化させて熱を得る方法

で、濃度 100％の CO2ガスが排出される特徴を有

する。流動キャリアとして安価な天然物（イルメ

ナイト）を用いた 60時間連続試験を成功させたこ

とにより、CO2 分離・回収コストを 1,000 円台/t- 

CO2とする見込を得た。平成 30年度は、本技術で

得られる高濃度 CO2 を有効利用する技術として、

CO2 を油田に圧入して石油の回収率を増幅する技

術(CO2-EOR)への適用性を検討し、CO2 を排出しな

い火力発電の見通しを得た。令和元年度は、化学

ループ法は海外での EOR 事業を展開するサイトに

適していることを明らかとし、さらに、対象を石

炭のみならず廃棄物等の固体炭素資源にも拡張

いる。経済産業省の技術開発政策にも合致する活動

であり、領域の主たるミッションと位置づけ多数の

人的リソースを投入している。従って、ここから効

率的に民間資金獲得増につなげる取組を進めるこ

とも重要課題である。対応としては、一つには、オ

ープン・イノベーション・プラットフォーム活動を、

潜在的な未来の産業ニーズの把握と位置づけ、後年

度に参画企業との資金提供型共同研究につなげる

よう技術マーケティング活動を進める（「オープン」

から「クローズ」へ）。他方、公的資金の確保が難

しいプラットフォーム活動や、公的資金を確保する

ための先行的なプラットフォーム活動を、民間資金

によるコンソーシアム形式で運営することも進め

ていきたい。 

 第 4期中長期目標期間のみに限らず、第 5期に向

けても、オープン・イノベーション・プラットフォ

ーム活動からの民間企業資金の獲得増加につなげ

ることが課題であり、NEDO 等の公的資金によるプ

ロジェクトを継続して牽引し、さらに上述のような

民間資金によるコンソーシアム運営やコンソーシ

アム参加企業との個別の共同研究への展開を図っ

ていく。 
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し、大規模のみならず、中小規模でも化学ループ

法による高効率転換が可能であることを明らかに

した。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物

質循環）： 

 膜を利用した水処理再生技術において、原水な

どの膜供給水中に存在する分離対象物質などが膜

表面や細孔内に付着・堆積し膜を閉塞させる現象

（膜閉塞）の対策法構築は不可欠である。平成 29

年度までに、共焦点反射顕微鏡法を用いた膜閉塞

原因物質であるバイオフィルムの非破壊観察技術

等により、精密ろ過膜で従来提唱されてきたモデ

ルとは異なる膜閉塞の機構を解明した。平成 30年

度は本技術を逆浸透膜（RO膜）閉塞の解析に適用

し、RO膜上でのバイオフィルムの構造と、閉塞原

因物質・原因微生物の特定に成功した。令和元年

度は、膜材料であるポリフッ化ビニリデン(PVDF)

で成膜した水晶振動子(QCM)を用い、周波数とイン

ピーダンスの経時変化を計測することで、QCM上バ

イオフィルム形成のリアルタイムモニタリングに

成功した。また QCM 電極表面を共焦点顕微鏡で観

察することで、膜閉塞原因物質や微生物の堆積で

形成されたバイオフィルムの構造物も確認するこ

とに成功した。 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究後期においては、民間企業のコミ

ットメントが重要であり、企業単独はもちろん、

コンソーシアム、技術研究組合、共同研究体（TPEC

など）を通じた研究を展開した。特筆すべき研究

トピックは、小項目（2）エネルギーを高密度で貯

蔵する技術の開発（蓄エネ）より「水素エネルギー

システム」と（3）エネルギーを効率的に変換・利

用する技術の開発（省エネ）より「パワーエレクト

ロニクス」である。詳細は後述する。 

 

 第 4 期中長期目標期間における「橋渡し」研究

後期の評価指標となる民間資金獲得額に関して

は、平成 27年度から平成 30年度は 19.6、23.2、

22.5、23.5億円と推移し、令和元年度は目標 46.5

億円に対して 24.0億円となり、目標を下回った。

しかしながら、第 4 期中長期目標期間において増

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 民間資金獲得額は目標に及ばなかったもの

の、目的基礎研究の質を維持しつつ、2件の冠ラボ

の設立をはじめ民間企業との多数の共同研究を実

施し、民間資金獲得の向上に努めた。知的財産をは

じめとした研究成果は、譲渡契約及び実施契約など

により企業へ技術移転を行い、事業化の加速に貢献

した。 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発「水素エ

ネルギーシステム」（蓄エネ）： 

 再生可能エネルギーを用いた水素エネルギーシ

ステムに関して、消防法及び高圧ガス非該当で水素

を貯蔵できる水素吸蔵合金を用いて、大量の水素貯

蔵を可能にし、その性能を求められる温度域で実証
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 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

加傾向であり、第 3 期中期目標期間民間資金獲得

平均額（19億円）を超える結果となった。これは

冠ラボの設立等による個別企業との連携強化や一

定金額規模以上の共同研究にイノベーションコー

ディネータ等を配置するなどの体制強化、さらに

テクノブリッジフェア等における個別企業の招待

や個別企業への領域幹部の訪問機会の強化などの

成果であると考えられる。また、平成 27 年度より

創設された技術コンサルティング制度における獲

得額は、平成 28年度は 2,696万円（15 件）、平成

29年度は 8,010万円（51件）、平成 30年度は 9,839

万円（65件）、令和元年度は 13,055万円（88件）

と大幅に増加し、民間資金獲得額 24.0 億円に対

して 約 5％の割合を占めるに至った。第 5期中長

期目標期間においても引き続き民間資金獲得額の

増額に取り組んでいく。 

 

エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発「水素

エネルギーシステム」（蓄エネ）： 

 日本の二酸化炭素排出量の約 40％は建築関連

が占めており、さらにそのうちの 80％近くはエア

コン、照明など建物運用時のエネルギー消費に起

因する。従ってこれらの二酸化炭素排出量の大幅

な削減が求められている。第 5 次エネルギー基本

計画（平成 30年 7月策定）においても、ネット・

ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実現を目指すとする

政策目標が掲げられており、その実現には大幅な

省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの導

入、さらには再生可能エネルギーから作った CO2 

フリー水素の活用が求められている。住宅地域で

の水素エネルギー大量利用には、消防法危険物な

どに該当しない水素貯蔵方法の確立が鍵となる。

平成 27年度から、清水建設株式会社と再生可能エ

ネルギーを用いた水素製造、貯蔵、利用を行う実

証システム構築を進め、各装置を連携させた自動

制御技術を確立した。平成 30年度には、太陽光発

電 23.75 kWを接続して、天気予報による発電量予

測と天候に合わせた需要予測を用いて水素エネル

ギーシステムの完全自動運転を実証し、実建物へ

の移設を開始した。令和元年度には、構築したシ

ステム（水素エネルギー利用システム『Hydro Q-

Bic』）を実際の事業現場（郡山市総合地方卸売市

した。これらの水素貯蔵技術の進展により、固体高

分子型燃料電池との高効率連携が可能となり、水素

エネルギーシステムが実用化に向けて大きく前進

した。消防法危険物及び高圧ガスに該当しない水素

貯蔵方法であるという特色により、有資格者の配置

をせずに住宅地域での水素大量貯蔵が可能となる。

なお、本技術は、平成 30年度に 2018年コージェネ

大賞技術開発部門理事長賞を受賞した。さらに構築

したシステムを実際の事業現場（郡山市総合地方卸

売市場）に移設し、再生可能エネルギーや発電容量

を増やしたうえで、令和元年 7月に本格実証スター

トの開所式を行い、各種運転モードでの実証試験を

開始した。今後、水素社会に対応できる建物付帯型

のコンパクトで安全な水素エネルギー利用システ

ムの開発が進展し、さらに、余剰の再生可能エネル

ギーで製造した CO2 フリー水素を街区に導入する

水素サプライチェーンの実証、ゼロエミッションタ

ウンの具現化が進むと期待される。本成果は

Journal of Hydrogen Energy (IF: 4.229)などの

論文誌に 3報掲載（令和元年度 2報）され、さらに

日本経済新聞など 24件（令和元年度 12件）の新聞

報道がなされた。また 16 件（令和元年度 9 件）の

特許出願を行った。新規建物では、ベーシックな構

造物の建築費用に対して 10～15％程度を事業継続

計画(BCP)対応などの付加価値を持つ設備を入れる

ことが見込まれており、本件が普及すれば街区にお

ける安全な水素利用を大幅に進めることができる

と考えられる。ゼロエミッションな水素の供給を実

現できれば、再生可能エネルギー分野への波及効果

が期待される。(FREA) 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

「パワーエレクトロニクス」（省エネ）： 

 炭化ケイ素半導体(SiC)パワーデバイスの量産実

用化技術に関して、SiC パワーデバイスの信頼性問

題を量産レベルで解決したことで、当該パワーデバ

イスの広範な普及の目処がたった。インバータに代

表される当該パワーデバイス搭載機器の社会導入

は電力の省エネに大きく貢献する。本成果は、半導

体電子デバイス最高峰の国際会議である IEDM で 

2 年連続（2年間で 3 件）の採択、査読付き論文と

して 60報（令和元年度 18報）掲載され、さらにパ
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場）に移設し、再生可能エネルギーや発電容量を

増やして実証を進めた。ここでは、行政（郡山市）

の管理下での実証を行い、運用時の課題解決を図

り、コストや省エネルギー性を検証するために

様々な運用の場を想定した実証を行った。令和元

年 7 月に本格実証スタートの開所式を行い、各種

運転モードでの試験を進めた。(FREA) 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

「パワーエレクトロニクス」（省エネ）： 

 エネルギーの有効利用を促進し低炭素社会の実

現を目指していくには、電力の変換（直流・交流変

換や電圧変換）や制御を担うパワーエレクトロニ

クス技術を進展させ、パワーエレクトロニクス電

力機器を飛躍的に高効率化、小型軽量化、高機能

化することが求められている。これらはパワー半

導体デバイス（パワーデバイス）の性能に大きく

依存するが、既存の Si パワーデバイスはシリコ

ンの物性から決まる理論限界に近づきつつある。

SiC は、パワーデバイスの小型化や高効率化に有

利な物性をもつため、次世代型パワーデバイスの

有望な材料として期待されている。近年では、SiC 

パワーデバイスを搭載した機器が実用化され始め

ている。この電力の省エネルギーに極めて有効と

目される低損失 SiC パワーデバイスの普及には、

市場規模の大きな耐電圧 1 kV級（令和 12年にお

いて約 1,000 億円の SiC デバイス市場規模）にお

ける量産性と信頼性の向上が鍵となっている。平

成 29年度までに、トレンチ型 MOSトランジスタを

4 インチ、更には量産性の高い 6 インチレベルで

開発するとともに、電力変換器の小型化にもつな

がる独自のダイオード内蔵構造を用いて、実用的

な信頼性指標値の約 3 倍の 2,800 A/cm2という大

電流密度まで劣化を抑制するという画期的な信頼

性向上に成功した。平成 30年度には、信頼性に加

え、更なる低損失化に向けた抵抗低減の方策とし

てスーパージャンクション技術を取り込み、同耐

圧クラスで世界最小の特性通電時抵抗 0.63 mΩ

cm2を量産レベルで実現した。令和元年度には、よ

り低損失化・高信頼化の観点から、スイッチング

動作時の瞬時過電圧を約 1/4 以下まで抑制するこ

とに成功した。加えて実用上十分な劣化無し定常

ワ ー デ バ イ ス の 国 際 会 議 で あ る

ISPSD(International Symposium on Power 

Semiconductor Devices and ICs)で最優秀論文賞

を受賞した。平成 29年度と平成 30年度に渡り日本

経済新聞等 6 紙（平成 30 年度 4 紙）で報道される

など、学会／産業界から高く評価されている。今後、

これらの高性能内製デバイスチップを活用した回

路／モジュールと応用機器の開発を進めるととも

に、橋渡し前期段階の成果を順次橋渡し後期段階へ

移管して量産レベルに成熟させる。SiC パワーデバ

イスの市場は現在約 300億円だが、再生可能エネル

ギーの更なる普及、産業機器・家電・次世代自動車

等の一層の省エネ化に伴い、令和 12年には 2,500

億円程度と予想されている。また、省エネ効果によ

り、CO2 削減といった環境問題への波及効果が期待

される。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創エ

ネ）： 

 地域の地下水環境を有効活用した「高効率地中熱

交換器」や「タンク式熱交換器」の開発において、

地域の地下水流動を取り込むシステムにより、通常

の熱交換器と比較して 2～3 倍の熱交換能力を示

し、3 割以上の掘削コスト削減を実現した。なお、

これらの新しい熱交換器は日刊工業新聞をはじめ

13件（令和元年度 10件）報道され、その導入・普

及が高く期待されている。また、簡易熱応答試験法

が確立されることにより、地質調査時での地中熱シ

ステムの導入・検討が可能となり、従来工法よりも

高精度かつ安価で調査時間の短縮が実現する。同時

に、福島県内における熱伝導率マップを公開するこ

とにより、県内への地中熱システム導入の促進が期

待される。地下水を考慮した日本式の地中熱研究

は、東南アジア諸国に対しても大きく役立ったた

め、地域の地質や地下水流動の特性に適応した地中

熱システムの開発が期待される。(FREA) 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

（省エネ）： 

 デポジット生成モデルに寄与する現象解明や燃

料噴霧に関して構築した現象モデルは、自動車用内

燃機関技術研究組合(AICE)や SIP 革新的燃焼技術
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電流密度 1,000 A/cm2 と過負荷耐久時間（破壊耐

量）7μ秒を実現した。さらには、トレンチ埋戻し

法（ミクロンサイズの微細溝をエピ成長技術で埋

め戻す方法）により耐電圧 6.5kV 級スーパージャ

ンクション-MOSFETを開発し通常 MOSFETの理論限

界を超える 18 mΩcm2を実現した。また、今後想定

される材料の多様性に備え、量産ラインを GaN デ

バイス作製可能な SiC/GaN 併用ラインとして整備

した。 

 

新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創エ

ネ）： 

 我が国における地中熱システムの普及を考える

上で、熱交換器設置のための掘削コスト削減と地

下の熱利用のポテンシャルの把握は最重要課題で

ある。そこで、平成 27 年度から平成 29 年度は民

間企業と低コスト・高効率の熱交換器を共同開発

した。地域の地下水流動を取り込むことにより、

通常の熱交換器と比較して 2～3 倍の熱交換能力

を示した。スリットを入れたケーシングで井戸を

保護することにより、地下水流れによる高い熱交

換能力を有するシステムや自噴井を利用したセミ

オープンループ地中熱交換器、地下水を利用した

タンク式熱交換器の開発・実証等を行い、商品化

を実現した。平成 30年度は、福島県地中熱事業協

同組合と地層の熱伝導率を把握するための簡易熱

応答試験法の有効性を実証した。さらに令和元年

度は、本簡易熱応答試験機の耐久性向上を行うと

ともに、福島県内の地質の異なる 15 地点（主に浜

通り）において、簡易熱応答試験と従来型熱応答

試験を同時に実施して結果の比較検討を行った．

特に、県内の地質構造と見かけ熱伝導率（λ値）の

分布特性との関係について解析を行った。また、

得られたλ値を活用して福島県熱伝導率分布マッ

プを作成した。(FREA) 

 

エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開発

（省エネ）： 

 高効率エンジン燃焼技術の効率向上を目指し、

平成 29年度までに EGR（排気ガス再循環）システ

ムの摺動部等に固着し機能低下、故障の原因とな

る固体析出物（デポジット）生成メカニズムを解

（内閣府/JST）及び民間共同研究で高い評価を受け

ている。特に燃料噴霧モデルについては、平成 30

年度までに自動車メーカー2社に採用されており、

令和元年度は新たに 1社に採用された。また本成果

は論文として 12報（令和元年度 7報）掲載された。

いずれについても、今後もモデル改良を継続的に検

討し、高効率エンジン燃焼技術の効率向上を目指

す。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物

質循環）： 

 インベントリデータベースである IDEA は、日本

で唯一国際連合環境計画が進める LCA 国際データ

ベース協調枠組み(GLAD)にデータ登録された、世界

最大規模のデータベースである。そのため、国際的

枠組みに即した信頼性の高いデータに基づいた日

本製品の環境性能評価が可能になる。令和元年度に

は IDEA 海外版の知財登録を実施し、販売代理店と

知財の譲渡契約・実施契約を結び製品化した。令和

元年度までに累計 394ライセンスを販売し、市場に

おける日本製品の競争力の向上へ寄与した。平成 

28 年度に LCA 日本フォーラムより経済産業省産

業技術環境局長賞を受賞した。工業用ナノ材料の安

全性評価に関しては、各種ガイダンス文書の公開に

より、事業者による工業用ナノ材料の自主的な安全

管理の実施に貢献している。ガイダンス文書の 1つ

であるカーボンナノチューブ(CNT)のケーススタデ

ィ報告書は、実際の工場立地に係る認可において参

考資料として採用された。本成果は論文として 31

報（令和元年度 2報）掲載され、7件（令和元年度

5件）の新聞報道がなされた。安全性評価手法が普

及することで事業化の促進や応用製品の開発と普

及が加速すると期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、 

顕著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「安全データベース構築

は国研の役割として重要と考える。IDEA のライセ

ンス契約が欧州を中心に増えていることは、その価

値が評価されている証と言える。」、「清水建設との
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明し、そして世界初となるシンクロトロンを用い

た X 線技法による金属ノズル内部の燃料渦流、キ

ャビテーションなど流動特性を観測した。平成 30

年度には、デポジットに含まれる多環芳香族の生

成挙動、そして燃料噴霧ノズル内のニードル挙動

と内部燃料渦強度の関係やノズル近傍における噴

霧流動挙動を明らかにした。令和元年度では、デ

ポジットの機構解明に取り組み、壁温の影響によ

り、固体ススは熱泳動、多環芳香族炭化水素(PAH)

は凝縮・吸着、また一部 PAH は酸化、窒素化、高

分子化しながら成長することを解明した。燃料噴

霧解析では排ガス改善が見込まれるガソリンエン

ジン噴射過程における Tip Wetting現象を解明し、

ノズル形状の最適化とその制御手段を明らかにし

た。 

 

環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物

質循環）： 

 新技術・製品の環境適合性の分析にはライフサ

イクルアセスメント(LCA)が不可欠であり、多様な

環境影響領域（気候変動、資源消費、有害化学物質

排出、土地利用など）の評価と、日本だけでなく海

外の製品・資源等のサプライチェーンにも対応す

る CO2 排出量をはじめとした日本の環境負荷排出

量データベース開発が大きな課題であった。そこ

で平成 29年度までに 3,800以上の圧倒的なデータ

数を誇る国内の環境負荷排出量データベース

(IDEA ver. 1) ( IDEA: Inventory Database for 

Environmental Analysis)を高度化し、土地、水環

境等の影響領域評価ニーズに応える IDEA ver. 2

を開発した（平成 30年度までの販売実績：233ラ

イセンス）。平成 30 年度には、さらにアジア地域

の製品・資源等のサプライチェーンを中心に環境

負荷排出量データベースを整備し、海外版 IDEA 

を構築した。令和元年度には、化学物質排出把握

管理促進法(PRTR)対象物質の考慮と温室効果ガス

排出量の見直しを行うとともに、金属製品インベ

ントリ、サービス部門の拡充を行った IDEA ver. 

2.3 を公開した。さらに、中国、台湾、韓国、タイ

国、マレーシア、インドネシア、ベトナム、トル

コ、フランス、イギリス、アメリカ、ブラジルの計

12か国の海外版データベースを公開した。 

水素ステーションプラントが FREA から郡山市場に

進出したことを、高く評価したい。」、「水素吸蔵合

金のコア技術を使って、自動運転を検証したことは

評価される。また今後の展開としてシステム実証ま

で計画されており、企業との連携の賜物であり大い

に評価される。」などの高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 第 4 期中長期目標期間の民間資金獲得額は増加

傾向を示し、第 3期中期目標期間平均額を超えたも

のの、与えられた目標を全ての年度において下回っ

たことが最大の課題となった。当領域は時間軸が長

い研究テーマを担当し、社会ニーズとしても「橋渡

し」研究前期としての役割が強く求められている状

況で、個別企業との連携を想定して設定された民間

資金の大幅な増額には時間がかかり、今後も下記の

観点で粘り強い努力を継続していく必要がある。  

(1) 民間資金で運用されるプラットフォーム型研

究活動の拡大  

(2) プラットフォーム型研究活動から資金提供型

共同研究への展開  

(3) 技術コンサルティングから資金提供型共同研

究への展開  

(4) 人的資源の強化 

 

 第 5期中長期目標期間にはこれらの視点で、民間

資金獲得額の増額に取り組んでいく。 

 これと並行し、当領域は公的資金による国家プロ

ジェクトを中心的に牽引する役割もバランスよく

果たしているため、中長期的には民間資金のみなら

ず公的資金も加えた外部資金の獲得額を増強し、公

的機関としての重要なミッションを果たしていく。 
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 また、工業用ナノ材料の社会実装には、製造事

業者自らが安全性評価の拠り所とする評価手法や

ガイダンスが不可欠である。平成 27年度から平成

29年度には、ナノ炭素材料の自主的な安全性評価

のための各種ガイダンス文書を作成し、無償公開

した（累計ダウンロード数 6,000 件以上）。その

後、製造事業者とセルロースナノファイバー(CNF)

の安全性評価手法の共同開発に至り、平成 30年度

には、CNF の検出・定量手法、気管内投与手法、皮

膚透過性試験手法、排出・暴露評価手法といった

自主安全管理に資する評価手法を確立した。令和

元年度は、CNFの安全性評価手法に関する各種ガイ

ダンス文書として、「セルロースナノファイバーの

検出・定量の事例集」、「セルロースナノファイバ

ーの有害性試験手順書」、「セルロースナノファイ

バー及びその応用製品の排出・暴露評価事例集」

を作成し公開した。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 当領域では、エネルギー・環境分野に特化した

技術力を基に、橋渡し機能の強化のため民間企業

への技術指導とコンサルティングを積極的に実施

してきた。技術の橋渡しの初期段階に当たる技術

研修は、平成 27 年度 12 社 24 名、平成 28 年度 9

社 21名、平成 29年度 12社 20名、平成 30年度 17

社 39 名、令和元年度 7 社 13 名と増加傾向を示し

た。平成 27 年度より創設された技術コンサルティ

ング制度では、技術アドバイスや分析・評価の他

に、将来の連携を見据えた先端技術調査や、新規

事業に向けた連携研究テーマを双方の議論で導き

出すコンセプト共創型のコンサルティングも行っ

た。技術コンサルティング制度における獲得額は、

平成 28 年度は 2,696 万円、平成 29 年度は 8,010

万円、平成 30 年度は 9,839 万円、令和元年度は

13,055万円、と大幅に増加した。件数としても平

成 28年度は 15 件、平成 29 年度は 51件、平成

30年度は 65件、令和元年度は 88件、と大幅に増

加した。これはイノベーションコーディネータに

よる技術コンサルティング制度の領域内への普及

活動と研究者との連携の成果である。 

 太陽光発電や風力発電などを大規模に導入する

場合に、これら変動する分散電源の出力をスマー

トに制御して電力系統に接続することが求められ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 技術研修・技術指導、技術コンサルティン

グ等で企業と連携する意義は、実社会で必要とされ

ている技術、社会・経済の動きが察知できるところ

にある。例えば、「気象データ解析による農作物収

穫量予測に関する技術コンサルティング」では、契

約納期における収穫量を気象データにより予測す

ることにより、これまでは投機的な契約であった農

作物契約を科学技術的に支援し、生産者と需要者の

双方にメリットを与える。また次年度以降に技術コ

ンサルティングから共同研究に移行する例も多々

あり、産総研という存在と産総研の技術を社会に認

知してもらうことに役立っている。 

 被災地シーズ支援プログラムでは、製品化実績が

年度を追うごとに増加した。平成 30 年度からは、

それ以前の個社支援のみならず、関連企業によるコ

ンソーシアム形成による企業間連携も開始し、 

FREA はその取りまとめ役を果たした。そのような

新しい体制による連携強化を通じて、被災地企業等

の再生可能エネルギー技術のシーズ開発・事業化支

援事業を進め、被災地の産業復興支援に大きく貢献

した。 
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施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

ている。FREAでは、大型パワーコンディショナー

等のパワーエレクトロニクス機器の先端的研究開

発・評価を行う施設として、スマートシステム研

究棟を平成 27 年度に建設し、平成 28 年度に運

用を開始した。この施設は分散電源やメガワット

級の大型パワーコンディショナー等を世界の様々

な電力系統や気象条件の下で試験・評価できる施

設となっており、国内メーカーのタイ国向け海外

認証への対応等、国際認証取得に貢献した（グロ

ーバル認証基盤整備事業）。平成 28 年度 4 社 16

件、平成 29年度 7社 21 件、平成 30年度 7社 21

件、令和元年度 10 社 29 件の利用実績であり、ほ

ぼフル稼働状態を継続した。 

 また FREAでは、被災地企業のシーズ支援プログ

ラムを平成 25 年度より開始し、平成 25 年度から

平成 29年度までで計 44社、107件を実施した。

平成 30 年度からは被災地企業等再生可能エネル

ギー技術シーズ開発・事業化支援事業という後継

事業を開始し、再生可能エネルギー関連の技術を

基に被災 3 県の企業の事業化支援を行っている

（令和元年度の実施 14件）。平成 30年度は 8件、

令和元年度は 24件の製品化を数え、令和元年度ま

でに製品化した実績は 41件となった。 

 その他特筆すべき活動として、国際標準化活動

が挙げられる。国際電気標準会議(IEC)の TC82（太

陽光発電システム）及び国際標準化機構(ISO)の 

TC28（石油製品及び潤滑油）において国際議長を

務めている他、第 4 期中長期目標期間においてコ

ンビーナ延べ 7 名、プロジェクトリーダー延べ 5

名、エキスパート延べ 63名を輩出した。令和元年

度はコンビーナ、プロジェクトリーダーを務めた

ISO 規格 3 件が発行され、第 4 期中長期目標期間

における ISO、IECの発行数は 17件に上るなど、 

顕著な貢献を行った。平成 27、30年度には工業標

準化事業表彰・経済産業大臣表彰を受け、平成 27、

28年度、令和元年度には産業技術環境局長表彰（国

際標準化貢献者表彰）、平成 28、30 年度には国際

標準化奨励者表彰をそれぞれ１件受けた。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「ビジネスモデルの類型

化は、コーディネート機能の分析・強化に今後大い

に資すると期待され、高く評価する。」、などの高い

評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 第 4 期中長期目標期間における民間資金獲得額

目標の達成に向け、技術コンサルティングの大幅な

増加は民間資金獲得額の増額に寄与した。技術コン

サルティングのテーマ設定は、後年度の資金提供型

共同研究につながるように留意しており、今後の共

同研究として民間資金獲得拡大が期待される。しか

しながら、民間資金獲得額目標の達成には大型の共

同研究が必要であり、領域のイノベーションコーデ

ィネータとイノベーション推進本部との連携が重

要となる。令和元年度は、技術コンサルティングの

成果を基に冠ラボを設立するに至った（令和 2年 3

月 1 日設立）。被災地シーズ支援プログラムは平成 

29 年度で終了したが、被災地企業の支援継続の強

い要請を受けて、後継予算（平成 30 年度から令和

2年度）を獲得し、地元企業の新たな産業創出を継

続支援する体制を整えた。  

第 5期中長期目標期間の課題としては、  

・NEDO の先導調査研究等から大型個別共同研究へ

の展開  

・技術コンサルティングから個別共同研究への展

開 

・研究ユニットの研究人材の増強  

等が挙げられる。これらの課題を解決するため、領

域幹部、領域担当のイノベーションコーディネー

タ、研究ユニット幹部が連携し、対応を進める。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 当領域は産業技術の共同研究成果を共同で管理

し、組合員相互で活用する法人である技術研究組

合への参画やコンソーシアムの主催を通じて、最

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 自動車業界がパワートレインに関する基盤
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 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

 新ニーズの把握に努め、産総研の技術力と中立的

立場を活かした産業界の研究開発のハブ機能の創

成に寄与した。 

 領域担当のイノベーションコーディネータ（4

名）は、新たな共同研究先企業の発掘を目的に、イ

ノベーション推進本部と共同で大型案件への対応

や定期的なマーケティング会議への参画による情

報共有、テクノブリッジフェアへの大型連携企業

の招待と技術研究組合やイノベーション・コンソ

ーシアム型共同研究の運営及び支援活動等を行な

った。これらの活動により、最新のマーケットや

技術動向と企業ニーズを把握し、産総研技術との

連携に努めた。また、エネルギーデバイス産業、エ

ネルギー産業、自動車産業に加え、素材・化学産業

への産総研技術の橋渡し等に努力した。特に自動

車産業に向けては、エネルギー損失低減技術（熱

電変換、軽量化素材）や排気処理（触媒技術）、将

来システムの基礎技術（電動化、新燃料）の展開を

行ってきた。  

 

 当領域では令和元年度までに、以下のようなコ

ンソーシアムを設立し、企業との連携強化を図っ

た。  

 

・産総研が会長・幹事長を務めて総数 100 に及ぶ

アカデミア研究室の連合体を組織し、内燃機関産

学官連携コンソーシアムを平成 29 年 6 月に設立

し、自動車業界のエンジンシステム技術に関する

ニーズに応える研究体制を確立した。令和元年度

は自動車エンジンに関するデータベースを構築

し、自動車用内燃機関技術研究組合(AICE)と共同

で運用した。  

 

・産総研の 8ユニット、8研究グループ等の 36名

の研究者からなる「戦略的都市鉱山研究拠点

(SURE)」は企業連携組織「SURE コンソーシアム（産

総研、企業 64社、28 公的機関より構成）」と連携

し、天然鉱山と価格競争が可能な都市鉱山の開発

を目指した。SUREコンソーシアムの会員が中心と

なり、平成 29 年度より 6 年間の NEDO プロジェク

トを開始した。当領域の研究者が PLを務め、廃製

品自動選別技術・廃部品自動選別技術・高効率精

技術の強化と次世代を担う産学双方の研究開発人

材の育成のために設立した技術研究組合 AICE に

産総研も参加している。この中で、産総研は研究開

発のみならず、自動車業界と大学を主体とするアカ

デミアとの結節点（ゲートキーパー）として、産業

技術ニーズと基礎研究の通訳・交通整理役を果たし

てきた。平成 29 年度、当領域内に立ち上げた内燃

機関産学官連携コンソーシアムでは、技術研究組合

AICE を通じて産業界のニーズを把握し、産総研を

含むアカデミアの力を結集して連携することで、多

角的に課題に対応できる体制を構築してきた。今

後、産業界からの資金・人材のリソース提供を含む

支援を得つつ、持続的な連携体制を推進することに

なり、特筆すべき成果と考えている。自動車の電動

化へのシフトが顕著になってきており、動力源とし

ての内燃機関、燃料電池、さらに周辺技術のパワー

エレクトロニクスや蓄電池等への研究対象の広が

りも期待される。 

 人工資源からの金属生産技術を確立する戦略的

都市鉱山技術の導入 10 年間で、日本の金属生産市

場が 5.3 兆円となることが見込まれることから、

日本再興戦略、NEDO 技術戦略が策定されるなど、

SURE コンソーシアムを中心とした動静脈連携によ

る日本型「戦略的都市鉱山」に社会的な期待が高ま

ってきた。気候変動関連財務情報開示タスクフォー

ス(TCFD)や ESG投資（ESGは Environment、Social、

Governance）の環境側面の評価技術として必須であ

る LCAの基盤となる IDEAラボの活動において、イ

ンベントリデータベースに関するライセンスを累

計 394件既に販売しており、日本企業の環境性能分

析を支えることに加えて、国際的にも日本初のトッ

プデータベースとして認知されている。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「国研としての研究ビジ

ネスモデルの構築・確立に向けて検討されてい

る。」、などの高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 
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 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

錬技術開発について多角的な橋渡しを実施し、数

千万円規模の民間資金の獲得にもつながった。平

成 30 年度には NEDO プロジェクトの加速的開発を

目的に設置した集中研究施設を産総研内に開所し

た。さらに令和元年度には廃アルミニウム、廃プ

ラスチックを課題とした 2件の NEDO先導プログラ

ムを開始した。なお PL は平成 29 年度の日経地球

環境技術賞優秀賞を受賞した。令和元年度も継続

し SURE コンソーシアムを意見交換の場として活

用した。  

 

・平成 28年度に、固体酸化物エネルギー変換先端

技術コンソーシアム（ASEC、企業 14社、3大学、

産総研 16名の研究者より構成）を設立し、固体酸

化物形燃料電池の抱えるトリレンマ（経済性・効

率性・耐久性）を解決可能な基盤技術の開発と技

術革新による適用先の開拓を検討する体制を構築

した。3 年間の研究活動により、従来比 10倍の高

性能電極・従来比 10 倍の出力密度のセルを達成

し、その製造方法と課題整理を行った。令和元年

度からは現在の 13機関に加え、材料企業、セルス

タック企業、システム企業、利用企業等が集まる

集団に拡大再編成した。 

 

 これらコンソーシアムを活用することにより、

企業との連携強化を図ることで、民間資金獲得の

増加に努めた。 

 

 インベントリデータベース(IDEA)の開発に関し

ては、国連環境計画(UNEP)がグローバルなインベ

ントリデータベース間の相互利用を目的として構

築を進めているグローバル LCA データアクセスネ

ットワーク(GLAD)に IDEA 構築に関わる研究者が

日本の代表として参加した。また、IDEA に特化し

た窓口組織の設置と研究開発中の技術の環境適合

性を評価するニーズに応えるため、 IDEA ラボを

平成 29年 4月に設立した。さらに、国内外の主要

な LCA ソフトウェアにデータを提供することによ

り、国内にとどまらず海外のユーザーに向けても

普及活動を進めた。日本の基盤データベースとし

て産業技術の環境活動に大きく貢献したことが評

価され、平成 28年度には LCA日本フォーラムより

 平成 29 年度に設立した内燃機関産学官連携コ

ンソーシアムを始め、当領域では技術開発コンソー

シアム等の主催や技術研究組合への参画例が多い。 

 NEDO プロジェクトも含め、業界のニーズに応え

る形で、協調領域・前競争領域でのオープン・イノ

ベーション・プラットフォームを形成・運営するこ

とが、当領域の大きなミッションと判断している。

直接的・顕在的な産業ニーズ対応だけでなく、未来

型・潜在的な産業技術ニーズも発掘される場合が多

く、当領域にとっての重要な技術マーケティング活

動としても位置付けている。 

 プラットフォームの運営には、産業界の意向によ

り公的資金（NEDO、戦略的イノベーション創造プロ

グラム(SIP)等）の確保に動く場合が多いが、民間

資金活用型の共同研究体 TPEC や、技術研究組合 

AICE、技術研究組合 LIBTEC などでは多額の民間

資金も供出されている。公的資金/民間資金を区別

するのではなく、我々がどういった形で産業貢献す

ることが真の産業振興につながるのか、それを常に

検証しながら運営することが求められる。なお、プ

ラットフォーム活動の中から、競争領域に入るよう

なテーマについては個別企業との連携に進む場合

もあり、今後はプラットフォーム活動からの個社連

携への展開にも注力したい。第 5期中長期目標期間

の課題としては、  

・NEDO の先導調査研究等から大型共同研究への展

開  

・イノベーション・コンソーシアム型共同研究の設

備更新における減価償却費の考え方の導入  

・大型機器導入時の公示期間の短縮  

・研究ユニットの研究人材の増強  

等が挙げられる。これらの課題を解決するために関

係部署との協議により対応を進める。 
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ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

経済産業省産業技術環境局長賞を受賞している。

データセット数の蓄積を平成 30年度も続け、令和

元年度には IDEA ver. 2.3をリリースした。 これ

までの販売累計は 394件に達している。 

 板状大型単結晶ダイヤモンド製造技術による産

総研発ベンチャー企業（イーディーピー：設立平

成 21 年 9 月）が、大型切削工具や次々世代半導

体につながる 1インチウェハを製品化し、平成 29

年度には売上 3 億円を上回る成長を達成したこと

が評価され、産学官連携功労者表彰（内閣総理大

臣賞）を受賞した。（関西センター） 

 産総研のサポートにより、株式会社ニッコーが

水産物の鮮度保持に優れたシャーベット状の海水

氷（シルクアイス）を、船の上で海水から製造可能

な漁船搭載用の製氷機を開発し、実用化した。こ

のことが評価され、平成 29年度に第 7回ものづく

り日本大賞の製品・技術開発部門において「内閣

総理大臣賞」を受賞した。令和元年度も開発した

当製氷機は 5台販売され、販売累計 35台に達して

いる。 
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をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織
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内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

  当領域では大学等と連携して、将来の産業化

を見据えた目的基礎研究の強化に取り組んでき

た。平成 27 年度より本格運用されたクロスアポ

イントメント制度を利用して、エネルギー・ナノ

工学ラボ（東京大学）、イオン液体の電気化学的応

用技術開発（大阪大学）、再生可能エネルギー研究

開発（山形大学）、アンモニアガスタービン研究開

発（東北大学）など、平成 27年度に 6名（受入 5

名、出向 1 名）、平成 28 年度に 3 名（受入 2 名、

出向 1 名）、平成 29 年度に 3 名（受入 3 名、出向

0名）、平成 30年度に 7名（受入 4名、出向 3 名）

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 大学とのクロスアポイントメントによる人

事交流では、研究論文の増加や技術書の執筆などが

進んでおり、目的基礎研究力の強化に着実につなが

ってきた。また FREA での共同実証実験においても

アンモニア燃焼の成功などの成果が生まれ、水素エ

ネルギー技術の実用性向上に貢献した。GaN-OIL 

（名古屋大学）、ChEM-OIL（京都大学）、HydroMate

（九州大学）ともテーマの絞り込みや研究設備の整

備が進み、GaN を用いたパワーエレクトロニクス技
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た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

の研究者の受入・出向を行い、MOSFETのチャネル

形成におけるダイヤモンド表面制御に関する成果

などを上げた。令和元年度には新たに 3 名（受入

2 名、出向 1 名）の研究者の受入・出向を行なっ

た。また、平成 28年度より経済産業省が進める「オ

ープンイノベーションアリーナ構想」の一環とし

て、大学等のキャンパス内に設置する産学官連携

研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ

(OIL)」の整備に取り組み、大学等の基礎研究と、

産総研の目的基礎研究・応用技術開発を融合し、

産業界へ技術の「橋渡し」を推進した。平成 28 年 

4 月に名古屋大学内に設置した窒化物半導体先進

デバイスオープンイノベーションラボラトリ

(GaN-OIL)については、窒化物半導体技術の実用化

のために必要な結晶技術、デバイス技術、回路技

術などの開発を行った（平成 30 年 8月 1 日を

もってエレクトロニクス・製造領域に移管）。また

平成 29 年 1月に設置された産総研・九大水素材

料強度ラボラトリ(HydroMate)では、九州大学が有

する世界トップレベルの高圧水素ガス中でのマク

ロレベル材料強度評価技術と、産総研が有する水

素ガス中でのナノレベルの材料組織評価技術を融

合し、金属材料の脆化現象の解明を目指した研究

を進めてきた。なおこれら 2 つのラボは、内閣官

房「まち・ひと・しごと創生本部」決定の「政府関

係機関移転基本方針」を踏まえて設立された。平

成 29年 4月には、エネルギー化学材料オープンイ

ノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)を京都大学内

に設置し、新材料・新概念に基づく先駆的エネル

ギー変換・貯蔵技術を軸として、次世代のエネル

ギー化学材料技術の企業への橋渡しによる早期実

用化を図るため、有機、無機、高分子、生体材料等

の材料研究で世界をリードする京都大学との連携

研究を開始した。令和元年度も引き続きクロスア

ポイントメント制度を利活用し、大学等との積極

的な連携を図り、目的基礎研究の強化を行い、産

業界へ技術の橋渡しを推進した。 

 他研究機関との国際連携に関しては、平成 29年

度までに航空宇宙センター（DLR、ドイツ）とエネ

ルギー変換・貯蔵に関わる研究連携に関する協定

を、パシフィックノースウェスト国立研究所

（PNNL、米国）と包括研究協力覚書を、欧州委員会

術（省エネ）の進展や燃料電池、蓄電池等に応用可

能な新規電極触媒への展開（蓄エネ）等が期待でき

る。このように目的基礎研究から橋渡し研究までの

シームレスな体制を組むことができており、研究成

果の社会実装への加速が期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 

＜課題と対応＞ 

 クロスアポイントメント制度や OIL 制度は近年

開始した制度であるが、新たな OILを設立するなど

着実に進展している。両制度は、通常の共同研究と

は異なるため、その効果に関する現状分析と、課題

の整理を行う必要がある。また当該制度の主な目的

の一つは人材交流であり、将来を担う優秀な人材の

確保につながるようなスキームの構築が課題であ

ると認識している。具体的な対応としては、クロス

アポイントメントや OIL 等で取り組んでいる研究

の状況を、報告会開催などを通じて領域が定期的に

把握し、リサーチアシスタントの雇用など、活発な

人材交流が進むよう状況に応じた現場への支援を

実施する。 

 外部機関との連携を強化・拡大していく方向性

は、中長期的にも変わることはないと考えている。

クロスアポイントメントやリサーチアシスタント

あるいは OILを始めとして、制度上の整備が進んだ

ことから、これらの外部連携手段を有効に活用して

いくことが重要である。一方で、外部連携のいたず

らな拡大に陥ることなく、これらの運用とその効果

を間断なく検証しつつ、個々の連携を深化していく

ことが必要である。さらに、令和 2年 1月には 2019

年ノーベル化学賞を受賞した吉野彰博士をセンタ

ー長とするゼロエミッション国際共同研究センタ

ーを設立した。本センターの整備、事業を通じて、

国際連携を加速させ、革新的環境技術の研究開発に

おいて世界をリードし、脱炭素社会の実現を目指

す。 
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の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

共同研究センター(JRC)と研究連携に関する協定

をそれぞれ締結した。また、平成 28年 3月に産総

研とフラウンホーファー研究機構（FhG-ISE、ドイ

ツ）、国立再生可能エネルギー研究所（NREL、米国）

の 3機関が中心となり、世界を代表する専門家（研

究所、大学、政府機関、製造メーカー、金融等）約

50 名が参加した第 1 回テラワットワークショッ

プを開催し、エネルギー安定供給や気候変動抑制

における太陽光発電の役割について議論を行い、

共同ステートメントを策定・公表した。その成果

は平成 29 年 4 月に Science 誌(IF: 41.058)に

掲載され、注目を集めた。平成 30年 4月には第 2

回（約 70名参加）を開催し、いよいよ実現化する

テラワット太陽光発電時代への対応を協議した。

経済産業省委託の「革新的なエネルギー技術の国

際共同研究開発事業」（全 10 事業）をはじめ、エ

ネルギーに関する技術開発を国際機関と連携して

進めており、令和元年度までにオランダエネルギ

ー研究センター(ECN)や PNNL等 8か国 34機関と連

携するに至った。令和元年度も継続して連携強化

に努め、研究開発を進めた。その一環として、令和

元年 10月に当領域が主体となり、クリーンエネル

ギー技術分野における G20 研究機関のリーダーが

出 席 し た 国 際 会 議 RD20 (Research and 

Development 20 for Clean Energy Technologies) 

を開催し、G20 が持つ多様な知見を融合し、CO2大

幅削減に向けた非連続なイノベーション創出に繋

げるための協議を行った。 

 

 

（９）地域イノ

ベーションの

推進等 

②福島再生可

能エネルギー

研究所の機能

強化 

 平成 26 年 4

月に開所した

福島再生可能

エネルギー研

究所について

は、これまで国

（９）地域イノ

ベーションの

推進等 

②福島再生可

能エネルギー

研究所の機能

強化 

 平成２６年

４月に開所し

た福島再生可

能エネルギー

研究所につい

ては、これまで

・福島再生可能エネルギー

研究所は、再生可能エネル

ギーに関するわが国唯一の

国立研究機関として以下に

示すように多様な最先端研

究開発を推進するととも

に、被災地復興、地方創生

に資する産学官連携、人材

育成等を加速させる。 

・太陽光発電技術は、裏面

電極型太陽電池やスマート

スタック型太陽電池等の一

層の高効率化を図るととも

✓再生可能エネル

ギーに関するわが

国唯一の国立研究

機関としての役割

を果たし、最先端

研究開発の推進、

産学官連携、人材

育成等を加速した

か。 

✓太陽光、風力、エ

ネルギーネットワ

ーク、地熱、地中

熱、水素キャリア、

 FREAは再生可能エネルギーに関する我が国唯一

の国立研究機関として最先端の研究開発を推進し

ている。研究成果の一部は既に、目的基礎研究、

「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期の各項目

において記載されているが、太陽光、風力、地熱、

地中熱、水素エネルギーキャリア、エネルギーネ

ットワーク、水素・熱システムの 7 つの研究課題

に関する主な成果を改めて以下に示す。 

 

太陽光：世界共通の課題である脱炭素社会の実現

には、太陽光発電が、長期的に安定した電源とし

て自立していく必要がある。このためには、高効

率・長寿命の太陽電池をいかに低コストで実現で

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： FREAでは目的基礎から「橋渡し」前期、「橋

渡し」後期までの幅広い研究課題をバランス良く推

進し、世界最先端の研究成果をいくつも挙げた。 

 

太陽光：産総研から提案された熱回収型太陽電池

は、従来、変換効率の低下要因としてしか考えられ

ていなかった太陽電池の高温化を逆に積極的に利

用するという新しい概念の太陽電池である。このた

め、車載用途や電気自動車への走行中ワイヤレス給

電のための道路（側壁）への設置など、熱的に厳し

い環境への展開が新たに可能となる。本技術の基礎
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や福島県の震

災復興の基本

方針に基づい

て整備が行わ

れてきたとこ

ろ、エネルギー

産業・技術の拠

点として福島

の発展に貢献

するため、再生

可能エネルギ

ー分野におけ

る世界最先端

で、世界に開か

れた研究拠点

を目指し、引き

続き当該分野

に関する研究

開発に注力す

るものとする。

また、地元企業

が有する技術

シーズ評価を

通じた技術支

援及び地元大

学等との連携

による産業人

材育成に取り

組むことによ

り、地元企業等

への「橋渡し」

を着実に実施

するとともに、

全国レベルで

の「橋渡し」を

推進するもの

とする。さら

に、発電効率の

極めて高い太

陽電池や世界

第 3 位の地熱

ポテンシャル

国や福島県の

震災復興の基

本方針に基づ

いて整備が行

われてきたと

ころ、エネルギ

ー産業・技術の

拠点として福

島の発展に貢

献するため、再

生可能エネル

ギー分野にお

ける世界最先

端で、世界に開

かれた研究拠

点を目指し、引

き続き、当該分

野に関する研

究開発に注力

する。また、地

元企業が有す

る技術シーズ

評価を通じた

技術支援及び

地元大学等と

の連携による

産業人材育成

に取り組むこ

とにより、地元

企業等への「橋

渡し」を着実に

実施するとと

もに、全国レベ

ルでの「橋渡

し」を推進す

る。さらに、発

電効率の極め

て高い太陽電

池や世界第３

位の地熱ポテ

ンシャル国で

あることを活

に、熱回収型太陽電池の実

証実験を進める。風力発電

技術については、LIDAR 技

術による風力アセスメント

技術の高度化に関する実証

研究、並びに LIDAR 技術と

翼のプラズマ気流制御技術

を統合した風車の高効率化

に関する研究に取り組む。

エネルギーネットワーク技

術は、次世代スマートイン

バータ等の分散電源の導入

拡大に資する試験方法の開

発等を行う。地熱について

は、超臨界地熱システムへ

の試掘有望地点の詳細評価

を行う。地中熱については、

関西や九州地域など冷房負

荷の割合が多くなる地域に

おける地中熱ポテンシャル

評価手法の開発に着手す

る。水素キャリア技術は、

変動再エネ由来水素を用い

る水素キャリア製造技術お

よび熱機関利用技術の開発

を促進する。また水素キャ

リア製造・利用の高効率化

に貢献する基盤的触媒技術

やプラント制御技術の研究

を進める。水素・熱システ

ムは、再エネを用いた水素

製造・貯蔵・利用するシス

テムを、実運用の場で太陽

電池および燃料電池容量を

増強し ZEB実証を行う。 

・平成 30 年度から開始し

た被災地企業等再生可能エ

ネルギー技術シーズ開発・

事業化支援事業により、従

来の個社企業支援事業に加

え、被災地企業等がコンソ

ーシアムを組み、これまで

水素・熱システム

について再生可能

エネルギー技術の

最先端研究開発お

よび実証実験を推

進したか。 

✓平成 30 年度か

ら開始した事業に

おいて、被災地三

県発の再生可能エ

ネルギー関連製品

の事業化につなが

る研究開発を推進

したか。また、地元

大学等の学生を参

画させることで、

グローバルかつ専

門的人材の育成に

取り組んだか。 

 

きるかが一つの鍵となっている。平成 27 年度よ

り、産総研が開発したスマートスタック技術やス

テンシルマスクを用いたイオン注入技術といった

量産に適した新しいプロセスを用いた太陽電池の

開発を進めてきた。平成 30年度には、スクリーン

印刷などの低コストプロセスを用いた両面受光－

裏面電極型太陽電池において、変換効率 22.1％（平

成 30年度時点世界 2位）を達成した。また、平成

28年度より、共同研究先企業と太陽電池モジュー

ルの長寿命化の検討を進めてきた。その結果、平

成 30年度には、将来の発電量予測を可能とする太

陽電池モジュールの寿命予測手法を初めて確立し

た。一方、研究レベルでの変換効率は、理論限界

（結晶シリコン太陽電池では約 30％）に近づきつ

つある。このため、従来技術の改良ではない、効率

を飛躍的に向上させることが可能な太陽電池の新

コンセプトとして平成 29年度に「熱回収型太陽電

池」を世界で初めて考案した。その後、実用化に適

した構造の検討を進め、熱電材料と組み合わせた

新しい電池構造を提案し実証実験を行なった。令

和元年度には太陽電池構造や材料の最適化を進

め、一般の熱電変換素子を利用した熱回収型太陽

電池において変換効率の向上を確認する実験を行

った結果、電気抵抗が増加し曲線因子が低下した

ため効率の向上は確認できなかったものの、開放

電圧の上昇を確認した。 

 

風力：日本における洋上風力の本格開発には、高

精度な適地選定のためのアセスメント技術の高度

化が鍵となっている。これまでの目的基礎研究の

成果を生かし、平成 27 年度から平成 29 年度に国

際的にも最先端の精度・解像度を有する洋上風況

マップを開発し、年平均風速の推定誤差±5%以内

を達成した。平成 30年度にはレーザー光を空中に

向けてシングルスキャンすることで広範囲の 3 次

元風況を計測できるスキャニングライダーを活用

した風力アセスメント技術を開発した。令和元年

度はシングルスキャンによる手法を実サイトにお

いて実証を行うとともに、原理的にはより精度が

高いデュアルスキャンによる手法についても実サ

イトにおいて実証を行い、実用化の目処を得た。

これにより既存技術に対して、信頼性・精度を維

となる太陽電池の非平衡状態での動作理論は

Phys. Rev. Applied（平成 30 年度） に注目論文

(Editor’s Suggestion)として掲載された。熱回収

型太陽電池の原理とその材料に求められる物性等

を示した論文は Phys. Rev. Applied（令和元年度）

に掲載され、第 29 回太陽光発電科学技術国際会議

（PVSEC-29，中国・西安）では、最終日のハイライ

トで新概念太陽電池として紹介され、国際的にも高

く評価されている。 

 

風力：洋上風況マップについては、洋上風力を推進

する重要な技術として評価されており、NEDO プレ

スリリース等で公表され、業界からも高く評価され

ているところである。ライダーを活用したアセスメ

ント技術については、日本において銀行の融資対象

となり得る洋上風力開発プロジェクトを成立させ

るための必要不可欠な技術として業界からも高く

期待され、日本における洋上風力発電の本格的な普

及・導入をもたらすものである。本成果は論文とし

て 5報（令和元年度 2報）掲載された。 

 

地熱：超臨界地熱の典型的モデルについて一地点で

100 MW 以上の経済性を有する発電を実現可能であ

ることが示された。有望地点の選出、発電量の詳細

評価等を進めることにより、2050 年以降の超臨界

地熱資源による国内発電総容量を、現在の石炭火力

発電（約 40 GW）程度の数十 GW 程度にまで増大さ

せ、二酸化炭素排出量の大幅な削減に対して寄与す

ることを目指している。なお、本技術は、論文とし

て 9報（令和元年度 2報）掲載され、朝日新聞、日

刊工業新聞で報道されるなど、高く期待されてい

る。 

 

地中熱：地域の地下水環境を有効活用した「高効率

地中熱交換器」や「タンク式熱交換器」の開発にお

いて、地域の地下水流動を取り込むシステムによ

り、通常の熱交換器と比較して 2～3 倍の熱交換能

力を示し、3割以上の掘削コスト削減を実現した。

なお、地域の地下水流動を取り込んだこれら新しく

開発した熱交換器は日刊工業新聞をはじめ 13 件

（令和元年度 10 件）報道されており、その導入・

普及が高く期待されている。また本成果は、論文と
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国であること

を活かした大

規模地熱発電、

再生可能エネ

ルギーの変動

を大幅緩和す

るエネルギー

貯蔵システム

等の再生可能

エネルギーに

関する世界最

先端の研究開

発・実証拠点を

目指し強化を

図るものとす

る。強化に当た

っては、東日本

大震災復興関

連施策の動向

等を踏まえつ

つ、それまでの

取組の成果を

評価した上で、

平成 27 年度中

にその具体的

な強化内容を

明らかとし、残

りの中長期目

標期間におい

て取り組むも

のとする。 

 

かした大規模

地熱発電、再生

可能エネルギ

ーの変動を大

幅緩和するエ

ネルギー貯蔵

システム等の

再生可能エネ

ルギーに関す

る世界最先端

の研究開発・実

証拠点を目指

し強化を図る。

強化に当たっ

ては、東日本大

震災復興関連

施策の動向等

を踏まえつつ、

それまでの取

り組みの成果

を評価した上

で、平成２７年

度中にその具

体的な強化内

容を明らかと

し、残りの中長

期目標期間に

おいて取り組

む。 

 

の成果である技術シーズを

集結した被災地三県発の再

生可能エネルギー関連製品

の事業化を目指す。また、

併せて当該事業に地元大学

等の学生を参画させること

で、グローバルかつ専門的

人材の育成に向けた取組を

継続する。 

 

持しつつ、アセスメントコストを 1/10以下にする

目標を達成した。 

 

地熱：海洋プレートの沈み込みに起源を有する超

臨界地熱システムを利用した超臨界地熱発電によ

り、一地点あたり 100 MW以上の膨大な発電が実現

できる可能性があり、これが国内の多数の地点に

分布している可能性がある。平成 27年度は、産総

研が中心となり、民間企業・大学と共に超臨界地

熱発電の可能性検討を行い、商用発電が可能なこ

とを見出した。その後、詳細な調査・検討を行い、

平成 28年度は、一地点で 100 MW以上の経済性を

有する発電が実現可能であることを示した。さら

に平成 30年度は、地下 5 kmまでの大深度への試

掘へ向けた事前調査を開始した。令和元年度は平

成 30年度に引き続き、NEDOからの委託を受け、北

海道、東北、九州の有望３地域で自然電磁波探査、

自然地震解析、坑井データ、地質学・地球化学的デ

ータの取得を行い、各地点の超臨界地熱システム

をモデル化した。このモデルを使用して、抽熱・発

電シミュレーションを行い、各地点で 100MW 程度

の発電が可能であることを示した。 

 

地中熱：我が国における地中熱システムの普及を

考える上で、熱交換器設置のための掘削コスト削

減と地下の熱利用のポテンシャルの把握は最重要

課題である。そこで、平成 27 年度から平成 29 年

度は民間企業と低コスト・高効率の熱交換器を共

同開発した。地域の地下水流動を取り込むことに

より、通常の熱交換器と比較して 2～3倍の熱交換

能力を示した。スリットを入れたケーシングで井

戸を保護することにより、地下水流れによる高い

熱交換能力を有するシステムや自噴井を利用した

セミオープンループ地中熱交換器、地下水を利用

したタンク式熱交換器の開発・実証等を行い、商

品化を実現した。平成 30年度は、福島県地中熱事

業協同組合と地層の熱伝導率を把握するための簡

易熱応答試験法の有効性を実証した。令和元年度

は、本簡易熱応答試験を用いて、福島県内の地質

の異なる 15地点（主に浜通り）において、簡易熱

応答試験と従来型熱応答試験を同時に実施し、結

果の比較検討を行った。特に、県内の地質構造と

して 7報（令和元年度 3 報）掲載された。地下水を

考慮した日本式の地中熱研究は、東南アジア諸国に

対しても大きく役立つため、地域の地質や地下水流

動の特性に適応した地中熱システムの開発が期待

される。 

 

水素エネルギーキャリア：再生可能エネルギーを用

いて製造した水素を利用したアンモニアの合成お

よび直接燃焼利用技術の実証により、燃焼時に二酸

化炭素を排出しない水素エネルギーキャリアであ

るアンモニアを用いたエネルギーキャリアの利用

が可能となり、それにより脱炭素社会の早期実現が

加速すると期待される。本技術は、日刊工業新聞等

19紙で報道される等、高く期待されている。また論

文として 19 報（令和元年度 6 報）掲載された。こ

れにより、再生可能エネルギー由来の水素を大量貯

蔵し、水素エネルギーを本格活用する技術の実現が

期待される。 

 

エネルギーネットワーク：大型 PCSの海外認証と、

次世代型 PCS の系統安定化機能を試験するプラッ

トフォームを構築した。この利用により企業が PCS

製品の輸出を行う前の研究開発・認証試験が容易と

なった。なお、本技術等により、福島再生可能エネ

ルギー研究所のスマートシステム研究棟では平成

28年度の開所以来、年間 20件程度の民間企業・団

体からの共同研究・認証試験に利用され、今後も高

く期待されているところである。また本成果は論文

として 44報（令和元年度 23報）掲載された。 

 

水素・熱システム：平成 27 年度から、清水建設株

式会社と再生可能エネルギーを用いた水素製造、貯

蔵、利用を行う実証システム構築を行って、各装置

をビルディングエネルギーマネジメントシステム

(BEMS)から自動制御する技術を確立してきた。平成

30 年度には、気象予報からの太陽光発電の発電予

想と需要予想機能を組み込んだアルゴリズム開発

を行って、BEMS 制御による水素エネルギーシステ

ムの完全自動運転を実証し、実建物での実証を目指

し移設を行った。この成果に対してコージェネレー

ション大賞の理事長賞を受けている。 

 清水建設‐産総研 ゼロエミッション水素タウ
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見かけ熱伝導率（λ値）の分布特性との関係につ

いて、解析を行った。また、得られたλ値について

は、福島県熱伝導率分布マップとして作成した。 

 

水素エネルギーキャリア：エネルギーキャリアと

して利用が期待されるアンモニアについて、製造

利用技術を開発している。平成 28、29年度は、利

用技術としては難燃性のアンモニアを直接燃焼利

用するガスタービン発電に世界で初めて成功し、

また、製造技術では 400℃かつ 10 MPa以下で高い

活性を示す触媒改良に成功した。平成 30年度は、

ガスタービンシステムを 10ppm未満へ低 NOx化し、

国内初の再エネ水素を原料とするアンモニア合成

を実証した。令和元年度は、パートナー企業の実

証事業等を支援し、実用化を推進した。具体的に

はアンモニア由来の水素とアンモニアによるガス

タービンの起動などについての技術開発に着手

し、アンモニア合成では変動水素供給での触媒性

能評価を行った。また連携企業・大学と提案した

研究が NEDOプロジェクトに採択され、液体アンモ

ニアの噴霧・燃焼特性の実験的評価を開始した。 

 

エネルギーネットワーク：再生可能エネルギー発

電の大規模導入の実現には、系統連系型パワーコ

ンディショナ(PCS)の低コスト化と系統安定化対

策が鍵である。PCSの低コスト化には大型化と高電

圧化が求められており、また、系統安定化対策に

は周波数変動を緩和する制御などの高機能化が求

められている。平成 28年度に大型 PCSに対する試

験環境を整備し、国内最大 3 MW級 PCSの単独運転

防止試験ならびに瞬時電圧低下試験を達成した。

その後、高機能化への対応を行い、平成 30年度に

は、新方式であるハードウェアインザループ(HIL)

方式を用いて、次世代型 PCS であるスマートイン

バータを開発し、その試験を行った。HIL方式は、

自動車開発をモデルベースで行う際などに使われ

る試験方式の一種であり、今回、国内で初めてス

マートインバータの大型機に対する試験に用い

た。令和元年度にはオーストリア AIT 等の SIRFN

（スマートグリッド研究施設ネットワーク）の各

機関と共に、スマートグリッド向け分散電源の試

験プラットフォームを開発し、米国 IEEE1547.1試

ン連携研究室の成果により、ZEBにおける水素シス

テム活用の可能性を示し、建物における CO2削減の

1つの方向性を示した。 

 また、アンモニアを利用した一貫システム試験に

おいては、アンモニアのエネルギーキャリアとして

の可能性を実証し、CO2 削減のグローバルな手法の

1つを提示した。 

 さらに、スマートシステム研究棟の平成 27 年度

の開設により、世界の様々な電力系統や気象条件の

下で大型パワーコンディショナー等のパワーエレ

クトロニクス機器の先端的研究開発・評価を可能と

し、海外認証への対応等、国際認証取得にも貢献、

日本の当該分野の国際競争力を強化するとともに、

新たに、再生可能エネルギーの大量導入を可能とす

るシステムのスマート化についてもグローバルな

産学官の研究拠点としての役割を果たしつつある。 

 

 被災地発のコンソーシアム型再生可能エネルギ

ー関連製品事業化に向けた技術開発のための新た

な予算（被災地企業等再生可能エネルギー技術シー

ズ開発・事業化支援事業（平成 30～令和 2年度））

を活用して、地元企業の新たな産業の創出を継続的

に発展させている。被災地シーズ支援プログラムで

は、製品化実績が増加しており、これらの活動を通

じて被災地の産業復興支援に大きく貢献している。

また、FREA における再エネ研究人材の育成の機会

を主体的に設け、これらの分野での産業人材育成に

貢献した。 

 

 クロスアポイントメント制度により、SIPプロジ

ェクトの産学官連携を強化し、人材育成事業を包含

したシーズ支援事業を推進することで、FREA を産

学官の再エネの開発拠点とすることに大きく貢献

した。また、人材育成事業において、平成 29 年度

まで大学から学生を受け入れ、さらに、平成 30 年

度からはシーズ支援事業の一環として多数の大学

から学生を受け入れ、長期的な取り組みが必要な再

生可能エネルギーの発展に役立つ人材の育成を

OJTの形で実施し、福島県を再生可能エネルギーさ

きがけの地とすることに大きく貢献した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評
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験規格案に基づく HIL をはじめとしたスマートイ

ンバータの機能評価が行えるようになった。試験

プラットフォームは PCSから応用範囲を広げ、PCS

を上位制御するマイクログリッドコントローラに

対する評価試験を米国 IEEE2030.8 試験規格に基

づいて AITおよびスペインの研究機関 TECNALIAと

共に行った。 

 

水素・熱システム：日本の二酸化炭素排出量の約

40％は建築関連が占めており、さらにそのうちの

80％近くはエアコン、照明など建物運用時のエネ

ルギー消費に起因する。従ってこれらの二酸化炭

素排出量の大幅な削減が求められている。第 5 次

エネルギー基本計画（平成 30年 7月策定）におい

ても、ZEB実現を目指すとする政策目標が掲げられ

ており、その実現には大幅な省エネルギーの推進

と再生可能エネルギーの導入、さらには再生可能

エネルギーから作った CO2 フリー水素の活用が求

められている。住宅地域での水素エネルギー大量

利用には、消防法危険物などに該当しない水素貯

蔵方法の確立が鍵となる。平成 27年度から、清水

建設株式会社と再生可能エネルギーを用いた水素

製造、貯蔵、利用を行う実証システム構築を進め、

自動制御技術を確立した。平成 30年度には、水素

エネルギーシステムの本格運転および発電需要予

測機能を有した完全自動運転を実証した。これま

での共同研究を基に、平成 30 年 10 月 1 日に清水

建設‐産総研 ゼロエミッション水素タウン連携

研究室を設立、連携研究室の成果として、水素エ

ネルギーシステムの実証研究について、2018年コ

ージェネレーション大賞技術開発部門理事長賞を

受賞した。 

 また、SIPプロジェクトにおいて、変動する再生

可能エネルギーに対応できるアンモニアプラント

を、日揮と共に建設した。このプラントで製造し

たアンモニアを、同 SIP の成果であるアンモニア

ガスタービンへ供給することで、変動する再生可

能エネルギーをアンモニアに変換し、それをガス

タービンでさらに電気に変換する一貫システム試

験に世界で初めて成功した。 

 さらに、FREAでは、大型パワーコンディショナ

ー等のパワーエレクトロニクス機器の先端的研究

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 

＜課題と対応＞ 

 FREA においては、最先端の再生可能エネルギー

関連の研究開発と、被災地域の再生可能エネルギー

関連産業の集積による復興への貢献が大きな課題

であるが、これらを実施しつつ、成果を発展させる

形での民間企業との共同研究の件数が増えつつあ

る。これは、清水建設との共同研究のように、他の

研究機関では実施が難しい再生可能エネルギーを

取り込んだシステム研究が実施できることから、各

企業の物作りからことづくりへの意識の変化とと

もに、民間企業との再生可能エネルギー関連の共同

研究が徐々に広がりつつある。一方、最先端の再生

可能エネルギー関連の研究開発と、被災地域の再生

可能エネルギー関連産業の集積による復興への貢

献の 2つのミッションに加えての活動となるため、

研究者への負担は大きく、慢性的な人員不足の状況

となっている。これに対して、アライアンス活動等

の連携活動を通じて、可能なテーマは産総研全体で

カバーし、分担するとともに、契約職員等で地元の

人材を活用している。 

 被災地企業支援については強い要請を企業側か

ら受けており、この継続が課題である。短期的には

後継予算（平成 30～令和 2 年度）を獲得し地元企

業の新たな産業創出を継続支援する体制を整えた。

中長期的にはその体制の強化及び継続的な予算の

確保が課題となるが、継続的に関係各所と議論を進

めている。また、FREAが研究開発を進める再生可能

エネルギーの大量導入を推し進めるためには、エネ

ルギーの変換、利用、貯蔵等の各種要素技術を最適

化したエネルギーシステムの構築が課題である。対

応として、民間との共同研究を活用して、協力しつ

つシステム全体としての出口を見据えた研究開発

を推進している。さらに各種要素技術においても、

再生可能エネルギーの大量導入に資する太陽光発

電、風力アセスメント、水素貯蔵等に関して顕著な

成果が得られている。さらに、つくばセンターおよ

び関西センターとの連携強化や、エネルギー・環境

領域内の横断組織である各種アライアンス活動を
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開発・評価を行う施設として、スマートシステム

研究棟を平成 27 年度に建設し、平成 28 年度に運

用を開始した。この施設は分散電源やメガワット

級の大型パワーコンディショナー等を世界の様々

な電力系統や気象条件の下で試験・評価できる施

設となっており、国内メーカーの米欧中タイ国向

け海外認証試験に対応し、海外認証取得に貢献し

ている（グローバル認証基盤整備事業）。平成 28年

度 4 社 16 件、平成 29 年度 7 社 21 件、平成 30 年

度 7社 21件、令和元年度 10社 29件の利用実績で

あり、ほぼフル稼働状態を継続している。 

 

 地域イノベーション推進の観点から、福島再生

可能エネルギー研究所（FREA）に再生可能エネル

ギー研究センターを、また関西センターに電池技

術研究部門を配し、地域に根ざした世界的研究開

発拠点の形成を目指して下記の活動を行ってき

た。  

・平成 25年度から平成 29年度までに、FREAにお

いて「復興予算（被災地企業のシーズ支援プログ

ラム）」を実施し、地元企業の新たな産業の創出に

貢献した。平成 30年度からは、被災地発のコンソ

ーシアム型再生可能エネルギー関連製品の事業化

に向けた技術開発のための新たな予算（被災地企

業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化

支援事業（平成 30 年度から令和 2 年度））を確保

し、平成 25 年度からの商品化の累積数が 41 件と

なるなど、地元企業の産業創出を継続して支援し

た。令和 2 年度以降も地元企業の産業創出支援を

継続予定である。 

 

通じた議論を継続し要素技術間の融合と強化を図

っている。 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

 当領域に所属する研究ユニットは、豊かで持続

可能な社会の構築に貢献することをミッションと

してきた。これに資するため、研究に携わる人材

の育成と社会への技術普及に努めるべく、リサー

チアシスタント、イノベーションスクール、連携

大学院制度を通じた取組を行った。社会への高度

人材の輩出を目指した産総研イノベーションスク

ールでは、第 4 期中長期目標期間中に学位取得済

のポストドクターを対象としたコースに 11名（令

和元年度は 1 名）を受け入れ、学位取得前の大学

院生を対象としたコースでは 6 名（令和元年度は

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 筑波大学 TIA連携大学院パワーエレクトロ

ニクスコース連携講座の運営や、TIA/TPEC パワー

エレクトロニクスサマースクールの開催、FREA に

おける再生可能エネルギー研究人材の育成、メタン

ハイドレート研究のアライアンス活動、都市鉱山技

術に関するセミナーの開催等、様々な外部人材育成

の機会を主体的に設け、これらの分野での産業人材

育成に貢献した。  

 内部人材育成に関しては、領域独自に定期的に研
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の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 

0名）を受け入れ、エネルギー・環境分野における

高度な専門知識を有する人材育成に貢献してい

る。また、第 4 期中長期目標期間中のリサーチア

シスタント数は 185名（令和元年度は 40 名）に

上った。その他、産総研研究者が大学院において

教員として講義や学生指導を行う連携大学院制度

を通じて、筑波大学をはじめとした各大学におい

て延べ 271名（令和元年度は 47名）の連携大学院

教員を送り出し、領域研究者の持つ高度な知見を

大学院生への指導に活用した。第 5 期においても

引き続きリサーチアシスタント、イノベーション

スクール、連携大学院制度を通じ、研究に携わる

人材の育成と社会への技術普及に努める。 

 また、女性研究者の採用増加に向け、ダイバー

シティ推進室が平成 28 年度より毎年度開催して

きた「女子大学院生・ポスドクのための産総研所

内紹介と在職女性研究者との懇談会」において、

ラボツアーやパネル展示など積極的に協力した。

また、ロールモデルとして当領域の在職女性研究

者を数名参加させ、女性研究者としてのキャリア

をイメージさせるよう努めた。その結果として、

令和元年度の採用試験応募者及び採用者における

女性の比率は増加した。第 5 期においても引き続

き女子学生・ポストドクターへの広報活動に積極

的に取り組み、採用試験応募者及び採用者におけ

る女性の比率を増加させる見込である。  

  

外部人材教育においては以下の活動を行ってき

た。  

 

・先進パワーエレクトロニクス研究センターで

は、筑波大学 TIA（つくばイノベーションアリー

ナ・ナノテクノロジー拠点）連携大学院パワーエ

レクトロニクスコースの連携講座（3 教員）で講

義を担当するとともに、つくばイノベーションア

リーナ(TIA)/TPEC の産業人材育成プログラムで

あるパワーエレクトロニクスサマースクールに協

力し、令和元年度も 164 名（学生 110 名、社会人

54名）の修了者を出した。第 4期中長期目標期間

における累計の修了者数は 689名に達した。  

 

・再生可能エネルギー研究センターでは、クロス

究交流会を開催し、研究ユニットを跨いだ連携を積

極的に推進している。またパーマネント化前の若手

研究員に対し、領域を挙げて指導する体制を整え、

将来のエネルギー・環境分野を担う研究人材を育て

た。パーマネント化した研究員には、OJT による研

究マネジメント経験を積ませたり、海外での在外研

究を支援したりすることにより、能力に幅と奥行き

を持たせた。さらに、ゼロエミッション国際共同研

究センター設立により、領域を跨いだ研究体制を構

築した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「領域内アライアンス活

動はフラウンホーファーに触発されたスキームで

あり、国際協力の果実として高く評価する。」、「今

年度設立された「ゼロエミッション国際共同研究セ

ンター」という、研究の新しい枠組みは、エネルギ

ー環境分野の大きな柱として機能することが予想

され、様々なシナジー効果による新しい発想が期待

でき、非常に楽しみである。」、などの高い評価を得

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 当領域が所管するエネルギー・環境に関する研究

テーマは、専門の異なる研究者が融合しながら取り

組むことに特徴がある。そのため、新規採用の研究

者の視野を広げることを目的として、第 4期では領

域内にアライアンスを設置し、異なる研究ユニット

に属する若手から中堅クラスの研究者の交流を促

進させてきた。この活動は個々の研究者に対しての

みならず、領域内の人的ネットワークの構築と所外

におけるプレゼンスの向上にも非常に効果的であ

ったことから、今後もアライアンス活動への支援を

継続し、その拡充を通じて、幅広い視野を持った多

くの研究者を育成する。また、ダイバーシティの観

点から、女性研究者や外国人研究者の拡充は継続し

た課題である。第 4期では、女性研究者の比率上昇

に努力してきたところであるが、新人採用について

は引き続き取り組む必要がある。リサーチアシスタ
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優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

アポイントメント制度とも関連して、大学から人

材を受け入れている。令和元年度は、ポストドク

ター・技術研修員計 32名、リサーチアシスタント

12名を受け入れ、再生可能エネルギー分野の人材

育成を行った。(FREA) 

 

・メタンハイドレート(MH)総合シンポジウムなど

のアライアンス活動を通じて、企業の研究開発人

材に対して産総研が有する研究知見の橋渡しを行

った。本シンポジウムは平成 21年度から毎年実施

しており、平成 29年度は 350名超の参加が得られ

た。内容的には、砂層型 MHに関する各種生産増進

法に関する報告やハイドレートに関する基礎物性

の話題の他に、表層型 MH回収技術開発に関する調

査研究が新たに報告されるなど、ハイドレート研

究の裾野が広がってきている。令和元年度もメタ

ンハイドレートフォーラム 2019、表層型メタンハ

イドレートの研究開発 2019 年度一般成果報告会

を通じて、継続した研究成果の発信に努めた。 

 

・環境管理研究部門では平成 30 年度には戦略的

都市鉱山研究拠点(SURE)コンソーシアム主催のリ

サイクル技術セミナーを 2 回開催し（各回の受講

者 57及び 74 名）、動脈産業・静脈産業・政府機関

等の会員に対して、近未来の都市鉱山開発のため

の技術力向上を図った。第 4 期中長期目標期間に

おける累計の出席者は 870名（14回開催）に達し

た。 

 第 5 期においても引き続き外部人材教育を行

い、領域研究者の持つ高度な知見・技術を社会に

還元していく見込である。内部人材育成に関して

は、領域内研究連携の推進を目的として、領域長

による領域運営方針の共有、全研究ユニット長に

よるパネルディスカッション、新規採用研究者の

ポスター発表等、当領域独自の研究交流会（E&E フ

ォーラム）を年 3 回程度実施してきた。また若手

研究員指導体制として、パーマネント化審査 1 年

前には領域幹部及び研究ユニット長を前にした研

究進捗状況報告会（令和元年度よりパーマネント

化中間審査として、全所的に実施）を行うととも

に、研究員の所属する研究グループのグループ長

にも指導方針に関するアドバイスを送ってきた。

ント制度などを利用して、女性研究者を含む幅広い

人材交流を強く推し進めることにより大学との連

携を強化し、研究職員の採用につなげる。これに加

え、当領域の女性研究者による女子大学院生やポス

トドクターとの懇談会等を行い、女性研究員の積極

的な採用を目指す。特に外国人研究者については、

令和 2 年 1 月に設立したゼロエミッション国際共

同研究センターをはじめとして、温暖化等の地球規

模での課題に国際的連携のもと対応する必要性か

ら、今後の大幅な人員拡充が強く求められる。国外

の研究機関との研究協力覚書(MOU)締結等による連

携体制構築にあわせて、人材交流をより強力に推進

することで、優秀な外国人研究者の確保を目指す。

中長期的にも、女性研究者や外国人研究者等の比率

上昇は重要な課題と捉えている。クロスアポイント

メント制度や OIL制度、リサーチアシスタント制度

なども活用しながら、大学等との連携を深化させ

る。 
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成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 

 

 

パーマネント化審査 2 か月前には、E&E フォーラ

ムにて進捗状況を報告させ、領域幹部、研究ユニ

ット幹部、聴講者によるアドバイスを通じた指導

を行ってきた。パーマネント化した研究員には 1、

2年間の産総研内外への出向の機会を与え、OJT に

よる研究マネジメント業務の経験を積ませて将来

の幹部人材の育成を行ってきた。さらに、令和 2年

1 月に設立したゼロエミッション国際共同研究セ

ンターにより、所内の分野横断的研究体制の強化

を図った。その他、平成 27年度より海外の大学・

研究機関での在外研究のための派遣支援を開始

し、これまでに 9 名（令和元年度は 2 名）の在外

研究を支援した。第 5 期においてもこれまでと同

様に内部人材育成を行うとともに、領域内研究連

携を目的としたアライアンスを強化し、幅広い視

野を持った研究者を育成する見込である。 
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ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で
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あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 
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４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

た努力を求める。 

 

（エネルギー・環境領域に対

する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。 

I．研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（５）技術ポテンシャルを活

かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

 

I．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・コンサルティング制度に関する専任の連携担当を置くことなどに

よって、職員の理解の促進を図り、かつ民間企業への説明を徹底して、

研究現場での一層の活用を図ると共に、効率的な技術コンサルティン

グ制度の運用に努める。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の

構築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術

コンサルティングを促進する。一方、顧客満足度のモニタリング調査

を継続し、業務品質の向上を図る。これらの取組を通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 30 年度技術コンサルティング収入を上回るこ

とを目標とする。 

 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を引き続き実施する。目的基礎研究や「橋渡し」研究前期におけるマ

ーケティング強化のための交付金については、民間資金獲得強化の方

針に基づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

 

 民間資金獲得額の目標達成に向けては、共同研究 1 件あたりの獲

得額増加に努めることで民間資金獲得額の向上を図った。主な取り

組みとして、個別企業との連携強化の 1つとして平成 30年度には清

水建設-福島再生可能エネルギー研究所（FREA）との冠ラボを設立し、

さらに令和元年度にも日立造船-創エネルギー研究部門（創エネ部

門）の冠ラボを新たに設立した。また、一定金額規模以上の共同研究

全てにイノベーションコーディネータ等を配置するなど体制の強化

を図った。さらに、テクノブリッジフェアにおける個別企業の招待や

個別企業への領域幹部の訪問機会を強化するなど、積極的な企業連

携の強化に努めた。 
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（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサー

チアシスタント（ＲＡ）制度

やクロスアポイント制度の活

用も含めた組織内外の若手雇

用・育成と、シニア世代の能

力・経験の活用が引き続き必

要。 

 

I．研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

 

I．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズ

や優秀な研究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を

加速させるための拠点「オープンイノベーションラボラトリ」を平成

31年度も継続して整備する。 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・新規研究者採用において、多様な研究経歴・業績を有する研究人材

からの応募を見込めるよう、テニュアトラック型任期付研究員とテニ

ュア研究員のいずれかの採用区分に限定せず公募を行う。また、テニ

ュア審査を厳格化するとともに、極めて優れた研究成果を上げている

者、極めて高い研究能力を有すると判断できる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び直ちにテニュア化する採用を、引き続き積

極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 30 年

度実績と同等以上の人数の受け入れ・出向の実施に努める。 

・研究者の育成において、以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）については、研究者倫理、コンプライ

アンス、安全管理など職員の職務遂行に必要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、英語版等による外国人研究者への支援を含

め、全職員の受講を徹底させるとともに、必要に応じて受講内容等の

見直しを図る。 

2)階層別研修については、役職や年次に応じて、業務上必要とされる

スキルと、知的能力・対人関係力等の醸成を考慮したカリキュラムに

するとともに、グループワーク等を積極的に取り入れ、課題解決に主

 組織内外の若手雇用・育成では、近年世界的に関心が高まってい

る再生可能エネルギー関連技術についてリサーチアシスタント制度

及びクロスアポイントメント制度を利用して、学生及びポストドク

ターを雇用し、再生可能エネルギー分野の人材育成を行った。ま

た、自動車業界と連携強化のため、モビリティー・エネルギー分野

の人材強化も行った。さらに、シニア世代の人材を令和元年度は 36

名招聘研究員として雇用し、ユニット幹部、イノベーションコーデ

ィネータなどの要職でその経験や能力を活用して、再生可能エネル

ギー分野の国際連携や企業連携等の強化を図った。 

 

 

 

 

 

 

令和元年度にはゼロエミッション国際共同研究センターを設立し、

国内外研究者の叡智を集め、PL人材をはじめとした人的資源を強化

するとともに、革新的環境・エネルギー技術の基盤研究を推進する

共創場を創成することで研究人材の拡充、流動化を図った。 
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体的に取り組む人材の育成を図る。 

3）プロフェッショナル研修については、知的財産や財務、英語プレ

ゼンテーション、海外派遣など、自己の職務遂行能力の向上と、多様

なキャリアパスの選択に資する研修を引き続き実施する。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、受講生のニーズに合わせた講義・演習と産総

研における研究実践、長期企業研修などを実施する。また、修了生向

けのイベントや人的ネットワーク構築を継続的に支援する。さらに、

希望するスクール生以外の大学院生にも講義聴講を可能とし、将来的

なイノベーションスクールへの応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケテ

ィング人材育成事業の研修を実施し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

・産総研「第 4期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策」

に基づいて策定したアクションプラン、特に「女性活躍推進法行動計

画」、「次世代育成支援行動計画」の目標を達成する。具体的には、研

究開発力強化や「橋渡し」機能の充実を目指し、産業科学技術の研究

開発を通して豊かな社会の実現に貢献するという理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシャルを生かして、個人の能力を存分に発揮

できる環境を実現する。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 生命工学領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：17.7 

 

6.4 

 

7.2 

 

6.2 

 

6.8 

 

7.2 

予算額（千円） 8,577,187 7,876,245 9,038,412 8,889,999 8,690,434 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：7,700 

 

7,215 

 

7,468 

 

7,603 

 

8,553 

 

8,140 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

7,594,525 

(4,898,387) 
8,081,260 

(4,517,475) 
9,038,412 

(4,730,267) 
8,658,284 

(4,706,956) 
9,206,892 

(4,670,125) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：400 

 

 

420 

 

376 

 

338 

 

405 

 

400 

経常費用（千円） 8,116,415 8,121,627 9,470,731 8,696,503 8,940,675 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：40 

6 22 39 43 47 
経常利益（千円） △120,256 20,650 △112,564 6,828 △47,247 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

5 7 0 6 5 

行政コスト（千円） － － － － 14,435,153 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：125 

 

113 

 

109 

 

131 

 

141 

 

146 

行政サービス実施

コスト（千円） 

8,485,892 7,961,192 11,142,988 8,238,430 － 

従事人員数 708 673 682 690 687 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 
(1) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生命工学領域では、世界最高水準の研究開発を

進め、その成果を産業界に橋渡しすることにより、

国際的なプレゼンスを高め、優秀な人材が集まる

研究所づくりを目指している。そのために、次の 4

項目を生命工学領域のミッションとして掲げ研究

開発を推進した。 

 

1)３つの重点課題（「創薬基盤技術の開発」、「医療

基盤・ヘルスケア技術の開発」、「生物機能活用に

よる医薬原材料などの物質生産技術の開発」）に関

する世界最高水準の研究開発の推進 

2)研究成果の発信・普及（産業界への橋渡し、論文

発表） 

3)産業界に役立つ人材の育成 

4)国際的プレゼンスの向上 

 

 また、生命工学領域が対象とするバイオ・医薬

品業界では、国内外のベンチャーが重要な役割を

果たしている。生命工学領域の成果普及において

は、共同研究等による技術の橋渡しだけでなく、

産総研で開発した技術をベンチャー事業を通して

社会に提供し、産業界が安心して安定的に産総研

技術を利用でき、かつその技術の熟成度を見極め

られるようにすることが、生命工学領域の重要な

橋渡し戦略と位置付け、第 4期中長期目標期間（以

降、第 4 期）においてはベンチャーの積極的な設

立と橋渡し機能の強化を推進した。 

 

■研究戦略の概要（3つの柱） 

 生命工学領域の令和 12年度（2030年度）までの

研究戦略の概要は以下の通りである。 

 

・「創薬基盤技術の開発」においては、独自の糖鎖

技術を活用し、がん糖鎖マーカーを見出して診断

技術に展開するとともに、糖鎖を利用することで

がんに選択的に作用する医薬品を開発する。また、

ロボットによる創薬スクリーニングや、天然物・

分子設計技術を利用した創薬探索の最適化を推進

し、民間への積極的な技術移転とベンチャーの設

＜評定と根拠＞ 

評定：B  

根拠： 

第 4期における研究開発においては、オリジナリ

ティの高い目的基礎研究から、大型国家プロジェク

トを通じた橋渡し前期の研究、そして製品化や国際

ガイドラインの策定につながる橋渡し後期の研究

までをバランスよく実施した。そのことが産業の

芽・研究の芽を創出しながら、継続的な産業界への

「橋渡し」に繋がった。 

 

■研究成果の橋渡し 

 生命工学領域における橋渡し研究の成果として、

平成 27年度以降に計 26件の製品化を達成した。特

に、平成 29年度以降に製品化件数が大きく増加し、

最終年度の令和元年度には期間全体の 38%に相当

する 10 件の製品化を達成したことから、第 4 期を

通じた橋渡し研究の芽が大きく結実したと言える。 

また、技術開発という観点において、単に技術を開

発したのみでは、その技術を社会に普及させること

は困難である。そのため、産総研発ベンチャーが産

総研技術を活用して社会実装することは、真に技術

の橋渡しに繋がるものである。また、ベンチャー設

立に向けた支援活動を通して、産業界及び社会ニー

ズを正確に捉えることも可能になり、新たな研究開

発のヒントを得ることも可能になる。米国の労働省

労働統計局のデータによれば、ヘルスケア・社会支

援分野企業の創業開始から 5 年後の生存率は 50-

60%程度であると言われている。産総研生命工学領

域発のベンチャーも令和元年度時点で 7 社が継続

的に活動しており、米国と同水準の生存率を維持し

ていることは意義が大きい。また、平成 30 年度産

業技術調査（大学発ベンチャー実施等調査）報告書

によると、2,000 社以上の大学発ベンチャーのう

ち、バイオ・ヘルスケア関連で M&Aが確認されたの

は平成 27年度以降 8社(0.4%）にとどまっており、

当領域での M&A 率(18%)は非常に高いものである。

今後も、社会ニーズを踏まえた研究開発を着実に遂

行して産総研発ベンチャーを創出していくことが

評定 Ｂ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

主な「具体的

な研究開発

成果」とし

て、以下のよ

うな研究成

果が見られ

た。 

 

①真核生物

誕生の鍵を

握る未知微

生物の培養

に成功 

真核生物誕

生の鍵を握

る微生物「ア

ーキア」の培

養に成功し

たことは、

Science誌に

より世界の

10 大発見に

選定され、

Nature 誌

(IF：43.1）の

表紙に掲載

されたよう

に、世界的に

注目を集め

た画期的な

成果であり、

これまでの

生物進化・生

物史を大き

く変える科
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

 健康長寿社

会を実現する

ための技術を

創出すること

を目指し、創薬

基盤技術、医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立による社会実装を目指す。 

 

・「医療基盤・ヘルスケア技術の開発」では、新規

医療用材料の開発、及び検査機器の小型化・高速

化を達成する。また、独自の遺伝子導入技術（ベク

ター技術）を用いて臨床用ヒト iPS 細胞製造法を

確立して臨床応用を進め、技術の国際標準化を目

指す。 

 

・「生物機能活用による医薬原材料などの物質生

産技術の開発」においては、微生物、植物、動物が

有する遺伝子の改変及び操作技術の開発と、生物

共生機構の学術的解明を推進し、生物による医薬

品等の有用物質やバイオ燃料等の物質生産の効率

化により、持続可能かつ環境負荷低減型の社会の

構築を実現する。 

 

■論文発信 

 3 つの重点課題において、学術的に高い研究成

果を挙げることができ、以下の通りインパクトフ

ァクター（IF）付論文として発表した（第 4 期目

標 400報）。 

平成 27年度：420報 

平成 28年度：376報 

平成 29年度：338報 

平成 30年度：405報 

令和元年度：400報 

 その内 IF10以上の論文数は次の通りであり、イ

ンパクトのある質の高い研究成果の発信を維持す

ることができた。 

平成 27年度：18報 

平成 28年度：13報 

平成 29年度：21報 

平成 30年度：23報 

令和元年度：26報 

 また、論文の被引用数は、次のように年々増加

している。 

平成 27年度：7,215回 

平成 28年度：7,468回 

平成 29年度：7,603回 

平成 30年度：8,553回 

令和元年度：8,140回 

産総研の「橋渡し」の大きな推進力になると考えて

いる。 

 さらに、橋渡し前期研究として AMED 等の国家プ

ロジェクトにより糖鎖利用技術やマイクロ臓器チ

ップ技術の研究開発に携わり、橋渡し後期研究では

民間企業との共同研究により 3D プリンティング技

術による人工歯の実用化に結び付けるなど、それぞ

れのフェーズで橋渡し研究を着実に遂行した。さら

に、数年間にわたる国家プロジェクトへの参画は、

企業連携を中核にした橋渡し後期の研究や、新たな

研究シーズ創出に向けた目的基礎研究への新たな

研究展開も期待される。 

 

■民間資金獲得額目標値に未達成の要因分析 

・外部要因 

 第 4期開始時点と比較して、生命工学領域が係わ

るバイオ・医薬品産業分野の民間企業における研究

開発費の状況に変化がみられている。総務省の平成

30 年科学技術研究調査報告によると、国内の全て

の産業における研究開発費は、第 4期が開始した平

成 27年以降、前年比で平均 1.6%増加しているもの

の、医薬品産業の研究開発費は平均 0.5%減とされ

ている。民間資金獲得額の基準値を算定するための

期間であった平成 23 年から平成 25 年において医

薬品産業の研究開発費は平均で 4.2%の増加傾向に

あったが、平成 26 年にピーク（約 1.5 兆円）を迎

えて以降は減少・頭打ち傾向にある。また、文部科

学省「民間企業の研究活動に関する調査報告」によ

ると、平成 28 年以降、調査回答のあった医薬品製

造業 1 社あたりの外部支出研究開発費が増加傾向

にあるが、そのうち約 3分の 2を占める海外への外

部支出研究開発費の 80～90%以上が親会社・子会社

への支出であり、海外での薬事承認を目指した治験

等への支出が増加しているものと思われる。さら

に、平成 28年から平成 30年の世界における医薬・

ライフサイエンス分野における M&A の規模は、

1,800～2,200 億米ドルと堅調である。特に、平成

30 年には日本国内の医薬品製造業による 1 億～数

百億米ドル規模の M&Aが 6件なされた。このような

ことから、国内のバイオ・医薬品産業が従来の研究

開発型から、ベンチャー企業等の買収型に変化し、

自社が必要とする技術に的を絞った事業展開がな

学的意義が

ある点は高

く評価でき

る。 

 

②マイクロ

バイオーム

（複合微生

物叢）解析の

標準化 

ヒト糞便マ

イクロバイ

オローム計

測に向けて、

標準物質・標

準プロトコ

ルの整備を

行い推奨分

析プロトコ

ルを確立し

たことは、当

初計画より

早く、令和元

年度中に実

用に耐え得

る標準プロ

トコル案を

構築するこ

とに繋がっ

た。 

本成果は革

新的技術シ

ーズを民間

企業の実用

化に繋げて

いる点で、高

く評価でき

る。 

 

定量的な評

価指標の領

域全体の達
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

基盤・ヘルスケ

ア技術、及び生

物機能活用に

よる医薬原材

料等の物質生

産技術を開発

する。 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度の論文被引用数は、目標の 7,700 を大

幅に上回ることができた。 

 

■研究活動を後押しする施策 

 論文発信の質・量が低下することは、産総研の

プレゼンスや国際的認知度を低下させるだけでな

く、国家プロジェクト等の競争的資金や民間企業

との共同研究等の減少につながり、橋渡し実績の

低下にもつながる。そのため、研究者個人の活力

を維持し、良質の研究成果を生み出すための研究

環境整備は重要になることから、生命工学領域で

は以下の施策を講じてきた。 

 

・生命工学領域内の競争的資金「Grant-L」の導入 

 将来の橋渡し研究への発展に向けて優れた研究

テーマを育むためには、研究者自身の自主性に任

せた課題設定や国家プロジェクトの参画による新

技術開発だけではなく、領域内研究者の連携によ

る幅広い視点での課題設定が求められる。生命工

学領域では、研究者同士が相互に審査する領域内

競争的グラント（Grant-L）を平成 29 年度に創設

し、新しい研究の芽となる目的基礎研究課題を若

手研究者から公募し、平成 29 年度には 21 課題の

応募から 7 課題を、平成 30 年度は 12 課題の応募

から 4 課題を採択した。まだ開始から間もない試

みではあるが、平成 29年度にスタートした課題の

中の、血中循環がん細胞（CTC）診断の高感度化や、

幹細胞の探索と解析技術に関わる研究より、令和

元年度には、国際誌 Arch Biochem Biophys(IF：

3.6)への論文発表 1 件、特許出願 1 件に加えて、

新聞報道 1 件、複数の国内外での招待講演などが

成果発信され、若い芽が育っている。また、Grant-

L採択者には外部研究資金の獲得を推奨しており、

採択者による令和元年度の外部資金への応募件数

は科学研究費補助金基盤研究（B）3件を含む 12件

にのぼり、国立研究開発法人日本医療研究開発機

構(AMED)橋渡し研究戦略的推進プログラム（シー

ズ A）に採択されるなど、Grant-Lによる効果が現

れた。また、Grant-Lでは応募審査を応募者相互で

も行う仕組みを採ったことから、他の応募者が志

向する研究に触れることができ、領域内研究者の

連携を推進することができた。その結果、領域内

されていると考えられる。このような状況の中で生

命工学領域では、大型公的外部資金による民間企業

との共同研究、戦略的アライアンスによる民間企業

のニーズに即した課題設定、及び産総研発ベンチャ

ーの活用による橋渡しに重きを置いた研究開発を

遂行した。 

 

・マネジメント課題 

 生命工学領域では企業連携を促進するための支

援人材が不足しており、研究戦略部と研究ユニット

（1つの研究センターと 4つの研究部門からなる）

の産学官連携担当者との役割分担が明確化されて

おらず、研究者に対するフォローが十分に行われて

いなかった。こうした課題に対し、大型の連携案件

（資金提供額 500万円以上）は当領域の研究戦略部

が、資金提供額 500万円未満の案件は研究ユニット

の産学官連携担当者がフォローするよう役割分担

を明確にするとともに、令和元年度には研究戦略部

のイノベーションコーディネータ(IC)等の連携人

材を新たに 3名増員し、円滑な支援体制の構築に努

めた。また、民間資金獲得において、特に大手企業

との連携構築には数年程度の時間を要するが、時間

的要因に対する意識が弱く、対応が遅れた。第 4期

の後半から企業ニーズの抽出と技術コンサルティ

ングを推進した結果、令和元年度には大型連携や高

度な技術コンサルティングも開始され、第 5期に向

けて連携活動の成果が実を結びつつある。 

 

■人材育成及び国内・国際連携 

 第 4期では、インド DBTとの連携を順調に発展さ

せ、国家レベルで推進している日印国際連携を主導

した。インドやタイの国立研究機関との共同研究

は、各国独自の生物資源を活用した研究の推進や研

究人材の確保の観点から重要である。また、日本国

内の民間企業と連携し、研究に用いる計測分析機器

などの日本製品の海外普及にも貢献した。さらに、

SDGs への対応としてマラリア及びシャーガス病に

関する研究開発を実施し、平成 30 年度にはマラリ

アの早期検出デバイスに関する取組が政府広報誌

HIGHLIGHTING Japan に掲載されるなど注目を集め

ている。このような連携体制の推進により、各国に

おける健康・医療分野での産業展開を視野に入れた

成度は「民間

資金獲得額」

41％、「論文

被引用数」

106％、「知財

の量的状況」

117％、「人材

育成」130％、

またモニタ

リング指標

の「論文発表

数」は 100％

となってい

る。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

ある「民間資

金獲得額」は

目標に達し

ていないも

のの、複数の

成果が創出

されたこと

等を踏まえ、

自己評価書

の「Ｂ」との

評価結果が

妥当である

と確認出来

たため「Ｂ」

と判断した。 

 

＜今後の課

題＞ 

・より安定

的に民間資

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見
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発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

連携による学術変革領域研究の立ち上げなどが計

画されている。 

 

・筆頭論文および国際共著論文発信に対するイン

センティブの付与 

 論文発信力を上げるためには、研究者の論文発

信に対する意欲を掻き立てる施策が必要である。

そこで、生命工学領域研究者が筆頭著者となった

論文、および高い IFの論文が出やすい海外との国

際共著論文に対して、産総研著者にインセンティ

ブ研究費を交付する取り組みを実施した。令和元

年度は、136 報の筆頭著者論文、84 報の国際共著

論文に対してインセンティブ研究費を付与した。 

 

・生命工学関連研究の情報共有システムの構築 

 研究の連携を促進し、研究活動の活発化を図る

ため、領域研究者が発表した新着論文リスト（著

者コメント付）を領域研究者全員に毎週配信する

仕組みを構築した。これにより領域内研究者の活

動が「見える化」され、相互連携の促進、競争心の

醸成、相互顕彰の文化を生み出すことができた。

また、生命工学領域に関連する研究トピックや、

公募中のグラント情報等をまとめた月刊ニュース

レター「RP-LIFE INFORMATION」を発行し、研究情

報の共有化を進め、アクティブな研究活動につな

げる取り組みを行った。 

 

■研究成果の橋渡し 

・製品化につなげた橋渡し 

 研究成果の産業界への橋渡しを積極的に行って

きた結果として、成果が製品化され上市につなが

った件数は次に示すように、第 4 期中に大幅に増

加することができた。 

平成 27年度：1件 

平成 28年度：1件 

平成 29年度：8件 

平成 30年度：6件 

令和元年度：10件 

 令和元年度では、ゲノム編集ニワトリを用いて

有用タンパク質の大量生産を安価に行う技術を開

発し、その成果が「鶏卵バイオリアクターを用い

たタンパク質受託製造」の事業化につながった。    

研究開発を産総研が担うことが可能となる。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「国際連携も強化してい

て、特にインドでは生物資源活用や人材育成に向け

た連携をするなど、活発な交流が生まれているのが

素晴らしい。」「全体として積極的に研究活動が展開

され、第 4期最終年度にふさわしく、それまでの取

り組みの成果が数値としてあらわれたと考えてい

る。例えば、若手人材の育成において目標人数を上

回っており、また、橋渡し実績として製品化事例数

も増加している。」「本年は次期へ向けて何を残し、

何を収束させるか、テーマ群を揺する時期であった

と考えられる。生命工学領域は、いつどの研究成果

に社会要請が生じるか見通しが立ち難いため、多様

な尺度での価値を意識して、小さい泡（萌芽的研究）

を消すことなく次期に繋いでもらいたい。」「民間資

金獲得額の目標値が高いこともあり、より高い評価

を出し辛かったのが残念である。生命工学領域は、

一件当たりの金額に大きな幅があること、大型契約

は長時間を有すること、などから，目標値について

は、変更する等、より柔軟な対応があってもよかっ

たのではないか。」等のコメントを頂いた。第 4 期

における研究開発においては、オリジナリティの高

い目的基礎研究から、大型国家プロジェクトを通じ

た橋渡し前期の研究、そして製品化や国際ガイドラ

インの策定につながる橋渡し後期の研究までをバ

ランスよく実施した。そのことが産業の芽・研究の

芽を創出しながら、継続的な産業界への「橋渡し」

に繋がった。 

 

＜課題と対応＞ 

■産業界との連携強化 

 連携担当者による産業界との連携活動を強化し

ているが、決裁に至るまでに時間がかかり、場合に

よっては覆ることもあり、効率が悪いことが課題で

ある。それに対応するため、連携の可能性が高い企

業に対しては幹部によるトップセールスを行う。ま

た、企業で活躍していた人材を IC 等として積極的

に採用して連携活動を強化する。 

据えるとと

もに、既に実

施している

OILに参加し

ている大学

などの多様

な研究者、産

学連携コー

ディネータ

などの取り

込みを図り、

よりグロー

バルでオー

プンな形で

の産官学共

同研究を実

施していく

ことが重要。

このような

プラットフ

ォームを構

築すること

により、企業

連携を担う

人材不足の

解消や企業

連携を促進

するための

支援人材不

足が解消さ

れることが

期待される。

加えて、様々

な段階での

共同研究が

展開され、共

同研究の暗

黙知的ノウ

ハウが形式

知化され、よ

り効率の良

い共同研究
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中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 第 4 期中に生命工学領域の技術が製品化につな

がった件数は、合計で 26製品に上り、橋渡しとし

ての大きな成果を上げることができた。 

 

・産総研発ベンチャー設立による橋渡し 

 産総研発ベンチャー設立により産総研成果を事

業化することは、技術の社会実装につながり、重

要な橋渡し成果となる。令和元年度は新たに 1 社

の産総研発ベンチャーを生み出し、平成 27年以降

に合計 11 社の産総研発ベンチャーを創り出すこ

とができた。(平成 26 年度中に創出された 2 社を

含む)。その内、2社の M&A が成立し、高い確率で

産業界への技術移転（橋渡し）が実現できた。この

ことは開発技術の高さを示していると言える。現

在、2社が休眠状態となり、残りの 7社が活動を継

続しており、それらが令和元年度に受けた外部か

らの出資額と共同研究費の総額は 2.9 億円以上と

なり、社会からの強いニーズに合致した事業を順

調に展開していると言える。 

 

・民間企業との共同研究等による橋渡し 

 民間企業との共同研究・受託研究等は、新しい

技術を産業界と共に創り出す役割（橋渡し）を果

たすことができる。その事業規模は産業界からの

期待度を表していることから、民間からの資金提

供額に対する目標値を設定して第 4 期は取り組ん

だ。生命工学領域における第 4 期の民間資金提供

額は、次のような実績となった。 

平成 27年度：6.4億円 

平成 28年度：7.2億円 

平成 29年度：6.2億円 

平成 30年度：6.8億円 

令和元年度：7.2億円 

 第 4 期のいずれの年度においても、第 4 期直前

の 3 年間（平成 23 年～平成 25 年度）の民間資金

獲得の平均実績値 5.0 億円よりも増加できたが、

年々増加する目標額には届かず、令和元年度は目

標額 17.7億円に対する達成率が 40.7％となった。

民間との大型連携を推進するため、大型共同研究

の実施形態である「冠ラボ」の設立に向けた取り

組み、複数の共同研究を束ねて大型化する戦略的

アライアンス事業の推進、領域戦略部が大型共同

 

■民間資金獲得のための戦略 

 連携担当者のマンパワーが不足しており、研究者

の新しい研究の進捗状況を十分に把握できないこ

とが課題である。それに対応するため、連携担当者

の数を増やし、まずはグループリーダーと定期的に

情報交換を行い、これまでは見落としていたような

新しい技術に対して特許戦略を立案するとともに

企業にその新しい技術を紹介していく。 

 

■研究開発を循環させるための戦略 

 目的基礎研究から実用化・製品化に至るまでの一

気通貫の研究体制を構築するためには、新たな橋渡

しの素材となり得る研究シーズの発掘と、社会ニー

ズを把握することが不可欠であり、公的資金に基づ

く研究開発は、その中で重要な役割を果たす。第 4

期中長期計画の後半に当たる平成 30 年度では、

AMED、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構(NEDO)、国立研究開発法人科学技術振興

機構(JST）、戦略的イノベーション創造プログラム

(SIP）等の橋渡し前期に相当する大型国家プロジェ

クトに参画し、獲得額も年々増加している（平成 28

年度 15.6億円、平成 29年度 17.5億円、平成 30年

度 17.9 億円、令和元年度 18.1 億円）。これらの大

型国家プロジェクトより、目的基礎研究から橋渡し

前期・後期研究への促進、あるいは橋渡し前期・後

期研究から新たな目的基礎研究の創出へと、研究活

動を循環させているが、それぞれのプロジェクトの

構成員が固定されているため、フェーズが進行して

専門外の技術が必要になるなど大幅な研究体制の

刷新が必要になった場合、フェーズがシフトしない

で止まってしまうことが課題である。それに対応す

るため、別のグループの研究員を編入させるために

バーチャルな組織を設置してスムーズな移行を推

進する。 

 

が展開され

ることが必

要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得

における評

価等を見て

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両

輪の関係に

あるので、両

者がトレー

ドオフの関

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

研究等を主導する試み、新規の企業連携への研究

予算配分を施策として行ったが、目標の達成に至

ることはできなかった。なお、他領域が立ち上げ

た２つの冠ラボに生命工学領域の課題を組み入れ

た大型共同研究は実施に至った。また、資金提供

を伴う研究契約件数は、平成 30年度は大企業 115

件（平成 29 年度 123 件）、中堅・中小企業 55 件

（同 73件）であり、全体に占める中堅・中小企業

の比率は 32.4%となった。令和元年度は、大企業

123件(平成 30年度：115件、前年度比 107%)、中

堅・中小企業 65件(平成 30年度：55 件、前年度比

118%)であり、前年度を超える契約件数となった。

全体に占める中堅・中小企業の比率も 34.6%（平成

30年度：32.4%）と、前年度を上回った。 

 

・特許実施許諾による橋渡し 

 特許の実施契約件数は、次のように増加するこ

とができた。 

平成 27年度：113件 

平成 28年度：109件 

平成 29年度：131件 

平成 30年度：141件 

令和元年度：146件 

 第 4期中のいずれの年度も目標値（平成 27～29

年度は 100件、平成 30年度は 110件、令和元年度

は 125 件）を大幅に超えることができ、令和元年

度は目標の 117％を達成できた。 

 

■国内・国際連携 

・産業界との大型連携事業の推進 

 国内の産業技術開発を牽引することを目指し

て、民間企業との大型連携事業の推進を試みた。

平成 30年度は、民間企業との共同研究の大型化を

図るため、具体的には、民間企業が 36社加盟して

いる一般社団法人日本マイクロバイオームコンソ

ーシアム（JMBC）とマイクロバイオーム解析の国

際標準化と高度化を進めることで覚書を締結し、

現在、共同研究契約が締結されている。また、大手

企業と複数年にわたる大型の共同研究（冠ラボ）

を令和元年度に立ち上げることも見込んでいた

が、企業側での決裁が通らず、大型の共同研究契

約の締結に留まった。一方、他領域と協働で 2 件

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 

・全体のマ

ネジメント

については、

今回より、未

達の要因分

析と対応策

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの

共有を強化

することが

求められる。 

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい
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携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

の冠ラボに参画するとともに、新たに 2 件の冠ラ

ボ参画に向けて準備中である。 

 

・大学との連携強化 

 大学にある技術シーズを産総研と共同で産業化

へ展開する体制整備として、大学内にオープンイ

ノベーションラボラトリ(OIL）を設置して橋渡し

に取り組んだ。生命工学領域では、早稲田大学に

「産総研・早稲田大学生体システムビッグデータ

解析 OIL（早大 OIL）」を平成 28年 7月に、大阪大

学に「産総研・大阪大学先端フォトニクス・バイオ

センシング OIL（阪大 OIL）」を平成 29年 1月に設

置した。令和元年度の成果として、早大 OILでは、

ナノポアシーケンサーのデータ解析技術の開発や

長鎖ノンコーディング(lnc)RNA解析技術の改良を

進め、医薬分野で有効な疾患に関連した特徴的な

RNA 配列の発見等の成果につなげ、Nature 姉妹誌

の論文やプレスリリースで成果発信を行った。ま

た、阪大 OIL では、細胞内分子状態を観察するラ

マン分光イメージング技術の開発やマイクロ流路

による小型シーケンサ技術の開発などを進め、研

究成果を IF 付論文 30 報及び 2 件のプレスリリー

スで発表し、企業との資金提供型共同研究を新た

に 3 件開始することができた（現在、継続を含め

4件実施中）。 

 

・医療機関との連携強化 

 産総研には医療・診断を行える部署が無く、生

命工学領域で医療・診断を目指した研究開発を進

める上での弱みとなっていた。そこで、国立がん

研究センター東病院、国立循環器病研究センター、

慶応大学医学部を中心とする医療系ネットワーク

である首都圏 ARコンソーシアムとの連携（定期的

な意見交換の場の設定、臨床医の雇用、コンソー

シアム参加）を強化した。 

 

・国際連携の強化 

 インド科学技術省バイオテクノロジー庁

(Department of biotechnology；DBT）と産総研が

平成 19年に結んだ包括研究協力覚書に基づき、生

命工学領域が中核となり日印国際連携ラボ

(DAILAB）を平成 29 年度までに合計 7 拠点（日本

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 

 

＜民間資金

獲得額目標

未達の要因

と対応策＞ 

○要因 

・企業連携

を促進する

ための連携

担当者が不

足しており、

研究戦略部

と研究ユニ

ットの産学

官連携担当

者との役割

分担が明確

化されてお

らず、研究者

に対するフ

ォローが十

分に行われ

ていなかっ

た。 

・連携担当

者のマンパ

ワーが不足

しており、研
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1拠点、インド 6拠点、スリランカ 1拠点）設立し

た。平成 30年度は、DBTとの連携事業を大型国際

共同研究事業に発展させ、日印国際共同研究セン

タ ー (DBT-AIST International CENter for 

Translational and Environmental Research; 

DAICENTER）の設立に至った。これに伴い、インド

政府からの年間約 8,500 万円（期間 3 年間）の資

金提供を受ける大型国際共同研究を開始すること

ができた。令和元年度は、インド特有種の機能解

明などの共同研究を進めるだけでなく、民間企業

と共催して分析ワークショップやイメージングワ

ークショップを開催して、人的交流および若手人

材育成を進めた。 

 この他に、平成 30年度は、タイ科学技術研究所

(Thailand Institute of Scientific and 

Technological Research； TISTR）と進めてきた

農産物病原性評価技術の確立やタイ産生物資源の

機能性成分の同定と評価の共同研究成果を元にし

た飲料品がタイ国内で発売されるに至った。そし

て令和元年度には、TISTRとの共同研究成果から特

許出願をすることができた。 

 また、米国の国立標準技術研究所(National 

Institute of Standards and Technology； NIST）

とのマイクロバイオーム分析の標準整備に向けた

共同研究を平成 28年度から進め、これまで産総研

研究者を長期滞在（1年以上）させ国際標準化に向

けた連携を強化してきた。 

 

・持続可能な開発目標 SDGsへの貢献 

 国連サミットで採択された「持続可能な開発目

標 SDGs（Sustainable Development Goals）」への

貢献を目指して、世界で数億人が感染し数十万人

が死亡しているマラリアに対する研究、および数

百万人が感染し数万人が死亡するシャーガス病に

対する研究を進めてきた。 

 従来法ではマラリア感染を発症前に検知するこ

とができないため、発症前保菌者からの感染を絶

つことができずマラリアの撲滅が困難であった。

そこで、発症前検知を可能にする高感度・迅速・全

自動マラリア検出デバイスを民間企業と共同で開

発し、アフリカでのフィールドテスト（約 300 症

例）を重ねてきた。世界保健機関（WHO）の推奨診

究者の新し

い研究の進

捗状況を十

分に把握で

きなかった。 

・具体的に

は、第 4期期

間中は、AMED

「再生医療

の産業化に

向けた評価

基盤技術開

発事業（再生

医療技術を

応用した創

薬支援基盤

技 術 の 開

発）」や、AMED

「オールジ

ャパンの医

療機器開発：

医療分野研

究成果展開

事業 先端計

測分析技術・

機器開発プ

ログラム」、

NEDO「スマー

トセルプロ

ジェクト」、

戦略的イノ

ベーション

創造プログ

ラ ム (SIP)

「スマート

バイオ産業・

農業基盤技

術」などの国

家プロジェ

クトが立ち

上がった。生

命工学領域
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断機器に選定されることを目指している。 

 シャーガス病には 2 種類の乳児期治療薬がある

が、成人の慢性感染には効果が少なく、副作用も

強く、より効果が高い新薬の開発が待ち望まれて

いる。そこで、遺伝子編集技術（CRISPR/Cas9）を

用いて、シャーガス病を引き起こす原虫の遺伝子

を解析して、有望な創薬標的遺伝子群を同定する

技術を開発した。平成 30年度からは、開発途上国

向け新薬開発に投資するグローバルヘルス技術振

興基金（GHIT fund）から投資を受けて、国際的連

携の中で研究開発を進めている。 

 この他に、SDGsに貢献する研究として、微生物

を用いた廃水処理プロセスの高度化技術、植物バ

イオマス生産を加速するための遺伝子操作技術、

バイオプラスチックや糖尿病予防薬の開発につな

がる微細藻類利用技術、海洋プラスチックごみの

分解処理に向けた研究に取り組んできた。 

 

・体制の構築と新規案件創出の試み 

 生命工学領域内部に向けた取り組みとして、大

型の連携案件（資金提供額 500 万円以上）は当領

域の研究戦略部が、資金提供額 500 万円未満の案

件はユニットの産学官連携担当者がフォローする

よう役割分担を明確にし、迅速なフォローを研究

者に行うよう企業連携推進の円滑化を図る体制を

構築した。さらに、平成 30年度及び令和元年度以

降の新規企業連携の構築を目的に、研究者が作成

した計画書を研究戦略部で査定し、企業連携を促

進するための予算を配賦した。 

 

■組織内外の若手雇用・育成と、シニア世代の能

力・経験の最大活用 

・研究員の公募 

 新人研究員の公募採用において、平成 27年度か

ら平成 29 年度までに 43 名の博士課程修了者を採

用しており、平成 30 年度は博士課程修了者 16 名

を採用し、若手雇用に努めた。令和元年度も 10名

の博士課程修了者の採用を行った。令和 2 年度も

12名の博士課程修了者の採用を見込んでいる。さ

らに、平成 30年度より修士型採用を実施し、令和

元年度に 2 名の採用を行った。また、シニア世代

の能力と経験の活用に関しては、定年を迎えた経

はこれらの

国家プロジ

ェクトに係

る中核的役

割の一端を

担うととも

に、円滑な業

務遂行をす

る上で、人的

資源の多く

が割かれる

ことになり、

イノベーシ

ョンコーデ

ィネータ等

の連携担当

者は高度な

経験と技能

が要求され

るため、その

育成は容易

ではないこ

とから、民間

資金獲得に

つながる企

業共同研究

に従事する

人的資源の

確保が思う

ように進ま

なかった。 

○対応方策 

・大型の連

携案件（資金

提供額 500

万円以上）は

当領域の研

究戦略部が、

資金提供額

500万円未満

の案件はユ

ニットの産
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験豊かな研究者を招聘研究員として令和元年度ま

でに 20名を再雇用し、研究推進に活かした。 

 

・人材育成 

 領域内の独自の技術研修を実施し、国内外の学

生や企業人材を受け入れて育成を行ってきた。第

4期中はリサーチアシスタント（RA）制度により、

各年度目標値を大幅に超える多数の学生を受け入

れ、若手人材の育成に積極的に推進した。RAやイ

ノベーションスクール生としてこれまでに、 

平成 27年度：11名 

平成 28年度：29名 

平成 29年度：39名 

平成 30年度：49名 

令和元年度：52名 

と順調に受け入れ数を増やし、平成 30年度も目標

26名を大幅に上回ることができた。令和元年度は

52名のイノベーション人材育成を行い、目標値 40

名を上回った。また、第 4 期においては大学や企

業とのクロスアポイントメント制度を活用した人

材交流を活発化し、医療機関から臨床医 1 名を採

用するなどして組織を超えた人材流動化を積極的

に進めた。 

学官連携担

当者がフォ

ローするよ

う役割分担

を明確にし、

迅速なフォ

ローが行え

るよう企業

連携推進の

円滑化を図

る体制を構

築する。 

・研究戦略

部主導で戦

略的な連携

構築を目指

し、バイオ分

野に限らな

い幅広い業

種の企業と

の交渉を進

めることが

必要。  

・連携担当

者の数を更

に増やし、先

ずは研究ユ

ニットと定

期的に情報

交換を行い、

これまでは

見落として

いたような

新しい技術

に対して特

許戦略を立

案する等、企

業にその新

しい技術を

紹介してい

くことが必

要。 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

 第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した数は 55件、

(うち令和元年度実施の件数：23件であり、これら

の事業化の実績として、知的財産の譲渡契約及び

実施契約は 5 件（うち令和元年度契約の件数：1

件)、製品化は 4件（うち令和元年度製品化の件数：

1件)である。 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

 生命工学領域では、健康で活力のある長寿社会

と持続可能な社会の実現を目指し、効率的な創薬

プロセス・治療法の実現を目指す「創薬基盤技術

の開発」、豊かで健康的なライフスタイルの実現を

＜評定と根拠＞ 

評定：A  

根拠： 

モニタリング指標である「論文発表総数」は平成
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 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

 に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

目指す「医療基盤・ヘルスケア技術の開発」、バイ

オプロセスによる物質生産技術革命を目指す「生

物機能活用による医薬原材料などの物質生産技術

の開発」の 3 つの重点課題を掲げており、それぞ

れの課題における橋渡し研究への発展を見据えた

目的基礎研究を推進した。 

 

 目的基礎研究の評価指標である論文の被引用数

については、第 4 期中は年間 7,400 回を目標とし

ており、 

平成 28年度：7,468回 

平成 29年度：7,603回 

平成 30年度：8,553回 

令和元年度：8,140回 

と上昇傾向にあり、平成 30 年度は達成率 115.6%

となり、目標値を大きく上回った。令和元年度は、

8,140 回となり、目標値 7,700 を上回ることがで

きた。被引用数の算出対象となる論文（平成 28～

30 年発表論文）は 1,119 報で、1 報あたりの平均

被引用数は 7.1回であり、平成 28年度（6.0 回）、

平成 29 年度（6.1 回）、平成 30 年度（6.9 回）と

比べても増加している。 

 一方、論文発表数については、第 4 期中は年間

400報を目標としていたが、 

平成 27年度：420報 

平成 28年度：376報 

平成 29年度：338報 

平成 30年度：405報 

令和元年度：400報 

と、平成 30 年度は 3 月末時点で前年同月比 124%

で、目標値の 400報を達成した。令和元年度は 400

報（達成率 100%）であり、目標値に届いた。一方、

過去数年間の論文発表状況を踏まえると、IF10以

上の専門誌に掲載された論文は、遺伝子導入によ

る直接リプログラミング法によって心筋梗塞患部

を再生させる遺伝子の発見に関する成果が Cell 

Stem Cell 誌に発表されるなど、平成 30年度は 23

報となった。令和元年度は、26報となり、平成 30

年度を上回った。 

 

・心筋梗塞患部を遺伝子の導入による直接リプロ

グラミングによって再生する遺伝子の発見 

30 年度同月値を上回った。また、評価指標である

「論文合計被引用数」は令和元年度の目標値を既に

達成しており、1報あたりの平均被引用数及び IF10

以上の発表論文数が第 4期中に年々増加しており、

インパクトが大きい、高質な論文発表が増加した。 

 質の高い論文数が増加することは、産総研の研究

プレゼンスを内外に示すことに直結し、産総研の国

際的な地位の向上をもたらす。さらに、研究レベル

の高さは、公的機関や民間企業からの研究資金獲得

に向けたアピールにもなる。 

 また、第 4期中の研究成果に対し、以下の権威あ

る賞を受賞していることから、新しい研究の芽・産

業の芽を創出しうる高い水準の目的基礎研究が実

施できた。電気化学会化学センサ研究会第 20 回清

山賞、日本油化学会第 15 回オレオサイエンス賞、

日本バイオイメージング学会奨励賞、日本微生物生

態学会奨励賞（以上、平成 28年度）、堀場雅夫賞、

日本分析化学会奨励賞、竹田国際貢献賞、日本動物

学会奨励賞、極限環境生物学会研究奨励賞、工業標

準化表彰経済産業省産業技術環境局長賞（以上、平

成 29年度）、バイオインダストリー奨励賞、日本電

気泳動学会学会賞（児玉賞）、染色体学会賞、日本

微生物生態学会奨励賞、農芸化学若手女性研究者

賞、日本動物学会論文賞（以上、平成 30年度）。バ

イオインダストリー奨励賞、獣医学奨励賞、日本プ

ロテオーム学会学会賞、日本農芸学会北海道支部奨

励賞、第３回保井コノ賞（以上、令和元年度）。 

 

・心筋梗塞患部を遺伝子の導入による直接リプロ

グラミングによって再生する遺伝子の発見 

 研究成果である心筋梗塞患部を再生する Tbx6 遺

伝子の発見は、心臓カテーテル法などによって心筋

梗塞の患部に Tbx6 遺伝子を導入することで自己の

梗塞部位から心筋細胞と血管を再生し、心筋梗塞を

治療する拒絶反応のない新規治療法の開発に繋が

る可能性がある。市場調査機関の報告では、細胞性

医薬品を中心とする再生医療等製品市場は令和 12

年には 600億円規模に達すると予想されており、心

筋梗塞を含む難病治療に向けた技術開発への期待

が高まっている。本成果は産総研プレスリリース

（平成 30年 8月 10日付）や主要紙における新聞報

道を経て、製薬企業から本技術が関連する特許 2件

 

＜その他事

項＞ 

特になし 

 



71 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

 細胞に特定の遺伝子を導入して分化を制御する

直接リプログラミング法により、線維芽細胞から

心筋細胞を誘導する遺伝子を発見した。心疾患は

日本人の死亡原因の第 2 位を占めており、その主

原因である心筋梗塞の治療法の開発が医学的に喫

緊の課題として求められている。産総研が構築し

たヒト遺伝子の約 80%をカバーするヒトタンパク

質発現リソース（HuPEX）から、心臓の線維芽細胞

を心筋細胞と血管細胞に高効率で分化誘導できる

Tbx6 遺伝子を発見した。iPS 細胞などの多能性幹

細胞を用いた再生医療では数種類の液性因子を用

いる必要があり、液性因子そのもののコストが高

いことや心筋細胞を誘導するための工程が煩雑と

いった課題があったが、Tbx6遺伝子を梗塞患部で

発現調整して治療することを目指す技術は、低コ

ストな心筋梗塞の治療法の確立に向けた成果とし

て注目されており、Cell Stem Cell誌（IF：23.290）

に掲載された。これまでの心筋細胞の直接誘導法

は胎児期の線維芽細胞では高効率であるものの、

臨床で必要な小児期及び成体期の線維芽細胞では

効率が低いという課題があった。令和元年度は、

炎症や線維化関連遺伝子の発現を阻害すること

で、心筋誘導を促進することを明らかにした。な

お、本研究は臨海副都心センターで実施された研

究成果である。 

 

・リポ多糖に対する細胞の遺伝子転写の解明 

 ゲノム DNA には多くの場合「ヒストン」と呼ば

れるタンパク質が結合しており、DNAがヒストンに

巻き付くことでコンパクトに収納されたり、その

結合が解離することで遺伝子発現が起こるなどの

現象が知られている。ヒストンが化学修飾等によ

り状態が変化し、それにより細胞の性質や遺伝子

発現などが変化することが知られており、それら

の情報（状態）の総称はエピゲノム（ゲノム外の生

命情報)と呼ばれている。近年、このエピゲノムを

解析する技術が発達し、エピゲノムが生命現象の

制御に果たす役割の解明が進んできた。エピゲノ

ムは免疫反応と関係することが明らかとなりつつ

あるが、そのメカニズムには未解明の点が多い。 

本成果では、免疫細胞の１つである樹状細胞が、

グラム陰性細菌の細胞壁成分である「リポ多糖」

の優先交渉権の申し込みがあるなど注目を集めて

お り 、 ま た PCT 出 願 （ PCT/JP2017/009052 、

PCT/JP2017/009053）から米国・欧州・中国・日本

への出願を行っている。加えて、製薬メーカーに再

実施権許諾付きの独占実施権の付与を行い、実用化

を目指している。 

 

・リポ多糖に対する細胞の遺伝子転写の解明 

 これまでに遺伝子発現制御に転写因子とエピゲ

ノムが関連しているという知見が蓄積されて、その

重要性が認識されているが、転写因子の DNAへの結

合・ヒストン修飾・遺伝子発現の因果関係は解明さ

れていなかった。本成果は、これらの生体反応を時

系列的かつゲノム全体にわたるゲノムワイドに追

跡することで、転写制御とエピゲノムとの因果関係

の解明に迫ったものであり、エピゲノムが関連する

疾患のメカニズム解明や治療薬開発に貢献するこ

とが期待される。 

 

・アルツハイマー原因因子タウタンパク質の不溶

化阻害機構の解明 

 生体分子のしなやかさ（運動性）を活用した「動

的」創薬技術は、創薬業界においても注目を集めて

おり、令和元年 9 月 18 日付の日刊工業新聞におい

ても紹介記事が掲載された。本研究の成果などによ

り、多様な創薬モダリティに対する構造創薬が可能

になると期待されており、平成 30 年度は 6 社、令

和元年度は 5 社との共同研究を推進し(うち 1 社は

AMED 医療分野研究成果展開事業「産学連携医療イ

ノベーション創出プログラム」基本スキーム（ACT-

M）を通じて)、社会実装に努めた。 

 

・X染色体の不活性化と lncRNAの関係性の解明 

 本研究成果は、ヒト疾患にも応用できると考えら

れ、従来のメンデルの遺伝法則では説明できない、

X 連鎖遺伝で女性の方が重篤になる疾患を、X 染色

体の不活性化異常で説明できる可能性がある。将来

的に、これまで解明が難しかったヒト疾患の病因解

明や、エピジェネティクス制御の分子メカニズムの

理解につながると期待される。 

 

・ハイブリッドプローブのデザイン 
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に応答する際の転写因子の活性化とヒストン修飾

の関係性を解明した。樹状細胞をリポ多糖で刺激

し、その後にクロマチン免疫沈降シーケンス法

（ChIP-seq：ヒストンと結合している DNA 領域を

網羅的に解読する手法）を行い、時系列データを

取得した。その結果、いくつかの特徴的なヒスト

ン修飾の蓄積パターンを発見した。いくつかのヒ

ストン修飾の変化は転写活性の変化と同時に起こ

る一方、そうでないヒストン修飾変化の存在が示

された。後者の変化は、刺激誘導性の転写因子の

厳密な制御と、それら転写因子とクロマチン修飾

因子との相互作用を反映していると考察された。

さらに転写因子の DNA への結合データと統合的に

解析することで、転写因子の活性化とヒストン修

飾との関係性を見出した。特に、リポ多糖によっ

て誘導されるヒストン修飾（ H3K9K14ac と

H3K4me3）の場所とタイミングは、転写因子 STAT1/2

の DNA への結合によって決定されていることを解

明 し た 。 本 研 究 成 果 は 、 Genome Biol. 誌

(IF:13.214）に掲載された。 

 

・アルツハイマー原因因子タウタンパク質の不溶

化阻害機構の解明 

 タンパク質等の生体分子の構造を調べることは

重要であり、構造解析により病気の原因の特定や、

病気の原因タンパク質と結合する薬の発見などに

つながる可能性がある。構造解析の手法として一

般的に用いられているのは結晶構造解析である。

この手法は生体分子の立体構造が正確に把握でき

るため、大変有用な手法である。しかし、生体分子

の多くは「しなやか」に動いており、その動きによ

って様々な機能を発揮することが多く、一方で結

晶構造解析は生体分子を強固に結合させた結晶状

態の構造を調べるため、この「しなやかさ」を解析

することは容易ではない。 

 目覚ましい発展を遂げた高分子バイオ医薬や、

今後の発展が期待される中分子医薬などの新たな

創薬モダリティ（設計コンセプトや製造開発技術

が互いに異なる創薬手法）は、生体分子を由来と

するものが多いため、構造的にしなやかであり、

運動性が高い。またそれらが対象とする創薬標的

も構造的な柔軟性に富んでいる。産総研では、核

 生物固体が生きたままの状態で脳内の神経活動

の動態を可視化できれば、ヒト高次脳機能の理解や

中枢神経疾患の創薬研究が大きく進展する。本成果

を更に発展させ、脳内の神経伝達物質であるドーパ

ミン・セロトニンなどを検出可能な新規 MRI造影剤

の開発に関する研究が JST 戦略的創造研究推進事

業（さきがけ）で進行中である。 

 

・共生細菌・昆虫が有する新機能の発見とその応用

展開 

 共生細菌が宿主の代謝老廃物から必須栄養素を

合成するメカニズムの発見により、その合成経路を

阻害することで害虫カメムシの繁殖力を抑えると

いう新しい害虫防除技術の開発が可能となる。害虫

を駆除する目的で使用される殺虫剤の出荷額は、国

内で年間約 963 億円と報告されており（農薬工業

会）、新規防除技術の創出による経済波及効果が見

込まれる。本研究に関連する成果は産総研プレスリ

リース（平成 27 年 9 月 1 日、平成 29 年 12 月 25

日、平成 30年 1月 18日、平成 31年 1月 15日、平

成 31 年 3 月 6 日、平成 31 年 4 月 16 日、令和元年

10月 22日付、新聞・TV報道多数）がなされた他、

平成 28 年度の日本微生物生態学会奨励賞受賞に繋

がった。 

 

・未知微生物資源の探索 

 領域間連携の遂行によりこれまでに知られてい

なかった微生物の新しい代謝機能を見出すに至り、

石炭埋蔵地下環境や廃水処理プロセスにおける物

質の循環・除去における重要な知見を得た。単独で

石炭からメタンを生成する生成菌 AmaM 株を発見し

た地質調査総合センターとの連携研究は産総研プ

レスリリース（平成 28年 10月 14日付）がなされ、

平成 30 年度には産総研戦略予算「国内石油産業を

復興する OiltoGas（O2G）革命」の採択に至り、日

本微生物生態学会奨励賞の受賞にも繋がった。ま

た、エネルギー・環境領域との連携による廃水処理

プロセスのマイクロバイオーム解析の展開として

SIP事業「スマートバイオ産業・農業基盤技術」で

の研究課題「スマートバイオ社会を実現するバイオ

プロセス最適化技術の開発」の採択に繋がった。環

境省の環境産業市場規模検討会資料より算出した
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磁気共鳴装置（NMR）法を用いた立体構造および運

動性の観点から、これら新たな創薬モダリティの

高機能化や創薬標的の機能解明を行うことで、新

たな創薬基盤技術の確立に取り組んできた。 

 アルツハイマー原因因子のタウタンパク質と、

分子シャペロンの１つである HSP27 が結合するこ

とは以前から知られていたが、この結合様式は不

明であった。令和元年度は、動的な平衡を介して

HSP27がタウタンパク質に結合し保持することを、

NMR による相互作用解析などにより明らかにする

ことに成功した。本成果は、Nat. Commun.誌

(IF:12.353）に掲載された。なお本研究は臨海副都

心センターで実施された研究成果である。 

 

・X染色体の不活性化と lncRNAの関係性の解明 

 タンパク質をコードしない Ftx long non-

coding RNA (FtxlncRNA)がエピジェネティックな

制御である X 染色体の不活性化の制御及び眼球形

成に関わる重要因子であることを発見した。エピ

ジェネティクスは、遺伝学の基礎である「DNAの塩

基配列」の変化を伴わない遺伝子発現を調節する

仕組みを指す。エピジェネティクスによる遺伝子

発現制御は、個体発生の他、ガンや生活習慣病を

含むさまざまな疾患の原因としても注目を集めて

おり、創薬のターゲットとして、関心を集めるよ

うになってきた。しかし、生理的重要性や制御機

構は不明な点も多く、その解明が期待されていた。

ヒトを含む哺乳類は、雌は XX、雄は XYの染色体を

持ち、雌の 2 本の X 染色体の 1 本は染色体全体で

不活性化されていることが知られている(X染色体

の不活性化)。X染色体の不活性化は、エピジェネ

ティクス的な制御が作用する現象であり、この仕

組みの破たんは致死的であることが知られてい

る。本成果では、これまでに不活性化制御因子の

候補の 1 つとして発見されていた遺伝子である

Ftx を対象として、その機能解明を果たした。遺伝

子組換えマウスを用いて、タンパク質をコードし

ない FtxlncRNA が X 染色体の不活性化の制御に重

要であること、さらに眼球形成に働くことを明ら

かにした。Ftxをノックアウト（KO）した Ftx KO

マウスが示す眼球形成異常は、従来の遺伝学では

説明できない特殊な遺伝パターンを示す。このよ

平成 28 年における国内の年間廃水処理費用は約

2,369億円と見積もられており、その低減に資する

新技術の創出が期待される。 

 真核生物誕生の鍵を握る微生物「アーキア」の培

養については、国立研究開発法人海洋研究開発機構

等との共同研究として産総研プレスリリース（令和

2 年 1 月 16 日付）を出し、世界各国で多数の新聞

報道（New York Times 等）が行われ、TV等の報道

も行われた。加えて本研究成果は、Science誌が選

ぶ 2019年の 10大発見に選出され 7位となった。 

 

・難供給天然化合物の新規生産法の開発 

 低分子医薬品と抗体等の高分子医薬品の間に位

置する中分子医薬品は、新たな創薬モダリティとし

て高い注目を集めている。中分子医薬品の開発にあ

たっては、生理活性を有する中分子天然化合物を微

生物や植物から探索すること、天然化合物から誘導

体を展開することが効果的である。本研究成果を応

用することで、難培養微生物が生産する天然化合物

あるいは植物が生産する天然化合物を、培養が容易

な微生物ホストを用いて産生することで、効率的に

中分子天然化合物を生産供給することが期待され

る。さらに、その構造の複雑さのために化学反応的

には殆ど不可能と言われてきた誘導体展開を、酵素

遺伝子の最適化によって実現する技術を確立し、開

発者のデザイン通りの誘導体を開発することが可

能となった。これらの成果は、中分子医薬品の設計・

開発の加速、産業レベルでの高生産技術への発展に

大きく貢献することが期待される。 

 

・抗凍結タンパク質の高付加価値化に資する研究 

 抗凍結タンパク質の高付加価値化に資する研究

については、産総研プレスリリース（平成 30 年 5

月 8日付、新聞報道 1 件）がなされ、AFPに関する

諸性質の解明により、平成 28 年度に上市された商

品の高付加価値化が可能となった。これは、橋渡し

後期研究の成果が新しい目的基礎研究の創出に繋

がることを意味している。 

 

・アワビの肥育促進に関する研究 

 この技術に関連する特許を 2件出願した（菌株及

び、菌株の利用方法を含めた技術）。本研究は、北
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うな遺伝パターンは、解析不能と考えられていた

が、エピジェネティックな異常で説明できること

を意味しており、疾患研究への新しい概念を示す

ことに成功した。本成果は、Nat. Commun.誌

（IF:12.353）に掲載された。なお本研究は臨海副

都心センターで実施された研究成果である。 

 

・ハイブリッドプローブのデザイン 

 脳は、長きにわたって科学的興味の対象であり

続けてきただけでなく、てんかん、アルツハイマ

ー病、パーキンソン病などの神経疾患の治療法を

確立する上でも重要な研究対象である。しかしな

がら、これまで生物個体が生きたままの状態で脳

内の神経活動を観察する有効な方法が無かった。

こうした背景から、肝臓がんの画像診断に用いら

れる核磁気共鳴画像（MRI）造影剤である超常磁性

酸化鉄ナノ粒子を改良することにより、脳内の神

経活動の観察に応用できる新しい MRI 造影剤を開

発した。遺伝子組換えタンパク質をハイブリッド

させた従来にはない MRI 造影剤をデザインし、カ

ルシウム濃度に応答した MRI コントラスト変化を

引き起こすことで、生きた動物の脳内の神経活動

を秒レベルでイメージングすることに成功した。

本研究成果は、Nat. Nanotech.誌（IF:37.49）に掲

載された。 

 

・共生細菌・昆虫が有する新機能の発見とその応

用展開 

 産総研北海道センターでは、これまでに繁殖力

が高い農業害虫として知られているカメムシが殺

虫剤を分解できる土壌細菌に感染することで殺虫

剤抵抗性を獲得すること（平成 27 年度）、その抵

抗性は土壌にわずか数回殺虫剤を使用しただけで

急速に発達すること（平成 29年度）を発見してき

たが、害虫カメムシがなぜ高い繁殖力を示すのか

については不明のままであった。平成 30年度は、

共生細菌の増殖特性や遺伝子発現を調べること

で、共生細菌が宿主であるカメムシの体外に排出

される代謝老廃物を利用して、宿主にとって必須

の栄養素であるアミノ酸等を合成して供給してい

ることが明らかとなり、共生細菌による代謝老廃

物のリサイクル機能がカメムシの高い繁殖力を支

海道の地域産業振興への貢献が期待され、また微生

物分野の水産業への展開例の 1 つとして挙げられ

る。 

 

・ダニによるアトピー性皮膚炎を抑制する分子の

発見 

 Clec10a がヒトの遺伝子中にも保存されている

ことから(ヒトでは Asgr1)、本成果によって明らか

になったダニによるアトピー性皮膚炎の発症メカ

ニズムは、ヒトにおいても存在していることが強く

示唆される。Clec10aと結合するムチン様分子を利

用した治療は、これまでの治療法とは全く異なるメ

カニズムに基づくものであり、薬剤が効かない患者

に対する新たな治療薬の選択肢となることが期待

される。 

 

・がん免疫アジュバントの開発 

 ヒドロキシアパタイト粒子のサイズ制御による

がん免疫応答の向上は、当該薬剤を製剤化する際に

極めて重要な知見である。がん抗原や免疫チェック

ポイント阻害剤と組み合わせて使用することによ

り、高効率、低コストで安全性の高い新たながん免

疫療法を実現できれば、多くのがん患者の生活の質

QOL（Quality of Life）向上につながるとともに、

大幅な医療費削減にも貢献できる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「Ａ」とする。 

 評定「Ａ」の根拠としては、被引用数が目標値を

大きく上回り、また論文数も目標値の 100%に届い

た点に加え、IF10 以上の専門誌に掲載された論文

数が令和元年度は 26 報となったこと等が挙げられ

る。加えて上述のように、多様な基礎研究を遂行・

発表し、多くのシーズとなり得る研究の芽ができ

た。また真核生物の祖先となる「アーキア」の発見

のインパクトは著しく、Nature 誌の表紙として掲

載され、Science 誌が選ぶ「2019 年の世界 10 大発

見」に選出され、世界各国のメディアにおいて多数

取り上げられるなど、極めて大きな波及効果を与え

た。また昆虫の共生細菌の研究においては JST-
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えていることが証明された。令和元年度は、害虫

カメムシへの必須栄養素の供給に関わる共生細菌

の遺伝子を解析し、カメムシ共生時に発現上昇す

る多数の代謝系遺伝子を同定することに成功し

た。また、共生細菌が害虫カメムシ体内に特異的

に感染する機構の解明にも成功した。 

 害虫カメムシにおける共生細菌の生物機能に着

目した研究のみならず、平成 27年度には共生細菌

を保持する菌細胞の形成に関わる遺伝子の同定、

平成 28 年度には共生細菌の感染による昆虫の生

殖操作機構の解明、平成 29年度にはハムシにおけ

る葉の消化に特化した共生細菌の発見、平成 30年

度にはセミ類における新規共生真菌の発見など、

共生細菌の生物機能を複数明らかにした。加えて、

アリの神経ペプチドを介した乾燥環境耐性の仕組

みや兵隊アブラムシが放出する体液で巣を修復す

る仕組みを解明し発表した。令和元年度は、トン

ボ体表のワックス物質を同定し、このワックスに

紫外線を強力に反射する性質があることを解明

し、さらにこの物質の人工合成に成功した。得ら

れた人工ワックスにも同様に紫外線反射と撥水の

能力があることが分かり、国際特許の出願につな

がった。これらの研究の一連の成果は、Proc. 

Natl. Acad. Sci.誌(IF：9.1)、Nat. Commun.誌

(IF：12.4)、Cell誌(IF：31.4)、ISME J.誌(IF：

9.5)、eLife誌(IF：7.6）等に掲載された。加えて、

令和元年度に共生細菌の研究が JST の創造科学技

術推進事業(ERATO: Exploratory Research for 

Advanced Technology）プロジェクトに採択され、

JST よりプレスリリースが行われた（令和元年 10

月 1日付）。 

 

・未知微生物資源の探索 

 生物機能の活用に向けた新規微生物資源の探索

においては、平成 28年度に石炭からメタンを生成

する生成菌 AmaM株を発見した。これまでの知見で

は、同反応には 2種類以上の菌種が必要だったが、

今回発見した菌は 1 種類のみで石炭からメタンを

生成できることが分かった。またこの菌は、石炭

の構成成分であるメトキシ芳香族化合物をメタン

に変換する代謝機能を有している。この成果は地

質調査総合センター地圏資源環境研究部門との領

ERATOに採択されるなど、今後の研究発展が期待さ

れる成果をあげることができた。以上のことから評

定を「Ａ」とした。 

 なお、評価委員からは、「若手研究者による微生

物研究から、世界的なインパクトのある成果が上が

っている。細菌、昆虫、海洋生物など生物学の根幹

に取り組む基礎研究が推進されていると高く評価

したい。」「研究者一人ひとりのやる気を引き出して

おり、毎年国の研究機関としてしかるべき研究を行

なっている。例えば、真核生物の研究では 30 代の

研究員が著しい成果を出して Nature や Science に

も掲載するなど、若手の育成にもしっかり力を注い

でおり、国の研究機関として誇らしい。」「これまで

に時間と研究費を投じてきた独創的な研究領域（生

物間相互作用：昆虫共生細菌、生物機能模倣研究、

未知微生物の培養）において優れた研究成果が創出

されており、具体的な出口研究を明確にし、また社

会実装への可能性を高めた。」「ERATOの採択，IF10

以上の論文が 20 を超えていることは，特に高く評

価できる。」「生物資源の有効活用等に展開できる共

生説研究や天然物研究，メタン生成菌の発見は，特

筆すべきであろう。当該領域の持つアクティビティ

の高さを示すものである。」等のコメントを頂いた。 

 

＜課題と対応＞ 

 令和元年度までに Grant-L などの独自の取組を

行い、目的基礎研究推進に向けた研究マネジメント

のさらなる効率化や、産業界への橋渡し研究につな

がる研究の芽を育む必要がある。また 50 年後の未

来を作る研究課題を支援する理研-産総研チャレン

ジやエッジランナーズ研究員など若手研究者が第

5 期への橋渡し前期に向けた技術シーズを生み出

しつつあり、今後、企業ニーズとマッチングさせな

がら橋渡し研究へと展開していく予定である。 
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域間連携によるものである。平成 28 年度には、廃

水処理プロセスに生息する未培養微生物を対象と

したマイクロバイオーム解析により新規メタン生

成経路を発見した。廃水処理関連研究では、エネ

ルギー・環境領域環境管理研究部門との連携で「環

境微生物データベース」プロジェクトを推進して

おり、都市下水処理施設において廃水中に含まれ

る有機物等を分解処理する活性汚泥プロセスから

採取した複合微生物試料（汚泥）のマイクロバイ

オーム解析を実施し、廃水に含まれるアンモニア

の除去において重要な役割を担うアンモニア酸化

細菌の存在量に相関のある微生物群を見出すこと

に成功した。令和元年度においては、真核生物誕

生の鍵を握る微生物「アーキア」の培養に成功し

た。海洋研究開発機構（JAMSTEC）等との共同研究

により、海底地下から未知微生物を発見し、10年

以上かけて培養と性質解明に成功した。今回の研

究により、生命を 3つに分類する「3ドメイン説」

から、2つに分類する「2ドメイン説」へと生物の

分類体系を変更する仮説をサポートする結果が得

られた。得られた成果を発表し、Nature 誌(IF：

43.1）に掲載された。 

 

・難供給天然化合物の新規生産法の開発 

 平成 27 年度には、25 万点以上のサンプルから

なる天然物由来の化合物ライブラリーを民間企業

や大学等と共同利用できるシステムと、画像解析

技術を応用した新規スクリーニング系を構築し、

生物機能活用による医薬原材料等の開発支援技術

を整備した。平成 30年度には、この天然物化合物

ライブラリーに含まれるペプチド化合物やポリケ

タイド化合物を合成するための酵素遺伝子の情報

を活用し、その一部を他の遺伝子と入れ替えるこ

とでより高い生理活性を示す化合物を生産するこ

とに成功した。本成果に関連する業績は Nat. 

Commun.誌(IF:13.9）に掲載された。本研究は臨海

副都心センターの研究成果である。 

 

・抗凍結タンパク質の高付加価値化に資する研究 

 北海道センターで実施された平成 28 年度の橋

渡し後期研究により事業化された抗凍結タンパク

質(AFP)の高付加価値化に向け、これまで未知であ
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った AFP の性質を明らかにする基礎研究を推進し

た。AFPは、凍結時に水の内部に生成される氷の単

結晶に対して強く結合する機能を有するタンパク

質であるが、その結合メカニズムは未解明であっ

た。平成 30年度は、X線結晶構造解析等により AFP

が氷の結晶が成長する際に生じるような水分子ネ

ットワークを使って氷結晶面に結合することを明

らかにした。また、AFP合成遺伝子は、母細胞から

娘細胞に受け継がれるような「垂直伝搬」ではな

く、異なる種の生物の間で遺伝子が取り込まれる

「水平伝搬」によって広まったこと、魚類由来 AFP

は低濃度でも氷の結晶面に結合する作用があるこ

とも明らかにした。令和元年度は、カルシウムイ

オンを結合したときにのみ氷結晶様の水分子ネッ

トワークを宿して氷結晶面に結合する AFP を新た

に見出した。また、これまでのノウハウを基にし

て昆虫がもつ超強力 AFP の取得技術を新たに開発

し、その製品化に関する検討を開始した。 

 

・アワビの肥育促進に関する研究 

 北海道内におけるエゾアワビの漁獲量は激減し

ている傾向があり、また地域差はあるものの、日

本全体で見ても年々アワビは採れなくなってきて

い る 傾 向 が あ る （ 参 考 ：

http://nria.fra.affrc.go.jp/hakko/awabi/1.pd

f）。そのため、放流用稚貝の養殖や、完全陸上養殖

にアワビ業界全体で期待が集まっており、これら

の養殖過程においては飼育期間の短縮が重要とな

る。本研究は、その課題緩和につながる可能性を

示すことが出来た。具体的には、アワビの共生細

菌に関する研究を遂行し、高成長アワビの腸内か

ら特徴的な新種細菌株を発見した。また得られた

菌株を利用した、アワビ稚貝を従来よりもはやく

肥育させる技術シーズとなる技術を開発し、特許

を 2 件出願した。本研究は北海道センターで行わ

れたものであり、北海道内の大学、企業、町役場と

の連携による成果であり、ノーステック財団研究

開発補助金（「高成長アワビの腸内環境移植・形成

によるアワビの陸上加温養殖方法の開発」）による

助成を受けて遂行した。本技術によりアワビの成

長を従来比 1.5 倍以上に高める手法の開発を目指

す。 
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 なお、日本全国におけるアワビの生産量は、平

成 30 年 度 で 909 ト ン （ 参 考 ：

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaime

n_gyosei/index.html）、平均卸売価格は 1 kg あた

り 7,778円（東京市場、平成 30年）であり、年間

約 70億円の卸売市場規模である。 

 

・ダニによるアトピー性皮膚炎を抑制する分子の

発見 

 アトピー性皮膚炎の患者数は国内におよそ 50

万人と推定されている。アトピー性皮膚炎を含め

た通年性アレルギー性疾患の多くにダニが関係し

ているとされるが、ダニによるアトピー性皮膚炎

の発症メカニズムには不明な点も多い。アトピー

性皮膚炎の治療には、ステロイドや免疫抑制剤等

が使われているが、薬剤が効かない患者が多いこ

とや副作用の問題があることから、より効果的な

治療法の開発が期待されてきた。 

令和元年度において、創薬基盤研究部門では筑波

大学との共同研究により、ダニによるアトピー性

皮膚炎を自然発症する NC/Nga と呼ばれるマウス

のゲノム遺伝子を解析することにより７万個余り

の遺伝子変異を見出した。さらに、その中から皮

膚のマクロファージに発現する Clec10a（ヒトでは

Asgr1）という遺伝子の変異が、ダニによるアトピ

ー性皮膚炎の原因遺伝子であることを突き止め

た。Clec10aを欠損するマウスを解析し、Clec10a

がダニによるアトピー性皮膚炎を抑制することを

明らかにした。さらにダニの成分に含まれる

Clec10a と結合するムチン様分子をアトピー性皮

膚炎に直接塗布すると、症状が軽快することを発

見した。産総研は、糖鎖アレイを用いた Clec10aの

糖結合特異性を評価した点、レクチンアレイを用

いてダニに発現している Clec10a の糖タンパク質

リガンドの糖鎖構造を解析した点で大きく貢献し

た。本成果は、令和元年 12 月に米国科学誌 Sci. 

Immunol.(IF：10.6)に掲載された。 

 

・がん免疫アジュバントの開発 

 近年、がん組織では、がん細胞を排除するため

の免疫反応が抑制されており、がん細胞が生育し

やすい環境が構築されることが明らかとなり、が
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ん細胞に対する免疫抑制を解除する抗 PD-1 抗体

などの免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる抗

体医薬が世界中で使用されている。しかし、免疫

チェックポイント阻害剤は、①20～40％のがん患

者にしか効果がなく、②高価で、③10％の患者に

重篤な副作用が生じるという問題点がある。また、

免疫チェックポイント阻害剤には、がん細胞に対

する免疫応答（抗腫瘍免疫）を増強する作用はな

いため、より有効性・安全性の高いが治療法の実

現に向けて、抗腫瘍免疫を増強する薬剤（アジュ

バント）の開発が強く望まれている。 

骨や歯の主成分であるヒドロキシアパタイト（リ

ン酸カルシウム）は、安定性が高く、様々な生体物

質を吸着する性質を有しかつ生体にとって安全で

あることから、生体物質を体内の特定の部位に送

達するための基材として注目されていた。平成 28

年度に健康工学研究部門では、ヒドロキシアパタ

イトが、免疫担当細胞における抗原タンパク質の

取り込みや抗原提示、サイトカイン分泌を促進す

ることによって、がん免疫アジュバントとして作

用することを世界に先駆けて発見した。さらに、

令和元年度には、ヒドロキシアパタイト粒子の長

さによってアジュバント効果に差異があり、粒子

長を 500nm に制御することでヒドロキシアパタイ

トによるがん免疫増強作用を最大化することに成

功した。 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

 橋渡し研究前期では、国の産業基盤を構築する

上で重要になると思われる課題を設定し、主に民

間企業との実用化研究への展開を目指して、公的

資金を活用した産業界との共同研究を中心に進め

た。課題設定に当たっては、産業界の意向が十分

反映されるように、産業界との意見交換会やコン

ソーシアム形成等での意見集約に努めた。 

 

■戦略的な知的財産マネジメントの取組 

 戦略的な特許出願を進めるための取組として、

第 4 期に新設されたパテントオフィサー（PO）を

活用し、ユニット・地域拠点ごとに知的財産に関

する領域研究戦略部の方針説明を行い、各ユニッ

ト研究員と方針を共有できるように努めた。また、

出願を希望する知的財産については、領域内で事

＜評定と根拠＞ 

評定：B  

根拠： 

根拠：第 4期中に 7件の大型国家プロジェクトを

立案・実施して産業の基盤となる技術開発の牽引役

を担い、以上の研究成果をあげてきたことに加え、

知的財産の質的量的状況は、平成 29 年度と比べて

顕著な向上が見られ、公的外部資金も平成 30 年度

と同程度の獲得額を達成できていることから、橋渡

し前期としての産総研の役割を十分に果たしてき

たと考えている。知的財産については権利活用を見

据えた出願対応や知財アセットを意識した対応を

継続して進めていくことにより、外国での戦略的な

権利化が達成され、今後の大型連携や大きな技術移

転に繋がっていくと考えている。特許の実施契約件
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に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

リング指標） 

 

前に内容を確認し、より戦略的な出願が可能とな

るように出願明細書を修正した。平成 30年度は出

願前段階における POとの意見交換・連携を重視し

た。特に地域センターにおける出願対応において

は、TV会議による面談と出願明細書案の確認を定

着させてきた。また、出願検討時点での先行技術

調査支援を積極的に行い（13件）、研究者や POに

よる個別技術の出願戦略の検討を有効に進めるこ

とができた。出願前相談対応件数については第 4

期中にわたり着実に実施されており、平成 27年度

62件、平成 28年度 40件、平成 29年度 98件、平

成 30 年度 122 件、令和元年度は 146 件（前年比

120%）であった。 

 生命工学領域からの特許出願数としては、昨年

同月をやや上回る、国内出願 70件(前年比 103％)

件、外国出願 30件(前年比 111％)であり、新規な

知的財産創出が堅持されている。知財アセット構

築に向けた共通基盤領域の知財強化支援として

は、平成 29 年度に引き続き、平成 30 年度は多孔

質媒体を利用したアッセイ装置関連の国内外出願

の支援（3 件）、多臓器連結デバイス（AMEDプロジ

ェクト）関連の外国出願及び各国移行対応支援（5

件）を行った。令和元年度は、遺伝子改変家禽およ

び卵の生産方法についての日米の権利化対応にお

いて発明者面談、特許事務所相談、審査官面談対

応などを行い（18件）、1件の国内特許登録と 1件

の国内特許査定となった。また、液滴の静電気力

による制御方法については、萌芽支援案件として

先行技術調査等を行いながら 2 件目の国際出願に

結び付けた。 

 令和元年度における企業との共同出願 25 件の

うち 2 件（8%）が独占的実施権の設定もしくは出

願前譲渡され、共願先企業への優先交渉期間付き

が 18 件（72%）となっており、企業連携の成果と

して有用な知的財産が創出されていることが示さ

れている。 

○特許出願数： 

国内 70件（単願 30件、共願 40件；前年比 103％） 

外国 30件（単願 14件、共願 16件；前年比 111％） 

 また、有効な知的財産構築に向けては、外国出

願や国内審査請求の推薦において、研究戦略的な

重要性とともに、知的財産活用戦略を意識した対

数の増加は、実用化に向けて着実に出願戦略が機能

していることの裏付けであり、適切な研究課題設定

と特許出願戦略によるものと言える。 

 

・糖鎖バイオマーカーの開発・実用化 

 糖鎖バイオマーカーは、糖鎖の質的変化を捉える

ことからタンパク質の量的変化をモニターする既

知のマーカーより感度が高く、新たな疾病バイオマ

ーカーや疾患治療に応用可能な創薬標的分子とし

て十分なポテンシャルを有する。実際に糖鎖を標的

とすることで、がんの早期発見、がん細胞を特異的

に攻撃する薬剤開発、精神ストレスによる過敏性腸

症候群発生機序の解明につながる知見を得るとと

もに、侵襲的な生検診断の代替となる肝線維化の血

液診断マーカーの開発にも成功しており、患者のク

オリティ・オブ・ライフの向上へ大きく寄与するこ

とが期待される。市場調査機関の報告によると、

2016 年における糖鎖技術を利用した診断・治療薬

の世界市場は約 246 億米ドルであり、2021 年には

500億米ドル規模に達すると見積もられており、産

総研が有する糖鎖研究の成果が市場獲得に資する

ことが期待される。本研究成果は外部から高く評価

され、平成 27 年度に経済産業大臣賞（受賞研究課

題：世界初・糖鎖を使った肝線維化診断システムの

実用化）、平成 30年度に第 2回バイオインダストリ

ー奨励賞（受賞研究課題：糖鎖プロファイリング技

術の開発と再生医療・創薬への応用）、令和元年度

に日本プロテオーム学会賞（受賞研究課題：グライ

コプロテオーム分析技術の開発とその応用）を受賞

した。さらに、新規国家プロジェクト AMED-PRIME

に採択された。さらに、精神的ストレスと小腸管上

皮細胞糖鎖との関連を明らかにした成果は共同研

究グループ（農研機構及び茨城大学）からプレスリ

リースされた（平成 30年 10月 24日）。 

 

・動物実験を代替するマイクロ臓器チップの開発 

 平成 28 年度に産総研で開発した多検体処理用細

胞培養デバイスに、平成 30 年度は小腸及び肝臓機

能を付加し、令和元年度は腎尿細管や血液脳関門の

実装に向けた基本設計と動作確認を実施した。この

ように各臓器機能を有するチップを着実に開発し

ており、本 AMED 事業で開発された OOC は、個体差
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応を進めた。外国出願の推薦（各国移行推薦を含

む）および権利化支援対応数は前年比で 109％と増

加した。外国での権利化については活用される可

能性を十分に判断し、権利化の必要性の低い案件

や権利化可能性の低い案件については、外国出願

（各国移行を含む）を推薦しないとする領域事前

検討結果を所内の特許管理検討会へ提出した。 

○外国出願（各国移行を含む）推薦対応：38件（前

年比 69%） 

外国での権利化を推薦しない案件：38件のうち 10

件 

 

 さらに、特許の実施契約件数については、第 4期

中の毎年度目標を達成しており、POの助言等に基

づく出願戦略の構築は、橋渡しを推進する上で有

効な手段である。 

平成 27年度 113件（目標達成率 113％） 

平成 28年度 109件（目標達成率 109％） 

平成 29年度 131件（目標達成率 131％） 

平成 30年度 141件（目標達成率 128％） 

令和元年度 146件（目標達成率 117％） 

 

 一方、「橋渡し」前期の研究開発を推進する研究

費の中心となる公的外部資金（直接経費）は、毎年

増加しており、第 4 期中を通して各年度当たりの

研究資金の 3 割以上を占めており、公的資金を活

用した産業界との共同研究の推進は、極めて順調

である。 

平成 27年度 13.9億円（研究資金全体の約 33.4％） 

平成 28年度 15.6億円（研究資金全体の約 36.5％） 

平成 29年度 17.5億円（研究資金全体の約 40.5％） 

平成 30年度 17.9億円（研究資金全体の約 45.7％） 

令和元年度 17.7億円（研究資金全体の約 45.0％） 

 

・糖鎖バイオマーカーの開発・実用化 

 タンパク質上の糖鎖修飾は、疾患に伴って変化

することから、新規のバイオマーカー・治療標的

として期待されている。そこで平成 28年度に立ち

上げた AMED事業「糖鎖利用による革新的創薬技術

開発事業」を推進し、疾患治療に応用可能な創薬

の標的となる分子を増やすために細胞の糖鎖変化

を認識し、糖鎖に結合して機能発揮する抗体医薬

の影響を受けない条件下でヒト臓器機能を反映し

たデバイスとなり、医薬品・化粧品開発や治療法開

発を効率よく行うために必須のデバイスとなりう

る。OOCの規格開発では、細胞の均一化・純化を目

指し、平成 29 年度に肝細胞の規格案を策定し、平

成 30 年度に細胞処理装置の開発を実施した。これ

は OOC を再現性／予測性の高い生体機能評価モデ

ルとして完成させるために、必須の開発要素とな

る。上市に成功した自社開発薬の開発コストの総額

に占める非臨床試験に係るコストは 1/3 以上を占

めているとされており、その低減に資する研究開発

の重要性が増している。また、令和 2年における世

界のバイオ医薬品市場は 20 兆円規模であると見積

もられており、OOC技術はその市場の拡大に資する

成果として期待されている。第 4期を通して実施し

てきた OOC に搭載可能かつ規格化された臓器由来

細胞種を増やし、実証試験を重ねることで、医薬品

や化粧品等関連する産業界の国際競争力増強に繋

げた。 

 

・環境物質簡易計測用ナノカーボン電極・機器の開

発 

 臭気物質ジェオスミンは土のような味や下水道

から発生するカビ臭の原因となる物質である。ヒト

の嗅覚はジェオスミンに対して敏感であり、日本の

水道水では水質基準としてジェオスミンが 10ppm

以下であることが必要とされている。ジェオスミン

の検出には、従来法では質量分析が用いられている

が、質量分析装置は持ち運びに適さず試料の前処理

が煩雑であるため、環境水を採取したその場で計測

が可能な新規手法の開発が期待されている。本研究

成果は、環境水中に含まれる臭気物質を、その場で

簡便かつ高感度に計測できる技術を提供し、公衆衛

生の維持に貢献するものである。 

 

・マイクロバイオーム解析用人工核酸標準物質を

活用した検査プロセスの精度管理技術の開発 

 人工核酸標準物質を用いたマイクロバイオーム

解析の精度管理技術の開発は、製薬企業の期待が大

きいマイクロバイオーム計測の標準化を進めるた

めに重要である。腸内マイクロバイオームはさまざ

まな疾患の診断用マーカーや創薬ターゲットの探
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創製技術の研究開発を開始した。市販のレクチン

マイクロアレイスキャナーは、糖鎖標的探索に必

要な感度を有していなかったが、平成 29年度に企

業との共同研究により、アレイスキャナーの改良

に成功し、従来市販機器の 10倍以上の高感度化を

達成した。開発したアレイスキャナー技術を基に、

平成 29 年度は肺小細胞がん組織に特徴的な糖鎖

変化を認識する有用なマーカー候補分子（フコシ

ル化セクレトグラニン III）を同定し、膵がん細胞

においても、表面に強く発現している糖鎖とそれ

を特異的に認識するレクチン（糖鎖結合能力を持

つタンパク質）を発見した。さらに、レクチンに抗

がん薬を融合させた LectinDrugConjugate（LDC)に

よって、血液凝集などの副作用を示すことなく、

膵がんを発症したモデルマウスの治療に成功し

た。これは、糖鎖-レクチンを創薬の標的とした新

たな膵がん治療アプローチとなる。また、平成 30

年度には、社会的敗北ストレス（自分より優位な

個体と同じ飼育室で共存させることで社会性行動

の減少を引き起こす精神的ストレスのモデル）を

負荷したマウスの小腸管上皮細胞において、フコ

ースと呼ばれる糖類が末端に付加された糖鎖の減

少を見出し、精神的ストレスという脳の病態によ

り小腸管上皮細胞の糖鎖が変化することを世界で

初めて明らかにした。令和元年度は、組織糖鎖プ

ロファイル技術を用いてマウス組織切片から取得

した糖鎖プロファイルを位置情報と紐づけたデー

タベース（LM-GlycomeAtlas）を作成し、日本糖質

学会の糖鎖科学データ公式ポータル（GlyCosmos 

Portal）からアクセスできるように公開した。 

 

・動物実験を代替するマイクロ臓器チップの開発 

 医療基盤技術として、様々なヒト臓器細胞を１

つの小型デバイス（チップ）上に組み合わせ、体内

の臓器間ネットワークをチップ上に模倣した

「organ(s)-on-a-chip（OOC）」の開発を推進した。

OOCは、医薬品や化粧品の開発に不可欠であった動

物実験を代替し、動物の個体差の影響を受けない

再現性の良い評価が行える可能性があり、その開

発に大きな期待が寄せられている。そこで、平成

29 年度に AMED 事業「再生医療技術を応用した創

薬支援基盤技術の開発」を立ち上げ、OOCの開発と

索標的となっているため、新薬創出や新しい健康管

理法の創出に向けた解析の信頼性を担保すること

に繋がり、創薬研究の進展に大きく貢献することが

できた。 

 本成果は産総研プレスリリース（平成 28年 12月

14日付）がなされた。さらに、本成果は JMBCとの

共同研究に関する覚書締結（平成 30 年 6 月 7 日付

プレスリリース、新聞報道 2件）に向けての基盤技

術となっただけでなく、標準物質のライセンシング

利用等に関する問い合わせが複数の民間企業から

あり、実際にライセンス契約に至るケースも複数あ

るなど注目を集めた。市場調査機関の報告による

と、ヒトマイクロバイオームに基づく医療分野にお

ける世界市場規模は令和 4 年に 3,500 億円に達す

ると見込まれており、マイクロバイオーム計測の標

準化に向けた研究開発の重要性は今後さらに高ま

っていくことが予想される。 

 

・麹菌による遊離型ジホモ-γ-リノレン酸の生産

化 

 高度不飽和脂肪酸はヒトの健康の維持・増進に重

要な機能を有し、現在は魚油より精製して生産され

ている。しかし、水産資源の減少や需要増加により、

将来は生産不足が懸念される。本成果は、麹菌によ

る脂肪酸合成経路を経て水産資源に頼らない高度

不飽和脂肪酸の生産を可能にするものであり、医薬

品原料の新たな製造技術として応用が期待される。 

 

・物質生産の障害となるリグニンのない植物細胞

壁を形成 

 植物の一次細胞壁形成を制御する転写因子群の

発見は、掲載誌（Nature Plants（IF：11.47））の

News&Views において細胞壁分野の大家によって論

評された極めて注目度の高い成果である。本成果は

約 10 年前に産総研が発表している二次細胞壁形成

を制御する転写因子の発見に関する二論文（被引用

数合計 1,000以上）と双璧をなし、歴史に残る論文

となることが期待される。一次細胞壁は植物の根幹

をなす必須要素であり、野菜や穀物などの食感、保

存性を左右する要素としても重要であるが、二次細

胞壁よりも薄く、量が少ない。そのため、これまで

一次細胞壁はバイオマスとしては注目されてこな
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搭載可能な臓器細胞の規格開発を並行して進め

た。OOCの開発では、平成 28年度に産総研で開発

した多検体処理用細胞培養デバイスに、平成 30年

度は小腸及び肝臓機能を実装し連結することで、

小 腸 - 肝 臓 の 体 内 連 関 を 再 現 し 、 医 薬 品

（Triazolam）の吸収、代謝の評価が可能であるこ

とを確認した。令和元年度は、開発した OOC につ

いて装置の信頼性を検証するラウンドロビンテス

トの実施、腎尿細管や血液脳関門のチップへの実

装に向けて基本設計と動作確認を実施した一方、

規格開発では、平成 29年度に最も需要の高い肝細

胞に関して規格案を策定するとともに、バラツキ

が生じやすい培養方法を改良し、統一された手法

での規格検証を可能とする解析法をマニュアル化

した。平成 30年度には、iPS細胞等の利活用の際

に必須の操作である不要細胞の判別・除去、継代

操作を自動化した細胞処理装置を国研・大学・企

業と共同で開発し、機械学習により従来 88%程度で

あった必要な細胞の純化割合を 97％以上に向上さ

せること成功した。令和元年度はヒト iPS 細胞の

産業化を進める企業と連携し、平成 30年度に開発

した装置が細胞製品製造プロセスの中に追加可能

か、資金提供型共同研究のもとで検討を継続した。

また、令和元年度に連携先の企業から開発装置の

販売が開始された。さらに培養細胞が接着する材

料表面を改良し、光を照射した部位の細胞を無侵

襲で回収できる技術を確立し、知財確保及び誌上

発表に向けた取組を進めた。 

 

・環境物質簡易計測用ナノカーボン電極・機器の

開発 

 計測装置メーカーとの共同で環境水中の臭気物

質の簡易計測用電極・機器開発を進めた。平成 30

年度は従来質量分析でしか計測できなかった環境

水中の臭気物質ジェオスミンを ppt(ng/L)レベル

で簡便かつ高感度に計測できる白金ナノ粒子ハイ

ブリッドカーボン薄膜電極の開発に成功した。さ

らに、開発した電極を搭載可能な計測機器類の開

発も並行して進め、本電極の大量生産化に関する

共同研究を材料メーカーと開始した。令和元年度

は、開発したナノカーボン電極の搭載が可能な計

測機器を完成させ、機器の計測性能に関する加速

かったが、本技術を用いることで二次細胞壁を一次

細胞壁に置き換えることが可能となり、一次細胞壁

はバイオマスとして不向きというこれまでの常識

を見直す発見となった。今後、二次細胞壁を改変し

た植物を開発することにより、木質バイオマスを利

用する工程で必要なエネルギーや化学薬品を減ら

すことができ、二酸化炭素排出削減への貢献が期待

される。 

 また、OECD レポートに基づく 2030 年における

200兆円規模のバイオエコノミー市場のうち、バイ

オ燃料やバイオプラスチックといった物質生産等

の工業用途は 39%を占めるといわれており、高品質

な木質バイオマス原料としての利用価値が見込ま

れる。 

 

・スマートセル事業（NEDO） 

 NEDO スマートセルプロジェクトで開発された特

定の遺伝子のみをメチル化する技術を構築したこ

とは、植物の二次代謝系の制御を可能にし、目的と

する特定物質を高効率に生産する術を得たことを

意味しており、植物を利用した物質生産で広く利用

されることが期待できる。また、ネットワーク構造

推定技術によって候補となった遺伝子のうち、数個

の遺伝子は物質の生産性向上に寄与したことから、

本ネットワーク構造推定の妥当性が実証されたこ

とになり、ネットワーク構造推定技術は、微生物に

よる有用物質の安定生産に向けた重要なツールと

なる。 

 

・スマートバイオ農業事業(SIP） 

 第 2期 SIP「スマートバイオ社会を実現するバイ

オプロセス最適化技術の開発」で展開するバイオ生

産システムの高度化、及び有機廃棄物・有機排水処

理の高度化は、いずれも日本が世界最高レベルの技

術と経験を有する領域であり、バイオ戦略 2019 に

おいてそれぞれ、内外から大きな投資を呼び込むこ

とが見込まれる 9 つの市場領域の 1 つに設定され

ている。これらの研究課題を設定し推進することに

より、令和 12 年に世界最先端のバイオエコノミー

社会の実現が期待される。 

 

・既存薬再開発（ドラッグ・リポジショニング）に
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試験を実施した。また、連携してきた計測機器メ

ーカーと製品化への検討を行った。 

 

・マイクロバイオーム解析用人工核酸標準物質を

活用した検査プロセスの精度管理技術の開発 

 多種類の微生物種で構成されるマイクロバイオ

ーム（複合微生物叢）を次世代シーケンサーで解

析する際の精度管理技術を開発した。マイクロバ

イオーム、特に腸内マイクロバイオームは、宿主

動物の栄養吸収が行われる環境に発達する菌叢で

あり、その代謝機能や宿主との相互作用を調べる

ことでさまざまな疾患の診断用マーカーや新規な

創薬ターゲットの発見につながる可能性があると

して注目を集めており、その解析には次世代シー

ケンサーが広く利用されている。しかし、次世代

シーケンサーを利用したマイクロバイオーム解析

において、さまざまな複合微生物試料（例えば糞

便や口腔等のヒトマイクロバイオームや、土壌や

河川水等の環境マイクロバイオーム等）に適用で

きる精度管理用の標準物質や、適切な精度を担保

するための技術はこれまでになかった。このよう

な背景を受け、平成 29年度には、人工的な塩基配

列を有するマイクロバイオーム解析用の人工核酸

標準物質（スパイク・イン DNA）を開発し、次世

代シーケンス解析の定量が可能となった。平成 30

年度は、その標準物質（スパイク・イン DNA）を

混合して内部標準として利用することで、複数試

料間のコンタミネーションを把握でき、多数試料

の同時解析が可能となり、マイクロバイオーム試

料のトレーサビリティの確保が可能となる等の精

度管理技術を開発した。令和元年度は、上記人工

核酸標準物質の利用と民間への実施許諾を進める

とともに、NEDO及び SIP事業等における共同研究

を通じて産業界と連携したマイクロバイオーム計

測の標準プロトコルを整備した。また、特定の環

境条件や病理状態に晒された集団と晒されていな

い集団を比較分析する 1,000 人規模のコホート研

究によりヒトマイクロバイオーム情報の取得を進

めた。 

 

・麹菌による遊離型ジホモ-γ-リノレン酸の生産

化 

よる肺腺癌の新規治療戦略に関する研究 

 SFN は、肺腺癌の初期段階から過剰発現すること

が確認されており、その阻害剤は初期肺腺癌の新た

な治療戦略として期待される。また、すでに他の効

能で臨床使用されている薬剤（上市薬）群に候補を

絞って阻害薬を探索する既存薬再開発（ドラッグ・

リポジショニング）により、新たな抗がん薬剤開発

が可能であることを示した点にも大きな意義があ

る。抗がん剤として使用されていない上市薬に新た

に抗がん剤としての価値が見いだせれば、前臨床試

験の段階で安全性が確認できず脱落してしまう可

能性を回避でき、臨床試験へスムーズに移行できる

と考えられる。 

 

・簡便・迅速・安価・高感度な検査キット 

 本検査キットは、製造コストが極めて安価である

ことに加えて、標的物質を検出する際の定量性を確

保するための仕組みをチップに内蔵することによ

り、数種類の溶液を順に滴下するのみという極めて

簡単な操作で従来の ELISA 法と同等の定量検査が

可能である。また、マイクロプレートリーダーなど

の検出装置は不要で、スマートフォンによる定量検

出が可能であるため、設備投資が安価で済むことに

加えて、屋内・屋外を問わず、サンプルを入手した

その場で迅速・高感度な検査が可能になる。 

本研究成果の実用化に向けて、令和元年度は民間企

業 4社と共同研究を実施し、技術移転の準備を進め

ている。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「確実な研究によって既

存薬再開発（治療薬としての再評価）や新規 NMR技

術の開発、簡便・迅速・高感度で安価な検査キット

の開発など社会実装に繋がる成果が創出されてい

る点は高く評価できる。」「外国出願の相談件数が顕

著に上昇しているが、これは研究者の外国出願に対

する意識の変化があったとのことで、パテントオフ

ィサー設置の有効性が示されたものと思う。」「簡便

で安価な検査キットを、民間 4社を巻き込んで実用
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 麹菌を用いて医薬品原料等に利用される高度不

飽和脂肪酸ジホモ－γ－リノレン酸（DGLA）を生

産する技術を開発した。物質生産能力に優れて安

全な麹菌に外来遺伝子を導入することにより、本

来生産するリノール酸に炭素二重結合と炭素数 2

個の炭化水素鎖伸長が一つずつ追加された DGLA

を生産させることに成功した。さらに、実験室で

可能なスケールである 1L・5 日間の培養で 145mg

の遊離型 DGLA 生産を達成し、平成 30 年度より国

内大手食品メーカーと共同研究を開始した。本研

究は北海道センターで行われた。令和元年度は民

間企業との共同研究を継続するとともに、共同で

の特許出願に向けて調整を進めた。 

 

・物質生産の障害となるリグニンのない植物細胞

壁を形成 

 植物を利用した物質生産においては、二次細胞

壁に存在するリグニンがバイオマス分解を阻害す

るため、物質・燃料生産の障害となる。産総研で発

見したシロイヌナズナの二次細胞壁形成を制御す

る遺伝子 nst1 及び nst3 の働きを抑制した組換え

体を作成し、作成した nst1nst3二重変異体を用い

て、一次細胞壁形成を制御する転写因子群 ERF を

発見した。さらに、二次細胞壁を一次細胞壁様細

胞壁に置換し、リグニンがなく物質生産の原料と

なるグルコース産生量が高い植物の細胞壁作製に

成功した。これにより木質の糖化を容易にし、バ

イオ燃料やバイオ素材の利用の加速が期待され

る。 

 

スマートセル事業（NEDO） 

 平成 28 年度に立ち上げた NEDO スマートセルプ

ロジェクト「植物等の生物を用いた高機能品生産

技術」では、生物のゲノムをデザイン・改変するこ

とにより有用物質生産や生物の高機能化に繋げる

技術開発を進めた。これまでに特定の遺伝子を人

為的にメチル化する効果的な技術はなかったが、

平成 30 年度は産総研で開発した遺伝子導入用サ

イトメガロウイルスベクターを用いて目的 DNA 配

列のみメチル化を誘導することに成功し、標的

mRNA の転写量を 80％以上抑制することに成功し

た。さらに、微生物が持つ物質生産能力を人工的

化に取り組んでいるのは、橋渡し前期として好まし

い事象だ。」「また創薬の中心が低分子から中分子・

高分子医薬に移る中、FC-TROSY法を開発し、製薬産

業を引っ張っていっている点は高く評価したい。」

「前年度までのレベルの高い研究成果を受けて、さ

らに、ドラッグリポジショニング、NMR技術の開発、

検査キットの開発、SIP事業におけるバイオーム研

究等、世界的に高い評価を受ける成果をあげてお

り、高く評価できる。」「スマートバイオが描く事業

は大変に魅力的である。農業、環境、物質材料など

多様な領域において官学連携しており、大きな可能

性を感じる。特に下水廃水試料収集とその細菌叢の

解析結果は非常にユニークなビッグデータである。

環境の視点、化学処理プロセスの視点など、幅広く

社会貢献する分析につながると期待できる。」等の

コメントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 知的財産マネジメントの取組については、PO な

どの専門人材を確保することが引き続き重要な課

題であり、候補者の OJT（On the Job Training）

教育も進めた。第 5期には POの強化を図る。また、

研究ユニットにおける研究者との知的財産に関す

る意見交換の場の提供を積極的に行い、お互いの理

解を深めるほか、企業連携において PO が積極的に

関与した。第５期には連携協議の早期の段階から、

PO を動員して、スムーズな効果的連携体制を取れ

るようにする。 
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に高めた細胞を短期間で構築するために、新規情

報解析技術開発に平成 28年度より着手し、平成 30

年度は複数の対象間の相互関係を網目状に示した

ネットワーク構造推定技術を用いて、物質生産能

力向上に資する改変ターゲット遺伝子の提案に至

り、知的財産化を進めた。 

 

・スマートバイオ農業事業(SIP） 

 産業界のニーズを収集しつつ研究課題を設定

し、新たな国家プロジェクトへと展開した。平成

29年度より産業競争力懇談会（COCN）「デジタルを

融合したバイオ産業戦略」に参画し、産業界のニ

ーズを踏まえつつ Society5.0 の実現に資するこ

とを目指し、SIP事業「スマートバイオ産業・農業

基盤技術」の課題設定に貢献し、平成 30 年 11 月

から代表研究機関として第 2 期 SIP「スマートバ

イオ社会を実現するバイオプロセス最適化技術の

開発」を開始した。本事業では、微生物発酵に代表

されるバイオプロセスによる物質生産の過程で生

じる産業廃水を低コストかつ効率よく処理するた

めに、オペレーションデータやマイクロバイオー

ムデータなどの活用によるデータ駆動型廃水処理

技術の創成を目指す。さらに、廃水等の未利用生

物資源を活用して、環境・食糧問題を解決し、持続

可能な成長を目指すバイオエコノミーを実現する

ために、バイオプロセスや廃水処理プロセスを含

めた地域社会の経済性・環境影響をシュミレーシ

ョンできる評価手法を開発する。本 SIP 事業によ

り、OECDレポートで約 200兆円弱に成長が予想さ

れている 2030 年のバイオエコノミー市場に資す

る技術開発を遂行する。 

 

・既存薬再開発（ドラッグ・リポジショニング）に

よる肺腺癌の新規治療戦略に関する研究 

 肺がんのなかでも最も頻度が高い型である肺腺

癌は、初期段階では自覚症状が現れにくく、喫煙

との関連が強いわけでもないことから、症状が現

れたときには病変が進行していることも少なくな

い。治療薬として多くの薬剤が臨床応用されてい

るが、新たな治療戦略が求められている。本研究

においては、肺腺癌において過剰に発現している

タンパク質 stratifin（SFN）を対象として、SFNの
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作用メカニズムを解明し、新規治療薬候補を探索

した。SFNが、ユビキチン化酵素の一部である SKP1

と結合することで肺腺癌の悪性化を引き起こして

いることを明らかにした。SFNと SKP1の結合を阻

害する分子が治療薬として有効であると考えて、

インシリコ技術と分子生物学的手法を組み合わせ

て阻害薬候補を探索した。既存薬数千種類の中か

ら、2種類の化合物を同定し、動物実験によりその

抗がん作用を実証した。本研究の成果は、平成 31

年 2 月 5 日に共同研究先である筑波大学よりプレ

スリリースが行われ、Clin. Cancer Res.誌(IF：

8.9)に掲載された。 

 

・簡便・迅速・安価・高感度な検査キット 

 臨床の簡易検査で汎用される免疫クロマト法

は、簡便かつ迅速な診断が可能であるが、検出感

度が低く、定量性に欠け、しばしば偽陽性が認め

られる。一方、血液検査等で汎用される ELISA 法

は、検出感度が高く、定量性に優れているが、操作

が煩雑で時間がかかり、安定した結果を得るには

熟練を要する。そこで、免疫クロマト法の簡便性・

迅速性と ELISA 法の定量性を両立した安価な検査

キットの開発に取り組んできた。 

 紙、フィルム、テープを材料として、特殊な装置

を用いずに作製でき、多項目測定にも対応可能な

検査用チップを開発した。本チップは、試料溶液

等を計量せずに適当量をサンプル孔に滴下するだ

けで自動的に一定量が反応部位に留まる独自のマ

イクロ流路技術を採用することで、簡便・迅速か

つ定量的な計測を実現した。また、本キットにお

いては、スマートフォンのカメラを検出器として

用いるための専用アプリケーションを開発した。

ヒト由来の実試料中のアレルギー疾患関連タンパ

ク質やアレルゲン物質の実サンプルを、本キット

を用いて 15分以内に定量することに成功した。 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

 橋渡し後期の研究開発では、技術開発が実用化

の段階を迎え、産業界においても事業化に期待が

寄せられている課題を設定している。また、生命

工学領域の 3 つの重点課題「創薬基盤技術の開

発」、「医療基盤・ヘルスケア技術の開発」「生物機

能活用による医薬原材料などの物質生産技術の開

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

民間資金獲得額は、平成 29 年度と比較して平成

30 年度は微増とはなったものの目標値を達成でき

ず、第 4期中全体においても目標値は達成できなか
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向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

発」のそれぞれにおいて、民間企業からの資金を

活用した共同研究を中心に研究開発を進めた。ま

た、社会実装を実践する取組として、産総研発ベ

ンチャー設立による事業展開も推進した。 

令和元年度末までに生命工学領域の技術を利用し

た製品は合計 26件が上市された。また、共同研究

などで提供を受けた民間資金は、平成 31年 1月末

までに 6.5億円（前年同月比 104%）となった。平

成 30年度末までの民間資金獲得額は 6.8億円であ

り、前年度の獲得額（平成 29年度 6.2億円）から

微増であるが、平成 30年度目標額（15.2億円）を

達成することはできなかった。令和元年度は 7.2

億円であり、令和元年度の目標額（17.7億円）を

下回った。 

 

 産総研発ベンチャー設立による「橋渡し」は順

調に進展した。令和元年度には、創薬基盤技術の

開発成果から生まれた新たな産総研発ベンチャー

1社が設立された。 

 

●株式会社 RCMG（体外診断薬開発、バイオマーカ

ー探索事業）：令和元年 7 月 11 日に産総研発ベン

チャーとして称号付与された。糖鎖技術研究を基

に、革新的体外診断薬や糖鎖バイオマーカーを開

発、提供する。令和元年度に 2 件の産総研特許に

ついて独占使用実施権を付与し、体外診断薬とし

ての有効性について臨床検体を用いて検証中であ

る。 

 

 これで、平成 27年以降に産総研発ベンチャーと

称号付与された会社を合計 11 社設立することが

できた（2社は平成 26年度中の設立）。その内、2

社の M&Aが成立し、2社が休眠状態となり、残り 7

社が現在産総研発ベンチャーとして活動してい

る。その 7 社が令和元年度に民間企業からの出資・

共同研究費を 2.9 億円以上獲得した。この額は、

平成 28年度以降の同時期における獲得額（平成 28

年度：2.1億円、平成 29年度：4.1億円、平成 30

年度：4.8億円）同等規模であり、社会からの強い

期待を受けて順調に事業を展開したと言える。平

成 30 年度までに称号付与された産総研発ベンチ

ャーの主な活動状況の一例は以下の通りである。 

った。しかし、生命工学領域から生み出された技術

は第 4 期中に 26 件の製品化に繋がった。また、令

和元年度に産総研発ベンチャーが新たに 1 社創出

され、平成 27 年以降の産総研発ベンチャーの創設

は 11件（うち 2社は平成 26年度中の設立）となっ

た。そのうち、平成 29年度及び平成 30年度に産総

研発ベンチャーの M&Aが 2件成立し、第 4期全体と

しては着実な「橋渡し」研究後期の成果を挙げるこ

とができた。 

 

・リン酸化活性化アレイによる創薬研究システム

開発 

 細胞内シグナル伝達の主役であるリン酸化経路

の網羅的探索を世界で初めて可能にしたことで、シ

グナル伝達経路上の分子群を標的とした新規薬剤

（主に抗がん剤）開発のための標的分子探索に貢献

し、製薬企業の薬剤開発を加速することが期待でき

る。また、本技術を基盤として創立された産総研発

ベンチャー「ソシウム」は、平成 30 年度に民間企

業から約 2億円の出資受け入れが完了した。令和元

年度も企業、医療現場への技術コンサルティングを

実施し、創薬支援を実施することで本技術の社会へ

の「橋渡し」に努めた。JSTの研究開発の俯瞰報告

書等によると、令和 2年における世界のバイオ医薬

品市場は 20 兆円規模であると見積もられており、

タンパク質のリン酸化シグナルなどの新しい生物

情報に基づく創薬基盤技術の開発は将来的な市場

獲得に資する成果である。 

 

・双腕ロボット「まほろ」による創薬支援技術の開

発 

 「まほろ」は第 4期中に新聞 2社及び Web24件で

報道され、TV 報道も NHK など各局で 5 回取り上げ

られている。特に、平成 28年度に JapanRobotWeek

第 7回ロボット大賞優秀賞を受賞した。また、平成

29 年度には、遠く離れた別の研究室でも高精度の

バイオ実験を再現できることを示し、その研究が国

際誌 NatureBiotechnology（IF：35.7）に掲載され、

世界的にも高い評価を受けた。今後は、双腕ロボッ

ト「まほろ」に搭載可能な新規人工知能技術の研究

開発を実施し、単純な動作の繰り返しだけでは自動

化することが困難な幹細胞培養実験の自動化を実
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●ときわバイオ株式会社（再生医療用 iPS 細胞作

製等）：再生医療用 iPS細胞の作製や細胞のリプロ

グラミングに関する研究開発事業、遺伝子治療技

術の研究開発事業、及びバイオ医薬品等の創薬・

製造支援事業を実施した。令和元年度は、民間企

業から 2,200万円の受託研究費､公的機関から 1.2

億円以上の研究費を獲得した。 

 

●ロボティック・バイオロジー・インスティテュ

ート株式会社（ヒト汎用型ロボットシステムを提

供）：動作プログラムを別の「まほろ」に移植する

ことにより、遠く離れた別の研究室でも高精度の

バイオ実験を再現できることを示すことに成功し

た。誰でもどこでも高精度、高再現実験を行える、

生産性の高い未来の研究室のあり方を社会に提示

した。平成 30 年度までに、国内で 20 台のシステ

ムが販売・稼働。本システムによるロボットシェ

アリング事業（受託サービス）を国内 3 箇所で展

開している。平成 30年 4月に全株式を大手民間企

業が買収し、M&Aイグジットされた。 

 

●ソシウム株式会社（医薬品等の研究開発及び受

託）：平成 30 年 4 月 4 日に産総研発ベンチャーと

して称号付与された。患者を各種データにより層

別化するバイオマーカーの探索、副作用や不十分

な薬効により開発中止となった候補物質を別の疾

患治療に向けた新薬に再利用するドラッグレスキ

ュー、細胞内リン酸化シグナルの受託解析を展開

している。平成 30年度は民間ベンチャーキャピタ

ル（VC）から約 2.6 億円の出資を受け、受託研究

2件を実施した。 

 

●プロテオブリッジ株式会社（バイオマーカー探

索事業）：平成 30年 4月 30日に産総研発ベンチャ

ーとして称号付与された。網羅的ヒトタンパク質

解析を駆使し、血中の抗体解析・バイオマーカー

探索・化合物スクリーニングに新たな研究デザイ

ンを提供する。令和元年度は、産総研から本ベン

チャー企業に対して、新たに「膜タンパク質アレ

イの作成方法等」に関する技術移転を行った。ま

た、日本政策金融公庫と民間金融機関から 4,000

施する。これにより、細胞培養コストが大幅減少、

及び、人の操作による培養細胞品質ばらつき排除に

よる細胞の高品質化、Society5.0 が目指す AI/IoT

を活用した創薬基盤技術の開発が期待できる。ま

た、バイオ実験の精度及び実験処理能力を高めるこ

とで、新薬開発を支援する。また、「まほろ」を中

心に事業を展開する産総研発ベンチャーであるロ

ボティック・バイオロジー・インスティテュート株

式会社が大手民間企業に M&A イグジットされたこ

とにより、その基幹技術となる双腕ロボットのさら

なる高度化と普及などが期待される。 

 

・「金の卵」による組換えタンパク質安定・大量生

産の実現 

 ゲノム編集技術で作製したニワトリは、卵 1個に

ヒト IFNβを 30-60mg（市販製品価格 6,000 万から

3 億円相当）含んでおり、卵 1 個の生産コストは

1,020円程度であることから、確立した技術が組換

えタンパク質の低コスト生産に資することを証明

した。さらに、他の有用タンパク質を産生するため

に利用されている動植物（カイコやヤギ、イチゴな

ど）と比較して、ニワトリは必要とする施設が省ス

ペースで済み、鶏舎の利用によって組換え生物の拡

散防止が容易であるため、新たな「生物工場」のプ

ラットフォームとして期待される。本成果による組

換えニワトリ育成工場の実現によって、コストが課

題となっているバイオ医薬品や再生医療培地サプ

リメントの低価格化が可能となり、当該医薬品等を

用いた高度医療普及への貢献に繋がる。さらに、

OECDレポートに基づく 2030年における 200兆円規

模のバイオエコノミー市場のうち、バイオプロセス

による物質生産技術が 39%を占めるといわれてお

り、その市場獲得に向けた成果として注目を集めて

いる。 

 

・3D プリンティング技術による人工歯(義歯)の実

用化 

 本成果は、平成 30 年度に産総研プレスリリース

（平成 30 年 7 月 19 日付）がなされ、新聞 13 社及

び Web19件で報道された。また、今回開発した技術

は、デジタル歯科技術の発展に貢献し、IoT技術と

連携することで、遠隔地域でも利用できるようにな
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万円の協調融資を受けた。さらに、財団法人等か

ら合計 1 億 600 万円の助成金を受け、4 件の研究

助成プロジェクトを実施するとともに、民間企業

や研究機関との共同研究・受託研究合わせて 9 件

を実施した。 

 

●アネキサペップ株式会社（ペプチド医薬品の研

究開発）：平成 30年 12月 6日に産総研発ベンチャ

ーとして称号付与された。産総研研究者が開発し

た悪性腫瘍標的ペプチドを用いたペプチド薬物複

合体医薬品に関連する知財を独占的実施許諾のも

とで研究開発を行う。 

 

・リン酸化活性化アレイによる創薬研究システム

開発 

 正常細胞とがん細胞など、細胞はそれぞれの性

質により、外部からの刺激に対する細胞内応答（シ

グナル）が異なる。このシグナルの多くはリン酸

化経路によって伝えられ、どのリン酸化経路が活

性化しているかが分かれば、細胞変化の分子機序

のみならず疾患要因や薬効機序の解明に繋がり、

創薬支援が期待できる。そこで、第 4期において、

産総研の研究戦略に基づき領域が推薦し理事長裁

量で重点研究テーマに予算配分する戦略予算を投

入して技術開発を推進し、平成 28年度にリン酸化

活性による細胞内シグナル伝達の網羅的解析シス

テムを開発した。さらに、平成 29年度には、約 600

の薬剤・阻害剤の計測を行うとともに、計測効率

化のために民間企業と共同で 1 枚あたり 1,600 種

類のタンパク質が搭載された 40 枚のガラス基板

を同時に自動計測可能な機器の開発を開始し、平

成 30年度に本機器を完成させ利用を開始した。本

成果は、ヒトの全タンパク質に対して解析できる

技術と装置を世界で初めて開発したものである。

また平成 29 年度は、本技術の産業界への橋渡しを

目的に測定から解析までを一連のサービスとして

行う産総研発ベンチャーであるソシウム（株）を

創立した。また、令和元年度には、本技術に関して

民間企業や医療現場への技術コンサルティングを

実施した。本研究は臨海副都心センターで実施さ

れた。 

 

ると期待される。また、技工所の労働環境の改善や

歯科大学などでの教育ツールとして活用すること

で、歯科デジタル化の普及や歯科技工の魅力向上が

期待でき、歯科技工所の閉鎖や技工士の高齢化に歯

止めをかけることが予測される。また、歯科医療技

術革新推進協議会の報告書によると、国内の歯科医

療機器市場は約 3,800億円、そのうち義歯材料は 38

億円規模を占めているとされており、今後の高齢化

社会や入れ歯人口の増加による需要の拡大が想定

される。さらに、3D プリンティングは Society5.0

が掲げるデジタルものづくり技術として注目を集

めており、医療機器分野へのさらなる応用展開が期

待されている。 

 

・発光レポーターを用いた細胞機能評価システム

の開発 

 発光レポーターによる細胞試験系については、

OECD テストガイドラインの皮膚感作性試験に採択

されたことで、化粧品などの原料となる化学物質の

安全性評価に用いられることになる。また、細胞毒

性や食品機能性の細胞評価システムは、医薬品や食

品機能性素材の効能評価や安全性評価に用いられ

ることが期待される。さらに、世界各国で動物実験

への規制が進み国内の製薬、化粧品、食品業界でも

動物試験を減少・廃止する傾向にある中で、動物試

験を代替する評価法となりうる。加えて、絶対定量

が可能になったことで、毒性評価などに用いる発光

細胞の発光量を絶対発光量で表示し、時系列の異な

った計測データや、異なる装置による計測データの

比較検討が可能になった。加えて、この絶対発光量

測定技術を組織免疫染色法に導入することで、各地

の病院・大学などで作製されたがんの病理切片か

ら、がん診断における定量的な病理診断法の確立が

期待できる。 

 

・ケトン体・3-ヒドロキシ酪酸(3HB)の生物生産 

 微生物を用いた 3HBの大量生産の成功により、今

後は、機能性食品、サプリメント、医薬品原料、化

粧品原料への応用と、日本発のバイオリファイナリ

ー新規事業への展開が期待される。前述のとおり、

OECDレポートに基づく 2030年における 200兆円規

模のバイオエコノミー市場のうち、バイオ物質生産
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・双腕ロボット「まほろ」による創薬支援技術の開

発 

 人間が行う作業を高精度で再現する事が可能で

あるヒト型汎用ロボット技術を応用し、研究者が

誰でも使えるシステムを目指して、汎用バイオ作

業用の双腕ロボットを開発してきた。平成 27年度

には、産総研発ベンチャーとして「ロボティック・

バイオロジー・インスティテュート株式会社」を

設立し事業化した。このベンチャーと産総研が共

同で開発した双腕ロボット「まほろ」は、これまで

に大学・病院・大手製薬会社 10か所へ導入済みで

ある。上記ベンチャーと産総研の共同研究により、

平成 29年度には、動作プログラムを別の「まほろ」

に移植することにより、実験者がいない遠く離れ

た別の研究室でも遠隔操作で高精度のバイオ実験

を完全に再現できることを示した。平成 30 年度

は、民間企業との共同研究を推進し、「まほろ」を

用いて肝臓組織のもととなる肝臓幹細胞を高品質

で長期間自動培養することに成功した。また、「ま

ほろ」とともに AIを用いた培養細胞の画像評価を

導入することにより、実験者が実施した場合は数

週間を要する肝臓組織細胞の分化評価をわずか数

日で実施することを可能にした。令和元年度は、

AIと「まほろ」を利用して開発した上記の細胞評

価技術に関して民間企業とさらなる共同研究を実

施する予定であったが、NEDO先導プロジェクトが

終了し、本格研究に不採択となったため、その後

の解析は予算が確保でき次第、再開することとし

た。本研究は臨海副都心センターで実施された。 

 

・「金の卵」による組換えタンパク質安定・大量生

産の実現 

 バイオ医薬品など有用組換えタンパク質の需要

は年々拡大を続けているが、高額なコストが課題

である。産総研関西センターでは、ゲノム編集技

術を世界で初めてニワトリに適用する技術を開発

し、平成 28年度には卵の主要アレルゲンであるオ

ボムコイド欠失ニワトリを作製した。平成 30年度

は、同様の技術で医薬品として利用可能なタンパ

ク質であるヒトインターフェロンβ(IFNβ)遺伝

子導入ニワトリの開発に成功し、このニワトリが

繁殖可能なこと、少なくとも 3世代に渡りヒト IFN

等の工業用途が 39%を占めるといわれており、今後

も微生物の代謝機能による高効率なバイオ生産技

術の創出が求められる。 

 

・医薬品候補化合物自動設計装置の新規プログラ

ム開発 

 医薬候補化合物の設計と合成を自動化する高機

能分子自動探索装置の開発は、産業界から注目を集

めており、平成 28年度以降、学会や企業から 26件

の招待講演を依頼された。本装置の社会実装によ

り、これまで有機化学の専門家の知識や技術に依存

していた新規医薬品候補化合物の創出過程が自動

化され、創薬開発プロセスの短縮や研究コスト削減

が期待される。また、本研究は、利用可能な情報と

して蓄積されているもののまったく整理されてい

ない膨大な学術情報から必要な情報を見出す

Society5.0 型の創薬技術として注目を集めてい

る。さらに、機械に学習させる情報を変えることで

創薬に限らず、機能性材料開発などの化学分野での

適用も見込めるため、広く産業界を支援する強力な

ツールとなりうる。 

 

・新入れ歯用粘膜調整材の開発 

 歯科の在宅治療では入れ歯の治療が最も多く、中

でも入れ歯で傷ついた粘膜の治療に「粘膜調整材」

が良く使用される。本研究成果は、より高度な口腔

ケア技術を提供し、QOL 向上に貢献するものであ

る。さらに、歯科医療材料や介護・生活関連分野に

おけるコンビネーション製品開発を一層加速させ

ることが期待される。 

 

・誘電率顕微鏡の観察技術 

 生物試料を生きたままナノオーダーで観察する

ことができる誘電率顕微鏡は、新原理に基づく世界

初の顕微鏡であり、従来の顕微鏡で観察できなかっ

たそのままの状態の細胞内部構造について詳細に

観察できる。本技術は創薬支援だけでなく、食品、

化粧品、材料・化学、精密機器、機械、石油化学に

適応が可能であり、極めて広い分野に貢献すること

が期待できる。 

 

・成長因子一体型コンビネーション医療機器の日
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βを安定的生産することなどを見出し、工業レベ

ルの組換えタンパク質生産に対応可能なことも証

明した。令和元年度は卵由来 IFNβを販売可能なレ

ベルに精製するとともに、他のヒト組換えタンパ

ク質を生産するニワトリを開発し、複数種のヒト

組換えタンパク質を発現する卵を開発した。加え

て令和元年度に、本技術をコスモ・バイオ社に技

術移転し、組換えニワトリ作出と飼育・繁殖、鶏卵

からの有用タンパク質製造まで行う受託製造サー

ビスが開始された。 

 

・3Dプリンティング技術による人工歯(義歯)の実

用化 

 40才以上から、一人当たりの平均喪失歯数が急

増するとともに、部分義歯（部分入れ歯)などの複

雑な立体構造を有する人工歯の使用割合が急増す

る。しかし、従来の歯科製造(歯科鋳造及び切削加

工)技術では、複雑な立体構造を有する人工歯（金

属フレーム等)の製造・臨床使用は困難であった。

また、コバルトクロム合金粉末を用いた人工歯の

作製は既存の鋳造技術ではなく、3Dプリンターを

用いた積層造形技術であったため、鋳造技術しか

認められないという当局の判断により歯科材料の

認可を得られないという問題もあった。これに対

し、AMED、経済産業省、厚生労働省の合同事業であ

る「医療機器等に関する開発ガイドライン（手引

き）策定事業」にて「三次元積層造形技術を用いた

歯科補綴装置の開発ガイドライン（手引き）」を作

成した（平成 29 年 3 月発行）。これと並行して、

革新的製造技術である 3D プリンティング(三次元

積層造形)技術を導入するとともに民間企業と共

同研究を推進し、平成 30年度に「デジタルものづ

くり」による人工歯(義歯)の製造及び歯科治療を

実現した。特に今回開発した人工歯は、3Dプリン

ティング用コバルトクロムモリブデン合金（SP2）

粉末タングステン含有の使用により、従来の歯科

鋳造技術の 2.5 倍以上の強度を達成できた。また、

3Dプリンティング技術の導入により、従来法と比

較して製造期間が 1/3 以下に短縮された。さらに、

今回使用した 3D プリンティング用コバルトクロ

ム合金粉末が、国内初の医療機器として厚生労働

大臣から承認された。これにより、破損しにくく、

本初の臨床応用 

 Ap-FGFは、FGF-2を徐放して骨形成を促進すると

ともに、骨と化学的に結合する Ap によってインプ

ラントの骨固着力を高める働きがある。これにより

術後のスクリューのゆるみが生じにくくなり、再手

術に伴う医療費損失を大幅に軽減できる。今年度に

実施した臨床研究は第１相臨床試験であり、主要評

価項目は有害事象の有無（安全性評価）である。加

えて、副次評価項目として、スクリューのゆるみ・

破損の発生率、骨癒合までの期間、頚椎症治療成績

判定基準等による評価、が設定されている。本臨床

試験の結果に基づき、民間企業への技術移転とヒト

における客観的な有効性評価法を確立し、治験を経

て承認申請へと展開することを目指す。 

 

・高速遺伝子検出・解析技術の開発 

 従来の細菌やウイルスなどの遺伝子検査は高精

度で有用な一方、装置は大きく高価で検査にかかる

時間も長いため、専門施設でしか利用できなかっ

た。感染の拡大を抑えるには早急に有効な対策が必

要であり、そのためには現場で原因となる細菌やウ

イルスなどを迅速に特定できる遺伝子検査機が求

められてきた。本成果によって、これまで専門施設

内に限られていた高精度の遺伝子検査が場所を問

わず実施可能となり、ウイルスや細菌を現場で素早

く特定できるようになるため、ベッド(患者)サイド

で医療従事者が検査可能となると期待される。ま

た、医療現場だけでなく工場などの食品衛生、環境

汚染調査のほか空港や港湾で感染症予防の水際対

策での使用など、幅広い分野での活用が期待され

る。 

 

・創薬支援ネットワーク 

 近年は抗生物質の使用を控える風潮にあるため、

新規抗生物質を開発する国内製薬企業は減少して

いる。一方では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）など多剤耐性菌による感染症に有効な抗生

物質の探索も求められている。そこで、アカデミア

のみで抗生物質の開発を行い、製薬企業が導入しや

すいステージまで研究を進めることができれば、こ

れらの問題は解決すると考えられる。本課題で産総

研は、抗生物質の生産性を向上させ、動物実験を可
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患者に最適な人工歯(義歯)を用いた歯科治療が可

能となった。令和元年度は、上記に加えて、タング

ステン不含コバルトクロムモリブデン合金粉末が

新たに医療機器の 2 例目として厚生労働大臣から

製造承認を受けるとともに、この合金粉末を用い

た積層造形材の優れた特性と特性発現のメカニズ

ムを明らかにし、その研究成果が学術誌 Materials

（IF：2.9）に掲載された。新たな歯科補綴材料と

して保険適用について厚生労働省と合意が得られ

ており、申請準備を進めている。さらに、敏感なア

レルギー患者への配慮のため、チタン材料での人

工歯の開発についても検討を行い、その特性評価

に関する知見が学術誌 Materials に掲載された。

3Dプリンティング用チタン合金粉末について国内

初の薬事申請の準備を進めている。 

 

・発光レポーターを用いた細胞機能評価システム

の開発 

 生物が持つ光タンパク質を利用した遺伝子発現

解析（発光レポーターアッセイ）は、測定の簡便性

や定量性の高さから、遺伝子発現や細胞内情報伝

達物質の活性化の有無等の細胞内の変化を定量的

にモニターするために必要不可欠なツールであ

る。そのため、基礎研究のみならず、創薬、食品機

能などの広範な研究開発に汎用されている。第 4

期においても本研究を精力的に実施し、独自に開

発した発光レポーターを活用した光計測による細

胞評価系を構築し以下の成果を挙げてきた。平成

27年度には、橋渡し前期における研究開発として、

発光レポーター遺伝子を組み込んだ肝細胞の三次

元培養系を用いて被験物質の毒性評価を 1 ヶ月間

連続して行うことに成功した。平成 29年度には橋

渡し後期に移行し、皮膚感作性の動物代替試験法

として構築した、免疫細胞を活性化するタンパク

質インターロイキン 8 の発現を光で計測する細胞

試験系が、OECDテストガイドラインに採択された。

さらに同年度、体内時計遺伝子の発現を光で検出

できる胚性繊維芽細胞を製品化し、企業より上市

された。これまで発光量は、各実験対照群との相

対値として表されており、試験中に評価対象とな

る細胞が多数の場合は比較検討が容易ではなかっ

た。そこで、平成 30年度に計測標準総合センター

能にするだけでなく、生産コストの抑制といった製

品化では必須の課題を解決する糸口をつくったと

言える。この技術は他の薬剤の生産にも応用できる

ため、今後も創薬における橋渡しの貢献が可能と考

えている。 

 

・核酸の 2 本鎖構造を安定化するクロスリンク試

薬の実用化 

 低分子医薬品よりも安全で、抗体等のタンパク質

性バイオ医薬品よりも製造工程の確立が容易な核

酸分子は、創薬基盤として高い期待を集めている。

病気の原因となる遺伝子の働きを抑えるようなメ

カニズムで働くのが特徴であるが、標的とする病原

遺伝子に対応する核酸配列を合理的に設計するこ

とが可能であるため、特に個別化医療における貢献

が期待されている。本研究によって開発されたクロ

スリンカー試薬は、現在のところ研究用途としての

利用に限定されるが、核酸分子の新たな安定化戦略

を提案する画期的な成果である。 

 

・植物工場を用いた動物用医薬品の生産 

 今回受賞した「経済産業大臣賞」においては、以

下の点を高く評価された：1）遺伝子組換え植物（イ

チゴ）によるイヌインターフェロンの量産化、革新

的な植物工場の開発、それを原料とした動物薬の実

用化に成功したこと、2）約 50～70%の省エネルギー

効果、製造コスト 1,000分の 1程度と、これまでの

医薬品製造プロセスに劇的な変革をもたらしたこ

と、3）有効成分の抽出・精製を不要とした事例は

世界初（遺伝子組換え植物を利用した医薬品製造と

して）であること。第 4期より前から産総研におい

て開発を続けてきた植物工場が高く評価されたこ

とは、技術の社会実装の成功例として挙げられる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 評定「Ｂ」の理由は、民間資金獲得額が目標値に

達していない一方、製品化（上市）およびベンチャ

ー設立を多数行い、また予てから開発してきた植物

工場について「経済産業大臣賞」を受賞し高く評価
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と民間企業と連携して微弱発光光源を開発し、本

光源で測定装置を校正することで絶対発光量測定

法を確立した。開発した微弱発光光源は民間企業

から製品化された。また、確立した技術により、化

学物質毒性評価発光細胞の発光量を絶対発光量で

測定することに成功した。さらに、生物における

発光反応を触媒する酵素であるルシフェラーゼを

コードする遺伝子を導入した一細胞の発光量がア

トワットレベル（一般的な蛍光灯が 30ワットでア

トワットは 10-18 ワット）であることを世界で初

めて明らかにし、生物発光分析においてはアトワ

ットレベルの発光量を検出する必要があることを

示した。令和元年度は、この絶対発光測定法をが

ん組織切片の組織免疫染色法に応用した基礎的研

究を展開し、がん組織における抗原数を算出、定

量化することに成功した。また、がんの定量病理

診断法に関連するシステムの製品化に向けて民間

企業とのコンサルティング契約を令和 2 年度に締

結する見込みである。さらに、これまでに確立し

たリアルタム発光モニタリング技術を活用した新

たな細胞機能評価系の開発にも取り組み、炎症性

サイトカインであるインターロイキン 6 および抗

炎症性サイトカインであるインターロイキン 10

の発現変動を発光でリアルタイムに計測すること

で化合物の炎症／抗炎症活性を解析する評価系を

確立し、タイハーブであるカーに含まれる 1’-

acetoxychavicol acetate（ACA）が抗炎症作用を

有することを明らかにした。本研究成果は、学術

誌 Int. J. Mol. Sci.（IF：4.2）に掲載された。

本研究は四国センターとつくばセンターで実施さ

れた。 

 

・ケトン体・3-ヒドロキシ酪酸(3HB)の生物生産 

 企業との共同研究によりバイオプロセス（発酵）

を用いて（R）-3-ヒドロキシ酪酸（以下、3HB）を

製造する方法を開発した。3HBは化学合成プロセス

では得ることが困難なバイオプロセス特有の化合

物であり、人の体内でも合成されて様々な生理活

性機能を有する。平成 29年度に開発したバイオプ

ロセスでは、ハロモナス菌を用い、好気発酵によ

り菌体内に 3HB のポリマーであるバイオポリエス

テル（PHB）を蓄積させたのち、嫌気発酵に切り替

され、また新型コロナ対策として産総研が開発して

きた PCR機器が各医療機関に配備されるなど、着実

な「橋渡し」研究後期の成果を挙げることができた

ためである。具体的には、第 4 期中に 26 件の製品

化を達成し（令和元年度は 10 件）、また令和元年度

に産総研発ベンチャーが新たに 1社創出され、平成

27年以降の産総研発ベンチャーの創設は 11件（う

ち 2 社は平成 26 年度中の設立）となり、加えて平

成 29 年度及び平成 30 年度に産総研発ベンチャー

の M&Aが 2件成立した。 

 なお、評価委員からは、「小型高速リアルタイム

PCR装置（GeneSoc）は、今般の新型コロナウイルス

感染症という社会的緊急性ある医療ニーズに応え

て、AMED事業にて採択され、実用化が加速されるこ

とになった。昨年末の段階で製品化上市されたばか

りで、大変にタイムリーな成果であったと高く評価

したい。本来は薬剤耐性菌と薬剤投与の最適化への

展開が目されていたが、15分以内の迅速検査、オン

サイトという特長は感染症にこそ生きる機能であ

り、社会と臨床現場に希望と期待を与えることが出

来た。」「研究用機器として製品化された GeneSocが

医療用機器として実証実験が加速されることにな

った。精度評価プロセスでは LAMP 法との比較も含

めて貴重なデータが短期に集積されると期待でき

る。まさに橋渡しの最終段階である。」「高速遺伝子

検出と解析技術の開発研究において、PCR装置の小

型化と高速化を実現し、社会ニーズに高い製品に繋

がり、生命工学領域研究の必要性と技術力の高さを

社会に訴えることができた。」「高速 PCRを開発し、

杏林製薬と独占的な販売を締結してリリースした

ことは、コロナウイルスで世界情勢が不安定な中、

とても心強い成果だと思われる。」「組換え植物に関

する顕著な業績の経産大臣賞受賞，ベンチャー1社

の設立等，特に顕著な成果が上がっている，と考え

られ，高く評価できる。」とのコメントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 令和元年度までのいずれの年度においても、評価

指標の民間資金獲得額が目標値に達しておらず、現

状の改善が課題である。令和元年度は、200万円以

下の共同研究資金の設定の見直し、さらに、共同研

究の大型化を目指す戦略的アライアンスの取組を
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えることによって、菌体内に蓄えられた PHB を加

水分解させ、菌体外に 3HB として放出させること

が特徴である。既存の化学合成技術では熱に弱い

3HBの効率的な生成は困難であった。また、PHBを

蓄積させる微生物の報告はこれまでにもあった

が、平成 30年度に開発された技術のように高効率

（40g/L）に 3HBを生成させ、単離することに成功

したのは世界初である。本研究は関西センターで

実施された。 

 

・医薬品候補化合物自動設計装置の新規プログラ

ム開発 

 医薬品候補化合物の創出には多大な年月を要

し、幾多の試行錯誤を伴うため、医薬品候補化合

物探索プロセスの効率化が望まれている。そこで、

平成 28 年度より医薬品候補化合物の設計と合成

を自動化する自動探索装置の開発を推進してお

り、既知の化合物特性を装置に学習させることで、

医薬品候補化合物の自動探索が可能となった。平

成 30年度には、民間企業からの資金提供を受け、

本装置を用いて既存の化合物よりも生理活性が 18

倍以上高い 17 個の新規化合物を発見した。さら

に、公開論文 6.5 万報から医薬品候補物質の化学

構造の特性等を学習させ、自動設計プログラムを

強化した。令和元年度には公開特許情報を機械に

学習させ、自動設計プログラムを更新した。 

 

・新入れ歯用粘膜調整材の開発 

 入れ歯で傷ついた粘膜治療に利用する粘膜調整

材には微生物が付着し易い。付着した微生物は、

高齢者肺炎のうち 7 割以上を占める誤嚥性肺炎の

発症リスクとなる。産総研四国センターでは、平

成 27 年度に大学や企業と共同で開発した抗菌活

性を有する塩化セチルピリジニウム（CPC）担持モ

ンモリロナイトを粘膜調整材へ応用し、入れ歯表

面上で、カンジダ菌、黄色ブドウ球菌及びミュー

タンス菌の増殖を 2 週間に渡って持続的に抑制す

る新規粘膜調整材を開発した。本製品は今年度、

日本初の口腔内に薬剤が徐放されるコンビネーシ

ョン製品（薬物・医療機器組み合わせ製品）とし

て、厚生労働大臣に製造販売が承認された。令和

元年度は共同研究先の企業において製品化が進め

推進した。また、これまで連携のなかった化学系企

業の幹部らにアプローチし、連携の可能性を模索す

る協議を重ねている。令和元年度は、他領域が提案

した冠ラボに課題参加することとなった。領域内の

最新技術開発の情報を収集するため、研究者との意

見交換会を行い連携シーズを探るほか、企業ニーズ

に合わせた課題の設定を研究者へ依頼するなど、新

たな連携構築を推進し、資金提供型共同研究の契約

を進めた。第 5期にはこの作業を継続し、より大型

の連携を構築することとする。 
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られ、令和元年 7 月 8 日に広島大学及び北海道大

学に対して、本製品が限定販売された。今後は、限

定販売の結果を勘案し、一般販売に向けて方向性

を定める予定である。本研究は、四国センターで

行われた。 

 

・誘電率顕微鏡の観察技術 

 固定液による前処理を必要とせず、細胞などの

生物試料を液中で生きたまま 10nm 程度の高分解

能で観察することができる誘電率顕微鏡の開発を

進めた。この顕微鏡は、対象物の誘電率差を可視

化する新しい原理に基づくもので、溶液中の生細

胞試料やナノ粒子溶液を非染色、非固定、非侵襲

の状態で観察することが可能になる。平成 30年度

は試料調製法や画像解析技術の改善により、生き

た細胞の膜タンパク質の観察に成功するととも

に、溶液中の各種の界面活性剤や油改質剤を 10nm

以下で観察することにも成功した。また、本技術

に関連する技術コンサルティングも実施し、新た

に大手電機メーカー1社、精密機械メーカー1社と

の契約を平成 30年度に新たに締結した。また、大

手飲料会社や日用品化学会社との資金提供型共同

研究を実施した。令和元年度は画像解析技術を更

に改良することで、分解能の更なる向上による液

中分子の 3 次元構造解析を実現させた。この 3 次

元構造解析において、画像内の観察対象物質の組

成分析を可能にするための新たな研究課題が

CRESTに採択され、検討を開始した。 

 

・成長因子一体型コンビネーション医療機器の日

本初の臨床応用 

 脊椎椎体骨折は、脊椎固定術の適応となる疾病

の一つである。骨粗鬆症患者の増加に伴い、椎体

骨折患者も増加し、103万人と推定されている。椎

体骨折の治療は保存療法が基本であるが、椎体の

圧潰・変形による脊髄・神経根の圧迫が神経障害

や歩行障害、脊柱変形による姿勢障害、呼吸機能

障害、逆流性食道炎などの続発症を来たす場合が

あるため、手術による治療も行われており、脊椎

固定術はその一つで年間約 93,000 件行われてい

る。しかしながら、骨粗鬆症患者では、骨質不良の

ために骨組織が容易に変形し、固定に用いるスク
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リューのゆるみが発生しやすいことが知られてお

り、脊椎固定術による治療を行った患者の 20-40％

でスクリューのゆるみが発生しているとの報告が

ある。スクリューのゆるみに対する改善策は種々

試みられているが、一般に強く推奨される方法は

確立されておらず、再手術に伴って年間 80～160

億円程度の医療費が生じている。こうした問題に

対し、インプラントの骨固着力を高める目的で骨

形成促進因子である FGF-2 を骨や歯の主成分であ

るヒドロキシアパタイト（Ap）のマトリックス中

に 分 散 さ せ た Ap-FGF を 開 発 し 、 準

GoodManufacturingPractice（GMP）製造基準書・手

順書を作成した。筑波大学医学部と共同で Ap-FGF

をコーティングしたスクリューを作製した。この

成長因子一体型頚椎椎弓根スクリューを用い、抜

去を前提としない症例に対する、成長因子一体型

コンビネーション金属医療機器の日本初の臨床試

験を特定臨床研究として開始した。令和元年度中

に 10症例への埋植を完了し、そのうち 2例につい

て 1年間の経過観察を終了した。 

 

・高速遺伝子検出・解析技術の開発 

 近年、細菌やウイルスによる集団感染や食中毒

が問題となっている。このような場合には、原因

となる細菌やウイルスの特定作業が必要となる。

現在これらを高精度に測定する手段は遺伝子検査

に限られている。一般的に遺伝子検査ではウイル

スなどの遺伝子を増幅させるためにポリメラーゼ

連鎖反応(PCR)装置が使われるが、これまでの PCR

装置は、大型で消費電力が大きく、価格も高いこ

とから専門施設内での利用に限られており、現場

からサンプルを送付する必要があり、さらに測定

に約 1 時間かかることも普及の足かせとなってい

た。バイオメディカル研究部門、先端フォトニク

ス・バイオセンシングオープンイノベーションラ

ボラトリでは、平成 30年度までに、高速かつ小型

の PCR装置の開発を進めてきた。令和元年度は、5

～15 分程度で遺伝子検出が可能な卓上サイズの

PCR 装置を完成させ、令和元年 11 月 11 日に連携

先の企業より販売開始に至った。以上の成果は、

関西センターを中心に実施された。 
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・創薬支援ネットワーク 

 平成 25 年度に発足した創薬支援ネットワーク

の「創薬ブースター（創薬総合支援事業）」におい

て、産総研・生命工学領域は、アカデミア発創薬を

目指して大学のシーズをインハウス予算で支援す

る取組に参画している。これまでに、ライブラリ

ーを用いたスクリーニングや分子設計に関する技

術や知見を活用し、8 課題について支援をしてき

た。その中で、平成 26年度に支援を開始した「新

規抗生物質の開発」において、抗生物質生産菌株

への変異導入と生産培地の改良といった産総研の

生産性向上技術を用いることにより、抗生物質の

生産性を 400 倍に上げることに成功した。これに

より、大量生産が可能になり、動物を用いた薬効

評価や毒性評価を実施することができるようにな

った。令和元年度は、本抗生物質の開発事業が製

薬企業へ導入されることが内定した。本成果は、

産総研が支援した創薬ブースター課題の最初の橋

渡し事例である。 

 

・核酸の 2 本鎖構造を安定化するクロスリンク試

薬の実用化 

 核酸医薬は新たな創薬モダリティとして高い期

待を集めているが、通常の核酸分子は温度等の環

境因子の変化に応じて安定性が変化し、機能を持

った 2 本鎖構造から機能を持たない 1 本鎖構造へ

と容易に変化するという問題がある。本成果にお

いて、2 本鎖を共有結合によって連結し機能を持

った構造の安定性を高める、クロスリンカー試薬

を開発した。従来のクロスリンカーで連結した 2

本鎖は連結部位周辺の立体構造が変化するために

本来の活性を発揮できない点が問題であったが、

本成果のクロスリンカーは本来の立体構造を維持

することができるため、高い活性を維持できる点

が特徴である。令和元年度においては、最近の応

用実験の成果を受けて試薬会社からの販売が開始

されるに至った。 

 

・植物工場を用いた動物用医薬品の生産 

 遺伝子組換え生物を用いた物質生産は、複雑な

物質を大量に生産することができる可能性があ

り、多くの分野で期待されている。これまで実用
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化されている遺伝子組み換え医薬品は、動物の培

養細胞や大腸菌・酵母・植物などを用いる例が多

い。産総研では平成 18年（2006年）より遺伝子組

換え植物による医薬品生産を目的として植物工場

の開発を行ってきており、具体的には、イヌ・イン

ターフェロンを発現した遺伝子組換え植物（イチ

ゴ）を開発してきた。平成 19年（2007年）に植物

工場を竣工し、平成 25 年（2013 年）10 月には動

物用医薬品の製造販売の認可を取得し、平成 26年

（2014 年）3 月に動物用医薬品に承認され、イヌ

歯肉炎軽減剤として販売を継続してきた（ホクサ

ン株式会社との共同研究）。令和元年度は、これら

の一連の成果が認められ、ホクサン株式会社と産

総研が共同で「第 8回ものづくり日本大賞」の「経

済産業大臣賞」を受賞した（令和元年 12 月）。な

お本研究は産総研北海道センターにおいて実施さ

れ、北海道に拠点があるホクサン株式会社との共

同研究であり、北海道の地域産業の振興へ貢献し

た。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 生命工学領域の技術的ポテンシャルを活かした

活動として、技術コンサルティング、薬事審査な

どに係る支援事業、中小企業の事業計画策定支援

を行った。特に、生命工学領域には、薬事審査の経

験者、創薬や医療機器開発を企業と一緒に進めた

経験者、生物資源管理の経験者、生命倫理や個人

情報保護に関する規制対応の経験者等、創薬・医

療・医療機器に係る特有の知見を有している研究

者が在籍していることから、それらの経験を活か

した産業界への支援活動を進めた。 

 

■技術コンサルティング 

 第 4 期においては、有償の技術相談として技術

コンサルティングを積極的に推進した。特に平成

30年度は、技術コンサルティングと共同研究につ

いてその違いを整理し、研究者への周知と活用を

推奨した。 

 独自の技術や知見をもとに、平成 30 年度は 45

件 5,614 万円の技術コンサルティング契約を締結

し、契約件数及び契約額は年々着実に増加した（平

成 27年度 4件 560万円、平成 28年度 16件 1,830

万円、平成 29 年度 25 件 3,670 万円）。IT やロボ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

企業との直接の会話によるニーズの把握や専門

性を活かしたガイドライン・実用化支援等、様々な

手段を活用することで、より広く深く、研究者とそ

の研究成果を理解してもらうための土台が構築で

きた。これは今後、企業の課題を総合的に解決する

ための太いパイプの構築に繋がるものと考えてい

る。詳細は下記の通りである。 

 

■技術コンサルティング 

 契約件数及び契約額は第 4 期中年々増加し、IC

等による積極的な制度推奨が結果に表れたと考え

られた。産業別にみると、材料・化学系の企業との

連携が増加した。製薬企業との連携数は平成 29 年

度、30年度とも 6件であったが、平成 29年度の技

術コンサルティングの成果をもとに共同研究に発

展した課題もあり、平成 30 年度はより橋渡しに貢

献した。令和元年度も、契約件数は平成 30 年度実

績を上回った。これまで無償で行っていた契約を見

直すなどにより、技術コンサルティング契約額の増
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を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

ット技術を活用した創薬プロセスの加速に関する

契約（平成 30 年度 18 件）や、高分解能誘電率顕

微鏡を用いたイメージングに関する契約（平成 30

年度 5 件）の他、材料化学、機能性食品、廃水処

理、細胞培養技術、音響等、幅広い分野での技術コ

ンサルティングが行われるようになった。また、

イノベーション推進本部と連携し、ICを中心に、

領域横断型の技術コンサルティング活動も実施し

た。そのうち令和元年度は、研究員に技術コンサ

ルティング制度がさらに浸透し、幅広い分野での

技術コンサルティングが進み、件数が増加した。

具体的には、57件 4,716万円の技術コンサルティ

ング契約を締結、実施した。 

 

■医療機器開発ガイドライン・実用化支援 

 再生医療やプラズマ医療等の医療機器の開発促

進及び迅速な薬事承認審査に活用できる開発ガイ

ドラインや評価指標の策定を進めた。平成 27年度

から令和元年 12 月末までの間に 25 件の開発ガイ

ドラインを策定し、審議中及び公開前の開発ガイ

ドラインが 6 件である。医療機器分野への参入を

目指す企業等に向けた医療機器開発ガイドライン

に関するセミナーを令和元年度 3 回に渡って開催

し、320名の参加者を得た。企業 10社、企業等の

個人会員 50 名が参加する医療機器レギュラトリ

ーサイエンス研究会を設置し、中小企業にも活用

できるように医療機器審査の具体的事例を取り上

げた啓蒙・支援・指導を平成 30年度に引き続き令

和元年度においても 2 回実施し、120 名の参加者

を得た。さらに医療機器開発支援ネットワーク事

業として、中小企業等での開発計画・臨床試験計

画の策定、臨床試験を行う医療現場の確保、薬事

申請書の作成などの専門性が要求される業務を、

医薬品医療機器総合機構（PMDA）に出向して薬事

審査の経験のある産総研研究者が、開発段階に応

じた切れ目ない支援を提供する「伴走コンサル」

として支援した。また、厚生労働省、文部科学省、

経済産業省で推進する AMED の創薬支援ネットワ

ークに平成 26年度より参画し、生命工学領域内予

算で大学発の創薬課題について、平成 27年度 3件、

平成 28年度 1件、平成 29年度 2件、平成 30年度

2 件、令和元年度 2 件の支援事業および 1 件の技

加に取り組んだ。 

 

■医療機器開発ガイドライン・実用化支援 

 医療機器事業は国外企業が優勢な状況にあり、日

本の医療機器開発力を強化する支援事業が国を挙

げて進められている。特に、中小企業やベンチャー

等の新規参入の促進や、事業戦略、薬事戦略、知財

戦略などの支援が関係省庁から求められている。産

総研で進めている薬事承認のための開発ガイドラ

インの策定や医療機器レギュラトリーサイエンス

研究会での指導・支援事業は、このようなニーズに

応えるもので、国産医療機器のシェア拡大において

その意義は大きい。また、国が進めている医療機器

開発支援ネットワーク及び創薬支援ネットワーク

の事業では、薬事審査に携わった経験をもつ産総研

研究者が具体的かつ実効性の高い支援が行えてお

り、日本の医療機器開発力強化に貢献した。 

 

■外部資金申請書作成支援 

 AMED、NEDO、JSTの各種事業、中小企業庁の各種

事業への共同申請に向けた申請書作成支援は、採択

の可能性を高めることに貢献するだけでなく、産総

研の広い知識を、医療、製薬、化学、食品をはじめ

とする幅広い産業界へと灌流する機能を果たす。特

に、技術コンサルティング制度を活用し、民間資金

の獲得と橋渡し研究は着実に拡大した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「技術コンサルティング

の実績が大きく増えており、特に、化学、食品、分

析標準化などの領域で契約数が伸びた。社会的に価

値ある技術支援、助言が行われたと評価できる。」

「領域の運営交付金が減少する中、若手支援や大型

共同研究を充実させるための費用配分が適切に行

われている。」等のコメントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 専門的知識を必要とする研究現場の業務を支援

するための資源と人材が不足していることが課題
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術開発課題を実施し、そのうち 1 件の製薬企業へ

の導出が内定した。 

 

■外部資金申請書作成支援 

 AMED、NEDO、JSTの各種事業、中小企業庁の戦略

的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）、もの

づくり補助金事業などへ企業と共同申請する際

に、IC等が業界の技術や事業動向、将来への展望

を把握し、当該企業に相応しい申請書作成のため

の支援を行った。平成 27年度はサポイン 6件支援

中 4件採択、平成 28年度は AMED１件、サポイン 1

件、平成 29 年度はサポイン 2 件、平成 30 年度は

NEDO及びサポイン各 1件が採択された。令和元年

度は、研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)3

件、JST2 件、地方自治体事業 3 件、AMED3 件及び

サポイン 1 件の申請を支援し、地方自治体 2 件と

AMED2件が採択された。 

 

である。これらの不足は、研究者の一部をこれらの

管理業務の専門的な担当者に指定して業務の集約

化を図ることで対応するとともに領域全体での法

令遵守の徹底に繋げる。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 研究成果の民間企業への効率的な「橋渡し」実

現と民間資金獲得を目的として、領域に所属する

ICが、連携対象の企業リスト、産総研研究者リス

ト等を整備し、企業訪問、面談等を通して企業の

ニーズを把握し、生命工学領域の研究者とのマッ

チングを行った。また、令和元年度は企業・外部コ

ンソーシアムとの大型連携の構築を目指して活動

した。詳細は以下の通りである。 

 

■企業ニーズの把握と研究成果とのマッチング 

・企業訪問・面談 

 領域所属の IC が、平成 27 年度より 4 年間で、

延べ 321社 846 回の面談を行った。令和元年度は、

210社 398 回の面談を実施した。この他、産総研テ

クノブリッジフェア、BioJapan、各種コンソーシ

アム、AMEDプロジェクトのユーザーフォーラム、

業界団体訪問において 52 社への研究成果紹介を

行った。令和元年度は、領域 IC1 名と連携主幹 2

名を増員し、平成 30 年度よりも企業との面談を

30%程度多く実施し、連携構築に努めた。 

 

・戦略的アライアンスの締結 

 製薬企業と平成 24年度に守秘契約を結び、共同

研究課題を探索する戦略的アライアンスを締結

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

■企業ニーズの把握と研究成果とのマッチング 

・企業訪問・面談 

 各企業担当者との信頼形成に大きく貢献した。こ

れにより大企業執行役員などと延べ 32 回の面談に

繋がった。 

 

・戦略的アライアンス 

 生命工学領域で進めている戦略的アライアンス

では、産業界からの希望事項と産総研の技術シーズ

をもとに、両者の研究者・技術者が議論を加えなが

ら共同研究課題を創っていき、共同研究の実施／中

止の判断や共同研究の計画承認・進捗管理等を両者

の管理者がメンバーとなる運営委員会で実施した。

これにより、産業界が真に求める課題を共同運営委

員会の進捗管理の下で進めることができ、産業界と

一体となった強い連携が構築された。これは、研究

開発で産業界に貢献する産総研の重要な連携形態

になると考えている。 

 

・外部コンソーシアムとの連携 

 企業ごとの独自の方法で解析してきたマイクロ
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際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

し、第 4期にわたり継続した。また、平成 29年度

には新たな製薬企業と戦略的アライアンスを締結

して同社の研究課題を抽出し、平成 30年度は新規

共同研究を 2 件スタートさせ、それらの共同研究

継続について議論し、令和元年度も引き続き継続

して共同研究を推進した。 

 

・企業との大型連携の構築 

 非競争領域を対象として国内大手企業 3 社との

共同研究を開始した。また令和元年度に、冠ラボ

の設置に関して大手企業と検討を重ねたが、冠ラ

ボの設置には至らず、代わりに大型の共同研究契

約の締結になった。一方、令和元年度に他領域と

協働で 2つの冠ラボに参画した。 

 

・外部コンソーシアムとの連携 

 平成 30 年度に、JMBC とマイクロバイオーム解

析の標準プロトコル構築を共同で行う覚書を締結

し、2年間の共同研究に合意した。令和元年度には

産総研-JMBC 合同交流会を開催し、連携を推進し

た。 

 

・研究者紹介カタログの作成と配布 

 平成 24 年度より毎年、生命工学領域に所属する

研究職員の紹介カタログを作成し、氏名、研究テ

ーマと内容、研究分野、キーワード、連絡先を一覧

できるようにした。研究内容に関しては毎年アッ

プデートしていたが、令和元年度は、第 4 期の最

終年度に当たっており、新たに作成しても、すぐ

に組織改編が予定されていて大幅に変わってしま

うため、異動があった職員のリストの別刷りだけ

を作成した。 

 

・JST新技術説明会参加 

 令和元年度、ベンチャー開発・技術センターと

共同で 3件の新規特許出願の紹介を行った。 

 

■「橋渡し」研究推進に向けた領域研究者への支

援と対策 

・連絡先リストの作成と技術提供 

 面談やイベント等で名刺交換をした連絡先リス

トを作成し、テクノブリッジフェアや BioJapanの

バイオーム解析では、得られた情報の共有化・融合

が困難であり、解析手法の標準化が産業界から強く

求められている。JMBCの要望のもと、産総研が中核

となってマイクロバイオーム解析の国際標準化に

向けた研究開発を推進することで、創薬、食品、検

査分野でのイノベーション創出や国内企業の国際

競争力強化が図られた。 

 

・研究者紹介カタログの作成と配布 

 企業との面談時に、生命工学領域研究者のポテン

シャルを紹介する上で有効なツールとして研究者

紹介カタログを作成した。毎年度の更新にあたって

は、ICからの要望も取り入れた紹介項目とした。単

に連携可能な成果を紹介するだけでなく、研究者が

持っている技術や専門性を示すことにより、連携の

幅が拡がった。 

 

・研究者への技術コンサルティング制度の紹介 

 民間資金の更なる獲得を目的に実施した領域内

研究者に対する技術コンサルティング制度の紹介

は、同制度の連携活用実績の増加と研究者の民間資

金獲得に対する意識の向上に繋がった。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「全体として積極的に研

究活動が展開され、第 4期最終年度にふさわしく、

それまでの取り組みの成果が数値としてあらわれ

たと考えている。」等のコメントを頂いた。 

 

＜課題と対応＞ 

 民間企業を数多く訪問しニーズの把握に努めて

いるが、内部の研究者の研究の進捗状況を十分に把

握できていないことが課題である。そのため、ICの

人数を増やし、まずはグループリーダーを順番に訪

問して聞き取りを行う必要がある。 
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らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

案内送付等に活用した。このリストは平成 27年度

に 210社掲載からスタートし、ICによる積極的な

企業訪問・面談によって、平成 28年度 370社、平

成 29 年度 400 社、平成 30 年度約 450 社と次第に

増加した。令和元年度は 767 社であった。また、

技術コンサルティングや共同研究の面談時に IC

が同席し、契約等の制度説明や研究成果の知的財

産の扱い等、相手企業や産総研研究者に情報提供

を行った。 

 

・研究者への技術コンサルティング制度の紹介 

 民間資金の更なる獲得を目的に、平成 30 年度

は、領域内研究者に対して、技術コンサルティン

グ制度を解説した資料を戦略部で作成してユニッ

トに展開した。 

 

・新規企業連携案件創出の試み 

 平成 30 年度及び令和元年度以降の新規な企業

連携の構築を目的に、民間企業から提供される資

金額に応じて連携促進費の配賦を新たに実施し

た。研究者は計画書を作成して研究戦略部に提出、

研究戦略部にて査定を行い、配賦を決定した。平

成 30年度は 5件を採択したが、その採択課題の中

から令和元年度には 1 億 2,000 万円以上の新規な

資金提供型共同研究契約が締結された。また、民

間との多様な共同研究テーマに柔軟に対応し、か

つ確実な契約締結につなげるために、戦略部連携

チーム体制を拡充し、活動を組織化した。さらに、

新たな連携シーズとなる隠れた研究テーマの発掘

を目指した活動を実施するとともに、若手研究者

を中心に知財戦略を浸透させ、情報を把握する体

制を構築することで知財戦略と併せた企業連携活

動を後押しした。 

 

・プロジェクトサポート体制の構築 

 これまで役割分担が明確でなかったプロジェク

トサポート体制を以下のように定めた。500万円以

上の大型案件は領域の研究戦略部が、それ以下は

研究ユニットの連携担当者がそれぞれプロジェク

ト担当研究者をサポートするよう役割分担を明確

にし、案件ごとに迅速なフォローを行うよう体制

を修正するとともに、各案件の担当者も明確にし
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えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

た。 

 

■外部への成果発信 

・広報 

 第 4 期を通して、イベント参加及び新聞掲載等

を積極的に行い、領域内の研究成果の発信に努め

た。平成 30年度は、日経クロステックに創薬技術

及び OIL に関する 3 件の研究成果記事が掲載され

た。日刊工業新聞における産総研の特集記事に当

領域の研究技術が 3 回掲載された。これら以外に

も、平成 30年度では、イノベーション推進本部、

北海道センターと共同でアグリビジネス創出フェ

アの産総研窓口を担当した。この他、展示会や所

内外のイベントで研究成果の広報活動を実施し

た。令和元年度は、生命工学領域が主催する産総

研・産業技術連携推進会議（産技連)Life Science 

- BioTechnology(LS-BT)合同研究発表会の開催や

他機関が主催する産総研新技術説明会、

BioJapan2019、アグリビジネス創出フェア等への

参加を通して成果発信を継続的に行った。 

 



105 

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す
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ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 第 4 期中長期計画の核として掲げた 3 つの重点

課題である「創薬基盤技術の開発」、「医療基盤・ヘ

ルスケア技術の開発」、及び「生物機能活用による

医薬原材料などの物質生産技術の開発」の効率的

な遂行、新たな目的基礎研究課題シーズの発掘、

グローバルな視点での橋渡し研究の推進を目指

し、国内外の大学や他研究機関との連携を積極的

に推進した。 

詳細は以下の通り。 

 

■オープンイノベーションラボラトリ（OIL） 

 大学が有する優れた研究シーズを産総研と共同

で産業化へ展開する共同研究ラボとして、平成 28

年度に早稲田大学と大阪大学の学内に OIL を設置

した。 

 

・産総研・早大生体システムビッグデータ解析 OIL

（早大 OIL、平成 28年 7月に設置） 

 早稲田大学が有する生物ビッグデータと、産総

研・早稲田大学双方の情報解析技術等を組み合わ

せて、疾病メカニズムの解明や個別化医療に対応

した創薬シーズ探索を進めた。令和元年度は以下

の 5つの戦略課題を推進した。 

 

(1)lnRNAやナノポアシーケンサーに対応した新規

配列解析技術の開発と適用 

(2)メタゲノム解析による環境メカニズム及び疾

病メカニズム解明 

(3)数理モデルによる生体システム制御と微生物

生産制御の実現 

(4)数理情報解析による生体行動メカニズム・個体

健康差の要因解明 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

■オープンイノベーションラボラトリ（OIL） 

2大学に設置した OILでの研究開発は、創薬・医療

の分野で不可欠な生物ビッグデータの解析処理技

術や計測技術を提供し、大学側が保有する技術との

相乗効果に基づくオープンイノベーションによる

新規薬剤や革新的な医療技術の開発を可能にする

ことが期待できる。具体的には、次の通りである。 

 

 生命科学の分野では、ゲノム配列、遺伝子発現、

タンパク質、代謝物などについて膨大な情報を得る

ことができる時代になった。これらの膨大な情報を

特定疾病や健康状態などと関連付けて因果関係を

解明することにより、新しい創薬や医療を生み出す

ことが期待されているが、関連づけを解明するため

の情報処理技術が未だ確立されていない。早大 OIL

では、この生命ビッグデータから効率的に主要因子

を見出す情報処理技術の開発を進めており、平成

30年度は lncRNAの機能解明のための情報処理技術

を開発した。これらの成果は、製薬業界、健康関連

業界、医療分野に欠かせない重要な解析処理技術で

あり、現在の不治の病に対する薬の開発や新しい医

療技術を生み出す原動力となり得た。 

 一方、薬物の代謝・分解に重要な分子群の消長や

細胞内分布の変化を生細胞でリアルタイムかつ長

時間に渡り分析・評価することができれば、薬剤候

補品の薬効や毒性の発現機構をより詳細に知るこ

とが可能となる。こうした情報から、実験動物を用

いずに細胞実験で薬剤候補品の選抜が可能となり、

結果として医薬品開発のコストダウンに繋がった。   
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大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

(5)各種モデル生物を用いた生体メカニズム解明

のための数理情報技術の開発 

 

 特筆すべき成果としては、大規模なメタゲノム

シークエンス等のオミクスデータの効率的な解析

技術開発の成果として、創薬ターゲットとして注

目されている lncRNA の機能解明に向けた配列情

報解析技術を開発した。また、早大 OIL をハブと

した米国（ハーバード大学、ボストン大学）、サウ

ジアラビア（キング・アブドゥッラー科学技術大

学、キング・ファイサル専門病院）との国際連携ネ

ットワークを構築し、世界標準となる最先端の生

命情報解析技術開発の連携体制を整備した。令和

元年度は、ナノポアシーケンサーのデータ解析技

術の開発や lncRNA解析技術の改良によって、医薬

分野で疾患関連配列等の発見などに貢献し、

Nature姉妹誌への論文発表やプレスリリース等を

行った。 

 令和 2 年度は、メタゲノム解析技術やメタトラ

ンスクリプトームデータ解析技術の実データへの

適用を推進し、海洋環境変動メカニズムや腸内細

菌叢と健康に関する影響メカニズムの解明を推進

し、高 IFジャーナルでの論文発表等を実施する。   

 さらに、これまでに開発してきた数理モデルを

もちいた微生物物質生産向上や、生体システム制

御に関する研究についても、共同研究先との連携

を深化させることで研究成果をより多く発信する

ことを見込んでいる。 

 

・産総研・阪大先端フォトニクス・バイオセンシン

グ OIL（阪大 OIL、平成 29年 1月に設置） 

 産総研が有するバイオ分析/制御技術に大阪大

学が有する最先端ナノフォトニクス技術を組み合

わせて、多彩な生体分子を計測する次世代バイオ

センシングシステムの開発を進めた。令和元年度

は以下の 3つの戦略課題を推進した。 

 

(1)革新的な細胞操作・イメージング技術の開発 

(2)次世代フォトニクスバイオセンサーの開発 

(3)バイオセンシングの超高感度 IoT プラットフ

ォームの構築 

 

 また、高齢社会を迎えさらに医師不足が叫ばれる

中、遠隔医療や在宅医療の充実は大きな課題であ

る。遠隔医療や在宅医療において迅速な診断が求め

られる感染症など各種疾病の診断を行うためには、

その場で診断に必要な特定の遺伝子や蛋白質を短

時間で計測し同定する技術が不可欠となる。阪大

OILでは、そのような計測を可能とする新規計測技

術やセンシング技術の開発、さらに開発した技術を

広く社会で利用してもらうための IoT プラットフ

ォームを構築した。将来は神経シナプス活動を生細

胞で観察する技術により健常人と患者の神経細胞

を比較することで、例えば細胞レベルでの認知症の

判定とその情報にもとづく薬剤開発が可能となる。

それに加えて、日常のあらゆる場所、場面で素早く

簡単に疾病診断を可能とするバイオセンシングシ

ステムの実用化を実現し、創薬や医療の領域での革

新的計測技術となることが期待できる。 

 いずれも、大学がもつ優良な生命ビッグデータや

フォトニクス技術と、産総研技術との融合があって

初めて研究開発が進展するもので、OILによる大学

との連携が大きな意義を持っている。 

 

■包括連携協定 

 生命工学領域の研究開発推進のためには医療機

関との連携が必須であり、大学医学部等との包括協

定は、研究開発の 3つの柱の内の 2つである創薬基

盤と医療基盤・ヘルスケアを推進する上で重要な役

割を果たした。医療機関との連携により、創薬・医

療基盤開発のプラットフォームを構築することで、

産業界との橋渡しを担った。 

 

■つくばライフサイエンス推進協議会 

 つくばライフサイエンス推進協議会は、45 加盟

機関のライフサイエンス研究での連携を協議する

唯一の場であり、地域イノベーションを推進するた

めの連携課題の探索、生物資源の共同利用、若手研

究者の人脈づくり、次世代を担う優秀な学生の育成

などを実施している。これらの活動は今後のつくば

地域の活性化につながり、日本を代表する科学技術

の発信の地としての世界的な認知度を向上するこ

とにも大きく貢献できた。 
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究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

 平成 30年度は、阪大 OIL全体で 11報の IF付論

文及び 1 件のプレスリリースを発表するととも

に、企業との資金提供型共同研究を 1件開始した。

また、企業からのニーズ集約と情報提供・連携促

進を図るために設立した「フォトバイオ協議会」

の会員数は 12 社となり、平成 30 年度の目標であ

った 10社を達成した。令和元年度は、阪大 OIL全

体で 36報（内 30報が IF付論文）及び 2件のプレ

スリリースを発表するとともに、企業との資金提

供型共同研究を 3 件新たに開始（現在、4 件実施

中）した。産総研の各ユニットと OIL の連携を強

化するため、創薬基盤研究部門、健康工学研究部

門の研究者を含めた連携課題を 2 件新たに開始し

た。また、企業からのニーズ集約と情報提供・連携

促進を図るために設立した「フォトバイオ協議会」

に 11企業が参画し、資金提供型の共同研究実施を

促進している。令和 2 年度は、引き続き上記 3 つ

の戦略課題を推進し、論文発表 15報以上、新規資

金提供型共同研究 2件の連携が見込まれる。 

 

■包括連携協定 

 産総研には医療・診断を行う部署が無いため、

大学等の医学部・病院との連携体制を構築し、創

薬基盤、医療基盤、ヘルスケアに係る研究開発を

推進した。また、生命工学領域が研究の対象とす

る幅広い分野の研究を遂行するために医学系以外

の大学や研究機関等とも連携した。具体的には、

次に挙げる機関と包括協定を締結し、共同研究を

実施した（括弧内は令和元年度の共同研究契約

数）。 

 

筑波大学(27）、北海道大学(21）、名古屋大学(12)、

東京大学(11）、大阪大学(10）、京都大学(8）、香川

大学(11）、バイオインダストリー協会(JBA）(4）、

早稲田大学(5）、横浜市立大学(2）、農業・食品産業

技術総合研究機構（農研機構）(4）、宇宙航空開発

機構(JAXA）(2）、大阪府立大学(1）、岡山大学(4）、

徳島大学(4）、物質・材料研究機構(2）、慶應義塾大

学(1）、東京農工大学(3）、九州大学（5）、奈良県立

医科大学（1）、東北大学(5）、広島大学(5）、東京工

業大学(3）、東京理科大学(2）、信州大学(1）、理化

学研究所(17）、愛媛大学(3）、お茶の水女子大学

■国際連携 

 今後重要性が増すマイクロバイオーム分析の国

際標準化に向けた日本としての展開を進める上で、

次世代シーケンサー技術開発の中核を担う米国と

の連携は必須である。米国 NIST との連携強化によ

り、マイクロバイオーム分析の標準化に向けて着実

に成果が上がっている。一方、インド、タイと進め

ている国際連携は、共同で研究開発を進めるだけで

なく、人材育成による親日家の増加と優秀な人材の

流動化に加え、日本の科学機器などのアジア市場で

の普及の面でも貢献できる。さらに、SDGsへの対応

としてマラリア及びシャーガス病に関する研究開

発を実施し、平成 30 年度にはマラリアの早期検出

デバイスに関する取組が政府広報誌 HIGHLIGHTING 

Japanに掲載された。また、シャーガス病の創薬標

的探索に関する研究の成果は、平成 30年度の GHIT 

Fund の獲得に繋がった。今後も本研究を精力的に

実施し、世界初のシャーガス病の薬剤標的遺伝子の

同定を目指すとともに、SDGsに貢献していく。 

 

■その他の連携 

 クロスアポイントメント制度により、千葉大学医

学部へ医師免許をもつ産総研研究者を派遣するこ

とで手術用の低侵襲医療機器等について臨床現場

に立ち会って技術の検証が行えるようになったこ

とは、医療機器開発企業が産総研と共同研究するこ

との意義を高めることに大きく貢献した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「質の高い論文発表やイ

ンドとの国際連携体制が構築されたことは、最終年

度として次期につながる成果である。」「また国際連

携も強化していて、特にインドでは生物資源活用や

人材育成に向けた連携をするなど、活発な交流が生

まれているのが素晴らしい。」等のコメントを頂い

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 OIL には多額の資金が投入されており、OIL に参
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(1）、大阪産業技術研究所(1）、名古屋工業大学(1）、

熊本大学（1）。 

 

■つくばライフサイエンス推進協議会(TLSK） 

 本協議会は、平成 23年度から活動を開始した、

つくば市近隣に拠点を持つ 28 企業 17 研究機関が

加盟している団体で、開始当初から会長に産総研

名誉フェロー、副会長に生命工学領域長が就任し

て、協議会を牽引した。年 4 回の会議を開催し、

つくば地域の連携強化、企業・研究機関の人的ネ

ットワークの構築と次世代人材育成を進めた。具

体的な活動内容としては、平成 24年度につくば国

際戦略特区に採択された「つくば生物医学資源を

基盤とする医療技術の開発」事業の推進、加盟団

体間における生物医学資源の包括提供同意書締結

による簡便な手続きで生物試料を共有できる仕組

みの実現、つくば生物医学資源横断検索システム

の構築・運営、ライフイノベーション学位プログ

ラムによる協働大学院での若手研究者の育成が挙

げられる。ライフイノベーション学位プログラム

には、令和元年度は 10名の産総研職員が教員とし

て登録された。令和元年度は、博士課程 1 名、修

士課程 5 名の修了者を輩出した。また、本協議会

加盟機関から延べ約 50 名の若手を集めた若手交

流会を設立し、企業・研究機関の若手相互の人脈

作りと、事業化可能な未来志向のプロジェクトの

新規テーマ創出を目指して、テーマ探索ワーキン

ググループ活動を 2 年間実施し、3 つの新規テー

マ案について TLSK 総会においてコンペティショ

ンを行って幹事表彰を行い、そのうち 1 テーマ案

は参加企業内において開発チームの発足に発展し

た。さらに TLSK参加企業の要望を受けて若手メン

バーを再募集して、第 2 期の若手交流会を開始し

た。また各機関から新規研究シーズを紹介するピ

ッチ会などの交流事業を実施した。令和元年度か

らは、参加企業・研究機関の研究現場を順番に見

学して意見交換を行う取組も開始した。 

 

■国際連携 

 バイオ計測技術などの国際標準化を進めるた

め、第 4期においては米国 NISTとの連携促進、及

びバイオ研究に有用な地域固有の生物資源を有

画していない研究者の研究費を圧迫することが課

題である。そのため、費用対効果を分析し、場合に

よっては見直しを検討する必要がある。また、他領

域の OIL、領域企画室、産総研企画本部内で全 OIL

を統括する OIL室の間で研究の進捗状況や、運営上

の課題を共有するための体制の構築が課題となっ

ていた。この対策のため、今後も引き続き、四半期

ごとに開催される全 OIL と産総研 OIL 室との合同

連絡会議において、研究進捗や運営上の課題の洗い

出しを速やかに行う。また、企業連携を推進するた

めには、目的基礎研究の強化及び成果発信が課題で

ある。そのため、研究課題の集約化、関連業界が参

集するイベントでの宣伝、及びつくばライフサイエ

ンス推進協議会参画企業の拡大を行い、共通基盤領

域/競争領域での情報提供のあり方の検討や、個別

の連携協議を行える場の提供を積極的に進める。そ

れぞれの業界に合った連携形態を検討し、実効的な

企業連携を構築する。 

 Society5.0 が掲げる持続可能な産業化の推進に

おいて、農工連携の枠組みを構築することが課題と

なっていた。農研機構との包括協定による連携によ

り、産総研と農研機構の技術シーズの総合力を企業

に技術移転できる環境が整った。今後は、農研機構・

産総研の共同研究より生み出された技術シーズを、

「「知」の集積と活用の場」の研究開発プラットフ

ォームを通じて、民間企業への橋渡しに展開する取

組を進める。 

 



110 

し、優秀な人材を輩出しているインド、タイとの

連携強化を図ってきた。 

 

・NIST 

 令和元年度は、マイクロバイオーム分析の標準

整備に向けた活動を継続するため、マイクロバイ

オーム計測の精度管理のための標準物質開発を

NISTと共同で実施した。また、同分野の国際協業

に向け令和元年 9月に米国 NISTにおいて国際シン

ポジウム実施に貢献し、同シンポジウムにおいて

日本の標準化に関する取組を紹介した。 

 

・インド 

 インドが有する固有の生物資源（アシュワガン

ダなど）を利用した創薬研究や健康・医療に係る

研究の推進、及び優秀な学生・ポストドクターな

どの育成を目的として、インド DBT との包括研究

協力覚書を平成 30年度に更新し、インド政府から

の資金提供額が年間 8,500万円（平成 30年度から

令和 2 年度の 3 年間）の大型共同研究事業に展開

することができた。本事業では日本、インド、スリ

ランカに合計 7拠点を有する DAICENTERを設置し、

平成 30 年度は生体成分分析や顕微鏡イメージン

グ技術に関するワークショップを開催し、アジア

圏の研究機関や大学との連携を深化させた。さら

に、アジア圏の若手研究者を招聘して共同研究を

推進することで、22報の IF付論文を生み出した。   

 また、本事業に関連して、国内企業との共同研

究 5 件を開始することとなった。令和元年度は、

インド DBT との資金提供型共同研究を継続し、31

本の査読付き論文を発表した。また、民間企業と

共催の分析ワークショップやイメージングワーク

ショップを開催し、アジア若手研究者支援と併せ

て日本企業の同国への橋渡し活動を支援した。 

 

・タイ 

 タイ政府より、建設中のフードイノポリスで実

施される研究への協力、企業誘致に関する依頼を

受け、同国の TISTR と農産物病原性評価技術の確

立などを目的とした共同研究を開始した。平成 30

年度は、経済協力開発機構(OECD)ガイドラインに

収載されている食品等の安全性評価手法について
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タイでの実用化を目指した研修を行った。また、

ハーブ等のタイ産生物資源の機能性成分の同定や

評価に関する共同研究を産総研と TISTR で遂行

し、さらに、本事業に関連して国内企業との共同

研究契約 1 件を締結した。令和元年度は、特許出

願が 1 件あり、また、タイにおいてハーブの機能

性成分を基にした製品が上市された。また、TISTR

と共同研究を行っていたのはこれまではバイオメ

ディカル研究部門だけであったが、健康工学研究

部門と生物プロセス研究部門も共同研究を開始し

た。 

 

・アフリカ 

 国際連携の一環として、SDGsの一つとして掲げ

られている「すべての人に健康と福祉を」への貢

献を目指す研究開発を実施した。熱帯や亜熱帯地

域に生息する原虫により引き起こされるマラリア

は発症前の検知が重要となる。産総研では、細胞

の単一層配列技術を応用したマラリア原虫の迅

速・超高感度検出デバイスを開発し、平成 27年度

からフィールドテストを行いアフリカで約 300 症

例を診断した。また、生命工学領域では SDGsに貢

献するテーマとして、廃水処理プロセスの高度化、

植物バイオマス生産の加速、ミドリムシを用いた

バイオプラスチック生産等のクリーン技術、海洋

プラスチック問題の解決に向けた研究開発にも取

り組んできた。今後は、これらの課題についても

国際連携へと展開していく。 

 

■その他の連携 

・農研機構 

 農研機構と包括連携協定を結び、相互委嘱を可

能にしたコーディネータ制度を受けて両機関を代

表して ICが企業等との面談に臨み、垣根を超えた

活動が可能になった。平成 30年度は、農研機構主

催の「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン研

究会」への ICの参加や、産総研北海道センター主

催の「産総研北海道センターワークショップ in帯

広」において農研機構関係者の特別講演を企画す

るなど、農工連携に向けた交流を深めることがで

きた。令和元年度も引き続き包括協定の下で連携

活動を強化している。その 1 例として、テクノブ
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リッジフェア in つくばにおいて連携して進める

ため、農研機構のポスター発表 2 件を招待した。   

 令和元年度は、農林水産省が中心となっている

産学官連携協議会である「「知」の集積と活用の場」

の取組へ参画し、産総研北海道センターを中心に

10 企業を含む 19 機関で「産業技術の活用による

革新的農林水産業研究開発プラットフォーム」を

設置し、４つのコンソーシアムを設立して農工連

携を推進している。 

 

・クロスアポイントメント 

 また、大学とのクロスアポイントメント制度を

利用した人事交流を進め、生命工学領域では平成

30年度に引き続き、令和元年度も 2大学から 2名

を受け入れ、2大学へ 2名を派遣した。また、臨床

医を公募により採用し、産総研を主とする勤務形

態で研究に参加する体制を整え、実質的な医工連

携の強化を行った。 

 

・理研-産総研チャレンジ研究 

 平成 28 年度に国立研究開発法人理化学研究所

（理研）と締結した先進的な研究開発や人材の交

流・育成に関する連携・協力に関する基本協定の

一環として、両機関の研究者が世界初・世界一の

技術の研究開発を推進する「理研-産総研チャレン

ジ研究」がスタートした。令和元年度は 3 件の共

同研究を推進した。また、「21世紀イノベーション

リーダーワークショップ」において令和元年度の

新規チャレンジ研究課題の提案に向けたマッチン

グが実施され、新規課題が 4件採択された。 

 

・JMBCとの連携（マイクロバイオーム） 

 マイクロバイオーム関連産業におけるわが国の

産業競争力強化に重要な役割を果たすことを共通

の目的として、JMBCとの連携協力に関する覚書を

締結した。令和元年度は、ヒトマイクロバイオー

ム分析法の標準化を両者の連携により加速し、推

奨分析プロトコルを確立した（NEDO 先導研究事

業）。また、その分析プロトコルを活用した健常人

マイクロバイオームデータベースの構築を開始し

た（SIP 事業）。また、産総研-JMBC 連携交流会を

開催（令和元年 12月 13日）、経済産業省生物化学
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産業課長からの講演と共にこれまでの連携の進捗

状況を報告し、65名の参加があった。 

 

 以上を総括すると、主な成果としては①筑波大

学、農研機構、JBA、JAXAなど 31機関と包括協定

を締結、②インド DBTとの連携を強化し年間 8,500

万円（3年間）の国際共同研究事業に発展、③タイ

国立研究機関 TISTR との共同研究を推進、④創薬

支援ネットワークの構成員として、アカデミア発

創薬に向けた支援を実施、⑤早稲田大学、大阪大

学との OIL で、企業連携に向けた研究開発を実施

等が挙げられる。 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 第 4 期において、生命工学領域では産総研イノ

ベーションスクール及び RA 制度の活用等の産総

研制度による人材育成のみならず、企業研究者や

海外研究者を対象とした講習・研修プログラムを

実施するなどユニット独自の人材育成制度を継続

的に実践した。また、大学学部生を対象とした生

命工学実験の基礎技術指導から博士課程の学生、

ポストドクターを対象とした技術指導、さらに企

業研究者を対象とした指導まで幅広く人材育成指

導を行った。加えて、大学では近年、予算やポスト

の削減により優秀な研究人材の流出が進んでお

り、生命工学領域においてはそのような優秀な人

材を多く獲得することが重要な課題であると考

え、以下の取組を行った。 

 

■研究人材の拡充 

 生命工学領域の研究人材の拡充については従来

どおりの新人研究員の公募採用に加えて、第 4 期

中の取組として、平成 29年度は「臨床現場とつな

ぐメディカルサイエンスの展開」と「最先端生命

科学研究の推進」の新規 2 課題を設定し公募を実

施した。 

平成 30 年度からは一部修士型の採用選考を実施

した。さらに、ダイバーシティ推進に加え、国際的

なプレゼンス向上の観点からも女性や海外人材の

採用、登用も積極的に行った。詳細は以下の通り

である。 

 

 新人研究員の公募採用においては、平成 29年度

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

■研究人材の拡充 

 平成 29 年度に新規設定した臨床医と最先端研究

を実施する若手研究者の新人採用枠では、医師の採

用及び独創性と研究推進能力、強い情熱を持つ若手

研究者を獲得できた。これは、新たな臨床現場との

強いネットワークを構築するとともに、生命工学領

域での新たな研究を生み出す力となるもので、将来

の生命工学領域の礎となる人的体制強化となった。

修士型採用については、平成 30 年度の採用の効果

を長期的に評価していく必要があるが、潜在的な能

力が高いと思われる学生の応募が多数得られ、その

中でも特に傑出した 2名を採用することができた。

令和元年度も修士型採用による若手人材の確保に

向けた活動を行う見込みであったが、実施できなか

った。 

 新人採用者における女性研究者の割合について、

産総研の目標値を大きく上回っていることから、産

総研のダイバーシティ推進に十分貢献した。 

 

■人材の流動化 

 クロスアポイントメント制度を用いた大学との

人材交流、民間企業からの出向者受け入れによる人

材交流は、大学や企業の多様な価値観の導入、研究

開発の幅の拡大、連携ネットワークの拡大・強化に

つながる。事実、民間企業からの出向者受け入れは、

当該企業との共同研究を加速させるだけでなく、生
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制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

までに 43 名の博士課程過程修了者を採用してお

り、平成 30年度は博士課程修了者 16名を採用し、

令和元年度も 10名の博士課程修了者、2名の修士

課程修了者を採用した。 

 平成 29 年度、「臨床現場とつなぐメディカルサ

イエンスの展開」と「最先端生命科学研究の推進」

の新規 2 課題を設定し、医学との橋渡し強化のた

め臨床医 1 名、及び生命科学分野における新たな

概念や方法論を提唱するための最先端研究を担う

若手研究者 2名を採用した。 

 今般、大学就職率が過去最高を記録するなど採

用では売り手市場が続き、博士課程に進学する学

生が減少していることなどを鑑み、平成 30年度か

ら新たな取組として修士型採用を実施することと

した。平成 30年度は公募前に生命工学領域での研

究を実体験するインターンシップを開催し 16 名

（応募者数 64名）の修士学生を受け入れた。その

後 3 月の就職説明会解禁後に公募選考を実施し、

113 名の多数の応募から厳正なる審査を得て最終

的に 2 名の採用に至った。令和元年度についても、

平成 30年度の採用過程の問題点を評価し、改善す

べき点等を修正した上で、修士型採用に向けた活

動を実施する見込みであったが、実施できなかっ

た。 

 ダイバーシティの推進については、平成 27年度

から平成 30 年度までの新人採用者数計 59 名のう

ち、計 11名（採用者に占める割合 19%）が女性研

究者となった。これは、産総研が掲げる第 4 期中

の目標値(18％）を達成している。令和元年度にお

いても修士型採用者を含めた新規入所者計 12 名

中 5 名(41.7%）が女性研究者となった。また、さ

らにダイバーシティを推進するために、所内で開

催される女子学生と女子ポストドクターのための

懇親会と見学会に生命工学領域からも参加した。 

 

■人材の流動化 

 人材の流動化については、第 4 期中に外部機関

との人事交流を積極的に進めた。クロスアポイン

トメント制度により平成 29 年度までに産総研か

ら他大学や研究機関へ延べ 8 名の職員を派遣し、

他大学から延べ 5 名を受け入れた。平成 30 年度

は、国立循環器病センターと千葉大学に計 2 名の

命工学・人工知能（AI）技術活用・生産性変革など

を包含した産総研の他領域も加わった新たな冠ラ

ボが設立されて規模の大きな共同研究へ展開した。 

 

■人材育成 

 生命工学領域では、創薬・医療・バイオ生産にお

ける人材を育成することが産業育成にもつながる

との観点から、独自の人材育成プログラムを実施し

て、毎年 200～300 名規模の積極的な人材育成を進

めた。また、Workshopの開催を通して海外研究者の

育成にも取り組むとともに、日本の最先端機器や技

術の利用の国際的普及に貢献した。育成された人材

は、研究開発や民間企業での事業推進の場面で活躍

するだけでなく、将来の産総研との連携推進、さら

には国際的な医療技術の進歩に貢献するものと考

えられる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「全体として積極的に研

究活動が展開され、第 4期最終年度にふさわしく、

それまでの取り組みの成果が数値としてあらわれ

たと考えている。例えば、若手人材の育成において

目標人数を上回っている。」「本年度は研究企画室長

として女性管理職の任用があり、女性研究者採用も

産総研をリードする高い比率で進んでいる。女性活

躍はつきつめて言うと、本人らの研究成果が上が

り、研究者として自信を得て初めて実現する。ライ

フイベントで研究継続が損なわれぬよう、早期の研

究費配分や補助人財の支援を期待したい。」等のコ

メントを頂いた。 

 

＜課題と対応＞ 

 優秀な人材の獲得のためには、根本的には研究所

のプレゼンスを上げることが最も重要であるため、

インパクトのある研究開発を推進するようにマネ

ジメントに取り組む必要がある。また、研究環境が

整っていることも重要であるため、スペースの確保

や各種手続きの改善に努める必要がある。また、若

手研究者を育成するために、さらなる資源の投入、
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する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

職員を派遣し、大阪大学、早稲田大学から計 2 名

を受け入れた。令和元年度は、千葉大学と筑波大

学に計 2 名の職員を派遣し、大阪大学、早稲田大

学から計 2名を受け入れた。また、平成 29年度に

は民間企業からの出向者 1 名を特定集中専門研究

員として雇用した。この他に、第 4 期中に連携大

学院教員へ産総研研究者を多数派遣し、大学を含

めた他機関からの研究者 71 名（平成 30 年度 16

名、令和元年度 12名）を採用し、人材の流動化を

進めた。令和 2 年度も 12 名の採用を予定してい

る。 

 

■人材育成 

 人材育成では、ポストドクターや連携大学院の

学生を各ユニットで受け入れて積極的に若手人材

の育成に取り組むとともに、企業研究者や海外研

究者を対象とした講習・研修プログラムを実施す

るなど、独自の人材育成を幅広く実施した。具体

的には以下の通りである。 

 

・若手人材育成 

 第 4期中は RA制度により多数の学生を受け入れ

た。平成 30 年度までは計 128 名の学生を受け入

れ、令和元年度も 52 名となり評価指標の目標値

（40名）を上回った。 

 

・生命工学領域独自の人材育成 

 第 4 期中において、下記の各ユニット独自の人

材育成を実施し、令和元年度までにポストドクタ

ーや連携大学院生などの技術研修生として、合計

1,919名（令和元年度 295名）の人材を受け入れて

きた。 

 バ イ オ メ デ ィ カ ル 研 究 部 門 で は 「 AIST 

International Imaging Workshop」を毎年度開催

し、世界各国より博士課程の学生やポストドクタ

ーを受け入れ、1 週間にわたって民間光学機器企

業と共同でイメージングに関する技術・実技の研

修を行ってきた。平成 29 年度までには計 65 名受

け入れ、平成 30 年度も 19 名受け入れた。本

Workshopは令和元年度も実施し、12名を受け入れ

た。 

 健康工学研究部門とバイオメディカル研究部門

及び育成責任者に対する教育や指導が必要である。 
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する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 

 

では、平成 28年熊本地震からの早期復興に向けた

技術的協力、人材育成等に係る連携・協力に関す

る協定に基づき、熊本大学の学生 2 名を受け入れ

た。 

 創薬基盤研究部門では、平成 29年度に糖鎖と糖

鎖認識分子であるレクチンの基礎についての講義

と、レクチンアレイを用いて細胞表面の糖鎖マー

カーを探索するための技術研修を実施し、学生や

企業研究者を延べ 143名の参加を得た。 

 健康工学研究部門では、医療機器分野への参入

や、新しい医療機器の研究開発・承認取得を目指

す企業・大学・研究機関の方々に向けて、医療機器

開発ガイドラインなどの解説と活用のためセミナ

ーを平成 29年度 3回にわたって開催し、364名の

参加者を得た。令和元年度も 3回開催し、320名の

参加者を得た。また、企業 10社、企業等の個人会

員 50 名が参加する医療機器レギュラトリーサイ

エンス研究会を設置し、中小企業にも活用できる

ように医療機器審査の具体的事例を取り上げた啓

蒙・支援・指導を 2回実施し、120名の参加者を得

た。 

 生物プロセス研究部門では、専門学校生、大学

生、大学院生を第４期中の令和元年度までに計 74

名（令和元年度 13名）受け入れ、バイオ実験の基

礎から実技までのトレーニングを実施した。 

 早大 OIL では、産総研特別研究員としてポスト

ドクター5 名、RA として 16 名を雇用するととも

に、バイオインフォマティクスについてゲノム解

析、オミクス解析、タンパク質立体構造解析、MDシ

ミュレーション、量子化学計算等の基礎の講義を

大学院生 10 名に対して 15 回にわたって実施し、

積極的な人材育成を進めた。 

 阪大 OIL では、ポストドクター5 名、RA14 名を

雇用するなど人材育成も積極的に行い、2 件の学

会ポスター優秀賞を受賞した。また、企業 11 社（30

名）が参加するフォトバイオ協議会ワークショッ

プを 5回開催した。 
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せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 
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 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・第 4 期最終年度である平成 31 年度は、第 4 期中長期目標である民

間資金獲得額を基準となる現行の額（46 億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産総研全体の目標として掲げる。 

 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 産総研発ベンチャー設立により産総研成果を事業化することは、

技術の社会実装につながり、重要な橋渡し成果となる。令和元年度は

新たに 1社の産総研発ベンチャーを生み出し、平成 27年以降に合計

11 社の産総研発ベンチャーを創り出すことができた。(平成 26 年度

中に創出された 2 社を含む)。その内、2 社の M&A が成立し、高い確

率で産業界への技術移転（橋渡し）が実現できた。このことは開発技

術の高さを示していると言える。現在、2社が休眠状態となり、残り

の 7 社が活動を継続しており、それらが令和元年度に受けた外部か

らの出資額と共同研究費の総額は 2.9 億円以上となり、社会からの

強いニーズに合致した事業を順調に展開していると言える。 
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目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

た努力を求める。 

 

（生命工学領域に対する評

価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。 

 

 

 民間企業との共同研究・受託研究等は、新しい技術を産業界と共に

創り出す役割（橋渡し）を果たすことができる。その事業規模は産業

界からの期待度を表していることから、民間からの資金提供額に対

する目標値を設定して第 4 期は取り組んだ。生命工学領域における

第 4期の民間資金提供額は、次のような実績となった。 

平成 27年度：6.4億円 

平成 28年度：7.2億円 

平成 29年度：6.2億円 

平成 30年度：6.8億円 

令和元年度：7.2億円 

 第 4 期のいずれの年度においても、第 4 期直前の 3 年間（平成 23

年～平成 25年度）の民間資金獲得の平均実績値 5.0億円よりも増加

できたが、年々増加する目標額には届かず、令和元年度は目標額 17.7

億円に対する達成率が 40.7％となった。民間との大型連携を推進す

るため、大型共同研究の実施形態である「冠ラボ」の設立に向けた取

り組み、複数の共同研究を束ねて大型化する戦略的アライアンス事

業の推進、領域戦略部が大型共同研究等を主導する試み、新規の企業

連携への研究予算配分を施策として行ったが、目標の達成に至るこ

とはできなかった。 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

第 4 期においては、有償の技術相談として技術コンサルティングを

積極的に推進した。特に平成 30年度は、技術コンサルティングと共

同研究についてその違いを整理し、研究者への周知と活用を推奨し

た。 

独自の技術や知見をもとに、平成 30 年度は 45 件 5,614 万円の技術

コンサルティング契約を締結し、契約件数及び契約額は年々着実に

増加した（平成 27 年度 4 件 560 万円、平成 28 年度 16 件 1,830 万

円、平成 29年度 25件 3,670万円）。ITやロボット技術を活用した創

薬プロセスの加速に関する契約（平成 30年度 18件）や、高分解能誘

電率顕微鏡を用いたイメージングに関する契約（平成 30年度 5件）

の他、材料化学、機能性食品、廃水処理、細胞培養技術、音響等、幅

広い分野での技術コンサルティングが行われるようになった。また、

イノベーション推進本部と連携し、IC を中心に、領域横断型の技術

コンサルティング活動も実施した。そのうち令和元年度は、研究員に

技術コンサルティング制度がさらに浸透し、幅広い分野での技術コ

ンサルティングが進み、件数が増加した。具体的には、57件 4,716万

円の技術コンサルティング契約を締結、実施した。 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサー

チアシスタント（ＲＡ）制度

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

３．業務横断的な取り組み 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

 人材の流動化については、第 4期中に外部機関との人事交流を積
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やクロスアポイント制度の活

用も含めた組織内外の若手雇

用・育成と、シニア世代の能

力・経験の活用が引き続き必

要。 

 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

 

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・新規研究者採用において、多様な研究経歴・業績を有する研究人材

からの応募を見込めるよう、テニュアトラック型任期付研究員とテニ

ュア研究員のいずれかの採用区分に限定せず公募を行う。また、テニ

ュア審査を厳格化するとともに、極めて優れた研究成果を上げている

者、極めて高い研究能力を有すると判断できる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び直ちにテニュア化する採用を、引き続き積

極的に適用する 

 

極的に進めた。クロスアポイントメント制度により平成 29年度ま

でに産総研から他大学や研究機関へ延べ 8名の職員を派遣し、他大

学から延べ 5名を受け入れた。平成 30年度は、国立循環器病セン

ターと千葉大学に計 2名の職員を派遣し、大阪大学、早稲田大学か

ら計 2名を受け入れた。令和元年度は、千葉大学と筑波大学に計 2

名の職員を派遣し、大阪大学、早稲田大学から計 2名を受け入れ

た。 

 生命工学領域の研究人材の拡充については従来どおりの新人研究

員の公募採用に加えて、第 4期中の取組として、平成 29年度は「臨

床現場とつなぐメディカルサイエンスの展開」と「最先端生命科学研

究の推進」の新規 2課題を設定し公募を実施した。 

平成 30年度からは一部修士型の採用選考を実施した。さらに、ダイ

バーシティ推進に加え、国際的なプレゼンス向上の観点からも女性

や海外人材の採用、登用も積極的に行った。 

 新人研究員の公募採用においては、平成 29 年度までに 43 名の博

士課程過程修了者を採用しており、平成 30年度は博士課程修了者 16

名を採用し、令和元年度も 10 名の博士課程修了者、2 名の修士課程

修了者を採用した。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 情報・人間工学領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：16.8 

 

5.7 

 

13.4 

 

16.6 

 

16.9 

 

20.8 

予算額（千円） 8,777,199 9,310,008 9,051,346 11,351,042 12,224,289 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：

2,000 

 

728 

 

1,675 

 

2,224 

 

2,163 

 

2,887 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

6,955,964 

(3,832,435) 

11,035,893 

(4,741,812) 

13,085,920 

(5,140,663) 

20,248,870 

(5,145,052) 

14,736,665 

(5,860,056) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：150 

(260*4) 

 

101 

(146) 

 

152 

(221) 

 

160 

(264) 

 

165 

(290) 

 

183 

(285) 

経常費用（千円） 7,257,980 9,454,291 12,130,904 13,148,581 14,518,878 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：140 

32 46 79 130 161 
経常利益（千円） 16,615 359,071 344,819 126,510 △ 116,130 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

0 0 3 1 2 

行政コスト（千円） － － － － 20,119,227 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：240 

 

187 

 

197 

 

231 

 

254 

 

306 

行政サービス実施

コスト（千円） 

6,517,805 7,420,062 9,721,398 8,879,234 － 

従事人員数 614 778 866 948 1,019 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

*４論文発表数について： 

 インパクトファクター付き専門誌での発表数に Google Scholarのカテゴリ上位 20位内に 

 ランクされたプロシーディングスでの発表数を合計した数値。 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜領域の活動の背景＞ 

 情報は、人々が現在の社会生活を送る上で不可

欠な要素となっている。安全・快適で豊かな未来

社会の実現には、情報のサイバー空間と人間・社

会のフィジカル空間相互の知的情報を濃厚に融和

させることが鍵となる。情報・人間工学領域では、

産業競争力の強化と豊かで快適な社会の実現に繋

がる人間に配慮した情報技術の研究開発を実施し

た。 

 

＜領域全体の戦略・マネジメント＞ 

 情報・人間工学領域では、特に、情報学と人間工

学のインタラクションによって健全な社会の発展

に貢献することを目指し、「重点課題１：人工知能

技術」「重点課題２：サイバーフィジカルシステム

技術」「重点課題３：人間計測評価技術」「重点課題

４：ロボット技術」の 4つの重点課題を掲げ、「橋

渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）、「橋渡

し」研究前期、「橋渡し」研究後期を実施した。本

重点課題の実施体制を下記に示す。 

 研究戦略部は、領域全体の研究戦略を統括する。

人工知能研究戦略部は、人工知能分野に特化した

研究戦略を統括する。人間情報研究部門は、人間

機能計測とモデルによる人間生活視点でのモノ・

コトづくりに関する研究を実施する。重点課題２、

３を担当する。情報技術研究部門は、産業競争力

の強化と豊かで安全な社会の実現に寄与する情報

技術の研究開発を実施する。重点課題１、２を担

当する。知能システム研究部門は、環境変化に強

く自律的に作業を行う知能システムを実現するた

めの研究を実施する。重点課題４を担当する。自

動車ヒューマンファクター研究センターは、安全

で楽しい運転を実現するための人間研究を実施す

る。重点課題３を担当する。ロボットイノベーシ

ョン研究センターは、ロボット技術を用いた社会

課題解決によるイノベーションの研究を実施す

る。重点課題４を担当する。人工知能研究センタ

ーは、実社会の多様な課題に適用可能な人工知能

フレームワークの研究開発を実施する。重点課題

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 

 令和元年度には、民間資金獲得額、論文の被引用

数の合計、知的財産の実施契約等件数、イノベーシ

ョン人材育成人数において、目標を上回る成果を達

成している。特に、民間資金獲得額は、令和元年度

は 20.8億円と、目標値の 124%に達しただけでなく、

平成 23年度から平成 25年度の実績値の平均 4.8億

円/年の 4.3 倍に達しており、このことは特筆に値

する。これらの成果は、第 4期中長期目標・計画を

達成するために領域が掲げた方策、すなわち、研究

ユニットにおける 4重点課題の研究開発と、研究戦

略部・人工知能研究戦略部による連携活動、研究ユ

ニットとの密接な情報交換、企業の価値を創造する

（企業と共に問題点を探り、合意を形成しながら大

型化し、ともに価値を創造することを目指す）アプ

ローチの導入等のマーケティングの取組が成果を結

んだ証左である。企業の価値を創造するアプローチ

では、顕在化した民間ニーズと保有技術シーズのマ

ッチングを行うのではなく、企業・事業・ビジネス

モデルの拡充（持続的進化あるいは構造改革）を支

える技術基盤として、企業連携の最適組成・編成・

導入方法についての体系的な企画及びその導入支援

サービスを提供している。これらの連携活動の下、

研究成果の国内での迅速な技術展開も可能となって

おり、産業界へのインパクトは大きい。 

 平成 29 年度から重点的に進めている、人工知能

分野における海外の主要研究所及び卓越研究者との

連携は、平成 30年度には、人工知能分野にとどまら

ず、領域全体に関連する国際連携へと広がったこと

で、世界レベルの研究を加速することに繋がると期

待できる。得られた成果を企業との連携の中で活用

することで、いち早く日本で技術展開することが可

能となり、産業へのインパクトは大きい。橋渡し研

究の契約規模も拡大しており、橋渡し機能の強化を

担う産総研の役割はより重要なものとなっている。 

 令和元年度の論文の被引用数（2,887 回、目標値

2,000 回の約 1.4 倍）が目標を大きく上回っている

評定 Ａ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

主な「具体的

な研究開発

成果」とし

て、以下のよ

うな研究成

果が見られ

た。 

 

① 3D-

Resnet：汎用

動画像認識

手法 

動画像の認

識手法が未

だ確立され

ていないな

か、空間情報

と時間情報

を同時に畳

み込む三次

元畳み込み

により画像

中における

物体の形状

と動きの情

報を同時に

処理する新

手法を提案

し、学習デー

タ数に応じ

て性能を向

上させるこ

とが可能で

あることを

示した。 
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

 産業競争力

の強化と豊か

で快適な社会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、４を担当する。サイバーフィジカルセキュ

リティ研究センター（平成 30 年 11 月１日設置）

は、サイバー空間とフィジカル空間を結ぶセキュ

リティの研究基盤形成を目指すための研究を実施

する。重点課題２を担当する。人間拡張研究セン

ター（平成 30 年 11 月１日設置）は、ウェアラブ

ル、インビジブルなシステムにより人間の能力を

拡張する技術及びその社会実装を目指すための研

究を実施する。重点課題１、３を担当する。 

 

＜領域のロードマップ、ポートフォリオ＞ 

 令和元年度末までの第 4 期中長期計画は以下の

通りである。 

 「重点課題１：人工知能技術」では、ビッグデー

タの分析・試験・評価による知的なサービス設計

等を支援するため、脳のモデルに基づく人工知能

技術や人工知能の活用を促進するプラットフォー

ム技術など、人工知能が効率良く新たな価値を共

創する技術を開発する。 

 「重点課題２：サイバーフィジカルシステム技

術」では、ひと、もの、サービスから得られる情報

を融合し、産業や社会システムの高度化に資する

サイバーフィジカルシステムを実現する統合クラ

ウド技術や軽量でスケーラブルなセキュリティ技

術、そこから得られるデータをサービスの価値に

繋げる技術などを開発する。 

 「重点課題３：人間計測評価技術」では、人間の

生理・認知・運動機能などのヒューマンファクタ

ーを明らかにし、安全で快適な社会生活を実現す

るため、自動車運転状態をはじめとする人間活動

の測定評価技術を開発する。また、人間の運動や

感覚機能を向上させる訓練技術の研究開発を行

う。 

 「重点課題４：ロボット技術」では、介護サービ

ス、屋内外の移動支援サービス、製造業など様々

な産業においてロボットによるイノベーションの

実現をめざし、人間共存型産業用等のロボットや

評価基準・評価技術などの関連技術を開発する。

また、環境変化に強く自律的な作業を実現するロ

ボット中核基盤技術を開発する。 

 産総研の「2030年に向けた産総研の戦略」では、

高度に融合されたサイバーフィジカルシステム

こと、また、論文発表数及びトップ国際会議発表数

も目標に向けて順調に増加しており、質の高い論文

の発表が期待通り達成されつつあることが確認でき

る。 

 知的財産の実施契約等件数（令和元年度 306件、

目標値の 1.3倍）に関しては、令和元年度を含む第

4 期中長期の過去全年度に亘って各年度の目標を大

幅に上回る成果を上げており、企業での実施に至る

質の高い研究開発成果を創出してきた結果といえ

る。民間企業へのアウトリーチを目的とした研究成

果の積極的な情報発信（CEATEC JAPANをはじめ、各

種コンソーシアム、シンポジウム等の開催）、国内外

の大学・研究機関（インド工科大学ハイデラバード

校、仏国モンペリエ大学、タイ国タマサート大学等）

と協定を締結するなど連携強化の着実な推進も、領

域が経費を負担することで成し遂げた。 

 令和元年度には目標の約 1.16 倍、第 4 期中長期

開始当初の 5倍以上を達成しているリサーチアシス

タント雇用数なども、マーケティング力の強化、大

学などとの連携強化、業務横断的な取組の推進の成

果の証左である。以上のことから、企業連携とそれ

に基づく橋渡し機能の強化、学術成果、国際連携他、

全ての面において、第 4期中長期を通して顕著な発

展がなされてきたことが認められる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、重

要な評価指標としてきた民間資金獲得額で目標値比

124%を達成した他、その他すべての評価指標・モニ

タリング指標で目標値を達成したこと、さらにその

中の複数の指標で目標値の 120%以上を達成したこ

とに鑑み、特に顕著な成果が得られたと考え、評定

を「S」とする。 

 なお、評価委員からは、当領域の研究が世界レベ

ルで行われているという評価を頂戴した。一方で、

実用化まであとすこしの成果が多いという意見も頂

戴しており、第 5期において研究を加速し、実用化

を進めることが望まれる。 

 

＜課題と対応＞ 

 研究者の評価指標としてインパクトファクター

(IF)付き論文数ばかりに注目すると、目的基礎研究

に留まり、技術の橋渡しが進まないという課題があ

産総研の計

算リソース

ABCI を最大

限に活用し、

数十万規模

の動画像デ

ータで、独自

の深い構造

を持つ 3D-

Resnet の学

習を実施し

たところ、予

測通りデー

タ数がある

範囲を超え

ると急激に

性能が好転

し、極めて良

好な学習が

可能になる

ことを世界

に先駆けて

示した。さら

に 、 3D-

Resnet の有

用性は予想

以上に高く、

100層以上の

時空間畳み

込みモデル

の学習に世

界で初めて

成功した。こ

のように、一

連の成果が

動画像研究

及び応用に

大きな進展

をもたらし

た点で、特に

高く評価で

きる。 
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１．「橋渡し」

機能の強化 

の実現に繋が

る人間に配慮

した情報技術

を提供するこ

とを目指し、情

報技術の研究

と人間工学の

研究を統合し、

ビッグデータ

から価値を創

造する人工知

能技術、産業や

社会システム

の高度化に資

するサイバー

フィジカルシ

ステム技術、快

適で安全な社

会生活を実現

する人間計測

評価技術、産業

と生活に革命

的変革を実現

するロボット

技術を開発す

る。 

（４）材料・化

学領域 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CPS)により、単純作業から人を開放しすべての人

が豊かな生活を送れる「超スマートな社会」とし

て Society5.0 を位置づけている。その実現に向

け、平成 30年度には、二つの新研究センター設立

と AI 橋渡しクラウド(ABCI)の運用開始により、

CPSにおける知覚・制御を可能とする人間拡張技術

の開発、データ流通を促進するセキュリティ技術

の開発、AI開発インフラの整備を推進した。柏セ

ンターは、柏の葉地区の不動産業者や、地域住民

の協力を得て、新しいサービスビジネスの社会実

装研究を行う地域イノベーションの発信拠点とし

て実証実験に取り組んでいる。令和元年度は、柏

センター、臨海副都心センターのサイバーフィジ

カルシステム研究棟を中心に、他分野と連携し、

人間を含む各種計測データ収集、それらのビッグ

データから情報・知識を抽出し共有する AI技術・

データプラットフォームの開発、さらにその成果

を実世界に活用する人間・機械協調技術の開発の

一体的な取組を開始した。 

 

＜領域全体として特筆すべき取組、特筆すべき研

究開発成果、各種指標の達成状況＞ 

 領域としての特筆すべき取組の概要を、各種指

標の達成状況と併せて以下に示す。「橋渡し」につ

ながる基礎研究（目的基礎研究）に関する定量的

な指標として、論文発表数（モニタリング指標）、

論文の合計被引用数（評価指標）の他、情報・人間

工学領域の研究分野では、例えば IEEE Conference 

on Computer Vision and Pattern Recognition 

(CVPR)のように、国際論文誌よりも引用数の高い

査読付き国際会議プロシーディングスがあるた

め、高 h 指数の査読付き Proceedings のランキン

グである Google Scholar のサブカテゴリ上位 20

位内のプロシーディングス（以下「トップ国際会

議」）発表数も独自モニタリング指標としている。

論文発表数は、以下の通り。括弧内は各年度の目

標値である。 

   平成 27年度： 101報（100報） 

   平成 28年度： 152報（110報） 

   平成 29年度： 160報（120報） 

   平成 30年度： 165報（140報） 

   令和元年度：  183報（150報） 

る。世界における当該研究のレベル、知的財産登録、

公的あるいは民間資金の獲得、国内・国際連携、標

準化への貢献、リサーチアシスタントをはじめとす

る若手研究者の育成、各種アウトリーチ活動など、

様々な観点から総合的に研究者の評価を実施するこ

とで、橋渡し機能の強化につながる研究の実施に対

するモチベーションアップに努めている。 

 企業連携を行う人的リソース不足が引き続き課題

となっている。連携や調整のためにかかるエフォー

トが特定の研究者に集中する傾向があり、適度な分

散を行うマネジメントが課題である。イノベーショ

ンコーディネータ、連携主幹による企業連携活動や

領域内情報の集約は進展しており、適性を見極めた

連携主幹へのキャリアチェンジ等、人材確保に向け

た多様な取組も進めている。戦略的にリソースを集

中投下し、より高い価値を協創することで、企業と

持続的なパートナーとなる活動への転換など、今後

も企業連携の質を高めるリソースの最適配分や工夫

を進めていく。 

 

 

②生産プロ

セスや生産

計画の最適

化を支援す

る AI技術 

シミュレー

ションによ

って学習デ

ータを作成

し、機械学習

にシミュレ

ーションを

併用するこ

とにより、大

量にデータ

を作り出し、

特殊・未知の

事例に対し

ても人工知

能が適用で

きる枠組み

を開発した。

NECや神戸製

鋼と共同開

発しており、

実際の生産

現場を反映

している。 

実工場を模

した多品種

混流生産プ

ロセスの設

計を対象に、

この希少不

具合発見技

術の有効性

を実証した。

さらに、生産

プロセス最

適化に要す

る時間と発
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 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論文の合計被引用数は以下の通り。括弧内は各年

度の目標値である。平成 27年度は初めての試みだ

ったこともあり目標値を設定していなかった。 

   平成 27年度：   728回 

   平成 28年度： 1,675回（750回） 

   平成 29年度： 2,224回（1,000回） 

   平成 30年度： 2,163回（1,500回） 

   令和元年度：  2,887回（2,000回） 

トップ国際会議発表数は、以下の通り。括弧内は

各年度の目標値である。 

   平成 27年度：  45報（100報） 

   平成 28年度：  69報（100報） 

   平成 29年度： 104報（100報） 

   平成 30年度： 125報（110報） 

   令和元年度：  102報（110報） 

 論文発表数、論文の合計被引用数ともに平成 27

年度から毎年目標を上回りつつ順調に増加してい

る。令和元年度は、論文発表数は年間目標を達成

し、さらに論文の被引用数は目標値比 144 %に達

しており、質の高い論文を発表してきたことが示

されている。またトップ国際会議発表数について

は、令和元年度に関してはトップ国際会議発表数

は目標にわずかに及ばなかった。これは、論文発

表の目標達成のため、論文による成果発表を増や

したからであり、論文とトップ国際会議を合わせ

た発表数は 285 報と、目標の合計値である 260 報

を上回っている。 

 

 「橋渡し」研究前期における研究開発に関して

は、定量的な指標として、知的財産の実施契約件

数（評価指標）を用いている。知的財産の実施契約

件数は以下の通り。括弧内は各年度の目標値であ

る。 

   平成 27年度： 187件（170件） 

   平成 28年度： 197件（170件） 

   平成 29年度： 231件（170件） 

   平成 30年度： 254件（200件） 

   令和元年度：  306件（240件） 

 知的財産の実施契約件数は、平成 27年度以降毎

年目標値を上回るとともに増加している。令和元

年度は目標値を 240件に上げたが、目標値比 128 %

と大幅に上回って達成した。当初の予定を大幅に

見困難な事

象の発見能

力を想定以

上に高い水

準で実現し、

専門家が 1

週間かかる

設計・計画時

間を 1 日に

短縮、専門家

でも想定で

きないよう

な 25 の要改

善パターン

を発見した

こ と は 、

Industry4.0

時代の産業

システム高

度化を支援

することに

繋がるもの

であり、その

画期性は特

に高く評価

できる。 

 

定量的な評

価指標の「民

間資金獲得

額」は達成度

124％と目標

を大きく上

回っており、

またその他

の指標も同

様に、「知財

の量的状況」

128％、「論文

被引用数」

144％、「人材

育成」116％、
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べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

上回る成果を上げることができたことは、企業で

の実施に至る質の高い知的財産を創出できている

結果といえる。 

 

 「橋渡し」研究後期における研究開発に関して

は、定量的な指標として、民間からの資金獲得額

（評価指標）を用いた。民間からの資金獲得額は

以下の通り。括弧内は各年度の目標値である。 

   平成 27年度： 5.7億円（7.3億円） 

   平成 28年度： 13.4億円（9.7億円） 

   平成 29年度： 16.6億円（12.1億円） 

   平成 30年度： 16.9億円（14.5億円） 

   令和元年度：  20.8億円（16.8億円） 

 情報・人間工学領域では、民間からの資金獲得

額の目標達成のために、民間との連携件数を増加

させるのではなく、1 件あたりの金額を増加させ

る方針を採った。このために研究戦略部の体制を

強化し、顕在化した民間ニーズと保有技術シーズ

のマッチングを行うのではなく、企業の立場に立

って適切な提案をすることにより、企業・事業・ビ

ジネスモデルの拡充（イノベーション・事業の進

化）を支える技術基盤として、最適組成・編成・導

入方法についての体系的な企画・プラン及びその

導入支援サービスを提供している。その結果、平

成 27 年度は目標を達成できなかったが、平成 28

年度に民間企業との連携研究室（日本電気(NEC)、

住友電工、豊田自動織機）及び連携研究ラボ（パナ

ソニック）を立ち上げ、民間資金獲得額は、平成 28

年度以降は目標を超えている。令和元年度は、連

携研究室・ラボの契約を更新、20.8億円を獲得し、

目標値比 124 %を実現した。また、当領域の技術を

基にした産総研技術移転ベンチャーは、平成 30年

6 月に認定されたリーグソリューションズ株式会

社を含め 30社に上る。この中のライフロボティク

ス株式会社は、平成 30年 2月 9日にファナック株

式会社に全株式を譲渡、株式会社ミライセンスは、

令和元年 12 月 25 日に株式会社村田製作所の完全

子会社となり、産総研技術の社会実装を更に加速

することとなった。 

 

 民間からの資金獲得額の目標達成に当たって

は、企業との研究契約全体に占める中堅・中小企

モニタリン

グ指標の「論

文発表数」も

122％と、い

ずれも目標

を大きく上

回る顕著な

成果を挙げ

ている。 

 

また予算額

12,224,289

千円に対し

て 決 算 額

14,736,665

千円と、決算

額が予算額

に 対 し て

10％以上増

加している

ものの、これ

は産総研の

予算額は過

去の実績平

均値等から

設定してい

る額である

ため、当該年

度の決算額

とは差を生

じたという

理由からの

もので、本項

目にかかる

研究開発活

動に影響を

及ぼすこと

はなかった。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

業の割合（モニタリング指標）に配慮するものと

なっている。大企業との研究契約件数は以下の通

り。 

   平成 27年度： 120件（中堅企業も含む） 

   平成 28年度： 133件 

   平成 29年度： 152件 

   平成 30年度： 141件 

   令和元年度：  129件 

中堅・中小企業との研究契約件数は以下の通り。 

   平成 27年度： 36件（中小企業のみ） 

   平成 28年度： 48件 

   平成 29年度： 45件 

   平成 30年度： 39件 

   令和元年度：  43件 

したがって、企業との研究契約全体に占める中堅・

中小企業の割合は以下の通りとなる。全所的な目

標値は約 1/3である。 

   平成 27年度： 23.1 %（中小企業の比率） 

   平成 28年度： 26.5 % 

   平成 29年度： 22.8 % 

   平成 30年度： 21.7 % 

   令和元年度：  25.0 % 

 企業との研究契約全体に占める中堅・中小企業

の割合については、大企業からの連携希望が多か

ったため、目標値約 1/3には到達しなかった。 

 

 マーケティング力の強化については、領域内に

企業経営の経験のある領域長補佐 1 名を配置し、

上席イノベーションコーディネータ 4 名（全員民

間企業経験者）、イノベーションコーディネータ 3

名（内 1名は民間企業経験者）、連携主幹 9名（内

2名 50 %エフォートでの兼務）の企業連携活動を

指導することにより、より価値の高い共同研究等

の実施につなげた。 

 

 技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実

施については、技術コンサルティングを 81件実施

した。技術コンサルティング収入は以下の通り。

各年度の目標値は定めていない。 

   平成 27年度： 2,935万円 

   平成 28年度： 5,451万円 

   平成 29年度： 7,426万円 

ある「民間資

金獲得額」を

始めとする

定量的な評

価指標がい

ずれも目標

を大きく上

回って達成

しているこ

と、複数の顕

著な成果が

創出された

ことを踏ま

え、「Ａ」と判

断した。 

 

＜今後の課

題＞ 

・より安定

的に民間資

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見

据えるとと

もに、既に実

施している

OILに参加し

ている大学

などの多様

な研究者、産

学連携コー

ディネータ

などの取り

込みを図り、

よりグロー

バルでオー

プンな形で

の産官学共

同研究を実

施していく

ことが重要。
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における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

   平成 30年度： 9,328万円 

   令和元年度： 14,849万円 

 上述のように、民間からの期待度の高まりに伴

い、技術コンサルティング収入は年々増加してお

り、民間からの資金獲得額の目標達成にも貢献し

ている。 

 

 広報活動に関しても、プレスリリースに加え、

CEATEC JAPAN、World Robot Summit等の展示会出

展、各種シンポジウム開催など、積極的に取り組

んだ。 

 

 大学や他機関との連携強化に関しては、産総研・

東工大実社会ビッグデータ活用オープンイノベー

ションラボラトリ(RWBC-OIL)を平成 29年 2月に設

立し、AI技術開発・データ連携におけるオープン

イノベーションを加速するプラットフォームとし

て 、 産 総 研 AI ク ラ ウ ド (AIST Artificial 

Intelligence Cloud; AAIC)の運用を開始した。そ

の成果として、AAIC は平成 29 年 6 月に世界のス

ーパーコンピュータ（スパコン）省エネ性能ラン

キング Green500 Listの 3位を獲得した。また AI

橋 渡 し ク ラ ウ ド (AI Bridging Cloud 

Infrastructure; ABCI)が、平成 30年 6月に世界

のスパコン速度性能ランキング TOP500 List の 5

位、世界のスパコンの省エネ性能ランキング

Green500 List の 8 位を獲得した。地域民間企業

との連携強化のために、地域企業とパイプを持つ

公設試験所である九州先端科学技術研究所（平成

30年度）及び京都高度技術研究所（令和元年度）

と連携協定を結んだ。海外との連携についても、

フランス国立科学研究センター(Centre National 

de la Recherche Scientifique; CNRS)との AIST-

CNRS ロボット工学研究ラボに加え、平成 29 年度

には英国マンチェスター大学、シンガポール科学

技術研究局、米国カリフォルニア大学サンディエ

ゴ校、平成 30年度にはインド工科大学ハイデラバ

ード校、イギリス Alan Turing Institute (ATI)

等、令和元年度にはフランス国立情報学自動制御

研究所 (Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automatique; Inria)等と連

携協定、覚書の締結を行い、国際的に著名な研究

このような

プラットフ

ォームを構

築すること

により、企業

連携を担う

人材不足の

解消や企業

連携を促進

するための

支援人材不

足が解消さ

れることが

期待される。

加えて、様々

な段階での

共同研究が

展開され、共

同研究の暗

黙知的ノウ

ハウが形式

知化され、よ

り効率の良

い共同研究

が展開され

ることが必

要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得

における評

価等を見て
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者や学生を受け入れ連携強化を進めた。 

 

 研究人材の拡充、流動化、育成に関しては、定量

的指標として、産総研イノベーションスクール及

びリサーチアシスタント制度の活用等による人材

育成人数（評価指標）を用いた。産総研イノベーシ

ョンスクール及びリサーチアシスタント制度に採

用された人数は以下の通り。括弧内は各年度の目

標値である。 

   平成 27年度： 32名（30名） 

   平成 28年度： 46名（32名） 

   平成 29年度： 82名（50名） 

   平成 30年度：131名（70名） 

   令和元年度： 163名（140名） 

 様々な大学との連携を更に進めることで、多大

なニーズに対応するための研究リソース確保、学

生をはじめとする若手人材育成を行った。リサー

チアシスタントの雇用にかかる経費を領域が負担

することで、リサーチアシスタントの雇用を奨励

した結果、令和元年度の受け入れ人数は平成 27年

度の 5倍以上に増加した。 

 

＜平成 30年度の大臣評価に対応した取組＞ 

 民間からの資金獲得額の目標達成に向けては、

引き続き、領域内に企業経営の経験のある領域長

補佐 1 名を配置し、研究戦略部に所属するイノベ

ーションコーディネータ、連携主幹の企業連携活

動を指導することにより、単なるニーズ・シーズ

マッチングではなく、目線を上げた価値の高い共

同研究等の実施につなげ、民間資金獲得額は、令

和元年度の目標値比 124 %を達成した。 

 

 組織内外の若手雇用・育成については、リサー

チアシスタントの雇用にかかる経費を領域が負担

することで、リサーチアシスタントの雇用を奨励

した結果、令和元年度の受け入れ人数は平成 27年

度の 5 倍以上に増加した。シニア世代の能力・経

験を活用するために、45歳を目途にキャリアパス

を検討させている。令和元年度は、定年後の職員

を、研究戦略部、研究企画室で各 1 名再雇用し、

その能力・経験を活用している。 

 

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両

輪の関係に

あるので、両

者がトレー

ドオフの関

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 

・全体のマ

ネジメント

については、
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 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

 ＜一定金額規模以上の「橋渡し」研究について、そ

の後の事業化の状況＞ 

 第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は令和

元年度（3月末）までに 89件（うち令和元年度実

施の件数：21件）である。また、これらの事業化

の実績として、知的財産の譲渡契約及び実施契約

は平成 30 年度までに 20 件で令和元年度は 9 件、

製品化は平成 30年度までに 6件で令和元年度は 3

件である。 

 

 今回より、未

達の要因分

析と対応策

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの

共有を強化

することが

求められる。 

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 

 

＜その他事

項＞ 

特になし 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 第 4 期中長期における橋渡し機能の強化に資す

る目的基礎研究では、それぞれの重点課題におい

て次の通り目標を達成した。重点課題１において

は、ビッグデータの分析・試験・評価による知的な

サービスの特筆すべき成果である「人工知能技術

の化学・生物学分野への適用」をはじめ、データと

知識を融合して学習・理解するデータ知識融合人

工知能などの基礎技術を開発した。重点課題２で

は、産業や社会システムの高度化に資するサイバ

ーフィジカルシステムを実現する軽量でスケーラ

ブルなセキュリティ技術の特筆すべき成果として

「汎用的なデータ処理秘匿化技術に関する研究」

など、ソフトウェア工学や暗号技術を用いてシス

テムの品質と安全性を向上する技術を開発した。

重点課題３に関しては、人間活動の測定評価技術、

人間の運動や感覚機能を向上させる訓練技術の研

究開発の特筆すべき成果として「歩行・走行の計

測評価技術とランニング義足開発」、「ニューロリ

ハビリテーション技術の開発」を実施し、自らの

残存機能を活かして人や社会とのコミュニケーシ

ョンを実現し、向上させるための機能訓練・機能

支援技術を開発した。重点課題４では、環境変化

に強く自律的な作業を実現するロボット中核基盤

技術の特筆すべき成果として「コンピュータビジ

ョン技術に関する目的基礎研究」「大型構造物組立

ヒューマノイドロボットシステムの開発」を推進

し、三次元空間計測、空間情報理解、動作計画・教

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 

 それぞれの成果は、インパクトの高い国際学術論

文誌に論文が採録されるとともに、文部科学大臣表

彰をはじめとする受賞や国際的コンペティションの

優勝にも至っており、世界的に注目される成果を得

ている。学術的に高い価値を持つだけでなく、関連

プレスリリースへの反響や動画の 100万回以上の再

生、また企業から多数の問い合わせや主催シンポジ

ウムへの参加など、将来的な社会への技術の展開に

向けて活発な動きにつながっている。さらに、令和

元年度は GitHub などに公開したソフトウェアへの

注目も極めて高く、産総研のプレゼンスを世界に示

しただけでなく、技術の展開にも貢献した。 

 第 4期中長期計画・年度計画を上回って達成され

た内容は以下の通りである。第 4期中長期計画にお

けるビッグデータに基づく人工知能の適用対象は言

語や画像の処理、サービス設計であり、「人工知能技

術の化学・生物学分野へ応用」は当初想定されてい

なかった新たな成果である。また、「汎用的なデータ

処理秘匿化技術に関する研究」については、一般性

の高い 10 個以上の秘匿計算アプリケーションを実

現し、新たな適用先として金融機関との提携も行っ

た。「ニューロリハビリテーション技術の開発」につ

いては、ノイズの問題を解決し世界で初めて fNIRS

を用いて 100日以上にわたるリハビリ中の脳活動変
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みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

示技術、過酷環境の移動技術を構築した。 

 「人工知能技術の化学・生物学分野への適用」と

して、大量のデータから効率的に学習できる深層

学習法を膨大な化学・生物学の知識に適用するこ

とで、タンパク質の機能改変過程を最適化し、従

来比 20倍以上の効率化を実現した。令和元年度に

は、企業との共同研究で新しい医薬品の開発に本

技術を適用開始した。「汎用的な Visual SLAMのオ

ープンソースソフトウェア OpenVSLAM」では、実用

性を高めた Visual Simultaneous Localization 

and Mapping (Visual SLAM)のソフトウェアを、オ

ープンソースとして公開した。GitHubにおける公

開から 5ヶ月で、1,500 以上の利用者の「お気に入

り」を表すスターを獲得しており、世界的に極め

て高い評価を得ている。「自動走行パーソナルモビ

リティのための高精度 Visual SLAM技術の研究」

では、単眼カメラを用いた Visual SLAMの精度を

高めつつ計算量の削減に成功し、Visual SLAM の

実用化に向けて大きく前進した。令和元年度は、

トップ国際会議 CVPR2019に採択されるとともに、

併せて公開した研究成果を表すデモ動画の再生回

数は全発表中第 2 位を記録するなど、世界的に高

い評価を得た。「汎用的なデータ処理秘匿化技術に

関する研究」として、令和元年からは、秘匿性を保

持したまま様々なデータを処理する技術の社会展

開を企業と共に推進している。また、「歩行・走行

の計測評価技術とランニング義足開発」において

は、令和元年度は力学モデルシミュレーションを

活用した義足設計技術を開発した。その技術を用

いたランニング義足が製品化され、装着した選手

の東京 2020 パラリンピック出場枠内定獲得に貢

献した。「ニューロリハビリテーション技術の開

発」においては、令和元年度に「脳損傷後に新たに

形成される新経路」を発見した。また、医療機関と

連携し、リハビリ中の脳卒中患者に対する脳機能

計測の予備実験として健常者に対してして fMRI

による脳活動計測を試行した。さらに、「コンピュ

ータビジョン技術に関する目的基礎研究」では、

令和元年度には動画像認識の本命とされながら良

好な学習を実現できていなかった 3 次元畳み込み

法について、独自の深いネットワークと大規模デ

ータを用いることで良好な学習結果が得られるこ

化を評価した。「コンピュータビジョン技術に関する

目的基礎研究」では、計画を上回る成果として直射

日光下での認識を可能とする技術を開発し、今後の

動画像研究及び応用に極めて大きな進展をもたらす

基盤を確立した。「大型構造物組立ヒューマノイドロ

ボットシステムの開発」では、目標にあるボルト締

めだけでなく、それを超える成果として重量物（11 

kgの石膏ボード）の運搬と、電動工具による組み付

けを実現した。 

 

・人工知能技術の化学・生物学分野への適用 

 薬剤とタンパク質の立体構造データを入力するこ

となく、これらの相互作用を高速で高精度（既存手

法比で 3～10 %の向上）に予測する手法や、従来手

法の 20 倍以上の効率化を実現するタンパク質の機

能改変最適化技術を開発した。これにより、人工知

能技術によってバイオ産業の研究開発を加速する突

破口を開いた。 

 高精度な予測ができるだけでなく機械学習が出し

た予測結果について解釈が可能となる技術であるこ

とから、新薬を大量の候補群から絞り込む作業の加

速が期待される。また、抗体や酵素など、医薬品や

工業製品として有用性の高いタンパク質を効率よく

改変することができれば、より望ましい性能をもつ

素材や薬剤を人工的に作りだすことができるように

なる。 

 新薬の開発や、タンパク質の合成においては、従

来偶然に頼る部分や、科学者の個人的な経験に頼る

部分が大きかった。しかし人工知能技術の活用は、

このような現状を打破する大きな可能性を秘めてい

る。本研究成果は、人間の知識や経験を越えたその

先に、科学者が夢にすら見なかった革新的な新薬や

タンパク質を手にする未来への突破口を開く技術と

して位置づけられる。 

 薬剤とタンパク質の相互作用を、高速で高精度に

予測する技術開発の成果について、論文が Oxford 

University Press の論文誌である Bioinformatics

誌(IF: 5.5)に採択された（人工知能研究センター機

械学習研究チーム椿研究員が筆頭著者）。この論文誌

は、Google scholar citationにおいて、h5-指標が

110、h5-中央値が 188であり、これはバイオインフ

ォマティクス分野のジャーナルとしては 1 位であ
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 る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

とを世界に先駆けて示した。動画像認識技術は安

全確保、生産管理、自動運転などに広く有用で、

様々な産業分野からの注目度が高く、令和元年度

には開発技術の橋渡しに取り組んだ。「大型構造物

組立ヒューマノイドロボットシステムの開発」に

おいては、令和元年度は、接触状態推定及び接触

状態に応じたバランス制御技術、接触対象の変形

モデル推定とそのモデルを用いたバランス制御技

術等の開発を行い、足裏等が十分な接触面積を得

られない場合や接触に伴って路面が変形する場合

においてもロバストな移動・作業を実現した。 

 

 論文発表件数は、以下の通り。括弧内は各年度

の目標値である。 

   平成 27年度： 101報（100報） 

   平成 28年度： 152報（110報） 

   平成 29年度： 160報（120報） 

   平成 30年度： 165報（140報） 

   令和元年度：  183報（150報） 

 

 論文の合計被引用数は以下の通り。括弧内は各

年度の目標値である。平成 27年度は初めての試み

だったこともあり目標値を設定していなかった。 

   平成 27年度：   728回 

   平成 28年度： 1,675回（750回） 

   平成 29年度： 2,224回（1,000回） 

   平成 30年度： 2,163回（1,500回） 

   令和元年度：  2,887回（2,000回） 

 

 トップ国際会議発表件数は、以下の通り。括弧

内は各年度の目標値である。 

   平成 27年度：  45報（100報） 

   平成 28年度：  69報（100報） 

   平成 29年度： 104報（100報） 

   平成 30年度： 125報（110報） 

   令和元年度：  102報（110報） 

 

・人工知能技術の化学・生物学分野への適用 

 創薬をはじめとする化学・生物学分野では、新

薬や機能素材など産業的に有用な物質の探索が盛

んである。有用物質を短時間で発見、合成する技

術への期待が極めて強い。従来は、偶然に頼る部

る。 

 タンパク質を効率的に改変し、より望ましい機能

をもつものを人工的に作り出す技術の成果について

は、論文は ACS Synth Biol誌(IF: 5.3)に採択され、

本分野のトップジャーナルである Nature Biotech

誌の Research Highlight で注目論文として紹介さ

れた。論文注目度を表す Altmetric scoreは 81（全

論文の上位 5 %以内）であり、第 70回日本生物工学

会大会トピックス賞を受賞し、複数の大型研究資金

の獲得に繋がった。 

 両成果ともに、それぞれ平成 30 年度に産総研プ

レスリリースを行い、化学工業日報、日刊工業新聞、

Web系記事などで多数取り上げられた。 

 

・汎用的な Visual SLAMのオープンソースソフトウ

ェア OpenVSLAM 

 世界的な Visual SLAMのオープンソースソフトウ

ェアを主体的に開発していくことは、空間データイ

ンフラを構築する上で必要不可欠となる。OpenVSLAM

は Visual SLAMの他のオープンソースソフトウェア

と比較して、特に実用性とメンテナンス性を重視し

ている。アルゴリズムとしては現時点で最も安定性

が高い特徴点ベースの手法を採用し、またソースコ

ードは可読性を重視して実装されている。世界標準

のオープンソースとして利用されるためには、世界

中の人々が共同で開発を行えるように幅広い層の

人々が利用する機能を備え、組織として継続的なメ

ンテナンスをサポートする必要がある。産総研がそ

の中心的な役割を果たすことで、新たな技術やアプ

リケーションの開発拠点としての役割を果たすこと

ができる。 

 Visual SLAMは社会の空間データ基盤を確立する

ための最重要要素技術の一つである。安全・安心な

社会基盤を構築するためには、その要素技術に対し

てあらゆる検証を行う必要があるが、個人や一つの

組織のみでは困難である。そのため、異なる分野の

人々が利用しその知見をフィードバックしてもらう

ことでシステムの安定性を高める。さらに、産総研

をはじめ多くの組織でこの要素技術を発展させた新

たな研究開発が行われており、学術と産業の両面に

おいて新たなフィールドを切り開いていくことが期

待される。 
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分や、科学者の個人的な経験に頼る部分が大きく、

数年に渡る歳月と幾多の試行錯誤を必要としてい

たが、近年、人工知能技術を応用することによる

開発の加速化に大きな期待がよせられている。人

工知能研究センターでは、深層学習をはじめとす

る機械学習技術を、この分野に適用するための目

的基礎研究に取り組んだ。以下では代表的な二つ

の成果を挙げる。第一に薬剤とタンパク質の相互

作用を、高速で高精度に予測する技術の開発、第

二にタンパク質を効率的に改変し、より望ましい

機能をもつものを人工的に作り出す技術の開発で

ある。 

 第一の成果では、化学と生物学の知識に基づき、

性質の異なる深層学習手法を組み合わせて、薬剤

とタンパク質に対する高精度の相互作用予測手法

（既存手法比で相互作用の有無に対する予測精度

3～10 %の向上）を開発し、論文発表した。従来の

相互作用予測手法であるシミュレーションや他の

深層学習法は、薬剤やタンパク質の立体構造デー

タを入力することが必要である。しかし、立体構

造データはそれ自体が入手しにくい上に、大規模

計算になってしまい計算コストが高い。一方で本

手法は、既存手法比で 3～10 %の精度向上を達成

しただけでなく、立体構造データを必要とせずア

ミノ酸配列情報のみから相互作用を予測できる点

が大きな利点である。加えて、本手法では、配列は

わかっているが未だ立体構造がわかっていない膨

大な数のタンパク質を学習データとして利用する

ことができるため、適用範囲が大幅に広がる。ま

た、薬剤やタンパク質の立体構造を用いない従来

手法では、予測結果から三次元的な相互作用部位

を特定できず、結果の解釈に問題があるとされて

きたが、今回開発した手法では相互作用部位を特

定・可視化できる。これにより、機械学習が出した

予測結果について解釈が可能となった。論文発表

では、創薬研究におけるベンチマークデータで手

法を評価したが、令和元年度には、薬学部や製薬

会社などと共同研究を実施し、現場の実データへ

の適用を開始した。 

 第二の成果では、ベイズ最適化手法によって、

タンパク質の機能改変過程を最適化する技術を開

発した。具体的な対象として蛍光タンパク質(YFP)

 

・自動走行パーソナルモビリティのための高精度

Visual SLAM技術の研究 

 乗車定員が 1-2名のパーソナルモビリティ機器の

世界市場は、令和 7年には 1,000億ドルに達すると

予想されている。これらの機器に搭載される SLAM用

センサとして、これまで主に LiDARが搭載されてき

た。本技術により高価な LiDARを単眼カメラで代替

することができる上、データ処理にも高価な GPUを

必要としない高精度な Visual SLAMが実現した。本

研究の成果により、SLAM機能の飛躍的な低コスト化

が可能になり、量産型パーソナルモビリティへの

SLAM機能搭載を通じて自動運転の普及に貢献する。

これは、高齢化社会において移動手段を提供するだ

けでなく、生産年齢人口の減少に対応する物流シス

テムの自動化へも波及する。 

 

・汎用的なデータ処理秘匿化技術に関する研究 

 本研究の完成により、プライバシー保護データ解

析技術の実社会における事業展開が可能となり、実

用上想定されるほとんどのデータ処理について、そ

の秘匿化のための機能のアウトソース化が可能とな

る。そして、それ自体が新たなイノベーションの創

出となるだけでなく、これまで個人情報保護の懸念

から利活用が困難であった機微情報に対して、誰で

も、いつでも、圧倒的低コストで最先端人工知能技

術が適用可能となることが予想される。サービス提

供者はデータ保護機能を外部委託することを前提

に、主たるサービス内容についてのシステム構築に

専念でき、現状では情報漏洩等の懸念により利用が

進んでいないデータの利活用が促進され、特に個々

人に適応したサービスなどの新サービス創出による

イノベーションが期待される。これらにより、誰も

が安心して人工知能の恩恵を受けて個人ごとに多種

多様できめ細かなサービスが提供される「優しい社

会」が実現される。 

 具体例としては、顧客のゲノム情報や健康情報を

もとに、自動的に適切な医療アドバイスをする事業

等への展開が考えられる。そのほか、個人の病歴と

生活習慣のビッグデータ解析による相関関係の導

出、セキュリティ保護が求められる画像検索サービ

スにおけるデータの秘匿化などでの利用が期待され
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を用い、変異を導入すべき部位を新手法で予測し

合成、測定を繰り返すことで、従来よりも明るく

鮮やかな蛍光タンパク質の合成に成功した。従来

法と比較した場合、新手法は従来工数の 20倍以上

の効率化を果たし、平成 30年度に論文発表し、国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構(NEDO)、内閣府官民研究開発投資拡大プログ

ラム(PRISM)、内閣府戦略的イノベーション創造プ

ログラム(SIP)の大型プロジェクトに繋げた。令和

元年度には、企業との共同研究で新しい医薬品の

開発に本技術を適用開始した。 

 従来技術としては、対象のタンパク質をランダ

ムに改変したものを大量生成し、その中から目的

の性能を有するタンパク質を抽出する方法が用い

られてきた。しかし、運まかせともいえるこの方

法では、望む性能のタンパク質を得るまでに必要

なコストや時間の見積が困難で、収益性の面でリ

スクの高い方法と考えられている。一方で本手法

は、ベイズ最適化により従来比で 20倍効率よく改

変方法を予測することができる。さらに、特定の

タンパク質によらず汎用的な技術である点が特長

である。 

 本研究は臨海副都心センターの研究成果であ

る。 

 

・汎用的な Visual SLAMのオープンソースソフト

ウェア OpenVSLAM 

 自動運転や拡張現実(Augmented Reality; AR)、

ロボティクスなどへの応用を目的に Visual SLAM

の研究開発が世界中で盛んに行われている。

Visual SLAM は主に動画を対象とし、カメラの位

置姿勢や環境形状をリアルタイムに認識できるた

め、画像中の物体認識及びそれらの関係性の理解

と合わせ Spatial AIとして位置付けられている。

カメラは Light Detection and Ranging (LiDAR)

など他のセンサと比較して安価かつ小型であるた

め、スマートフォンやドライブレコーダーなど

様々な場面で用いられ、その普及率も極めて高い。

昨今の自動運転や AR の開発競争に伴いその産業

的ニーズも日に日に高まっている。 

 一方で、その技術開発は限られた組織のみで行

われており十分に広まっていない。スマートフォ

る。また、情報銀行におけるセキュリティ基盤とし

て活用することで、データのやりとりはするがその

中身は一切知ることができないという、高安全な信

託機能を発揮することが可能となる。現在、Backend 

as a Service (BaaS)ビジネスが急速に成長してお

り、平成 24年には全世界で約 2.16億ドルの市場規

模であったのに対し、平成 25年の予測では、平成 29

年には 77 億ドル、令和 2 年には 281 億ドルの市場

規模が予想されている。本研究で開発する汎用秘匿

化依頼計算技術は、上述の問題点を克服し、さまざ

まな情報サービスにおけるプライバシー保護機能を

提供する BaaS として新たなビジネスを展開可能と

考えられる。 

 

・歩行・走行の計測評価技術とランニング義足開発 

 歩行運動にフォーカスし、健康を維持増進させる

ためのシステム技術とサービス開発は、健康増進に

資する運動を定常的に行う人の増加に寄与するもの

である。厚生労働省の調査では、日常的な健康増進

運動を行う習慣を持つ人は成人の 3割しかいない。

この研究では、歩行評価の可視化による動機づけだ

けでなく、人の運動を変容させるメカニズムを活用

したサービス技術によって、いままで運動習慣を持

たなかった 7割の人の行動を変えることを目指して

いる。また、義足ランニングにおいて、下肢切断ア

スリートのスプリント記録が健常者トップアスリー

トの世界記録を上回るようなことが起きれば、その

ことが日常的に義足を使用する人々のスポーツ活動

への参加の強い動機づけになることは間違いない。

これは、下肢切断者の QOL向上に大きな意義を持つ

だけでなく、ランニング義足レンタルビジネスなど

の市場創出効果を持つ。 

 日常的に健康維持行動をとっていない人の長期的

な医療費増等による国内経済損失は、平成 28 年時

点で 4,500 億円と見積もられている（Lancet 2016

の論文データを GDP 比で換算した）。歩行のように

比較的始めやすい健康維持行動へ向かわせ、それを

持続させる行動変容技術によって、この経済損失を

大幅に低減できる。また、健康維持行動をとってい

ない 7 割の人口は令和 12 年度で 5,300 万人規模で

あり、歩行評価・行動変容サービスの潜在的な市場

規模は 3兆円、デバイス市場も 2兆円に及ぶ。 



135 

ンで ARアプリなどを開発する際も、機能制限され

た Application Programming Interface (API)に

依存する他なく、新たなアプリケーションを開発

する上で大きな足枷となっていた。Visual SLAMの

オープンソースソフトウェアはこれまでにもいく

つか存在していたが、ライセンスや機能（特定の

カメラモデルやマップの入出力）の制限により、

依然オープンソフトウェアとして十分に確立され

た技術とは言い難く、その技術を応用した新たな

分野の研究開発が進みづらい状況にあった。 

 この状況を打破するため、人工知能研究センタ

ーでは Visual SLAMのオープンソースソフトウェ

ア「OpenVSLAM」を開発し令和元年 5月に公開した。

OpenVSLAMの特徴として、①複数のカメラモデルに

対応、②マップの入出力とローカリゼーションが

可能、③ソースコードの高い可読性、④制限の少

ないライセンス(2-clause BSD)、が挙げられる。

これらの利点により、研究機関だけでなく企業も

含めた多様な分野の研究者やエンジニアが参加す

る世界レベルのオープンソースコミュニティが構

築され、世界的に広く認知し用いられる技術とな

っている。実際、オープンソースコミュニティに

おける主要なソフトウェア公開サイトである

GitHub で公開したソースコードは、公開後僅か 5

ヶ月で利用者の「お気に入り」を表すスターを

1,500獲得、世界的に極めて高い評価を得ている。

また国内外の企業から問い合わせがあっただけで

なく、令和元年 10月にフランスのニースで開催さ

れたマルチメディア系のトップカンファレンス

ACM Multimedia 2019 オープンソースコンペティ

ションで世界 1位を獲得した。 

 本研究は臨海副都心センターで行った。 

 

・自動走行パーソナルモビリティのための高精度

Visual SLAM技術の研究 

 中心市街地での移動を自動車に過度に依存せ

ず、パーソナルモビリティを有効活用することで、

CO2 削減や省エネ等を実現しようとする機運が高

まっている。パーソナルモビリティ機器の自律走

行には、周辺の 3 次元形状を認識し自己位置を推

定する SLAM 技術が不可欠である。SLAM 技術には

従来、高価な LiDAR が用いられてきた。本研究で

 

・ニューロリハビリテーション技術の開発 

 脳機能回復に関わる脳活動変化の解明、及びリハ

ビリ中の脳活動変化を評価する技術と介入技術の開

発を中心にニューロリハビリテーション技術に関す

る多くの成果を挙げた。「目的基礎」の研究フェーズ

のため、質の高い論文の発表を主要な成果と設定し

た。 

 今後脳卒中患者に本技術を適用した際に、患者の

状態変化についてのエビデンスが蓄積されれば、リ

ハビリ中の脳活動をモニタリングし、行っているリ

ハビリの有効性を直接評価する技術が実現できる。

またこれまでの研究によって“リハビリが脳を変え

る”ことを示すことが出来たことから、その成果を

伝えることが患者のリハビリに対するモチベーショ

ンを上げるために貢献できる。患者や医療スタッフ

に研究成果を伝えるための講演やシンポジウム（産

総研ニューロリハビリシンポジウム、平成 28 年度

以降毎年開催）を積極的に行った。 

 現在の脳卒中に関わる国庫負担は、リハビリに関

わる医療給付費が毎年約 5,000億円、後遺症を持つ

患者に対する介護給付費が約 5,400億円と試算され

ている。ニューロリハビリ技術により効果的かつ効

率的にリハビリを行うことで、患者のリハビリ期間

と要介護となる患者数を減少させることができれ

ば、患者の QOL向上をもたらすのみならず数千億円

規模の国庫負担の削減につながる。またリハビリ機

器の世界市場規模は令和 3年の段階で約 1.5兆円と

試算されており、高齢化先進国である日本発のニュ

ーロリハビリ技術を世界に展開することで大きな経

済的インパクトをもたらす。本研究成果は、患者の

脳の状態に合わせた「テイラーメイドニューロリハ

ビリテーション」にも発展するため、多様な症状を

持つ患者を取りこぼすことなく対応できる医療の確

立に貢献できる。 

 手の運動機能回復に関わる脳領域を同定した研究

成果について平成 27 年度にプレスリリースを行っ

た結果、3 日間で 6,000 件のアクセス、国内新聞主

要 7 紙での報道、欧米や中国など国外の多くの Web

サイトへの掲載など多くの反響を得た。毎年開催し

ている産総研ニューロリハビリシンポジウムでは、

大学・研究機関、臨床現場、関連企業等から多くの
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は、LiDAR の代わりに安価なカメラを 1 個用い、

CPU のみによる画像処理で LiDAR と同程度の精度

の SLAMを実現した。SLAMの世界的な 19個のベン

チマークテストでも 10 種類のテストで最高精度

を示し、従来の Visual SLAM よりも平均 30%程度

高い精度を達成している。研究成果は学術的に高

く評価され、第 24回ロボティクスシンポジアにお

いて最優秀賞を獲得し、トップ国際会議である

CVPR2019にも採択された。さらにデモ動画の再生

回数は CVPR2019での全発表中第 2位を記録し、世

界的にも注目を集めた。 

 

・汎用的なデータ処理秘匿化技術に関する研究 

 Society5.0では、様々なものがインターネット

につながる Internet of Things (IoT)等により収

集される膨大なデータに対し、最先端の人工知能

技術に基づく処理を行うことで、価値ある情報を

取り出して活用することを目指しており、これを

実現する技術に期待が高まっている。収集される

データには個人情報や機密情報等の秘匿すべき情

報が多く含まれており、情報漏えいのリスクが、

収集情報の活用への深刻な障害となっている。本

研究では、入出力情報を秘密にしたままでのデー

タ処理を可能とする秘匿計算技術の実用化を進

め、平成 26年に世界一を達成した格子暗号解読コ

ンテストへの継続的な取組とその理論的根拠付け

に関する研究を通して、核となる要素技術の開発

に成功した。また、これらの技術に基づき社会展

開元となる企業を獲得し、さらに、平成 28年度開

始の科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業

（JST-CREST・スモールフェーズ、8,000万円／2年

4か月）及び令和元年度開始の同事業（JST-CREST・

加速フェーズ、3億円／3 年）に採択された。一方、

格子暗号以外の高機能クラウド暗号化技術として

は、平成 27〜29年度に生体情報を用いた電子署名

方式の安全性の証明に関する共同研究を日立製作

所と実施し、平成 28 年 10 月にドコモモバイルサ

イエンス賞を受賞した。 

 現時点までに、既に汎用秘匿化計算フレームワ

ークの理論設計、効率的な秘匿計算ツールの開発

と実装、高速秘匿化文字列検索手法の開発、実証

アプリケーションの開発などで成果をあげてい

方々が参加し（令和元年度：約 200 名）、ニューロリ

ハビリテーションに関する最新の研究成果とその応

用に関する活発な議論が行われた。 

 

・コンピュータビジョン技術に関する目的基礎研究 

 実世界の産業を対象とした実世界情報処理を行う

にあたり、情報を実世界からサイバー世界に汲み上

げるための要になる重要技術であるコンピュータビ

ジョン技術に関して、画像取得技術から画像認識技

術まで一貫して世界トップレベルの研究を行い、そ

の各成果が世界トップ会議に採択されたほか、国際

コンペティションにおける優勝、論文賞の受賞など

にもつながった。また、産総研内でのコンピュータ

ビジョン勉強会（これまで隔週で 73回開催）など、

同じ分野の研究者の所内連携・情報交換活動も活発

に行っており、産総研におけるコンピュータビジョ

ン研究の強みを増幅することができたと考えられ

る。 

 従来コンピュータビジョン技術は照明環境の影響

を強く受ける問題があったが、開発した技術により

直射日光下の屋外など、従来コンピュータビジョン

技術の適用に様々な工夫が必要であった環境はもち

ろんのこと、例えば溶接プロセスや溶鉱炉の観察な

ど超過酷環境でも適用可能になる。これにより、従

来強いニーズがありながら技術的に適用が困難であ

った産業分野に今後広く展開することが期待され

る。また、物体のカテゴリ・姿勢同時推定技術は、

自律移動、物体把持等の性能向上に寄与し、ホーム

ロボット等の実現に貢献する。さらに動画像認識技

術は、時々刻々と変化する人間の行動や、環境の認

識処理の性能向上に寄与し、自動車やドローン等の

自律移動や、次世代監視カメラ、ユーザ行動の分析

に基づく製品開発など広く産業での応用が期待でき

る。動画像認識技術については、「動画像における汎

用的な特徴表現」の獲得に成功し、今後の動画像研

究及びその応用に極めて大きな進展をもたらすこと

が期待される。動画像認識技術は安全確保、生産管

理、自動運転などに広く有用で、様々な産業分野か

らの注目が高く、既に橋渡しにも取り組んでいる。

企業との資金提供型共同研究を進めているほか、今

後は生産、防災、防犯、健康・医療、農業林水産業、

エンターテインメントなどへの幅広い水平展開が期
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る。平成 30年度においては、理論的成果として、

汎用秘匿化計算フレームワークの理論設計を完成

させ、さらに、並列化による著しい高速化に成功

した。特に、秘匿化処理ツール群を実装したこと

によって、秘匿計算実行のための事前処理を 600

倍以上高速化することに成功した。また、無制限

な回数の加算に加えて 1 回の乗算を暗号空間で実

行できるレベル 2 準同型暗号の世界最高速実装

（C++ライブラリ）及びウェブブラウザ上で直接実

行可能とするライブラリ実装を行った。本実装を

用いることで、従来は現実的な時間では実行すら

不可能だったウェブブラウザ上での暗号化処理を

1 ミリ秒以下で実行可能とした。一方、テキスト検

索に関して、Burrows-Wheeler変換、Wavelet行列

を用いた、高速秘匿化検索手法を開発した。一連

の成果は、トップ国際会議、査読付論文誌に多数

採録されており、令和元年度においては、暗号理

論分野のトップレベル国際会議 Asiacrypt 2019, 

Crypto 2019, Eurocrypt 2019 や情報セキュリテ

ィ分野のトップレベル国際会議 AsiaCCS2019, 

ESORICS 2019 を含め、トップ国際会議において 11

報、IF 付論文誌に 13 報の成果がそれぞれ採録さ

れた。開発技術の汎用性を実証するため、配列ア

ラインメント、カイ 2 乗検定、アンケート集計、

広告表示システム、日程調整システム等、10個以

上の秘匿計算アプリケーションを構築し、実用的

な実行時間で処理できることを確認した。この成

果は情報セキュリティ分野における国内最大規模

の研究会である、CSS2018において、最優秀デモン

ストレーション賞を受賞している。社会展開に関

しては、秘匿計算の要素技術である秘密分散につ

いて事業化の実績をもつ企業との密接な連携のも

と、秘匿データ処理の事業化の検討を開始した。

これらの一連の成果により、平成 30年度科学技術

分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞した。

さらに、本研究は JST-CREST（加速フェーズ・3億

円／3 年）に採択され、令和元年度からは、

ZenmuTech社等と共に社会展開を推進している。 

 本研究は、既存の類似研究と異なり、単に要素

技術としての秘匿計算技術の開発を目指すのでは

なく、実用的処理速度を提供可能な汎用的データ

処理秘匿化技術を実現し、具体的なビジネスモデ

待される。また同技術は産業界からの注目が非常に

高く、かつ産総研の計算リソース活用の好例である

ことから、産総研の誇る AI 橋渡しクラウド(ABCI)

のデモの一部としても活用しており、産総研の技術

を社会に積極的にアピールする最前線に立ってい

る。また、公開したソースコードは動画像認識分野

において世界最多の引用数を誇っている。 

 我が国における少子高齢化・人口減少問題に対応

しつつ国際的な競争力を高めていくためには、ロボ

ット技術や人工知能技術の活用により労働力不足を

補いながら、様々な工業製品の生産能力と品質を高

めていくことが課題となる。人間の視覚機能を機械

で実現するコンピュータビジョン技術は、これを実

現する為の最も重要な要素技術の一つであり、本研

究の成果は課題解決に直接的に貢献するものであ

る。また、画像取得技術と画像認識技術の性能を総

合的に高めていくことで、これまでは適用が困難で

あった産業分野への展開も可能になり、生産コスト

を下げ、品質を向上させることが期待される。 

 

・大型構造物組立ヒューマノイドロボットシステム

の開発 

 大型構造物組立現場で必要とされる、重量物運搬、

非整備環境移動・作業を行える身体能力を備えたヒ

ューマノイドロボットの身体と、そのような移動・

作業を自律的に行うための物体検出機能、多点接触

運動機能等の知能を兼ね備えたロボットを開発し、

過酷環境での人の作業を代替するロボットシステム

の基盤を構築した。 

 ヒューマノイドロボット試作機 HRP-5P を産学連

携のプラットフォームとして活用することで、現場

を有するユーザ企業との連携を拡大し、作業ロボッ

トに必要な仕様、技術を把握した上で新たな課題設

定のもと研究開発を推進することで、大型構造物組

立自動化の飛躍的な発展の扉を開くことが期待され

る。大型構造物組立現場を有する Airbus や竹中工

務店等との共同研究を実施済であるほか、企業との

実施中の共同研究がある。 

 現在人手に頼らざるを得ない作業をヒューマノイ

ドロボットで代行することが可能となれば、人間の

作業員を難姿勢での作業、重労働作業、危険作業、

単純繰り返し作業から解放すると共に今後深刻化す
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ル設計のもと社会展開を目指すものである。また、

ZenmuTech社、パナソニック社等の複数企業の参画

により、実社会におけるビジネス展開を前提とし

ている点も特筆に値する。本研究による開発技術

を用いることで、入出力情報を秘匿したままデー

タ処理を行うことを必要としている幅広いアプリ

ケーションからの要求に初めて応えられるものと

考えられる。 

 本研究は、外部から以下のような高い評価を得

ている。本研究が開始された平成 28 年 12 月以降

の主な業績としては、平成 29年度科学技術分野の

文部科学大臣表彰 若手科学者賞(Attrapadung)、

トップ国際会議発表数 27件（下記の令和元年度分

も含む）、IF付論文誌採録 19 件（下記の令和元年

度分も含む）となっている。また、令和元年度の主

な業績としては、トップ国際会議発表数 11件（暗

号理論分野トップ会議 Asiacrypt 19, Crypto 

2019, Eurocrypt 2019, TCC 2019, FC 2019、情報

セキュリティ分野トップレベル会議 AsiaCCS 

2019, ESORICS 2019 等）、IF 付論文誌採録 13 件

（ IEEE Access, Security and Communication 

Networks 等）などが挙げられる。 

 本研究は臨海副都心センターの研究成果であ

る。 

 

・歩行・走行の計測評価技術とランニング義足開

発 

 高齢社会において、介護等の社会負担を低減す

るためには、加齢や障がいに伴う身体運動機能の

低下を予防する健康維持増進の取組が必要であ

る。さまざまな方法が提案され、実証されている

が、実態として健康維持増進につながる身体活動

を習慣的に実施している人の割合は成人全体の 3

割程度で 10 年間ほとんど増えていない。本研究で

は、加速度、ジャイロ、圧力センサなどのウェアラ

ブルセンサからの情報をもとに転倒予防や傷害予

防、美容などの効果を評価する技術を開発し、こ

れを歩行評価サービスとして実用化した。また、

下肢切断者のランニング義足について、走行傷害

を予防しながら記録を向上させる義足デザインと

トレーニング手法を研究した。その成果に基づい

た新しいランニング義足が製品化され、東京 2020

る人手不足を補うことができる。これに伴って航空

機組立分野で 1,480億円（航空機の需要増加に応じ

るために必要な高度技術人材 7,400人分の労働力を

1 体 2,000 万円のヒューマノイドロボットで補った

場合のロボットの販売売上）、住宅建設分野で 5,100

億円（令和 7年までに減少すると予測される技能労

働者 2.55 万人分の労働力を 1 体 2,000 万円のヒュ

ーマノイドロボットで補った場合のロボットの販売

売上）、造船分野で 1,000億円（船舶の需要増加に応

じるため、ピーク時に対する技能者の減少 5,000人

分の労働力を 1体 2,000万のヒューマノイドロボッ

トで補った場合のロボットの販売売上）の市場が創

生される。 

 平成 30年 9月 27日にプレス発表を行った HRP-5P

に関する YouTube産総研チャンネルの動画は、発表

から半年で 110万回再生され、非常に大きな注目を

集めた。新聞・Webニュース等 19以上のメディアに

取り上げられた他、国内外の主に建設業の企業から

計 12件の問い合わせを受けた。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とする。 

 なお、評価委員からは、世界的にも先進的な取り

組みを行っていることや、目的基礎研究であっても

現実の課題を解決する観点から他組織と積極的な連

携を行っていることを評価いただいた。関連して、

ニューロリハにおいて重要な原理の発見が示唆され

たこと、知財取得や病院との連携が進んでおり、原

理の解明から実用化を見据えた研究まで行っている

ことを評価するコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）

では、第 4期中長期目標を達成した。今後は、「橋渡

し」を意識しつつ技術開発を継続して、さらなる性

能向上や理論の高度化、適用範囲の拡大につなげ、

技術のポテンシャルを高める。第 5期中長期目標で

は、特に社会課題の解決と産業競争力の強化を重視

している。暗号技術やコンピュータビジョンは産業

競争力の向上を、大型構造物組立ヒューマノイドロ

ボットは少子高齢化社会における労働生産性の向上
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パラリンピックでの使用と記録向上が期待されて

いる。 

 平成 28年度〜平成 30年度には、平成 28年度以

前から構築してきた歩行機能データベースに対

し、実験室で計測した高齢者データ 50例及び現場

で計測した高齢者データ 50例を追加した。そのデ

ータベースに基づく数理モデルを用いることで、

生活現場で利用可能なウェアラブル型及び環境設

置型センサデバイスから歩行評価指標を計算する

アルゴリズム、並びに、それらを可視化提示する

技術を開発した。この技術に基づく企業共同研究

を複数実施した。平成 29年度までに 4 箇所：東京

都江東区（臨海地区）、千葉県柏市（柏の葉地区）、

長野県佐久市（佐久平地区）、秋田県潟上市（天王

地区）、平成 30 年度ではさらに 4 箇所：秋田県五

城目町、秋田県三種町、青森県弘前市（弘前大学周

辺）、並びに沖縄県名護市（名桜大学周辺）で実証

実験を実施した。平成 30年度には、これらの実証

実験から得られた視覚や触覚刺激に対する運動の

変化データから、人の運動を変化させるメカニズ

ムを明らかにし、運動変化を誘発するシステムを

試作した。また、これらの計測評価技術を下肢切

断者の義足歩行・走行機能評価に適用し、企業と

の資金提供型共同研究を通じて、義足の適合評価

方法を開発した。大学（東京大学）、医療機関（三

重県・日下病院）、東京都立産業技術研究センター

との連携により、新しいランニング義足をデザイ

ンした。平成 30年度には、倒立振子を用いた義足

走者の力学モデルを構築し、義足のバネ・ダンパ

特性の変化がスプリントタイムに与える影響を

10 %以下の誤差で予測できるようにした。この義

足の力学モデルシミュレーションに基づいてスプ

リントタイムを向上しうる最適デザインを探索

し、ランニング用義足の製品化につなげた。本研

究で構築した健常歩行、義足歩行データベースの

規模は、世界トップクラスである（健常歩行につ

いては調べうる限り世界最大規模。義足歩行につ

いては欧米の大手医療機関に次ぐ規模）。健常歩行

データベースの利用は年間 300 件以上であった。

このようなデータベースは世界でも他に例がな

い。 

 以上の研究成果に対して、IF付き英語論文 37本

を、ニューロリハビリテーション技術は QoLの向上

に資する治療技術の開発をそれぞれ目指した研究推

進ならびに組織体制に移行する。Visual SLAM技術

については労働生産性だけでなく、次世代のモビリ

ティの中核技術として取り組む体制とする。 
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に採録され、海外 3件を含む 8つの賞を受賞した。

招待講演・基調講演として 41件（うち、国際会議

10件以上）発表し、新聞報道・TV報道は 100 件以

上（うち、海外 30件）と多くの反響を得た。また、

ウェアラブルセンサを用いた歩行評価技術につい

ては、共同研究を行った企業のうち 2 社で製品化

に至り、具体的な歩行評価サービスが始まってい

る。このほかにもベンチャー企業を含む複数社で

実用化に向けた開発が進められている。 

 ランニング義足については、義足の力学モデル

シミュレーションを活用したデザイン探索結果に

基づく製品が令和元年度に発売された。令和元年

7月 20日～21日に開催されたジャパンパラ陸上競

技大会において、同製品を装着した選手が女子 T63

クラスの 100ｍと走幅跳でそれぞれ 3位に入賞し、

同年秋に開催されるパラ陸上世界選手権の出場切

符を手に入れた。なお、各記録は当該シーズンの

世界ランキング 6 位と 4 位に該当するものであっ

た（当時）。同選手はその後、令和元年 11 月に開

催された世界パラ陸上競技選手権大会（ドバイ）

に出場し、T63 クラス走幅跳で 4 位、同 100m で 7

位となり、東京 2020パラリンピックの出場枠内定

を獲得するに至った。なお、令和 2 年度には走幅

跳に特化した製品を販売する予定でいる。 

 本研究は臨海副都心センター及び柏センターの

研究成果である。 

 

・ニューロリハビリテーション技術の開発 

 現在、脳卒中は要介護となる原因の第一位を占

めており、発症後に行われるリハビリテーション

の高度化は高齢化社会における緊急の課題であ

る。脳を変えることでより根本的な機能回復を目

指す「ニューロリハビリテーション」が世界的に

注目されているものの、十分なエビデンスに基づ

いた技術は未だ確立されていない。ニューロリハ

ビリテーションは、従来法よりも脳損傷後の機能

回復を促進させる可能性を持つと期待されている

が、回復をもたらす脳の変化の理解自体が進んで

おらず、効果的な回復ができていないという課題

がある。本テーマでは①脳機能回復の背景にある

脳の変化の解明、②リハビリ中の脳活動をモニタ

リングする評価技術、並びに③脳の適切な変化を
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誘導する介入技術の開発を一貫して行いニューロ

リハビリテーション技術の確立に大きく貢献し

た。これらの研究開発を緊密な連携の下に一貫し

て行っているグループは世界的にも例がない。 

 まず①脳機能回復の背景にある脳の変化の解明

では、脳損傷モデル動物を用いた研究により、手

の運動機能回復に関わる脳領域（運動前野腹側部）

を同定した。手の運動機能は脳卒中患者の QOL に

深くかかわる一方、回復が難しい。これまでは脳

をブラックボックスとしてとらえ、試行錯誤を通

じてリハビリ技術を開発していたが、本成果によ

り初めて“機能回復を実現するために目指すべき

脳の変化”を設定できるようになった。次に②リ

ハビリ中の脳活動をモニタリングする評価技術で

は、リハビリ中の脳活動変化を計測できる

functional Near-infrared Spectroscopy（fNIRS）

を脳損傷モデル動物に適用し、数ヶ月にわたる脳

活動変化を評価した。その結果、脳卒中後の回復

過程で運動前野腹側部の活動が上昇することを確

認した。令和元年度にはさらに茨城県立医療大学

とのニューロリハビリテーション技術に関する連

携協定（平成 29年 12月 21日締結）に基づき、人

に対する脳活動計測を実施した。人に対する実験

の万全性を期すために、脳卒中患者への fNIRS に

よる脳活動計測に代わり令和元年度は健常者に対

する fMRIによる計測を実施し、その結果に基づい

て脳卒中患者の計測を行うよう計画を変更した。

また③脳の適切な変化を誘導する介入技術の開発

では、脳損傷モデル動物を用いた研究により、脳

機能回復に効果をもたらす身体動作アシストの介

入方法を明らかにした。同じくモデル動物を用い

て、脳卒中後の慢性期においてリハビリ訓練の効

果を促進する edonerpic maleateという化合物が

脳の可塑性を高める効果を実証した。 

 ①脳機能回復の背景にある脳の変化の解明にお

いて、手の運動機能回復に関わる脳領域を同定し

たのは世界で初めてであり、論文を当該分野にお

け る 主 要 な 国 際 ジ ャ ー ナ ル (Journal of 

Neuroscience, Scientific Reports)に発表する

とともにプレスリリースをおこなった。②リハビ

リ中の脳活動をモニタリングする評価技術では

fNIRS を用いて 100 日以上にわたるリハビリ中の
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脳活動変化を評価したことも世界で初めての成果

であり、その技術的要素を国際ジャーナルに発表

した。これまでの fNIRS ではノイズが大きいため

に 2 日間の脳活動に関する 1 日目 2 日目の計測結

果どうしの比較さえ難しかったことと比べて、革

新的な進歩である。リハビリ中の脳活動をモニタ

リングする評価技術に関しては、社会実装に向け

て脳卒中患者でのエビデンスを蓄積する段階に来

ている。③脳の適切な変化を誘導する介入技術の

開発に関しては、リハビリ訓練の効果を促進する

薬剤は未だ一つも実用化されていない。本研究で

脳損傷モデル動物における効果を実証したことに

よって、世界初のリハビリ促進薬の実用化に大き

く前進した。 

 令和元年度の特筆すべき成果として、「脳損傷後

に新たに形成される神経路」を発見した。ヒトに

近い体格と脳構造を有するマカクサルを対象に、

脳からの運動出力を担う主要領域である大脳皮質

の第一次運動野に永続的な損傷を作成した後、運

動機能の回復過程で生じる脳の神経路の変化を調

べた。その結果、回復時に、損傷により失われた第

一次運動野の機能を代償する損傷周囲領域である

「運動前野腹側部」と、滑らかな運動を行うため

に重要な役割を果たす小脳からの出力を担う「小

脳核」との間に新たな神経路が形成されることを

発見した。小脳核から運動出力に関わる最終中継

神経核である脊髄に至る神経路が存在することか

ら、運動前野腹側部の情報を筋肉に伝えるために、

新しい代償的な運動出力路（運動前野腹側部→小

脳核→脊髄）が形成された可能性がある。本研究

成果は神経科学分野で最大の学会 Society for 

Neuroscienceが発行する英文国際ジャーナルであ

る Journal of Neuroscience誌に掲載された。 

 

・コンピュータビジョン技術に関する目的基礎研

究 

 インターネット上の情報処理は米国を中心とす

る巨大 IT 企業が非常に強い存在感を示している

が、実世界の産業を対象とした実世界情報処理は

依然として技術的な困難が多く存在しており、未

だ研究の余地が大きい。たとえば静止画像のカテ

ゴリ認識については近年世界的にその精度が大き
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く向上しているが、ロボットへの応用では、カテ

ゴリのみならず物体の姿勢などのパラメータを推

定することが重要となる。コンピュータビジョン

技術はこうした実世界情報処理を行うために情報

を実世界からサイバー世界に汲み上げるための要

になる重要技術である。実世界で利用可能なコン

ピュータビジョンシステムを構築するためには、

照明条件などが過酷な環境においても画像の取得

を可能にするカメラやレーザーセンサー等の画像

取得技術をはじめ、産業界からニーズの多いもの

の、決定的な手法が未だに存在しない動画像認識

等の画像認識技術まで広範に渡る要素技術を一貫

して研究開発する必要がある。 

 このように実世界情報処理をターゲットとし、

現在存在している技術的困難を解消し、将来の橋

渡しの基となる革新的な技術シーズを生み出すた

め、以下の研究を実施した。画像取得技術に関し

ては、「スペクトラム拡散変調技術」を応用した新

しい高速形状計測技術を開発し、平成 29年度に従

来技術では実現できなかった直射日光環境下にお

ける高速形状計測を世界で始めて実現した（平成

29 年 7 月 14 日にプレスリリースを行ったほか、

コンピュータビジョン分野のトップ国際会議

CVPR2017（Google Scholar サブカテゴリ 1 位、

Google h-5: 240）に採択、関連技術がロボット分

野のトップ国際会議 ICRA2017（Google Scholarサ

ブカテゴリ 1位、Google h-5: 82）にも採択され

た）。これにより屋外における安定な形状計測はも

ちろんのこと、例えば溶接作業など過酷環境にお

ける形状計測が可能になることが期待される。画

像認識技術に関しては、実世界において作業を行

うロボット等への応用を目指し、姿勢推定モジュ

ールを持つ深層ニューラルネットワーク

「RotationNet」を開発して、物体のカテゴリだけ

でなく、姿勢（見ている方向）を同時に認識可能に

した。三次元物体検索の国際コンペティション 3D 

Shape Retrieval Contest (SHREC2017)において、

同技術は大規模 3D 形状検索部門及び RGBD データ

からの物体の 3D形状検索部門の 2部門で優勝し、

コンピュータビジョンやロボティクスの分野のト

ップ国際会議(CVPR2018)に採択された。産業界か

らのニーズが高まっている動画像認識に関して
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は、動画像認識処理を応用して車載カメラで撮影

した画像からニアミス検出する新手法を提案し、

トップ国際会議(CVPR2018, ICRA2018)に採択され

た。さらに、応用範囲の広い画像特徴抽出法に関

する新手法を提案し、 CVPR2015、 CVPR2016、

CVPR2018に採択された。ロボットにおける応用と

しては、平成 29年度に周囲環境を認識しながら自

律的に移動するロボット Peacock を、日本科学未

来館の通常展示スペースにおいて 120 時間という

長い時間にわたって衝突することなく走行させ、

ロボットの周囲の入館者の移動軌跡のデータを、

走行しながら大量に収集することに成功した。こ

の成果に関して国際会議(IRIS2017)で論文賞を受

賞した。これらを含め第 4 期において、トップ国

際会議に約 50報の成果が採択された。 

 令和元年度に関しては、動画像認識での成果が

得られた。2 次元画像とは異なり動画像の認識手

法は未だ確立されていない。動画像は時間軸を加

えた 3 次元で構成されるので、3 次元畳み込み法

が本命とされていたが、従来良好な学習が実現出

来ず、その原因も不明であった。産総研では、次元

の増加に従って学習に必要なデータ数が大幅に増

加しているとともに、その学習を可能にする為の

より深いネットワークが必要であると予測してい

た。それを実証するために産総研の計算リソース

ABCIを最大限に活用し、数十万規模の動画像デー

タで、独自の深い構造を持つ 3D Resnetの学習を

実施したところ、予測通りデータ数がある範囲を

超えると急激に性能が好転し、極めて良好な学習

が可能になることを世界に先駆けて示した。本研

究成果はコンピュータビジョン分野の世界トップ

会議である CVPR（Google Scholar CV & PR サブカ

テゴリ 1位、h5-index: 240）に採択され、会議後

1年強で 254 回の引用を受けた。また、この成果を

いち早く普及させる戦略のもと、ネットワークの

学習済みモデル（全ての動画像認識の土台として

利用可能な汎用特徴表現）を GitHubで公開し、動

画認識分野において世界 1 位のお気に入り数

（1,842、2位は Facebookで 1,432）を獲得するな

ど、極めて大きな注目を集めている（令和元年 12

月 10日にプレスリリース）。 

 画像の取得段階から認識段階までのいずれにお
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いても世界トップレベルの研究を行っている点に

産総研の強みがある。例えば、パターン投影によ

る高速形状計測では、従来技術では数百ルクス程

度の室内でしか計測できなかったが、約 10万ルク

スの直射日光下での安定動作を世界で初めて実現

した。また認識技術に関しても、単純な二次元画

像からそこに写る物体のカテゴリだけでなく、三

次元的な姿勢情報までも高精度で推定するなど、

従来技術では不可能であった新しい方法を開発し

た。さらに、動画像認識に関しては世界的に依然

として決定打となる方法が見いだされていない

中、空間情報と時間情報を同時に畳み込む三次元

畳み込みにより画像中における物体の形状と動き

の情報を同時に処理する新手法を提案し、学習デ

ータ数に応じて性能を向上させることが可能であ

ることを示した。以上の成果は全てコンピュータ

ビジョン分野のトップ国際会議に採択されてお

り、従来技術と比較して優れていることが国際的

にも認められた。 

 

・大型構造物組立ヒューマノイドロボットシステ

ムの開発 

 航空機や住宅等の大型構造物組立現場は、組立

途上である組立対象物の内部を動き回って作業す

る必要があり、既存の固定型のロボットや車輪移

動型のロボットの導入が困難で多くの工程を手作

業に頼っている。一方で建設業就労者数は、ピー

ク時に比べて 30 %以上減少する等、今後人手不足

の深刻化が予測されている。Society5.0では、ロ

ボットの導入を通じて人の可能性を広げる社会を

目指している。その実現に寄与するため、これま

では人でなければ対応が困難であった組立作業

を、人に類似した身体構造を有するヒューマノイ

ドロボットによって自動化し、人手不足解消に貢

献するためのロボットの身体と知能を実現するこ

とを目標に開発を行った。 

 重負荷作業、単純繰り返し作業、危険作業、難姿

勢作業の全ての要素を持ち、建築作業の中でも特

にロボットによる自動化が求められる石膏ボード

施工を対象課題として、これを自律的に実現する

ための身体と知能を開発した。身体機能としては、

平成 30年度にサイズ 1.82x0.91m、重量約 11 kgの
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石膏ボードの持ち上げ・ハンドリング・運搬・電動

工具によるビス止めが可能なヒューマノイドロボ

ット試作機 HRP-5P（身長 182 cm、体重 101 kg、

脚：6自由度、腕：8自由度、ハンド：2自由度、

腰：3 自由度、首：2 自由度、計 37 自由度）を開

発した。知能機能としては、平成 29年度に対象物

体の見え方や照明条件等が一定でない悪条件下で

も 90 %以上の高精度で物体を検出可能な物体検出

機能を開発した。また平成 30年度には、接触状態

に応じた動作を高速に再生成することで環境計測

センサの誤差や路面の変形等の環境変化に対して

ロバストな多点接触運動機能を開発し、滑り接触

を利用することで手すりを用いた隘路移動の場合

で移動速度を 30 %向上させることに成功した。こ

れらにより、石膏ボード壁面施工のロボット単体

での自律的実行を実現し、その学術的成果は平成

27年度〜令和元年度の間にトップ国際会議発表数

34報（内令和元年度 5報）、国際論文誌論文 12報

（内令和元年度 4報）、特許登録 3件（内令和元年

度 0件）として報告した。 

 令和元年度は、路面の変形状況を従来のカルマ

ンフィルタに比べて 20 倍高速に推定可能な推定

器や、分布型接触センサを内蔵した足部及び接触

点群に対する凸包を四辺形で近似し、接触状態に

応じて歩行動作を修正するアルゴリズム、さらに

は従来に比べて約 1/40 のアノテーションデータ

で学習可能な keypointに基づく 6次元物体認識プ

ログラムを開発した。これらを用いて大型構造物

組立現場におけるユースケースの一つである、足

裏全面で着地することができない段の奥行きが狭

い階段を登り、工具を検出して把持し、高所のナ

ットを締める作業を実現した。 

 走る、飛び跳ねる等の動作を動画で公開してい

る Boston Dynamics社の Atlasに対してモビリテ

ィ性能では劣っていると言わざるを得ないが、当

領域の目指している大型構造物組立のような非整

備環境における複雑作業、精密作業に関しては

Atlas をはじめ、米国、欧州、中国、韓国の各国で

開発されているヒューマノイドロボットを含めて

他に例がなく、多点接触動作生成・制御技術、物体

検出技術において先行していると考える。 

 



147 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 第 4 期中長期における「橋渡し」研究前期では、

それぞれの重点課題において次の通り目標を達成

した。重点課題１においては、実世界のビッグデ

ータを収集・蓄積・解析する要素技術の特筆すべ

き成果として「人の流れの計測とシミュレーショ

ンの融合による避難支援」「インフラ構造物のスマ

ートメンテナンス」を実現する人工知能の先進中

核モジュールを開発した。重点課題２では、デー

タをサービスの価値に繋げる技術の特筆すべき成

果として「人工知能の品質保証に関する研究開発」

において具体的な品質確認・向上・検証技術を開

発するとともに、「次世代メディアコンテンツ生態

系技術」など、産業や社会システムの高度化に資

するサイバーフィジカルシステムに貢献する技術

を実現した。重点課題３では、安全で快適な社会

生活を実現するための人間活動の測定評価技術の

特筆すべき成果として「人間行動センシング技術

とそれに基づく実社会ビッグデータ分析技術の開

発」を実施し、ひとの体の機能の測定と、測定結果

に基づく状態を評価する技術を開発した。重点課

題４では、屋内外の移動支援サービス、製造業な

ど様々な産業においてロボットによるイノベーシ

ョンの実現に資する技術として、「ラストマイル自

動走行の実証評価による社会実装に向けた研究開

発」を実施し、公道での実証を行った。 

 「人の流れの計測とシミュレーションの融合に

よる避難支援技術」として、世界でも例を見ない

数万人規模の人の流れを数万通り解析し、群衆に

対して最適な誘導制御を行う人工知能モジュール

を開発し、新国立劇場の大劇場での 1,000 人の避

難訓練の効率化に貢献した。また、「インフラ構造

物のスマートメンテナンス」として、インフラ構

造物の点検における打音検査とひび割れ検出にお

いて、それぞれ熟練者に近い性能を発揮しつつ検

査の人日コストを半減する人工知能モジュールを

開発した。令和元年度は、企業との連携を通じ、ス

タジアムにおける避難の安全検証や実際の道路の

点検など、これらの人工知能モジュールの社会実

装に向けた取組をより一層進めた。「人工知能の品

質保証に関する研究開発」では、令和元年度は、平

成 30 年度に作成した将来増加が予想される人工

知能を用いた製品の品質を管理・保証するための

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 「人の流れの計測とシミュレーションの融合によ

る避難支援技術」は、今後花火大会やスタジアムで

の大混雑や将棋倒し事故の防止への貢献が期待され

る。「インフラ構造物のスマートメンテナンス」は、

ひび割れの自動検出サービスに 350を越える利用登

録があり、多方面での応用が始まっている。「人工知

能の品質保証に関する研究開発」は、自動運転支援

自動車や移動型ロボットなどの人工知能応用製品の

利用者の安全、また製造事業者の品質レベルの明確

化に貢献し、日本発の国際標準化への動きも進めら

れている。「次世代メディアコンテンツ生態系技術」

では、音楽と同期して歌詞が表示される世界初のス

ピーカーの製品化や、歌詞のトピックに基づいて音

楽を発見できる新たなサービスの創出につなげてい

る。「人間行動センシング技術とそれに基づく実社会

ビッグデータ分析技術の開発」では、PDR による人

間行動センシング技術により屋内業務の作業プロセ

スを計測して分析、改善を実現し、これが高層ビル

のメンテナンスや、飲食・物流などサービス業での

生産性向上につながった。これらの技術は高く評価

され、関係分野の学協会での各種受賞、橋渡し前期

研究として公的外部資金による技術開発、企業との

共同研究が活発に実施されている。「ラストマイル自

動走行の実証評価による社会実装に向けた研究開

発」では、実地域事業者による長期サービス実証に

基づいた事業化検証とロードマップを提案すること

により、持続可能な無人自動運転移動サービスの社

会実装に欠かせない基盤技術及び知識を提供し、社

会課題の解決に近づけた。 

 第 4期中長期計画・年度計画を上回って達成され

た内容は以下の通りである。「人の流れの計測とシミ

ュレーションの融合による避難支援技術」では、目

標を上回る 98.5 %以上の精度で人の流れが計測可

能となった。「インフラ構造物のスマートメンテナン

ス」においては、ひび割れの損傷をマルチコプタに

よる画像計測と組み合わせて検出する、計画よりも

適用範囲が広い手法が確立された。「人工知能の品質

保証に関する研究開発」は、計画においてさまざま

な人工知能モジュールを開発する中で新たに認識さ
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 ガイドライン案の国際規格への提案、ならびに産

業界での人工知能の実用事例を用いた品質評価技

術の実践研究を開始した。「次世代メディアコンテ

ンツ生態系技術」では、これまで、音楽連動制御技

術・理解技術により、膨大な歌詞のトピックの自

動解析を行うなど、社会的インパクトの大きい技

術を構築してきた。令和元年度は、音楽印象分析・

音楽推薦技術を駆使した音楽発掘サービスを企業

と共同開発しプレス発表を行った。さらに、数千

台以上のスマートフォンを制御して一体感のある

演出ができる大規模音楽連動制御プラットフォー

ムを用いて実証実験を実施した。「人間行動センシ

ング技術とそれに基づく実社会ビッグデータ分析

技術の開発」においては、令和元年度は、多数の車

輪型移動車両の測位を可能とする世界初の移動体

自律測位技術(VDR)を転用したローラーコンベア

上のコンテナ追跡技術についてプロトタイプを実

装した。さらに、身体装着型センサの製品開発協

力を通して高精度測位・動作認識機能の身体装着

型センサシステムを実現した。「ラストマイル自動

走行の実証評価による社会実装に向けた研究開

発」では、これまでに 4 つの地域において短期の

実証実験を行ってきた。令和元年度は早期の実用

化を見込んだ 2 つ地域において、小型電動カート

を用いた自動走行システムの国内最長となる約 6

か月間の実証実験を地域運行事業者と行い、サー

ビス実証と事業性評価を実施した。 

 

 本項目の各種指標の達成状況として、知的財産

の実施契約件数は以下の通り。括弧内は各年度の

目標値である。 

   平成 27年度： 187件（170件） 

   平成 28年度： 197件（170件） 

   平成 29年度： 231件（170件） 

   平成 30年度： 254件（200件） 

   令和元年度：  306件（240件） 

 

・人の流れの計測とシミュレーションの融合によ

る避難支援技術 

 東京 2020オリンピック開催を控え、スタジアム

などの大勢の人が集まる空間の安全性の確保が社

会的な問題となっている。海外ではテロが増加し

れたインパクトの大きな課題で、その実施自体が計

画を上回るものである。「次世代メディアコンテンツ

生態系技術」では、既に音楽連動制御技術・理解技

術が新サービスや新製品につながっており、「人間行

動センシング技術とそれに基づく実社会ビッグデー

タ分析技術の開発」では、PDR だけでなく、それを

車両に適用する VDRに展開し国際コンテストで優勝

するなど、それぞれ計画を大きく上回る成果を得て

いる。 

 

・人の流れの計測とシミュレーションの融合による

避難支援技術 

 人の流れの計測システムやシミュレーション技術

をモジュール化することで誰もが手軽に人の流れの

計測やシミュレーションが行えるようになり、大規

模な計測・評価の実験が容易になった。また、これ

まで数万通りの大規模なシミュレーションを行うた

めには数十日単位の計算時間が必要であったが、

ABCI などの大型並列計算機への対応を進めたこと

で、最適化処理のリアルタイム化に向けて大きく前

進した。 

 近年、安全確保の問題から多くの花火大会が中止

に追い込まれている。例えば奈良県最大の花火大会

「葛城市納涼花火大会」、神奈川県で最大級の「神奈

川新聞花火大会」、福岡市最大級の「西日本大濠花火

大会」などが中止になった。本研究で安全性を検証

することで花火大会などの大規模イベントの中止を

減らすことができれば経済効果の損失を防ぐことが

できる。 

 本研究は社会的な関心が高く、書籍や新聞、テレ

ビなどの各種メディアで取り上げられた。書籍では

平成 30 年 12 月に発売となった Newton 別冊『ゼロ

からわかる人工知能 仕事編』の第 4章「災害対策と

人工知能」に 8ページにわたって研究が取り上げら

れた。新聞では平成 30年 10月の朝日新聞の茨城版

「公演中に災害 避難策探る」、平成 29年 10月の毎

日新聞の科学面「AIで最適な避難誘導」、平成 29年

10月の日経産業新聞の一面「カシマスタジアムが実

験場 4 万人の流れ解析」、平成 29 年 4 月の YOMIURI 

ONLINE「人出のスゴい数え方」など、実証実験の取

組を含めれば 10 社以上で取り上げられた。またテ

レビでは平成 29 年 10 月放送の日本テレビ「news 
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ており社会不安が広がっている。日本ではインタ

ーネットなどでの情報の伝播によってハロウィン

時の渋谷のようにこれまで以上に人が集まり混乱

が生じる現象が数多く発生している。 

 これに対し情報通信技術の発展によってカメラ

やレーザ、GPSなどを使って人の位置を計測する技

術や、マルチエージェントシミュレーションによ

って人の移動を予測する技術が高精度化してい

る。さらにシステムがモジュール化されることに

よってこれらの技術を手軽に利用できるようにな

ってきている。その結果として、実空間での大規

模な人の流れの計測やシミュレーションが行われ

るようになり、最適化手法を適用することによっ

て人が集まる空間の安全性を検証できるようにな

ってきている。 

 産総研では、0.6 人/m2以上の混雑した環境にお

いても正答率 98.5 %以上の精度で人の流れが計測

可能なモジュールを開発した。ここでの正答率と

はカメラに映り始めてから見切れるまで正しく同

じ人を追跡した人数の、総数に対する割合として

いる。従来は 10 m程度の距離への接近が人流の追

跡に必要であったが、カメラとレーザを併用する

ことで 40 m 程度の距離からでも精度よく追跡可

能になった。また、モデルの工夫によって計算量

を軽減（軽量化）しシミュレータを高速化するこ

とによって大規模なシミュレーション実験が可能

になった。平成 28 年 3 月の時点で 71 日かけて千

人規模の避難シミュレーションを 350 万通り計算

し、避難誘導を行う際に問題となる条件を見つけ

出すことに成功した。さらに最適化計算と組み合

わせることによって混雑が減少するような最適な

誘導制御方法の探索が可能になった。平成 30年度

前期には数万人規模の人の流れの 1 万通りの最適

化計算に 75 日程度必要であったが、平成 30 年度

後期には産総研の人工知能橋渡しクラウドである

ABCI を用いることによっておよそ 16 時間で計算

が完了できるようになった。 

 令和元年度は、評価が高い鹿島アントラーズ・

エフ・シーとの共同研究を更に継続し、試合終了

後の人の流れを計測して最寄り潮来インターまで

帰る時間を予測する研究を進めた。また、バスレ

ーンや仮想的な二車線道路を作ることで試合終了

every.」やテレビ朝日「ANNニュース」、平成 28年 3

月放送の日本テレビ「教科書で学べない災害」など

で研究が取り上げられた。 

 

・インフラ構造物のスマートメンテナンス 

 開発したひび割れ自動検出技術、打音検査技術は、

近接目視点検の省力化をもたらすだけでなく、定量

的な点検データを高い精度で自動的に記録可能にす

る。これまでは、点検員の経験や個人的見解に左右

され、点検結果がばらついて記録されていたが、本

技術により、これまで困難だった点検毎のデータの

比較による劣化損傷の進行の把握や、粗く定性的な

評価に基づいていた補修工法選択や更新計画の高精

度化が実現でき、効率的なインフラ資産の維持管理

を可能とする。 

 また高所点検等においては、開発したマルチコプ

タ技術を用いることで足場を組まずに橋梁の橋脚や

床版を点検可能になり、作業の効率化と安全運用、

低コスト化を実現でき、かつ点検技術者不足を補う

ことができるため、有用な技術として注目されてい

る。 

 開発したひび割れ自動検出技術、打音検査技術は、

これまでの点検作業で用いられているカメラ機材

や、点検ハンマーを変更することなく高精度な損傷

検出が行えることから、既存の点検作業体制に組み

込みやすい。さらに、クラウド上に開発されたひび

割れ自動検出サービスは、ドローンや点検ロボット

との機能連携が容易である。実際、ひび割れ検出機

能を点検ロボットに実装して動作を確認するなどし

ており、各点検技術の進展に応じて多様な組み合わ

せ形態での利用が可能であることを確認している。

また、産総研プレスリリースに対する多数の報道や

展示会出展を通じて社会的にも注目を浴び、評価を

得られたことによって、コンクリート構造物だけで

なく、工業製品の官能検査（人間の感覚に依拠して

行われる検査）の自動化についても、既に複数の民

間企業からの引き合いがある。開発した技術が、実

際の製品化につながる可能性が高い有用な技術であ

ることの証左である。 

 ひび割れ自動検出技術の成果を導入した実証実験

では、従来 11.3人日を要していた点検作業が 5.5人

日に短縮された。これは、熟練点検員の確保が難し
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後に交通流がどのように変化するかシミュレーシ

ョンを行った。 

 精度のみ、あるいは計算速度のみで本研究と同

程度の人流計測システムは存在するが、混雑度 0.5

人/m2 程度までは精度が低下しない点や手軽に計

測可能なモジュールとなっている点で本技術は優

位である。また数千人規模のシミュレーションを

100通り程度行う研究は存在するが、数万人規模を

数万通りで解析する研究は他には存在しない。こ

れは我々の開発したシミュレータが軽量であるか

らこそ実現できる研究である。また、数万人規模

の人の流れの実計測とシミュレーションの両者を

実施するような大規模な取組は他では行われてい

ない。 

 本研究は、つくばセンターならびに臨海副都心

センターの研究成果である。 

 

・インフラ構造物のスマートメンテナンス 

 高度成長期にその多くが建設されたインフラ構

造物は老朽化が進み、維持管理が喫緊の社会課題

となっている。特に、平成 25年に国土交通省から

橋梁などの総点検方針が打ち出され、その後定期

点検要領等が改訂され、点検対象の拡大や近接目

視点検の厳格化により点検にかかるコストが急増

している。現状では、ひび割れや析出物等を対象

とする目視検査と、浮き・剥離を対象とする打音

検査が、いずれも作業者によって行われているが、

膨大な数のインフラ構造物への対処や容易に接近

できない高所や狭隘部等へアプローチするための

新しい技術が望まれており、人工知能技術、IoT技

術、ロボット技術を活用した実用可能な効率化技

術や代替技術が望まれている。 

 この社会的な要請に応えるため、当領域では人

工知能及びロボット技術を活用したメンテナンス

技術、調査技術の研究開発プロジェクトを複数実

施した。各プロジェクトにおいては、高速道路管

理者、橋梁の施工・点検メンテナンス事業者、土木

建設コンサルティング会社、開発メーカーが参画

し、ユーザーニーズや評価結果を密にフィードバ

ックできる研究開発体制を構築した。 

 目視検査に対応する技術として、「道路構造物ひ

び割れモニタリングシステムの研究開発」（NEDOイ

い地方において特にその社会的意義が高い。さらに

長期的には、開発した技術によりこれまでインフラ

点検業務に従事したことのない人 （々高齢者も含む）

でもインフラ点検の一部を担えるようになるため、

「新たな就労人口創出」にも貢献する。 

 平成 29 年度には、対外的に産総研プレスリリー

スや展示会出展を積極的に行い、日本経済新聞、読

売新聞、NHKBS、日経コンストラクション誌、日刊建

設産業新聞、日刊工業新聞、Web 記事などで多数取

り上げられた。 

 平成 30 年度には、マルチコプタを利用した橋梁

点検システムに関して、企業と共同でプレスリリー

スを行い、日刊建設工業新聞他、複数の Web系記事

などで多数取り上げられた。また、令和元年 12月に

本研究成果について国際ロボット展の産総研ブース

で展示を行い、国内外の関連企業を始め、大学や行

政法人、公益法人、ジャーナリストの方々40名程度

の産総研ブースへの訪問を受けた。 

 試験公開しているひび割れ自動検出サービスには

令和元年 12 月現在で 500 を越える登録者に日々利

用されており、試用を通じてインフラ事業者やゼネ

コン、情報機器メーカー等から自社システムや機器

への導入打診が来ている状況である。また、当該ひ

び割れ検出技術及びパノラマ合成技術を基にテクノ

ハイウェイ株式会社が設立され事業化を進めてい

る。 

 

・製造現場でのロボットの自律的な動作を実現する

AI技術 

 ロボット動作の事前設計の手間と作業時間の増大

を解決するため、産総研は大阪大学並びに中部大学

と連携して、それらの課題を解決するための①部品

供給動作の事前計画技術、②視覚に基づく把持位置

検出の高速化技術という２つの AI 技術を開発し、

産総研を中心に、産業用ロボットの導入を容易にす

るためのソフトウェア・データベースとして公開し

た。 

 全体での学術成果としては IF付きの論文 10報、

Google Scholar Robotics Top20 に 含 ま れ る

Conference Proceeding 6報、国内外の学術賞 9件

がある。特に、技術①を応用したロボットシステム

で挑んだ平成 30 年の国際ロボット競技(World 
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ンフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム

開発プロジェクト、平成 26～30年度）を実施し、

主要な点検項目であるコンクリートひび割れの高

精度自動検出技術を開発した。独自の特徴抽出技

術と人工知能を組み合わせることで、汚れや配管

等が存在する様々なコンクリート表面に対応し、

ひび割れの定量的把握及び経過観察を精密かつ効

率的に実施することを可能にした。ひび割れ自動

検出技術では既に商用システムがいくつか存在す

るが、検出精度 80 %以上を謳っている代表的なパ

ッケージの出力結果の精度を、見落としと見誤り

の両方を勘案した Mean Average Precision (MAP)

で数値化すると 12 %という低い値になった。これ

は見落としの低減を重視するあまり、結果的に過

検出される部位が多数含まれるためで、実務にお

いては多数の誤検出を除去する手作業が発生し、

本末転倒ともいえる対応に作業時間を要してい

る。一方、本技術は当初より見落としと見誤りの

両方を低く抑えることを目標として研究開発を行

い、幅 0.2 mm以上のひび割れを 82.4 %の精度(MAP)

で検出可能にした。さらにこの技術をクラウドサ

ー ビ ス と し て 機 能 す る よ う Application 

Programming Interface (API)の整備を行い、点検

現場やオフィスからでも利用でき、撮影画像 1 枚

当たり 20秒で結果が得られるシステムを開発し、

インターネット上で誰でも利用できる形態で試験

公開した。また、風景と比べて撮影条件の厳しい

点検計測用画像のパノラマ合成を可能とするた

め、奥行きのある点検対象を比較的至近距離から

平行移動しながら撮影した画像でも合成可能で、

様々な制約を抱えた現場作業において撮影の自由

度を許容するパノラマ合成技術を開発した。 

 打音検査に対応する技術として、内閣府戦略的

イノベーション創造プログラムにおいて、「学習型

打音解析技術の研究開発」（平成 26～29年度で 1.6

億円）の研究代表機関として、機械学習に基づく

コンクリート打音の解析システムの構築とその実

証実験を推進した。平成 29年度には、プロジェク

ト最終年度として、開発した打音解析プログラム

と打撃位置計測システムを統合したコンクリート

構造物の人工知能打検システムのプロトタイプを

完成させた。異常打音の検知結果を点検員にリア

Robot Challenge)では 16 チーム中 4 位に入賞し、

学術賞（計測自動制御学会賞）を受賞した。技術②

は、ロボット分野の世界トップカンファレンスであ

るIEEE International Conference on Robotics and 

Automation 2019において中部大学・産総研共同で

発表し、産総研の契約職員が Young Awardを受賞し

た。 

 産総研を中心に、大阪大学・中部大学・NEDOとと

もに令和元年 8月にプレスリリースをし、新聞報道

3件、WEB報道 5件があった。産業界からの引き合い

に繋がり、令和 2年 1月現在で、自動車メーカー・

電機メーカー・ロボット系スタートアップなど 6社

との共同研究が進んでいる。 

 

・人工知能の品質保証に関する研究開発 

 本研究開発では人工知能を用いた製品の品質を管

理・保証するためのガイドラインと具体的な品質確

認・向上・検証技術をセットで開発した。これによ

り、民間企業などが開発する人工知能利用製品の品

質を向上させ、人工知能の誤判断による事故や経済

損失などを減少させるとともに、企業はその製品の

品質を発注者や社会に対し具体的に示し説明するこ

とができるようになる。 

 これらを通じて、利用者の立場からは、自動運転

支援自動車や移動型ロボットなどの人工知能利用製

品を、より安心して、より安全に用いることができ

るようになると見込まれる。また、事業者の立場か

らは、自らが責任を持って達成した製品の品質のレ

ベルを具体的に説明できるようになることから、受

発注条件の明確化や製造物責任の所在の透明化、品

質による本来価値の顕在化などが実現し、より安心

してビジネス展開が可能になるとともに、「良い製品

を作る事業者がより高く評価される」健全なビジネ

ス環境の実現にも寄与する。 

 さらに産業施策として、開発したガイドラインを

元に安全性や品質に関する国際標準化を進めること

は、国を跨いだ人工知能ビジネスの展開において「良

いものを作る」ことを競争力とする日本の産業分野

の活性化・強化につながる。 

 

・人間行動センシング技術とそれに基づく実社会ビ

ッグデータ分析技術の開発 
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ルタイムで提示した上で、計測した打撃位置と打

音解析結果を統合することで異常度マップを自動

的に作成できる。実構造物（7橋）で評価実験を行

い、打音解析精度について熟練者との合致率 86 %

という良好な結果を得た。平成 30年度からは、開

発したシステムの令和 2 年度中の実用化を目指し

て、首都高技術株式会社との共同研究開発を実施

中である。当初は令和元年度中の実用化を目指し

ていたが、協議の結果、より多くの現場で適用可

能にするための技術開発を行うために資金提供型

共同研究を 1 年延長し、令和 2 年度の実用化を目

指して研究開発を進めている。 

 高所や狭隘部等へのアプローチ技術として、

NEDOインフラ維持管理・更新等の社会課題対応シ

ステム開発プロジェクト（平成 26～29 年度）にお

いて、「マルチコプタを利用した橋梁点検システム

の研究開発」を複数企業との共同提案として受託

し、高さ 50 mを超える高架橋の目視点検作業を代

替するマルチコプタ（3 つ以上のローターをもつ

回転翼機）操作支援システムを開発した。点検用

マルチコプタにおける対象物との一定離隔飛行制

御、安定ホバリング制御、等速飛行制御により一

定解像度の画像取得を可能とし、合成した 2D/3D

全体画像において、ひび割れ幅 0.05 mmの損傷箇

所まで視認できた。平成 30年度は、川田テクノロ

ジーズ株式会社との共同研究「橋梁点検用マルチ

コプタの飛行制御に関する研究」に発展させ、作

業中にマルチコプタとの通信の途絶、センサ情報

の異常、操作者の誤った操作などの障害が起きた

場合に機体を安全な状態に移行させる制御技術を

実現した。 

 令和元年度は、新たに 2 次元レーザ距離計と慣

性計測装置(IMU)の 2つの安価なセンサを搭載し、

これらのセンサ情報の融合により機体の飛行安定

性を向上させると共に、橋梁桁下の非 GPS 環境下

において橋脚のエッジ等を基準にした機体の 3 次

元位置を同定可能にした。また、機体搭載カメラ

による高精細な画像取得に欠かせない機能とし

て、曲面を含む対象面に対して機体を正対させる

飛行制御を実現した。さらに、共同研究先の企業

による事業化が行われ、本機を活用したインフラ

点検業務が全国 10カ所以上で実施された。現場か

 PDR により、地下を含む屋内行動センシングが可

能となった。一般消費者向けサービスとして、平成

27年にドコモ地図ナビに採用された（サービスエリ

ア[地下街・地下鉄構構内]は、320 箇所[平成 27 年

度]から 600箇所[平成 30年度]に拡大した）。また、

事業者の生産性向上に向け、屋内業務の作業プロセ

スを計測してビッグデータを集約、分析し、改善を

支援する統合クラウド技術を開発した。本技術がメ

ンテナンス、飲食、物流などサービス業での生産性

向上につながった具体例として、(1)複数の高層ビル

でのメンテナンス業務分析を測位技術で大幅に効率

化するとともに、生産性に関わる指標として従業員

のゆとり時間を評価し、QoWの向上に役立てた、(2)

和食レストランへの配膳ロボット導入による従業員

の業務プロセス変化を定量的に分析し、生産性向上

に役立てた（共同研究先のがんこフードサービス株

式会社のロボット大賞日本機械工業連合会会長賞の

受賞に大きく寄与）ケースが挙げられる。 

 VDR は車輪で移動する多くの車両に対して適用可

能な世界初の技術であり、PDR と組み合わせた xDR

によって、Global Navigation Satellite System 

(GNSS)等の常時アシストがない屋内などの環境で、

PDR 単体よりも多様な状況での人の測位を実現し

た。この xDRは、屋内業務空間での網羅的な行動把

握と、サービス・製造現場での生産性向上支援等へ

の展開が見込まれる。例えば、物流センターや工場

等の既存のフォークリフトやピッキングカートの稼

働・運行状況の監視・管理、異なる鉄道事業者が運

航する地下鉄等の鉄道の走行位置把握に基づくアプ

リ開発等の強い需要に応えることも可能となる。 

 準天頂衛星測位システム整備が進み屋外測位品質

が向上したが、これは、屋外と屋内の測位や位置情

報サービスの品質格差が更に開いたことを意味す

る。本成果は、この屋内外格差を解消するための重

要な役割を担うものである。令和 4年の屋内測位サ

ービス世界市場は 410億ドルと予測されており、そ

の市場開拓にも貢献する取組でもある。また、xDRに

作業動作認識を加えた人間行動センシング技術は、

サービス・製造現場での従業員の作業内容の詳細把

握の実現につながる。これにより、産業競争力懇談

会（Council on Competitiveness-Nippon：COCN）で

提言された QoWを定量的に分析して対策について検
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らの操作性や飛行制御等に関する要望に対応する

など、ビジネス展開へ貢献した。 

 従来の点検作業においては、ひび割れや浮きの

有無の判断が熟練者の経験に委ねられていたが、

本研究開発によって非熟練者でも点検作業が可能

となる大きな利点がある。加えて、現状では近接

目視検査によるひび割れの形状記録や打音検査に

よる欠陥箇所の記録は、チョーキングなど手作業

で行われるケースがほとんどであり、現場作業員

の工数や検査終了後の図面化の工数がかかってい

る。たとえば、橋長 30 m程度の橋梁では、現地点

検から調書作成までおよそ 11.3 人日を要してい

る。一方、開発した技術を用いた実証実験によれ

ば、ひび割れの記録にかかる時間を 8 分の 1 に圧

縮でき、トータルで 5.5 人日に短縮可能であるこ

とが明らかになった。 

 

・製造現場でのロボットの自律的な動作を実現す

る AI技術 

 従来の製造向けロボットは、溶接、搬送など、単

一の工程を担うことが主流だった。しかし現在で

は、消費者ニーズの多様化に伴う生産工程の複雑

化により、ロボットが部品供給から製品組み立て

までの全工程を一手に担う場合も多い。そのため、

ロボット動作の事前設計の手間と作業時間の増大

が深刻な課題となっている。産総研は大阪大学並

びに中部大学と連携して、それらの課題を解決す

るための AI技術を開発した。 

 ①部品供給動作の事前計画技術 

 従来手法では事前計画の学習に実際のロボット

を使う必要があった。そこで人が設計した手順に

従って理解・認識する従来型の特徴量に基づいた

手法と、シミュレーションによる深層学習の手法

を使い分け、実機を使わない学習を実現した。こ

れにより、1〜2日かかっていた学習を 5時間程度

に短縮することができた。また実際にロボットを

使わないことで、作業者が実質負担する時間を 30

分程度にまで削減することに成功した。部品供給

動作の成功率は従来手法と同等の 90 %程度であっ

た。産総研はシミュレータ構築と従来型の特徴量

に基づいた手法部分を、大阪大学は深層学習手法

とロボットシステム構築を担当した。 

討することが可能となり、働き方改革への貢献も期

待できる。 

 PDR やその関連技術の性能評価に関する活動及び

PDR やその関連技術の普及促進に関する活動を産学

官連携で行うことを目的として、平成 24 年度に 23

組織賛同の元、PDR ベンチマーク標準化委員会を設

立した。国際標準化に向けた PDR技術と委員会での

国際コンペ主催等の活動が評価され、令和 2年 1月

時点で、加入組織数は 45に増加した。 

 

・自動運転におけるヒューマンマシンインターフェ

ースに関する研究 

 自動運転中のドライバー状態の評価指標につい

て、シミュレータ並びにテストコース環境にて認知・

生理・行動の多様な評価項目の変化を比較し、有用

な指標を導出した点は世界的に類を見ない。また、

ドライバー状態の違いにより運転交代後の運転行動

指標に変化が見られることは、世界で初めて見出し

たものである。成果は、国際誌 2件、Proceedings 2

件に掲載された。また、日本自動車工業会から発行

された「自動運転 Human Machine Interface (HMI)

に関する研究まとめ」に成果の一部が盛り込まれ、

自動運転から手動運転への切り替えに関わる HMIの

早期実用化に貢献した。さらに、自動運転ヒューマ

ンファクターの共通コンセプトや実験配慮事項に関

する国際標準化(ISO TR21959 Part 1 & Part 2)へ

も貢献した。 

 

・高精度・広温度範囲計測が可能な温度分布センサ

ーシートの開発 

 薄いシート状のセンサを用いることで、従来のサ

ーモグラフィーが適用できなかった密閉空間や狭

所、物陰などの温度の可視化が可能となった。セン

サシートの製造工程は全て汎用性の高いスクリーン

印刷法が用いられるため、試作した 13×13 cm2のシ

ート面積や 10 mmピッチの計測密度に限られず、用

途に応じた大面積化や高精細化も充分に見込める。

さらにシートの基材についても PET シートに限ら

ず、繊維、ゴム、紙など、用途展開に応じて最適な

ものを選定できることから、ウェアラブル応用への

親和性も高く、身体活動や心理的ストレスに伴う体

温変化のセンシングなどへの展開が期待できる。 
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 ②視覚に基づく把持位置検出の高速化 

 画像データを元にロボットの動作を決定するに

は計算時間がかかり、従来手法では動作開始まで

待ち時間が発生していた。そこでロボットビジョ

ンから得られる画像データの行列分解に基づく効

率的な圧縮・復元処理を開発し、把持位置検出の

ための計算時間を削減した。市販の一般的な把持

位置検出処理と比較すると、同処理に要する計算

時間を最大 1/3 にまで短縮できた。産総研はベー

スとなる把持位置検出手法とロボットシステム構

築を、中部大学は圧縮・復元処理を担当した。 

 以上を含む研究成果を、産総研を中心に、産業

用ロボットの導入を容易にするためのソフトウェ

ア・データベースとして公開した。 

 本研究は臨海副都心センターの成果である。 

 

・人工知能の品質保証に関する研究開発 

 人工知能(AI)、とりわけ機械学習技術は、製造

業、自動運転、ロボット、ヘルスケア、金融、リテ

ールなどの広汎な応用分野で有効性が確認され、

AI によるソリューション提供が広く普及する

Society5.0に向けた社会実装が本格化する兆しを

見せている。一方で、人工知能を利用した製品・サ

ービスの品質を測定し説明するための技術や、社

会的な受容性を確保するための制度設計が追いつ

いておらず、事業投資への障害となっている。万

が一の事故の際の製造者責任の追求に対応できな

いことや、安く作った人工知能製品との差を説明

できないことが、人工知能開発ビジネスへの大き

な障害となっている。 

 通常のソフトウェアに対しては、複数の ISO/IEC

規格などに基づく具体的な品質保証プロセスの実

践や、評価認証制度の構築などが既に行われてい

る。しかし、人工知能に関しては、これら既存の規

格をそのまま適用することが困難であり、現状で

は適用できる十分に確立した既存手法が存在しな

い。平成 30年には、日本・欧州などで、人工知能

の品質への要求が提言等の形で相次いで顕在化し

たが、それに対応した品質基準の具体化や、高品

質を実現する開発プロセスの具体的なルール化な

どはまだ行われていない。 

 このような問題を解決するため、他の機関に先

 この温度分布センサシートの開発を産総研プレス

リリースとして令和元年 8月に報じ、直後の 9月に

行われた展示会 JASIS2019で実機をデモ展示した。

結果、TV取材 1件を含む多数の問い合わせが得られ

ており、共同研究に向けた NDA2 件を締結し具体化

検討しているほか、技術コンサルティングが既に 2

件進行中であるなど、確かな反響を得ている。 

 

・次世代メディアコンテンツ生態系技術 

 次世代メディアコンテンツ生態系技術の研究開発

によって、様々な事業者が大規模な音楽連動制御を

容易に実施可能にするためのプラットフォームや、

歌詞配信事業者と連携した歌詞探索サービスを実現

して一般公開した。さらに、産総研の音楽理解技術

に基づく製品「Lyric Speaker」（平成 28年度）及び

「Lyric Speaker Canvas」（平成 30年度）が株式会

社 COTODAMAから発売された。こうした成果により、

音楽連動制御技術によって、ライブ・イベント会場

等で多数の来場者のスマートフォンが一斉に連動し

てアニメーションを表示するような新たな演出や体

験を可能にし、音楽理解技術によって、膨大な歌詞

を自動解析して未知の楽曲との出会いを可能にする

新たなサービスを生み出すことができるようになっ

た。 

 平成 30年度は、「Songle Sync」がマルチメディア

分野のトップ国際会議 ACM Multimedia 2018（採択

率 27.61 %）の口頭発表（採択率 8.45 %）に採択さ

れ、「Lyric Speaker」が日本最大級の広告賞「2018 

58th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」ACCゴールド

を受賞して、高い評価を受けた。 

 さらに、令和元年度は音楽関連事業者と連携した

音楽発掘サービス「Kiite」を実現して一般公開した。

また様々な事業者が大規模な音楽連動制御を容易に

実施可能にするためのプラットフォーム「Songle 

Sync」の実証実験を実施した。「Kiite」で実現した

推薦技術は、音楽に限らずメディアコンテンツ全般

において有用であり、コンテンツと視聴者とのマッ

チングというメディアコンテンツ業界における本質

的問題の解決に貢献する。一方、「Songle Sync」の

大規模音楽連動制御技術は、ライブ・イベント会場

等で多数の来場者のスマートフォンが一斉に連動し

てアニメーションを表示するような新たな演出や体
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駆けて「機械学習人工知能の品質保証手法」に関

する研究開発に取り組んだ。これは、機械学習人

工知能を利用した製品や、その内包する人工知能

部品要素に求められる「品質要件」を明確化し、応

用分野ごとに要求される品質のレベル分けを行

い、達成すべき品質の基準を定める「品質保証ガ

イドライン」と、実際の開発現場において品質を

保証するためのプロセスや検査手法などの具体的

な「品質保証技術」をセットで開発し、将来的な国

際標準化などへの道筋を示すものである。 

 平成 30 年度に NEDO から研究プロジェクト「次

世代人工知能・ロボット中核技術開発／グローバ

ル研究開発分野／機械学習人工知能の品質保証に

関する研究開発」を受託し、民間企業 5 社と研究

機関 3 機関で構成される「機械学習品質マネジメ

ント検討委員会」を発足させ、関連規格などを調

査し、品質保証ガイドラインの第一次案を策定し

た。 

 令和元年度にはプロジェクトの大型化を進め、

品質目標設定のためのゴール設定から、品質を作

り込むプロセスや具体的な技術の適用方法までを

総括した、機械学習に関する品質マネジメントガ

イドラインの第 1 版を完成させた。このガイドラ

インに基づき、ISO/IEC JTC1 SC42への国際標準

化提案に向けた作業を開始するとともに、産業界

での人工知能の実用事例を用いた品質評価技術の

実践研究を開始した。 

 本研究は臨海副都心センター、関西センター、

及びつくばセンターの研究成果である。 

 

・人間行動センシング技術とそれに基づく実社会

ビッグデータ分析技術の開発 

 Society5.0 では、AI・IoT の導入を通じて人が

システムと協働し、サービス・製造現場の生産性

を向上させることを目指しており、人の行動セン

シング技術とそれに基づく実世界ビッグデータを

集約、分析する統合クラウド技術が求められる。

GPS や通信基地局の電波強度を用いた位置情報が

一般に利用されているが、サービス・製造現場の

多くは屋内にあり、これらに替わる行動センシン

グ技術が必要である。本研究では加速度、角速度、

磁気、気圧計測による相対測位誤差 (Error 

験を可能にし、様々な産業が音楽を利用する際に付

加価値を与える。 

 本技術は、音楽と同期して歌詞が表示される世界

初のスピーカー製品や、歌詞のトピックに基づいて

音楽を発見できる新サービス、ライブ・イベント会

場や花火大会でのスマートフォンを用いた従来にな

い演出など、産業界での実証実験・活用が始まって

おり、今後も幅広い関連産業に波及して新たな価値

を生む貢献が期待できる。 

 

・ラストマイル自動走行の実証評価による社会実装

に向けた研究開発 

 超高齢社会における交通分野の課題解決のひとつ

として、自動運転技術を用いたラストマイル自動走

行の実証評価を実施した。車両やシステムの信頼性

や受容性の向上と共に、実地域事業者による 6ヶ月

の長期サービス実証を行い、事業化に向けた検証と

ロードマップを精査した。さらに、中型自動運転バ

スの開発と実証地域の選定を行った。これらにより、

実証地域との連携推進や実証評価による先進事例を

示すことができ、令和 2年以降の持続可能な無人自

動運転移動サービスの社会実装と拡大に寄与した。

上記成果は高齢者の外出の機会を増加することによ

る健康増進や、地方過疎地における交通弱者の移動

手段の確保を通じた地域活性化など、社会課題の解

決にも波及することが期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を「A」

とする。 

 なお、評価委員からは、AIモジュールの充実や社

会課題への応用を評価していただいた一方、社会実

装や標準化など、産業界と研究所の連携だけでは不

足している力を補う連携を、強いリーダーシップを

発揮して実現することをご提案いただいた。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」研究前期で取り上げた特筆すべき成果

を挙げている研究課題は、令和元年度までに、実フ

ィールドでの実証やサービスの試行、製品プロトタ

イプまで進んでおり、概して第 4期中長期目標を超
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Accumulation Gradient; EAG) 3 cm/secの歩行者

自律測位技術と作業動作認識技術を統合した行動

センシング技術を開発した。この技術により計測

したサービス現場や製造現場での行動、作業のビ

ッグデータを分析する統合クラウド技術を整備し

た。これらの技術をメンテナンス、飲食、物流など

サービス業に適用して生産性向上に有効であるこ

とを実証した。 

 平成 27 年度から平成 29 年度においては、人に

取り付けた加速度、角速度、磁気の各 3軸、計 9軸

のセンサから得られるデータを用いた歩行者自律

測位技術(Pedestrian Dead Reckoning; PDR)を開

発し、GPSが使えない屋内で EAG 3 cm/sec を実現

した。その後、人に取り付けた気圧センサデータ

を加えることで、従来よりも 10 %以上高い 95 %以

上の精度で滞在フロアを推定可能とした。これに

より、高層ビルでの従業員行動分析への適用が可

能となった。さらに、PDR を応用し、車両（自動車､

フォークリフト、ピッキングカート、鉄道など）の

測位に特化した Vibration-based Vehicle Dead 

Reckoning (VDR)技術を世界で初めて開発した。 

 平成 30年度は、労働力不足が顕著となっている

製造・サービス現場の生産性（効率、提供価値）向

上及び Quality of Working (QoW)向上のために、

複数の身体装着型センサによる作業動作認識と

PDR を統合し、屋内測位精度を 50 cm 以下まで向

上させるとともに、作業内容把握、センサ装着条

件（個数、装着位置）緩和を同時に実現した。 

 令和元年度には、VDR技術を転用したローラーコ

ンベア上のコンテナ追跡技術についてプロトタイ

プを実装した。また、10軸センサと ICタグリーダ

を備えたゴビ社製身体装着型センサの製品開発協

力を通して高精度測位・動作認識機能の身体装着

型センサシステムを実現した。 

 9 軸 PDR に含まれる進行方向推定手法が、平成

27年にフランス運輸・整備・ネットワーク科学技

術研究所(IFSTTAR)による国際比較で最高評価を

獲得した。平成 30年度には、PDRと VDRなどを統

合した複数の自律測位技術 Cross Dead Reckoning 

(xDR)に基づく屋内統合測位を、物流現場で実作業

中の作業者及びフォークリフトに適用した世界初

の競技会(xDR Challenge)を主催し、産総研の xDR

える成果を挙げている。人工知能に関する課題につ

いては、人間中心の AI社会を実現するため引き続

き開発に注力し、人工知能の信頼性確保のための品

質向上技術、及び容易に構築でき、人と協調して進

化する人工知能技術を開発する。防災や安全など社

会問題解決に直結するインフラスマートメンテナン

スについては他領域と協力して革新的なインフラ健

全性診断技術及び長寿命化技術の開発に取り組む。

また、人間行動センシング技術や次世代メディアコ

ンテンツ生態系技術、人間行動センシング技術につ

いては、サイバー空間での計画をフィジカル空間に

作用させ介入・評価・改善する一連の CPSのプラッ

トフォームとして統合し、産業や社会変動の予測や

最適化に貢献する。これらの技術については、今後

技術の完成度を高めるとともに、より安全な社会イ

ンフラの実現や新産業・サービスの創出に資する技

術移転に向け、企業と協力してより一層の橋渡し機

能の強化を行い、共同研究や連携研究組織などを通

じて社会実装につなげていく。 
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を用いた住友電工チームが優勝した。 

 第 4 期中長期を通じた本成果に関する民間企業

から産総研への共同研究資金提供額は 1 億 2,000

万円以上、知財ライセンス提供額は 1 億円以上で

ある。また、ライセンス契約 15件、特許出願 9 件、

サイトセンシング社（産総研技術移転ベンチャー）

へのニッセイ・キャピタル株式会社による出資（平

成 30 年度 1 億円）、サイトセンシング社との大型

事業連携 8 社などの成果が出ている。さらに学術

的には、国際論文誌 5 報、和文論文誌 2 報、国際

会議 30 報、国際招待講演 7 件、国内招待講演 34

件、受賞 5件の実績がある。 

 本研究はつくばセンター、及び柏センターの研

究成果である。 

 

・自動運転におけるヒューマンマシンインターフ

ェースに関する研究 

 近年、自動車産業において自動運転の実現に向

けた取組が進んでいる。自動車の保安基準等の改

正も進められ、製品化に向けて前進しているが、

製品化される自動運転には作動範囲が定められ、

作動範囲外においては自動から手動への運転交代

が発生する。この切り替えにあたって、ドライバ

ーが適切に手動運転できる状態であるか、ドライ

バーモニタリングシステム(DMS)で判定すること

が必要不可欠となる。そこで、自動運転中のドラ

イバー状態を判断する評価指標、ドライバー状態

が手動運転切り替え後の運転パフォーマンスへ及

ぼす影響、そして自動運転中のドライバー状態を

低下させないための刺激提示方法について検討を

行った。 

 自動車メーカー等企業 6 社が参加した実証実験

(テストコースと公道)に加えて、ドライビングシ

ミュレータ実験、テストコース実験、公道実験に

て一般ドライバーを対象とした走行実験を行っ

た。その結果、眠気、意識のわき見(前を見ている

が運転以外のことを考えている状態)、わき見(前

を見ていない状態)の 3 種類のドライバー状態に

ついて、DMSにて検知できる評価指標を選定した。

また、これらドライバー状態に応じて手動運転切

り替え後の運転行動指標が変化することを明らか

にした。さらにドライバーの眠気の抑制法として、
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持続的な刺激提示と手動運転切り替え前の瞬間的

な刺激提示を組み合わせることの有効性を実証し

た。 

 

・高精度・広温度範囲計測が可能な温度分布セン

サーシートの開発 

 Society5.0 の実現には、遍在するセンサなどの

エッジデバイスをネットワーク化して得られる生

活の膨大なデータを処理し、ひと、もの、サービス

から新たな価値を創造する情報システムの構築が

求められる。このためのセンサ技術としては、光

学カメラを用いた画像情報処理が最も先行してい

る。一方で、カメラの死角となる箇所の計測を補

うために、計測対象であるひと、ものに直接取り

付ける装着型センサが求められている。ひと、も

の、サービスの活動状態を知る物理量計測のなか

でも、温度のセンシングは適用範囲が広い。光学

カメラを用いた温度センシンング技術としては赤

外線サーモグラフィーが知られている。ここでは、

光学カメラの死角となる狭所や物陰の温度の計

測、可視化のために、薄い樹脂シートの表面に多

数の温度計測部を高密度に配列させた温度分布セ

ンサシートを開発し、ひと、ものの温度分布を可

視化できる装着型の高性能温度センシング技術を

確立した。 

 開発した温度センサシートは厚み 50 µmのポリ

エチレンテレフタレート(PET)フィルム表面に 169

点（13×13）の温度計測部を 10 mm間隔で格子状

に配列させたものである。センサは導電層、絶縁

層、感温抵抗膜及び保護層で構成され、いずれの

層も印刷で形成される。特に温度を計測するため

の感温抵抗膜は、温度に応じて抵抗値が変化する

主要部であるが、実用に資する計測精度を持つ感

温抵抗膜を印刷で形成することは従来困難であ

り、各温度において±10 %の精度に留まっていた。

この解決のために温度による抵抗変化を再現良く

示すインクを材料設計して開発し、計測精度±

1 ℃（±0.7 %F.S.相当）、計測温度差 0.3 ℃

（0.2 %F.S.相当）と充分な実用性を得ることに成

功した。また計測温度範囲も従来の 20～70 ℃か

ら 5～140 ℃へと飛躍的に向上させたことで、生

活空間から工業用途まで幅広い応用展開が可能と
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なった。 

 本研究の学術成果として、令和元年度において

国際論文誌 2 報、和文論文誌 3 報、国内学会発表

2件、国際招待講演 1件、国内招待講演 2件、受賞

1件の実績を挙げた。また、特許出願 1件、ノウハ

ウ登録 1 件を実施済みである。また、関連研究に

よる科研費（基盤 C：440万円/3年）を獲得してい

るほか、技術コンサルティング 2 件が進行中であ

る。 

 本研究は情報・人間工学領域とエレクトロニク

ス・製造領域の連携に基づく柏センターの研究成

果である。 

 

・次世代メディアコンテンツ生態系技術 

 コンテンツのデジタル化により流通コストが削

減された結果、物理メディアを販売して受動的な

体験を提供することで価値を創出してきた産業界

は、受動的体験に代わる新たな価値創出の手段を

求めて危機感を抱いている。そこで、「どうすれば

新たな価値を生み出せるのか？」を意識した、次

世代のコンテンツ産業・クリエイティブ産業の創

出につなげられる研究開発が求められている。コ

ンテンツ技術や新しい価値・サービス創出の重要

性は、日本再興戦略 2016や第 5期科学技術基本計

画においても指摘されている。 

 それに応えるため、大型公的外部資金である JST

戦略的創造研究推進事業 ACCEL（課題名「次世代メ

ディアコンテンツ生態系技術の基盤構築と応用展

開」、平成 28 年度から 5 年間実施）を受託し、次

世代メディアコンテンツ生態系技術の研究に取り

組んだ。音楽を解析する「音楽理解技術」とそれに

基づく「音楽連動制御技術」等を研究開発し、第 4

期中長期目標期間で令和元年度までに、IF付き国

際論文誌 5報（令和元年度に 1 報）、トップ国際会

議発表数 37 報（令和元年度に 13 報）の学術成果

を挙げた。 

 従来の音楽連動制御では、遅延の大きいインタ

ーネット環境下で多数の汎用機器を音楽に同期し

て制御することが難しい、という問題があった。

また、音楽理解技術が解析できる対象は限られて

おり、膨大な歌詞のトピックを自動解析すること

が困難だったために、従来は曲名・フレーズ検索
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を通して歌詞にアクセスする方法に限られてい

た。これらの問題に対し、インターネット経由で

数百台以上の機器が音楽に同期して一体感のある

演出ができる大規模な音楽連動制御技術「Songle 

Sync」と、15万曲の歌詞のトピックを自動解析で

きる技術に基づく歌詞探索サービス「 Lyric 

Jumper」（歌詞配信事業者と連携）を研究開発し、

平成 28 年度と 29 年度にプレス発表を行い、実証

実験等の成果が 108 件報道されるなど、社会的に

インパクトを与えた。いずれも多数報道されただ

けでなく、研究成果が平成 29 年度と 30 年度にマ

ルチメディア分野のトップ国際会議に採択され、

学術的にも高く評価された。 

 令和元年度は、音楽印象分析・音楽推薦を駆使

して楽曲と出会える音楽発掘サービス「Kiite」を

音楽制作ソフトウェア開発事業者（クリプトン・

フューチャー・メディア株式会社）と連携して研

究開発し、プレス発表を行った。従来、膨大な楽曲

の中から視聴者が好みの楽曲を見つけ出すことは

容易でなく、その結果、新たな楽曲が公開されて

も、それが潜在的に好きなはずの視聴者に気づい

てもらえずに埋もれてしまうことが多い。これは、

アーティストにとっても視聴者にとっても損失で

ある。しかし、従来の多くの音楽視聴サービスで

は、視聴者が楽曲を鑑賞する機能（テキスト検索、

人気ランキング、プレイリスト、音楽推薦等）が中

心で、音楽発掘のための機能が不十分だった。こ

うした問題を解決するために、「軽快」「激しい」な

どの自動分析された音楽の印象で視聴者が絞り込

み、自動検出されたサビ区間を効率よく試聴する

ことで、次々と新たな楽曲に出会うことを可能に

した。また、産総研が独自開発した音楽推薦エン

ジンが各視聴者の再生履歴やプレイリスト、楽曲

の音響信号の自動解析結果などに基づいて「お勧

め楽曲のプレイリスト」を日々自動生成し、幅広

い音楽を楽しめるようにした。さらに、既存の音

楽推薦とは違って、視聴者自身が音楽推薦エンジ

ンをカスタマイズして複数保存・公開でき、気分

に応じて使い分けたり、他の視聴者がカスタマイ

ズした推薦エンジンを利用したりできるようにし

た。 

他にも、インターネット経由で数千台以上のスマ
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ートフォンを制御して一体感のある演出ができる

大規模音楽連動制御プラットフォーム「Songle 

Sync」を用いた新たな実証実験を実施した。花火

大会「LIGHT UP NIPPON HOKKAIDO」（国営滝野すず

らん丘陵公園にて令和元年 8 月開催）において、

音楽に合わせて打ち上がる花火と連動し、来場者

のスマートフォンから音楽が流れて映像が一斉に

変わる演出が成功した。 

 

・ラストマイル自動走行の実証評価による社会実

装に向けた研究開発 

 超高齢社会となっている日本では、交通分野に

おいても、高齢過疎地や交通弱者の移動手段確保、

ドライバー人材不足、運行コスト削減、地域活性

化などの社会課題の解決が重要となっている。解

決策のひとつとして、自動運転技術の活用が期待

されており、令和 2 年からの限定地域での無人自

動運転移動サービスなどの実現が政府目標となっ

ている。産総研では、平成 28年から経済産業省・

国土交通省の高度な自動走行システムの社会実装

に向けた研究開発・実証事業：「専用空間における

自動走行などを活用した端末交通システムの社会

実装に向けた実証」を受託し、自宅と最寄駅の間

など短中距離を想定したラストマイル自動走行

（端末交通システム）の社会実装を目指し、実地

域での実証評価を行ってきた。本研究では、自動

運転技術の確立だけでなく、ビジネスモデルの明

確化、社会システムの確立、社会受容性の醸成を、

実地域での実証により検証し、持続可能な移動サ

ービスの社会実装の実現を目指している。 

 平成 30年度までに、小型電動カートと小型バス

を用いた自動運転車両を開発し、遠隔監視・操作

システムなどを用いて、4 つの実地域での実証実

験を行ってきた。令和元年度は、早期の事業化を

見込んだ 2 つの地域（福井県永平寺町、沖縄県北

谷町）において、国内最長となる約 6 か月間の地

域運行事業者による長期サービス実証と事業性評

価を実施した。これにより、システムの信頼性や

受容性の検証と向上を図り、各地域の需要変動と

需給や収支バランスを考慮したビジネスモデルの

構築を進め、令和 2 年度以降のサービス開始に向

けたロードマップの策定を行った。また、バス運
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行事業者の要望が強かった乗車定員の多い中型自

動運転バスの開発を進め、令和 2 年度の実証評価

に向けて 5 つのバス事業者と実証地域を公募によ

り選定した。 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 第 4 期中長期における「橋渡し」研究後期では、

それぞれの重点課題において次の通り目標を達成

した。重点課題１においては、人工知能の活用を

促進するプラットフォーム技術の特筆すべき成果

として、「大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」

の構築と運用」、「人工知能とシミュレーションと

の融合」、「深層学習を用いた胸部 X 線画像異常検

知」を推進し、人工知能の応用に向けた人工知能

基盤技術のモジュール化と、それらをシステム化

するプラットフォームを実現した。重点課題３に

おいては、自動車運転状態をはじめとする人間活

動の測定評価技術の特筆すべき成果として「健康

起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体調急変

検出技術の開発」を行い、人間測定の結果に基づ

き心身の状態を評価する技術の健康起因事故の防

止への応用に道筋をつけた。重点課題４について

は、人間共存型産業用等のロボットや評価基準・

評価技術などの関連技術の特筆すべき成果として

「次世代物流ソリューション事業を支える先進的

技術体系の研究開発」、「高齢者の機能と活動を向

上させるロボット技術の開発」を行い、生産や生

活での作業に対応するロボットシステム実現に貢

献した。 

 「大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の構

築と運用」では、高性能で省電力の GPU を用い、

演算処理装置などを外気に近い温度の水で冷却す

ることによりエネルギー損失を低減し、実運用さ

れるものとして世界トップクラスの省電力性能を

有するクラウド型計算システム「ABCI」を実現し

てきた。令和元年度は外部の機関や企業と協力を

強化し、衛星画像など大規模なデータに基づく学

習とその応用を開始した。さらに、深層学習のベ

ンチマークである ImageNet を対象とした学習速

度の世界記録を再び更新した。「人工知能とシミュ

レーションとの融合」においては、機械学習にシ

ミュレーションを併用することで、大量にデータ

を作り出し、特殊・未知の事例に対しても人工知

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 

 「大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の構築

と運用」では、学習速度の世界記録を達成した。ま

た、産総研・東工大 実社会ビッグデータ活用オープ

ンイノベーションラボラトリと研究戦略部による積

極的な顧客獲得活動を通じ、挑戦的課題に取り組む

ユーザの獲得、民間企業による大口利用開拓、初心

者ユーザへの裾野拡大までの取組を実施した。これ

により、オープンイノベーションの考え方に基づく

新しい人工知能産業応用を持続的に生み出す枠組み

である「産業エコシステム」の実現につなげた。「人

工知能とシミュレーションとの融合」、「深層学習を

用いた胸部 X 線画像異常検知」はそれぞれ NEC、パ

ナソニックとの連携研究組織で実施し、NEC の光学

機器製品の設計やパナソニックの胸部 X線画像検査

装置における異常検知性能向上に利用された。「健康

起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体調急変検

出技術の開発」では、自動車メーカーやサプライヤ

ー企業による疾患検知システム開発に道筋をつけ、

その成果は国土交通省が取り組む第 6期先進安全自

動車推進計画(ASV-6)のドライバー異常時対応シス

テムのガイドラインに盛り込まれる予定である。「次

世代物流ソリューション事業を支える先進的技術体

系の研究開発」は豊田自動織機との連携研究組織で

実施され、カメラ映像を使い自己位置推定と環境地

図作成を同時に行うビジュアル SLAM 技術と搬送荷

物を搭載している台であるパレットの位置と姿勢を

高精度に計測できる高精度 AR マーカ技術を豊田自

動織機に橋渡しした。「高齢者の機能と活動を向上さ

せるロボット技術の開発」においては、ロボット介

護機器の開発を促進することを目的として「ロボッ

ト介護機器開発ガイドブック」を公開した。これに

より、高齢者等の自律性の向上を通じて、介護保険

給付費（総額 9兆 4,328億円、平成 29年度厚生労働

省介護保険事業報告）の軽減に貢献することが期待
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ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

能が意思決定する枠組みを開発し、大規模なシス

テムの多数の設計事項のうちで稀にしか生じない

不具合条件の発見やプラントの自動制御を実現し

てきた。令和元年度は、実工場を模した多品種混

流生産プロセスの設計を対象に、この希少不具合

発見技術の有効性を実証した。さらに、大規模化

学プラント等の巨大システムの安定性を測り、そ

れに応じて自動的に効率安定度目標を切り替えら

れる技術を開発した。「深層学習を用いた胸部 X線

画像異常検知」では、令和元年度は、平成 30年度

に開発した解剖学的構造の変化を検出することで

異常検知を行う異常検知アルゴリズムを肺炎、肺

がん、間質性肺炎、気胸、心不全などを含む疾患 75

症例で評価し追加開発すべき技術要素を特定し

た。さらに、複数の解剖学的構造で囲まれる領域

に対して、健康状態にある正常な見え方のモデル

を基準に判定を行う異常検知アルゴリズムを開発

した。「健康起因交通事故撲滅に向けたドライバー

の体調急変検出技術の開発」では、産総研、筑波大

学附属病院、東京大学、企業 12 社とで平成 28 年

に設立したコンソーシアム (Automotive and 

Medical Concert Consortium; AMECC)を設立し、

データ収集を通じて重篤な不整脈発生を検出でき

るデータ群を整備してきた。これを受けて、令和

元年度は認知症を含む高齢ドライバー対策に関す

るコンソーシアムの設立を行った。「次世代物流ソ

リューション事業を支える先進的技術体系の研究

開発」では、フォークリフトの自動運転において

重要となる Visual SLAM技術と、搬送対象のパレ

ットに貼付して高精度な位置・姿勢の計測を可能

とする拡張現実(AR)マーカ技術の精度評価を行っ

てきた。令和元年度は、Visual SLAM技術の物流現

場における頑健性向上、マーカを用いず画像から

パレットを認識する箱積みつけ技術等を新たに開

発し、効率の良い作業手法を構築した。「高齢者の

機能と活動を向上させるロボット技術の開発」で

は、これまで、ロボット介護機器の安全基準、リス

クアセスメントの方法等をまとめるとともに、国

際安全基準の原案をまとめてきた。令和元年度は、

装着型歩行支援、排泄動作支援などの新分野につ

いて、安全試験、効果評価手法を開発したほか、転

倒防止機能を有するロボット歩行車の製品化に向

されている。また、製品化を目指した企業との共同

開発により転倒防止機能を有する歩行車を開発し

た。この成果により高齢者の歩行機能の維持を通じ

た健康寿命の延伸並びに社会保障コストの低減が期

待される。 

 第 4期中長期計画・年度計画を上回って達成され

た内容は以下の通りである。「大規模 AIクラウド計

算システム「ABCI」の構築と運用」は、人工知能処

理向け大規模・省電力クラウド基盤として目標であ

る評価・検証を行っただけでなく、国際的なベンチ

マークで世界記録を達成するとともに、省電力計算

インフラとしても世界上位に入るなど、目標を大き

く上回る成果を挙げた。「人工知能とシミュレーショ

ンとの融合」、「深層学習を用いた胸部 X線画像異常

検知」は、企業との連携研究組織の立ち上げを通じ

学術的にも高く評価される成果を得ただけでなく、

生産プロセスや生産計画の事前評価、プラント制御

や設計、医用画像診断など、計画で想定された衛星

や物体画像解析の分野を超える多様かつ実社会で重

要な応用を実現した。「健康起因交通事故撲滅に向け

たドライバーの体調急変検出技術の開発」では、疾

患のデータベース化、ASV-6 への採用という目標達

成の他、これを上回る成果として知財化も行われた。

「次世代物流ソリューション事業を支える先進的技

術体系の研究開発」でも、5 兆円規模の市場におい

てトップシェアを持つ企業と、通常の共同研究を超

える相乗効果を得るために一体型連携研究組織で研

究を実施した。その成果として、フォークリフトの

自動化による物流効率化という目的に関して目標を

超える成果に貢献した。「高齢者の機能と活動を向上

させるロボット技術の開発」においては、ロボット

介護機器開発ガイドラインの作成という目標を達成

したうえ、さらにそれを上回る成果として、これを

公開し 300以上の介護関連機関がダウンロードする

という成果を得ている。このように、多くの研究開

発成果を得られたのは、連携研究の質・量の向上に

よるところが大きい。 

 

・健康起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体調

急変検出技術の開発 

 運転中のドライバーの疾患発症検出を目的に、脳

卒中、てんかん、心疾患の発症検知に役立つデータ



164 

けて企業と共同開発を実施し、プレスリリースを

行った。 

 

 民間資金獲得額は以下の通り。括弧内は各年度

の目標値である。 

   平成 27年度： 5.7億円（7.3億円） 

   平成 28年度： 13.4億円（9.7億円） 

   平成 29年度： 16.6億円（12.1億円） 

   平成 30年度： 16.9億円（14.5億円） 

   令和元年度：  20.8億円（16.8億円） 

 

 民間資金獲得額の内、技術コンサルティング収

入は以下の通り。各年度の目標値は定めていない。 

   平成 27年度： 2,935万円 

   平成 28年度： 5,451万円 

   平成 29年度： 7,426万円 

   平成 30年度： 9,328万円 

   令和元年度： 14,849万円 

 

・健康起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体

調急変検出技術の開発 

 運転中の疾患発症などによる体調急変が原因で

生じる「健康起因交通事故」は、平成 15年から平

成 24 年までの 10 年間で約 3 倍に増加し、交通死

亡事故に占める健康起因事故の割合は、国内外含

めて約 10 %程度と報告されている。健康起因交通

事故は、ドライバーの意識消失を伴うこともあり、

ひとたび事故が生じると周囲を巻き込んで大きな

被害が生じる。このような状況を踏まえて、国土

交通省が取り組む第 6 期先進安全自動車推進計画

(ASV-6)において、疾患発症等によるドライバー異

常時対応システムに関するガイドラインが令和 2

年度に作成される予定である。他方、疾患発症時・

発作時に関するデータは自動車メーカーや自動車

用部品メーカーにはなく、また複数疾患の発症時

データを企業 1 社で体系的に取得することは困難

であり、ドライバー異常対応システムの開発が難

しい状況であった。そこで、産総研、筑波大学附属

病院、東京大学、企業 12社とで、民間企業からの

提供資金（合計約 2.1億円）をもとに、平成 28年

11月、疾患発症時またはそれに準じるデータ取得

を目的としたコンソーシアム（Automotive and 

取得を行った。取得データは、疾患・発作発症のタ

イミング等のタグ付を行い、データベースとして企

業が利用できる形にして提供した。取得したデータ

を解析した結果、運転行動や生体情報から、自動車

運転中の脳卒中麻痺発生、重篤な不整脈発症、てん

かん発作を検知できる可能性を得た。 

 AMECC に参加している自動車メーカーやサプライ

ヤー企業が、取得データをもとに疾患検知システム

を開発し、実装することが期待される。加えて、AMECC

で得た成果は国交省が取り組む ASV-6において作成

するドライバー異常時対応システムのガイドライン

に活用されることが決まった。自動車運転中の疾患

発症などが原因で生じる健康起因交通事故は全死亡

事故の約 10 %を占める。健康起因交通事故は、ドラ

イバーの意識消失を伴うこともあり、ひとたび事故

が生じると周囲を巻き込んで大きな被害が生じる。

AMECC 参加企業による疾患検知システムが実装さ

れ、健康起因交通事故を減少させることにより、安

全・安心な交通社会の構築に役立つ。 

 外部から高く評価されたエビデンスとして新聞報

道 9 件（平成 28 年度）、Web 報道 3 件（平成 28 年

度）で紹介されたほか、国際学会（演題採択率約40 %、

Proceedings掲載雑誌 IF: 23.4）において優秀な発

表として選出された（平成 30年度）。加えて、AMECC

参加企業から平成 28年 11月～平成 30年 3月の約 1

年半で 1,500 万円/1 社の資金提供を受けた。さら

に、平成 31 年 3 月末までの 1 年延長に伴う追加出

資（280 万円/1 社）とあわせて、合計約 2 億 1,400

万円の資金提供を受けた。この事実は、企業からの

高い評価を示す。 

 

・大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の構築と

運用 

 ABCI を人工知能産業エコシステムの基盤とする

べく、平成 30 年度以降、以下の施策を実施してい

る。 

① 先進的基盤運用の実践と研究開発の好循環の形

成 

 人工知能研究センター及び産総研・東工大実社会

ビッグデータ活用オープンイノベーションラボラト

リの研究者が運用チームをリードすることで、最先

端の基盤ソフトウェア等の導入、AIデータセンター
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Medical Concert Consortium：AMECC）を設立した。

コンソーシアム設立においては、当領域による提

案、調整のもと、産総研と複数企業との間でコン

ソーシアム形式による共同研究が実施可能な仕組

み（産総研 C 型共同研究）を活用した。健康起因

事故の上位原因疾患である脳卒中、てんかん、心

疾患を対象にした。脳卒中についてはドライビン

グシミュレーター運転時の生体信号、顔・姿勢画

像データ、運転操作データ、てんかんについては

脳卒中と同じドライビングシミュレーター運転時

のデータに加えて、病室内で発作が生じた際の生

体信号、顔・姿勢画像データを取得することを目

指した。心疾患については重篤な不整脈の治療中

に誘発される不整脈発生時の生体信号や顔画像デ

ータを取得することを目指した。 

 平成 29 年度～平成 30 年度にかけてデータを取

得し、イベントのタグ付等（疾患発症や車線変更

等の時刻）の 1 次加工を行った後、データベース

として AMECC 参加企業が活用できる形にして提供

した。脳卒中については約 50症例のデータを取得

して解析した結果、脳卒中患者のステアリング操

舵角は高周波成分が多くステアリング操作が安定

しないこと、車両位置の横方向偏差が大きく車両

がふらつくこと、座面にかかる体圧が麻痺と反対

側に偏ること等を明らかにした。これらの結果を

用いて脳卒中の麻痺発症を検出できる可能性を得

た。てんかんについては、約 30 症例（延べ約 60

回）の病室内発作データをもとに、てんかん発作

時の顔表情や姿勢の変化、心拍数変化に関するデ

ータを得た。また 1 症例についてはドライビング

シミュレーター運転中の発作データを得た。その

結果、てんかん発作時の心拍数上昇等を明らかに

した。心疾患については約 60症例のデータを取得

し、不整脈時の循環生理応答を解析した結果、不

整脈発生に伴う心拍数の変化、血圧低下、脳血流

の低下、及び脈波形状の変化を明らかにした。

AMECCは平成 30年度末で終了し、得られた成果に

ついては、国土交通省（国交省）の取り組む第 6期

先進安全自動車推進計画(ASV-6)において作成す

るドライバー異常時対応システムのガイドライン

で活用されることが決まった（ASV推進検討会（令

和元年 11月）において承認済み）。また、特許 2件

棟の効率的運用を可能にするとともに、運用の現場

や利用者から得られた課題や利用負荷データを元に

した研究開発とその成果の運用へのフィードバック

という好循環の形成を進めている。平成 30 年度は

利用負荷データを活用したデータセンター効率化を

テーマとして外部資金を獲得し、理研との共同研究

に発展させた。令和元年度は民間企業との資金提供

型共同研究に展開した。この他、HPC 分野のトップ

国際会議である SC19 において 2 件の論文発表を行

い、うち 1件は Best Paper Finalistに選出される

など研究開発の成果も世界的に高く評価されてい

る。 

② ABCIグランドチャレンジの主催 

 人工知能分野の最重要課題への挑戦を促進するた

め、ABCI の全系を無償で 24 時間占有利用する公募

型プログラムを平成 30年度に 3回、令和元年度に 3

回実施し、各回 2課題程度採択した。平成 30年度の

ImageNet を用いた深層学習の学習速度の世界最速

記録は採択課題の 1 件として実施されたものであ

る。グランドチャレンジは世界トップレベルの研究

成果も生み出しており、令和元年度はジャーナルで

は Nature、トップ国際会議では CVPR、NeurIPS、

CCGridなどで公表された。この他、平成 30年 10月、

令和 2年 2月に成果報告会を開催して成果普及に務

めた。これにより、成果ソフトウェア、データの ABCI

利用者への開放を行い、利用拡大を見込んでいる。 

③ ABCIを基盤とするデータエコシステムの拡充 

 安全なデータ管理を必要とするデータの保管・利

用、データのステークホルダ間での共有、オープン

データや学習モデルデータの公開・再利用など、ABCI

を基盤とするデータ活用のエコシステムの拡充のた

め、平成 30 年度は法令及び国際的なセキュリティ

基準に準拠した暗号化対応のデータ基盤を開発し

た。また ABCIユーザを対象とした需要調査と、オー

プンデータ・衛星データを対象としたデータ整備を

開始した。令和元年度にはセキュリティ基準に準拠

したデータ基盤の運用を開始し、利用企業のセキュ

リティレベルに適合する環境を提供することで、通

常は社外に出すことが難しいデータを用いた研究開

発への利用に対応した。 

④ ABCI利用約款を含む利用制度の整備、セキュリ

ティホワイトペーパーの公開 



166 

を産総研、筑波大、東大を発明者として出願した。 

 運転中の脳卒中、てんかん、心疾患発症検出に

役立つデータ収集は世界的にも類がない。国交省

が示した「ドライバー異常時対応システム基本設

計書（平成 28 年 3 月）」においても、運転中の疾

患発症時のデータが欠けていることもあり、具体

的な検知条件等にまでは踏み込まれなかった。し

たがって、本コンソーシアム(AMECC)で得たデータ

と知見は、自動車メーカーや自動車用部品メーカ

ーが自動車運転中の体調急変検出システムを社会

実装する上で貴重である。 

 

・大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の構築

と運用 

 現在進行中の第 3 次人工知能ブームは、膨大な

データを深層学習の入力として与えることで複雑

な実世界における事象でも人間に近い精度でコン

ピュータが判別できるようになってきたことに起

因する部分が大きい。これにより、ロボットが人

間を単純肉体作業から解放したように、人工知能

は人間を単純な知的作業から解放する。

Society5.0ではさらに、大規模なシミュレーショ

ンによる膨大な学習データの生成と深層学習の組

合せにより、これまで人が想定外としていた可能

性を提示するなど、適用範囲の拡大がますます期

待される。 

 しかしながら、これまでの人工知能研究で培わ

れてきた要素技術を実社会規模の問題にスケール

させて適用する技術開発を推進し、計算機パワー

に支えられて先行してきた GAFA (Google, Apple, 

Facebook, Amazon)に代表される巨大 IT企業や中

国との技術開発競争を行っていくには、オープン

イノベーションの考え方に基づく新たな人工知能

産業エコシステムの基盤となる大規模計算プラッ

トフォームが不可欠である。 

 本研究では、人工知能研究・橋渡しインフラ構

築の戦略及び活動の一環として、人工知能研究セ

ンターで開発してきた AI クラウド構築・運用技

術、及び産総研・東工大実社会ビッグデータ活用

オープンイノベーションラボラトリで培ってきた

省エネ型高性能計算プラットフォーム構築技術を

活用し、大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」

 国内外の民間企業・大学・国立研究所等を含む外

部機関の資金を原資とする外部利用を可能とするた

め、ABCI利用約款、輸出管理手続、利用料徴収を含

む利用制度を整備した。 

⑤ 大規模ユーザの開拓 

 研究戦略部、実社会ビッグデータ活用オープンイ

ノベーションラボラトリが主体となり、大手民間企

業を対象とした見学会やチュートリアルを開催し

た。令和元年度は、2 億円規模の資金提供型共同研

究をはじめ、その他、合計 8社との共同研究を実施

した。その他、JAXA、情報通信研究機構(NICT)とも

ABCI上での衛星画像解析などで連携を開始し、令和

元年度にデータ解析作業を開始した。 

⑥ B2B2C実証プログラムの実施 

 ABCI の利用拡大には利用者にとって使いやすい

人工知能アプリケーションのサービス提供が不可欠

であるため、平成 30〜令和元年度は初学者にも使い

やすい WebUIベースのクラウド型統合開発環境サー

ビス（B2C サービス）を対象として、実施事業者を

公募し、実証を委託するプログラムを企画し、平成

30年 4月より事業を開始した。 

⑦ 内部・公設試向けユーザの開拓 

 利用方法、体験学習セミナーを含む講習プログラ

ムを開発して 30 名規模の利用者講習会を開催し、

内部・公設試験研究機関向けユーザの開拓を図った。

セミナー資料等のオンライン配信により外部機関の

利用者による受講も可能にした。 

⑧ 産学官連携利用の促進 

 産学官連携利用に資するフレームワークに参画す

ることで、産学官連携利用の促進を図った。具体的

には、高速ネットワーク(SINET5)で接続された全国

の大学・国立研究所設置のスパコンやストレージを

共用利用可能にする「HPCI 連携」、大学等が保有す

る多様・高度なデータやインフラ（ABCIなどの計算

環境や SINET5 などの通信インフラ等）を活用する

事業構想を募集する「データ＆AIビジネスコンペテ

ィション」に参画した。 

⑨ 人工知能向けデータセンター事業のモデル化 

 ABCIをモデルとする計算インフラの構築、企業の

オンプレミスクラウドと ABCI との連携について 2

社との連携交渉を進めた。 
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を開発した。ABCIは柏センターAIデータセンター

棟に構築し、平成 30年 8 月より国内外の大学・研

究機関・民間企業等の利用者への提供を開始した。 

 ABCI では、高性能で省電力の Graphics 

Processing Unit (GPU)を 4,352基搭載するととも

に、演算処理装置などを外気に近い温度の水で冷

却することで、省エネ性能を高めた。ハードウェ

ア性能、省エネ性能、実用計算性能の 3 指標すべ

てにおいて世界トップ 10 に入るシステムは令和

元年 11 月時点においても ABCI、米国エネルギー

省(DOE)の Summit、Sierra の 3 システムのみであ

り、実性能と省エネを世界トップクラスで両立し

たことを実証したと言える。なお、これらの成果

は平成 30年 6月 26日、平成 30年 11月 13日のプ

レスリリースにて公表した。さらに、画像認識用

データセットである ImageNet を対象とした深層

学習の学習速度で世界最速記録を更新した。本研

究はソニーとの共同研究の一環として行い、産総

研は ABCI に最適化した同期手法の考案などで貢

献した。ABCIにより米国 Google、中国 Tencentな

ど先行する技術開発への対抗が可能であることを

実証したと言える。なお、この成果は平成 30年 11

月 13日のプレスリリースにて公表した。 

 令和元年度は、ABCIを基盤とした人工知能産業

エコシステムを更に発展させるべく活動を進め

た。ABCIを利用して行われた民間企業との資金提

供型共同研究、公募型プログラムであるグランド

チャレンジの成果は各アプリケーション分野のト

ップ会議における多くの論文発表に繋がった。機

密データを用いた研究開発を可能とするセキュリ

ティ基準に準拠したデータ基盤の運用も開始し

た。令和元年 7 月には富士通研究所が ABCI 上で

ImageNetを対象とした学習速度の世界最速記録を

更新した。 

 ABCI は、公的かつオープンで、人工知能に特化

した計算インフラとして世界初の先進的システム

であり、規模においても随一である。実社会から

取得されるビッグデータや学習モデルデータ等を

収集・蓄積・利用するための大容量・高速な共有ス

トレージを提供し、安全なデータ管理を必要とす

るデータの保管・利用、データのステークホルダ

間での共有、オープンデータや学習モデルの公開・

 前項①、②、③、⑧により、公的かつオープンで、

人工知能に特化した計算インフラとして世界初かつ

最先端システムとしての「ショーケース」の創出に

務めた。前項②、③により、莫大な演算能力により

初めて可能になる人工知能分野の最重要課題への挑

戦を支援し、国際競争力のある最高水準の成果の創

出とその普及推進を行った。前項④、⑤、⑥、⑦、

⑧、⑨により、様々なステークホルダの参画を促し、

人工知能産業エコシステム規模の拡大につながる利

用促進・連携に関わる活動を行なった。そして、新

しい人工知能産業応用を持続的に生み出す、多種多

様なステークホルダからなる産業エコシステムの実

現を進めた。 

 研究成果は積極的に公表を行った。平成 30 年度

及び令和元年度の 2年間において、国際会議におけ

る招待講演 5件、口頭発表 18件、以下に示す 5件の

プレスリリースを行い、各所で報道がなされた。 

 

プレスリリース 

   大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」がス

パコンランキング TOP500 で世界 5 位、Green500 で

世界 8 位を獲得、富士通株式会社、平成 30 年 6 月

26日 

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/06/26.html 

 

   大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」がス

パコン性能ランキング世界 5位、産総研、平成 30年

6月 26日 

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr 

2018/pr20180626/pr20180626.html 

 

   ディープラーニングの分散学習で世界最高速

を達成、ソニー株式会社、平成 30年 11月 13日 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201 

811/18-092/ 

 

   AI向けクラウド型計算システム「ABCI」が深

層学習の学習速度で世界最速に、産総研、平成 30年

11月 13日 

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr 

2018/pr20181113/pr20181113.html 
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再利用など、データのエコシステムの充実にも取

り組むことでオープンイノベーションを促進す

る。新たな人工知能産業エコシステムの基盤とな

るべく、交付金・国家プロジェクト・共同研究によ

る民間資金を原資とする内部利用、民間企業・大

学・国立研究所等を含む外部機関の資金を原資と

する外部利用を合わせて、累計で数百のプロジェ

クト、数千の利用者への利用促進を目標としてい

る。平成 30年度は、利用プロジェクト数 112（内

部：59、外部：53）、利用者数 609（内部：227、外

部：382）であった。令和元年度は更に大きく増加

し、利用プロジェクト数 280（内部：139、外部：

141）、利用者数 1,774（内部：343、外部：1,431）

であった。 

 本研究は、臨海副都心センター、つくばセンタ

ー、柏センターの研究成果である。 

 

・人工知能とシミュレーションとの融合 

 人工知能(AI)の意思決定能力は、囲碁将棋では

人間を凌駕した。だが、例えば機械設計や操縦と

いった産業の実践的な課題では熟練者の能力に及

ばない。その主たる原因は、学習用データの不足

である。特に問題となるのが、特殊な事例や未発

生の事例で、これらには学習すべきデータが存在

しない。人間ならば知識や経験に基づき何らかの

意思決定をするが、人工知能には難しい。そこで、

機械学習にシミュレーションを併用することで、

大量にデータを作り出し、特殊・未知の事例に対

しても人工知能が意思決定できるようにした。 

 人工知能の産業応用は Industry4.0 と呼ばれ、

世界的に競争が激しい。よって、企業と最も集中

的に骨太かつ実践的なテーマ設定ができる NEC-産

総研人工知能連携研究室を組織して研究にあたっ

た。 

 特筆すべき成果の第 1は、「高次元設計空間にお

ける希少不具合条件の発見」である。機械設計は

設計事項が多数あり、設計空間は高次元かつ広大

である。その空間内の意外な局所に不具合が生じ

ることがあり、これを探知し排除せねばならない

が、人手による探索には膨大な時間がかかる。本

研究では、不具合の潜んでいそうな部分や、検証

で見落とされがちな部分を機械学習で探知できる

   世界最高速を達成！ディープラーニングの高

速化技術を開発、株式会社富士通研究所、平成 31年

4月 1日 

 

報道等（広報 DBによる） 

   産総研スパコン、深層学習で世界最速、日本

経済新聞(WEB)、平成 30 年 11 月 15 日をはじめ 97

件、うち平成 30年度は 91件、令和元年度は 44件。

ABCI が上位ランクインした Top500 List/Green500 

List/HPCG List 

   Top500 List (June 2018), 

https://www.top500.org/lists/2018/06/ 

   Green500 List (June 2018), 

https://www.top500.org/green500/lists/2018/06/ 

   Top500 List (November 2019), 

https://www.top500.org/lists/2019/11/ 

   Green500 List (November 2019), 

https://www.top500.org/green500/lists/2019/11/ 

   HPCG (November 2019), 

https://www.top500.org/hpcg/lists/2019/11/ 

 

・人工知能とシミュレーションとの融合 

 人工知能は囲碁将棋等で飛躍的な進歩を遂げた。

これら従来の人工知能応用は情報的分野に限られが

ちだったが、本研究は人間を凌駕する学習能力・意

思決定能力を、一般の機械・システム・企業活動・

社会インフラの最適設計・最適運用に適用する第一

歩となっている。この点で本研究は、Industry4.0と

して注目を浴びている「産業システムの人工知能化」

という新しい産業分野の先陣を切っており、実世界

の多様な産業課題に広く適用できるインパクトを持

つ。 

 本研究の結果、設計問題においても制御問題にお

いても学習時間の大幅な短縮が可能になった。特に

多数のレンズ等からなる光学系の設計では、ごく稀

な条件でのみ発生する不具合の撲滅が大きな課題で

あったが、本研究の成果を設計現場に供することで

対処できるようになった。このように実製品の設計

に素早く成果を適用できたのは、連携研究室という

特質を生かし、産総研・NEC・大学の研究者が一か所

につどって理論研究から開発までを一体で進めてき

たゆえである。 
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ようにし、そこを重点的にシミュレーションで検

証できる人工知能技術を開発した。これを NEC 製

品の光学機器の設計に適用し、実用化した。これ

により、従来は専門家でも発見に 1 週間要してい

た、発生確率が 1 億分の 1 程度の設計不具合を、

1日の計算で発見できるようになった。 

 令和元年度は、この希少事象発見技術を用いて

生産プロセスや生産計画の最適化を行う実証を行

った。その結果、多品種混流生産プロセスの評価

を効率化し、評価に要する時間を削減できること

を確認した。これにより、1週間かかる専門家の評

価が 1 日程度に短縮できると見込まれ、新規生産

プロセスの早期構築や既存生産プロセスでの迅速

な生産計画変更が可能になる。 

 成果の第 2 は、「論理推論とシミュレーション強

化学習との融合による安全・高効率制御」である。

化学プラント等の巨大システムでの異常に対し

て、効率のよい復旧操作手順を強化学習によって

自動で構築した。手順の根拠を運転員に説明する

ことができる手法であるため、経験の浅い運転員

でも、手順の妥当性の判断が可能となる。ここで

は、10種以上の制御パラメータと制御目標値で構

成される複雑な化学プラントモデルの制御方策を

生成できた。このような多変量かつ非線形なシス

テムの操作手順の自動立案は従来は実質不可能で

あったが、本研究では実在する大型プラント装置

を対象として強化学習を行い、復旧操作手順を数

日で組み立てることができた。一般に巨大システ

ムの制御は、多数の操作項目が複雑に絡み合うた

め機械学習が収束しない。そこで本手法では、論

理推論人工知能を使い、知識や制御規則に基づき、

正しそうな制御の領域に目星をつけ、学習すべき

範囲を絞り込む。その中から、強化学習が最適解

を発見する。 

 令和元年度は、巨大システム制御の研究開発を

更に進めた。巨大システム制御の強化学習では、

答えの効率性と安定性のトレードオフの問題があ

った。学習の目標として、高効率だが不安定にな

りえる答えと、効率はさほど高くないものの安定

している無難な答えとの、2つがあり得、どちらを

目指すかは、人間が選択し指定してきた。令和元

年度の成果として、人工知能が巨大システムの安

 日本の産業現場では熟練者の不足が深刻化してい

る。本技術により、熟練者と同等、あるいはそれ以

上に巧妙な設計や制御が人工知能によってなされる

ようになり、産業製品の性能、生産効率、そして安

全性が向上する。特に本技術は、熟練者の知識を人

工知能に取り入れ、それを更にシミュレーションで

の検討を加え改良するゆえ、日本の各社の現場に今

いる熟練者の技術を伝承する手段となる。 

 

・次世代物流ソリューション事業を支える先進的技

術体系の研究開発 

 物流現場における作業車両・機器の自律作業を可

能とする知能化・自動化の研究をもとに、ビジュア

ル SLAM及び高精度 ARマーカを技術移転し、実用化

した。また、株式会社豊田自動織機の現場データを

活用し、産総研の高度な人工知能、データ解析手法

などを適用することで、現場のデータ解析を進める

とともに、高度なシステムインテグレーションの技

術開発を加速できる研究開発体制を構築した。技術

移転した成果を豊田自動織機が保有する機器に搭載

し、実際のユーザ環境でテストをすることで、いち

早く世の中のニーズに答えるとともに、現場の課題

を研究にフィードバックした。 

 今後の研究開発で、将来の大きな社会問題である

少子高齢化に伴う労働力人口の減少（令和 2年 7,405

万人、令和 22年 5,978万人（国立社会保障・人口問

題研究所日本の将来推計人口（平成 29年推計）））、

e-コマース（電子商取引）の拡大による多頻度・小

口配送、効率・迅速性への対応など、物流を取り巻

く環境や改善ニーズへの解を提供できると期待され

る。 

 高精度 AR マーカによるパレットの位置姿勢の高

精度検出、及びビジュアル SLAM 技術によるキーカ

ート（トヨタ L&Fの積載・けん引用無人搬送機）の

自動制御について技術移転を既に行っており、カメ

ラ画像のみからパレットを認識する技術についても

技術移転の手続を進めている。物流に関わる国内開

催展示会では最大規模の国際物流総合展 2018 での

展示、豊田自動織機技報(No.69)の国際物流展 2018

特集の中での発表、2019国際ロボット展での展示デ

モ等を通じて企業・一般への PRを実施し、その活動

を広めた。 
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定性を測り、それに応じて自動的に効率安定度目

標を切り替えられる技術を開発した。さらに実際

のプラントを用いた実証実験も実施した。 

 平成 30 年度は、人工知能のトップ国際会議

International Joint Conference on Artificial 

Intelligence（採択率 25 %）、 International 

Conference on Machine Learning（採択率 25 %）

等において論文が採録され、発表を行った。NECよ

りプレスリリースが 2 件なされた。この他招待講

演 6件、報道記事 3件がある。 

 令和元年度は、人工知能のトップ国際会議

Conference on Neural Information Processing 

System（採択率 21 %）、International Conference 

on Machine Learning（採択率 25 %）等において論

文が採録され、発表を行った。NECよりプレスリリ

ースが 1 件なされた。この他招待講演 1 件、報道

記事 2件がある。 

 本研究は臨海副都心センターの研究成果であ

る。 

 

・次世代物流ソリューション事業を支える先進的

技術体系の研究開発 

 近年、少子高齢化に伴う労働力人口の減少、e-

コマース（電子商取引）の拡大による多頻度・小口

配送、効率・迅速性への対応など、物流を取り巻く

環境や改善ニーズは急激に変化している。特に、

IoTや人工知能などの技術の発展･普及により知能

化・自動化された機器による省人化や、多量デー

タを高度に活用した効率的で効果的なオペレーシ

ョンの実現など、新たなソリューションによって、

物流コスト低減等、ユーザ企業の幅広い改善ニー

ズに応えることが求められている。 

 そのような中、産業車両・総合物流システムの

トップメーカーである豊田自動織機と、ロボット

技術や情報技術を長く培ってきた産総研が連携

し、平成 28 年 10 月に豊田自動織機-産総研 アド

バンスト・ロジスティクス連携研究室を設立した。

豊田自動織機の保有する高品質・高性能で環境に

やさしい多様な製品の開発力、IoT技術や多くのユ

ーザ企業への導入実績に基づく豊富なデータやノ

ウハウに、産総研の高度なロボット技術、人工知

能、データ・アナリティクスなどを適用すること

 

・高齢者の機能と活動を向上させるロボット技術の

開発 

 ロボット介護機器開発ガイドブック、ロボット介

護機器開発のための安全ハンドブック、ロボット介

護機器実証試験ガイドライン、倫理申請ガイドライ

ン、ロボット介護機器開発導入指針などの文書に、

ロボット介護機器の安全設計・試験法、被介護者や

介護者の生活機能の目標を含めた設計方法などを体

系的にまとめ、平成 30 年 9 月から無償公開してい

る。安全基準、効果性能基準については、国際標準

化に向けた案を ISO/TC 173 に提案した。成果とな

るロボット介護機器としては、20機種が製品化され

て上市された。 

 平成 24 年度に経済産業省と厚生労働省により公

表されたロボット技術の介護利用における重点 5分

野 8項目については安全基準や効果評価基準の開発

を完了し、平成 29 年度に追加された 1 分野 5 項目

についても令和 2年度末をメドに基準開発を進めて

いる。開発済みの基準を公表して文書として利用可

能となったことから製品開発プロセスの効率化が進

み、既に上市された 20機種に加えて、新製品の市場

投入が期待される。また、これらの新しい介護機器

を利用することにより高齢者の自立支援、介護者の

負担軽減が可能となる。 

 平成 30 年度のロボット介護機器の市場規模は 19

億円あまりと推計されており、令和 2年度には 33億

円規模になると予測されている。経済産業省が策定

したロボット新戦略（平成 27年発表）では、被介護

者がロボットを利用した介護をして欲しいと思う割

合、介護者がロボットを利用して介護をしたいと思

う割合を、いずれも 80 %とすることを目標としてお

り、これが実現されればロボットを利用した介護が

広く普及することが期待される。 

 上市されたロボット介護機器の累計販売額は 50

〜100 億円規模を達成した。公開したロボット介護

機器開発ガイドライン等の成果文書は、300 以上の

機関がダウンロードしている。文書公開の際にはプ

レスリリースを出し、日刊工業新聞、中部経済新聞

等で報道された。プロジェクトの成果は Foreign 

Press Center で外国プレス向けに発表を行い、

Guardian等の海外紙で報道され、チリで開催された
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で、車両・機器の自律作業を可能とする知能化・自

動化や高度なシステムインテグレーションの技術

開発を加速し、先進的なロジスティクス・ソリュ

ーションの早期実現につなげ、物流現場の課題解

決（現場に要求される高精度化、低価格化、省力

化、最適化等）を目指してきた。 

 これまでに、フォークリフトの自動運転におい

て重要となる二つの技術、すなわちカメラ映像を

使い自己位置推定と環境地図作成を同時に行うビ

ジュアル SLAM 技術と搬送荷物を搭載している台

であるパレットの位置と姿勢を高精度に計測でき

る高精度 AR マーカ技術を豊田自動織機へ技術移

転してきた。 

 令和元年度は、ビジュアル SLAM技術の頑健性を

更に高め、物の有無や位置が刻々と変化する物流

現場において精度よく自己位置推定ができるよう

にするとともに、棚に置かれたパレットを、ARマ

ーカ等を用いず、カメラ映像のみから認識しフォ

ークリフトとの相対位置を推定することで、自動

運転フォークリフトが荷物に正対してアプローチ

できる技術を構築し、豊田自動織機へ技術移転の

手続を進めている。ビジュアル SLAM技術について

は 2019国際ロボット展の産総研ブースで発表、及

びデモを実施した。また、パレット認識技術につ

いては豊田自動織機内の技術展にて発表した。 

 レーザによる測位でなくカメラの映像を用いる

ビジュアル SLAM技術では、他機関においてもステ

レオカメラなど複数のカメラを用いて自己位置推

定する技術が提案されているが、本技術はカメラ

1 台で複数カメラを用いた場合と同様の自己位置

推定精度を達成しており、この技術を用いること

で物流倉庫における移動機器への自動制御導入コ

ストを低減できる。豊田自動織機は市場規模 5 兆

円のフォークリフトで世界トップシェアを握って

おり、当技術の製品への展開により大きな波及効

果が期待できる。 

 

・高齢者の機能と活動を向上させるロボット技術

の開発 

 全国における要介護（要支援）認定者数は、平成

30年 5月末現在で 646万人に達するなど増加の一

途をたどり、令和 7年には介護人材が 37.7万人不

南米最大の科学技術会議にも研究代表者が招待され

た。 

 一方、ロボット歩行車に関しては、介護施設など

では転倒リスクのある要介護者の移動時に車椅子を

用いることが多く、それにより、要介護度が重度化

する「作られた寝たきり」の増加が課題となってい

た。今回開発した歩行車の利用により、転倒リスク

のある要介護者が安全に歩くことが可能となり、要

介護度の重度化を予防する自立支援介護、総介護費

用の増加抑制が期待される。 

 

・ロボットサービスの安全マネジメントに関する研

究開発と標準化 

 これまでの産業用ロボットは、工場の安全柵の中

だけで稼働したり、教育を受けた専門の従業員だけ

が利用したりするのに対して、サービスロボットは、

一般の人を対象に、もしくは一般の人の近くにいる

場所で動作する。そのため、空港や駅、商業施設や

介護施設などのさまざまな利用環境において、高齢

者や子供、障害者などのさまざまな人に対して安全

をどう確保するかが重要となる。サービス規格 JIS 

Y 1001は、事業としてロボットサービスを提供しロ

ボットを運用するロボットサービスプロバイダー

が、一般の受益者や周囲の第三者の安全を確保する

ために実施すべき安全管理、マネジメントについて

標準化を行ったもので、安全・安心なロボットサー

ビスの普及に貢献するものとして期待される。本件

については令和元年 5月に経済産業省との同時プレ

ス発表を行った。 

 

・深層学習を用いた胸部 X線画像異常検知 

 放射線科医及び従来型の胸部 X線 CADの両方が不

得意とする領域（心臓や肝臓に重なる肺野）に対す

る異常検知の可能性を示す、領域抽出結果を確認し

た。すなわち、正常症例に対する領域抽出結果と、

異常症例に対する領域抽出結果との間に目視により

違いが確認できた。また、従来の胸部 X線画像の CAD

では難しかった、胸部 X線画像には直接的に表れな

い病変についても、解剖学的構造の正常状態を学習

し、医学的根拠に基づいた解剖学的構造に現れる変

化を検出することで、病変検出を実現する可能性が

あることを示唆した。これにより、従来型の胸部 X
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足すると推計されている。また、平成 29年度の介

護保険給付費の総額は 9 兆 4,328 億円（厚生労働

省介護保険事業報告）で、平成 28年度の医療費約

41 兆円（厚生労働省 概算医療費の年度集計）の

1/4程度の規模に膨らんできている。この課題の解

決の一助とするため、高齢者の自立を支援し、介

護者の負担を軽減するロボット介護機器の開発を

平成 25年から進めている。ロボットを活用した健

康寿命の維持や医療・介護費の低減は、Society5.0

の中心課題の一つである。本事業では、ロボット

介護機器の設計の支援、安全基準の策定、効果評

価基準の策定を行い、これらを文書でまとめ、併

せて開発支援ツールの開発を行い、民間企業によ

る安全で有用なロボット介護機器の開発を支援し

た。 

 平成 29 年度までにロボット介護機器の開発の

ための V 字モデルを開発した。従来の V 字モデル

は機械の設計のみに着目したモデルであったが、

これに利用する人間の課題、目標等を規定するレ

イヤーを追加したのが特徴である。効果性能基準、

安全基準、安全試験方法に加えて、International 

Classification of Functioning, Disability and 

Health（ICF, WHO 2001年）に基づく開発コンセプ

トを整理するシート、力学モデルに基づく設計支

援ツール、簡易動作計測・評価システム、高齢者動

作模擬装置、効果評価 IoT システム等の設計支援

ツールを開発した。さらに、平成 30年度から開始

したロボット技術の介護利用における新重点分野

について、効果評価シート、霧雨や水蒸気等のあ

るミスト空間での物体検知試験法、接触面圧分布

試験手法、コミュニケーションロボット評価モデ

ルの開発を行った。 

 生活支援ロボットの国際安全規格 ISO 13482は

平成 26年に発行されているが、ロボット介護機器

の安全基準は検討されていなかった。この課題に

対して、「ロボット介護機器開発のための安全ハン

ドブック」として、世界で初めて参照すべき関連

規格、ロボット介護機器の安全基準、リスクアセ

スメントの方法等をロボット介護機器の分野ごと

にまとめた。さらに、ロボット介護機器の効果評

価基準は存在しなかったのに対して、有用性を評

価するための基準と評価ツールの開発を行った。 

線 CADに対する完全な置換が期待できる。これは健

康診断や医療機関での胸部 X線画像検査における異

常検知性能の向上につながり、例えば、肺癌の見逃

し率の低下が実現できる。 

 平成 30 年 11 月に、平成 29 年度に実施した成果

を、放射線画像診断に関する学会 The Radiological 

Society of North America（RSNA、北米放射線学会）

の世界最大の国際会議である RSNA2018で発表した。

また、平成 30年度の成果を 2019年度人工知能学会

全国大会で発表した。 

 

 以上のような、世界的に高い評価を受けた研究開

発成果が得られたこと、困難な目標である民間資金

獲得額が目標に対して 120%以上となったこと、その

他の評価指標やモニタリング指標の達成状況を総合

し、特に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」

とする。 

 なお、評価委員からは、複雑な工程設計に AIを利

用する例など、AI の実用化に関して評価いただい

た。一方で、AIの最適化にもっとヒューマンファク

ターを組み込んではどうかという提案をいただい

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」研究後期課題では、企業との共同研究

や連携研究室・ラボ、コンソーシアムを通じて、実

問題を解決可能な形で人工知能、サイバーフィジカ

ルセキュリティ、ロボットの各技術のパッケージ化

が進んでいるが、大規模な製品への展開に向けては

引き続き緊密な連携による産業・社会への展開が必

要である。連携研究究室・ラボでは、研究という産

総研の強みと、産業応用の実現力という企業の強み

とが融合できる利点を生かし、スピード感を持って

より大規模・複雑な課題への成果の適用や、企業が

抱える他の課題への横展開を通じて製品やサービス

としての実用化に取り組んでおり、第 5期中長期計

画においてもその位置づけは維持する。第 4期での

課題であった出口を見据えた研究戦略を強化するた

め、「橋渡し」研究後期の研究課題の多くは第 5期中

長期計画においては社会課題の解決に位置付け、よ

り出口を見据えた領域横断型の研究体制に発展す

る。高齢者を補助するロボット技術やロボットの安
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 これら規格標準の策定に加え、令和元年度には、

転倒防止ロボット歩行車の開発も実施した。要介

護度の重度化予防などの対策を含め、介護サービ

スの維持は喫緊の課題となっている。廃用症候群

による要介護度の重度化を予防する観点では、自

立的な歩行が重要であるが、従来の歩行車は利用

者の転倒を防止する機構を備えておらず、歩行車

からの転落や歩行車ごと転倒するリスクがあっ

た。そのため、介護施設などでは転倒リスクのあ

る要介護者の移動時に車椅子を用いることが多

く、それにより、要介護度が重度化する「作られた

寝たきり」の増加が課題となっていた。 

 歩行車に適切な転倒防止機能がないという課題

の解決を図るため、① 歩行車ごと転倒しないよう

な安定性と要介護高齢者でも利用可能な操作性を

両立すること、② トイレを含む狭隘な生活空間で

利用可能なこと、③ 車椅子で移動する場合と同等

以下の転倒リスクと介護負担により移動できるこ

と、④ 歩行中は介助無しで利用できること、を設

計仕様とした。①と②を実現するためには、歩行

車が小さな支持基底面でも転倒しないような重量

を持つことと十分に小さな力で操作できることを

両立する必要がある。そこで、デジタルヒューマ

ンモデルを用いて、歩行車に対する利用者の相対

的な立ち位置や姿勢を変化させ、最も不安定とな

る状態で、歩行車の車輪が床を離脱するかどうか

を評価し、歩行車の重量を設計した。操作性に関

しては、左右駆動輪を利用者の足位置付近に配置

し、足位置を中心に両輪が逆回転することにより

旋回が可能な構成とするとともに、両輪をパワー

アシストすることにより実現した。また、③と④

について、転倒は利用者の重心の床への投影点が

支持基底面の中心から境界へ偏倚することに関係

して発生することに着目して、この重心偏倚の初

動を抑制する機構を開発すくことでハーネスやベ

ストによる拘束なしに転倒防止を実現した。 

 この機構の有効性を検証するため、横浜市総合

リハビリテーションセンターにて第 1 次試作機に

よる人型ダミーを用いた転倒実験を実施した。使

用した人型ダミーは、身体の各部寸法や重量配分、

関節可動域を高齢者の計測統計情報に準じて設

計・開発したもので、全身に 33以上の自由度を備

全性評価に関する研究は、第 5期中長期では少子高

齢化時代における労働生産性という社会課題に取り

組む領域横断型の体制で実施する。ドライバーの体

調急変検出技術の開発に関しては、その範囲を脳卒

中やてんかんなどの急激な現象だけでなく、認知症

のような時間をかけて変化する体調変化にも広げ、

第 5期中長期においてはヘルスケアに関する生命工

学領域との融合研究テーマとして実施することで社

会課題への対応を目指した研究を行う。産総研が公

的研究機関として果たす役割として、第 5期中長期

においては AI クラウド計算システムといった計算

インフラストラクチャの提供だけでなく、データ連

携によるオープンサイエンスの実現を目指した体制

を強化する。 
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える。人型ダミーの初期位置や姿勢を変更してさ

まざまな条件で転倒実験を行った結果、人型ダミ

ーが歩行車から落下する場合は一度もなかった。

歩行車ごと転倒するリスクについては、後方重心

姿勢で転倒させた場合に、足先が歩行車の下に潜

り込んで歩行車の前方が床面との接触を失う場合

があった。このため、第 2 次試作機では膝をサポ

ートする機構を追加した。本成果は企業とともに

製品化に向けた共同研究として執り行い、令和元

年 12月に共同でプレスリリースを行った。 

 

・ロボットサービスの安全マネジメントに関する

研究開発と標準化 

 少子高齢化による労働力不足を解決する手段の

ひとつとして、サービスロボットの開発が進展し

ている。サービスロボットを開発する上で、従来、

ロボット単体についての安全規格しかなかった

が、ロボットを用いたサービスを実施する際の安

全管理や運用に関する規格が必要とされていた。

そこで産総研が中心となって、サービスロボット

メーカー、ロボットサービスプロバイダー、有識

者らの意見を取りまとめ、改正 JIS 法で初めての

サービス規格 JIS Y 1001として制定、発行した。

なお本成果は、産総研が主査を務めるロボット革

命イニシアティブ協議会(RRI)の研究専門委員会

での議論の成果を活用して行われた。 

 内容としては、サービスロボットの安全規格

ISO13482などで示されるロボット自体の安全性は

確保されていることを前提として、ロボットサー

ビスプロバイダーがそれぞれに行う、個別のロボ

ットサービス特有の安全上の課題や問題を、リス

クアセスメントを行うことで明らかにし、運用時

のリスクを安全管理などで低減するものとなって

いる。また品質マネジメント規格 ISO9001 や労働

安全マネジメント規格 ISO45001と同様の、トップ

マネジメントや体制構築、教育などの安全管理活

動の継続的な実施と改善を求めている。 

 

・深層学習を用いた胸部 X線画像異常検知 

 近年、医用画像を解析処理することで異常検出

や所見疾患推定を行う装置／ソフトウェアが開発

されている。それらを用いる診断はコンピュータ
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支援診断(Computer-Aided Diagnosis: CAD)と呼

ばれ、医師の読影精度向上及び負担軽減が期待さ

れている。医用画像の中でも胸部 X 線画像は豊富

な情報を含み、その撮影装置は安価で普及率も高

いため、胸部 X 線撮影は胸部疾患診断の第一選択

方法になっている。 

 胸部 X 線画像の CAD 技術としては、事前に機械

学習した病変を検出するものが多く提案されてい

る。しかしながら、胸部 X 線画像では奥行き方向

に複数の解剖学的構造物が重なって描写され、さ

らに病変がそれらの解剖学的構造物と重なった場

合は病変検出が困難になる。このような場合に、

解剖学的構造の正常状態を基に、疾患による解剖

学的構造の変化を検出することで異常検知を行う

胸部 X線画像 CADシステムが必要となる。 

 平成 29 年 2 月に設立されたパナソニック-産総

研先進型 AI連携研究ラボでは、深層学習を用いた

胸部 X線画像異常検知に取り組んでいる。平成 29

年度には、局所的な解剖学的構造の正常状態をモ

デル化し、疾患による解剖学的構造の変化を検出

することで異常検知を行う、胸部 X 線画像 CAD を

提案した。さらに、その構成要素である、胸部 X線

画像からの解剖学的構造の領域抽出技術を、領域

抽出用の深層ニューラルネットワークのひとつで

ある U-Net を用いて実装し、5 個の選定部位に関

して評価した。学習性能評価には、正常胸部 X 線

画像 697 症例を用いた。訓練用として 697 症例の

うちの 9割（627 症例）を無作為に選定して用い、

評価用として残りの 70症例を用いた。評価データ

に対する領域抽出精度として、抽出された領域の

類似度を評価する Dice係数（[0, 1]の値を取り、

1が最良）を算出したところ、対象とする解剖学的

構造の選定部位のうち、小面積の骨部分に対して

Dice係数0.91、線部分構造に対してDice係数0.71

～0.81と面構造・線構造共に高い領域抽出精度を

確認し、目視での抽出領域結果もほぼ正しく領域

抽出できていたことを確認した。 

 平成 30年度には、領域抽出対象の解剖学的構造

を 4 個増やし、計 9 個とした。さらに、領域抽出

した解剖学的構造の位置や大きさを基準に判定を

行う異常検知アルゴリズムを開発し、疾患 27症例

に対して性能を確認した。 
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 令和元年度には、異常検知アルゴリズムをサー

バにて実行させることにより、複数のクライアン

ト端末から異常検知結果を確認可能な、Webサーバ

型胸部 X 線異常検知システムの開発を行った。ま

た、平成 30年度に開発した異常検知アルゴリズム

を肺炎、肺がん、間質性肺炎、気胸、心不全などを

含む疾患 75 症例で評価し追加開発すべき技術要

素を特定した。さらに、複数の解剖学的構造で囲

まれる領域に対して、健康状態にある正常な見え

方のモデルを基準に判定を行う異常検知アルゴリ

ズムを開発し、正常の胸部 X 線画像から切り出し

た、解剖学的構造で囲まれる右肺底領域画像を学

習し、肺炎、蜂巣肺、心不全、肺がんの 4 病変を

検出した成果を報告した。正常画像 557 枚を学習

し、154 症例（異常症例は 14）で検証した結果、

感度 93%を確認した。 

 本研究は、臨海副都心センター及びつくばセン

ターの研究成果である。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

業務品質の向上を図る。こ

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 民間企業からの技術的内容についての照会に対

して、「研究開発の実施による対応のみならず、産

総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言

に適切な対価を得つつ積極的に推進する」という

方針に基づき、技術相談ならびに技術コンサルテ

ィングを実施した。技術コンサルティング収入は

以下の通り。 

   平成 27年度： 2,935万円 

   平成 28年度： 5,451万円 

   平成 29年度： 7,426万円 

   平成 30年度： 9,328万円 

   令和元年度： 14,849万円 

 上述のように、民間からの期待度の高まりに伴

い、技術コンサルティング収入は年々増加してお

り、民間からの資金獲得額にも貢献している。令

和元年度は、技術相談 611 件と技術コンサルティ

ング 81件を実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

根拠： 

 産総研の知的財産（含むソフトウェア）をライセ

ンスした企業等に技術コンサルティングを実施する

ことにより、より円滑に技術移転が促進された。ま

た、企業の立場に立ってニーズを深掘りし、企業に

とって適切な提案をする技術コンサルティングを、

研究戦略部が中心となって実施し、企業の未来価値

を共創することにつなげた。 

 

 以上のような、実績が得られたこと、評価指標や

モニタリング指標の達成状況を総合し、顕著な成果

が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 

＜課題と対応＞ 

 技術的ポテンシャルを活かした指導助言等を求め

る技術コンサルティングの希望は多いものの、それ

を実施する人的リソースは十分ではなく、これに時

間をかけることにより現場の研究に費やす時間が減

少することが課題である。対応策としては引き続き、

このような技術コンサルティングを①共同研究を立

案するために実施するもの、②産総研の技術移転に
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導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

伴うもの、の 2類型のみ研究者に実施させ、単なる

技術的ポテンシャルを活かした指導助言に留まるも

のについては、研究ユニット幹部、イノベーション

コーディネータ、連携主幹に限定し実施させること

を徹底していく。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

共創コンサルティング手法による企業の潜在的ニ

ーズの発掘 

 顕在化した民間ニーズと保有技術シーズのマッ

チングを単に行うのではなく、研究戦略部の体制

を強化し、企業・事業・ビジネスモデルの拡充（イ

ノベーション・事業の進化）を支える技術基盤に

ついての、最適組成・編成・導入方法についての体

系的な企画・プラン及びその導入支援サービスを

提供した。 

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

根拠： 

 マーケティング力の強化により、企業価値の向上

につながる共同研究の設定が可能となり、技術によ

り未来の価値を創造する意欲ある顧客企業を発掘す

ることができた。平成 28年度には、4つの連携研究

室・ラボ（NEC、住友電工、豊田自動織機、パナソニ

ック）及びひとつのコンソーシアム型共同研究を立
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ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

 

産学連携体制の強化 

 情報・人間工学領域の連携人材を強化するため

に、領域内に企業経営の経験のある領域長補佐 1

名を配置し、上席イノベーションコーディネータ

4名（全員民間企業経験者）、イノベーションコー

ディネータ 3名（内 1名は民間企業経験者）、連携

主幹 9名（内 2名 50 %兼務）の企業連携活動を指

導することにより、マーケティング力の強化を行

った。企業別のチーム制をとるとともに、大型案

件等に対してはスペシャルチームによって連携活

動に取り組んでいる。常時 150 件以上の連携相談

に対応しつつ、令和元年度は企業共同研究 172 件

を成立させた。 

 

研究成果のアウトリーチ活動 

 研究成果のアウトリーチ活動として、展示会へ

の出展、領域シンポジウムの開催、コンソーシア

ムの設置・運営、プレス発表を積極的に実施した

ほか、メールマガジンの発行を行った。展示会と

しては、産総研主催の「テクノブリッジフェア in

つくば」や地域でのテクノブリッジフェアの他、

「AI/SUM」（東京、平成 31年 4月 22〜24日）「CEATEC 

JAPAN」（千葉、令和元年 10月 15日〜18日）、「国

際ロボット展」（東京、令和元年 12 月 18 日〜21

日）等、領域と関連が深い展示会に出展し、人工知

能や ABCI、ロボット技術のデモや発表を行った。

また、「情報・人間工学領域シンポジウム」（主催：

情報・人間工学領域、場所：東京都千代田区、令和

元年 9 月 24 日～25 日）と題し、二日間にわたり

モビリティと情報技術基盤についての産総研内外

の研究成果を発信したほか、ロボットイノベーシ

ョン研究センターの 5 年間の成果を発表するため

に「ロボットイノベーション研究センター成果報

告会」（主催：ロボットイノベーション研究センタ

ー、場所：東京都千代田区、令和元年 12月 9日）

を行った。また、「ニューロリハビリテーション・

シンポジウム 2019」（主催：情報・人間工学領域、

場所：東京都江東区、令和元年 9月 14日）、「人間

拡張研究センターシンポジウム(HARCS2019)」（主

催：情報・人間工学領域、場所：千葉県柏市、令和

元年 11月 20日）、「産総研 人工知能研究センター 

ち上げた。民間からの資金獲得額も平成 28 年度以

降は目標を大幅に上回った。 

 

 以上のような、情報発信を行ったこと、評価指標

やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕著な成

果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、産総研からの発信を強化

することでブランド力を向上することを提案いただ

いた。 

 

＜課題と対応＞ 

 情報・人間工学領域では、単なる産総研技術の売

り込みからマーケティングへと舵を切っており、

徐々にこのような考え方が所内に浸透しつつある

が、今後より考え方を徹底していくことが他領域を

巻き込んだ民間との連携を模索する上での課題のひ

とつであった。このため、イノベーション推進本部

と連携し、令和元年 5月に実施した拡大技術マーケ

ティング会議にて臨海・柏の人工知能グローバル研

究拠点を活用した産学官連携への取組を周知した。 
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グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

国際シンポジウム」（主催：情報・人間工学領域 人

工知能研究センター、場所：東京都千代田区、平成

31年 2月 21日）、「PRISMシンポジウム 2019」（主

催：情報・人間工学領域 人工知能研究センター、

場所：東京都江東区、平成 31年 3月 4日）等のシ

ンポジウムを開催した。平成 30年 8月より運用を

開始した ABCI の利用促進を目的としたオープン

セミナーとして、東京地区（令和元年 7月 31日、

東京都目黒区）と関西地区（令和元年 11月 6日、

京都府京都市）において、既に活用されている企

業の活用事例紹介や、研究開発における最新のト

ピックスなどを交えて紹介した。また、当セミナ

ーに参加した方々に実際に ABCI を動かしていく

機会として、ハンズオンイベントも実施し、ABCI

の活用促進を積極的に行った。いずれも多くの企

業関係者、学術関係者に対して最先端の研究成果

を発信し、産総研のプレゼンスを強化した。さら

に『「人」が主役となる新たなものづくりの手法』

確立と普及のため、平成 31年 4月に沖電気工業株

式会社、日鉄ソリューションズ株式会社、三菱電

機株式会社と『「人」が主役となるものづくり革新

推進コンソーシアム（HCMIコンソ）』を設立し、そ

の事務局を臨海副都心センター内のサイバーフィ

ジカルシステム研究棟に設置した。 
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行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築
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する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す
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る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 大学との連携により産総研内の研究ポテンシャ

ルの充実に努め、その結果として未来における産

業界への技術提供に繋げることが重要であると考

えている。そのため、多数の大学や、国内外の研究

機関と、幅広い研究テーマにおいて、連携協定、共

同研究を締結した。また、平成 27年度から始まっ

たクロスアポイントメント制度を積極的に活用

し、令和元年度は大学より特定フェロー10名（平

成 30 年度から 1 名増）、企業から特定集中研究専

門員 75 名（平成 30 年度から 29 名増）、招聘研究

員 53名（平成 30年度から 24名増）その他多数の

協力研究員や客員研究員のほか、連携している大

学の学生をリサーチアシスタントとして受け入

れ、研究の推進、研究人材の育成や論文発表の増

加を実現することができた。連携に関して特筆す

べき成果を以下に挙げる。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

根拠： 

 大学や理研、NICTとの連携により、特に人工知能

分野においては国内の研究人材や設備などのリソー

スを結集し、より効果的な研究を行う体制が整った。

今後、更に技術開発と展開が進むことが期待できる。

また、海外連携も、海外で進んでいる研究テーマを

国内の強みと組み合わせることを容易にした。組み

合わせた技術を、国内企業との共同研究やコンサル

ティング等を通じて、更に展開することで、人工知

能技術の社会普及と産業競争力の強化を加速するこ

とができる。 

 

 以上のような、連携実績が得られたこと、評価指

標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕著な

成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 
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究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

・大学等との連携の実績 

 東京工業大学（東工大）との連携・協力に関する

協定書に基づき、平成 29年 2月に設置した実社会

ビッグデータ活用イノベーションラボラトリ

(RWBC-OIL)では、産総研の強みであるビッグデー

タ活用、ソフトウェア開発技術と東工大の強みで

あるハードウェア開発技術とを融合し、新しい計

算機プラットフォームの提供やビッグデータを活

用した価値創造を行った。平成 29年度に、産総研

AAICが省エネ性能スパコンランキングで世界 3位

を獲得したのに続き、平成 30 年度には、産総研

ABCI が世界のスパコン性能ランキング Top500 

List で 7 位、国内 1 位、省エネ性能ランキング

Green500 List で 4 位、共役勾配法による処理性

能ランキング HPCG Performance Listで 5位を獲

得した。また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)保有

の衛星観測データ、情報通信研究機構(NICT)保有

の航空機搭載合成開口レーダー(SAR)データを

ABCIに集積し、人工知能研究及び実応用に活用す

るための取組を平成 30 年 12 月に開始した。ABCI

へのデータ集積、ABCIの地域活用を図るため、学

術情報ネットワーク(SINET5)を運用する国立情報

学研究所(NII)と連携協定を平成 31 年 1 月に締結

した。地域における民間企業との連携（橋渡し）を

推進・強化するため、当領域が地域センターを通

じた地域企業との連携構築モデルの一環として、

九州先端科学技術研究所（福岡県福岡市、平成 30

年 2 月締結）、京都高度技術研究所（京都府京都市、

令和元年 10月締結）との連携協定を結び、人工知

能・ビッグデータ関連技術を中心とした研究成果

を円滑に地域企業に橋渡しを行うための協力体制

を構築した。その他、茨城県立医療大学との連携

協定を平成 29 年 12 月に締結し、ニューロリハビ

リテーションの共同研究を開始するなど、他の研

究機関とも連携が進んでいる。また、日本の AI研

究の効率化を図り、競争力を高めるため、令和元

年 12 月に国立研究開発法人 理化学研究所、国立

研究開発法人 情報通信研究機構と人工知能研究

開発ネットワークを設立した。 

 

・国際連携の実績 

 複数の国際的な研究機関との連携を、特に人工

 

＜課題と対応＞ 

 クロスアポイントメント制度の適用例が増加した

ため、運用面、特に知的財産管理についての課題が

生じる可能性がある。雇用元の組織との調整が個別

に発生しているため、調整の負荷を削減しつつ、適

切な管理をするための枠組み作りを関係部署と進め

た。人工知能技術の社会普及と産業競争力の強化を

加速することが課題であり、そのために、人工知能

研究を中心として、生産性、健康、医療、介護、モ

ビリティなど他の研究分野との連携を前提とした研

究テーマを設定し、他の大学・研究機関との協業を

更に推進していく。 
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Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

知能分野において大きく推し進めた。まず、平成

29年 3月にドイツ人工知能研究センター(DFKI)と

研究協力覚書(Memorandum of Understandings; 

MOU)を締結し、人工知能研究に関する広域な分野

において長期にわたるパートナーシップを確立し

た。調印式には駐日ドイツ連邦共和国大使館大使、

経済産業省 産業技術環境局局長も臨席し、産総研

と DFKIとの国際連携を両国関係者に示した。また

平成 29年 9月にシンガポール科学技術研究局、ま

た英国マンチェスター大学、平成 30年 1月に米国

カリフォルニア大学サンディエゴ校と連携協定を

それぞれ結んだ。マンチェスター大学とは、延べ 4

名の卓越した研究者を特別卓越研究員として招聘

して、人工知能の応用研究を推進するとともに、2

回の合同ワークショップ（「産総研・マンチェスタ

ー大学合同ワークショップ」、主催：人工知能研究

センター、場所：東京都江東区、平成 29 年 11 月

28 日、12 月 15 日、定員各 150 名）を開催した。

このほか、平成 30年 5月に英国リーズ大学、同 6

月に仏モンペリエ大学、10月にインド工科大学ハ

イデラバード校(IITH)と MOUを、同 11月にタイの

タマサート大学、同 12月にイスラエル工科大学と

意向表明書(Letter of Interest; LOI)を、平成 31

年 2月にイギリス Alan Turing Institute (ATI)、

令和元年 6 月にフランス国立情報学自動制御研究

所 (Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automatique; Inria)、同 12

月にポルトガル Institute for Systems and 

Computer Engineering, Technology and Science 

(INESC TEC)と MOUを締結し、人工知能分野のみな

らず、ロボット工学、データサイエンス、ヒューマ

ンマシンインタフェース分野、HPC等、領域の多様

な分野において、欧州ならびにアジア諸国との協

力関係の構築を急速に拡大させている。また、令

和元年 5 月中旬から 8 週間、MOU を締結した IITH

から 5 名のインターン学生を受け入れ、令和 2 年

2 月の人工知能研究センター主催の国際ワークシ

ョップに 2 名の研究者を招待講演者として招聘し

た。令和元年 9 月には、ATI との MOU に基づいた

活動として、イギリス エジンバラ及びロンドンで

開 催 さ れ た 、 Robotics ＆ AI Collaboration 

Workshopに人工知能研究センターより 8名の研究
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者が参加し、活発な議論を行った。令和元年 10月

には、仏モンペリエ大学との MOU に関連する活動

として、同大学においてワークショップ Modeling 

human through robotics, neuroscience, and 

ergonomics を開催し、産総研から若手研究者を中

心に 9 名の研究者が参加し、双方の研究活動の紹

介と今後の連携強化に向け活発な議論を行った。 

 

・人工知能研究を中心となって推進する三省（経

済産業省、文部科学省、総務省）連携の実績 

 理化学研究所（理研）と産総研は平成 27年度に

締結した連携協定に基づき、2050年の社会課題解

決を目指した共同研究（チャレンジ研究）を進め

ており、平成 30年 1月に合同シンポジウムを開催

した。また、産総研、日本電気株式会社(NEC)、理

研の 3 者間で「人工知能研究連携に関する覚書」

を締結し、NEC-産総研人工知能連携研究室を核に

理研も交えた共同研究を開始した。また、情報通

信研究機構(NICT)とは情報通信分野における連

携・協力の推進に関する協定を締結し、機械翻訳

に関する共同研究を開始した。 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 産総研イノベーションスクール及びリサーチア

シスタント制度の活用による人材育成について

は、制度促進のため、また受入ユニットの予算的

負担を減らすべく、リサーチアシスタントの雇用

費を領域側で負担し、研究現場の研究費の状況に

依存しないように努めた。この結果、産総研イノ

ベーションスクール及びリサーチアシスタント制

度に採用された人数は順調に増加した（括弧内は

各年度の目標値）。 

   平成 27年度： 32名（30名） 

   平成 28年度： 46名（32名） 

   平成 29年度： 82名（50名） 

   平成 30年度： 131名（70名） 

   令和元年度：  163名（140名） 

 令和元年度の受け入れ人数は平成 27年度の 5倍

以上に増加している。 

 採用及び処遇等に関わる人事制度の整備状況に

ついては、冠ラボ等大型共同研究、NEDOプロジェ

クト等で、新たな人材を積極的に確保するため、

総務本部（人事部）と連携し、プロジェクト型任期

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

根拠： 

 イノベーションスクールなどの取組は、日本の若

手研究者の育成に有効に作用している。また、女性

研究者のロールモデルとなりうる人材の登用と情報

発信の取組は、日本の研究現場のダイバーシティの

更なる向上に繋がることが期待される。 

 

 以上のような、成果が得られたこと、特にリサー

チアシスタントの人数は極めて高い目標に対して目

標値（前年度比 200%）を達成していることに鑑み、

顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、特に AIの人材育成に対し

て、大学での取り組みなどを参考にするよう提案が

あった。 

 

＜課題と対応＞ 

 当領域では、優秀な若手研究者の確保が引き続き

課題である。この対応策としては、リサーチアシス



186 

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

付研究員を通年公募とすることで、優秀な人材を

採用する機会を年 2 回から月 1 回に増加させた。

さらに、平成 29年度以降、毎月 1回採用審査会を

開催することで、応募から採用までの期間を最短

4 ヶ月から最短 2 ヶ月に短縮し、研究人材の確保

を促進させた。 

 女性のロールモデル確立と活用を増大させるた

めの環境整備・改善では、研究グループ長として

平成 29 年度に 1 名、平成 30 年度に 2 名の女性を

登用した。優秀な女性人材の発掘のため、そして

その育成へとつなげるために、領域独自の女性研

究者紹介パンフレットを新規に作成して女子大学

院生・ポスドク等に配布した。イノベーション推

進本部、産学官・国際連携推進部、連携企画室と密

に連携し、領域として、お茶の水女子大学との包

括連携協定に伴う見学会や懇談会を企画運営し

た。ダイバーシティ推進室と連携し、女子大学院

生・ポスドクのための産総研所内紹介・在職女性

研究者との懇談会（つくばセンターにて毎年開催、

令和元年度の参加者は 32名）も企画運営した。こ

れら所内運営への貢献が、逆に女性研究者への過

度な負担とならないよう、調整を行った。これら

の活動により、平成 27 年度から平成 30 年度まで

の女性研究職員の採用数平均 3.4 名に対して令和

元年度は 4 名とすることができた。また男女問わ

ず育休の取得や、育休取得者のパーマネント化審

査の時期への配慮など、領域としての支援を行っ

た。 

 

タントやポスドクの中で、特に高い研究能力を有し

ていると明らかに判断される者については、研究成

果の量に過度にとらわれることなく、パーマネント

職員として採用するなど、柔軟性を高めた採用に努

めた。海外人材の受け入れも推進しているが、入所

後の業務手続に関する課題が存在するため、引き続

き改善に向けて関係部署と調整する。 

 女性研究者の割合、特に女性管理職の割合を更に

増やすことも課題である。これに対しては計画的な

育成及び環境整備に引き続き取り組んでいく。 
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究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 
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の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 
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応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比
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べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

４．その他参考情報 

通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 

評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 民間からの資金獲得額の目標達成に向けては、引き続き、領域内に

企業経営の経験のある領域長補佐 1 名を配置し、研究戦略部に所属
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につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

た努力を求める。 

 

（情報・人間工学領域に対す

る評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」について引き

続き目標達成できるよう、現

状の体制や取組の更なる改善

点の洗い出しやこれを踏まえ

た改善、一層の取組強化等が

必要。 

 

 

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

 

・第 4 期最終年度である平成 31 年度は、第 4 期中長期目標である民

間資金獲得額を基準となる現行の額（46 億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産総研全体の目標として掲げる。 

・民間資金獲得額の増加とともに大企業との研究契約に偏ることの

ないよう、中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の比率は第

4期中長期目標策定時点の水準（約 1/3）を維持するよう努める。 

・各領域においては、領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究前

期、「橋渡し」研究後期、及びマーケティングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標を表１の通り定める。 

・各領域は一定金額規模以上の「橋渡し」研究を企業と実施した案件

について、その後の事業化の状況（件数等）の把握を行う。 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に関する専任の連携担当を置くことなどに

よって、職員の理解の促進を図り、かつ民間企業への説明を徹底して、

研究現場での一層の活用を図ると共に、効率的な技術コンサルティン

グ制度の運用に努める。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の

構築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術

コンサルティングを促進する。一方、顧客満足度のモニタリング調査

を継続し、業務品質の向上を図る。これらの取組を通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 30 年度技術コンサルティング収入を上回るこ

とを目標とする。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を引き続き実施する。目的基礎研究や「橋渡し」研究前期におけるマ

ーケティング強化のための交付金については、民間資金獲得強化の方

針に基づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

するイノベーションコーディネータ、連携主幹の企業連携活動を指

導することにより、単なるニーズ・シーズマッチングではなく、目線

を上げた価値の高い共同研究等の実施につなげ、民間資金獲得額は、

令和元年度の目標値比 124 %を達成した。 
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・革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズ

や優秀な研究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を

加速させるための拠点「オープンイノベーションラボラトリ」を平成

31年度も継続して整備する。 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度の活用も

含めた組織内外の若手 s雇用・

育成と、シニア世代の能力・経

験の活用が引き続き必要。 

 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・新規研究者採用において、多様な研究経歴・業績を有する研究人材

からの応募を見込めるよう、テニュアトラック型任期付研究員とテニ

ュア研究員のいずれかの採用区分に限定せず公募を行う。また、テニ

ュア審査を厳格化するとともに、極めて優れた研究成果を上げている

者、極めて高い研究能力を有すると判断できる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び直ちにテニュア化する採用を、引き続き積

極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 30 年

度実績と同等以上の人数の受け入れ・出向の実施に努める。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

 

 組織内外の若手雇用・育成については、リサーチアシスタントの雇

用にかかる経費を領域が負担することで、リサーチアシスタントの

雇用を奨励した結果、令和元年度の受け入れ人数は平成 27 年度の 5

倍以上に増加した。シニア世代の能力・経験を活用するために、45歳

を目途にキャリアパスを検討させている。令和元年度は、定年後の職

員を、研究戦略部、研究企画室で各 1名再雇用し、その能力・経験を

活用している。 

 

 

 

 

  



193 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 材料・化学領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 
 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：23.1 

 

9.2 

 

11.6 

 

15.3 

 

18.0 

 

19.7 

予算額（千円） 9,467,367 10,341,829 12,574,114 12,600,925 12,613,092 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：

11,200 

 

10,351 

 

10,767 

 

10,506 

 

12,337 

 

13,459 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

 9,757,573 

(5,382,818) 

10,965,864 

(6,104,857) 

11,947,167 

(6,302,560) 

11,732,756 

(6,258,894) 

13,579,224 

(6,584,987) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：500 

 

508 

 

497 

 

522 

 

506 

 

538 

経常費用（千円） 9,952,790 11,681,912 13,548,969 12,007,085 12,756,618 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：40 

10 31 39 48 67 
経常利益（千円） 592,705 △118,530 △418,518 △37,142 11,283 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

1 5 14 7 9 

行政コスト（千円） － － － － 20,567,245 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：230 

 

232 

 

218 

 

220 

 

246 

 

243 

行政サービス実施

コスト（千円） 

9,679,312 11,243,622 14,946,936 11,050,181 － 

従事人員数 747 826 892 892 918 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 
(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 材料・化学領域では、材料技術と化学技術の融

合による、部素材のバリューチェーン強化の実現

を念頭に、機能性化学品の付加価値を高めるため

の技術開発、及び新素材を実用化するための技術

開発を通じて、素材産業や化学産業への技術的貢

献を目指す。 

 第 4 期中長期目標期間（第 4 期）における研究

開発においては、最終製品の競争力の源となる革

新的部材・素材を提供することを目指し、材料の

研究と化学の研究との統合によって、グリーンサ

ステイナブルケミストリーの推進、及び化学プロ

セスイノベーションの推進に取り組む。また、ナ

ノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその

応用技術、新たなものづくり技術を牽引する無機

機能材料、及び省エネルギー社会構築に貢献する

先進構造材料と部材を開発する。これら 5 つの研

究開発課題を領域に所属する研究者 408 名（内、

常勤研究職員 373 名）が以下の 5 つの研究部門

(Research Institute: RI)、4つの研究センター

(Research Center: RC)において実施した。  

  

【 課題項目① 】 グリーンサステイナブルケミス

トリーの推進  

 ・機能化学 RI（部門長：北本大、研究職員数：48、

拠点：中国、つくば）  

 ・触媒化学融合 RC（センター長：佐藤一彦、研究

職員数：46、拠点：つくば）  

【 課題項目② 】 化学プロセスイノベーションの

推進  

 ・化学プロセス RI（部門長：古屋武、研究職員数：

47、拠点：東北、つくば）  

【 課題項目③ 】 ナノカーボンをはじめとするナ

ノ材料の開発とその応用技術の開発  

 ・ナノ材料 RI（部門長：佐々木毅、研究職員数：

47、拠点：つくば）  

 ・ナノチューブ実用化 RC（センター長：畠賢治、

研究職員数：21、拠点：つくば）  

 ・機能材料コンピュテーショナルデザイン RC（セ

ンター長：浅井美博、研究職員数：32、拠点：つく

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

材料・化学領域が目指す価値造り、すなわちアウ

トカムは「産業革新」、「省エネ」、「環境調和」、「快

適」である。そこで、材料・化学領域では、領域全

体で定めた 5 つの戦略課題及びそれに含まれる 23

のサブテーマが、これら 4つのアウトカムのどれを

目指すのかを意識したマネジメントを行った。ま

た、技術の橋渡しに向け、各戦略課題の TRLロード

マップを用いることで時間軸を意識したマネジメ

ントを行った。さらに、領域 WG による研究戦略の

立案、領域内萌芽研究や PJ による技術シーズの育

成、国家プロジェクトによる企業や大学と連携した

「橋渡し」研究の推進などについて、領域戦略部が

主体となって強力に推し進めることで、4つのアウ

トカムに向かって研究開発を着実に進展させた。第

4期を通して得られた成果において、もっとも特筆

すべきものとしては民間資金獲得額の増加である。

第 4期における民間資金獲得額は、 

平成 27年度：9.2億円 

平成 28年度：11.6億円 

平成 29年度：15.3億円 

平成 30年度：18.0億円  

令和元年度：19.7億円 

となり、平成 23年度～平成 25年度実績の平均額の

6.6億円と比較して顕著な増加となった。共同研究

による民間資金獲得額の増加は、材料・化学領域の

持つ技術が企業によって活用されたことを示す。 

一方、論文の発表数は、  

平成 27年度：508報 

平成 28年度：497報 

平成 29年度：522報 

平成 30年度：506報 

令和元年度：538報  

となった。また、材料・化学領域の研究者が、平成

27 年度は日本セラミックス協会進歩賞を受賞し、

平成 28 年度は日本セラミックス協会及び The 

American Ceramic Societyよりフェロー表彰、さ

評定 Ｂ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

主な「具体的

な研究開発

成果」とし

て、以下のよ

うな研究成

果が見られ

た。 

 

①アンモニ

アガス吸着

用ナノ粒子

を開発 

実用化に必

要な耐久性

を有する造

粒体を開発

し、畜舎内の

アンモニア

を除去する

ことで、養豚

の生産効率

を上げるこ

とや、養豚場

周辺の悪臭

低減に貢献

したように、

低濃度の大

気中物質を

回収し、有価

物質に変換

した希少な

例として、窒

素循環経済

の実現に繋

がることが
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ば）  

【 課題項目④ 】 新たなものづくり技術を牽引す

る無機機能材料の開発  

 ・無機機能材料 RI（部門長：松原一郎、研究職員

数：53、拠点：中部、関西）  

 ・磁性粉末冶金 RC（センター長：尾崎公洋、研究

職員数：22、拠点：中部）  

【 課題項目⑤ 】 省エネルギー社会構築に貢献す

る先進構造材料と部材の開発  

・構造材料 RI（部門長：吉澤友一、研究職員数：

48、拠点：中部）  

  

 材料・化学領域の上記 9 つの研究部門及び研究

センターは、つくばセンター（197名）、東北セン

ター（31 名）、中部センター（100 名）、関西セン

ター（23 名）、中国センター（19 名）の 5 拠点に

主に配置され、各拠点が連携して研究課題に取り

組んだ。  

 材料・化学領域では、第 4 期を通して、大学等

のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点

「オープンイノベーションラボラトリ」、通称「OIL

（オー・アイ・エル）」の整備を行ってきた。平成

28 年度には産総研・東大 先端オペランド計測技

術オープンイノベーションラボラトリ(OPERANDO-

OIL)と、産総研・東北大 数理先端材料モデリング

オープンイノベーションラボラトリ(MathAM-OIL)

を設立した。加えて令和元年度には産総研・筑波

大 食薬資源工学オープンイノベーションラボラ

トリ(FoodMed-OIL)を設立した。また、OIL を通じ

て、優れた研究開発能力を持った大学院生等をリ

サーチアシスタント(RA)として雇用し、優秀な若

手人材の確保と同時に、効率的な「橋渡し」研究人

材の育成と拡充を図った。また、材料・化学領域で

は第 4 期を通して、産総研内に設置した企業名を

冠したラボ、すなわち「連携研究室/連携研究ラボ」

（通称「冠ラボ」）を計 8 件設立した。平成 28 年

度には「日本ゼオン-産総研 カーボンナノチュー

ブ実用化連携研究ラボ」、「DIC-産総研化学ものづ

くり連携研究室」の 2件を設立し、平成 29年度に

は「日本特殊陶業-産総研ヘルスケア・マテリアル

連携研究ラボ」、「日本ゼオン・サンアロー・産総研

CNT 複合材料研究拠点」、「矢崎総業-産総研 次世

らには Nano tech 大賞、平成 29年度は日本冷凍空

調学会学術賞、日本塑性加工学会学術賞、平成 30

年度はケイ素化学協会奨励賞や高分子分析討論会

審査委員賞、令和元年度は第 51回市村賞 市村地球

環境学術賞 貢献賞や一般社団法人粉体粉末冶金協

会研究進歩賞、無機マテリアル学会学術賞、日本化

学会 BCSJ 賞などを受賞しており、社会的インパク

トが高く、かつ優れた目的基礎研究として評価され

た。これらは、橋渡しに向けた共同研究が強く推し

進められる中、新しい技術の萌芽となる基礎研究に

ついても一定レベルでの活動が維持されたことを

示しており、材料・化学領域が掲げる「民間資金の

獲得によって目的基礎研究が加速され、それが新た

な民間資金の獲得につながる」という研究の新しい

様式が確立されたことを意味する。 

 

民間資金獲得額目標値に未達成の要因分析： 

 民間資金獲得額が目標値に僅かに到達しなかっ

た要因としては、当初に見込まれていたいくつかの

大型共同研究が最終的な契約に至らなかったこと

が挙げられる。当該企業の経営状況が、主要事業強

化から事業多角化に重点が移るなかでの、先方ニー

ズの変化をとらえることができなかったことが原

因であり、この点に関しては、企業経営層からの情

報収集を強化する等の対策を今後進める予定であ

る。また、契約交渉に対して見切りをつけ、別のパ

ートナーを模索するなどの柔軟な対応をとること

ができなかった場合もあった。今後は企業との交渉

期間を予め設定するなどのスケジュール管理を進

める予定である。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な成果が得られたと考え、評定を「Ｂ」とする。 

 なお、評価委員からは、「筑波大 OIL、バルカー－

産総研先端機能材料開発連携研究ラボ、DIC－産総

研サステナビリティマテリアル連携研究ラボを新

設している」、「領域内グループ長研修（共鳴塾）が

全所の研修制度に取り入れられた」、「地域センター

強化として、材料診断ネットワークの体制構築等評

価できる」、「材料・プロセス研究のメカニズム解明

支援事業は、大いに期待したい」、「論文数を落とさ

期待される

として、高く

評価できる。 

 

②金属素材

のマイクロ

波加熱を実

現 

従来の電子

レンジ型の

マイクロ波

照射では困

難であった、

対象物を均

一にマイク

ロ加熱する

照射技術の

開発に成功

した。これに

より、従来 1

日かけてい

たナノ粒子

合成を 10 秒

で実現でき

る高速生産

を可能にし

た。加えて、

マイクロ波

の周波数や

導入方法の

最適化を行

うことで、量

産プロセス

への対応も

可能となっ

た。また、磁

界による加

熱システム

の構築は、例

えばプラス

チック基板

への電子部
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 最終製品の

競争力の源と

なる革新的部

材・素材を提供

することを目

指し、材料の研

究と化学の研

究を統合し、グ

リーンサステ

イナブルケミ

ストリーの推

進及び化学プ

ロセスイノベ

ーションの推

進に取り組む

とともに、ナノ

カーボンをは

じめとするナ

ノ材料の開発

とその応用技

術、新たなもの

づくり技術を

牽引する無機

機能材料、及び

省エネルギー

社会構築に貢

献する先進構

造材料と部材

を開発する。 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代つなぐ技術 連携研究ラボ」の 3件を設立した。

また平成 30 年度は「UACJ-産総研アルミニウム先

端技術連携研究ラボ」の 1 件がスタートした。令

和元年度も冠ラボによる連携を進めるべくマーケ

ティングを進めた結果、「バルカー-産総研 先端機

能材料開発連携研究ラボ」、「DIC-産総研サステナ

ビリティマテリアル連携研究ラボ」の 2 件を設立

した。 

 領域の運営にあたっては、領域長、研究戦略部

長、研究企画室長の領域 3役と研究ユニット長（研

究部門長及び研究センター長）の間で月 2 回開催

されるユニット長会議を通して情報共有を図り、

十分な議論を踏まえて第 4 期における領域の運営

を行った。特に、組織の予算や人材が最大限に活

用できるように、予算執行、職員採用、人事異動に

ついて、適宜合理的に行った。 

 領域のビジョン「夢の素材で人を巻き込み、グ

ローバルな価値を創る」の実現に向け、材料・化学

領域では上述の課題項目①から⑤で示される 5 つ

の戦略課題の 23 のサブテーマを 4 つのアウトカ

ム、すなわち「環境調和」、「省エネ」、「産業革新」、

「快適」に分類し、それぞれのサブテーマがこれ

ら 4 つのアウトカムのどれを目指すのかを意識し

たマネジメントを行ってきた。  

 さらに、将来の社会ニーズに対応した研究を行

うための取り組みとして、平成 28 年 6 月 28 日に

公表した「産業技術総合研究所の 2030年に向けた

研究戦略」を踏まえ、(1)環境調和を牽引する新素

材・新化学プロセス技術、(2)コンピュテーショナ

ルデザインによる新機能性材料開拓、(3)環境変化

にアクティブに応答する高付加価値材料、(4)食糧

や水の安定供給を実現する新素材やシステム、の

4 つの重点化課題を設定した。これらの課題への

取り組みとして、平成 27～令和元年度の 5年間で

領域内に 5 つのワーキンググループ(WG)を立ち上

げて、研究戦略等について領域内で議論を行って

きた。また、産業界への「橋渡し」の実現を目的と

して、技術シーズを創出するための支援制度を制

定し、基礎研究力の強化を図ってきた。令和元年

度においては、産総研の第 5期中長期目標期間（第

5期）に向け、材料・化学領域が創出した「橋渡し」

を実現するための技術シーズを国家プロジェクト

ずに技術コンサルティング収入を前年度比 1.5 倍

に伸ばした点は特筆に値する」などの高い評価を得

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 材料・化学領域では、第 4期において橋渡しに向

けた目的基礎研究、及びそれを基にした応用研究が

推進され、着実に研究成果や新規開発技術の蓄積が

進められてきた。第 5期以降もこれを継続するため

には、産業界のニーズや課題を的確に反映すると共

に、材料・化学領域のリソースの活用、産総研の特

徴や今後の方向性、さらには近年の世界的トレンド

の変化と社会的課題等を考慮した研究戦略を予め

創出し、研究計画の策定へと展開する必要がある。

そこで、第 4期中に材料技術と化学技術に関する研

究戦略を策定するための WG を設置し、素材・材料

に関連する業界団体へのヒアリング等を通じて産

業ニーズや技術動向を分析し、当該技術領域の研究

戦略の策定と重点研究課題の抽出を行った。これら

の活動を通じて、第 5期における材料・化学領域の

研究開発の方向性としては、資源循環型社会の実現

による社会課題の解決を目指した資源の高度利用

技術とシステム評価技術の開発、並びに素材・材料

産業の競争力の強化に向けた、ナノマテリアル技

術、スマート化学生産技術、革新材料技術に関わる

技術シーズの創生、大学や企業等との連携を活用し

た実用化に向けた研究開発、等を中心に取り組むも

のとする。加えて、海洋プラスチック等の生分解性

物質や機能性材料の評価技術等に関する標準化の

推進等にも積極的に行い、国際的な研究拠点として

の機能強化に取り組むものとする。これらを強力に

推進することで、第 4期に培った橋渡し機能の一層

の深化と拡張を図ると共に、持続可能社会の実現に

貢献する。 

 

品の実装を

可能とする

など、ウェア

ラブルデバ

イスの製造

プロセスと

して、民間企

業での実用

化が期待さ

れる点が高

く評価でき

る。 

 

定量的な評

価指標の達

成度は「民間

資金獲得額」

85％、「論文

被引用数」

120％、「知財

の量的状況」

は 106％、「人

材 育 成 」

190％となっ

ている。ま

た、モニタリ

ング指標の

「論文発表

数」は 108％

と目標を達

成している。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

ある「民間資

金獲得額」は

目標に達し

ていないも

のの、他の指

標について

は目標を超
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 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や企業連携プロジェクト、日本学術振興会(JSPS)

の科学研究費助成事業（科研費）「新学術領域研究」

の提案等に発展させ、研究体制の強化と研究開発

の加速を図った。以上により、材料・化学領域の目

指す 4 つのアウトカム（「環境調和」、「省エネ」、

「産業革新」、「快適」）を実現し、我が国の素材産

業と化学産業の国際競争力の強化に貢献した。  

 材料・化学領域では、第 4 期を通して産総研内

の他の領域との連携を積極的に進め、各領域が持

つ技術や知識の相乗効果が期待できる共同研究を

促進した。エネルギー・環境領域とは、平成 28年

度に共同で設立した「固体酸化物エネルギー変換

先端技術コンソーシアム」を通じて、「燃料電池」

に関する連携研究を展開した。エレクトロニクス・

製造領域とは、平成 27年度より科学技術振興機構

(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST)「カルコ

ゲン化合物・超格子のトポロジカル相転移を利用

した二次元マルチフェロイック機能デバイスの創

製」で「メモリ材料」に関する共同研究を実施し

た。生命工学領域とは、平成 29 年度に設立した「日

本特殊陶業-産総研ヘルスケア・マテリアル連携研

究ラボ」にて、「ヘルスケア・マテリアル」の開発

を始めた。情報・人間工学領域とは、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

の「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

（以下、超超 PJ）」にて、「計算科学-プロセス-計

測技術の連携による機能性材料の開発時間短縮に

向けた研究」を推進した。平成 30年度以降は、上

述の他領域との連携を継続すると共に、蓄積され

た技術シーズを活用して大型企業共同研究の拡充

を行い、橋渡しを行った。  

 材料・化学領域では、第 4 期の研究ロードマッ

プとロードマップにおけるポートフォリオの位置

づけを定量的に描いてマネジメントを実施した。

第 4 期の時間軸を意識した研究開発の plan-do-

check-action (PDCA)マネジメントを徹底化する

ため、Technology Readiness Level (TRL)を用い

た。TRLとは、技術開発研究過程において、重要な

要素技術の成熟度を推定するために用いられる方

法である。通常、TRL=9 を最も成熟した技術とし、

1 から 9 までの値でスケールすることによって、

異なるタイプの研究・技術でもそれらの成熟度を

えており、複

数の成果が

創出された

ことを踏ま

え、自己評価

書の「Ｂ」と

の評価結果

が妥当であ

ると確認出

来 た た め

「Ｂ」と判断

した。 

 

＜今後の課

題＞ 

・より安定

的に民間資

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見

据えるとと

もに、既に実

施している

OILに参加し

ている大学

などの多様

な研究者、産

学連携コー

ディネータ

などの取り

込みを図り、

よりグロー

バルでオー

プンな形で

の産官学共

同研究を実

施していく

ことが重要。

このような

プラットフ

ォームを構
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べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

均一にチェックすることが可能になる。TRLの数値

と研究の位置付けは以下のとおりである。 

  

TRL 1: 基本現象の発見、原型装置の開発  

TRL 2: 原理・現象の拡張  

TRL 3: 技術コンセプトの確認  

TRL 4: 応用的な開発（要素技術段階）  

TRL 5: ラボテスト（要素技術段階）  

TRL 6: 実証・プロトタイプ機（システムレベル）   

TRL 7:トップユーザーテスト（システムレベル） 

TRL 8: パイロットライン導入  

TRL 9: 大量生産開始  

（「橋渡し」のための研究開発を TRLに対応させ、

「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）は

TRL 1-3、「橋渡し」研究前期における研究開発は

TRL3-5、「橋渡し」研究後期における研究開発は

TRL6以上に該当する。）  

 

 材料・化学領域では、各研究課題が第 4 期開始

時に TRL 上でどのフェーズにあり、第 4 期終了時

にどのフェーズまで進めるのかを目標に定め、こ

の目標と進捗状況を常に比較することで、重点化

する研究課題の選択や研究計画の見直しを行って

きた。具体的には、各々の研究部門と研究センタ

ーは数名の外部有識者をアドバイザーとして招へ

いしているが、11月頃に行われるアドバイザーと

の研究課題の進展についての意見交換の際や、そ

の結果を踏まえて、12月に行われる領域研究戦略

部による各研究部門と研究センターへのヒアリン

グ時の進捗確認の際に、TRLの修正を実施した。 

 また、研究開発の進め方に関しても、目的基礎

研究と「橋渡し」研究前期及び後期を両立させる

ために、「民間資金を獲得すると目的基礎研究が加

速され、それが新たな民間資金の獲得につながる」

モデルの構築を目指した。研究者個人だけで対応

するのでは共同研究の規模は限定されやすく、こ

のモデルの実現は困難である。そのために、研究

グループや研究チームの総合力によって、企業と

の調整時間の増大への対応及び論文を執筆して掲

載されるまでに必要となる時間の短縮や労力の軽

減を図った。同時に、民間資金獲得の成功事例か

ら抽出される方法論を職員全員へ徹底して周知す

築すること

により、企業

連携を担う

人材不足の

解消や企業

連携を促進

するための

支援人材不

足が解消さ

れることが

期待される。

加えて、様々

な段階での

共同研究が

展開され、共

同研究の暗

黙知的ノウ

ハウが形式

知化され、よ

り効率の良

い共同研究

が展開され

ることが必

要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得

における評

価等を見て

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ることで、職員一人一人の民間資金獲得に対する

意識改革を行った。その一方で、「新規材料の創出

に繋がる重要な基盤技術に関しては産総研単独で

特許を確保し、応用技術分野については、企業と

の共同研究や技術開発による知財を生み出す」と

いうモデルは維持することにより、産総研技術の

社会への普及を図った。  

 第 4期において特筆すべき成果としては、「粘土

を用いた機能性材料の創製」と「砂からテトラア

ルコキシシランを製造する方法の確立」の 2 つが

挙げられる。材料・化学領域では、産総研が開発し

た粘土を主成分とする膜「クレースト」が有する

高機能性に着目し、これを生かした製品事例の展

開を第 4 期を通して実施してきた。市販品よりも

1,000 倍程度の高いガスバリア性を実現できる点

がクレーストの特徴の一つであり、例えば不燃透

明材やガスバリアフィルムなどとして既に 8 件の

製品化を達成した。また、令和 2 年度には「ガス

バリアフィルムに用いる粘土ナノプレートの特性

及びその評価法」に関する ISO 規格を発行する予

定である。一方、「砂からテトラアルコキシシラン

を製造する方法の確立」では、砂などの安価なケ

イ素源から無機ケイ素材料の原料となるテトラア

ルコキシシランを合成する方法を第 4 期を通して

開発し、これを世界で初めて確立した。スケール

アップを進めることで原料転化率 70%以上の実現

が見込めるため、その製造方法の省エネルギー・

低コスト化は国内市場規模 2,000 億円のケイ素化

学産業全体に与えるインパクトも大きく、日刊工

業新聞（平成 27年）や化学工業日報（令和元年）

などの新聞 6紙にも取り上げられた。  

 民間資金獲得額の目標達成に向けて、材料・化

学領域では領域のマーケティング力を強化すべ

く、第 4期を通して「スポーツ工学プロジェクト」、

「食糧・水 WG」、「アクティブマテリアル WG」、「環

境調和材料 WG」、「第 5期研究戦略検討 WG」、「海洋

プラスチック WG」を設立し、産総研の技術を「橋

渡し」する企業を新たに開拓するための研究戦略

について議論を行ってきた。また、技術コンサル

ティング制度の広報に努め、技術の「橋渡し」対象

となる企業数の拡大を図った。これらの結果、令

和元年度はコンサルティング契約成立件数 117

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両

輪の関係に

あるので、両

者がトレー

ドオフの関

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 

・全体のマ

ネジメント

については、

今回より、未

達の要因分

析と対応策
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における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

件、総額 1億 6,728万円の資金の獲得に繋がった。

また、産総研つくばセンターで年に一度開催され

る「テクノブリッジフェア inつくば」では、招待

した民間企業の幹部と領域長が意見交換を行うこ

とで、冠ラボの設置や包括的な研究連携など大型

の資金提供を伴う連携を強く推進した。第 4 期を

通して意見交換を実施した企業は累計 85 社とな

った。 

 組織内の若手雇用・育成については、第 4 期を

通じて、OIL等から優れた大学院生等を RAとして

雇用する一方で、イノベーションスクールによる

大学院生及びポストドクターに対する人材育成も

行った。その結果、第 4期当初の平成 27年度に 11

名であった RA とイノベーションスクール生の総

数は、令和元年度では 76名となった。また、領域

の常勤若手研究者に対しては、平成 27年度より、

「領域萌芽研究」を公募し、目的基礎研究の充実

や科研費獲得のための積極的支援を行った。さら

に、令和元年度より、「材料・プロセス研究のメカ

ニズム解明支援」を公募し、独創的な物性発現や

新規プロセスについて、領域内融合によるメカニ

ズム解明の支援を行った。加えて、「領域フェロー

シップ制度」により長期間の海外留学を奨励し、

グローバルな共同研究活動を実現する国際ネット

ワークの構築や拡大を支援した。シニア世代に関

しては、各員の知識や経験が最大限に活用できる

ように適切な業務への異動を適宜行った。例えば、

平成 30 年度には中部センター常勤の研究グルー

プ長を、つくばセンターのパテントオフィサー

(PO)へと本人の希望に基づき起用し、また令和元

年度には研究部門やセンターの副部門長と副セン

ター長それぞれ 1 名を領域のイノベーションコー

ディネーター(IC)として起用するなど、新たなキ

ャリアパスへの展開を図った。今後、材料・化学領

域においては PO や IC からの提案による新たな研

究テーマ創出も積極的に行っていく予定であり、

シニア世代における適材適所の人材活用によって

知財戦略強化やマーケティング力の強化につなが

ると考えている。 

第 4期の評価指標に関し、民間資金獲得額は、 

平成 27年度：9.2億円 

平成 28年度：11.6億円 

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの

共有を強化

することが

求められる。 

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 

 

＜民間資金

獲得額目標

未達の要因

と対応方策

＞ 

○要因 
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平成 29年度：15.3億円 

平成 30年度：18.0億円  

令和元年度：19.7億円  

となった。論文の発表数は、 

平成 27年度：508報 

平成 28年度：497報 

平成 29年度：522報 

平成 30年度：506報  

令和元年度： 538報 

となった。一方、論文の合計被引用数は、 

平成 27年度：10,351回 

平成 28年度：10,767回 

平成 29年度：11,506回 

平成 30年度：12,337回  

令和元年度：13,459回 

となり、基礎研究の成果の指標となる論文数や論

文の合計被引用数は、第 4 期を通して概ね一定の

値を維持しつつ、その一方で民間資金獲得額を着

実に増加させてきた。具体的には、令和元年度の

民間資金獲得額は、平成 23 年度～平成 25 年度実

績の平均額（6.6 億円）に比べ 298%まで着実に増

加した。実施契約等件数は、 

平成 27年度：232件 

平成 28年度：218件 

平成 29年度：220件 

平成 30年度：246件  

令和元年度：243件  

であり、第 4 期を通じて目標値である 230 件をほ

ぼ達成しており一定の水準を保った。人材育成に

関しては RA とイノベーションスクール生の総数

は、 

平成 27年度：11名 

平成 28年度：36名 

平成 29年度：53名 

平成 30年度：55名  

令和元年度：76名  

となった。  

 

・当該企業

の経営状況

が、主要事業

強化から事

業多角化に

重点が移る

中での、先方

ニーズの変

化をとらえ

ることがで

きなかった。 

・見込まれ

ていた幾つ

かの大型共

同研究が最

終的な契約

に至らなか

った。 

○対応方策 

・先方ニー

ズの変化を

捉えるため

テクノブリ

ッジフェア

等を活用し、

企業経営層

からの情報

収集を強化

する等の対

策を進める。 

・契約交渉

に対して見

切りをつけ、

別のパート

ナーを模索

するなどの

柔軟な対応

をとること

ができなか

った場合も

あったため、

企業との交

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

  第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は 103

件（うち令和元年度実施の件数：28件）であった。

また、これらの事業化の実績として、知的財産の
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した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

数等）の把握を行う。 

 

譲渡契約及び実施契約は期間中で 13件（うち令和

元年度契約の件数：2件）、製品化は期間中で 28件

（うち令和元年度製品化の件数：4件）であった。 

 

渉期間を予

め設定する

などのスケ

ジュール管

理を進める。 

・橋渡し研

究では、研究

成果を事業

化まで繋げ

ることが重

要であるた

め、領域職員

が企業の事

業化まで関

与する体制

を検討する

必要がある。 

・日本全体

のエコイノ

ベーション

システムの

中で、産業界

とりわけ素

材・化学産業

界から信頼

される研究

組織になる

ために、技術

移転の実績

を積み上げ

るとともに、

大学等との

連携により、

産業界の長

期的かつ根

源的な課題

に応える骨

太の研究開

発を目指す

必 要 が あ

る 。 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 「橋渡し」機能の強化を推進する上で、材料・化

学領域では戦略課題として 5 つの研究開発課題項

目を設定した。それぞれの課題項目における第 4

期中長期計画は次の通りである。  

【 課題項目① 】 グリーンサステイナブルケミス

トリーの推進  

 再生可能資源等を用いて、高効率かつ低環境負

荷で、各種の基礎及び機能性化学品を製造し、高

度利用するための基盤技術を確立する。また、空

気を新たな資源として利用可能な触媒技術の開発

にも取り組む。  

【 課題項目② 】 化学プロセスイノベーションの

推進  

 各種の基礎及び機能性化学品等の製造プロセス

の高効率化・省エネルギー化を実現するための化

学プロセス技術を開発する。また、高温・高圧等の

特異な反応場を積極的に利活用し、精密な制御が

可能な新しい化学プロセス技術を開発する。 

【 課題項目③ 】 ナノカーボンをはじめとするナ

ノ材料の開発とその応用技術の開発  

 ナノカーボン高効率合成及びナノカーボン複合

材料製造技術等、ナノ材料のナノ構造精密制御技

術や複合化技術、及び先端計測技術を開発する。

また、材料・デバイス開発促進のために、高度な計

測技術、理論・計算シミュレーションを利用した

材料開発を行う。  

【 課題項目④ 】 新たなものづくり技術を牽引す

る無機機能材料の開発  

 無機系新素材の創製とスケールアップ製造技術

及び部材化技術を開発し、資源制約の少ない元素

だけを使った高耐熱磁石等の、耐環境性及び信頼

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

領域が目指す価値造り、すなわちアウトカムは

「産業革新」、「省エネ」、「環境調和」、「快適」であ

り、これに沿ったテーマに関する研究を行った結

果、目的基礎研究の評価指標あるいはモニタリング

指標である論文の合計被引用数と論文発表数につ

いて、第 4期の各年度の目標値を達成することに成

功した。特に、公的な目的基礎研究の支援事業であ

る科研費の採択率が増加した（平成 27年度 25件、

平成 28 年度 38 件、平成 29 年度 28 件、平成 30 年

度 30件、令和元年度 52件）ことや、発表した論文

の多くが掲載雑誌の表紙や裏表紙を飾っている（第

4 期累計で 68 件）ことは、開拓すべき技術として

設定した研究テーマから橋渡しの基となる革新的

技術シーズを生み出す事に成功したことを意味し

ている。 

 一方、大学等の基礎研究と産総研の目的基礎研

究・応用技術開発の融合による、産業界への技術の

「橋渡し」を目的としている OILにおいても、その

仕組みの中で論文発表や公的資金の獲得につなげ

ることに成功しており、こちらも橋渡しの基となる

革新的技術シーズを生み出す事に成功したものと

結論付けられる。 

 さらに特筆すべき点としては、領域で行っている

2つの支援制度が、新たな技術シーズの創成に結び

ついている点であり、これらの支援制度は、目的基

礎研究の推進へ繋がる取組として評価される。これ

は、例えば「萌芽研究」支援事業で行った研究が、

科研費に多く採択されたことからも明らかである。 
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のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

性に優れた各種の産業部材を提供する。  

【 課題項目⑤ 】 省エネルギー社会構築に貢献す

る先進構造材料と部材の開発  

 省エネルギー社会構築を目指し、軽量構造材料

等の設計やプロセス技術の開発によって、輸送機

器の軽量化に資する構造部材、並びに広い温度領

域を想定し、各温度領域に適した熱制御部材を開

発する。 

 

材料・化学領域では、材料・化学領域が目指す 4

つのアウトカム（「環境調和」、「省エネ」、「産業革

新」、「快適」）を実現し、我が国の素材産業と化学

産業の国際競争力の強化に貢献することを目的と

して、領域全体で定めた 5 つの戦略課題及びそれ

に含まれる 23 のサブテーマに準じて研究を実施

した。その中で、将来の橋渡しの基となる革新的

技術シーズを生み出す目的基礎研究としては、「樹

脂・ゴム材料の劣化状態を的確に表す化学構造指

標の構築（劣化評価パッケージ）」や「配列制御シ

ロキサンのワンポット合成法」、「階層構造を持つ

キトサンエアロゲル断熱材に関する研究」、「電子

顕微鏡計測技術の高機能化・高性能化」、「材料機

能シミュレーション技術開発（材料インフォマテ

ィクス）」、「ガラス複合技術の開発（超低脆性ガラ

スの開発）」、「ガラス複合技術の開発（アップコン

バージョン）」、「リサイクル炭素繊維(ReCF)の高付

加価値マテリアルリサイクル材料の開発」、などの

様々な研究テーマが実施された。その結果、目的

基礎研究の評価指標あるいはモニタリング指標で

ある“論文の合計被引用数”と“論文発表数”が、

材料・化学領域全体として共に目標値を超える水

準を各年で保っていた。個別のテーマとしては、

例えば、「電子顕微鏡計測技術の高機能化・高性能

化」に関する研究では、第 4 期期間を通じて、

Nature誌（インパクトファクター(IF): 43.070）

を含む 108 報の論文を発表し、公的資金としては

15件（総額 3億 9,000万円）を獲得した。加えて、

この結果を元に企業共同研究が 10件（総額 8,879

万円）、技術コンサルティングを 7件(9,629万円)

実施した。 

 また、別のモニタリング指標である“大学や他

の研究機関との連携”に関する成果として、OILの

 

 課題項目①「樹脂・ゴム材料の劣化状態を的確に

表す化学構造指標の構築（劣化評価パッケージ）」

において、ポリプロピレンの熱酸化劣化よる酸化防

止剤の減少が、ポリプロピレン自体の化学構造の変

化、さらには劣化に繋がることを明らかにした。本

成果により、化学構造の変化に基づく高分子材料の

寿命予測法の可能性を見出した。この成果は、製品

の機械的強度から劣化を評価する従来の方法より

も高精度な方法の確立へと繋がる。また、新材料開

発に必要となる寿命予測の工程が削減できること

から、材料開発のスピードアップをもたらし、結果

として企業の製品開発力及び競争力強化に貢献す

ることができる。なお、本技術に関連する成果は学

術的評価も高く、平成 27年度、平成 28年度、平成

29 年度及び令和元年度のマテリアルライフ学会に

おいて、研究奨励賞を受賞した。また、平成 27 年

度には高分子分析討論会審査委員賞を受賞した。ま

た、本技術を基軸とする企業連携は、平成 29 年度

に共同研究 8件、技術コンサルティング 3件、続く

平成 30年度には、共同研究 10件、技術コンサルテ

ィング 8件、令和元年度には共同研究 7件、技術コ

ンサルティング 14 件と増加しており、産業界から

のニーズは明確化し、当該技術への期待が高まって

いる。第 4 期累計で、企業共同研究 28 社、コンサ

ルティング 30件であった。 

 

 課題項目①の「配列制御シロキサンのワンポット

合成法」において開発されたワンポット逐次合成技

術により、従来の合成法では達成できなかったシロ

キサン構造の精密制御（配列や鎖長、官能基導入な

ど）が可能となった。上記の 8の字型スピロ環構造

を有する大環状シリコーンは、従来の 1本鎖構造の

シリコーンに比べて骨格がスピロ環構造によって

固定化されているため、気体分子の透過性が抑制さ

れるものと期待され、ガスバリアフィルムなどへの

展開が見込まれる。本技術は、耐熱性などを向上さ

せた高性能なシリコーン材料の開発だけでなく、新

規な機能性シリコーン材料あるいは含シリコーン

複合材料など、高付加価値シリコーン材料全般を合

成するための基盤技術となる。また、クロロシラン

類をシラン原料に用いる従来法とは異なり、本技術

 

＜その他事

項＞ 

特になし 
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学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

設置が挙げられる。これらの OIL を通じて新しい

技術シーズの創出を行った結果、OPERANDO-OIL及

び MathAM-OILのそれぞれの研究成果として、IFを

有する学術論文が毎年 20報程度発表され、さらに

は公的資金をコンスタントに獲得した。例えば令

和元年度には Science誌(IF: 41.037)や Nature誌

(IF: 43.070)など高い IF値の雑誌に掲載され、公

的資金としては JST CREST「情報計測」や JST さ

きがけ「指数理論に基づく多様な形状の系のトポ

ロジーの研究と展開」などを取得した。さらに、

FoodMed-OILは令和元年度の 11月に開始され、そ

の成果や効果は第 5期以降に現れる。 

 材料・化学領域では、目的基礎研究の遂行を目

的として、主に 2 つの支援制度を実施した。その

一つが、「萌芽研究」と呼ばれる領域による技術シ

ーズ創出助成制度である。平成 27年度から始め、

最大で 200 万円/件の単年での支援を毎年 20 件程

度行った。本制度によって生み出された技術シー

ズは、次年度以降の科研費等の獲得につながった。

例えば、平成 29 年度「萌芽研究」採択者 32 人か

ら 17 件(53%)の課題が 2 年以内に科研費を獲得し

ており、萌芽研究費 5,300 万円に対して、獲得科

研費総額 1 億 1,726 万円という結果であった。令

和元年度には、この「萌芽研究」に関連した新たな

取り組みとして、同年の採択者に対してそのフォ

ローアップシンポジウムを 7 月と 8 月に 2 回に分

けて開催し、研究実施状況及び方向性の確認と議

論、及び参加者同士の情報共有を行うことで、研

究の深化を実現した。もう一つの取り組みは、「材

料・プロセス研究のメカニズム解明支援事業」で

あり、領域内融合によって独創的な物性発現や新

規プロセスのメカニズムを解明することを目的と

した。令和元年度からこの取り組みを始め、最大

で 100万円/件の単年での支援を 10件程度行った。

その成果として、ユニットを超えた新たな融合研究の

創出に成功した。 

 

課題項目①「樹脂・ゴム材料の劣化状態を的確に

表す化学構造指標の構築（劣化評価パッケージ）」 

 課題項目①の「樹脂・ゴム材料の劣化状態を的

確に表す化学構造指標の構築（劣化評価パッケー

ジ）」において、高分子材料の寿命を「化学構造の

はヒドロシラン類を原料に用いるため、金属の腐食

の原因となる塩素を含まないという特徴も有して

おり、電子材料への応用において有利になるものと

期待される。シリコーンの国内市場は国内出荷額と

輸出額を合わせて 2,000億円程度の規模があり、今

後本技術を基盤にした材料開発を推進することに

より、構造制御による耐熱性向上などの高性能化が

期待されることから高付加価値領域の開拓が見込

まれる。本技術の成果は、モノマーの配列構造が機

能発現に密接に関連しているペプチドや核酸、糖鎖

のようにシロキサンも配列制御合成が可能となっ

たことを意味していることから学術的評価も高く、

本技術に関する論文 2 報はいずれも平成 29 年度

と平成 30 年度に化学系トップジャーナルである

Angewandte Chemie International Edition 誌

(IF: 12.102)に掲載されただけではなく、それぞれ

Very Important Paper（審査員が新規性、重要性が

受理論文中上位 5%以内との評価）と Hot Paper（編

集部が重要論文と判断）として掲載された。さらに、

2 報目の受理直後には、姉妹誌の Chemistry – A 

European Journal誌(IF: 5.16)から総説の寄稿を

依頼された。また、本成果を「シロキサン結合のワ

ンポット合成技術を開発 －高機能・高性能シリコ

ーン材料創出の鍵に－」(平成 29 年 2 月 2 日)とし

て産総研・NEDO共同プレス発表を行った際には、日

刊工業新聞と化学工業日報の 2 紙に報道されてい

る。加えて、本技術の開発を主体的に行った主任研

究員は、平成 29年度有機合成化学協会研究企画賞、

平成 30 年度ケイ素化学協会奨励賞、令和元年度に

石油学会奨励賞を受賞した。 

 

 課題項目②では、「階層構造を持つナノコンポジ

ットに関する研究（キトサンエアロゲル）」で開発

したキトサンエアロゲルが、軽量、低密度（0.04 

g/cm3、空隙率で 97%）、折り曲げ可能な高い柔軟性

と光透過性（800 nmで 65%）、極めて小さな熱伝導

率(0.016 W/m・K)を持つことを実証した。断熱性能

は市販の汎用断熱材（不透明、熱伝導率 0.03W/m・

K）の 2 倍以上で、真空断熱窓に近い性能を持ちな

がら極めて軽量である。熱伝導率は競合する光透過

性断熱材の研究の中で世界トップレベルであると

共に、大型試料（120 mm 角）の作製により JIS 法
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変化」を指標として予測する新手法を考案し、所

内連携によって研究体制を強化することで、手法

の確立を図った。従来の寿命予測は、高温、高圧、

高湿度といった過酷な加速劣化条件での物性（機

械的強度など）の変化を指標に行われてきたが、

寿命予測の精度や信頼性が低いことが課題であっ

た。高精度な寿命予測の実現には、穏やかな加速

劣化条件における化学構造の変化を指標とした解

析手法の確立が鍵となっている。平成 29年度まで

に、汎用樹脂であるポリプロピレンの熱酸化劣化

に影響する各種因子を検証し、樹脂添加物の一つ

である酸化防止剤の減少がポリプロピレンの熱酸

化劣化に大きく寄与することを見出した。その後、

酸化防止剤の種類や濃度について解析を進め、平

成 30年度には、酸化防止剤の濃度と物性（引張伸

びなど）の低下に相関があることを明らかにした。

物性の低下、すなわちポリプロピレンの劣化の引

き金となる酸化防止剤の変化を捉えることで、従

来の物性試験よりも早い段階で劣化を検出するこ

とが可能となった。さらに、令和元年度は、酸化防

止剤の定量分析に関して、分析試料の前処理条件

や測定条件が分析精度に及ぼす影響を検証し、高

精度・高信頼性の分析手順を構築することで、評

価者によるばらつきの低減に成功した。この分析

手順は、民間企業含む高分子分析に携わる研究者

が多く参加する学会で公開するとともに、公設試

験研究機関と連携してラウンドロビンテストでそ

の有効性の実証試験を開始し、加えて技術コンサ

ルティング等により実用樹脂材料評価へ活用を開

始した。これにより、企業が原料調達する樹脂中

や生産する製品中の酸化防止剤を精確に定量する

ことができ、品質管理効率が改善する成果が得ら

れた。 

 

課題項目①「配列制御シロキサンのワンポット合

成法」 

 課題項目①の「配列制御シロキサンのワンポッ

ト合成法」において、配列制御シロキサンの簡便

合成を可能にする方法を世界で初めて開発した。

シリコーンに代表されるシロキサン材料は有機系

ポリマー材料よりも優れた耐熱性や耐候性などの

物性を有することから、さまざまな産業分野で幅

(JISA1412-2)に準じた正確で信頼性の高い評価を

行うことが出来た。現在、光透過性の断熱には、真

空多重ガラス断熱窓などが用いられる。しかし、重

量が大きく、厚い、災害時等の危険性が高い、曲面

に対応できない等の欠点がある。本材料は真空を用

いずに、曲面に対応可能で、真空断熱窓に比べて大

幅な軽量化が可能であり、高層ビルや自動車の窓に

適用できる次世代断熱材料として期待されている。

建材、自動車の分野では、断熱性に加え、室内や車

室の静音性に貢献することも期待されているが、令

和元年度に東京工業大学との共同研究で行った吸

音性の評価によってその機能と特徴が明確になっ

た。また、キトサンエアロゲルは水産廃棄物を原料

としたバイオポリマー系の材料であり、材料のライ

フサイクル全般において高い環境調和性を持つこ

とから、環境への意識の高い海外企業からもコンセ

プトを高く評価され、上記企業グループの国際コン

ペに日本法人から推薦されている。平成 27年以降、

企業からの技術相談 23 件（平成 27 年度 12 件、平

成 28 年度 3 件、平成 29 年度 3 件、平成 30 年度 4

件、令和元年度 1 件、のべ 19 社）、新聞等報道 13

件（平成 27 年度 5 件（日刊工業新聞、日本経済新

聞(Web)等）、平成 28 年度 2 件、平成 29 年度 6 件

（化学工業日報、日刊工業新聞、他）、雑誌取材 5件

（平成 27年度 1件（日経アーキテクチャ）、平成 28

年度 3件（ハウジングトリビューン、日経 BP、他）、

令和元年度 1件（矢野経済研究所：Yano E-plus）

など高い関心を集めた。 

 

 課題項目③の「電子顕微鏡計測技術の高機能化・

高性能化」において、これまで開発してきた高エネ

ルギー分解能を有する低加速電子顕微鏡を用いて、

新炭素材料、二次元材料、ソフトマテリアルなどの

電子顕微鏡観察で損傷を受けやすい物質を高空間

分解能、高エネルギー分解能で計測評価する技術を

開発した。また、試料中の正電荷を持つ原子核の近

くを、負電荷をもつ電子線が通過すると電子は散乱

するが、今回開発した高エネルギー分解能の測定方

法では、散乱電子を選択的に測定することで、一つ

一つの原子が作り出す分極から格子振動を計測で

きるようになった。従来のエックス線や中性子線を

使った分光法では不可能だった、隣り合う原子の種
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広く使用されている。一方、近年では電子機器の

小型化や LED の高輝度化が進むことで、小型機器

類の発する局所的な熱量が増大しており、従来法

で合成できるシリコーン材料では要求される耐熱

性を満たせない。この課題を解決するためには、

従来法では十分に制御することのできないシリコ

ーン材料の構造を精密に制御すること、すなわち

シリコーン材料の主骨格を成すシロキサン結合（-

Si-O-Si-、Si はケイ素、O は酸素）を精密に制御

して合成することが鍵となる。この実現を目的と

して研究を開始し、平成 29年度にシロキサン結合

を一つの反応容器内（ワンポット）で形成できる

新規合成法の開発に成功した。平成 30年度は 2つ

の触媒反応をワンポットで逐次的に行うことで、

シロキサン結合が数個から 10 個程度に配列した

シロキサンを効率的に合成するだけでなく、分岐

状や環状などの従来法では合成できなかった構造

を持つシロキサンを合成する画期的な合成技術を

開発した。令和元年度には、本ワンポット逐次合

成技術を基盤として、平成 30年度までに得られた

知見を活かし、規則的なモノマー配列構造を有す

るポリシロキサン（シリコーン）の合成に応用し

た。その結果、「8」の字のように 2 つの環が 1 つ

の原子で結合したスピロ環構造を主骨格に有する

新奇な大環状シリコーンを世界で初めて合成する

ことに成功した。 

 

課題項目②「階層構造を持つキトサンエアロゲル

断熱材に関する研究」 

 課題項目②の「階層構造を持つキトサンエアロ

ゲル断熱材に関する研究」においては、カニやエ

ビの殻から得られる天然高分子のキトサンを素材

として、柔軟で透明な断熱材となるキトサンエア

ロゲルを開発した。光透過性と柔軟性を持つ断熱

材は、住宅や輸送機器の窓からの熱エネルギーの

出入りを抑制する材料として開発が望まれてい

る。キトサンエアロゲルは平成 27年度に材料・化

学領域の化学プロセス研究部門が世界に先駆けて

開発した材料で、軽量、低密度(0.04 g/cm3、空隙

率で 97%)、折り曲げ可能な高い柔軟性と光透過性

(800 nm で 65%)、極めて小さな熱伝導率(0.016 

W/m・K)など光透過性断熱材として高いポテンシャ

類がすべて同じグラフェンのような非極性物質の

格子振動を計測可能にした。これらの応用によっ

て、新規なナノ粒子やナノチューブ、ナノシート材

料を活用した触媒材料や放熱材料などの熱マネー

ジメント材料の設計と実用化に貢献することがで

きる。令和元年度には Natureを含む計 29報の論文

発表、鉄鋼新聞、財経新聞、BIGLOBEニュース、ラ

イブドアニュースなど計 7件の報道、中国電子顕微

学学術年会ポスター賞受賞 1 件、PICO2019 などの

国際会議を含めた招待講演 20 件があり、本計測評

価技術は高く評価された。 

 

 課題項目③の「材料機能シミュレーション技術開

発（材料インフォマティクス）」において、磁石の

磁気モーメント等を予測する記述子を開発し、予測

精度 R2 = 0.97を達成した。それにより所望の磁気

モーメントを持つ材料を逆予測する技術を確立し

た。この技術は高性能磁石材料の候補材料絞り込み

を可能にしたため、材料開発の速度を速めるものと

して期待される。なお、本成果は平成 30年度に The 

Journal of Chemical Physics誌(IF: 2.997)にお

いて発表された。平成 30年 9月 10日には日本物理

学会で招待講演を、平成 30年 9月 20日には日本金

属学会で基調講演を行っており、高い学術的関心を

集めた。 

 

 課題項目④では、「ガラス複合化技術の開発（ア

ップコンバージョンガラスの開発）」（関西センタ

ー）において、オキシフッ化物ガラスの組成設計の

提案により、Erドープ量を向上させ、良好なアップ

コンバージョン特性を示す透明なガラスを作製す

ることができた。高い Er 濃度と透過率を有するガ

ラスが作製できたことで、太陽電池アップコンバー

ターなどへの応用が期待できる。さらに令和元年度

には、ファイバー化やビーズ化に成功しており、高

い光閉じ込め効率が見込まれることから励起効率

の更なる向上が期待できる。本研究において太陽電

池の高効率化につながる技術を確立することで、企

業との連携につながると期待でき、令和元年度は、

国内の太陽電池関連企業をアドバイザー企業とし

た公的資金を獲得した。本技術は、近赤外センサや

近赤外励起光源などにも応用できるため、更なる資
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ルを持っている。特に、断熱性に関しては、一般的

な断熱材であるグラスウールに比べて 2倍以上の

性能を持つ。平成 30年度はスイス連邦材料試験研

究所(Empa)との国際共同研究により、キトサン分

子からなる太さが数 nm のナノファイバーが三次

元網目状のナノ構造を形成する過程を解析し、数

nmのキトサン繊維間の隙間を形成する際に製造プ

ロセスが及ぼす機構を解明した。これにより二酸

化炭素による超臨界乾燥過程で三次元網目構造が

形成することを確認し、微細なナノファイバー構

造と低密度を両立するよう製造プロセスを制御す

ることで光透過性と断熱性能をさらに向上させる

ことが可能であることが示された。令和元年度は

この知見に基づき、透過性や断熱性能の改善を進

めた。また、住宅建材用素材として民間企業（ドイ

ツに本拠地のある国際グループ企業）と共に断熱

性能（熱伝導率、熱貫流率）の評価や可視光透過率

（明かり窓用の場合 800 nmで 70%）、耐湿性（高湿

度下で収縮が起こらないこと）等の向上に関する

共同研究の提案（国立研究開発法人科学技術振興

財団(JST) A Step）を行い、連携に向けた準備を

進めた。加えて、東京工業大学との共同研究によ

り、断熱性とともに住宅建材用素材に求められる

吸音性（音響特性）について評価を行い、2,000-

5,000 Hzの領域に、既存材料（グラスウール等）

と比較して高い吸収係数を示す周波数があるこ

と、細孔構造に依存してその周波数が変化するこ

とを明らかにし、吸音の対象によっては効果的な

吸音材料として機能する可能性があることを示し

た。 

 

課題項目③「電子顕微鏡計測技術の高機能化・高

性能化」 

 課題項目③の「電子顕微鏡計測技術の高機能化・

高性能化」に関する研究において、ナノ粒子やナ

ノチューブ、ナノシートなどの低次元物質の原子

や分子などの挙動を高速・高感度で捉えることを

可能にする最先端計測評価技術を開発した。3 次

元の構造を持った材料をシート状の 2 次元、線状

やチューブ状の 1 次元、粒子やドット状の 0 次元

へと低次元化すると、半導体、金属、超電導、発

光、スピンなどの新たな機能や特性が発現するも

金提供型共同研究へ発展するものと期待できる。 

 

 課題項目④「ガラス複合技術の開発（超低脆性ガ

ラスの開発）」（関西センター）において、素材その

ものを低脆性化した研究は既にいくつかあり、例え

ば東大の井上と増野ら(2015)が報告した Al2O3-SiO2

が挙げられるが、その亀裂発生荷重は 50 N程度に

留まっている。加えて、この例では浮遊法という手

法を用いており、大面積の板材などの製造が原理的

に困難である。一方、今回得られた成果は従来のも

のとは一線を画する高い亀裂発生荷重を示してお

り、また製造法においても制約が無い事から、将来

的に薄くて割れにくいガラスにつながると期待さ

れる。 

 従って、今後において実用化に向けてガラスの透

明性を向上させる必要はあるものの、本研究成果に

より割れにくい安心安全なガラス素材が実現し、例

えば薄くて割れにくい情報ディスプレイ用ガラス

としての実用化、将来的には大型透明ディスプレイ

などの住宅生活素材としての実用化が、大いに期待

できる。 

 

 課題項目⑤の「リサイクル炭素繊維の高付加価値

マテリアルリサイクル材料の開発」（中部センター）

において、強化繊維としては使用できない粉状の

ReCF を高付加価値フィラーに変換するプロセスを

実現した。さらには、短い ReCF を一軸配向させた

再 CFRP を製造するための口金治具を開発し、再

CFRP として自動車用熱交換器として使用可能な機

械特性を実現したことから、ReCF を用いた再生

CFRP のさらなる機械物性向上と活用技術の展開が

期待できる。加えて、粉状 ReCF のアップサイクル

材料への展開や再 CFRP の信頼性向上を達成するこ

とで、炭素繊維・CFRPの資源循環の実現の可能性を

示した。ReCFの評価技術開発については、将来の標

準化を通じて、ReCF の資源循環サイクル構築に貢

献することが期待される。本技術に関連する成果

は、学術的評価も高く、平成 29 年度のポリマー材

料フォーラムにおいて高分子学会広報委員会パブ

リシティ賞を受賞している。一方で、炭素繊維・CFRP

の資源循環の実現を目指して、平成 29 年度、平成

30 年度に自動車関連メーカーと ReCF を用いた再
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のがある。このような低次元材料には、触媒、エネ

ルギー変換、蓄電池、通信など、次世代技術を支え

ていく上で有望な材料も多く含まれる。第 4 期に

おいては低次元物質の評価に有用な低加速電子顕

微鏡を開発し、特に従来の 20倍となる高エネルギ

ー分解能を達成した。これにより試料損傷や分解

能低下のために従来の電子顕微鏡では解析が不可

能であった低次元物質の原子レベル構造とその電

子状態を明らかにすることが可能となった。また、

低次元物質の持つ特異な機能性と構造の相関を見

い出すことにより、新規なナノ粒子やナノチュー

ブ、ナノシート材料の設計指針を得るなどの貢献

が期待できる。この最先端電子顕微鏡計測技術を

活用して、国内外の研究機関と共同研究を行った。

平成 30 年度は遷移金属源に塩(NaCl, KI)を添加

して溶融させ、キャリアガスで硫黄やセレンなど

のカルコゲンを供給すると、シリコン基板上に多

種多様な単原子膜が形成されることが、本電子顕

微鏡によって世界で初めて発見された。さらにこ

の発見は、従来の合成法に比較して、低温でかつ

シリコン基板以外の基材でも可能な新しい二次元

単原子膜合成法の開発へと繋がった。令和元年度

には、光学特性評価など、これまでナノレベルま

でしか実現できなかった分析評価技術を原子レベ

ルに拡張し、電気伝導特性、吸光・発光特性、電荷

密度波の空間分布情報などの計測を進めた。特に、

モノクロメーターを利用したグラフェン、六方晶

窒化ホウ素(h-BN)の格子振動解析では、従来手法

よりも 2 桁以上向上した空間分解能で、物質の最

も基本的な性質の一つである原子の振動（格子振

動）を波として計測する手法の開発に世界で初め

て成功した。 

 

課題項目③「材料機能シミュレーション技術開発

（材料インフォマティクス）」 

 課題項目③の「材料機能シミュレーション技術

開発（材料インフォマティクス）」に関する研究に

おいて、磁石の磁気モーメントを最大化する物質

の構造をシミュレーションによって見つけ出す技

術を開発した。材料開発の速度を加速させるため、

現在、従来の実験に基づく研究に加えて、シミュ

レーションを用いて、物質の構造と機能との関係

CFRP の評価技術と製造工程での品質管理技術に関

して資金提供型共同研究を実施したこと、令和元年

度にはリサイクル炭素繊維製造メーカへの技術コ

ンサルティングを実施し、評価および部材開発に向

けた資金提供型共同研究への展開に関する協議を

進めていることからも、社会的、経済的インパクト

も大きいことが伺われる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「令和元年度の科研費の

採択数は第 4 期の中で最高の 52 件であり、前年度

の 1.7倍になったことは高く評価される」、「オープ

ンイノベ―ションラボラトリーでは、筑波大学と食

薬資源利用の共同研究をスタートした」、「樹脂・

ゴム材料の劣化状態のインディケーターとなる化

学構造指標の構築に成功した」、「材料・プロセス研

究のメカニズム支援事業を始めたことは、期待した

い」、「配列制御シロキサンのワンポット合成法、材

料インフォマティクス、ガラス複合化技術等紹介さ

れて、それぞれのテーマが着実に成果をあげてい

る」、「筑波大との OILは大いに評価できる」などの

高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 目的基礎研究の評価指標及びモニタリング指標

となる論文の合計被引用数と論文発表数は、第 5期

においても引き続き高い水準を保つ必要がある。そ

の対応として、領域の萌芽研究の仕組みを継続し、

論文発表の実績を積み上げることを引き続き行う。

また、大学等との連携による科研費増額を目指す。

さらに、第 4期中の目的基礎研究によって創出され

た新しい技術シーズの集大成を図る。 

第 5 期以降において、中長期的には、目的基礎研

究の「目的」を如何に設定するかが最も重要な課題

である。その対応としては、行政・産業界・アカデ

ミアとの意見交換を積極的に行い、持続可能社会実

現のための社会課題の抽出に取り組む。次に、真に

インパクトのある新しい技術シーズを創出するた

めに相応しい研究組織の構築や研究環境整備に取

り組む。 
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を明らかにする手法が求められている。このシミ

ュレーション技術においては物質の機能を発現さ

せる鍵となる構造（記述子）を数値的に表現する

ことが重要である。平成 29年度には記述子（軌道

場行列、Orbital Field Matrix (OFM)）を開発し、

実際の材料の磁気モーメントとシミュレーション

からの予測値との間に 0.93という重相関値（予測

精度の良さを表す指標。0から 1の値をとり、1に

近いほど予測精度が高い）が得られ、シミュレー

ションから従来より高い精度で磁気モーメントを

推定できることが可能となった。平成 30年度には

OFMの改良を行い、上述の重相関値を 0.97にまで

改善することに成功した。本技術は JST「情報統合

型物質・材料開発イニシアティブ」プロジェクト

と、文科省「元素戦略プロジェクト（磁石材料拠

点）」で、材料・化学領域職員主導の下、国立研究

開発法人物質・材料研究機構(NIMS)との共同研究

実施により開発した。 

 令和元年度には企業との共同研究等において、

この高性能磁石材料の候補材料絞り込み技術を提

供した。具体的には、学習の試行回数を低減する

ための手法を開発し、これと平成 30年度に開発し

た機械学習に適した記述子とを併用する事によ

り、材料特性の高速予測を実現した。実際には、高

性能磁石材料の候補として注目されている RFe12

型化合物の最適な化学組成を決定する問題に適用

し、3630組成のうち磁化、キュリー温度、生成エ

ネルギーがトップ 10 の組成を 50 回の試行で見つ

けられる成功確率が、ランダム・サンプリングよ

り圧倒的に高いことを示した。 

 

課題項目④「ガラス複合技術の開発（アップコン

バージョンガラスの開発）」（関西センター） 

 課題項目④の「ガラス複合技術の開発（アップ

コンバージョンガラスの開発）」（関西センター）

においては、ガラスに発光などの機能をもたせる

ために内部にナノ結晶を有する特殊構造のガラス

を開発した。低いエネルギーの光（長い波長の光）

を高いエネルギーの光（短い波長の光）に変換す

る材料（アップコンバージョン材料）は、従来の太

陽電池では利用していない赤外域の光の利用を可

能にする材料として期待されている。励起・発光
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波長が太陽電池の用途に適するエルビウム(Er)な

どの希土類を添加することで、アップコンバージ

ョン特性を示すことが知られており、このためフ

ッ化物結晶を酸化物ガラスの中に析出させたオキ

シフッ化物ガラスの研究がこれまで行われてき

た。しかし、フッ化物結晶を用いることができる

のは融点の高いガラスに限られ、汎用性に乏しい

という課題があった。また、アップコンバージョ

ンの効率を向上させるためには Er の高濃度化が

必要であるが、Er濃度を 1 mol%以上にすると分相

してガラスが失透するため、Erの高濃度化は困難

とされていた。この問題を解決するために、平成

30年度は結晶に類似した構造をガラス中に作り出

すことで、融点の低いホウ酸系をベースにしてガ

ラス組成において、フッ化物ナノ結晶を分散させ

た Er を 1 mol%以上含む透明なガラスを得ること

に成功し、980 nmの半導体レーザー (LD)励起で

のアップコンバージョンを確認した。令和元年度

においては、光閉じ込め効果による発光強度の増

大を目的としたガラスのファイバー化やビーズ形

状への加工に成功した。さらに、その周囲を広帯

域(1,100 nm – 1,400 nm)の増感効果が期待される

結晶組成でコーティングする技術を確立するため

の検討も行った。本成果の一部は、Journal of 

European Ceramic Society 誌(IF: 3.794)におい

て発表されており、学術的に高い評価を得ている。 

 

課題項目④「ガラス複合技術の開発（超低脆性ガ

ラスの開発）」（関西センター） 

 課題項目④の「ガラス複合技術の開発（超低脆

性ガラスの開発）」においては、ガラスの最大の欠

点とされる、もろさを飛躍的に改善するための技

術開発を行った。ガラスは「脆く、割れる」ことが

素材として最大の欠点である。また、加工を行う

と脆さゆえに割れが生じるために、樹脂のように

ユーザーが自由に加工できないことも、その用途

を制限している。この課題の解決策として、イオ

ン交換により表面に圧縮層を形成する強化法が従

来より知られているが、表示機器として薄板化が

求められる中で強化できる厚みに限界があるた

め、これに代わる素材そのものを新たな発想で低

脆性化することが求められている。 
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 そこで本研究では、ガラスの構成成分の組成ゆ

らぎに注目し、これが低脆性化に効果的に機能す

ることを実証するとともに、組成ゆらぎを制御し

て作製するのに適したプロセスを検討することで

超低脆性なガラスを実現することを目的とした。

より具体的な目標として、従来の手法で強化され

た板ガラスの亀裂発生荷重は 50-100 N程度（特許

情報）であることから、これを大きく超える亀裂

発生荷重 100 N以上のガラスの創製を目標として

掲げた。 

 平成 30年度までに、光加熱などのプロセスを用

いることで構成成分の組成ゆらぎをガラスに導入

する手法を確立し、結果として亀裂発生荷重が 1 N

（市販の板ガラスレベル）から 20 Nまで大きく向

上したガラスを得た。令和元年度は、さらなる製

造プロセス検討と組成最適化を行い、組成ゆらぎ

のさらなる分布制御を行った。その結果、得られ

たガラスは亀裂発生荷重が 100 N以上であり、さ

らに条件の最適化を行うことで 200 N以上に向上

することも見出した。 

 

課題項目⑤「リサイクル炭素繊維(ReCF)の高付加

価値マテリアルリサイクル材料の開発」（中部セン

ター） 

 課題項目⑤では、「リサイクル炭素繊維(ReCF)の

高付加価値マテリアルリサイクル材料の開発」（中

部センター）において、「強化繊維としては使用で

きない粉状の ReCF を高付加価値フィラーとして

変換させる技術開発」と、「短い ReCF を機械特性

に優れた炭素繊維強化プラスチック(CFRP)に再生

するための技術開発」に取り組んだ。CFRP は、軽

量かつ機械特性、耐食性、耐摩耗性などに優れた

材料としてエネルギー、輸送機器、産業機器の分

野で注目され、多様な製品開発が進められている。

特に自動車では、電動化に伴う車体重量増の観点

から軽量材料として CFRP の適用が急務となって

いる。一方で、EUの 2030年における社会・経済の

あり方に基づいた環境・資源利用政策（サーキュ

ラー・エコノミー政策）や日本の自動車リサイク

ル法など国内外の法規制によって、製造工程で排

出される端材や廃材の処理方法を考慮する必要が

あり、CFRPを輸送機器に展開するためには炭素繊
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維・CFRPのリサイクル技術、すなわち資源として

の循環技術の構築が課題となっている。現状の

CFRPから ReCFを回収する技術では、ミルド状 ReCF

（長さ 0.2mm以下）、短い ReCF (0.2 mm～1 mm)、

長い ReCF (1 mm以上)、織物、不織布等のさまざ

まな形態の ReCFが回収され、リサイクルの回数が

増すにつれ短い ReCF や粉状の ReCF になる。その

ため、炭素繊維・CFRP の資源循環を実現するため

には、短い ReCF や、粉状 ReCF の活用技術の開発

が重要となる。以上の背景から、「強化繊維として

は使用できない粉状の ReCF を高付加価値フィラ

ーとして変換させる技術開発」においては、平成

30 年には、電気炉を用いて粉状の ReCF は絶縁性

と熱伝導性が高い高付加価値フィラーの Si3N4 や

SiC に変換可能であることを確認した。さらに窒

素、あるいは真空下での反応雰囲気や繊維表面状

態に依存して、生成物やその形態が異なることを

見出し、高付加価値フィラーの作製条件の最適化

に向けた指針を得た。令和元年度には、平成 30年

度の成果を元に、セラミックス被覆の均一性の向

上及び機能性フィラーとしての評価に向けた量産

化に取り組んだが、十分な均一性と量産性を両立

する条件を見出すには至らなかった。一方、「短い

ReCF を機械特性に優れた CFRP に再生するための

技術開発」においては、未使用の短い炭素繊維を

一軸配向した CFRP の開発を平成 26 年に実験室規

模で実現し、CFRPの強度特性向上に繊維配向が強

く寄与することを見出した。その後、短い ReCFを

用いた再生 CFRP の製造を実用化レベルまで展開

するために製造プロセスの検討を行った。平成 30

年度には、短い ReCFを実用規模の混練押出機で一

軸配向させるための口金治具を開発した。開発し

た口金治具で繊維を配向させることによって、繊

維を配向していない CFRPと比較して 2倍の機械特

性と 1,000倍の耐疲労特性を有する再生 CFRPを実

現した。令和元年度には、ReCFの高濃度化プロセ

スの検討を中心に弾性率の向上に取り組んだが、

高濃度化しつつ配向性を保つことが想定よりも困

難であったため、引き続きプロセスの改善に取り

組んだ。 

 ReCFを再び強化繊維として活用するためには、

ReCFの状態を判断するための評価手法が必要とな
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る。そこで、参画した NEDO「革新的新構造材料等

研究開発」において、ReCFに適した、引張強度と

マトリックス樹脂との密着強度を同時に測定可能

な新たな力学特性評価手法を開発し、ReCFの評価

法として活用可能であることを確認した。さらに、

より簡便に ReCF の機械特性を評価する手法とし

て、配向繊維束を用いた試験方法の開発を開始し、

適切な試験片の作製方法及び引張試験実施方法を

定めるために必要なデータを取得すると共に、強

度パラメータの解析手法を確立した。 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 材料・化学領域では、材料・化学領域が目指す 4

つのアウトカム（「環境調和」、「省エネ」、「産業革

新」、「快適」）を実現し、我が国の素材産業と化学

産業の国際競争力の強化に貢献することを目的と

して、領域全体で定めた 5 つの戦略課題及びそれ

に含まれる 23 のサブテーマに準じて研究を実施

した。その中で、「橋渡し」研究前期における研究

開発としては、「セルロースナノファイバー(CNF)

の製造・材料利用技術の開発」や「CO2からの有用

化学品製造技術の開発」、「階層構造を持つナノコ

ンポジットに関する研究（ナノ発泡ポリマー）」、

「物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開発」、「接着・界面

現象の研究」、「材料機能シミュレーション技術開

発（ナノ発泡ポリマー）」、「セラミック電解質シー

ト製造技術開発」、「磁気冷凍材料の開発とシステ

ム化」、「難燃性 Mg合金による高速鉄道車両部分構

体の試作・信頼性データベース(DB)の構築」、「電

磁撹拌を用いたアルミニウム合金の組織微細化」

などの様々な研究テーマが実施された。これらの

材料・化学領域が有する技術シーズについて、マ

ーケティング活動を通じて企業にアピールした結

果、例えば技術コンサルティングは年々増加を続

け、令和元年度には 1億 6,728万円であった。 

 また、評価指標である“知的財産創出の質的量

的状況”、及び、モニタリング指標である“戦略的

な知的財産マネジメントの取り組み状況”に関連

したものとしては、例えば国家プロジェクトやコ

ンソーシアムといった枠組みの中での、課題の戦

略的な取り組みが挙げられる。国家プロジェクト

としては、その主なものとして領域長をプロジェ

クトリーダーとして、平成 27年度から令和 2年度

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

材料・化学領域では、民間企業への開拓した技術

シーズの橋渡しを、着実に実行した。これは技術シ

ーズに基づく技術コンサルティングが第 4 期中に

年々増加しており、技術コンサルティング制度が開

始された平成 27 年と比較して、令和元年度は金額

にして約 30 倍にまで大きくなったことからも裏付

けられる。また、NEDOプロなどの国家プロジェクト

レベルでの受託事業で研究を実施することにより、

研究体制並びに関連する知的財産の強化を戦略的

に進め、研究開発の加速を図ると共に、「橋渡し」

研究を通じて、我が国の素材産業と化学産業の国際

競争力強化に貢献した。 

 一方、コンソーシアムのアウトカムとしては、そ

の活動を通じて産総研の成果の利用の促進などが

達成できたことが挙げられる。例えば、平成 27 年

に設置された電気化学界面シミュレーションコン

ソーシアムは、その活動を続ける中で、産総研発の

技術を基に蓄積された知見をより民間主導で発展

させるべく、平成 30 年 4 月より一般社団法人に引

き継ぎが行われ、産総研発の基盤技術を産業応用に

展開するための拠点となっており、戦略的な知的財

産のマネジメントに成功したといえる。 

 以上のことから、材料・化学領域では、民間企業

との受託研究等に結びつく研究開発に充分に取り

組んだものと結論付けられる。 

 

 課題項目①では、「セルロースナノファイバー

(CNF)の製造・材料利用技術の開発」（中国センター）
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状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

までの事業期間で NEDO超超 PJを実施中である（令

和元年度予算：26.5億円）。また、令和元年度から

は、「機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の

開発」（令和元年度予算：2.0億円）が実施された。

材料・化学領域が関係する NEDOプロジェクトなど

の国家プロジェクトの総数は、第 4期を通じて 22

件であった。また、産総研の業務にかかる産学官

連携の支援、成果の利用の促進、情報の収集及び

提供等を目的としたコンソーシアムは、材料・化

学領域が主導するものとして第 4期中に 17件が活

動を行ったが、そのうち「電気化学界面シミュレ

ーションコンソーシアム」、「フロー精密合成コン

ソーシアム」、「接着・接合技術コンソーシアム」、

「生物資源と触媒技術に基づく食・薬・材創成コ

ンソーシアム」、「ガラス物性測定コンソーシアム」

の 5 件は、第 4 期中に新たに設置したものであっ

た。 

 

課題項目①「セルロースナノファイバー(CNF)の製

造・材料利用技術の開発」（中国センター） 

 課題項目①の「セルロースナノファイバー(CNF)

の製造・材料利用技術の開発」（中国センター）に

おいて、木質等から直接製造されるリグニンやヘ

ミセルロース（木材の構成成分である高分子化合

物）を含んだ CNF（リグノ CNF）の構造を解明する

ことで、ゴム系複合材料の機械強度の向上に適し

たリグノ CNF の表面及び形状特性を明らかにし

た。現在、植物系バイオマスの高度利活用に向け､

各種植物材料から利活用性の高いリグノ CNF の製

造方法及び特性の評価方法の開発が進められてい

る。樹脂やゴムはナノサイズの無機系補強材を複

合化することで機械強度が向上することが知られ

ているが、軽量な CNF やリグノ CNF を活用し、樹

脂やゴム等との複合化することで、軽量・高強度

材料が開発されるものと期待される。しかしなが

ら現状市場で流通している CNF 及びリグノ CNF は

超微細・高純度などに限定されており、補強に最

適な形状や組成は未解明であるため、要求を満た

す機械特性が未だ発揮されていない。また、CNF及

びリグノ CNF 製造コストの低減など、実用化には

課題が多い。これらを解決するためには、CNF及び

リグノ CNF の構造解明を進め、そこから得られた

の研究において、木質原料からパルプ化を経ずに直

接製造したリグノ CNF の形状特性及び表面特性を

明らかにし、CNFによるゴム補強技術の基盤を確立

した。本成果により、低コストで製造した部分ナノ

化 CNFが、シューズ等ゴム製品の性能を向上できる

ことを明らかにした。また、リグノ CNF表面の積層

構造の解明は、従来よりも優れた強度を持った樹脂

やゴム製品を作り出すだけでなく、現在までほとん

ど産業利用されてこなかった柑橘果皮を資源とし

て活用できることを示した。食品系原料由来 CNFは

安全性が高く、化粧品等の高機能化に応用できるた

め、本技術の産業的価値は極めて高いといえる。本

成果に関連する論文は、平成 30 年度の国際誌の表

紙に選定されており、学術的評価も高い。また、こ

れまでの CNFに対する取り組み成果を基盤に、CNF

の社会実装を加速する産学官連携の場として、産総

研中国センター内に「なのセルロース工房」を立ち

上げ、産業界へ技術の橋渡しを推し進めた。「なの

セルロース工房」には 23 機関が参加していること

からも、本技術は社会的関心の高い技術であり、異

分野の参画企業同士の連携による新技術開発を推

進にも繋がっている。令和元年度の実績に関して

も、得られた研究成果から生み出した技術シーズが

企業連携へと結びついており、このことは本研究課

題が企業への「橋渡し」に資するものであることを

意味している。 

 

 課題項目①では、「CO2からの有用化学品製造技術

の開発」の研究において、CO2 とアミンからの芳香

族ウレタン合成が、開発した反応プロセスによって

可能になった。芳香族ウレタンは、既存の手法を用

いて、大きな市場規模を持ったポリウレタン原料で

ある芳香族イソシアネート（ベンゼン環にイソシア

ネート基が結合した化合物）へと変換可能であるこ

とから、本研究によってホスゲン代替として CO2を

利用したポリウレタン原料合成技術を確立したと

いえる。本技術で用いる脱水剤は反応終了後にアル

コールを用いて容易に再生・再利用が可能であり、

省エネルギーや環境負荷の低減の面でも優れた特

性を持つ。さらに、新規ウレタン合成プロセスの反

応機構を明らかにすることで、工業化に適したより

高活性な触媒の開発の方向性を定めることができ
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知見を基に、機械強度の向上をもたらす CNF 及び

リグノ CNF の設計や、低コストの製造技術を開発

する必要がある。リグノ CNF を用いたゴムとの複

合材料の開発においては、CNF表面でのリグニンや

ヘミセルロース（セルロース以外の木質成分）の

積層構造の解明とリグノ CNF の形状・形態の最適

化が、ゴム複合材料の優れた機械強度を発現する

ための鍵となっているため、本課題ではこれに取

り組んだ。 

 平成 29年度に、リグノ CNFの表面特性を評価で

きるセンサーを開発するとともに、リグノ CNF 表

面の木質成分の積層構造を明らかにした。この知

見を利用し、平成 30年度は、樹種によるリグノ CNF

の表面状態の違いを精密に解析すると共に、CNFの

社会実装を加速する産学官連携の場として、「なの

セルロース工房」を産総研中国センター内に立ち

上げ、連携の取り組みを推進した。 

 令和元年度には、従来よりも 5 分の 1 以下のコ

ストで製造可能な部分ナノ化 CNF を活用すること

で、樹脂・ゴムを効果的に補強できることを、これ

までの特性評価技術を基盤として明らかにした。

さらに、溶剤への溶解性が低く凝集性の高い顔料

の高機能化を目指し、CNFと顔料分子との分子間相

互作用の精密解析手法を構築した。この技術を活

用して、CNFによる顔料分散メカニズムの解明を進

め、企業連携により、プロトタイプ高発色性材料

の開発に成功した。 

 

課題項目①「CO2 からの有用化学品製造技術の開

発」 

 課題項目①の「CO2からの有用化学品製造技術の

開発」の研究において、CO2を原料としてウレタン

を合成する新しい反応プロセスを開発した。ポリ

ウレタンは、建築資材、自動車部品、塗料として幅

広く利用される熱硬化性樹脂である。しかしなが

ら、ポリウレタンの原料は猛毒かつ腐食性のホス

ゲン(COCl2)から誘導される化成品であり、反応に

伴って発生する塩化水素ガスの副生も課題となっ

ている。一方、大気中に含まれる豊富な CO2は安価

で毒性が低いため、有機化合物の原料として有望

である。しかしながら、CO2は熱力学的に安定な物

質であるため、これを活性化して有用物質に変換

れば、近い将来、CO2 とアミンからのウレタン合成

の実用化が期待できる。CO2 を活用して有用化学品

に変換する技術(CCU)は、平成 31年 1月の世界経済

フォーラム年次総会での首相スピーチにおいても

その開発の重要性が取り上げられ、技術的難易度は

高いものの、社会的要請の高い開発ターゲットであ

る。 

 平成 30 年度において、本技術に関する論文は、

我が国の代表的な国際化学ジャーナルである

Bulletin of the Chemical Society of Japan 誌

(IF: 4.431)、グリーンサステイナブルケミストリ

ー分野において著名な国際ジャーナルである ACS 

Sustainable Chemistry & Engineering 誌(IF: 

6.97)に掲載された。さらに、本技術の開発で得ら

れた知見を元に、民間企業との共同研究を前提とし

た競争的研究資金プログラムである「NEDO 先導研

究プログラム／未踏チャレンジ 2050」 (2,000万円

/年、期間 3～5 年間)を獲得しており、学術的、社

会的にも大きな注目が得られた。また、令和元年度

は、本技術について新聞 2誌（化学工業日報、日経

産業新聞）に研究紹介記事が掲載され、さらに、第

8 回 JACI/GSC シンポジウムにおいて本技術に関す

るポスター発表がポスター賞を受賞した。 

 

 課題項目②では、「階層構造を持つナノコンポジ

ットに関する研究（ナノ発泡ポリマー）」において、

発泡ポリマーの平均発泡径の微細化に取り組み、従

来にない高圧(100 MPa）の利用を可能とする装置の

開発を行い、バッチプロセスで数 100 nm、連続製

造プロセスで 5 µmの平均発泡径を達成した。連続

製造での値は、核剤を使用していないケースとして

はこれまでの研究報告の中でも最小値である。また

計算科学の活用により、従来の概念と異なる発泡微

細化のための添加剤“アンチ核剤”の概念を提案し、

実際の発泡ポリマーで実証した。この成果は、勘と

経験と多数の実験により行われてきた従来のポリ

マーの成形加工に関する研究開発について、効率

化、迅速化を可能にするものであり、光透過性断熱

材料の開発の加速に繋がる。軽量で柔軟性の高い光

透過性断熱材料は、窓からの熱放散を防ぐ断熱材と

して有望であり、住宅や自動車の省エネルギーに貢

献が期待できる。本成果の社会的関心も高く、平成
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する事は技術的ハードルが高い挑戦的な課題であ

る。 

 以上の背景から、CO2を原料としてウレタンを高

収率で合成する反応プロセスに取り組み、平成 30

年度には、60%以上の高収率を世界で初めて実現し

た。CO2を原料とする反応において、適切な触媒及

び反応プロセス技術を用いずに反応させた場合の

ウレタン収率は数%とごくわずかであることから、

大幅な効率改善の実現に成功したといえる。さら

に、これらの手法が主要ポリウレタン原料に転換

可能な芳香族ジウレタン類にも適用可能であるこ

とを実証した。 

 令和元年度には、本技術を基盤とした民間企業

との共同研究の推進を継続するとともに、新規ウ

レタン合成プロセスの反応機構を理解する上で重

要な鍵中間体として、ウレタンの基本構造である

カルバメート基が亜鉛に配位した錯体の単離・構

造解析に取り組み、これに世界で初めて成功した。

我々が開発した本プロセスは反応温度・圧力が高

いため、触媒系の改良を行うことで反応の効率化

を図る必要がある。本プロセスの反応機構には不

明な点が多く、触媒である亜鉛錯体を改良するた

めの指針を立てることが困難であったが、この反

応中間体の生成過程や反応過程を実験・理論の両

面から調査することで、新規ウレタン合成プロセ

スの反応機構を明らかにでき、工業化に適した、

より効率的に反応が進行するための反応条件の確

立や触媒設計が可能となった。 

 

課題項目②「階層構造を持つナノコンポジットに

関する研究（ナノ発泡ポリマー）」 

 課題項目②では、「階層構造を持つナノコンポジ

ットに関する研究（ナノ発泡ポリマー）」において、

発泡ポリマーの発泡の微細化に関する研究を行っ

た。本研究は民間企業と NEDO の超超 PJ にて実施

した。発泡ポリマーにおいて、市販品の 10倍以上

の高い発泡率（発泡前の何倍の体積になったかを

示す指標）を維持したままで、市販品では数 10 µm

の発泡径を 100 nm 以下に抑制することができれ

ば、熱伝導率の抑制と光透過性の付与が可能にな

ることが理論的に予測されている。しかしながら、

高い発泡倍率と微細な発泡径の両立が困難であ

30年 11月、日刊工業新聞、化学工業日報にて報道

された。加えて、令和元年度の結果として、核剤等

を使用しない系において、さらなる発泡径の微小化

が実現されたことは、熱伝導率や光透過性の一層の

改善に結びつくものと期待される。また、画像計測

による解析システムが構築されたことでオンライ

ンでの計測が可能となり、試作→評価→再試作に係

る時間が短縮されるため、結果として高速試作・連

続製造システムが実現するものと期待される。 

 

 課題項目③の「物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開発」

において、アンモニア及びアンモニウムイオンを選

択的に吸着する造粒体を開発した。これにより、大

気及び汚水中の窒素分除去を実現し、養豚場の畜舎

周辺でのアンモニアによる悪臭対策に有効である

ことを実証した。さらに、アンモニアを吸着した造

流体を加熱脱離することで炭酸水素アンモニウム

（重炭安）の固体へ変換する技術を開発した。畜舎

周辺の悪臭は、畜産業が事業を拡大し、新規畜舎を

建築する際の深刻な課題となっており、その解決が

期待される。加えて、本技術はアンモニア及びアン

モニウムイオンを無害化だけでなく資源化するこ

とでもコスト削減が期待される。なお、本技術は平

成 28 年度の国際ナノテクノロジー総合展・技術会

議においてプロジェクト賞（ライフナノテクノロジ

ー部門）を受賞した。また、アンモニア関連につい

て平成 28 年度から令和元年度にかけて、テレビ東

京での放映、日本経済新聞、読売新聞、朝日新聞な

どへの掲載など、あわせて 31件の報道があった。 

 

 課題項目③の「接着・界面現象の研究」では、接

着・界面現象研究ラボを設立し、研究拠点の構築を

進めた。自動車や航空機用の構造接着剤の市場規模

は、令和 10 年頃には世界規模で 2 兆円になると予

測されている。そこで接着・接合技術コンソーシア

ムを平成 28年度に設立し、接着技術に関わる情報

交換と共通基盤的な技術課題について議論する場

を産業界に提供してきた。現状では、自動車や航空

機用の構造接着技術の実用という観点では日本は

ヨーロッパに遅れているが、本活動を通じて、接着・

接合技術の強化を図ることで、当該分野での産業競

争力の向上に貢献した。また、平成 29 年度より複
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り、上述のようなナノ発泡ポリマーはこれまで実

現していない。そこで小型の圧力容器による発泡

実験（バッチプロセス）による新規手法の確立と、

押出成形装置を用いた連続製造プロセスによる実

用化に向けた取り組みが世界的に行われている。

発泡の微細化には高圧での製造が有利であること

から、本研究では従来にない 100 MPaの高圧で製

造を可能にするバッチ発泡装置及び連続製造プロ

セスを可能とする押出成形装置の開発を行い、平

成 30 年度にはバッチプロセスでは平均発泡径が 

100-700 nm、連続製造プロセスでは 5 µmまで微細

化できることを確認した。連続製造プロセスでの

値は、核剤（発泡の起点となり、発泡径の微細化に

有効であるタルク、シリカ等の無機添加物）を使

用していないケースとしてはこれまでの研究報告

の中でも最小値を示した。同じく、平成 30年度に

は、これまで理論的な検討が少なく、経験的に用

いられてきている核剤について、計算科学を用い

た設計と製造、評価を行った。その結果、“核剤”

とは逆に、発泡の起点にならず、気泡成長の抑制

に寄与する新規添加物“アンチ核剤”の概念を見

いだし、発泡の微細化、均質化に効果があること

を実証した。令和元年度には、平成 30年度の結果

を元に、バッチ発泡において、超高圧(100 MPa)、

急減圧(2G Pa/s)、温度制御等を駆使することによ

り、核剤等を使用しない、汎用ポリマーの系では

最小となる、平均発泡径が 40 nmの光透過性発泡

ポリマーの作成に成功した。加えて、連続製造プ

ロセスにおいて、吐出ポリマーの画像計測による

解析システムを構築し、発泡ストランドの幅や角

度をオンラインで計測することを可能とした。 

 

課題項目③「物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開発」 

 課題項目③の「物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開

発」においては、廃棄物中の物質を回収し再利用

することや、回収した物質を変換して高付加価値

品に変換する技術について、排水などの廃棄物を

処理する企業・自治体や、リサイクル企業等から

の要請に応えることが目的である。近年、情報機

器廃棄物からの貴金属回収などは産業化しつつあ

るが、その幅を広げていく必要がある。具体的に

は、アンモニア及びアンモニウムイオンを選択的

数の企業が参画する資金提供型共同研究を開始し、

平成 30 年度まではこの枠組みを用いて熱応力変形

に関する研究テーマを実施した。令和元年度から

は、接着接合の耐久性と接着メカニズムの解析に関

する研究テーマを開始した。本研究のアウトカムと

して平成 30 年度は、応力発光を用いた接着接合部

評価手法に関する研究でヨーロッパの構造接着学

会のベストオーラルプレゼンテーション賞を受賞

した。さらに令和元年度には、新たに開発した応力

発光材料を用いた接合部評価方法が ISO/TC61 で新

規規格提案として承認された。一方で、平成 29 年

には「国際標準化による樹脂/金属異種材料接合体

の海外事業展開」で経済産業大臣賞を受賞してお

り、学術的及び社会的にも高い関心を得ている。 

 

 課題項目③の「材料機能シミュレーション技術開

発（ナノ発泡ポリマー）」において、発泡プロセス

のモデリングを達成した。それにより高分子発泡材

の発泡構造を予測する技術を確立した。この技術は

所望の高分子発泡構造の実現に必要な高分子と核

剤の候補材料絞り込みを可能にするため、材料開発

に要する時間を大幅に短縮できることが期待でき

る。なお、本技術は、NEDOの超超 PJにおいて、ADMAT

と共同で開発したものであり、社会ニーズの関心も

高く、平成 30 年度に化学工業日報などで報じられ

た。 

 

 課題項目④の「セラミック電解質シート製造技術

開発」（中部センター）の研究において、セラミッ

クス全固体蓄電池を製造するのに不可欠な薄い電

解質シート部材製造技術として、酸化物リチウムイ

オン伝導性セラミックスのシート作製技術、大型シ

ートを低温で焼成する技術、急速充放電性能向上に

必要なミクロ～マクロでの界面の形状制御技術に

関して、基盤技術を確立した。また、電池試作が進

む次世代電池の一つであるカチオン移動型電池（硫

黄系）材料について、従来よりも安全かつ大量に合

成可能なプロセス技術を検討し、従来、mgオーダー

の少量合成しかできなかった正極材料合成のスケ

ールアップ条件を見出した。電気自動車やモバイル

機器向けの蓄電池の市場規模は 16〜20 億円とさ

れる。次世代自動車の電動化に向け、世界的に急速
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に吸着する吸着材の開発を進め、カラムなどに充

填して利用できる造粒体を実現した。選択的に対

象物質を吸着する造粒体の開発には、原子スケー

ルでの構造の設計とともに、ナノスケールからミ

リスケールまでのマルチスケールで空隙構造を設

計し、適切に造粒体の中を対象物質が移動できる

ようにすることが鍵となっている。 

 平成 29年度までは、プルシアンブルー(PB)を吸

着材とし、ナノメートルスケールでの最適化によ

り、粉末材料として高い吸着能を有する材料を開

発した。平成 30 年度には、マイクロ～ミリスケー

ルでの最適化として、企業と共同で造粒体を開発

し、養豚場（アンモニア）及び下水処理場（アンモ

ニウムイオン）での実証試験を実施し、それぞれ

実環境下で対象物質を吸着回収することに成功し

た。さらに令和元年度には、実用化に必要な耐久

性を有する造粒体を開発し、畜舎内のアンモニア

を除去することで、養豚の生産効率を上げること

や、養豚場周辺の悪臭低減に貢献した。具体的に

は、豚舎の実ガス(10 ppmオーダーで NH3が含まれ

ている)から NH3を選択吸着させ、加熱脱離により

重炭安を固体創出することに成功しており、吸着

後分解処理していたアンモニアの再利用が実現さ

れた。これまで、低濃度の大気中物質を回収し、有

価物質に変換した例は知る限り存在しておらず、

窒素循環経済の実現が期待される。最近検討が進

められている Carbon Capture and Utilization 

(CCU)は、CO2濃度が 10%を超える排気ガスなどが対

象である。また、大気中の CO2 を直接回収する

Direct Air Capture (DAC）においても、大気中 CO2

濃度は約 400 ppmである。よって、本技術は世界

で初めて 10 ppm レベルの大気中希薄物質を資源

化する技術であると考えている。 

 

課題項目③「接着・界面現象の研究」 

 課題項目③の「接着・界面現象の研究」において

は、航空機や自動車車体のさらなる軽量化の実現

に必須な接着技術に関し、その信頼性を確保する

ための接合部の評価手法や接合界面特性評価方法

及び表面処理法の確立、接合メカニズムの解明等

を行い、接着接合の強度や耐久性に影響を及ぼす

因子を明らかにした。平成 28年度に接着・界面現

充電が可能な全固体電池の開発が加速されており、

企業での全固体電池開発に必要な部材供給を可能

にする本技術は、市場に与えるインパクトだけでな

く、省エネ社会の実現にも大きく貢献するものであ

る。実際、企業の量産機で試作したシート部材を第

3 回及び第 4 回高機能セラミックス展（平成 30 年

12 月 5 日-12 月 7 日、令和元年 12 月 4 日-12 月 6

日、幕張メッセ）にて企業ブースにて展示し、電池

製造メーカー等のユーザー企業へ試作品提供に向

けた商談や試作品のアピールを行ったところ、多く

の企業から強い関心を得た。今後、原料メーカーや

ユーザー企業と連携し、第 5期中には、1時間以下

の充電時間で電動モビリティの航行距離を 2 倍以

上に向上させる電池技術として、電極との界面制御

技術及び低温域での焼結化技術開発を行い、室温で

の急速充放電を目指した移動体用の次世代蓄電池

試作へ向けた開発を加速させる。 

 

 課題項目④の「磁気冷凍材料の開発とシステム

化」（中部センター）の研究において、課題となっ

ていた低磁場下において高出力な磁気冷凍部材の

開発が可能となるとともに、水素スプリット問題と

それに伴う特性低下を解決する手法を見出した。こ

れらの事により、冷凍システムに使用する磁気回路

の小型・軽量化と長期信頼性に繋がる成果が得られ

た。この技術は、従来の代替フロンによる冷凍シス

テムに代わり得る、磁気冷凍システムの確立へ大き

く貢献するものである。本技術の冷凍出力が現行

（気体圧縮）技術と同程度のものとなった場合、ノ

ンフロン、静音性、高効率性などが普及の後押しと

なり、市場投入当初で数十から百億円の規模となる

ことが見込まれる。さらに、性能向上と市場認知の

高まりを含めて予想すると、将来的には、数千億円

規模の市場に発展することが見込まれる。フロンフ

リー、さらには従来の冷凍システムに比べて省エネ

ルギーという特性が見込まれる磁気冷凍システム

の開発は、社会的関心や産業界からのニーズも高

く、本技術は民間企業との共同研究によって、外部

資金 1億 300万円（平成 27年度-令和元年度）を獲

得し、また、公的資金・NEDO・エネルギー・環境新

技術先導研究プログラムに採択された（平成 30 年

度−令和元年度総額 3,341万円）。また、学術的評価
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象研究ラボを設立し、異分野の研究者が連携して

本研究開発を推進した。また、平成 29 年度より

NEDO革新的構造材料等の開発プロジェクトの中の

1テーマである、「構造材料用接着技術の開発」を

実施している。平成 29 年度には、ポリプロピレン

系 CFRTP（炭素繊維強化熱可塑性樹脂）の表面処理

効果のメカニズムを明らかにし、最適な表面処理

を確立した。平成 30年度には、接着接合部の力学

特性を表す破壊靱性値の正確な評価手法を確立す

ると共に接合部の評価法に関する国際規格案を提

案した。さらに令和元年度には、これまでの初期

特性評価から、長期的な接合特性評価への展開を

目的として、新規接着剤吸水劣化加速試験方法を

確立すると共に、応力発光によるき裂進展モニタ

リング方法の ISO 新規提案を進めた。加えて、ナ

イロン系 CFRP に対して有効な接着前表面処理法

とその接着性改善のメカニズムについて明らかに

した。 

 

課題項目③「材料機能シミュレーション技術開発

（ナノ発泡ポリマー）」 

 課題項目③の「材料機能シミュレーション技術

開発（ナノ発泡ポリマー）」に関する研究において、

高分子発泡材料の断熱機能や色合いと密接に関連

している発泡サイズやその分散等の、発泡構造の

予測を可能にする材料機能シミュレーション技術

を開発した。なお、本研究は課題項目②「階層構造

を持つナノコンポジットに関する研究（ナノ発泡

ポリマー）」と連動して行われた。新規機能性材料

の開発を加速させるために、従来の実験と評価に

よる試行錯誤的な工程を、計算科学手法の導入に

よってより効率化する試みが世界的に行われてい

る。そこで本課題では、大幅な省エネ性能や複合

化による多種類の機能の発現といった性能向上が

期待されている高分子発泡材料の材料開発につい

て、この試みの適応を行った。 

 高分子発泡材料の発泡構造を予測するには、発

泡プロセスのモデリングと、発泡を促進する核剤

と高分子との状態を適切にモデル化するシミュレ

ーション技術が鍵となっている。平成 30年度に発

泡プロセスのモデリングに成功し、小泡が均一分

散する望ましい発泡構造を実現するための核剤の

も高く、科研費・基盤 B（平成 30年度-令和元年度

総額 1,391万円（間接経費 30%含む））を獲得した。

加えて、永井財団・学術賞を受賞した（平成 27 年

度）。国際会議の招待講演は 10 件（平成 27 年度-

令和元年度）であり、うち 1 件はプレナリー講演

（平成 30 年度）で、1 件はキーノート講演（令和

元年度）であった。特許出願は 4件であり、国内出

願 2 件中 1 件は登録、2 件は特許協力条約(PCT)出

願である。 

 

 課題項目⑤の「難燃性 Mg 合金による高速鉄道車

両部分構体の試作・信頼性 DBの構築」（中部センタ

ー）においては、簡易モックアップ構体の製造や信

頼性 DBの構築を通じて、開発した合金のための基

礎技術（素形材製造・接合・表面処理・設計）を構

築しつつあり、当該合金を高速車両構体の構造部材

に適用することで、高速車両構体の抜本的な軽量化

が図れるものと期待される。高速車両構体の軽量化

は、運転時のエネルギー消費量の削減に寄与するだ

けでなく、高速鉄道の速度向上にも資するものであ

り、わが国の鉄道を中心とする輸送器機産業の国際

競争力強化に大きく貢献することが期待できる。 

 鉄道車両の市場は世界で約 7.8 兆円(平成 30 年

－令和元年間の平均値。欧州鉄道産業連盟 

“WORLDRAIL MARKET study”より)と推定されてお

り、本技術の普及による経済効果は極めて大きい。

本技術はプレスリリース(NEDO、平成 30 年 6 月 12

日)後、日本経済新聞等 7 紙で報道され、その実用

化への期待が高いことを伺わせている。 

 

 課題項目⑤の「電磁撹拌を用いたアルミニウム合

金の組織微細化」（中部センター）の研究において、

微細化剤を使用しない新たな鋳造組織微細化技術

の開発を行い、従来の微細化剤添加法と同等以上の

微細化を可能とした。 

 微細化剤を使用しない本プロセスの開発により、

アルミニウム合金の製造コスト・リサイクルコスト

の低減が可能となるため、当該材料の更なる使用拡

大が期待される。産業界においても本技術に関する

関心は高く、平成 27年度より株式会社 UACJに技術

移転を行い、実用化を進めてきた。平成 30 年度に

は、これまでの取り組みが評価され、株式会社 UACJ
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材料予測に成功した。その後、先端素材高速開発

技術研究組合（ADMAT）と連携してシミュレーショ

ン結果の実験検証を行い、モデルの妥当性を確認

した。令和元年度には、この技術をベースに、別途

開発中の材料の実験画像や AI と組み合わせたシ

ミュレーション技術を併用する事により、発泡構

造の予測精度のさらなる向上を得た。加えて、高

い断熱性と透明性に優れた高分子発泡材料の予測

設計技術を実用化し、企業との共同研究等を通じ

て、この高分子発泡断熱材料の候補材料絞り込み

技術の橋渡しを行った。 

 

課題項目④「セラミック電解質シート製造技術開

発」（中部センター） 

 課題項目④の「セラミック電解質シート製造技

術開発」（中部センター）では、高速充電が可能な

モビリティ向けの次世代全固体蓄電池を目指し

て、領域間連携による「酸化物系全固体電池研究

加速化のためのアライアンス」（平成 30 年度産総

研戦略予算）を構築した。自動車等の移動体にお

いて、電動化の実現のためには急速充電が可能な

安全性の高い次々世代型の酸化物系全固体蓄電池

の開発が必要とされている。そこで本研究では、

常温付近で作動する「AIST全固体蓄電池」向けの

酸化物セラミックス電解質シートを用いた蓄電池

の構造制御や、部材化に不可欠な難焼結性のリチ

ウム伝導性セラミック電解質のシート化、さらに

は電極との界面制御技術及び低温域での焼結化技

術を検討し、次々世代型の酸化物系全固体蓄電池

の実現を図った。 

 平成 30 年度には、電極材料との接点を数 µm 以

下で形成し、かつ、その構造を保持したまま電解

質シートを 800℃以下で製造するプロセス技術の

開発を行った。数 cm角のシート部材の試作に成功

したことから、作動性能の向上へ貢献できるシー

ト部材を開発できたといえる。また、NEDO 革新型

蓄電池実用化促進基盤技術開発(RISING2)にて、カ

チオン移動型電池（硫化物系電池）の正極材料の

量産化技術開発を試みた。硫化物系電池は既存電

池よりも高い放電容量(500 mAh/g以上)を示すが、

正極材料の量産化が困難な点が問題であった。し

かし、新規合成技術により、正極材料の合成時間

と冠ラボを設立、共同研究を実施した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「機能性化学品の連続精

密生産プロセス技術の開発、CO2 有効利用技術の先

導研究(CO2 直接分解)など、令和元年度に 5 件の

NEDO国プロが開始された」、「CNF研究は、日本のバ

イオマス利用研究の中心課題の一つである。材料・

化学領域としてもバイオ材料に一層の力を入れる

べきと思われる」、「吸着剤の実用化レベルの達成」、

「令和元年度開始の NEDO や国プロジェクトが 5 件

あったことは特筆に値する。」などの高い評価を得

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 橋渡し前期研究においては、橋渡しの評価指標で

ある実施契約件数に関して、第 5期以降引き続き高

い水準を保つことが課題である。このための取り組

みとして、有望な産総研特許の企業への PR を検討

する。また、有償試料提供の実績を上げるために、

試作体制の充実を目指す。材料・化学領域の橋渡し

前期研究では、国家プロジェクトによる研究開発が

中心である。そのため、プロジェクトで定めた目標

を達成すべく責任を果たしていく。 

 中長期的には、領域の知財マネジメントの強化が

最大の課題である。そのため、パテントオフィサー

が領域の研究課題設定から係わり、真に有効な知財

の創出を目指す。また、国家プロジェクトの提案や

推進を積極的に行っていく。 
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を従来の 1/120 以下と大幅に短縮すると共に、ワ

ンバッチ当たり、従来の 30倍の合成収量を実現し

た。また橋渡し後期として、平成 30年度より実施

している「佐賀県リーディング企業創出支援事業」

にて、産総研で開発した全固体蓄電池向けの電解

質シート製造技術を活用し、全固体電池向け

LiTAP(Li-Ti-Al-P2O5)系セラミック電解質シート

部材の製造を企業の量産機にて検討した。 

 令和元年度には、酸化物シート蓄電池の連続製

造という難易度の高い課題に挑戦し、その試作技

術の確立を企業連携で実現した。また、産総研で

開発をしている単結晶では世界トップ性能の高 Li

イオン伝導性(25℃以下において 1mS/cm)のガーネ

ット構造材料のランタンジルコン酸リチウム 

(Li7La3Zr2O12: LLZ)セラミックシート部材化技術

を検討した。具体的には、難焼結性であるため、

LLZ 金属酸化物の粒子制御などで低温焼成でのシ

ート化技術及びコールドシンタリング法での粒子

界面接合技術を検討し、セラミックスでも単結晶

に近い緻密なシートを製造する技術を開発し、

25℃において 0.6 mS/cmの伝導性を実現した。 

 

課題項目④「磁気冷凍材料の開発とシステム化」

（中部センター） 

 課題項目④の「磁気冷凍材料の開発とシステム

化」（中部センター）においては、従来の代替フロ

ンガスを利用した冷凍システムに代わり、固体材

料による冷凍システムを構築することを目的とし

て、固体材料における材料設計の最適化とシステ

ム化を行った。従来のコンプレッサー式冷凍シス

テムは冷凍性能には優れるものの、冷媒として温

室効果の高いフロンやノンフロンを用いるという

課題があった。このため、近年、磁気による熱変化

を用いたノンフロン、かつ省エネルギーの磁気冷

凍技術が期待されている。第 4 期を通して、従来

の磁気冷凍材よりも高い磁気熱量効果（磁気によ

る熱変化）を発揮する La(Fe,Si)13H の開発を進め

てきた。加えて、La(Fe,Si)13H は水素添加量によ

って冷凍材料として機能する温度（転移温度）を

制御できることも明らかにしてきた。 

 平成 27年度には、焼結プロセスと低酸素処理を

組み合わせた手法により、従来の溶融凝固法に比
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べ、1/10の短時間で材料合成に成功し、材料製造

における熱に対する安定性の向上が実現した。そ

の一方で、この材料を部材化して冷凍システムを

構築する際の課題を抽出し、大きな課題の一つで

ある水素スプリット問題の解決に取り組んでき

た。水素スプリットとは、この材料を転移温度に

長時間置いておくと水素が拡散し、材料内で水素

濃度が異なる領域ができることにより、冷凍出力

が低下する現象であり、これを抑制する必要があ

る。平成 30年度には、結晶粒径の制御が可能でか

つ冷凍出力の低下を生じない添加元素を発見し、

水素スプリットの抑制を可能とした。以上の成果

から、本材料を室温近傍の空調・冷蔵用途に用い

た際には、従来型のガドリニウム材料などに比べ

て 3～4 倍以上の冷凍能力が期待でき、また、現行

旧来方式（コンプレッサー式）に匹敵する冷凍能

力を、数割から数倍高いエネルギー効率で実現で

きるポテンシャルを有することを明らかとした。

令和元年度には、これまで磁気冷凍システムの課

題であった低磁場下においても、従来と同等性能

を出せる材料の組成や製造方法を確立した。加え

て、それらの合金において、粒子制御をさらに追

及し水素吸収法を改善したところ、水素スプリッ

トの数週間規模での抑制に成功した。これにより、

小型かつ安定な磁気冷凍システムを実現できれ

ば、機器重量あたりの出力密度(W/kg)の面からも

有利性が増し、従来の代替フロンガスを利用した

冷凍システムを置き換えるのに十分な冷凍出力が

期待できる。さらに、材料の高性能を現実の冷凍

機の高効率化につなげるため、磁性材料そのもの

による熱交換機を形成するための部材形態制御の

探索も行い、高特性材料の熱交換機形成技術の拡

充を図った。 

 

課題項目⑤「難燃性 Mg合金による高速鉄道車両部

分構体の試作・信頼性データベース(DB)の構築」

（中部センター） 

 課題項目⑤の「難燃性 Mg合金による高速鉄道車

両部分構体の試作・信頼性データベース(DB)の構

築」（中部センター）において、NEDO委託事業「革

新的新構造材料研究開発」で開発した新たな難燃

性 Mg合金を使用して、当該プロジェクトメンバー
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の一員として、実寸大断面（長さ 1 m）のオール Mg

合金製の高速車両構体の実寸大断面（長さ 1 m）の

簡易モックアップの作製を完了させた。 

 輸送機器の燃費向上によるエネルギー消費量と

CO2排出量の削減は、わが国の部素材産業やユーザ

ー産業の国際競争力強化のために不可欠な課題で

ある。本料を用いた Mg 合金製構体材は Al 合金製

構体と比較して 30%の軽量化が可能であり、難燃性

Mg合金構体の適用が高速車両構体の軽量化及びそ

れに伴うエネルギー消費量削減や高速鉄道の速度

向上に資することを確認した。 

 平成 30 年度は、難燃性 Mg 合金を用いて構体を

設計するために必要となる各種信頼性（疲労特性・

耐食性）DBを構築するために、産総研において開

発した高強度難燃性マグネシウム合金押出材及び

接合継手の疲労特性を系統的に取得した。また、

令和元年度には、難燃性マグネシウム合金展伸材

の耐食性と組織の関係に及ぼす主要元素濃度の影

響を系統的に明らかにし、開発した高強度難燃性

マグネシウム合金押出材が汎用マグネシウム合金

展伸材と同等またはそれ以上の良耐食性を示すこ

とを確認した。さらに、NEDO「革新的新構造材料等

研究開発」に参画し、プロジェクト参画企業と共

同で、実寸大断面（長さ 5 m）のオールマグネシウ

ム合金製の気密疲労試験用のモックアップ構体の

作製に取り組んだ。 

 

課題項目⑤「電磁撹拌を用いたアルミニウム合金

の組織微細化」（中部センター） 

 課題項目⑤の「電磁撹拌を用いたアルミニウム

合金の組織微細化」（中部センター）においては、

微細化剤を使用しない新たな鋳造組織微細化技術

の開発を行った。アルミニウムをリサイクルして

二次地金を製造する際に要するエネルギーは、新

地金製造に必要なエネルギーの 3～5%程度と非常

に少なく、省資源・省エネルギーに対する関心が

高まる中で、リサイクルアルミニウムの有効利用

に対する期待は大きい。しかしながら、微細な構

造の発生によるアルミニウム合金の強度向上を目

的として、鋳造時に微細化剤が添加されているた

め、リサイクル時にはこれらの分離、除去といっ

た処理が必要となる点が課題である。そこで本研
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究では、微細化剤添加法に代わる組織微細化技術

の開発に取り組んだ。 

 平成 29年度までに円形断面の鋳造材（φ90 mm）

において、電磁撹拌付与で得られた微細構造の粒

径は約 50 µmであり、一般的な微細化手法である

微細化剤添加 (粒径約 70 µm)を上回る微細化を実

現した。平成 30年度には、より生産量の多い矩形

断面鋳造材への本プロセスの適用を検討し、材料

全体を均一微細とするための型条件を明らかにし

た。これらの結果を受け、プロジェクト内企業（株

式会社 UACJ）において実用化に向けた検討が開始

された。令和元年度は、実生産サイズ（φ300 mm）

への適用に向け、各電磁撹拌パラメータが組織微

細化に及ぼす影響を調査し、大型化を行う場合に

必要となる装置の仕様を明らかにした。その結果、

固体と液体に働く電磁力の大きさの違いにより固

液間の速度差が生じ、これがもたらす抵抗力の大

小が組織微細化に最も影響することを明らかに

し、上記知見に基づき電磁撹拌専用装置の設計及

び製造を行った。 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 材料・化学領域では、材料・化学領域が目指す 4

つのアウトカム（「環境調和」、「省エネ」、「産業革

新」、「快適」）を実現し、我が国の素材産業と化学

産業の国際競争力の強化に貢献することを目的と

して、領域全体で定めた 5 つの戦略課題及びそれ

に含まれる 23 のサブテーマに準じて研究を実施

した。その中で、「橋渡し」研究後期における研究

開発としては、「砂からテトラアルコキシシランを

製造する方法」や「耐熱性ガスバリアフィルムに

関する研究」、「ナノ空孔材料を利用した分離シス

テム」、「マイクロ波照射技術の開発」、「スーパー

グロース法単層カーボンナノチューブ(SGCNT)を

用いた長寿命・高耐熱・高耐圧 O リングの開発」、

「コアシェルナノ粒子の開発と構造色の発現」、

「パワーモジュール用窒化ケイ素メタライズ基板

の信頼性評価技術開発」などの様々な研究テーマ

が実施された。これらの材料・化学領域が有する

技術シーズを企業に対して積極的にアピールする

ことで、連携研究室（冠ラボ）の設置など大型の共

同研究に結びついた。その結果、「橋渡し」研究後

期における研究開発の評価指標である“民間から

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

材料・化学領域では、5つの戦略課題及びそれに

含まれる 23 のサブテーマに準じて、さまざまな研

究を実施した。その結果、着実に技術移転の実績を

積み上げることができ、令和元年度には第 3期平均

の約 3倍の民間資金獲得に成功し、また第 4期を通

じて 28 件の製品化に成功した。これは、材料・化

学領域が有する技術シーズが企業のニーズにマッ

チしており、またアピールすべき技術として明確化

されたことによって、結果として民間企業のコミッ

トメントを最大限高めて研究開発に取り組むこと

に成功したためと結論付けられる。 

 

 課題項目①の「砂からテトラアルコキシシランを

製造する方法」の研究において、砂などの安価なケ

イ素源（シリカ）から直接テトラアルコキシシラン

を合成する技術の開発に成功した。この技術が実用

化されれば、ケイ素基幹物質の製造プロセスの省エ

ネルギー化と同時に低コスト化が実現し、市場規模
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評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

の資金獲得額”が年々増加し、令和元年度におい

ては 19.7億円となり、第 3期平均の 6.6億円と比

較して約 3 倍の顕著な増加となった。またもう一

つの評価指標である“具体的な研究開発成果”と

して、材料・化学領域において「橋渡し」研究によ

り第 4期中に製品化されたものは、合計で 28件で

あった。例えば、東北センターで行っている“粘土

を用いたナノ材料の産業創成”に関する研究開発

では、第 4 期を通じて 8 件の製品化に成功した。

令和元年度には、当該技術を用いたナノコンポジ

ット玉虫塗が東北楽天イーグルスヘルメットに採

用されるなど、顕著な成果を挙げた。 

 

課題項目①「砂からテトラアルコキシシランを製

造する方法」 

 課題項目①の「砂からテトラアルコキシシラン

を製造する方法」の研究においては、テトラアル

コキシシランの新たな合成法を開発した。テトラ

アルコキシシランは、半導体保護膜や防食塗料基

材、LED封止材、太陽光発電用部材や化粧品等に含

まれる無機ケイ素材料の原料として幅広く利用さ

れている基幹物質であり、さらには自動車用部材

や宇宙・航空用高耐熱材料、次世代のエコタイヤ

や高容量ハードディスク等への応用も期待される

ため、その製造方法の省エネルギー・低コスト化

は、市場に大きなインパクトを与える。 

 現在の工業的なテトラアルコキシシランの製造

では、その第一段階において出発原料である天然

のケイ石を高温で炭素と反応させて金属ケイ素に

還元する必要があるが、これは金属ケイ素 1 トン

あたり 14,000 kWhもの大量の電気エネルギーを

消費し、同時に二酸化炭素も大量に排出する事が

課題となっている。そこで、本研究では、金属ケイ

素を経由しない新たな有機ケイ素化学品製造方法

の開発を目指して、砂などの安価なケイ素源（シ

リカ）から直接テトラアルコキシシランを合成す

る技術の開発に取り組み、原料のシリカを基準と

して 70%以上の高い変換率で直接合成可能な反応

プロセスの開発に成功した。テトラアルコキシシ

ランをシリカから直接的に高い効率で合成するに

は、化学平衡の観点から圧倒的に有利となってい

る原料への逆戻り反応を制御し、目的物であるテ

の拡大・新産業分野への応用の可能性が期待され

る。 

 ケイ素化学産業は全体として、国内でおよそ

2,000億円、グローバルではおよそ 1.5兆円の市場

規模を有しており、その基幹物質の一つであるテト

ラアルコキシシランの製造プロセスの革新は、大き

なインパクトを与える。本成果について平成 28 年

10 月 25 日と平成 26 年 5 月 20 日にそれぞれ、産

総研・NEDO共同プレス発表を行った結果、新聞 6紙

に報道され、また Web 版の産経ニュース（平成 27

年 1月 3 日）において「スゴ技ニッポン」として取

り上げられており、本技術は社会的関心の高い技術

であることが分かった。さらに令和元年 6月 5日の

化学工業日報には、本成果が『有機ケイ素材料・革

新製法実用化へ加速～21 年度めどに一貫プロセス

確立』との大見出し記事で取り上げられ、本成果の

実用化に向けた着実な進歩が注目を集めている。 

 

 課題項目②の「耐熱性ガスバリアフィルムに関す

る研究」（東北センター）おいて、種々のバインダ

ーと粘土鉱物を用いた耐熱ガスバリアフィルムの

製品化研究を実施した。耐熱ガスバリアフィルムの

代表的な素材であるポリイミドの市場規模は、平成

24 年において 600 億円（「2006 年 熱硬化性樹脂と

応用製品市場の現状と将来展望」、富士経済、平成

18 年）と推測されていた。また、別のレポートで

は、平成 29 年におけるポリイミドの世界市場規模

は、約 1,600 億円とも推測されている（「ポリイミ

ドフィルムの世界市場：2022 年に至る用途別、需

要家別市場予測」、 ResarchStation LLC）。ポリイ

ミドの価格は 8,000円/kg 程度と言われており、よ

り安価で高バリア性の耐熱ガスバリアフィルムを

提供できれば、その経済的波及効果は大きい。 

 第 4期においては、非常に高い水蒸気バリア性を

有する標準ガスバリアフィルムを開発した。この標

準ガスバリアフィルムは、フレキシブル有機 EL デ

ィスプレー用フィルムの開発を後押しするもので

ある。また、耐熱ガスバリアフィルムを振動板に用

いたハイレゾスピーカーも製品化した。なお、本技

術に関連する成果は、学術的評価も高く、平成 30

年度に耐熱ガスバリアフィルムに関する論文が日

本粘土学会の優秀論文賞を受賞した。加えて、粘土
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トラアルコキシシランが生成する方向に化学平衡

をシフトさせることが鍵となっている。平成 28年

には、化学平衡をシフトさせる手段として、副生

成物である水を、無機脱水剤を用いて継続的に除

去できるユニットを組み込んだプロセスを反応シ

ステムの中に設計し、砂や燃焼灰などの安価なシ

リカとアルコールを原料として、シリカを基準で

70%以上の高い変換率でテトラアルコキシシラン

を直接製造することに成功した。平成 30 年度に

は、反応条件の最適化によって反応効率をさらに

向上させるとともに、化学プロセスの反応効率を

定量的に評価するためのツールであるプロセスシ

ミュレーターを用いて製造コストやプロセスのエ

ネルギー収支の評価を行い、開発した新製造方法

が現状の工業的プロセスに対してコスト優位性を

持ち、二酸化炭素排出量を約 1/2 にできる可能性

があることを明らかにした。さらに令和元年度に

は、工業的実施可能性の検証を視野に、反応の段

階的なスケールアップを連携先企業と共同で進

め、前年度比で 5倍のスケールアップを達成した。 

 

課題項目②「耐熱性ガスバリアフィルムに関する

研究」（東北センター） 

 課題項目②の「耐熱性ガスバリアフィルムに関

する研究」（東北センター）において、粘土鉱物と

樹脂からなるナノコンポジットフィルム（クレー

スト®）の開発を進めた。平成 29 年度までに、木

材由来のリグニンを耐熱性樹脂として用い、市販

の耐熱ガスバリアフィルムよりも 1,000 倍程度

高いガスバリア性を有する画期的なフィルムを開

発した。加えて、同フィルムの連続生産技術を開

発し、高いガスバリア性に起因する残存溶剤の課

題を克服することで、電子基板用銅箔積層フィル

ムの生産に成功した。平成 30 年度には、銅箔積層

フィルムを基にした模擬基板を試作した。また、

当該基板の回路パターン形成や耐熱性能を評価

し、耐熱ガスバリアフィルムが電子基板の基本性

能を具備することを確認した。令和元年度 には、

リグニン粘土膜からなる電子機器用回路基板に対

して所定の規格(UL746E規格)に基づく回路剥離評

価に取り組んだ。その結果、当該プリント基板が

規格を満たす剥離強度を持つことが明らかとな

を用いた材料の研究開発に対する功績として、河北

文化賞を受賞した。さらに、本技術に関する市場規

模は 2025 年に約 1.7 兆円との試算が出ていること

から(Global Nanocomposites Market Analysis & 

Trends - Industry Forecast to 2025 [Research 

and Markets社])、国際標準により産業化を加速す

ることにも取り組んでおり、令和 2 年度には、「ガ

スバリアフィルムに用いる粘土ナノプレートの特

性評及びその評価法」に関する ISO規格を発行予定

である。本ガスバリアフィルムの成果は、企業から

高い関心を集め、現在、バリアフィルム材料の開発

に係る民間企業との共同研究を複数（共同研究費 

1,650万円）実施している。 

 

 課題項目②の「ナノ空孔材料を利用した分離シス

テム」（東北センター）の研究において、高い二酸

化炭素分離性能をもち、熱的・化学的に安定な CHA

型ゼオライトの薄膜形成方法を開発した。また、プ

ロセス化に不可欠な大面積化技術について、企業と

共同開発を行った。 

 実プロセスに使用できる大面積ゼオライト膜は、

これまでは耐久性に乏しい A 型ゼオライトのみで

あり、結果としてアルコール脱水に限られていた。

しかし、本技術により得られたゼオライト膜は耐久

性に優れ、ゼオライト膜の利用プロセスをバイオガ

ス分離、酢酸の脱水などに拡大できるため、化学工

業等における分離プロセス（蒸留）の刷新と省エネ

ルギー化を可能にする。本技術に対する学術的評価

及び企業からの関心は高く、平成 27 年度～令和元

年度における本技術の成果は、獲得研究資金 6,069

万円（うち企業資金 3,987 万円）、特許出願 2 件、

誌上発表 8 報(Journal of Membrane Science, 

548, 66-72 (2018) [IF=5.557], Separation and 

Purification Technology, 199, 298-303 (2018) 

[IF=3.359] 等)、受賞１件、特許実施 1件、試料提

供 1件であった。 

 

 課題項目②の「マイクロ波照射技術の開発」にお

いて、従来の電子レンジ型のマイクロ波照射では困

難であった、対象物を均一にマイクロ加熱する照射

技術の開発に成功した。 

 これにより、従来 1日かけていたナノ粒子合成を
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り、プリント基板製造工程に必要な性能の一つを

満たすことを実証した。 

 また、近年、高温下で動作可能なセンサデバイ

スの開発が求められており、第 4 期において粘土

の自己積層性を利用したオール無機酸化物からな

る金属用粘土膜創製と同膜からなるコーティング

技術の開発を行ってきた。令和元年度は、ステン

レス表面上への粘土膜の形成メカニズムの解明に

取り組み、その知見を基に粘土コーティングに最

適な粘土分散塗工液の化学組成等を決定した。最

適組成により得られた粘土コーティングステンレ

ス基板を共同研究先において CrN 歪みセンサ用と

して評価し、センサの実用レベルの能力指標とな

る歪みゲージ率 10 を再現性良く得ることができ

た。令和元年度は、伝統的工芸品である玉虫塗の

表面に粘土を配合した保護層を付与することによ

り耐久性を向上した漆器を開発し、楽天ゴールデ

ンイーグルスのヘルメットとして採用された。 

 

課題項目②「ナノ空孔材料を利用した分離システ

ム」（東北センター） 

 課題項目②の「ナノ空孔材料を利用した分離シ

ステム」（東北センター）において、規則的ナノ細

孔と高い熱的・化学的安定性を有する高シリカチ

ャバザイト型ゼオライト(CHA)を薄膜形成する研

究を進め、水及び二酸化炭素に対して高耐久性か

つ高分離性を有するゼオライト膜の開発とその大

面積化を実現した。ゼオライトを分離膜として用

いるためには、高い透過性と分離性に加え、耐久

性が必要である。しかしながら、A型ゼオライト膜

は耐久性が乏しく、結果としてその実用はアルコ

ール脱水に限られていた。そこで本研究では、ゼ

オライトを 1 nm 以上のピンホールのない緻密な

薄膜へと合成する技術の開発を行い、高耐久性で

かつ高い透過性と分離性を兼ね備えたゼオライト

分離膜の実現を目指した。その結果、平成 29年度

までに従来の 1/15の時間で CHA膜を製造できる画

期的な膜製造技術の開発に成功し、さらに、二酸

化炭素分離膜として機能することを確認した。そ

の後、プロセスで使用可能な膜の製造技術につい

て企業と共同開発を進め、平成 30 年度には複数

の CHA 膜を束ねた膜モジュールの開発に成功し

10 秒で実現できる高速生産を可能にした。加えて、

マイクロ波の周波数や導入方法の最適化を行うこ

とで、少量多品種の製造プロセスから、0.5t/dayの

量産プロセスへの対応も可能となった。令和元年度

の成果である、磁界による加熱システムの構築は、

加熱による材料のダメージを抑制できるため、例え

ばプラスチック基板への電子部品の実装が可能と

なった。本技術は、ウェアラブルデバイスの製造プ

ロセスとして、産業応用が想定される。 

 本技術を実装した汎用のマイクロ照射装置は、大

学などの研究機関のほか、化学品製造メーカなどに

累計 10 台以上の導入実績を挙げた。液相反応や触

媒充填型の気相反応にも適用可能であることから、

更なる普及が期待される。本研究は平成 27年以降、

民間企業との共同研究において 12 社 1.1 億円の資

金提供を受けるとともに、3 件(3 社)の技術コンサ

ルティング、60 件のライセンシング、特許出願 41

件（うち単願 26 件、PCT 出願 3 件）、及び 14 件の

特許成立などの成果をあげた。このほか、2件のプ

レスリリースを行い、日刊工業新聞、電波新聞、化

学工業日報、繊維ニュース、河北新報で報道された。

加えて、本汎用装置は令和 2年 1月に一般社団法人

宮城工業会から“みやぎ優れ MONO”に認定されてお

り、また関連企業から感謝状も受け取っていること

から、本技術はアピールすべき技術シーズに値する

ものである。 

 

 課題項目③の「スーパーグロース法単層カーボン

ナノチューブ(SGCNT)を用いた長寿命・高耐熱・高

耐圧 Oリングの開発」において、ゴムに高度なネッ

トワーク構造を保ったまま CNT を分散させること

で形状維持性を向上させ、かつ CNTを添加した際の

課題であった圧縮永久ひずみの劣化の課題を解決

したことで、市販品 FKM材料の 3.5倍の耐久時間を

有する、長寿命・高耐熱・高耐圧の優れた性能を持

つシーリング材を製品化した。 

 本製品は、化学プラント、発電、石油掘削用途な

どの高温・高圧となる過酷環境下でのシーリング材

の交換頻度低減と管理コストの削減に貢献するこ

とが期待される。なお、本技術は平成 30年 9月 13

日に「長寿命・高耐熱・高耐圧 O リング(SGOINT®)

を開発、販売開始へ －世界初、スーパーグロース
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た。令和元年度には、バイオガス発酵プロセスの

副生物が分離機能に与える影響等を明らかにし、

バイオガス発酵プロセスでの実証試験を開始する

ための試験プラントの建設に着手した。 

 

課題項目②「マイクロ波照射技術の開発」（東北セ

ンター） 

 課題項目②の「マイクロ波照射技術の開発」に

おいて、流通式反応器で用いる反応管を均一に加

熱可能なマイクロ波照射技術を開発した。マイク

ロ波照射による物質の加熱は、従来の外部加熱方

式と異なり、迅速な加熱及び加熱対象物のマイク

ロ波吸収能の違いによる選択的な加熱を可能にす

ることを特徴とする。しかしながら、加熱対象物

に対して安定かつ均一にマイクロ波を照射する技

術が確立できていない点が問題であった。そこで、

マイクロ波の波長に対応して設計した照射容器を

用いることで均質なエネルギー場を形成させると

共に、マイクロ波の照射状況と加熱対象物の温度

をモニタリングしながらマイクロ波周波数と電力

をフィードバック制御する機構を開発すること

で、反応管全体のムラなく均一な加熱を実現した。

加えて、性能の向上を目的として、使用するマイ

クロ波周波数や反応管径の検討も行った。本マイ

クロ波照射技術は企業にライセンシングしてお

り、平成 30年度より理化学品メーカーから試験研

究用の汎用装置の販売が開始された。 

 令和元年度は、マイクロ波の磁界による加熱に

着手し、従来技術では電界集中による放電が発生

してマイクロ波での加熱が不可能であった金属試

料に対しても、安定したマイクロ波加熱が可能な

装置の試作に成功した。その結果、従来、電気炉・

180℃で 5 分を要した電気加熱によるはんだ溶融

が、マイクロ波磁界加熱を利用することで 3 秒で

実施できることを明らかにした。本技術をもとに

して民間企業との共同研究を 7 件実施し、技術移

転を進めている。 

 

課題項目③「スーパーグロース法単層カーボンナ

ノチューブ(SGCNT)を用いた長寿命・高耐熱・高耐

圧 Oリングの開発」 

 課題項目③の「スーパーグロース法単層カーボ

法で量産された単層カーボンナノチューブ応用製

品－」というタイトルで、産総研・サンアロー・ NEDO 

三機関の共同でプレス発表され、化学工業日報、日

刊工業新聞、電波新聞、経済産業省 METI Journal

に掲載された。製品は 10 月 1 日から販売が開始さ

れた。さらには SGOINT®開発で得た圧縮永久ひずみ

を向上させる配合技術や製造ノウハウを元に、低温

用途向けや水蒸気耐性の向上など新グレード品の

開発に取り組み、令和 2年度に販売を開始する予定

である。CNT の国内市場規模は 平成 25 年の 32 億

円から令和 12 年には 660 億円へと大きく成長する

見込み(NEDO TSC 調べ)であり、種々の CNT 複合化

材料の開発技術は産業界へも極めて大きなインパ

クトとなる。 

 

 課題項目④では、「コアシェルナノ粒子の開発と

構造色の発現」（中部センター）の研究において、

平均粒径が 200 nm 及び 250 nm のコアシェルナノ

粒子を規則配列させたコロイド結晶を樹脂で固定

化する技術を開発した。これにより、十分な膜強度

が担保され、これまでのシリカやポリマー微粒子で

は実現できなかった、耐久性と機能性の両立に成功

した。 

 顔料などによる発色と異なり、構造体による発色

は紫外線に晒されても退色しない特徴があること

から、化粧品分野、自動車等の加飾分野、樹脂製品

の加飾・装飾分野などへの新しい塗料としての応用

を可能にする。実際、本技術に関する産業界からの

関心も高く、コアシェルナノ粒子に関する知財アセ

ットとして特許 9件、ノウハウ 1件を構築し、民間

企業と実施契約を締結しており、これまでに多額

（平成 22年度からの通算）の知財収入（情報開示、

実施許諾等）を得ている。また、本技術は、学術的

にも高い評価を得ており、平成 25 年度の日本ファ

インセラミックス協会技術振興賞を民間企業と共

同で受賞した。さらには、民間企業と当該粒子を使

って各種技術開発が行われた結果、企業や大学など

の研究者により当該粒子を使った技術開発に関す

る学会発表なども複数件行われており、新たな展開

が開けている。 

 平成 30 年度末までに企業への橋渡しが完了さ

れ、令和元年度から実施許諾契約を結んだまま企業
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ンナノチューブ(SGCNT)を用いた長寿命・高耐熱・

高耐圧 O リングの開発」では、種々のカーボンナ

ノチューブ(CNT)複合化材料の開発技術を行った。

NEDOプロジェクト「ナノカーボン応用製品創製プ

ロジェクト（平成 4 年度～平成 6 年度）」におい

て、産総研は、平成 16年度に高純度、長尺、高比

表面積で、分散性に優れた単層 CNT の合成法であ

るスーパーグロース法を開発した。平成 27年度に

は日本ゼオン株式会社（日本ゼオン）が、この合成

法による単層 CNTの量産化に NEDOの支援を経て成

功した。このような背景の元、その後、平成 29年

度から産総研、日本ゼオン、サンアロー株式会社

（サンアロー）の 3 者で構成される日本ゼオン・

サンアロー・産総研 CNT 複合材料研究拠点におい

て、CNTとさまざまな複合材料の製品化を目指した

研究開発が進められてきた。特に、CNTとゴムの複

合材料については、窒素雰囲気下 420 ℃で 3時間

加熱しても形状を維持できる単層 CNT 含有ゴム複

合材料などを、これまでに開発した（平成 29年 6

月 8日 産総研プレス発表）。 

 平成 30年度には日本ゼオン・サンアロー・産総

研 CNT 複合材料研究拠点において、ゴムに高度な

ネットワーク構造を保ったまま CNT を分散させる

ことで形状維持性を向上させ、かつ CNT を添加し

た際の課題であった圧縮永久ひずみの劣化の課題

を解決することで、市販品フッ素ゴム(FKM)材料の

3.5 倍の耐久時間を有する、長寿命・高耐熱・高耐

圧に優れたシーリング材を製品化した。本製品は、

平成 30年 10月 1 日からサンアローから「SGOINT

（スゴイン）-Oリング」の名称で、FKM と同等の

価格帯で販売開始された。令和元年度は、劣化メ

カニズムの解明と配合最適化を行い、従来配合品

比、約 2.7 倍まで耐圧寿命を伸ばすことに成功し

た。 

 

課題項目④「コアシェルナノ粒子の開発と構造色

の発現」（中部センター） 

 課題項目④の「コアシェルナノ粒子の開発と構

造色の発現」（中部センター）では、構造色（周期

構造に起因した光の反射・干渉で現れる色）発現

のためのコアシェルナノ粒子の開発を行った。構

造色の発現には、光の波長と同程度の間隔で微粒

でのサンプルワーク等のビジネスに向けた活動が

実施されていることは、本研究課題が民間企業にア

ピールすべき技術シーズに資するものであった結

果と言える。 

 

 課題項目⑤の「パワーモジュール用窒化ケイ素メ

タライズ基板の信頼性評価技術開発」（中部センタ

ー）において、温度サイクル試験に要する時間を約

1/100 に短縮可能な加速劣化試験法の開発に成功

し、「4 点曲げ疲労試験治具及び疲労試験装置なら

びに加速劣化試験方法」として特許出願（特願

2017075472）を行なった。本手法では、例えば、従

来の方法で約 3 ヶ月の期間を要した 3,000 回の温

度サイクル試験（産業機器等の信頼性評価として一

般に求められているサイクル数）を 1日で終わらせ

ることができ、メタライズ基板の信頼性評価及びそ

れに基づく部品開発の期間を大幅に短縮すること

が可能となった。これにより、次世代パワーモジュ

ールの開発速度の加速が可能となる。なお、本加速

劣化試験法については、実装学会で招待講演を受け

るなど産業界から高い注目を集めた。さらに、令和

元年から、より簡便な加速劣化法として、部品を高

温槽と低温冷媒槽に交互にさらす新規な方法の検

討を開始した。本手法は、導体層の厚みを増した開

発メタライズ基板の信頼性評価のためのスクリー

ニング試験として有効と期待される。それに加え、

本試験法と並行して、産総研で開発を進めていた窒

化反応・ポスト焼結プロセスで製造された高靭性・

高熱伝導 Si3N4放熱基板は、共同研究先企業での量

産が決定した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「冠ラボを 2 つもスター

トさせたことは特筆に値する」、「CNT入りフッ素

ゴムＯリングを開発し、サンアロー（株）から販売

を開始した」、「粘土ナノ材料では、改質リグニン

を加えた製品化（耐熱フィルム、スピーカー）や玉

虫塗ヘルメットへの応用など、進展した」、「テトラ

アルコキシシラン製造については、１Lスケールア



230 

子を並べる手法が主に用いられ、これにより角度

依存性のある構造色（青色及び緑色）が発現する。

構造体としての強度を保つためには、得られた構

造体を樹脂中などに包埋して固定化する必要があ

るが、シリカやポリマー微粒子の屈折率（約 1.5）

と樹脂の屈折率に差が小さいことから、包埋後に

は構造色が明瞭に発現しないという課題があっ

た。そこで本研究では、金属酸化物ナノ粒子の表

面をポリマーで覆った粒子（コアシェルナノ粒子）

の粒径が揃っていること及び屈折率が大きいこと

（約 2.1）を利用して、前記の問題を解決し、これ

までにない部材の加飾を目指した。 

 これまでに、企業との共同研究によりナノ粒子

の量産技術を開発すると共に（コアシェル型ナノ

粒子の物質や製造方法、その応用などに関する特

許の実施契約を締結済）、平成 29 年度は、酸化セ

リウムナノ粒子（平均粒径 200 nm及び 250 nm）

のコアシェルナノ粒子を用いて、粒子間の均一な

短距離秩序に基づく、構造色（紫や緑など）を発現

するコロイドアモルファス集合体の作製に成功し

た。平成 30年度は、規則配列させた微粒子を樹脂

で固定化するプロセスを開発した。開発したコア

シェルナノ粒子は、固定化後も角度依存性のある

構造色を発現し、モルフォチョウやタマムシの色

彩に類似した色を示す塗膜を実現し、耐久性と機

能性の両立に成功した。これは、当該粒子の屈折

率は約 2.1 であり、従来から構造色発現に用いら

れてきた粒子の屈折率（約 1.5）よりはるかに大き

いために上記課題の解決に繋がった結果である。 

 平成 30 年度末までに産総研における橋渡し活

動を完了（共同研究を終了）させたことから、令和

元年度は、産総研所有特許の前記企業に対する実

施許諾契約を引き続き維持し、例えば、より大き

い粒径のコアシェルナノ粒子を用いた赤色の構造

色の発色に関する研究については領域内で実施す

る見込であったが、予想より早く企業への橋渡し

が進んだ。そのため、当該研究開発は事業化に向

け前記企業内において引き続き行われている。 

 

課題項目⑤「パワーモジュール用窒化ケイ素メタ

ライズ基板の信頼性評価技術開発」（中部センタ

ー） 

ップに成功し、実用化が視野に入ってきた。」、など

の評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 橋渡し後期研究では、研究成果を事業化まで繋げ

ることが課題である。これに応えるため、領域職員

が企業の事業化まで関与する体制を検討する。  

 第 5期以降においても、中長期的には、日本全体

のエコイノベーションシステムの中で、産業界とり

わけ素材・化学産業界から信頼される研究組織にな

ることが最大の課題である。そのために、技術移転

の実績を積み上げるともに、大学等との連携によ

り、産業界の長期的かつ根源的な課題に応える骨太

の研究開発を目指す。 
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 課題項目⑤の「パワーモジュール用窒化ケイ素

メタライズ基板の信頼性評価技術開発」（中部セン

ター）において、温度サイクル試験における構成

部材の損傷機構の解明と加速劣化試験法としての

動的疲労試験法の開発を進めた。これにより対象

とする部品を低温槽と高温槽間で移動させる従来

の方法に比べて、損傷評価時間を約 1/100 に短縮

できる手法を実現した。 

 メタライズ基板とは、導体回路層とセラミック

基板を活性ロウ材に用いて接合させた部材であ

り、半導体素子から冷却プレートへの高い熱伝達

性と絶縁性を実現させている。産業機器や大型白

物家電、自動車、鉄道、新エネルギーの分野で電力

制御のため用いられるパワーモジュールは、今後

ますます高出力化、高電流密度化する傾向にあり、

メタライズ放熱基板にはより高い熱的・機械的信

頼性が求められる。特に、近年の素子の高出力化、

高温動作化や動作環境の高温化に伴い、苛酷な温

度サイクル下での部品の劣化損傷機構の解明、さ

らには、それに基づく加速劣化試験の開発が強く

求められていた。 

 平成 29 年度には温度サイクル試験時の部品の

損傷がセラミック部に生じる引張り熱応力に起因

することを明らかにした。この知見に基づき、平

成 30 年度においては、動的疲労試験時の治具形

状、最大荷重、繰り返し応力を印加する周期時間

などのパラメータを系統的に検討し、温度サイク

ル試験におけるメタライズ基板の耐損傷性と高い

相関を示す加速劣化試験法を開発した。 

 パワーモジュールの一層の高出力化、高出力密

度化に対応するために、メタライズ基板を構成す

るセラミック基板の高熱伝導化に加えて、導体層

の厚みを増すことも必要となってきた。これは、

導体層での発熱を低減させること、及び半導体素

子からの熱を一時的に導体層で吸収させるためで

ある。このような背景のもと、令和元年度には、次

世代パワーモジュール用基板として期待される、

Cu板の厚みを増した窒化ケイ素メタライズ基板に

対して、温度サイクル試験を実施し、従来基板と

の比較を行うとともに、その加速劣化試験に着手

した。Cu板の厚みの増加とともに、温度サイクル

におけるメタライズ基板のダメージが大きくなる
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ことが明らかになりつつある。また、これまでの

動的疲労試験に加えて、高温槽と低温冷媒槽（液

体窒素）間を繰り返し移動させる装置を開発し、

温度サイクル試験との比較検討を行い、加速劣化

試験としての可能性を検証した。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 領域が掲げたビジョンに則り、「夢の素材」によ

る「産業界、経済界、行政」と連携した「グローバ

ルな価値の創造」に向けて、領域内の各研究部門

及び研究センターの持つポテンシャルを活かした

技術相談、技術コンサルティングの活動を積極的

に行い、受託研究及び共同研究への展開を促進さ

せた。平成 27年度から令和元年度にかけて、受託

研究・共同研究契約数は、  

平成 27年度：大企業（中堅企業を含む）180件、

中小企業 76件  

平成 28年度：大企業 219件、中堅・中小企業 90

件 

平成 29年度：大企業 222件、中堅・中小企業 90

件 

平成 30年度：大企業 224件、中堅・中小企業 88

件 

令和元年度：大企業 204件、中堅・中小企業 83

件 

となった。また、第 4 期において新しく創設され

た技術コンサルティング契約を結んだ企業数は、  

平成 27年度：2社 

平成 28年度：10社 

平成 29年度：26社 

平成 30年度：60社 

令和元年度：117社 

となった。コンサルティング収入も、 

平成 27年度：530万円 

平成 28年度：1,869万円 

平成 29年度：5,427万円 

平成 30年度：9,689万円 

令和元年度：1億 6,728万円 

となり、技術コンサルティング制度の導入以来、

着実に増加を続けた。 

 材料・化学領域では積極的に国際標準化活動を

進めることによって、研究活動で得られた専門知

識を社会に役立てることに努めた。国内外規格・

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

第 4期において、材料・化学領域は領域が持つ技

術を活かした技術相談、技術コンサルティングの活

動を積極的に行い、受託研究及び共同研究への展開

を促進させた。また国内外規格・標準化活動にも役

職者として積極的に貢献し、国際標準策定による公

平で合理的な産業発展へ大きく寄与してきた。注目

すべき点としては、技術コンサルティング契約件数

の増加である。材料・化学領域では平成 27 年度に

新しく導入された技術コンサルティング制度にお

いて、領域の持つ技術による分析や技術アドバイス

を行うことで、企業における新規開発テーマの選定

や生産現場での技術的問題の解決策を提供してき

た。第 4期を通して示される技術コンサルティング

契約件数の顕著な増加は、いかに技術コンサルティ

ングによるサポートを必要としている企業等が多

いかを示唆しており、直接的な収入の増加と共に、

コンサルティングを起点として、より大型の共同研

究につなげることで、さらなる民間資金獲得へとつ

ながった。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「論文数を落とさずに技

術コンサルティング収入を前年度比 1.5 倍に伸ば

した点は特筆に値する」、「地域センター強化の取り

組みは、ともすれば個別に活動しがちな地方公設試

を、産総研が音頭を取って束ね、連携を強化しよう

とするものであり、大いに評価できる。」といった

評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 技術ポテンシャルを活かした指導助言等の活動
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目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

標準化活動における役職者としては、ワーキング

グループ議長に該当するコンビーナとプロジェク

トリーダー人数は、 

平成 27年度：データ無し 

平成 28年度：コンビーナ 1名、プロジェクトリ

ーダー2名 

平成 29年度：コンビーナ 2名、プロジェクトリ

ーダー6名 

平成 30年度：コンビーナ 2名、プロジェクトリ

ーダー8名 

令和元年度：コンビーナ 2 名、プロジェクトリ

ーダー6名 

となった。国際標準の新規発行規格件数について

は、  

平成 27年度：データ無し 

平成 28年度：2件 

平成 29年度：4件 

平成 30年度：3件 

令和元年度：1件 

となった。一方、国際標準の規格提案件数は、 

平成 27年度：データ無し 

平成 28年度：2件 

平成 29年度：5件 

平成 30年度：4件 

令和元年度：3件 

となった。 

 

では、平成 27 年度の技術コンサルティングの制度

新設以来、その件数及び収入は顕著に増加した。第

5期以降も、この顕著な成果を継続することが課題

である。そのためには、知財戦略に基づき、産総研

の生み出した発明の権利をしっかりと確保した上

で、技術コンサルティング等に真摯に対応する。こ

れにより、材料・化学領域への産業界からの信頼を

さらに高め、共同研究等の企業連携に繋げていく。  

 また、国全体の技術政策の立案への貢献を高める

ことも課題である。現在、令和元年度に新たに起用

した領域の ICが、NEDO技術戦略研究センター(TSC)

のフェローアドバイザーとして、国全体の技術戦略

のアドバイスや研究者の選定などを行っている。今

後は、このような活動を行っている領域の IC や国

の諮問委員会に参画している領域長を中心として、

戦略的かつ組織的な意見交換を関係省庁や経済界

とより積極的に行うことで、国全体の技術政策の立

案へ貢献する。 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 材料・化学領域では、第 4 期を通じて、領域の

マーケティング力強化策として、領域内の 9 つの

研究部門及び研究センターの企業相談等の状況報

告を毎月集約し、研究戦略部が解析を行い、適宜、

研究部門及び研究センターの幹部と情報共有を行

った。加えて、技術コンサルティング制度の積極

的な広報や、冠ラボの立ち上げに向けた企業との

研究推進体制の構築等、企業とのコミュニケーシ

ョンを円滑に実施することで、マーケティング力

を強化した。また、産総研つくばセンターで年に

一度開催される「テクノブリッジフェア in つく

ば」では、招待した民間企業の幹部と領域長が意

見交換を行った。第 4 期を通して意見交換を実施

した企業は累計 85社となった。  

 さらに、領域の進むべき方向をより明確に打ち

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

マーケティング力の強化は、第一に産総研の橋渡

し先企業の開拓、第二に企業が潜在的に抱える将来

の研究課題の発見、第三に長期的な視点に立った社

会的な課題を発掘するために不可欠である。材料・

化学領域では、「スポーツ工学プロジェクト」、「食

糧・水 WG」、「アクティブマテリアル WG」、「環境調

和材料 WG」、「第 5 期研究戦略検討 WG」、「海洋プラ

スチック WG」を設立し、技術を展開する新たな企業

を開拓することでマーケティング力の強化を図っ

てきた。この結果、企業の CTOとの議論では企業が

抱える「真の企業ニーズ」を得ることができ、民間

獲得資金額は第 4期を通して増加を示した。とりわ
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に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

出すために平成 27 年度から令和元年度にかけて

「スポーツ工学プロジェクト」、「食糧・水 WG」、「ア

クティブマテリアル WG」、「環境調和材料 WG」、「第

5期研究戦略検討 WG」、「海洋プラスチック WG」を

設立し、技術を展開する新たな企業を開拓するた

めの研究戦略の議論を行ってきた。例えば、平成

30 年度に設立した第 5 期研究戦略検討 WG では、

材料・化学領域と関連が深い業界団体（新化学技

術推進協会、ニューガラスフォーラム、日本化学

工業協会、ナノテクノロジービジネス推進協議会、

日本ファインセラミックス協会、日本マグネシウ

ム協会、日本アルミニウム協会）並びに企業への

ヒアリングによって得られた「社会ニーズ」と、領

域の保有する「技術シーズ」を分析し、今後取り組

むべき課題及びマーケティング戦略を明確にし

た。開拓すべき技術及び橋渡し先企業をより明確

にするとともに、アピールする技術を明確化する

ことで、マーケティング活動の拡大を図った。ま

た、地域イノベーション創出に向けた地域センタ

ーの機能強化を推進するために、例えば、平成 30

年度から機能化学研究部門部門長が中国センター

に常駐し、企業と一緒にセルロースナノファイバ

ー(CNF)を使いこなすことを目標とした「なのセル

ロース工房」を設立し、その運営を行っている。ま

た、材料診断ネットワークの構築の一環として、

広島県との連携・協力協定の締結や、西日本にお

ける分析評価拠点設立活動に積極的に取り組ん

だ。 

 領域では平成 27 から令和元年にかけて国際ナ

ノテクノロジー総合展・技術会議(nano tech) に

出展し、材料・化学領域の最新の技術を企業にア

ピールしてきた。第 18回国際ナノテクノロジー総

合展・技術会議(nano tech 2019)では、「産業をつ

なぐ 産業をつくる ～産総研の物質循環技術～」

に関する特別展示 15 件を含む 35 件を出展し、材

料・化学領域の最新の技術を企業にアピールした。

令和元年度の第 19 回国際ナノテクノロジー総合

展・技術会議(nano tech 2020)では、「健康増進や

快適性を高める環境応答型材料（SMACTIVEマテリ

アル：Smart + Active Material）」に関する特別

展示 10 件を含む 34 件を出展した。また、日本化

学会が主催する「化学フェスタ」においても、  

け、技術コンサルティング契約件数に顕著な増加が

得られた。具体的には、コンサルティング制度が導

入された平成 27 年度は 2 件（530 万円）であった

が、令和元年度は 117 件（1億 6,728万円）まで増

加した。領域を上げてのマーケティング力の強化の

ための取り組みは着実な成果を上げた。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 

＜課題と対応＞ 

 材料・化学領域では、第 4期は民間資金獲得額の

大幅な増加を目標とし、最終目標値である年間民間

資獲得額 23.1 億円を達成するために、マーケティ

ング力の強化を進めた。マーケティング力の強化に

よって材料・化学領域の保有する技術の橋渡しが進

められ、民間資金獲得額や、とりわけ技術コンサル

ティング契約件数や収入は顕著な増加を示した。第

5期以降は、さらに技術の橋渡しを進めることが課

題である。この対策として、第 4期で行った取り組

みと同様に、WGを通じて企業ニーズを把握し、ニー

ズにマッチした技術を産業界に売り込む。加えて、

材料・化学領域における企業連携推進機能の一層の

強化を図り、業界団体との交流やマーケティング情

報収集の能力の向上を行うことで、新たな産業分野

とのマッチングを図っていく。 
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さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

平成 27年度：新たにスタートした、産総研の材

料・化学領域に期待するもの  

平成 28年度：健康・スポーツ工学の発展を加速

する機能材料  

平成 29年度：マルチマテリアル化を可能とする

構造接着技術  

平成 30年度：Sustainable development goals 

(SDGs)に貢献する環境調和材料・プロセス 

令和元年度：持続可能な社会を目指す物質循環

技術 

といった特別展を開催し、材料・化学領域が有す

る技術シーズのアピールを行った。平成 27年度及

び平成 30 年度には、JASIS（Japan Analytical 

Scientific Instruments Show: 旧分析展／科学

機器展）においては領域の有する材料評価技術の

セミナー及び機器展示を行った。それ以外にも、

計測・分析フェア、アグリビジネス創出フェア等

に出展し、積極的な広報活動を展開した。加えて、

令和元年度は領域に新たに ICを 2名配置し、上記

の企業面談・トップセールスの実施や、情報収集、

技術動向の調査、さらには面談後のフォローアッ

プ業務を行った。また、令和元年度からは、領域

News Letter を発行し、領域からプレスリリース

した研究の紹介や、シンポジウム等の開催告知、

さらには領域 ICの紹介など、領域の活動や成果の

紹介について、テクノブリッジ on the Webに登

録されている 1,000 社 5,000 人以上の関係者にメ

ール配信した。 

 第 4 期においては、以上の組織的なマーケティ

ング力強化の取り組みにより、民間資金獲得額を

着実に増加させ、  

平成 27年度：9.2億円 

平成 28年度：11.6億円 

平成 29年度：15.3億円 

平成 30年度：18.0億円  

令和元年度：19.7億円 

となった。さらに、WG を通したマーケティング情

報収集により、材料・化学領域において今後さら

に大きな受託研究や共同研究が期待される「情報・

モビリティ」、「エネルギー・物質循環」、「ヘルスケ

ア」、さらには「衣食住」に分類される産業分野と

のマッチングを進めた。一連のマーケティング力
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携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

の強化が、民間資金獲得額の増加に結びつくとと

もに、材料・化学領域において未開拓であった研

究市場の発見及び開拓に向けた研究体制構築につ

ながった。 
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も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要
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求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

材料・化学領域では、平成 26年度より導入され

たクロスアポイントメント制度を積極的に活用

し、人的交流と連携強化に向けたプラットフォー

ム構築を推進することで、組織を越えた連携によ

る領域の研究開発力強化を進めた。クロスアポイ

ントメント件数は、 

平成 27年度：9件 

平成 28年度：15件 

平成 29年度：15件 

平成 30年度：16件 

令和元年度：17件 

となった。また、研究マッチング検討のための研

究交流会として、平成 28年度から令和元年度にか

けて理化学研究所と連携シンポジウム等を開催し

た。例えば、令和元年度には理化学研究所・産業技

術総合研究所 第 2回合同シンポジウムにおいて、

「産総研－理研チャレンジ研究（新バイオマス・

ニッポン総合戦略）」に関連した講演を、材料・化

学領域の研究者が行った。物質・材料研究機構と

は、マテリアルズ・インフォマティクスに関する

国家プロジェクトの枠組み内で、人材相互協力を

行った。その他、高エネルギー加速器研究機構、宇

宙航空研究開発機構、国立国際医療研究センター

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

イノベーションを加速させるためには、大学や他

の研究機関との連携強化が不可欠である。第 4期に

おいて得られた大きな成果は、海外の研究機関との

連携強化である。平成 30 年度以降、これまでに交

流を続けてきた Empa との間で具体的な研究が開始

され、領域の研究者 3 名が在外研究を行うと共に、

持ち帰り型研究を 5件実施した。NANOTECからも第

4期を通して継続的に研究者を受け入れており、さ

らなる連携強化を目的としたワークショップを毎

年相互開催で行った。これらの国際連携は、領域の

研究者の国際経験を培うだけでなく、自国だけでな

く世界規模での研究動向や世界市場で求められる

技術の把握に繋がった。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 

＜課題と対応＞ 

第 5期以降においても、産業技術のイノベーション
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して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

などの研究機関や、国公立大学（40校）や私立大

学（23校）との連携を行った。 

 海外の研究機関との連携については、これまで

にスイス連邦材料試験研究所(Empa)と平成 29年 5

月に第 1 回ワークショップをスイスで開催し、平

成 29 年 10 月には第 2 回ワークショップを産総研

関西センターで開催し、連携を進めてきた。平成

30 年には Empa の研究者を短期受入する一方で、

領域の研究者が Empa に短期留学し共同研究を行

った。また、平成 30 年度から平成 31 年にかけて

領域の研究者が Empa に長期留学し在外研究を行

った。令和元年度は持ち帰り型研究として、連携

を進める中で生まれた課題に関する 5 件の研究

を、産総研内で実施した。タイの  National 

Nanotechnology Center (NANOTEC）とは、平成 28

年度から平成 29年度にかけて研究者を受け入れ、

共同研究を実施した。これを契機にワークショッ

プを毎年相互に開催し連携を進めてきた。平成 30

年度には NANOTEC より研究者 1 名を受け入れ、令

和元年度は持ち帰り型研究を 3 件実施した。フラ

ウンホーファー研究機構(FhG)とは、ワークショッ

プやミニシンポを行い、連携を深めていると共に、

令和元年度には FhG 生産技術・オートメーション

研究所 (IPA)との幹部クラスの相互訪問を開始し

た。加えて、また、台湾の財団法人工業技術研究院

(ITRI)とは、「AIST-ITRI Joint Symposium 2019」

（令和元年 11月 8日）において、個別の研究課題

に関して情報交換を行うと共に、連携強化を目的

として相互訪問を開始した。 

 

の加速に向けて、大学や他の研究機関との連携強化

は大きな課題である。その対応としては、クロスア

ポイントメント制度や国際連携を活用して、複数の

研究機関が集まる場を構築する。そこでは社会的課

題に挑戦することを目指す。また、国際的に様々な

ニーズの把握も課題といえる。この課題に対して

は、国外の研究機関との連携をさらに押し進めるこ

とで対応する。 
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に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 産総研では、優れた研究開発能力を持った大学

院生等を RAとして雇用し、社会ニーズの高い研究

開発プロジェクトに参画させる、産総研 RA制度を

実施している。材料・化学領域では、第 4 期を通

じて、領域が一元的に RAの雇用予算を管理し、従

来の採用だけでなく、クロスアポイントメント制

度と RA雇用を組み合わせた採用を推進してきた。

この方式により、優秀な若手人材の確保と同時に、

効率的な「橋渡し」研究人材の育成と拡充を図っ

た。具体的には、平成 28年度に設立された東京大

学及び東北大学との OIL を通じて、大学から産総

研 RAの採用を積極的に推進した。その結果、RA数

は、  

平成 27年度：10名 

平成 28年度：31名 

平成 29年度：39名 

平成 30年度：48名  

令和元年度：67名  

となり、OILを活用した研究人材の育成と拡充が

進められてきた。また、材料・化学領域の職員を対

象とした人材育成の一つとして、産総研フェロー

シップ制度による若手研究職員の海外在外研究を

実施した。第 4 期を通して産総研フェローシップ

制度による海外在外研究件数は、 

平成 27年度：5件 

平成 28年度：3件 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

研究人材の拡充、人材の流動化、育成はイノベー

ションの加速とともに、組織の多様化による技術ポ

テンシャルの向上、ひいてはマーケティング力の強

化をもたらした。平成 28 年度に東京大学及び東北

大学との間で OIL を設立したことで RA 数は大きく

増加し、多くの人材が研究開発プロジェクトに参画

することになった。一方、材料・化学領域では第 4

期を通して領域の優秀な若手研究者には海外での

在外研究の機会を提供し、先進技術の習得や国際的

なネットワークの構築を促した。さらには民間獲得

資金の増加等の領域の掲げる目標を達成するため

に、領域 WS を通して領域の方針、戦略の理解を材

料・化学領域全体に徹底化させた。加えて、領域の

掲げる目標に組織的に取り組んだ結果、研究グルー

プ及び研究チーム、さらには研究部門及び研究セン

ターといった、より大きな集団で企業連携に対応す

る体制が構築された。これらの結果として、規模の

大きな企業連携数の増加と、それに伴う民間資金獲

得額の増加や、第 4期を通して 8つの冠ラボを設立

し、研究部門及び研究センター全体で特定企業との

連携を行うことに成功した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評
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用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

平成 29年度：4件 

平成 30年度：5件 

令和元年度：3件 

となった。令和元年度は、カリフォルニア大学デ

ービス校（アメリカ）や Empa、マサチューセッツ

工科大学（アメリカ）にて海外在外研究を行った。

また、研究の現場を牽引するグループ長及びチー

ム長の育成を目的として、グループ長研修「共鳴

塾」を平成 29年度から毎年開催した。研修では、

グループの運営戦略、リーダーシップ、グループ

員とのコミュニケーション及びグループ運営等に

おける課題に対して、グループ長間での議論を促

すとともに、領域長、研究部門長及び研究センタ

ー長が自身の体験談を踏まえて、適切な指導・助

言を行った。令和元年度には、この「共鳴塾」での

取り組みが、産総研の研修制度として採用された。

加えて、領域ビジョンの共有をしっかりと進め、

領域が解決すべき課題の共有や連携研究のマイン

ドを形成させるために、領域ワークショップ(WS)

を開催し、各研究部門と研究センターによる研究

成果報告に加えて、領域長による材料・化学領域

の研究戦略の説明や、パテントオフィサーによる

領域が進める知財戦略についての解説を行った。

本 WSを通じて、各研究部門及び研究センターにお

ける研究開発の進捗状況を相互理解し、研究部門

及び研究センター間の交流を推進させることがで

きた。令和元年度は領域ワークショップ(WS)をテ

レビ会議システムを用いて関連地域拠点にも中継

し、参加者の合計は 289 名であった。このように、

材料・化学領域では個々の研究職員の研究開発へ

のアクティビティーをより高めるための活動を、

第 4期を通じて強力に推進した。 

 材料・化学領域では、平成 29年度から女性研

究員の採用増加に向けて、「女子大学院生・ポスド

クと産総研女性研究者との懇談会」に領域を挙げ

て参加し、ポスター発表による研究紹介、研究室

見学、意見交換を実施し、女子学生への広報活動

に積極的に取り組んだ。また、外国籍の人材の採

用増加に向けても同様に積極的に広報活動を行っ

た。その結果、令和元年度は、新規採用者 17名の

うち、女性研究者は 5 名、外国籍の研究者は 5 名

（うち女性研究者１名）であった。 

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 

＜課題と対応＞ 

第 5期以降においても、優れた技術の開発とその橋

渡しには、高い研究能力とイノベーションマインド

を兼ね備えた人材を育成することが課題である。そ

の対応としては、OIL、RA制度を活用しながら、大

学などと連携して、人材の育成に取り組む。また、

領域内の職員を対象とする人材育成では、特に組織

の要であるグループ長のモチベーション向上に繋

がる研修「共鳴塾」の充実を図ることで対応する。 
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士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

 人材の流動化については、材料・化学領域が担

当する 3 件の技術研究組合から、第 4 期を通して

累計 90名をパートナー研究員として受け入れた。 
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渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 
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ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・
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給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

・第 4 期最終年度である平成 31 年度は、第 4 期中長期目標である民

間資金獲得額を基準となる現行の額（46 億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産総研全体の目標として掲げる。 

・民間資金獲得額の増加とともに大企業との研究契約に偏ることの

ないよう、中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の比率は第

4期中長期目標策定時点の水準（約 1/3）を維持するよう努める。 

１．「橋渡し」機能の強化 

民間資金獲得額の目標達成に向けて、材料・化学領域では領域のマ

ーケティング力を強化すべく、第 4期を通して「スポーツ工学プロジ

ェクト」、「食糧・水 WG」、「アクティブマテリアル WG」、「環境

調和材料 WG」、「第 5 期研究戦略検討 WG」、「海洋プラスチック WG」

を設立し、産総研の技術を「橋渡し」する企業を新たに開拓するため

の研究戦略について議論を行ってきた。また、技術コンサルティング

制度の広報に努め、技術の「橋渡し」対象となる企業数の拡大を図っ

た。これらの結果、令和元年度はコンサルティング契約成立件数 117
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に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

た努力を求める。 

 

（材料・化学領域に対する評

価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。 

 

 

 （５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を引き続き実施する。目的基礎研究や「橋渡し」研究前期におけるマ

ーケティング強化のための交付金については、民間資金獲得強化の方

針に基づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

 

件、総額 1億 6,728万円の資金の獲得に繋がった。また、産総研つく

ばセンターで年に一度開催される「テクノブリッジフェア inつくば」

では、招待した民間企業の幹部と領域長が意見交換を行うことで、冠

ラボの設置や包括的な研究連携など大型の資金提供を伴う連携を強

く推進した。第 4期を通して意見交換を実施した企業は累計 85社と

なった。 

材料・化学領域では平成 27年度に新しく導入された技術コンサル

ティング制度において、領域の持つ技術による分析や技術アドバイ

スを行うことで、企業における新規開発テーマの選定や生産現場で

の技術的問題の解決策を提供してきた。第 4 期を通して示される技

術コンサルティング契約件数の顕著な増加は、いかに技術コンサル

ティングによるサポートを必要としている企業等が多いかを示唆し

ており、直接的な収入の増加と共に、コンサルティングを起点とし

て、より大型の共同研究につなげることで、さらなる民間資金獲得へ

とつながった。 

 さらに、WG を通したマーケティング情報収集により、材料・化学

領域において今後さらに大きな受託研究や共同研究が期待される

「情報・モビリティ」、「エネルギー・物質循環」、「ヘルスケア」、

さらには「衣食住」に分類される産業分野とのマッチングを進めた。

一連のマーケティング力の強化が、民間資金獲得額の増加に結びつ

くとともに、材料・化学領域において未開拓であった研究市場の発見

及び開拓に向けた研究体制構築につながった。 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサー

チアシスタント（ＲＡ）制度

やクロスアポイント制度の活

用も含めた組織内外の若手雇

用・育成と、シニア世代の能

力・経験の活用が引き続き必

要。 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

３．業務横断的な取り組み 

組織内の若手雇用・育成については、第 4期を通じて、OIL等か

ら優れた大学院生等を RAとして雇用する一方で、イノベーション

スクールによる大学院生及びポストドクターに対する人材育成も行

った。その結果、第 4期当初の平成 27年度に 11名であった RAと

イノベーションスクール生の総数は、令和元年度では 76名となっ

た。また、領域の常勤若手研究者に対しては、平成 27年度より、

「領域萌芽研究」を公募し、目的基礎研究の充実や科研費獲得のた

めの積極的支援を行った。さらに、令和元年度より、「材料・プロ

セス研究のメカニズム解明支援」を公募し、独創的な物性発現や新

規プロセスについて、領域内融合によるメカニズム解明の支援を行

った。加えて、「領域フェローシップ制度」により長期間の海外留
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 （１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 30 年

度実績と同等以上の人数の受け入れ・出向の実施に努める。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、受講生のニーズに合わせた講義・演習と産総

研における研究実践、長期企業研修などを実施する。また、修了生向

けのイベントや人的ネットワーク構築を継続的に支援する。さらに、

希望するスクール生以外の大学院生にも講義聴講を可能とし、将来的

なイノベーションスクールへの応募に繋げる。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

 

学を奨励し、グローバルな共同研究活動を実現する国際ネットワー

クの構築や拡大を支援した。シニア世代に関しては、各員の知識や

経験が最大限に活用できるように適切な業務への異動を適宜行っ

た。例えば、平成 30年度には中部センター常勤の研究グループ長

を、つくばセンターのパテントオフィサー(PO)へと本人の希望に基

づき起用し、また令和元年度には研究部門やセンターの副部門長と

副センター長それぞれ 1名を領域のイノベーションコーディネータ

ー(IC)として起用するなど、新たなキャリアパスへの展開を図っ

た。今後、材料・化学領域においては POや ICからの提案による新

たな研究テーマ創出も積極的に行っていく予定であり、シニア世代

における適材適所の人材活用によって知財戦略強化やマーケティン

グ力の強化につながると考えている。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ エレクトロニクス・製造領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 
 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：22.1 

 

6.5 
 

9.9 
 

11.9 
 

15.4 
 

22.3 

予算額（千円） 8,264,967 9,268,726 10,293,725 10,727,139 11,359,159 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：

6,800 

 

6,699 
 

6,780 
 

6,676 
 

6,528 
 

7,227 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

9,320,655 

(4,869,234) 

9,524,716 

(5,046,274) 

10,649,179 

(5,147,215) 

15,329,989 

（5,156,261) 

12,038,703 

(5,615,948) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：400 

 

 

345 
 

313 
 

333 
 

400 
 

403 

経常費用（千円） 9,698,739 9,988,793 11,637,872 11,049,725 11,653,727 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：40 

13 23 33 45 50 
経常利益（千円） 432,102 33,070 △ 405,946 231,267 174,990 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

4 10 7 16 11 

行政コスト（千円） － － － － 18,360,716 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：200 

 

167 

 

161 

 

176 

 

222 

 

244 

行政サービス実施

コスト（千円） 

9,414,886 9,502,995 13,317,931 10,407,003 － 

従事人員数 679 714 715 749 735 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 
(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5 期 科 学 技 術 基 本 計 画 に 基 づ い た

「Society5.0」の実現に向けて、我が国が「超スマ

ート社会」を世界に先駆けて実現するための研究

開発が求められている。エレクトロニクス・製造

領域は、第 4期中長期目標期間（以降、「第 4期」）

において、あらゆるモノがインターネットにつな

がる IoT（Internet of Things）時代に必要とされ

るサイバー（仮想：Cyber）空間とフィジカル（現

実：Physical）空間を高度に融合させた CPS（Cyber 

Physical System）の基盤を創出する研究開発に取

り組んだ。すなわち、（1）膨大なデータ処理と通信

に対応した高性能で省エネルギーなハードウエ

ア、（2）あらゆるモノをサイバー空間につなげる

ためのセンシングシステム、及び（3）CPSを活用

して高生産性で高付加価値なものづくりを実現す

るスマート製造に関する研究を「目的基礎」、「橋

渡し前期」、「橋渡し後期」のフェーズで展開した。  

 当領域では、研究資金の割合を「運営費交付金：

公的外部資金：民間資金＝1:1:1」のバランスを意

識し、公的資金については国の政策的予算や科研

費等の競争的資金を獲得し、民間資金については

技術コンサルティングや研究シーズを活用した共

同研究等を主とした橋渡し研究を展開することに

より研究予算を獲得した。運営費交付金は、研究

現場が外部資金を獲得するモチベーションを高め

るように外部資金獲得額に応じたインセンティブ

予算として配分するとともに、研究現場からのボ

トムアップ提案による基礎研究テーマに対しても

予算を配分し、両者のベストミックスを心掛けた。

PDCA（Plan-Do-Check-Action）のための評価指標で

ある外部資金獲得と論文執筆の実績を研究ユニッ

トに展開・共有し、現場が強み弱みを自覚した上

で基礎と応用の両方でパフォーマンスを最大化す

るマネジメントを実践した。第 4 期開始時点と比

較して、当領域が係わるエレクトロニクス産業分

野の状況は、アジア勢など海外企業との競争が熾

烈さを増し、世界市場における日本企業のシェア

は低下するとともに、製品のコモディティ化によ

り日本企業の競争力が低下している。このような

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：当領域では、IoT時代を支える CPS基盤とし

ての情報処理ハードウエア技術及びセンシングシ

ステムの研究開発と、CPSを活用した新たなサービ

スの代表例となるスマートものづくり技術の具現

化の 2 つのテーマを第 4期中長期目標期間の戦略

課題と位置づけた。これらの先進的な CPS基盤技術

及び CPS活用サービスに関する研究開発成果は、あ

らゆるモノがインターネットにつながる IoT、さら

には全てがつながる IoE（Internet of Everything）

を通じてイノベーション創出や競争力強化をもた

らし、「Society5.0」の実現に資するものである。  

 当領域を構成する 3つの研究部門、4つの研究セ

ンターの計 7 つの研究ユニットに所属する 300 名

余りの様々な専門性を持つ研究者が、所内外との連

携や共同研究によって成果の最大化に取り組んだ

結果、異分野融合によるシナジー効果をもたらし、

目的基礎から橋渡しまでの先進的な研究を効率的

に推進できた。特筆すべき成果として、目的基礎で

は、電圧書き込み型 MRAM の実現に向けて世界最高

値の「電圧異方性変化率」と強い垂直磁気異方性の

両立をできる Ir希薄ドープ Fe電極を用いた MTJを

開発し、さらに電圧パルス波形の最適化により世界

最小の 10-6以下の書き込みエラー率を、量産用スパ

ッタ装置で成膜した素子で達成した。この成果は超

低消費電力の IoT 用メモリの開発につながるもの

であり、これにより IoT機器の省電力化とバッテリ

ー寿命の向上が期待される。発表論文数は、平成 28

年度以降増加しており、平成 30年度は目標値の 400

報に達し、平成 28 年度比で 128％となった。令和

元年度は 403報となり目標を達成した。顕著な成果

を挙げた研究結果が掲載される IF 値が 10 を超え

る論文誌に掲載された論文数も、平成 28 年度は 8

報、平成 29年度は 11報、平成 30年度は 16報と増

加しており、令和元年度も 16報が掲載されている。

発表論文誌の平均 IF 値も、平成 28 年度は 2.33、

平成 29 年度は 2.80、平成 30 年度は 3.70、令和元

年度は 3.47 となっており、質・量ともに向上傾向

評定 Ａ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

主な「具体的

な研究開発

成果」とし

て、以下のよ

うな研究成

果が見られ

た。 

 

①スピント

ロニクスを

用いたニュ

ーロモルフ

ィック回路

の基盤技術

を開発 

フィードバ

ック回路を

用いて回路

に記憶機能

を付与する

ことで、短期

記憶容量を

増大させ、パ

ターン認識

率を大幅に

改善した。こ

うした取組

により、音声

認識等に応

用可能な超

低消費電力

の脳型情報

処理システ

ムを実現す

ることが今
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の中、民間資金獲得額の目標達成に向けて、

以下のような取組を行った。  

 民間資金獲得額の目標達成に向けては、現場の

リソースが有限であることを考慮し、件数を増や

すよりも規模の大型化を図った。具体的には、必

要に応じてイノベーションコーディネータ（IC）

がサポートを行うとともに、平成 30 年度後期か

ら、月毎に計画中及び交渉中の連携案件の進捗状

況を調査することで現場の意識を高め、第 4 期の

最終年度である令和元年度の目標達成に向けてさ

らなる獲得額の増加を図った。また、領域戦略部

に連携主幹を平成 30年度に 3名、令和元年度に更

に 2 名を増員し、組織としての橋渡し機能の強化

を図った。その結果、民間資金の獲得額は、第 4期

に入り着実に増加し、平成 27年度の民間資金獲得

額は 6.5 億円で所内交付金の 3 分の 1 程度だった

ところを、平成 30年度には 15.4億円（平成 27年

度比約 237%）となり、令和元年度は 22.3億円に達

し、所内交付金と同程度になった。また、当領域の

研究者が有する専門知識や技術的知見を活用した

技術コンサルティングや、産総研が組織として保

有する知的財産のライセンシング（実施契約）を

通じて、我が国の産業競争力を強化する活動を推

進した。技術コンサルティングは、技術相談や展

示会等をきっかけに企業から舞い込む技術課題に

対して、知的財産が発生しないものについて実施

しており、平成 27年度の 368万円から右肩上がり

で増加し、平成 28年度は 2,534万円と約 7倍、平

成 29年度はさらにほぼ倍増の 4,710万円を記録し

た。平成 30 年度は平成 29 年度と同程度の 4,867

万円であったが、令和元年度は 9,624 万円と大幅

に増加した。 

 論文発表数及び合計被引用数の目標達成に向け

た当領域の取組として、平成 30年度には毎月のユ

ニット長連絡会にて、論文発表促進に関する各研

究ユニットの問題意識やマネジメント例を互いに

共有して議論することを通じて、論文発表の量と

質の向上策をより有効なものとした。その結果、

平成 30年度は、発表論文数が第 4期中で最高値と

なる 400報（平成 27年度比で 116％）となり、目

標値 400報を達成した。令和元年度についても 403

報となり目標を達成した。また、顕著な成果を挙

が顕著である。橋渡し前期では、ポストムーア時代

の新たな情報通信インフラとして、超低消費電力・

大容量・超低遅延などを特長とするダイナミック光

パスネットワークを開発した。さらに、都内商用実

フィールドで運用し、4K非圧縮映像による「テレセ

ッション」の実運用に世界で初めて成功した。また、

橋渡し後期では、多品種変量生産に対応できるオン

デマンド積層造形技術として、従来技術では不可能

であった中空薄肉構造も鋳造可能な砂型 3D プリン

タを開発し、この技術を移転した企業が市販化し

た。クリーンルーム不要の局所クリーン化搬送シス

テムをコア技術としたミニマルファブ装置、計 51

機種を技術移転先企業 29 社から商用販売した。ま

た、産総研発コーティング技術の AD 法により、色

素増感型太陽電池などを実用化し、橋渡しを促進し

た。このように目的基礎から橋渡し研究後期まです

べてのステージで世界的に評価される顕著な成果

を得ている。これらの先進的なデバイス・材料・製

造技術の開発は、当領域の戦略課題で掲げる超スマ

ート社会の実現への着実な貢献が期待される。  

 領域のマネジメントに基づき実施した業務に関

しては、次のような顕著な成果を挙げた。民間への

橋渡し加速のために実施した技術コンサルティン

グは、平成 27 年度 368 万円から着実に増加し、平

成 28 年度は 2,534 万円と約 7 倍、平成 29 年度は

さらにほぼ倍増の 4,710 万円を記録した。平成 30

年度は平成 29 年度と同程度の 4,867 万円であった

が、令和元年度は 9,624万円と大幅に増加した。大

学や他の研究機関との連携については、TIA共用施

設である世界トップレベルの超伝導アナログ・デジ

タルデバイス開発施設（CRAVITY）、及び MEMS 研究

開発拠点の運営に大いに貢献し、顕著な成果を得

た。CRAVITY は、平成 29 年度の外部機関の利用課

題数、利用料収入額がそれぞれ平成 27 年度比で

138%、260%と大幅に増加し、平成 30 年度と令和元

年度も利用課題数が平成 29年度を上回った。また、

国内の公的研究機関だけでなく、企業や海外機関の

利用も増加しており、幅広いユーザの開拓を推進

し、先端共用施設として活性化することは国内企

業、研究機関等の研究開発を大いに加速するものと

期待される。MEMS研究開発拠点も利用課題数、利用

料収入額ともに順調に増加しており、平成 29 年度

後期待され

るところで

あり、その将

来性が特に

高く評価で

きる。 

②シリコン

フォトニク

スデバイス

の研究開発

試作体制を

構築 

これまで開

発してきた

シリコンフ

ォトニクス

のデバイス

設計基本情

報や標準デ

バイスメニ

ューをまと

めたプロセ

スデザイン

キット(PDK)

を整備し、企

業や大学を

ユーザーと

した、初めて

の相乗り（マ

ルチプロジ

ェクトウエ

ハ：MPW）試作

を成功裏に

完了した。実

用的なシリ

コンフォト

ニクス光ス

イッチの開

発に成功し、

産総研がシ

リコンフォ

トニクスの
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１．「橋渡し」

機能の強化 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

 世界をリー

ドする電子・光

デバイス技術

と革新的な製

造技術を創出

することを目

指し、エレクト

ロニクスの研

究と製造技術

の研究を統合

し、情報通信シ

ステムの高性

能化および超

低消費電力化

技術、もののイ

ンターネット

化に対応する

製造およびセ

ンシング技術、

ものづくりに

おける産業競

争力強化のた

めの設計・製造

技術、及び多様

な産業用部材

に適用可能な

表面機能付与

技術を開発す

る。 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 
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げた研究成果が採択される高インパクトファクタ

ー（IF>10)論文誌への掲載は、平成 30 年度が 16

報（IF未確定の Nature姉妹誌 Nature Electronics

掲載１件を含む）、令和元年度も 16 報である。合

計被引用数については、平成 30 年度は目標値の

6800 回を若干下回る 6528 回であったが、令和元

年度は 7,227回となり、目標を達成した。 

知財の量的状況については、研究者自らの活動

に加えて IC等の貢献により、実施契約等件数が平

成 27年度の 167件（目標値 173件）から着実に増

加し、平成 30年度は目標値の 180件を超える 222

件となり、令和元年度も目標値を上回る 244 件で

ある。技術移転収入については、令和元年度は 4億

1,219万円と、第 4期中で最も多い金額となり、第

4期中の平均は約 1億 6,473万円/年である。特許

出願については出願内容を精査するとともに権利

化された知財についても「 IP（ Intellectual 

Property）実用化加速プロジェクト」を領域内で

実施し、展示会出展可能なレベルの試作品までの

具現化をサポートして、当該技術のポテンシャル

ユーザへのアピール効果を高めた。また、多様な

専門性を持つ個々の研究者らで研究ユニットの壁

を越えた研究チームを編成することにより、連携

研究の促進に取り組んだ。具体的には、領域間連

携には企画本部の「戦略予算」を活用するととも

に、領域独自の「フィージビリティスタディ（FS）

連携制度」により領域内外の連携を加速した。ま

た、平成 30年度はとくに二次電池について、所内

で進行中の研究テーマを集めたシンポジウムを当

領域がシンポジウム事務局の主力となって開催す

ることで、領域間の連携を促進するとともに、対

外的にも産総研全体としての研究の取組をアピー

ルした。さらに、令和元年度は 4 月にセンシング

システム研究センターが設立されたのを機に、全

領域とイノベーション推進本部の IC、連携主幹、

企画主幹、及びセンシングシステム研究センター

の研究チーム長等をメンバーとするセンシング技

術連絡会の活動を開始し、①産総研が有するセン

サ・センシング技術のデータベース構築、②企業

等からの問い合わせに対するワンストップサービ

ス提供、③国家プロジェクトや業界動向等に関す

る情報の所内共有などに取り組んだ。 

は平成 27年度比でそれぞれ 186%、190%と大幅に増

加した。平成 30年度及び令和元年度共に、平成 29

年度の利用課題数を上回った。大学連携について

は、平成 30 年度に、半導体設計の教育において実

績のある東京大学大規模集積システム設計教育セ

ンター（VDEC）（現：東京大学工学系研究科附属シ

ステムデザイン研究センター）と連携する「AI

（Artificial Intelligence）チップ設計ラボ」を

設置し、新規人工知能チップの開発と社会実装の取

組を開始した。令和元年度は、この AI チップ設計

ラボを発展させて「産総研・東大 AI チップデザイ

ンオープンイノベーションラボラトリ (Open 

Innovation Laboratory: OIL)：AIDL」を設立し、

企業と連携した AIチップ設計を推進した。 

研究人材の拡充、流動化、育成に関して、企業と

の連携研究室（冠ラボ）計 4 件が平成 29 年度から

令和元年度の間に活動を開始し、高度な研究スキル

を有する企業研究者が産総研へ出向する形で産総

研研究者と緊密な連携を行い、橋渡しへ向け効果

的、効率的な共同研究を行った。産総研イノベーシ

ョンスクール事業及びリサーチアシスタント制度

では、平成 27年度の 17名から着実に増加し、平成

28 年度は 33 名、平成 29 年度は 40 名、平成 30 年

度は 61 名、令和元年度は目標値の 40 名を上回る

61 名を採用し、人材育成を強力に推進した。女性職

員採用については、平成 30年度までに 10名を採用

し、令和元年度も 2名を採用した。また、外国人研

究者は平成 30 年度までに 9 名を採用し、令和元年

度も 3名を採用したことは、当領域の積極的なダイ

バーシティ・マネジメントの成果である。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「研究については、世界

的最先端の質を持って基礎から事業応用まで幅広

く高いレベルの研究が進められている。研究者個人

を見ても基礎研究から応用やアプリまで幅広い研

究へ対応されている点が素晴らしい」、「超伝導材料

開発、量子コンピュータ開発など息の長い研究をし

っかりと支えている。途切れないようにお願いした

い」など、高い評価を得た。 

 

先端技術開

発拠点とし

て貢献でき

る体制を整

備できた。今

後、光デバイ

スが益々シ

リコンフォ

トニクスを

用いるよう

になり、ファ

ブレスモデ

ルが主流と

なっていく

中で、民間企

業や大学等

の外部ユー

ザーがシリ

コンフォト

ニクスの研

究開発試作

を簡便に行

えるように

したことの

意義は大き

く、光デバイ

ス産業エコ

システムが

国内で構築

され、国際競

争力の維持・

増強が期待

される。 

このように

本成果は、多

くの企業が

関心を示し、

将来への発

展が見込ま

れていると

して特に高

く評価でき
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 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす
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 組織内外の若手雇用・育成については、卓越研

究員事業を活用して優秀な若手研究員を平成 28

年度から平成 30年度にかけて 5名を採用するとと

もに、リサーチアシスタント(RA)制度を活用し、

平成 27 年度に 13 名、平成 28 年度に 23 名、平成

29 年度に 33名、平成 30年度に 45名、令和元年

度に 50 名の大学院生を RA として雇用し、最先端

の研究開発を経験させることにより、基礎研究だ

けでなく橋渡しも担える人材を育成した。シニア

世代の能力・経験の最大活用については、研究や

マネジメントの経験を豊富に有する当領域のシニ

ア世代の研究者 9名（平成 27年度から令和元年度

までののべ人数）が TIA 推進センターに異動し、

同センターが所掌する共用施設の運営や他機関と

の連携活動の推進等に貢献した。また、上記のよ

うに研究戦略部の連携主幹を平成 30年度に 3名、

令和元年度に 2 名増員して橋渡し機能を強化した

ことも、シニア世代活用の取組の一つである。  

 

 第 4 期の特筆すべき研究実績に関して以下に列

記する。  

【「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）

の特筆すべき成果】  

・量子コンピュータに関して、シリコン量子コン

ピュータの基本素子であるスピン量子ビットを産

総研のトンネル電界効果トランジスタ（Tunnel 

Field-Effect Transistor: TFET）技術により開発

し、その動作温度を従来技術の 100倍向上させ 10 

K を達成した。また超伝導量子アニーリングチッ

プの大規模化向けアーキテクチャを開発し、アニ

ーリングの基本動作を実証した。 

・4個の微小スピントルク発振素子（Spin-Torque 

Oscillator: STO）を用いたニューロモルフィック

回路を構築し、7 種の母音の音声識別に成功し、

Nature誌に論文を発表した。また、フィードバッ

ク回路の遅延効果を利用することで過去の入力情

報を記憶する機能が向上し、さらに、異なる遅延

時間を有するフィードバック回路を仮想的に用い

ることで、実用化に向けた指標となる短期記憶容

量 10以上を実現した。 

・電圧書き込み型 MRAM（Magnetic Random Access 

Memory）高度化のため、Ir希薄ドープ Fe電極を用

＜課題と対応＞ 

 次世代 IoT/CPS 時代に向けての課題は、IoT、ビ

ッグデータ、AI 等に関連する基盤技術の新規創出

と高度化に取り組みつつ、サイバー空間とフィジカ

ル空間を融合する技術開発を進め、その成果を社会

実装していくことである。研究成果の創出を通じて

新たな価値の創造に貢献していくために、産総研が

目指す未来像の発信力を高めるとともに、産業界と

の密接な連携を通じて信頼関係を強化していくこ

とも求められる。  

 第 5期中長期目標期間は、これらの課題の対応策

として、まず各技術課題についてサイバーフィジカ

ルシステムの中での位置付けと開発フェーズを明

確化した上で、研究体制や研究リソース投入の重点

化をマネジメントしていく。サイバー空間とフィジ

カル空間の融合に関しては、平成 30 年度に設置さ

れた人工知能に関するグローバル研究開発拠点

（Global Open Innovation Laboratory; GOIL）の

模擬環境を活用して、「つながる工場」等に関して

ユーザや関連企業を巻き込んだ実証実験を実施す

る。そのために、令和 2年度には情報・人間工学領

域と当領域とが中心となって新たな研究センター

を設立し、生産性向上に資する研究開発を重点的に

実施し、その成果を積極的に発信していく予定であ

る。 

 産業界との信頼関係の強化については、技術コン

サルティング制度や共同研究などの個々の技術課

題レベルの連携に加えて、組織同士で将来像や目指

すべき方向を共有した包括的な大型連携を推進す

るとともに、各種コンソーシアムの運営等を通じて

産学官の多数のプレーヤーを巻き込んだエコシス

テムを構築していく。 

 

る。 

 

定量的な評

価指標の達

成度は「民間

資金獲得額」

101％、「論文

被引用数」

106％、「知財

の量的状況」

は 122％、「人

材 育 成 」

153％と目標

を高いレベ

ルで達成し

ている。ま

た、モニタリ

ング指標の

「論文発表

数」は 101％

と目標を達

成している。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

ある「民間資

金獲得額」を

始めとする

定量的な評

価指標がい

ずれも目標

を大きく上

回って達成

しているこ

と、複数の顕

著な成果が

創出された

ことを踏ま

え、「Ａ」と判

断した。 

 



253 

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

い た 磁 気 ト ン ネ ル 接 合 (Magnetic Tunnel 

Junction: MTJ) により、世界最高値の「電圧異方

性変化率」と強い垂直磁気異方性の両立を達成、

さらに電圧パルス波形最適化により、世界最小の

10-6（エラー訂正なし）以下の書き込みエラー率を、

量産用スパッタ装置で成膜した素子で達成した。

また、実用的な多結晶 MTJ 素子を用いてエラー訂

正の導入を検討し、1 回のエラー訂正プロセスに

より 10-12台のエラー率を確認した。 

・複合アニオン化などを導入した新しい高温超伝

導材料の合成手法を開発し、約 20年ぶりに 100 K

を超える高い超伝導転移温度(Tc)を有する新銅酸

化物系物質群を発見した。 

・プラズマ励起ラジカルの強制対流により、高品

質単層グラフェンの低温成長に成功した(Nano  

Letters[IF=12.1]掲載)。また、グラフェン(G)を電

子透過電極に用いた平面型電子源を開発し、現在

最もエネルギー単色性の高い電子源であるタング

ステン冷陰極(0.3 eV)を凌駕するエネルギー単色

性（0.18 eV）と、6 A/cm2の放出電流密度を達成

した。 

  

【「橋渡し」研究前期における研究開発の特筆すべ

き成果】  

・ポストムーア時代の新たな情報通信インフラと

して、超低消費電力・大容量・超低遅延などを特長

とするダイナミック光パスネットワークを開発し

た。要素技術として、従来技術の電気スイッチに

代替する光スイッチの自動制御体系を構築し、都

内商用実フィールドで運用した。さらに、企業か

ら「世界最高峰」と評された産総研シリコンフォ

トニクス技術により、実用的なシリコンフォトニ

クス光スイッチの開発に成功した。 

・応力発光検出による航空機用炭素繊維強化プラ

スチック（Carbon Fiber Reinforced Plastics: 

CFRP）実構造部材の接着強度むらを可視化し、世

界で初めて非接着領域（ウイークボンド）の検出

に成功した。  

・道路インフラ状態モニタリング用センサシステ

ム構築にむけ、従来技術の 1/100 の低消費電力で

センシング可能な高密度印刷歪アレイと自立電源

無線センサシステムを開発した。ひび割れの 8 か

＜今後の課

題＞ 

・より安定

的に民間資

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見

据えるとと

もに、既に実

施している

OILに参加し

ている大学

などの多様

な研究者、産

学連携コー

ディネータ

などの取り

込みを図り、

よりグロー

バルでオー

プンな形で

の産官学共

同研究を実

施していく

ことが重要。

このような

プラットフ

ォームを構

築すること

により、企業

連携を担う

人材不足の

解消や企業

連携を促進

するための

支援人材不

足が解消さ

れることが

期待される。

加えて、様々

な段階での

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

月間監視やストップホール周囲の亀裂進展モニタ

リングを実運用中橋梁で実施した。 

・高安全・高信頼性の酸化物型全固体電池の開発

において、固体電解質の大型単結晶の開発により、

実用的な電流密度を達成、電極形成にエアロゾル

デポジション法（Aerosol Deposition Method: AD

法）を活用し、理論容量の 95％の容量を達成した。 

・ナノ表面改質層を介した常温接合法により、単

結晶ダイヤモンド基板と窒化ガリウム(GaN)の直

接接合を実現し、この技術により、三菱電機株式

会社との共同研究において、単結晶ダイヤモンド

を放熱基板に用いるマルチセル構造の GaN-HEMT

（高電子移動度トランジスタ）を世界で初めて開

発し、出力密度と電力効率の大幅向上を実現した。 

・フレキシブル大面積印刷デバイス製造技術を高

度化し、サブマイクロメートルに至る配線形成分

解能、フレキシブル基板上への 150 ℃以下の低温・

低損傷でのデバイス実装、伸縮性・耐久性に優れ

た電極の開発などを達成した。これら基盤技術に

より、安全安心見守りセンサ、ロボット等に装着

し、接触感を検出できるタッチセンサスキンなど

を開発した。さらにネットワーク MEMS（Micro 

Electro Mechanical Systems）など他技術融合を

図り、ウェアラブル心電計測デバイスなど、印刷

デバイスの用途を拡大した。 

・第一原理計算を用いた窒化物圧電材料の探索手

法を開発し、これを用いて新規圧電材料の薄膜を

作製し、従来のスカンジウム添加窒化アルミニウ

ム(ScAlN)と同等の圧電性能を得ることに成功し

た。 

 

【「橋渡し」研究後期における研究開発の特筆すべ

き成果】  

・半導体デバイスの多品種少量生産システム・ミ

ニマルファブを具現化した。クリーンルーム不要

の局所クリーン化搬送システムをコア技術に、1/2

インチウェハと幅 30 cm 製造装置を用い、CMOS 

NAND（Complementary Metal Oxide Semiconductor 

Not AND）ゲートや MEMSセンサを開発した。29社

で計 51機種が商用販売された。 

・多品種変量生産に対応できるオンデマンド積層

造形技術として、世界最速 10万 cc/hで造形でき、

共同研究が

展開され、共

同研究の暗

黙知的ノウ

ハウが形式

知化され、よ

り効率の良

い共同研究

が展開され

ることが必

要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得

における評

価等を見て

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両
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における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

従来技術では不可能であった中空薄肉構造も鋳造

可能な砂型 3Dプリンタを開発、技術移転した企業

が市販化した。 

・産総研発コーティング技術の AD法により、色素

増感型太陽電池などを実用化し、橋渡しを促進し

た。プラズマ援用ハイブリッド AD法を開発、高速

成膜（従来の 10 倍以上)と 3 次元部材への適用を

実現した。光有機金属分解法（ Photo-Metal 

Organic Decomposition Method: 光 MOD法）によ

り、新規高輝度蓄光膜コーティングの量産化技術

を確立した。 

・抗体で磁気ビーズと標識ビーズを修飾すること

で、様々なウイルスを、外部磁場による動きとし

て光学的に超高感度検出できる「外力支援近接場

照明バイオセンサ」を開発し、夾雑物を含む都市

下水二次処理水 100 µl中の僅か 40個のノロウイ

ルス様粒子の検出に成功した。 

・民間企業や大学等が簡便に産総研設備を使って

光デバイスの試作が行えるシリコンフォトニクス

の研究開発用試作体制を整備した。これにより、

産総研コンソーシアムであるシリコンフォトニク

スコンソーシアムの参加企業や大学をユーザとし

た一回目の相乗り（マルチプロジェクトウエハ：

MPW）試作を実施し、構築した研究開発用試作体制

が良好に機能することを確認した。 

 

●民間資金獲得額  

目標値：22.1億円（令和元年度）  

・平成 27年度：6.5億円  

・平成 28年度：9.9億円  

・平成 29年度：11.9億円  

・平成 30年度：15.4億円  

・令和元年度：22.3億円  

   

●公的外部資金の直接経費（再委託費を控除）  

・平成 27年度：17.5億円  

・平成 28年度：53.7億円  

・平成 29年度：35.5億円  

・平成 30年度：19.4億円  

・令和元年度：18.7億円  

  

●中堅・中小企業の研究契約件数の全体の比率  

輪の関係に

あるので、両

者がトレー

ドオフの関

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 

・全体のマ

ネジメント

については、

今回より、未

達の要因分

析と対応策

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの
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・平成 27年度：29.9%  

・平成 28年度：28.6%  

・平成 29年度：29.7%  

・平成 30年度：33.3%  

・令和元年度：30.4% 

   

●大企業の研究契約件数  

・平成 27年度：117件  

・平成 28年度：137件  

・平成 29年度：147件  

・平成 30年度：142件  

・令和元年度：144件 

   

●中堅・中小企業の研究契約件数  

・平成 27年度：50件  

・平成 28年度：55件  

・平成 29年度：62件  

・平成 30年度：71件  

・令和元年度：63件  

 

●知的財産の実施契約等件数  

目標値：200件（令和元年度）  

・平成 27年度：167件  

・平成 28年度：161件  

・平成 29年度：176件 

・平成 30年度：222件  

・令和元年度：244件 

   

●論文発表数  

目標値：400報（令和元年度） 

・平成 27年度：345報  

・平成 28年度：313報  

・平成 29年度：333報  

・平成 30年度：400報  

・令和元年度：403報 

   

●論文の合計被引用数 

目標値：6,800回（令和元年度）  

・平成 27年度：6,699回  

・平成 28年度：6,780回  

・平成 29年度：6,676回  

・平成 30年度：6,528回  

共有を強化

することが

求められる。 

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 
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・令和元年度：7,227回 

 

●その他  

「国際標準化活動の取組状況」  

・経済産業省委託事業「スマートマニュファクチ

ャリングに関する国際標準化・普及基盤構築」を

受託し、生産管理・機器制御システムと生産機器

をつなぎ、情報を共有する場としての「プラット

フォーム」を活用した連携方法についての国際標

準化活動を推進した。  

・スマートマニュファクチャリング国際標準化専

門委員会に参加し、ロボット革命イニシアティブ

協議会への委員参加、200 社余りの会員企業を持

つ一般社団法人インダストリアル・バリューチェ

ーン・イニシアティブ（IVI）との連携を強固に継

続した。  

・ ISO （ International Organization for 

Standardization ） 、 IEC （ International 

Electrotechnical Commission）などに議長、プロ

ジェクトリーダー、エキスパートとして平成 29年

度はのべ 30名、平成 30年度はのべ 39名、令和元

年度はのべ 49人を派遣した。 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

  第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は 85

件（うち令和元年度（平成 31年 4月 1日から令和

2 年 3 月末まで）実施の件数：16 件）であり、こ

れらの事業化の実績として、知的財産の譲渡契約

及び実施契約は 4 件で令和元年度は 2 件、製品化

は 7件で、その内令和元年度は 2件である。 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

 目的基礎研究においては、機器の性能・機能、及

び製造技術の効率性（低コスト、高レジリエント）

を格段に向上させ、概ね 10 年後（令和 12 年度）

以降に実用化や普及が進み、スマート社会実現へ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：高温動作シリコン量子ビットの開発、世界第

2 位の集積度 50 量子ビットの超伝導量子アニーリ
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 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

 に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

の貢献が期待される、新デバイス・新材料につい

て研究テーマ設定を行い、以下に述べる研究成果

を得た。 

 

量子コンピュータ・量子アニーリングマシンの基

盤技術開発： 

 Society5.0 社会の実現には、大規模データの高

速処理が可能な、非ノイマン型コンピュータの実

用化が急務である。超伝導量子アニーリングマシ

ン、超伝導量子コンピュータ、シリコンプラット

フォーム上での集積化に有利なシリコン量子コン

ピュータは、その有力候補として注目されており、

産総研で独自に開発を進めた。  

 平成 27-29 年度は、シリコン量子コンピュータ

における安定なスピン量子ビット実現のため、ト

ン ネ ル ト ラ ン ジ ス タ (Tunnel Field-Effect 

Transistor: TFET)とシリコンへのドーピング技

術を開発し、シリコンスピン量子ビットの動作温

度の世界最高値を 100倍更新する 10 Kという高温

での量子ビット動作に成功した。超伝導量子アニ

ーリングマシンに関しては、大規模集積に適した

新規アーキテクチャを開発した。平成 30年度は、

シリコン量子コンピュータの TFET 量子ビットを

構成する 2 つの量子ドットの独立制御に成功し、

量子計算技術の将来の大規模化を見込んだ要素技

術の開発を推進した。超伝導量子アニーリングマ

シンでは、日本初、かつ先行する D-Wave Systems

社（2000量子ビット）に次ぐ世界 2位の集積度（50

量子ビット）を有するチップの製造に成功した。

令和元年度は、量子アニーリング計算で解くこと

のできる問題の規模を向上させるための技術とし

て、複数チップを接続して集積度を向上する超伝

導量子回路３次元実装技術の開発を行った。その

結果、重ねたチップ同士を超伝導バンプ材料で電

気接続する超伝導フリップチップ接続を約 16,000

個のバンプ数（世界最高記録）で実現し、超伝導量

子アニーリングマシン向け 3 次元実装基盤技術を

確立した。また、TFET 量子ビットの実用性能項目

の 1 つである量子ビットが情報を保持している時

間（コヒーレンス時間）の評価実験が実施できる

集積素子の開発に成功した。量子計算の実現可能

性を検証するため、TFET量子ビットの特性を模擬

ングマシンの作製、スピントルク発振素子を用いた

ニューロモルフィック回路の開発、バイポーラ動作

の超格子型相変化メモリの開発、実用レベルの低書

き込みエラー率の電圧書き込み型 MTJ 素子の開発

など、非ノイマン型コンピューティングや超省エネ

ルギーデバイスの基盤技術開発において大きなブ

レークスルーとなる研究結果を創出することに成

功した。また、コンビナトリアルケミストリーや複

合アニオン化などを導入した機能性材料の新たな

合成手法を開発し、約 20年ぶりに 100 K以上の高

い超伝導転移温度を有する新銅酸化物超伝導体物

質群を発見した。論文については、第 4期の 2年目

となる平成 28 年度以降、量的な増加傾向及び質的

な向上傾向が続き、平成 30 年度に目標値の 400 報

を達成した。令和元年度についても 403報となり目

標を達成した。発表論文誌の平均 IF値は、平成 28

年度の 2.33 から毎年度増加し、令和元年度には

3.47となり、論文の量・質ともに向上した。また、

科学技術の発展に寄与する顕著な成果に対し贈ら

れる文部科学大臣表彰 科学技術賞（平成 27年度、

平成 28年度）、本多フロンティア賞（平成 28年度）、

市村学術賞（平成 29年度）、公益財団法人発明協会

21 世紀発明奨励賞（平成 30 年度）、文部科学大臣

表彰 若手科学者賞（平成 31 年度）などを受賞し

た。 

 

量子コンピュータ・量子アニーリングマシンの基盤

技術開発： 

 シリコン量子コンピュータに関して、独自技術で

あるトンネルトランジスタを利用したシリコンス

ピン量子ビットを開発し、量子ビットの最高動作温

度を従来の 0.1 Kから 10 Kという高温まで引き上

げることに成功した。この成果は、大型の希釈冷凍

機を必要としない小型高集積可能なシリコン量子

コンピュータ開発に向けての第一歩と位置付けら

れ、量子計算技術の社会実装につながると期待され

る。また、静電特性シミュレータの開発は量子ビッ

トの設計手法を与える第一歩であり、量子集積回路

設計技術の確立に貢献するものと期待される。超伝

導量子アニーリングマシンに関しては、大規模集積

化のために必須の超伝導量子回路の 3 次元実装を

実現し、大規模な超伝導量子アニーリングマシンの
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 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

するシミュレータの開発も進め、静電特性を再現

する技術を確立した。 

 

スピントルク発振素子を用いたニューロモルフィ

ック回路の基盤技術開発： 

 磁気トンネル接合素子（MTJ素子）に直流電流を

流すと、磁性電極層の強磁性共鳴（マイクロ波帯

域の磁化歳差運動）によるマイクロ波発振機能（ス

ピントルク発振素子 Spin-Torque Oscillator; 

STO）が得られる。STO は共振回路を必要としない

ナノサイズの発振素子であり、超微細かつ LSI

（Large Scale Integration）集積化が容易、広帯

域で周波数可変など、半導体を用いた従来型発振

素子にはない特徴を有するため、通信機器や車載

レーダーへの応用が期待されている。実用化を目

指して STOの高性能化に取り組むとともに、STOを

用いた新しいタイプのニューロモルフィック回路

（脳活動の仕組みをヒントとして作られる超低省

費電力の演算回路）を開発した。  

 平成 27年度は、STOの周波数安定化に不可欠な

位相同期回路（Phase-Locked Loop; PLL）を世界

に先駆けて実現した。平成 28 年度は、世界最高

値かつ STO実用化の目途となる 10 µWの発振出力

を達成した。平成 29年度は、STOを人工ニューロ

ン素子として用いたニューロモルフィック回路を

考案し、これを用いた音声認識に成功した。平成

30年度は、ニューロモルフィックコンピューティ

ング（脳の活動を模倣した演算手法）の基盤とな

る STO のショートタームメモリ（短時間記憶）特

性の評価に世界で初めて成功し、単一の発振素子

で短時間記憶容量 3.6 を実現した。STO は先行技

術であるフィードバック回路を有する光学振動子

と比べ、短時間記憶容量は同等以上の性能を有し、

集積度の面で数桁優れている。 

 さらに、4 個の STO からなるニューラルネット

ワークを用いて 7 つの母音の音声認識を行い、

90％という高い認識率を実現した。これら一連の

研究成果について Nature 及び Nature 姉妹誌に 5

報の論文を掲載した。令和元年度は、発振素子の

出力信号を再注入するフィードバック回路を用い

て STO の人工ニューロンとしての性質を向上する

ことに成功した。フィードバック回路の遅延効果

ための製造基盤技術を確立した。これにより、今後、

大規模超伝導量子アニーリングマシンの実現によ

って、従来のノイマン型コンピュータでは処理不可

能であった大規模データに対する組合せ最適化問

題が低消費電力かつ高効率で処理できるようにな

り、製造・エネルギー・創薬・医療・自動運転・農

林水産業・運輸・教育など、ありとあらゆる産業に

対して破壊的イノベーションがもたらされると期

待される。例えば、大都市における渋滞解消や大規

模工場におけるオペレーションのリアルタイム自

動最適化が可能となる。 

 

スピントルク発振素子を用いたニューロモルフィ

ック回路の基盤技術開発： 

 STO を用いたニューロモルフィック回路の基盤

技術開発については、不可欠な要素である位相同期

回路の実現、実用化に必要な 10 µWの発振出力の実

現に続き、4個の STOからなるニューラルネットワ

ークを用いて 7つの母音の音声認識を行い、90％と

いう高い認識率を実現した。さらに、短時間記憶特

性の評価の実現と、単一素子の短時間記憶容量 3.6

を実現し、先行技術である光学振動子と同等以上の

短時間記憶容量を実現した。STO は先行技術である

光学振動子と比べて圧倒的に高集積化が可能であ

り、従来技術より数桁小さい直径 30 nmの演算器を

実現できる可能性を有している。STOを用いた人工

ニューロンと人工シナプスの開発で得られた成果

により、将来は超低消費電力の脳型情報処理システ

ムの実現が期待される。これにより日常生活への大

規模な人工知能等の導入が進展し、個人の嗜好の判

断や環境の認識等がオンサイトで可能となり、カス

タマイズされた生活環境の実現や安全・安心な社会

の構築に寄与する。 

 

相変化/トポロジカル材料による不揮発メモリ、新

奇デバイスの開発： 

 相変化/トポロジカル材料による不揮発性メモ

リ、新規デバイスの開発について、相変化メモリの 

100 nm以細のセルの作製、低電圧(1 V以下)スイッ

チング、及び従来の相変化メモリでは不可能であっ

た電圧により極性を変えてスイッチングする「バイ

ポーラ動作」を実現した。また、実用化に向けて 300 
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により、過去の入力情報を記憶する機能が高まり、

波形認識のタスクで高い認識率を得ることに成功

した。さらに、異なる遅延時間を有するフィード

バック回路を仮想的に用いることで、実用化に向

けた指標となる短期記憶容量 10以上を実現した。

また、単一の STO から発生する高周波信号を測定

し、その信号を任意波形発生器によって STO に再

注入する擬似フィードフォワードネットワークを

考案した。この疑似ネットワークでは、STOが次段

の STO と同期することで情報を伝搬していく。10

個の発振素子からなる疑似ネットワークによっ

て、単一素子に対して 3 倍の記憶容量を達成する

ことに成功し、STOからなる振動子ネットワークを

構成する基盤技術を確立した。 

 

相変化/トポロジカル材料による不揮発メモリ、新

奇デバイスの開発： 

 数多くのハードディスクドライブから構築され

た従来のデータセンターは、ドライブモーターの

回転に大電力を必要とし、大手 IT(Information 

Technology)企業等のデータセンターではすでに

原子力発電炉１基分にも達していると言われる。

IoTによる大量データ「ビックデータ」の蓄積問題

と、これらを利用する新規ビジネスやサービスは

電力消費問題ともはや無縁ではない。またそれら

の活用と解析には、大量のデータを瞬時にハード

ディスクから取り出す必要があるが、ハードディ

スクドライブに依存するデータセンターは処理速

度が限界に来ている。このため、データセンター

の省エネ化と、蓄積されたビックデータの高速解

析を可能にする不揮発性メモリの開発が加速し、

相変化メモリは市場規模が急速に拡大している。

平成 23 年に発表した「超格子型相変化メモリ

(interface Phase Change Memory: iPCM)」すなわ

ち相変化メモリに利用されている相変化合金

(GeSbTe)を、GeTeと Sb2Te3 の薄膜を交互に積層し

て作製したメモリにおいては、従来比で消費電力

を 1/10から 1/100に低減することが可能である。

本技術は産総研が基本特許をもつ独自のコア技術

であり、企業との共同研究が実施されてきた。  

 平成 27-29 年度は、100 nm 以細の iPCM セルを

作製し、低電圧（1 V 以下）スイッチング、及び従

mmスケールでの iPCM デバイス製造に成功した。こ

れらの成果を基に超格子膜を採用した新たな相変

化メモリ（超格子型相変化メモリ）の実現と量産プ

ロセスの確立に向けて、複数の大手企業との実用化

を目指した共同研究が令和 2 年度から開始される

運びとなった。この技術が普及すれば、データセン

ターのさらなる低消費電力化が可能になることか

ら、データセンターの小型化、分散化が加速される

と期待される。 

 

電圧書き込み型 MRAMの基盤技術開発： 

 電圧書き込み型 MRAM の基盤技術開発では、新規

開発の Ir希薄ドープ Fe 合金電極により、世界最高

性能の電圧磁気異方性変化率 400 fJ/Vm、書き込み

エラー率 10-6以下を有する素子の開発に成功した。

また、書き込み可能な電圧パルス幅の領域を倍増す

ることにも成功した。MTJ素子は半導体チップ内の

大容量キャッシュメモリの置き換えが期待されて

おり、新規開発した世界最高性能の電圧磁気異方性

変化率と書き込みエラー率、そして直径 30 nmでの

長期間記憶保持性能を持つ MTJ 素子は IoT 用マイ

コンチップの待機電力を大幅に削減し、IoT機器の

省電力化とバッテリー寿命の向上につながると期

待される。 

 

新超伝導材料の開発： 

 新超伝導材料の開発では、銅酸化物超伝導体より

も物理特性の異方性が小さく、多結晶でも優れた特

性を示す、実用化に適した鉄系化合物に注力した。

特筆すべき成果として、新規構造を有する超伝導体

AeAFe4As4 (Ae = Ca, Sr, A = K, Rb, Cs)を発見

し、その超伝導特性を明らかにした。同物質は、超

伝導転移温度が比較的高く（36 K）、既知の鉄系超

伝導体と比べて約 10 倍もの高い臨界電流密度を有

し、銅酸化物超伝導体に比べて異方性が小さく、多

結晶でも良好な特性を示す、といった多くの特長を

有しており、超伝導磁石や超伝導接合素子としての

応用が期待される。実際に、令和元年度に同物質を

用いた超伝導バルク磁石の開発に着手し、既存材料

を凌駕する臨界電流密度の向上や大型化を実証し

た。鉄系化合物超伝導として、LaFe2As2も発見した。

これは初めて Fe1.5+を含む超伝導体であり、鉄系化
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来型の相変化メモリでは実現不可能であった電圧

極性を変えてもスイッチングする「バイポーラ動

作」を実現した。また平成 30年度には大手企業と

の共同研究において、産総研のスーパークリーン

ルームを用いて、300 mm スケールでの iPCM デバ

イス製造に成功した。令和元年度は、相変化メモ

リの超高密度化と高速動作をサポートするセレク

タと呼ばれるメモリセル選別素子について、従来

材料で問題となっていた毒性の Se を用いない方

針でマテリアルデザインをおこない、Seフリーの

セレクタ用化合物を見出した。また、iPCMは本来

非磁性材料が用いられているが、室温で大きな磁

気抵抗変化が発見されたことから、この新規物性

の応用に向けた研究開発として、科学技術振興機

構 戦略的創造研究推進事業（JST-CREST）（平成 26-

31 年度）に採択され iPCM の基礎物性解明にも取

り組んだ。その結果、「トポロジカル相転移」と呼

ばれる、積層薄膜内に形成された特殊な電子バン

ド構造が磁気特性を誘起することを見出した。平

成 30年度は、この現象を応用した「電子スピン蓄

積デバイス」の開発を進めた（誌上発表 計 10報）。

CRESTの最終年度となる令和元年度は、目標とした

電子スピンを利用した電場と磁場の両方で機能す

る多機能電子デバイスを、iPCM内に存在する Weyl

相と呼ばれる超格子層のみを選択成長させること

によって実際に作製し、産総研が独自に設計した

スピン注入電極配置（特許出願済）と組み合わせ

ることで、発生するスピン流を単層膜のものと比

較して 15倍まで増幅することに室温で成功した。 

 

電圧書き込み型 MRAMの基盤技術開発： 

 ITや IoT機器の省電力化を目指して、書き込み

動作が超低消費電力かつ高速の不揮発性メモリと

して期待される電圧書き込み型 MRAM（Magnetic 

Random Access Memory）「電圧トルク MRAM」の基盤

技術を開発した。  

 平成 27-29年度は、新規開発の Ir希薄ドープ Fe

合金電極を用いて MTJ素子（MRAMの記憶素子）の

電圧磁気異方性変化率（電圧で磁気異方性を制御

す る 効 率  Voltage-Controlled Magnetic 

Anisotropy: VCMA 係数）400 fJ/Vmを達成すると

ともに、書き込みパルス波形制御などにより書き

合物における超伝導発現の可能性がさらに広がる

と期待できる。また、コンビナトリアルケミストリ

ー法により、アンチペロブスカイト構造を有する 

Mg2Rh3P をはじめとした新規超伝導体を発見すると

ともに、複合アニオン化により Tcが 100 Kを超え

る銅酸化物超伝導体 Sr2SrCu2O4(O,F)2の合成に成功

した。同手法の確立により、全く新しい超伝導物質

群が次々と発見されていくと期待できる。 

 

フレキシブル強誘電体材料の開発： 

 フレキシブル強誘電体では、有機材料のクロコン

酸において、フレキシブル材料では世界最高で、従

来型セラミックス酸化物強誘電体に匹敵する 30 

µC/cm2 もの自発分極を実現した。またスクアリン

酸において、高い静電エネルギーを低いエネルギー

損失で貯蔵できる理想的な反強誘電特性を見出し

た。さらにイミダゾール系有機反強誘電材料におい

て、従来の有機強誘電体材料を大きく上回る高い電

気歪性能（圧電性能：d33 = 280 pm/V）を見出し

た。これらの成果は、不揮発性メモリやセンサ、ア

クチュエーター（静電エネルギーの物理的運動への

変換）などの素子やエナジーハーベスティング（静

電エネルギーの電力への変換）をフレキシブル材料

で実現できることを意味しており、既存デバイスの

軽量化や生体装着型デバイスへの適用といった形

で IoT 社会ならびに持続可能社会への貢献が期待

できる。 

 

高品質グラフェンの低温成長技術とデバイス機能

の開発： 

 高伝導性透明電極として期待されているグラフ

ェンの研究に関して、プラズマ CVD成膜において励

起ラジカルを強制対流させることにより、巨大なグ

レインサイズと高い平坦性を有する高品質単層グ

ラフェンの低温合成に成功した。これによりロー

ル・ツー・ロールによる連続量産システムによるグ

ラフェン実用化が期待できる。誘導結合型プラズマ

を用いた絶縁基板上へのグラフェン低温成膜技術

は、これまで銅箔上に成膜したグラフェンでは必要

であった転写プロセスが不要であり、生産性や歩留

まりの観点から産業応用上重要である。実際に、光

学機器メーカーが開発したグラフェンを使った電
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込みエラー率 10-6 台の安定動作を実現した（とも

に世界最高性能）。平成 30 年度は、量産に適した

スパッタ成膜法で Ir 希薄ドープ Fe 合金電極を作

製するプロセスを開発し、さらに 10-6 以下の低い

書き込みエラー率を達成するとともに、書き込み

可能な電圧パルス幅の領域を倍増することに成功

した。令和元年度は、まず 10-7 台のエラー率評価

を可能とする測定技術を確立し、従来比で 50倍高

速にエラー率を評価することに成功した。また、

Ir ドーピングによる TMR（ Tunnel Magneto 

Resistance）特性劣化を回避するために Ir希薄ド

ープ Fe/CoFe界面終端/MgO構造のエピタキシャル

MTJ 素子を開発し、Fe/MgO と同程度の磁気抵抗変

化率(MR 比)を維持しつつ 350 fJ/Vm に達する高

VCMA係数を有する MTJ素子の開発に成功した。こ

れによりエラー率 10-7 以下を理論的に実現可能な

素子を実現した。また、エピタキシャル MTJ 素子

よりも実用的な多結晶 MTJ 素子を用いてエラー訂

正の導入を検討し、1 回のエラー訂正プロセスに

より 10-12台のエラー率を確認した。現在、エピタ

キシャル MTJ から多結晶 MTJ への技術転換、実用

的な MTJ 素子でのエラー率 10-7 の達成に向けた

VCMA特性の改善、及びエラー訂正プロセスを組み

合わせることにより、エラー率 10-14台の書き込み

の実証を始めた。 

 

新超伝導材料の開発： 

 超伝導材料を用いた産業応用は、永久電流磁石

で Magnetic Resonance Imaging（MRI）やリニア

モーターなど多方面で既に実用化されており、最

近では超伝導接合素子を用いた量子コンピュータ

の開発も進められている。これら超伝導技術は、

将来の省エネルギー社会の実現に向けて大きく貢

献すると期待される。そのためには、高い超伝導

特性（臨界温度、臨界磁場、臨界電流密度)や低コ

ストでの生産が可能な特性を有する超伝導材料の

開発が必須である。  

 第 4 期は、上記の超伝導特性の更なる向上を目

指して、これまでに高い超伝導特性を持つと報告

されている銅酸化物及び鉄系化合物を対象に、新

たな結晶構造を持つ物質の開発や化学組成の最適

化を行うことで、超伝導特性の向上を目指した。

子部品の量産化に向けて、当該グラフェン成膜技術

の技術移転を推進している。また、グラフェン(G)

を透過電極に用いた超高効率 GOS(G/SiO2/Si)デバ

イスの実現により、低コストで高性能な電子顕微

鏡、高スループット半導体検査装置などの開発が期

待できる。さらに、開発した薄膜グラフェンを用い

たデバイスは、低真空で液中でも電子放出すること

から、液体材料やガス材料に直接電子線を照射する

ことで、分子を分解し重合させる新しい化学反応プ

ロセスの開発など、広範な応用が期待できる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「グラフェンにしろ、ニ

ューロモルフィックにしろ、正に次の Society 5.0
につながる、思いもよらなかった技術がでてきたと

感心される」、「目的基礎研究として模範となるよう

な成果を出し、論文成果をしっかり出している」な

ど、高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 目的基礎研究における課題としては、社会や産業

のニーズを的確に把握し将来の「橋渡し」の基とな

る革新的な技術シーズを継続的に創出することで

ある。これら課題を解決するための対応として、第

5期中長期目標期間においては、クロスアポイント

メント制度等の活用により大学等の研究機関との

連携を一層活性化し、独創的な研究シーズの強化に

努める。また、当領域のミッションである「IoT時

代を支える CPS 基盤構築」の観点から、横軸を「目

的基礎から橋渡し前期、橋渡し後期」、縦軸を「サ

イバー空間（C)から実空間（P)」とする技術ポート

フォリオ上に当領域の主要な研究テーマをプロッ

トすると、目的基礎研究の主要な研究テーマのほと

んどはサイバー空間「C」に関するものであり、実

空間「P」に関する目的基礎研究が少ない傾向がみ

られる。そのため、10～20年後に実空間に関する橋

渡し研究を展開するためには、この分野の目的基礎

研究を育成することが喫緊の課題であり、第 5期中

長期目標期間においては、領域内の交付金予算の配

分方向を見直すことで、萌芽的研究を含む目的基礎
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その結果、平成 28 年度に新たな鉄系超伝導体

AeAFe4As4 (Ae = Ca, Sr, A = K, Rb, Cs)の合成

に成功し、更に単結晶試料を用いた超伝導特性評

価によって、同物質が既知の鉄系超伝導体と比べ

て約 10 倍もの高い臨界電流密度を有することを

明らかにした。同物質は、実用材料の有力候補で

あり、初発表となる平成 28年度の論文はこれまで

100回以上引用された。また、コンビナトリアルケ

ミストリー法により高効率で新超伝導体を探索

し、複数の新規の超伝導体を発見することに成功

した。平成 30年度は、構成元素としてアルカリ土

類 金 属 を 含 ま な い 一 連 の 鉄 系 超 伝 導 体 

(Ln,A)Fe2As2 (Ln = Ce, Pr, A = Na, K, Rb, Cs) 

や、陰イオン（P）が金属イオン（Rh）で囲まれた、

ユニークなアンチペロブスカイト構造を有する新

超伝導体 Mg2Rh3P などを新たに発見した。令和元

年度は、これまでに確立した手法と得られた知見

に加え、複合アニオン化などの新しい手法を導入

し、高い超伝導転移温度（Tc）105 Kを示す新銅酸

化物超伝導体 Sr2SrCu2O4(O,F)2の合成に成功した。

また、その発展型として、ブロック層・超伝導層に

Srを含む構造を有する銅酸化物の集中的物質探索

を行い、新たに TlSr2SrCu2O6+δ（ Tc=75 K）、

(Hg,Re)(Ba,Sr)2SrCu2O6+δ （ Tc=110 K ） 、

(B,C)Sr2SrCu2O6+δ（Tc=78 K）の合成に成功するな

ど、約 20年ぶりに 100 Kを超える高い Tcを有す

る新銅酸化物超伝導体物質群を発見した。これら

第 4期中の成果は、これまでに 65報の論文として

発表した。さらに、平成 28年度に発見した超伝導

体 CaKFe4As4 を用いたバルク磁石の開発に着手し

た。超伝導バルク磁石は、従来の常伝導磁石や超

伝導コイル磁石と比べて簡便・軽量・低コストと

いったメリットを有しており、ポータブル Nuclear 

Magnetic Resonance（NMR）システムへの応用が期

待されている。令和元年度は、同物質を用いたバ

ルク磁石を作製し、その性能が既知の鉄系超伝導

体材料よりも優れていること（従来の最高値の 2

倍以上の臨界電流密度を達成）、また、大型化も可

能であること（従来値の 4倍以上の体積）を示し、

同作製法の知財を確保した。 

 

フレキシブル強誘電体材料の開発： 

研究を推進し、革新的な技術シーズの創出に努め

る。 
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 これまで強誘電体材料の大半が環境・資源的負

荷（鉛やレアメタル）に課題のあるチタン酸ジル

コン酸鉛（PZT）等のセラミクス材料に頼ってきた。

これに対して有機強誘電材料は、有毒な鉛や希少

金属を含まず低環境負荷であるとともに、デバイ

スのフレキシブル化が期待される。  

 平成 27-29 年度は、フレキシブル材料として世

界最高の自発分極（外場なしで発生する分極）を

有するクロコン酸（20 µC/cm2,平成 21年度に産総

研より Nature誌に発表）の試料の高品質化などに

取り組んだ結果、さらに高い自発分極 30 µC/cm2を

示すことを見出した。その性能を実験及び理論計

算により実証した。一方、フレキシブル有機強誘

電材料を塗布法により薄膜化する技術を開発し、

低電圧で駆動させることが可能な強誘電デバイス

の作製法を開発した。また、高い静電エネルギー

を低い損失で貯蔵できる材料として、鉛フリーの

有機反強誘電体スクアリン酸などを見出した。平

成 30 年度は、反強誘電相転移現象を微視的に解明

することで圧電性能を向上させる要因を見出し

た。これにより、イミダゾール系有機反強誘電材

料において、高い圧電効果を示すことで知られる

フ レ キ シ ブ ル 強 誘 電 材 料 で あ る

Polyvinylidenedifluoride（PVDF）の性能（圧電定

数：d33 = 30 pm/V）を大きく上回る電気歪み性能

（d33 換算で 280 pm/V相当）を実現した。以上の

成 果 は 、 Nature Communications 、 Advanced 

Materials などの高 IF（> 10）の論文誌で発表し

た。令和元年度は、フレキシブル・高圧電性キャパ

シタ素子用材料として実用化に向けた材料設計基

盤の確立を目指し、材料特性を決定する要因解明

とデバイス特性向上に関する研究を行った。スク

アリン酸を用いた静電エネルギー貯蔵デバイスの

開発に向け、キャパシタデバイスのエネルギー損

失をもたらす分極履歴曲線のヒステリシスの抑制

指針を得るため、分極特性を詳細に評価した。そ

の結果、スクアリン酸においてはヒステリシス抑

制よりも耐圧を改善することが静電エネルギー貯

蔵特性の向上に有効であることを見出した。その

知見を基に、材料の高品質化により耐圧強化を図

ったことで、低損失（効率 90％）を維持したまま

最大貯蔵エネルギーを従来の 2 倍以上の 3.3 Jcm-3
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まで向上することに成功した。 

 

高品質グラフェンの低温成長技術とデバイス機能

の開発： 

 グラフェンは、一原子厚さの炭素原子シートか

ら成る二次元材料であり、電気特性や光学特性な

どに優れたカーボンナノ材料である。これらを応

用した電子デバイスを開発するためには、高品質

グラフェンを低温で作製する技術が不可欠であ

る。平成 27-29 年度は、独自のプラズマ CVD プロ

セス(Chemical Vapor Deposition)により、単層グ

ラフェンの低温成長に取り組んだ。低温成長では、

グラフェンにおける欠陥生成や炭素原子シートの

多層化がネックとなる。この解決のため、従来の

100 倍高い圧力下での成長技術を開発した。また、

グラフェンの伝導性と透明性を活かしたデバイス

機能の開拓も並行して推進し、従来の金属

/SiO2/Si(MOS)型素子に対して、グラフェン

(G)/SiO2/Si(GOS)型素子を開発した。平成 30年度

は、低温プラズマ CVD については、励起されたラ

ジカルの強制対流により、マイクロメートルオー

ダーのグレインサイズを有する高品質単層グラフ

ェン膜を、銅箔上に作製することに成功した。GOS

型素子については、電圧印加による超高効率の電

子放出現象を見出し、MOS型の従来電子放出源と比

較して、一万倍の性能（電子放出効率と放出電流

密度）を実現した。令和元年度は、低温 CVD 単層

グラフェン薄膜をエレクトロニクス素材上へ直接

成長させる技術の開発を進めた。その結果、誘導

結合型プラズマを用いて、通常技術に比べて

500 ℃という低温で Si基板や熱酸化膜付き Si基

板に多結晶の単層グラフェンを直接成膜する技術

を開発した。絶縁基板上への触媒を用いないグラ

フェン直接合成においては、最も低温での合成及

び単層グラフェンのシート抵抗で最小レベルを実

現した。また、超高効率電子放出を実現するため

には、電子散乱の少ない高品質な絶縁層とグラフ

ェンの高い電子透過率が重要であることを明らか

にした。この知見からデバイス構造を最適化し、

絶縁層での電子散乱を更に抑制することで、現在

最もエネルギー単色性の高い電子源であるタング

ステン冷陰極（0.3 eV）を凌駕するエネルギー単
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色性（0.18 eV）及び、10倍以上の放出電流密度を

達成した。 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究前期では、IoT社会実現に不可欠

なネットワーク、センシング、電源など要素技術

やデバイス量産化技術の実用化に向け、産業界の

ニーズを的確にとらえ、産総研が強みを有する技

術シーズを中核とした国家プロジェクト等で産業

界とともに課題解決を目指していく研究テーマを

推進した。 

 

STT-MRAMの生産プロセス及び 3次元集積プロセス

の開発: 

 システム LSI 混載メモリ及び大容量メモリへの

応用を目指した不揮発性メモリ STT-MRAM(Spin 

Transfer Torque-MRAM)の開発が世界規模で進め

られており、その記憶素子として産総研が開発し

た基本材料（MgO トンネル障壁, CoFeB電極）を用

いた MTJ 素子が世界標準となっている。我が国の

半導体関連産業の振興に向けて、STT-MRAMの高度

化のための生産プロセス及び 3 次元集積プロセス

の開発を行った。  

 平成 28年度は、垂直磁化 MTJ素子の参照層用に

Irスペーサー層を独自に開発し、直径 20 nm以下

の超微細 MTJ 素子に要求される記憶安定性指標値

を達成した。平成 29年度に「TEL(東京エレクトロ

ン株式会社)－産総研 先端材料・プロセス開発連

携研究室（TEL 冠ラボ）」を設立し、スーパークリ

ーンルーム（TIA-SCR）の 300 mmプロセスを用い

て生産技術の開発に着手した。平成 30年度は、ArF

液浸露光などを用いて 300 mm ウェハ上にナノサ

イズ MTJ 素子アレイを作製し、MTJ 特性及びその

バラツキのプロセス条件依存性を詳細に評価する

ことにより、STT-MRAM生産プロセスの高度化に貢

献した。また、平成 27-29 年度は、ウェハ貼り合

わせと裏面 Si基板剥離技術を用いた 3次元集積プ

ロセスを開発し、STT-MRAM用の多結晶 MTJ素子の

3次元積層に成功した。平成 30年度は、大口径 Si

ウェハ上に作製した全エピタキシャル MTJ 素子の

CMOS回路上への 3次元積層に世界で初めて成功し

た。令和元年度は、新規トンネル障壁 Mg-Al-O 材

料を用いた全エピタキシャル MTJ 素子の生産プロ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：「橋渡し」研究前期における研究を強力に

推進し、情報データの処理量や通信量の増加という

課題に対し、STT-MRAM（Spin Transfer Torque-

MRAM）や光パスネットワーク技術の開発において顕

著な成果を得た。STT-MRAM 技術に関して企業との

大型連携（冠ラボ）を結び、実用化に不可欠な大口

径プロセス技術を開発し、さらに 10 nm技術世代の

STT-MRAM に必要とされる基盤要素技術を確立し

た。光パスネットワークについてはシリコンフォト

ニクスによる光スイッチにおいて、世界初のサブシ

ステムレベルで高速（35.2 Tbit/s）、低消費電力

（0.51 pJ/bit）での完全動作を成功するなど特筆

すべき顕著な研究成果を創出した。製造網コンセプ

トの実現に関しても、デジタルツイン及びプロセス

センシングの両輪から研究を実施するとともに、複

数のつながった工作機器からなる模擬工場を準備

し、日本初のテストベッドを整備するなど、産業と

研究をつなぐ産総研の役割を果たした。これら「橋

渡し」の取組の結果、知的財産の実施契約等件数は

年々増加し、令和元年度は平成 27年度比で 146%の

増加となったほか、複数の大型の技術移転も実施し

た結果、技術移転収入も令和元年度には約 4.1億円

に達し、平成 27 年度の 6 倍以上となった。冠ラボ

についても平成 30 年度までに 2 件を設立し、令和

元年度には更に 2件を設立した。 

 

STT-MRAM の生産プロセス及び 3 次元集積プロセス

の開発: 

 STT-MRAM の開発については、産総研が開発した

世界標準材料（MgOトンネル障壁, CoFeB電極）に

加え、Irスペーサーを独自に開発し、直径 20 nm以

下の超微細 MTJ 素子に要求される記憶安定性指標

値を達成した。この Ir スペーサー層技術は本格事

業化が見込まれる STT-MRAM に搭載され、システム

LSI 混載の不揮発性メモリとしてモバイル機器の

低消費電力化と低価格化に寄与することが期待さ

れる。また、ウェハ貼り合わせと裏面 Si 基板剥離
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価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

セスを開発した。これにより、既存の多結晶系で

は作製不可能であったフルホイスラー系規則合金

や Co基垂直磁化合金、電圧駆動用 Fe単結晶など、

多彩な材料系を全エピタキシャル MTJ に取り入れ

る技術を実現した。同時に STT-MRAMの超微細化の

ために不可欠な面積抵抗 10 Ωµm2以下、磁気抵抗

比 150%以上を達成し、10 nm技術世代の STT-MRAM

に必要とされる基盤要素技術を確立した。 

 

シリコンフォトニクス技術と光パスネットワーク

技術の開発： 

 超スマート社会構築に向けて、情報通信ネット

ワークの数桁に及ぶ低電力化を実現するダイナミ

ック光パスネットワークの開発を進めた。その基

本エンジンであるシリコンフォトニクスによる光

スイッチは、すでに商用化されている MEMSなどを

利用した光スイッチに対して、高速・高信頼・低コ

スト・小型などの優位性がある。  

 平成 27-29 年度は、光スイッチのポート数増大

を目指し、低損失・低クロストーク・広帯域化など

の要素技術を構築、実用化に目処を付ける水準と

なる 32ポートの光スイッチを実現した。また、ダ

イナミック光パスネットワークについて、その運

用に不可欠なディスアグリゲーション方式（ハー

ドウエアの構成要素を機能別にモジュール化し、

制御ソフトウエアとの連動によって構成や使途を

自由に変更可能とするプラットフォーム）の導入

を提唱し、国際会議で動態展示を行い、さらに、都

内の商用フィールドで実運用を開始した。平成 30

年度は、光スイッチの構造やプロセス条件を最適

化し、8ポートスイッチにおいて、世界で初めてサ

ブシステムレベルで 35.2 Tbit/sのスループット

をわずか 0.51 pJ/bitの低消費電力で完全動作さ

せることに成功した。これは、同スループットの

電気スイッチの電力の 1/1000 程度である。また、

32ポートでサブシステム動作可能な偏波ダイバー

シティ構造スイッチ、すなわち入力波がどのよう

に偏光していても同様に動作するスイッチを試

作、評価した。令和元年度は、まず広帯域構造を導

入し、次に時間スロットスイッチングのシステム

実験を行った。広帯域化では、従来比 4 倍の広帯

域化に成功し、その成果は主要国際会議にて最優

技術を用いた 3 次元集積プロセスを開発し、STT-

MRAM 用の多結晶 MTJ 素子の 3 次元積層に成功し、

さらに大口径 Si ウェハ上に作製した全エピタキシ

ャル MTJ 素子の CMOS 回路上への 3 次元積層に世界

で初めて成功した。開発した 3次元積層技術は STT-

MRAM の超高集積化だけでなく、様々な応用デバイ

ス（磁気センサなど）への活用が期待され、TEL冠

ラボによる「橋渡し」の推進が期待される。生産プ

ロセスの開発については、平成 29 年度に TEL 冠ラ

ボを設立し、産総研スーパークリーンルームにて

300 mmウェハ上で STT-MRAM生産プロセスの高度化

を進め、ArF 液浸露光などを用いて 300 mm ウェハ

上にナノサイズ MTJ素子アレイを作製し、MTJ特性

及びそのバラツキのプロセス条件依存性を詳細に

評価することにより、STT-MRAM 生産プロセスを高

度化した。これにより、TEL の MRAM 製造装置の国

際競争力強化と世界シェアの向上に貢献すると期

待される。TEL 冠ラボは、TEL と産総研が緊密に連

携して次世代 MRAM のための新材料・プロセスから

量産技術までを一貫して開発する「橋渡し」の強力

な推進組織であり、次世代の MRAM 製造プロセス技

術の開発促進を加速化するものである。 

 

シリコンフォトニクス技術と光パスネットワーク

技術の開発： 

 超低消費電力・大容量の次世代光情報通信技術と

して、シリコンフォトニクス技術と光パスネットワ

ーク技術の開発を推進した。シリコンフォトニクス

による光スイッチでは、低損失・低クロストーク・

広帯域化に取り組んだ。また、ダイナミック光パス

ネットワークについて、その運用に不可欠なディス

アグリゲーション方式の導入を提唱し、東京都内の

商用フィールドで実運用を開始した。8ポートスイ

ッチにおいて、世界で初めてサブシステムレベルで

35.2 Tbit/sのスループットをわずか 0.51 pJ/bit

の低消費電力で完全動作させることに成功した。一

方、電気スイッチのエネルギー効率は、数 nJ/bit

のオーダーが限界と言われている。したがって本成

果により、開発した光スイッチを用いることで、同

スループットの電気スイッチとくらべ消費電力を

1/1000 程度にできると期待される。現在の公衆ネ

ットワーク網は、構成に大きな無駄があり、やがて
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秀論文賞を受賞した。時間スロットスイッチング

実験では、トリガに同期して全パスの同時スイッ

チングを行い、部分的な評価ではあるが光信号が

劣化なくスイッチングできていることを実証し

た。産総研の特許技術である高速化制御を組み込

むことで、ガード時間 5 μsでの高速時間スロッ

トスイッチングを達成した。全パス光信号を通し

た切り替え実験は現在進行中であるが、システム

実証実験を行うことで、32ポート光スイッチを複

数段接続し大規模化する際に課題となる帯域劣化

を解決し、また必要となる同期制御を実現したこ

とで、500ポート以上の大規模化の見通しを得た。

令和元年度末までには、全パスに光信号を通した

切り替え実験を開始する。 

 

製造網コンセプト：スマート製造モデル化（デジ

タルツイン）技術の開発： 

 分散した生産リソースを柔軟かつ効率的に活用

するためにネットワーク化して高い付加価値を創

出する「製造網（Web of Manufacturing）」のコン

セプト実現を目指し、製造設備や生産システム全

体を自動化、自律化するスマート製造のモデル化

技術開発に取り組んだ。製造現場で用いられる設

備や、その構成などは、企業毎、工場毎で大きく異

なることから、製造網コンセプトの実現のために

は、さらに複雑なシステムから得られるデータや

設計・運用知識等を用いて製造システムの振る舞

いをモデル化する技術に加え、モデルをつなげて

相互にデータを流用するための標準化が求められ

る。 

 平成 27-29 年度は、センサやコントローラ等か

ら取得される様々なデータをモデルのパラメータ

として抽象化し、生産ラインや制御モデルとの関

係構造を可視化した。その結果、製造システムの

デジタルツインを構築するためには、センサデー

タや制御データ（例えば、主軸 Z の回転司令値）

に加え、機械の状態を抽象化した「機能」レベルの

表現（例えば、主軸が停止しているかどうか）も不

可欠であることを明らかにした。平成 30年度は、

熟練技術者が重要視している暗黙知を、センサデ

ータと制御データを機能レベルの表現へ接続する

情報入出力モデルを開発し、産総研オリジナルの

ネットワーク消費エネルギーは情報量に比例して

増大し、特に電気スイッチであるルータのエネルギ

ーが突出すると予測されている。したがって本技術

により、ネットワーク全体を同程度に低消費電力化

できると期待される。また、従来のインターネット

技術では不可能な広帯域と低遅延を低コストで両

立した。これら技術は、4K/8Kによる遠隔医療や自

動運転などのアプリケーションを実現するインフ

ラを実現するものとして期待される。 

 

製造網コンセプト：スマート製造モデル化（デジタ

ルツイン）技術の開発： 

 センサやコントローラ等から取得される様々な

データから機械の状態を抽象化した「機能」レベル

の表現をすることがデジタルツインを構築するた

めに重要であることを明らかにした。さらに、熟練

技術者が重要視している暗黙知を、センサデータと

制御データから機能として表現するための情報入

出力モデルを記述する手法を開発し、IT 化支援デ

ータ可視化ソフト（MZ Platform）に雛型を自動生

成するツールを試作した。この様に、様々な方法で

実装されている多様な製造設備に共通した CPPS 設

計解を自動で生成する技術を確立することが出来

た。これにより、企業毎、工場毎で大きく異なる現

場の状況やニーズに対応した様々な CPPS の設計案

を一から考えるのではなく、共通 CPPS 設計解と自

社の設備を接続する方法を考えるだけで、CPPS を

設計することができるようになる。この効率的な

CPPS設計技術は CPPSの実現に必要不可欠であり、

日本の製造業の生産性及び競争力向上に大きく貢

献する。 

 

製造網コンセプト：プロセスセンシング技術の開

発： 

 次世代製造の接合技術と期待されている接着に

おいて、接着内部の剥離発生、更に民間航空機認定

CFRP 実構造部材の初期損傷発生を、応力発光技術

を用いることでリアルタイムにモニタリングする

ことに成功した。この技術は高い評価を受け、欧州

接着学会において Euradh2018 を受賞した。これは

製造業において従来取得困難であった情報が可視

化出来ることを示したという点で、産業界だけでな
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IT化支援データ可視化ソフト（MZ Platform）上に

雛型を自動生成するツールを試作した。令和元年

度は、情報入出力モデルの振る舞いを評価するシ

ミュレーションモデルの構築手順の汎用化と、サ

イバーフィジカル生産システム（Cyber Physical 

Production System: CPPS）運用において必要とな

る標準的な機能をモデル化することで、CPPS設計

支援技術の高度化及び汎用化を行った。特に前者

については、企業共同研究を通じて、生産ライン

を動作させるうえでの様々なロジック（例えば、

寸法精度が十分でないときには、当該ワークの加

工を停止したあと、どのように復旧作業を行うか

など）の表現に汎用的なプロセス記述手法（シー

ケンス図）を適用した。この記述手法を用いて、一

連のロジックに対応するシミュレーションモデル

を容易に構築可能とするようなライブラリの整備

を行い、手法の適用範囲を拡充した。上記の記述

手法の整備を通じ、雛型自動生成ツールへの入力

情報を標準化することで、同ツールの高機能化を

図ることが出来た。 

 

製造網コンセプト：プロセスセンシング技術の開

発： 

 プロセスセンシング技術は、製造網の中で、「生

産設備、ライン、製品」の「劣化、障害、品質情報」

を取得し、予防保全や予測の効率向上を目指す位

置づけと考えている。従来技術では計測が困難で

あった内部亀裂の進展や接着部材の剥離などの計

測を実現する新規センシング材料の開発、多様な

情報を活用する生産システムや製品などの状態を

機械学習等も用いながら分析・評価する技術の開

発、これらを統合して現場へ実装するための技術

の開発を行った。  

平成 27-29 年度は、製造現場の静電気分布や応力

発光を用いた炭素繊維強化プラスチック（Carbon 

Fiber Reinforced Plastics: CFRP）部材の損傷評

価の可視化に成功した。また、抜取り検査のよう

な教示データとなるサンプルの少ない現場での品

質判定性能向上のために、見做し判定されたサン

プルを有効な教示データ用サンプルとして活用す

る方法を開発した。平成 30年度は、より実証に近

いフェーズの研究として、接着内部の剥離発生、

く学術界でも大きなインパクトをもって評価され

た事を示している。さらに、めっき工程における外

観検査による良品判定装置の開発、生産システムの

稼動状況を機械学習により診断できるモニタリン

グシステムの構築、ディープラーニングやベイズ推

定などを適用した収益性向上や労働者の負担軽減

などについて成果をあげた。これは企業ニーズに基

づくものであり、製品ライフサイクルアセスメン

ト、製造現場モニタリング、機器モニタリングにつ

いて企業と共同研究を通じて現場導入を進めてい

る。従来取得困難であった情報の直接的な可視化が

できるようになるとともに、人工知能技術を活用し

た間接・拡張モニタリング技術の開発が進むにつ

れ、複数の作業者の熟練度合いなどの定量化も可能

になってくると期待される。これらはいずれも、製

造業の生産性及び競争力向上に大きく貢献する。 

 

MEMSセンサネットワークの開発： 

 MEMSセンサネットワークの開発では、平成 26-30

年度に実施された NEDO 事業「フレキシブル面パタ

ーンセンサによる橋梁センシングシステムの開発」

において、フレキシブル面パターンセンサ及び、太

陽光発電のみでシステム全体を動作させることの

できる橋梁センシングシステムを開発し、高速道路

鋼橋の亀裂進展を対象とした実証実験に成功した。

亀裂進展モニタリングに適した歪みセンサアレイ

を設計・試作し、実橋で歪み分布異常がモニタリン

グできることを示すという NEDO プロジェクト目標

を達成した。これにより、高速道路鋼橋に対する従

来の点検手法を補完する無人常時モニタリングが

実現し、道路インフラの効率的な維持管理が可能と

なる。さらに、開発したシステムはダムなどの大型

コンクリート構造物全般の健全性モニタリングへ

の展開が可能であり、増え続ける老朽化大規模イン

フラという社会課題の解決に向けた貢献が期待さ

れる。 

 

IoTデバイス用全固体電池の開発： 

 IoTデバイス用全固体電池の開発では、固体電解

質、負極を主とした材料開発から、加工技術開発、

新しい電極形成技術の開発、実用化に向けた電極の

大型化技術の開発を行い、これらの部材化技術を用
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さらに民間航空機認定 CFRP 実構造部材の初期損

傷発生を応力発光技術を用いることでリアルタイ

ムにモニタリングすることに成功した。その他の

センシング技術開発では、めっき工程において、

外観検査により良品判定を行う装置を開発した。

センサデータを活用するシステム構築では、生産

システムの稼動状況を機械学習により診断できる

モニタリングシステムを構築し、企業での実証実

験により複数の情報から目的変数を見出し、結果

を推定する手法の有効性を確認した。さらにディ

ープラーニングやベイズ推定などにより現場デー

タを解析することで、勘に頼る作業のうち 2 割程

度の「予測できる無駄」を発見し、収益性向上や労

働者の負担軽減を生産現場にもたらす可能性が示

された。 

 令和元年度は、連携企業の製造現場等での実証

試験を行った。応力発光を用いて、製造インフラ

締結部の圧力変動を可視化し、その圧力変動情報

と周辺情報との相関を解析することで、製造イン

フラの維持管理の指針を得た。また、応力発光に

より、航空機用 CFRP実構造部材の接着強度のむら

を可視化し、世界で初めてウイークボンドの検出

に成功した。機械学習の生産現場のデータへの適

用については、切削工具にかかる負荷の変化のデ

ータを確率相関で網羅解析し、着目項目を洗い出

して折損の前兆を見つけた。この技術を用いた工

具の寿命や最適メンテナンス間隔などの予測方法

を、現場に実装可能な方法として企業に提案した。

さらに、プレス加工において、現場での試行錯誤

の記録の確率相関を基にした、プレス後の鋼板の

立体形状の予測方法を新たに開発するなど、開発

した技術の実環境での有効性を示した。 

 

MEMSセンサネットワークの開発： 

 無線センサネットワークを活用して、高速道路

等の社会インフラの状態を常時・継続的・網羅的

に把握することを可能とするインフラモニタリン

グシステムの実現が求められている。  

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構(NEDO)事業「フレキシブル面パターンセン

サによる橋梁センシングシステムの開発」（平成

26-30年度）では、橋梁における亀裂等の検出・監

いた電池試作による耐環境性、安全性の実証実験に

つなげた。耐環境性・安全性に優れる酸化物型全固

体電池の実現により、IoTセンサの応用分野が拡大

し、新たなサービスの創生につながることが期待さ

れる。また、デンドライト成長のメカニズム解明は、

より高エネルギー密度が期待される全固体リチウ

ム硫黄電池などの革新的な電池の開発を促進する。 

 

ダイヤモンド基板の接合技術の開発： 

 本技術により、「究極の材料」と期待されている

ダイヤモンドを用いた半導体デバイスの実用化が

加速し、パワー半導体の変換効率や入出力電力の向

上、冷却機能効率化や小型軽量化などが進むことに

よって、移動体通信基地局や衛星通信システム等に

搭載される高周波電力増幅器の低消費電力化や、車

両を含む電動機器の高性能化に貢献するものと期

待される。 

 

印刷フレキシブルデバイス（ウェアラブルセンサ、

ストレッチャブルデバイス）の開発： 

 印刷フレキシブルデバイスの開発について、常温

大気下で世界屈指の高精細印刷デバイス製造を実

現し、その配線形成分解能は、従来技術よりも一桁

小さいサブマイクロメートルに達した。また、汎用

プラスチックフィルムや繊維などのフレキシブル

基板上に損傷なく、低温でデバイス実装する技術の

確立に成功したほか、伸縮性電子材料など、フレキ

シブルデバイスに適した電極形成技術の確立に成

功した。これらの要素技術により、触覚により物流

の効率的管理を実現させる触覚ディスプレイ、筋音

計測により筋肉疲労を評価するウェアラブルセン

サ、などをはじめとした多様な実用フェーズのデバ

イス製造に成功した。これらの成果は、大面積の情

報入出力デバイス、及び形状自由度を有する情報入

出力デバイスの高効率製造を可能にし、情報入出力

機器の幅広い普及を促進させると期待できる。また

フレキシブルデバイスの実装自由度が広がり、情報

入出力機器を設置させることができる場所の大幅

な拡充が可能になる。これらの普及や社会実装を通

じて、IoT社会の高度化が進展すると期待される。 

 

センサ及び高周波フィルタ用高圧電性材料の開発： 
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視の自動化を目的として、フレキシブルシート上

に極薄シリコン MEMS 及び印刷グラファイト抵抗

体による歪みセンサが高密度に配置され、貼るだ

けで構造物の歪み分布を計測可能なフレキシブル

面パターンセンサを開発した。さらに、フレキシ

ブル面パターンセンサと通信モジュール・受信機・

エッジデバイス・小型太陽光発電パネルからなる

橋梁センシングシステムを実現した。平成 29年度

は、開発した面パターン歪みセンサが市販の一般

的な箔歪みゲージの 1/100 以下の低消費電力を達

成し、太陽光発電のみでシステム全体を長期間動

作させることに成功した。平成 30年度は、8 か月

以上の長期にわたって実際の高速道路橋で橋梁セ

ンシングシステムの実証試験を行い、コンクリー

トのクラックや鋼橋の亀裂周辺の歪み異常分布の

変化から亀裂の進展をモニタリングすることに成

功した。令和元年度は、開発した薄膜歪みセンサ

技術の実用化に向けて、インフラモニタリングデ

バイスや、健康管理計測デバイス、製造装置用部

品デバイス等をそれぞれ企業に技術移転した。ま

た、センサ技術のみならずアクチュエータ技術へ

の展開を図り、振動で触感を伝達する触覚提示デ

バイスや、音響信号を発信するフィルム状スピー

カーを実現した。 

 

IoTデバイス用全固体電池の開発： 

 新たなサービスの創生を可能とする IoT デバイ

スの普及のためには、電力の継続的供給が課題と

なっている。高い安全性と信頼性を持つ全固体電

池は、IoTセンサデバイスと相性が良く、その実現

と実証は今後の応用分野の拡大につながる。そこ

で、先進コーティングアライアンスを活用した企

業連携により、素材開発からデバイス実装技術ま

での研究開発を行った。  

 平成 29年度は、液体電解質並みのイオン伝導率

の単結晶固体電解質について、品質安定化技術と

加工技術を開発し、実用レベルの電流密度でも特

性の劣化を招く金属リチウムのデンドライト成長

が起こらないことを実証した。平成 30年度は、AD

法を用いて電解質と活物質の複合層からなる電極

形成に成功し、理論容量の 95％程度の容量で安定

した電池動作が可能となった。また、単結晶を用

 IoT を支える多くの圧電デバイスには酸化物系

圧電薄膜が使われているが、半導体プロセスとの親

和性の観点から高い圧電性を有する窒化物系圧電

薄膜の開発が産業界から期待されている。マグネシ

ウムやニオブ等の調達が容易な金属元素で構成さ

れ、ScAlN薄膜と同等以上の高い圧電性を示す複合

窒化物圧電薄膜を発見した。この複合窒化物圧電薄

膜は、これまで窒化物系圧電薄膜が使われてきたセ

ンサや移動通信用高周波フィルタへの利用はもち

ろんのこと、その他の酸化物圧電薄膜が使われてい

るデバイスへの適用も想定されることから、IoTを

支える多様な基幹デバイスの革新が期待される。な

お窒化物圧電薄膜の開発については、プレス発表 2

件、材料系では最大級の国際会議 Materials 

Research Society Meetingでの表彰 1件、平成 30

年度全国発明表彰・21世紀発明奨励賞及び 21世紀

発明貢献賞、平成 30 年度岡崎清賞を受賞するなど

高い評価を得た。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「スマート社会構築に向

けた IoT 技術の中で特に産業界からのニーズの高

いセンサ・センシング技術を加速するため、第 5 期

に向けてセンシングシステム研究センターを立ち

上げ、高生産性製造技術を展開することで、多くの

企業と連携し実用化に向けた研究開発を進めてい

る点が高く評価できる」、「具体的なターゲット市場

も把握しており、安心できる活動が推進されていま

す。グローバルの市場に広く展開すべき成果と考え

ます」など、高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」研究前期における課題としては、革新

的な技術シーズを橋渡しに繋げていくため強い知

財の創出（量及び質）及び橋渡しのための効果的な

研究開発テーマ設定が挙げられる。これに対応する

ため、第 5期中長期目標期間の初年度である令和 2

年度に、研究戦略部に新たに連携推進室を設置し、

拠点環境整備や知財の取り扱いを専門とする部署

と協力して、産業界のニーズを的確にとらえた研究
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いた固体電解質中のデンドライト成長のメカニズ

ム解明のための評価・解析を行った。電極面積の

拡大のために、工業的に単結晶の大型化が容易な

引き上げ法での単結晶育成に成功した。さらに、

新規 SiO 電極構造の開発により、従来の黒鉛電極

と比べて 5 倍以上の高容量を達成した。令和元年

度は、これらの部材化技術を用いた全固体電池を

試作して、耐環境性、安全性の実証実験を行った。

その結果、有機系電解液を使用している現行のリ

チウム二次電池では不可能な高温環境下での安定

した電池動作を確認すると共に、熱分析によって

300 ℃以下で顕著な発熱反応が起こらない熱的安

定性を明らかにした。 

 

ダイヤモンド基板の接合技術の開発： 

 半導体デバイスの高電力効率化・高出力化やモ

ジュールの小型軽量化のため、従来の半導体材料

よりも熱伝導率や絶縁破壊電界に優れるダイヤモ

ンドが注目されている。ダイヤモンドを半導体デ

バイスの放熱基板や新規活性層材料として実用化

するため、ダイヤモンド基板とシリコン（Si）や窒

化ガリウム（GaN）などの半導体基板との接合技術

の開発に取り組んだ。ナノ表面改質層を介した常

温接合法により、単結晶ダイヤモンド基板と GaN

の直接接合を実現する技術を開発した。令和元年

度は、この技術により、三菱電機株式会社との共

同研究において、単結晶ダイヤモンドを放熱基板

に用いるマルチセル構造の GaN-HEMT（高電子移動

度トランジスタ）を世界で初めて開発し、出力密

度と電力効率の大幅向上に貢献した。また、高温

や超高真空プロセスを必要としない低コストな接

合技術として、ダイヤモンド基板表面を洗浄と同

時に水酸基修飾することにより Si 基板と直接接

合する手法を開発した。この手法で得られた接合

界面はアモルファス化がほとんど発生せず、従来

手法と比べて高品質な接合界面の形成に成功し

た。 

 

印刷フレキシブルデバイス（ウェアラブルセンサ、

ストレッチャブルデバイス）の開発： 

 大面積の情報入出力デバイスの幅広い普及を目

指し、省エネかつ高効率で変量多品種生産を可能

開発テーマを設定し、橋渡し先の企業とともに、技

術シーズを中核とした国家プロジェクト等を実施

する。また、引き続き企業との大型連携による冠ラ

ボの設立数を増やし、産総研の技術シーズを効果的

に橋渡しする。 
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にする、常温大気下での高精細印刷デバイス製造

技術の開発を行った。令和元年度は、開発技術の

実用化に向けて、被服に装着したウェアラブル生

体情報素子による心電計測の高信頼性、繊維上に

センサアレイを製造した寝具・建材等向け温湿度

モニタリング機器の動作、フィルム状高集積セン

サ素子技術を用いた福祉ヘルスケア用機器等を実

証した。また、これらの技術の実用化を実現する

ための素子実装技術の開発を行い、はんだ接合や

金属接合等、低耐熱性フレキシブル基板上での多

種多様な部品の実装を実現する、低温低損傷局所

デバイス接合技術の開発に成功した。 

 

センサ及び高周波フィルタ用高圧電性材料の開

発： 

 圧電センサは IoT 機器のキーデバイスの一つで

あり、高感度化や小型化などの特性向上が求めら

れている。その対応として、圧電センサ材料とし

て期待されている窒化物薄膜の特性向上に関する

研究を行い、第 3 期に、高い圧電性を示すスカン

ジウム添加窒化アルミニウム（ScAlN）薄膜などの

開発に成功した。第 4期は、IoTデバイス開発への

貢献を目指し、窒化アルミニウム(AlN)及び GaNを

主なベース材料とした窒化物薄膜の圧電性などの

特性向上に関する研究開発を行った。令和元年度

は、平成 30年度に第一原理計算により予測した新

規窒化物圧電薄膜を作製し、マグネシウムとタン

タルを同時添加した AlN の低濃度領域で ScAlN と

同等の圧電性能を得ることに成功した。また、産

総研外の他の研究グループにより、Ybを AlN に添

加した場合、圧電特性の向上が示されていたため、

それを検証するために YbAlN 薄膜を作製し、その

特性を評価した結果、単元素添加としては ScAlN

に次ぐ高い圧電性を示すことを確認した。さらに

平成 30年度に引き続き、計算機シミュレーション

による材料探索を進めた結果、これまでに誰も提

唱していない新しい材料設計指針として複数の遷

移金属の組合せにより AlN の圧電性能が飛躍的に

向上する可能性を示した。 

 

 
（３）「橋渡し」

研究後期にお

（３）「橋渡し」

研究後期にお

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

○民間企業のコミ

ットメントを最大

 「橋渡し」研究後期では、高度化したデバイス・

材料・製造要素技術に関して企業への技術コンサ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 
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ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

ルティングやコンソーシアム運営を通じて産業界

のニーズを的確に把握することにより、成果の橋

渡しを効率的かつ効果的に推進できる研究テーマ

設定を行った。 

 

変量多品種 IoT デバイス生産を実現するミニマル

ファブの開発と普及： 

 産総研が提案し開発を進めている半導体デバイ

スの多品種少量生産システム・ミニマルファブを

具現化し、社会実装する活動を展開した。ミニマ

ルファブは、少量生産に適するよう、300 mmウェ

ハを使う既存のメガファブと比較して、ウェハ面

積が約 1/1000の 1/2インチウェハと幅 30 cmの超

小型製造装置を用いた。 

 ミニマルファブを実現するため、平成 27-29 年

度は、前工程装置群及び MEMS向け深掘りエッチン

グ装置の人サイズ（H1440 mm×W294 mm×D450 mm）

への超小型化(メガファブ向け装置の一般的な大

きさは H2500 mm×W2000 mm×D5000 mm程度)と実

動装置開発に成功し、これらを動作させてアルミ

ゲート CMOSプロセスと、世界最高レベルの高精細

微細化立体構造の形成を実現した。平成 30 年度

は、遠隔操作の際にウイルスの侵入を防ぐために

必須となる装置セキュリティ機能を有する遠隔操

作可能な「世界最先端装置駆動システム µFIX」を

開発し、µFIXを実機搭載するとともに、0.5 µmの

微細寸法(ゲート長は 3 µm以上)で、集積回路を実

用化するために必須の基本演算素子（NANDゲート）

動 作 と 基 本 演 算 回 路 （ SOI(Silicon On 

Insulator)-CMOS で加算器動作）を実現した。さら

に九州センターにミニマル IoT デバイス実証ラボ

を、臨海副都心センターには試作拠点を設立し、

ミニマルファブ技術の産業展開を進めた。令和元

年度は、上記 CMOSプロセスの実用集積回路生産に

向けて、プロセス安定化技術を開発し、200素子レ

ベルの集積回路動作を実証した。また、離れた地

域にあるミニマル装置を、PC及びスマートフォン

から遠隔操作する基礎システム構築に成功した。

この成果は、多くのミニマル装置メーカーの装置

監視による装置改良及びアップデート手段とし

て、直ちに実用に供した。 

 

根拠：「橋渡し」研究後期における研究開発では、

コンソーシアム等の運営や国家プロジェクト、ニー

ズ調査等を通した産業界のニーズの的確な把握と、

実施する研究開発に対応した適切なバリューチェ

ーンやエコシステムの構築を並行して進めながら

研究開発を行い、技術移転として、令和元年度まで

に知的財産の譲渡契約及び実施件数を 4件、製品化

は 7件実現した。また、ミニマルファブ及びスマー

ト製造ツールキットの開発では、今後の連携拡大を

図るため、臨海副都心センター内に研究成果の実証

拠点を整備した。民間資金獲得額は、平成 27 年度

の 6.4 億円から令和元年度の 22.3 億円となり、目

標を達成した。 

 

変量多品種 IoT デバイス生産を実現するミニマル

ファブの開発と普及： 

 生産のグローバル化が進む中、多様化する顧客ニ

ーズに応えて高付加価値の製品やサービスを創出

していくことは、我が国の産業界の最重要テーマの

一つである。多様化する顧客ニーズへの対応は、変

量多品種システムの必要性を意味する。ミニマルフ

ァブは、半導体製造においてこの変量多品種生産を

実現する。これまでの半導体産業における資金力を

競争力の源泉とするメガ競争とは一線を画し、誰も

が参入できるハイテク産業のスモールビジネスを

実現するシステムである。ミニマルファブが実現す

ると、（1）設計などの準備を含め、これまで 2-6か

月かかっていたデバイスの製造を、1週間以内で実

行できるようになり、（2）宇宙開発機器で使用する

デバイスなどにおいて、例えばデバイス 1個だけを

テーラーメードする場合、従来技術では 1-10 億円

の費用を必要とするところ、100万円程度で製造で

きるようになる。ミニマルファブにより、新事業創

出のアイデアと意思があれば、大きな資金を集めず

ともハイテクビジネスを起こすことができるよう

になり、多くの人々がその恩恵を享受できる産業シ

ステムが構築される。前工程装置群及び MEMS 向け

深掘りエッチング装置などプロセス装置を開発し、

ミニマルファブによる CMOS デバイスや MEMS デバ

イスの作製を実現したことや、ミニマル IoTデバイ

ス実証ラボ（九州センター）と試作拠点（臨海副都

心センター）を設立し、ミニマルファブ技術の産業
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製造プロセスの高度化と複合化技術の開発： 

 ものづくりにおける産業競争力強化に資するた

め、積層造形技術の高度化と、鋳造、塑性加工、切

削、プレス、電解加工など、基盤的な加工技術の高

度化と体系化、さらに相互の複合化により、加工

速度の高速化と加工形状の複雑化などを可能にす

る加工プロセス技術の開発を進めた。  

この技術開発における代表的な研究テーマとし

て、鋳造用砂型の積層造形では、平成 27-29 年度

は、経済産業省からの受託事業「超精密三次元造

形システム技術開発」のプロジェクトリーダーと

して装置の開発を主導し、材料の乾体化、高速硬

化のための要素技術とシステム化の開発などによ

り、1.8×1×0.75 m3の造形空間を持ち、その空間

内にプロジェクト目標である 10万 cc/hで造形可

能な大型積層造形装置を開発した。同サイズの海

外製装置に比較して約 2 倍という世界最速の造形

速度を実現し、造形装置 1 台で自動車部品など月

産数千〜数万台の鋳造品への適用も可能となっ

た。令和元年度は、造形材料の開発による積層造

形鋳型の高強度化と新たに無機材料の適用につい

て研究開発を行った。積層造形鋳型の高強度化に

より、より薄く、より細い形状の鋳型の造形を実

現し、鋳造メーカーに技術移転した。当該技術に

より作製した鋳造品は、従来の鋳造品より複雑な

内部構造、薄いフィン形状等が可能となり、航空

機部材、自動車部材等の薄肉・コンパクト・軽量

化、熱交換性能向上などの性能向上が実現可能と

なった。また、無機材料の適用により、鋳造時に発

生する有機ガスを削減することが可能となり、鋳

造品の品質向上、作業環境改善を実現した。 

 

社会で活躍する先進コーティング技術の開発： 

 第 4期は、AD法や、光 MOD法などの産総研が世

界を先導するコーティング技術を核に、橋渡しを

進め、さらに多事業分野での民間企業への展開を

目指した材料開発や成膜メカニズム解明に基づい

たプロセスの高度化を行った。  

 産総研独自の技術である AD法については、樹脂

フィルム上へのポーラス TiO2膜のロール・ツー・

ロール形成（真空中で成膜し連続的に大気中へ取

り出し巻き取る）手法を企業に技術移転し、生産

展開を進めたことは、ミニマルファブの実現に大き

く貢献するものであり、低コストで高速な変量多品

種 IoTデバイス開発の実現が期待される。特に、半

導体をはじめとする製造業と密に連携する九州セ

ンターに設置したミニマル IoT デバイス実証ラボ

は、九州地方の地域イノベーションに貢献するもの

と期待される。ミニマルファブはこれまでに 51 機

種が商品発売され実用化段階に入っている。また、

これらの実用化開発の成果を認められ、これに貢献

した中心研究者が電気科学奨励賞（旧オーム賞）を

受賞した。さらに、パッケージング技術では企業へ

の技術移転を行い、実際にパッケージングに関する

ミニマルファウンダリ事業が立ち上がった。 

 

製造プロセスの高度化と複合化技術の開発： 

 機械部品に要求される、高剛性かつ軽量化、複雑

形状化、表面微細加工、マルチマテリアル（材料の

新規性や多様性）化などの様々なニーズに応える砂

型積層造形技術を開発し連携企業による事業化が

開始された。平成 27 年度に株式会社シーメットよ

り先行上市された 0.8×0.4×0.4 m3 の造形空間を

有する小型積層造形装置（SCM-800）は秋田県、兵

庫県、三重県の公設試験所をはじめ、各地の企業へ

10台を超える装置が導入され、普及が進んでいる。

平成 30年度には、広い造形空間（1.8×1×0.75 m3）

を有し、世界最速の造形速度（10万 cc/h）を実現

した大型高速積層造形装置（SCM-1800）が上市され、

1 号機がポンプメーカーに納入されてポンプケー

ス、インペラ等の鋳造部品製造への活用が開始され

た。この大型積層造形装置並びにその開発技術につ

いて、日刊工業新聞社が主催する令和元年度第 48

回日本産業技術大賞の審査委員会特別賞、令和元年

度日本鋳造工学会豊田賞並びに論文賞を受賞する

など学会、産業界において高い評価を受けた。本技

術は、国内約 2 兆円の産業規模の鋳造部材の高度

化、高付加価値化に寄与するものである。従来は不

可能であった薄肉中空構造、複雑形状の鋳造品を製

造できる砂型積層造形技術は装置を導入した企業

において、航空宇宙部材、自動車部材、産業機械部

材への活用が進んでいる。エンジン、モーター等の

自動車部材の形状最適化による自動車の省燃費、性

能向上など鋳造品を利用する産業全般に及ぶ寄与
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能力 2 万 m2/年のフレキシブル色素増感型太陽電

池（Dyesensitized Solar Cell: DSC）のパイロッ

ト量産機を積水化学工業株式会社が開発及び導入

し、平成 29年度に「低照度でも発電（500 ルクス

以下）・薄い（1 mm以下）・軽い（ガラスの 1/10以

下）・曲がる・貼れる」という特徴を有する製品を

同社が上市した。また、AD法や光 MOD法を多用途

に適用するために設立した先進コーティングアラ

イアンス（ADCAL）は、平成 28 年 2 月の設立当初

の 28 社から現在 46 社に参画企業を拡大した。こ

れに伴う参画企業の要望に応え、原料粒子の特性

改善やプラズマ照射による表面活性化法（プラズ

マ援用 AD 法）などのハイブリッド AD 法の導入に

より、様々な酸化物材料に対し成膜効率を 10 倍以

上に向上することに成功し、コストダウンの目途

を得た。令和元年度は、エネルギー関連部材応用

や歯科部材応用、調湿材料応用など、各々の材料

に対し用途に応じた膜質と機能の検証、及び特性

改善を行った。その結果、歯科部材応用について

は、義歯インプラントの機械的強度（曲げ試験：曲

率半径 5 mm以上で剥離無し）ならびに白色度（L* 

＞ 80）を達成し、技術移転先企業で臨床テストを

開始した。調湿材料コーティングではロール・ツ

ー・ロール量産装置での被膜を実証し、共同研究

先企業にて量産実証を開始した。また、発電用ガ

スタービンブレードの耐食防止コーティングでは

機能実証に成功して、技術移転を完了した。さら

に、紫外線照射による表面化学修飾法により５G向

け高周波回路基板用の超平滑・銅／ポリマー接合

技術の開発に成功し、プレス発表を行った。 

 光 MOD法の蛍光体コーティングでは、平成 27年

に新規 LED（Light Emitting Diode）用の高輝度蛍

光材料開発を行い、資金提供型共同研究に繋がっ

た。平成 28年度は、LEDに対応した新規高輝度・

蓄光材料とフレキシブル高輝度蓄光膜の開発に成

功した（従来比 3倍の輝度：平成 29年 2月 6日プ

レス発表）。平成 29年度は、ADCALを活用した出口

企業とのバリューチェーンを構築し、蓄光材料の

応用仕様に基づいた開発方針を明確化した。この

方針に沿って、室外応用に対応した高輝度・長残

光材料を産総研が主体となって共同開発した。平

成 30年度は、材料の量産化技術の確立とともに、

が期待される。特に航空宇宙部材、自動車部材の高

品質複雑形状砂型鋳造品を実現した成果では、装置

導入企業の谷田合金株式会社、石川県工業試験場と

ともに令和元年度の第 8回ものづくり日本大賞「優

秀賞」を受賞するなど高い評価を受けた。経済産業

省からの受託事業完了後においても、装置を上市し

た企業との要素技術に関する共同研究だけでなく、

装置導入企業との共同研究契約も締結されており、

要素技術から応用まで実用化を目指した研究を展

開している。 

 

社会で活躍する先進コーティング技術の開発： 

 先進コーティング技術開発では、第 4期は、AD法

や光 MOD 法などの産総研が世界を先導するコーテ

ィング技術を核に橋渡しを進め、さらに多事業分野

での民間企業への展開を目指した材料開発や成膜

メカニズム解明に基づいたプロセスの高度化を行

った。AD法の技術移転を TOTO株式会社へ進めた結

果、当該企業が低発塵半導体部材の事業化に成功

し、第 6 回（平成 27 年度）ものづくり大賞「内閣

総理大臣賞」、第 49 回（平成 30 年度）大倉和親記

念財団表彰を受賞した。現在同部材は、先端ロジッ

クチップやメモリチップなどの半導体製造におけ

る歩留まり維持に不可欠になっており、同部材の世

界シェアは 70 ％以上になり、世界の半導体製造を

支える重要技術に成長した。また、AD法によるフレ

キシブル DSCの実用化に関しては、薄い・軽い・曲

がる・貼れるという特徴を利用して窓へ設置する

「防犯センサ」やドアや家電などに設置する「見守

りセンサ」として製品販売が企業から予定されてお

り、この他にも電子広告、IoTセンサ向けの独立電

源としての利用が期待される。また、AD法の全固体

電池への適用性を示したことで、国内外での電池研

究の専門家や専門機関にも注目され、全固体電池開

発での AD 法活用の動きが活発化してきている。光

MOD 法による高輝度蓄光膜の開発に関しては、日中

の太陽光励起を活用した部材の発光性能向上によ

り、屋内のみならず屋外での適用が可能となり、高

速道路の夜間走行や風雪などの視程不良時の発光

が必須な各種インフラへの安全性向上に資する道

路標示版やラインなどの新規部材へ応用されるこ

とで、安全、安心社会の構築に貢献するものと期待
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蛍光体部材の信頼性評価を行い、耐久性を確認し

た（高温高湿環境下 1000時間の加速劣化評価にて

輝度変化率が 1.7 ％）。令和元年度は、企業とのバ

リューチェーン（材料メーカー、建築メーカー、高

速道路、鉄道等）を活用し、コンクリート、鋼材、

樹脂部材性能の実証試験を行った。フッ素樹脂上

のフレキシブル蓄光膜について鉛筆硬度試験を行

い、5Hを達成した。また、励起 LEDのブルーライ

トの低減効果を明らかにし、LED照明用のカバー部

材性能の実証試験を行うなど、応用展開が拡大し

た。 

 

極微量ウイルスの検出が可能な外力支援近接場照

明バイオセンサの開発： 

 インフルエンザウイルスやノロウイルスなどに

よる感染症予防を実現するために、環境中に放出

された極微量のウイルス粒子を検出可能なバイオ

センサの開発を行った。  

 平成 29年度までに、抗体を修飾した磁気ビーズ

と標識ビーズによって対象のウイルスをサンドイ

ッチして外部磁場によって動かすことができる光

点を作り出し、この動く光点をシグナルとして検

出することを原理とする外力支援近接場照明バイ

オセンサを開発した。本手法により、都市下水の

二次処理水 100 µl中に 40個程度混合したノロウ

イルス様粒子の検出に成功するとともに、夾雑物

が多く含まれる自然環境試料中からの極微量ウイ

ルス検出を実証した。平成 30年度は、インフルエ

ンザウイルスや、環境水のヒト糞便汚染の指標ウ

イルスとして有効な植物ウイルスであるトウガラ

シマイルドモットルウイルスを測定対象として用

いた検出試験を行い、これらのウイルスへの適応

も可能であることを示した。また、ウイルス粒子

そのものではなく、ウイルスを溶解して得られる

たんぱく質を標的として本手法を用いることによ

り、さらに 1～2桁程度の高感度検出が見込めるこ

とも明らかにした。さらには、本技術の実用化に

向け、複数の企業と共同研究を実施するとともに、

「外力支援型バイオアッセイ技術コンソーシア

ム」を設立し、技術の社会実装を推進した。令和元

年度は、センサの実際の利用シーンとして、ウイ

ルス感染予防に対する要請が著しく高い、高齢者

できる。また、独立行政法人国際協力機構(JAICA)

プロジェクトにおいて企業が実施した、夜間照明の

ないネパールの道路視線誘導での実証実験に進展

しており、さらに、他のアジア地域における道路イ

ンフラ及び建築整備計画での展開が検討されてい

る。これらの成果は、産総研独自技術として、平成

29 年度のセラミックス協会学術賞、21 世紀記念倉

田元治賞などを受賞した。 

 

極微量ウイルスの検出が可能な外力支援近接場照

明バイオセンサの開発： 

 バイオセンサの開発に関する特筆すべき成果と

して、抗体を修飾した磁気ビーズと標識ビーズによ

って対象のウイルスをサンドイッチして外部磁場

によって動かすことができる光点を作り出し、この

動く光点をシグナルとして検出することを原理と

する外力支援近接場照明バイオセンサを開発した。

極微量ウイルスの検出には、一般にポリメラーゼ連

鎖反応（Polymerase Chain Reaction: PCR）法が用

いられるが、実験室の清浄な環境でしか使えない。

またイムノアッセイは、極微量のウイルスを検知す

るには感度不足である。酵素結合免疫吸着法などの

高感度なイムノアッセイは夾雑物が検出の妨げに

なるため、環境水などの試料では感度不足のうえ、

操作が複雑になる。本技術により、夾雑物が多く含

まれる自然環境試料中からの簡便な極微量ウイル

ス検出が可能となり、「外力支援型バイオアッセイ

技術」による極微量ウイルス検出技術の社会実装が

進むと期待される。これにより目に見えないウイル

スを可視化し、容易に検出することによって、より

確実な感染防止・ウイルス汚染監視が可能になると

期待される。 

 

スマート製造ツールキットの開発： 

 産総研オリジナルの製造業 IT 化ツール「MZ 

Platform」に、既存の機器設備を IoT化し、自動デ

ータ収集と可視化、分析、通知する機能を拡張した。

さらに、安価なセンサやマイコンを用いて既存の機

器設備を IoT 化するための資料をまとめたコンテ

ンツ集の一般配布を開始し、スマート製造ツールキ

ットの普及を進めている。このスマート製造ツール

キットの普及により、中小企業を含めた製造業事業
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施設や食品工場へのウイルス持ち込み防止を想定

したセンサの開発を行った。施設に出入りする人

全員に対して、見落としなくウイルス保有の有無

を検査するためには、高い感度に加えて、高速（短

時間検出）で、操作が簡便な検出技術であること

が求められる。検出速度の向上化技術の開発に注

力し、使用する抗体の選定、標識試薬や磁気ビー

ズの濃度や粒径の最適化、磁場印加機構の改善に

より、高い感度を保持したまま、従来の 3 倍の高

速化（検出時間 10分以内）を実現した。最終目標

として令和 3 年度までに 1 分以内での検出を実現

することを目指して研究を実施中である。また、

測定方法を見直すことで、装置に使用する磁石の

削減、及びそれに付随するパーツの削減が可能と

なり、更なる装置の小型化及び制御性の向上を実

現した。また、連携企業と共同で、この新しい磁場

印加機構を採用した試作機を開発し、第 20回国際

ナノテクノロジー総合展・技術会議（nano tech 

2020）に出展した。 

 

スマート製造ツールキットの開発： 

 製造業の生産現場に ITや IoTを導入して、各種

情報の収集、処理、分析、通知までの自動化（スマ

ート製造化）を促進することは、生産性向上と競

争力向上に必要である。産総研オリジナルの製造

業 IT化ツール「MZ Platform」を拡張し、製造業

事業者が独自に IT化のみならず、IoT化の実施を

可能とするスマート製造ツールキットを開発し

た。スマート製造化の促進には、ITや IoTの専門

家に依頼して市販のツールやプラットフォームを

導入する選択肢があるが、スマート製造ツールキ

ットを用いることで ITや IoTの非専門家である製

造業事業者が独自に取り組める点が優れている。  

 平成 27-29 年度は、IoT 化に必要な自動データ

収集と可視化、分析、通知に関するニーズ調査と、

既存の機器設備を IoT 化する実験を行い、機能拡

張の範囲を決定して自動データ収集と可視化、分

析、通知の機能を開発した。平成 30年度は、安価

なセンサやマイコンを用いて既存の機器設備を

IoT 化するための資料等をコンテンツ集としてま

とめた。コンテンツ集は、平成 30 年 12 月から一

般に配布を開始し、スマート製造ツールキットを

者が独自に生産現場の IT 化や IoT 化を推進するた

めの強力な手段を手にすることが期待される。これ

は我が国の製造業の生産性向上と競争力向上に大

きく貢献するものと期待される。 

 

シリコンフォトニクス技術開発に関するエコシス

テムの構築： 

 本成果により、産総研がシリコンフォトニクスの

先端技術開発拠点として貢献できる体制を整備で

きた。今後、光デバイスが益々シリコンフォトニク

スを用いるようになり、ファブレスモデルが主流と

なっていく中で、民間企業や大学等の外部ユーザが

シリコンフォトニクスの研究開発試作を簡便に行

えるようにしたことの意義は大きい。これにより、

光デバイス産業エコシステムが国内で構築され、国

際競争力の維持・増強が期待される。 

 

印刷フレキシブルデバイス（ウェアラブルセンサ、

ストレッチャブルデバイス）の開発： 

 印刷フレキシブルデバイスの開発について、常温

大気下で世界屈指の高精細印刷デバイス製造を実

現し、その配線形成分解能は、従来技術よりも一桁

小さいサブマイクロメートルに達した。また、汎用

プラスチックフィルムや繊維などのフレキシブル

基板上に損傷なく、低温でデバイス実装する技術の

確立に成功したほか、伸縮性電子材料など、フレキ

シブルデバイスに適した電極形成技術の確立に成

功した。これらの要素技術により、触覚により物流

の効率的管理を実現させる触覚ディスプレイ、筋音

計測により筋肉疲労を評価するウェアラブルセン

サ、などをはじめとした多様な実用フェーズのデバ

イス製造に成功した。これらの成果は、大面積の情

報入出力デバイス、及び形状自由度を有する情報入

出力デバイスの高効率製造を可能にし、情報入出力

機器の幅広い普及を促進させると期待できる。また

フレキシブルデバイスの実装自由度が広がり、情報

入出力機器を設置させることができる場所の大幅

な拡充が可能になる。これらの普及や社会実装を通

じて、IoT社会の高度化が進展すると期待される。 

 

センサ用高圧電性材料の開発： 

 IoT を支える多くの圧電デバイスには酸化物系
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用いた企業や大学等でのシステム化事例を蓄積し

てきた。平成 31年 2月時点で 3件の事例があり、

具体例の 1 つとしては企業の生産現場で既存のプ

レス加工機から稼働実績データを自動収集して可

視化と分析を実現し、それによって生産のサイク

ルタイムのバラツキを明らかにし、改善活動や人

材育成の必要性を示したことが挙げられる。令和

元年度は、産総研臨海副都心センターに設置した

「つながる工場モデルラボ」において実証展示等

を行い広報活動を展開し、技術移転と人材育成を

実施した。実証展示としては、臨海副都心センタ

ーとつくば東事業所に設置された工作機械等の稼

働状況と稼働実績を相互に可視化するシステムを

構築し、のちに中国センターと九州センターの機

械も可視化対象に追加した。さらに、その可視化

用の端末を中国センター、九州センター、四国セ

ンターの 3 か所に設置し、地域センターでの実証

展示も可能とした。人材育成については、配布中

の IoT 化用コンテンツ集を用いた実技講習を地域

センター3か所と公設試験所 2か所で開催した。 

 

シリコンフォトニクス技術開発に関するエコシス

テムの構築： 

 産総研が有する世界最高レベルのシリコンフォ

トニクス設計加工技術の社会への橋渡しが期待さ

れている。令和元年度は、これまで開発してきた

シリコンフォトニクスのデバイス設計基本情報や

標準デバイスメニューをまとめたプロセスデザイ

ンキット(PDK)を整備し、ユーザによるデバイス設

計を容易にし、産総研コンソーシアムであるシリ

コンフォトニクスコンソーシアムの参加企業や大

学をユーザとした、初めての相乗り（マルチプロ

ジェクトウエハ：MPW）試作を成功裏に完了した。 

 

印刷フレキシブルデバイス（ウェアラブルセンサ、

ストレッチャブルデバイス）の開発： 

 大面積の情報入出力デバイスの幅広い普及を目

指し、省エネかつ高効率で変量多品種生産を可能

にする、常温大気下での高精細印刷デバイス製造

技術の開発を行った。平成 28年度までに、世界屈

指の高精細印刷デバイス製造を実現した。その配

線形成分解能は、サブマイクロメートルに達し、

圧電薄膜が使われているが、半導体プロセスとの親

和性の観点から高い圧電性を有する窒化物系圧電

薄膜の開発が産業界から期待されている。マグネシ

ウムやニオブ等の調達が容易な金属元素で構成さ

れ、ScAlN薄膜と同等以上の高い圧電性を示す複合

窒化物圧電薄膜を発見した。この複合窒化物圧電薄

膜は、これまで窒化物系圧電薄膜が使われてきたセ

ンサや移動通信用高周波フィルタへの利用はもち

ろんのこと、その他の酸化物圧電薄膜が使われてい

るデバイスへの適用も想定されることから、IoTを

支える多様な基幹デバイスの革新が期待される。な

お窒化物圧電薄膜の開発については、プレス発表 2

件、材料系では最大級の国際会議 Materials 

Research Society Meetingでの表彰 1件、平成 30

年度全国発明表彰・21世紀発明奨励賞及び 21世紀

発明貢献賞、平成 30 年度岡崎清賞を受賞するなど

高い評価を得た。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「光デバイスやスマート

製造などで企業を巻き込んだ活動にも着手してお

り、橋渡し後期にふさわしい活動が進められている

と判断できます」、「シリコンフォトニクスの試作体

制を整備した。これは今後の展開において重要な成

果である」など、高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」研究後期における課題としては、醸成

された開発技術に対して最大の効果を得るため、多

様なアプリケーションの開拓、及びそれを効果的、

効率的に実用化に繋げるためのバリューチェーン

やエコシステムの構築が挙げられる。これには試作

環境やプラットフォームの整備を通じた技術移転

環境の整備、及び技術コンソーシアム等の形成によ

って川上産業から川下産業までを効果的につなぐ

ことが対応策となる。そのため、第 5期中長期目標

期間では、平成 30 年度に整備した産総研臨海副都

心センターの「つながる工場モデルラボ」と「ミニ

マルファブ」における実証展示等により、広報活動
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印刷製法では従来マイクロメートル台であった分

解能を大きく改善した。また、平成 29年度までに、

汎用プラスチックフィルムや繊維などのフレキシ

ブル基板上に損傷なくデバイスを製造する技術と

して、150 ℃以下の加工温度で、デバイス製造、

実装、接合などを可能にする印刷製造技術の開発

に成功した。平成 30年度は、これらの低損傷大面

積デバイス製造技術と別途開発した伸縮性電子材

料を組み合わせるストレッチャブルハイブリッド

化技術を確立し、触覚により物流の効率的管理を

実現させる触覚ディスプレイ、筋音計測により筋

肉疲労を評価するウェアラブルセンサ、音が鳴る

生地という独創的な特徴を有するファブリックス

ピーカー、車両の運転制御に用いる気流センサシ

ートなど、フレキシブルセンサを中心とした多様

な実用フェーズにあるデバイスの製造を実現し

た。これらは、製品化に向け企業への橋渡しを進

めてきた。 

平成 30 年度末にフレキシブルエレクトロニク

ス研究センターが終了したのを機に、同センター

と電子光技術研究部門、集積マイクロシステム研

究センターの 3 研究ユニットでセンサおよびセン

シングシステムの研究開発を行ってる研究者を集

め、令和元年度にセンシングシステム研究センタ

ーを新たに設立した。新研究センターでは、「安全・

安心で心身ともに健康で豊かな暮らしに貢献する

高性能センシング技術の開発」という目標に向け、

これまでに開発してきたフレキシブルデバイス技

術を発展させて、新たなセンサ・センシングシス

テムを開発するため、令和元年度は「橋渡し」前期

研究に立ち返って研究を進めた。そのため、令和

元年度の実績、成果の意義等は「橋渡し」前期研究

の欄に記載した。 

 

センサ用高圧電性材料の開発： 

 圧電センサは IoT 機器のキーデバイスの一つで

あり、高感度化や小型化などの特性向上が求めら

れている。その対応として、圧電センサ材料とし

て期待されている窒化物薄膜の特性向上に関する

研究を行い、第 3 期に、高い圧電性を示すスカン

ジウム添加窒化アルミニウム（ScAlN）薄膜などの

開発に成功した。第 4期は、IoTデバイス開発への

を積極的に展開することで技術移転につなげる。さ

らに、東京大学と連携する「産総研・東大 AI チッ

プデザインオープンイノベーションラボラトリ

(AIDL)」を通じて、新規人工知能チップの開発と社

会実装に取り組むことで、ベンチャー企業等への技

術の橋渡しを進める。IoTの進展に伴い社会・産業

ニーズが急拡大しているセンサ・センシング技術の

橋渡しについては、第 5期中長期目標期間は、セン

シング技術連絡会の活動を通じて、これまで領域毎

またはイノベーションコーディネータ毎にバラバ

ラに収集していた企業ニーズ情報を産総研全体で

集約することにより、産総研のセンサ・センシング

技術の効果的かつ効率的な企業等への橋渡しを進

める。 
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貢献を目指し、AlN 及び GaN を主なベース材料と

した窒化物薄膜の圧電性などの特性向上に関する

研究開発を行った。 

 平成 27-29 年度は、レアアースを使わずに安価

なマグネシウムとニオブを AlN に同時添加するこ

とにより ScAlN と同等の圧電性能を実現した。ま

た、ハフニウムやモリブデンの金属配向層の利用

で単結晶と同等の圧電性を示す高品質な GaN 配向

薄膜をスパッタ法で作製する技術を開発するな

ど、産業界に貢献する成果を挙げた。とくに、企業

との共同研究等を通して開発した ScAlN 圧電薄膜

については、平成 29年度には特許実施契約締結に

よる技術移転収入に結び付くとともに、最新型ス

マートフォンの高周波フィルタに搭載されてい

る。平成 30年度は、新しいセンサ材料開発を目指

して第一原理計算などを用いて材料探索を行い、

マグネシウムと複数の遷移金属元素の組み合わせ

によって、ScAlNを超える圧電性能を示す新規の窒

化物を予測した。 

開発した ScAlN が高周波フィルタに実用化され

るなど、橋渡しが完了したことから、令和元年度

は「橋渡し」前期研究に立ち返って、ScAlNよりも

安価で、高い圧電性を示す新しい圧電材料の研究

開発を進めた。そのため、令和元年度の実績、成果

の意義等は「橋渡し」前期研究の欄に記載した。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 当領域の研究者が有する専門知識や技術的知見

を活用した技術コンサルティングや、産総研が組

織として保有する知的財産の実施契約を通じて、

我が国の産業の競争力を強化する活動を推進し

た。技術コンサルティングは、技術相談や展示会

等をきっかけに企業から舞い込む技術課題に対し

て、知的財産が発生しないものについて実施して

おり、その収入は平成 27年度 368万円から右肩上

がりで増加した。平成 28年度は 2,534万円と約 7

倍、平成 29年度はさらにほぼ倍増の 4,710万円を

記録した。平成 30 年度は平成 29 年度と同程度の

4,867 万円であったが、令和元年度は 9,624 万円

と大幅に増加した。 

 知財等の技術移転については、研究者自らの活

動に加えて IC等の貢献により、第 4期中は平均約

1億 6,473万円/年の技術移転収入を得た。平成 28

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：技術的指導助言などの取組では、指導助言

の入り口（技術相談、展示会問合せ、等）から技術

コンサルティングを実施することで、企業等の競争

力の向上に資するのみならず、市場が要求する新た

な研究開発テーマを掘り出すきっかけともなった。

コンサルティングの検討内容が深化するにつれて

知財を生じるレベルに発展し、産総研のシーズを活

用する共同研究として大型化して契約に至るケー

スも生まれており、外部資金獲得額の増加に貢献し

ている。また、技術移転収入は、令和元年度は第 4

期中で最も多い 4億 1,219万円となり、第 4期中は

平均で 1億 6,473万円/年の技術移転収入を得た。 

 国際標準化の活動については、産総研の研究員が

率先して国際標準化を適切に推進することで、産総
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つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

年度は、スカンジウムを含有する窒化アルミニウ

ム（ScAlN）圧電材料の実施契約等による技術移転

収入が加わり、例年の 3 倍近い結果であったが、

令和元年度は実施契約等による収入が増えたこと

により、平成 28年度を大きく上回る 4億 1,219万

円となった。  

 つくば地域を中心に他機関と共同で運営するオ

ープンイノベーション拠点 TIA においては、組織

内外のユーザが利用する共用施設運営等につい

て、当領域から TIA 推進センターへ異動した複数

の研究者が貢献した。CRAVITYや MEMS研究開発拠

点では、現場の研究者もその経験や技術を活かし

て装置の維持管理や人材育成の面から協力した。  

 グローバル化により国際的な技術競争が激しく

なり、その優位関係を左右する国際標準の重要性

が増している。国内及び国際標準化活動に対して

も、当領域から多くの人材を派遣し、専門的知見

を活かした規格文書の提案や策定に貢献した。一

例としては、IoT時代のものづくり「スマートマニ

ュファクチャリング」に関しては、経済産業省の

委託事業を主体的に実施した。この活動を含め、

平 成 30 年 度 は ISO/TC （ International 

Organization for Standardization/ Technical 

Committee ） 及 び IEC/TC （ International 

Electrotechnical Commission/ Technical 

Committee）に議長、プロジェクトリーダー、エキ

スパートとしてのべ 39 名、令和元年度は 49 名を

派遣し、国内の関係団体と連携して規格の審議や

提案などを行うなど、多くの ISO や IEC の技術委

員会において国際標準化活動を展開した。これら

の貢献が認められ、平成 29 年度、及び平成 30 年

度には当領域の ICが IEC1906賞を受賞した。  

  

●技術コンサルティング収入  

・平成 27年度：368万円  

・平成 28年度：2,534万円  

・平成 29年度：4,710万円  

・平成 30年度：4,867万円  

・令和元年度：9,624万円  

  

●技術移転収入  

・平成 27年度：6,530万円  

研のポテンシャルを活用し、企業のコア技術を効率

的に市場に展開する環境を整えることに貢献した。

スマートマニュファクチャリングの国際標準化活

動では、国内関連団体とも連携して諸外国の動向を

適切に把握し、我が国の技術レベルを踏まえた戦略

を持って規格を策定することで、我が国の経済活動

を活性化する道を拓いた。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「世界初、世界最良など

の顕著な成果が見られています。学術的に高い成果

が生み出されていると判断できます。特許収入の顕

著な成果も見られています」など、高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 国際標準化活動については、産業界からの声を集

めて規格策定に反映し、迅速に提案まで進めること

が求められる。その活動の重要性は理解されていて

も、スキルが要求されるうえに研究者個人としての

業績として認知され難いため、活動への参加が消極

的になり、業務の優先順位が低くなりがちであると

いう課題がある。 

 これに対しては、第 5期中長期目標期間は、組織

的に標準化人材を育成し、その活動を個人評価にお

いて適切に評価していくことを通じて、現場の研究

者レベルでも高いモチベーションで積極的に参画

できる体制を整える。また、知財のライセンシング

に関しては、国内外の企業との交渉等を担当する知

財人材の量の不足という課題があり、必要に応じて

外部人材の登用等による対応を検討する。 
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・平成 28年度：1億 5,747万円  

・平成 29年度：6,669万円  

・平成 30年度：1億 2,200万円  

・令和元年度：4億 1,219万円  

  

●その他  

・国際標準化活動の取組として、経済産業省委託

事業「スマートマニュファクチャリングに関する

国際標準化・普及基盤構築」を受託し、生産管理レ

ベル、機器制御システム及び生産機器のレイヤ

（層）をつなぎ、生産に関する情報を共有する場

としての「IoTプラットフォーム」の活用とレイヤ

間の連携方法についての国際標準化活動を推進し

た。  

・スマートマニュファクチャリングに関する国際

標準化専門委員会の国内審議団体の運営に主体的

に協力し、ロボット革命イニシアティブ協議会へ

の委員として、また 200 社余りの会員企業を持つ

一般社団法人インダストリアル・バリューチェー

ン・イニシアティブ（IVI）と包括協定により関連

団体との強固な連携関係を継続した。  

・平成 28年度末に設立され産総研技術移転ベンチ

ャーとして認定された一般社団法人ミニマルファ

ブ推進機構では、平成 29年度より、技術開発、標

準化推進、規格認証、国内外の関連機関との交流、

普及啓発等の活動を開始し、令和元年度も同活動

を継続して実施した。  

・ミニマルファブの展開として、平成 30年度に半

導体デバイスの試作と生産のための実用プラット

フォームを臨海副都心センターに開設し、また地

域向け半導体デバイス実装拠点を九州センターに

展開した。つくばセンターを合わせた 3 拠点を活

用し、設計情報やプロセスレシピをユーザに提供

して実用デバイスを試作する体制を整備した。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 社会の変化が早まるとともに技術の進展速度と

複雑性が高まる中、情報を幅広く集め技術潮流を

見通す取組は、産総研のみならず企業においても

重要度を増している。当領域では、産総研が保有

する技術情報や基盤技術を核として、企業や大学

等から会員を募り当領域の研究ユニット等が運営

するコンソーシアム等（令和元年度、7つのコンソ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：マーケティングの取組では、企業連携戦略と

知財戦略を柱に得られた成果の最大化を進めた。9

つのコンソーシアム等の活動、展示会への積極的な

出展、知財強化施策、研究戦略部の体制強化といっ

た取組を積み重ねた結果、企業等が産総研に資金を
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う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

ーシアム等が活動中）を通じて、マーケティング、

ロードマップ共有、社会実装等に取り組んだ。  

 研究成果を広報し、新たなユーザを呼び込むた

めに、第 4 期開始以降、展示会等での出展に積極

的に取り組んで出展数を増やし、令和元年度は、

産総研が主催するテクノブリッジフェアの他、国

際電子回路産業展（JPCA Show）、JASIS（Japan 

Analytical Scientific Instruments Show）、セミ

コンジャパン等において計 25件の展示を行った。 

 マーケティング戦略の基盤となる知財強化施策

に関しては、当領域独自の取組として、特許出願

前に内容の妥当性をチェックしブラッシュアップ

する「ユニット知財検討会」開催を原則として出

願の必要条件とし、平成 27年度以降、年間 40～50

回開催した。知財を核とした原理実証やプロトタ

イプ試作を支援する領域独自の「IP実用化加速プ

ロジェクト」により、毎年 10件程度のテーマを採

択し、知財やコア技術を展示会等で分かりやすく

アピールするための「見える化」を推進した。同じ

く領域独自の「フィージビリティスタディ（FS）連

携制度」においては、領域の研究戦略部と研究者

との間の議論を通じてブラッシュアップしたテー

マに対して、毎年 10件程度の予算支援を行い、領

域内及び領域を超えた連携を促進した。また、令

和元年度は 4 月にセンシングシステム研究センタ

ーが設立されたのを機に、全領域とイノベーショ

ン推進本部の IC、連携主幹、企画主幹、及びセン

シングシステム研究センターの研究チーム長等を

メンバーとするセンシング技術連絡会の活動を開

始した。同連絡会では、産総研全領域の有するセ

ンサ・センシング技術のデータベースを構築する

ことにより、企業等からの問い合わせに対するワ

ンストップサービスを提供し、連携活動の効率化

を図った。また、国家プロジェクトや業界動向等

に関する情報の所内共有などに取り組んだ。 

 平成 27 年度以降の民間資金の獲得額の増加に

伴い、研究戦略部における企業連携関連業務が急

増したことから、これを担当するイノベーション

コーディネータと連携主幹を、平成 29年度までは

3 名であったところ、令和元年度までに 8 名へ増

員し、マーケティングや技術セールスの体制を強

化した。  

提供して推進するに値すると判断する橋渡し研究

テーマの数と魅力度が高まった。そのエビデンスと

して、当領域の民間資金獲得額は、令和元年度には

22.3億円となり、目標を達成した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「民間企業からの獲得資

金が特に大きくなっており、研究者の努力がうかが

える」、「橋渡し機能を確実に強化し、さらに研究者

をサポートする体制（イノベーションコーディネー

タ）の拡充、人的資源・設備スペースに関する的確

なマネジメントにより、領域としての民間資金獲得

額を令和元年度は平成 27 年度の 3 倍以上に大幅に

伸ばすことに成功した」など、高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 民間資金獲得額の増加に向けた課題は、大型の共

同研究の件数を増やしていくことである。その対応

の一つとして、第 5期中長期目標期間においても、

引き続き新規の冠ラボの複数設立に向けて、IC を

中心とした企業の研究開発ニーズ把握の取組を強

化する。また、当領域が有する技術のうち、産業応

用上の価値が高いが企業連携につながっていない

ものについて、ワークショップ開催等を通じて企業

連携の促進を図る。  

 中長期的な課題としては、IoT の進展に伴いセン

シング技術への社会・産業ニーズが急拡大してお

り、当領域及び産総研内に散在するセンサ及びセン

シング関連の研究ポテンシャルを糾合することが

求められている。これに適時に対応するために、産

業を先導する高性能センシング技術開発とセンシ

ング技術基盤整備を目的とした「センシングシステ

ム研究センター」を令和元年度に設立し、センシン

グ関連のデバイス・システムの開発から、柏センタ

ー等での社会実装までを一貫して実施する体制を

整えた。第 5期中長期目標期間では、令和元年度か

ら開始したセンシング技術連絡会の活動を本格化

させ、産総研の有するセンサ・センシング技術の企

業等への橋渡し、企業ニーズの把握とニーズに沿っ
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するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

  

●その他  

「マーケティングの取組状況」  

・令和元年度までに以下に示すのべ 8 つのコンソ

ーシアムを運営し、マーケティングの取組として、

ロードマップ共有、社会実装等に取り組んだ。  

次世代プリンテッドエレクトロニクスコンソーシ

アム（JAPEC）  

構想設計コンソーシアム  

応力発光技術コンソーシアム（MLTC）  

IMPULSEコンソーシアム（IMPULSE：高電力効率大

規模データ処理イニシアティブ） 

外力支援型バイオアッセイ技術コンソーシアム 

サイバーフォトニックプラットフォームコンソー

シアム  

シリコンフォトニクスコンソーシアム 

FIoT コンソーシアム（FIoT：フレキシブル IoT）

  

・先進コーティング技術について、平成 28年度に

一般社団法人日本ファインセラミックス協会と連

携して設立した先進コーティングアライアンスで

は、平成 29年度、産総研とアライアンス参加企業

により、半導体装置部材やエネルギー関連部材等

の明確な出口戦略を持った共同研究を開始した。

その内 2 件で技術移転につながる成果が得られ、

アライアンスを活用した商品化を検討した。この

ように川上産業から川下産業までを繋ぐバリュー

チェーンの構築を実現し、参画企業も設立当初（平

成 28年度）の 28社から令和元年度は 46社まで拡

大した。 

 

た研究開発テーマの立案などを実施して行く。 

 もう一つの中長期的な課題である知財強化に関

しては、研究現場の知財リテラシーの不足から、効

果的な特許出願が出来ていない事例やノウハウと

して秘匿すべき情報を公開してしまう事例がいま

だに散見される。その対応として、平成 27 年度か

ら研究者を領域戦略部に兼務させ、知財関連の研修

を受講させるとともに、領域の知財戦略検討会に参

加させる等により、研究現場の知財リテラシーを向

上させる取組を行ってきた。第 5期中長期目標期間

においても、この取組を継続するとともに、領域内

の全ユニットで特許出願前の知財検討会の実施を

目指す。 
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るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向
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性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める
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とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 大学等のシーズ技術の産業界への橋渡しを担う

オープンイノベーションラボラトリ（ Open 

Innovation Laboratory: OIL）について、平成 28

年 4 月に名古屋大学内に設置された「窒化物半導

体先進デバイスオープンイノベーションラボラト

リ」（GaN-OIL）は、パワーデバイスと光デバイスに

関する研究を行ってきた。後者の光デバイスに関

する研究をより重点的に推進するため、平成 30年

8 月にエネルギー・環境領域のマネジメント下に

あった GaN-OILを当領域へ移管した。 

 令和元年より一般社団法人 GaN コンソーシアム

（21大学、2国立研究開発法人、48企業等で構成）

に参画し、大学や企業との連携強化、並びに大型

の研究開発プロジェクトの受け入れ態勢の強化を

行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：大学や他の研究機関との連携では、OIL や

GOIL などの仕組みを利用し、また産総研の地域セ

ンター（九州センター）と連携して研究拠点を開設

した。これは、第 4期中長期目標期間における当領

域の特徴的な取組である。GaN材料の世界的拠点で

ある名古屋大学、集積回路設計の研究と教育につい

て多大な蓄積を有する東京大学、人工知能研究の拠

点でありその成果の社会実装に取り組む柏センタ

ーと臨海副都心センター、そして半導体を始めとす

る製造業と密に連携する九州センターに当領域の

拠点を持ったことの意義は、基礎研究の成果を社会

実装にまでつなげる橋渡しを切れ目なく実行する

体制が構築されたことにあり、大学や他の研究機関
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秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

 また、平成 30年 8月には、半導体設計の教育に

おいて実績のある東京大学大規模集積システム設

計教育センター（VDEC）(現：東京大学工学系研究

科附属システムデザイン研究センター)と連携す

る「AIチップ設計ラボ」を設置し、新規人工知能

チップの開発と社会実装の取組を開始した。令和

元年度は、この AI チップ設計ラボを発展させて

「産総研・東大 AIチップデザインオープンイノベ

ー シ ョ ン ラ ボ ラ ト リ (Open Innovation 

Laboratory: OIL)：AIDL」を設立し、企業と連携

した AIチップ設計を推進した。 

 人工知能に関するグローバル研究拠点（GOIL）

として、東京大学の柏Ⅱキャンパスの中に産総研

の柏センターが平成 30 年 11 月に設立され、ここ

に新設された人間拡張研究センターにおいて、当

領域の研究者からなるスマートセンシング研究チ

ームが活動を開始した。 

 令和元年より高効率レーザープロセッシング推

進 コ ン ソ ー シ ア ム (Consortium for 

Technological Approaches toward Cool laser 

Manufacturing with Intelligence: TACMIコンソ

ーシアム）に参画し、43社会員企業を含む参画 65

機関とプロジェクト成果の社会実装に向けた試

行、データベース運用等について協議を行い、2社

以上と連携構築に向けた取組を実施した。また令

和 2 年 1 月に産総研でシンポジウムを開催し、企

業連携強化に寄与した。 

 ミニマルファブ技術に関して、産総研つくばセ

ンター、臨海副都心センター、九州センターのミ

ニマル BGA（Ball Grid Array）パッケージング試

作ライン（平成 30年度に稼働）の 3拠点体制で技

術の高度化と普及を進めるとともに、豊橋技術科

学大学（TUT）に平成 27 年に設置された「AIST-

TUT先端センサ共同研究ラボラトリー」において生

体感応センサなどのセンサ開発における学術研究

と実用化の促進を図った。  

 公的資金によるプロジェクトを実施する技術研

究組合への参加については、5 つの組合（ミニマ

ルファブ技術研究組合、次世代プリンテッドエレ

クトロニクス技術研究組合（JAPERA）、技術研究組

合 NMEMS 技術研究機構（NMEMS）、技術研究組合光

電子融合基盤技術研究所（PETRA）、技術研究組合

との連携による橋渡し機能の強化につながるもの

である。今後、連携先を増やしてこの体制を拡充し

ていくことで、産総研をハブとしたイノベーション

創出の加速が期待される。また、技術研究組合や大

学が主催するコンソーシアムへ参加する中で、会員

企業と産総研との間に信頼関係を築いたことは、技

術の実用化や普及等に取り組む動きにつながった。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「産総研―理研連携が順

調に行われている。他の国研との連携も期待した

い」などの、高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 大学・研究機関との連携強化の一つの方法とし

て、名古屋大学と東京大学の OIL、臨海副都心セン

ターと柏センターの GOIL 等の拠点を通じて、それ

ら拠点の研究者だけでなく、つくばセンター及び九

州センターの研究者と大学・研究機関の研究者の連

携を進めることがあげられる。そのためには、OIL、

GOIL 等の拠点に常駐する研究者と、つくばセンタ

ー及び九州センターの研究者との間で十分なコミ

ュニケーションが取れるようにしていくことが課

題である。これに対応するために、第 5期中長期目

標期間では、それぞれの拠点で行われる研究開発を

所内外へ積極的に発信していくとともに、各拠点の

活動に関わる研究者を兼務発令等により増やして

いく。  

 令和 2 年 1 月に公表された内閣府の量子技術イ

ノベーション戦略においては、産総研が量子デバイ

ス開発拠点としての役割を果たすことが期待され

ている。平成 27 年度から実施している理研との量

子技術に関する連携を第 5 期中長期目標期間も継

続するとともに、TIA・SCR や CRAVITY 等の施設を

活用した大学・研究機関との連携を進めて行く。 
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ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

次世代 3D 積層造形技術総合開発機構（TRAFAM））

に参加し、プロジェクトの成果創出に貢献すると

ともに、メンバー企業との連携を強化した。ミニ

マルファブ技術研究組合と JAPERAについては、産

総研研究者が研究開発部長を務めた。  

 平成 28-29 年度に実施した NEDO プロジェクト

「IoT 技術開発加速のためのオープンイノベーシ

ョン推進事業」（総額 約 63億円）では、TIA推進

センターが整備したスーパークリーンルーム

（SCR）のウェハレベル 3次元実装装置群等を活用

して、企業等との連携した IoT デバイス開発を進

めた。  

 産総研とともに特定国立研究開発法人に指定さ

れた理化学研究所（理研）とは、平成 27 年から毎

年、「理研－産総研量子技術イノベーションコアワ

ークショップ」を開催し、次世代量子技術の方向

性を継続的に議論した。令和元年度は、ワークシ

ョップでの議論から生まれた理研―産総研の共同

研究提案 2 件（有機材料の誘電性及び光電変換機

能に関する課題）に対して領域予算を措置し、両

機関のシナジー効果を活かした連携を具体化し

た。 

 海外の研究機関との国際連携については、ドイ

ツフラウンホーファー、フランス原子力・代替エ

ネルギー庁 電子情報技術研究所（CEA-Leti）、台

湾 Nanodevice Laboratories等と連携を進めた。

また、当領域の若手研究員の在外研究を領域が補

助する取組を平成 29年度から開始し、これまでに

7 人の研究員がアメリカ、イギリス、スウェーデ

ン、ドイツで在外研究を行った。 

 

●その他  

・共同研究数  

平成 27年度：国内：大学 121件、研究機関 33件、

国外：大学 7件、研究機関 3件  

平成 28年度：国内：大学 158件、研究機関 47件、

国外：大学 10件、研究機関 3件  

平成 29年度：国内：大学 171件、研究機関 56件、

国外：大学 10件、研究機関 4件  

平成 30年度：国内：大学 176件、研究機関 54件、

国外：大学 8件、研究機関 7件  

令和元年度：国内：大学 213件、研究独法 69件、
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国外：大学 12件、研究機関 9件 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 冠ラボ制度による企業との大型連携の実施にお

いては、当該企業の研究者を特定集中研究専門員

（在籍出向）として産総研に受け入れ、研究人材

を拡充して研究開発を推進した。平成 29年度には

TELと「TEL－産総研 先端材料・プロセス開発連携

研究室（TEL 冠ラボ）」を設立し、超高集積化と低

消費電力化を実現するための次世代半導体デバイ

スに必要な新材料やプロセス技術の開発、及びそ

の量産化技術の開発を進めた。平成 31年 3月には

日本電気株式会社（NEC）と「NEC-産総研量子活用

テクノロジー連携研究室」を設立した。令和元年

度には、この冠ラボにて量子アニーリングを始め

とする量子性に基づいた先端技術領域の研究を実

施した。令和元年度には株式会社ジェイテクトと

「ジェイテクト-産総研スマートファクトリー連

携研究ラボ」を設立し、加工機・生産ラインのスマ

ート化（知能化、自律化）及びその要素技術の研究

開発を実施した。さらに、材料・化学領域ととも

に、株式会社バルカーと「バルカー-産総研先端機

能材料開発連携研究ラボ」を設立し、九州センタ

ーにおいてシール部材の診断技術について研究開

発を実施した。令和元年度末で、これら４つの冠

ラボ全体で、特定集中研究専門員は 40名、外来研

究員は 4名である。  

 大学等との人材交流については、平成 27年度に

開始したクロスアポイントメント制度により、毎

年 3 名から 6 名の大学教員が産総研の特定フェロ

ーとして研究に貢献した。また、同制度により平

成 29 年度と平成 30 年度に産総研の研究員 4 名、

令和元年度には 3 名が大学での研究等に従事し

た。  

 人材の流動性を高める採用制度である年俸制及

びプロジェクト型での任期付き研究員職員採用に

ついては、平成 27 年度から令和元年度までに 12

名を採用した。これは第 4 期中長期計画の 5 年間

で採用した研究員の約 15％にあたる。また、文部

科学省の卓越研究員事業に採択された卓越研究員

を、事業が開始された平成 28年度から 3年間で 5

名採用した。また、ダイバーシティ推進の一環と

して、平成 27年度から令和元年度までに女性研究

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：研究人材の拡充、流動化、育成では、冠ラボ

制度を用いた研究人材を拡充した研究開発の促進、

クロスアポイントメント制度を用いた大学などと

の人材交流、人材の流動性を高める年俸制任期付き

職員の採用、博士研究員や大学院生を対象としてイ

ノベーションスクールや研究活動を通した育成に

取り組んだ。企業との冠ラボ制度により、令和元年

度には特定集中研究専門員と外来研究員を合わせ

て概ね 44 名の企業研究者が産総研で研究活動を行

った。この研究者数は、当領域の産総研研究者数

（300 名強）の約 16%に相当する。この冠ラボ制度

による研究人材の拡充は、当領域の研究活動に参加

する研究者数を増やすという量的な効果のみなら

ず、企業と産総研がそれぞれ有する人材の強みの組

み合わせによるシナジー効果を生み、次世代半導体

デバイス量産技術、量子アニーリング技術、スマー

ト製造技術などの研究開発を大きく加速するもの

である。  

 冠ラボ制度、クロスアポイントメント制度、年俸

制任期付き研究員採用、リサーチアシスタント制

度、女性研究者採用数の目標設定等の取組を積み重

ね、研究現場の人材多様性を確保していくことによ

り、産総研を活力が高く変化への対応力ある組織と

していくことができると期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「多様な発想を生かし研

究を推進できる組織運営、人材育成を目指している

点は大いに評価できる」、「新たな冠ラボ（2 件）と

AIDL を設置するなど外部との連携強化を進めてお

り、それに伴う優秀かつ多様な研究人材の拡充・育

成を実施していると評価できる」などの、高い評価

を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 冠ラボに関する課題として、特定集中研究専門員
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おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

者 12名、外国人研究者 12名を採用した。 

 人材育成について、産総研イノベーションスク

ールにおいて受け入れた博士研究員及びリサーチ

アシスタント制度により受け入れた大学院生の人

数は、平成 27年度からの 5年間で、当領域は延べ

212 名に達した。これらの博士研究員と大学院生

を、公的資金による研究開発や民間企業との共同

研究等に参加させ、企業をはじめ社会の様々な重

要な場で即戦力として活躍できる人材育成に貢献

した。  

 半導体デバイス及びプロセスの統合シミュレー

タである TCAD（ Technology Computer Aided 

Design）の初級者及び中級者向けの実習コースを

TIA と連携して開催した。平成 30 年度は合計 14

名、令和元年度は合計 9 名の参加者があり、講義

と実習を通じて半導体デバイス設計の研究者、技

術者の育成に貢献した。  

  

●産総研イノベーションスクール事業及びリサー

チアシスタント制度に採用された人数 

目標値：40名（令和元年度）  

・平成 27年度：17名  

・平成 28年度：33名  

・平成 29年度：40名  

・平成 30年度：61名  

・令和元年度：61名  

   

●その他  

・ダイバーシティ推進室が令和元年 11月に産総研

つくばセンターで開催した「女子大学院生・ポス

ドクのための産総研所内紹介と在職女性研究者と

の懇談会」において、31名を超える女子大学院生・

博士研究員との懇談及び研究室見学に領域として

協力した。  

・TIA推進センターが開催した「TIA連携大学院サ

マー・オープン・フェスティバル」及び「ナノテク

キャリアアップアライアンス（Nanotech CUPAL）」

活動のセミナーコースにおいて、令和元年度は延

べ 13 名の当領域の研究員が、マイクロマシン

（MEMS）、半導体シミュレータ（TCAD）、及び産総研

スーパークリーンルーム（SCR）に関する講義の講

師を務めた。 

等の立場として産総研で研究を行う企業研究者が、

産総研の事務手続きや安全管理等のルールに戸惑

い、研究開発が非効率となる事例が散見されること

が挙げられる。冠ラボでの研究実施のスピードが企

業に比べて劣ることがないように、第 5期中長期目

標期間では、事務処理等をサポートするスタッフを

配置する等の対応を行う。  

 中長期的には、冠ラボが更に増えていくことが予

想されるため、それぞれの研究室で行われている研

究内容の守秘と、産総研に集う多様な人材の間での

情報交換や技術融合とのバランスをどのように取

り、産総研を魅力あるオープンイノベーションの場

としていくのかも組織マネジメント上の重要な課

題である。これについては、第 5期中長期目標期間

においても、引き続き産総研に冠ラボを置いたこと

を各企業がどのように評価しているかを聴き取る

機会を定期的に設け、イノベーション推進本部や

TIA推進センターとも連携しつつ、冠ラボ制度の改

善を図る。  

 研究人材育成の課題の一つは、大学院生、博士研

究員等の若手研究者に充実した研究環境の提供で

ある。その対応として、大学院生、博士研究員等に

産総研の施設・設備を活用した研究が行える機会を

与えるため、第 5期中長期目標期間においても、引

き続きリサーチアシスタント、産総研イノベーショ

ンスクール生を積極的に受け入れる。第 4期中長期

目標期間は、平均 42 名／年以上を受け入れて来た

が、第 5期中長期目標期間も同等数以上を受け入れ

て、公的資金による研究開発や民間企業との共同研

究等に参加させ、企業等で即戦力として活躍できる

人材を育成して行く。 

 



293 

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 
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については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、
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企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施
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設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

I. 研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術ポテンシャルを活

かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

I. 研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・第 4 期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額を 138 億円/年以

上にすることを目指し、平成 30 年度は基準となる第 4 期中長期目標

に定める現行の額（46億円）の 2.6倍である 119.6億円/年を産総研

全体の目標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出資額が、現

行の額（3 億円）の 2.6 倍である 7.8 億円/年以上となることを目標

として、ベンチャーへの支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加とともに大企業との研究契約に偏ることの

ないよう、中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の比率は第

4期中長期目標策定時点の水準（約 1/3）を維持するよう努める。 

・各領域は一定金額規模以上の「橋渡し」研究を企業と実施した案件

について、その後の事業化の状況（件数等）の把握を行う。 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員の

理解の促進を図ると共に、民間企業への説明を徹底して、研究現場で

の一層の活用を図る。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の構

築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術コ

民間資金獲得額の目標達成に向けては、現場のリソースが有限で

あることを考慮し、件数を増やすよりも規模の大型化を図った。具体

的には、必要に応じてイノベーションコーディネータ（IC）がサポー

トを行うとともに、平成 30年度後期から、月毎に計画中及び交渉中

の連携案件の進捗状況を調査することで現場の意識を高め、第 4 期

の最終年度である令和元年度の目標達成に向けてさらなる獲得額の

増加を図った。また、領域戦略部に連携主幹を平成 30年度に 3名、

令和元年度に更に 2 名を増員し、組織としての橋渡し機能の強化を

図った。その結果、民間資金の獲得額は、第 4 期に入り着実に増加

し、平成 27年度の民間資金獲得額は 6.5億円で所内交付金の 3分の

1程度だったところを、平成 30年度には 15.4億円（平成 27年度比

約 237%）となり、令和元年度は 22.3億円に達し、所内交付金と同程

度になった。また、当領域の研究者が有する専門知識や技術的知見を

活用した技術コンサルティングや、産総研が組織として保有する知

的財産のライセンシング（実施契約）を通じて、我が国の産業競争力

を強化する活動を推進した。技術コンサルティングは、技術相談や展

示会等をきっかけに企業から舞い込む技術課題に対して、知的財産

が発生しないものについて実施しており、平成 27年度の 368万円か

ら右肩上がりで増加し、平成 28年度は 2,534万円と約 7倍、平成 29

年度はさらにほぼ倍増の 4,710万円を記録した。平成 30年度は平成

29 年度と同程度の 4,867 万円であったが、令和元年度は 9,624 万円

と大幅に増加した。 
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も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

た努力を求める。 

 

（エレクトロニクス・製造領

域に対する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。 

 

 

ンサルティングを促進する。一方、技術コンサルティングの大幅な増

加を踏まえ、顧客満足度のモニタリング調査を実施し、業務品質の向

上を図るとともに、効率的な技術コンサルティング制度の運用のあり

方を検討する。これらの取組みを通じて、年度計画を大幅に上回った

平成 29年度技術コンサルティング収入を上回ることを目標とする。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲得強化

の方針を導入する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサー

チアシスタント（ＲＡ）制度

やクロスアポイント制度の活

用も含めた組織内外の若手雇

用・育成と、シニア世代の能

力・経験の活用が引き続き必

要。 

 

Ⅰ．研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コンプライアンス、安全管理などの必要な基

礎知識を習得するよう、e-ラーニング等の研修を引き続き徹底させる

とともに、必要に応じて受講内容等について見直しを図る。 

 組織内外の若手雇用・育成については、卓越研究員事業を活用し

て優秀な若手研究員を平成 28年度から平成 30年度にかけて 5名を

採用するとともに、リサーチアシスタント(RA)制度を活用し、平成

27年度に 13名、平成 28年度に 23名、平成 29 年度に 33名、平成

30年度に 45名、令和元年度に 50名の大学院生を RAとして雇用

し、最先端の研究開発を経験させることにより、基礎研究だけでな

く橋渡しも担える人材を育成した。シニア世代の能力・経験の最大

活用については、研究やマネジメントの経験を豊富に有する当領域

のシニア世代の研究者 9名（平成 27年度から令和元年度までのの

べ人数）が TIA推進センターに異動し、同センターが所掌する共用

施設の運営や他機関との連携活動の推進等に貢献した。また、上記

のように研究戦略部の連携主幹を平成 30年度に 3名、令和元年度

に 2名増員して橋渡し機能を強化したことも、シニア世代活用の取

組の一つである。 
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2）研究職員の研究能力及びマネジメント能力向上を研修により支援

する。特にユニット長等研修をはじめとする階層別研修について見直

しを実施し、職責により求められるマネジメントや人材育成の能力の

向上を図る。 

3）産業界のニーズや社会情勢を踏まえ、研修内容を見直しつつ、研

究職員の多様なキャリアパス形成を支援する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育成に向けた研修を実施する。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実践、長期

企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワーク構築を継

続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講

義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げ

る。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケテ

ィング人材育成事業等の研修を実施し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 地質調査総合センター 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
知的基盤整備計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 
 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：3.4 

 

0.8 
 

2.5 
 

2.4 
 

3.7 
 

3.4 

予算額（千円） 7,298,446 7,565,851 15,194,914 10,807,902 10,158,924 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：

2,100 

 

1,599 
 

1,851 
 

1,947 
 

2,115 
 

2,708 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

13,544,571 

(3,638,872) 

6,821,538 

(3,641,825) 

7,789,843 

(3,741,391) 

8,080,229 

(3,716,858) 

9,432,004 

(4,059,329) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：150 

 

 

127 
 

130 
 

188 
 

185 
 

188 

経常費用（千円） 13,795,912 9,338,293 7,884,243 7,961,081 8,577,542 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：20 

16 15 18 22 30 
経常利益（千円） △ 176,689 102,108 △ 67,332 130,712 △ 88,827 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

1 1 1 4 0 

行政コスト（千円） － － － － 13,170,556 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

16 

 

21 

行政サービス実施

コスト（千円） 

8,662,110 6,603,935 8,281,486 6,552,497 － 

従事人員数 476 486 505 506 523 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 
(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地質調査総合センター(Geological Survey of 

Japan; GSJ)は「地質の調査」の実施機関として、

国からその研究業務を付託された日本で唯一の組

織（ナショナルセンター）であり、以下の重要な研

究開発事項を担っている。  

・地質調査のナショナルセンターとしての地質情

報の整備  

・レジリエントな社会基盤の構築に資する地質の

評価  

・地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発  

・地質情報の管理と社会利用促進  

これらを効率的に実施するため、GSJ は 3 つの研

究部門（RI）、すなわち地質情報 RI、活断層・火山

RI、地圏資源環境 RI（一部は再生可能エネルギー

研究センター地球熱ブロック）と地質情報基盤セ

ンターを配置しており、総合センター長はユニッ

ト間の連携を促しながら、各分担業務で最大限の

成果を上げるよう指導している。 

 GSJ の研究職員総数は 242 名であり、地質情報

RI 79名、活断層・火山 RI 58名、地圏資源環境

RI 69 名（及び再生可能エネルギー研究センター

地球熱ブロック 11 名）、地質情報基盤センター7

名、GSJ 以外の産総研の部署 5 名、研究戦略部 11

名、地質調査総合センター2名（センター長および

センター長補佐）である。令和元年度の研究予算

は総額が 41.4億円であり、約半分が運営費交付金

（20.4 億円）、残りが外部資金（21.0 億円）であ

る。  

 産総研第 4 期中長期計画にしたがって、上述の

研究開発事項は、「知的基盤の整備」と 3 段階に区

分した「橋渡し」機能の強化としてその活動を進

めている。「知的基盤の整備」は地質の調査とその

情報整備を担うものであり、ナショナルセンター

としての GSJ の研究開発活動の根幹を成すもので

ある。そこから展開される社会への「橋渡し」につ

いて、GSJではこれを広くとらえており、国の判断

等に貢献する資源や環境及び防災等に資する「目

的基礎研究」、また、省庁他の公的機関と連携しな

がら公的資金の活用により間接的に成果を民間へ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：「知的基盤の整備」においては、地域性やニ

ーズを意識した成果公表に努める方針とし、5万分

の１地質図幅の出版では調査地域または近隣の都

市でのプレスリリースを合わせて実施することと

した。これにより、テレビや新聞等のメディアで取

り上げられ、地域住民や自治体からの問い合わせが

多数あるなど、地質図と地質情報に関わる飛躍的な

認知度と地域振興などに対する需要の向上につな

がった。都市域の 3次元地質地盤図の整備による成

果からは、例えば、地下水汚染のリスクがより正確

に評価できるようになるなど、首都圏での人々の安

全かつ快適な暮らしを支える社会基盤により強く

貢献することが期待される。20 万分の 1 日本シー

ムレス地質図 V2 の公表は、詳細な地質情報の表現

や目的・用途に応じた柔軟な表示を可能とし、基図

として土木・建築や防災、観光、資源探査など幅広

い分野での利用につながる成果である。水文環境図

の整備による成果からは、例えば、自治体における

持続可能な地下水の保全と利用のための地下水マ

ネジメントへの貢献や地中熱ポテンシャルマップ

の公開を通じて地中熱利用システムの利用促進へ

の貢献が期待される。また、東・東南アジア地域の

地質情報の総合的なデータ共有システムの構築を

目的とする CCOP 地質情報総合共有プロジェクトを

主導し、CCOP 参加各国が保有する各種地質情報の

数値化を進めた。これにより、社会に役立つ情報の

提供、ユーザからのアクセス性の向上、地質災害・

環境・資源関連情報の提供、各種アウトリーチ活動

での利用が図られる。 

 「目的基礎研究」においては、メタン生成菌コミ

ュニティの安定培養手法を確立し、地下で原油をメ

タンに変換する新たな資源技術を開拓した。また、

平成 28年度に Science 誌に発表した論文は、平成

29 年度産総研論文賞にも選ばれた。高分解能での

地殻応力マップができたことにより、地域の地震ポ

テンシャル評価の信頼性の向上への道が開け、安

全・安心な社会の実現に貢献した。超臨界地熱の利

評定 Ａ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

主な「具体的

な研究開発

成果」とし

て、以下のよ

うな研究成

果が見られ

た。 

 

①地下水の

情報がひと

目でわかる

“地下水の

地図”をウェ

ブ公開 

地下水の保

全を目指し、

地下水のマ

ップを作成

しウェブに

公開してい

る。令和元年

度は、既存 4

地域の水文

環境図（No.3

「 関 東 平

野」、No.7「熊

本 地 域 」、

No.8「石狩平

野（札幌）」、

No.9「富士

山」）のウェ

ブ化を行い、

さらに新た

な 3 地 域

（「 勇 払 平
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡す「橋渡し研究前期」、さらに直接的に民間と連

携する「橋渡し研究後期」に分類する。 

 「知的基盤の整備」では主に運営費交付金を使

用し、第 2期知的基盤整備計画（平成 23年度から

令和 2 年度）の達成へ向け、陸域地質図・海洋地

質図の整備、沿岸域の地質・活断層情報の整備等

を推進した。第 4 期中長期目標期間中の特筆すべ

き成果としては、まず、第 2 期知的基盤整備計画

に沿って 5 万の 1 地質図幅の調査と公表を着実に

進め、公表に際しては地元でのプレスリリースを

積極的に実施した。都市域の地下の地層の分布形

態を高精度に可視化する 3 次元地質地盤図の整備

を進め、平成 29年度には千葉県北部地域の 3次元

地質地盤図をウェブ公開し、プレスリリースを行

った。また、平成 29年度に、前バージョンと比較

して凡例数を 386から 2400超へ格段に多くし階層

構造化して表現することを可能にした 20万分の 1

日本シームレス地質図 V2 を公表し、プレスリリー

スを行った。さらに、令和元年度には“地下水の地

図”である水文環境図をウェブ公開するとともに、

地下水の水質情報を全国統一基準で示すことがで

きる全国水文環境データベースを公開し、プレス

リリースを行った。また、日本の約 440 の火山の

情報を網羅した「20万分の 1日本火山図」をウェ

ブサイトで公開し、プレスリリースを行った。そ

の他、東・東南アジア地域の地質情報の総合的な

データ共有システムの構築を目的とする東･東南

アジア地球科学計画調整委員会(Coordinating 

Committee for Geoscience Programmes in East 

and Southeast Asia; CCOP)地質情報総合共有プロ

ジェクトを主導し、CCOP参加各国が保有する各種

地質情報の数値化を進めた。CCOP地質情報総合共

有システムについては、平成 30年 9月に国際標準

形式で一般にウェブ公開し、それについてプレス

リリースを行った。いずれの成果も今後、地質情

報のベースとして広く社会に利活用されることが

期待される。 

 「目的基礎研究」については、主な研究として地

下で原油をメタンに変換する新たな資源技術を開

拓するメタン生成菌の研究、微生物を利用した異

種化学物質による複合汚染土壌の浄化技術の開

発、超臨界地熱の利用に向けた技術開発、微小地

用に向けた技術開発、土壌汚染浄化技術開発等に関

する調査・研究の他、サンゴやサンゴ礁を対象とし

た気候変動に関する研究、岩石磁気の記録の精密な

分析と機械学習を導入した手法開発などを重点的

に行い、橋渡しの基礎となるシーズ研究を推進する

とともに、IF付国際誌での発表を通じて、これらの

研究成果の利用価値を明確にした。 

 「橋渡し」研究前期としては、高周波電気探査を

用いた埋設水道管の腐食リスク評価技術の開発は、

路面を傷つけずに効率よく評価が行えることから、

令和 7 年度には 1 兆円以上の経費がかかるとされ

る水道インフラの設備更新において、コスト・時間・

労力の低減に大きく貢献することが期待される。大

規模カルデラ噴火の準備・進展過程の解明、深層地

下水化学的性状評価や地下水流動に関する調査、南

海トラフ地震に備える観測技術の開発、ドローンを

利用した空中電磁探査技術開発、二酸化炭素地中貯

留に関する調査、光刺激ルミネッセンス(Optically 

Stimulated Luminescence; OSL)年代測定による隆

起活動評価、表層型メタンハイドレートの資源量評

価、海外での金属資源量評価、地熱井（地熱発電の

ための熱源となる井戸）の掘削のための高性能ビッ

トの開発などの成果は主に社会や公的機関の需要

に応じる技術、さらに将来的には民間への橋渡しと

なる技術である。 

 「橋渡し」研究後期においては、民間企業と共同

で AI を導入した微化石の自動鑑定・分取システム

の開発を世界で初めて行い、特定の微化石の分取と

集積を長時間、自動的に行うことを可能として、石

油探鉱などにおける迅速で高精度な地層解析の効

率化に貢献した。また、優れた粘土系吸着剤である

ハスクレイを用いた、100 ℃以下の温度帯まで蓄熱

に利用できる技術開発に成功し、さらに実用化試験

として高性能な蓄熱システムの実証に成功した。こ

の研究成果は、新エネルギー・産業技術総合開発機

構 (New Energy and Industrial Technology 

Development Organization; NEDO)戦略的省エネル

ギー技術革新プログラム優良事業表彰を受けた（平

成 31年 2月）。地球観測衛星データの品質管理・長

期アーカイブについては、国際標準化への取組も通

じて、国際的な連携による新たな宇宙ビジネスやサ

ービスの創出につながることが期待される。この研

野」、「筑紫平

野 （ 第 2 

版）」、「大阪

平野」）の出

版とウェブ

化を行った。 

本成果は知

的基盤の整

備において、

新興国との

国際連携に

貢献するも

のと期待さ

れることか

ら、特に高く

評価できる。 

 

②地球観測

衛星データ

の品質管理、

国際標準化

および利活

用研究 

地球観測衛

星の長期に

わたるデー

タの品質管

理とアーカ

イブ化を推

進してきた。

地震や災害、

あるいは資

源探査や環

境モニタリ

ングへの活

用を視野に

いれている。

また、現在、

推進されて

いる宇宙ビ

ジネスへの

展開も見据
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

 地質調査の

ナショナルセ

ンターとして

の地質情報の

整備、レジリエ

ントな社会基

盤の構築に資

する地質の評

価、地圏の資源

と環境に関す

る評価と技術

の開発、及び地

質情報の管理

と社会利用促

進を行う。 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 
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機能の強化 
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震の発震機構解（どのような断層運動が起こった

のかを示すもの）をベースに各地の応力分布をま

とめた応力マップの高度化技術等に関する調査・

研究を重点的に行い、その成果を IF付国際誌等で

公表した。特に、メタン生成菌が単独で石炭をメ

タンに変換する活性を発見した成果は、平成 28年

度に Science 誌（筆頭著者）に発表した。応力マ

ップの整備は、地震の最大規模・発生様式の高精

度な予測を可能とする成果であり、令和元年度に

関東地方の 10 kmメッシュの応力マップを地殻応

力場データベースで公表した。 

 「橋渡し」研究前期については、民間企業にはま

だ着手できない国が先導すべき段階にある研究開

発や、国として推進すべき調査・研究手法の整備

等が該当し、GSJ では各省庁や自治体などからの

公的外部資金で実施している研究事業を指す。そ

の委託元としては、経済産業省やその所管の独立

行政法人をはじめ、文部科学省、環境省原子力規

制庁等が挙げられ、主には表層型メタンハイドレ

ートの資源量の把握、世界各地を対象とした鉱物

資源のポテンシャル評価、大規模カルデラ噴火の

準備・進展過程の解明、ドローンを利用した空中

電磁探査技術の開発等を実施した。また、特筆す

べき成果として、埋設水道管の腐食リスク評価の

ための調査技術開発では、高周波電気探査による

舗装路面上からの地下の比抵抗調査を可能とする

装置を開発し、平成 29年度にプレスリリースを行

った。地下環境の長期安定性を評価するための深

層地下水の化学的性状評価や地下水流動に関する

調査・研究では、全国の深層地下水データの拡充

等を行い、平成 30年度に深層地下水データベース

第 2 版を公表した。南海トラフ地震に備える観測

技術の開発に関する研究では、短期的ゆっくりす

べりの客観的な検出方法を産総研情報・人間工学

領域と共同で開発し、平成 30 年度には低コスト

化・工期の大幅縮減を目的としたひずみ計の小型

化・低廉化及び既存未使用井戸を活用する手法の

開発に着手した。 

 「橋渡し」研究後期とは、主に民間企業からの資

金提供によって運営している研究事業を指す。企

業との共同研究を多数展開するとともに、技術コ

ンサルティング事業の増加を図り、より多くの民

究による技術開発は国際的にも高く評価され、令和

元 年 度 に ア メ リ カ 航 空 宇 宙 局 (National 

Aeronautics and Space Administration; NASA)か

ら 2つの賞（William T. Pecora Awardおよび NASA 

Group Award）を受賞した。この他、深海曳航式の

高精度探査システムの開発、未利用資源の窯業原料

化、地中熱の利用技術の開発、地球観測衛星データ

の運用・品質管理のための技術開発、表層土壌の環

境リスク評価等を重点的に行い、これらは民間への

技術や製品の提供につながる成果である。また、熊

本地震の緊急対応及び調査研究から得られた知見

は、国の活断層の長期評価に反映されうるデータに

なると同時に、住民の意識啓発や復興計画、防災対

策等に活用された。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「1/5万分地質図幅をはじ

めとする多くの地球科学図を計画以上に出版した

こと、また、国内・国外に対して日本の地質行政の

代表として様々な委員会、会議、プロジェクトで重

要な役割を果たしたことは特筆に値する」、「地球観

測衛星データの品質管理や国際標準化に関して顕

著な成果が得られている」、「地質に関するナショナ

ルセンターとして業務を着実に行っている」、「第 4

期の最終年として、これまでの積み重ねの研究成果

を活用し、各々成果を導出しており、十分な成果が

あがっている」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 ナショナルセンターとしての GSJにとって、社会

における地質情報の利用度増加が「研究開発成果の

普及」の表れであり、最重要の課題でもある。近年、

ウェブ配信におけるアクセス数が上がり続けてい

ることから、地質図をはじめとする地質情報に関す

る認知度は着実に向上していることは確認できる

ものの、更なる利活用へ拡大していくためには、よ

り一層、地質情報の利便性の追求と、国・自治体・

民間企業など社会への成果のアピールが課題であ

る。この対応として、地質情報の価値・利用法を分

かり易く社会に提示し、新たなサービス産業創出に

えた研究を

展開してい

る。 

国際標準化

への取組も

通じて、国内

のみならず、

国際的な連

携による新

たな宇宙ビ

ジネスやサ

ービスの創

出につなが

ることが期

待される。ま

た、衛星デー

タ（デジタル

資産）の長期

アーカイブ

という運用

上の課題を

解決するた

めに、企業と

の連携を推

進している

ことは、様々

なデジタル

資産の長期

アーカイブ

に関する連

携企業のビ

ジネス展開

が今後期待

されるとい

う将来性を

踏まえ、特に

高く評価で

きる。 

 

定量的な評

価指標の「民

間資金獲得
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ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見
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ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を
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範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ
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 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

間企業への研究協力を推し進めた。特筆すべき成

果として以下が挙げられる。100 ℃以下の低温廃

熱を利用可能な粘土系素材を用いた蓄熱システム

の開発では、蓄熱材の改良と可搬型の蓄熱システ

ムの実用化試験により、実用レベルの蓄熱密度を

達成し、平成 28年度及び令和元年度にプレスリリ

ースを行った。また、人工知能 (Artificial 

intelligence; AI)を導入した微化石（地層中に含

まれる数マイクロメートルから数ミリメートルの

大きさの生物の化石）の自動鑑定・分取システム

の開発を民間企業と共同で実施し、平成 30年度に

開発したシステムについてプレスリリースを行っ

た。深海曳航式の高精度探査システムの開発では、

産総研計量標準総合センターとも連携したマルチ

パッケージ化を推進し、平成 30年度には民間企業

への技術コンサルティングを実施した。ASTER 

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer)データの運用と利活用に

関する研究では、平成 28年 4月に衛星データに品

質管理の付加価値を付けた「ASTER-VA」の無償提

供を開始した他（平成 28年度にプレスリリース）、

令和元年度にはパナソニック社と共同でデータの

長期アーカイブ環境の整備を行った。この他、未

利用資源の窯業原料化に関する研究開発等、多岐

にわたる研究項目を実施した。社会ニーズに応え

る成果を社会に橋渡しする研究として、地震発生

時や火山噴火時の緊急対応を行った。特に、平成

28年度の熊本地震では地震発生直後に緊急調査を

実施し、地震調査研究推進本部への報告と GSJ ウ

ェブサイトでの迅速な発信を行った。 

 

 民間資金獲得額の目標達成に向けて、平成 27年

度には産総研の他領域の研究企画室とも情報を共

有し、異なる領域、地域センターに跨るマーケテ

ィング機能を強化した。また、平成 27年度以降、

GSJ 幹部とイノベーションコーディネータ(IC)に

よる GSJ 技術マーケティング会議を原則毎月開催

し、ICが継続的に集約した外部資金の状況やマー

ケティング情報を共有し、結果をユニットへフィ

ードバックしてきた。平成 28年度からは GSJ幹部

や IC による企業訪問など直接的なマーケティン

グに加え、つくば及び地域センターでのテクノブ

繋げていくことに努める。例えば、地質情報のオー

プンデータ配信を推進する役割を果たしている「地

質図 Navi」についての定常的なコンテンツの更新

や、20万分の 1日本シームレス地質図 V2等と国土

交通省国土地理院の「地理院地図」とのリンクなど

による機関連携を通して、地質情報の一層の普及と

その二次利用等の利便性の向上に取り組む。また、

地質標本館を核としたアウトリーチを進めるとと

もに、つくば以外の産総研地域センターのイベント

及び地質情報展等の出展を通して、日本各地の人々

に、地質から受ける恩恵やリスクについて、分かり

やすく伝えることに努める。 

 

額」は達成度

100％と目標

を達成した。

その他の指

標は「知財の

量的状況」

140％、「論文

被引用数」

129％、「人材

育成」150％、

モニタリン

グ指標の「論

文発表数」も

125％と、い

ずれも目標

を大きく上

回る顕著な

成果を挙げ

ている。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

ある「民間資

金獲得額」を

始めとする

定量的な評

価指標がい

ずれも目標

を上回って

達成してい

ること、複数

の顕著な成

果が創出さ

れたことを

踏まえ、「Ａ」

と判断した。 

 

＜今後の課

題＞ 

・より安定

的に民間資
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るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

リッジフェア、GSJシンポジウムの他、学会活動を

通じた専門家集団としての交流に基づくマーケテ

ィングを活用した。こうした取組の結果、第 4 期

中長期目標期間中の民間資金獲得額を増加させ、

令和元年度には目標額 3.4 億円のところ 3.4 億円

を獲得した。 

第４期中長期目標期間中の民間資金獲得額の推移

は以下の通りである。  

  平成 27年度：0.8億円（目標値 1.5億円） 

 平成 28年度：2.5億円（目標値 2.0億円）    

 平成 29年度：2.4億円（目標値 2.5億円）    

 平成 30年度：3.7億円（目標値 2.9億円）  

  令和元年度：3.4億円（目標値 3.4億円） 

 

 また、平成 29年 1月に創設した募集特定寄附金

制度ジオバンク(GeoBank)を運用し、民間企業ある

いは個人からの寄附を受けながら、地質調査技術

研修等の人材育成を通して社会への還元を行っ

た。平成 30年度には、ジオバンク事業として、ア

ジア地域における地質情報の利用支援のため GSJ

国際研修を開始した。さらに、平成 30 年度には、

産総研初のクラウドファンディングによるアウト

リーチ活動のための資金調達に成功し、「地質情報

展 2019北海道」を開催した。 

 研究職員採用においては、優秀かつ多様な人材

の獲得のため、従来のように博士号取得者を公募

対象とする一方、平成 29年度から修士卒も一部公

募対象として育成型の研究員採用を開始し、平成

29 年から毎年 3 名の修士卒研究員を採用してき

た。また、第 4期中長期目標期間中の 60名の採用

のうち、女性研究者は 16名、外国籍研究者は 3名

であり、女性研究者採用では産総研目標の 18％を

大きく上回る実績を上げた。イノベーション人材

育成においても、目標値を上回るリサーチアシス

タント及びイノベーションスクール生の採用・育

成を行った。シニア世代の活用では、第 4 期中長

期目標期間中の定年退職者 46名のうち、8割以上

の 37 名（令和元年度は退職者 14 名全員）を招へ

い研究員、テクニカルスタッフ、シニアスタッフ

等の契約職員として適材適所に配置し、ベテラン

人材としての能力・経験の最大活用を図った。 

 さらに、各研究開発事項、論文の合計被引用数・

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見

据えるとと

もに、既に実

施している

OILに参加し

ている大学

などの多様

な研究者、産

学連携コー

ディネータ

などの取り

込みを図り、

よりグロー

バルでオー

プンな形で

の産官学共

同研究を実

施していく

ことが重要。

このような

プラットフ

ォームを構

築すること

により、企業

連携を担う

人材不足の

解消や企業

連携を促進

するための

支援人材不

足が解消さ

れることが

期待される。

加えて、様々

な段階での

共同研究が

展開され、共

同研究の暗

黙知的ノウ

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

発表数、イノベーション人材育成人数等について

は、年度ごとの計画における目標を定め、国内外

との連携活動、研究成果の情報発信や人材育成等

の達成のため、GSJが持つ人材、技術及び技能、知

的財産（特許、著作物等）、施設及び組織力、社会

とのネットワーク等を最大限に活用しながら多く

の成果を達成した。令和元年度の論文発表数は目

標値 150 報のところ 188 報、論文の合計被引用数

は目標値 2,100回のところ 2,708回であった。 

 

ハウが形式

知化され、よ

り効率の良

い共同研究

が展開され

ることが必

要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得

における評

価等を見て

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両

輪の関係に

あるので、両

者がトレー

ドオフの関
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大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 

・全体のマ

ネジメント

については、

今回より、未

達の要因分

析と対応策

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの

共有を強化

することが

求められる。 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

  第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は令和

元年度までに 10件（うち令和元年度実施の件数：

5 件）である。また、これらの事業化の実績として、

知的財産の譲渡契約及び実施契約は令和元年度ま

でに 1件（うち令和元年度契約の件数：0件）、製

品化は令和元年度までに 1 件（うち令和元年度製

品化の件数：0件）である。 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

 「橋渡し」研究につながる基礎研究（目的基礎研

究）おける評価指標である論文の合計被引用数の

第 4 期中長期目標期間中の推移は以下の通りであ

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：・レアアース泥を含む海洋鉱物資源の調査 
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礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

載する。 

 

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

る。  

 平成 27年度：1,599回（目標値 無し）  

 平成 28年度：1,851回（目標値 1,700回）   

 平成 29年度：1,947回（目標値 1,750回）   

 平成 30年度：2,115回（目標値 1,800回）  

 令和元年度：2,708回（目標値 2,100回）  

  

 モニタリング指標である論文発表数の第 4 期中

長期目標期間中の推移は以下の通りである。  

 平成 27年度：127報（目標値 120報）   

 平成 28年度：130報（目標値 130報）   

 平成 29年度：188報（目標値 130報） 

 平成 30年度：185報（目標値 140報）  

 令和元年度：188報（目標値 150報）  

  

 令和元年度の論文の合計被引用数は目標値

2,100 回に対して 2,708 回、論文発表数は目標値

150報に対して 188報（内、IF4以上の国際誌論文

43報）であった。 

 GSJの研究成果については、その成果を国内の事

業者・自治体が利用することも多いため、国内誌

への発表も重視している。令和元年度は、地球科

学分野で代表的な学術誌である「地質学雑誌」に

は 47論文中に 189回、「地学雑誌」には 54論文中

に 41回、GSJ出版の地質図幅等が引用されており、

GSJのプレゼンスの高さを示している。平成 27年

度～令和元年度の合計では、「地質学雑誌」には 237

論文中に 732 回、「地学雑誌」には 224 論文中に

155回、GSJ出版の地質図幅等が引用された。 

 

 「橋渡し」につながる目的基礎研究の成果とし

て、以下の研究項目が挙げられる。 

 

・レアアース泥を含む海洋鉱物資源の調査 

 我が国は、四方を海に囲まれ、その恩恵を享受

して成り立ってきた。排他的経済水域(Exclusive 

Economic Zone; EEZ)を含めると世界第 6位の海域

を有する海洋国家であり、国土面積の約 12倍の海

域を管理している。日本周辺には、海岸から沖合

に向けて急峻で深い海が広がっており、その海底

には社会の持続的な発展に不可欠な海洋鉱物資源

が相当量賦存していると推定されている。我が国

 本研究は、社会の持続的な発展に不可欠な希少鉱

物資源開発の事業化を進め、我が国の基幹産業の発

展に向けた資源の安定供給に貢献するのみならず、

安全保障の観点からも大きな意義を持つ。本 SIPプ

ログラムにおいて開発する調査・探査技術について

は、その実用性・効果を検証した上で、民間企業で

商業的に利用可能とすべく戦略的に技術移転を行

えば、「深海資源の産業化モデル」を構築すること

につながる。そのため、技術移転を受けた民間企業

が、国内外における深海調査における探査ツールの

提供、深海資源調査技術サービスの提供、応用技術

サービスの提供、深海資源生産技術サービスの提供

等の幅広い機会にこの調査・探査技術を活用できる

よう、システムとしての成熟化を図る。産学官の密

接な連携を通じて、研究開発の成果が将来にわたっ

て円滑に継承・発展されるような仕組みを整備する

ことで、海洋調査産業の更なる活性化につながる。 

 

・7〜9 世紀の南海トラフ地震に伴う津波痕跡の発

見 

 東海地震の発生記録を 7世紀にまで拡張し、統計

的な将来予測のベースとなる地震の発生回数、再来

間隔の情報を増加させることにより、国が行う南海

トラフ長期評価の信頼性向上への貢献が期待され

る。また、東海地震と南海地震がペアで発生するこ

とや東海・南海地震の連動の実例を示したことで、

国民の防災意識の向上が期待される。 

 本研究成果は、プレスリリース記事へのアクセス

数も多く、新聞等で約 40件報道された（朝日新聞、

読売新聞、毎日新聞（ウェブ）、産経新聞等）。また、

科学雑誌 Newtonにも掲載され、海外版 Newtonから

も掲載依頼が寄せられた。その他、令和 2年 3月に

静岡新聞社より刊行された書籍「静岡の大規模自然

災害の科学」において、太田川低地の津波堆積物に

関するコラムの執筆依頼（2ページ）に対応する等、

大きな反響を呼んだ。 

 

・火山岩精密年代測定手法の開発 

 本研究成果は、プレートテクトニクス理論の第一

級の未解決課題であるプレート沈み込み開始過程

の解明に直結する学術的に重要な成果であり、

Earth and Planetary Science Lettersで公表した

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 
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する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

の管轄海域の深海底に賦存する希少鉱物資源の開

発が経済的に可能になれば、我が国の基幹産業の

発展に向けた資源の安定供給に貢献するのみなら

ず、安全保障の観点からも大きな意義を持つ。こ

の様な背景から、平成 30 年 7 月から第 2 期 SIP

（ Cross-ministerial Strategic Innovation 

Promotion Program; 戦略的イノベーション創造

プログラム）海洋課題「革新的深海資源調査技術」

が開始された。GSJでは、日本周辺海域の海洋地質

学的研究及びその成果物である海洋地質図の出版

を行っており、海域の地質調査による資・試料の

取得からその解析・分析まで一貫して遂行できる

組織として、本 SIP プログラム中の 1 テーマ「レ

アアース泥を含む海洋鉱物資源の賦存量の調査・

分析」を主導し、他省庁との連携を推し進めつつ、

国立研究開発法人海洋研究開発機構 (Japan 

Agency for Marine-Earth Science and 

Technology; JAMSTEC)や高知大学、民間企業と一

体となって研究開発を実施している。調査では、

南鳥島海域のレアアース泥の高濃度分布域で、開

発ポテンシャルの高いサイトの絞り込みを行って

いる。当該海域で既存データを保有する独立行政

法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（Japan Oil, 

Gas and Metals National Corporation; JOGMEC）

との連携も行い、取得データに既存データを加え

て、音響層序を基にした表層堆積物の層相解析と

地質学的なマッピング、各種地球科学的指標の特

定を進めている。平成 30年度に 3航海、令和元年

度に 2 航海の計 5 航海の調査を実施し、レアアー

ス泥の調査解析に有効とされていたピストンコア

の採取、船上地層探査装置(Sub Bottom Profiler; 

SBP)による浅層構造探査で高密度データの取得に

成功した。令和元年度は、GSJの深海曳航式高精度

探査システムを用いた調査航海を行い、水深 6,000 

m海域での高解像度 SBP の取得に成功した。また、

通常のピストンコアによる採泥に加えて、ジャイ

アントピストンコア(Giant Piston Core; GPC)の

採取も実施し、海底面下 17 mを超える深さのコア

採取も行った。本 SIP プログラム開始から約 1 年

間で取得してきた 61本のコアから、当該海域の地

下情報を詳細に検討した。平成 30年度から実施し

てきた資料および試料の解析も進め、結果として

論文は、高被引用文献（Geosciences の分野で上位

1%以内）としても評価された。沈み込み帯がどのよ

うに形成されるのかを解明することは地球科学の

重要課題の 1 つであり、日本列島のような島弧火山

列が、どのようなプロセスで形成を開始し、成長し

てゆくのかという、我々の住む大地の形成とその後

の変遷の理解につながるものである。本研究で培っ

た過去の火山活動の高精度な年代決定技術は、今後

の火山活動予測の上でも非常に重要であり、火山防

災に不可欠な技術である。令和元年度には、初期島

弧の形成に関する年代学的・岩石学的研究につい

て、日本火山学会優秀学術賞を受賞した。 

 

・メタン生成菌によるメタンの生成に関する調査・

研究 

 平成 28 年度、石炭を直接かつ単独でメタンに変

換するメタン生成菌を発見し、その成果が Science

誌に掲載された。様々な油ガス田の地下環境に棲息

する微生物が根源有機物をメタンに変換するポテ

ンシャルを有すること、また、独自の微生物メタン

変換促進剤によりその機能が賦活化されることは、

深部未利用の石炭や枯渇油田の残留原油をメタン

に変換することによる天然ガスの増産技術の可能

性を示す重要な発見である。特に、原油炭化水素を

効率的にメタンに変換する微生物コミュニティを

東北地方の油田から獲得したことは、本微生物コミ

ュニティの枯渇油田への注入によって地下に残っ

た大量の原油をメタンに変換し天然ガスとして回

収する新たな資源技術の創成への道を開くもので

ある。 

 

・超臨界地熱発電技術の研究開発 

 我が国は令和 32 年以降に超臨界地熱資源による

国内発電総容量を数 10 GW 程度にすることを目標

にしており、二酸化炭素排出量の大幅な削減が期待

される（数千万 t/年）。超高温の地熱資源開発はア

イスランド、米国等の諸外国でも注目を浴びてお

り、我が国が先導して研究開発を行うことにより、

超臨界地熱資源開発・発電分野における国際的な市

場競争力の確保も期待できる。 

 

・地下資源開発に伴う誘発地震に関する調査・研究 
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レアアースの濃集パターンを見出し、有望海域の

絞り込みに目処を立てることができた。加えて、

高解像度 SBP のデータとピストンコアの情報を比

較し、深海曳航式高精度探査システムを用いた高

分解能データの有効性を実証できた。これらの成

果を取りまとめ、令和元年度 11月には「2019年度

深海資源調査技術報告会」で 500 名規模の中間報

告を行い、新聞等でも報道された。本 SIP プログ

ラムは、GSJ も参画した第 1 期 SIP 海洋課題「次

世代海洋資源調査技術」（SIP第 1期）を継承して

おり、SIP 第 1 期で得られた研究成果は、平成 27

～30年度に IF付国際誌 8報で公表した。 

 

・7〜9世紀の南海トラフ地震に伴う津波痕跡の発

見 

 南海トラフで起こる巨大地震が、いつ、どこで、

どのような規模で発生してきたかは、巨大地震と

災害の予測に重要な情報であり、これまでは、主

に歴史記録に基づいて復元されてきた。しかし、

東海地震は確実な歴史記録が 12 世紀以降に限ら

れ、より長い記録が残る南海地震と比べて繰り返

しの履歴がよく分かっていなかった。また、東海

地震と南海地震は数日から数年の時間間隔をおい

てペアで起きた例が幾つかあるが、毎回ペアで起

きたかどうかは明らかでない。この問題の解決に

は、特に、887年と 684 年の南海地震に対応する東

海地震の発生を確認することが重要である。887年

の南海地震については、同日に強い地震動が東海

地域を含む広範囲で感じられた記述があり、東海

地震の発生を伺わせるが、津波の証拠が得られて

おらず、東海地震の発生が確定できていない。684

年の南海地震についても、近い時期に東海地域で

形成された液状化痕が見つかっているが、やはり

津波の証拠が未発見であった。この問題を解決す

るために、平成 26年度までに、静岡県西部の太田

川の河川拡幅工事で現れた海から陸へ向かって約

1 ㎞にわたって連続する深さ約 4 m の地層断面を

対象に、津波堆積物の調査を行い、試料分析等を

実施した。平成 27～30年度は、地層の組成や堆積

構造の分析結果、放射性炭素年代測定結果等に基

づいて、4枚の津波堆積物を識別するとともに、津

波の発生年代の推定精度を向上させた。4 枚の津

 得られた成果は誘発地震に関連するリスクの評

価及び低減に資するものであり、国内外における地

熱開発や CO2地中貯留等の分野への展開が期待され

る。発表した一連の論文は、現在急増しつつある後

続研究の前駆的な成果として注目されており、産学

官連携によるプロジェクトの推進や地下資源開発

分野での事業化の促進に貢献する。また、マルチス

ケール（室内から現場）・マルチアプローチ（実験、

現場調査とデータ解析、数値解析）による誘発地震

解析フレームワークとツール群が整備されたこと

により、様々な地下資源開発分野への波及も期待さ

れる。 

 

・微生物を利用した複合汚染の完全浄化を目指し

た研究開発 

 クロロエチレン類を完全分解可能な唯一の微生

物である嫌気性デハロ菌が、好気環境でも生息可能

であることを発見したことにより、これまで困難と

されていた複合汚染の浄化が可能となり、浄化事業

促進への寄与が期待される。また、新規法規制物質

であるクロロエチレンの分解挙動に関する知見は

行政施策に利用され、社会への貢献につながる。 

 

・サンゴとサンゴ礁に関する研究 

 本研究成果は、近年問題となっている、環境変動

により白化したサンゴの回復や、それによるサンゴ

礁の修復に役立つ可能性がある。また、平成 29 年

度には、サンゴ飼育技術に関する特許 1件を出願し

たほか、第 32回海洋化学学術賞を受賞した。 

 

・走査型磁気顕微鏡の開発と運用による成果と国

際展開 

 英国、米国、韓国、ノルウェーの 4か国の大学・

研究機関と走査型 SQUID 磁気顕微鏡を用いた国際

共同研究を進めており、研究レベルの高い複数の国

際拠点との共同研究の継続と発展によって、産総研

及び日本の研究レベルが向上し、世界トップレベル

の研究の中心（ハブ）として本分野を先導すること

ができる。 

 

・海外卓越研究員招聘事業による磁性分野先端的

研究の展開 
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波堆積物の年代は 7 世紀末頃、9 世紀末頃、11 世

紀から 12世紀、15世紀後半から 17世紀初頭と推

定された。 

 令和元年度は、太田川低地で確認された津波の

情報を加えて、南海トラフ全体について過去 1300

年間の巨大地震の繰り返しを再検討した。この結

果、9 世紀末頃に東海地方沿岸で津波が発生した

という新事実が判明し、887年 8月 22日の南海地

震（仁和地震）の発生時に東海地震が同時に発生

したという歴史記録に基づく仮説を裏付けること

となった。7世紀末頃の津波は、年月日を示す記録

がないため、同時かどうかまでは分からないもの

の、684年の南海地震と近い時期に東海地震が起き

たことを確実にした。先行研究も総合すると、過

去 1300 年間では東海地震は 7 世紀末から 1944 年

東南海地震までの9回、南海地震は684年から1946

年の地震まで 8回が確認できた。再来間隔は 90年

から 265年である。東海地震と南海地震は 1498年

明応地震を除いてペアで起きており、その間隔は

2 日から数年程度である。東海地震と南海地震が

同時に発生した例は、1707 年宝永地震以外に 887

年仁和地震が確実となった。以上の研究成果は、

平成 28 年度に IF 付国際誌 1 報で公表した他、令

和元年度には IF付国際誌 1報で公表し、プレスリ

リースと 10件以上の取材対応を行った。 

 

・火山岩精密年代測定手法の開発 

 火山活動の評価や地質現象の解明においては、

過去に起きた活動時期の精密かつ正確な決定が不

可欠である。そのため、火山岩の Ar/Ar 法（アル

ゴン－アルゴン法）による高精度な年代測定シス

テムの開発・改良を続けてきた。また、鉱物単結晶

あるいは火山岩数 mg（ミリグラム）という非常に

微小量の試料に対して、高精度な年代決定を可能

とした。平成 27～28年度には、Ar/Ar年代測定シ

ステムを新たに立ち上げ、測定の自動化により国

内随一の高精度データを多量に生産できる体制を

確立した。平成 30年度には、このシステムにより

海底掘削コア試料について系統的に高精度の年代

データを生産することで、これまで不明であった

伊豆－小笠原－マリアナでの初期島弧の形成史に

ついて、詳細な時間軸を入れて復元することに世

 本事業の成果は、磁性に関わる学問の基盤を支え

る部分で重要となる磁化逆転過程に関する解析手

法・解釈の改善と分析精度・利便性向上につながる。

学術誌上で出版された FORC 法のシミュレーション

に関する論文は、実測定データと比較を行う上で基

盤的情報となり、磁性体の非破壊評価手法の発展、

及び未知の磁性粒子集合体や混合物、特に社会的重

要性が増しつつあるナノ磁性体の判別への貢献が

期待される。また、暫定公開中であったシミュレー

ションデータを活用した機械学習トレーニングを

導入した機械学習ソフトウェア(FORCsensei)を、令

和元年度、よりユーザビリティの高いサーバに移

行・公開した。また、新たな測定装置の導入により、

高速・高性能・高温対応の FORC測定が可能となり、

上記シミュレーション及び機械学習ソフトウェア

とあわせて、特に生体や環境、産業界や医療での重

要性が社会的に認識されつつあるナノ磁性体の同

定と成因解明への利活用が期待される。 

 

・応力マップの整備と地震規模・発生評価 

 10 kmメッシュという、これまでのおよそ 3倍の

高分解能での地殻応力マップができたことにより、

将来発生するマグニチュード 6 クラス以上の地震

の最大規模や発生様式の評価が可能となった。さら

に粘弾性応答を高速計算するアルゴリズムの開発

は列島規模地震発生サイクルシミュレーションへ

の展望を開くものであり、応力マップも活用するこ

とで、地域の地震ポテンシャル評価の信頼性向上へ

の道が開け、安全・安心な社会の実現に貢献する。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「Ｓ」とす

る。 

 なお、評価委員からは、「当初の計画以上に基礎

研究が進展しており、今後の展開が期待される」、

「総じて、研究目的へのフォーカス、成果の意義、

今後の展開が具体的でクリアに認識されるまでに

研究が進んでいる」、「他の目的のために掘削された

露頭を使って東海地震の履歴を明らかにしたり、レ

アアース泥の探査に橋渡し後期の深海曳航式シス

テムを利用するなど、センターの組織力を活かした
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界で初めて成功した。これには、採取試料から二

次的な変質作用等を免れた極めて微細な部分を抽

出し、高精度で年代を決定する必要があり、この

目的を達成できる装置は世界中でも数台しか稼働

していない。研究成果は、平成 27～30 年度に、

Earth and Planetary Science Letters（IF=4.4）

を含む IF付国際誌 28報で公表した。 

 

・メタン生成菌によるメタンの生成に関する調

査・研究 

 燃料資源として重要な天然ガスの約 20%は微生

物起源と推定されている。しかしながら、石炭・ケ

ロジェン・原油などの根源有機物が天然ガスの主

成分であるメタンに変換されるメカニズム（反応

経路や関与微生物）の詳細はほとんど未解明であ

る。多様な油ガス田を対象に本メカニズムを明ら

かにし、天然ガスの成因解明・資源量評価に貢献

するとともに、関与微生物の機能の賦活化による

天然ガスの増産やエネルギー増進回収へつながる

資源技術の創成を目指している。平成 27～29年度

は、国内油田から分離したメタン生成菌 

Methermicoccus shengliensis がメトキシ芳香族

化合物をメタンに変換する機能を見出し、新規メ

タン生成経路を半世紀ぶりに発見した。また、こ

のメタン生成菌が単独で石炭をメタンに変換する

活性を検出した（IF付国際誌 1件、Mayumi et al, 

2016, Science, 平成 29年度産総研論文賞受賞）。

平成 30年度は、東北地方の油田の地層水を用いた

高圧培養による芳香族炭化水素をメタンに変換す

る微生物コミュニティの安定培養法を確立した。

また、その微生物コミュニティの網羅的遺伝子解

析を実施し、その反応経路と関与微生物を解明し

た。さらに、独自に開発した「微生物メタン変換促

進剤」を同油田の地層水に添加することで、微生

物コミュニティがより効率的に炭化水素を分解し

メタンを生成することを発見した。次に、南関東

ガス田におけるヨウ素回収後の地層水の再圧入に

伴い、硫黄代謝とメタン酸化に関与する細菌・古

細菌が地層水中に増加することを見出し、人為的

な環境変動に対する地下微生物群集の応答事例を

発見した。これらの研究成果は平成 27年～平成 30

年度に IF付国際誌に 16件発表した。 

特徴的な研究が認められる」、「東南海地震の歴史を

埋める津波堆積物研究の重要な成果がうまれた」、

「津波堆積物の成果を高く評価する。地質学的な基

礎知識+産総研の力を生かした研究成果」「インパク

トファクターの高い論文誌への投稿、また、論文被

引用数が顕著に増えており、研究のインパクトが評

価できる」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 公的機関や民間への橋渡し研究に取り組みなが

らも、民間企業ができない、あるいは GSJのミッシ

ョンに即した次世代研究シーズを創出していくこ

とが課題である。そのために、アウトカムに配慮し

つつ、自由度のある研究を実施する環境を整備する

ことに注力する。特に発想が柔軟な若手研究者向け

に萌芽的課題を公募することで革新的なテーマを

発掘し、研究を奨励する。そして、更なる科学研究

費等公的資金・国家プロジェクトへつなげたシーズ

の育成や民間資金の獲得につなげていく。 
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 令和元年度は、民間資金共同研究 3 件、受託研

究 2件、科学研究費補助金等助成金研究 11件等の

下、東北地方の油田から採取した原油分解メタン

生成微生物群による原油-メタン変換効率に関す

る研究成果をまとめた。さらに当該微生物の効率

的な培養技術の開発を進めつつ、当該微生物を用

いた原油-メタン変換回収技術の現場適用を見据

えたフィールドテストの詳細スケジュールを起案

した。その他、微生物起源メタンハイドレートが

賦存する海底堆積物に代表される嫌気環境におい

て、普遍的かつ優占的に生息する系統群に帰属す

る新門新種の細菌の分離培養に、世界で初めて成

功した。この細菌株は原核生物の常識を覆す新奇

な特徴とも言えるゲノム DNA を包む膜を持ち、生

態学のみならず、分類・進化学的にも非常に重要

な発見となった。本発見の先見性を確保するため、

生命化学分野プレプリントリポジトリ bioRxiv に

公開したところ、1 か月間の論文ダウンロード数

で、全論文約 60,000 報中 70 位と非常に高い関心

を呼んだ。 

 

・超臨界地熱発電技術の研究開発 

 従来の地熱発電に利用されている地熱貯留層よ

り深部の高温高圧条件下に、海洋プレートの沈み

込みに伴い地下深部に引き込まれた海水を起源と

した超臨界地熱資源が存在することが明らかにな

りつつある。これを熱源とする超臨界地熱発電は、

令和 32 年以降の我が国のベースロード電源の一

翼を担うことが期待され、内閣府が策定したエネ

ルギー・環境イノベーション戦略においても重要

な研究課題の一つと位置付けられている。GSJ は

国内研究者を取りまとめ、リーダーシップを執っ

て、平成 27年度に超臨界地熱発電の可能性検討を

行い、東北地方を中心に超臨界地熱資源を用いた

商用発電が可能なことを見出した。その後、詳細

な調査を行い、平成 28 年度には 1 地点で 100 MW

以上の超臨界地熱発電について、30年間の平均単

価が 9.8～15.0円/kWhであり、原子力発電の約 10 

円/kWh に匹敵することを示した。さらに平成 30

年度から試掘へ向けた事前調査を開始した。令和

元年度は、平成 30年度に引き続き、NEDOからの委

託を受け、北海道、東北、九州の有望 3 地域で自
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然電磁波探査、自然地震解析、坑井データ、地質

学・地球化学的データの取得を行い、各地点の超

臨界地熱システムをモデル化した。このモデルを

使用して、抽熱・発電シミュレーションを行い、各

地点で 100 MW 程度の発電が可能であることを示

した。また、経済産業省からの委託を受け、超臨界

地熱システムの地震探査・微小地震モニタリング

を目的とした 550 ℃の環境で動作可能な光ファイ

バセンシングシステムを開発した。 

 

・地下資源開発に伴う誘発地震に関する調査・研

究 

 近年、地下資源開発に伴う誘発地震が急増し、

大きな社会問題となっている。中国の四川盆地で

は、廃水処分・岩塩生産・シェールガス開発等の現

場において、被害性地震を含む大規模な誘発地震

が発生している。本研究は、四川盆地を対象とし、

誘発地震に関連するリスクの低減を目的とする。

平成 27～29年度は、誘発地震が多発したシェール

ガス現場でのデータを収集し、解析ツール群の開

発を行った。また、現地から採集した代表的な岩

石試料を用いて注水破壊試験を実施した。平成 29

年度は、シェールガスサイトで観測された平成 29

年 2 月までの地震に対し、データ解析や数値シミ

ュレーションを含む総合的な研究を行い、地震と

地下注水の関連性を明らかにし、誘発地震の統計

学的な特徴及び発生条件を明らかにした。平成 30

年度は、断層の再活動の早期検出を目指し、

Template-Matching 等による微小地震の検出技術

を開発した。令和元年度は、平成 29年後半から平

成 31 年 2 月までの地震を詳しく解析し、平成 30

年 12月に発生したマグニチュード 5.7の地震とシ

ェールガス開発のための比較的短期的な注水活動

との関連性を明らかにした。この地震は、世界中

のシェールガス開発の中でも、最大の誘発地震で

あるため、大いに注目されている。また、隣接する

岩塩生産場における 30 年に及ぶ長期的な注水に

伴う地震活動、特に、令和元年 7 月に発生したマ

グニチュード 6.0 群発地震に対し、震源の再決定、

地震の発生機構の解析、応力パターンインバージ

ョン等を含めた総合的なデータ解析を実施した。

以上の研究成果は、平成 27～30 年度に IF 付国際
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誌 4 報（Scientific Reports 等）、令和元年度に

IF付国際誌 2報（Seismological Research Letters

等）で発表した。 

 

・微生物を利用した複合汚染の完全浄化を目指し

た研究開発 

 トリクロロエチレン等に代表されるクロロエチ

レン類による汚染は国内だけで 10 数万か所以上

潜在し、大きな社会問題となっている。環境微生

物を利用した浄化は環境に優しくかつ安価である

ため、脚光を浴びているが、複合汚染への適用は

困難とされていた。本研究では、複合汚染の微生

物による浄化メカニズムを解明し、技術開発を行

うことで、微生物を利用した浄化を社会に普及さ

せることを目指している。平成 28年度には、残留

性有機化合物の自然減衰メカニズム等を解明した

他、国内複数汚染サイトの試料の分析結果よりク

ロロエチレン類を完全分解可能な唯一の微生物で

ある嫌気性デハロ菌が好気環境でも生息可能であ

ることを発見し、複合汚染の分解実験にも成功し

た。関連成果を国際誌に発表したところ、3 年で

2,100 件以上のダウンロードを記録した。平成 29

年度には、安定同位体標識技術による複合汚染分

解微生物の新規発見の国際誌公表に至り、環境省

受託研究環境研究総合推進費により、新規法規制

物質であるクロロエチレンの分解挙動の評価を開

始した。平成 30年度には、クロロエチレンの分解

を促進及び阻害する要因を解明するとともに、親

物質及びその他の物質が共存した複合汚染条件下

での分解特性を評価した。以上の研究成果は、IF

付国際誌 4 報で公表した。令和元年度には、クロ

ロエチレンの分解速度に係る知見を取りまとめ、

分解速度は環境要因によって大きく変動すること

を明らかにした。具体的には、汚染サイトの地下

水の調査結果に基づく緻密な室内分解実験を行う

ことで、クロロエチレンの分解特性を評価した。

また、クロロエタン類との複合汚染条件下におけ

るクロロエチレン分解についても分解特性を評価

した。これらの実験・調査結果に基づき、環境対策

措置に係る行政指導等の施策への提言を行った。 

 

・サンゴとサンゴ礁に関する研究 
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 地球温暖化、海水準（陸地に対する海面の相対

的な高さ）の上昇、海洋酸性化等の地球環境問題

に関係する地質学的諸現象の解明の一環として、

サンゴ及びサンゴ礁を対象にした研究を実施して

いる。サンゴ骨格は過去の気候や環境を記録する

媒体として有用である長所を活用して、地球温暖

化や海洋酸性化の変遷を解明する研究を実施して

きた。また、サンゴ骨格の化学分析により、石灰化

機構を明らかにすることは、近年、海水温の上昇

等の環境変動により頻発しているサンゴの白化

（サンゴが体内から共生藻類を失って白くなる現

象）の解明にも資するものである。さらに、海面指

標となるサンゴ化石及びサンゴ礁地形に注目して

海水準変動に関する研究を進め、今後の海面上昇

に関する知見を収集することにより、将来の気候

変動予測の高度化に貢献する。これらの研究は、

科学研究費補助金を獲得して実施してきた。平成

30年度には、稚サンゴを用いた飼育実験により共

生藻の役割を検討し、共生藻の光合成によりサン

ゴ体内の pH が変化して骨格成長が促進されるこ

とを発見した。これは、サンゴ骨格形成メカニズ

ムや、広大なサンゴ礁が形成される仕組みの理解

にも寄与するものである。また、世界遺産のグレ

ートバリアリーフ海域における科学掘削により得

られた最終氷期最盛期のサンゴ化石の放射性炭素

年代測定値から、最終氷期最盛期における海水準

変動の詳細が復元された。サンゴとサンゴ礁に関

する研究成果は、平成 27～30 年度には IF 付国際

誌 34報の他、平成 28年度に 1件、平成 29年度 2

件、平成 30年度 4件のプレスリリース等で公表・

発信した。 

 令和元年度には、環境研究総合推進費課題「高

CO2 時代に対応したサンゴ礁保全に資するローカ

ルな環境負荷の閾値設定に向けた技術開発と適応

策の提案」を開始した。陸域の人間活動由来の物

質が河川水等を通じてサンゴ礁海域に流出し、サ

ンゴ礁を劣化させている可能性を明らかにし、そ

の負荷の閾値と高 CO2 時代を想定した適応策を提

案すべく、主に沖縄本島を対象にした野外調査を

実施している。また、平成 28年の沖縄県瀬底島周

辺のミドリイシ属サンゴの白化観察記録から、中

程度の高温ストレスが、温度耐性のある遺伝子型
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の選択に有効であることを示唆する結果が得られ

た。さらに、民間企業への橋渡しを見据え、サンゴ

の飼育や白化に関する実験、集団遺伝解析の手法

の高度化にも取り組んでいる。研究成果は、IF付

国際誌 6報で公表した。 

 

・走査型磁気顕微鏡の開発と運用による成果と国

際展開 

 地層・岩石に保存された地球磁場記録を活用し

て地層の履歴を解明することが可能であり、これ

は古地磁気学・岩石磁気学として知られている。

走査型磁気顕微鏡を用いてサブミリメータスケー

ルで分析することにより、残留磁化と各磁性鉱物

を直接結びつけることが可能となり、地層の履歴

を詳細かつ精確に知ることが期待される。これま

で目的達成のために、科学研究費補助金基盤研究

(Ａ)「SQUID顕微鏡による惑星古磁場の先端的研究

の開拓」（平成 25～28 年度）の支援を受けて、超

伝導量子干渉素子 (Superconducting Quantum 

Interference Device;  SQUID)を用いた走査型

SQUID 磁気顕微鏡の開発を金沢工業大学と共同で

行い、平成 27年度から運用に成功している（平成

30年度までの特許 2件、開発論文 2件、応用論文

3 件）。令和元年度には、SQUID 磁気顕微鏡を活用

して、地球創世直後のジルコン結晶が当時の地球

磁場を記録していることを高い信頼性をもって示

した。地球創世直後に十分な強さの地球磁場が存

在したことは、当時の地球の内部構造と地磁気ダ

イナモに制約条件を与えると共に、地球磁場が太

陽風による大気散逸を防ぐことから地球大気と生

命の進化に重要な意味を持つ。地質試料に記録さ

れた地球磁場の SQUID 磁気顕微鏡を用いた高感度

分析を進めることにより、地球環境のさらなる復

元が期待される。なお、この成果の詳細は、米国科

学アカデミー紀要（PNAS誌）で論文発表するとと

もにプレス発表を行った（令和 2年 1月）。また、

科学研究費補助金挑戦的萌芽研究としてアカマツ

樹木年輪を SQUID 顕微鏡によって分析し、微弱な

自然残留磁化が確認された。特に、春目部分に強

い磁化が認められ、アカマツの垂直樹脂道に対応

することが確認された。関連する学会発表・講演

としては、地球電磁気・地球惑星圏学会で 1 件、
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国際超電導シンポジウム(ISS2019)で 1件、米国地

球物理学連合 2019年秋季大会で 2件の発表を行っ

た。また、つくば応用超電導コンステレーション

ズ(ASCOT)のセミナー及びカリフォルニア大学バ

ークレー校で開かれた国際磁気イメージングワー

クショップで依頼講演を行った。 

 

・海外卓越研究員招聘事業による磁性分野先端的

研究の展開 

 海外卓越研究員招聘事業「磁気記録と気候変動

研究における機械学習手法の開発」(FORCaist)は、

平成 29年度予算により 2月から予算執行された。

平成 30年 2月に準備のためにオーストラリア国立

大学の教授 1 名（海外卓越研究員）をプロジェク

トリーダーとして招聘し、オーストラリア国立大

学とクロスアポイントメント契約を結び、平成 30

年 4 月から同教授を含む 4 名の特定フェローによ

る研究活動を開始した。また、ケンブリッジ大学

とインペリアルカレッジロンドンからそれぞれ 1

名招聘し、これに日本人ポストドクター1 名及び

受入担当者（地質情報研究部門）と協力者 1名（産

総研情報・人間工学領域）を加えた計 9 名が実質

的なプロジェクトメンバーである。本プロジェク

トは、FORC法（First-order Reversal Curve; 磁

性物質の磁化逆転過程の詳細を FORC 図として可

視化する手法）によって天然・人工磁性物質の磁

化過程の理解を深め、これを活用して磁気記録・

気候変動研究の推進を行うことを目的としてい

る。地球磁場は過去に極性逆転していることが知

られており、チバニアンで知られる房総半島堆積

物も約 77 万年前の地球磁場逆転記録が申請の根

拠となっている。地球磁場を記録するのは火成岩

あるいは堆積岩に含まれる磁性体（主として磁鉄

鉱）であるが、特に堆積岩に含まれる走磁性バク

テリアの重要性が高まっている。走磁性バクテリ

アは、数十億年前から地球上の至る所に存在し、

体内の鎖状ナノ磁性体を使って磁力線に沿って泳

ぐことが知られている。また、氷期-間氷期などの

気候変動に伴って大陸の気温や降雨量及び風の強

さなどが変動し、そこで生成・運搬される磁性鉱

物の種類や粒径が変動するが、特に遠方まで運搬

されるのはナノ磁性体である。一方、磁気記録メ
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ディアは記録密度と信頼性を高めるための開発が

継続されており、磁気特性に優れたナノ磁性体が

求められている。医療分野でもドラッグデリバリ

ーにナノ磁性体を活用する試みも始まっている。

このように、ナノ磁性体の重要性が近年社会的に

認知されつつあり、その磁化過程について非破壊

評価できる手法の成熟が待たれている。このため

に、機械学習を用いて計算の自動化・高度化と客

観性確保を行うことを第一目標に、FORC測定の精

度向上、実データ・理論計算データの取得と DB化、

FORC法を用いた古環境復元などの応用研究を行っ

た。令和元年度は、FORC法及びその発展形による

シミュレーションを走磁性バクテリアも含む微小

磁性粒子集合体に対して行い、得られた結果を

FORC図として可視化し、IF付国際誌 2報で公表し

た。特に、種類と密集率の異なる磁性体の集合体、

走磁性バクテリアの鎖状磁性体等を磁化の変化パ

ターンから判別できることを示した。今後はシミ

ュレーション事例を増やすことにより、実験デー

タとのより正確な照合を可能にし、磁性体の非破

壊評価手法として成熟させていく予定である。特

に、シミュレーションデータを活用した機械学習

トレーニングの導入により、将来的に磁性体の自

動評価が期待される。上記も含めたプロジェクト

の成果の一部は米国地球物理学連合 2019 年秋期

大会で 3件発表された。 

 

・応力マップの整備と地震規模・発生評価 

 将来発生する地震の最大規模や発生様式の予測

精度を高めていくために、高い空間分解能を持つ

応力マップの作成が急務の課題である。可能な限

り小さな地震を活用することがこの課題を解決す

る鍵であったことから、独自に微小地震（マグニ

チュード 1 以上 3 未満）の解析手法の開発に取り

組み、平成 29年度までに発震機構解（どのような

断層運動が起こったのかを示すもの）とマグニチ

ュードを推定する手法を確立した。そして、これ

まで独自に解析してきた微小地震の発震機構解と

国土交通省気象庁発表のマグニチュード 3 以上の

地震の発震機構解を統合し、平成 29年度に関東地

方の 10 kmメッシュの応力マップを纏めた。これ

は、先行研究のおよそ 3 倍の空間分解能に相当す
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る。このマップを活用した研究成果としては、マ

グニチュードも含めて平成 26 年長野県北部の地

震（マグニチュード 6.7）の断層運動を計算機上で

再現したことが挙げられる。これにより、他の断

層帯においても同様のアプローチにより最大規模

評価を行う展望が開けた。その後、関東地方での

経験を踏まえ、平成 30年度には中国地方の 10 km

メッシュの応力マップを試作した。また、地震の

発生評価に向けた研究にも取り組んだ。例えば、

平成 30年 9月 6日に発生した北海道胆振東部地震

（マグニチュード 6.7）震源の直上には石狩低地東

縁断層帯が存在しており、予察的に作成した応力

マップから、現在の応力場で動きやすい断層に属

していることが判明した。現実的な地下構造（粘

弾性構造）を設定し、今後 20年間にわたる地震の

影響を定量的に評価することに成功した。さらに

大規模地震発生サイクルシミュレーションの実現

に向け、粘弾性応答を高速計算するアルゴリズム

の開発にも成功した。本課題については、平成 30

年度までで IF付国際誌に 9件発表した。令和元年

度には、これまでに取りまとめた関東地方の 10 km

メッシュの応力マップを「地質調査研究報告」に

て論文として出版し、地殻応力場データベースに

反映した。また、中国地方の応力マップの作成に

向けて、マグニチュード 1.5～4.0の小地震の発震

機構解（断層面とすべりの向き）を推定し、令和 2

年度に公表予定である。さらに応力マップの整備

を加速するため、深層学習技術を用いて、発震機

構解を求めるために必要な P 波初動極性（観測点

における P 波の初めの運動方向の上下）を自動的

に読み取るニューラルネットワークモデルを構築

した。本モデルは気象庁によって公開されている

極性読み取り記録（おおむねマグニチュード 3 以

上の地震）及び関東地方の応力マップ作成の際の

極性読み取り記録（おおむねマグニチュード 3 以

下の地震）を用いて訓練した。訓練したモデルを

用いて、全国の内陸で発生した 20 km以浅のおお

むねマグニチュード 3 以下の地震の P 波初動極性

の読み取りを行い、発震機構解を推定した。これ

により、全国の内陸の応力マップを迅速に作成す

る準備が整った。この他、地震の発生評価に向け

た研究成果をとりまとめ、IF付国際誌 1件で発表
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した。 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究前期については、民間企業にはま

だ着手できない、国が先導すべき段階にある研究

開発や、国として推進すべき研究手法の整備等が

該当し、GSJでは各省庁や自治体などからの公的外

部資金で実施している研究事業を主に指す。委託

元としては、経済産業省、また、その所管の独立行

政法人をはじめ、文部科学省、原子力規制庁等が

挙げられる。 

 第 4 期中長期目標期間中の公的外部資金（直接

経費）の推移は以下の通りである。  

 平成 27年度：16.3億円    

 平成 28年度：14.6億円    

 平成 29年度：20.9億円    

 平成 30年度：19.7億円  

 令和元年度：17.0億円  

  

 「橋渡し」研究前期の定量的目標である特許実施

契約件数の第 4 期中長期目標期間中の推移は以下

の通りである。  

  平成 27年度：15件（目標値 10件）    

 平成 28年度：15件（目標値 15件）    

 平成 29年度：15件（目標値 15件）    

 平成 30年度：16件（目標値 15件）  

  令和元年度：21件（目標値 15件）  

 

 主な研究開発の成果として、以下の研究項目が

挙げられる。 

 

・CO2長期重力モニタリングに関する調査・研究 

 CO2地中貯留（CCS）は、即効性の高い温暖化対策

技術の一つであり、国内外において早期の実用化

が求められている。CO2地中貯留の実用化規模に適

用可能な CO2圧入・貯留に係る安全管理技術の確立

を目指し、平成 28年 4月に二酸化炭素地中貯留技

術研究組合を設立・参画し、CO2長期モニタリング

技術の開発等を担当している。その一環として、

超伝導重力計を用いた高精度微重力モニタリング

技術の開発を行っている。我が国では海底下への

CO2貯留が想定されていることから、沿岸域の過酷

な環境下での重力データ取得・解析技術の開発を

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：・CO2 長期重力モニタリングに関する調査・

研究 

 CCS において、圧入した CO2の漏洩を検知する手

法として反射法地震探査があるが、コスト・地元負

担共に大きいことが問題である。そこで、CO2 圧入

停止後の重力変化はごく小さいものの、陸域浅層に

CO2 が漏洩した場合には大きな重力変化が検出され

ることを利用して、長期かつ事業収入のない CO2圧

入停止後の連続監視には重力モニタリング手法を

用い、反射法地震探査は異常発生時のみに用いるこ

とで、モニタリングに係る総コストを大幅に低減さ

せることが可能となる。また、CCS商用化時の大規

模 CO2圧入に際しては、圧入に伴う重力変化も検出

されるため、本研究成果は貯留層に CO2が安全かつ

確実に圧入できているかの確認にも有用である。 

 

・掘削ビットの高性能化に関する研究 

 平成 22 年度における我が国の地熱発電プラント

建設・掘削の市場規模は、約 20 億円と推計されて

いる。本研究で地熱井掘削に適応した高性能な掘削

ビットを開発したことにより、地熱開発の促進に貢

献した。特に、ビットの耐久性の向上は、掘削工期

の短縮及びそれによる掘削コストの削減に寄与す

る。本技術開発により、地熱井掘削におけるリグコ

ストを 2 割程度削減できるものと試算される。ま

た、世界的に遅れていた我が国の PDCビット製造技

術の進歩に寄与し、地熱に限らず、鉱山・土木・エ

ネルギー・環境等様々な分野の事業化を促進する。 

 

・南海トラフ周辺地域の地殻活動モニタリング高

度化の研究 

 SSE の観測による南海トラフの地殻活動モニタ

リングが可能になり、その成果は、地震調査研究推

進本部等を通じて社会へ情報提供されている。ま

た、本研究で開発した観測・解析手法の一部は気象

庁に技術移転され、気象庁による常時監視に用いら

れている。 
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タリング指標

として用いる。 

 

目的として、平成 27年 3月から苫小牧 CCS大規模

実証試験サイトにおいて 3 年半にわたる重力計測

を行ってきた。平成 30年度は、苫小牧サイトにお

いて、深度 5 m及び 10 mの地下水井を 2本ずつ掘

削し、地下水位の連続計測を開始した。3か月間の

地下水位変化の重力データへの影響を補正するこ

とにより、現行で±1 μGal 程度までのノイズレ

ベルの低減を実現した。さらに、苫小牧サイトの

観測配置と 3 次元 CO2プルームを仮定し、CO2の貯

留に伴う重力変化を試算した。その結果、100 万ト

ン/年で CO2を圧入した場合、上記のノイズレベル

において、3 年程度で CO2 貯留過程における重力

変化を明瞭に検知可能であることに加えて、一般

的に陸域側浅層への CO2 プルームの漏洩検知に対

して、高精度重力観測が有効であることを示した。

令和元年度は、平成 30年度に開発した、地下水位

変化が重力データに与える影響を補正する手法に

ついて、その長期適用性を検証した。具体的には、

通年で取得している地下水位データを用いて、234

日間の重力データの補正を行った。その結果、平

成 30 年度に短期間の重力データに対して得たも

のと同等のノイズレベル（±1 μGal程度）を得る

に至り、当該補正手法の長期間のデータに対する

有効性を示すことに成功した。また、将来的な他

サイトへの展開に向け、数値シミュレーションを

用いて各種条件下において CO2 貯留に伴う重力変

化を計算し、超伝導重力計の適用可能範囲の検討

を行った。特に影響が大きいと考えられる貯留層

の浸透性と深度が超伝導重力計の適用性に与える

影響を解明した。 

 

・掘削ビットの高性能化に関する研究 

 地圏の開発・利用・調査等において、岩盤の掘削

技術は必要不可欠であるが、岩盤の掘削コストは

一般に高い。岩盤掘削の低コスト化のために性能

の良い掘削ビットを開発することが重要である。

平成 27 年度から民間企業 2 社と共同で JOGMEC 委

託研究「地熱発電技術に関する委託研究」を受託

し、主に(1)多結晶ダイヤモンド焼結体(PDC)ビッ

トの先端に使用される刃先材の耐久性評価、(2)開

発した PDC ビットの大型掘削試験装置を用いた室

内掘削試験、(3)複数の地熱井掘削現場における実

・表層型メタンハイドレートの調査 

 表層型メタンハイドレートの存在が確認されて

いる海域において、海洋調査を通じて音響地質構造

（ガスチムニー構造）や詳細な内部構造を明らかに

することは、表層型メタンハイドレートの賦存状況

の把握や、表層型メタンハイドレートの海洋産出試

験の実施場所に関する検討につながる。ひいては、

表層型メタンハイドレート開発の商業化に向けた

技術開発の推進に資する。 

 

・産業に不可欠な鉱物資源の安定供給確保のため

の調査・研究 

 公表されているミャンマーの鉱床・鉱徴地の情報

は著しく乏しく、現地政府機関でさえもその正確な

情報を把握できていない現状である。ミャンマー全

土の金属鉱物資源データベースの作成及び現地調

査に基づく具体的な資源開発可能性の提示は、新た

に探鉱する地域の特定や投資する鉱床の選定に直

接関係するため、橋渡しとして重要な取組であり、

ミャンマーにおける資源開発への道を開くもので

ある。 

 

・ドローン等の無人機を利用した物理探査技術に

関する研究 

 当該システムの成果発信により、ドローンを活用

した物理探査技術開発の機運を高め、また、災害分

野だけでなく、農業分野や鉱物資源探査等への適用

可能性も見出された。広域で浅層を対象とした地盤

調査や土壌汚染調査への適用が可能であり、探査効

率向上・コスト削減にもつながるため、様々な産業

分野への展開が期待される。本技術についてプレス

リリースを行った平成 29 年度以降、本技術は新聞

等（日刊工業新聞等）15件で報道された。 

 

・深部流体の起源・広域分布に関する調査・研究 

 深部流体の上昇・混入による低 pH 地下水の分布

地域を把握し、放射性廃棄物地層処分地選定に対し

て原子力規制庁が行う安全審査に必要なデータの

整備に貢献した。また、当該データベースの整備や

深部流体の検出手法開発は、火山・地震活動と密接

に関連する地球規模の水循環の理解を物質科学的

に行う地球化学研究の発展の上でも極めて重要で



322 

証試験による掘削性能評価及び課題抽出を担当

し、硬岩や不連続面を多く含む岩盤に対応した PDC

ビットの実用化可能性を検証した。その結果、受

託研究の数値目標である掘進速度 120 m/日、ビッ

ト 1丁当りの掘進長（耐久性）750 m、ビット摩耗

量 1/16インチ（いずれも圧縮強度 100 MPa の岩石

を掘削した場合を想定した目標値）の内、掘進速

度とビット摩耗量で目標を達成した。平成 30年度

には、耐久性の向上を目指し PDC ビット中央部の

デザイン改良、改良されたビット先端の刃先材の

耐久性に係る室内掘削試験及び開発した PDC ビッ

トの現場実証試験を通して、特に軟弱な地層にお

ける PDC ビットの有用性を明らかにした。令和元

年度は、平成 30年度までの上記委託研究を令和元

年 6 月末まで延長し、様々な分野における岩盤掘

削の効率化を目指して、種々の岩盤特性、ビット

デザイン、刃先材、掘削条件における PDC ビット

の掘削性能評価試験の結果を整理した。特に、そ

の室内試験結果に基づき、平成 31年 3月に奥会津

地域において実施した PDC ビットの現場実証試験

の結果を解析し、受託研究において設定された全

ての数値目標が達成されたことを示した。中でも、

掘進速度 120 m/日及びビット 1丁当たりの掘進長

750 m は、従来から使用されていたローラコーン

ビットに比べ、それぞれ 2倍及び 5倍に相当する。 

 

・南海トラフ周辺地域の地殻活動モニタリング高

度化の研究 

 次の地震発生が切迫している南海トラフ地震の

予測研究には、南海トラフ周辺地域の地殻活動モ

ニタリングが必須である。これを高度化するため、

常時観測の継続と、短期的ゆっくりすべり（Slow 

Slip Event; SSE）の検出精度向上や低廉なひずみ

計の開発を実施した。GSJ・気象庁・防災科学研究

所の地殻変動データを統合して SSE を解析し、毎

月の政府「南海トラフ沿いの地震に関する評価検

討会」や地震調査委員会に結果を報告した。また、

地下水位で SSE を検出可能となるよう、地下水観

測井の密閉化によりひずみ感度を 10倍に改良し、

SSEによる水位変化観測に成功した。さらに、産総

研人間・情報工学領域と共同で SSE の客観的な検

出手法を開発した。ひずみ計設置関連技術につい

ある。 

 

・沿岸域の深層地下水流動に関する調査・研究 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分事業の進め方

として、文献調査、概要調査、精密調査があるが、

本委託事業はそのうちの概要調査に係る技術開発

である。概要調査の結果は、超長期の安全性を評価

するためのモデルに集約される。このモデル構築に

資するためには、いかに単一のボーリング孔から多

くのデータを得るかが重要となるため、陸域の調査

では、単一孔を用いた地下水情報の取得にかかる手

法開発を実施している。また、従来、地下水流動の

出口と推定されてきた海底部についてはほとんど

調査が行われてこなかったため、海域での調査・解

析方法を向上させることは、より信頼性の高いモデ

ル構築に資する。 

 

・カリ長石を用いた OSL 年代測定法の確立と隆起

速度評価手法への適用 

 カリ長石を用いた OSL年代測定法により、火山灰

層序等の層序学的手法により間接的に決められて

きた 5万～数十万年程度の地層の年代を、直接測定

することが可能になった。このことは、最近数十万

年の地質変動について時間軸を入れて定量的に議

論できる重要な成果であり、地質コンサルタント会

社との共同研究 2 件や技術コンサルティング 1 件

につながっている。 

 

・コバルトリッチクラスト鉱区における環境影響

評価に関する調査・研究 

 環境保全と両立するコバルトリッチクラストの

資源開発により、省エネ技術を支えるコバルトやレ

アアースの安定供給を通じて、低炭素、資源循環を

基軸とするサステイナブルな産業・社会の実現に貢

献する。また、民間への橋渡しを見据えつつ進めて

いる遺伝子手法の開発は、様々な資源開発等の事業

における環境影響評価手法の高度化につながるこ

とが期待される。 

 

・火山活動の長期評価と巨大噴火に関する研究 

 平成 26～27 年度実施の火山灰目詰まりによるエ

アフィルター性能評価結果等をもとに、原子力規制
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ては、平成 25年に他機関と共同で特許を取得して

おり、本特許は、観測機器の開発を目的として、平

成 27年に特許の共同取得者により使用された。平

成 30年度は、低コスト化・工期の大幅縮減を目的

としたひずみ計の小型化・低廉化及び既存未使用

井戸を活用する手法の開発に着手した。令和元年

度は、これを継続し、香川県三豊市の既設井戸に

設置した（令和 2年 1月）。また、全地球測位シス

テ ム (Global Navigation Satellite System; 

GNSS)データの新たな解析手法を用いたプレート

境界の固着状態のモニタリング手法を提案し、南

海トラフ沿いに適用した。さらに、南海トラフ沿

いで 12月までに発生したマグニチュード 5.3以上

の 40イベントの短期的 SSEを解析し、地震調査委

員会及び南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会等に報告した。 

 

・表層型メタンハイドレートの調査 

 「海洋基本計画」や「エネルギー基本計画」に基

づく国家プロジェクトとして、経済産業省からメ

タンハイドレートの研究開発（委託研究）を受託

している。これまで、日本海を中心に存在が確認

されている表層型メタンハイドレートの資源量把

握に向けた調査を実施し、上越沖の海鷹海脚中西

部マウンドの資源量をメタンガス換算で約 6 億 m3

と推定した。その後、表層型メタンハイドレート

の賦存状況の把握に向けた調査を実施している。

平成 30年度は、オホーツク海網走沖海域における

自律型無人潜水機を用いた詳細な地形・地質調査

を実施し、地殻変動や堆積物の急激な堆積が海底

下での流体移動に影響している可能性があること

を確認した。令和元年度は、平成 30年度に経済産

業省が改定した「海洋エネルギー・鉱物資源開発

計画」を踏まえ、表層型メタンハイドレートの研

究開発に係る「実行計画」を策定した。また、表層

型メタンハイドレートの賦存状況を把握するた

め、山形県沖の最上トラフ海域において、高分解

能海上三次元地震探査を実施し、表層型メタンハ

イドレートの存在の指標になる音響地質構造（ガ

スチムニー構造）の分布や詳細な内部構造を明ら

かにするとともに、地下深部からのメタンガスの

供給に断層が重要な役割を果たしている可能性が

委員会が発電用原子炉の設計基準（気中降下火砕物

濃度等の設定）を改定した（平成 29年 9月 20日）。

また、大山火山噴火履歴の詳細復元に関する研究成

果を受けた検討の結果、原子力規制委員会は電力会

社に大山火山噴火影響の再評価を命じた（令和元年

6月 19日）。このように本研究の成果は、安全基準

等の見直しにおける基礎データとして活用されて

いる。 

 

・火山ガス・火山灰の迅速観測手法の開発 

 改良型 Multi-GASの開発により、火山ガス連続観

測装置の設置が容易となり、また、遠隔でのデータ

取得・利用が格段に効率的になったため、より迅速

な活動異常の検知が可能となった。火山灰の自動画

像取得方法及びその解析手法の開発により、火山灰

データに基づく噴火タイプの迅速評価が可能にな

った。これらの成果をリアルタイムで統合的に閲

覧・把握することができ、噴火が活発化・長期化す

るかどうかの予測や、噴火によって引き起こされる

災害の予測、また、その対応を検討する上で重要な

情報を提供することが可能となった。これらの開発

技術や得られる成果は、火山噴火に対する防災・減

災に大きく貢献すると期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「当初の計画通りに橋渡

し前期の研究開発が進展した」、「個々の研究テーマ

については、面白い研究成果を挙げており評価でき

る」、「地震・火山の調査評価の部分でいえば、今後

の被害予測につながるための実装に踏み込んだ研

究が進んでいる」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 燃料資源や鉱物資源の安定確保、CO2 地中貯留、

放射性廃棄物の地層処分など、社会的ニーズを意識

した技術開発をさらに加速させることが課題であ

る。国家プロジェクトなど公的外部資金獲得を進め

ると同時に、大学や他研究機関と連携をより強化

し、研究を一層推進させる。また、地震・火山の研

究についても、重要な研究成果を社会に広く伝え、
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あることを確認した。さらに、令和 2 年度以降の

賦存状況調査に向け、エネルギー・環境領域と連

携して準備を行った。 

 

・産業に不可欠な鉱物資源の安定供給確保のため

の調査・研究 

 産業に不可欠な鉱物資源の確保は依然として我

が国の長期的な課題である。本調査・研究では、特

に、本格探鉱を活発化し難い情勢にある国におい

て、民間の事業化検討に有用な情報整備と技術開

発を行うことを目的とした。平成 29年度までに、

南アフリカ、米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチ

ン、ミャンマーを対象にレアメタル鉱床の資源ポ

テンシャル評価を実施し、各国の調査地域におけ

るレアメタル含有量等の特徴を明らかにした。ま

た、南アフリカの鉱物処理研究所と共同でレアア

ース鉱石の選鉱試験を実施し、基本的な選鉱プロ

セスを確立した。 

 平成 30 年度は、同研究所との共同研究を継続

し、選鉱プロセスや基礎的データの取りまとめを

行うとともに、選鉱試験により精鉱中のレアアー

ス酸化物品位を向上させることが出来た。アルゼ

ンチンでは、タングステン鉱床地域の広域調査と

ジルコン U-Pb年代測定によって、複数の造山運動

が鉱化に関与していることを解明した。また、ア

ル ゼ ン チ ン で の 国 際 会 議 (International 

Association on the Genesis of Ore Deposits 

2018; IAGOD2018)において、”High-tech critical 

metals”のセッションを提案し開催した。ミャン

マーでは、平成 29年度に同国北部で新たに発見し

たニッケル鉱徴地について、精査と探鉱のための

現地調査を開始した。平成 30年度には、ミャンマ

ー全土での金属鉱物資源データベースの作成を発

案し、銅、鉛-亜鉛鉱床に注目して 470以上の鉱床・

鉱徴地を特定した。また、河川堆積物の鉱物粒子

中の微量元素濃度を定量し、濃度異常を特定する

新たな地化学探査法の開発を推進した。 

 令和元年度は、今後 5 年間程度をかけて完成を

目指すミャンマー全土の金属鉱物資源データベー

スの作成について、スズ、タングステンの鉱床・鉱

徴地の情報を収集した。また、ミャンマー現地調

査においては、銅やスズ鉱床の発見を目標に、銅、

活断層・火山などの防災対策に資する情報収集・解

析と、一般社会への還元をさらに進める。 
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鉛、金が地表付近に確認されている地域を対象に、

地質図の作成や地化学異常の特定を行い、鉱床の

分布状態を把握した。日本国内においても、広島

県における希土類資源ポテンシャル・賦存量評価

を目的として、風化花崗岩の厚さ、風化度、希土類

濃度、イオン交換性希土類濃度を調べて、希土類

鉱石に匹敵する希土類濃度を局所的に持つ風化花

崗岩が存在することを発見した。鉱物粒子中の微

量元素濃度の定量に基づく新たな地化学探査法の

開発では、九州地方の金鉱山及び関西地方のタン

グステン鉱山から試料を採取して分析を行った。

ま た 、 最 新 の 高 周 波 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ

(Inductively Coupled Plasma; ICP)質量分析計を

試用した鉱物粒子の高感度元素濃度分析を行い、

既往の分析法では検出が困難な鉱徴の検出に成功

した。 

 

・ドローン等の無人機を利用した物理探査技術に

関する研究 

 NEDOプロジェクトにおいて、土砂災害で埋没し

た車両の遠隔探査を目的としたドローンを利用し

た空中電磁探査システムを、民間企業及び産総研

情報・人間工学領域と連携して構築した。実際に

車両が埋設された実験サイトで、深度 1.5 mの埋

没車両の探知に成功し、深度 3 mの車両について

もおおむね探知可能であることを実証した（関連

特許出願 1 件、プレスリリース 1 件）。平成 30 年

度には、構築したシステムの地盤・土壌調査への

適用性を検証するために、農業・食品産業技術総

合研究機構の実験圃場で計測実験を実施し、水田

と畑の水分の違いによる比抵抗分布の差異を明瞭

に把握できることを確認した。さらに民間企業を

対象に当該システムによる飛行計測の見学会を開

催し、連携先を模索した。令和元年度には、ドロー

ン吊り下げ型電磁探査に関して、平成 30年度末の

見学会の参加企業との共同研究を開始した。また、

産総研情報・人間工学領域との連携で、吊り下げ

たセンサーの姿勢安定性維持に関する特許出願を

行った。ドローン吊り下げ型磁気探査に関しては、

性能評価のための飛行実験を繰り返し、火山地域

での飛行計測実験を試みた。さらに、無人車両を

利用した電磁探査については、大学との共同研究
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の下、無人車両を事前プログラミングに基づき自

立走行させ、電磁探査センサーを牽引しながら計

測実験を実施した。この結果は、従来の方法（地面

にセンサーを設置して計測）によるデータと比べ

て遜色なく、システム全体の実用性が高いことが

分かった。 

 

・深部流体の起源・広域分布に関する調査・研究 

 放射性廃棄物の地層処分にとって、深部流体（地

下 300 ｍ以深に存在する非天水起源の流体）の混

入による地下水の酸性化（低 pH、高炭酸濃度化）

は好ましくない。しかし、この深部流体が、どのよ

うな化学性状を持ち、どれぐらい地表付近まで上

昇してきているかは、十分には明らかになってい

ない。そこで、（1）日本列島全域の地下水の化学性

状の実態把握、（2）地下水に混入している深部流

体の検出手法開発、（3）日本列島全域における深

部流体上昇地域の把握を行った。平成 27～29年度

においては、深部流体の新たな検出手法として、

ハロゲン元素比（Br/Cl-I/Cl）を指標とした手法を

提案するとともに、ヘリウム同位体比分析により

西南日本における深部流体の上昇過程を解明し

た。さらに、深部流体の上昇地域をより詳細に明

らかにするため、深層地下水データの拡充を行い、

平成 30 年度に日本列島全域の深層地下水データ

約 24,000 件をコンパイルした深層地下水データ

ベース第 2 版を GSJ 研究資料集として公表した。

令和元年度は、ハロゲン元素比（Br/Cl-I/Cl）とヨ

ウ素同位体を指標とした手法による瀬戸内地域の

深部流体分布に関する成果をまとめ、和文誌で論

文 1 報（受理済み）を公表するとともに、ヘリウ

ムの定期観測手法・深部流体上昇量の推定法など

をまとめ、和文誌で総説 1 報を公表した。また、

深部流体の地層処分への影響にとって重要となる

CO2 濃度及び同位体比の分析における前処理法な

どの改良に関する論文 3報を IF付国際誌で公表し

た。さらに箱根・九州などの火山地域周辺の温泉、

地熱井などの調査を行い、深層地下水データに約

150件のデータを追加するとともに、重複データの

削除など既存データの更新を行った。 

 

・沿岸域の深層地下水流動に関する調査・研究 
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 高レベル放射性廃棄物の地層処分にかかる重点

的な研究地として、現在、結晶岩地域、堆積岩地

域、沿岸部がある。現在、このうち沿岸部に関する

研究を、経済産業省より委託され、継続して担当

している。平成 19年度からは地下水流動の活発な

地域と活発でない地域での詳細な地下水研究を実

施し、両極端な地域の地下水流動概念モデルを構

築するに至った。平成 27～30年度調査では、電力

中央研究所との密接な連携の下、全国沿岸部深層

の場の理解と地下水流動の推定を目的とし、深部

地下水の採取及び水質、同位体年代の分析を実施

した。その結果、沿岸部深層では海の近傍である

にもかかわらず、概して海水は陸側に入り込んで

おらず、調査した半分の地域で海水よりも薄い塩

水が分布しており、その地下水は涵養してから 2

万年以上経過したものであることを明らかにし

た。また、堆積岩地域には化石海水が、火山岩地域

では現降水が卓越する傾向が見出された。さらに、

沿岸域の地下水性状を詳細に把握し、概念モデル

を確立した。 

 令和元年度は、高レベル放射性廃棄物の安全評

価における超長期の地下水流動解析モデルに大き

な影響を与える、地下水年代の測定結果を検証す

るための手法開発に取り組んだ。そのために水理

試験の一種であるプッシュプルテストを利用し、

その精度や適用限界の把握を行った。また、海面

下 100 m以深に存在する海底湧出地下水のより効

率的な検出方法を探るため、2 種類の音響カメラ

を搭載した遠隔操作型無人潜水機による調査法を

考案した。本装置に関してはテスト潜水をクリア

し、実際に海域にて調査を実施した。また、海底湧

出地下水の採取に関しても工夫し、海水混入率が

3 割以下の海底湧出地下水のサンプルを得ること

に成功した。また、本研究では産総研の他にも電

力中央研究所、原子力環境整備促進・資金管理セ

ンターが参画しており、異分野間の連携が強く意

識され、複数回にわたるミーティングを実施した

結果、今後は地質環境モデルを媒介とした連携研

究を進めることが定められた。 

 

・カリ長石を用いた OSL 年代測定法の確立と隆起

速度評価手法への適用 
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 放射能濃度の高い放射性廃棄物を地下深部に中

深度処分や地層処分する際には、放射性廃棄物を

人間の生活環境から 10 万年以上遠ざける必要が

あり、地下に埋設された放射性廃棄物と地表との

離隔距離を減少させる長期的な自然事象である隆

起運動や侵食・削剥作用の評価が求められている。

GSJ では、隆起速度の定量的な見積りを目的とし

て、5万～数 10万年前の年代に適用可能なカリ長

石を用いた OSL 年代測定法を導入し、海成段丘の

形成年代を直接的に決定することを可能とした。

平成 29 年度までに、青森県上北平野を対象とし

て、カリ長石の OSL年代測定を実施し、過去 12.5、

22、32、40万年前に形成された海成段丘であるこ

とを確認した。また、堆積層解析に基づく古海面

高度の決定により、従来の隆起量評価が数 m 程度

過剰であったことを明らかにした。これらの結果

は、原子力規制委員会「中深度処分における廃棄

物埋設地の位置に係る審査ガイドの骨子案」に反

映された。平成 30年度は、OSL年代測定の前処理

におけるカリ長石の抽出・濃縮法を検討し、カリ

長石を濃縮する最適な比重分離条件を決定し、手

順を確立した。令和元年度には、青森県上北平野

から下北半島東部全域にかけて調査範囲を拡大

し、約 12.5万年前の海成段丘を対象に、既存断層

系との相対的な空間位置による隆起速度の差につ

いて検証した。結果としては、地域間の隆起速度

にはわずかな差しか認められず、これらの隆起速

度の差が有意であるかはボーリング調査などを含

めた詳細な検証が必要と考えられる。また、上北

平野及びその周辺部に分布する約 12.5 万年前よ

りも古い海成段丘を対象に隆起速度の時間的変遷

について検証したが、上北平野内部での隆起速度

には大きな差は認められず、一様な隆起活動が継

続していたと考えられる。この他、海成段丘を用

いた隆起量評価手法をある地域に適用した場合の

信頼度について、海成段丘形成時の旧地形（旧汀

線アングルとの距離や地形勾配の緩急）や地層の

堆積相（風成層や陸成層など）認定に基づく不確

かさを考慮した信頼度評価手法についてまとめ、

隆起速度の評価結果が地域の代表性を担保するた

めの手法的検討を行った。 
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・コバルトリッチクラスト鉱区における環境影響

評価に関する調査・研究 

 JOGMEC は、平成 26 年 1 月に国際海底機構

(International Seabed Authority; ISA)との間

で、南鳥島の南東約 600 kmの公海域のコバルトリ

ッチクラストが賦存する海山の国際鉱区における

探査契約を締結した。コバルトリッチクラストは、

数 cm から数十 cm のアスファルト状のマンガン酸

化物が海底面の岩石を被覆する産状で分布してい

る鉱石で、現状、このような鉱石を安全かつ環境

に配慮して採掘する技術は確立されていない。探

査契約では、国際鉱区内における資源探査と併せ

て、将来の資源開発が環境に及ぼす影響を評価す

るために必要となる環境ベースライン調査の実施

が求められている。GSJ では、経済産業省及び

JOGMEC の委託を受け、「海洋基本計画」及び「海洋

エネルギー・鉱物資源開発計画」に基づき、コバル

トリッチクラスト国際鉱区の環境影響評価につい

て継続的に取り組んでおり、環境ベースラインデ

ータの充実を図っている。なお、本研究は、エネル

ギー・環境領域と共同で実施している。平成 30年

度には、研究成果について国際プロシーディング

ス（査読付）1 報、国際学会で公表した（3 件）。

令和元年度は、コバルトリッチクラスト国際鉱区

と排他的経済水域内の海山周辺において、ISAの環

境ガイドラインに準拠して環境ベースライン調査

を実施し、基礎的な環境情報を取得するとともに、

過去の ISA による調査結果を統合・解釈し、将来

のコバルトリッチクラスト資源開発域周辺の環境

影響評価に資することを目的とした研究を実施し

た。また、環境影響評価手法の高度化を目的とし

て、海域間の生物の交流を反映する生息域の連結

性を評価し、解明する遺伝子手法の開発にも取り

組んでいる。さらに、ISAが環境影響評価の一環と

して求める地域環境管理計画の策定を目指して、

中国調査船「大洋一号」による国際共同航海に参

加、また、ハワイ大学との有識者会合を実施した。

研究成果は、国際学会（5件）および IF付国際誌

1報で公表した。また、コバルトリッチクラスト鉱

区における環境調査に関する受託研究に留まら

ず、科学研究費補助金を獲得しての学術的な基礎

研究にも着手し、海洋の物質鉛直輸送に伴う微量
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金属のフラックス及び生物地球化学的プロセスに

関する基礎的なデータの取得と分析を進めた。 

 

・火山活動の長期評価と巨大噴火に関する研究 

 本研究は原子力規制庁からの受託事業（平成 26

～30年度）で、原子力発電所に影響を及ぼしうる

長期的な火山活動の可能性をより定量的に評価す

るための評価基準・指標、火山活動モニタリング

評価基準・指標に関する知見を整備することを目

的としている。平成 29 年度までには、十和田、赤

城、大山火山等の長期火山活動履歴調査を実施し

た。支笏、阿蘇、姶良、鬼界等の大規模カルデラ噴

火の準備・進展過程を解明するとともに、巨大噴

火直前のマグマの温度・圧力条件を推定した。電

磁探査法の一つである地磁気地電流法観測データ

により、阿蘇カルデラ地下の 3 次元比抵抗構造を

明らかにし、少なくとも地下 10 km以浅には巨大

なマグマ溜まりが存在しないことを示した。平成

30年度には、観測された地殻変動量から粘弾性モ

デルを使ってカルデラ地下のマグマ蓄積量を推定

する手法を開発した。令和元年度から、原子力規

制庁からの新規の受託研究（巨大噴火プロセスの

知見整備に係る研究、令和元～5 年度）を開始し

た。令和元年度は、巨大噴火を起こしたマグマ溜

まり深度の時間変化を解析する目的で、噴出した

火山ガラス含水量の大量分析に必要な顕微ラマン

分光分析装置を導入した。また、巨大噴火のポテ

ンシャルを持つカルデラ火山に伏在するマグマを

識別する手法を検討するために、トリプル四重極

誘導プラズマ質量分析計を導入し、地下水中の希

土類元素定量分析ルーチン化を実施した。この他、

原子力規制委員会が噴火影響の再評価を要求して

いる大山火山について、平成 30年度までの成果を

とりまとめ、噴火活動が終息しているとの長期評

価結果を IF付国際誌に公表した。 

 

・火山ガス・火山灰の迅速観測手法の開発 

 近年、噴火の防災・減災を目的とした噴火推移

予測のために、（1）水蒸気噴火に関与する熱水系

の変動検知のための火山ガス観測と（2）火山灰の

評価による噴火タイプの判別の重要性が認識され

るようになった。そこで、GSJでは、火山ガス組成
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の連続観測装置の開発及び火山灰の迅速評価手法

の開発を進めている。平成 29年度までには、火山

ガス多成分組成・自動観測装置である改良型

Multi-GAS の開発を進め、装置の小型化・パッケー

ジ化と繰り返し観測・データ転送の自動化、簡易

解析後のデータの準リアルタイムでの閲覧（ウェ

ブ更新 1回/日）を実現した。また、防災科学技術

研究所と共同で、野外で火山灰画像を自動取得・

データ転送する装置を開発し、迅速な火山灰情報

の取得を可能とした。平成 29 年 10 月の霧島山新

燃岳の噴火や硫黄山の活発化にも対応し、周辺に

おける緊急観測を開始した。平成 30 年度には、4

月 19 日に発生した霧島山硫黄山の小規模な水蒸

気噴火に先立つ火山ガス組成の急激な変化を改良

型 Multi-GAS の連続観測により検知し、本装置を

用いた火山ガス連続観測に基づく火山噴火前兆現

象の把握の可能性を実証した。また、噴火タイプ

ごとの火山灰試料の光学顕微鏡画像と元素組成マ

ップからの特徴の比較・分類を行い、火山灰光学

画像の準リアルタイム解析による噴火様式の判定

を行うための指標を作成した。本項目では、目標

設定後に内閣府戦略的イノベーション創造プログ

ラム(SIP)に追加採択が決定し、計画が飛躍的に進

展し、当初予定していなかった改良型の火山ガス

観測装置や火山灰画像迅速解析のための指標など

の新規開発が達成できた。令和元年度には、火山

ガス放出活動がほぼ停止した霧島山新燃岳の観測

を停止した。また、3火山において火山ガス連続自

動観測システムを運用し、準リアルタイムでデー

タ配信を実施している。霧島山硫黄山においては、

令和元年 6 月に火山ガス組成の急変を検知し火山

噴火予知連絡会に報告したが、噴火に至ることは

なく推移した。阿蘇火山の噴火活動活発化に伴う

火山灰粒子構成の変化を把握し、マグマ噴火への

移行をとらえた。火山灰試料の画像を収録するデ

ータベースを構築し、噴火タイプや推移が比較的

よく把握された噴火噴出物約 50 試料について顕

微鏡画像を整備・収録した。 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

 「橋渡し」研究後期については、GSJとして主に

民間企業からの資金提供によって運営している研

究事業を指す。民間資金の獲得が困難な地質調査

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：・地球観測衛星データの品質管理、国際標準
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 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

載する。 

 

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

業務においても、平成 29年度に引き続き、企業と

の共同研究を多数展開するとともに、技術コンサ

ルティング事業の増加を図り、より多くの民間企

業への研究協力を推し進めた。平成 30年度の民間

資金獲得額は目標値 2.9 億円のところ 3.7 億円に

達し、目標を大きく上回った。令和元年度も第 4中

長期目標期間の民間資金獲得額目標値の 3.4 億円

に対し、3.4億円に達した。 

 

 評価指標である第 4 期中長期目標期間中の民間

資金獲得額の推移は以下の通りである。  

  平成 27年度：0.8億円（目標値 1.5億円） 

 平成 28年度：2.5億円（目標値 2.0億円）    

 平成 29年度：2.4億円（目標値 2.5億円）    

 平成 30年度：3.7億円（目標値 2.9億円）  

  令和元年度：3.4億円（目標値 3.4億円） 

 

主な研究開発の成果として、以下の研究項目が挙

げられる。 

 

・地球観測衛星データの品質管理、国際標準化及

び利活用に関する研究 

 従来、地球観測衛星は国が主導で運用を行って

きたが、衛星の小型化、量産化等が進み、国内にお

いても衛星の開発、運用、データ販売を行う企業

が増え、衛星データを用いたビジネスに対する期

待が高まりつつある。一方で、そういった商用衛

星で撮影された画像はいまだ品質管理が十分でな

いことが多く、その利用分野は限定されている。

本研究は、産総研が NASAと共同で運用している地

球観測衛星センサーASTER で撮影した衛星データ

をオープンデータとして公開することで、衛星デ

ータを用いたビジネス創出への貢献を目指してい

る。ASTERとは、可視から熱赤外領域までに 14バ

ンドを有する資源探査を目的に開発した高性能光

学センサーで、NASAの地球観測衛星 Terraに搭載

され、平成 11年 12月の打上から 20年の長期にわ

たり資源探査、災害モニタリングなどに活用され

ている。産総研では ASTER の設計段階からデータ

の品質管理に関する研究開発に従事してきてお

り、NASAからも依頼を受けて産総研が主として品

質管理を実施してきている。これまでに得た品質

化及び利活用に関する研究 

 衛星データの品質管理や長期アーカイブについ

ては、国際標準化も見据えており、国内のみならず、

国際的な連携を通じた宇宙ビジネスの発展に寄与

するものである。さらには、衛星データ（デジタル

資産）の長期アーカイブという運用上の課題を解決

するために、企業との連携によりこの問題を解決す

る研究に発展している。衛星データのみならず、

様々なデジタル資産の長期アーカイブに関する連

携企業のビジネス展開が期待しうる。GSJが立ち上

げに協力した宇宙ビジネスコートの支援を受け、

様々なサービスや企業が立ち上がっており、宇宙ビ

ジ ネ ス コ ー ト ウ ェ ブ サ イ ト

(https://www.bizcourt.space/casestudy/) に よ れ

ば、令和 2 年 3 月末現在、ビジネス化したものが 5

件、進行中が 2件との発表がある。例えば、宇宙開

発・技術の知見を共有し、課題解決支援を行う新法

人として一般社団法人宇宙利用新領域開拓機構

「Space Edge Lab.（スペース・エッジ・ラボ）」が

宇宙ビジネスコートの支援の下、設立された。Space 

Edge Lab.では、宇宙ビジネスや課題解決への宇宙

の利用について興味を持っている人たち向けのオ

ンラインスクールである World Space School 

(WSS)を開設し、その中では ASTER データが実デー

タとして利用されている。 

 令和元年度、地球観測分野での名誉ある William 

T. Pecora Awardの Group Awardを Terra Mission 

Team として受賞した他、品質管理の分野において

も、NASA から Group Achievement Award (Terra 

Lunar Deep Space Calibration Team)を受賞し、技

術の高さを証明した。 

 

・平成 28 年熊本地震等地震発生時における緊急調

査・研究 

 地震発生直後に関連地質情報を迅速に発信する

ことは、国や自治体が適切な防災対応を取るために

非常に重要である。また、緊急調査によって地震発

生直後にしか取得できない地表変状等の貴重なデ

ータを、その後の風雨や復旧工事で消える前に取得

することは地震予測研究の上でも極めて重要であ

る。活断層の調査結果は、国の活断層の長期評価に

反映され、最終的には自治体の防災計画策定等に活
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管理に関する知見は、ISOの技術仕様書策定にも反

映されている（19159-1:リモートセンシング画像

センサー及びデータの較正及び検証 - 第 1部 光

学センサー）。このように品質管理され付加価値を

持つ衛星データを、新たなビジネス利用の可能性

を探る基礎データとして提供することを目的とし

ている。このデータの品質管理を行い、その結果

を社会に知的基盤/オープンデータ「ASTER-VA」と

して平成 28年 4月より無償で一般に提供を始め、

プレスリリースを行った。使いやすいシステムを

構築したことで、日本国内だけでなく海外からの

アクセスも増加している。これを通じて一般財団

法人宇宙システム開発利用推進機構(Japan Space 

Systems; JSS)の宇宙ビジネスコート（内閣府・経

済産業省主催の「スペース・ニューエコノミー創

造ネットワーク」のビジネス相談窓口として、宇

宙ビジネスを志す個人や企業等の取組を持続的に

支援）の立ち上げに協力した。また、地球観測デー

タの長期アーカイブに関する研究にも取り組ん

だ。平成 30年度には、ASTERの運用の効率化、公

開データの品質管理に関する研究を継続して行っ

た。 

 令和元年度には、ASTER運用に関して、地球観測

衛星の連続運用としては世界最長の 20 周年を迎

えた。さらに、20年にわたる地球観測衛星データ

を 50年、100年先のユーザにも提供できる体制を

パナソニック株式会社との共同で研究を行い、ア

ーカイブの環境を整えた。あわせて地球観測デー

タの長期アーカイブに関する国際標準規格案

(Draft International Standard)の策定(TC211 

19165-2)にも貢献した。こうして培ってきた研究

成果を、経済産業省が ASTER の後継として開発し

てきた宇宙実証用ハイパースペクトルセンサ

(Hyperspectral Imager SUIte; HISUI)の開発へと

反映させた。このセンサーは令和元年 12月 6日に

打ち上げられ、現在、取得したデータの品質管理

の実施に向けて準備を行っている。さらに、ASTER

データを用いて、JSS及び NASAが全球 3次元地形

データ(Global Digital Elevation Model; GDEM)

のバージョン 3 を合同でリリースした。今回は、

ASTER 全球水域データも、合わせてリリースした。

このデータは水域を海・川・湖に区分しており、資

用される。平成 28 年熊本地震の緊急調査結果は、

国土交通省による被災地施設の移転等の復興計画

の策定に活用された。また、地元自治体からの要望

対応を通じて、今後、新たな活断層調査を実施する

可能性がある。これらの結果は、住民の防災・減災

に対する意識啓発にもつながるものと考えられる。

平成 27年度から平成 30年度において、地震発生・

緊急調査に関する取材は 300件以上であった。令和

元年度は、新聞記事10件程度、NHKサイエンスZERO、

読売新聞で取り上げられた。 

 調査から得られた知見は、国の今後の地震調査研

究の基本施策立案のための重要な情報となるとと

もに、活断層の長期評価に関する新たな留意点を提

示した。また、熊本活断層調査の過程で導入した、

連続試料採取法による放射性炭素年代測定は、古地

震イベントの年代決定に非常に有効であることが

分かり、今後の活断層調査手法のスタンダードとな

りつつある。 

 

・令和元年浅間山噴火等火山噴火時における緊急

調査・研究 

 平成 30 年 1 月に火口近傍のスキー場で被害が発

生した草津白根山（本白根山）噴火についての降灰・

噴石の分布調査の成果は、気象庁の噴火警戒レベル

の判断や地元の警戒レベルの策定に活用された。東

京都による八丈島ハザードマップの作成・避難計画

の策定においては、八丈島火山地質図（平成 30 年

5月に発行）の研究成果を提供した。突発的な噴火

活動に対する気象庁との火山灰迅速分析に関する

協力体制が効果的に機能し、平成 27 年以降 3 年ぶ

りに噴火した口永良部島において、平成 30年 10月

の噴火活動の再開当初から、噴出物分析によりマグ

マ物質の関与を指摘することができた。緊急調査に

ついては GSJ 公式ウェブサイトを通して迅速に公

開したことで、平成 27 年度から令和元年度におい

て、火山噴火・緊急調査に関する取材対応は 300件

以上であり、令和元年 8月 8日信濃毎日新聞、8月

9日読売新聞等、多数の報道がなされた。 

 

・高周波電気探査を用いた埋設水道管腐食リスク

評価技術に関する研究 

 従来は、路面掘削・土壌採取及び比抵抗測定とい
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源探査や水資源管理など様々な商用・非商用の分

野での活用が期待される。さらに、研究成果の発

信だけでなく、一般向けにも成果の普及活動を実

施した。令和元年 4 月 16 日から 7 月 7 日にかけ

て、地質標本館において、特別展「宇宙から地質―

衛星でみる地質―」を出展した。HISUIの実際の模

型やアーカイブ装置など最新の研究成果をわかり

やすく展示し、期間中延べ 10,770人の来館者を集

め盛況であった。 

 

・平成 28年熊本地震等地震発生時における緊急調

査・研究 

 GSJ では、マグニチュード 8 クラス以上の海溝

型地震、震度 6 強を記録した地震、または、マグ

ニチュード 6.8 以上の内陸地震が発生した際に、

緊急調査対応本部を立ち上げ、速やかに当該地震

の情報収集・緊急調査を実施することとしている。

また、地震調査委員会（臨時会）が開催される場合

には、震央周辺の地質情報の解説を提出している。

平成 27～30年度は、熊本地震、大阪府北部の地震、

北海道胆振東部地震など 9 件の地震について、令

和元年度は 6月 18日に発生した山形県沖地震につ

いて、発生後速やかに GSJ 公式ウェブサイト内に

個別ページを開設し、緊急調査結果や周辺の地質

情報の解説を発信した。これらの緊急調査結果を

含む地震調査委員会（臨時会を含む）への報告数

は、平成 27～30年度は 9報、令和元年度は 1報で

あった。平成 28年 4月の熊本地震への対応につい

ては、地震発生以来、GSJの総合力を活かして緊急

地表調査、ボーリング地盤調査、活断層トレンチ

調査、沿岸海域調査を実施し、地表変状等の貴重

な地質データを取得した。平成 28～30年度には、

平成 28 年熊本地震を引き起こした布田川断層帯

及び近接しながら熊本地震で動かなかった日奈久

断層帯の活断層調査と詳細な年代測定を行い、両

断層帯がこれまでの想定より高頻度で地震を起こ

してきたことを明らかにした。さらに、日奈久断

層帯陸域南部地域において、初めて過去 3 回分の

古地震データを取得し、今後の地震発生可能性の

長期評価改訂のためのデータを提供した。令和元

年度は、3 年間の調査結果をとりまとめ、文部科学

省へ報告した。報告書は、ウェブ上で公開され、自

う工程を必要とした埋設水道管の調査を、本技術開

発により路面を傷つけずに行うことができるよう

になるため、水道管の腐食リスクを効率よく評価す

ることが可能となり、水道インフラの維持管理にお

けるコスト・時間・労力の低減に直結する。全水道

管のうち約 8.5％（平成 23 年度）が耐用年数を超

えており、令和 7 年度には約 20％が耐用年数を超

えると言われている。それらの設備更新には 1兆円

以上の経費がかかるため、本技術に対する期待度は

非常に大きい。本技術は、新聞等 7件（朝日新聞デ

ジタル等）で報道され、平成 30 年度には物理探査

学会学術業績賞を受賞した。 

 

・粘土系蓄熱材の改良と実用化研究 

 低温未利用熱を利用した蓄熱システムの構築に

向け、優れた性能を有するハスクレイ蓄熱材を開発

し、それを用いた実証試験により実用化が可能であ

ることを示した。この研究成果は、NEDO戦略的省エ

ネルギー技術革新プログラム優良事業表彰を受け

た（平成 31年 2 月）。また、粘土系蓄熱材を用いた

蓄熱システムにおける省エネ効果は、原油換算にて

令和 4 年には 1.05 万 kL/年、令和 12 年には 5.41

万 kL/年がそれぞれ見込まれる。 

 蓄熱システムとしての売り上げについては、令和

元年度のプロジェクト終了後、10～32億円/年の市

場を見込んでいる。また、当該システムの普及によ

り、今後 20 年間の合計で 1,000 億円規模の経済効

果を見込んでいる。プロジェクト終了後（令和 2年

度）に、販売が開始される見込みである。 

 

・深海曳航式の高精度探査システムの開発 

 民間企業の製品開発力に加え、産総研の持つ海洋

地質調査の技術やノウハウを最大限に活かすこと

により、詳細な情報を得るための音源や水深や海水

の状態を測定する各種センサー等、多様な目的に応

じた製品開発の方向性を示すことが可能となった。

共同開発によってもたらされる成果は、例えば、水

深 1,000 m以上の海域で数十 cmの垂直分解能（従

来の産総研システムの反射法音波探査の分解能は

数十 mなので、数百倍の向上に相当）の探査能力を

もつ。これらの開発により、より高精度な日本の海

底鉱物資源広域調査が推進可能となる。さらに、地
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治体や一般市民が直接調査データを閲覧すること

が可能となっている。また、864地点に及ぶ地表変

状観察地点を地図上にプロットしたマップを活断

層データベース上で公開した。これらのデータは、

位置情報としてダウンロードが可能となってお

り、構造物を建築する等、土地利用の際に活用さ

れる。また、依頼を受け、地元自治体幹部・防災担

当者向けのセミナーを実施するとともに、自治体

の個別のニーズに対応した活断層調査の相談に応

じ、今後の連携のきっかけを作った。さらに、マス

メディアからの取材対応を通じて、調査結果を広

く一般社会へ伝えた。 

 

・令和元年浅間山噴火等火山噴火時における緊急

調査・研究 

 火山噴火時には、噴火活動規模や噴火様式を明

らかにし、その後の活動推移を検討するために、

緊急調査により降下灰の分布調査や構成物解析、

火山ガスの成分・放出量観測を行った。これらの

結果は火山噴火予知連絡会に報告するとともに、

地元自治体の防災対応にも必要となる情報として

迅速にウェブ発信した。平成 27～29年度は口永良

部島、箱根、阿蘇火山、草津白根（本白根山）など

の噴火に際し緊急調査を実施し、火山噴火予知連

絡会へ 86報の報告を提出した他、8報のウェブ発

信を行った。平成 30年度は、口永良部島、桜島、

霧島（新燃岳・硫黄山）において緊急調査を実施

し、火山噴火予知連絡会への報告は 32 報に達す

る。また、火山噴火予知連絡会「草津白根山部会」

に委員として参加し、合同調査にて噴石・降灰の

分布調査も実施した。 

 突発的な噴火発生に際して、気象庁職員が降灰

を採取し、火山灰の写真及びサンプルを GSJ に送

付し、GSJがそれらを迅速に分析し結果を報告する

連携体制を平成 25年に構築し、継続してきた。草

津白根噴火においては、平成 30年 1月の噴火当日

に気象庁が現地で採取した火山灰試料を分析し、

水蒸気噴火である可能性が高いことを噴火翌日に

報告した。また、平成 30 年 10 月以降噴火を繰り

返した口永良部島において、気象庁が採取した火

山灰を GSJで分析した結果、平成 26年噴火と平成

27年噴火との相違が明らかとなり、今回は地表近

質情報の高分解能データを使えば、これまで困難だ

った比較的深い海域の地層分布やそのずれが評価

でき、活断層活動履歴の評価につながる等、防災面

にも貢献できる。 

 海洋利用は海水に阻まれ技術的に困難とされ、未

開拓の部分が多いため、市場規模は無限に広がって

いると言える。その中で、開発している深海曳航式

のマルチパッケージシステムは、日本の周辺の海洋

利用に貢献するものであり、様々な用途を想定して

必要なセンサーを今後も開発できる。地質情報の取

得に特化した現状システムは、特に土木コンサルタ

ント等の地下構造の推定に貢献でき、例えば、基礎

地盤情報の構築のため必要とされる、海洋における

数億〜数十億円規模の掘削の数を半減させること

も可能になる。 

 

・AI 技術を活かした微化石の高速・高精度自動鑑

定・分取システムの開発 

 地層を構成する堆積物に含まれる多様な粒子の

中から、非常に壊れやすく複雑な形態を持つ微化石

を、AIを用いて大量に鑑定し、自動的に分取するシ

ステムを世界で初めて開発した。Society 5.0で期

待される AI 技術を活かした本システムにより、こ

れまで膨大な時間と労力をかけて人が行ってきた

微化石の選別作業を、自動的に高速で行うことがで

き、石油探鉱現場等において迅速で高精度な地層解

析が可能となるため、人材確保や労働時間の縮減に

つながる。さらに、これまで人の手では困難であっ

た 0.1 mmにも満たない微化石の分取と集積も可能

なので、今回開発したシステムは地層解析技術とし

て新たな道筋を与えるものである。本成果は、平成

30年 12月 3日にプレスリリースされ、新聞やネッ

トニュース等で広く紹介された。プレスリリース直

後から、国内外の研究機関や大学等から多くの問い

合わせがあり、石油資源開発の関連事業者からの講

演や技術コンサルティングの依頼を受ける等、関連

業界での関心の高さが伺える。また、微化石に限ら

ず、微小な粒子を取り扱う鉱工業や農林水産業、生

命科学、医療といった分野の他、異物除去等の検査

試験での応用が想定され、新たな事業領域の創出に

もつながることが期待される。 

 現段階で本システム開発に伴う経済効果や市場
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傍まで上昇してきたマグマ上部が固結化する過程

での噴火現象が発生している可能性を、噴火当初

から指摘することができた。長野県から御嶽山火

山防災訓練における噴火シナリオの設定の依頼を

受け、技術コンサルティングを行った。また、気象

庁より、火山活動評価を行う職員に対する研修へ

の協力依頼を受け、火山地質学・地球化学に関す

る講義等を行った。 

 令和元年度は、浅間山噴火（8 月 7 日）に際し

て、火山灰の分布調査及び構成物分析を行い、今

回の噴火が既存の山体を破壊するだけの水蒸気噴

火であったことを明らかにした。また、噴煙活動

が継続している阿蘇中岳に対しては、気象庁から

噴火時期を変えて火山灰試料の提供を受け、噴火

現象の変化を明らかにするために構成物の分析を

行った。これにより、活動初期には水蒸気噴火で

あったが、活動継続とともにマグマ物質が増加し、

8 月以降はマグマ噴火が継続していることが明ら

かとなった。これらの成果については、迅速に火

山噴火予知連絡会に報告（16報）することで、火

山活動の監視や今後の噴火対応の検討に貢献し

た。また、GSJウェブサイトを通じて同成果を公表

した。この他、地方自治体（長野県）からの火山防

災訓練への技術コンサルティングや自治体職員研

修も引き続き実施した。 

 

・高周波電気探査を用いた埋設水道管腐食リスク

評価技術に関する研究 

 我が国では水道管設備の老朽化が進行してお

り、設備の更新が急務である一方で、設備更新に

係る費用は膨大である。そのため、設備の更新優

先度を決定するための効率的な埋設水道管の調査

法の開発が望まれている。そこで、吸水性・保水

性・耐摩耗性に優れたポリビニルアルコールを用

いたローラー電極を開発し、アスファルト舗装面

上から地下の比抵抗調査を可能とする装置を開発

した。当該装置では位相同期検波による信号検知

を採用しており、優れた微小信号の検知能力と高

いノイズ耐性を有し、市街地での調査を可能とし

た。平成 29年度には、従来よりも高ダイナミック

レンジの電位計測（直流の電気探査の数十倍）と

高い計測再現性（偏差 5%以内）を実現した。平成

規模を具体的に試算することは難しいが、仮に各事

業者が既に保有しているマイクロ・マニピュレータ

ー付きの顕微鏡ユニットが全て本システムに置き

換わるとすれば、国内で少なくとも数百台分の規模

となることが予想される。これが国外にも展開した

場合は、さらに大きくなるものと考えられる。本技

術は、電経新聞等で広く紹介された。 

 

・未利用資源の窯業原料化 

 窯業業界内で懸念されていた陶磁器原料の枯渇

問題を、地場産業全体の問題として抽出し、鉱業に

関する地域活性化の具体的施策の道筋を初めて示

した。また、未利用資源「青サバ」の利用が開始さ

れ、原料の安定供給に具体的に貢献したことは特筆

に値する。「青サバ」の使用量（200トン/月）はタ

イル原料の 4％に相当し、令和元年には購入業者が

当初の 2社から 4社に増加した（月出鉱量は前年と

ほぼ同じ）。今後、製品の品質に影響がないことが

確認されれば漸増し、岐阜県のタイル生産（平成 29

年の出荷額は 283 億円、モザイクタイルの全国シェ

ア 86％）の発展による地域経済の活性化に寄与す

ると期待される。 

 

・地域の水文地質特性と調和した地中熱ポテンシ

ャル評価手法の開発 

 同一地域について、クローズドループ、オープン

ループ、帯水層蓄熱システムの 3種の評価システム

によるポテンシャル評価を可能としたことは、地域

の地質・地下水環境に適合した地中熱システム導入

の判断材料となる。さらに、暖房利用が主体である

東北地方のみならず、冷房利用の割合が大きい関西

地域においてもポテンシャル評価を実施可能とし

た。また、今後の水質を考慮した適地評価手法の開

発により、地域の地下水質による熱交換器やヒート

ポンプ内の目詰まり問題に対処可能となることが

期待される。これらで示されるポテンシャルマップ

は、NPO法人地中熱利用促進協会や福島県地中熱利

用技術開発有限責任事業組合などの参加企業によ

るシステム設計への活用が高く期待されており、国

内における地中熱システムの導入・普及への起爆剤

となる。 
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30年度は、静岡県企業局の協力の下、当該技術を

径の大きな工業用水配管に適用する実証試験を実

施し、その適用性を確認した。さらに知的財産関

連の産総研内部署と連携し、当該技術の民間移転

に関する活動を推進した。本技術開発は、平成 29

年度にプレスリリース 1 件、特許出願 1 件を行っ

た。令和元年度は、民間企業との間に特許実施許

諾契約を締結し、既存技術の民間移転を実施する

とともに、当該企業と共同研究契約を締結した。

また、水道管路に沿った長距離の高分解能二次元

電気探査を実施するために必要な技術として、新

しい牽引型測定システムを考案し、その特許出願

を行った。さらに、将来の牽引型測定システムへ

の展開を念頭に、送信器からの信号を独立した複

数の受信器で受信するマルチチャンネル方式の装

置開発を実施した。その際には、送・受信器間で信

号のやり取りが必須であるため、信号転送の無線

伝送化を行った。 

 

・粘土系蓄熱材の改良と実用化研究 

 工場等の低温廃熱の利用は従来から行われてい

るが、100 ℃以下の低温熱源を利用した蓄熱（熱

利用）は、省エネ技術として今やさらに強く求め

られている。そこで粘土系吸着材ハスクレイ（低

結晶性粘土と非晶質アルミニウムケイ酸塩の複合

体）を改良・利用することにより、100 ℃以下の

未利用廃熱を利用できる蓄熱システムを構築し

た。蓄熱システムに用いられる蓄熱材として、天

然に存在する粘土系ナノ粒子を基にハスクレイ蓄

熱材の改良に取り組み、改良型ハスクレイ GI（100

トン/年レベル）及び改良型ハスクレイ GII（1,000

トン/年レベル）の量産製造技術を確立した。また、

改良型ハスクレイ GII 造粒体を 2 トン搭載したト

ラックによる可搬型蓄熱システムの実用化試験

で、実用レベルの 537 kJ/Lの蓄熱密度（従来の蓄

熱材の約 2.5倍）を実証した。平成 30 年度には、

改良型ハスクレイ GI を用いた蓄熱材用造粒体の

量産製造技術（100トン/年レベル）を確立し、1,020 

kJ/L（従来の蓄熱材の約 4.3 倍）の蓄熱密度を有

する造粒体の製造に成功した。さらに農業用熱供

給及び除湿システムへの展開を図り、ビニールハ

ウスでの熱供給システムの良好な動作確認ととも

・表層土壌評価基本図の整備と技術の橋渡し 

 土壌の地球化学的情報とリスク情報を統合した

マップは世界初であり、規制当局による規制制度の

見直しや、自治体における土地利用計画の策定なら

びに民間事業者における環境リスクの自主管理等

への貢献が期待される。また、関連評価技術は建設

や土木分野における建設発生土の評価と対策等に

も広く適用することができ、幅広い業界への橋渡し

が実現可能である。 

 

・医療用 X 線 CT 装置を用いた非破壊計測に関す

る研究 

 医療用 X 線 CT 装置は土木・建築工事や災害調査

等で採取される大量の地質試料の評価精度を向上

させ、構造や物性の情報を非破壊で迅速に解析する

ことを可能とし、地質試料の評価の効率化につなが

る。地質研究成果を視覚的に伝えることができ、教

育や啓発活動にも利用が期待できる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「「非破壊での埋設水道管

腐食を評価する手法」や「ハスクレイを用いた蓄熱

システムの民間への技術移転」という考え方は、GSJ

の取り組みの新機軸となりうる」、「研究開発成果の

実用性を検証するための試験や実用が効果的に行

われた」、「今年度は、粘土系蓄熱材については経済

性の実証が、深海曳航式システムについてはストリ

ーマケーブルの製品化が、地球観測衛星データにつ

いては無償公開が、水道管腐食評価については民間

企業への技術移転が完了している点が評価でき

る」、「腐食検査調査に関するライセンス契約ができ

たことを高く評価する」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 今後も継続して民間資金を獲得し民間への橋渡

しを行う必要があり、いかに社会ニーズを汲み上げ

るかが課題である。トップセールスを含む様々なレ

ベルでの社会のニーズの汲み上げと先取りを日常

的に実施することや、内外の研究機関、大学、企業

等との共同研究を積極的に実施して行く。また、研
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に、除湿による病害の抑制や光合成の促進を確認

した。令和元年度には、可搬型蓄熱及び定置型シ

ステムの年間実証試験を通した経済性評価を行っ

た。可搬型蓄熱システムの 1 つとして、改良型ハ

スクレイ GI造粒体 5.5トンを搭載したトラックを

用いて、日野自動車株式会社羽村工場のコジェネ

レーション廃熱を用い、約 2 km 離れた羽村市スイ

ミングセンターにて熱利用する実証試験を行っ

た。また、定置型蓄熱システムでは、改良型ハスク

レイ GI造粒体 2.2トンを用いた 2つの蓄熱槽を用

いて、企業の製造現場（酸化チタンの乾燥工程）で

の省エネ化を図る実証試験を行った。年間を通し

たこれらの実証試験の結果、可搬型蓄熱及び定置

型システムのどちらにおいても、経済性が成り立

つことが示された。さらに、食品乾燥への展開を

図り、株式会社沖縄 TLO と連携して、西表島での

製塩システムにおける実証試験を行い、秋及び冬

の曇天が続く季節においても、効率的に大きな塩

の結晶が精製されることを確認した。 

 

・深海曳航式の高精度探査システムの開発 

 日本周辺海域の海底鉱物資源広域調査を推進

し、また、それ以外の様々な用途にも資するため、

従来よりも高い分解能で海底下の地質構造調査を

可能とする新しい調査技術の開発に着手した。そ

の目玉は海洋地質図作成のために最も基礎的で有

効なデータ取得方法であり、高分解能の反射法音

波探査である、深海曳航式探査マルチパッケージ

システムの構築である。深海曳航できる受波シス

テムであるマルチチャンネルストリーマシステム

の開発を平成 28年度から開始した。これを平成 30

年 8 月にはストリーマケーブルのテスト航海に供

し、水深 1,000 mを超える実海域で深海曳航によ

る音波データの取得に成功した。データは、従来

の海面曳航式のケーブルと比較して、より詳細な

地質構造が取得できることを確認できた。産総研

の持つ幅広い研究領域を活かした研究を進めて、

曳航体に産総研計量標準総合センターとの領域融

合開発となる新しい塩分センサーも搭載し、実海

域でのデータ取得に成功した。システムの構築の

ため、関連する民間企業からの資金提供を受ける

共同研究契約「海底資源調査に資する深海曳航型

究員等の意識醸成を図り、大型契約に至るマーケテ

ィングの道筋を開拓する。 
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マルチチャンネルストリーマシステムの共同開

発」を結び、製品の実用化を目指している。本シス

テムに関する特許出願も行った。なお、本システ

ムの開発に関してはシステム開発から技術提供に

その研究フェーズを移しつつあり、平成 30年度に

は、契約額が 1,000万円/年を超える技術コンサル

ティングを 2 件実施した。令和元年度には、橋渡

しとして技術の提供に重点を置き、関連する技術

コンサルティング 4件（総額 1 億円）を実施した。

さらに、高精度な探査を実現するために必須であ

る深海曳航式の音源を導入し、その試験航海を男

女海盆及び沖縄トラフで行った。音源は水深約 300

～500 m で曳航し、発振した音を民間企業と共同

で開発した深海曳航ストリーマケーブルで収録す

ることに成功した。また、深海曳航ストリーマケ

ーブルや新たに開発している塩分センサに関する

研究成果は、IF付国際誌で発表した。 

 

・AI技術を活かした微化石の高速・高精度自動鑑

定・分取システムの開発 

 資源探鉱や地質災害への対策など、現代社会に

は地層の解析が必要となる場面が多々見られる。

「微化石」は、地層の年代や当時の環境などを解

析するために極めて有効な情報源の一つであり、

GSJは多数の専門技術者を配置し、海洋や陸上の調

査によって多くの知見とデータを蓄積してきた。

微化石の鑑定は、熟練した専門技術者が長時間を

かけ、顕微鏡下で手作業により行ってさらに、微

化石の微量元素組成や同位体比組成を測定するに

は、顕微鏡下で大量の微化石を一つずつ拾い上げ

て、専用の試料台に整理して再配置する必要があ

るが、微化石は非常に壊れやすい性質を持つため、

専門技術者でも膨大な時間と労力がかかってい

た。本研究では、微化石を用いた地層解析技術の

革新を目指し、大量の微化石を種ごとに自動的に

高速かつ高精度で鑑定・分取できるシステムを民

間企業 3 社と共同で開発した。微化石の鑑定・分

取技術を自動化する基本システムを GSJ が主導し

て設計し、GSJの微化石コレクションと鑑定力、日

本電気株式会社（NEC）の AI 技術、株式会社マイ

クロサポートの精密なマイクロ・マニピュレーシ

ョン技術、三谷商事株式会社のイメージング技術
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を融合することで、90%以上の微化石の鑑定精度

と、従来の専門技術者の数十倍の高速化を実現し

た。平成 30年度に実機が完成してテスト運用を開

始し、8 月に特許出願、12 月にはプレスリリース

を行った。 

 本システムは、顕微鏡部、AI部、マイクロ・マ

ニピュレーター部で構成されている。GSJの有する

微化石画像コレクションの AI学習により、高精度

な鑑定を実現した。AI部の学習アルゴリズムには、

NEC の 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク

(Convolutional Neural Network; CNN)を搭載した

ディープラーニングのソフトウェアを採用したこ

とで、これまでの機械学習では困難であった複雑

な形態の微化石を迅速、正確に鑑定することが可

能となった。この総合的なシステムの開発により、

顕微鏡のステージ上の試料台に散布した多数の粒

子の画像を取得し、そこに含まれている微化石を

AI によって鑑定し、それらを破壊することなくマ

イクロ・マニピュレーターで分取する一連の作業

を、自動で連続的に行えるようになった。例えば、

従来、単一種の微化石 1,000 個体の鑑定と分取に

は、専門技術者が数日を要していたところ、本シ

ステムによれば 3 時間程度で行うことができる。

これにより、地層解析の効率化が可能となる。 

 令和元年度は、調査研究の更なる加速を図るた

め、同システム 1 台を新たに追加導入した。新規

導入したシステムでは、顕微鏡の画像解像度と分

取効率の向上を図り、より効果的なシステムを構

築した。また、微小な粒子の扱いに長けていると

いうシステムの特長を活かし、鉱物や火山灰等の

微化石以外の粒子についても、同システムの有用

性を試験的に検証した。 

 

・未利用資源の窯業原料化 

 日本最大の陶磁器生産地である瀬戸地方（愛知

県北部）では、原料となる良質な蛙目粘土の枯渇

問題が深刻になっている。当該地域の民間企業・

組合等から、低品位の未利用資源「青サバ」の利用

に係る技術相談を受け、地域イノベーションの推

進の一環として、これを共同研究に発展させ、「青

サバ」の利用技術開発に着手した。現地調査や文

献調査を通じて「青サバ」の賦存状況を明らかに
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し、数百万トンの可採鉱量を確認した。また、「青

サバ」から水簸（すいひ）によってカオリン質粘土

を分離し、磁選により雲母分を除去する技術を確

立した。続いて焼成方式等を策定し、「青サバ」が

既存原料の増量材（可塑性成分の 50%程度）として

十分利用可能であることを提示し、業界の原料供

給不安の緩和に貢献した。その結果、平成 30年 6

月より、「青サバ」のタイル原料としての利用開始

（当面 200 トン/月）に至っている。平成 30 年度

には、原料の枯渇がより深刻な東濃地方（岐阜県

東部）で新たな陶磁器原料の探査を開始し、有望

地 1 か所にて電気探査を実施するとともに、「青サ

バ」中のカオリンが鉄を 3%以上含有する特異な鉄

カオリンであることを解明し、IF付国際誌に発表

した。また、「粘土・粘土資源」をテーマとした GSJ

シンポジウムを秋葉原で開催し、国内非金属鉱物

資源の現状と課題について講演した。令和元年度

は、東濃地方にて平成 30年度に電気探査を実施し

た有望地について、次段階の試錐調査に移行する

ために、地元業界団体への鉱業権移転に向けた中

部経済産業局及び現鉱業権者への説明、昭和 40年

以前の坑道採掘時の試料分析等、技術支援を実施

した。一方、他の有望地の探査を、恵那山・屏風山

断層沿いのエリアを中心に実施し、陶土の小規模

な新規鉱徴地を発見した。また、風化花崗岩から

珪砂（石英分）を分離・生成するための技術開発を

開始し、粒度特性の解析や予察的な磁選を実施す

る等、粉砕特性の解析に向けた基礎データを収集

した。さらに、青サバの研究を発展させ、良質な蛙

目粘土の鉱床の地球化学的研究を推進し、原岩中

に含まれる有機物の硝化に伴う間隙水の酸性化に

よって、同鉱床のカオリン化が進行した可能性を

指摘した。この成果は、ヨーロッパ及び米国での

国際学会にて発表した。プラント規模の処理施設

を用いた試験、及び、不純物除去技術の改善とコ

スト計算については、共同研究先との協議を開始

した。 

 

・地域の水文地質特性と調和した地中熱ポテンシ

ャル評価手法の開発 

 地中熱とは、地表から地下 100 m程度までの地

中にある熱を指し、そのうち深さ 10 m以深の地中
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温度は年間を通じて一定である。この安定した熱

エネルギーを冷暖房や給湯、融雪等に利用するの

が地中熱利用システムである。地中熱の利用によ

り、消費電力削減に伴う CO2排出削減のみならず、

夏場のヒートアイランド現象の緩和に寄与し、脱

炭素社会実現のためには重要なツールの一つであ

る。日本での地中熱利用システムの更なる普及に

は、導入コストの削減と、システム効率の向上が

重要である。そのためには地域ごとの関連地下情

報を取り纏め、地中熱システムのポテンシャルを

評価する必要がある。平成 27～30年度は、東北地

方の主要地域を対象に、地下水流動・熱交換量予

測シミュレーションに基づくクローズドループシ

ステムのポテンシャルマップ（可能採熱量マップ、

熱交換器必要長マップ）を作成した。また、ポテン

シャルマップの精度向上を図るため、現地での熱

応答試験結果をシミュレーションモデルに反映さ

せる手法を開発した。さらに、平成 30年度は、地

下水を直接利用するオープンループシステムや帯

水層蓄熱システムのポテンシャル評価手法を開発

した。令和元年度は、NEDO事業（平成 26年度～平

成 30年度）で開発した地中熱ポテンシャル評価手

法を応用し、冷房負荷が東北地域よりも大きい大

阪平野において、3次元地下水流動・熱輸送モデル

構築及び熱交換量予測シミュレーションを実施

し、クローズドループシステムのポテンシャルマ

ップ及びオープンループシステムの適地マップを

作成・公表した。また、令和 2 年度以降の北陸地

域の地中熱ポテンシャルマップの公表に向け、現

地調査と基礎モデルの構築を実施した。本マップ

については、「大阪平野が持つ地中熱ポテンシャル

を見える化」として、プレスリリースを行った。さ

らに、オープンループシステムの適地マップにつ

いては、福島県会津盆地を研究対象地域として、

水質を考慮した適地評価手法の開発に着手した。 

 

・表層土壌評価基本図の整備と技術の橋渡し 

 重金属類による汚染は我が国における土壌汚染

の 6 割以上を占める。また、表層土壌汚染は、農

業と生活環境に与える影響も大きい。表層土壌に

係る化学的基盤情報の整備は、技術の橋渡しに向

けた重要な取組であり、土地利用計画や産業立地
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診断の他、重金属類に関するリスクコミュニケー

ション等に幅広く利用される。平成 28年度に「表

層土壌評価基本図～高知県地域～」の整備とウェ

ブ公開を完了し、CD-ROMにて公表済みの宮城県、

鳥取県、富山県及び茨城県地域表層土壌評価基本

図も Google Earth 上で表示できるようにデータ

を変換しウェブ公開した。また、平成 29年度に開

催された第 27回 GSJシンポジウム「全国版自然由

来重金属類データ整備に向けて」で受けた鉱業・

環境管理・建設等の業界からの要望を踏まえ、県

単位での整備から地方単位での整備へ方針を変更

した。平成 30年度は、四国地方の表層土壌評価基

本図の整備と公開に向けて調査と解析を進めた。

さらに、関連技術をリニア中央新幹線のトンネル

掘削により生じた発生土に応用し、沿線の岩盤の

リスク評価と管理技術の開発を進めた。令和元年

度は、情報整備・出版の加速化を目指して地方単

位への整備へと方針を変更したことを受け、四国

地方、九州地方、北海道地方に関して既存の基盤

情報の空間解析を進め、試料採取場所の選定に必

要な基礎解析を実施した。さらに、四国地方に関

しては、平成 30年度より開始した土壌試料採取及

び分析を全て完了し、ヒトへのリスク情報の解析

を進めた。関連技術としては、トンネル掘削岩の

スレーキングによる溶出挙動の研究を進め、いま

だ明確な法整備のない岩石からの有害元素溶出に

関する評価手法の開発を進めた。 

 

・医療用 X線 CT装置を用いた非破壊計測に関する

研究 

 土木、建築工事のために地下構造解明で採取さ

れるボーリング試料、環境や資源のための海洋調

査で採取される海底堆積物などを迅速かつ効率的

に解析するためには、最初に内部構造を非破壊で

観察し、分析計画を立てることが必要である。ま

た、内部構造だけでなく、岩石や化石などの形態

や形成過程の解明のために、定量的な形状計測が

必要である。このような目的のために平成 30年度

に医療用 X線 CT（Computed Tomography）装置を新

型に更新した。その結果、計測精度が改善され、よ

り多くの情報を迅速に取得できるようになった。

特に、近年調査が増えている沖積層や海底堆積層
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等の未固結試料の解析能力が向上した。また、活

断層や津波の評価や地下構造解明等のために採取

した堆積物試料を撮影し、堆積構造や岩相変化の

観察、試料分割計画に活用した。X線 CT画像の解

析により、肉眼では観察しにくい津波堆積物をよ

り鮮明にとらえることができた。また、地質の研

究を視覚的に伝えるための取組として、化石標本

や岩石試料を撮影した。X線 CTデータを基に作成

した異常巻アンモナイトの立体模型や海洋調査の

理解促進のためのマンガン団塊の断面画像等を、

地質標本館に展示した。 

 令和元年度は、現在の海底堆積物を用いた生物

の這い痕や巣穴等の生痕の 3 次元的な形態解析を

行った。この解析技術は、海底鉱物資源開発時の

環境影響評価において、海底環境の生物活動度の

評価に応用された。地質試料以外にも適用するた

めに、食品やパソコン等の電化製品を測定し、よ

り観察しやすい条件設定を明らかにした。さらに、

地質の研究成果を視覚的に伝える取組として、地

質標本館の放散虫模型の形状を X線 CT装置で計測

し、新たな模型を作成して展示した。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 産総研の平成 31年度計画では、産総研の技術的

なポテンシャルを活かした指導助言をすること、

技術コンサルティング制度を職員に理解させ、平

成 30 年度を上回る技術コンサルティング収入を

上げること等が記されている。技術コンサルティ

ングに関しては、件数、合計金額とも増加してお

り、職員にこの制度が浸透してきたことが数値と

して表れている。令和元年度の民間資金獲得額 3.4

億円の内、その 55%程度を技術コンサルティングが

占めるようになった。技術コンサルティング制度

が始まってからその割合は伸びている。 

 第 4 期中長期目標期間中の技術コンサルティン

グによる外部資金獲得額と件数の推移は以下の通

りである。  

  平成 27年度：0.01億円（1件）    

 平成 28年度：0.16億円（8件）    

 平成 29年度：0.78億円（25件）    

 平成 30年度：1.11億円（27件） 

 令和元年度：1.88億円（50件） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：技術コンサルティングで、契約件数、総額が

伸びていることは、依頼企業側に GSJの研究成果や

研究者に対する信頼が順調に伸びてきていること

を示している。これによって研究成果や地質に関す

る知見の社会での活用が進み、資源開発、産業立地

等でのアウトカムがあったと言える。また、地質相

談業務、取材報道対応等でも、一般市民の地質への

理解を増進することにつながった。既存の産総研ベ

ンチャーも着実に成長しており、GSJによるサポー

トが実を結んでいる。 

 GSJ開発の機器を用いた海洋資源探査、地球物理

学的解析手法、公的機関への学術的な面からの最先

端知見の伝授、断層粘土の鏡下観察手法等の技術コ

ンサルティングを行うことで、公的機関の資源開発

に携わる企業のサポートや企業立地に関わる地質

コンサルタント会社に対する技術コンサルティン

グ等を行って、社会に最先端の地質の技術による成

果を浸透させた。また、CCS、土壌汚染等の各分野
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産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

 技術コンサルティングについては、平成 27年度

から件数・合計金額ともに順調に増加してきた。

これは民業圧迫にならず知財が関係しない事案に

ついての技術コンサルティング制度が平成 29 年

度より GSJ では推奨されており、地質コンサルタ

ント会社に対する技術コンサルティング等を積極

的に増加させた結果である。平成 30年度の技術コ

ンサルティングは更に増え、GSJの開発機器を用い

た 2 件で約 5,000 万円の契約があり、また、継続

的に CO2 地中貯留(Carbon dioxide Capture and 

Storage; CCS)・遮蔽性能調査に関するものがあっ

た。令和元年度は、平成 30年度と同様、GSJの開

発機器を用いた技術コンサルティングとして、2件

で総額 1 億円を超える契約があった。また、上記

遮蔽性能調査に関するもので、1 件としては少額

ながら、同様の技術コンサルティングを 10社以上

と契約した案件など、200万円以下の少額のものも

増えた。ICを中心に、技術コンサルティングを実

施可能な職員に対し、面談等のサポートを行って

技術コンサルティング制度を浸透させ、また、相

手方との面談等にも同席して相手方により満足の

得られるよう活動を行ってきたことが結果に表れ

た。引き続き、技術コンサルティング制度を GSJ内

で認知・推奨していく。 

 地質相談窓口には地質相談の他、マスコミから

取材の問い合わせも多く寄せられ、取材は地質相

談とは別にカウントした。地質相談は、マスコミ

等からの取材につながる相談や、各種出版物の相

談窓口にもなっているため、一般の相談者にわか

りやすく、かつ、効率的な運用を目指しており、平

成 27 年度は 479 件、平成 28 年度は 798 件、平成

29 年度は 616 件、平成 30 年度は 552 件の相談が

あった。平成 28年度は熊本地震に関連した相談が

多く、件数が突出した。平成 29年度の地質相談の

内訳は、活断層、地質、地球化学図、火山、化石・

鉱物・岩石の同定、刊行物についての問い合わせ

が多かった。特に地質図幅のプレスリリースの影

響で、「地質図幅がどこで手に入るのか」、「注文を

受けているので卸して欲しいがどうしたらよい

か」という相談が近年多く寄せられた。平成 29年

度末に、八峰白神ジオパーク推進協議会から過去

の地質情報展の展示物を活用したいという地質相

にも継続的な技術コンサルティング需要があり、土

木系企業の技術開発等にも貢献している。 

 GSJ の整備した地質情報を広く一般に広めるに

は、GSJ単独では限界があり、他機関と連携するこ

とが重要である。地質相談では、ジオパークとの窓

口や日本化学会国際周期表年実行委員会との窓口

等の役割を果たし、効果的に GSJのプレゼンスを高

めることができた。また、出版物の販売促進・デー

タベースの使い方の案内を通じて、一般の方々に自

ら地質情報を理解できる機会を提供することがで

きたと考えている。地質相談窓口にマスコミからコ

ンタクトがあることも多く、番組取材につながり

GSJ のプレゼンスを高めることになった案件も多

い。さらに共同研究や研修事業の端緒に発展するこ

とがあるとともに、行政機関からの相談も多く、地

質相談はアウトリーチの観点だけでなく公的機関

としての重要な責務も果たしている。 

 ブラタモリ等、地質を紹介するテレビ番組や、地

質災害やプレスリリース等に関する取材対応や報

道（朝日新聞等）により、GSJの知名度及び地質に

関する国民のリテラシーの向上に大きく貢献した。

地質図幅の発行に関しては、当該地域において記者

会見形式でプレスリリースを行うことにより、ジオ

ツーリズムや地域振興につながる効果的な普及活

動のきっかけとなっている。例えば、自治体による

観光アプリや YouTubeの地質紹介動画の作成協力、

ジオパーク認定活動や、地質を解説した看板の作成

へ協力等、地域振興に貢献した。地質情報展は、20

年以上にわたって各地を回り開催しており、各地の

一般市民のジオ・リテラシーの向上や、地方自治体

の防災担当者や地質に関連する企業の技術者への

最新の研究成果の普及に貢献し、資源探査や環境保

全、防災や減災など、様々な社会的課題に関する理

解の浸透にも寄与している。地震や火山噴火の他、

昨今では台風や集中豪雨による斜面崩壊や地すべ

り、土石流等による水害が頻発し、それら地学現象

に対する一般市民の関心が高まりつつある。加え

て、地方自治体の防災担当者や地質に関連する企業

の技術者からも、最新の研究成果の発信が求められ

ている。 

 平成 28 年に設立された地球科学可視化技術研究

所株式会社のプロジェクションマッピング技術は、
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談があり、平成 30年度初頭に展示物として利用さ

れるに至った。また、出版物の販売促進・データベ

ースの使い方の案内を通じて、成果普及につなが

る指導助言を行っている。令和元年度は 519 件の

地質相談を受けた。地質の日のイベントとして令

和元年 5月に行った経済産業省展示「地球化学図」

を、令和元年 12 月の国際周期表年 2019 の巡回展

に使用したい、との日本化学会国際周期表年実行

委員会からの地質相談に対応し、展示に至った。

引き続き、GSJの社会への窓口として、効果的な運

用をしていく方針である。 

 平成 27 年度から平成 30 年度における取材件数

は平均約 300 件/年、報道件数は平均 600 件/年以

上であった。近年、人気テレビ番組であるブラタ

モリの取材は頻繁に受けており、その影響か風景

を対象とした番組で、地質のコメントを求められ

ることが多くなった。取材結果を使用する場合は、

パブリシティ向上のため「産総研地質調査総合セ

ンター」名義のクレジットを入れてもらうよう依

頼した。マスコミ対応は、社会での地質の役割を

示すために重要であるため、令和元年度における

取材件数は約 270 件以上、報道件数は約 580 件以

上であった。今後も引き続きパブリシティの向上

に務めたいと考えている。 

 広報活動の一環として、地質図幅の刊行や論文

発表、顕著な研究成果等について、プレスリリー

スを行った。平成 27 年度は 2 件、平成 28 年度は

11件、平成 29年度は 15件、平成 30年度は 17件、

令和元年度は 15件のプレスリリースを行った。平

成 28年度にプレスリリースを行った地質図幅「播

州赤穂」は、その学術的価値と地域の資源として

の価値を認識した赤穂市からの要請をうけ、平成

29年度に同市主催の講演会（聴衆約 360名）の実

施、観光用展示物作成の協力を行った。さらに平

成 30年度には、赤穂市の観光アプリ「赤穂まちあ

るき」、赤穂市を紹介する YouTube、赤穂市歴史文

化基本構想の資料等で本図幅が活用されている。

平成 29 年度に出版とプレスリリースを行った地

質図幅「鳥羽」は、平成 30年度にジオパーク認定

を目指す地元地域振興団体からの依頼で、鳥羽市

長及び教育委員長出席のもと講演会を行い、加え

て地元において地質見学会を行った。これら 2 例

GSJ の地質情報の当該地域での普及に大きな役割

を果たしている。また、3次元地形モデルはブラタ

モリ等で活用されており、地形・地質を理解できる

人々の裾野を広げるために役立っている。 

 GSJが主導し、地質図に関わる 2件の JIS改正に

至ったことにより、地質図の正確な利活用につなが

ると考えられる。 

 汚染土壌からの重金属溶出に係る新たな試験法

について、国内規格がない上向流カラム通水試験の

ISO化によって本試験法の利用が促進され、高精度

な土壌汚染評価や合理的管理の促進が期待される。

また、土壌汚染のおそれを判定する環境庁告示 46

号試験の再現性を高めたことで、当該試験の結果に

対する信頼性の向上に貢献し、平成 29 年度工業標

準化事業表彰を受賞した。 

 ベントナイト性能評価方法に係る JIS 制定によ

り、ベントナイトを利用する企業が自ら測定を行わ

ずともメーカーによる測定値を比較できる、各用途

に適したベントナイトを効率的に選定できるなど、

ベントナイト利用企業にとっての利便性の向上や

ベントナイト資源の有効利用につながる。特に、ベ

ントナイトは放射性廃棄物処分施設の遮蔽材とし

ての利用も検討されているため、施設の安全性評価

の信頼性向上につながり、安全・安心な社会の実現

に貢献する。本研究成果は、日本粘土学会奨励賞を

受賞した他、本 JISは経済産業省のウェブサイトに

おいて、「社会的に関心の高い重要な JIS」（169 件

中 4件）として掲載された。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「国内・国外に対して日

本の地質行政の代表として様々な委員会、会議、プ

ロジェクトで重要な役割を果たしたことは特筆に

値する」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 技術コンサルティングについては、研究職員への

認知が浸透してきたため、件数が着実に増えてい

る。金額そのものは小さい案件が多いが、公的資金

を得た民間企業から 2 件で 1 億円を超える技術コ
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は地質図幅が地域振興・地方創生に貢献した証左

である。平成 30年度は、5万分の 1 地質図幅「糸

魚川」及び「身延」の刊行に際して、記者会見形式

のプレスリリースをそれぞれ当該地域で行い、い

ずれも新聞やウェブニュース等で取り上げられ

た。令和元年度は、5万分の 1地質図幅「本山」の

刊行に際して、「世界が注目する変成岩地域の地質

図が完成」と題して記者会見形式のプレスリリー

スを当該地域で行った他、「ひと目でわかる「地下

水の地図」をウェブサイトで公開」、「ウナギやワ

カサギの減少の一因として殺虫剤が浮上」、「7 世

紀末と 9 世紀末の東海地震の痕跡を発見」、「日本

全国 440 火山の情報がひとめでわかるウェブ総合

システムを開発」等の重要な成果をプレスリリー

スで発表し、これらのプレスリリースは大きな反

響を呼んだ。 

 地質情報展は平成 9年に始まり、第 23回となる

令和元年度は「地質情報展 2019やまぐち」と題し

て、9月 21～23日、山口大学で開催した。山口県

の化石や岩石標本をはじめ、4.5 m×6 mの大きさ

の中国地方の巨大地質図の床貼り展示や火山噴火

や重力探査を再現した実験コーナー、実体顕微鏡

で観察する砂の世界、断層模型・地質模型などの

各種展示を行った。また、山口大学や近隣の博物

館と連携した展示や解説を行った。市内から離れ

た会場で台風による荒天にも関わらず 3 日間で約

950名の来場者があった。開催期間中、山口新聞、

KRY 山口放送、中国新聞の取材に対応し、活気のあ

る会場の様子が写真入りの記事として掲載され

た。 

 平成 28 年に産総研ベンチャーとして設立され

た地球科学可視化技術研究所株式会社は、プロジ

ェクションマッピングを用いて地形・地質情報を

正確に立体模型に投影する技術で、地質標本館第

一展示室の他、つくば市、赤穂市をはじめとする

各地の博物館、教育委員会から受注を受けて業績

を伸ばしている。平成 30年 8月に日本薄片株式会

社が設立され、平成 31年度（令和元年度）には薄

片技術を核にしたベンチャー企業の立ち上げに向

けて、ICが産総研ベンチャー開発・技術移転セン

ターと連携して必要な体制作り等について助言を

行い、令和元年 6 月に産総研技術移転ベンチャー

ンサルティングを依頼された例もあった。今後も、

技術コンサルティング制度については GSJ 内で認

知・推奨し、積極的に利用するよう、研究者の意識

を保っていく必要がある。知財実施契約件数につい

ては伸び悩んでおり、ソフトウェアの知財収入等の

新たな知財収入を目指し IC を中心にバックアップ

していく必要がある。広報活動については、いかに

GSJ の研究活動が広く社会に認知されるかが課題

である。プレスリリースを柱としつつ、地方でのシ

ンポジウムの開催等、自治体や企業に向けた広報活

動を展開する。また、広報についての研究者側の意

識改革や広報費の明示的な予算化を行い、効率的か

つ効果的な広報を展開する。 
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の認定を受けた。GSJでベンチャーになる技術はそ

れほど多くないが、今後設立させたベンチャー企

業が適切に成長していくよう、引き続きサポート

していく。 

 国や地方自治体の納品要領に使われている地質

図 の 表 示 に 関 わ る 日 本 産 業 規 格 (Japanese 

Industrial Standards; JIS) A0204「地質図－記

号，色，模様，用語及び凡例表示」及び JIS A0205

「ベクトル数値地質図－品質要求事項及び主題属

性コード」の改正を、原案作成委員会を組織して

行い、平成 31年 3月 20日に公示に至った。 

 近年、トンネル掘削や都市部の再開発において

自然由来も含めた重金属による土壌汚染が社会、

経済的な問題となっており、汚染土壌からの重金

属溶出に係る試験方法の構築及びこれを用いたリ

スク評価が求められている。溶出試験法のうち上

向流カラム通水試験の国際標準化及び土壌汚染の

判定で用いられる環境庁告示 46 号試験改正に資

する基礎的研究の実施及び科学的知見の提供を行

った。上向流カラム通水試験では、GSJの研究者が

国際標準化機構 (International Organization 

for Standardization; ISO)の技術仕様から正式

規格へのアップグレードリーダーとなり、国内外

の研究機関・大学・民間企業と連携して平成 27～

28年度に標準化原案の改定のための検討・試験及

び 17機関が参加する精度評価試験等を実施し、平

成 28～30年度には、ISO TC190 SC7 WG6内でこれ

らの成果の標準化原案の改定を実施した。令和元

年度には、この議論を反映した原稿を作成し、最

終 国 際 規 格 案 (Final Draft International 

Standards; FDIS)の投票の後、令和元年 10 月に

ISO 21268-3として公表され、JIS化を目指して国

内委員会の準備を開始した。また、環境庁告示 46

号試験について、平成 27～29年度には振とう速度

や遠心分離、フィルター種等が試験結果の再現性

に及ぼす影響を評価するとともに、平成 28年度～

平成 29年度には環境省「土壌測定技術等に関する

検討会」に GSJ 研究員が委員として参画し、科学

的知見を試験方法の改正にフィードバックした。

令和元年度は、改正された環境庁告示 46号試験が

土壌汚染対策法において施行されるとともに、フ

ィルターの種類による影響に関する検討を引き続
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き実施した。これらの研究成果は、平成 27～30年

度に IF付国際誌 4報で公表した。 

 土木建築工事用止水剤、鋳物砂の粘結剤、ペッ

トのトイレ砂、化粧品、入浴剤などに広く利用さ

れる粘土鉱物資源であるベントナイトは、放射性

廃棄物処分施設の遮蔽材としての利用も検討さ

れ、その性能評価手法の標準化が原子力関連業界

及びベントナイトメーカーの双方から強く要望さ

れていた。ベントナイトの代表的な性能評価法で

あるメチレンブルー吸着量測定について、過去に

日本ベントナイト工業会よりスポット法が提案さ

れたが、測定値の個人差が大きいという問題があ

った。そこで、平成 27～28年度に比色法による測

定値の個人差を小さくするための研究を実施する

とともに、ベントナイトに関連する企業・大学・公

的研究機関の研究者を集めて JIS 化準備委員会を

立ち上げた。平成 29年度には、日本規格協会の JIS

原案作成支援制度に採択され、GSJを事務局とする

JIS原案作成委員会で技術的な検討を開始した。経

済産業省での審議を経て、平成 31年 3月に GSJが

開発した比色法が JIS 制定された。これらの研究

成果は、IF 付国際誌 1 報、和文誌（査読有）2 報

で公表した。令和元年度は、JIS制定に関して産総

研ウェブサイトで「主な研究成果」として公表し

た他、JIS 原案作成委員会のメンバーで再度集ま

り、JIS化された手法を 5年後もしくは 10年後に

改定することを見据えた研究展開について協議を

開始した。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 平成 27 年度は他領域の研究企画室とも情報を

共有し、異なる領域、地域センターに跨るマーケ

ティング機能を強化した。平成 28年度からは GSJ

幹部や ICによる企業訪問等、直接的なマーケティ

ングに加え、つくば及び地域センターでのテクノ

ブリッジフェア、GSJシンポジウムの他、学会活動

を通じた専門家集団としての交流に基づくマーケ

ティングを活用している。 

 マーケティング力の強化の指標として民間資金

獲得額の第 4 期中長期目標期間中の推移を以下に

示す。  

  平成 27年度：0.8億円（目標値 1.5億円）    

 平成 28年度：2.5億円（目標値 2.0億円）    

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：マーケティング力を向上させるため、職員

の意識向上に取り組んできた結果、民間資金につい

ては令和元年度の目標額 3.4 億円に対して 3.4 億

円となり、目標をほぼ達成した。このことは、マー

ケティング力強化による成果である。 

 インフラ系会社の立地問題や、資源開発に関わる

技術開発、CCS、燃料地質、衛星情報、鉱物素材、

鉱物資源、水資源などを通して、社会に貢献できた

と考えている。この結果、これまでに増して企業に、

GSJ に相談できるという認識が広がってきている。

しかしながら、これらは資金力のある企業やそれら
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「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

 平成 29年度：2.4億円（目標値 2.5億円）    

 平成 30年度：3.7億円（目標値 2.9億円）  

  令和元年度：3.4億円（目標値 3.4億円） 

 

 民間資金獲得額は年度ごとに大型民間資金の影

響を受け、ばらつきがあり、平成 30年度や平成 28

年度のようにその年度の目標額を大きく超えた年

度もある。特に平成 30年度は、これまでに無い 1

億円を越える大型共同研究が獲得できたため、目

標額を大きく超える成果が上がった。内容的には、

産業立地に関わる大型共同研究や、海洋資源関係

の技術コンサルティングの金額が大きい。一方で

これまであった OSL 年代や古地磁気関係の技術コ

ンサルティング依頼が縮小し、重力探査、地磁気

地電流法など地球物理学的解析手法に期待が集ま

っている。CCS、燃料地質、衛星情報、鉱物素材、

鉱物資源、水資源、作成困難な薄片作成手法に関

するものなど各分野にも継続的な需要があった。

令和元年度の公的外部資金（直接経費）は、17.0億

円を獲得した。 

 第 4 期中長期目標期間に入った平成 27 年度以

降、GSJ幹部と ICによる GSJ技術マーケティング

会議を原則毎月開催し、特に ICが継続的に集約し

た外部資金の状況や民間資金の目標額に対する達

成率の他、マーケティング情報を共有し、結果を

ユニットへフィードバックしてきた。この会議で

は、ICが中心となって民間資金動向の情報共有を

行うとともに、職員の民間資金獲得に関する助言

を行っている。ここでは、共同研究や技術コンサ

ルティングの芽がある企業やその周辺事情につい

て情報共有を図ってきた。さらに技術コンサルテ

ィングを受注するメリットや、ランニングコスト

のかかる機器の運用のために継続的な民間資金を

獲得することで研究に専念できることなど、民間

資金獲得のメリットについて研究職員の理解を進

めた。 

 産総研が企業を招待して産総研全研究領域の技

術を紹介するテクノブリッジフェアでは、GSJもパ

ネル展示や領域セミナー等を実施して企業にアピ

ールしている。平成 29年度の「テクノブリッジフ

ェア 2017 in つくば」では、IC面談等により 3件

の共同研究と 3 件の技術コンサルティングに結び

を顧客に持つ地質コンサルタントに限られ、多くの

中小零細の地質コンサルタントには、高度な技術開

発や技術移転より、地質情報の整備・普及や、適度

なレベルの講習が望まれているのも事実である。こ

のため、GSJとして地質相談（令和元年度 519件）

や地質人材育成コンソーシアムの研修事業等（4

件）により対応してきた。 

 平成 27 年度以降、継続的に行ってきた技術マー

ケティング会議は、企業情報の共有と民間資金獲得

技術の共有、また、リスク管理など、民間資金を獲

得する上で重要な情報交換を行うことで、民間資金

の獲得の機運を高めることにつながっている。  

 テクノブリッジフェアは産総研全体の催しで、発

表方法はパネル展示とセミナーというように統一

されている。その中で、パネル展示会場での床貼り

地質図展示や地質標本館ガイドツアー実施等の

GSJ独自の企画を立てて、来場者へのアピール力を

高めてきた。化学メーカー、鉄鋼メーカー、建設土

木会社、機械メーカー等へ、GSJの保有する地質情

報や技術の活用事例や各企業の抱える課題解決へ

のひらめき（シーズ・ニーズマッチング）を提示し

た結果、「テクノブリッジフェア 2017 in つくば」

では、3件の共同研究と 3件の技術コンサルティン

グに結びついた。「テクノブリッジフェア 2019 in 

つくば」では、領域として招待した 4社のうちの 1

社と 1 億円を超える大型共同研究の話がまとまり

つつあり、令和 2年度以降に実施予定である。 

 平成 28 年度以前の GSJ シンポジウムは、ある程

度の専門家向けのイベントとして開催していたが、

平成 29 年度の富士山を対象にしたシンポジウム以

降は、行政関係者、自治体関係者、民間企業の技術

者や一般市民も対象にして行ってきた。また、GSJ

地質ニュースの発信は継続的に行っており、GSJの

研究成果の普及に役立っている。これらの活動は、

GSJ で行っている知的基盤の整備や橋渡し研究等

の最新の成果の一般社会への実装を目指す上で効

果があるものと考えている。 

 土壌汚染対策に関するサステイナブルレメディ

エーションコンソーシアムの講演会を通じて、GSJ

の持つ土壌汚染の対策方法や、GSJが関与して作成

している土壌汚染対策に関する ISO の情報や国際

組織に関する情報の普及を図り、新しい情報を企業
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の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ついた。平成 30 年度の「テクノブリッジフェア 

2018 in つくば」では、企業展示会への参加要請

（1 件）、共同研究の課題検討（1 件）につながっ

た。令和元年度の「テクノブリッジフェア 2019 in 

つくば」では、第 4 期中長期目標期間中では初め

て企業 4 社を招待し、領域長をはじめとする幹部

面談の他、GSJの研究成果により深い関心を持って

もらえるように ICが会場を案内し、出展の担当研

究者と懇談ができるようにした。テクノブリッジ

フェアのパネル展示は、令和 2 年 2 月の企業展示

会へ出展予定であったが、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため当該企業展示会は中止となっ

た。地域センターが開催するテクノブリッジフェ

ア及び類似の催しにも、その地域や対象業種に適

した出展内容で毎年参加している（平成 27年度 1

件、平成 29 年度 2 件、平成 30 年度 3 件、令和元

年度 5件のイベントに出展）。GSJ独自の取組とし

て、平成 29年度から「テクノブリッジフェア in 

つくば」において地質標本館ガイドツアーを実施

し、様々な企業に地質情報や GSJ が持つ技術に対

して関心を持ってもらうように働きかけている。

平成 29年度には、参加した 15社 32名に対して地

質調査所時代から磨き抜かれてきた薄片作製技術

を宣伝し、当該技術コンサルティング 1 件の実施

につながった。平成 30年度以降は、プロジェクシ

ョンマッピングや関東平野地下模型などを使って

地質と社会とのかかわりを解説し、地質情報の新

たな使い方について企業関係者と交流を深めた。

また、薄片作製技術等、GSJ の技術の宣伝も進め

た。平成 30 年度は 48 社 89 名、令和元年度は 34

社 65名の参加があった。 

 平成 27年度は GSJシンポジウムを開催しなかっ

たが、平成 28 年度には東京で 1 件、平成 29 年度

は東京で 3 件、静岡で 1 件の計 4 件開催した。平

成 30年度は東京と千葉で計 2件開催した。このう

ち地圏資源環境研究部門は研究成果報告会として

GSJシンポジウムを毎年継続して開催している。地

質情報研究部門と活断層・火山研究部門は平成 29

年度に富士山周辺の地質について、平成 30年度は

房総半島の地質に関する内容で GSJ シンポジウム

を行い、それぞれ 87名、205名の参加者があった。

令和元年度は、GSJシンポジウム 2件を開催した。

が迅速に利用できるようになっている。地質人材育

成コンソーシアムで行う研修では、野外での地質調

査の手法や鉱物肉眼鑑定の手法を伝授している。こ

れらの研修内容は、企業としては必要であるものの

大学では学ぶ機会が少ないものであり、社会での地

質情報の利活用の推進につながっている。特に、鉱

物肉眼鑑定研修については、企業の高い評価を受

け、ジオバンクへの寄附につながった。 

 ジオバンク事業によって、民間企業や個人からの

寄附により、地質情報を必要としている地方自治体

の防災担当者や地質の関連企業の技術者等の人材

育成や、一般市民に対する地質に関する研究成果の

発信・普及という形で、安全・安心な社会の構築に

貢献した。クラウドファンディングの挑戦では、結

果的に 145名からの寄附があり、添えられた応援メ

ッセージからは、既存の地質ファンだけでなく、新

たなファンの獲得もうかがえた。産総研全体での広

報活動により、クラウドファンディング挑戦に関す

る報道（YOMIURI ONLINE、平成 30年 12月 13日）

にもつながり、産総研、GSJ、地質情報展の知名度

の向上にも役立ったと考えられる。外部資金獲得の

新たな取組の成功だけでなく、一般市民からの地質

の研究に対する興味や関心を高め、結果的に地質の

研究成果を社会へ普及させる下地作りが促進され

たものと考えている。「地質情報展 2019北海道」を

クラウドファンディングにより開催できたことで、

地質に関する研究成果の社会実装に向けて、地方自

治体の防災担当者や地質の関連企業の技術者への

研究成果の普及や一般市民の地質に対する興味と

防災・減災意識を高めることに貢献した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「公的外部資金、民間資

金併せて、運営交付金とほぼ同額の資金を獲得して

いる」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 GSJでは、理学的な研究内容の研究者が多いこと

もあって、マーケティング強化のための人材育成も

課題である。今後、民間資金獲得に限らず、研究成
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ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

秋葉原で開催した「地下水、土壌、地中熱の基盤デ

ータ整備と利活用」では、地下水、土壌、地中熱の

知的基盤整備に関連する取組、それらアウトプッ

トの狙いや産業・社会分野への波及効果、利活用

の状況を中心に紹介し、161名の来場者があった。

また、横浜で開催した「神奈川の地質と災害」で

は、自治体や大学、研究所などが進めている地質

情報整備や地質災害への対策等について紹介し、

136名の来場者があった。 

 GSJ の月刊広報誌として、PDF 及び冊子形式で

GSJ地質ニュースを刊行している。平成 23年度ま

では、外部に委託して地質ニュースを刊行してき

たが、平成 24年度からは GSJ地質ニュースとして

自主刊行物にしている。GSJ地質ニュースのページ

数は、平成 27 年度 366 ページ、平成 28 年度 419

ページ、平成 29年度 382ページ、平成 30年度 332

ページ、令和元年度 340 ページとなっている。平

成 29年度以降は、編集委員会から原稿を依頼する

体制が確立し、編集作業等が安定して進められる

環境を整えた。引き続き GSJ の研究成果の社会へ

の実装という観点から、GSJ地質ニュースの刊行を

行っていく予定である。 

 産総研コンソーシアムは、参加者が資金を負担

して、産総研の業務にかかる産学官連携の支援、

成果の利用の促進、情報の収集及び提供等を行う

ものである。平成 27年度に土壌汚染対策に関する

サステイナブルレメディエーションコンソーシア

ムを設立し、講演会等を実施して土壌汚染の対策

方法を民間企業と共有している他、 ISO や

ISRA(International Sustainable Remediation 

Alliance)等と連携し、情報の集約や普及を行って

いる。平成 30年度は、国際ワークショップ 1回と

ワーキンググループの会合を 2 回行った。令和元

年度は、Sustainable Remediationホワイトペーパ

ーを公開するとともに、Sustainable Remediation

研究会を 4 回開催し、ワーキンググループの会合

を 2回行った。平成 29年度には、地質人材育成コ

ンソーシアムを設立した。このコンソーシアムは、

企業の社員を対象とし、会費を払って参加する研

修事業を行う枠組みを提供するもので、後述する

ジオ・スクールの主要部分を占め、地質調査研修、

地形判読研修、鉱物肉眼鑑定研修を実施している。 

果の社会実装を進めていく上でも、社会との関係を

重視できる人材の育成は重要である。このため若

手・中堅の研究者には、記者発表形式でのプレスリ

リースによる研究成果の発信を推奨するとともに、

民間企業や自治体等に向けたシンポジウム・研修会

の講師等、地質情報のユーザとの密なコミュニケー

ションの場を経験させ、必要な人材の育成を図って

いる。 

 テクノブリッジフェアでは地質に関係する来訪

企業はそれほど多くないとの課題もあるが、異業種

企業にも地質をアピールできる企画の実施等に引

き続き努力する。地質標本館を通じて GSJの業務に

関心をもっていただける企業も出てきており、特に

薄片技術に代表されるように、企業が知らなかった

技術を使った連携が増えるよう、引き続き地質標本

館のショーケース機能をさらに高めていく。 

 ジオバンクについては、現状では特定少数の方か

らの寄附に限られており、認知度を高めていくこと

が課題である。実施事業を明確にして着実に実行す

ることに加え、新たに企画したクラウドファンディ

ング等の活用によって、ジオバンク事業の知名度を

向上させ、不特定多数の人から賛同を得る事業を行

うことで更なる外部資金獲得を目指す。また、令和

元年度、ジオ・スクールに参加した企業から本スク

ールに対し高い評価を受けたことが、ジオバンクへ

の新たな寄附につながったように、後述するジオ・

スクール等の人材育成活動や成果の普及活動にも

力を入れ、GSJのプレゼンスを高めることも方策の

一つと考えられる。 
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換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

 平成 28年度より、募集特定寄附金制度ジオバン

クを開始した。これは産総研の評価指標としての

民間資金獲得額には含まれないものの、平成 28年

度は 2 件（民間企業 1 社、個人 1 名）で約 500 万

円、平成 29年度は 5件（民間企業 2社、個人 3 名）

で約 740 万円、平成 30 年度は 4 件（民間企業 1

社、個人 3名）で約 30万円の寄附を受けた。令和

元年度には、地質標本館において募金を開始した

他、後述するジオ・スクールとして新たに開始し

た鉱物肉眼鑑定研修が参加企業より高い評価を受

け、ジオバンクへの新たな寄附につながった。こ

れまでの寄附金総額は、後述するクラウドファン

ディングを除き約 1,320 万円となった。地質調査

技術研修、地震・津波・火山に関する自治体職員研

修、地学オリンピック合宿研修、GSJジオ・サロン、

GSJ 国際研修等のジオ・スクールを、ジオバンクを

利用して実施した。 

 平成 30年度には、クラウドファンディングによ

る「地質情報展 2019北海道」開催の資金調達に挑

戦した。当初、平成 30年 9月に札幌での開催の準

備を進めていたが、開催予定の前日に起きた北海

道胆振東部地震の影響で中止となった。地元等か

らの要望を受け、地質情報展開催のための資金（機

材の輸送費、説明員の旅費等 200 万円）をクラウ

ドファンディングで募集し、国民からの理解と協

力、応援の下、地質情報展を開催することを計画

した。クラウドファンディングへの挑戦は、産総

研では初めての試みであったが、産総研の広報担

当と協力した PR動画の作成や産総研公式 Twitter

での呼びかけ等、産総研全体での広報活動を展開

して目標額に到達し、平成 31年 3月に地質情報展

を開催することができた。クラウドファンディン

グの入金先にはジオバンクを利用した。 
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ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 海洋研究開発機構(Japan Agency for Marine-

Earth Science and Technology; JAMSTEC)、土木

研究所との包括連携協定による協力関係を維持・

推進した。令和元年度、連携大学院には、6 名の教

員を派遣した（東京大学、千葉大学、東北大学、東

邦大学）。令和元年度の大学・公設試験研究機関と

の共同研究は 24件（うち、海外は 1件）であった。

科学研究費補助金については、令和元年度、GSJ研

究者が代表の 73 件（直接経費で 1 億 2400 万円）

に加え、大学等との連携により 60件（直接経費で

約 3,300 万円）獲得した。また、クロスアポイン

トメント制度を利用して、令和元年度は、1名は東

京大学から GSJに雇用、1名は名古屋大学から GSJ

に雇用、1 名は島根大学から GSJ に雇用されて人

事交流を図った。 

文部科学省地震調査研究推進本部の調査・研究

実施機関として、文部科学省、国土地理院、気象

庁、海上保安庁、大学、防災科学技術研究所、

JAMSTECなどとともに地震に関する調査・観測を推

進した。地震発生時には緊急調査結果や周辺の地

質情報を速やかに地震調査委員会に報告（平成 27

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：地質図作成をはじめとする地質情報の整備に

は、大学と連携して取り組んでいる。令和元年度は、

連携大学院へ 6名の教員を派遣した。科学研究費補

助金については、平成 30年度に比べ令和元年度は、

代表の件数で 53件から 73件へ、代表と分担の合計

件数で 129件から 133件へ、それぞれ増加し、また

金額でも、代表の案件で約 1億 900万円から約 1億

2400万円（直接経費）、代表と分担の合計で約 1億

4900万円から約 1億 5700万円に増額となり、大学

との連携を図り基礎的な研究を推進した。 

国立の地震・火山研究機関として関係諸機関との

連携した調査・研究を行い、その成果は国や地方自

治体の防災計画策定に活かされている。地震時の地

表変状や火山噴火時の噴出物は、その後の天候や復

旧工事により変化することが多いため、状況が変化

する前に調査を行うことが重要である。他機関との

連携で迅速かつ効率的に情報を取得・解析すること

で、臨時の地震調査委員会や火山噴火予知連絡会へ

速やかな報告と対応検討に貢献した。 
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関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

～30 年度：9 報、令和元年度：1 報）するととも

に、活断層の長期評価のための調査成果を随時報

告している。また、火山噴火予知連絡会の調査・研

究実施機関として、気象庁、海上保安庁、国土地理

院、大学、防災科学技術研究所、国土技術政策総合

研究所等と連携して火山に関する調査・観測を推

進した。噴火時の緊急調査において GSJ は主とし

て物質科学的な分析・調査を担当し、現地の気象

庁職員から送付された火山噴出物を速やかに分析

し、解析結果を火山噴火予知連絡会に報告する体

制を整えてきた。平成 27～30年度には 118報、令

和元年度には 16 報の調査報告を火山噴火予知連

絡会に提出した。 

 GSJ は、韓国地質資源研究院(Korea Institute 

of Geoscience and Mineral Resources: KIGAM)及

び中国地質調査局(China Geological Survey: 

CGS)と、平成 27年から 2年毎に定期的な連絡会議

であるジオサミット（日中韓 3か国ジオサミット; 

Trilateral GeoSummit）を開催している。ジオサ

ミットは、3機関の連携を強化し、共同研究や人材

交流を推進することにより、東アジアにおける地

球科学研究のレベルを向上させることを目標とし

ている。それぞれの機関のトップが顔を合わせて

対話し、研究協力の大きな方針を議論したり、研

究者が提案する協力活動への支援を判断したりす

る体制を築く場としての役割を果たしている。ジ

オサミットの第 1 回会議は CGS がホストとなり平

成 27年 4月に中国・北京で、第 2回会議は KIGAM

がホストとなり平成 29年 6月に韓国・済州市で開

催された。令和元年には、GSJがホストとなり、第

3回会議を 7月 29日～31日に北海道札幌市で開催

した。第 3回ジオサミットには 5機関から計 60名

が参加した（CGS 11名、KIGAM 15名、GSJ 30 名、

日中韓三国協力事務局 3名、CCOP事務局 1名）。7

月 30日の本会議の後半に、活断層、GIS、3 次元地

質モデル、沿岸域地質の 4 つのテーマで分科会を

開催し、それぞれの機関の研究紹介と 3 機関合同

での協力活動の提案、議論が行われた。これらの

中から、優れた成果が期待され研究協力の実現性

の高い 1〜2テーマについて、3機関で支援を行う

こととした。 

 資源国や発展途上国における資源権益・インフ

 過去 10 年程度、日中の地質調査所間の交流は低

調であったが、ジオサミット開始を契機として交流

が再開し、日中韓の 3機関で、重要な研究課題に携

わる研究者を互いに認識できるようになり、交流が

深まった。第 3回ジオサミット開催後の 3機関の長

の意見交換により、沿岸域地質と GIS(Geoscience 

Information System)の 2テーマについて、協力を

推進することが合意された。また、CCOP等における

東アジア・東南アジアの地質調査研究の推進におい

て、3か国が協力してリーダーシップを取ることも

重要で、その体制構築や調整にも役立っている。 

 MOU を締結した研究機関と共同調査を実施する

ことで、民間企業が独自では入手できない地下資源

情報などを収集し、それを独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構（Japan Oil, Gas and Metals 

National Corporation; JOGMEC）や日本企業に提供

し資源権益の取得につなげることを目指しており、

平成 27 年度以降、鉱物資源関係では、南アフリカ

及び北米（米国、カナダ）のレアアース資源、アル

ゼンチンのレアメタル・銅・スズ・タングステン資

源、ミャンマーの金・銅・スズ・タングステン・ニ

ッケル・コバルト資源等の調査を実施した。先進国

との研究協力では、ニュージーランドでの活断層掘

削プロジェクト参加、カナダでの津波堆積物研究、

米国での二酸化炭素地中貯留共同実験、韓国での活

断層研究等を実施し、地質災害軽減や地球温暖化対

策に資するための研究を推進した。 

 東・東南アジア地域における地下水データベース

の整備は、これらの地域の地下水管理及び自然災害

対策の基盤情報となり、社会経済の安定に資するも

のである。今後、経済発展と共に電力需要が大幅に

増大する東南アジアにおいて、省エネルギー・低炭

素社会への政策変換は必須であり、地中熱プロジェ

クトの成果は、東南アジア諸国のエネルギー政策に

貢献することが期待される。なお、地下水及び地中

熱プロジェクトの成果を活用して、民間企業と共同

提案した「JICA 2018年度 中小企業・SDGsビジネ

ス支援事業案件化調査 調査名：タイ王国 帯水層の

地中熱利用による高効率冷房システム案件化調査」

が採択され、令和元年度に現地調査を実施した。 

 今後の世界の鉱物資源開発を考えた場合、ASEAN

諸国はアフリカ、南米等と並び重要な地域である。
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ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

ラ整備の基盤となる地質情報の収集、及び、先進

国との先端研究情報交換・共同研究による産総研

の研究開発の効率的な推進を目的として、海外機

関との連携を進めている。平成 27～30年度に海外

2機関との MOU(Memorandum of Understanding)新

規締結、8機関との MOUの更新を行い、令和元年度

には 3 機関との MOU 更新を行った。令和 2 年 3 月

末時点で、16か国 20機関と MOUを締結している。

令和元年度には、MOUの下で、アルゼンチン・ミャ

ンマー（鉱物資源）、カナダ（津波、鉱物資源）、米

国（鉱物資源、地熱）、韓国（活断層）、タイ（地質

テクトニクス、地中熱、地質標本、鉱物資源）、イ

タリア（火山）、ロシア（粘土資源、深部流体）等

の研究機関と海外現地共同調査、共同研究を実施

した。 

 日本企業のアジアにおける活動の支援につなげ

るため、また、東南アジアの地球科学の発展にお

ける日本のプレゼンスの更なる向上を目指し、

CCOP加盟国の地質調査関係政府機関と連携し、加

盟国の地下資源、地質災害リスク、環境汚染等の

情報収集・データベース構築を進めている。現在、

CCOPの下で GSJが技術的に主導し、地下水データ

ベース構築及び熱帯地域での地中熱利用システム

実証研究（Phase III：平成 27～30年度、Phase IV：

令和元～4 年度）、地質情報総合共有システム構築

（平成 27年度～令和 2年度）等のプロジェクトを

進めている。また、アジアの代表として、国際的な

全世界地質図共有のための OneGeology プロジェ

クト（平成 19年度開始）を推進している。地下水

プロジェクトでは、東・東南アジア地域における

適切な水資源管理及び自然災害対策への貢献を目

指しており、加盟国の地下水データベースを構築

した。平成 27〜30年度は、年次会議を開催し、各

国の水文データ整備の進捗状況報告、データの検

証、及びプロジェクト遂行に係る問題点の解決を

行った。平成 30年度は Phase IIIの最終年次会議

を開催し、各国の登録した全地下水データの検証

及び解説書を作成した。最終的にコンパイルした

地下水データ数は、4,483地点となった。令和元年

度に、平成 26～30年度の成果を取りまとめたレポ

ート「Technical Report on CCOP Groundwater 

Project Phase III (GW-9)」を出版し、11月に開

ASEAN からの鉱物資源情報の提供を支援すること

は、日本の海外資源開発における基礎データ収集の

上で有益である。また、現地地質調査手法やリモー

トセンシング手法の習得に協力することは各国地

質調査所の調査能力の向上を補助することであり、

各国から発信される各種情報の質を高める意味で

重要である。今回の一連の研修の中で東南アジア 5

か国をカバーした国境境界のないシームレスな地

質図を作成したが、これは複雑な歴史を持つ当該地

域の地質を理解するといった学術的な意味での重

要性のみならず、正確で連続した地質情報の上に鉱

物資源情報をプロットすることで、国を跨いだ資源

調査の可能性を高めるものであり、資源探査の面で

も重要である。 

 「東アジア地域地震火山災害情報図」印刷物及び

ウェブ閲覧版は、災害の全貌をとらえ難い大規模地

質災害を一望できる地質情報図として、本コンソー

シアムに参加している各国の様々な研究機関や教

育機関から好評を得ている。また、開発した閲覧シ

ステムは、海外機関にも活用されている。例えば、

フィリピン火山地震研究所(Philippine Institute 

of Volcanology and Seismology; PHIVOLCS)にお

ける活断層閲覧システム(FaultFinder)の開発に協

力したことが挙げられる。 

 GSJが申請チームの一員として参画した「千葉セ

クション」が前期-中期更新世境界の GSSPとして認

定され、地質時代の中期更新世（約 77 万 4 千年前

～約 12万 9千年前）が、「チバニアン期」と名付け

られることとなった。これは、地質学だけでなく日

本の科学史において大きな出来事であり、地質学に

対する一般市民の関心を高める他、小・中・高校生

等への教育・啓蒙活動においても、大きな波及効果

が期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「地元の高校の先生との

連携」等で高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 GSJでは、これまで多くの大学連携によりシーズ
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催された CCOP年次総会で配布した。また、12月に

は、インドネシア地質総局との共催で、「CCOP-GSJ-

GAI Groundwater Project Phase IV Kick-off 

Meeting」を開催し、各国と意見調整を行い、新規

に開始する Phase IV に関する活動内容を決定し

た。地中熱プロジェクトでは、平成 27〜29年度に

タイ 3 か所及びベトナム 1 か所に設置した地中熱

システムを用いて実証試験を実施した。加えて、

インドネシア技術評価応用庁（Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi; BPPT）と共同研究契約

を締結し、熱交換器（50 m孔井・2本）を設置し

た。平成 30年度にはタイ・チャオプラヤ平野南部

における地中熱ポテンシャルマップを作成した

（出版物 3報 CCOP-GSJ地下水プロジェクトレポー

ト GW-6、GW-7、GW-8；IF付国際誌 1報、Chokchai 

et al., 2018）。令和元年度は、各地に設置した地

中熱システムを用いて集中実験等を行い、経済性・

環境適合性等の評価を実施した（出版物 1報 CCOP-

GSJ地下水プロジェクトレポート GW-9；IF 付国際

誌 4 報、Widiatomojo et al., 2019a, 2019b, 

2019c; Shimada et al., 2019）。 

 GSJ では東南アジア諸国連合（Association of 

South‐East Asian Nations; ASEAN）からの要請

を受け、同連合で整備している鉱物資源データベ

ースの高度利用に関する技術協力を行ってきた。

平成 27～29年度に行った協力は主として ASEAN各

国から招聘した研修員を対象とした本邦研修と、

招聘研修員全員がその年度の対象国に移動して行

う現地技術研修である。その内容は、広域地質図

の作成に係る研究手法の学習（国内及び相手国で

の実地地質調査研究を含む）、地理情報システム

（Geographic Information System; GIS）を利用

した鉱物資源データベースの高度利用手法の学

習、及び、経済産業省主管による資源探査衛星用

センサーである ASTER のデータを利用したリモー

トセンシングデータの基礎的利用法である。これ

までの年度ごとの現地技術研修の対象国は、平成

27年度カンボジア、平成 28年度ミャンマー、平成

29年度ラオスであった。本研修におけるこれまで

の成果としては、インドシナ半島の 5 か国をカバ

ーする 100 万分の 1 シームレス広域地質図（カン

ボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムを対

研究を推進しているが、更なるシーズをくみ上げ、

「橋渡し」を推進することが課題である。大学や国

立研究開発法人、公設試験研究機関との連携をさら

に深めることでより確実な橋渡し研究を推進する。

海外機関との共同研究の実施においては、期待され

る研究成果や必要性を考慮し、重点的な研究資源の

配分を行って、具体的な研究成果に繋げる。 

 ジオサミットにおいて日中韓 3 機関で協力を推

進することが合意された 2 テーマ（沿岸域地質と

GIS）について、協力を推進するための体制を整え

る必要がある。ASEANの鉱物資源データベースの高

度利用に関しては、GSJの協力により新サイトが立

ち上がったものの、いまだ ASEANが独力で運用でき

る段階にはない。そのため、毎年 12 月頃に開催さ

れる ASOMM+3（ASEAN Senior Officials Meeting on 

Minerals; ASEAN及び日中韓鉱物資源上級事務レベ

ル会合）では、GSJの継続的な協力を ASEAN諸国か

ら強く求められている。また、令和元年 12 月の

ASOMM+3 では、GSJ に対して、鉱物資源データベー

ス等のこれまでの研修をもとに、ASEAN諸国の国境

地域に賦存する鉱物資源の調査手法について技術

指導を求める要請がなされた。これらを考慮する

と、鉱物資源データベース運用や資源調査手法に関

して GSJ が協力する研修を今後も継続していく必

要がある。G-EVERコンソーシアムで集約してきた、

複数国に影響が及ぶ大規模な地質災害に対する「国

際的知的基盤情報」について、今後は、これらのデ

ータが、引き続き関係各国で活用される形での維

持・管理方法の検討を行う。例えば、CCOPでは参加

各国の地質情報の共有化システムの構築が進めら

れていることから、本コンソーシアムが構築したデ

ータをそのコンテンツの 1 つとして活用すること

が、今後の方向性として想定される。 
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象）や、Web-GISを利用した ASEAN鉱物資源データ

ベース(ASEAN Mineral Database and Information 

System; AMDIS)の整備等がある。シームレス広域

地質図についてはタイ鉱物資源局で、また、AMDIS

はインドネシア地質総局でネットに公開されてい

る。 

 アジア太平洋地域大規模地震・火山噴火リスク

マ ネ ジ メ ン ト (Asia-Pacific Region Global 

Earthquake and Volcanic Eruption Risk 

Management; G-EVER)コンソーシアムに参加する

各国の機関と連携し、平成 28 年度に「東アジア地

域地震火山災害情報図」を出版した。これは、記録

として残っている西暦 1850 年以降の地震に関す

る情報や西暦 1400 年以降の火山噴火に関する情

報を統一的な基準で収集整理し、1 枚の地質図上

に表示したものである。平成 29年度には、ウェブ

上で閲覧できる情報図としての整備を進めた。情

報図に掲載されている大規模災害をもたらした要

因情報（津波被災域や降灰域等）は、研究・防災行

政・教育機関などから利用を望まれていることか

ら、平成 30年度に二次利用可能な電子データとし

て公開した。令和元年度には、地震震源域、津波、

活断層、大規模火砕流、降下テフラ、カルデラ、地

震犠牲者数のデータを新たに作成し、アジア太平

洋地域地震火山ハザード情報システムに登録する

とともに、一部を研究資料集として公開した。 

 GSJは、「千葉セクション」申請チームメンバー

の一員として、他機関と協力の下、平成 29年 6月

に千葉県市原市の地層「千葉セクション」を、地質

年代の前期-中期更新世境界の国際境界模式層断

面 と ポ イ ン ト (Global Boundary Stratotype 

Section and Point; GSSP)とする申請を行った。

以来、平成 29年 11月に第 1ステップ、平成 30年

11 月に第 2 ステップ、令和元年 11 月に第 3 ステ

ップの審査を通過した。さらに令和 2 年 1 月に最

終 ス テ ッ プ で あ る 国 際 地 質 科 学 連 合

(International Union of Geological Sciences; 

IUGS)の審査を通過した。これにより、「千葉セク

ション」は世界で 74か所目の GSSPとなり、約 77

万 4 千年前～約 12 万 9 千年前の地質時代の名称

が、初めて日本の地名に由来する「チバニアン期」

と名付けられることとなった。 
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２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化するものと

する。 

 その際、他の

研究機関等と

の連携も積極

的に図るとと

もに、国の知的

基盤整備計画

に基づいて知

的基盤の整備

を進め、その取

組状況等を評

価する。その評

価に当たって

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化する。その

際、他の研究機

関等との連携

も積極的に図

るとともに、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて知的基盤

の整備を進め、

その取り組み

状況等を評価

する。こうした

業務への貢献

を産総研内で

・我が国の経済活動の知的

基盤である地質調査や計量

標準等については、我が国

における当該分野の責任機

関として、これらの整備と

高度化を通じて我が国の産

業基盤を引き続き強化す

る。平成 31年度は特に以下

の業務に取り組む。詳細に

ついては別表１に記載す

る。 

・知的基盤整備の評価にお

いては、国の知的基盤整備

計画に基づいて着実に知的

基盤の整備に取り組んでい

るか、及び計量法に関わる

業務を着実に実施している

かを評価軸とし、地質図・

地球科学図等の整備状況、

計量標準及び標準物質の整

備状況、及び計量法に係る

業務の実施状況を指標とす

る。さらに、地質情報の普

及活動の取組状況、計量標

準の普及活動の取組状況を

評価の際のモニタリング指

標として取り扱う。 

【地質調査総合センター】 

・国民生活・社会経済活動

を支える地質情報の整備の

ため地質調査を進めるとと

もに、5 万分の 1 地質図幅

4 区画、20 万分の 1 地質図

幅 1 区画を出版する。海洋

地質図は久米島周辺海域を

出版する。また、関東平野

南部沿岸域の海陸シームレ

ス地質図を作成する。さら

に、3D地質地盤図作成に向

けて東京 23 区の基準ボー

リング調査を進める。 

○国の知的基盤整

備計画に基づいて

着実に知的基盤の

整備に取り組んで

いるか。 

・地質図・地球科

学図等の整備状況

（評価指標） 

・地質情報の普及

活動の取り組み状

況（モニタリング

指標） 

 

 GSJ における「知的基盤の整備」は、地質の調査

とその情報整備を担うもので、そこから展開する

社会への「橋渡し」研究のベースであり、ナショナ

ルセンターとしての GSJ の研究開発活動の根幹を

成すものである。現在の「知的基盤の整備」は平成

23年度から令和 2年度の第 2期知的基盤整備計画

に基づいており、その計画達成に向け、令和元年

度においても着実に陸域地質図・海洋地質図の整

備、日本周辺海域の鉱物資源に関する情報の整備

等を推進し、当初の年度目標を達成した。ここで

は主に運営費交付金を使用し、地質図など地質の

情報整備を推進するとともに、世界トップレベル

の研究能力の維持や、技術コンサルティングの事

業拡大を目的とした研究環境の整備を推進した。

また、令和 3 年度以降の次期計画における新しい

形の知的基盤情報の整備の在り方を見据え、より

広い地質情報の利活用や、地域性及びニーズ等を

意識した取組を開始した。地球科学図等の整備と

して、令和元年度は 5 万分の１地質図幅 6 図幅、

20万分の１地質図幅 2図幅を出版した。また、令

和元年度には“地下水の地図”である水文環境図

をウェブ公開した他、第 4回 CCOP地質情報総合共

有プロジェクト国際ワークショップを開催する

等、CCOP地質情報総合共有プロジェクトを主導し

た。 

 知的基盤の整備における主な成果として、以下

の研究項目が挙げられる。 

 

・5 万分の 1 地質図幅、20 万分の 1 地質図幅及び

20 万分の 1日本シームレス地質図 V2 

 平成 23年度から令和 2年度の国の第 2期知的基

盤整備計画に基づき、5 万分の 1 地質図幅及びシ

ームレス地質図の整備を行なっている。目標であ

る 10 年間で 5 万分の 1 地質図幅 40 区画の出

版を達成するため、年間平均 4 区画の出版を目指

し、第 4 期中長期目標期間中も着実に調査と公表

を進めた。平成 27年度から平成 29年度までの 3

年間に、5万分の 1 地質図幅 13区画の原稿を完成

させ、うち 9 区画の印刷出版を行った。この間、

第 4期中長期計画にはなかった 20万分の 1地質図

幅「松山」（第 2 版）の印刷出版も行った。さらに、

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：・5万分の 1地質図幅、20万分の 1地質図幅

及び 20 万分の 1日本シームレス地質図 V2 

 これまで GSJ が出版してきた 5 万分の 1 地質図

幅及び 20 万分の 1 地質図幅は、公的機関、例えば

原子力規制委員会の原子力発電所や核燃料施設等

の新規規制基準適合審査で利用され、社会基盤の安

全・安心に貢献している。また、民間の地質調査会

社が提出する地質調査の業務委託報告書等では、該

当地域の 5 万分の 1 地質図幅及び 20 万分の 1 地質

図幅はほぼ必ず引用され、社会基盤の整備に貢献し

ている。 

 近年では、5 万分の 1 地質図幅の出版と同時に

行うプレスリリースにより、該当する地域の地域振

興及び地方創生に貢献している。最新の 5万分の 1

地質図幅をもとに編纂する 20 万分の 1 地質図幅改

訂を反映させた 20 万分の 1 日本シームレス地質図

V2 の利用も各自治体や公的機関へと広まり、ウェ

ブでのヒット件数も年間約 3 億件と高い値を維持

している。 

 5万分の 1地質図幅については、第 2期知的基盤

整備計画において 10年で 40区画、1年平均 4区画

の完成が計画されており、これに沿って、第 2期知

的基盤整備計画の最終期間である令和元年度と令

和 2年度の合計で、少なくとも 8区画を完成させる

ことを計画していた。このため、令和元年度は 4区

画の印刷出版を予定していたが、各研究担当者の努

力により令和元年度に 6 区画の印刷出版という成

果をあげた。5万分の 1地質図幅は、それぞれ現地

調査に約 3年、分析と解釈・考察を踏まえて印刷出

版までに約 5年を要する。従って、各図幅の印刷出

版は、令和元年度のみの努力によるものではなかっ

たが、地元や業界等の強いニーズに早く応えるため

に、令和元年度に出版を加速した。 

 地元や業界等のニーズとしては、火山防災（十和

田）、地震防災（角館、本山）、天然ガス田（上総大

原）、窯業資源（明智）、自然観光資源（十和田、馬

路、角館）があった。また、いずれの区画も学術的

に重要な地質を含んでおり、特に、本山、十和田、

明智などはプレートテクトニクス、日本列島の形成
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は、ＰＤＣＡサ

イクル等の方

法について、中

長期計画に記

載するものと

する。 

 こうした業

務への貢献を

産総研内で評

価する場合に

は、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用するものと

する。 

【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取組

評価する場合

には、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用する。知的基

盤整備の評価

においては、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて着実に知

的基盤の整備

に取り組んで

いるか、及び計

量法に関わる

業務を着実に

実施している

かを評価軸と

し、地質図・地

球科学図等の

整備状況、計量

標準及び標準

物質の整備状

況、及び計量法

に係る業務の

実施状況を指

標とする。さら

に、地質情報の

普及活動の取

り組み状況、計

量標準の普及

活動の取り組

み状況を評価

の際のモニタ

リング指標と

して用いる。さ

らに、国が主導

して平成２６

・地質災害に強い社会構築

のため、昨年から引き続き

糸魚川ー静岡構造線断層帯

や日本列島沿岸 5 地域での

地震・津波履歴調査を行い、

国へ情報提供を行う。また、

防災上重要な 4 火山以上で

火山地質図作成の調査を進

める。さらに、中国地方の

テクトニックマップの取り

まとめを行う。 

・国の中深度処分及び地層

処分の基準整備に向け、地

質変動事象に対する深部流

体の移動や周辺地層への影

響等の評価・検討を行う。 

・非在来型エネルギー資源

の創出に向け、メタン生成

菌、メタンハイドレート、

超臨界地熱の開発研究を進

める。 

・機能性鉱物材料の実用化

に向け、技術開発を進める。 

・地下環境保全のため、四

国地域表層土壌評価基本図

の整備に向けた試料採取と

分析を集中的に行う。また、

山形盆地（改訂版）、和歌山

平野の水文環境図を整備

し、他の地域の調査・編集

を進める。 

・CO2 地中貯留の実現のた

め、苫小牧 CCS 試験サイト

で圧入時の重力モニタリン

グの観測精度の高度化を進

める。 

・国土の適切な利用と保全

などを目指して、地質情報

等の体系的管理、効果的な

発信、社会利用の拡大を進

める。 

 

20 万分の 1 日本シームレス地質図 V2 の正式公開

を行った。平成 30年度の成果としては、5万分の

1地質図幅「十和田湖」、「本山」、「上総大原」の 3

区画の原稿を完成させ、「糸魚川」、「身延」、「網走」、

「吾妻山」の 4区画の印刷出版を行った。さらに、

年度計画にはなかった 20 万分の 1 地質図幅「高

知」（第 2 版）の印刷出版も行った。令和元年度は、

5万分の 1 地質図幅「本山」、「上総大原」、「十和田

湖」、「馬路」、「明智」、「角館」の 6 区画の印刷出

版を行い、当初の年度計画にはなかった 20万分の

1地質図幅「輪島」（第 2版）、「広尾」（第 2版）の

2区画の印刷出版を行った。 

 地質図幅が社会の中で多様に利活用されるため

に、地質図幅の認知度を向上させることが重要で

ある。平成 28年度に出版した 5万分の 1地質図幅

「播州赤穂」では、“赤穂市は恐竜時代のカルデラ

の中にできた町だった”と題したプレスリリース

を行い、大きな反響を呼んだ。平成 29年度には、

5万分の 1地質図幅「鳥羽」を“恐竜化石はなぜ鳥

羽で見つかったのか？”、5万分の 1地質図幅「観

音寺」を“香川を作った 1 億年の歴史”とそれぞ

れ題して、出版とプレスリリースを同時に行い、

地域での反響を呼んだ。平成 30年度は、5万分の

1地質図幅「網走」を“微小な化石を新たな手がか

りに、北海道東部の地質を解明”と題して、5万分

の 1 地質図幅「吾妻山」を“活火山を含む吾妻山

地域の成り立ちを解明して地質図に”、5 万分の 1

地質図幅「糸魚川」を“日本を分断する糸魚川-静

岡構造線最北部の謎が明らかに”、5万分の 1地質

図幅「身延」を“南部フォッサマグナ（伊豆衝突

帯）の歴史を凝集した身延地域の地質図を刊行”

と題して、それぞれ出版とプレスリリースを同時

に行い、出版した地域での成果普及と認知度向上

に務めた。特に、平成 30 年度に公開した「糸魚川」

と「身延」は、糸魚川－静岡構造線沿いの北側と南

側に位置する地域であり、プレート境界や活構造

の存在を改めて社会へ発信し、多数のメディア報

道につながった。20万分の 1地質図幅「高知」（第

2版）については、“四国に残された日本列島 5億

年の歴史”と題して、「主な研究成果」として広報

を行った。 

 平成 29 年度に 20 万分の 1 日本シームレス地質

の解明に新たな知見を加える画期的な地質図幅と

なった。 

 また、平成 29 年度に、日本の陸域全体をつなぎ

目のない地質図として表現した 20 万分の 1 日本シ

ームレス地質図の第 2 版をウェブ公開したが、その

元となる各区画の 20 万分の 1 の地質図幅について

は、作成から相当の年月を経ているものがあり、改

訂を進める必要がある。そのため、第 4期中長期目

標期間においても新たな 20 万分の 1 地質図幅の作

成を進めてきた。平成 27年度に 1区画（松山）、平

成 30 年度に 1 区画（高知）をそれぞれ出版した。

令和元年度は 2 区画（輪島、広尾）を出版すること

ができた。20 万分の 1 地質図幅は、編集のみでは

なく、補完的な現地地質調査も必要であり、1年で

2区画の出版は極めて高い成果と言える。 

 

・海洋地質図 

 海洋地質調査における高密度で画一的な反射法

音波探査データは、海域の活断層などの解析に不可

欠な情報であり、国の防災・減災・国土保全等の施

策に向けた基礎情報として活用されている。例え

ば、地震調査研究推進本部が行っている日本周辺の

海域活断層の評価への利用が挙げられる。さらに海

洋風力発電やインフラ整備に利用される構築物等

の安全評価のための基礎情報として利用されてい

る。 

 

・沿岸域の地質・活断層情報の整備 

 これまで整備・出版してきた海陸シームレス地質

情報集は、各地域の防災意識の向上に貢献し、自治

体の防災・減災対策に関する基礎情報として活用さ

れた。平成 28 年度には、駿河湾北部沿岸域の活断

層に関する成果について、プレスリリースを行っ

た。中部・東海地域の地震・活断層に対する防災関

連の TV 放映や新聞報道に取り上げられ、社会の防

災意識の向上に貢献した。また、平成 29 年度に駿

河湾北部沿岸域の地質情報整備の成果を GSJ シン

ポジウムとして静岡県地震防災センターで紹介し、

地元市民への地質災害に対する防災意識向上を目

指すとともに、防災先進県である静岡県との連携も

深めた。平成 30 年度には、房総半島沿岸域、令和

元年度には相模湾沿岸域の地質情報整備の成果を、
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が求められて

いるため。 

 

年度から毎年

定期的に行う

ことになった

知的基盤整備

計画の見直し

とも連動し、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルを働かせる。 

【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取り

組みが求めら

れているため。 

 

図 V2 の正式公開を行った。平成 18 年に公開され

た 20万分の 1日本シームレス地質図は、平成 4年

に発行された 100 万分の 1 日本地質図第 3 版の凡

例を基にした凡例を用いたものであった。当時と

は地質区分の考え方も変わってきたため平成 4 年

以降の研究の進展を踏まえて、最新の地質の知見

に基づいて凡例を全面的に再編纂した。階層構造

化した凡例を基に全国すべての 20万分の 1地質図

データを完全に再編纂し、凡例数は従来の 386 か

ら 2,400超へと 6倍以上に詳細化した V2版を作成

した。正式公開を行った平成 29年度には、宮崎県

地理情報システム「ひなた GIS」の基図として利用

された。平成 30年度には農業・食品産業技術総合

研究機構の「土壌図インベントリー」に組み込ま

れ、地質図と土壌図を並べて閲覧できるようにな

った。令和元年度には、国土地理院の地理院地図

からも閲覧できるようになった。 

 

・海洋地質図 

 日本周辺海域において、第 2 期知的基盤整備計

画に基づき、海洋地質図（海底地質図・重磁力図・

表層堆積図）の作成を進めてきた。第 4 期中長期

目標として、これまでに実施してきた主要 4 島周

辺の整備完了と海底地質図、重磁力図や表層堆積

図の出版、そして平成 20年度から調査を進めてき

た南西諸島海域の海洋地質図の作成・出版を行っ

てきた。また、第 4 期中長期目標期間の始めの平

成 27 年度に、「室蘭沖表層堆積図」を出版し、主

要 4島周辺の全 49区画の整備が完了した。平成 28

年度は「金華山沖表層堆積図」と「見島沖海底地質

図」を出版した。平成 29 年度は「響灘海底地質

図」を出版した。南西諸島海域は、海洋調査を実施

し、報告書を各年度で発行しながら、平成 30年度

までに沖縄島、徳之島、奄美大島、宮古島、石垣

島、西表島周辺の海域調査が完了した。平成 28年

度は「沖縄島北部周辺海域」の海洋地質図を出版

した。平成 30 年度は、「沖縄島南部周辺海域」の

海洋地質図を出版し、“沖縄島の成り立ちには南北

で大きな違いがあることを発見”と題したプレス

リリースを行った。令和元年度は、7月～8月の採

泥航海において、188地点の表層堆積物の採取を行

った。8月の航海では、与那国島周辺海域の 1442.4

それぞれ地元の千葉県、神奈川県で開催した GSJシ

ンポジウムで公表し、市町村自治体、民間企業、研

究機関等に GSJの研究成果を普及することができ、

自治体や企業との連携を進めた。 

 

・CCOP地質情報総合共有システム 

 CCOP 地質情報総合共有システムにより、社会に

役立つ情報の提供、ユーザからのアクセスの向上、

地質災害・環境・資源関連情報の提供、各種アウト

リーチ活動での利用が図られる。CCOP 地質情報総

合共有システムでは、東・東南アジア地域の地質や

地震、津波、火山関連の情報、鉱物資源、地下水、

地熱などの資源関連情報、衛星画像データなどが閲

覧できる。また、GISソフトウェア上で重ね合わせ

て利用できるため、各方面で様々な目的での利用が

可能である。例えば、海外に進出予定の企業が現地

の地質・災害・鉱物資源・地下水などの情報を入手

して事前の検討を行う、大学や研究機関での地質関

連の研究に役立てる、ジオパークや教育機関で利用

する、一般旅行者が利用するなどの用途が期待でき

る。 

 世界各国の地質調査所が協力して進めている、ウ

ェブによる全世界地質図提供プロジェクト

OneGeology では、平成 19 年度から 10 年以上かけ

て 500程度のデータを公開しているのに対し、CCOP

地質情報総合共有システムでは、東・東南アジア地

域各国の協力を GSJが呼びかけ、5年程度で 800以

上のデータを公開するに至っている。CCOP 地質情

報総合共有システムの公開については、日刊工業新

聞など新聞紙 3紙に掲載された。 

 

・水文環境図 

 経済的な水資源として、そして災害用水源として

の地下水の利用が進む一方、水循環基本法では地下

水の公共性が謳われており、利用と保全の葛藤が顕

在化しつつある。環境、経済、防災面での地下水の

情報はますます重要になっており、散在している過

去の地下水データと野外調査によって得られた最

新の知見を取りまとめた「地下水の地図」をウェブ

にて公開することは、地下水を利用する企業や、そ

のような企業を誘致する地域にとって有益である。 

 水文環境図及び全国水文環境データベースのウ
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海里の反射法音波探査を実施した。平成 20年度に

開始し、12年間に及んだ南西諸島周辺海域の海洋

地質調査は完了した。12年間の総計で 1,130点に

及ぶ表層堆積物の採取を行い、24,664.8海里の音

波探査断面に加えて重力・磁気データを取得でき

た。これらの成果は、令和 2 年度以降、海洋地質

図としてまとめて出版していく予定である。また、

海上保安庁の運用する海洋状況表示システム（海

しる）（平成 31年 4月 17日一般公開）にレイヤー

の一つとして海底地質図が利用されることとなっ

た。再生可能エネルギー業界、水産業界、海洋調

査・工事関係者などに好評とのことで、アクセス

数も上位であり（4 月～10 月で 15,466 アクセス

（レイヤーの情報選択数））、人気コンテンツの一

つになっているとのことである。 

 GSJ は国の唯一の海洋地質の調査機関として地

質調査所時代から海洋調査・海洋地質図整備を続

けており、長年培ってきた海洋調査の技術ノウハ

ウを多く持つ。この技術ノウハウを継続し、次の

世代へ伝えるため、海洋地質図整備を通じて東京

大学や東京海洋大学等を含めて大学院生を産総研

リサーチアシスタント等で雇用し、実際の調査航

海で指導することで人材育成にも取り組んだ。 

 

・沿岸域の地質・活断層情報の整備 

 人口・インフラが集中する沿岸域における地質

災害の軽減を目指して、相模湾～房総半島沿岸と

伊勢湾・三河湾沿岸の地質・活断層を調査してき

た。平成 28 年度は、20 万分の 1 駿河湾北部沿岸

域の海陸シームレス地質情報集、及び富士川河口

断層帯及び周辺地域の 5 万分の 1 地質編纂図とし

て取りまとめた海陸シームレス地質情報集「駿河

湾北部沿岸域」を出版し、“富士川河口断層帯の位

置を陸・海で連続的（シームレス）に特定”と題し

てプレスリリースを行った。平成 29年度は駿河湾

北部の海陸の断層の連続性を含めた最新の研究成

果を、静岡県と東京都にて開催した第 25、26回 GSJ

シンポジウム（来場者数それぞれ 87名、102名）

において紹介した。平成 30 年度は、房総半島沿岸

域の調査結果を取り纏めた海陸シームレス地質情

報集「房総半島東部沿岸域」を出版した。さらに、

千葉県で開催した第 30回 GSJシンポジウム（来場

ェブ公開については、プレスリリースに対する反響

が大きく、京都新聞等で 14 件報道された他、経済

専門誌「週刊ダイヤモンド」において、企業による

水文環境図の活用事例の紹介記事が掲載された。 

 平成 27 年 7 月に閣議決定された水循環基本計画

において「持続可能な地下水の保全と利用の推進」

のための施策として「地下水マネジメント」が位置

づけられた。内閣官房水循環政策本部が地下水マネ

ジメントの進め方等を紹介するために作成した資

料「地下水マネジメントの手順書」において、水文

環境図は、地下水マネジメントの導入段階において

有用な地下水情報の基礎資料として紹介された。 

 

・精密地球化学図 

 地球化学図は、各種の環境影響評価におけるバッ

クグラウンド情報として、日本学術会議や中央環境

審議会などで基礎情報として活用されている。ま

た、カリウム及びウラン、トリウム含有量から間接

的に求めた大地からの自然放射線量の分布図は、福

島第一原発事故時の放射線影響評価に活用された。

中部地方では、現在、JRリニア新幹線の工事が行わ

れている。中部地方の精密地球化学図の公開によっ

て各地域の詳細な元素の濃度情報を提供できるこ

とから、リニア新幹線建設発生土中の重金属元素に

よる汚染評価の基礎情報として活用されることが

期待される。これまで地球化学図は専門家による利

用が主であったが、取材対応を通じて、一般国民が

元素の存在を身近に感じ、環境問題等への理解が進

むことが期待される。 

 

・都市域の 3次元地質地盤図 

 3次元地質地盤図は、地質災害リスク評価や都市

インフラ整備、地下水流動・地質汚染調査、不動産

取引等への利用が期待される。3次元地質地盤図の

公開を前にプレスリリースを行い、平成 30 年度に

は、千葉日報他、新聞 4紙に記事が掲載された。こ

れまでに自治体の地下水流動・地質汚染調査に 3次

元地質地盤図の地質構造モデルが利用されている

他、国の地震ハザードマップ作成において GSJのボ

ーリング調査データ及び 3 次元地質モデルデータ

を提供した。 
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者数 205 名）において、太平洋プレートによる海

から陸に至る大規模な地殻変動を復元できた成果

を発表した。令和元年度は、「伊勢湾・三河湾沿岸

域」調査の最終年として、鈴鹿市において沖積層

ボーリング、四日市市でボーリングと地震波探査、

名古屋市でボーリング解析と海域音波探査、西尾

市で微動アレイ探査と重力異常探査を実施した。

四日市市では垂坂断層、西尾市では横須賀断層、

名古屋市では地下の隆起構造に関する新たな知見

が得られた。また、「相模湾沿岸域」調査を取りま

とめ、海域の地質構造、相模平野の第四系の地質

構造等の新知見が得られた。第 32回 GSJシンポジ

ウム「神奈川の地質と災害」（来場者 136 名）では、

「相模湾沿岸域」の成果である国府津―松田断層

帯の活動評価を発表した。 

 

・CCOP地質情報総合共有システム 

 東・東南アジア地域の CCOPに加盟する各国の地

質調査機関では、これまで長年にわたり、地質図

を始め、多くの地質情報を出版してきた。しかし、

これらの地質情報はいまだに紙ベースであること

が多い。電子化されていても一部が画像データや

PDF データとして公開されていることがほとんど

であり、それらを利用するには、様々な障壁があ

った。そこで、各国の地質調査機関が保有する各

種地質情報について数値化を促進し、国際標準形

式で共有化する本プロジェクトを、平成 27 年に

GSJ が主導し立ち上げた。CCOP 地質情報総合共有

プロジェクトは、CCOP 参加各国が保有する各種地

質情報の数値化を進め、国際標準形式でウェブ公

開し、東・東南アジア地域の地質情報の総合的な

データ共有システムの構築を目的とする。具体的

には、(1)地質情報の共有化、(2)地質情報の社会

への還元、(3)国際標準化、(4)各国スタッフの能

力向上、を実施する。本プロジェクトは、平成 26

年 10 月にパプアニューギニアで開催された CCOP

管理理事会で、日本が提案し了承された。 

 平成 27 年 9 月にタイでキックオフ会合が開か

れ、11か国から 23名の代表が参加し、本プロジェ

クトの目標、今後の計画、データポリシーなどを

合意した。平成 28年 9月にインドネシアで第 1回

国際ワークショップを開催し、暫定的な CCOP地質

・活断層データベース及び津波堆積物データベー

スの整備 

 知的基盤情報として整備された調査結果は、地震

調査研究推進本部に提出され、国の活断層・海溝型

地震の長期評価に活用されている。継続的な機能改

修により利便性が向上した活断層データベースの

利用は社会へ広まり、被害地震のない期間でも一日

に数千アクセス程度、被害地震直後には一日に数万

～数十万アクセスと極めて関心の高いデータベー

スとなった。津波堆積物データベース整備によって

まとめられた津波浸水履歴情報は、各自治体の津波

ハザードマップの検討に活かされることが期待さ

れる。 

 

・火山地質図及び火山データベースの整備 

 平成 28 年度に約 50 年ぶりに改訂した富士火山

地質図（第 2 版）は、山梨県・静岡県による噴火時

の避難ルートを示した「富士山避難時ルートマッ

プ」や、国の防災関連機関も含めた富士山火山防災

対策協議会による富士山ハザードマップ改定のた

めの想定火口範囲の選定に活用された。八丈島火山

地質図は取り纏めの段階から、東京都火山防災協議

会に地質情報を提供し、ハザードマップや噴火警戒

レベルの設定の基礎資料として活用された。「20万

分の 1日本火山図」は、日本の約 440の火山の情報

を網羅しており、上記のような活用事例から、今後、

国や自治体によって防災やインフラ整備のための

基礎的な情報として広く利用されるものと考えら

れる。プレスリリース記事に対するアクセス数も多

く、ウェブニュース記事で紹介された（BtoBプラッ

トフォーム業界 Ch）。 

 

・地質データベースの機能強化等の地質情報の二

次利用促進に向けた取組 

 配信データの標準化により国土地理院のウェブ

サイト「地理院地図」との連携が可能となり、「地

理院地図」に GSJ地質図が掲載された。今後、災害

時などの基礎情報の提供に活用されることが期待

される。また、これにより、GSJウェブサイト及び

公開されている地質情報の利用増加が見込まれ、市

民の防災・減災意識の向上が期待できる。地質図

Naviについては、着実にアクセス数が増え、地質情
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情報総合共有システムへのデータ掲載の技術講

習、各国の 5年間のデータ整備計画を検討した（9

か国から 47 名参加）。平成 29 年 12 月にラオスで

第 2 回国際ワークショップを開催し、システムの

開発についての討論や、モバイル版の技術講習を

行った（10か国から 22名参加）。平成 30 年度は、

9 月にマレーシアで第 3 回国際ワークショップを

開催し、技術講習や今後に関する議論を行うと共

に、本システムを正式公開した（11か国から 45名

参加）。さらに、ASTER 衛星データの登録システム

を開発した。 

 CCOP 地質情報総合共有システムは、 Open 

Geospatial Consortium (OGC)による国際標準技

術を用いている。相互運用性の向上、他の

OneGeologyなどの国際プロジェクトとの連携など

が期待できる他、オープンソースであるため維持

管理が容易である。Web-GISやデータベース構築技

術の普及、各国スタッフへの教育、講習会やマニ

ュアルによる技術移転などを進めている。 

 このシステムは、CCOP参加各国の地質関連デー

タを共有する総合プラットフォームとなってお

り、比較的簡便に、地質関連データをシステムに

掲載する機能を提供できる。現在、地質図、地震、

火山、地質災害、環境、地球物理、地球化学、地下

水、地熱、リモートセンシング、地形図など、全部

で 800 以上のデータが掲載されている。また、国

ごとやプロジェクト単位でポータルサイトを作成

する機能があり、各国のポータルサイトの他、

ASEAN 鉱物資源データベース、CCOP 地下水プロジ

ェクト、OneGeologyプロジェクト（アジア版）等

のポータルサイトがある。そして、モバイルデバ

イス用のサイトも用意されている。このシステム

において、作成中のデータなどはアクセスコント

ロール機能により、関係者だけが閲覧できるよう

な仕組みを提供している。 

 平成 30 年 9 月に CCOP 地質情報総合共有システ

ムを正式公開した。正式公開に伴って、プレスリ

リースを行った。産総研の開発したウェブシステ

ムを本プロジェクトにおいて国際標準としてアジ

アに展開することにより、CCOP 参加各国の各種地

質情報（地質図、鉱物資源、地震火山災害、地滑り

災害、地下水等）を一元的に閲覧検索し効果的な

報の普及に貢献している。地質図 Navi の平均訪問

数は、平成 27年度の 2.6万回/月から、令和元年度

は 3.8 万回/月に増加した。平成 29 年度には、GSJ

がそれまでに整備してきた地質図、火山、活断層、

地熱、油・ガス田、金属鉱床、地下水等に関するマ

ップやデータベース（20 万分の 1 日本シームレス

地質図、日本の火山（第３版）、活断層データベー

ス、全国地熱ポテンシャルマップ、日本油田・ガス

田分布図（第 2版）、日本炭田図（第 2版）、国内の

鉱床・鉱徴地に関する位置データ集（第 2版）が、

我が国で唯一の、統一された品質が保証されている

全国網羅情報として参照され、火山・断層・地熱の

影響が大きい場所や軟弱地盤、鉱物資源等の賦存地

域等の判断資料として、平成 29 年 7 月に経済産業

省資源エネルギー庁により公開された「科学特性マ

ップ」の作成・公開に大きな貢献を果たした。 

 

・地質情報の社会利用に向けた実用化開発 

 ジオ・ビューにより、地質情報を使ったサービス

産業等を生み出すことが期待される。複数の企業等

から、地質情報の利用について新たなニーズ表明が

あり、今後の連携へ向けた企業との相談を進める予

定であり、また、アンケート調査等を通じたマーケ

ットサイズやユーザ分析を進めている。このよう

に、社会ニーズにマッチした形で地質情報の整備・

発信を行うことで、経済的価値だけでなく、安全・

安心などの社会的価値の創出に貢献する。特に、地

質情報が企業活動を通じて広く利用され、事業化や

産業化の促進に貢献する。 

 

・地質情報の成果普及活動 

 地質標本館全体のストーリーを「地質研究の過

去、現在、未来」と定めて、展示物の更新や配置換

えを行った結果、来館者からは分かりやすい展示に

なったと好評を得た。また、SNS等を通じた広報に

加えて、地質や地形についてのテレビ番組の影響に

よる地質への興味の高まりも受け、地質標本館への

来館者数も増加傾向にある。さらに、「サイエンス

フェスタ in秋葉原」（平成 30年 7月）や JR東日本

広報誌トランヴェールの特集記事（平成 31 年 1 月

号）などツーリズムとも連携して情報発信を強化し

ており、今後の更なる来館者増加が期待される。こ
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利用が可能となった。令和元年度には、CCOP地質

情報総合共有システムについて、外部サイトデー

タの表示機能、野外調査データのモバイルデバイ

スからの登録機能等を新たに開発し追加した。10

月にカンボジアで第 4回 CCOP地質情報総合共有プ

ロジェクト国際ワークショップを開催し（12か国

から 23 名参加）、プロジェクトの進捗、システム

開発の内容に関する検討、各国のデータ追加登録

の進捗状況報告、システムの実習、今後のプロジ

ェクトの内容に関する議論を行った。7 月に札幌

で開催された日中韓ジオサミット、11月にタイで

開催された CCOP 総会でも、CCOP 地質情報総合共

有システムに関する発表や検討会合を実施した。

地質情報の質と量の充実化を進め、令和 2 年 3 月

現在、地質図、地震、火山、地質災害、環境、地球

物理、地球化学、地下水、地熱、リモートセンシン

グなど、13 か国 14 機関から 800 以上のデータ、

100 以上のマップカタログ、19 のポータルサイト

が公開されている。 

 

・水文環境図 

 安全で良質な地下水の利用に向けて、日本全国

の平野や盆地を対象に、地下水の資源・環境に関

する情報を体系的に取りまとめたマップを、水文

環境図として作成・公表してきた。平成 27年度に

水文環境図「富士山」の CD-ROM版を出版し、平成

29年度には静岡県環境衛生科学研究所からの依頼

により水文環境図のプロジェクションマッピング

のイベント展示に協力した。平成 30年度は「勇払

平野」、「筑紫平野（第 2版）」、「大阪平野」、「山形

平野（第 2版）」、「和歌山平野」のウェブ版の出版

に向けた整備を進めた。水文環境図のウェブ版は、

これまで提供してきた CD-ROM 版の水文環境図と

同様の操作が可能となっており、多様な地下水の

情報をユーザ自ら組み合わせて閲覧できる。令和

元年度には、水文環境図（No.3「関東平野」、No.7

「熊本地域」、No.8「石狩平野（札幌）」、No.9「富

士山」）のウェブ化を行い、さらに上記の水文環境

図のうち、「勇払平野」、「筑紫平野（第 2版）」、「大

阪平野」のウェブ版を出版した。あわせて、これま

で公表してきた各地域の水文環境図の一部を取り

まとめて全国水文環境データベースを作成し、ウ

れらのこともあって、平成 30 年度の年間来館者は

49,919人（平成 29年度比 6.7%増、第 4期中長期計

画当初比 127%）であり、昭和 55年の開館から平成

30 年度までで累計入館者 120 万人を達成した。さ

らに、令和元年度の年間来館者は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため令和 2 年 2 月 28 日から臨

時休館であったにもかかわらず、開館初の 5万人を

達成した。様々な機関との連携の観点では、地域へ

の地質情報の発信力を強化し、地質研究の成果を社

会へ繋ぐ活動が強化された。特に、熊本地震の巡回

展は、平成 30 年度までの累計で、日本各地で延べ

9万人が来館するなど好評であった。静岡県地震防

災センターとは、平成 29年度の第 25・26回 GSJシ

ンポジウムの開催を機に、地質情報の活用を自治

体・住民へ繋ぐ連携の拠点を得ることができた。さ

らに、自然科学に対する知識だけでなく、新産業の

ヒントになる展示、解説を充実させてきたことで、

今後の企業連携にも期待が持てることが明らかと

なった。例えば、テクノブリッジフェアでの地質標

本館ツアーへの参加企業が平成 29 年度は 15 社だ

ったが、平成 30 年度は 48 社、令和元年度は 47 社

となっており、ショーケースとしての機能が強化さ

れたと考える。これらの取組により、例えば薄片技

術ではこれまでに合計 2 件の技術コンサルティン

グを実施した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「5万分の 1地質図幅を 1

年で 6図幅出版したのは大きく評価できる」、「水文

環境図を様々なデータと地質を重ね合わせた形で

の可視化を行うことで、企業や自治体の要望に応え

る形での研究成果の発信と利活用醸成が実現でき

る環境を整えたことは特筆すべき成果である」、「地

域の水文環境図のウェブ公開が良い成果」、「ジオ・

ビューの製作が開始されるなど、我が国のオープン

データ戦略をサポートする事業が計画的に進展し

ている」等の高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 CCOP 地質情報総合共有プロジェクトでは、デー
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ェブ上で公表した（プレスリリース 1 件）。なお、

このうち水文環境図「大阪平野」については、FREA

地中熱チームによる地中熱ポテンシャルマップの

ベースとなった（プレスリリース 1 件、新聞等報

道 6件）。全国水文環境データベースは、第 2期知

的基盤整備計画では謳われていなかったが、全国

統一の基準で地下水の情報を表示し、地域差を明

確化した画期的なデータベースである。 

 

・精密地球化学図 

 陸から沿岸海域における元素の分布と移動・拡

散過程の解明や、環境汚染・資源探査評価のため

に、自然由来の元素濃度（バックグラウンド値）の

把握を目的として、第 3 期中期目標期間までに、

日本全土における有害元素を含む 53 元素の分布

が一目でわかる地球化学図を作成した。全国から

約 3,000 個の河川堆積物、沿岸域から約 5,000 個

の海底堆積物を採取し、化学分析を経て、全国の

海と陸の地球化学図を平成 22年に整備した。本地

球化学図は、10 km メッシュで約 3,000 個の堆積

物試料という試料数密度を設定し、全国版の整備

を進めた。自然由来のバックグラウンド値の把握

を目的としていたため、明らかに汚染を受けてい

る試料の採取を避けた結果、東京などの大都市圏

周辺域においては、試料の採取地点が極めて少な

くなった。そこで、第 4 期中長期目標期間では、

大都市圏周辺域において、過去の環境汚染の解明

にもつながる、詳細な元素濃度分布図の作成を目

的として、陸域の試料採取密度を全国図の 10倍の

密度に増やした「精密地球化学図」の作成を進め

てきた。平成 27年度には「関東の地球化学図」を

公開した。また、全国版の地球化学図と関東の地

球化学図の情報をウェブサイトにて公開した。平

成 29 年度に 3 次元地図表示用ライブラリである

「Cesium」を用いて 3 次元地図上に全国・地方の

地球化学図を重ね合わせて表示する機能を構築

し、3 次元地球化学図として公開し、銅、鉛、水銀、

クロムの 4 元素を表示した。3 次元地球化学図で

は、試料採取地点をピンで地図上に表示させ、ピ

ンの長さと色で元素濃度を示す。それぞれのピン

をクリックすると試料の詳細情報を表示させ、地

球化学図を見ながら試料の様々な情報が表示され

タの更なる拡充による質と量の充実化が課題であ

り、そのために CCOP を通じて各国機関との一層の

連携を推進する。そして、東・東南アジア地域の地

質関連情報が広く世界で活用されるようにするた

め、OneGeology などの各種の世界的なプロジェク

トと連携し、GSJが中核となり、東・東南アジア地

域の総合データベースとして発展させていく。 

 地質図は、社会ニーズを十分に汲み取った、地域

振興・地方創生のための公共財及び基盤情報で在り

続けることが課題である。そのために、今後も高品

質の地質図を提供することを第一とし、加えて、調

査地域でのプレスリリース等を活用して、土木業界

や地元自治体等への認知度を高める取組を進める。

また、幅広いニーズに対応可能な柔軟なシステムづ

くりを目指し、ウェブによる 20 万分の 1 日本シー

ムレス地質図 V2 の配信など利用する側が応用しや

すい形での情報提供の手段や形態の工夫を今後も

行う。地質のナショナルセンターとして、GSJ は質

の高い地質図を提供し続けることが課題である。そ

の技術を継承する若手人材の育成を行うため、平成

29 年度から再開した修士型研究職員採用を今後も

積極的に進める。また、海洋地質図については、全

海域の出版を目指し、新たなプロジェクトを構築し

て、日本周辺海域の有効利用に資するデータの取得

を行う。 
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ることにより、利便性が向上した。平成 30 年 10

月 30 日に、講談社「ブルーバックス探検隊」で“全

国 3,000 ヵ所の「砂」を調査！元素で見た日本列

島の姿”(https://gendai.ismedia.jp/articles/-

/58141)として地球化学図が紹介された。 

 令和元年度には、10月に、富山湾周辺海域の地

形についても 3D 表示した「海陸 3D 地球化学図」

を公開した。また、令和元年 12月に、中部地方の

精密地球化学図を発行した。中部地方の精密地球

化学図のウェブ上での公開は令和 2 年 5 月頃を目

指して準備を進めている。令和元年度は、特に、地

球化学図について社会への成果普及・情報発信を

積極的に行った。具体的には、5月 7～31日の「地

質の日」経済産業省本館ロビー展示、8月 3日～12

月 7 日の国際周期表年「巡回展」での地球化学図

（Li、Nd）展示、10月 24～25日のテクノブリッジ

フェア 2019 inつくばでのセミナー「地球を”化

学”する」での講演、令和元年 10月 8日～令和 2

年 1 月 5 日の地質標本館特別展「日本初！日本列

島大分析 元素で見る『地球化学図』」での地球化

学図展示、10月 26日の地質標本館特別講演会「「地

球化学図」の見方」及び特別展ガイドツアー、11月

1日の TBSラジオ「安住 紳一郎の日曜天国」出演

等が挙げられる。 

 

・都市域の 3次元地質地盤図 

 都市域の地震災害予測や地盤リスク評価を適切

に行うためには、3 次元的な地質情報の整備が必

要である。従来の地質図は、地質構造を 2 次元の

平面図や断面図で図示するため、地表の地質分布

は分かるものの、地下の地質構造は分かりにくい

短所があった。これに対し、3次元地質地盤図は、

地下構造を 3 次元的に可視化する新たな地質図で

ある。平成 25年度から千葉県北部地域において 3

次元地質地盤図の調査と作成を行い、平成 29年度

末にウェブ公開し、“千葉県北部地域の地下の地質

構造を 3 次元で可視化－国内初の 3 次元地質地盤

図、地震防災・減災や地質汚染対策に有用－”と題

してプレスリリースを行った。地質層序に基づく

高精度な 3 次元地質地盤図の公開は国内初であ

る。平成 30 年度は東京都 23 区域において 3 次元

地質地盤図作成に向けた新規ボーリング調査と既
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存ボーリングコア解析を実施した。この地質調査

では常時微動観測も実施し、地下の地質構成によ

り地盤震動特性にどのような差異が生じるかを検

討した。その結果、一般に良好な地盤とされる台

地の地下に軟らかい泥層が谷埋め状に分布し、地

盤振動特性に大きな影響を与えていることが明ら

かになった。また、ボーリングデータを利用して

層相分布を示したボクセルモデルである 3 次元地

質モデルの試作を開始した。令和元年度は、東京

都 23区域の 3次元地質地盤図作成に向けた新規ボ

ーリング調査と既存ボーリングコア解析を進め

た。東京層や東京礫層といった都心部の地盤を構

成する主要な地層の再定義に向け、層序の全面的

な見直しを行った。新しい 3 次元地質モデル作成

技術として、空間上のデータ配置から各データの

影響範囲を算出して領域を区分するボロノイ分割

を利用したボクセルモデルの作成技術を開発し

た。また、この技術を利用して、東京都 23区域の

層相分布や N 値（地盤の強度を表す数値）分布を

概観できる広域の 3次元地質モデルを試作した。 

 

・活断層データベース及び津波堆積物データベー

スの整備 

 将来発生する地震像を予測し、防災・減災対策

に活かすために、過去の地震像を解明することを

目的として、地震調査研究推進本部の「地震調査

研究の推進について」及び科学技術・学術審議会

の「地震火山観測研究計画」に基づき、活断層・海

溝型地震に関する地形・地質情報を整備した。ま

た、調査によって得られたデータを活断層データ

ベースと津波堆積物データベースによって公開

し、最新の研究成果を社会へ提供した。活断層調

査は第 4期中長期目標期間内で全国の 20断層帯の

調査を行った。これにより国の活断層評価に使わ

れる信頼度の高い地形・地質データを取得できた。

また、活断層データベースの改修と新規データ入

力を行うとともに、機能を強化し、より使いやす

いデータベースとした。令和元年度は、陸域の断

層帯である横手盆地東縁、糸魚川－静岡構造線、

野坂・集福寺、菊川、西山、雲仙（北部）と沿岸海

域の雲仙断層帯（南東部）の合計 6 断層帯につい

て調査を実施し、得られたデータを整備した。活
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断層データベースについては、(1)収録されている

調査地点情報の整理と収録フォーマットの見直

し、(2)データ収録のための入力フォーマットの改

訂、(3)サーバの負荷集中への対策、(4)文献検索

システムの改修、(5)新規文献の収録、(6)10件以

上の調査データの追加を行った他、津波堆積物デ

ータベースとの統合を目指して、津波堆積物デー

タの収録と津波堆積物データベースへのリンクを

行った。また、南海トラフ沿いの三重県、和歌山

県、宮崎県、鹿児島県の沿岸 4 地域及び日本海東

縁の北海道西部、青森県西部 2 地域において津波

堆積物の調査を行った他、隆起痕跡調査や津波の

シミュレーション等の海溝型地震履歴に関する調

査を行い、新たな津波浸水履歴情報を取得した。

津波堆積物データベースについては、福島県沿岸

における 869 年貞観地震の津波浸水域の情報を追

加し、公開した。 

 

・火山地質図及び火山データベースの整備 

 火山防災・減災のために、火山の形成史や噴火

履歴を明示した火山地質図の整備が不可欠であ

る。GSJ は科学技術・学術審議会の地震火山観測

研究計画に基づき、特に火山噴火予知連絡会によ

って監視・観測体制の充実等が必要な活火山に選

定された 50 火山を重点化して噴火履歴調査を進

めている。平成 28年度は富士火山地質図（第 2 版）

を出版し、“約 50 年ぶりに富士山の地質図を全面

改定－防災・減災への寄与に期待－”と題してプ

レスリリースを行った。平成 29 年度までに、蔵王

火山、九重火山、鳥海火山、富士火山、阿蘇火山の

5 火山の地質図データを火山データベースで公開

した。また、約 260 万年前以降に活動した第四紀

の約 450 火山について火山地質情報を網羅した国

内唯一の火山データベースを維持更新した。火山

データベースは噴火災害時にヒット数が急上昇

し、平常時でも月平均 30万アクセスのデータベー

スに成長した。これは平成 29年の草津白根山噴火

後に、全国の火山分布を知るために「是非一度ご

覧いただきたい」サイトとして有名ニュースサイ

トにて紹介された影響が大きい。平成 30 年度は、

八丈島火山の噴火履歴をまとめ、海域と陸域の情

報を統合した「八丈島火山地質図」を整備した。そ
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して、雌阿寒岳、恵山、秋田焼山、日光白根山、御

嶽山で噴火履歴調査を実施した。令和元年度には、

恵山火山の噴火履歴を山麓でのトレンチ結果等に

基づき地質図としてとりまとめた。また、雌阿寒

岳、秋田焼山、御嶽山、日光白根山で、山頂域での

人力ピット調査及び山麓部でのトレンチ調査を組

合せ、これまで地表で見出せていなかった噴出物

の履歴調査を実施した。令和 2 年 3 月には、第四

紀に活動した全国の火山地質情報を 20万分の 1縮

尺で、ユーザが個々の岩体の詳細情報を分布図上

で簡便に閲覧可能なシステムにしたデータ集「20

万分の 1 日本火山図」を公開し、プレスリリース

を行った。 

 

・地質データベースの機能強化等の地質情報の二

次利用促進に向けた取組 

 政府のオープンデータ化戦略に沿い、地質情報

の二次利用促進に向けて、地球科学図のデータ整

備と標準化、そしてアプリケーション開発を行い、

ウェブに公開することを目的とする。 

 平成 30年度までの成果としては、オープンデー

タ配信を強化するために、新刊及び既刊の地質図

幅について、ラスタデータ（ピクセルごとの座標

と色情報を要素とした、閲覧しやすい形式の画像

データ）とベクトルデータ（点、線及び面を要素と

した、編集や二次利用のしやすい形式の画像デー

タ）の整備・公開を行った。また、ベクトルデータ

の WMS/WMTS（Web Map Service / Web Map Tile 

Service; ウェブ・マップ・サービス/ウェブ・マ

ップ・タイル・サービス）の整備を行い、配信を開

始した。GSJの成果として公開している各種地質情

報データベースの利活用促進を図るため、主要な

データベースのデータを、機械判読可能で他のデ

ータと組み合わせることが容易な LOD（Linked 

Open Data; リンクト・オープン・データ）として

公開するとともに、標準化された LOD 配信システ

ムの構築を行った。高解像度の画像資料の利活用

を進めるため、機関間でのデータ相互運用を可能

と す る た め の 国 際 的 な 規 格 で あ る IIIF

（ International Image Interoperability 

Framework; トリプルアイエフ）準拠の画像データ

公開システムを構築し、地質図幅及び明治期から
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戦前にかけての GSJ 出版物の画像データ登録を行

った。また、GSJ成果物の配信データの認知度及び

利便性向上のため、地質図表示システム「地質図

Navi」の定常的な更新・機能追加を行った。 

 令和元年度は、20万分の 1及び 5万分の 1地質

図幅について、新刊 4地域と既刊 20地域のベクト

ルデータを整備した。地質データベースに、全国

水文環境データベースと地熱情報データベースを

追加し、利用可能データの充実を図った。IIIF準

拠の画像公開システムを利用した「地質調査所初

期出版資料デジタルアーカイブ」を公開した。地

層名データの LOD を試作し、利用アプリケーショ

ン例として地層名検索 Strataを公開した。地質図

Navi については、地質図幅等 18 件のデータを追

加するとともに、応力場データベースと海域音波

プロファイルデータの統合表示機能の作成による

内容の充実、シームレス地質図表示品質の改善、

断面図位置表示の改良等を行った。整備した地質

図幅データについて、国土地理院の運用するウェ

ブサイト「地理院地図」からの利用を可能とした。 

 

・地質情報の社会利用に向けた実用化開発 

 GSJが整備してきた多様な地質情報は、そのポテ

ンシャルの高さにもかかわらず、社会の中で十分

に生かされていない部分がある。その理由として、

地質情報の存在自体が社会に認知されていない、

情報の使い方が分かりにくい等の問題が考えられ

る。これまで以上に社会ニーズにマッチした形で

地質情報の整備・発信を行うとともに、蓄積した

情報に付加価値を与えたり、他の技術と組み合わ

せたりすることで、地質情報の新たな利用法を創

出していく必要がある。このため、平成 30年度以

降、企業等へヒアリングを実施するなどして、社

会ニーズの掘り起しに努めた。その結果、地質情

報には、防災・減災等国土強靭化への期待だけで

なく、スマートフォンを通じた教材等の情報提供

や、増加の著しい外国人観光客に対する地域の魅

力の紹介等への期待も持たれていることがわかっ

た。具体的な利用イメージとして、スマートフォ

ンのカメラで取り込んだ風景の上に拡張現実

(Augmented Reality; AR)技術によって地質図や

観光スポット等の様々なコンテンツを重ねて表示
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するアプリ「ジオ・ビュー」を考案した。これによ

って、地域の地質の特徴と風景、土地利用、地場産

業等との関係を明確にし、地質情報を使ったサー

ビス産業等を生み出すことが期待される。 

 令和元年度は、ジオ・ビューの仕様を固め、デモ

機の製作を開始した。産総研イノベーション推進

本部と協力して、研究開発成果を基にした新事業

創出人材の育成エコシステムの構築を目的とした

講座(Global Tech EDGE NEXT)やテクノブリッジフ

ェアに参加し、地質情報やジオ・ビューに関する

様々なアイデアについて、企業ニーズや社会ニー

ズをデモ機に反映させるよう努め、ニーズとのマ

ッチングを図った。また、地質情報の利用が期待

される企業等へインタビューを行い、ニーズの掘

り起こしを進めるとともに、ジオ・ビューの実用

化についてつくば市ジオパーク室やエキスポセン

ターとの連携を開始した。具体的には、デモ機を

ジオガイド等に利用してもらい、より良い製品化

に向けての意見の収集を開始した。 

 

・地質情報の成果普及活動 

 地質の調査の成果が社会に広く受け入れられ、

利活用が広まるように、地質情報についての国民

の理解を増進する目的で、「地質の情報がなぜ必要

か、どこに使われているか、どんな可能性がある

か」を伝える活動を、地質標本館を核に展開して

いる。特に、第 4 期中長期目標期間においては、

地質標本館を、GSJの最新の研究成果や技術を企業

などへ伝えるショーケースとして明確に位置付け

るべく、情報発信機能の強化を進めてきた。この

ことを踏まえて、地質標本館で実施する特別展で

は GSJ の最新研究や社会的トピックを取り入れて

新鮮さを出すよう試みている。例えば、地質標本

館の常設展示については、産総研発ベンチャー企

業によるプロジェクションマッピング技術などを

使ったものへの更新、季節ごとに行う特別展では、

社会的に関心の高い地震や、地域にちなんだテー

マ、さらに最新の研究成果の展示を行った。バリ

アフリーも推進し、触れる展示や点字ブロックの

設置を行った。 

 地質標本館外の活動では、地質情報展をはじめ、

GSJシンポジウムや GSJ ジオ・サロン等を通して、
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最新の地質の研究成果をつくば以外の地域におい

て発信するとともに、企業との議論や技術マーケ

ティングの場としても活用した。また、省庁や他

機関が主催するイベントにも令和元年度に 8 件参

加・協力し、日本各地における知名度の向上、情報

発信の強化、連携先の拡大を進めた。例えば、後

援・共催等の形式での機関連携数は平成 30年度が

14件、令和元年度が 21件である。 

 地質標本館では、「地質研究の過去、現在、未来」

を主テーマに、ジュニア世代からシニア世代まで

幅広い層に楽しみながら知識を深めてもらえるよ

うに、大型展示の改修を進めてきた。代表例は、産

総研発ベンチャー企業による技術支援を受けて作

成したプロジェクションマッピング「日本列島の

地質」である。長さ 9 m（縮尺 34万の 1）の精密

模型の上に、来館者がメニューを選択して、地質

図、活断層、活火山、交通網、公共施設などを重ね

て投影するもので、都市や交通インフラなどが地

質とどう関係しているかなどを俯瞰できる。また、

多数のボーリングデータを基に東京の地下を可視

化した模型を作成し、これを使った地下利用や地

震動などの解説を付し、都市の地下地質を体感で

きる「東京の地下地形模型」を作成した。これら以

外にも、常設展示として明治以降の地質図の歴史

の紹介、社会と鉱物資源とのかかわり（世界の金

属資源）を紹介する大型模型の改修など、地質の

情報を可視化する展示を増やしている。この他、

音声ガイダンスの新設など来館者の理解の助けと

なる展示の改修や、薄片技術や南海トラフの地震

予測などに関する展示の更新など、最新の技術の

紹介スペースを増加させた。さらに、平成 30年度

には 5 回の特別展・企画展を行った。特別展・企

画展の実施に当たっては、ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス(Social Networking Service; 

SNS)、新聞等のメディア、出版社からの取材など、

様々なチャンネルを使った広報を行い、来館者の

増加に努めた。また、特別展「地球の時間、ヒトの

時間 －アト秒から 46億年まで 35桁の物語－」で

は、地質年代測定を行っている企業や、時間標準

を研究している産総研計量標準総合センターとも

連携した展示を行った。さらに、平成 30年度は、

更新した展示物を活用した地質標本館ツアーなど
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の機会を増やし、様々な階層に対し地質と社会の

関係について理解増進に努めた。夏休み期間中に

は、恒例となっている「化石クリーニング体験教

室」や「地球何でも相談」などのイベントを実施

し、地球科学情報の普及啓発・理解増進につなげ

た。また、地質標本館グッズを通じて地質研究の

楽しさをアピールした。なお、既述ではあるが、企

業連携の窓口としては、テクノブリッジフェアな

どの機会を捉えて、企業関係者を対象とした標本

館ツアーや、GSJの持つ世界最高峰の薄片技術と企

業ニーズのマッチングを行った。「テクノブリッジ

フェア inつくば」で実施した地質標本館の企業ツ

アーでは、来訪した企業が平成 29 年度の 15 社か

ら平成 30 年度は 48 社へと増加し、マーケティン

グ機能の強化がなされた。 

 平成 30年度には、経済産業省子供デー、産総研

地域センターの一般公開、つくば科学フェスティ

バル、「サイエンスフェスタ in 秋葉原」など、依

頼・後援等の形を含めて 13 件のイベントに参加

し、地質に関するブース展示などを行った。札幌

で開催予定であった地質情報展は、平成 30年 9月

6 日に発生した北海道胆振東部地震のために中止

となったが、地元等からの要望を受け、平成 31年

3 月に開催した。全国へ情報発信を行うためのネ

ットワーク機能の強化を目的とし、他の博物館等

との連携を強化策として、13 件の共催・後援等（一

部は平成 29年度からの年度を越えたもの）を行っ

た。これらの枠組みの中で、博物館等への展示物

の提供・岩石標本の貸し出し、講師の派遣等を行

った。さらに、特別展の内容を全国科学博物館協

議会の巡回展のアーカイブに登録を進め、展示内

容を全国に広めるよう努力した。具体的には、「関

東平野と筑波山 －関東平野の深い地質のお話－」

と「地球の時間、ヒトの時間 －アト秒から 46 億

年まで 35桁の物語－」の 2件を登録した。 

 令和元年度には、地質標本館の催しとして「宇

宙（そら）から地質（ジオ）」等の特別展を 4回、

「化石の日」に関連した企画展を 1 回実施した。

また、各特別展については、研究者による特別講

演会やガイドツアーを開催して研究内容の普及に

努めた。その他、砂のプレパラートや化石レプリ

カ等の作成、火山噴火実験、化石クリーニング等
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を含め、各種イベントを 13回開催し、各回ともに

大変賑わった。 

 令和元年度は、メディアによる取材が増加し、

テレビ 13 件（テレビアニメ制作協力 1 作品を含

む）、ラジオ 2件、新聞 7件、ネットジャーナル 3

件、雑誌 2 件に対応した。また、令和元年度も情

報発信と外部とのネットワーク強化に努め、外部

博物館への資・試料提供 8 件を行った。さらに、

地質標本館の活動を紹介するために、CCOP総会及

び全国科学博物館協議会の研究発表大会でそれぞ

れ講演を行った。 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 我が国において地質の調査に対するニーズは、

特に東日本大震災を契機に一段と高まっている

が、地質の調査を行える研究人材の確保は、大き

な問題となりつつある。このため、GSJ では近年

特に研究人材の拡充や育成について積極的に取り

組んできた。研究職員の採用では、中長期的な研

究戦略課題への採用と現行のプロジェクト研究へ

の即戦力獲得の両面をバランスよく目指した。具

体的には、これまでと同様博士号取得者を主な公

募対象としつつ、平成 29年度から修士卒も一部公

募の対象とした。これは、修士修了者の中にも、将

来第一線の研究者として活躍の期待できる優秀な

者が多くいることから、中長期的課題に向けて優

秀な人材を確保するためである。文部科学省が平

成 28 年度から導入した卓越研究員制度について

も、優秀な研究者の新たなキャリアパスを提示し

て若手を研究職に惹きつける制度と捉え、積極的

な活用を図った。また、即戦力の獲得を目指し年

俸制の公募も行った。公募にあたっては、優秀な

研究人材を採用し人材基盤を拡充すること、大学

と連携して地質調査人材を育成すること、優秀な

外国人研究者や女性研究者を積極的に採用するこ

となどを目指し、研究現場のグループリーダー、

研究部門幹部や GSJ 幹部が採用の渉外活動、広報

に積極的に取り組んだ。その結果、令和元年度採

用活動（令和 2 年 4 月入所予定）では、修士型 3

名、博士型 6名、年俸制 1名、計 10名を獲得（う

ち女性研究者 1名）、第 4期中長期目標期間中の実

績としては、修士型 6名、博士型 51名、年俸制 3

名、計 60名の優秀な研究人材を獲得できた（うち

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：人材育成では令和元年度に目標値の 150%を

達成した。リサーチアシスタント等の研究成果を見

みると、RA等による IF付国際誌論文が令和元年度

に筆頭 8報および非筆頭 2報、第 4期中長期目標期

間中に筆頭 22 報および非筆頭 12 報公表されると

ともに、学会等での表彰が令和元年度に 6件、第 4

期中長期目標期間中に 17 件あり、非常に優秀な人

材を育成できた。また、多くの RA が第 4 期中長期

目標期間中に野外地質調査業務に従事し、例えば、

令和元年度出版に至った 5 万分の 1 地質図幅「馬

路」等の地質情報整備の成果につながっている。就

職の面では令和元年度に産総研研究職員 4名（産総

研 1 号職員含む）、大学教職員等 3 名（博士課程含

む）、博物館等の公共機関 7 名、民間企業に 4 名等

の就職となっている。また、第 4期中長期目標期間

中では産総研研究職員 5名（産総研 1号職員含む）、

大学教職員 7 名（博士課程含む）、公共機関 8 名、

民間企業に 12 名など、産総研で培ったスキル等を

活かせる職種への就職に至っており、人材育成の質

的な面でも大きな成果を上げたといえる。 

 JICA 等が実施する研修の研修生は非常に熱心に

講義を受け、GSJの研究レベルの高さを評価してい

るようである。JICA 等が研修の対象としている

国々の技術者とのネットワークの構築に役立てて

いる。 

 平成 30 年度に参加した GSJ 国際研修の研修生を

通して、東南アジアの地質構造発達史に関する研究

協力についてカンボジア政府機関（鉱山エネルギー
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生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

外国人研究者 3 名、女性研究者 16 名）。また、産

総研の制度による人材育成及び拡充として、令和

元年度は、リサーチアシスタント 30名、イノベー

ションスクール生 0名、特別研究員 14名を雇用、

第 4 期中長期目標期間中の実績としては、延べ、

リサーチアシスタント 101 名、イノベーションス

クール生 7名、特別研究員 85名を雇用した。研究

人材の拡充、流動化、育成の指標としてイノベー

ション人材育成人数の第 4 期中長期目標期間中の

推移を以下に示す。  

 平成 27年度：17名（目標値 15名）   

 平成 28年度：16名（目標値 16名）   

 平成 29年度：19名（目標値 16名）   

 平成 30年度：26名（目標値 18名）  

 令和元年度：30名（目標値 20名）  

   

 若手研究者を対象とした萌芽的研究の創出、す

なわち、GSJのミッションに即した中長期的に核と

なる研究課題を創出するため、総合センター長裁

量予算を原資とした萌芽的研究推進費を各研究ユ

ニットに配賦し、研究成果のモニタリングを行っ

ている。加えて、GSJ 独自の取組として、若手研究

者の短期海外派遣（廣川研究助成事業）として令

和元年度に 3 名（第 4 期中長期目標期間中に延べ

16名）、長期在外研究として令和元年度に 4名（第

4期中長期目標期間中に延べ 16名）を派遣し、研

究の更なる推進・海外研究機関との連携強化を図

った。シニア世代の活用に関しては、第 4 期中長

期目標期間中に定年退職した研究職員 46 名のう

ち、約 8割に当たる 37名（令和元年度は定年退職

者 14名全員）を招へい研究員、テクニカルスタッ

フ、シニアスタッフ等の契約職員として適材適所

に配置し、研究プロジェクトのけん引から研究管

理運営に係る支援業務に至るまで、ベテラン人材

としての能力・経験の最大活用を図っている。 

 また、クロスアポイントメント制度として 3 大

学（東京大学、名古屋大学、島根大学）と契約関係

を結び、計 3 名の研究者が同制度の下で研究を実

施している（いずれも大学から GSJに雇用）。その

他、気象庁や原子力規制庁、文部科学省へ専門人

材を派遣し、それぞれ専門人材として火山や原子

力施設の立地に関する助言を行った。 

省鉱物資源総局）と合意し、GSJの研究者が平成 31

年 3 月にカンボジアで共同現地地質調査を実施す

るに至った。現地で取得した岩石試料を分析して新

種の放散虫化石を発見し、その成果を令和元年度に

発表した（IF付国際誌 1報）。令和元年 10月 29日

～31日にタイで開催された CCOPのプロジェクト会

議に同年のベトナムの研修生も参加しており、GSJ

研究者とともにプロジェクト実施の議論に参加し、

交流を継続した。また、所外企業の招聘講師からも、

令和元年 10 月にミャンマーで研修生と会い、同年

8 月にミャンマーで多く発生した地すべりの地質

の特徴等について情報交換を行ったという情報を

得ている。このように GSJ国際研修は、アジアの知

的基盤整備における GSJ のプレゼンス向上、人的ネ

ットワーク構築による国際共同研究の創出、海外に

おける技術コンサルティングの実施等につながる

と考えられる。また、日本の地質関連企業の海外展

開における基盤形成となることも期待される。 

 博物館実習は、学芸員に必要な標本管理や技術指

導にかかる知識を習得するための実習であり、茨城

県内では数少ない自然科学系の受け入れ機関とし

て科学技術を社会に普及するための人材育成に貢

献している。また、企業・研究機関等に向けた地質

試料調整実習では、世界最高峰の薄片作製技術を体

験しもらい、企業での新製品開発や研究機関での分

析技術の維持向上に繋げた。 

 地質調査研修は、近年、地質調査実習をきちんと

できる大学が少なくなり、関連企業において人材育

成の観点で求められていたもので、電力会社系、地

質コンサルタント会社系の企業から参加があり、各

企業において地質を使っていく人材の育成に貢献

した。自治体研修では、令和元年度は 4県及び 2政

令指定都市から 7名の参加があり、各自治体等で防

災を担う人材に地質の重要性と活用法の理解を深

めてもらい、自治体等で地質情報を防災に活用でき

る人材の育成に貢献した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「シニア人材の数が増加

していることは評価する」等の高い評価を得た。 
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は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 (Japan 

International Cooperation Agency; JICA)等が実

施する外国人技術者向けの地球科学関係の研修に

おいて、研修生を 1 日程度 GSJ に受け入れ、個別

の研修を実施している。平成 27年度〜令和元年度

では、JICA 課題別研修（海図作成技術）、JICA 資

源の絆研修、JICA地熱研修（九州大学）、戦略的イ

ノベーション創造プログラム(Cross-ministerial 

Strategic Innovation Promotion Program; SIP)

海洋環境調査に関する島しょ国技術者研修等の研

修生を受け入れて研修を行った。令和元年度には、

地質調査技術、資源探査技術、地質情報のデータ

ベース構築技術等に関する研修・技術指導を実施

した（総研修生数 77名）。 

 ジオバンクによる人材育成事業の一環として、

CCOP加盟国の若手地質研究者を対象とし、実践的

な地質調査技術の向上を目的とする GSJ 国際研修

を平成 30年度より開始した。アジア諸国では、自

国の資源確保や災害軽減のため、高度な地質調査

技術を持った人材へのニーズが高い。GSJが有する

先端的な技術の指導を行うことで、東南アジア諸

国における研究者の能力向上に貢献するととも

に、海外ニーズの掘り起こしや国際的な研究ネッ

トワークを構築する狙いがある。研修生は、中韓

を除く CCOP 加盟国から各 1 名を当該国の CCOP 常

任代表の推薦を条件として招聘することとした。

平成 30 年度は「GSJ International Training 

Course 2018 - Application to Geological 

Disaster Mitigation -」というタイトルで、6月

26日～7月 13日（18日間）の日程で開催し、9か

国 9 名の研修生が参加した。研修生の満足度は非

常に高く、平成 30年 10月に開催された CCOP年次

総会においても、GSJの大きな貢献として取り上げ

られた。令和元年度は、平成 30年度と同じタイト

ルで、6月 4日～21日（18日間）の日程で実施し、

9 か国 9 名の研修生が参加した。研修修了後のア

ンケートでは研修生全員が同僚に参加を勧めたい

と回答するほど満足度は高く、令和元年 11月に開

催された CCOP年次総会においても、引き続き GSJ

の大きな貢献として取り上げられた。令和 2 年度

は、6月 9日～26日の日程で実施する予定である。 

 GSJの行う地質に関わる人材育成については、平

 

＜課題と対応＞ 

 地表踏査や探査、データの分析・解析、資源確保

や防災、環境保護などについて、基礎から応用まで

一貫して高度な技術を取り扱う GSJ 国際人材研修

への期待は高く、費用を自己負担しても受け入れ人

数の拡大を要望する声が、CCOP 加盟国に限らず寄

せられている。また、ジオ・スクールについても、

参加者の評価は非常に高い。研修のプレゼンスや構

築されたネットワークの維持・拡大を継続的に行っ

ていくことが重要であり、研修の意義や成果の発

信・広報等による実施・支援体制の強化が今後も必

要である。研修を継続的に実施するため、研修の意

義・成果の広報活動等による実施・支援体制の拡充

を図るとともに、研修を行うことのできる人材の確

保のため、若手人材の育成やベテラン人材の活用を

さらに強化していく。 
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要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 

 

 

成 28 年度に地質分野における人材育成とデータ

バンクづくりを目的とした、募集特定寄附金制度

ジオバンクを開始し、人材育成をジオ・スクール

として開設することとした。また、平成 29年度に

は、研修事業の参加者に応分の負担を依頼する仕

組みとして産総研コンソーシアム「地質人材育成

コンソーシアム」を設立し、現在はジオバンク資

金と産総研コンソーシアム会費の 2 本建てでジ

オ・スクールを行っている。主な研修事業として

は、地質調査研修と地震・津波・火山に関する自治

体職員研修がある。地質調査研修（5日間）は、平

成 27 年度までは経費収入の仕組みがなかったた

め日本地質学会と共同で行っていたが、平成 29年

度からはコンソーシアムの会員事業としてジオバ

ンク資金も用い、平成 29年度は 1回 4名、平成 30

年度は 2 回 11 名、令和元年度は 2 回 10 名に対し

て実施した。地震・津波・火山に関する自治体職員

研修（4日間）は毎年 7 月につくばで継続的に行っ

ており、平成 29年度からはジオバンク資金を使用

している。令和元年度は 7 名の参加があった。こ

の他、平成 30年度に新たに地形から地質を理解す

ることを目的に地形判読研修（2日間）をつくばで

行い、6名の参加があった。令和元年度には、これ

までの研修に加え、鉱山会社向けの鉱物肉眼鑑定

研修を新たに開始し、2回 10名が参加した。この

研修は参加企業から高く評価され、ジオバンクへ

の更なる寄附につながった。さらに、ジオバンク

資金を活用し、高校生向けのジオ・スクールとし

て地学オリンピック代表の支援を行っており、講

義や研修に講師を派遣している。特に、令和元年

度は、韓国で開催された国際地学オリンピックに

おいて、43 か国・地域、163 名が参加する中、日

本から参加した 4 名の高校生全員が、成績優秀者

（参加者の約 10%）に与えられる金メダルを獲得し

た。これは、国際地学オリンピックのみならず、国

際科学オリンピックで日本初となる快挙である。

このように、ジオ・スクールが産総研コンソーシ

アムとジオバンクの仕組みを使って行うよう、シ

ステムをおおむね整えられたのは重要な成果であ

る。 

 地質標本館で行う人材育成として、令和元年度

は 8つの大学から計 16名の学生を博物館実習生と
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境整備に取組

むものとする。 

 

 

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

して受け入れた。また、地質試料調製実習（薄片作

製）として、大学、研究機関から 2 名を受け入れ

た。これらの実習・研修においては、各々の実習目

的を十分果たすことができた。 
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ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

Ⅰ．研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（６）マーケティング力の強

化 

 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・各領域においては、領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究

前期、「橋渡し」研究後期、及びマーケティングを一体的かつ連続

的に行う。領域ごとの数値目標を表１の通り定める。（表１より、

地質調査総合センターの民間資金獲得額の平成 30年度目標は 2.9億

円） 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲得強化

の方針を導入する。 

民間資金獲得額の目標達成に向けて、平成 27年度には産総研の他

領域の研究企画室とも情報を共有し、異なる領域、地域センターに跨

るマーケティング機能を強化した。また、平成 27 年度以降、GSJ 幹

部とイノベーションコーディネータ(IC)による GSJ 技術マーケティ

ング会議を原則毎月開催し、IC が継続的に集約した外部資金の状況

やマーケティング情報を共有し、結果をユニットへフィードバック

してきた。平成 28 年度からは GSJ 幹部や IC による企業訪問など直

接的なマーケティングに加え、つくば及び地域センターでのテクノ

ブリッジフェア、GSJシンポジウムの他、学会活動を通じた専門家集

団としての交流に基づくマーケティングを活用した。こうした取組

の結果、第 4期中長期目標期間中の民間資金獲得額を増加させ、令和

元年度には目標額 3.4億円のところ 3.4億円を獲得した。 
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目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

た努力を求める。 

 

（地質調査総合センターに対

する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」について引き

続き目標達成できるよう、現

状の体制や取組の更なる改善

点の洗い出しやこれを踏まえ

た改善、一層の取組強化等が

必要。 

 

 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサー

チアシスタント（ＲＡ）制度

やクロスアポイント制度の活

用も含めた組織内外の若手雇

用・育成と、シニア世代の能

力・経験の活用が引き続き必

要。 

 

 

Ⅰ．研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

海洋研究開発機構(Japan Agency for Marine-Earth Science and 

Technology; JAMSTEC)、土木研究所との包括連携協定による協力関係

を維持・推進した。令和元年度、連携大学院には、6名の教員を派遣

した（東京大学、千葉大学、東北大学、東邦大学）。令和元年度の大

学・公設試験研究機関との共同研究は 24件（うち、海外は 1件）で

あった。科学研究費補助金については、令和元年度、GSJ研究者が代

表の 73件（直接経費で 1億 2,400万円）に加え、大学等との連携に

より 60件（直接経費で約 3,300万円）獲得した。また、クロスアポ

イントメント制度を利用して、令和元年度は、1名は東京大学から GSJ

に雇用、1 名は名古屋大学から GSJ に雇用、1 名は島根大学から GSJ

に雇用されて人事交流を図った。 

研究職員採用においては、優秀かつ多様な人材の獲得のため、従来

のように博士号取得者を公募対象とする一方、平成 29年度から修士

卒も一部公募対象として育成型の研究員採用を開始し、平成 29年か
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とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実践、長期

企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワーク構築を継

続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講

義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げ

る。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材のポテンシャルを生かし、個人の能力を存分

に発揮できる環境を実現させて産総研の研究開発力強化や「橋渡し」

機能の充実を目指すため、産総研「第 4期中長期目標期間におけるダ

イバーシティの推進策」に基づくアクションプランや、産総研「女性

活躍推進法行動計画」に基づく取り組みを継続して推進する。 

 

ら毎年 3名の修士卒研究員を採用してきた。また、第 4期中長期目標

期間中の 60名の採用のうち、女性研究者は 16名、外国籍研究者は 3

名であり、女性研究者採用では産総研目標の 18％を大きく上回る実

績を上げた。イノベーション人材育成においても、目標値を上回るリ

サーチアシスタント及びイノベーションスクール生の採用・育成を

行った。シニア世代の活用では、第 4期中長期目標期間中の定年退職

者 46 名のうち、8 割以上の 37 名（令和元年度は退職者 14 名全員）

を招へい研究員、テクニカルスタッフ、シニアスタッフ等の契約職員

として適材適所に配置し、ベテラン人材としての能力・経験の最大活

用を図った。 

地質標本館で行う人材育成として、令和元年度は 8 つの大学から

計 16名の学生を博物館実習生として受け入れた。また、地質試料調

製実習（薄片作製）として、大学、研究機関から 2名を受け入れた。

これらの実習・研修においては、各々の実習目的を十分果たすことが

できた。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―７ 計量標準総合センター 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 

知的基盤整備計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 

 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：8.4 

 

4.1 

 

4.7 

 

7.2 

 

7.5 

 

7.6 

予算額（千円） 8,661,466 9,188,714 8,382,598 8,482,634 8,569,244 

論文の合計被引

用数*2、*3 

R元年度 

目標：

2,600 

 

2,388 

 

2,700 

 

2,626 

 

2,566 

 

3,143 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

6,672,570 

(4,272,419) 

8,030,514 

(4,698,442) 

8,071,408 

(4,614,207) 

8,316,999 

(4,581,578) 

9,451,690 

(4,767,471) 

論文発表数*2 R元年度 

目標：205 

 

197 

 

204 

 

239 

 

205 

 

213 

経常費用（千円） 7,461,800 8,379,824 9,770,262 8,456,598 8,275,911 

リサーチアシス

タント採用数 
R元年度 

目標：15 

5 9 12 13 14 
経常利益（千円） △ 129,805 △ 52,992 △ 343,587 △ 68,621 △ 1,914 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

4 1 3 6 1 

行政コスト（千円） － － － － 14,163,494 

知的財産の実施

契約等件数 

R元年度 

目標：90 

 

83 

 

81 

 

97 

 

100 

 

100 

行政サービス実施

コスト（千円） 

8,340,332 8,793,306 12,092,242 8,737,644 － 

従事人員数 535 555 551 543 539 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について： 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域の活動の背景： 

 当領域（計量標準総合センター・National 

Metrology Institute of Japan; NMIJ）は、国家

計量標準（以下、計量標準とする）の整備と供給

（産総研法に定める第 3 号業務）を主要課題とし

て活動し、質・量ともに欧米諸国に比肩しうる基

本的な計量標準を整備し、環境、エネルギー、医

療、健康といった個別具体的な需要に対応する計

量標準を立ち上げ、これら計量標準の維持・高度

化を継続するとともに、法定業務である特定計量

器の型式承認、基準器検査を着実に執行してきた。

また、計量行政に従事する公務員や計量士、民間

企業や公的機関において計量業務に携わる計量人

材を育成するとともに、校正事業者などが保有す

る校正ラボの整備のための標準供給体制の確立、

定期的に実施される国家計量標準機関間の基幹比

較を通じた各量目の国際同等性評価、さらには途

上国における計量標準の整備に関して支援を行っ

てきた。  

 近年においては、基本的な計量標準の整備が進

む一方、量目・範囲が多岐に渡る新たな計量標準

（標準物質を含む）が求められている。また、開発

した各々の計量標準・標準物質を最終のユーザに

効率的に届ける、いわゆる計量トレーサビリティ

体系の構築は、国際的な基準認証の同等性・整合

性を保証するものであり、グローバル化した企業

等が障壁のない自由な貿易を展開する際に必要不

可欠となる。これと同時に、計量標準について卓

越した実力を有する当領域に対し、計量標準の開

発を通じて培った知見・計測技術を直接産業競争

力に結びつける、いわゆる産業界への「橋渡し」も

求められるようになった。  

 そこで、当領域は、上述した計量標準の的確な

整備と普及に加えて、計量標準に関連した計測技

術を基に産業界への「橋渡し」研究を行った。「橋

渡し」研究前期では、水素流量計測技術の開発等

を実施し、公的研究資金の獲得予算を向上させた。

「橋渡し」研究後期として、電磁波を利用したセ

ンシング技術の開発等を実施し、多くの技術が民

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 多岐に渡る物理標準・標準物質といった計量標準

の整備と利活用促進は、計測の正確さと信頼性の確

保が重要となる健康・医療や、安全性に関係する計

測、環境計測等の分野にとって極めて重要であり、

また、グローバル化された貿易においても国際通商

のツールとして不可欠である。具体的には、がん治

療のための放射線・放射能標準の整備、蓄電デバイ

スの安全性評価基準の確立に向けた蓄電池の内部

インピーダンス標準の整備、食品分析用等のアミノ

酸類混合標準液の製品化など、「社会の安全・安心」

へ貢献する標準を整備した。また、質量の単位キロ

グラムの普遍的な定義への改定に対する貢献、単結

晶の原子ステップを利用したものさしの開発など

「次世代計量標準」に寄与する技術開発を実施し

た。 

 さらに、電磁波の位相・振幅相関を利用した農産

物等の水分量の高速センサの開発、次世代薄板ガラ

スの残留歪み計測のための高速位相計の開発、高温

熱電対標準の整備、微量水分計の範囲拡大、qNMRと

クロマトグラフィーを組み合わせた新規計測法な

ど、「計量標準の利活用を促進」するセンサ・標準

器の開発等においても顕著な成果が得られた。計量

標準の整備拡張に伴い、当領域における特定二次標

準器の校正件数、標準物質の供給件数も年々増加し

た。例として、特定二次標準器の校正件数は、産総

研発足時は 63 件であったのが、第 4 期中はコンス

タントに年間 350件を超えた。その結果として、計

量法に基づくトレーサビリティ制度である計量法

校正事業者登録制度(Japan Calibration Service 

System; JCSS)の校正証明書発行件数は年々増加

し、期当初は 490,000件であったのに対し、平成 30

年度は 570,000件を上回った。 

 法定計量業務の実施と人材の育成は、法令で定め

られた業務であり、長年継続的にかつ着実に実施す

ることが重要である。具体的には、計量の基準を定

め、適正な計量の実施を確保し、計量研修センター

評定 Ａ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

特筆すべき

「具体的な

研究開発成

果」として、

以下のよう

な研究成果

が見られた。 

 

①あらゆる

光を吸収す

る暗黒シー

トの開発 

黒色シリコ

ーンゴム表

面に微細な

凹凸を転写

することで

光を閉じ込

める構造を

形成するこ

とにより、世

界初の高い

光吸収率と

耐久性を併

せ持つ黒色

素材を実現

した。紫外線

～可視光線

～赤外線の

全域で世界

最高レベル

の吸収率を

達成したこ

の成果は、製

品化・量産化
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間企業との共同研究において実用性が実証され、

製品化、事業化に結び付いた。また、国際単位系

(SI)における基本単位の定義改定に象徴されるよ

うな国際計量標準・基礎科学への寄与、さらには、

いわゆる目的基礎研究や知的基盤として将来の計

量標準や先端計測に必要となる技術を先導して開

発することにも積極的に取り組んだ。 

 

領域全体の戦略・マネジメント：  

 産総研第 4期中長期目標期間（平成 27年度～令

和元年度）（以下、「第 4期」）における領域のミッ

ションは、次の 6項目である。  

（中核ミッション）  

①：確立した計量標準の着実な維持と供給及び普

及促進  

②：ユーザニーズ調査に基づいた計量標準の開発

と供給  

③：国際的な枠組みでの計量標準確立への貢献  

④：計量法業務の的確な遂行及び人材育成  

（新たな挑戦としてのミッション）  

⑤：標準整備により築かれた高精度計測技術及び

その派生技術を生かした橋渡し機能強化  

⑥：長期的な観点から、将来の科学や産業で必要

とされる計量標準や知的基盤の整備に向けた目的

基礎研究の推進 

 

また、上記のミッションを効率的に遂行するため、

第 3 期中期目標期間までは全ての計量標準の量目

を担っていた計測標準研究部門を技術分野ごとに

分割し、計量標準総合センターの下、以下の 4 研

究部門、1普及センター体制とした。これにより、

国家計量標準機関としての一体感を保持しつつガ

バナンスを強化するとともに、各研究部門の長を

関連技術分野（標準・計測）の市場ニーズを把握す

る司令塔として明確化し、これまで以上に市場を

見据え産業界との連携を緊密化した。さらに、研

究部門ごとに計量標準の整備と計測技術の開発の

バランスを勘案して、部門の事業効率を最適化す

る役割を各研究部門の長に付与した。  

工学計測標準研究部門：質量、力学、長さ・幾何

学、流体の各標準及び法定計量 

物理計測標準研究部門：時間周波数、温度、電磁

において 517名（修了証明書発行は 484名）の研修

を行い、計量業務に携わる人材を育成することで、

社会インフラである計量制度の維持・発展に寄与し

た。  

 計量標準の普及活動については、講習会・研究会

等を通した情報提供や会員総数約 220 名のコンソ

ーシアムを利用した技術研修・技能試験を通して、

開発した計量標準や標準物質を最終ユーザまで、効

率的に届ける取組を行い、中小企業やユーザレベル

での計量標準の利活用が促進された。  

 計量標準に関連した計測技術の開発では、計量標

準の開発において得られた知見や技術を用いて、目

的基礎研究、「橋渡し」研究前期・後期を多様な研

究テーマで実施する事に加え、ユーザが抱える計測

課題に対して技術コンサルティングで個別に連携

を展開することで、産業界からの要請に応えてき

た。また、資金提供型共同研究に加えて、計測機器・

分析機器の高度化等を目標とした装置提供型共同

研究の件数が増加した。結果として、第 4期を通じ

て見た場合、難易度が高い目標である民間資金獲得

については、基準額（平成 23年度～平成 25年度の

平均獲得額約 2.4 億円/年）の 3 倍以上となる 7.2

億円/年を平成 29年度に達成し、その後毎年度増額

している。 

 

 第 4 期における特筆すべき研究成果の一つとし

て、SI 基本単位の定義改定に対する貢献が挙げら

れる。平成 30年 11月にフランスで開催された国際

度量衡総会で、7つの基本単位のうち、キログラム

（質量）、ケルビン（温度）、アンペア（電流）、モ

ル（物質量）の 4つの単位の定義を改定することが

決定され、令和元年 5 月 20 日に新しい定義へと移

行された。特に質量の単位キログラムに関しては、

約 130年ぶりに「国際キログラム原器」という器物

から、「プランク定数」という物理定数を基にした

定義に改定することが決定されたが、当領域はこの

プランク定数の決定に大きく貢献した。現時点で、

キログラム原器の長期安定度を超える精度で、プラ

ンク定数に基づいて質量標準を実現できる国は日

本を含めて僅か 4ヶ国のみであり、当領域の技術力

の高さを示した。プランク定数を決定するために

は、長さ、時間、温度などの様々な最高精度の計量

への目処が

立つととも

に、一般環境

での幅広い

応用が今後

期待される

点から、特に

高く評価で

きる。 

 

②一対多型

校正技術を

用いた迅速

な標準物質

の開発 

食品衛生法

や水道法な

どの改正に

よって、規制

対象である

千種類を超

える有機化

合物に対す

る分析・評価

が求められ

ているが、こ

れまで各国

の国家計量

標準機関が

行ってきた

一対一型の

校正技術で

は、国家標準

物質の整備

がボトルネ

ックとなっ

ていた。そこ

で、異なる分

子の比較に

よる一対多

型の校正技

術を世界に



386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

 計量標準の

整備と利活用

促進、法定計量

業務の実施と

人材の育成、計

量標準の普及

活動、及び計量

標準に関連し

た計測技術の

開発を行う。 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気、放射測光の各標準 

物質計測標準研究部門：化学・材料系の物質量や

幾何学量等に係る標準物質及び各標準 

分析計測標準研究部門：音響、量子放射の各標準

及び将来の計量標準を目指した先端的分析機器の

開発  

計量標準普及センター：計量標準の品質管理、計

量法に係る計量技術に関する関係機関との調整、

国内の計量技術者の計量技術レベル向上のための

計量教習など 

 

研究開発の方針とマネジメント：  

 ミッション達成に向けて、第 4 期の経営方針は

下記とした。  

・計量標準整備計画策定へ参画し、計画に則り計

量標準を整備する［ミッション①②］  

・SI基本単位の定義改定に関連した研究開発を行

う［ミッション③］  

・法令で定められた業務を確実に実施する［ミッ

ション④］  

・イノベーションコーディネータ(IC)を中心とし

た取組や技術コンサルティングなどの制度を活用

して民間資金獲得や知的財産実施契約に繋げる

［ミッション⑤⑥］  

・人材育成や評価制度の中で研究活動をモニタリ

ングしつつ論文発表数の増加に努める［ミッショ

ン①②③④⑤⑥］ 

 

 第 4 期を通じて、研究開発の方針に則り、次の

対応を行った。予定されている計量標準の整備に

必要な研究開発を適切に行うこととして、経済産

業省基準認証政策課と連携し、整備計画進捗モニ

タリングを行うと共に、ホームページに通年で専

用ページを設けて計量標準のユーザニーズ調査を

行った。必要に応じて計量標準を整備するための

資金、人員などのリソースを投入した。技術コン

サルティングの件数・契約額の拡大等による更な

る民間資金獲得を目標に掲げ、技術シーズ等の提

供を行った。コンサルティングでの技術ニーズの

把握をきっかけとした共同研究への発展や知財実

施契約を目指すこととし、第 4 期初年度となる平

成 27 年度から領域の月次技術マーケティング会

標準が必要である。したがって、今回の SI 基本単

位の定義改定に対する貢献は、当領域の総合力の高

さを示した事に他ならない。また、数十年という長

期間にわたり研究を継続し、技術を積み重ねてきた

事により、この歴史的成果が得られたという事実

は、長期的な取組が必要となる研究課題を継続的に

支援することの重要性を示している。日本が、SI定

義改定に主体的に取り組み、貢献したのは、度量衡

の長い歴史の中でも今回が初めてであり、新聞社や

テレビ局などから数多くの取材を受け、計量標準の

活動を一般社会に広く伝える好機となった。  

 この他にも、第 4期を通じて、数多くの研究成果

をプレスリリースという形で発信した。プレスリリ

ースの件数は、平成 27年度～平成 30年度の 4年間

合計は 49件、令和元年度は 11件となっている。 

 

民間資金獲得額目標値に未達成の要因分析 

冠ラボ設置を見据えた大型連携が予定されていた

が、契約の調整に時間を要したため次年度の契約と

なったことが要因である。次年度前半には、契約予

定である。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「民間資金獲得額が目標値に達していないことに

ついては、契約の潜在的件数の見込みの説明があっ

たので、それも含めた自己評価で良い。」 

「研究課題をその成果により、目的基礎研究、橋渡

し前期、橋渡し後期に分類し、実績を挙げているこ

とは高く評価できる。」 

「ŞI 単位の定義改定に際し、計量標準の広報活動

に努め、マスコミや教育現場を含め広く発信したこ

とは高く評価できる。」 

「産業規模を根拠とした成果の数値化により、領域

の業務の成果がいかに経済に大きく寄与している

かが分かる。見積もりに使用するデータにもよる

が、地道な成果が産業界に大きく寄与していること

を自負してもよいと思う。」 

「第 4期の集大成の年として、着実に成果を出して

いる。」 

先駆けて開

発し、有機標

準物質の迅

速な整備を

実現した。 

また、世界ア

ンチ・ドーピ

ン グ 機 構

（WADA）から

の支援要請

に応える形

で、一対多型

校正技術を

用いて東京

2020 オリン

ピック・パラ

リンピック

競技大会等

におけるド

ーピング検

査用標準物

質の迅速な

整備に寄与

したことは、

公正なスポ

ーツの実現

に貢献した

点で高く評

価できる。 

 

定量的な評

価指標の「民

間資金獲得

額」の達成度

は 91％であ

るものの、

「知財の量

的状況」では

111％、「論文

被引用数」は

121％、「人材

育成」では
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められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

議を設置し、連携進捗状態の確認、問題の把握、連

携の大型化への取組を行った。また、計測機器業

界を中心に領域長等による企業訪問を行い、経営

層レベルでの連携強化を図った。 

 研究活動をモニタリングしつつ論文発表数の増

加に努めることとし、若手研究者を対象とした萌

芽研究及び在外研究の制度を設けて予算的な支援

を行った。国家計量標準機関として、国内の経済・

産業及び医療や食品など、あらゆる社会活動に必

要とされる計量標準の開発・維持・供給を継続し、

計量トレーサビリティ体系の持続的な発展に必要

な策を検討し実施に移すため、テクニカルスタッ

フの最適な配置、長期的な設備計画の更新を行っ

た。  

 令和元年度に実施した具体的な活動としては、

第 32 回オリンピック競技大会（2020／東京）・東

京 2020パラリンピック競技大会（以下、東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会）に向け

て、定量核磁気共鳴分光法(Quantitative Nuclear 

Magnetic Resonance spectroscopy;  qNMR)/クロ

マトグラフィーやポストカラム反応ガスクロマト

グラフィーなど、当領域で開発された標準物質の

効率的な開発に有力な技術を用いて、ドーピング

検査に用いられる基準物質の純度校正技術及び新

たな標準物質を開発した。これにより、我が国の

ドーピング検査体制の強化に大きく貢献するとと

もに、関係各機関と連携し SIにトレーサブルかつ

高い信頼性を有する分析基盤を構築した。また、

SI 単位の定義改定に際し、計量標準に係る活動を

広報する好機ととらえ、学術会議、学会、工業会、

及び各種メディア（新聞、雑誌、著書、テレビ、ラ

ジオ等）を通じて発信した。さらに、シリコーンゴ

ムの表面に微細構造を転写することで、柔軟性、

耐久性、極めて高い光吸収率を併せ持つ黒色素材

の開発に世界で初めて成功し、紫外線～可視光～

赤外線のあらゆる光を 99.5 %以上も吸収する“究

極の暗黒シート”を実現した。このシートは、光学

機器での乱反射防止による光計測や画像計測の精

度向上に加えて、平面黒体としてサーモグラフィ

などの校正への応用、映像のコントラスト向上・

没入感演出、美しい黒が映える装飾としての活用

など、幅広い分野に応用可能である。 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 計量標準総合センターの国家計量標準機関とし

ての責務を全うし、更にその能力を強化していくた

めには、コアミッションである法定計量を含む計量

標準の維持・管理・供給といった本来業務を引き続

き着実に遂行し、NMIJへの信頼（ブランド）を維持

向上させることが重要である。第 4期の評価指標の

一つである民間資金獲得に関しては、今後も NMIJ

のブランド力を強みとした技術コンサルティング

で、引き続き個別ニーズに対応していくとともに、

信頼性の高い評価技術に基づき、装置提供型共同研

究等を確実に実施していくことが重要となる。その

上で長期的な視点で取り組むべき課題と対応は次

のとおりである。 

 計量標準の整備と利活用促進という観点からは、

多様化する計量標準のニーズへの対応が課題であ

る。ニーズに合った計量標準を整備するために定期

的なニーズ調査を行い知的基盤整備計画へ反映さ

せる。また、利活用促進のためには長期間にわたり

安定した標準供給を続ける必要があるため、継続的

な研究開発及び国際比較への参加による技術力の

維持が重要となる。  

 法定計量業務では、法令で定められた業務の着実

な実施と人材育成が継続的に求められている。当領

域を取り巻く環境が変化していく中においてもこ

れに対応する必要があることから、試験検査・承認

業務の効率化に努め、常にリソース配分の最適化を

考慮したマネジメントが必要となる。法改正があっ

た場合には、それに対応した体制整備を行うととも

に、講習会や研修等を通じて法定計量技術者の育成

に寄与し、レベル向上に貢献する。  

 計量標準の普及活動では、中小企業やユーザレベ

ルでの計量標準の利活用の促進が課題である。情報

提供や講習・技能研修活動の拡充により、校正事業

者ばかりではなく、計量トレーサビリティ体系にお

ける中間ユーザへも直接働きかけを行う。また、日

本産業規格 (Japanese Industrial Standards; 

JIS)等の工業規格化、及び国際標準化機構

(International Organization for 

Standardization; ISO) 、 国 際 電 気 標 準 会 議

100％、モニ

タリング指

標の「論文発

表 数 」 は

104％と目標

を達成して

いる。 

 

また予算額

8,569,244千

円に対して

決 算 額

9,451,690千

円と、決算額

が予算額に

対して 10%以

上増加して

いるものの、

これは産総

研の予算額

は過去の実

績平均値等

から設定し

ている額で

あるため、当

該年度の決

算額とは差

を生じたと

いう理由か

らのもので、

本項目にか

かる研究開

発活動に影

響を及ぼす

ことはなか

った。 

 

以上のとお

り、難易度が

高い目標で

ある「民間資

金獲得額」が
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ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 

領域全体として特筆すべき取組。特筆すべき研究

開発成果：  

 知的基盤整備計画（平成 25年度～令和 5年度）

に基づく着実な計量標準の整備及び法定計量業務

の実施と人材の育成に取り組むとともに、計量標

準に関連した計測技術の開発として、計測・分析・

解析手法及び計測機器・分析装置の開発、高度化

を進め、目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡

し」研究後期の研究課題に取り組んだ。  

 知的基盤整備計画に基づき、物理標準及び標準

物質の整備が確実に進捗した。新規に整備された

校正・試験項目（範囲拡大等含む）は、平成 27年

度～平成 30年度の 4年間において 80項目であり、

令和元年度は 14項目であった。また、新規に整備

された標準物質は、平成 27 年度～平成 30 年度の

4年間において 46種であり、令和元年度は 7種で

あった。さらに、これらの新しく整備した計量標

準及び第 4 期以前に整備が完了した計量標準を適

切に維持・管理し、産業界に対して標準供給を着

実に実施してきた。計量標準の供給として、平成

27 年度～平成 30 年度の 4 年間の特定二次標準器

の校正件数は 1,743 件、令和元年度は 489 件であ

った。依頼試験に関しては、平成 27年度～平成 30

年度の 4 年間で 1,226 件、令和元年度は 228 件の

実績となっている。標準物質の供給件数としては、

平成 27 年度～平成 30 年度の 4 年間で 8,603 件、

令和元年度は 2,355件であった。 

 目的基礎研究では、単一光子分光イメージング

技術の開発、単一電子制御技術の開発、先端材料

評価のためのレーザー分光法の開発、有機質量分

析の高感度・高精度化技術の開発などを実施した。

当領域の研究者が著者となっている研究論文の被

引用回数については、以下の通りである。 

 

論文の合計被引用数  

平成 27年度：2,388回 

平成 28年度：2,700回 

平成 29年度：2,626回 

平成 30年度：2,566回   

令和元年度：3,143回  

  

(International Electrotechnical Commission; 

IEC)等の国際規格化を推進し、技術基準の普及に貢

献する。  

 計量標準に関連した計測技術の開発では、産業界

や個別ユーザが抱える計測課題の解決が期待され

ていることを考慮し、目的基礎研究、橋渡し研究に

おいてテーマ選別を的確に行い、期待に応える技術

開発を推進する。 

 

目標をやや

下回ってい

るものの、そ

の他の評価

指標はいず

れも目標を

上回って達

成している

こと、複数の

顕著な成果

が創出され

たことを踏

まえ、「Ａ」と

判断した。 

 

＜今後の課

題＞ 

・より安定

的に民間資

金の導入を

図るには、企

業のグロー

バル化を見

据えるとと

もに、既に実

施している

オープンイ

ノベーショ

ンラボラト

リ（OIL）に参

加している

大学などの

多様な研究

者、産学連携

コーディネ

ータなどの

取り込みを

図り、よりグ

ローバルで

オープンな

形での産官

学共同研究

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 31 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 46.5 19.0 

生命工学領域 17.7 5.0 

情報・人間工学領域 16.8 4.8 

材料・化学領域 23.1 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 22.1 6.3 

地質調査総合センター 3.4 1.0 

計量標準総合センター 8.4 2.4 
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からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

当領域の研究者が著者となっている研究論文数に

ついては、以下の通りである。   

論文発表数  

平成 27年度：197報 

平成 28年度：204報 

平成 29年度：239報 

平成 30年度：205報   

令和元年度：213報  

 

 「橋渡し」研究前期では、国家戦略や法令・規制

への対応、社会ニーズへの対応に繋がるテーマと

して、水素流量計測技術の開発と国際標準化、粒

子計測技術の開発等を実施した。産業・科学分野

における水分計測の信頼性向上に向けた研究、柔

軟性、耐久性、極めて高い光吸収率を併せ持つ究

極の暗黒シートの開発等において顕著な成果が得

られた。公的研究資金の獲得状況は以下の通りで

ある。  

公的研究資金の獲得状況 

平成 27年度：4.7億円 

平成 28年度：6.5億円 

平成 29年度：7.1億円 

平成 30年度：9.1億円  

令和元年度：6.4億円 

  

また、知財の実施件数については、以下の通りで

ある。  

知的財産の実施契約等件数 

平成 27年度：83件 

平成 28年度：81件 

平成 29年度：97件  

平成 30年度：100件   

令和元年度：100件  

 

 「橋渡し」研究後期として、電磁波を利用したセ

ンシング技術の開発、X 線インフラ診断のための

革新的 X 線検査装置の開発、モアレを利用したマ

ルチスケール変位・ひずみ分布計測などを実施す

ることで、産業と技術革新の基盤をつくり、レジ

リエントなインフラ整備、持続可能な都市基盤を

通じて、持続可能な開発目標 (Sustainable 

Development Goals; SDGs)の実現に貢献した。こ

を実施して

いくことが

重要。このよ

うなプラッ

トフォーム

を構築する

ことにより、

企業連携を

担う人材不

足の解消や

企業連携を

促進するた

めの支援人

材不足が解

消されるこ

とが期待さ

れる。加え

て、様々な段

階での共同

研究が展開

され、共同研

究の暗黙知

的ノウハウ

が形式知化

され、より効

率の良い共

同研究が展

開されるこ

とが必要。 

・目標の主

軸を変更す

るのであれ

ば、産総研は

何をもって

国に貢献す

るのか、その

点を明確に

しなければ

ならない。実

際の運営に

おいては、民

間資金獲得
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を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

れらの多くは民間企業との共同研究において実用

性が実証され、その結果、製品化、事業化に結び付

いている。幾何計測の分野において、全国 39都道

府県 45 か所の公設試験機関との相互協力体制を

構築し、3D形状計測のノウハウを地元企業に伝授

する活動を実施し、地域イノベーションに貢献し

た。さらに、ナノ・ピコメートル精度評価技術の産

業応用、ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒

子複合計測システム開発に関する研究など精密計

測技術を用いて、計測のソリューションを提供す

る形での民間製品の性能評価や高度化支援に貢献

した。“計測”の強みを活用した技術コンサルティ

ングは、ICの積極的な広報活動の効果もあり、令

和元年度で 2.4億円（187件）に達した。技術コン

サルティング及び共同研究、受託研究、技術移転

収入を合わせた民間資金の獲得額は以下の通りで

ある。  

 

民間からの資金獲得額  

平成 27年度：4.1億円（目標額 3.6億円に対し達

成率 113 %）  

平成 28年度：4.7億円（目標額 4.8億円に対し達

成率 97 %）  

平成 29年度：7.2億円（目標額 6.0億円に対し達

成率 120 %）  

平成 30年度：7.5億円（目標額 7.2億円に対し達

成率 104 %）  

令和元年度：7.6億円 （目標額 8.4億円に対し達

成率 90 %）  

 

中堅・中小企業の研究契約件数の大企業に対する

比率については、以下の通りである。  

大企業と中堅・中小企業の研究契約件数の比率 

平成 27年度：43.3 %  

平成 28年度：44.4 %  

平成 29年度：38.4 %  

平成 30年度：34.0 %   

令和元年度：32.0 %   

 

技術コンサルティングの各年度の獲得額は以下の

通り。  

平成 27年度：0.3億円 

における評

価等を見て

も、各領域の

縦割りが強

すぎる面が

ある。技術に

融合分野が

増えている

ように、領域

横断的なプ

ロジェクト

運営を柔軟

に行う仕組

みを構築す

べき。 

・目的基礎

研究と橋渡

しは車の両

輪の関係に

あるので、両

者がトレー

ドオフの関

係にならな

いよう、注意

深い運営が

求められる。 

・橋渡しに

ついては、橋

渡しできる

人材の確保

が難航した

と振り返っ

ている分野

が一つ以上

あり、本部と

の情報共有

によって早

期に状況を

把握し、支援

を提供する

ことが必要。 
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平成 28年度：1.4億円 

平成 29年度：1.7億円 

平成 30年度：2.4億円  

令和元年度：2.4億円 

 

 知的基盤の整備を目的とした、計量標準の開発

も積極的に展開した。キログラムの定義改定への

貢献、光格子時計による次世代時間・周波数標準

の開発など、最も基本的な知的基盤の高度化を推

進し、国際貢献、科学的プレゼンスの向上といっ

た観点においても大きな成果を挙げた。計量標準

トレーサビリティシステムの高度化や次世代計量

標準においては、産業界を支える様々な電気標準

などを開発した。さらに、水道法等の規制に対応

した標準物質の開発、放射線利用の安心・安全の

ための計量標準整備など、計量法に基づく標準開

発、知的基盤の整備に必要となる研究においても

顕著な成果が得られた。  

 計量標準及び産業界でのものづくりにおける研

究開発の基盤強化に資する信頼性の高いデータベ

ース(DB)を公開している。有機化合物のスペクト

ルデータベース（平成 27 年度～平成 30 年度の 4

年間のアクセス件数：約 1 億 5,800 万件、令和元

年度のアクセス件数：約 3,300 万件）、分散型熱物

性データベース（平成 27 年度～平成 30 年度の 4

年間のアクセス件数：約 750 万件、令和元年度の

アクセス件数：約 157 万件）及び固体 NMR スペク

トルデータベース（平成 28 年度～平成 30 年度の

3年間のアクセス件数：約 30万件、令和元年度の

アクセス件数：約 20 万件）の更新・拡充も実施し

た。 

 民間資金獲得額の目標達成に向けて、令和元年

度においても、毎月開催する技術マーケティング

会議を通して、領域内の連携活動の企画、調整、情

報共有を行うとともに、各ユニットに於いては、

連携担当を中心に橋渡しの実践に取り組んだ。そ

の結果、特に、当領域が強みとする技術コンサル

ティング、計測機器・分析機器の高度化等を目的

とした装置提供型共同研究の資金獲得額が増加し

た。技術コンサルティングと装置提供型共同研究

による資金獲得額の総額は、平成 27年度は 0.3億

円であったのに対し、平成 30年度はおおむね 3.4

・全体のマ

ネジメント

については、

今回より、未

達の要因分

析と対応策

が自己評価

書でも明示

され、振り返

りプロセス

が改善した。

成功の要因

についても

分析するこ

とが望まし

い。領域をま

たいで、様々

な立場から、

振り返りの

共有を強化

することが

求められる。 

・持続可能

な社会への

解を提供す

るために、領

域をまたい

だ活動が一

層求められ

る。新規性の

高い研究は

地理的に近

接した環境

で活動する

領域の異な

る研究者の

グループに

よってなさ

れる傾向が

高いという

知見もある。 
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億円に増加した。また令和元年度も目標達成に向

けて上記取組を行った結果、3.9億円と増加した。 

 

 当領域の民間資金獲得額・件数の向上は、公平

性・透明性・信頼性が求められる計量標準の重要

性が民間企業や産業界に浸透し、製品の品質向上

や他社との差別化に有用との認識が高まったこと

が要因の一つと考えられる。今後も NMIJのブラン

ド構築・維持のために、計量法業務の的確な遂行、

計量標準の着実な維持と供給及び普及促進が不可

欠である。  

 若手研究者の雇用に関しては、技術研修生、リ

サーチアシスタント(RA)の受け入れを積極的に進

めた。令和元年度においても、修士学生向けの研

究室見学会、修士学生向けの 5days インターンシ

ップ事業を実施し、リクルート活動を推進した。

入所した新人の教育に関しては、各種研修のほか、

領域独自の取組として、新人研究職員が実施する

研究の調査研究を義務化し、調査研究の結果を論

文及び口頭発表という形で発信した。また、若手

研究員に対しては、萌芽研究加速費事業によって

独創的な研究テーマを支援するとともに、NMIJフ

ェローシップ制度によって在外研究の機会を拡大

した。さらに、シニア世代の能力・経験を最大限継

承出来るよう、世代交代を踏まえた適切な人員配

置を行った。RA及び産総研イノベーションスクー

ルに採用された人数は以下の通りである。 

平成 27年度：9人 

平成 28年度：10人 

平成 29年度：15人 

平成 30年度：19人  

令和元年度：15人  

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

  第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は平成

30年度までに 9件であり、令和元年度は 8件であ

る。また、これらの事業化の実績として、知的財産

の譲渡契約及び実施契約は平成 30年度までに 0件

で、令和元年度は 0件、製品化は平成 30年度まで

に 2件で、令和元年度は 1件である。 
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図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 将来の「橋渡し」に繋がる技術シーズや、世界ト

ップレベルの成果の創出を目指した「目的基礎研

究」においては、これまで当領域が築いてきた精

密計測技術における強みを生かし、  

・国家計量標準機関の競争力根幹に関わる計測・

分析・評価の各技術  

・量子化による高分解能化・高精度化  

・分析技術の開発・効率化  

・新たな現象を評価する技術の開発  

に取り組んだ。具体的には、国家計量標準機関と

してのコアコンピタンスの醸成に資する目的基礎

研究の基本戦略として、以下の挑戦を設定した。  

・単一電子、単一光子、単一原子といった量子単一

ユニット標準への挑戦  

・標準を内包(Intrinsic)する計量標準への挑戦  

・高感度、高分解能、高安定度な標準への挑戦  

・計測場を乱さない新規技術への挑戦  

・標準供給を効率化するゲームチェンジへの挑戦  

・新たな分析、計測技術への挑戦  

 当領域では、各研究部門が所掌する単位に関連

して、正確な目盛（計量標準とトレーサビリティ）

を必要とする計測技術を中核的な競争力と位置付

け、目的基礎研究の研究テーマを設定した。テー

マの設定においては、将来的な製品化や事業化を

見据えて、研究開発の結果を基盤的な試験方法や

計測方法として標準化する道筋も重視した。さら

に、国内の校正事業を網羅的に把握している利点

を生かして、校正から連続的に広がる計測の現場

や、製品開発レベルまでトレーサビリティ体系の

構築を実現しうるテーマを設定した。 

 上記を含む研究開発の結果、論文の合計被引用

数は、第 4期中長期目標期間全体で、13,423回と

なっている。このうち、平成 27 年度～平成 29 年

度の 3 年間では、7,714 回であり、当該 3 年間の

合計目標値に対して 101 %の成果を達成した。平

成 30年度は、2,566回であり、目標値 2,600回に

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 次世代の計量標準に必要な計測技術と潜在的な

社会的ニーズを見据えた上で、計量標準機関の競争

力根幹に関わる計測、分析、評価技術について、量

子化による高分解能化・高精度化、分析技術の開発・

効率化、新たな現象を評価する技術の開発に取り組

んだ。単一光子の分光イメージングが可能な光子顕

微鏡、単一電子制御技術を利用した微細なメカニカ

ル振動子による核磁気共鳴制御、精密なレーザー分

光技術による光機能材料の発光機構の解明など、世

界初の成果を創出した。当領域が築いてきた精密計

測技術における強みを生かし、ライフサイエンスや

医薬の技術促進、信頼性向上を可能とする単一光子

分光イメージング技術、有機質量分析の高感度・高

精度化技術など、世界トップレベルの成果や将来の

橋渡しに繋がる技術シーズを実現した。これらの成

果により、学術的な先端科学研究への貢献の他、量

子標準に基づく新たな標準の実現による知的基盤

への貢献や、材料や医療等の分野へ貢献する橋渡し

前期、及び、橋渡し後期への展開が期待される。 

 これらの研究開発の結果、評価指標である論文の

合計被引用数は令和元年度は 3,143回であり、目標

値 2,600 回に対して 121 %の成果を得ている。ま

た、モニタリング指標である論文数は 213 報であ

り、目標値 205 報に対して 104 %の成果を得てい

る。 

 

 当領域の第 4 期の具体的な目的基礎研究開発に

ついて、評定の根拠を以下にまとめる。 

 

[単一光子分光イメージング技術の開発] 

 従来の顕微鏡では測定できない微弱な光強度レ

ベルで、工業用サンプルや細胞サンプルをカラー観

察することに成功した。  
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世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

対して 99 %の成果を達成した。令和元年度は 3,143

回であり、目標値 2,600回に対して、121 %の成果

を得た。インパクトファクター付き専門誌等の論

文数は、第 4 期中長期目標期間全体で 1,058 報で

ある。このうち、平成 27 年度～平成 29 年度の 3

年間では、640報であり、当該 3年間の合計目標値

に対して 109 %の成果を達成した。平成 27年度～

平成 29年度は、毎年度、目標値を上昇させてきた

が、目標に対する実績は常に 100 %超を達成して

きた。平成 30年度は 205報であり、目標値 205報

に対して 100 %の成果を達成した。令和元年度は

213報であり、目標値 205報に対し、104 %の成果

を達成した。 

 大学や他の研究機関との連携においては、計量

標準の開発で培った知見及び技術を大学や他の研

究機関との連携により展開し、大学との共同研究

を、平成 29年度は 87件、平成 30年度は 127件、

令和元年度は 112 件実施した。また、他の研究機

関との共同研究を、平成 29年度は 66件、平成 30

年度は 147件、令和元年度は 88件実施した。正確

な目盛の実現に関する国際的な競争力を源泉とし

つつ、世界トップレベルの成果を生み出しており、

テーマ設定は適切であった。 

 

 当領域の第 4 期の具体的な目的基礎研究開発に

ついて、主な実績等を以下にまとめる。なお、成果

の指標は、代表的なものを記載してある。 

 

[単一光子分光イメージング技術の開発] 

 バイオイメージングの分野では、標識等で染色

した細胞に強力なレーザー光を照射した時の蛍光

を顕微鏡で観察するイメージングが一般に行われ

ている。しかしながら、染色やレーザー光は細胞

に深刻なダメージを与えるため、これが障害とな

り細胞本来の構造の観察や細胞内成分の識別を安

全に行なうことが難しいという課題があった。  

 そこで本研究課題では、光の最小単位である光

子を測定対象とし、細胞の生体活動に伴う光子を

高精度に検出するための単一光子分光イメージン

グ技術の開発に取り組んでいる。平成 27年度には

低抵抗な超伝導薄膜の作成技術を構築し、平成 28

年度には光子を高効率に超伝導体に吸収させるた

 細胞への光照射を 1/100 に抑えることで光障害

のリスクを回避できる効果が期待できるため、侵襲

性の低い細胞観察を必要とする医薬品、医療技術開

発での活用が見込まれる。低侵襲での細胞イメージ

ングは、例えば iPS細胞における将来癌化の恐れの

ない細胞を安全に識別する技術に応用できるなど、

極めて高い社会的効果が期待できる。また、細胞内

物質の僅かな変化を解析できることから、有用微生

物（石油代替燃料産生など）の選別など、新技術開

発への貢献が期待される。  

 超伝導を用いた単一光子分光技術では、本技術は

世界トップレベルであり、検出効率と高速性は世界

一の性能を誇っている。さらに、本技術の光学顕微

鏡や共焦点顕微鏡による実細胞を観察対象とした

分光イメージングの実証は、世界初の成果である。

これにより、細胞にとって侵襲性の低い単一光子レ

ベルでのバイオイメージングの実現に向け大きく

前進した。 

 本技術は、単一光子分光イメージングの世界初の

実証として、IF付国際誌やプレスリリースのほか、

日刊工業新聞等 4誌で報道された。令和元年度には

高速画像取得の技術等の成果を IF 付国際誌にて 4

報の発表をおこなった。また、外部予算としては、

JST-CREST（平成 29 年度）、JST-光・量子飛躍フラ

ッグシッププログラム(Q-LEAP)（平成 30 年度）、文

部科学省科研費（平成 29 年度）を獲得し、関連研

究を実施中である。また、本技術について、平成 30

年度に文部科学大臣表彰科学技術賞及び材料科学

に関する若手フォーラム優秀発表賞、令和元年度に

は電子情報通信学会 SCE 学生優秀発表賞を受賞し

た。 

 

[単一電子制御技術の開発] 

 単電子ポンプの開発では、実用領域で求められる

ナノアンペアレベルの電流値に近づいており、今後

さらなる大電流化と不確かさ低減を行うことによ

り、SI 単位の新しい定義にもとづいた次世代の計

量標準である量子電流標準の実現や、究極の精密微

小電流計測が可能となる。 

 これらの成果は、量子電流標準のみならず、誘電

体材料の評価や半導体素子開発で必要な微小電流

計測の実現と精度向上に寄与するとともに、ナノ粒
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用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

めの光吸収キャビティ技術を開発した。超伝導現

象を利用して一つ一つの光子のエネルギー（波長）

を計測できる検出器技術を開発し、これを光学顕

微鏡に搭載することで、平成 29年度には光子数 1

個～20個程度のわずかな光でカラー画像の撮影に

世界で初めて成功した。平成 30 年度には、共焦点

光学系を取付け、従来の検出器（光電子増倍管）を

使用した場合と比べ 10分の 1から 100分の 1のレ

ーザー強度で、動物細胞の共焦点蛍光イメージン

グ画像を取得することに成功した。今後、本技術

を細胞分裂等をリアルタイムでイメージングでき

る技術へと展開することを目指し、令和元年度は

超伝導素子の撮像素子化に取り組み、画像データ

取得の高速化を可能とする撮像用デバイスの開発

に取り組んだ。3 × 3 = 9素子の超伝導転移端セ

ンサからなる集積化受光デバイスを設計・試作し、

極低温で動作させたところ、各素子は熱的な干渉

なく動作し、かつ光子数ピークを明瞭に識別する

ことに成功した。また、受光デバイスの応答信号

を読み出すためにナノエレクトロニクス研究部門

と共同で開発したマルチプレクシング素子を用い

て実験を行ったところ、時定数 200 ns以下で受光

デバイスの信号を読み出すことに成功した。これ

により積算時間の短縮が可能となることから、画

像データ取得の大幅な高速化が今後期待できる。

これらの結果は、いずれも世界初の成果であり、

それぞれの成果を原著論文として発表した。 

  

[IF 付国際誌 8 報、特許出願 1 件、プレスリリー

ス 1 件、外部資金 3 件、受賞 3 件（文部科学大臣

表彰科学技術賞、材料科学に関する若手フォーラ

ム優秀発表賞、電子情報通信学会 SCE 学生優秀発

表賞）] 

 

[単一電子制御技術の開発]  

 電気の最小単位である単一電子の制御は、究極

の測定精度を実現する技術として、微小電流計測

や、トンネル効果、量子非局所性などの量子現象

の解明、量子コンピュータ用のデバイス開発など、

産業応用と学術研究の両面から注目されている。

また、国際単位系(SI)の改定により、電流の単位

（アンペア）が従来の定義（電線間に働く力）から

子計測、微量元素分析、放射線計測、電気化学計測

など、さまざまな産業応用の可能性をもたらす。さ

らに、新しい物理現象の探索や、量子コンピュータ

の読み出し・制御、オームの法則を量子力学レベル

で検証する量子メトロロジー・トライアングル（電

圧、抵抗、電流の 3 つの電気量をすべて量子現象

（ジョセフソン効果、量子ホール効果、単電子ポン

プ）で実現し、相互に高精度測定することでオーム

の法則の整合性を検証する先端的な研究テーマ）な

ど、学術的な先端科学研究の分野にも貢献する。 

 

[先端材料評価のためのレーザー分光法の開発と高

度化] 

 材料の励起状態の時間分解測定を実現するレー

ザー分光法（過渡吸収分光法及びレーザー時間分解

光電子収量分光法）の開発と高度化を行った。特に

レーザー時間分解光電子収量分光法において、短パ

ルスレーザーにより発生させた白色光を光源に用

いた時間分解測定が実現すると、通常は 10-8 Pa程

度の真空が必要な光電子分光法に代わり、大気中で

の簡便な電流測定によって励起状態の電子エネル

ギーを簡便に決定できる世界初の事例となり、状態

間遷移を追跡できる過渡吸収分光法と併せて、機能

性材料の動的過程を踏まえた材料設計・材料作製に

貢献できる。  

 なお、過渡吸収分光装置による時間分解測定は、

すでに産総研 TIA 推進センター共用施設ステーシ

ョン（産総研先端ナノ計測施設(ANCF)）より、外部

の企業等の公開利用（年 10 件～15 件程度)に供し

ている。これを含めた材料開発の支援を通して各種

デバイス等の高性能化に寄与し、省エネルギー社会

や低炭素社会の実現に貢献する。  

 特に過渡吸収分光法については、学会誌「応用物

理」や商業誌「パリティ」、新聞報道（いずれも平

成 29年度）などプレスリリースを通じて広く学界・

産業界・社会へ成果発信を行い、多くの関心を集め

た。 

 

[有機質量分析による高感度な構造解析技術の開

発] 

 複雑なタンパク質や消化ペプチドの解析を質量

分析のみで行うことは従来技術では難しかったが、
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電気素量に基づいた定義（単位時間に流れる電子

の数）に変更され、この新しい定義に則った次世

代の量子電流標準を実現するための研究開発競争

が先進各国で精力的に行われている。  

 本研究では、電子を 1 個 1 個送り出す単電子ポ

ンプ素子をはじめとして、微小電流センサ、核ス

ピン制御などの関連及び派生技術の開発を通じ、

SIの新しい定義に基づいた量子電流標準や究極の

微小電流計測の実現を目指している。  

 平成 27年度には、超伝導素子を用いた単電子ポ

ンプ素子による 1.6 pAの電流発生に成功し、海外

の先行研究と肩を並べる技術を築いた。平成 28年

度には、当領域独自の技術により、微小電流セン

サで必要となる 1 MΩの高集積量子ホール抵抗ア

レー素子を開発した。平成 29年度には、電子 1個

で 1 ビットを表す世界初のデジタル変調技術を開

発し、約 1 MHzの単一電子精度の有限周波数交流

発生を実現した。さらに、平成 30年度には、単一

電子制御技術を応用した派生技術として、単一電

子センサを利用した微細なメカニカル振動子によ

る核磁気共鳴制御に世界で初めて成功し、Nature 

Communications 誌に掲載された。振動子と核スピ

ンの相互作用を実証するこの成果は、微小電気機

械システム(Micro Electro Mechanical Systems; 

MEMS)や音波を利用する核スピンの新しい計測法

の基礎原理を築くものである。令和元年度には、

シリコン単電子ポンプ素子の高速並列駆動によ

り、従来素子における電流値の限界(～1 nA)を超

えるための実証実験に取り組んだ。1 MΩの高集積

量子ホール抵抗アレー素子を作製できるのは、世

界でも産総研だけである。また、電子 1 個 1 個を

制御した極限分解能での交流電流発生や、単一電

子センサを利用した振動子と核スピンの相互作用

の実証はいずれも世界初の成果である。  

 

[IF付国際誌 28報、特許出願 1件、プレスリリー

ス 3件、外部資金 18件、外部受賞 1件（一般財団

法人エヌエフ基金 第 6 回研究開発奨励賞）、共同

研究 5件] 

 

[先端材料評価のためのレーザー分光法の開発と

高度化] 

質量分析のみを用いて正確に解析することが可能

になった。構造解析は、X線回折や NMRでも可能で

あるが、高純度かつ多量（mg程度）の試料が必要と

なる。一方、質量分析は純度の低い微量（ng 程度）

の試料でも分析可能であるため、本成果は大きな意

義を持つ。また、開発した二段化学修飾法により、

汎用質量分析装置でも生体試料中に pg～fg 程度存

在する、生理活性微量タンパク質及びペプチドを直

接、定量分析することが可能になった。各種診断マ

ーカー検査法の評価技術としての応用が期待され

る。  

 開発された技術は、創薬や医療診断などにも応用

可能であり、健康長寿社会の実現に貢献できる。本

技術は、権威のある学術誌（J. Phys. Chem. B（IF: 

2.923）及び J. Am. Soc. Mass Spectrom(IF: 

3.202).の 2報)の表紙にも採用された。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

なお、評価委員からは、 

「単一光子分光イメージング技術開発において、世

界トップの性能を実現したことを評価。」 

「常に出口を意識された目的基礎研究開発をされ

ていることを評価。」 

「令和元年度の成果についても、例年と同様の着実

な成果が見られる。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 当領域における目的基礎研究では、計量標準をベ

ースにした、将来の「橋渡し」に繋がる技術シーズ

や世界トップレベルの成果の創出を目指している。

これまで当領域が築いてきた精密計測技術におけ

る強みを生かし、計量標準機関の競争力根幹に関わ

る計測・分析・評価技術について、量子化による高

分解能化・高精度化、分析技術の開発・効率化、新

たな現象を評価する技術の開発への取組を「橋渡

し」に繋げることが課題である。そのため、第 5期

も引き続き将来的な製品化や事業化を見据えて、研

究開発の結果を ISO や JIS などに標準化する道筋

を重視した研究開発を行う。普及という点では、校
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 各種電子・光デバイスはその構成材料中の電子

やホールの状態（エネルギー準位）とその変化（動

的過程）で動作するため、高性能デバイスの開発

には、材料中の動的過程とそれに関わる電子状態

（特に励起状態）を直接分析・評価する手法の開

発及び高度化と、それを用いた測定・解析結果に

基づく材料の設計と作製が必要である。  

 これらのニーズに応えるため、短パルスレーザ

ー光の吸収及び光電効果を利用した過渡吸収分光

法の開発・高度化及びレーザー時間分解光電子収

量分光法(Time-resolved Photoelectron Yield 

Spectroscopy; TR-PYS)の開発を行った。平成 27

年度～平成 29年度には、前者については、波長領

域及び時間領域で世界で最も広い測定可能範囲と

して、紫外から中赤外までの波長領域(0.24 μm～

11 μm)で、サブピコ秒からミリ秒の 12桁(100 fs

～100 ms)にわたるシームレスな時間分解測定を

実現し、材料中の動的過程の解析への応用を行っ

た。（他機関では、波長領域 0.24 μm～11μmで時

間領域 100 fs～数 nsまたは数 10 ns～100 msの

時間分解測定となるので、シームレスな時間分解

測定が実現できない。）励起状態のエネルギー評価

が可能な後者については、二光子吸収による光電

子放出を大気中の微小電流(fA～pA)測定で確認

し、原理の実証を行った。特に平成 29年度には、

過渡吸収分光法を駆使して、次世代有機 EL用発光

材料の発光機構を解析し、100 %に近い高い発光効

率を示す分子構造の特徴を明らかにした。得られ

た知見は、様々な発光色において高い発光効率と

耐久性を兼ね備えた発光分子の探索・設計・作製

に役立つものである。平成 30年度は、励起光に対

して検出光の照射位置を二次元走査させることに

より、時間分解能に加えて 1 μm以下の空間分解

能を付与した顕微過渡吸収イメージング分光装置

を開発し、動的過程の空間伝播の可視化を実現し

た。令和元年度は、当該イメージング装置の空間

分解能等を構造や大きさが既に解明された典型的

な高分子であるポリチオフェン等の有機材料や高

分子材料で明らかにしてその有用性を検証すると

ともに、TR-PYS装置のプロトタイプ作製のための

光源系の準備と調整を進めた。顕微過渡吸収イメ

ージング分光装置及び TR-PYS装置が完成すると、

正から連続的に広がる計測の現場や製品開発レベ

ルまでの連携を拡充する仕組みとしての標準供給

体制を活用する。 
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これらを組み合わせた複合分析が実現し、機能性

材料の励起状態の時間・空間変化の解析が可能と

なり、機能性材料の高性能化に資する知見を獲得

できる。  

 なお、当領域の過渡吸収分光法は、時間領域及

び波長領域について世界で最も広い測定範囲を実

現している。また TR-PYSはパルスレーザー光を用

いた当領域のオリジナルな測定法である。  

 

 [IF 付国際誌 53 報、特許出願 1 件、プレスリリ

ース 2件、受賞 1件（有機 EL討論会 第 23回例会 

講演奨励賞（平成 29年度））、新聞報道 1件、ノウ

ハウ 1件、プログラム 2件] 

 

[有機質量分析による高感度な構造解析技術の開

発] 

 質量分析は、有機分子の「分子量測定」や、巨大

分子の「構造解析」の強力なツールとなっている

ことから、ライフサイエンス、医薬、環境、材料分

野等で広く用いられている。生命機能の理解や新

規医薬品の開発には、有機化合物の正確な構造解

析が必要であり、試料が混合物であっても分析を

行える質量分析が中心的な分析手法として認知さ

れている。さらに、質量分析で得られたフラグメ

ントイオンの情報から有機化合物の構造を解析す

ることが可能であるが、タンパク質などの複雑な

分子の分析においては、多数のフラグメントイオ

ンが生じ、解析が困難になることが多い。そのた

め、特定の結合を選択的に切断可能な新規フラグ

メンテーション技術の開発が必要となっている。

有機化合物のラジカル化は官能基特異的に起こ

り、ラジカル化によって特定の結合の切断が誘起

される。従って、ラジカル分解によって得られた

フラグメントイオンは、試料分子の特定の切断を

経て生成しているため、フラグメンテーション情

報から有機化合物の構造を容易に推定できる。ま

た、各種診断マーカーとなる生体内の微量タンパ

ク質を高精度で定量可能な新技術の開発も大きな

課題となっている。 

 平成 27年度に、金属錯体を利用したラジカル分

解技術に基づくラジカル分解質量分析法を開発し

た。金属錯体の添加によりラジカル分解効率が増
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大し、タンパク質の選択的結合切断が可能となっ

た。この手法をリン酸化タンパク質由来の消化ペ

プチドの分析に応用し、アミノ酸配列を正確に解

析できることを示した。さらに、実験と量子化学

に基づいた計算を組み合わせ、ラジカル分解過程

を解明し、高感度分析への指針を示すことに繋げ

た。また、平成 28年度には、タンパク質を二段階

で化学修飾する技術を開発し、安定同位体の導入

による高精度化と、質量分析に適した置換基の導

入による高感度化の両立に成功した。平成 30年度

には、化学修飾法とラジカル分解質量分析法を組

み合わせることで、より微量（ng程度）のリン酸

化・硫酸化タンパク質由来の消化ペプチドのアミ

ノ酸配列の解析が可能になった。令和元年度は、

水素原子付加・脱離を用いたラジカル分解質量分

析法の研究に注力し、技術開発を進めた。  

 一連の研究によって、従来技術では推定が困難

であったリン酸化タンパク質のリン酸化位置を決

定することが可能となった。また、化学修飾によ

って 10倍以上の高感度化に成功した。  

 

[IF 付国際誌 21 報（表紙に 2 度採用）、和文誌 4

報、特許出願 4件、特許登録 1件] 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 当領域は、国家戦略や法令・規制に対する貢献

も期待されている。将来の産業ニーズや技術動向

等を予測し、企業からの受託研究に結び付くこと

を目指す「橋渡し」研究前期においては、社会イン

フラ整備や規制対応に繋がる研究開発及び新たな

測定評価法の開発と共に、ユーザの拡がりをもた

らす技術開発に重点的に取り組んだ。具体的には、

国 家 計 量 標 準 機 関 (National Metrology 

Institute; NMI)としてのコアコンピタンスを元

にイノベーションを加速し、政策的な目標を実現

するための新たな計測技術の確立のため、以下の

点を基本戦略に設定した。  

・計量標準を付加価値として新たなユーザの獲得  

・企業における計測技術、計測装置開発支援  

・計測技術による製品価値、企業価値の向上  

・社会の安全、安心への貢献  

国家戦略・法令・規制に対する貢献と、ユーザを拡

げ得るこれらの課題は、テーマ設定として適切で

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 国家戦略の促進や社会インフラ整備、法令・規制

の順守に必要とされる計測技術の確立と新しい測

定方法や評価方法の社会実装を目指した研究開発

を推進した。具体的には、水素社会実現に不可欠な

社会インフラ整備、食品衛生法や水道法等の法令・

規制への対応が期待される研究成果が達成された。

また、新たな測定・評価方法及び装置化への発展と

して、様々な製造現場で必要とされる水分計測の信

頼性担保への貢献、市販水分分析用標準液の開発へ

の貢献、国産極微量水分計の製品化支援と月面探査

への応用を目的とした宇宙航空研究開発機構

(JAXA)との新規共同研究への展開、粒子計測技術に

よる浮遊微生物計測への応用、製造現場における清

浄度管理など、品質管理の信頼性向上に貢献が期待

される。さらに、柔軟性、耐久性、極めて高い光吸



400 

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

あった。 

 上記を含む研究開発の結果、知的財産の実施契

約件数は、第 4期中長期目標期間全体で、461件と

なっている。このうち、平成 27～平成 29年度の 3

年間では、261件で、当該 3年間の合計目標値に対

して 104 %の成果を達成した。平成 30年度は、100

件であり、目標値である 85件に対して 118 %の成

果を達成した。令和元年度は 100 件であり、目標

値である 90件に対して 111 %の成果を達成した。

実施契約件数は、第 4 期の各年度において目標を

達成した。知財実施及び知財譲渡における新規案

件を着実に獲得し続ける一方で、知財実施では長

く活用される継続案件を多く含むなど、質的状況

においても良好な知財創出がなされた。 

 戦略的な知的財産マネジメントの取組として、

専任のパテントオフィサー(PO)の助言の下、知的

財産の活用範囲を見極めながら、国内特許及び必

要に応じて国際特許取得を目指すなどの戦略的な

取組を実施した。 

 

 当領域の第 4 期の具体的な「橋渡し」研究前期

の研究開発について、主な実績等を以下にまとめ

る。 

 

[水素流量計測技術の開発と国際標準化] 

 平成 26年、燃料電池自動車の販売、水素ステー

ションの商用化がそれぞれ開始されて以来、燃料

電池自動車・水素ステーションの普及に向けて官

民挙げて積極的な取組が行われている。平成 30年

には第五次エネルギー基本計画が策定され、2025

年までに 320 箇所の水素ステーションを整備し、

2020年代後半までに水素ステーションビジネスの

自立化を目指すというシナリオが示された。既に

商用水素ステーションでは、燃料電池自動車への

水素ガス充填による計量取引が行われているが、

水素価格は 1 kg当たり 1,000円から 1,500円の範

囲で 100 円単位で設定されている。これは水素の

製造・輸送・貯蔵等の高コストやロスが原因であ

るとともに、現在の水素ディスペンサーの計量精

度は数%程度しかないことも影響している。安価な

未利用エネルギーや再生可能エネルギーを利用し

た国際的な水素サプライチェーンの構築によって

収率を併せ持つ黒色素材“究極の暗黒シート”の開

発に世界で初めて成功した。本成果は、他の素材へ

の拡張性が高く、分光分析装置における迷光除去、

サーモグラフィーでの熱赤外線の乱反射の防止な

ど、一般環境での幅広い応用が期待され、これまで

に企業から 60件を超える問い合わせがあった。 

 これらの研究開発の結果、令和元年度の知的財産

の実施契約件数は、100件であり、目標値である 90

件に対して 111 %の成果を達成した。 

 

 当領域の第 4期の具体的な「橋渡し」研究前期の

研究開発について、評定の根拠を以下にまとめる。 

[水素流量計測技術の開発と国際標準化] 

 世界最高水準の高圧水素流量計測技術を開発し

た。これにより、現在、水素ステーションで実施さ

れているオンサイト計量精度検査方法である重量

法に比べ、コスト面では 3分の 1程度、効率面では

2倍程度、優位となるマスターメーター法による検

査が可能となった。また、開発機器評価用に 350気

圧までの中高圧領域で実際に水素ガスを流して流

量計評価ができる校正設備を整備した。これらの成

果を基盤として、日本工業規格 JISの制定、国際法

定計量機関勧告 OIML R139に貢献した。  

 水素ステーションビジネスの自立化、水素供給コ

ストの低減、バスやトラックなどその他モビリティ

への技術展開、関連機器開発の型式設定による互換

性の確保など、今後の水素エネルギー社会の普及に

向けて貢献が期待できる。  

 本技術は、すでに工業標準化や国際規格化に貢献

しており、韓国、中国、台湾から多数の問い合わせ

や見学などもあり、注目されている。 

 

[有機標準物質の迅速供給に向けた一対多型校正技

術の開発] 

 これまで各国の国家計量標準機関が行ってきた

一対一対応の校正技術では国家標準物質の整備が

ボトルネックとなっていたが、異なる分子の比較に

よる一対多型の校正技術を世界に先駆けて開発し

たことにより、有機分野の標準整備の負担を著しく

軽減できる基盤が構築できた。具体的成果には、ポ

ストカラム反応 GC によるかび臭物質 2 種混合標準

液の値付け、qNMR/GCによるフェノール類 6種混合
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2050年には現在の 5分の 1までの低価格化を目指

しており、取引当事者間、とりわけ消費者保護の

観点から、水素計量精度も現在の数倍に向上させ

る必要がある。高精度な水素計量計測技術が開発

され、水素ディスペンサーの計量性能が保証され

ることで、現在のガソリンと同様に、大量かつ高

精度で水素計量が行われ、水素エネルギー社会の

普及が現実なものとなる。  

 当領域では、水素供給コストの低減と安定化、

水素ステーション運営コストの低減、公正な水素

燃料商取引の実現へ向けて、水素流量計測技術の

開発を行ってきた。水素ディスペンサーは製造メ

ーカにおいて、水や窒素ガスなどの代替流体で計

量精度検査が行われ、出荷されている。実際の水

素ステーションでは代替流体を使用することはで

きず、計量精度検査のためには水素ガスによる校

正が必須である。平成 27年度には、国家標準とし

て水素ガス流量標準を整備した。さらに、高精度

流量計測が可能な臨界ノズルを用いて、複数化・

多段化によるビルドアップ方式により、7 気圧か

ら 820気圧へ 117倍の高圧化、及び、100 g/minか

ら 3,600 g/minへ 36 倍の大流量化を実現した。ま

た、産総研内に開発機器評価のための中高圧領域

（～350気圧）で実際に水素ガスを流して流量計評

価ができる校正設備を整備した。上記の技術開発

の成果として、平成 28年度に、日本工業規格 JIS 

B8576:「水素燃料計量システム自動車充填用」が

発行された。平成 29年度には、商用水素ステーシ

ョンに設置可能な可搬型マスターメーター計量精

度検査装置を開発し、その性能を確認した。これ

らの成果により、平成 30年度には、国際法定計量

機関 OIML勧告の OIML R139: Compressed gaseous 

fuel measuring systems for vehiclesの改定で

主導的な役割を担った。令和元年度は、水素ディ

スペンサーに対するマスターメーター法計量精度

検査方法を確立し、水素ステーションにおける実

証試験を実施した。また、実証試験の結果を技術

基準として、前述の日本工業規格 JIS B8576の改

正へ向けた原案作成のための調査研究委員会を立

ち上げ、規格改正のための議論を開始した。  

 

[和文誌 3件、特許出願 3件、受賞 1件（OIML規格

標準液の値付け、qNMR/LCによるハロ酢酸 4種混合

標準液の値付けの成功など、従来の 10 倍以上のス

ピードでの標準整備を実現することで、規制物質の

検査における信頼性の向上が図られ、計量行政なら

びに水道行政に多大な貢献を果たした。さらに、ド

ーピング禁止物質の値付けなど、多様な分野におけ

る試験・検査結果の信頼性向上に広く寄与できう

る。 

 このような革新的校正技術が開発されたことに

より、SDGsのターゲット項目である、環境汚染の低

減、安全な飲料水へのアクセス、ならびに、化学物

質の環境影響の低減等への貢献が期待できる。  

 なお、qNMR/GC及び qNMR/LCの基盤技術となって

いる qNMR は、当領域を中核機関として推進した経

済産業省委託事業「一対多型校正技術の研究開発」

において得られた成果を基盤として、平成 28 年度

に日本薬局方の一般試験法に採用されたほか、平成

29 年度には JIS 化（原案作成委員会委員として参

画）され、さらには令和元年度には ISO（TC34：食

品専門委員会）への提案などにより、当該技術に基

づく普遍性の高い試験法設定の拡充が医薬品や食

品分野等において期待されるなど、社会への普及を

着実に進めている。また、ポストカラム反応 GCは、

その技術の革新性から、平成 27 年度の日本分析化

学会先端分析技術賞 CERI評価技術賞を受賞した。 

 

[産業・科学分野における水分計測の信頼性向上] 

 キャビティリングダウン分光法(CRDS)微量水分

計については、小型化を達成したことで、例えば、

半導体製造装置の内部に組み込んでのプロセス中

のその場計測や、月面探査への利用が十分狙えるサ

イズとなった。市販化に向けた企業との実用化研究

を通じて、様々な製造分野での微量水分管理による

製品品質と歩留まりの向上へ貢献していくことや、

宇宙応用を目指した宇宙研究機関等との連携を通

じて太陽系の起源解明などの宇宙物理への貢献に

繫がっていくことが期待される。  

 水分分析用標準液については、従来は、市販水分

分析用標準液の製造用途として 0.1 mg/gの水分分

析用標準液を頒布していたが、それより低い濃度レ

ベルの分析を可能とする低濃度水分標準液を開発

した。この標準液は水分計の製造業者が装置開発に
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作成に関する感謝状(53rd CIML Meeting)）、国際

勧告改定 1件、JIS制定 1件] 

 

[有機標準物質の迅速供給に向けた一対多型校正

技術の開発] 

 食品衛生法や水道法などの改正によって、規制

対象である 1,000 種類を超える有機化合物におけ

る標準物質が求められているが、トレーサビリテ

ィの基点となる国家標準物質の充足率は 1/10 に

も満たないため（令和元年 12月現在 54 種類）、迅

速な整備が求められている。  

 本研究では、規制対象毎の国家標準物質を整備

することなく、異なる化合物が多成分含まれる有

機標準液の同時値付けを可能とする、以下の一対

多型校正技術の開発を行った。  

 炭素及び水素あるいは炭素、水素及び酸素から

なる有機化合物をオンラインでメタンに変換する

ことで、炭素量の基準となる物質から多成分同時

値付けを可能とするポストカラム反応ガスクロマ

トグラフィー（ポストカラム反応 GC）を開発し、

水道水質検査に用いるかび臭物質 2 種混合標準液

等の整備を平成 29年度に達成した。さらに平成 30

年度には、ポストカラム反応 GCの適用拡大に向け

て装置メーカと共同研究を開始し、酸化効率を高

める改良により塩素化合物（水道法等における規

制対象物質）について適用できる見通しを得た。 

 また、水素量の基準となる物質から多成分同時

値付けを可能とした、定量核磁気共鳴分光法

(quantitative Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy; qNMR)とガスクロマトグラフィー

(Gas Chromatography; GC)を組合わせた校正技術

である qNMR/GC を実用化することで、水道水質検

査に用いるフェノール類 6 種混合標準液の整備を

平成 29年度に達成した。また、qNMRと高速液体ク

ロマトグラフィー (High Performance Liquid 

Chromatography; LC)を組合わせた校正技術であ

る qNMR/LC を実用化することで、水道水質検査に

用いるハロ酢酸 4種混合標準液の整備も、平成 29

年度に達成し、同じく水道水質検査に用いるヘプ

タオキシエチレンドデシルエーテル（非イオン界

面活性剤）標準液の値付け方法を平成 30年度に確

立した。  

利用することで、有機合成用脱水溶媒やリチウムイ

オン電池電解液の品質管理など、幅広い製造現場に

おける品質管理に不可欠な水分分析の精度管理向

上に貢献することが期待される。 

 微量水分標準に関する技術は、平成 27 年度に国

際会議 GAS2015（8th International Gas Analysis 

Symposium & Exhibition）でベストレクチャー賞と

平成 28 年度に応用物理学会で講演奨励賞を、微量

水分計測に関する技術は、平成 29 年度に応用物理

学会で講演奨励賞と令和元年度に国際会議 GAS 

ANALYSIS 2019でベストレクチャー賞を得るなど、

学術的な評価も高い。微量水分測定の信頼性向上に

より、今後、半導体製造プロセスガスで使用される

高純度ガスのより適確な残留水分管理が可能とな

り、各種半導体デバイスの高機能化・歩留まり向上

に繋がることが期待されている。 

 

[様々な社会ニーズに応える粒子計測技術の開発] 

 IAG技術に関しては、市販パーティクルカウンタ

を用いて空気中に浮遊する微生物を精度良く測定

できるようになり、薬剤製造現場において清浄度管

理が向上し、薬剤の生産性の向上が期待される。  

 FPT技術に関しては、従来より小さい異物の検出

が可能となり、半導体製造プロセスにおいて超純水

の清浄度管理が改善し、歩留まり向上への貢献が期

待される。 

 

[極低反射光吸収材料（暗黒シート）の開発] 

 暗黒シートは、他の素材への拡張性が高く、量産

性や耐久性を確保できたため、実用化の目途が立っ

た。美しい黒が映える新素材として、例えば高級感

ある黒の演出や、黒が沈む高鮮明映像への貢献のほ

か、分光分析装置における迷光除去、サーモグラフ

ィーにおける熱赤外線の乱反射の防止など、一般環

境での幅広い応用が期待される。 

 本技術は、プレスリリースのほか、一般紙（読売、

日経、朝日ほか）を含む 22 紙、テレ東 WBS トレた

ま、TBS ラジオ・スタンバイ！、Web 記事（Yahoo!

ニューストップページなど多数）、及び雑誌 4誌（日

経ものづくり等）で報道された。展示会来訪者は延

べ 600名超で、多くの業界（素材、自動車、電機、

分析、装飾、ベンチャーキャピタル、学術等）より
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 さらに、qNMR/LC に分取を加えた技術（分取

qNMR/LC）を開発し、令和元年度には、東京 2020オ

リンピック・パラリンピック競技大会等における

ドーピング検査の信頼性向上に貢献すべく禁止物

質の値付けに展開した。世界アンチ・ドーピング

機構(World Anti-Doping Agency; WADA)からの要

請に基づき、2 物質の認証標準物質の開発を完了

し、令和 2年 3月 24日に頒布を開始した。また、

我が国唯一の WADA 認定分析機関である株式会社

LSIメディエンスからの研究委託に基づき、ドーピ

ング検査において分析機器の校正に用いる禁止物

質の純度評価法の確立を東京 2020オリンピック・

パラリンピックに間に合わせるべく、qNMR等校正

技術の迅速化ならびに高度化と併せて実施してお

り、令和 2年 6月末までに 30物質の分析結果を報

告する予定である。  

 

 [IF付国際誌 12報、プレスリリース 4件、受賞 1

件（2015年度日本分析化学会先端分析技術賞 CERI

評価技術賞）] 

 

[産業・科学分野における水分計測の信頼性向上] 

 半導体製造における各種ガス中の残留水分管理

を始めとして、食品・医薬品・石油化学・自動車な

ど幅広い製造分野の品質管理や、月面での水氷探

査を通じた太陽系の起源解明などの科学分野の最

前線において、精確な水分計測に対するニーズが

近年高まっている。  

 当領域では、上記ニーズに対応するため、ガス

中水分計測の信頼性担保に不可欠な湿度標準を微

量水分から高湿度までの幅広い範囲で開発・供給・

維持を行うとともに、新たな水分分析用標準物質

の開発を行った。さらに、湿度標準・標準物質に基

づく校正技術及び計測技術の開発を行った。微量

水分標準の開発においては、低温の氷の飽和水蒸

気を利用する従来方式ではなく、微量の水分をガ

ス中で蒸発させて、その量を精確に制御・計測す

る手法を新たに開発した。これにより、低温での

完全飽和の実現と確認の問題が回避可能となり、

半導体材料ガスであるアルゴン(Ar)、酸素(O2)、ヘ

リウム(He)中の微量水分の一次標準を世界で初め

て確立することに成功した。低濃度レベルで SIト

高い期待が寄せられている。また、本技術の解説動

画は産総研公式 twitter 上で公開後 3 ヶ月で 53 万

回再生を記録し、9千超のいいね！を獲得した。IF

付国際誌のうち 1 報(IF=6.6)は裏表紙にも採択さ

れた。外部予算は、文部科学省科研費(平成 30年度

～令和 2年度)を獲得した。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「極低反射光吸収材料の開発の成果は、黒体標準に

関する長年の研究成果から派生した成果であり、事

業化につながる橋渡し研究の事例として高く評価

できる。」 

「放射温度計測のための参照黒体の開発という、知

的基盤の整備のための研究開発成果を生かし、暗黒

シートを開発。知的基盤を拡充するための研究活動

をしながら世の中のニーズをくみ取り、正しい方向

に性能を向上させる取り組みがされている。」 

「分取 qNMR/クロマトをドーピング検査の標準物

質の校正に用いた。オリンピックに向けてタイムリ

ーな成果であり、産総研の高い分析技術レベルを世

界に周知する良い機会である。」 

「一対多型校正技術の開発では、具体的に標準物質

の開発が実現しており、単年度の成果として高く評

価できる。」 

「令和元年度は他の年に比べ、橋渡し前期の良い成

果が多数生まれている。」 

「着実に成果が上がっていると考えられる」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 民間企業との連携の促進による「橋渡し」への移

行が課題である。第 5期も引き続き展示会やプレス

リリース等の情報発信を通じた技術シーズの広報

に取り組む。ニーズ調査や技術相談の集計結果の分

析による橋渡し前期の研究課題検討や、ICや POを

中心とした企業とのマッチングを促進する。  

 当領域では、これまで校正事業者のみを対象とし

ていた計測技術を更に発展させ、最終ユーザレベル

まで計量標準ユーザの階層を広げるような、新たな
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レーサビリティの確保が困難である課題を解決す

るために、測定原理上、直接水分量につながる印

加電気量を正確に評価することに取り組んだ。

JCSS校正された標準抵抗、電圧計等を用いて印加

電気量の値を検証することにより、トレーサビリ

ティを確保し、世界の NMI に先駆けて低濃度水分

分析用標準液の開発に成功した。また、水分分析

用標準液は第 4 期の 5 年間に頒布数 343 の実績が

ある。  

 平成 28年度に、窒素(N2)中微量水分標準に基づ

く微量水分計の校正濃度範囲の上限を 1 ppmから

5 ppm に拡張した。また、超高感度・高精度測定用

キャビティリングダウン分光法（Cavity Ring-

Down Spectroscopy; CRDS)を確立した。平成 29年

度には、He 中、O2中の微量水分標準を確立した。

一方、リアルタイム測定用 CRDSを開発した。平成

30年度には、CRDSを用いて、市販製品相当の性能

を維持しつつ、従来市販器の体積 10分の 1、質量

5 分の 1 の小型微量水分計を開発した。これは各

種製造プロセスで用いられている製造装置内部へ

の組込や、月面探査機への搭載が可能となるレベ

ルの小型化(サイズ 9 cm×15 cm×20 cm,質量 3 

kg)である。令和元年度には、この小型微量水分計

の 2 年後の製品化を目指して、民間企業と共同研

究を開始した。この製品を半導体・フラットパネ

ルディスプレイ・リチウムイオン電池等の製造ラ

インに組み込み、プロセスポイントで残留水分管

理を直接行うことで、それら先端デバイスの品質

向上と歩留まり改善が期待される。宇宙応用につ

いては、月面探査用の小型微量水分計の開発に関

して、阪大・JAXAと連携を進めている。  

 平成 27年度には水分分析用標準液（質量分率：

0.1 mg/g）を供給し、平成 29年度には高濃度の水

分分析用標準液（質量分率：1 mg/g)を開発した。

さらに、平成 30年度に世界の国家計量標準研究機

関(NMI)に先駆けて、低濃度水分分析用標準液（質

量分率：0.02 mg/g）を開発した。  

 

[IF付国際誌 12報、特許 1件、受賞 4件（応用物

理学会講演奨励賞 2 件、国際シンポジウムベスト

レクチャー賞 2 件）、水分分析用標準液の 5 年間

（平成 27年度～令和元年度）の頒布数 343件] 

価値創造に重点を置いたテーマ設定を行う。具体的

な設定は、国家プロジェクトやコンソーシアムなど

の資金活用の下、将来的に民間からの測定依頼や受

託研究へ結び付くことを想定して行う。これらの観

点はそれぞれのテーマにおいて適切に反映され、世

界トップレベルの成果の他、民間への技術移転など

を視野に入れた橋渡し後期へと発展させる。 
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[様々な社会ニーズに応える粒子計測技術の開発] 

 粒子計測技術は、先端材料・薬剤製造などの製

造現場における清浄度管理、医療診断、自動車か

らの粒子排出規制、近年急速に導入が進むナノ材

料規制などで広く利用されており、特に規制や規

格に基づく計測では、高い精度と信頼性が必要と

されている。そのため、精度の高い新たな粒子計

測技術の開発と、精度管理のための計量標準や校

正法の開発、国際標準化が求められている。  

 気中粒子に関しては、主にマイクロメートル領

域の粒子濃度校正技術・試験技術の開発を行った。

特に平成 27年度には、マイクロメートル領域での

粒子濃度校正を容易にする市販型インクジェット

エアロゾル発生器（Inkjet Aerosol Generator；

IAG）を企業と共同開発・製品化した。開発した IAG

により、従来のスプレー式では困難だったマイク

ロメートル領域の粒子を安定に発生させることが

可能となり、市販パーティクルカウンタの校正が

容易になる。令和元年度は、IAGを利用したパーテ

ィクルカウンタ校正法の国際標準化に計測器メー

カと共同で取り組み、ISOにおいて提案し、規格開

発を行うことになった。また、IAGを用いた浮遊微

生物迅速測定器の性能評価を目的とし、微生物を

模した試験粒子の試作と特性評価を行った。  

 液中粒子に関しては、主に校正・計測可能な粒

径を小さくする技術開発を行い、特に平成 29年度

に 流 れ 場 粒 子 軌 跡 解 析 法 (Flow Particle 

Tracking; FPT)を開発した。本方法では、流れ場

の影響を補正するとともに、従来の粒子追跡法

(Particle Tracking Analysis; PTA)よりも信号雑

音比を約 730 倍改善した光学系を構築するなど、

バイアスとなる信号やバックグラウンド信号を削

減することで、従来の最小粒径 30 nmよりも小さ

い最小粒径 10 nmを実現した。 

 

[IF 付国際誌 17 報、特許出願 10 件、受賞 4 件*、

展示会出展 6件]  
*[様々な社会ニーズに応える粒子計測技術の開

発]に関する受賞内容は以下の通りである。 

・日本エアロゾル学会 ベストポスター賞（PM2.5

自動測定装置の試験方法、平成 28年度） 
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・日本エアロゾル学会 エアロゾル計測賞（IAG、平

成 29年度） 

・日本空気清浄協会研究大会技術賞（IAG、平成 30

年度） 

・国際半導体製造シンポジウム Best Paper Award

（液中ナノ粒子計測技術、平成 30年度） 

 

[極低反射光吸収材料（暗黒シート）の開発] 

 表面を黒色化した材料は、装飾、映像、分光分析

分野などの幅広い用途があり、特に光の乱反射防

止用には、100 %に近い光吸収率の材料が求められ

ている。しかし、従来の材料で 99 %以上の光を吸

収するものは耐久性に乏しく、一般的な生活環境

での利用が困難であった。 

 当領域では、これまでの光吸収材料の研究開発

の中で、素材の表面に微細な凹凸構造があると、

その鋭さや、サイズ、組成の条件次第で、光吸収率

を極限まで高められることを見い出していた。そ

こで、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機

構とともに、サイクロトロン加速器のイオンビー

ムを用い、丈夫な素材上に微細な凹凸構造を作る

ことで、あらゆる光を吸収して、高い耐久性も併

せ持つ、新しい光吸収材料の研究開発に取り組ん

だ。平成 27年度には表面凹凸構造に基づく光吸収

体の基本原理を実証した。平成 29年度には、同様

の原理に基づくテラヘルツ～ミリ波吸収体を開発

した。平成 30年度には表面凹凸構造に基づく極低

反射光吸収体の製造方法の基礎を確立し、外国特

許を出願した。令和元年度には紫外線～可視光～

赤外線の全ての光を 99.5 %以上吸収し、耐久性も

高い暗黒シートを開発した。イオンビーム加工に

よって微細な表面凹凸構造を作製した樹脂基板を

原盤として利用し、黒色シリコーンゴムの表面に

微細構造を転写することで、量産性も確保しつつ、

特に熱赤外線の波長域では、世界最高水準となる

99.9 %以上の光吸収率が得られた。この暗黒シー

トはシリコーンゴムの柔軟性を保っており、曲げ

ても触っても、粘着テープを貼りつけて剥がして

も、性能が劣化せず高い光吸収率を維持でき、耐

久性などの課題を克服した。このように、耐久性

と、極めて高い光吸収率を併せ持つ黒色材料は世

界初である。本技術のプレスリリースの結果、多
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数の報道機関や、企業等からの問合せを受け、高

い期待が寄せられている。 

 今後は、暗黒シートの製品化・量産化に向けた

研究を進め、実施契約などの技術移転を進めて行

く。 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究後期では、計量標準・標準物質の

開発を通じて培った計測技術の技術移転や製品化

に重点を置いた研究開発と、製品開発における性

能評価や性能向上において計測を必要とする個別

案件に測定サービスやソリューションを、受託研

究、共同研究や技術コンサルティングとして提供

する形の研究開発に取り組んだ。具体的には、以

下の点を基本戦略に設定した。  

・民間への技術移転  

・民間校正設備の精度向上、新たなトレーサビリ

ティ技術（センサ・校正装置）の開発  

・校正、計測技術による製品価値、企業価値の向上  

・計測装置自体の製品化  

 研究開発の結果、3次元(3D)計測技術により、3D

造形の代表的な幾何誤差パラメータを同定する簡

便な方法を開発し、公設試験研究機関を介して企

業との地域横断的な連携体制を構築した。超高精

度な変位計評価や、電磁波を利用したセンシング

の技術を利用して、計測のソリューションを提供

する形で民間製品の性能評価や非破壊評価の支援

を行なった。当領域を中核機関として、計測機器

メーカやナノ材料メーカがコンソーシアムの形で

結集し、ナノ材料の適正管理を実現する複合計測

システムの開発、関連する標準化を行なった。X線

検査法、モアレを利用したひずみ計測法の技術を

新たな製品開発に展開し、簡便かつ非破壊なイン

フラメンテナンスの実現等により、より安全で安

心な社会基盤の構築に貢献した。 

これらの研究成果により、民間からの資金は、

第 4 期中長期目標期間の目標値合計 30 億円に対

し、実績値合計は 31.1億円(104 %)を達成してい

る。基準額（平成 23年～25年の平均額、2.4億円

/年）の 3倍以上となる 7.2億円/年を平成 29年度

に達成し、その後毎年度増額している。 

 第 4 期の特筆すべき資金獲得成果として、技術

コンサルティング契約による資金獲得が挙げられ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

 資金提供型・装置提供型共同研究等の制度を積極

的に活用し、計量標準の開発を通じて培った知見・

計測技術を産業界や民間企業へ直接橋渡しするこ

とで、高精度な装置の製品化や市販装置に対する信

頼性の高い性能評価を実現した。その結果、産業競

争力向上への貢献が期待される。具体的な例として

は、計測技術の技術移転や製品化を目標とした共同

研究の成果として、日本の 3D 計測機器企業の国際

競争力強化に貢献した。また、経験や技術伝承に依

存しない、客観性・再現性の高い新しい計測技術と

して、電磁波を利用した食品の非破壊センシング技

術を確立することで、生産性の効率化、性能評価の

向上を実現し、企業の製品化やサービスの向上に貢

献した。    

 民間資金の獲得に関して、当領域は基準額（平成

23 年～25 年の平均）2.4 億円/年の 3 倍である 7.2

億円/年を平成 29年度に達成した。令和元年度は、

より難易度の高い目標（基準額の 3.5 倍にあたる

8.4億円/年）に挑んだ。大型連携の契約が次年度と

なるなどの要因により未達ではあったものの、基準

額の 3倍以上の民間資金を獲得し、第 4期中で最高

額（7.6億円/年）を達成した。 

 

 当領域の第 4期の個別の「橋渡し」研究後期の研

究開発について、評定の根拠を以下にまとめる。 

 

[デジタルものづくり産業を支える 3D形状計測] 

 3D プリンタの誤差補正に適用できる簡便な幾何

誤差補正法を提案し、実現した。提案した幾何誤差

補正法をサポートソフトウェアとして開発し、約

45 ヶ所の公設研を通した地域支援ネットワークに

適用した。この成果を市販 3D プリンタに適用すれ

ば最大で造形精度が 2 倍超となる 3D プリンティン
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な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

る。平成 27年度には、技術コンサルティングによ

る獲得額は 0.3 億円であったが、毎年度順調に増

額し、平成 30年度は 2.4億円となり、4年間で 5.8

億円を獲得した。これは、4年間全体における民間

資金総獲得額の約 25 %であり、オーダーメイドの

測定・分析が特徴である技術コンサルティングに

よる産業界へのサービスが拡大している指標とな

っている。また、令和元年度は 2.4 億円であり、

順調に増額した。 

 当領域で培われた高精度な計測技術に対して広

く産業界からの関心が得られたことにより、「橋渡

し」機能の強化に繋がり、第 4 期中長期期間を通

して、民間企業からの資金提供型共同研究費など

を多く獲得するに至った。研究契約数全体に対す

る中堅・中小企業の研究契約件数の比率は、平成

27 年度～29 年度の 3 年間で、平均して 42.0 %で

ある。平成 30年度も 34.0 %、令和元年度も 32.0 %

であり、第 4 期を通して、大企業のみならず、中

堅・中小企業にも注力してきた。  

 戦略的な知的財産マネジメントの取組として、

専任の POの助言の下、知的財産の活用範囲を見極

めながら、国内特許及び必要に応じて国際特許取

得を目指すなどの戦略的な取組を、第 4 期を通し

て実施した。同時に戦略的見地から、国際標準化

への反映等、知財のオープン化も並行して検討、

展開している。標準化や知財のオープン化は計量

標準総合センター長、研究戦略部長、研究企画室

長、各ユニット長、各研究部門の連携担当、IC、PO

をメンバーとする技術マーケティング会議におい

ても、知的財産に関する事項の情報共有に加えて、

標準化や知財のオープン化の有効的な活用法につ

いて議論している。 

 

 当領域の第 4 期の個別の「橋渡し」研究後期の

研究開発について、主な実績等を以下にまとめる。 

 

[デジタルものづくり産業を支える 3D形状計測] 

 ものづくりの効率化に向けて期待の大きい 3D

形状スキャナと 3Dプリンタについては、精度がも

のづくり産業の要求水準には到達していないとい

う課題があった。  

 平成 27 年度から約 45 ヶ所の公設研との共同研

グの高精度化が可能となる。また、高エネルギー（メ

ガボルト超）X線 CTとして 0.1 mm分解能を初めて

達成した。自動車パワートレインやタービンブレー

ド等、日本の基幹産業を支える基幹部品について、

従来不可能であった高精細な内外形状計測を実現

することができる。  

 3D 形状計測機器の世界マーケットは約 2,000 億

円／年と言われ、将来的にその 30 %は計測精度の

保証された産業用 X 線 CT に置き換わるとされる。

中でも高分解能な高エネルギーX 線 CT は、400 mm

（アルミの場合）を越える透過力と高い解像力を兼

ね備えているため期待は高い。 

 

[ナノ・ピコメートル精度評価技術の産業応用] 

 ピコメートルレベルの分解能を有する製品レベ

ルの変位計を、5 pm 以下の不確かさで評価した事

例はこれまでにない。また、シリコンウェハ厚さの

測定精度に関しても、従来の測定法では 100 nm程

度に留まっており、10 nmの測定不確かさは世界最

高精度である。一連の成果は、ナノテクノロジー等

の分野の進展に貢献するものである。特に半導体関

連の製造現場において、ステッパーの位置決め精度

の向上や、シリコンウェハの品質向上に直接つなが

るものであり、最終的に製造工程における歩留まり

の向上に貢献できる。  

 本関連技術は、IF付国際誌、プレスリリースのほ

か、日刊工業新聞等においても報道された。 

 

[電磁波を利用したセンシング技術の開発] 

 非破壊でリアルタイムな食品の全数評価技術を

企業との連携により装置化する目処が立った。この

成果により、高品質な農産物・食品等を定量的に効

率よく全数評価できる。これは、日本産農産物・食

品のブランド価値の向上につながり、その結果国際

的な競争力の向上と農業従事者の収入増、労働者不

足の解決が見込まれる。さらに、食品への異物混入

といった問題の解決でも重要な役割を果たすこと

ができる。 

 

[ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒子計測シ

ステム開発に関する研究] 

 EU の REACH 規制（Registration, Evaluation, 
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究を実施し、平成 30年度にはハンドツール（マイ

クロメータなど）による長さ測定の組み合わせか

ら 3D造形の代表的な幾何誤差パラメータ（3軸倍

率，3 軸直角度）を同定する簡便な方法を開発し

た。また、約 45ヶ所の公設研を通した地域産業に

向けた成果普及に利活用する体制を構築し、フィ

ードバックループによる造形精度の高精度化を実

現した。その結果、地域イノベーションの活性化

に役立った。また、平成 28年度から ISO規格をプ

ロジェクトリーダーとして作成中である。 

 平成 28年度には、民間企業と共同で、高エネル

ギー高精細 X線 CT (Computed Tomography)の開発

を開始した。その結果、平成 30年度には、MV（メ

ガボルト）級の X線 CTとして世界初となる 0.1 mm

分解能を達成し、世界最高水準の 3D形状計測技術

を実現した。民間企業との共同開発において、平

成 27年度に熱交換部品計測用 X線 CTを、平成 29

年度に最大許容誤差で世界最高性能である計測用

X線 CTをそれぞれ発売した。 

 第 4期を通した研究開発の結果、産業用 X線 CT、

中でも大型部品への適用に不可欠な高エネルギー

X線 CTの分解能限界を約 4倍へと大幅に向上する

ことができた。令和元年度には近畿経済産業局事

業、平成 31年度地域中核企業ローカルイノベーシ

ョン支援事業（3D積層造形によるモノづくり革新

拠点化事業（Kansai-3D 実用化プロジェクト））に

参画し、全国規模で公設試と連携し、3D幾何計測

の高度化に貢献した。  

 

[IF付国際誌 3報、特許出願 3件] 

 

[ナノ・ピコメートル精度評価技術の産業応用] 

 近年、長さ・幾何学量計測の分野では、現場で用

いられる様々な計測器の高分解能化が進み、例え

ばピコメートルレベルの分解能を有する変位測定

器なども用いられるようになってきている。これ

ら測定器の信頼性担保の為、トレーサビリティの

担保された精度評価技術に対する要望が高まって

いる。  

 当領域ではこれまで、汎用性の高い標準器の高

精度校正法・装置の開発に長年取り組んできたが、

第 4 期では、培った技術を個別・具体的な製品の

Authorization and Restriction of CHemicals; 化

学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則）や、

我が国の化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律（化審法）などの規制は、技術的計測手法が

なければ策定できないが、本研究の成果により技術

的に実効性のある規制が可能となり、ナノ材料の安

全安心な社会実装に貢献できるようになった。また

開発された技術は、医薬品や食品分野の品質管理に

も適用できる。 

 

[X線インフラ診断－革新的 X線検査装置の開発] 

 インフラの現場では、従来は X線源や検出・イメ

ージング装置を使った検査に多大な時間と労力を

要していたが、バッテリー駆動ロボット等に搭載で

きる小型・でかつ高いイメージング能力を有する X

線検査装置開発や新たな後方散乱イメージング技

術の開発により、作業時間や労力の効率化が可能と

なった。例えば、本研究で行った大型配管の検査方

法を用いることにより、従来法では 1枚の検査画像

を取得するのに 10 分程度要していたものを、1 秒

まで短縮させることができた。 

 インフラ点検ロボット用 X線技術は、プレスリリ

ースのほか、一般紙を含む新聞等 15 紙で報道され

注目された。 

 

[モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ計

測] 

 本技術は、橋梁などのサブミリメートルオーダー

のたわみ計測や電子デバイスなどのナノメートル

オーダーの微小変位分布計測への適用が可能であ

る。巨大な社会インフラから電子デバイスの微小領

域に渡るマルチスケール構造物の変位・ひずみ分布

を従来法に比較してより高精度に評価できるだけ

でなく、事前準備や計測時間を大幅に短縮できる。

これにより、喫緊の課題である老朽化した社会イン

フラの効率的な点検や最先端の電子デバイスの設

計に不可欠な残留熱ひずみを計測できる今までに

ない画像計測装置の実現が見込まれ、その市場規模

は数百億円を超える。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に
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評価へ応用することにも取組を拡張した。平成 27

年度には、小型レーザーホモダイン干渉計を開発

し、レーザー干渉計の非線形誤差を 1 pm以下に抑

えることに成功した。平成 28年度には、レーザー

干渉計によるピコメートル精度の変位測定技術に

より、変位計（民間企業製）を 2 pm以下の不確か

さで評価することに成功した。平成 29年度～平成

30年度には、両面干渉計技術をシリコンウェハの

厚さ測定に応用し、製造現場で用いられる厚さ測

定器校正用の標準ウェハ片を 10 nmの不確かさで

測定することに成功した。令和元年度には、直径

600 mmの大型平面基板に対して、2.5 nm以下の不

確かさで平面度測定が可能な高精度形状測定装置

の開発に成功した。  

 

[IF 付国際誌 6 報、特許出願 1 件、プレスリリー

ス 2件、受賞 2件（吉澤論文賞（令和元年）、新機

械振興賞中小企業庁長官賞（平成 28年）、（株）テ

クニカルが共同研究の成果に対して受賞）] 

 

[電磁波を利用したセンシング技術の開発] 

 農産物や食品の生産工程では、経験者の感覚や

抜き取り試験での品質管理が行われている。また、

食品中の金属以外のプラスチック、ゴムや虫など

の異物混入も深刻な問題となっている。農産物等

の品質管理の高信頼化と迅速化のために、リアル

タイムでのその場計測が可能なセンシング技術に

期待が集まっている。  

 平成 28年度に電磁波の位相・振幅相関を利用し

た新しいセンシング法の開発に成功し、袋の中の

米の水分量を非破壊で計測することに成功した。

その後、平成 29年度にはセンサ回路、測定条件の

決定方法及び解析手法を開発し、平成 30年度まで

に食品中の塩分濃度や、コンクリートに用いる砂

の水分量など、食品以外も含めた測定対象の拡大、

食品中の異物検出への展開を実現した。さらに、

令和元年度には製品化に向けて企業との連携によ

り、当領域の特許技術を利用したコンクリートに

用いる砂の水分量計測装置を試作した。  

 当領域の独自特許技術である、電磁波を試料に

透過して得られる位相と振幅の変化の相関性を解

析する技術を用いることで、試料中の水分量など

顕著な成果が得られたと考え、評定を「B」とする。 

なお、評価委員からは、 

「モニタリング指標、評価指標はほぼ達成してい

る。」 

「民間資金獲得額が目標値に達していないことに

ついては、契約の潜在的件数の見込みの説明があっ

たので、それも含めた自己評価で良い。」 

「X 線を用いたインフラ診断装置の有効性が実験

で示された。社会の要求に適した成果を挙げている

と判断できる。」 

「X線検査装置を企業に技術移転し、製品化につな

がっている。」 

「電磁波を利用したセンシング技術により非破壊・

リアルタイム計測を実現し、企業と製品化を推進し

ている。」 

「モアレを利用した変位・ひずみ計測を新幹線のコ

ンクリート高架橋へ応用、ベンチャー企業へ技術移

転している。」 

「モニタリング指標、評価指標はほぼ達成してい

る。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 橋渡し後期の課題としては、民間企業との連携強

化と、国際競争力強化の支援が挙げられる。民間企

業との連携強化による研究開発の発展と国際競争

力強化を更に推進するために、製品化・事業化後も、

技術の蓄積を有効に活用し、製品の高度化や信頼性

等の付加価値強化を企業と連携して図るとともに、

第 5期も引き続き国際標準化も視野に入れて、日本

企業の国際競争力強化へ貢献する。 
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をサンプリングすることなく、非接触で内部まで

水分量等を評価することに成功し、従来の光学式

センサや電気測定方式のセンサでは不可能であっ

た非接触・非破壊・リアルタイムでの試料の評価

を実現した。  

 

[IF付国際誌 12報、特許 18件（実施件数 7件）、

プレスリリース 4 件、受賞 2 件 (The best 

interactive forum paper award (ARFTG)、第 2回 

日本オープンイノベーション大賞)、共同研究 28

件、受託研究(NEDOエネルギー・環境先導プログラ

ム、A-STEP、サポーティングインダストリー（サポ

イン）事業など公的プロジェクト含む) 17件、技

術コンサルティング 46件、農業系商業誌 1件、産

総研 LINK 1 件、ソフトウェア 9 件（実施件数 9

件）] 

 

[ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒子計測

システム開発に関する研究] 

 近年急速に導入が進むナノ材料規制では、広い

粒子径分布範囲で、個数基準の粒子径分布（各粒

子径の個数を計測して、その個数から粒子径分布

を求める基準）の計測が求められている。そのた

めには、分離技術と計測技術を組み合わせた複合

計測技術が有望と考えられている。平成 25年度に

当領域がハブとなり、競合する計測機器メーカ 5

社がコンソーシアムを結成し、オールジャパン体

制の計測に関するソリューションプラットフォー

ムを構築し、複合計測技術の開発を開始した。（第

3期中期目標期間）。  

 当領域はコア技術となる流動場分離法(Field 

Flow Fractionation; FFF)に基づく装置を主導し

て設計し、計測機器メーカは流動場分離装置と組

み合わせた各種の複合計測手法の開発に着手し

た。平成 27年度には、複合計測システムのコアと

なる流動場分離装置のプロトタイプ機を開発し

た。平成 28年度には、産業界のニーズに対応する

べくコンソーシアムにナノ材料メーカの参画を得

た。平成 30 年度には、流動場分離装置を高度化し、

従来市販装置と比較して 2.2 倍のピーク分離度を

達成して世界最高分解能を実現した。さらに FFF

装置をコアに、動的光散乱装置、 sp(single 
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particle)-高周波誘導結合プラズマ質量分析装置

(Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectroscopy; ICP-MS)、原子間力顕微鏡(Atomic 

Force Microscope; AFM)のそれぞれの装置へ FFF

装置を組み合わせた複合計測システムを参画企業

が製品化した。また、並行して流動場分離法の ISO

国際標準化も行ない、国際競争力の向上に努めた。

令和元年度は、FFF-走査型電子顕微鏡(Scanning 

Electron Microscope; SEM)法による複合計測技

術の確立により、SEM単独での粒子径分布評価に対

し、評価時間を 1/5 に低減した。一方、参画企業

は、コンソーシアムによるナノ材料複合計測シス

テムの開発の成功を受けて、コンソーシアムの継

続を決定した。参画企業は、計測対象をナノ粒子

に限定しない新たな課題調査のための検討 WG を

設置することで、共通基盤として活動すべき領域・

市場、評価材料等を調査し、開拓度・発展性・規

制・ニーズ等の観点からテーマの絞り込みを行っ

た。  

 

 [IF 付国際誌 4 報、特許出願 24 件、表彰 2 件*、

各種装置・ソフトウェア（一部既に販売開始）、発

行済標準化文書 1件]  
*「ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒子計測

システム開発に関する研究」に関する表彰の詳細

は以下の通りである。  

・APMP IIZUKA Young Metrologist Prize 2015  

・ National Instruments：Engineering Impact 

Awards 2018 Finalist（平成 30年度） 

 

[X線インフラ診断－革新的 X線検査装置の開発] 

 社会インフラや産業インフラの老朽化が深刻な

問題であり、効率的な検査・メンテナンス技術の

確立が必要とされている。インフラ構造物のある

環境は、検査箇所が膨大、電源の確保が難しい、ス

ペースが制限される、作業員の確保が難しいとい

った課題が多い。そこでインフラ構造物の X 線に

よる非破壊検査を効率的に行うために、ロボット

等の自動化機構に搭載可能な小型・高エネルギーX

線源や、大面積・高感度・高精細 2 次元 X 線検出

器、及びそれらを用いたイメージング手法を開発

した。平成 27年度には、小型線源の高エネルギー
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化及びフラットパネル型 X 線検出器を開発した。

平成 28年度には、小型ロボットに搭載可能で鉄厚

7 cmを管電圧 200 kV の X線により 2秒以下の露

光時間で X 線透過イメージングが可能なバッテリ

ー駆動 X線検査装置の開発に成功した。平成 29年

度には開発した検査装置のプラント現場での実証

試験で、既存の X 線検査作業より 1 桁以上の作業

時間や労力の効率化ができることを確認した。平

成 30 年度には既存の後方散乱イメージング技術

より 5 倍程度高速にイメージング可能な可搬型後

方散乱イメージング装置を開発し、従来技術では

不可能だった道路・鉄道など大型基幹インフラの

高速・高分解能診断を実現した。X線システムを用

いることによりインフラ現場での効率的な検査が

可能になることから、令和元年度には複数の企業

とインフラ構造物劣化診断装置の実用化に向けた

共同研究を開始した。 

 本技術は、老朽化が問題となっているインフラ

構造物を効率的に非破壊検査することにより、各

種インフラを適切に維持管理できるようにするも

のであり、持続可能な社会の実現に不可欠な技術

である。 

 

[IF付国際誌 11報、和文誌 8報、特許出願 7件、

プレスリリース 1件、受賞 4件*]  
*「X線インフラ診断－革新的 X線検査装置の開発」

に関する受賞内容は、以下の通りである。  

・応用物理学会第 23 回放射線奨励賞（平成 29 年

度）  

・日本プラントメンテナンス協会 TPM 優秀商品賞

開発賞]（平成 30年度） 

・文部科学大臣表彰科学技術賞（令和元年度） 

・中性子科学会技術賞（令和元年度） 

 

[モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ計

測] 

 簡便で安価な変位・ひずみ計測は、橋梁のよう

な大きな構造物から、電子デバイスのようなごく

小さな構造物に至るまで、産業化のニーズは幅広

い。具体的には、橋梁の健全性は車両通過時のた

わみを基準に評価されるが、従来は橋梁と地面を

ピアノ線で繋ぎ、ピアノ線の伸縮からたわみを計
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測していた。しかし、計測準備に手間がかかり、山

間部や海・河川に架かる橋梁の場合は計測自体が

困難であった。一方、近年高温で動作する電子デ

バイスの開発が進められているが、熱ひずみによ

る破損を引き起こさないデバイス設計を行うため

に、微小領域における正確なひずみ分布や残留熱

ひずみ分布の計測技術が求められている。そこで、

モアレ技術の簡便性、低コスト性、高精度性に着

目し、マルチスケール変位・ひずみ計測技術の開

発を行った。  

 橋梁の変位分布計測では、平成 27年に橋梁のト

ラス構造や等間隔に配置されたリベットなどの規

則模様、あるいは橋梁に設置した規則模様のマー

カーを撮影し、画像処理により得られるモアレ縞

の位相解析によって、規則模様間隔の 1/1000の高

精度で変位分布を測定できる画像計測技術を開発

した。平成 28 年～29 年度に高速道路会社や鉄道

会社と橋梁のたわみ計測を行い、デジタルカメラ

で橋軸方向から撮影するだけで簡便にたわみを計

測できることを実証した。平成 30年度には高速道

路の橋軸方向の撮影による軸重荷重計測、日本の

新幹線の高架橋の振動計測が可能であることを実

証し、さらに台湾のインフラ診断へと展開し、老

朽化した橋梁のたわみ計測を実施した。令和元年

度には社会インフラ向けのリアルタイム変位・振

動計測システムを構築した。   

 一方、電子デバイスへの応用としては、平成 28

年～29年度に観察物表面にサブミクロンサイズの

格子模様を形成する技術と組み合わせることで、

顕微鏡観察による電子デバイスの残留熱ひずみ計

測を実現した。さらに、平成 29年度から透過電子

顕微鏡(TEM)画像からの格子欠陥の自動検出技術

を開発してきた。  

 橋梁のたわみ計測で使用されてきたピアノ線と

変位計を用いた手法と比較して、半分以下の計測

時間とコストで同等の精度でたわみ計測ができる

計測技術を確立した。さらに顕微鏡を利用した外

乱に強い画像計測技術を開発し、従来手法の 10倍

以上の広視野で電子デバイスなどの微小領域のひ

ずみ分布を計測できることを実証した。  

 

 [IF付国際誌 13報、特許出願 11件、プレスリリ
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ース 2件、受賞 9件*、新聞掲載 13件] 

 *「モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ

計測」に関する受賞内容は、以下の通りである。  

・日本実験力学会 実験力学専門術士（平成 27 年

度）  

・日本実験力学会 奨励賞（平成 28年度）  

・日本実験力学会 2017 年度年次講演会 優秀講演

賞（平成 29年度）  

・国際会議 ISSS-8 The Best Poster Award（平成

29年度）  

・土木学会 優秀講演者表彰（平成 29年度）  

・茨城県科学技術振興財団 第 27 回つくば奨励賞 

実用化研究部門（平成 29年度）  

・日本非破壊検査協会 睦賞（平成 30年度） 

・日本機械学会・奨励賞（令和元年度） 

・日本実験力学会・技術賞（令和元年度） 

本技術は、平成 28 年度に 6 件、平成 29 年に 7 件

新聞で報道され、社会実装可能な有望技術として

外部から高い評価を受けている。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

［技術コンサルティング］ 

 計測分析・計量標準校正などに関する基盤的か

つ先端的な技術や豊富な知識を基に、認証や校正

に関する技術指導、計測機器の特性や信頼性評価、

製品化のためのアドバイスなど、コンサルティン

グ業務を更に拡大した。その結果、令和元年度の

契約件数は 187 件、契約金額は約 2.4 億円となっ

た。第 4 期全体として、合計契約金額は約 8.2 億

円となり、資金提供型共同研究と並んで、民間外

部資金の主要な部分を占めている。 

 技術コンサルティングによる資金獲得額は、平

成 27年度は 0.3億円であったのに対し、令和元年

度は 2.4 億円と増加した。民間資金の獲得額につ

いては、基準額（平成 23年～25年の平均、2.4億

円/年）の 3倍以上となる 7.2億円/年を平成 29年

度に達成し、その後毎年度増額している。 

 

［分析計測機器の公開］ 

 産総研 TIA 推進センター共用施設ステーション

及び文部科学省事業微細構造解析プラットフォー

ムに参画して先端分析計測機器を公開した。企業

や大学研究機関に対して技術相談、機器利用時の

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 技術的指導助言等の取組状況においては、技術コ

ンサルティング制度を積極的に活用しながら、技術

指導や信頼性評価に取り組み、契約数が年々増加す

るなど、校正業務や精密計測に関係する産業界にお

いて先導的な役割を果たした。技術コンサルティン

グによる資金獲得額は、平成 27 年度は 0.3 億円で

あったのに対し、令和元年度は 2.4億円と大幅増加

した。さらに技術コンサル 1 件あたりの金額も大型

化した。また、先端的な分析計測機器の公開では、

公開している装置や技術を用い、計測に関する課題

の解決へ貢献した。計測クラブ活動を介した広報、

普及、情報収集に努め、ユーザサイドでの計量標準

の利活用の浸透が促進された。計量標準の国際同等

性の継続的な確保のため、海外での技術審査（ピア

レビュー）にも貢献した。 

 

 以上のような技術コンサルティングなどの指導

の成果が得られたこと、評価指標やモニタリング指

標の達成状況を総合し、特に顕著な成果が得られた
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を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

技術補助、技術代行（測定代行）などの技術支援を

実施した。技術支援の件数は平成 27年度～平成 30

年度の 4年間の合計は 291件、令和元年度では 60

件以上であった。 

 

［計測クラブ活動］ 

 計量標準を普及かつ共有する場として、20の計

測クラブを運営した。それぞれの計測クラブにお

いて、研究会・講演会（平成 27 年度～平成 30 年

度の 4年間合計は 86件、令和元年度では 13件）、

技術相談、情報発信等を行うとともに、登録会員

（全体で約 3,500 名（複数クラブへの重複参加を

含む））との交流を通じて産業ニーズの把握及び施

策への反映に努めた。 

 

［ピアレビューアー、JCSS等に係る技術委員会委

員及び技術アドバイザー等の派遣］ 

 国際的に認められた計量標準に関する知見及び

技術ポテンシャルを活かして、海外の国家計量標

準機関へ技術審査員（ピアレビューアーなど）と

して職員を派遣した。平成 27 年度～平成 29 年度

の 3年間合計は延べ 14ヶ国、53人、平成 30年度

では 8 ヶ国、24 人、令和元年度では 10 ヶ国、28

人であった。国内では、計量法に基づく校正事業

者登録制度（JCSS）等に係る校正事業者評価委員

会、試験事業者評定委員会、標準物質生産評定委

員会などに委員を派遣した（平成 27年度～平成 30

年度の 4年間合計は 81回、令和元年度では 10回）。

また、校正事業者の登録審査や定期検査の際に技

術アドバイザーとして職員を派遣し（平成 27年度

～平成 30年度の 4年間合計は 283件、令和元年度

では 70件）、技術的助言を行った。 

 

と考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「標準的な校正試験よりも、技術コンサルティング

の件数が増加していることから、対応がユーザの課

題へのソリューションとなり、産業界からその有用

性を認められているものと理解。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 計量標準の分野では、最終ユーザまで届くトレー

サビリティ体系の構築やユーザが期待する計測・分

析・評価などの多様な課題に対する技術的指導や助

言等に対して、継続的な取組が求められる。計測ク

ラブ等の活動による情報提供は有効であり引き続

き実施するが、それだけでは十分ではない現状があ

る。産業界や企業からの計測・分析・評価などに関

する要望に応えるために、技術コンサルティングで

対応し、マッチングの質・量ともに増加に繋げる取

組として、技術マーケティング会議を今後も継続的

に実施する。加えて、分析計測機器の公開とその利

用者の課題解決支援においても、今後も継続的に取

り組む。海外での技術審査に関しては、国際同等性

の確保のため、技術審査員に資する技術ポテンシャ

ルの維持・向上に努め、継続的に派遣を実施する。

試験所・校正機関の測定・校正能力を認定する規格

ISO/IEC17025 の改定に対応するため、校正責任者

等に向けた所内講習会を開催したが、今後もこのよ

うな取組を継続して実施する。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

［連携の推進体制］ 

 計量標準総合センター長、研究戦略部長、研究

企画室長、各ユニット長、各部門の連携担当、IC、

POをメンバーとする技術マーケティング会議を月

1 回程度開催し、連携活動の情報共有、方針等の決

定を行った。研究現場では、部門幹部等が連携の

調整役として活動し、研究員も技術コンサルティ

ング等を経験することによってノウハウの共有や

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 マーケティングの取組状況においては、領域内の

技術マーケティング会議を通した所内連携体制の

下、積極的な企業訪問等のトップマネジメントを行

った。その一方で、研究者による産総研テクノブリ

ッジフェア出展や、各研究部門連携担当の支援等に
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産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

最適化が進み、個々の研究者の技術マーケティン

グ能力の強化につながった。また、当領域におけ

る新人研修において、計量計測分野と関わりの深

い分析機器メーカ等の企業見学を組み入れるな

ど、早い段階から連携マインドを醸成させた。 

 

［企業との連携］ 

 計量標準総合センター長を筆頭とする幹部で、

包括連携を進めている企業等を訪問するなどし、

トップ会談等で組織的な連携の構築と強化を図る

と共に、同一企業の複数部署への連携を促進した。

また、連携担当や研究者が、毎年開催される「産総

研テクノブリッジフェア in つくば」や平成 30 年

1月に計測に特化したフェアとして開催された「計

測分析フェア in京都」などの展示会に積極的に出

展し、その後、企業との技術交流会等に参加する

などして個別連携の展開を図った。  

 企業との連携を目指して開催された産総研主体

の展示会のうち当領域が参加した主なフェアを以

下に記載する。  

平成 27年度 

テクノブリッジフェア in 北海道（平成 27 年 7 月

8日）  

テクノブリッジフェア in つくば(平成 27 年 10 月

22～23日) 

テクノブリッジフェア in九州（平成 28年 1月 19

日）  

テクノブリッジフェア in マツダ（平成 28 年 1 月

20日）  

平成 28年度  

テクノブリッジフェア福井（平成 28年 7月 26 日）  

テクノブリッジフェア in北海道(平成 28年 9月 7

～8日)  

テクノブリッジフェア in つくば(平成 28 年 10 月

20～21日)  

九州・沖縄オープンイノベーションデー（平成 28

年 12月 7日）  

テクノブリッジフェア石川（平成 29年 1月 17 日）  

JR 東日本テクノブリッジフェア（平成 29 年 3 月

22日） 

平成 29年度 

テクノブリッジフェア in 和歌山（平成 29 年 7 月

よる個々の研究者のマーケティング力の向上も図

るなど、橋渡しを推進するための組織的な活動に取

り組んだ。その結果、特に技術コンサルティングの

件数・金額は顕著な伸びを見せ、当領域の企業への

橋渡しにおいて大きな特徴となっており、民間資金

獲得額の目標達成に不可欠な存在となっている。技

術コンサルティングを通じて、計測及びそれを必要

とする分野における日本の産業競争力の強化に貢

献した。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

なお、評価委員からは、 

「X線検査装置を企業に技術移転し、製品化につな

がっている。」 

「電磁波を利用したセンシング技術により非破壊・

リアルタイム計測を実現し、企業と製品化を推進し

ている。」 

「モアレを利用した変位・ひずみ計測を新幹線のコ

ンクリート高架橋へ応用、ベンチャー企業へ技術移

転している。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 [連携の推進体制]では、組織におけるマーケティ

ング能力の向上が課題である。平成 27 年度から継

続して行っている領域内技術マーケティング会議

主導による連携強化のための体制を今後も継続し

て活用する。研究現場で蓄積された情報やノウハ

ウ、経験を領域内で共有して、効率的に企業連携を

進める。  

 企業との連携では、きっかけ作りが課題である。

マッチングを検討する機会を増やすことが重要で

あると考え、イベント及び展示会への出展やプレス

リリースなどを通じて、領域保有技術を積極的に広

報する。  

 コンソーシアム活動は、研究開発成果の普及と国

内の最終ユーザでの計測技術力のボトムアップが

目的となる。目的達成のため、コンソーシアム活動

では研究会等での情報発信の他、技能試験とそのフ

ォローアップを通じて最終ユーザへ直接技術を伝
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マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

25日）  

テクノブリッジフェア in つくば(平成 29 年 10 月

19～20日)  

テクノブリッジセミナーin石川（平成 29年 12月

8日）  

計測分析フェア in京都（平成 30年 1月 23日）  

テクノブリッジフェア in 九州（平成 30 年 2 月 6

日）  

北海道アグリテクノフェア（平成 30年 3月 13 日）  

平成 30年度  

TBF in宮城（平成 30年 6月 26日）  

テクノブリッジフェア in茨城（平成 30年 8月 28

日）  

テクノブリッジフェア in つくば(平成 30 年 10 月

25日～26日)  

中部センター材料フェア（平成 30年 12月 3日）  

オープンイノベーション in徳島（平成 30年 12月

6日）  

テクノブリッジフェア in帯広（平成 31年 1月 30

日） 

令和元年度 

材料診断フェア in広島（令和元年 7月 2日） 

産業技術支援フェア in KANSAI（令和元年 7月 17

日） 

テクノブリッジフェア inさいたま（令和元年 8月

2日） 

テクノブリッジフェア in つくば（令和元年 10 月

24日～25日） 

産総研北海道センターワークショップ in函館（令

和元年 11月 12日） 

テクノブリッジフェア in 中部（令和元年 12 月 9

日） 

産総研テクノブリッジフェア in 九州 2019（令和

元年 12月 16日） 

テクノブリッジフェア in 東北（令和 2 年 2 月 14

日） 

 

［コンソーシアム活動］ 

 計量標準の開発で培った知見や計測技術を当領

域で運営する 6 つの産総研コンソーシアム（光学

式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソー

シアム、高濃度オゾン研究会、X線新技術産業化コ

える。 
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つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

ンソーシアム、3 次元内外計測コンソーシアム、精

密電気計測コンソーシアム、残留農薬分析の技能

試験コンソーシアム）の研究会等を通して発信し、

橋渡しの可能性を探った。当領域が運営する産総

研コンソーシアムの会員数は、約 220 名である。

研究会・講演会・比較測定・技能試験等の活動を平

成 27年度～平成 30年度の 4年間に合計 41回、令

和元年度では 10回実施した。コンソーシアム内で

の企業及び地域の中小企業や公設試験機関との連

携に務め、第 4 期中に国際標準化への新規提案を

行った他、共同研究・技術コンサルティングへも

発展した。  

 平成 25年に計測・分析装置メーカ 5社と当領域

で設立した「ナノ計測ソリューションコンソーシ

アム(Consortium for Measurement Solutions for 

Industrial Use of Nanomaterials; COMS-NANO)」

では、ナノテクノロジーの進展に重要なナノ材料

の評価手法・装置の開発について、オールジャパ

ン体制で推進している。健康や環境に対するリス

クからの保護を目的としたナノ材料規制における

該否判定への利用に向けてナノ粒子複合計測シス

テムのプロトタイプの高度化を進めるとともに、

新たに材料系メーカをメンバーに加え、個別材料

系への適応を進め、平成 30年度は、複合計測シス

テムの中核技術の国際標準(ISO/TS 21362)が制定

された。令和元年度からは計測対象をナノ物質以

外にも拡張し、「計測ソリューションコンソーシア

ム (Consortium for Measurement Solutions; 

COMS)」として活動を継続することを決定した。 

 

 以上の取組から、技術コンサルティング及び共

同研究、受託研究、技術移転収入を合わせた民間

資金の獲得額は、基準額（平成 23 年～25 年の平

均、2.4 億円/年）の 3 倍以上となる 7.2 億円/年

を平成 29年度に達成し、その後毎年度増額してい

る。 
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仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ
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ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 大学や他の公的研究機関との連携においては、

計量標準の開発で培った知見及び技術を基に、大

学や他の公的研究機関とともに、新エネルギー・

産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 (New Energy and 

Industrial Technology Development 

Organization; NEDO)、科学技術振興機構(Japan 

Science and Technology Agency; JST)、日本学術

振興会(Japan Society for the Promotion of 

Science; JSPS)等の事業に参画するなどして研究

を推進した。  

 計量標準の分野における日本の国際競争力を向

上させる意図で、計量標準の同等性評価の仕組み

作りへの代表派遣、ポスト獲得を積極的に実施し

た。第 4 期の期間、メートル条約に関連した活動

では、国際度量衡総会・国際度量衡委員会・諮問委

員 会 ・ 作 業 部 会 に 、 国 際 法 定 計 量 機 関

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 大学や他の研究機関との連携においては、計量標

準の開発で培った知見及び技術を通して、大学や他

の研究機関と共同研究等を展開した結果、数多くの

成果が得られた。日本の計量研究機関として様々な

量目の計量標準を所掌し、SI トレーサブルな精密

計測が可能な当領域と共同研究を実施することで、

より精度の高い結果を導出できるため、大学や他の

研究機関からの期待も高い。産技連を通じた全国の

公設試験研究機関との広範な連携ネットワークに

よる橋渡し拠点を活用し、公設試験研究機関に共通

の課題解決に関する情報交換等を行って、地域企業

からの計測ニーズへの対応力向上に貢献した。国際

度量衡委員会をはじめとした国際計量関係の委員
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大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」を平成 31 年度

も継続して整備する。 

 

(International Organization of Legal 

Metrology; OIML)条約に関連した活動では、国際

法定計量委員会(International Committee of 

Legal Metrology; CIML)・OIML総会に、アジア太

平 洋 計 量 計 画 (Asia-Pacific Metrology 

Programme; APMP)では、APMP総会・技術委員会に、

アジア太平洋法定計量フォーラム(Asia-Pacific 

Legal Metrology Forum; APLMF)では、APLM総会

に、それぞれ専門家を派遣した。さらに、複数の国

際比較の幹事を引き受けてきた他、二国間 MoU 

(Memorandum of Understanding)等に基づき、アジ

ア地域を中心として専門家を派遣して派遣先の国

家計量システムへの技術審査・アドバイスや技術

研修を実施した（平成 27 年度～平成 29 年度の 3

年間合計は延べ 18ヶ国、63人、平成 30年度では

8ヶ国、24人、令和元年度では 10ヶ国、28人）。 

 また、APMPによる途上国向け招聘事業を活用し

て招聘・研修を行った（平成 27 年度～平成 29 年

度の 3年間合計は延べ 30ヶ国、59人、平成 30年

度では 8ヶ国、11人、令和元年度では 7ヶ国、13

人）。その結果、OIML 条約に関連した CIML第二副

会長代行のポスト、国際度量衡委員会幹事ポスト

（以上 2 件はアジア初）、APMP 議長ポスト等を獲

得するに至った。 

 産業技術連携推進会議（産技連）の知的基盤部

会の活動を積極的に実施した。第 4 期も知的基盤

部会を全国各地で開催し（平成 27年度：東京都、

青森県、京都府、愛知県。平成 28年度：宮城県、

東京都、香川県、島根県。平成 29年度：千葉県、

東京都、兵庫県、佐賀県。平成 30 年度：山形県、

千葉県、宮崎県、令和元年度：福岡県、神奈川県、

北海道）、参加公設試験研究機関に共通の課題解決

に関する情報交換を実施した。毎年の参加者は延

べ約 500名であった。 

 

会や作業部会等の重要ポストを獲得・維持すると共

に、多数の専門家を派遣して国際計量分野の発展に

寄与した。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

なお、評価委員からは、 

「大学や他の研究機関などどの連携の推進をさら

に強化する新たな方策が必要。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 大学や他の研究機関との連携における課題は、当

領域が保有する計測技術と大学や他の研究機関が

求める技術とのマッチングの拡大である。当領域が

保有する計測技術を大学や他の研究機関に知って

もらうためにも、国内学会などの機会を積極的に利

用し研究発表を行っていくことが重要である。ま

た、連携大学院の学生や技術研修生の受け入れ等の

人材育成の機会を通じて、計量標準の開発で培った

知見及び技術を基盤に、引き続き共同研究等への発

展を検討する。地域企業からの計測ニーズへ対応す

るため、公設試験研究機関との連携の維持が必要で

ある。単年度で完成するものではないため、公設試

験研究機関との情報交換を引き続き行う。国際連携

活動では、第 5期も引き続き海外の国家計量標準機

関との連携の継続と各種委員会への研究者の継続

的な派遣の他、国際機関で活躍する人材の養成や次

世代を担う若い研究者の養成に努める。 
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アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

 

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

・我が国の経済活動の知的

基盤である地質調査や計量

標準等については、我が国

における当該分野の責任機

関として、これらの整備と

高度化を通じて我が国の産

業基盤を引き続き強化す

る。平成 31年度は特に以下

の業務に取り組む。詳細に

ついては別表１に記載す

る。 

・知的基盤整備の評価にお

いては、国の知的基盤整備

計画に基づいて着実に知的

基盤の整備に取り組んでい

るか、及び計量法に関わる

業務を着実に実施している

かを評価軸とし、地質図・

地球科学図等の整備状況、

○国の知的基盤整

備計画に基づいて

着実に知的基盤の

整備に取り組んで

いるか。 

・計量標準及び標

準物質の整備状況

（評価指標） 

・計量標準の普及

活動の取組状況

（モニタリング指

標） 

○計量法に係る業

務を着実に実施し

ているか。 

・計量法に係る業

務の実施状況（評

価指標） 

 

[計量標準の整備と利活用促進、法定計量業務の実

施と人材の育成、計量標準の普及活動] 

 知的基盤整備計画（平成 25～令和 5年度）に基

づく計量標準整備として、以下を実施し、計量標

準の開発と供給を遂行した。  

・物理標準の供給開始（範囲拡大等含む）    

 第 4期期間 平成 27～30年度：80件、令和元年

度：14件 

・水道法への規制対応や材料評価用の標準物質の

供給開始  

 第 4期期間 平成 27～30年度：46件、令和元年

度：7件 

    

 また、確立した計量標準の維持と供給及び普及

促進も、以下の通り、着実に実施した。  

・計量標準の供給（JCSS登録事業者向け）  

 第 4 期期間 平成 27～30 年度：1,743 件、令和

元年度：489件 

・一般ユーザ向け依頼試験  

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 

[計量標準の整備と利活用促進、法定計量業務の実

施と人材の育成、計量標準の普及活動] 

 当領域は知的基盤の整備について、ニーズに基づ

いた適切で計画的な計量標準の整備、計量標準の円

滑な利用に向けた環境整備、着実な業務の実施を通

して、我が国の国家計量標準機関としての機能を十

分に果たした。「背景・実績・成果」において述べ

たように、第 4期期間を通して、計量標準の精度向

上とメニューの充実がなされ、多岐に渡る計量標準

の整備が進んだ。知的基盤整備計画（平成 25 年度

～令和 5年度）に基づく着実な計量標準の整備によ

り、ニーズに合わせたトレーサビリティ体系が構築

され、信頼性が確保された計測・分析技術に支えら

れた社会が実現する。 

 法定計量業務の実施と人材の育成は、法令で定め

られた業務であり、長年継続的かつ着実に行う必要
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り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化するものと

する。 

 その際、他の

研究機関等と

の連携も積極

的に図るとと

もに、国の知的

基盤整備計画

に基づいて知

的基盤の整備

を進め、その取

組状況等を評

価する。その評

価に当たって

は、ＰＤＣＡサ

イクル等の方

法について、中

長期計画に記

載するものと

する。 

 こうした業

務への貢献を

産総研内で評

価する場合に

は、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用するものと

する。 

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化する。その

際、他の研究機

関等との連携

も積極的に図

るとともに、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて知的基盤

の整備を進め、

その取り組み

状況等を評価

する。こうした

業務への貢献

を産総研内で

評価する場合

には、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用する。知的基

盤整備の評価

においては、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて着実に知

的基盤の整備

に取り組んで

いるか、及び計

量法に関わる

業務を着実に

計量標準及び標準物質の整

備状況、及び計量法に係る

業務の実施状況を指標とす

る。さらに、地質情報の普

及活動の取組状況、計量標

準の普及活動の取組状況を

評価の際のモニタリング指

標として取り扱う。 

【計量標準総合センター】 

・物理標準については、力

計、音響パワーレベル、超

音波音圧、速中性子フルエ

ンス（率）、輝度(輝度用標

準 LED)等の物理標準の開

発・範囲拡張・高度化等の

整備を知的基盤整備計画に

沿って行う。 

・標準物質については、既

存標準物質の安定性評価を

行い供給を継続するととも

に、知的基盤整備計画に沿

って化学・材料評価のため

の標準物質を開発する。併

せて水道法等の規制に対応

した標準物質について、ユ

ーザまでの効率的な供給体

制を整えるために、校正機

関等への技術的な支援を行

う。 

・計量法に係る業務につい

ては、特定計量器の基準器

検査、型式承認試験等の効

率的な実施に取り組む。特

定計量器に新たに追加され

た自動はかりの技術基準及

び型式承認試験設備の整備

を行い、規制開始が先行す

る機種から型式承認を開始

する。また、計量教習、計

量講習、計量研修を実施し、

法定計量技術に関わる人材

育成を行う。 

 第 4 期期間 平成 27～30 年度：1,226 件、令和

元年度：228件 

・標準物質頒布  

 第 4 期期間 平成 27～30 年度：8,603 件、令和

元年度：2,355件 

    

 一方、国際的な枠組みでの計量標準確立に対し

て、特筆すべき貢献ができた。平成 30 年 11 月に

開催された第 26 回国際度量衡総会で、キログラ

ム、ケルビン、アンペア、モルの 4つの SI基本単

位の定義改定が採択された。当領域では、プラン

ク定数を世界最高レベルの精度（相対標準不確か

さ 2.4×10-8）で測定し、科学技術データ委員会

(Committee on Data for Science and 

Technology; CODATA)によるプランク定数の平成

29年特別調整値の決定において用いられた 8つの

データのうち 4 つのデータに貢献した。4 つのデ

ータのうち、1 つは当領域単独で測定した値であ

り、新たなキログラムの定義の基準となるプラン

ク定数の決定に大きく寄与した。 

 

 法定計量の適切な執行のため、試験検査・承認

業務を、下記の通り、着実に実施した。  

・基準器検査  

 第 4 期期間 平成 27～30 年度：6,355 件、令和

元年度：1,081件 

・特定計量器の型式承認  

 第 4 期期間 平成 27～30 年度：365 件、令和元

年度：107件 

    

 計量制度検討（計量制度審議会答申関係）に関

連して、型式承認試験成績書の受け入れ（民間試

験所の活用）システムの整備、自動はかり技術基

準の整備、政省令手数料改正、計量法校正事業者

登録制度(Japan Calibration Service System; 

JCSS)技術的要求事項適用指針(圧力/圧力計：

JCT20501)の改正を行った。また、水銀汚染防止法

の施行に伴い、水銀汚染法関連 JIS の改正や基準

器追加の省令基準等の整備を行った。さらに、新

たな技術基準として、排水流量計、圧縮天然ガス

メータに関する JIS原案を作成した。  

 計量教習・講習・研修については、目標値を超え

がある。また、計量法校正事業者登録制度(JCSS)に

おける校正事業者向けの校正、一般ユーザ向け依頼

試験、標準物質の頒布、基準器検査、型式承認等を

着実に実行するとともに、計量研修生を毎年受け入

れるなど、知的基盤の整備に着実に取り組んだ。  

 令和元年 5 月 20 日に施行されたキログラムの定

義改定においては、科学技術データ委員会(CODATA)

によるプランク定数の平成 29 年特別調整値の決定

に貢献し、国際勧告値に関わる物理定数の精密測定

における日本の国際的なプレゼンスの向上に寄与

した。さらに、新定義による校正業務をいち早く開

始し、迅速な標準供給を実施した。次世代計量標準

に関する研究開発の積み重ねにより、世界の計量標

準の基盤技術への貢献が見込める。 

 

 計量標準の開発と高度化、SI 基本単位の定義改

定や国際勧告値に関わる物理定数の精密測定の実

現、次世代計量標準の開発に貢献するため、知的基

盤としての研究開発を行った。 

  

 当領域の第 4 期の個別の知的基盤の研究開発に

ついて、評定の根拠を以下にまとめる。 

 

[130年ぶりのキログラムの定義改定への貢献] 

 キログラムの新しい定義を 24 µg の標準不確か

さで実現する計測システムを開発し、キログラムの

新しい定義で用いられるプランク定数の値の決定

に貢献した。令和元年 5 月 20 日からプランク定数

にもとづくキログラムの新しい定義が施行され、国

際単位系(SI)は人工物によらない理想的な単位系

へと進化した。これによって、質量だけではなく、

電気、温度、物質量などの計測の信頼性が向上した。

これに応じて、我が国では計量法における計量単位

令が改正され、計量における SI 基本単位の全てが

基礎物理定数などの普遍的な定数にもとづく新し

い定義へと移行した。  

 130年ぶりにキログラムの定義が改定され、原器

からプランク定数にもとづく新しい定義へと移行

することによって、質量、力、トルク、密度、粘度、

圧力、流量など多くの質量関連標準の信頼性が向上

する。また、従来はトレーサブルに計測すること自

体が困難だった微小領域における質量、力、トルク
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【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取組

が求められて

いるため。 

 

実施している

かを評価軸と

し、地質図・地

球科学図等の

整備状況、計量

標準及び標準

物質の整備状

況、及び計量法

に係る業務の

実施状況を指

標とする。さら

に、地質情報の

普及活動の取

り組み状況、計

量標準の普及

活動の取り組

み状況を評価

の際のモニタ

リング指標と

して用いる。さ

らに、国が主導

して平成２６

年度から毎年

定期的に行う

ことになった

知的基盤整備

計画の見直し

とも連動し、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルを働かせる。 

【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

・計量標準の利用を促進す

るため、情報提供及び講習・

技能研修活動の拡充を図

り、計量標準に関連する工

業標準化、国際標準化へ貢

献する。また、国際比較等

を通じて計量標準の管理を

行い、計量法トレーサビリ

ティ制度に定められた参照

標準等の供給を行う。 

 

る 27回（修了書 484通）開催し、国内計量関係技

術者の技術力向上に貢献した。その他、法定計量

セミナー、計測クラブ、計量講習会などで、のべ

845 名の参加者を受け入れ、人材育成に取り組ん

だ。 

 

 計測クラブ等を通じた情報提供（計量標準を普

及、かつ、共有する場として、20の計測クラブを

運営、会員約 3,500 名）や、産総研コンソーシア

ムにおける技能試験や技能研修により、主に最終

ユーザを対象とした技術支援を行った。国際度量

衡局(BIPM)や OIML、APMPなどの関連機関との連携

促進、国際比較等を通じた計量標準の管理、工業

標準化・国際標準化へ、第 4 期期間を通して貢献

を行った。 

 

 計量標準の開発と高度化、SI基本単位の定義改

定や国際勧告値に関わる物理定数の精密測定の実

現、次世代計量標準の開発に貢献するため、知的

基盤としての研究開発を行った。  

 当領域の第 4 期の個別の知的基盤の研究開発に

ついて、主な実績等を以下にまとめる。 

 

[130年ぶりのキログラムの定義改定への貢献] 

 国際単位系(SI)における 7つの SI基本単位は計

量標準の根幹を成すものであり、近年の科学技術

の進歩に応じて、その多くはより再現性の高い定

義へと改良されてきた。しかし、質量の単位「キロ

グラム」だけは 1889年に国際キログラム原器によ

って定義されて以来、人工物に頼る最後の SI基本

単位として残っていた。この定義を改定し、全て

の SI 基本単位を基礎物理定数などによる普遍的

な定義へと移行させることが国際度量衡における

重要な課題となっていた。  

 キログラムの定義を改定するためには、原器の

質量安定性よりも小さい不確かさでプランク定数

を測定することが求められていた。平成 27 年度

は、同位体濃縮シリコン単結晶球体の直径(94 mm)

を原子レベルの不確かさ(0.6 nm)で計測する技術

と、その表面組成構造を分析するためのエリプソ

メ－ターと X 線光電子分光装置を開発し、原器の

安定性（1億分の 5）を超える 1億分の 3の不確か

などを、プランク定数にもとづく電気的な計測など

によって測定することが可能になった。例えば、半

導体デバイスの製造工程において、薄膜の厚さだけ

でなく、ナノグラムオーダーの精度でその質量を測

ることにより、より緻密な製造工程の管理が可能に

なる。新しい定義が導入されることによって、将来、

新しい原理にもとづく計測技術の発展の可能性が

広がる。 

 

[光格子時計による次世代時間・周波数標準の開発] 

 連続運転が可能なイッテルビウム光格子時計を

開発した。現在、水素メーザーを基にした時間標準

(UTC(NMIJ))の協定世界時との位相差は、約±15 ns

であるが、水素メーザーと当領域で開発した光格子

時計を組み合わせることにより、±1.5 ns を達成

する見込みである。従来よりも 10 倍安定な時間標

準(UTC(NMIJ))を用いる事により、国際原子時の高

精度化への貢献が可能になる。時間標準は、従来か

ら長さ標準や電気標準の精度を下支えしてきたが、

キログラムを含む SI 単位の定義改定により、物質

量（モル）を除く全ての基本単位を直接的に支える

ようになった。これにより、社会全体の幅広い測定

の精度向上が期待される。この成果は、秒の定義改

定に向けた国際的活動への貢献であるとともに、数

年～十数年後に定義改定が実現した場合、国際単位

系にトレーサブルな国家標準(UTC(NMIJ))を構築す

るうえで不可欠な技術である。また、この高精度な

UTC(NMIJ)を介して国際原子時の高精度化に定常的

な貢献が可能となる。 

 

[温度測定技術の高度化と次世代温度標準の開発] 

 1,000 ℃付近で高安定な白金抵抗温度計を開発

すると共に、2,000 ℃近傍までの温度標準を開発

し、熱電対を高温域において校正・評価するための

技術を確立した。また、独自技術のジョンソン雑音

温度計によりボルツマン定数を求め、SI 単位の定

義改定に貢献した。  

 1,000 ℃付近の安定な温度センサの開発と熱電

対の温度校正・評価技術の高温への拡張により、高

温での温度計測の高精度化と、これまで困難であっ

た高温域での温度標準の国際整合性の確認へ貢献

できる。ジョンソン雑音温度計による成果はボルツ
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生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取り

組みが求めら

れているため。 

 

さでプランク定数を測定した。平成 28年度は、共

通のプランク定数を基準として 1 kg の質量を測

定したときの整合性を確認するために、国際比較

(Pilot Study)に参加し、日、独、米、加で測った

結果が 10 µg（1億分の 1）以内で整合することを

確認した。平成 29年度は、科学技術データ委員会

が実施するプランク定数の特別調整において、8つ

の基礎データのうち 4 つに当領域が貢献し、キロ

グラムの新しい定義で用いられるプランク定数の

値が決められた。平成 30 年度は第 26 回国際度量

衡総会が開催され、上記のプランク定数によって

130 年ぶりにキログラムの定義を改定することが

採択された。令和元年度は、プランク定数にもと

づく新しい定義から 1 kg の質量を測ったときの

参加国間の整合性を確認するための最初の国際比

較に参加し、参加 9 研究機関のなかでも原器の安

定性を超える精度での測定結果が得られる数少な

い研究機関として国際比較に貢献した。  

 米 National Institute of Standards and 

Technology (NIST)、仏 Laboratoire National de 

Metrologie et d'Essais (LNE)、加 National 

Research Council Canada (NRC)はキッブル（ワッ

ト）バランス法によってキログラムの新しい定義

を 実 現 し 、 独 Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB)では NMIJと同様に原子の数

を測る技術によって新定義を実現した。当領域は

これら諸外国とほぼ同等である世界最高レベル（1

億分の 2.4）の不確かさでキログラムの新しい定義

を実現した。世界中で質量の定義改定に貢献した

のはこれら 5 ヶ国のみである。また、国際キログ

ラム原器の長期安定性よりも良い精度でキログラ

ムを実現できたのは、日本を含む 4 ヶ国のみであ

った。  

 

[IF 付国際誌 25 報、特許登録：1 件、プレスリリ

ース 1件、平成 30年度には国際度量衡委員会での

決議に関する新聞・テレビ・雑誌等における成果

の発信多数、論文賞 3件（Metrologia Highlights 

of 2017 1 件, Metrologia Highlights of 2018 2

件）など] 

 

[光格子時計による次世代時間・周波数標準の開

マン定数決定の正当性を確固とすることに貢献し

た。当領域の他の熱力学温度測定技術とともに、次

期の国際温度目盛の改定のための基本データ取得

が期待できる。熱雑音測定によるボルツマン定数の

決定に成功しているのは世界でも NIST（米国）、

National Institute of Metrology, China（中国、

NIST と共同）を含めて 3 研究機関のみであり、他

国とは設計が異なる独自の量子電圧雑音源を用い

た実験である点に意義がある。  

 高安定な温度計や熱電対校正技術の温度域の拡

張は、SiC半導体やセラミックスなどの素材産業に

おける製造プロセス分野において、温度測定・制御

技術の向上を通して、生産の効率化や品質の向上に

貢献することが期待される。一方、熱力学温度計に

よる成果は、SI 単位の定義改定を通して基礎科学

全般に波及すると期待される。  

 安定な白金抵抗温度計の開発は平成 28 年に IF

付国際誌に 2 報掲載されるとともにプレスリリー

スした。 

 

[産業界を支える電気計測] 

 品質保証の支援においては、企業の製造開発現場

で利用しやすい小型・高安定電圧標準器を開発する

ことで、現場での計測精度を向上させ、品質管理に

おける信頼性向上に貢献した。また、近年ニーズの

高まる高抵抗測定に関するコンソーシアムを設立

して、難易度の高い高抵抗の精密測定技術の向上に

貢献した。これらの成果により、電子機器や家電製

品、それらで使用される素材（誘電体など）の高品

質化が低コストで実現され、企業の国際競争力が高

まるとともに、これら製品のユーザの利便性や安全

性が向上する。  

 エネルギーの有効活用推進においては、リチウム

イオン電池の非破壊検査手法の開発や、高出力フレ

キシブル熱電モジュールの発電性能評価装置の開

発を実施し、新電池材料の効率的な開発や、従来性

能を超える高出力フレキシブル熱電モジュールの

開発と製品化に貢献した。これらの成果により、異

常な発熱などの事故が社会問題となっているリチ

ウムイオン電池の安全性が向上し、モバイル機器や

電気自動車などの普及が進むとともに、工場などか

らの未利用廃熱の有効活用や、体温で駆動する電池
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発] 

 近年、秒の定義改定を念頭に各国で光格子時計

等の開発が進められている。平成 28年、メートル

条約傘下の委員会において、秒の定義改定に向け

たロードマップが作成された。この中で、世界各

国の標準研究機関による、光格子時計などの新し

い時計を用いた国際原子時への貢献が課題の一つ

となっている。  

 当領域では、国際原子時への貢献を目指し、連

続運転可能なイッテルビウム光格子時計の開発に

着手した。平成 27年度には、光周波数コムを用い

た超狭線幅レーザーの線幅転送システムを開発し

た。平成 28～29年度には、原子の冷却・捕獲・分

光に必要となる小型かつ堅牢なレーザー光源群の

開発を行い、それらの周波数を光周波数コムを基

準に制御する独自のシステムを構築し、1日で 3時

間の連続運転を定常的に行えるようになった。平

成 30年度には、上述の光源を用い、光格子時計を

10時間以上連続して動作させることが可能になっ

た。これは従来の連続運転時間の 10倍以上の長さ

に相当する。また、長期連続運転の実現により光

格子時計の不確かさを詳細に評価する事が可能に

なり、光格子時計自身の不確かさは 9,000 万年に

対して 1 秒程度である事が確認できた。令和元年

度には、イッテルビウム光格子時計の 24日以上の

連続運転（稼働率 94 %以上）に成功した。連続運

転期間中に国際原子時との比較を行い、イッテル

ビウム原子の絶対周波数を光格子時計自身の不確

かさと同等の精度で測定した。各国の研究機関が

開発した光格子時計の運転期間・稼働率と比較し

て、世界トップレベルの連続運転実績を示したこ

とで、光格子時計による国際原子時の定常的な貢

献に向けて大きく前進したと言える。 

 

[IF付国際誌 8報、プレスリリース 1件] 

 

[温度測定技術の高度化と次世代温度標準の開発] 

 近年、半導体やセラミックスなどの素材産業で

の製造工程の高度化・効率化などのため、高温域

における精密温度計の開発や、高温温度計の校正・

評価技術の開発が求められている。特に、平成 27

年度以降、JIS 改正により熱電対の使用域が

不要なユビキタスデバイスの利用可能性の広がり

などが期待される。  

 さらに、国際標準に則った広帯域電力測定技術の

開発に取り組むことで、電力計測の信頼性向上や電

力品質向上、電力の見える化技術の推進への貢献が

期待される。 

 

[水道法等の規制に対応した標準物質の開発] 

 水道法等の規制に対応した信頼性の高い標準物

質の整備によって、厚生労働省所管の全国 1,300の

水道事業体における検査の信頼性確保に貢献し、さ

らには確立した値付け技術により、規制項目の追加

や他の法規制等に対応した迅速な標準整備も可能

となった。  

 本研究によって開発した標準液が水道法等に直

ちに適用できるように、平成 27年、平成 29年、平

成 30 年、及び令和元年度（予定）の計量法告示、

ならびに平成 27 年、平成 28 年及び平成 29 年の厚

生労働省告示（水質基準省令の改正）が逐次行われ

るなどの迅速な行政対応が図られた。 

 

[放射線利用の安心・安全のための計量標準の整備] 

 二次校正機関・装置メーカとの連携により、外国

の標準に依存することなく病院等のユーザへの標

準供給が速く（2 か月⇒1 週間）、安く（約 40 万円

⇒約 20万円）、正確に行えるようになった。  

 放射線治療を行っている病院では、投与線量の品

質保証が重要である。今回の標準開発、また国内の

標準供給体制の確立により、各病院で使用される線

量計のトレーサビリティが確保され、放射線治療の

信頼性向上に貢献した。 

 

[自動はかり評価技術の構築] 

 自動はかりを使用する業種が食品加工業、流通

業、飲料・製薬業、化学プラント、税関などへ拡大

する中で、技術基準の策定は、自動はかり製造事業

者への技術指針となり、使用者に対し計量の信頼

性、正確性を確保するうえで不可欠なものである。

また、信頼性の高い自動はかりの供給は、社会に対

し計量の信頼性、正確性、安全性の向上への貢献並

びに新たな市場の開発へとつながる。 

 適合性評価手法の開発により、試験の時間効率の
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1,500 ℃を大幅に超えて拡張され、その校正評価

技術の拡張が大きな課題となった。また、熱力学

温度の単位の定義改定、及び、新定義に基づく熱

力学温度測定システムの開発が重要な課題となっ

ている。  

 このような背景の下、高温域の研究及び熱力学

温度測定技術の開発に取り組んできた。平成 27年

度には、1,000 ℃付近で±0.001 ℃の安定性をも

つ白金抵抗温度計を開発した。平成 28年度には、

金属 -炭素共晶点による熱電対校正技術で

1,600 ℃の温度標準を開発した。平成 29 年度に

は、当領域で独自に開発した集積型量子電圧雑音

源を基準信号源として用いたジョンソン雑音温度

計により、熱力学温度の定義改定に必要なボルツ

マン定数を求めた。当領域における測定は、他の

独立な測定方法による結果と 10 ppm（1 ppm は 100

万分の 1）で整合し、ボルツマン定数決定の正当性

を確固とすることに貢献した。さらに、平成 30年

度には、ジョンソン雑音温度計によってガリウム

融点の評価を行い、令和元年度に論文を出版した。

平成 30 年度には、熱電対校正技術を 2,000 ℃付

近まで拡張した。令和元年度には、音響気体温度

計によって室温付近での熱力学温度の精密測定を

行い、熱力学温度と実用的な温度標準である国際

温度目盛との間に室温近傍にて 3 mK 程度差が生

じていると指摘されている問題を検証した。その

結果を、温度計測に関する国際会議にて報告する

とともに、現在、IF付国際誌に投稿中である。  

 

[IF付国際誌 23報、特許（出願・取得） 3件、外

部資金（民間・公的） 23 件、受賞・表彰 3 件

（TEMPMEKO Best Poster Award（平成 28年度）、

超伝導科学技術賞（平成 30 年度）、中小企業優秀

新技術・新製品賞 産学官特別推進賞（令和元年

度））] 

 

[産業界を支える電気計測] 

 持続可能社会のための発電・電力制御技術の開

発が進むなど、産業界での電気計測の重要性が急

速に高まっている。当領域では、電気量の国家標

準を軸として、これら電気計測に関連した様々な

産業ニーズへのソリューション提供を目的とした

向上のみならず、試験実施者に起因する誤差も小さ

くすることが可能となり、当所の実施する試験の信

頼性向上の実現に貢献した。また、規定の計量回数

の低減指針は、製造現場での生産ラインの停止時間

を短縮し、生産効率低下の抑制効果も期待できる。 

 

[化学・材料データベースの整備] 

 有機化合物のスペクトルデータベース(SDBS)に

おいては、各スペクトル情報と 1対 1対応したペー

ジ（ランディングページ）を公開することにより、

これまで不可能であった利用者間でのスペクトル

情報の URL共有を可能にした。この結果、これまで

SDBS を知らなければ利用できなかったユーザが

SDBS の公開スペクトル情報をより探しやすくなる

ため、閲覧ユーザの増加が期待される。令和元年度

はデータ拡充に取り組み、400件以上の新規データ

を公開することで、より充実したスペクトルデータ

ベースとなり、アクセス数が増加した。 

 分散型熱物性データベース(TPDS)においては、収

録された熱物性データに対して、特定温度のデータ

を機械可読形式で提供する機能を整備した。これに

より、収録された幅広い温度範囲のデータを利用し

たマテリアルズインフォマティクスの展開と材料

開発の高速化が期待される。データ拡充とデータ提

供 機 能 の 開 発 は 、 人 工 知 能 (Artificial 

intelligence; AI)を利用した新規材料開発の実現

につながる。令和元年度におけるナノ材料の物性デ

ータ整備により、ナノ材料利用デバイスにおける熱

設計の精緻化が期待される。 

 固体 NMRデータベース(SSNMR_SD)においては、固

体 NMR 測定支援に利用できる外部標準物質のリス

トアップにより、固体 NMR装置の共同利用時の適切

な標準物質選択と測定の高信頼性確保が期待でき

る。 

 

[低騒音製品実現のための音響パワー標準の整備と

騒音計測技術への適用] 

 欧州と同一の校正周波数範囲での基準音源の校

正サービスの開始により、各種機器メーカは国際規

格に準拠した自社製品の騒音評価を国内だけで完

結できるようになる。またドローン騒音の評価法の

開発により、メーカによる自社製品の低騒音化・差
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研究開発に取り組んでいる。  

 例えば、企業の製造・開発現場では、品質を保証

するために電圧や抵抗などの検査精度向上や信頼

性の確保が重要な課題であるが、従来技術の精度

限界や検査コストの増加がその障壁となってい

る。このような社会的背景から、当領域では、品質

保証の要となる標準器の開発や、これまで難しか

った高抵抗の測定精度の向上に取り組んだ。  

 平成 27年度には、製造開発現場からのニーズを

もとに、民間企業と共同で小型電圧標準器を開発

し、出力電圧の安定度（経時変化）が 1 年間に 2 

ppm以内という世界最高水準の安定度を達成した。

従来のハイエンド電圧標準器は、安定度を高める

ための複雑な構造から装置の大型化が避けられ

ず、現場での使いづらさなど維持管理における障

害となっていたが、開発した装置では素子実装の

最適化などにより、従来の標準器に比べて 1/2 の

サイズへの小型化と、世界最高水準の出力安定度

を両立することに成功した。これにより、製造開

発現場での測定精度向上や品質管理コスト低減に

貢献した。  

 平成 28年度には、近年重要性が高まりつつある

高抵抗の精密測定において、技術支援を実施する

ためのコンソーシアムを立ち上げた。これにより、

12社からなるコンソーシアムのメンバー間で巡回

比較を実施し、測定能力の評価や技術支援を通し

て、産業界の計測技術向上に貢献した。  

 また、電気自動車の普及やエネルギー源の多様

化などに伴い、リチウムイオン電池や熱電モジュ

ールなどの普及が急速に進む一方で、それらのデ

バイスを高い信頼性で効率的に評価する手法が不

足しており、新たな計測技術の開発が急務となっ

ている。これらの課題に対応するため、当領域で

は、精密インピーダンス計測を利用した電池の劣

化診断手法の開発や、交直変換標準の技術を利用

した熱電特性評価手法の提案と実証に取り組ん

だ。  

 平成 28年度には、社会的な課題となっているリ

チウムイオン電池の信頼性確保のため、少ない充

放電回数で劣化診断可能な非破壊検査手法を開発

した。 

 平成 29年度には、企業と共同開発した高出力フ

別化に貢献できる。 

 これらの成果は、低騒音機器の開発促進を通じて

低騒音社会の実現に貢献するものである。欧州での

販売時に音響パワー計測値の表示が義務付けられ

る OA 機器などの輸出促進をもたらす。また、今後

新たな騒音源として懸念されるドローンについて、

低騒音化が実現されれば、より社会におけるドロー

ンの利用促進が期待できる。 

 本研究成果は、平成 27 年度に国際誌 1 報、平成

29年度に IF付国際誌 1報に掲載されたほか、令和

元年度には基準音源の校正周波数範囲を拡張し、音

響パワー標準として確立した。また平成 30 年度に

は音響パワー標準の開発とドローン騒音の評価に

ついて日刊工業新聞で報道された。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「継続して知的基盤整備が行われている。」 

「例年同様、世界に誇れる成果を蓄積している。」 

「光格子時計において、世界トップの長期間運転・

稼働率を実現し、秒の定義プロジェクトにおける稼

働条件をクリアした。これは令和 4年 4月までの目

標であり、目標を大幅に超えたものと理解する。」 

「自動はかりの JIS 規格を計量法へ引用 社会貢

献度が高い。」 

「知的基盤の整備は国際的にも大きな成果をあげ

ており、また、知的基盤整備で得た技術による社会

実装を目指した各研究の成果も素晴らしい。」 

「新規校正・試験項目数は減少しているが、継続的

に計量法に基づく特定二次標準器の校正・依頼試験

を確実に実施していることが認められる。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 計量標準の整備についての課題は、社会のニーズ

に応じた計量標準の開発・整備・維持・供給を継続

することである。計量標準に対する社会のニーズ

は、定期的な調査等で常に把握し、研究開発を継続

して技術力を維持して課題に対応する。  

 計量法に関わる業務については、法令で定められ
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レキシブル熱電モジュールの発電性能評価装置を

開発し、従来は不可能であった曲げた状態での発

電性能及び信頼性評価を実現した。その結果、曲

げた状態でも従来より 1.5 倍高い発電性能がある

ことを明らかにし、10,000回の繰返し曲げ耐性を

実証するなど製品開発に貢献した。これにより、

当領域が独自に考案した新たな計測技術の提案と

実証、評価装置開発に成功した。  

 平成 30年度には、精密交流電気測定を利用した

新規熱電材料評価技術を開発し、従来の 10分の 1

の測定時間、及び 5 倍の精度を実現した。これに

より、熱物性値が不要な交直流電気計測による画

期的な熱電物性評価法の高精度化を達成した。 

 令和元年度には、電力品質向上のための、国際

標準に則った広帯域電力計測技術の開発に取り組

んだ。これにより、国際標準で求められる 150 kHz

までの周波数帯域をカバーする電力測定の実現を

目指し、分圧比と位相の測定範囲を新たにそれぞ

れ 50 kHz及び 200 kHzまで拡張した。  

 

[IF付国際誌 29報、特許出願 7件、プレスリリー

ス 4 件、共同研究 12 件、外部受賞 3 件*、技術コ

ンサルティング 36件]  
* [産業界を支える電気計測]に関する外部受賞の

詳細は以下の通りである。 

・一般社団法人未踏科学技術協会 超伝導科学技

術研究会 第 20 回超伝導科学技術賞（平成 28 年

度） 

・一般社団法人 日本熱電学会 第 13回日本熱電学

会学術講演会 優秀講演賞（平成 28年度） 

・公益社団法人 低温工学・超電導学会 平成 29年

度優良発表賞（平成 29年度） 

 

[水道法等の規制に対応した標準物質の開発] 

 水道水質検査の現場ではこれまでユーザが自身

で標準原液を調製する必要があり、その技能によ

って分析結果が左右されるという問題を抱えてい

た。また、もしメーカ保証の市販標準液が水道水

質検査の目的に使われると、異なるメーカの標準

液で検査結果に相違が発生する可能性があった。

この状況を見直すべく、平成 27年 3月に水質検査

方法の厚生労働省令の改正が行われ、計量法に基

た業務の着実な実施が課題である。試験検査・承認

業務の効率化と法改正に対応した体制整備を行っ

ていく必要がある。法定計量技術者の人材育成とレ

ベルの向上への貢献として、講習、研究を実施する。

計量標準の普及に対しては、中小企業や最終ユーザ

での計量標準の利活用が課題である。最終ユーザに

届く情報提供や講習・技能研修活動をクラブやコン

ソーシアム、技術コンサルティングを通じて拡充す

る。また、工業標準化・国際標準化への貢献を行う。  

 知的基盤における研究開発の課題は、次世代計量

標準及び基礎科学研究に必要な計測技術の創出と、

社会インフラ整備に役立つ計測技術の研究開発で

ある。計量標準の開発で培った知見・技術を元に、

目的基礎研究から橋渡し研究に向けて研究を展開

する。 
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づく標準液の使用が可能となったが、11の水質基

準項目で必要な標準液が未整備な状況にあった。  

 本研究では、効率の高い値付け技術である一対

多型校正技術等を適用することで、計量法に基づ

く標準液供給のための一次標準物質となる標準液

の開発と整備を行ってきた。無機成分については、

精密滴定法により臭素酸イオン標準液と塩素酸イ

オン標準液を平成 27年度に、亜塩素酸（水質管理

目標設定項目）イオン標準液を平成 29年度にそれ

ぞれ整備した。また有機成分では、高精度電量分

析等により全有機体炭素標準液を平成 28 年度に

整備した。そして平成 29年度には、定量核磁気共

鳴分光法(qNMR)とガスクロマトグラフィー(GC)を

組合せた qNMR/GC によりフェノール類 6 種混合標

準液を、qNMRと液体クロマトグラフィー(LC)を組

合せた qNMR/LC によりハロ酢酸 4 種混合標準液を

それぞれ整備した。さらに同年度には、GCにおけ

るカラム分離後に有機化合物をオンラインでメタ

ンに変換して検出するポストカラム反応 GC によ

り、かび臭物質 2 種混合標準液を整備した。これ

らは、計量トレーサビリティの明確な標準液とし

ては世界初のものとなる。以上のように一対多型

校正技術等を適用することにより、第 4 期中の目

標であった 43 項目の整備を完了し、10 年以上か

かると考えられた開発時間を 3年に短縮できた。 

 平成 28年度にはさらに、水質基準項目の一つで

ある非イオン界面活性剤の測定に必要なヘプタオ

キシエチレンドデシルエーテル標準液の qNMR/LC

による値付け方法を開発した。令和元年度は、同

標準液の公定分析法への適合性を確認するととも

に、指定校正機関や登録事業者などと協議して同

標準液の供給体制を確立した。以上の整備により、

計量標準が必要となる水質基準 44項目のうち、こ

れまでと合わせて 43 項目の標準供給体制の整備

を完了した。また、5種類の直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸ナトリウム標準液の供給に必要な値付

け技術の開発を行い、水質基準項目の測定で必要

となる計量標準 44項目すべての整備を令和 4年度

までに完了する予定である。  

 

[IF付国際誌 9報、認証標準物質(NMIJ CRM) 5件、

依頼試験 4件] 
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[放射線利用の安心・安全のための計量標準の整

備] 

 放射線は、医療や工業分野等で広く利用されて

いる。また、震災での原子力発電所の事故以降、安

心・安全のための放射線計測が一般市民へも広が

っている。さらに水晶体の被ばく線量限度を大幅

に低減させることを国が決定したことから、医療

分野などの放射線作業従事者に対する水晶体線量

の測定が必要となった。これらの課題を解決する

ため、放射線治療、放射線防護、食品の放射能測定

に関連する標準の開発・供給を行ってきた。  

 放射線治療に関して、平成 28年度にがん治療用

イリジウム 192 密封小線源の線量標準、また、が

ん治療薬ラジウム 223 の放射能標準を開発し、供

給を開始した。この供給により、外国の標準に依

存することなく病院などのユーザへの標準供給が

迅速に安く高精度に行えるようになった。放射線

治療の市場規模は 4 兆円と大きく、各病院で使用

する線量計のトレーサビリティも確保され、放射

線治療の信頼性向上に貢献できる。  

 令和元年度には、最先端の治療である陽子・重

粒子線に対する線量標準にも利用可能な水カロリ

ーメータを開発し、粒子線治療施設に持ち込んで

水吸収線量測定を行った。 

 平成 30 年度に水晶体被ばく線量評価のための

線量標準の開発を行った。一般市民への安心・安

全確保のために、平成 29年度より福島県環境創造

センター及び農研機構との共同研究に基づく、放

射性セシウムを含む玄米標準物質を使った技能試

験による福島県内の放射能測定技術の向上支援を

行っている。  

  

[IF 付国際誌 2 報、プレスリリース 2 件、共同研

究（資金有） 3件、受託研究（資金有） 2件、受

賞（日本医学物理学会優秀研究賞）1件、標準供給

開始 2件] 

 

[自動はかり評価技術の構築] 

 近年、食品加工業、流通市場の発達などにより、

自動はかりの使用量が大幅に増加している。計量

行政審議会の答申（平成 28年）を受け、計量器の
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技術革新、計量制度をとりまく社会的環境変化に

対応し、計量器の規制対象の見直し、新たな計量

器の規制（計量法）導入等が検討され、自動はかり

4器種が追加されることとなった。  

 当領域では、平成 29年度から令和元年度にかけ

て自動はかり 4 器種の技術基準策定(JIS)に着手

した。平成 29 年度から 30 年度に自動捕捉式はか

りの規格作成を行い、平成 30年度に JISとして発

行した。平成 30年度から令和元年度にかけて、残

りの 3 器種のホッパースケール、充塡用自動はか

り、コンベヤースケールも同様に JIS を発行した。

また、これら自動はかりの適合性評価に用いる試

験設備の開発、整備にも着手し令和元年度に完成

した。 

 さらに、自動捕捉式はかりでは周回コンベヤを

利用した無人連続計量による効率的な適合性評価

試験手法を開発し、規定による計量回数の低減指

針も確立させた。今後は、本成果を用いて該当 OIML 

R文書（OIML（国際法定計量機関）の計量器の国際

勧告）の改訂に主体的に関与していく予定である。 

 自動はかり JIS を作成したことにより、計量法

特定計量器の技術基準が制定可能となった。 

 

[標準化 4件（自動捕捉式はかり JIS B 7607：2018、

ホッパースケール JIS B 7603:2019、充塡用自動

はかり JIS B 7604-1,-2:2020、コンベヤースケー

ル JIS B 7606-1,-2:2019）、計量法 1件（特定計量

器検定検査規則への引用）] 

 

[化学・材料データベースの整備] 

 本研究は、信頼性の高い化学物質のスペクトル・

材料物性に関する情報をインターネットを介して

公開・発信することで、その情報を公共財として

活用することを可能とし、研究開発、材料設計、品

質管理、教育現場などでの化学物質及び材料特性

の同定に要する人的・時間的リソースの削減に資

することを目的に開発を行っている。  

 有機化合物のスペクトルデータベース

(Spectral Database for Organic Compounds; 

SDBS)には約 11 万件のスペクトル情報が収録され

ており、1日約 10万件のアクセスがある。第 4期

においては、約 2,000 件のスペクトルデータを新
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規に整備した。平成 30年度は、SDBSで検索しなけ

れば閲覧できなかった化合物やスペクトルデータ

に直接アクセスできる URL を整備し公開した。令

和元年度においては、400件以上のスペクトルデー

タを新規に整備した。各年度の SDBSへのアクセス

件数は、以下の通りであった。  

 平成 27年度：46,312,519件 

 平成 28年度：34,910,306件 

 平成 29年度：42,251,870件 

 平成 30年度：37,825,825件  

 令和元年度：33,344,912件 

 また、第 4期中には、教科書等への SDBS掲載の

要望が著しく増加した。SDBSの教科書等への利用

許諾件数は以下の通りであった。  

・提供先件数  

 平成 27年度： 0件    

 平成 28年度： 6件    

 平成 29年度：17件    

 平成 30年度：15件  

 令和元年度：15件 

・提供スペクトルののべ数    

 平成 27年度：  0件    

 平成 28年度：209件    

 平成 29年度：299件    

 平成 30年度：207件 

 令和元年度：257件 

 なお、この利用許諾件数の多くが海外に対する

ものとなっている。これは、標準物質の海外への

供給量増大と同様、NMIJブランドの知名度・ブラ

ンド力が向上してきたことによるものであると考

えられる。  

 分散型熱物性データベース(Network Database 

System for Thermophysical Property Data; 

TPDS)には約 1.2万件の液体、固体、高温融体に関

する熱伝導率、比熱容量、熱拡散率、密度、表面張

力、蒸気圧などの熱物性値データが収録されてい

る。第 4 期において約 600 件のデータを新規に整

備した。平成 30年度はバイオ、化学に続き材料分

野におけるインフォマティクスを展開するための

機能として、インフォマティクス用のデータ提供

WebAPI (Application Programming Interface)を

拡張し、指定温度でのデータを取得可能にした。
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令和元年度は、ナノ材料を中心に約 100 件のデー

タを整備するとともに、試料形状を収録・表示す

る機能拡張を実施した。各年度の TPDSへのアクセ

ス件数は、以下の通りであった。  

 平成 27年度：1,624,672件    

 平成 28年度：2,030,164件    

 平成 29年度：1,969,075件    

 平成 30年度：1,938,141件  

 令和元年度：1,569,850件 

 固体 NMR スペクトルデータベース(Solid-State 

NMR Spectral Database; SSNMR_SD)では、多核種

のNMRスペクトル958件と測定条件パラメータ418

件の情報を発信している。令和元年度は、固体 NMR

装置の共同利用に際して、固体 NMR 測定支援に利

用できる外部標準物質のリストアップを行った。

各年度の SSNMR_SDのスペクトル閲覧数は、以下の

通り、着実に閲覧数を伸ばしている。  

 平成 27年度：公開休止のため閲覧無し    

 平成 28年度：約 80,000件    

 平成 29年度：108,525件    

 平成 30年度：109,771件 

 令和元年度：199,332件 

また、物質計測標準研究部門のデータベース担当

者は、平成 28 年度に International Metrology 

Resource Registry（国際度量衡局主催）の立ち上

げに参画した。 

 

[低騒音製品実現のための音響パワー標準の整備

と騒音計測技術への適用] 

 音響パワーは、音源から放射される音のエネル

ギーを表す物理量であり、各種機器の騒音評価に

利用されている。特に EU では EC (European 

Council)指令により、機器の販売時に発生騒音の

表示を義務付けているため、日本から多く輸出さ

れる OA 機器などのメーカは自社製品の音響パワ

ーを測定する必要がある。音響パワーを高精度か

つ比較的容易に測定するためには、音響パワーが

既知の基準音源が不可欠である。このため当領域

は基準音源の高精度な校正技術を開発し、音響パ

ワー標準として供給することを産業界から求めら

れている。平成 27年度以降、100 Hz～10 kHzの

周波数範囲で基準音源の校正サービスを実施して
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おり、以後毎年必ず校正依頼があった。 

 しかし近年静音化技術が進歩するにつれ、音響

パワーが比較的小さいためこれまではあまり問題

にならなかった、より高い周波数及び低い周波数

の騒音の問題が顕在化してきた。このような騒音

の測定ニーズの変化に応えるために、当領域では

音響パワー標準の供給範囲拡大を進めた。平成 27

年度には音響パワー標準の高精度化のため、校正

の不確かさ要因となる、音響パワー測定室の床面

を透過する音響パワーを理論的に推定する方法を

開発した。その結果、基準音源の校正の拡張不確

かさを最大で 25 %低減した。また、測定室壁面か

らの反射音が音響パワー測定に与える影響の測定

には理想的な無指向性音源が必要とされてきた。

そのため、平成 29年度に指向性の影響の定量的評

価法を開発し、指向性をもつ基準音源も測定室の

評価に問題なく利用できることを示し、実用的な

評価法を開発した。これらの技術開発により、令

和元年度には音響パワー計測の信頼性の根幹であ

る基準音源の校正周波数範囲を、これまでの 100 

Hz～10 kHzから目標の 50 Hz～20 kHzにまで拡張

するとともに、拡張不確かさ範囲が 19 %～22 %の、

世界最高精度の音響パワー標準を確立した。 

 一方で、社会における新たな騒音源となりうる

ドローンの利用が急速に拡大している。しかし現

状、信頼性のあるドローン騒音の評価法は確立し

ておらず、低騒音ドローンの開発の障害となって

いる。そこで当領域は、音響パワー標準の開発で

得た知識や経験を活用し、絶対校正した基準音源

との比較測定によるドローンの音響パワー測定法

の開発を行った。平成 30 年度より NEDO プロジェ

クトとしてドローンメーカ及び産総研の他領域と

も連携して開発を進め、従来の測定法では±45 %

であったドローンの音響パワーの測定再現性を令

和元年度には±10 %まで改善することに成功し

た。今後はメーカが単独で実施可能な、簡易的か

つ実用上十分な信頼性の測定技術の開発を進める

予定である。 

 

[IF付国際誌 1報、国際誌 1報、新聞報道 1件] 

 

 ３．業務横断的 ３．業務横断的 ・優秀かつ多様な研究人材 ○技術経営力の強  第 4 期を通じてイノベーション人材育成に取り ＜評定と根拠＞ 
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な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 

 

組んだ。第 4 期中、平成 27 年度～平成 30 年度の

リサーチアシスタントの延べ人数は 39 名である

とともに、産総研イノベーションスクール生の延

べ人数は 14名である。令和元年度は、これまでに

リサーチアシスタントを 14名、産総研イノベーシ

ョンスクール生を 1 名受け入れ、目標を達成した。

また、平成 27 年度～平成 30 年度のポストドクタ

ー（ポスドク）の延べ人数は 15名、技術研修生の

延べ人数は 282 名である。令和元年度は、ポスド

ク 8名、技術研修生 100 名を受け入れて指導した。

連携大学院の客員教授の人数は、平成 27年度～平

成 29 年度を通じて 19 大学に対し 33 名を派遣し

た。平成 30 年度は 7 大学に対し 11 名であった。

令和元年度は 6大学に対し 10名であった。 

 当領域において「研究職 5days インターンシッ

プ」プログラムを実施した。平成 28年度は当領域

では初めての開催であったことと開催時期が 2 月

で年度末であったことから学生の受入人数は 10

名に留まったが、2回目以降となる平成 29年度以

降は、開催時期を再考して夏休みの 8 月に設定し、

カリキュラムを見直して受入体制を整え、大学へ

積極的な広報を行った結果、大学院生（修士及び

博士課程の学生を合わせて）23名（平成 29年度）、

22名（平成 30年度）、15名（令和元年度）の受け

入れに至った。インターンシップ終了後も産総研

及び当領域への興味を失わないよう各種イベント

等の案内を随時行った。また、定員の都合でイン

ターンシップに参加できなかった大学院生に対し

て別途見学会を実施した。ダイバーシティ推進室

が主催したイベント、例えば以下に示す女子大学

院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会に

おいても当領域の活動を学生にアピールする好機

ととらえ、インターンシップ応募者へ案内を展開

するとともに、ポスター展示や懇談会へ研究職員

数名を派遣しリクルート活動に努めた。一般社団

法人 日本計量機器工業連合会主催の学生を対象

とした企業説明会「計量計測業界セミナー」や、個

別の大学で開催される就職説明会等のイベント、

及び当領域が独自に開催する修士生を対象とした

見学及び座談会へ研究戦略部キャリア主幹や企画

主幹、さらには研究者が参加し、領域で独自に作

成したパンフレットの配布や産総研及び当領域の

評定：B 

根拠： 

 第 4期を通じて、技術経営力の強化に資する人材

の養成として、ICなど外部連携を主導する人材、及

び PO など戦略策定も可能な知財専門人材の両方で

マーケティング能力向上を図った。その結果とし

て、技術コンサルティングや装置提供型共同研究な

ど、民間との連携活動がより活発になり、民間外部

資金の獲得額の増大に結びついた。ダイバーシティ

に関する取組のひとつの指標として、女性ユニット

長の着任（平成 29 年度）が挙げられる。計量標準

に関わる研究と業務を安定に継続していくために

は、若手人材の育成が不可欠であるという考えに基

づき、若手人材の育成、優秀な学生の確保にも注力

した。リサーチアシスタント制度に採用された人数

の数値目標を達成するとともに、新規の人材育成事

業として、平成 28 年度から開始したインターンシ

ップは平成 29 年度から開催時期と内容を再考し、

20名前後の大学院生を受け入れている（平成 28年

度の 2 倍程度）。若手研究者育成活動では、ナノテ

クキャリアアップアライアンス事業や TIA 連携大

学院の事業の一環である先端計測・分析サマースク

ールを開講した。また、計量標準の国際的な人材育

成の支援として、平成 29 年度は ESW を主催し、研

究討論やワークショップを通じ、日中韓で約 50 名

の参加者が交流を深め、国内外の人材育成・連携活

動に幅広く貢献した。 

 

 以上のような研究開発成果が得られたこと、評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を「B」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「採用におけるインターシップの成果が出ている

と考えられる。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 技術経営力の強化としてマーケティングに関す

る人材育成が課題である。第 5期以降も引き続き、

外部との連携を主導する人材のスキル向上及び研

究現場の連携に関する経験の積み重ねとノウハウ

共有を行う。  
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採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

概要等について説明を行った。 

 

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会（平成 28年 11月 21日）  

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会 in名古屋（平成 29年 9月 25日） 

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会 inつくば(平成 29年 11月 20日～21日)  

リケジョ見学ツアーと懇談会 ～産総研の最先端

技術をのぞいてみよう～（平成 30年 7月 21日）  

女子大学院生・ポスドクのための産総研所内紹介

と在職女性研究者との懇談会(平成 30 年 11 月 19

日～20日) 

女性研究者との懇談会・見学ツアー ～産総研の最

先端技術をのぞいてみよう～（令和元年 7月 20日） 

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会 inつくば（令和元年 11月 18日～19日） 

 

 若手研究者の育成について、領域独自の新人研

修（不確かさ研修、企業訪問、調査研究等）、3年

目成果報告会などを通じ、強化した。若手研究者

を中心に、萌芽研究予算の支給を平成 28年度から

開始した（平成 28 年度は、上限を 250 万円とし

て、14テーマを採択。平成 29年度及び平成 30年

度は上限を 400 万円、令和元年度は 300 万円と増

額し、平成 29 年度と 30 年度は 8 テーマ、令和元

年度は 12 テーマを採択）。若手研究者に在外研究

の機会を与えるために NMIJ フェローシップを平

成 28年度から開始し、毎年数名に対し予算の支給

（平成 28、29 年度はそれぞれ 3 名、平成 30 年度

は 4 名、令和元年度は 4 名）を行った。国内他機

関に所属する若手研究者の育成活動として、ナノ

テクキャリアアップアライアンス事業で修士課程

学生から若手研究者までを対象に先端量子ビーム

分析法に関する講義・実習コースを開催してきた。

令和元年度は令和元年 12 月 17 日～18 日に開催

し、1 名の学生と 1 名の社会人を受け入れた。ま

た、修士課程学生から若手研究者向けの TIA 連携

大学院の事業の一環として、筑波大学や高エネル

ギー加速器研究機構と協力して先端計測・分析サ

マースクールを毎年開講してきた。令和元年度は

通算 6 回目の開催となる先端計測・分析サマース

 ポスドク等若手研究者を、より広い視野を持ち、

異なる分野の専門家と協力するコミュニケーショ

ン能力や協調性を有する人材、企業をはじめ社会の

様々な重要な場で即戦力として活躍できる人材に

育成することが課題である。産総研イノベーション

スクール及びリサーチアシスタント制度を活用し、

一定数の受け入れを継続する。  

 将来の計量標準を担う人材の確保・育成も大きな

課題である。インターンシップの主催や企業採用セ

ミナー参加等による新人採用に向けた活動に積極

的に取り組む。また、採用後は若手研究者の養成と

して、新人研修、萌芽研究予算や在外研究予算の支

給による研究支援を行う。 
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に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 

 

 

クールを 9 月 3 日～5 日に開講した。全日程 3 日

のうち 1日（9月 4日）を担当し、陽電子発生・測

定技術、偏光分光法、過渡吸収分光法の講義・施設

見学を実施した（受講者 18名）。 

 

先端量子ビーム分析法に関する講義・実習コース 

平成 27年度 無し  

平成 28 年度 2 名（アライアンス内育成対象者 2

名） （平成 28年 12月 14日～16日）  

平成 29 年度 3 名（アライアンス内育成対象者 1

名、修士課程 2名）（平成 29年 12月 4日～5日）  

平成 30年度 3名（修士課程 3名）（平成 31年 1月

21日～22日） 

令和元年度 2名（B4学生、社会人）（令和元年 12

月 17日～18日） 

 

先端計測・分析サマースクール  

平成 27年度 12名 （平成 27年 9月 4日） 

平成 28年度 11名 （平成 28年 8月 30日） 

平成 29年度 18名 （平成 29年 8月 30日）  

平成 30年度 12名 （平成 30年 9月 5日） 

令和元年度 18名 （令和元年 9月 4日） 

 

 国外連携における人材の拡充、流動化、育成と

して、日中韓若手研究者ワークショップ(The 

Emerging Scientist Workshop; ESW)を日本・韓

国・中国の国家計量標準機関で開催してきた。平

成 29年度は、The Emerging Scientist Workshop 

2017 (ESW2017)（平成 29年 8月 30日～9月 1日）

を当領域が産総研つくばセンターで主催し、約 50

名が参加した。若手研究者が交流し、気付きや連

携のきっかけとなっている。  

 人材流動化・育成の一環として、国際度量衡局

(Bureau International des Poids et Mesures; 

BIPM)との連携、OIMLや APMP及び APLMFでの議長

等のポストを継続して獲得し、専門家を派遣した。 
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る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 
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 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等



442 

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

４．その他参考情報 

通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 

評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（令和２年３月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて令和元年度において

は体制の整備や様々な取組の

実施・継続に努め、年度目標達

成率も伸長しているものの、

目標期間終了時にこれを確実

に実現することが最も重要。

このため評価指標である「民

間資金獲得額」の平成３０年

度目標が未達であった領域に

ついては、現状の体制や取組

の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の

取組強化等が必要である。ま

た中長期目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、引き続き組織全体

として目標達成に向け継続し

I. 研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

 

I. 研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・各領域においては、領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究前

期、「橋渡し」研究後期、及びマーケティングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標を表１の通り定める。（表１より、計量標

準総合センターの民間資金獲得額の平成 31年度目標は 8.4億円） 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を引き続き実施する。目的基礎研究や「橋渡し」研究前期におけるマ

ーケティング強化のための交付金については、民間資金獲得強化の方

針に基づき追加的に措置する。 

 

 民間資金獲得額の目標達成に向けて、令和元年度においても、毎月

開催する技術マーケティング会議を通して、領域内の連携活動の企

画、調整、情報共有を行うとともに、各ユニットに於いては、連携担

当を中心に橋渡しの実践に取り組んだ。その結果、特に、当領域が強

みとする技術コンサルティング、計測機器・分析機器の高度化等を目

的とした装置提供型共同研究の資金獲得額が増加した。技術コンサ

ルティングと装置提供型共同研究による資金獲得額の総額は、平成

27年度は 0.3億円であったのに対し、平成 30年度はおおむね 3.4億

円に増加した。また令和元年度も目標達成に向けて上記取組を行っ

た結果、3.9億円と増加した。 

 計測分析・計量標準校正などに関する基盤的かつ先端的な技術や

豊富な知識を基に、認証や校正に関する技術指導、計測機器の特性や

信頼性評価、製品化のためのアドバイスなど、コンサルティング業務

を更に拡大した。その結果、令和元年度の契約件数は 187件（、契約

金額は約 2.4 億円となった。第 4 期全体として、合計契約金額は約

8.2億円となり、資金提供型共同研究と並んで、民間外部資金の主要

な部分を占めている。 

 技術コンサルティングによる資金獲得額は、平成 27年度は 0.3億

円であったのに対し、令和元年度は 2.4億円と増加した。民間資金の

獲得額については、基準額（平成 23年～25年の平均、2.4億円/年）

の 3 倍以上となる 7.2 億円/年を平成 29 年度に達成し、その後毎年

度増額している。 

 計量標準総合センター長、研究戦略部長、研究企画室長、各ユニッ

ト長、各部門の連携担当、IC、PO をメンバーとする技術マーケティ

ング会議を月 1回程度開催し、連携活動の情報共有、方針等の決定を
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た努力を求める。 

 

（計量標準総合センターに対

する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」について引き

続き目標達成できるよう、現

状の体制や取組の更なる改善

点の洗い出しやこれを踏まえ

た改善、一層の取組強化等が

必要。 

 

 

行った。研究現場では、部門幹部等が連携の調整役として活動し、研

究員も技術コンサルティング等を経験することによってノウハウの

共有や最適化が進み、個々の研究者の技術マーケティング能力の強

化につながった。また、当領域における新人研修において、計量計測

分野と関わりの深い分析機器メーカ等の企業見学を組み入れるな

ど、早い段階から連携マインドを醸成させた。 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度の活用も

含めた組織内外の若手雇用・

育成と、シニア世代の能力・経

験の活用が引き続き必要。 

 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

（2）リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保す

る。 

・新規研究者採用において、多様な研究経歴・業績を有する研究人材

からの応募を見込めるよう、テニュアトラック型任期付研究員とテニ

ュア研究員のいずれかの採用区分に限定せず公募を行う。また、テニ

ュア審査を厳格化するとともに、極めて優れた研究成果を上げている

者、極めて高い研究能力を有すると判断できる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び直ちにテニュア化する採用を、引き続き積

極的に適用する。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーテ

ィブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象に、受講生のニーズに合わせた講義・演習

と産総研における研究実践、長期企業研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人的ネットワーク構築を継続的に支援す

る。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講義聴講を可

能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げる。 

 

 第 4期を通じてイノベーション人材育成に取り組んだ。第 4期中、

平成 27 年度～平成 30 年度のリサーチアシスタントの延べ人数は 39

名であるとともに、産総研イノベーションスクール生の延べ人数は

14名である。令和元年度は、これまでにリサーチアシスタントを 14

名、産総研イノベーションスクール生を 1名受け入れ、目標を達成し

た。また、平成 27年度～平成 30 年度のポストドクター（ポスドク）

の延べ人数は 15名、技術研修生の延べ人数は 282名である。令和元

年度は、ポスドク 8名、技術研修生 100名を受け入れて指導した。連

携大学院の客員教授の人数は、平成 27 年度～平成 29 年度を通じて

19大学に対し 33名を派遣した。平成 30年度は 7大学に対し 11名で

あった。令和元年度は 6大学に対し 10名であった。 

 当領域において「研究職 5daysインターンシップ」プログラムを実

施した。平成 28年度は当領域では初めての開催であったことと開催

時期が 2月で年度末であったことから学生の受入人数は 10名に留ま

ったが、2 回目以降となる平成 29 年度以降は、開催時期を再考して

夏休みの 8月に設定し、カリキュラムを見直して受入体制を整え、大

学へ積極的な広報を行った結果、大学院生（修士及び博士課程の学生

を合わせて）23名（平成 29年度）、22名（平成 30年度）、15名（令

和元年度）の受け入れに至った。インターンシップ終了後も産総研及

び当領域への興味を失わないよう各種イベント等の案内を随時行っ

た。また、定員の都合でインターンシップに参加できなかった大学院

生に対して別途見学会を実施した。ダイバーシティ推進室が主催し

たイベント、例えば以下に示す女子大学院生・ポスドクと産総研女性

研究者との懇談会においても当領域の活動を学生にアピールする好

機ととらえ、インターンシップ応募者へ案内を展開するとともに、ポ

スター展示や懇談会へ研究職員数名を派遣しリクルート活動に努め

た。一般社団法人 日本計量機器工業連合会主催の学生を対象とした
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企業説明会「計量計測業界セミナー」や、個別の大学で開催される就

職説明会等のイベント、及び当領域が独自に開催する修士生を対象

とした見学及び座談会へ研究戦略部キャリア主幹や企画主幹、さら

には研究者が参加し、領域で独自に作成したパンフレットの配布や

産総研及び当領域の概要等について説明を行った。 

 国外連携における人材の拡充、流動化、育成として、日中韓若手研

究者ワークショップ(The Emerging Scientist Workshop; ESW)を日

本・韓国・中国の国家計量標準機関で開催してきた。平成 29年度は、

The Emerging Scientist Workshop 2017 (ESW2017)（平成 29年 8月

30 日～9 月 1 日）を当領域が産総研つくばセンターで主催し、約 50

名が参加した。若手研究者が交流し、気付きや連携のきっかけとなっ

ている。  

 人材流動化・育成の一環として、国際度量衡局 (Bureau 

International des Poids et Mesures; BIPM)との連携、OIMLや APMP

及び APLMF での議長等のポストを継続して獲得し、専門家を派遣し

た。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―８ その他本部機能 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 
 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

R元年度 

目標：138 

 

53.2 
 

73.4 
 

83.3 
 

92.6 
 

105.9 

予算額（千円） 8,964,440 10,116,002 7,792,837 8,059,837 

 
9,312,751 

中堅・中小企業

の研究契約件数

の大企業に対す

る比率*2 

 

H28年度 

目標：35% 

 

 

43% 

 

 

45% 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

8,179,999 

(4,101,856) 
7,221,556 

(3,130,769) 
12,566,047 

(3,155,625) 
7,724,730 

(3,074,828) 
7,804,108 

(3,178,679) 

中堅・中小企業

の研究契約件数

の比率 

R元年度 

目標：33% 

 

－ 
 

－ 
 

28.9% 
 

27% 
 

28.1% 

経常費用（千円） 8,255,916 7,286,498 8,427,232 8,463,970 9,108,584 

産総研発ベンチ

ャーへの民間か

らの出資額（億

円） 

R元年度 

目標：9 

 

－ 
 

－ 
 

11.0 
 

23.5 
 

8.0 

経常利益（千円） 159,255 △ 2,369 4,213,013 △ 1,490,846 

 
△ 723,028 

リサーチアシス

タント採用数 

R元年度 

目標：335 

105 174 270 345 409 

行政コスト（千円） － － － － 12,732,611 

行政サービス実施

コスト（千円） 

7,929,466 6,649,321 4,290,347 8,167,113 

 

－ 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

17 28 28 40 29 

従事人員数 606 467 491 469 

 
471 

  注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

   

*1民間資金獲得額について： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2中堅・中小企業の研究契約件数の大企業に対する比率について： 

 平成 27年度の値は、中小企業の研究契約件数の大企業（中堅企業を含む）に対する比率である。 

 予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 
(1) 決算額には、前年度からの繰越分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額

となっている。 

(2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が生じ

ている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、多くの項目

で顕著な成果を創出した。 

 技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施

が S評定、マーケティング力の強化など 5項目が A

評定、産総研技術移転ベンチャー支援の強化など 4

項目が B評定であることから、その他本部機能を、

A評定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定 Ｂ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

産総研技術

移転ベンチ

ャー支援の

強化では、産

総研技術移

転ベンチャ

ーに対して、

産総研公式

ホームペー

ジのベンチ

ャー紹介コ

ーナーでの

広報や、展示

会及びビジ

ネスマッチ

ングイベン

トへの参加

を促し、販路

開拓及び資

金調達等に

協力した。そ

の結果、ベン

チャーの認

知度向上等

につながり、

ベンチャー

企業と大企

業との事業

提携や民間

からの出資

額の増加へ

と発展につ

なげた。 

 

技術的ポテ
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンシャルを

活かした指

導助言等の

実施につい

ては、技術コ

ンサルティ

ング制度の

周知及び契

約事務体制

の整備によ

り、技術コン

サルティン

グを契機と

した産総研

と企業の連

携モデルが

所内外に浸

透し、幅広い

分野におい

て、新規顧客

の開拓や密

な連携が可

能となった。

特に、共創型

技術コンサ

ルティング

の実施によ

り、領域横断

的な大型連

携への展開

がなされた。 

これらのこ

とは、令和元

年度の技術

コンサルテ

ィング収入

において、年

度目標を大

幅に上回る

約 10.2 億円

（前年度比

約 136％）を
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期最終年度である平

成 31年度は、第 4期中長期

目標である民間資金獲得額

を基準となる現行の額（46

億円）の 3 倍である 138 億

円/年以上にすることを産

総研全体の目標として掲げ

る。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 3 倍である 9 億円/

年以上となることを目標と

して、ベンチャーへの支援

に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

獲得したこ

と及び令和

元年度の顧

客満足度の

モニタリン

グ調査にお

いて、制度発

足以来、最高

の顧客満足

度（ 97％が

「満足」）が

得られたこ

とに表れて

いる。 

 

マーケティ

ング力の強

化について

は、企業との

トップ営業

などを通じ

て企業経営

層及び研究

開発・研究企

画部門との

連携の強化、

及び企業と

所内の研究

者間のみな

らず組織的

な連携を実

現するため

の取組を推

進したこと、

特にビジネ

スモデルの

見直し・再構

築を含めた

提案を行う

共創型コン

サルティン

グの推進な
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ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

 

 

ど、「企業に

とって産総

研がどのよ

うに貢献し

ていくか」に

重きを置い

た活動の実

施、大型連携

の促進、連携

人材の強化

施策（ICの積

極的な配置

と組織化な

ど）の実施等

の多層的な

取組により、

3,000万円以

上の大型の

共同研究の

連携実績数

を前年度（37

件）から 41

件へと更に

伸ばした。 

 

地域イノベ

ーションの

推進等につ

いては、産総

研 IC の拡充

等による地

域ネットワ

ークの強化

やテクノブ

リッジクラ

ブの活用に

より、地域中

核企業との

連携研究は

目標値 75 件

に対し 107％

の合計 80 件
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することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

となり、目標

を上回る件

数が達成さ

れたこと、全

国の地域セ

ンターで開

催したテク

ノブリッジ

フェアにお

いて地域の

ステークホ

ルダーを呼

んで、イベン

トの開催を

通じて、地域

センターの

プレゼンス

の向上とニ

ーズの把握

を図ったこ

と、テクノブ

リッジクラ

ブへの加盟

企業数は、目

標の 400 件

に対し 95％

の 378 社に

とどまった

が、連携研究

件数の目標

値 250 件に

対し 164％の

328件の連携

研究が実施

され、地域に

おける産総

研のプレゼ

ンス向上を

図ってきた

こと、及び地

域産業活性

化人材育成
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た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

事業や公設

試向け AI 道

場及び IoT

道場を通じ

て、公設試人

材の育成に

つなげ、地域

経済や中小

企業の技術

ニーズに適

応した地域

連携に寄与

したこと等

の成果を挙

げた。 

 

研究人材の

拡充や流動

化に資する

制度として

のクロスア

ポイントメ

ント制度や

リサーチア

シスタント

制度の活用

については、

人材の流動

化について

は、クロスア

ポイントメ

ント制度及

びリサーチ

アシスタン

ト制度等の

活用により、

研究人材の

拡充と橋渡

し機能の強

化に寄与（ク

ロスアポイ

ントメント



452 

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

制度による

受入実績は

平成 30 年度

50 名から令

和元年度 51

名に増加、リ

サーチアシ

スタントの

採用実績は

平成 30 年度

345名から令

和元年度 409

名に増加）し

た。 

ダイバーシ

ティ推進に

ついては、女

性の大学院

生・ポスドク

を対象とし

たイベント

等の開催に

より研究職

採用公募の

女性応募者

数の増加に

寄与し、研究

職における

計画期間累

積採用者の

女性比率は

18.8％とな

り、第 4期中

長期目標期

間における

数値目標の

達成に貢献

したこと、女

性職員のキ

ャリア形成

を支援する

取組を展開

 

（４）産総研技

術移転ベンチ

ャー支援の強

化 

 先端的な研

究成果をスピ

ーディーに社

会に出してい

くため、産総研

技術移転ベン

チャーの創出・

支援を進める

ものとする。評

価に当たって

は産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

（４）産総研技

術移転ベンチ

ャー支援の強

化 

 先端的な研

究成果をスピ

ーディーに社

会に出してい

くため、産総研

技術移転ベン

チャーの創出・

支援を進める。

具体的には、研

究開発の成果

の実用化及び

これによるイ

ノベーション

の創出を図る

・産総研技術移転ベンチャ

ーの創出を推進するため、

スタートアップ開発戦略タ

スクフォース等ベンチャー

創出支援事業において、事

業化に向けたマーケティン

グ活動、ビジネスモデル構

築及びプロトタイプの開発

を推進する。また、民間企

業から産総研技術移転ベン

チャーへの出資を促進する

ため、ビジネスインキュベ

ーション機関及びベンチャ

ーキャピタル等とのネット

ワークを活用した連携活動

並びに事業計画・ビジネス

プランのブラッシュアップ

等の事業支援を強化する。

○産総研技術移転

ベンチャーへの支

援強化が図られて

いるか。 

・民間からの出資

額（評価指標） 

 

 産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するた

め、ビジネスモデルの構築や資金調達等のベンチ

ャー創業に関する経験を豊富に有するベンチャー

開発・技術移転センターの専門人材であるスター

トアップ・アドバイザーと技術シーズを有する研

究者が協力し、先端技術を事業化するための「ス

タートアップ開発戦略タスクフォース」（以下、タ

スクフォース）を 5 件運営した。タスクフォース

の活動として、ベンチャー創出に向けた技術開発

と、ビジネスモデルの構築、外部機関とのネット

ワークを活用したマーケティング、試作品の開発

等の事業開発を実施したことにより、令和元年度

活動中のタスクフォースから 1社創業した。また、

その他事業化を希望する技術シーズを調査案件と

して 3 件選定し、外部機関の調査や起業家育成事

業等を活用して事業化可能性の調査、ビジネスプ

ランのブラッシュアップ等の支援を行った。 

 産総研技術移転ベンチャーの認知度向上を目的

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：外部機関の起業家育成事業を活用した事業計

画やビジネスプランのブラッシュアップにおいて

は、チームを形成して一定期間内に集中的に事業化

の検討と専門家からの指導を受けることにより、具

体的な顧客を想定したビジネスモデルを構築する

ことに繋がった。 

 産総研技術移転ベンチャーへの支援として、一般

企業やベンチャーキャピタル等を対象とした産総

研主催のビジネスマッチング会を企画・開催したこ

とや、外部機関開催の展示会及びビジネスマッチン

グイベントへの出展支援を積極的に推進した。それ

らのことが、産総研技術移転ベンチャーの認知度向

上につながり、ベンチャー企業への事業提携や投資

に発展した。 

 

 以上を総括し、産総研技術移転ベンチャーに対し
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額を評価指標

として設定す

るものとする。 

 

ため、研究開発

の成果を事業

活動において

活用しようと

する者に対し、

出資並びに人

的及び技術的

援助等の業務

を進める。特に

出資に関する

業務を実施す

るにあたって

は、①外部有識

者の委員会に

よる審議等、②

管理者等の設

置、③出資先の

選定、④出資後

の状況把握及

び対応、⑤利益

相反マネジメ

ント、等の措置

を講じる。評価

に当たっては

産総研技術移

転ベンチャー

に対する民間

からの出資額

を評価指標と

する。 

 

産総研技術移転ベンチャー

への現金出資を可能とする

ために必要な体制を構築す

る。 

 

として、産総研公式ホームページのベンチャー紹

介コーナー（TECH Meets BUSINESS）及びパンフレ

ットの拡充、産総研技術移転ベンチャーに対して、

外部機関の開催する展示会やビジネスマッチング

イベントへの出展やピッチ会への登壇の場を提供

するなどの支援を行った。 

 平成 30 年度に改正したベンチャー技術移転促

進措置実施規程に則り、技術移転促進措置を適切

に運用するよう、審査項目追加によるリスク低減

と法人要件見直しによる支援対象を広げるための

事務手続きの見直を行った。 

 産総研技術移転ベンチャーのうち成長が期待さ

れる企業を「重点支援ベンチャー」として令和元

年度は 20 社選定した。企業ごとに専任の担当者

（「担当コンシェルジュ」と称する）を設定し、企

業ニーズや経営状況を把握して資金調達や販路拡

大を行うなど支援活動を推進した。産総研技術移

転ベンチャーに対するキャピタル等民間からの出

資額は産総研技術移転ベンチャー7 社に対し 8.0

億円となった。 

 研究開発システムの改革の推進等による研究開

発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関

する法律の一部を改正する法律（平成 31年 1月 17

日施行）により産総研技術移転ベンチャーへの現

金出資を行うことが可能となった。そのため、出

資業務規程を改正（令和元年 10月 3日施行）し出

資業務を行う体制を構築した。 

 

て、産総研公式ホームページのベンチャー紹介コー

ナーでの広報や、展示会及びビジネスマッチングイ

ベントへの参加を促し、販路開拓及び資金調達等に

協力した。その結果、ベンチャーの認知度向上等に

つながり、ベンチャー企業と大企業との事業提携や

民間からの出資額の増加へと発展した。これらは、

重点支援ベンチャーに担当コンシェルジュを割り

当て、企業の成長に必要な支援ニーズを的確に把握

し、協業や販路開拓、資金調達等に関するマッチン

グの機会を適切に設けた支援活動が成果として結

実したものであり、所期の目標を着実に実施したこ

とから、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 成長が期待される有望なベンチャー企業を引き

続き創出していくための方策を検討する。具体的に

は、スタートアップ開発戦略タスクフォースの制度

を見直し、外部機関と連携する新たなベンチャー創

出支援制度を整備する。ベンチャー企業を通じた産

総研の研究成果の社会への橋渡しに向けたマネジ

メントをより強化し、先端技術の事業化をさらに推

進する。 

 産総研技術移転ベンチャーへの支援については、

支援体制の質的向上を図る。 

 

し、管理職に

占める女性

比率は 6.1％

となり、第 4

期中長期目

標期間にお

ける数値目

標の達成に

貢献したこ

と等、所期の

目標を上回

る成果をあ

げている。 

 

また予算額

9,312,751千

円に対して

決 算 額

7,804,108千

円と、決算額

が予算額に

対して 10％

以上減少し

ているもの

の、これは産

総研の予算

額は過去の

実績平均値

等から設定

している額

であるため、

当該年度の

決算額とは

差を生じた

という理由

からのもの

で、本項目に

かかる業務

に影響を及

ぼすことは

なかった。 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する専任の連携担当を置

くことなどによって、職員

の理解の促進を図り、かつ

民間企業への説明を徹底し

・技術的指導助言

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 企業等の多様なニーズに対応し、技術的課題を

解決する「技術の橋渡し」を目的として、「技術コ

ンサルティング制度」（産総研の技術ポテンシャル

を活かした有償の指導助言等）の積極的な利用を

促進した。令和元年度の技術コンサルティングの

実施件数は平成 27 年度の 84 件から 688 件と約 8

倍に増加し、獲得資金は平成 27年度の 1.0億円か

ら 10.2 億円と約 10 倍、前年度比では約 7.5 億円

から約 136%と大幅に増加した。 

 

 技術コンサルティングの窓口として配置した連

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：技術コンサルティングは、平成 27 年度の制

度創設から毎年、前年度を上回る高い伸びを実現

し、令和元年度は実績額 10.2 億円を獲得し、民間

資金獲得額全体の約１割を占めた。そのため、様々

な機関との幅広い連携を促進することができ、企業

との間で共同研究に発展する例も多く、連携の幅を

広げることができた。 

 

 企業の多様なニーズに対応した技術コンサルテ
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テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

て、研究現場での一層の活

用を図ると共に、効率的な

技術コンサルティング制度

の運用に努める。さらに産

総研の総合力を活かした大

型連携の構築に向けて、イ

ノベーションコーディネー

タが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進す

る。一方、顧客満足度のモ

ニタリング調査を継続し、

業務品質の向上を図る。こ

れらの取組を通じて、年度

計画を大幅に上回った平成

30 年度技術コンサルティ

ング収入を上回ることを目

標とする。 

 

携主幹を軸とする契約事務体制を整備し、所内関

係者及び相手先との技術コンサルティングの適

否、制度の注意点等の事前相談や調整、地域セン

ターへの連携制度の活用方法やメリットの周知を

進めた。さらに、連携機関から要望が多かった秘

密条項の約款の一部改定や英語版約款を制定する

など、顧客ニーズに即した対応を図り、制度活用

を促進した。 

 さらに、イノベーションコーディネータ（IC）主

導によって、企業と共に課題を見つけ、新たな価

値を創り出す共創型の技術コンサルティングを行

い、産総研と企業との対話により、領域を跨る研

究活動への道筋を立て、事業化を見据えた大型の

共同研究に繋げる取組みを進めた。 

 その結果、技術コンサルティング終了後に行う

令和元年度の満足度のモニタリング調査におい

て、所外回答者（201 名）・所内回答者（310 名）

ともに、9割を超える者から「満足」との回答（特

に所外回答者の 97%が「満足」と回答）があり、制

度発足以来、最高の顧客満足度が達成された。ま

た、所外回答者全体の半数以上が引き続き技術コ

ンサルティングの利用や、共同研究への進展の予

定があると回答しており、満足度の高さを裏付け

ている。 

 技術コンサルティング収入は、平成 30年度の約

7.5憶円から大幅に増加し、約 10.2億円（前年度

比約 136%）を獲得した。 

 

ィングにより、アーリーステージからレイターステ

ージまでの広範な技術的課題の解決に繋がる「技術

の橋渡し」が可能となった。また、企業との共同研

究開発等の大型連携に繋がるなど、技術コンサルテ

ィングを起点とした、産業界との「新たな連携モデ

ル」が確立された。 

 また、連携主幹を軸とする技術コンサルティング

の契約事務体制の整備及び制度の周知により、本連

携モデルのメリットが所内外の関係者に浸透した。

これにより、積極的な制度活用に繋がるとともに、

幅広い分野において新規顧客の開拓や密な連携が

可能となった。特に、共創型技術コンサルティング

の実施により、企業の中長期戦略やビジョンに紐づ

く領域横断的な大型連携に繋がり、IC 主導の連携

が促進された。 

 令和元年度の顧客満足度のモニタリング調査に

おいて、満足度の高さに加えて、「スピード感を持

って取り組める」、「産総研との連携の敷居が下がっ

た」、「先進的な知見を得られ、技術的課題の解決に

繋がった」などの回答が得られたことから、技術コ

ンサルティング制度が連携促進に効果的であるこ

とが確認できた。 

 

 技術コンサルティング制度の周知及び契約事務

体制の整備により、技術コンサルティングを契機と

した産総研と企業の連携モデルは所内外に浸透し、

幅広い分野において、新規顧客の開拓や密な連携が

可能となった。特に、共創型技術コンサルティング

の実施により、領域横断的な大型連携への展開がな

された。 

 これらのことは、令和元年度の技術コンサルティ

ング収入において、年度目標を大幅に上回る約

10.2 億円（前年度比約 136%）を獲得したこと及び

令和元年度の顧客満足度のモニタリング調査にお

いて、制度発足以来、最高の顧客満足度（97%が「満

足」）が得られたことに表れている。 

 以上のことから、S評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き所内外に技術コンサルティング制度を

周知するとともに、連携人材や研究者等の意識を一

層向上させ、技術コンサルティングを契機とした大

以上のよう

に、評価指標

である産総

研が認定し

た産総研技

術移転ベン

チャーに対

する民間か

らの出資額

の達成度は

88.9％と目

標額を下回

っているも

のの、着実に

業務を実施

し、顕著な活

動が複数認

められ、所期

の目標を着

実に実施し

たことを踏

まえ「Ｂ」評

定と判断し

た 。 

 

＜今後の課

題＞ 

現状の更な

る改善点の

洗い出しや

これを踏ま

えた一層の

取組を強化

し、マーケテ

ィング機能

を支える組

織全体の体

制の整備や

意識改革も

引き続き行

っていくこ

とが必要。 
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として取り扱

う。 

 

型連携の推進につなげる。また、顧客へのモニタリ

ング調査によって得られた結果を研究現場及び連

携人材が活用できるようフィードバックし、顧客満

足度の向上に努める。 

 

また、組織改

革や人材の

育成・活用に

ついても、優

秀な若手・中

堅人材の研

究者獲得と

人材流動化

促進を積極

的に行い RA

制度やクロ

スアポイン

トメント制

度のさらな

る活用も含

めた組織内

外の若手雇

用・育成と、

シニア世代

の能力・経験

の最大活用

を図ってい

くことが必

要。 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を引き続き

実施する。目的基礎研究や

「橋渡し」研究前期におけ

るマーケティング強化のた

めの交付金については、民

間資金獲得強化の方針に基

づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 高い専門性を有するイノベーションコーディネ

ータ（IC）を各領域や TIA推進センターに 30名配

置した。ICは大型連携の構築に中心的な役割を果

たしている。例えば、令和元年度には、イノベーシ

ョン推進本部所属の IC 及び領域の IC が中心的な

役割を果たし、冠ラボの設立 4件を実現した。 

 理事長裁量の戦略予算においては、民間資金獲

得強化等の応募要件を課し、これらの提案を優先

的に採択した。令和元年度の全採択件数 48件のう

ち、33件が応募要件として民間資金獲得強化を狙

ったものであった。提案時に民間資金獲得予定額

を設定するとともに、全課題を対象とする中間評

価を実施して、民間資金獲得状況の進捗を確認し

た。 

 

 産総研の領域横断の連携活動を担当する IC を

イノベーション推進本部に 13名、また地域連携の

中核機能を担うコーディネータを全国 9 つの地域

センターに 23 名配属した。さらに、外部専門家の

指導のもと、特定企業のニーズや事業計画を踏ま

えて、領域横断で技術シーズを融合させ、企業へ

の提案を行う企業連携の検討会を開催した。また、

全ての領域・地域センターを対象とした連携人材

育成研修のなかで、産総研の全リソースを利用し

た事業化の提案のケーススタディを行い、領域を

またがるマーケティング機能の充実を図った。 

 また、領域、TIA推進センター、地域センター及

びイノベーション推進本部の IC が参画する拡大

技術マーケティング会議を 3 回開催し、マーケテ

ィング活動の情報や成功モデル・失敗例を幅広く

共有した。さらに、企業からの提供資金により行

う技術コンサルティングにおいて、領域横断のテ

ーマ創出を加速するなど、全所横断的なマーケテ

ィング活動の効果的な運用を図った。 

 

 イノベーション推進本部所属の IC、各領域の

IC、地域センター所属の ICが協力し、事業化まで

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：領域における技術的知見と民間企業でのビジ

ネスの経験を併せ持った人材を IC として配置する

ことで、民間企業の目線での産総研技術シーズの掘

り起こしや企業への事業化の提案が可能となった。 

 戦略予算について、民間資金獲得の目標額を設定

した課題では、課題ごとに担当 IC を指名したこと

により、マーケティング力が強化され、順調に民間

資金獲得が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 企業連携のケーススタディ等を通じて大型連携

の方法論を IC 等の連携担当に浸透させることによ

り、技術シーズの発掘や企業ニーズの把握、提案資

料の作成といった連携担当者のマーケティングス

キルが向上し、企業との大型連携の促進につながっ

た。具体的には、3,000万円以上の大型共同研究が

平成 30 年度から令和元年度の間に 37 件から 41 件

に増加し、そのうち 1 億円以上の 15 件のうち 9 件

において IC が交渉に携わった。また、コンセプト

共創型の技術コンサルティングの活用により、産総

研の幅広い研究リソースを領域の枠に捉われずに

検討できるようになり、個別の技術課題に留まらな

い企業が直面する SDGs（持続可能な開発目標）など

の社会的課題に対応した連携ができるようになっ

た。 

 

 

 

 

 

 個別の技術テーマにおける研究開発に留まらな

い、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく領域横断
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事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

 を視野に企業とともに連携テーマの創出を行うコ

ンセプト共創型の技術コンサルティングを 4 件推

進した。企業の問題意識をとらえ、領域の枠にと

らわれずに産総研の技術シーズを発掘し、ビジネ

スモデルを含め企業に提案することにより、事業

化を見据えた包括的な組織的連携に繋げることが

できた。 

 また、企業の経営層と理事長をはじめとする産

総研の各領域・研究ユニットの幹部が直接対話す

る機会を設けることで、組織的かつ大型の連携へ

と繋がった。例えば、「産総研テクノブリッジフェ

ア 2019 inつくば」における 18社の企業幹部と理

事長との面談をはじめ、産総研の領域・研究ユニ

ット幹部による企業経営層との対話により、組織

間での研究開発へのコミットメントを伴った大型

の組織的連携（冠ラボ等）を 6件実現した。 

 

 IC の毎月の活動報告や新任の IC の活動内容の

確認とイノベーション推進本部長等への情報共有

を行う月次の報告会等を通して IC の定常的な活

動内容を確認する仕組みを設けた。 

 化学企業でマーケティング部責任者としてキャ

リアを積んだ人材を ICとして採用し、産総研技術

シーズのマーケティング機能の強化を図った。さ

らに、連携主幹、連携の企画にかかわる職員に対

しては、日々の業務で企業交渉に同席させるなど

OJTを実施した。また、従来 OJTが中心であった連

携人材の育成において、外部講師を活用した連携

人材育成研修（16回）を開催し、外部講師による

知見・経験の教授を通して連携人材の育成を進め

た。 

 

の大型連携を提案し、企業とともに連携体制を構築

していくコーディネート活動を加速した。 

 特に、コンセプト共創型の技術コンサルティング

を活用して、企業の経営層との活発なコミュニケー

ションによるニーズ把握を行って企業の事業戦略

に沿った研究テーマの共創を行うことで、IC によ

る企業経営の視点に即した提案力が強化された。さ

らに、コンセプト共創型の技術コンサルティングを

通じて、産総研の研究戦略だけでなく、企業の研究

戦略をも共創し組織的な連携を構築する新たな産

業界との連携の形式を提示することができた。ま

た、これまで十分に連携が構築できていなかった産

業分野との連携が拡大し、領域を横断する大型の共

同研究を成立させることができた。 

 

 

 

 外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修

によって IC など「橋渡し」にかかわる専門人材が

強化された。企業から提示された技術課題に対する

産総研シーズのマッチングのみならず、事業化まで

を視野に企業とともに新たな連携テーマを構築す

ることができるようになり、これまで連携テーマの

設定が難しかった新たな産業分野への連携開拓や

領域横断的な連携など大型の企業連携に繋げるこ

とができた。具体的には、IC（イノベーション推進

本部及び各領域所属）が協力し、新たに非鉄金属メ

ーカーや鉄道事業会社との間で所内の研究分野の

壁を越えて組織連携の構築に向けた新たな場を形

成することができた。 

 

 以上を総括し、企業とのトップ営業などを通じて

企業経営層及び研究開発・研究企画部門との連携の

強化、及び企業と所内の研究者間のみならず組織的

な連携を実現するための取組を推進したこと、特に

ビジネスモデルの見直し・再構築を含めた提案を行

う共創型コンサルティングの推進など、「企業にと

って産総研がどのように貢献していくか」に重きを

置いた活動の実施、大型連携の促進、連携人材の強

化施策（ICの積極的な配置と組織化など）の実施等

の多層的な取組により、3,000万円以上の大型の共

同研究の連携実績数を前年度（37件）から 41件へ
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委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

と更に伸ばしたことから、A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、「研究者の「稼い

だことで研究資金を得て、成果の品質アップにな

る」という意識改革は大きい」との趣旨のコメント

があった。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き企業連携促進による着実な民間資金獲

得のための方策を検討する。具体的には、大型連携

促進の機能として、トップ営業などを通じて企業経

営層及び研究開発・研究企画部門との連携を強化

し、企業と所内の研究者間のみならず、組織的な連

携を実現するための取り組みを進めていく。特にビ

ジネスモデルの見直し・再構築を含めた提案を行う

共創型コンサルティングの推進など、「企業にとっ

て産総研がどのように貢献していくか」に重きを置

いた活動を更に進めていく。また、昨今の COVID-19

による外出規制等を踏まえた、顧客企業等との効率

的なオンラインミーティングの活用による企業ニ

ーズの抽出など、世情に対応した柔軟で効率的な顧

客対応を実施する。 
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動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大
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型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

（８）戦略的な

知的財産マネ

ジメント 

（８）戦略的な

知的財産マネ

ジメント 

・知財戦略会議を開催し、

「強く広い」知的財産権の

取得等を目指した産総研全

○戦略的な知的財

産マネジメントに

取り組んでいる

 イノベーション推進本部幹部及び各領域の幹

部、パテントオフィサー等が委員として参加する、

知的財産にかかる全所的な取組を議論する知財戦

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：知財戦略会議において全所的な視点で議論を
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 「橋渡し」機

能の強化に当

たっては、研究

開発によって

得られた知的

財産が死蔵さ

れることがな

く幅広く活用

され、新製品や

新市場の創出

に繋がってい

くことが重要

であり、戦略的

な知的財産マ

ネジメントが

鍵を握ってい

る。 

 このため、ま

ず優れた研究

成果について、

特許化するか

営業秘密とす

るかも含め、戦

略的に取り扱

うこととし、い

たずらに申請

件数に拘るこ

となく、質と数

の双方に留意

して、「強く広

い」知財を取得

するものとす

る。 

 また、積極的

かつ幅広い活

用を促進する

観点から、受託

研究の成果も

含め、原則とし

て研究を実施

した産総研が

知的財産権を

 「橋渡し」機

能の強化に当

たっては、研究

開発によって

得られた知的

財産が死蔵さ

れることがな

く幅広く活用

され、新製品や

新市場の創出

に繋がってい

くことが重要

であり、戦略的

な知的財産マ

ネジメントが

鍵を握ってい

る。 

 このため、ま

ず優れた研究

成果について、

特許化するか

営業秘密とす

るかも含め、戦

略的に取り扱

うこととし、い

たずらに申請

件数に拘るこ

となく、質と数

の双方に留意

して、「強く広

い」知財を取得

する。 

 また、積極的

かつ幅広い活

用を促進する

観点から、受託

研究の成果も

含め、原則とし

て研究を実施

した産総研が

知的財産権を

所有し、委託元

体としての知的財産戦略の

策定及び知的財産マネジメ

ント強化策の検討を行う。 

・特許審査委員会を開催

し、知財戦略会議で策定さ

れた知的財産戦略を踏まえ

た国内外の出願・審査請求

等要否の審査を行う。 

・知財戦略会議や標準化戦

略会議等を活用して、知的

財産活動と標準化活動との

一体的推進を図る。 

・目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期の研究成果である

萌芽技術について、オープ

ン＆クローズ戦略も含めた

戦略的な知的財産アセット

構築の支援を実施する。 

・セミナー・シンポジウム

の開催や普及・啓発用資料

の充実化等によって、知的

財産や標準化に関する普

及・啓発及び産総研内外へ

の情報発信を図る。 

・パテントオフィサー等の

知的財産専門人材の育成に

取り組む。 

・平成 32 年 5 月のリリー

スに向けて新しい知的財産

管理システムの開発を継続

する。 

・知的財産の活用におい

て、出口シナリオの企画・

立案機能を強化するため、

知的財産情報の発信と有望

案件の発掘・検討を推進し、

技術移転マネージャーを中

心に、研究現場と連携した

技術移転活動を強化する。 

 

か。 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

略会議（1回）を開催し、社会的インパクトの大き

い研究成果の橋渡しを一層加速させるための知的

財産戦略及び知的財産マネジメント強化策の検討

を行った。具体的には、平成 30年度に開始した、

パテントオフィサー等の所内専門人材がチームと

なり戦略策定・更新を継続的に支援する特優テー

マ支援、先行技術調査の結果や当該結果をグラフ

や表で見える化した特許マップを研究者に提供す

る支援等の施策についてフォローアップを行うと

ともに、第 5 期に向けたパテントオフィサーの育

成等について議論した。 

 

 特許管理検討会（令和元年 11月に「特許審査委

員会」から名称変更）を毎月開催し、国内外の出

願・審査請求等要否の検討を行った。特許管理検

討会では、平成 30年度の知財戦略会議での検討を

踏まえて、4 月から新しい検討基準の運用を開始

した。 

 

 標準化戦略会議（3回）において、知的財産・標

準化ポリシーを踏まえて、標準化戦略の方針・取

組の策定を行った。標準化の実現可能性を検討す

る標準化戦略フィジビリティスタディ（FS）では、

社会において有効に活用される標準化提案を目指

し、民間企業との連携可能性や知的財産活用との

一体的推進の可能性の観点を導入し、FSテーマの

選定（16件中 14件）を行った。 

 

 

 

 戦略的な知的財産の創出・活用を目指した取組

として、研究の芽の段階（萌芽期）で見出された新

発見・新原理の中から有望技術を発掘し、知的財

産アセットの構築を支援した。具体的には、「橋渡

し」研究前期の研究テーマ（8件）を選定し、特許

動向調査の結果を基にした研究アプローチのアド

バイスや基本特許を確保するための方針策定な

ど、知的財産戦略構築や知的財産強化の支援を行

った。また、昨年度までの支援テーマ（34件）に

対しても、継続的にフォローアップを行い、知的

財産アセット構築強化を支援した。 

 

行ったことにより、イノベーション推進本部幹部、

パテントオフィサー、領域幹部等の関係者間の問題

意識の共有と特優テーマ支援等の具体的施策の一

層の活用が促進された。施策のひとつである特優テ

ーマ支援では、初の支援対象の決定（1件）を行い、

戦略的な取組を推進していく。また、関連する研究

分野の特許情報を分析し、先行技術調査報告や特許

マップとして研究者に提供する等の支援を行うこ

とで、初期の段階から、より社会的インパクトの大

きい出口を見据えた研究活動へと繋がる。 

 

 

 特許管理検討会において、知財戦略会議で検討さ

れた戦略を踏まえた検討を行うことにより、戦略的

な知的財産の創出・活用を推進した。新しい検討基

準は、基準を明確化するとともに、技術移転の可能

性を一層重視する内容とした。これにより、効率的・

効果的な権利の取得・維持につながる。 

 

 知的財産・標準化ポリシーを踏まえた標準化戦略

の方針・取組の策定により、知的財産と標準化の一

体的推進を行った。民間企業との連携可能性や知的

財産活用の可能性の観点から選定した案件では、1

件が FS から新市場創造型標準化制度へ移行する見

込みとなるなど、国際標準化および国内標準化に向

けた取組を推進することができた。 

 これらの取組により、国内標準 7件、国際標準 27

件の標準化提案を行い、積極的な研究成果の活用を

図った。 

 

 知的財産アセットの強化のための特許出願等（39

件）や共同研究契約の締結（13件）に繋がるなど、

研究成果の社会への橋渡しの取組が進展した。 
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所有し、委託元

企業に対して

は当該企業の

事業化分野に

おける独占的

実施権を付与

することを基

本とする。な

お、企業からの

受託研究の成

果ではない共

通基盤的な技

術については

非独占実施権

を付与するな

どにより活用

を図るものと

する。 

 さらに、知的

財産マネジメ

ントや知的財

産権を活用し

た事業化に向

けた体制整備

等、戦略的なマ

ネジメントの

実現に向けた

組織的な取組

を行うものと

する。 

 

企業に対して

は当該企業の

事業化分野に

おける独占的

実施権を付与

することを基

本とする。 

 具体的には、

民間企業等の

ニーズを踏ま

えて民間企業

が活用したい

革新的技術や

産業技術基盤

に資する技術

を創出するた

めに、マーケテ

ィングにより

把握した産業

動向や技術動

向に加えて特

許動向などの

知的財産情報

を活用し、オー

プン＆クロー

ズ戦略に基づ

いた研究の実

施と研究成果

の戦略的な権

利化を進める。

なお、企業から

の受託研究の

成果ではない

共通基盤的な

技術について

は非独占的な

知的財産権の

実施許諾や国

際標準への組

み込みによる

成果普及を目

指す等、知的財

 所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸

成の取組として、知的財産権研修や知的財産・標

準化にかかる内部セミナー（9回）を実施した。ま

た、全職員が受講する e-ラーニング制度の中で秘

密保持契約の遵守などの研究情報管理に関する研

修を実施した。研修やセミナーの実施にあたって

は、グループディスカッションの導入、多くの具

体例の紹介等の工夫をしたことにより、研修効果

を向上させた。 

 また、標準化については、国立研究開発法人 新

エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法

人製品評価技術基盤機構との共催で、2019年度国

際標準推進と出口戦略シンポジウム「海洋プラス

チックごみ汚染をはじめとする地球環境問題への

解決に期待される国際標準―バイオプラスチッ

ク、セルロースナノファイバーと海洋生分解性評

価方法の標準化―」を開催した。 

 

 知的財産権研修や知的財産・標準化にかかる内

部セミナーに加えて、パテントオフィサー及びそ

れに準じた知的財産に関する高度な知見を有する

所内人材の育成を目的として、知的財産権研修の

修了者を対象に知的財産関連業務（特許出願、先

行技術調査及び共同研究契約・技術移転契約等）

を体験しながら学ぶ On the Job Training (OJT）

プログラムを実施した（受講者 9名）。 

 

 知的財産マネジメントを円滑に推進するための

環境整備として、令和 2 年度の稼働を目指して新

知的財産管理システムの開発を進めた。 

 

 

 

 

 

 知的財産情報の発信については、工業所有権情

報・研修館が運営している開放特許データベース

への情報登録を継続して実施した。3月末現在で、

約 5,900 件の特許を登録している。また、科学技

術振興機構が主催する新技術説明会を活用して、

技術移転に関心の高い企業向けに有望な技術シー

ズ 10 件の紹介を技術移転マネージャーと研究者

 知的財産権研修（9日間、全 12講座）にのべ 565

名、毎月開催した知的財産・標準化セミナーにのべ

625名の参加があった。参加者の関心に応じたテー

マ設定や興味を引く構成とすることにより、アンケ

ートでは、知的財産権研修では 94%、知的財産・標

準化セミナーでも平均 87%が有益だったと回答す

るなど、平成 30 年度に引き続き高い満足度を実現

し、職員の知的財産・標準化に関する意識向上によ

る知的財産マネジメントの推進に寄与した。 

 2019 年度国際標準推進と出口戦略シンポジウム

には 351名が参加し、プラスチックの海洋生分解の

国際標準化の取組などの紹介を通して所内外に対

して、産総研の知的財産活用と標準化の一体的推進

の取組等を周知することができた。 

 

 

 

 

 OJTプログラムでは、パテントオフィサー等の知

的財産専門人材として必要な知識及びスキルを習

得させた。参加者には、将来的な知的財産専門人材

へのキャリアパスを視野に入れている者もおり、平

成 30 年度参加者のうち 3 名が現在知的財産・標準

化推進部に所属し、さらなる実務経験を積むなど、

将来のパテントオフィサー候補を育成することが

できた。 

 

 新システムのリリースによって、所内研究者及び

知的財産実務担当者の知的財産管理業務が効率化

されることに加え、知的財産戦略検討の基礎となる

各種データの分析が容易となり、研究グループ、研

究ユニット、領域等の各単位において、より効果的

かつ戦略的な知的財産マネジメントが実施される

ことが期待される。 

 

 知的財産情報を継続して発信することが、共同研

究、研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の

契約に結び付いた。さらに、新技術説明会等への出

展時の来場者との対話により、産業界の最新ニーズ

や公表されにくい企業の現場の実態に関する情報

を幅広く収集することができ、これが研究方針及び

企業連携戦略の立案やその軌道修正に役立った。ま
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産の戦略的活

用を図る。 

 さらに、これ

らの取り組み

のため、知的財

産や標準化の

知見と研究開

発に関する知

見の双方を有

するパテント

オフィサーを、

領域およびイ

ノベーション

推進本部に配

置し、知的財産

活用化に向け

た体制の強化

を図る。パテン

トオフィサー

は、知的財産情

報の分析支援

や、それに基づ

く領域の知的

財産戦略の策

定に取り組む。

また、パテント

オフィサーを

中心とした会

議体を設置し、

知的財産の創

出、活用、並び

に技術移転を

連続的・一体的

にマネジメン

トすることに

より、民間企業

への「橋渡し」

の最大化を目

指す。 

 

が連携して行った（来場者 346 名）。その開催の

後に、技術情報開示契約 2件、共同研究契約 2件、

技術コンサルティング契約 2 件、研究試料提供契

約 1 件を締結した。さらに、共同研究契約 2 件、

技術情報開示契約 2 件、研究試料提供契約 2 件に

ついて、締結に向けた調整を実施中である。 

 有望案件の発掘・検討については、商用の特許

解析ツールを活用して、特許の注目度や被引用関

係を解析して、有望技術のリストアップを実施し

た。また、これまでの技術移転により企業が製品

化をした後に高い売上を得た事例を調べ、その成

功要因を特定し、新たな有望案件の発掘・育成に

役立てるために、知財関連会議や研修等で所内に

情報発信を行った。さらに、その情報等を活用し

ながら技術移転の可能性の高い 9 件の技術シーズ

を選定し、実用化レベルでの機能・性能実証を目

的とした試作品製作を行い、技術移転先候補の企

業に対してアピールした。その結果、実施許諾契

約 1 件、技術情報開示契約 1 件を締結した。さら

に、実施許諾契約 2 件、研究試料提供契約 1 件に

ついて、締結に向けた調整を実施中である。 

 これらの出口シナリオの企画・立案機能の強化

の結果、技術移転にかかわる契約金額について平

成 30年度を上回り、令和元年 3月末時点で 7.7億

円の収入を得た。 

 

た、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズ

を分析することで、注目度の高い技術に重点を置い

た戦略的な技術移転活動を実施することができた。

これらに加えて、有望技術シーズを基にした試作品

製作を実施することにより、技術シーズを見える化

することができ、産業界にアピールしやすくなっ

た。 

 

 特許管理検討会における技術移転の可能性を重

視した新しい出願基準の導入、パテントオフィサー

による知的財産アセット構築強化の支援、商用の特

許解析ツールを活用した技術移転に有望な技術の

発掘、有望技術シーズに対する試作品製作などによ

り、戦略的な知的財産の創出・活用を推進した。そ

の結果、令和元年度は 7.7億円の技術移転収入を得

た。 

 また、標準化を目指した各種施策を着実に実施す

ることで、国際標準化を推進するとともに、研修・

セミナーによりパテントオフィサーの人材育成と

職員の知財・標準化に関する意識向上を図り、目標

を着実に実施したことから、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 知的財産の活用率の向上に向けた方策を検討す

る。具体的には、企業からの注目度が高い技術につ

いて普及拡大を図ると共に、次の注目技術の発掘・

育成、休眠特許の活用・放棄等について検討を行う。

さらに、これら課題に対応するため、パテントオフ

ィサーの増員とそのための人材育成、セミナー等を

通じた所内職員の知的財産・標準化に関する意識の

底上げを図る。 

 

 
（９）地域イノ

ベーションの

（９）地域イノ

ベーションの

・地域における「橋渡し」

の推進のため、自治体や公

○公設試等と密接

に連携し、地域に

 地域での「橋渡し」を推進するため、第 4 期中

長期目標期間より、公設試等職員又はその幹部経

＜評定と根拠＞ 

評定：A 
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推進等 

①地域イノベ

ーションの推

進 

 産総研のつ

くばセンター

及び全国 8 カ

所の地域セン

ターにおいて、

公設試等と密

接に連携し、地

域における「橋

渡し」を推進す

るものとする。

特に、各都道府

県に所在する

公設試に産総

研の併任職員

を配置するこ

となどにより、

公設試と産総

研の連携を強

化し、橋渡しを

全国レベルで

行う体制の整

備を行うもの

とする。 

 また、第 4期

中長期目標期

間の早期の段

階で、地域セン

ターごとに「橋

渡し」機能の進

捗状況の把握・

評価を行った

上で、別紙に掲

げる重点的に

推進するべき

具体の研究開

発も踏まえつ

つ、橋渡し機能

が発揮できな

推進等 

①地域イノベ

ーションの推

進 

 産総研のつ

くばセンター

及び全国８カ

所の地域セン

ターにおいて、

公設試等と密

接に連携し、地

域における「橋

渡し」を推進す

る。特に、各都

道府県に所在

する公設試に

産総研の併任

職員を配置す

ることなどに

より、公設試と

産総研の連携

を強化し、橋渡

しを全国レベ

ルで行う体制

の整備を行う。

具体的には、産

総研職員によ

る公設試への

出向、公設試職

員へのイノベ

ーションコー

ディネータの

委嘱等の人事

交流を活かし

た技術協力を

推進し、所在地

域にこだわる

ことなく関係

する技術シー

ズを有した研

究ユニットと

連携して、地域

設試との連携関係の強化

や、「産総研イノベーション

コーディネータ」制度のさ

らなる拡充と活用等によ

り、地域中核企業との研究

連携を推進する。具体的に

は、地域中核企業との連携

研究（共同研究、受託研究、

中小企業庁や国立研究開発

法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）等

の戦略的基盤技術高度化支

援事業（サポイン事業）及

び中堅・中小企業への橋渡

し研究開発促進事業（橋渡

し事業）、自治体予算による

補助事業や委託事業、内部

予算を用いた予備研究や追

加研究、技術コンサルティ

ング等）を、合わせて 75件

以上行う。 

・平成 27 年度に各地域セ

ンターが所在する地域ごと

に創設した、地域中核企業

からなる「テクノブリッジ

クラブ」を活用し、地域中

核企業との連携強化を推進

する。当該年度は、「テクノ

ブリッジクラブ」加盟企業

が 400 社以上となるよう拡

充を図るとともに、加盟企

業との 250 件以上の連携研

究を行う。 

・産業技術連携推進会議の

技術部会と地域部会を通じ

て、公設試の技術レベル向

上を図るための研究会や研

修、地域経済の現状を踏ま

えたプロジェクトの共同提

案等の取組を積極的に実施

する。 

・地域センターごとに「橋

おける「橋渡し」機

能の強化に取り組

んでいるか。 

・公設試等との連

携の取組状況（モ

ニタリング指標） 

✓「政府関係機関

移転基本方針」を

踏まえて、「橋渡

し」等を推進した

か。 

 

験者を「産総研イノベーションコーディネータ」

（産総研 IC）として委嘱又は雇用して、公設試と

の連携強化を図り、地域ニーズの把握やグローバ

ルニッチトップ（GNT）企業等の地域中核企業の発

掘や企業面談による人脈づくりに取り組んでい

る。令和元年度は、産総研イノベーションコーデ

ィネータを千葉県及び広島県に新たに配置するな

どして拡充した結果、その人数は平成 30 年度の

127名から 135名に増加した。うち 12名は、全国・

関東・関西の各広域圏での「橋渡し」に取り組むこ

とで、地域的な偏りを緩和し、産総研が全国の地

域中核企業と連携を行うための素地を整えた。ま

た、公設試の求めに応じて平成 30年度は 5都県に

産総研の職員を出向させるなど、人事交流を行う

ことで公設試等と密接に連携し、地域中核企業へ

のマーケティング活動を行った。結果、平成 30年

度に実施した連携研究（地域中核企業との共同研

究、受託研究、中小企業庁や国立研究開発法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）等の戦

略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）や

橋渡し事業、自治体予算による補助事業や委託事

業、内部予算を用いた予備研究や追加研究及び技

術コンサルティング等）は、目標値の 75件を上回

る 80件となった。 

 さらに、地域連携に資する機会の創出等を図る

ため、平成 30年度より「産総研ふるさとサポータ

ー」の取組みを新たに開始し、令和元年度におい

ては、のべ 270 人の役職員等が産総研ふるさとサ

ポーターとなり、計 36件の所内外からの依頼に対

応し、講演、イベント協力及び見学対応等を行っ

た。 

 

 地域中核企業へのマーケティング機能を高め、

地域における技術開発ニーズと産総研技術シーズ

とのマッチング機能を強化するために、各地域セ

ンターが所在する地域ごとに設けているテクノブ

リッジクラブへの加盟企業数は、平成 30 年度の

356社から 378 社に増加した。また、加盟企業向け

のイベント（テクノブリッジフェア）を各地域セ

ンターで開催するなど、地域中核企業の技術開発

ニーズと産総研技術シーズとのマッチングを行

い、連携強化を図った。結果、加盟企業との連携研

根拠：産総研イノベーションコーディネータの拡充

並びにその認知度が向上したことにより、地域中核

企業と公設試・産総研の連携作りがより円滑に進む

ようになった。その結果、令和元年度に実施した地

域中核企業との連携研究は、目標値 75 件に対し

107%の合計 80 件となり、地域における更なる連携

拡大につながった。 

 さらに、産総研ふるさとサポーターの取組みを行

った結果、地縁を活用したこれまでにない形での地

域連携実績を創出し、地域での産総研のプレゼンス

の向上及び職員の地域貢献へのモチベーション向

上に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域中核企業への訪問やイベントの開催など、連

携作りのための地道な活動を積み重ねた結果、テク

ノブリッジクラブへの加盟企業数は、目標の 400件

に対し 95%の 378社にとどまったが、連携研究件数

の目標値 250 件に対し 164%の 328 件の連携研究が

実施され、地域における産総研のプレゼンス向上に

寄与している。 
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い地域センタ

ーについては、

他地域からの

人材の異動と

併せて地域の

優れた技術シ

ーズや人材を

他機関から補

強することに

より研究内容

の強化を図る

ものとする。そ

の上で、将来的

に効果の発揮

が期待されな

い研究部門等

を縮小若しく

は廃止するも

のとする。 

 

中堅・中小企業

への「橋渡し」

等を行う。加え

て、公設試の協

力の下、産総研

の技術ポテン

シャルとネッ

トワークを活

かした研修等

を実施し、地域

を活性化する

ために必要な

人材の育成に

取り組む。 

 さらに、第４

期中長期目標

期間の早期の

段階で、地域セ

ンターごとに

「橋渡し」機能

の進捗状況の

把握・評価を行

った上で、橋渡

し機能が発揮

できない地域

センターにつ

いては、他地域

からの人材の

異動と併せて

地域の優れた

技術シーズや

人材を他機関

から補強する

ことにより研

究内容の強化

を図る。その上

で、将来的に効

果の発揮が期

待されない研

究部門等を縮

小若しくは廃

止する。 

渡し」機能の進捗状況、課

題を把握し、地域センター

の連携機能強化に向けて、

企画・調整を行う。 

・まち・ひと・しごと創生

本部決定の「政府関係機関

移転基本方針」を踏まえて

石川県及び福井県に整備し

た拠点を中心として、県及

び公設試との連携により、

地域中堅・中小企業への「橋

渡し」等を推進する。 

 

究件数は、目標値の 250 件を上回る 328 件となっ

た。 

 テクノブリッジフェアは、産総研の技術シーズ

と企業のニーズとのマッチングを促進する場とし

て、つくばを始め全国で実施した（つくば、令和元

年 10月 24日～25日、来場者 596機関、1,526名。

訪問型や地域センター開催分を含めて計 13 回行

い、計 1,350機関を招待）。 

 さらに、マッチングを継続的に図る場として、

産総研の技術シーズをウェブサイトで紹介する

「テクノブリッジ On the Web」を平成 29年 5月

に開設した（登録数 1,858社（団体）5,541名。パ

ネル閲覧数 6,000～14,000／月（令和元年度））。

マーケティング活動につながる情報として、月ご

とに研究パネル（約 1,000 枚）の閲覧ログを取得

するシステムを構築し、分析結果を領域の研究戦

略部と共有した。 

 

 産業技術連携推進会議（公設試相互及び公設試

と産総研との連携を通じて、我が国の産業発展に

貢献することを目的とする組織）の技術部会と地

域部会の各種活動を展開した。 

 具体的には、地域オープンイノベーション力強

化事業（公設試職員の技術力向上や公設試相互お

よび産総研との連携促進に向けた支援事業）とし

て、公設試向け AI道場の開催（東北、臨海、中部、

四国、九州センターにおいて公設試職員 79名が参

加）、IoT道場の新規開設（臨海、中国、関西セン

ターにおいて公的機関から 76 名が参加）など 10

テーマを実施するとともに、地域活性化人材育成

事業（公設試職員を一定期間産総研に招へいして、

地域ニーズに対して産総研の技術シーズを活用し

て共同研究を実施する事業）による 4 名の招へい

を通して、公設試の技術レベル向上を図るととも

に、地域経済の現状を踏まえた技術課題の解決に

取り組んだ。 

 

 地域センターごとに「橋渡し」機能の進捗状況

を把握するため、地域拠点戦略会議（平成 30年 2

月に名称変更）を毎月実施し、関係本部（企画本

部、イノベーション推進本部、環境安全本部、総務

本部）にシェルパ役を配置して横断的かつワンス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年の種々の取り組みにより、公設試相互お

よび公設試と産総研との連携が促進された。例え

ば、AI道場の取組みでは令和元年度と平成 30年度

とを合わせて合計、公設試 54 機関 140 人が全国か

ら参加し、AI 技術習得による多様な技術分野への

活用が見込まれる等、地域を活性化するために必要

な人材の育成に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の「橋渡し」機能を強化するため、地域拠点

戦略会議を実施した結果、各地域における課題を抽

出でき、各地域センターが地域特性に合わせた対応

ができることとなった。また、各地域の連携事例の

情報共有を行うことで、機能強化を図ることができ
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 トップでサポートする体制を整えた。また、産総

研イノベーションコーディネータが一堂に会し、

各地域のマーケティング戦略や連携事例について

の情報共有を推進する場として、地域イノベーシ

ョンコーディネータ会議を令和元年度は 2 回開催

し、延べ 93名の産総研イノベーションコーディネ

ータが参加した。うち 6 月の会議は、産総研・公

設試・地域企業の連携が比較的進んでいる北海道

地域において開催し、地域連携の事例紹介、北海

道センター、北海道立総合研究機構（道総研）の見

学を加え、北海道の事例を他地域に展開するため

のグループワークを取り入れた。 

 平成 30年度に実施した 3地域センター構想（中

国、四国、九州）の内容を踏まえて、例えば中国セ

ンターでは西日本公設試との「材料診断ネットワ

ーク」構想を全国に周知するイベントとして令和

元年 7月 2日に「材料診断フェア in広島」を開催

した。また九州センターでは「スマートセンシン

グ技術」構想を九州の地域の有力な中堅・中小企

業に周知するために「テクノブリッジフェア in九

州」（令和元年 12 月 16 日に開催）でラボツアー

を行った。四国センターにおいても「ヘルスケア

産業創出ランド」構想を周知するため「テクノブ

リッジフェア in四国」を令和 2年 2月 3日、4日

に開催した。これらの活動を通じて地域センター

の連携機能強化を図った。 

 

 「政府関係機関移転基本方針」に基づき連携拠

点として整備した「石川サイト」と「福井サイト」

を中心として、県、公設試及び産業支援機関等と

の連携により、地域中堅・中小企業への「橋渡し」

等を引き続き推進している。石川サイトでは 10名

（うち 7 名は産総研イノベーションコーディネー

タとして委嘱した公設試等の職員）、福井サイト

では 14 名（同 10 名）のイノベーションコーディ

ネータ等が、企業と面談して技術相談等を実施し

た（石川県では 21 社 35 回、福井県では 20 社 44

回）。また、産総研の最新のシーズや研究戦略を地

域の方に広く知っていただくための「テクノブリ

ッジセミナー」を石川県と福井県で各 1 回実施す

るなど、イベントを積極的に開催し、県内企業の

技術ニーズの把握と連携構築に努めた。 

た。 

 地域イノベーションコーディネータ会議では、各

地域の活動内容や課題についての本質的な議論を

深めることで、産総研と公設試、自治体、地域の支

援機関等がより密な連携活動を行っていくための

素地が整えられた。参加者からは、各県の実状の違

いや問題点が本音で語られたことは大変有意義で

あることや、各地域が共通して抱えている課題があ

ることを認識したなどのコメントがあり、地域イノ

ベーションコーディネータ会議が地域でのより密

な連携活動に有効であることが確認された。 

 地域センター構想会議以降のテクノブリッジフ

ェア等の活動で、地域センターの「橋渡し」機能が

より一層強化され、地域連携が拡大されつつある。

中国センターで行われた「材料診断フェア in広島」

では、北陸から関連する複数の企業が参加して連携

までに至るなどの、専門分野のフェアを開催するこ

とにより、広範囲な地域企業との具体的な連携が進

んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「石川サイト」「福井サイト」における技術相談

やイベント開催により、つくば・各地域センターの

研究者やイノベーションコーディネータとともに、

地域企業のニーズにオール産総研の技術シーズで

応える形の連携チームを形成して活動に取り組ん

だ結果、石川県では 6件、福井県では 4件の共同研

究等が新規に成立した。 
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 「政府関係機関移転基本方針」に基づき、名古屋

大学内に開所した産総研・名大 窒化物半導体先進

デバイスオープンイノベーションラボラトリ」

（GaN-OIL）は、名古屋大学が事務局となっている

窒化ガリウム研究コンソーシアム（GaNコンソーシ

アム）のもと、引き続き名古屋大学や参加企業等

との連携を実施した。具体的には、令和元年度は

GaNコンソーシアムの一般社団法人化に伴い、GaN

実用化ワーキンググループ（WG）に参画すること

となり、コアメンバーとして活動することになっ

た。本 WGは、パワーエレクトロニクス、高周波、

光関係などの幅広い技術を見据えて、GaN材料のす

ぐれた材料特性を生かす応用技術の開拓を目指す

WG である。さらに、GaN コンソーシアム内の GaN

研究戦略室、名古屋大学内のオープンイノベーシ

ョン推進室（OI室）とも連携をとって、オープン

イノベーション戦略に関する打ち合わせを定期的

に行った。 

 また、愛知県が令和元年度から開始した「知の

拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ」への提案が

採択され、令和元年度から研究開発を実施するこ

とになった。本プロジェクトは地元大学のほか、

地元中小企業複数社を含めた実施体制となってい

る。さらに、GaN-OIL 副ラボ長の名古屋大学 宇治

原教授と連携して、顕微ラマン分光のマッピング

法による欠陥評価技術により、製品化に向けて検

討中である。 

 産総研・九大  水素材料強度ラボラトリ

（HydroMate）については、福岡水素戦略との連携

のもと、安全性と経済性を兼ね備えた革新的水素

材料の開発を目指した基礎研究を推進した。また、

RA、ポストドクターの雇用を通して人材育成を進

め、1 名が福岡地区のアカデミックポジションを

獲得している。さらに、九州地域の特色を生かし

た企業連携、国際連携を推進するために、九州水

素・燃料電池フォーラム＆水素先端世界フォーラ

ムや、水素材料に関する日・中・韓共同ワークショ

ップを主催するとともに、ノルウェー SINTEF 

(Stiftelsen for industriell og teknisk 

forskning)、 NTNU (Norwegian University of 

Science and Technology）との研究連携について

 

 GaN-OIL は GaN 研究コンソーシアムのもとで、

HydroMate は福岡水素戦略との連携のもとで、第 4

期中長期目標通りに地域中堅・中小企業への「橋渡

し」を推進した。GaN-OILは愛知県の「知の拠点あ

いち重点研究プロジェクト」への提案が採択され、

令和元年度から研究開発を開始しており、地元企業

への橋渡しを強化している。HydroMateは、国際フ

ォーラムやワークショップ開催を通して世界最先

端の拠点形成や東アジアでの連携を加速している。 

 

 以上を総括し、産総研 IC の拡充等による地域ネ

ットワークの強化やテクノブリッジクラブの活用

により、地域中核企業との連携研究は目標値 75 件

に対し 107%の合計 80件となり、目標を上回る件数

が達成されたこと、全国の地域センターで開催した

テクノブリッジフェアにおいて地域のステークホ

ルダーを呼んで、イベントの開催を通じて、地域セ

ンターのプレゼンスの向上とニーズの把握を図っ

たこと、テクノブリッジクラブへの加盟企業数は、

目標の 400件に対し 95%の 378社にとどまったが、

連携研究件数の目標値 250 件に対し 164%の 328 件

の連携研究が実施され、地域における産総研のプレ

ゼンス向上を図ってきたこと、及び地域産業活性化

人材育成事業や公設試向け AI 道場及び IoT 道場を

通じて、公設試人材の育成につなげ、地域経済や中

小企業の技術ニーズに適応した地域連携に寄与し

たことなど、顕著な成果を挙げたことから、A評定

とした。 

 なお、評価委員会においても、地域中核企業等と

の連携研究は、目標を上回る件数が達成され、「橋

渡し」機能が発揮されたとのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 地域中核企業等との連携研究を更に拡大してい

くために、地域経済や中小企業の求める技術ニーズ

を一早く把握して対応する必要があることから、公

設試とより連携を密にして地域中核企業等の求め

る技術ニーズに即した人材育成事業の拡充を図る。 
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も進みつつある。 

 

 

（１０）世界的

な産学官連携

拠点の形成 

 世界的な競

争が激しく、大

規模な投資が

不可欠となる

最先端の設備

環境下での研

究が重要な戦

略分野につい

ては、国内の産

学官の知を糾

合し、事業化へ

の「橋渡し」機

能を有する世

界的な産学官

連携拠点の形

成を、産総研を

中核として進

め、国全体とし

て効果的かつ

効率的な研究

開発を推進す

るものとする。 

 特に、オープ

ンイノベーシ

ョンに繋がる

研究開発の推

進拠点である

TIA について

は、融合領域に

おける取組や

産業界への橋

渡し機能の強

化等により、一

層の強化を図

るものとする。 

 

（１０）世界的

な産学官連携

拠点の形成 

 世界的な競

争が激しく、大

規模な投資が

不可欠となる

最先端の設備

環境下での研

究が重要な戦

略分野につい

ては、国内の産

学官の知を糾

合し、事業化へ

の「橋渡し」機

能を有する世

界的な産学官

連携拠点の形

成を、産総研を

中核として進

め、国全体とし

て効果的かつ

効率的な研究

開発を推進す

る。 

 特に、オープ

ンイノベーシ

ョンに繋がる

研究開発の推

進拠点である

ＴＩＡについ

ては、融合領域

における取り

組み、産業界へ

の橋渡し機能

の強化等によ

り、一層の強化

を図る。具体的

には、①ＴＩＡ

でこれまでに

・オープンイノベーション

を推進して事業化への「橋

渡し」を加速させる世界的

な産学官連携拠点の形成を

目指し、高機能 IoT デバイ

スに関する研究拠点として

の施設整備、外部ユーザー

へのワンストップサービス

拡充による拠点の利便性の

向上により、TIA の「橋渡

し」機能の更なる強化を行

う。 

・また、オープンイノベー

ション推進のためのプラッ

トフォーム機能の強化に資

する事業の一環として、提

供する技術メニューの拡充

や外部ユーザーが持ち込む

サンプルの受け入れに対す

る制限緩和に向けたデータ

収集を行うとともに、外部

ユーザーによるスーパーク

リーンルームの利用の状況

を細やかに把握・管理する

仕組みを設け、その利用拡

大と体制構築を図る。 

・量産開発に資する大型ウ

ェハーを用いた SiC パワー

デバイス試作ラインの利用

効率向上のため、2 つのク

リーンルーム施設の一体化

を進めるとともに、SiC デ

バイス試作ラインをベース

とした SiC 以外の新材料パ

ワー半導体のデバイス試作

を行い、総合的な研究開発

プラットフォームとしての

整備を行う。 

・TIAが保有する共用施設・

設備群を外部ユーザーがワ

○世界的な産学官

連携拠点の形成及

び活用がなされて

いるか。 

・産学官連携拠点

の形成の取組状況

（モニタリング指

標） 

 

 IoTの普及を一層促進するためには、より高機能

なデバイスの開発が求められる。そのようなデバ

イスの設計から製造までを一貫して行える研究開

発拠点の中核的施設として、つくばセンター西事

業所に新たなクリーンルーム施設である「高機能

IoTデバイス研究開発棟」を整備した。また、国内

における革新的な AI チップ開発を加速するため

の拠点として、東京大学と協力して「AIチップ設

計拠点」を東京大学本郷キャンパスに構築した。 

 

 

 

 

 外部ユーザーに提供する技術メニューの拡充を

図るため、①65 nm CMOSトランジスタ試作プロセ

スの構築、②液浸露光装置を用いた 25 nmライン

＆スペース描画・加工プロセスの構築、③2層配線

プロセス（Al,Cu）の構築、④シリコン深堀エッチ

ング技術の整備、⑤ウェハーレベル 3 次元集積化

技術の整備、⑥小規模 CMOS 回路試作用プロセスデ

ザインキットの整備等を行った。また、外部ユー

ザーが持ち込むサンプルをよりスムーズに受け入

れるため、汚染管理基準を明確化することでサン

プルの測定方法を統一した。合わせて、各種の汚

染ウェハーの受け入れ洗浄装置を拡充するため、

新規のウェハー洗浄装置の導入を行った。さらに、

外部ユーザーによるスーパークリーンルームの利

用の状況を細やかに把握・管理する体制を整備す

るとともに、今後利用の拡大希望があるポテンシ

ャルユーザーに対してマーケティング活動を行っ

た。 

 

 SiC パワーデバイス試作ラインの利用効率向上

のため、2 つのクリーンルームを接続する通路を

構築し施設の一体化を実現した。また、既存 SiC試

作ラインに新材料の GaN を加え、SiC/GaN 兼用ラ

インとして、パワー半導体デバイス試作の総合的

な研究開発プラットフォームとしての整備を行っ

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：「高機能 IoTデバイス研究開発棟」の整備に

より、ものづくり、サービス、自動車、健康・医療、

インフラ分野等において IoT の活用を検討してい

る外部ユーザーに対して、ワンストップサービスで

ソリューションを提供することが可能になる。ま

た、「AI チップ設計拠点」の構築により、AI チッ

プ開発を目指す中小・ベンチャー企業などに AI チ

ップ設計環境や設計資産、ノウハウ、人材育成環境

を提供することで、産学官協調による AI チップ開

発の加速が期待できる。 

 

 技術メニュー拡充の効果として、メニュー①につ

いては外部の量産ラインと同レベルの特性を実証

し、スーパークリーンルームの共用施設としての実

力の高さを示すことができた。メニュー②について

は 3ユーザーからの利用、メニュー③については 3

ユーザーからの利用と 1件の利用検討、メニュー④

については 3 ユーザーから 15 件の利用があった。

メニュー⑤については民間企業との共同研究とし

て利用され、メニュー⑥については回路試作に関心

を寄せるユーザーがおり、今後の利用が期待でき

る。また、汚染ウェハー受け入れ制限緩和に向けた

データ収集と受け入れ基準の体制整備を行うこと

により、汚染ウェハーの受け入れ可否の判断がスム

ーズになった。さらに、スーパークリーンルームの

利用の状況の速やかな把握を行うことにより、過去

数年間の外部利用者の利用実績のトレンドが分か

り、これにより効果的なマーケティング活動ができ

るようになった。 

 

 2 つのクリーンルームの接続により相互の往来

の利便性の向上を図り、研究開発作業のリードタイ

ムを 5%短縮した。また次世代の新材料として期待

される GaN と従来材料の SiC の兼用が可能なライ

ンの整備が完了し、4インチサイズの GaNウェハー

の研究開発を開始した。 
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作った技術シ

ーズの「橋渡

し」、②新たな

次世代技術シ

ーズの創生、③

オープンイノ

ベーション推

進のためのプ

ラットフォー

ム機能の強化

に取り組む。こ

のため、他のＴ

ＩＡ中核機関

（物質・材料研

究機構、筑波大

学、高エネルギ

ー加速器研究

機構）や大学等

と連携して、材

料研究からシ

ステム開発に

至る総合的な

ナノテクノロ

ジー研究開発

プラットフォ

ームを整備し

て、これを外部

ユーザーにワ

ンストップで

提供し、拠点の

利便性を向上

させる。また、

拠点運営機能

にマーケティ

ング機能を付

加し、拠点を活

用する産学官

連携プロジェ

クトや事業化

開発を企画提

案することに

より、研究分野

ンストップで利用できる環

境を構築するため、TIA 参

加機関間の共用施設利用の

連携をさらに強化し、材料

研究からシステム開発に至

る総合的なナノテクノロジ

ー研究開発プラットフォー

ムの一層の整備を行う。ま

た、企業との国際的な連携

プロジェクトを推進するネ

ットワークキング活動を通

じて、国際的拠点としての

機能強化を図る。 

・各機関の多様な技術を融

合させ、複数領域での大型

研究資金獲得に向けた戦略

立案と体制構築を行うた

め、TIA 連携プログラム探

索推進事業「かけはし」へ

の企業連携の仕組みをさら

に強化するとともに、TIA

中核 5 機関と企業との連携

をワンストップで行える仕

組みを強化する。また 5 機

関連携で TIA ビジョンの策

定を進め、国際的な連携開

発拠点としての機能強化を

図る。 

・ナノテクキャリアアップ

アライアンスや TPEC 人材

育成等、プラットフォーム

を活用する人材育成の仕組

みの強化と、民間企業の人

材育成に資する機能の強化

を着実に進める。 

 

 産総研を含む TIA 参加機関は、これまで蓄積し

てきたノウハウ・成果を広く社会に普及させるこ

とを目的に、幅広い分野の先端機器をノウハウ等

とともに共用施設として社会に公開している。令

和元年度は、TIA参加機関間の共用施設利用の連携

をさらに強化し、外部ユーザーがワンストップで

利用できる橋渡し環境の構築を進めた。具体的に

は、1つの施設だけでは完成できないプロセスを、

当該施設のスタッフがユーザーに代わって他機関

の共用施設の装置を使用してプロセスを完成させ

る等の試みを行った。また、つくばグローバル・イ

ノベーション推進機構が管理していたつくば共用

装置のデータベースを TIA のホームページに移設

し、TIAが管理する体制に変更した。また、企業と

の国際的な連携プロジェクトとして、株式会社東

芝、富士電機株式会社、株式会社フジクラと連携

して NEDO 先導研究プログラムに応募し採択され

た。本プロジェクトの応募に際しては AIRBUS、

Boeing、Rolls-Royce等海外航空機メーカから推薦

を受けており、これら海外企業と半年間隔での定

期的な意見交換を開始した。さらに、Asia Nano 

Forum（ANF）や International Conference on 

Nanoelectronics Strategy （INS）におけるワー

クショップや「第 32 回国際超電導シンポジウム

（ISS2019）」の開催・運営を通じて、アジア・欧

米の研究機関とのネットワークの強化を図った。

また、タイの National Nanotechnology Center

（NANOTEC）、台湾の工業技術研究院（ITRI）、ベ

ル ギ ー の Interuniversity Microelectronics 

Centre（IMEC）などの国際的研究機関と情報交換

を行い、具体的な連携について検討を進めた。 

 

 TIA連携探索プログラム「かけはし」事業におい

て、TIA 中核 5 機関と企業との連携を更に強化す

るために、TIA 運営諮問会議メンバー企業 8 社に

「かけはし」への課題提案を依頼した。この結果、

企業提案課題に各機関の研究者が参画する形で 3

件の課題を実施した。また、令和 2 年度から第 3

期を迎える TIA の今後の方向性について、中核 5

機関が連携して「TIAビジョン」として策定し公表

した。TIAビジョンの策定にあたっては、国際的な

連携の在り方を含め、イノベーションシステムを

 外部ユーザーが TIA 各機関の共用施設を利用す

る際の利便性の向上が期待できる。また、航空機の

電動化において、SiC パワーエレクトロニクス、超

電導など、産総研オリジナル技術をコア技術とし

て、我が国電機産業が新たな航空機部品事業に参入

することで、雇用拡大が期待できる。さらに、アジ

ア・欧米の研究機関との研究協力、人材育成及び標

準活動など、国際的拠点としての具体的な連携事案

の創出が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「かけはし」事業において企業提案課題の実施を

推進することで、中核 5機関と企業との共同研究等

の連携事例が増加することが期待できる。また、第

3期の TIAビジョンが策定されたことにより、中核

5機関がそれぞれの役割を認識しつつ、一層の連携

強化とオープンイノベーションの推進が図られる

ことが期待できる。 
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間・異業種間の

融合を促進し

てイノベーシ

ョンシステム

を駆動させる。

さらに、上記の

プラットフォ

ームを活用す

る人材育成の

仕組みを強化

し、これを国内

外に提供して

国際的な人材

流動の拠点を

目指す。 

 

駆動させるための施策について検討を重ね、連携

開発拠点としての機能強化を図った。 

 

 若手研究人材の知識獲得とスキル向上を目的と

した人材育成プログラムである「ナノテクキャリ

アアップアライアンス」事業として、外部の若手

研究者と産総研研究者との共同研究を 5 件実施し

た（うち 3件が継続、2件が新規）。さらに、これ

らの共同研究の成果を企業との連携に繋げるため

の若手研究成果発表会を、矢崎総業株式会社と株

式会社島津製作所の協力を得て開催した。また、

社会人向け研修コースを 6件開催し、64名が参加

した。その他の人材育成の事業としては、TIA連携

大学院の講義の 1 つである「TIA パワーエレクト

ロニクス・サマースクール」には 164 名（うち学

生 110名、社会人 54名）が参加し、累計参加者数

は 1,100 名となった。また、超電導の技術開発コ

ンソーシアムである「つくば応用超電導コンステ

レーションズ」の独自事業である「超伝導スクー

ル」には 87 名（うち学生 85 名、社会人 2 名）が

参加した。また、産総研が民間企業と実施してい

る「つくばパワーエレクトロニクスコンステレー

ション（TPEC）」事業における人材育成の実施を目

的に、TPEC インターンシップを通じて大学院生 1

名に 10日間の技術研修を行った。 

 

 

 

 

 ナノテクキャリアアップアライアンスについて

は、若手研究人材はもちろんのこと、社会人、特に

企業研究者を育成するプログラムへと発展しつつ

ある。さらに、研修コースへの参加者同士の情報交

換から、技術コンサルティングや共同研究の検討へ

と展開する事案も出つつあり、人材育成を通じた新

たな研究成果の創出が期待できる。また、TIAパワ

ーエレクトロニクス・サマースクールと超電動スク

ールは過去最高の参加者数を記録するなど、パワー

エレクトロニクス分野、超電導分野における若手人

材の育成が着実に進められている。 

 

 以上を総括し、研究開発拠点の機能強化による

「橋渡し」の推進、共用施設利用の利便性向上によ

る利用拡大、海外企業等との連携による国際的プロ

ジェクトの推進、企業との連携強化による次世代技

術シーズの創生、人材育成の継続的な実施などによ

り、所期の目標を着実に実施したことから、B評定

とした。 

 なお、評価委員からも、TIAのプラットフォーム

機能の強化がなされ、オープンイノベーション拠点

として価値が高まっているとのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 スーパークリーンルームに代表される研究開発

施設の将来にわたる安定的な運営のため、運営経費

と利用料収入との収支バランスを改善していくこ

とが喫緊の課題である。運営経費削減のため、令和

元年度に整備した省エネ型クリーンルームである

「高機能 IoTデバイス研究開発棟」の本格稼働を早

急に進め、同施設を中心とした研究開発支援体制を

構築する。また、利用料収入増大のため、イノベー

ションコーディネータを中心とした営業活動や展

示会出展等のマーケティング活動を積極的に行う

ことで新規利用者を獲得するとともに、既存利用者

の利用率向上のため共用施設の利便性と魅力を更

に向上させる施策を講じていく。 

 なお、評価委員からも、クリーンルームや大型実

験装置の維持管理費用を安定的に確保する仕組み
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を検討するべきとのコメントがあった。 

 

 

（１１）「橋渡

し」機能強化を

念頭に置いた

研究領域・研究

者の評価基準

の導入 

 「橋渡し」研

究では事業化

に向けた企業

のコミットメ

ント獲得が重

要であること

から、「橋渡し」

研究を担う研

究領域の評価

を産総研内で

行う場合には、

産業界からの

資金獲得の増

加目標の達成

状況を最重視

して評価し、資

金獲得金額や

受託件数によ

って、研究資金

の配分を厚く

するなどのイ

ンセンティブ

を付けるもの

とする。但し、

公的研究機関

としてのバラ

ンスや長期的

な研究開発の

実施を確保す

る観点から、イ

ンセンティブ

が付与される

産業界からの

資金獲得金額

（１１）「橋渡

し」機能強化を

念頭に置いた

領域・研究者の

評価基準の導

入 

 「橋渡し」研

究では事業化

に向けた企業

のコミットメ

ント獲得が重

要であること

から、「橋渡し」

研究を担う領

域の評価を産

総研内で行う

場合には、産業

界からの資金

獲得の増加目

標の達成状況

を最重視して

評価し、資金獲

得金額や受託

件数によって、

研究資金の配

分を厚くする

などのインセ

ンティブを付

ける。但し、公

的研究機関と

してのバラン

スや長期的な

研究開発の実

施を確保する

観点から、イン

センティブが

付与される産

業界からの資

金獲得金額や

受託件数に一

・「橋渡し」研究では事業化

に向けた企業のコミットメ

ント獲得が重要であること

から、平成 31年度も引き続

き「橋渡し」研究を担う領

域への研究予算は民間資金

獲得実績を最重視して行

う。 

・各領域の評価に際して

は、数値目標を掲げた民間

資金獲得額、論文発表数、

論文の合計被引用数、実施

契約等件数、イノベーショ

ン人材育成人数の達成状況

に加え、具体的な研究成果

や知的基盤の整備状況等、

上述の評価軸、評価指標及

びモニタリング指標に基づ

いて行う。 

・引き続き、「橋渡し」の実

施が推進されるよう、研究

職員の個人評価において、

各研究者の携わる研究段

階・研究特性に応じて創出

される成果や組織的な貢献

を、適切な評価軸を設定し

て評価する。また、高評価

の業績事例を所内イントラ

ネットに掲載し、職員に周

知を図る。 

 

○優秀かつ多様な

研究者の確保が図

られているか。 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓「橋渡し」研究を

担う領域の評価で

は、産業界からの

資金獲得目標の達

成状況を最重視し

て評価し、それに

よって研究資金の

配分を厚くしたか 

 

 民間資金獲得額に応じて配分するインセンティ

ブ予算（民間資金獲得評価配分）を重点的に配分

し、全研究予算に対するその割合が平成 30年度と

同程度となるよう維持した。 

 

 

 

 

 

 各領域の評価は、令和元年度計画に領域ごとに

掲げた各種数値目標の達成状況に加え、具体的な

研究開発成果等を踏まえて実施した。知的基盤整

備については、地質調査総合センターに対して地

質図幅作成、海洋地質・沿岸地質情報整備の状況

を、計量標準総合センターに対して法定計量業務、

計量標準の維持・供給の状況を軸に評価した。令

和元年度の各領域予算において、外部資金獲得額、

知的基盤整備の評価を実績評価配分及び知的基盤

配分に反映させただけでなく、論文発表数、若手

育成等の長期的な展望も考慮した予算配分を実施

した。 

 

＜研究職員の個人業績に係る適切な評価基準の導

入＞ 

 第 4 期中長期目標期間の人事評価制度として、

研究職員の個人業績に係る適切な評価基準を導入

した。 

 具体的には、平成 27年度より「橋渡し」機能強

化を念頭に置き、論文・特許等の業績と同じく、企

業等との連携や「橋渡し」実現に向けた組織的取

組に対する貢献を研究職員の重要な個人業績とし

て位置付ける評価基準を導入した。 

 

＜高評価の業績事例の所内イントラネットへの掲

載＞ 

 評価基準を職員に浸透させるため、平成 30年度

に引き続き、令和元年度は研究職員の業績評価及

び昇格審査の評価において、「橋渡し」実現等の観

点から高評価となった主な業績事例をイントラに

掲載し、所内紹介した（公表件数：13件）。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：民間資金獲得実績を重視した予算配分を持続

することにより、第 4期中長期目標の最重要の経営

課題である「橋渡し」機能強化について、研究職員

の取組意識が醸成された。その結果、令和元年度の

民間資金獲得額は平成 30年度実績（92.6億円）を

上回る 105.9億円であった。 

 

 外部資金獲得額および論文発表数の実績に応じ

た予算配分を実施することで各領域の研究活動が

活発化し、「橋渡し」機能や「目的基礎研究」の推

進が強化された。その結果、民間資金獲得額は平成

27 年度より年々増加し、令和元年度には 105.9 億

円を超えた。また論文発表数に応じた予算配分を開

始した平成 28 年度以降、インパクトファクター付

きの論文発表数は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 研究職員の個人業績に係る適切な評価基準の導

入により、個人の年間研究・業務計画書における目

標設定や昇格審査の業績アピールに、目的基礎研究

又は「橋渡し」研究前期にも言及した取組が盛り込

まれるようになり、技術シーズの創出から橋渡し研

究へと繋がる継続的な研究の推進に対する意欲が

向上した。 

 

 

 

 

 イントラでの業績事例の紹介により、「橋渡し」

研究後期の取組に偏ることなく、目的基礎研究又は

「橋渡し」研究前期の業績についても高く評価され

ていることが研究職員に認識された。 

 

 

 



471 

や受託件数に

一定の限度を

設けることも

必要である。ま

た、具体的な評

価方法を定め

るにあたって

は、一般に一社

当たりの資金

獲得金額は小

さい一方、事業

化に関しては

大企業以上に

積極的である

中堅・中小企業

からの受託研

究等の取り扱

いや、研究分野

毎の特性に対

する考慮など

を勘案した評

価方法とする

ことが必要で

ある。 

 他方、研究領

域内の各研究

者の評価につ

いては、目的基

礎研究や「橋渡

し」研究前期で

革新的な技術

シーズの創出

やその磨き上

げに取組む研

究者と、「橋渡

し」研究後期で

個別企業との

緊密な関係の

下で研究開発

に従事する研

究者がおり、研

究段階によっ

定の限度を設

ける。また、具

体的な評価方

法を定めるに

あたっては、一

般に一社当た

りの資金獲得

金額は小さい

一方、事業化に

関しては大企

業以上に積極

的である中堅・

中小企業から

の受託研究等

の取り扱いや、

研究分野毎の

特性に対する

考慮などを勘

案した評価方

法とする。 

 他方、領域内

の各研究者の

評価について

は、目的基礎研

究や「橋渡し」

研究前期で革

新的な技術シ

ーズの創出や

その磨き上げ

に取り組む研

究者と、「橋渡

し」研究後期で

個別企業との

緊密な関係の

下で研究開発

に従事する研

究者がおり、研

究段階によっ

ては論文や特

許が出せない

場合もあるこ

と等を踏まえ

●主な業績事例 

・企業との大型共同研究（約 6,000 万円）で主要

な役割を果たすとともに、4 件の公的資金の研究

代表者として産業ニーズの高い研究課題に精力的

に取り組み、原著論文 11報、招待講演 6件、和文

誌・解説文 2 件、プレス発表を行うなど産総研の

プレゼンス向上に寄与した。 

・独自の技術を中心に成果を上げ、自らが代表者

となり民間資金を獲得するとともに、多くの共同

研究に参画し、橋渡しに貢献した。 

 

＜研究段階・研究特性を踏まえた適切な評価の実

施と周知＞ 

 目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期の全段階を産総研の重要な研究として位

置付け、各研究段階において創出される成果を適

切に評価し、評価基準を評価制度の手引きや評価

結果のイントラ掲載を通じて職員への周知・浸透

を図った。 

 

＜評価結果に基づく適切な業績手当への反映＞ 

 平成 27年度より、職員のモチベーション向上に

資する評価制度（業績手当の査定分の拡大）とな

るよう、「橋渡し」実現等の業績を職員の給与に一

層反映させるため、賞与（業績手当）のインセンテ

ィブ部分（業績反映分）割合を段階的に引き上げ

てきた。令和元年度においては、その影響を見極

め、高評価者に対する査定部分の増加と格差をつ

けづらい業務に取り組んでいる者に対して、モチ

ベーション確保の両立を考慮し、インセンティブ

部分の割合を平成 30年度に設定した 23%に据え置

くこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価制度の周知・浸透により、年間計画の目標設

定において、研究開発成果の論文投稿件数や、国内

外会議での発表件数などの具体的な数値目標を盛

り込む研究職員が多く認められた。研究職員個人の

数値目標設定の明示により、研究ユニット・領域の

組織目標達成に向けて、PDCAサイクルが加速し、よ

り一層の研究成果の創出が期待される。 

 

 

 業績手当の査定財源の効果的な割合を見極める

ことにより、橋渡し実現等に向けた研究業務を行う

職員と評価の格差のつけづらい組織的な貢献等に

取り組む職員の双方にとって納得感のある制度と

し、ひいては産総研のパフォーマンス向上に貢献し

た。 

 

 外部資金獲得額および論文発表数の実績に応じ

た予算配分を実施することで各領域の研究活動が

活発化し、「橋渡し」機能や「目的基礎研究」の推

進が強化された。 

 研究職員の個人業績に係る適切な評価基準の導

入により、技術シーズの創出から橋渡し研究へと繋

がる継続的な研究の推進に対する意欲が向上した。

併せて評価結果に応じた業績手当の査定を可能と

する査定財源を引き続き確保した、 

 以上を総括し、所期の目標を着実に達成したこと

から、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 実績評価配分によって、組織のモチベーションを

維持・向上すると同時に、引き続き、基盤型のよう
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ては論文や特

許が出せない

場合もあるこ

と等を踏まえ

る必要がある。

このため、目的

基礎研究は優

れた論文や強

い知財の創出

（質及び量）、

「橋渡し」研究

前期は強い知

財の創出（質及

び量）等、「橋

渡し」研究後期

は産業界から

の資金獲得を

基本として評

価を行うなど、

各研究者が意

欲的に取り組

めるよう、各研

究者の携わる

研究段階・研究

特性を踏まえ

て適切な評価

軸の設定等を

通じてインセ

ンティブ付与

を行い、結果と

して、研究領域

全体として効

果的な「橋渡

し」が継続的に

実施されるよ

う努めるもの

とする。 

 

る必要がある。

このため、目的

基礎研究は優

れた論文や強

い知財の創出

（質及び量）、

「橋渡し」研究

前期は強い知

財の創出（質及

び量）等、「橋

渡し」研究後期

は産業界から

の資金獲得を

基本として評

価を行うなど、

各研究者が研

究開発に必要

な多様な業務

に意欲的に取

り組めるよう、

研究職員の個

人評価におい

ては各研究者

の携わる研究

段階・研究特性

を踏まえて適

切な評価軸を

設定して行う。

こうした評価

の結果に対し

ては研究職員

の人事や業績

手当への反映

等の適正なイ

ンセンティブ

付与を行い、結

果として、研究

職員が互いに

連携し、領域全

体として効果

的な「橋渡し」

が継続的に実

な民間資金獲得と直結しにくい性格の分野につい

ても、基礎配分によって配慮する。 

 職員の人事評価において、平成 27 年度から平成

30年度にかけて賞与（業績手当）の評価に応じた査

定部分（業績反映分）の割合を段階的に拡大してき

たが、令和元年度においては職員のモチベーション

への影響を考慮し、査定部分の割合を平成 30 年度

に設定した 23%に据え置いた。引き続き、高評価者

に対する適切な査定の実施と格差のつけづらい業

務に取り組んでいる者に対するモチベーション確

保の両立を見極め、査定部分の割合を適切な水準に

設定する。 
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施されるよう

努める。さら

に、個人の業績

に加えて、研究

ユニット、研究

グループ等に

対する支援業

務、他の研究職

員への協力等

の貢献、マーケ

ティングに関

わる貢献も重

視する。こうし

て領域全体と

して効果的な

「橋渡し」が継

続的に実施さ

れるように取

り組む。 

 

 

 （１２）追加的

に措置された

交付金 

 平成２７年

度補正予算（第

１号）により追

加的に措置さ

れた交付金に

ついては、「一

億総活躍社会

の実現に向け

て緊急に実施

すべき対策」の

生産性革命の

実現及び「総合

的なＴＰＰ関

連政策大綱」の

イノベーショ

ン等による生

産性向上促進

のために措置

されたことを
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認識し、ＩｏＴ

等先端技術の

研究開発環境

整備事業のた

めに活用する。 

 平成２８年

度補正予算（第

２号）により追

加的に措置さ

れた交付金に

ついては、「未

来への投資を

実現する経済

対策」の２１世

紀型のインフ

ラ整備のため

に措置された

ことを認識し、

人工知能に関

するグローバ

ル研究拠点整

備事業のため

に活用する。 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・新規研究者採用におい

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

＜クロスアポイントメント制度の活用による目的

基礎研究の強化＞ 

 平成 30年度に引き続き、令和元年度はクロスア

ポイントメント制度を活用し、大学法人等の教授

等から新たに 5名（令和元年度末合計 51名、平成

30年度同水準）の優れた研究人材を受け入れ、研

究を推進した。 

●クロスアポイントメント制度による研究人材受

入れ状況 

 平成 30年度末合計 50名：新規受入れ 11名（教

授 8名、准教授 2名、助教 1名） 

 令和元年度末合計 51名：新規受入れ 5名（教授

4名、助教 1名） 

 

＜リサーチアシスタント制度の活用による人材育

成＞ 

 優秀な大学院生が学位取得のため産総研で研究

活動に専念できるリサーチアシスタント制度を平

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：クロスアポイントメント制度の活用により、

優秀な教授、准教授等の研究人材の流動化が図ら

れ、目的基礎研究が強化された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リサーチアシスタント制度の活用により、多くの

優秀な大学院生が産総研の研究拠点で実施されて

いる国の研究開発プロジェクトや民間企業との共

同研究プロジェクト等へ参画することが可能とな
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 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

て、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材からの応

募を見込めるよう、テニュ

アトラック型任期付研究員

とテニュア研究員のいずれ

かの採用区分に限定せず公

募を行う。また、テニュア

審査を厳格化するととも

に、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高

い研究能力を有すると判断

できる者については、テニ

ュア化までの任期の短縮及

び直ちにテニュア化する採

用を、引き続き積極的に適

用する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 30年度実績と同等

以上の人数の受け入れ・出

向の実施に努める。 

・研究者の育成において、

以下の取組を行う。 

1）基礎研修（e-ラーニング）

については、研究者倫理、

コンプライアンス、安全管

理など職員の職務遂行に必

要な基礎知識を e-ラーニ

ングで習得するにあたり、

英語版等による外国人研究

者への支援を含め、全職員

の受講を徹底させるととも

に、必要に応じて受講内容

等の見直しを図る。 

2)階層別研修については、

役職や年次に応じて、業務

上必要とされるスキルと、

知的能力・対人関係力等の

醸成を考慮したカリキュラ

ムにするとともに、グルー

プワーク等を積極的に取り

入れ、課題解決に主体的に

成 30 年度に引き続き活用し、令和元年度は、409

名の優れた大学院生が産総研の研究開発業務に従

事した。大学での学業を行うため産総研に長期滞

在することが困難な学生でも、学生の事情に応じ

て雇用可能となるよう、年間の雇用日数と月あた

りの勤務日数について、柔軟な設定を可能とする

運用を継続して実施した。その結果、制度活用が

促進され、リサーチアシスタントの採用実績が約

19%（採用総数平成 30年度比）増加した。 

●リサーチアシスタント採用実績 

 平成 30年度：（修士）243名、（博士）102名：

計 345名 

 令和元年度：（修士）269名、（博士）140名：

計 409名 

 

＜卓越研究員制度の活用及び修士卒研究員の採用

による優秀な若手研究人材の確保＞ 

 卓越研究員は、世界水準の研究力を有し、新た

な研究領域や技術分野等の開拓が期待できる研究

員として文部科学省の選考により決定された若手

研究者である。新たな研究分野に挑戦するような

若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる

環境の実現を目指すとともに、多様な研究機関に

おいて活躍し得る若手研究者の新たなキャリアパ

スを開拓するため、卓越研究員制度を平成 30年度

に引き続き活用し、令和元年度は 1 名の優れた若

手研究者を採用した。 

 また、従来に引き続き修士卒研究員の採用を実

施し、令和元年度は計量標準総合センター及び地

質調査総合センターにて 6名を採用した。 

 

＜研究職員公募選考採用におけるテニュア審査の

厳格化＞ 

 研究職員公募選考採用においては、テニュアト

ラック型任期付研究員（任期：原則 5 年（任期終

了前に、任期終了後に引き続き任期の定めのない

定年制の研究員となるための審査を受けることが

可能））とテニュア研究員（任期：定めなし）のい

ずれかの採用区分に限定せず公募を行い、極めて

高い研究業績等を有する者に関しては、積極的に

テニュア採用とする運用を継続して実施した。 

 テニュアトラック型任期付研究員採用内定者 48

り、産総研の研究開発力の強化及び大学院生の研究

人材としての育成が促された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 優秀な若手研究者を採用することで、産総研の研

究推進で活躍し、我が国の科学技術や学術研究、科

学技術イノベーションの将来を担う優れた研究リ

ーダーになることが期待できる。また、近年、人口

減少及び大学院博士課程への進学率の低下により

博士課程在籍者が減少し、若手研究人材の獲得競争

が激しくなる中、修士卒研究員の採用を行うこと

で、優秀な若手研究人材を確保することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究職員公募選考採用に、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材（学生、ポストドクター（ポスド

ク）、助教、教授、企業出身等）からの応募があっ

た。 

 優秀な若手研究者のテニュアトラック型の任期

短縮での採用を行うことで、優秀な若手研究者のよ

り一層の確保・活用に繋がり、目的基礎研究及び橋

渡し研究の更なる強化に寄与した。 
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 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

取り組む人材の育成を図

る。 

3）プロフェッショナル研修

については、知的財産や財

務、英語プレゼンテーショ

ン、海外派遣など、自己の

職務遂行能力の向上と、多

様なキャリアパスの選択に

資する研修を引き続き実施

する。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、受講生のニーズに合わ

せた講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生向けのイベントや人

的ネットワーク構築を継続

的に支援する。さらに、希

望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能

とし、将来的なイノベーシ

ョンスクールへの応募に繋

げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業の研修を実施し、

内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

名のうち、特に優れた研究業績等を示す 8名（16%）

については、任期を通常の 5 年から 3 年に短縮し

て採用を行うことで、早期のテニュア化を促進し

た。 

 

＜クロスアポイントメント制度の活用による組織

の枠組を超えた研究開発体制の構築＞ 

 令和元年度は、新規に 6 件のクロスアポイント

メント協定の締結を行い、大学法人及び民間企業

との間の受入者・出向者は総勢 67名の活用実績と

なった。 

●クロスアポイントメント制度の実績 

 受入：51名 18大学、1民間企業、1機関 

 出向：16名 6大学、2民間企業、3機関 

 合計：67名 

 

＜職員基礎研修（e-ラーニング）による研究者の

育成＞ 

 「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全

管理」等の職員の職務遂行に必要な基礎知識に関

する全 15講座の職員基礎研修（e-ラーニング）を

引き続き実施した。また、令和元年度は職員基礎

研修の新システム導入に伴い、各講座担当者に対

して説明会を開催し、協力体制をより強固にする

よう努めた。 

 また、職員に必要な基礎知識の理解をより一層

深めるため、令和元年度も受講終了後の理解度テ

ストに合格基準（正答率 80%）を設定し、理解度テ

ストに合格しない場合は、受講が完了しないこと

とした。さらに、e-ラーニング受講後においても

職員の基礎知識の確認が容易にできるよう、e-ラ

ーニング資料をイントラに公開し、理解定着に繋

げた。また、令和元年度は 4 講座の研修資料スラ

イドデザインを校正し、令和 2 年度の職員基礎研

修からは受講者にとって見やすい内容とすること

で、基礎知識の理解促進に努めた。 

 職員基礎研修の英語版導入はすでに進めてお

り、令和元年度は、新人研修期間に外国人の新人

職員が英語版職員基礎研修を受講するよう積極的

に促した。 

 受講の徹底を図るために、産総研全体への周知

及び受講未了者への催促を引き続き実施した。 

 

 

 

 

 

 研究者等が 2 つ以上の機関に雇用されつつ、一定

のエフォート管理のもとで、それぞれの機関におけ

る役割に応じて研究・開発又は教育に従事すること

が可能となるクロスアポイントメント制度の活用

促進により、人材流動性を高め、産総研の橋渡し機

能を強化するための研究開発体制の構築に寄与し

た。 

 

 

 

 

 e-ラーニングの受講徹底を着実に進めつつ、平成

30年度に引き続き、理解度テスト（合格基準：正答

率 80%以上）を設定することで、職員の職務遂行に

必要な基礎知識の習得と定着が促された。 
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強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・産総研「第 4 期中長期目

標期間におけるダイバーシ

ティの推進策」に基づいて

策定したアクションプラ

ン、特に「女性活躍推進法

行動計画」、「次世代育成支

援行動計画」の目標を達成

する。具体的には、研究開

発力強化や「橋渡し」機能

の充実を目指し、産業科学

技術の研究開発を通して豊

かな社会の実現に貢献する

という理念のもと、多様な

属性を持つ人材のポテンシ

ャルを生かして、個人の能

力を存分に発揮できる環境

を実現する。 

 

 

＜階層別研修による人材育成＞ 

 研究職員及び事務職員ともに役職ごとに求めら

れる専門スキルや知的能力、対人関係力といった

リーダーシップの向上を目的として、従前から行

ってきた階層別研修（全 16種類、総受講者数 652

名）にグループワークを導入するなど研修内容を

充実させ、主体的に取り組む人材の育成を行った。 

 令和元年度はリーダーシップ及びマネジメント

のスキルに加え、労務・安全管理、ハラスメント防

止、コンプライアンス等における基礎知識に関す

る講座等から構成される研究管理者研修を創設

し、その受講及び受講後の試験合格を研究グルー

プ長及びチーム長に就任するための条件とした。

事務職員においては、全階層の一部の者へ調査を

行った上で、階層別に求められるリーダーシップ

を定義し、リーダーシップを強化するためのカリ

キュラムを構築して実施した。 

 

＜プロフェッショナル研修による人材育成＞ 

 専門知識の習得はもとより、自己の職務遂行能

力の向上や、多様なキャリアパスの実現を支援し

た。具体的には、英語プレゼンテーション研修や

知的財産権研修（全 12回）などのプロフェッショ

ナル研修（全 11講座、総受講者数 779名）を実施

するとともに、見やすいデザインのルールを学び、

日常業務の資料作成やポスター作成に活かせるよ

うな内容を盛り込んだデザイン研修を実施した。 

 海外派遣に関しては、職員がグローバルコミュ

ニケーションやネットワーク、主体性を身に着け

人間力が向上できるよう、海外派遣研修を引き続

き実施し、令和元年度は経済協力開発機構（OECD）

へ研究職員 1名を派遣した。 

 若手の事務職員に対しては、自身の視点から産

総研について主体的に考える契機とするために産

総研の地域センターに約 1 か月間派遣する地域セ

ンター派遣研修を令和元年度より本格的に実施し

た。平成 30年度の試行派遣より 3名多い、計 8名

を派遣した。 

 また、主体性向上や視野の広がりといった人間

力向上を目的に、事務職員を民間企業に派遣する

民間企業派遣研修を令和元年度に創設し、2 社に

 

 階層別研修の着実な実施によって、それぞれの役

職に必要な専門スキルや人間力の醸成を行い、今後

のキャリア開発の意識付けに寄与した。事務職につ

いては、階層別にニーズ調査を行い、各階層に求め

られる資質やリーダーシップを定義したことによ

り、受講生の現状に即した研修を実施することがで

きた。また、研修中にグループワーク等を通じて受

講者同士の議論を充実させたことで、各階層が抱え

る課題や問題意識を共有・認識させることができ、

受講者が主体的に考える機会を設けることができ

た。 

 令和元年度に創設した研究管理者研修において

は、研究運営に必要な基礎スキルと基本知識を習得

させたことで、研究成果創出の要である管理者のパ

フォーマンス力向上に寄与した。 

 

 

 

 プロフェッショナル研修においては、専門技能の

習得に係る多彩な研修プログラムを用意すること

で、内部の人材育成強化に寄与した。また、海外派

遣や民間企業派遣研修に関しては、派遣者が企画立

案やマネジメントに関わる知見を有することで、後

に続く若手職員の手本となることが期待できる。 
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策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

対してそれぞれ 1名ずつ派遣した。 

 

＜イノベーションスクールにおける若手博士研究

者等の育成＞ 

 企業、大学、公的研究機関等の多様な分野で活

躍し、将来は日本のオープンイノベーションに貢

献できる人材の輩出を目的として、イノベーショ

ンスクールの博士研究者及び大学院生対象の 2 コ

ースにおいて、年度計画どおりの人材育成を達成

した。 

 具体的には、以下のとおりである。 

 令和元年度の「イノベーション人材育成コース」

においては、16名の博士研究者を受け入れて広い

視野を持ち自己の新たな可能性を見出すためのキ

ャリアデザイン講習や、イノベーティブな事業創

出に必要となる異分野連携力の養成を目的とした

プログラム等、社会で即戦力として活躍すること

を目指したイノベーションスクール独自の講義・

演習を実施した。また、自身が希望する企業の研

究現場において研究開発の実態やマネジメントに

ついて学ぶ長期企業研修や、産総研の最先端研究

に従事することで自身の研究力を研鑽する 1 年間

のプログラムを実施した。特に企業研修について

は、研修先とスクール生の持つ技術と研修テーマ

の調整を綿密に進めることで、すべてのスクール

生が希望する企業で数箇月に渡る長期研修を受け

ることができた。イノベーション人材育成コース

生のうち 3 名については、コミュニケーション、

プレゼンテーションを始めとする講義、演習の効

果もあり、プログラム修了前に就職することがで

きた。また、残り 13名については着実に全てのプ

ログラムを修了し、将来は民間企業をはじめとし

て、広く社会の重要な場で活躍する見込である。 

 「研究基礎力育成コース」においては、大学院生

28名を対象として、研究者として自立するために

必要な研究力、人間力、連携力の 3 つの力を養成

するための講義、演習と産総研での研究開発から

なる半年間のプログラムを実施した。また、スク

ール生以外にも一部の講義の聴講を希望する 4 名

の大学院生を受け入れる等、若手研究者の人材育

成を着実に実施した。 

 理事長講義では、スクール生全員がプログラム

 

 

 博士研究者は、全員が希望する企業で研修を実施

した。研修前の講義、演習で専門分野以外にも視野

と関心を広げ、自身の新たな可能性について熟考し

て希望研修先を決定させることで、企業研修での経

験がスクール生のキャリア形成に高い効果を与え

ることができた。研修先企業からのスクール生の評

価も高く、複数の企業が採用を希望するなど、研修

制度を通して企業側にも博士人材の有用性や活用

法を伝えることができた。大学院生も、研究に従事

する上で必要となる知識を実践的に学んだ。このよ

うに、社会ニーズに対応し、多様な場で活躍する若

手研究人材の育成に貢献した。 

 さらに、修了生が加入し、自主的に運営する桜翔

クラブにおいても活動が行われている。平成 30 年

度の初回開催に続き、令和元年 8月には研究基礎力

育成コースの修了生を中心に自ら「第 2回イノベー

ションサマースクール」を企画・開催するなど、修

了生間での交流や互いの意識を高めあう機会が設

けられた。これらの修了生による自主的な活動は、

互いの成長を確かめあうとともに、更なる自己研鑽

のきっかけとなっており、将来の日本の技術経営力

の強化につながる人材を育成するという趣旨に沿

った成果でもある。また、分野を超えた人的ネット

ワークが共同研究にも展開されるなど、産総研を中

心とした連携にもつながっており、将来新たなイノ

ベーション創出に貢献することが強く期待される。 
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も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

の全期間をとおしてグループワークに参加し、「経

済発展」と「社会的課題の解決」を両立するための

研究課題とアクションプランを立案することによ

り、将来リーダーシップをとる上で必要となる長

期的かつ俯瞰的な視野に立った研究構想力を養成

した。 

 また、イノベーションスクールの修了生が人的

ネットワークの構築や参加者の相互刺激を目的と

して令和元年 8月に 13名が参加し自主的に開催し

たサマースクールの運営を支援した。 

 

＜マーケティング機能の強化に向けた人材育成＞ 

 相互の連携関係を深める上で有益な研究テーマ

での他機関を含めた連携を目指したマーケティン

グ活動の活性化に向け、ドイツ航空宇宙センター

（DLR）へ令和元年 9月より事務職員 1名を派遣し

た。 

 

＜橋渡し機能の強化に繋がる多様な外部人材の登

用＞ 

 民間企業に雇用される者であって、当該企業へ

の復帰を前提として産総研に在籍出向し、産総研

が特に必要と認める研究課題を推進する人材を受

け入れる特定集中研究専門員制度の活用により、

令和元年度は民間企業から新規に 82 名を受け入

れ、46の企業から、年度累積合計 175名を受け入

れた。また、マーケティング業務を推進する人材

（上席イノベーションコーディネータ等）として、

令和元年度は、民間企業等から新たに 7 名を受け

入れた。 

 

＜定年後の職員の内部登用等の実施＞ 

 定年後の職員のうち、優れた研究能力、マーケ

ティング能力又はマネジメント能力等を有する者

を引き続き研究現場等に配属したほか、能力等に

応じて 11 名を上席イノベーションコーディネー

タ、イノベーションコーディネータ、事業所長、研

究センター長、領域長補佐等として内部登用した。 

 定年後の職員の内部登用のほか、今後の自己キ

ャリアの可能性に関する意識を高めることを目的

としたセカンドキャリア研修を実施するととも

に、産総研職員が外部に新たな活躍の場を発見す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外の研究機関において技術マーケティングや

研究連携等の業務に直接的に携わることを通じ、事

務職員のマーケティング能力に磨きをかける機会

が拡大され、産総研の橋渡し人材の育成が推進され

た。 

 

 

 特定の研究課題に従事する者を特定集中研究専

門員として受け入れることにより、産総研の指揮命

令が及ぶ研究開発体制を構築することによって、橋

渡し機能の強化に繋がった。また、マーケティング

業務を推進する人材を民間企業等から受け入れる

ことにより、新たな共同研究契約等の締結に繋げる

など、外部研究資金の獲得に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 定年後の職員の能力等に応じた適切な内部登用

により、研究ユニットの運営・管理、橋渡し研究の

推進、研究所の適切な統括管理等の業務の推進がも

たらされるとともに、On The Job Training（OJT）

等を通じた現役職員の育成に効果があった。 

 職員の高年齢化が起きている状況下において、セ

カンドキャリア研修は職員自身の最適なキャリア

意識の醸成に寄与するとともに、今後、本取組を継

続することにより再就職を促進し、人材の流動化に

繋がると期待される。 
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るための再就職支援策に取り組んだ。具体的には、

再就職希望で長年勤務した応募者のうち一定条件

を満たした者を認定し、認定者に対して再就職先

のマッチングを行う再就職支援事業を平成 30 年

度に創設した。令和元年度においては、セカンド

キャリア研修に 15名が参加、あわせて導入した早

期退職募集制度への応募者が 8 名あり、当該 8 名

を再就職支援者として認定した。 

 

＜「女性活躍推進法行動計画」に基づく取組＞ 

●女性研究者の採用拡大に向けた取組 

 産総研では、女性活躍推進法に基づく一般事業

主行動計画（平成 28 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月

31日）において、「研究職における計画期間累積

採用者の女性比率を 18%以上にする」を目標として

掲げている。この目標の実現に向けて多方面で女

性研究者の採用拡大に向けた取組を行い、研究職

における計画期間累積採用者の女性比率は 18.8%

となった。 

 具体的な取組は、以下のとおりである。 

・多様で優秀な人材に産総研を知ってもらうた

め、女性の大学院生・ポスドクを対象に、産総研女

性研究職員との懇談会及びラボ見学等を実施し

た。 

・学術研究機関における人材を効果的に確保する

ため、学会が主催する産学官 R&D 企画紹介イベン

ト（応用物理学会：令和元年 9 月、日本化学会：

令和元年 10月、高分子学会：令和元年 11 月）や、

大学における博士課程院生・ポスドクを対象とし

た企業等紹介イベント（筑波大学：令和元年 9月、

奈良先端科学技術大学院大学・奈良女子大学：令

和元年 12月）に出展した。 

・つくばセンター一般公開（令和元年 7月 20日）

においては、「女性研究者との懇談会・見学ツア

ー」を主催したほか、理工系分野に興味・関心をも

つ女子中高生向けの情報発信を行う理工チャレン

ジ（内閣府主催）関連のイベントにも積極的に参

加し、女子中高生やその保護者に情報発信するこ

とで、将来的な人材確保につながる活動にも努め

た。これらのイベント出展で、延べ 327 名の学生

等と交流した。 

●女性職員の活躍支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性研究者の採用拡大に向けた取組については、

産総研内イベント、学会・大学主催の外部イベント

にも積極的に出展を行い、研究職を目指す女性の大

学院生・ポスドク等に対して産総研の活動を紹介す

ることにより、研究職公募における応募者の女性比

率が増加した。これにより計画期間中の研究職にお

ける計画期間累積採用者の女性比率は 18.8%とな

り、第 4期中長期目標期間における数値目標の達成

に貢献した。また、女子学生が理工系分野に興味・

関心を持ち、将来の自分をしっかりイメージして進

路選択することを応援するイベントへ参加したほ

か、中学・高校から産総研の女性研究者のキャリア

についての講演依頼が寄せられるなど、産総研の女

子学生に向けた活動が、将来の女性理系人材育成の

一助となることが期待される。 

 女性職員の活躍支援については、産総研内におい

て女性若手・中堅職員を対象にした研修を実施し、

女性職員のキャリア形成を支援する取組を行った。

また、産総研の女性管理職候補として産総研内各部

署に推薦者を募り、外部機関の研修への派遣を行っ

た。この募集を通じて、女性管理職候補者を育成す

るという意識の醸成に寄与した。 
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・産総研では、女性活躍推進法に基づく一般事業

主行動計画（平成 28 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月

31日）において、「管理職に占める女性比率を 5%

以上とし、次世代の女性管理職を育成する」を目

標として掲げている。この目標の実現に向けて女

性職員の活躍に資する取組を行い、管理職に占め

る女性比率は、6.1%となった。 

・管理職候補となり得る人材育成を行うため、女

性の若手・中堅職員を対象にした「女性エンカレ

ッジ研修」を開催した（令和元年 10 月、参加 19

名）。さらに、日本アイ・ビー・エム株式会社（以

下、「日本 IBM」）が実施した「企業横断リーダー

シップ研修」への女性管理職候補 5 名（研究職員

4名、事務職員 1名）の派遣を行った。 

・文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシ

アティブ（牽引型）事業の一環として、筑波大学、

日本 IBM との共催で、女性研究者をエンカレッジ

するための異分野交流として、各自の活動におけ

るダイバーシティ推進に関する発表会を実施し（2

回：令和元年 7月・9月、参加者のべ約 50名）、

優秀発表者として、仕事と個人生活の充実に意欲

的に取り組む女性研究者・技術者を讃える「TIDE 

Women Award」を各会 1名ずつに贈呈した。 

 

＜「次世代育成支援行動計画」に基づく取組＞ 

●研究補助員の雇用支援事業の実施 

 産総研では、次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画（平成 29年 4月 1日～令和

2年 3月 31日）において、「産休・育休を取得し

た職員がスムーズに職場復帰できるように支援環

境を整える」を目標として掲げている。支援環境

整備の一環として、育児・介護等で時間制約があ

る研究職員への研究補助員雇用支援の制度化を実

現した。 

 具体的には、働きやすい職場環境の整備の一環

として、育児・介護等で時間制約がある研究職員

の研究活動の障壁を解消・低減するため、平成 29

年度及び平成 30年度に、育児で時間制約がある研

究職員への研究補助員の雇用支援制度を試行的に

実施した。これにより、当該制度の有効性が認め

られたため、令和元年度には内部予算により事業

を実施し、その制度化（育児で時間制約がある研

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究補助員の雇用支援事業の制度化により支援

を継続実施し、研究活動におけるライフイベント

（人生での出来事）を計画的に捉えることが可能と

なった。これにより、育児休業等取得者の復帰時期

の選択肢が広がり、キャリアロス（昇進・昇格等の

機会損失）が低減されるなど、当該研究職員の研究

活動環境の整備にもつながった。また、介護で時間

制約がある研究職員への試行的支援により、育児支

援との相違点を確認し、研究活動に真に有効となる

支援内容の更なる検討を進めることができた。 

 ランチ会や個別面談といった取組を通じ、出産・

育児や介護に関する制度紹介や情報発信すること

により、当該制度の利用者のみならず、上司・同僚

にも、ライフイベントと仕事との両立に対して理解

が深まった。このことは、「ダイバーシティの推進

に関するアンケート」において、「あなたの職場は、

仕事と個人の生活の両立に理解があり、配慮があ

る」との問いに対し、「あてはまる」「ややあては
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究職員への研究補助員雇用支援制度）を実現した。

なお、令和元年度は、試行的に介護で時間制約が

ある研究職員への支援を加え、2 回の公募により

13名（育児：11名、介護：2名）の案件を採択し

た。 

●育児支援に関する制度の情報発信及び情報交換

の実施 

 産総研では、次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画（平成 29年 4月 1日～令和

2年 3月 31日）において、「男性職員も育児休業

等の制度を利用しやすい職場環境を目指し、育児

参加に関する情報提供や所内周知を行う」を目標

として掲げている。この活動として、出産前の情

報共有や男性育児、育児休業からの復帰支援に資

するものとして、ランチ会の開催（5 回：延べ 51

名参加）や個別面談（19名）を実施し、育児支援

に関する制度の情報発信及び情報交換を行った。

さらに、介護に関するランチ会の開催や臨海副都

心センターで実施された東京都主催の介護研修事

業の機会を活用して産総研内の介護支援に関する

制度説明を行った（ランチ会 2 回、介護研修事業

時の制度説明 1回：延べ 33名参加）。 

 

＜第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ

の推進策のアクションプランに基づく取組＞ 

●外国人研究者の活躍支援のための取組 

 外国人研究者支援については、外国人研究者か

らの要望を受け、外国人研究者の産総研における

キャリアパスや、ライフイベントと研究の両立に

関するセミナーを実施した。 

●ダイバーシティを推進する体制の整備及び他の

研究教育機関等との連携 

 全国 20 の研究教育機関をメンバーとするダイ

バーシティ・サポート・オフィス（DSO）において、

令和元年 9 月まで産総研理事が会長として、その

後も幹事機関として中心的役割を担い、DSO参加機

関におけるダイバーシティを推進した。 

 また、「ダイバーシティの推進策」において「産

総研が地域などの広い社会でのダイバーシティ推

進に寄与する」としていることから、NPO法人「認

知症の人と家族の会」からの要請を受け、産総研

で開発された神経学的セラピー用アザラシ型ロボ

まる」と回答した者が 75.1%に達したということに

も効果が表れた。また、男性職員の育児休暇や育児

休業取得者も増加した（男性育児休業取得者：平成

30年度 9名、令和元年度 12名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外国人研究者の活躍支援のための取組について

は、セミナーの実施により、外国人研究者が研究活

動を行う上でのキャリアイベントとの両立、研究マ

ネジメントを担う等のキャリア形成の指針、ライフ

イベントを抱えながらの研究活動実施例などにつ

いて意見交換の場を提供することができ、また研究

者同士のコミュニティ形成に貢献した。 

 他の研究教育機関等との連携については、研究教

育機関に共通する課題について議論の場を設ける

ほか、産総研の取組を紹介するなど、他の研究教育

機関等との連携について牽引的な役割を果たし、各

機関において、課題解決に向けて貢献した。さらに、

最先端の開発技術の成果にふれる機会のない一般

の方々に、産総研で開発された医療ロボット技術を

研究者と共に紹介することにより、社会における産

総研の一層のプレゼンス向上に貢献した。 

 ダイバーシティの推進に関するアンケートを実

施し、職員等の女性管理職登用に関する意識や、ワ

ーク・ライフ・バランス制度の理解や満足度につい
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ット「パロ」を、研究者と協力して当該全国大会に

出展展示した。 

 女性活躍推進法及び次世代育成支援推進対策法

に基づく一般事業主行動計画が令和 2年 3月 31日

で終了することに伴い、次期行動計画を策定する

ために、状況把握と課題分析の一環として、「ダイ

バーシティの推進に関するアンケート」を実施し

た（実施期間：令和元年 9月 27日～10月 25日）。

職員及び契約職員のうち 2,495名（38.4%）から回

答を得た。 

 

て現状把握をすることができ、第 5期中長期目標期

間におけるダイバーシティ推進策の検討に寄与し

た。 

 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、①人材の流動化について

は、クロスアポイントメント制度及びリサーチアシ

スタント制度等の活用により、研究人材の拡充と橋

渡し機能の強化に寄与（クロスアポイントメント制

度による受入実績は平成 30 年度 50 名から令和元

年度 51 名に増加、リサーチアシスタントの採用実

績は平成 30 年度 345 名から令和元年度 409 名に増

加）したこと、②イノベーションスクールについて

は、日本のオープンイノベーションを担う若手研究

人材を多数輩出し、修了生の高い就職率を実現した

こと、同窓会組織の支援により産総研をハブとする

人的ネットワークを拡充し、新たな連携の創出に貢

献したこと、③ダイバーシティ推進については、女

子学生等を対象としたイベント等の開催により研

究職採用公募の女性応募者数の増加に寄与し、研究

職における計画期間累積採用者の女性比率は

18.8%となり、第 4 期中長期目標期間における数値

目標の達成に貢献したこと、女性職員のキャリア形

成を支援する取組を展開し、管理職に占める女性比

率は 6.1%となり、第 4 期中長期目標期間における

数値目標の達成に貢献したこと等、所期の目標を上

回る顕著な成果をあげていることから、A評定とし

た。なお、研究関連業務評価委員会においても、評

価委員より、研究人材の拡充が行われ橋渡し機能を

強化する研究開発体制の構築に寄与したことが評

価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 イノベーションスクールでは、高い意欲を持つ人

材を確保するために社会や受講生のニーズに合っ

た講義・演習をさらに充実させていくことが課題で

ある。このため、企業、大学、学会への周知・広報

活動を実施するとともに、データサイエンスに関す

る講義・演習を導入する。具体的には、IoT が普及

する社会の中で、蓄積したビッグデータを解析し、

新たな産業を創出するために活用できる人材が産

業界において広く求められている一方で、その技術
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を有する人材が不足していることから、将来の社会

ニーズに対応しうる人材となるために必要なデー

タサイエンスの基盤となる統計解析技術やプログ

ラミング技術に関する講習を実施する。 

 ダイバーシティ推進については、女性研究者の更

なる採用拡大に向けた取組が課題である。このた

め、女子学生の研究職採用試験への応募数増加に向

けて、女子学生に対して研究職採用試験や各種イベ

ント等に関する情報が効果的に行き届くような情

報配信方法を検討するなど、女性研究者の採用拡大

に向けた広報活動の充実を図る。また、女性職員の

活躍を推進する取組として、引き続き、キャリア形

成支援研修や研究補助員の雇用支援事業等を実施

する。さらに、外国人研究者がより研究活動がしや

すくなるよう、外国人研究者への情報提供を拡充す

る。具体的には、引き続き外国人研究者向けに英語

による各種制度等に関するセミナーの開催やイン

トラ等での情報発信を積極的に実施し、外国人研究

者が研究活動を円滑に進める上での有益かつ必要

な情報を適時適切に提供する。 

 

 

（２）組織の見

直し 

 上記に掲げ

る事項を実現

するため、本部

組織と各研究

領域等との役

割・責任関係の

あり方も含め、

現在の組織・制

度をゼロベー

スで見直し、目

的基礎研究か

ら実用化まで

の「橋渡し」を

円滑かつ切れ

目無く実施す

るため、研究領

域を中心とし

た最適な研究

組織を構築す

（２）組織の見

直し 

 上記に掲げ

る事項を実現

するため、本部

組織と各領域

等との役割・責

任関係のあり

方も含め、現在

の組織・制度を

ゼロベースで

見直し、目的基

礎研究から実

用化までの「橋

渡し」を円滑か

つ切れ目無く

実施する。具体

的には、研究組

織をⅠ．の冒頭

に示した７領

域に再編した

・更なる業務の適正化及び

効率化を目指し、継続的に

組織・制度の見直しを実施

する。研究推進組織は産業

界の動向や民間企業、社会

ニーズへ対応するため、柔

軟な見直しを実施する。 

・新規パートナー企業の開

拓により連携研究室（冠ラ

ボ）の設置件数を着実に増

加し、効率的かつ強力な研

究開発を推進することで

「橋渡し」を加速する。 

・さらに、革新的基礎研究

力を有する大学等から生ま

れた優れた技術シーズや優

秀な研究人材を活用し、産

総研における「橋渡し」機

能の強化を加速させるた

め、大学等外部機関の構内

に連携研究を行うための研

✓研究推進組織

は、産業界の動向

や民間企業、社会

ニーズへ対応する

ため、柔軟な見直

しを実施している

か。 

✔パートナー企業

の開拓により、冠

ラボの設置件数を

増加するなど、効

率的かつ強力な研

究開発を推進する

ことで「橋渡し」を

加速したか。 

✓オープンイノベ

ーションラボラト

リ（OIL）の整備を

行ったか。 

✓本部組織等につ

いて、産総研全体

 令和元年においては、7 月 1 日付で産総研デザ

インスクールの事務局を担う「デザインスクール

事業室」を柏センターに設置し、8月 1日付で社会

的課題解決を実践できる人材の育成を目指したデ

ザインスクールを開校した。 

 

 

 

 令和元年 6 月に株式会社ジェイテクトとのスマ

ートファクトリー連携研究ラボ、及び株式会社バ

ルカーとの先端機能材料開発連携研究ラボを、10

月には DIC 株式会社とのサステナビリティマテリ

アル連携研究ラボを設置した。また令和 2 年 3 月

に、日立造船株式会社と循環型クリーンエネルギ

ー創出連携研究室を新たに設置し、冠ラボ設置数

は、平成 30年度から 4つ増となり、順調に拡大し

ている。さらに、令和 2 年 4 月 1 日付でコマツと

の間で Human Augmentation連携研究室を設置でき

る運びとなった。令和元年 8 月から 9 月にかけて

は、当時設立済の全ての冠ラボを対象に、冠ラボ

相手企業を訪問する形で相手企業の満足度調査を

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：デザインスクール事業室を設置し、デザイン

スクールを開校することで、社会イノベーションの

実践に関する研究活動や協同プロジェクト活動を

推進できる人材を、産総研所内及び所外から育成し

ている。 

 

 冠ラボの新規設置が継続的に行われた結果、冠ラ

ボからの資金獲得額も 15.2 億円となり、民間資金

獲得額目標に大きく貢献した。冠ラボ参画企業への

満足度調査により、冠ラボ契約の更新につながった

事例もあり、こうしたきめ細かい対応が更なる民間

資金の獲得にも重要な役割を果たしたと考える。ま

た、テクノブリッジフェア in つくばにおいて冠ラ

ボ特別企画を行うことにより、企業に冠ラボの具体

例及びメリットが周知され、冠ラボ設立に向けた新

たな企業連携の協議に繋がった。こうした更なる連

携作りの取り組みにより、来年度以降も新たな冠ラ

ボの設置が期待される。 
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る。 

 「橋渡し」機

能を強化する

には、中核とな

る研究者を中

心に、チームと

して取り組む

体制づくりも

重要であり、支

援体制の拡充

を図るととも

に的確なマネ

ジメントが発

揮できる環境

を整備するも

のとする。 

 また、産学官

連携や知財管

理等に係るイ

ノベーション

推進本部等の

本部組織につ

いても、研究領

域との適切な

分担をし、産総

研全体として

「橋渡し」機能

の強化に適し

た体制に見直

すこととする。

「橋渡し」の一

環で実施する

産学官連携等

については、産

業界のニーズ

把握と大学等

の有する技術

シーズの分析

を行い、それら

のマッチング

により課題解

決方策の検討

うえで各領域

を統括する領

域長には「１．

『橋渡し』機能

の強化」を踏ま

えた目標を課

すとともに、人

事、予算、研究

テーマの設定

等に関わる責

任と権限を与

えることで領

域長が主導す

る研究実施体

制とする。領域

内には領域長

の指揮の下で

研究方針、民間

企業連携など

運営全般に係

る戦略を策定

する組織を設

ける。戦略策定

に必要なマー

ケティング情

報を効果的か

つ効率的に収

集・活用するた

め、この組織内

にイノベーシ

ョンコーディ

ネータを配置

し、研究ユニッ

トの研究職員

と協力して当

該領域が関係

する国内外の

技術動向、産業

界の動向、民間

企業ニーズ等

の把握を行う。

領域の下に研

究組織「オープンイノベー

ションラボラトリ（OIL）」

の整備を進め、平成 31 年度

内に 2件の新設を目指す。 

・産総研全体として「橋渡

し」機能の強化を図る体制

を維持する観点から本部組

織等について、必要に応じ

て柔軟に見直す。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

・理事長戦略予算を本部組

織等の決定に基づき、領域

に一定程度配分し、機動的

に融合領域の研究開発等を

推進する。 

 

として「橋渡し」機

能の強化を図る体

制になっているか 

✓産学官連携等に

ついて、内部人材

の育成と外部人材

の積極的な登用を

行い、専門性に基

づいた人材の強化

を行ったか。 

✔戦略予算を領域

へ配分したか。 

 

行い、冠ラボの状況のフォローアップを実施した。

このほか、冠ラボの紹介と、新規パートナー企業

の開拓をめざして、令和元年 10月にはテクノブリ

ッジフェア in つくばにおいて冠ラボ特別企画と

して講演・パネルディスカッションを行った。 

 

 令和元年 9月 1日付けで産総研・東大 AIチップ

デザイン OIL を、令和元年 11 月 15 日付けで産総

研・筑波大食薬資源工学 OIL を設置した。前者は、

集積回路設計・検証・評価に関する基礎研究力と

開発環境を持つ東京大学との連携研究を推進する

拠点であり、後者は、食薬資源研究や臨床研究に

関する高いポテンシャルを持つ筑波大学との連携

研究を推進する拠点である。令和元年度設立の 2

件の OIL を除く 8 件の OIL については、各領域の

研究戦略部長から成る所内評価委員による書類評

価を実施し、中間成果報告会（令和元年 12 月 20

日開催）では、理事長以下、研究所幹部から助言を

受けた。 

 

 令和元年 5 月 1 日付で、「業務推進支援部」を

「総務企画部」に名称を変更するとともに、同部

を総務本部の総括部署として明確に位置づけ、研

究所の運営基盤に係る業務の企画立案並びに総合

調整を新たな所掌業務として加えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イノベーションコーディネータ（IC）の毎月の

活動報告や新任の ICの活動内容の確認と、イノベ

ーション推進本部長等への情報共有を行う月次の

報告会等を通して IC の定常的な活動内容を確認

する仕組みを設けた。 

 化学企業でマーケティング部責任者としてキャ

リアを積んだ人材を ICとして採用し、産総研技術

 

 

 

 

 

 

 年度目標である 2件の OIL新設により、第 4期中

長期計画の目標である合計 10 件の研究拠点設置を

達成した。所内で組織した評価委員会による書類評

価結果、評価コメント、助言などについては、各 OIL

にフィードバックすることで、今後の OIL運営の改

善に生かす予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産学官連携活動の拡大に伴い、総務本部が担う人

事、経理、調達、法務等の組織運営を支える基盤と

なる業務の重要性及び量が増大している。総務企画

部が、研究所の運営基盤に係る業務の企画及び立案

並びに総合調整を所掌することで、各業務が産総研

全体で適切に運用されているかを適時モニタリン

グする仕組みを構築することができ、業務の有効

性・効率性の向上とリスクの低減等を実現すること

ができた。 

 また、「総務企画部」を総括部署として明確に位

置付けることで、総務本部内及び他本部等との各種

の調整業務が円滑に実施できるようになり、同本部

の業務と密接不可分な関係にあるコンプライアン

ス推進本部、監査室との連携が一層強化された。 

 

 外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修

によって IC など「橋渡し」にかかわる専門人材が

強化された。すなわち、企業から提示された技術課

題に対する産総研シーズのマッチングのみならず、

事業化までを視野に企業とともに新たな連携テー

マを構築することができるようになり、これまで連

携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への
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と研究推進組

織に対して、研

究計画の設計

まで関与でき

る専門人材を

強化するもの

とする。 

 

究開発を実施

する研究ユニ

ットとして研

究部門及び研

究センターを

配置する。この

うち研究セン

ターは「橋渡

し」研究後期推

進の主軸とな

り得る研究ユ

ニットとして

位置づけを明

確にし、研究セ

ンター長を中

核として強力

なリーダシッ

プと的確なマ

ネジメントの

下で研究ユニ

ットや領域を

超えて必要な

人材を結集し、

チームとして

「橋渡し」研究

に取り組める

制度を整備す

る。また、研究

センターにお

いては、「橋渡

し」研究に加

え、将来の「橋

渡し」につなが

るポテンシャ

ルを有するも

のについては、

目的基礎研究

も実施する。 

 また、産学官

連携や知財管

理等に係るイ

ノベーション

シーズのマーケティング機能の強化を図った。さ

らに、連携主幹、連携の企画にかかわる職員に対

しては、日々の業務で ICの企業交渉に同席させる

など OJT を実施した。また、従来 OJT が中心であ

った連携人材の育成において、外部講師を活用し

た連携人材育成研修（16回）を開催し、外部講師

による知見・経験の教授を通して連携人材の育成

を進めた。 

 

 産総研として戦略的に推進すべきではあるもの

の、領域予算ではカバーできない研究開発を支援

するため、民間資金獲得額強化、領域連携促進、研

究拠点強化、調査などの課題に対する理事長戦略

予算（戦略予算）として、領域、地域センター、本

部組織から提案された計 48 件の戦略課題へ重点

的に 16億円を配分した。 

 

連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携

につなげることができた。具体的には、イノベーシ

ョン推進本部と各領域に所属の IC が協力し、新た

に非鉄金属メーカーや鉄道事業会社との間で所の

研究分野の壁を越えて組織連携の構築に向けた新

たな場を形成することができた。 

 

 

 

 戦略予算の配分によって民間資金獲得に向け取

組強化が推進されたことで、令和元年度の実施課題

により得られる民間資金獲得額は 16 億円となっ

た。また、戦略予算によって領域連携が推進された

結果、1つの課題から Nature Communicationsを含

む高インパクトファクターの論文を複数発表する

などの成果が得られている。 

 

 以上を総括し、デザインスクール事業室を設置

し、デザインスクールを開校することで、社会イノ

ベーションの実践に関する研究活動や協同プロジ

ェクト活動を推進できる人材の育成を開始したこ

と、総務企画部が研究所の運営基盤に係る業務の企

画及び立案並びに総合調整を所掌することで、各業

務が産総研全体で適切に運用されているか適時モ

ニタリングする仕組みを構築することができたこ

と、戦略予算の配分によって民間資金獲得に向け取

組強化が推進されたこと、冠ラボの新規設置を継続

的に行い、平成 30 年度実績数の 3 件を超える 4 件

の新規設置を果たしたことなど顕著な成果をあげ

たことから、A評定とした。 

 なお、評価委員会においても冠ラボの新規設置が

続き、民間資金獲得にも着実に繋がっている点が評

価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 研究成果の橋渡し機能を強化するために、引き続

き、柔軟に組織再編・創設を行ない、効率的・効果

的な事業運営をめざす。 
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推進本部等の

本部組織につ

いても、領域と

の適切な分担

をし、産総研全

体として「橋渡

し」機能の強化

に適した体制

に見直す。「橋

渡し」の一環で

実施する産学

官連携等につ

いては、産業界

のニーズ把握

と大学等の有

する技術シー

ズの分析を行

い、それらのマ

ッチングによ

り課題解決方

策の検討と研

究推進組織に

対して、研究計

画の設計まで

関与できる専

門人材を強化

するため、内部

人材を育成す

るとともに、外

部人材を積極

的に登用する。 

 さらに、機動

的に融合領域

の研究開発を

推進するため

の予算を本部

組織が領域に

一定程度配分

できるように

するとともに、

研究立案を行

うために必要
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に応じて本部

組織にタスク

フォースを設

置できるよう

にする。 

 

 

（３）特定法人

として特に体

制整備等を進

めるべき事項 

①法人の長の

マネジメント

の裁量の確保・

尊重 

 法人の長が

国内外の諸情

勢を踏まえて

法人全体の見

地から迅速か

つ柔軟に運営・

管理すること

が可能な体制

を確保するも

のとする。 

 

（３）特定法人

として特に体

制整備等を進

めるべき事項 

①理事長のマ

ネジメントの

裁量の確保・尊

重 

 理事長が国

内外の諸情勢

を踏まえて産

総研全体の見

地から迅速か

つ柔軟に運営・

管理すること

が可能な体制

を確保する。 

 

＜理事長のマネジメントの

裁量の確保・尊重＞ 

・各界の有識者である外部

委員で構成される経営戦略

会議を開催し、会議で出さ

れた研究所の進むべき方向

についての提言を、理事長

による組織運営マネジメン

トに反映する。 

・理事長戦略予算の位置づ

けを明確化し、当該予算で

実施する課題は、各領域、

地域センターおよび本部事

業組織の提案の中から、理

事長、副理事長、企画本部

長、イノ推本部長の合議で

決定する。 

 

✓経営戦略会議で

出された提言を理

事長による組織運

営マネジメントに

反映したか。 

✓理事長戦略予算

の選定は各領域か

らの提案及び理事

長等からのトップ

ダウンの提案の中

から選定したか。 

 

 令和元年度も平成 30年度に引き続き、外部有識

者で構成される経営戦略会議を開催した。第 1 回

（令和元年 8 月 1 日）は柏センターにて開催し、

「科学技術・イノベーション政策の動向の報告」

「若手研究者による研究活動紹介」及び「最近の

取組について（産総研における Society 5.0への

取組、産総研の広報活動）」について議論を行っ

た。併せて柏センターの研究活動視察に対応した。

委員からは Society 5.0への取組および広報活動

に関する提言があった。また第 2 回（令和 2 年 2

月 6 日）は、東京本部にて開催し「第 4 期中長期

計画の取組」、「第 5 期中長期計画の検討状況」

について議論を行った。 

 

 理事長裁量の予算において、戦略予算に 17 億

円、理研－産総研チャレンジ研究に 1 億円、エッ

ジ・ランナーズに 1.2億円を配分した。 

 戦略予算は、産総研として戦略的に推進すべき

ではあるものの領域予算ではカバーできない研究

開発を支援するため、民間資金獲得額強化、領域

連携促進、地域センター機能強化、調査など、計 48

件の課題に配分した。 

 理化学研究所（理研）との「理研－産総研チャレ

ンジ研究」においては、平成 29年 7月のステージ

ゲート審査にて採択された本格研究課題（2 件）、

平成 30年 7月のステージゲート審査にて採択され

た准本格研究課題（3件）と平成 31年 1月より進

行中の FS研究課題（6件）のうち、ステージゲー

ト審査を辞退した准本格研究課題 1 件を除き、令

和元年 7 月に書類審査を実施した。さらに書類審

査を通過した課題（6件）について、令和元年 8月

に産総研、理研の理事長、理事などから構成され

る面接審査員参加の下、面接審査会を開催した。

その結果、1件を継続本格研究課題、1件を新規本

格研究課題、1件を継続准本格研究課題、2件を新

規准本格研究課題として採択した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：外部有識者からの助言を研究所の運営に生か

すことができた。今年度は、「産業界にも見える情

報発信をお願いしたい」との要望に基づき、技術展

示会や意見交換会などのイベントを企画、技術シー

ズ集やパンフレット類の配布など、企業連携に向け

た活動を強化することができた。 

 

 

 

 

 

 

 「理研－産総研チャレンジ研究」では、若手・中

堅研究者が中心となり、両機関が連携して初めて達

成可能となる世界初／世界一の研究開発を実施し

ている。グローバルリーダーとなる両機関の若手人

材のネットワークを形成することによって、科学・

産業技術イノベーションを強力に推進する人材育

成効果が期待できる。 

 また、理研－産総研チャレンジ研究で得られた成

果で、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、

戦略的創造研究推進事業（CREST）、光・量子飛躍

フラッグシッププログラム（Q-LEAP）、NEDOの先導

研究などが採択され、大型国家プロジェクトにつな

がる外部資金獲得という目に見える効果も出てい

る。 

 戦略予算の配分によって民間資金獲得額強化が

推進されたことで、令和元年度の実施課題により得

られる民間資金獲得額は 16 億円を達成している。

また、戦略予算によって領域連携が推進された結

果、1つの課題から Nature Communications を含む

高インパクトファクターの論文を複数発表するな

どの成果が得られている。 
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 また、令和元年 12月に、理研－産総研の精鋭若

手・中堅研究者による「第 4回 21世紀イノベーシ

ョンリーダーワークショップ」（参加者数：42名

［産総研：25名、理研：17名］、開催場所：理化

学研究所 神戸地区 融合連携イノベーション推進

棟）を開催し、2050年の社会課題解決に向けた研

究課題や社会構造のシフトチェンジを起こしうる

革新的な技術開発に繋がる研究課題について議論

した。令和 2 年 1 月には、新たな研究課題につい

て募集・審査を行い、FS研究課題として 5件採択

した。 

 産総研エッジ・ランナーズ制度は、「世界を揺る

がす特筆すべき成果」の輩出を目指し、「10年後

も産総研の技術シーズが我が国のイノベーション

を牽引する」ということを現実のものとするため、

独創的な発想に基づき、革新的な技術シーズや新

たな研究分野の創出に挑戦する若手に対して大胆

な支援を行う事業である。令和元年度は、若手の

チャレンジ精神の醸成と技術シーズの創出をさら

に促すため、採択者数及び予算規模がそれぞれ平

成 30 年度の 2 倍の最大 20 人及び 2 億円となるよ

う制度の拡充を行った。その結果、新規 5 課題及

び継続 8課題の計 13課題について支援することと

なった。 

 

 

②世界最高水

準の研究開発

等を実施する

ための体制の

強化 

○国際的に卓

越した能力を

有する人材を

確保・育成する

ための体制 

 優れた若手、

女性、外国人研

究者を積極的

に登用し、世界

最高水準で挑

戦的な研究開

発を担う体制

②世界最高水

準の研究開発

等を実施する

ための体制の

強化 

・国際的に卓

越した能力を

有する人材を

確保・育成する

ための体制 

 特に世界的

な競争の激し

い研究領域を

中心として、世

界最高水準で

挑戦的な研究

開発を実施す

＜国際的に卓越した能力を

有する人材を確保・育成す

るための体制＞ 

・優れた研究実績を有す

る、又は高いマネジメント

能力を有する国際的に卓越

した研究人材を確保し、優

れた技術・多様な人材を集

結させるとともに、その体

制を生かし、産総研内の研

究者の育成も効果的に推進

する。 

 

✓卓越した研究人

材を確保したか。 

 

 

＜国際的に卓越した能力を有する人材の確保＞ 

 国際的に卓越した能力を有する人材を情報・人

間工学領域で引き続き登用し、国内外の人工知能

に関する研究者の採用を推進した。当該者の登用

後、当該センターでのプロジェクト専従の任期付

の研究者数は、平成 28年度 16名（うち外国籍 10

名）から、令和元年度 19 名（うち外国籍 12 名）

に増加した。 

 また、令和元年度に設置したゼロエミッション

国際共同研究センターにおいて、リチウムイオン

二次電池を開発するなどの比類ない研究業績を有

する吉野彰氏（ノーベル賞受賞者）を研究センタ

ー長として登用した。 

 

 国際的に卓越した能力を有する人材を登用した

ことにより、国内外の英知の結集及び民間企業との

連携が進み、人工知能分野の国際競争力が強化され

た。 

 また、地球環境問題の解決や化石燃料に頼らない

社会の実現可能性を高めてきた人材である吉野彰

氏（ノーベル賞受賞者）を登用したことにより、世

界の英知を集結する国際研究拠点の構築とそれに

よるグローバルな研究開発の展開及び研究機関間

のアライアンス強化等を通じ、革新的環境技術に関

する基盤研究においてブレークスルー・テクノロジ

ーの創出の推進に寄与することが期待される。 

 



490 

を整備するも

のとする。 

 

るため、若手、

女性、外国人研

究者を含む国

内外の多様な

トップ・新進気

鋭の研究者や

優れた技術を

集結させる体

制を整備する。 

 

 

○研究者が研

究開発等の実

施に注力する

ための体制 

 研究者の研

究上の定型作

業、施設・整備

の維持管理、各

種事務作業に

係る負担を軽

減し、研究に専

念できる環境

を確保するた

めの体制を整

えるものとす

る。 

 

・研究者が研

究開発等の実

施に注力する

ための体制 

 研究者の研

究上の定型作

業、施設・整備

の維持管理、事

務作業に係る

負担を軽減す

るため、これら

の作業の効率

化や改善を一

層進めるとと

もに、研究者が

研究に専念で

きる環境を確

保するための

仕組みや体制

を整える。 

 

＜研究者が研究開発等の実

施に注力するための体制＞ 

・平成 29 年度から開始し

た科研費の実績報告書の作

成に関する当該予算の収支

データの取りまとめ作業及

びその科研費電子申請シス

テム（日本学術振興会電子

申請システム）への取り込

み作業等を研究代表者に代

わって事務局が行う取組を

継続するとともに、その他

の外部資金の執行等に関し

て研究者の事務作業に係る

負担を軽減するための運用

等を検討・実施する。 

・施設・設備の維持管理に

ついては、産総研施設整備

計画及び産総研スペース利

活用計画に基づき、老朽化

対策や研究スペースの集約

による効率化等を図る。 

・研究者が研究に専念でき

る環境を整備するため、研

究支援人材の確保に向けた

施策を引き続き検討する。 

・特例随意契約について

は、「特定国立研究開発法人

の調達に係る事務につい

て」（平成 29 年 3 月 10 日

内閣総理大臣決定、総務大

臣決定）に基づき、研究資

✓外部資金の執行

等に関して研究者

の事務作業に係る

負担を軽減するた

めの運用を検討・

実施したか。 

✓産総研施設整備

計画及び産総研ス

ペース利活用計画

に基づき、老朽化

対策の効率化等を

図ったか。 

✓研究支援体制の

整備に向けた施策

を検討したか。 

✓「特定国立研究

開発法人の調達に

係る事務につい

て」に基づき、研究

資金の不正使用防

止のためのガバナ

ンスを徹底し、適

切な調達を実施し

たか。 

✓国の調達制度改

革に向けた取り組

みを踏まえ、制度

改善に向けた取り

組みを推進した

か。 

 

 平成 29年度に開始した科学研究費補助事業（科

研費）の実績報告書の作成支援においては、令和

元年度も収支データの作成及び取り纏め、並びに

科研費電子申請システムへの取り込み作業を、研

究者（約 750 名）に代わり科研費の事務担当者が

実施した。 

 また、科研費応募書類（応募数 795 件）のチェ

ックに関しては、従前、研究者自身によるチェッ

クの後、当該応募書類（紙）を事務担当者に回付し

てチェックを行う取組みをしてきたが、研究者の

負担軽減と修正作業の迅速化を図るため、研究者

が科研費電子申請システムに入力した応募書類

（PDF版）を科研費の事務担当者あてにメールで提

出する方法に変更し、科研費の事務担当者がチェ

ックを行うこととした。 

 

 

 

 平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予

算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、「施設

整備計画（令和元年度版）」を策定し、計 46件の

改修工事を実施した。また、同計画に基づき全 10

棟（延床面積 8,560 m2）を閉鎖、全 3棟（延床面

積 256 m2）の解体撤去を行った。 

 「第 4 期スペース利活用方針」に基づき、効率

的な研究推進と組織運営が円滑に行えるよう、つ

くばセンターの事業所に分散配置されていた、類

似した研究テーマや共通インフラ設備を利用する

関連組織・施設等を集約化した。また、第 4 期中

長期目標期間における産総研のミッションの一つ

でもある「橋渡し」の実現に向けて、研究・連携計

画や実績等を考慮した適正なスペースの配分を行

 科研費の実績報告書の作成支援においては、科研

費電子申請システムに取り込むための様式に合わ

せた収支データファイルを、関数などを活用して科

研費の事務担当者が効率的に作成し、科研費の採択

研究者（約 750 名）に代わり作業を行うことによ

り、収支データファイルの作成並びにシステムへの

取り込み作業の負担軽減に大きく寄与した。また、

収支データファイルの作成において、科研費の費目

と当所経理処理上の費目が一致せず、計上費目の誤

りなど単純ミスが生じていたが、関数などを活用し

た作業に切り替えたことで、これらの単純ミスの軽

減にも繋がった。 

 科研費応募書類のチェック作業においては、応募

書類の提出方法変更により、応募書類回付作業の削

減と、研究者への修正を検討すべき箇所の指摘や助

言等を行うことができ、研究者の応募書類推敲に要

する時間の確保に寄与できた。 

 

 「施設整備計画（令和元年度版）」のうち、つく

ば中央 1-1 棟他の受変電改修においては高効率変

圧器への更新を行ったことで、変換時のエネルギー

損失が改修前に比べ約 30%削減されることが期待

される。また、つくば 3-1棟他の衛生改修では、老

朽化の進んでいる上水・雑用水・冷却水排水配管の

更新を行い、良好な研究環境を構築した。さらに、

「施設整備計画（令和元年度版）」の実施に加えて、

例えば、つくばセンターにおける外灯改修工事にお

いて、外灯のランプを水銀灯から LEDへ更新したこ

とで、点灯時の消費電力量が改修前に比べ平均 80%

削減されることが期待される。そして、当初計画に

はなかった研究ユニットからの設備の改修要望に

より、特につくばセンターにおいて新たにドラフト
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金の不正使用防止のための

ガバナンスを徹底し、適切

な調達を実施する。 

・また、国の調達制度改革

に向けた取組を踏まえ、よ

り迅速かつ効果的な調達を

実現するため、引き続き、

特例随意契約の上限額の引

き上げ等、制度改善に向け

た取組を推進する。 

 

い、連携・橋渡し研究等に必要なスペースを計画

的に確保した。また、これらの実施のために、スペ

ースの有効活用を推進させる「スペース利活用促

進費」を活用し、研究推進・効率化（設備の有効利

用と分散配置の解消）及び老朽化した建物の閉鎖

の促進等、合計 31件の取り組みを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜研究者が研究開発等の実施に注力するための研

究支援人材の確保＞ 

 研究現場における優秀なテクニカルスタッフの

人材流出防止等を図る観点から、平成 29年度に見

直したテクニカルスタッフ制度の運用を引き続き

実施した。具体的には、研究現場のニーズを踏ま

え、人件費確保状況の確認の下、俸給単価変更や

同一研究ユニット内における別グループへの所属

変更及び、外部資金プロジェクトに専従している

テクニカルスタッフであっても、当初契約の最長

雇用期間の範囲内においては業務を変更すること

を可能とする運用を実施した。それにより令和元

年度の制度利用件数は 123 件となり、人材流出防

止と、研究開発等を効率的・効果的に実施するた

めの支援人材の確保に努めた。 

 また、平成 30 年度に、定年退職者の再雇用制度

について、本部・事業組織等に限定していた配属

先を拡大し、研究推進組織において薬品管理・安

全管理業務、論文校閲業務などに従事できるよう

に見直しを行い、令和元年度より運用を開始した。

これにより、令和元年度は 34名が研究推進組織に

配属された。 

 

＜研究資金の不正使用防止のためのガバナンスの

徹底及び適切な調達の実施＞ 

チャンバー・シリンダーキャビネット等の研究設備

設置工事を実施し、研究者が研究に専念できる環境

を構築した。また、同計画に基づく全 10 棟（延床

面積 8,560 m2）の閉鎖、及び全 3棟（延床面積 256 

m2）の解体撤去により、建物の老朽化対策費及びイ

ンフラ設備等の維持管理経費の削減が期待される。 

 「第 4期スペース利活用方針」に基づき連携・橋

渡し研究等のスペースの優先的な確保、施設の仕様

や研究内容に合わせたスペース配分の実施、「スペ

ース利活用促進費」の活用等により、研究室及び実

験機器の過度な分散配置が解消された。特に、つく

ばセンターにおける動物飼育施設の集約化、第二事

業所における外部連携スペースの確保等、合計約

2,100 m2のスペースが有効活用され、安全管理体制

の強化、研究スピードの加速等、効率的な研究開発

に寄与した。 

 

 テクニカルスタッフの俸給単価変更等を認める

制度へ変更したことにより、熟練した技術を持つテ

クニカルスタッフを適切に処遇することが可能と

なり、研究現場を支えている優秀な研究支援人材の

流出防止を通じて安定的な研究環境が維持される

ことが期待される。 

 また、研究者として豊富な経験を持った定年退職

後の再雇用者が研究現場に入ることで、より充実し

た研究支援が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特例随意契約による契約締結までの期間短縮の

効果は、延べ約 27,060 日（契約件数 1,353 件×約
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 特定国立研究開発法人に認められた公開見積競

争を原則とする新たな随意契約方式である「特例

随意契約」については、「特定国立研究開発法人の

調達に係る事務について」に基づき、研究資金の

不正使用防止のためのガバナンスを徹底し、適切

に調達を実施した。 

 具体的には、特例随意契約では、調達の競争性

及び透明性を確保しつつ、調達請求から契約締結

までの期間を約 40 日から約 20 日に短縮し、実施

した。また、研究者が作成する調達事前調査票を

省略することにより、研究者の調達請求にかかる

負担を軽減した。 

 さらに、令和元年度調達等合理化計画において、

「調達に関するガバナンスの徹底」を策定し、不

祥事の発生の未然防止・再発防止に取り組んだ。

具体的には、全職員を対象とした研修（e-ラーニ

ング）において、「調達制度」及び「外部研究資金

等の適正執行」を設定し、全職員への調達ルール

の周知・浸透を図った。さらに、全事業所等の調達

担当者を対象にしたワークショップ形式の研修会

「調達事務におけるコンプライアンス」（令和元

年 9月、参加者 25名）を実施した。 

 

＜調達制度改善に向けた取組＞ 

 研究者の事務作業に係る負担軽減に向けて、国

の調達制度改革に向けた取組を踏まえ、より迅速

かつ効果的な調達を実現するため、特例随意契約

の上限額の引き上げについて、制度改善に向けた

取組を推進した。 

 具体的には、内閣府・総務省共催による「研究開

発法人における業務運営に関する検討会」におい

て、特例随意契約の拡充の検討が審議されるなか、

産総研の運用実態を報告し、今後の制度拡充の検

討に貢献した。また、同検討会から改善の意見が

出された運用等については、適正な運用に資する

ため、規程等の改正を行った。 

 

20日）となり、研究開発の促進に寄与した。また、

調達事前調査票の作成省略は、1件あたり 1時間の

作業時間削減となり、約 1,353時間（契約件数 1,353

件×1時間）の研究者の事務作業にかかる負担が大

幅に軽減された。さらに、1者応札の場合の価格交

渉により、約 25,700 千円の費用削減効果が得られ

た。 

 全職員を対象とした研修（e-ラーニング）の実施

により、研究資金の不正使用となる事案は発生しな

かった。また、調達担当者向けの研修会により、調

達担当者のコンプライアンスに対する意識が向上

し、適切な調達業務を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特例随意契約の適正な運用を行うことで、上限額

引き上げの検討が加速されることが期待される。こ

れにより特例随意契約の対象案件が更に拡大する

ことで、これまで契約締結までに時間を要していた

調達案件も特例随意契約となるため期間短縮が可

能となり、研究成果の早期発現に大きく寄与するこ

とが見込まれる。 

 

 

○国内外機関

との産学官連

携・協力の体制

や企画力の強

化 

・国内外機関

との産学官連

携・協力の体制

や企画力の強

化 

＜国内外機関との産学官連

携・協力の体制や企画力の

強化＞ 

・新規パートナー企業の開

拓により連携研究室（冠ラ

✓連携研究室（冠

ラボ）の設置状況 

✓オープンイノベ

ーションラボラト

リ（OIL）の整備状

 令和元年度は、ジェイテクト－産総研 スマート

ファクトリー連携研究ラボ（6月 1日）、バルカー

－産総研 先端機能材料開発連携研究ラボ（6 月 1

日）、DIC－産総研 サステナビリティマテリアル

連携研究ラボ（10月 1日）、日立造船－産総研 循

 冠ラボ制度の運営が軌道に乗り、また所内に認知

されたことにより新規設置が継続的に行われた。令

和元年度、冠ラボは 4件新設され、民間資金獲得額

は、15.2億円に達した。また、冠ラボの特別企画の

開催により、多くの参加者に冠ラボを活用した共同
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 世界最高水

準の研究開発

成果の創出、成

果の「橋渡し」

の実現に向け、

大学、産業界及

び海外の研究

開発機関等と

の連携・協力を

推進するもの

とする。また、

外部との連携

や技術マーケ

ティング等に

も総合的に取

り組むための

企画・立案機能

の強化等を図

るものとする。 

 

 世界最高水

準の研究開発

成果の創出、成

果の「橋渡し」

の実現に向け、

大学、産業界及

び海外の研究

開発機関等と

の連携・協力を

推進する。ま

た、内部人材の

育成に加え、企

業等外部人材

を積極的に登

用するなど、外

部との連携や

技術マーケテ

ィング等にも

総合的に取り

組むための企

画・立案機能の

強化等を図る。 

 

ボ）の設置件数を着実に増

加し、平成 30年度以上の設

置件数を目標とする。 

・大学等外部機関の構内に

連携研究を行うための研究

組織「オープンイノベーシ

ョンラボラトリ（OIL）」の

整備を進め、平成 31年度内

に 2 件の新設を目指す。ま

た、シンポジウム等の開催、

担当 ICの配置、知財取扱指

針の整備等により、橋渡し

の実現に向けた OIL 運営体

制の強化を図る。 

・外部機関との組織的連携

に関する包括協定および覚

書等を戦略的に締結し、橋

渡しの実現に向けた新たな

大学、産業界及び海外機関

等との連携・協力を推進す

る。また、締結済の協定及

び覚書については、連携状

況の把握に努め、見直しを

図る。 

・知的財産の活用におい

て、出口シナリオの企画・

立案機能を強化するため、

知的財産情報の発信と有望

案件の発掘・検討を推進し、

技術移転マネージャーを中

心に、研究現場と連携した

技術移転活動を強化する。 

・企業等との研究開発プロ

ジェクト経験や産業界・学

界とのネットワークを有す

る人材を、イノベーション

コーディネータ等として内

部登用するために、連携ノ

ウハウを共有する研修等の

場を設定し、その参加を通

じた育成を行う。さらに、

企業における研究開発や事

況 

✓OIL 運営体制を

強化したか。 

✔外部機関と協定

等を戦略的に締結

し、新たな交流を

促進したか。 

✓締結済の協定及

び覚書について

は、連携状況の把

握に努め、見直し

を図ったか。 

✓知的財産の活用

において、マーケ

ティング活動を実

践したか。 

✓イノベーション

コーディネータ等

を内部登用するた

めの連携ノウハウ

を共有する場を設

定し、その参加を

通じた育成を行っ

たか。 

✓研究開発や事業

化経験等を有する

外部人材の採用状

況 

✓産総研の総合力

を発揮するための

連携と研究課題の

提案を行ったか。 

 

環型クリーンエネルギー創出連携研究室（3 月 1

日）を設置した。さらに、令和 2 年 4 月 1 日付で

コマツ-産総研 Human Augmentation連携研究室を

設置できる運びとなった。 

 平成 30年度に引き続き、冠ラボごとの成果報告

懇談会、また新規パートナー企業の開拓をめざし

て、令和元年 10月に TBFT2019 (Technobridge Fair 

2019 in TSUKUBA)にて冠ラボの特別企画を開催

し、256名の参加を得た。さらに、2月に冠ラボど

うしの連携、冠ラボと OIL との連携によるイノベ

ーションの創出を目指して冠ラボ交流会を開催し

た。 

 

 平成 30年度に引き続き、全 OILを対象とした定

期連絡会開催、各 OIL で開催される運営連絡会の

出席、研究成果（論文、外部資金など）の資料まと

めなどを実施し、各 OIL の運営管理を一層強化し

た。各 OIL においても、シンポジウム・企業連携

ワークショップ開催、定例勉強会開催等により、

連携先の開拓に努めた。さらに、令和元年 9 月 1

日付けで産総研・東大 AIチップデザイン OILを、

令和元年 11 月 15 日付けで産総研・筑波大食薬資

源工学 OILを設置した。 

 以上の取組の結果、遺伝子診断技術のオンチッ

プ高速化に関する研究成果を発展させる形で、感

染症遺伝子定量装置が共同研究先企業より上市さ

れるなど、プレスリリース 9 件に繋がる研究成果

が生まれた。 

 

＜国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画

力の強化のその他の特記事項＞ 

国際会議 RD20（Research and Development 20 for 

Clean Energy Technologies）の開催 

 G20 大阪サミット等での安倍総理大臣のイニシ

アチブを受け、クリーンエネルギー技術分野にお

ける G20 各国の国立研究機関等のリーダーを集め

た国際会議 RD20（Research and Development 20 

for Clean Energy Technologies）を中鉢理事長議

長のもと開催した。 

 第 1回は、水素・CCUS(CO2 Capture, Utilization 

and Storage)技術にも注目しながらクリーンエネ

ルギー技術の現状と将来像をレビューし、国際連

研究の成功例を紹介した結果、冠ラボの具体例、メ

リットが周知され、複数企業と新たな連携に向けた

協議が開始された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 研究拠点の新設効果などにより、令和元年 11

月段階でクロスアポイントメント教員 16 人、リサ

ーチアシスタント 76 人の外部人材を雇用するな

ど、大学との連携体制の更なる充実が図られた。2

例の製品化事例など、成果が目に見える形で橋渡し

効果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フランス国立科学研究センター（CNRS）プティ総

裁、カナダ国立研究機構（NRC）スチュアート理事

長他 G20 各国から参加した研究機関代表の意見を

要約した「議長サマリー」を発表した。また、各国

のクリーンエネルギー技術分野の研究開発動向を

まとめた「RD20 Now & Future」を発表した。開催

に合わせ、産総研と参加機関との間で MOU等 6件を

構築した。 

 さらに、RD20 議長として中鉢理事長が、10 月 9

日総理官邸で行われたグリーンイノベーションサ

ミットに出席し、同時期に日本で開催された、ICEF、

TCFD サミット代表ともに、安倍総理に G20 で合意

された環境と成長の好循環の実現に向けて、産業
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業化経験等を有する外部人

材の採用を継続する。 

・技術コンサルティングや

情報検索ツール等を活用し

て企業のニーズ分析を行

い、領域や地域センターを

限定することなく産総研の

総合力を発揮するための連

携と研究課題の提案を行

う。 

 

携の方向性を打ち出した。（令和元年 10 月 11 日

ホテルニューオータニ東京で開催）。 

 

 令和元年度は、産業標準化及び国際標準化の促

進を目的として、一般財団法人日本規格協会（JSA）

と包括協定を締結した。また、既存協定について

は、連携協議会の開催等により連携強化を図る一

方で、有効期限に合わせて連携実績調査を行い、

終了または更新の手続きを行い、適宜見直しを行

った。 

 海外機関とは、カナダ国立研究機構（NRC）及び

ニュージーランド・オークランド大学と包括研究

協力覚書を締結した。特に NRC とはワークショッ

プを開催し、幅広く連携を行っていくことを確認

した。既存の包括研究協力覚書については、米国

の国立再生可能エネルギー研究所（NREL）、国立標

準技術研究所（NIST）、タイ科学技術研究所（TISTR）

との間で更新した。また台湾工業技術研究院

（ITRI）とは、計 69名の研究者が参加するワーク

ショップを実施し、研究テーマのマッチングを行

うなど、連携強化を図った。 

 さらに、G20各国の国立研究所等のリーダーによ

る国際会議 RD20の開催にあたっては、各国機関か

らの講演者の参加調整並びに適切な会場整備を行

い、円滑な会議運営に貢献した。 

 

 知的財産情報の発信については、工業所有権情

報・研修館が運営している開放特許データベース

への情報登録を継続して実施した。3月末現在で、

約 5,900 件の特許を登録している。また、科学技

術振興機構が主催する新技術説明会を活用して、

技術移転に関心の高い企業向けに有望な技術シー

ズ 10 件の紹介を技術移転マネージャーと研究者

が連携して行った（来場者 346 名）。その開催の

後に、技術情報開示契約 2件、共同研究契約 2件、

技術コンサルティング契約 2 件、研究試料提供契

約 1 件を締結した。さらに、共同研究契約 2 件、

技術情報開示契約 2 件、研究試料提供契約 2 件に

ついて、締結に向けた調整を実施中である。 

 有望案件の発掘・検討については、商用の特許

解析ツールを活用して、特許の注目度や被引用関

係を解析して、有望技術のリストアップを実施し

界、金融界、研究者としても具体的な取組を強化し

ていく旨の提言書を手交した。 

 

 令和元年 7月に産業標準化法が施行され、経済産

業省による認定を受けて、民間機関が作成した JIS

案については、審議会の審議を経ずに制定できるよ

うになった。JSA は同認定を受けており、JSA との

包括協定締結により、産総研における研究成果の迅

速な JIS化が行えるよう連携を強化した。 

 NRCとは、ワークショップ開催の成果および包括

協定締結を踏まえ、共同研究等具体的な連携に向け

た調整を進めている。ITRIとは、ワークショップ等

の交流により、人材交流や共同研究等の連携へと発

展した。 

 また RD20 の開催を機会として、5 か国 6 機関と

の包括研究協力覚書や共同研究契約等の締結が行

われ、協力体制の構築が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 知的財産情報を継続して発信することが、共同研

究、研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の

契約に結び付いた。さらに、新技術説明会等への出

展時の来場者との対話により、産業界の最新ニーズ

や公表されにくい企業の現場の実態に関する情報

を幅広く収集することができ、これが研究方針及び

企業連携戦略の立案やその軌道修正に役立った。ま

た、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズ

を分析することで、注目度の高い技術に重点を置い

た戦略的な技術移転活動を実施することができた。

これらに加えて、有望技術シーズを基にした試作品

製作を実施することにより、技術シーズを見える化

することができ、産業界にアピールしやすくなっ

た。 
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た。また、これまでの技術移転により企業が製品

化をした後に高い売上を得た事例を調べ、その成

功要因を特定し、新たな有望案件の発掘・育成に

役立てるために、知財関連会議や研修等で所内に

情報発信を行った。さらに、その情報等を活用し

ながら技術移転の可能性の高い 9 件の技術シーズ

を選定し、実用化レベルでの機能・性能実証を目

的とした試作品製作を行い、技術移転先候補の企

業に対してアピールした。その結果、実施許諾契

約 1 件、技術情報開示契約 1 件を締結した。さら

に、実施許諾契約 2 件、研究試料提供契約 1 件に

ついて、締結に向けた調整を実施中である。 

 これらの出口シナリオの企画・立案機能の強化

の結果、技術移転にかかわる契約金額について平

成 30年度を上回り、令和 2年 3月末時点で 7.7億

円の収入を得た。 

 

 イノベーションコーディネータ（IC）の毎月の

活動報告や新任の IC の活動内容の確認とイノベ

ーション推進本部長等への情報共有を行う月次の

報告会等を通して IC の定常的な活動内容を確認

する仕組みを設けた。 

 化学企業でマーケティング部責任者としてキャ

リアを積んだ人材を ICとして採用し、産総研技術

シーズのマーケティング機能の強化を図った。さ

らに、連携主幹、連携の企画にかかわる職員に対

しては、日々の業務で企業交渉に同席させるなど

OJTを実施した。また、従来 OJTが中心であった連

携人材の育成において、外部講師を活用した連携

人材育成研修（16回）を開催し、外部講師による

知見・経験の教授を通して ICのみならず、内部人

材も含めた連携人材の育成を進めた。 

 

 前年度に引き続き外部機関が提供するマーケテ

ィングデータベースやパテントデータベース、企

業のニーズと大学等の技術シーズのマッチングを

行うシステムを活用して企業ニーズや産総研の中

長期の事業計画、研究開発戦略・重点分野等を分

析し、オール産総研での技術コンサルティングを

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修

によって IC など「橋渡し」にかかわる専門人材が

強化された。すなわち、企業から提示された技術課

題に対する産総研シーズのマッチングのみならず、

事業化までを視野に企業とともに新たな連携テー

マを構築することができるようになり、これまで連

携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への

連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携

につなげることができた。具体的には、IC（イノベ

ーション推進本部及び各領域所属）が協力し、新た

に非鉄金属メーカーや鉄道事業会社との間で領域

の壁を越えて組織連携の構築に向けた新たな場を

形成することができた。 

 

 

 

 外部機関が提供する企業情報等を活用して企業

のニーズ分析を行い、その分析結果を踏まえた技術

コンサルティングを実施することにより、企業の全

社的な事業計画を視野に入れた複数の領域に跨る

研究テーマを提案することができた。今後も、連携

対象となる企業内の部署が広がることで大型の包

括的共同研究の構築が期待される。 

 

 ○国際標準化 ・国際標準化 ＜国際標準化活動を積極的 ✓標準化戦略会議  標準化にかかる全所的な取組を議論する標準化  標準化戦略会議を通じて関係者間の意識共有が
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活動を積極的

に推進するた

めの体制 

 技術的知見

が活用できる

テーマであり、

かつ、戦略的に

重要な研究開

発テーマや産

業横断的なテ

ーマについて、

民間企業等と

連携して国際

標準化活動を

推進するため

の体制を整備

するものとす

る。 

 

活動を積極的

に推進するた

めの体制 

 技術的知見

が活用できる

テーマであり、

かつ、戦略的に

重要な研究開

発テーマや産

業横断的なテ

ーマについて、

標準化を通し

て産業競争力

を強化する「橋

渡し」役を担う

べく、民間企業

等と連携して

国際標準化活

動を推進する

ための体制を

整備する。 

 

に推進するための体制＞ 

・標準化戦略会議を開催

し、産総研の標準化戦略の

策定を行う。 

・標準化戦略会議等を活用

して、戦略的な標準化提案

を促進する支援策の検討を

行う。 

・民間企業等と連携しつつ

標準化に取り組む案件につ

いて、標準化提案に繋がる

ように支援を実施する。 

・標準化活動の支援策等を

通じて、標準化活動を担う

人材の確保に取り組む。 

 

を開催し、産総研

の標準化戦略の策

定を行ったか。 

✓標準化戦略会議

等を活用して、戦

略的な標準化提案

を促進する支援策

の検討を行った

か。 

✓民間企業等と連

携し、標準化提案

に繋がるように支

援を実施したか。 

✓標準化活動を担

う人材の確保に取

り組んだか。 

 

戦略会議を 3 回開催し、国際標準化推進担当理事

及び知的財産・標準化推進部並びに各領域・総合

センターの標準化代表者間で産総研の標準化の方

向性を共有しつつ、標準化個別テーマの審議、標

準化専門家の活動支援及び標準化人材の育成に関

する検討等を行った。 

 

 標準化戦略会議での検討を踏まえて、戦略的な

標準化提案を促進する施策として、標準化戦略 FS

（17件）、標準基盤研究（10件）及び旅費支援（37

件）など、標準化を推進する各フェーズに応じた

支援を行った。また、経済産業省の新市場創造型

標準化制度を活用して、中小企業が携わる標準化

を支援した。 

 

 民間企業等と連携しつつ標準化に取り組む案件

が標準化提案に繋がるよう、標準化戦略 FSにおい

て、民間企業との連携可能性や知的財産活用との

一体的推進の可能性に関する観点を導入して案件

を選定（それぞれ 8件、7 件）し、支援を行った。 

 

 標準化戦略 FS、標準基盤研究、旅費支援等の支

援を着実に実施することで、若手人材や標準化に

すでに取り組んでいる人材の活動を促し、標準化

活動を担う人材の確保に努めた。また、人材育成

の一環として、一般財団法人日本規格協会が平成

29年度から開始した規格開発エキスパートへの登

録を推奨し、6 名が規格開発エキスパートの資格

取得のための講座を受講し、規格開発エキスパー

トとして新規登録した。 

 

なされたことで、標準化の実現可能性を検討する標

準化戦略フィジビリティスタディ（FS）、標準を作

成することを目的とした研究である標準基盤研究

及び標準化国際会議へ参加するための旅費支援な

ど各種支援策において戦略的な取組が促進できた。 

 

 

 標準化を推進する各フェーズに応じた支援の結

果、産総研職員がプロジェクトリーダーを務める

「酸化物デバイスと電極界面の電気的特性評価方

法に関する国際標準化」の提案を含め、34件の標準

化提案を行うことができた。また、新市場創造型標

準化制度を活用した中小企業による標準化 1 件に

貢献した。 

 

 標準化戦略 FS の支援対象となった案件は、事前

調査の段階である FS から、標準を作成することを

目的とした標準基盤研究等へ今後移行し、標準化提

案に向けた取組が進展することが期待できる。 

 

 

 ISO 等の国際標準化委員会の役職者やエキスパ

ート、JIS原案作成員会の委員等として多くの職員

が国内外の標準化活動に貢献し、延べ数では研究職

員の約 10名に 1名が標準化活動に携わっている。 

 

  

 

③適正な研究

開発等の実施

を確保するた

めの体制の充

実 

 国民の負託

を受けて信頼

ある研究開発

を実施してい

くために、国の

指針等を踏ま

③適正な研究

開発等の実施

を確保するた

めの体制の充

実 

 国民の負託

を受けて信頼

ある研究開発

を実施してい

くために、国の

指針等を踏ま

＜適正な研究開発等の実施

を確保するための体制の充

実＞ 

・研究不正への対応に関す

る規程を改正し、特定不正

行為（ねつ造、改ざん、盗

用）以外の研究倫理から逸

脱した行為（不適切なオー

サーシップ等）への対応及

び研究倫理教育の受講義務

等を明記することにより、

✓研究不正への対

応を強化し、研究

活動における法令

順守、リスク管理

に取り組んだか。 

✓コンプライアン

ス推進に関する取

組の発信に取り組

んだか。 

 

＜研究不正への対応強化による法令順守及びリス

ク管理＞ 

 研究不正への対応を強化し、研究活動における

法令順守、リスク管理に取り組んだ。 

 具体的には、研究不正に係る社会情勢の変化等

を踏まえ、研究不正への対応に関する規程を改正

し、特定不正行為に加えてそれ以外の研究倫理か

ら逸脱した行為（不適切なオーサーシップ等）へ

の対応及び研究倫理教育の受講義務等を明記する

ことにより、研究不正への対応及び未然防止策を

強化した。この結果、e-ラーニングの研究倫理教

 国のガイドライン等を踏まえ、研究不正への対応

に関する規程を整備したことにより、研究不正を抑

制し、適正な研究開発の実施が確保された。また、

不正行為防止のための取組等を社会に向けて積極

的に発信することにより、産総研の研究活動・成果

の透明性及び信頼性が確保された。 
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え、適切な法令

遵守・リスク管

理体制を適切

に構築し、その

実施状況につ

いて適切な方

法により社会

に発信するも

のとする。 

 

え、適切な法令

遵守・リスク管

理体制を適切

に構築し、その

実施状況につ

いて適切な方

法により社会

に発信する。 

 

研究不正への対応を強化す

る。 

・産総研におけるコンプラ

イアンス推進に関する取組

を公式ホームページ等を利

用して社会に発信する。 

 

育受講率 100%を達成するとともに、平成 30 年度

と同様に研究不正と認定される案件は発生しなか

った。また、研究のトレーサビリティを確保する

観点から、研究で得られたデータや試料等の管理

方法及び体制等に関する基準を新たに設ける必要

があったため、産総研内にワーキンググループを

組織し、関係者による検討を行った。当該基準に

ついては、ワーキングループでの検討結果を踏ま

え、令和 2 年度に策定し、全所的に周知する予定

である。 

 

＜コンプライアンス推進に関する取組の情報発信

＞ 

 コンプライアンス推進に関する取組の対外的な

情報発信に取り組んだ。 

 具体的には、公式ホームページに「コンプライ

アンス推進週間 2019」を紹介するページを新設す

るとともに、「産総研レポート 2019」において、

産総研のコンプライアンス推進に関する取組を広

く社会に発信した。 

 また、「国立研究開発法人協議会」（国研協）に

産総研の主導により設置された「コンプライアン

ス専門部会」（以下、「専門部会」という。）の専

門部会長及び事務局を担い、国研協専門部会にお

いて、産総研の「コンプライアンス推進週間 2019」

に関する取組を紹介し、国研協におけるコンプラ

イアンスに関する活動を牽引した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産総研におけるコンプライアンス推進に関する

取組について、積極的に対外的な情報発信を行うこ

とによって、社会からの信頼性が確保されるととも

に、職員一人ひとりの、社会に対する責任感を醸成

することに繋がった。 

 

 理事長裁量予算においては、「理事長戦略予算」

を領域へ配分することによって、領域融合の促進、

大型の企業連携、民間資金獲得が強化された。「エ

ッジ・ランナーズ」では、一部の研究でインパクト

ファクターが 40 を超える雑誌に論文を発表するな

どの効果が現れ始めていること、「理研－産総研チ

ャレンジ研究」では、戦略的創造研究推進事業（JST・

CREST）、光・量子飛躍フラッグシッププログラム

（文部科学省・Q-LEAP）、科研費（基盤 A・B、新学

術領域研究）などに採択される研究課題が出つつあ

ることなど、顕著な成果につながっている。 

 クリーンエネルギー技術分野における G20 各国

の国立研究機関等のリーダーを集めた国際会議

RD20（Research and Development 20 for Clean 

Energy Technologies）を主催し、G20 各国から参

加した研究機関代表の意見を要約した「議長サマリ

ー」を発表した。同会議は、世界の英知を集結する

国際研究拠点（ゼロエミッション国際共同研究セン

ター）の構築につながった。 

 ゼロエミッション国際共同研究センターのセン

ター長に、地球環境問題の解決や化石燃料に頼らな

い社会の実現可能性を高めてきた人材である吉野

彰氏（ノーベル賞受賞者）を登用したことにより、

同センターを世界の英知を集結する国際研究拠点

とし、グローバルな研究開発の展開及び研究機関間
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のアライアンス強化や、革新的環境技術に関する基

盤研究においてブレークスルー・テクノロジーの創

出の推進に寄与することが期待される。 

 「施設整備計画（令和元年度版）」の当初計画に

はなかった研究ユニットからの設備の改修要望に

より、特につくばセンターにおいて新たにドラフト

チャンバー・シリンダーキャビネット等の研究設備

設置工事を実施し、研究者が研究に専念できる環境

を構築した。また「第 4期スペース利活用方針」に

基づき連携・橋渡し研究等のスペースの優先的な確

保、施設の仕様や研究内容に合わせたスペース配分

の実施、「スペース利活用促進費」の活用等により、

研究室及び実験機器の過度な分散配置が解消され

た。 

 冠ラボの新規設置を継続的に行い、平成 30 年度

実績数の 3件を超える 4件の新規設置を果たした。

なお、評価委員会においても冠ラボの新規設置が続

き、民間資金獲得にも着実に繋がっている点が評価

された。 

 知的財産の活用については、商用の特許解析ツー

ル等を利用して産総研の技術シーズの注目度を分

析することで技術移転の可能性が高い技術に重点

を置き、技術移転マネージャーが個別案件ごとに最

適な技術移転方針を企画・立案し、戦略的に技術移

転活動を実施した。これらにより、技術移転契約金

額が過去最高額となった。 

 以上を総括し、特に RD20 の実現とゼロエミッシ

ョン国際共同研究センターの設立は、単なる国際連

携の促進に留まらず、G20各国との具体的な連携成

果を示すとともに、地球規模での気候変動問題に対

するわが国の姿勢の国内外への大きなアピールに

なったことから A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、RD20の開催は、他

組織との連携を強化する意味で意義がある、ゼロエ

ミッション国際共同研究センター長にノーベル賞

受賞者の吉野彰氏を登用し、産総研のステータス向

上に資するとともに、グローバルな研究開発を展開

する上で重要な人材を確保した、と評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 民間資金獲得額が目標値に未達成ではあったが、

極めて高い要求水準に向けて様々な努力を実施し
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てきたので、これがもっとアピールされるための方

策を検討する。また、民間資金獲得額達成のために

基礎研究が手薄になることが無いよう、限られたリ

ソースのバランスのとり方を検討する。 

 特例随意契約については、研究者の事務作業に係

る負担を一層軽減するとともに、より迅速かつ効果

的な調達を実現するため、特例随意契約の適用上限

額の引き上げによる対象案件の拡大が課題である。

このため、特例随意契約の適用上限額の引き上げに

ついて、引き続き関係省庁に要望する。 

 研究不正の防止に向けて、引き続き、研究倫理に

関する研修を実施するとともに、研究のトレーサビ

リティを確保する観点から、研究で得られたデータ

や試料等の管理方法及び体制等に関する基準を令

和 2年度に策定し、周知する。 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（RA）制度やクロ

スアポイント制度の活用も含

めた組織内外の若手雇用・育

成と、シニア世代の能力・経験

の活用が引き続き必要。 

 

（その他本部機能に対する評

価） 

・引き続き、次年度において現

状の更なる改善点の洗い出し

やこれを踏まえた一層の取組

強化し、マーケティング機能

を支える組織全体の体制の整

備や意識改革も引き続き行っ

ていくことも必要。 

 

・また、組織改革や人材の育

成・活用についても、優秀な

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

（２）組織の見直し 

（３）特定法人として特に体

制整備等を進めるべき事項 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。1)

クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人材

の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組織

の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。2)リサーチアシスタ

ント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 30 年

度実績と同等以上の人数の受け入れ・出向の実施に努める。 

・研究者の育成において、以下の取組を行う。 

 1）基礎研修（e-ラーニング）については、研究者倫理、コンプラ

イアンス、安全管理など職員の職務遂行に必要な基礎知識を e-ラー

ニングで習得するにあたり、英語版等による外国人研究者への支援を

含め、全職員の受講を徹底させるとともに、必要に応じて受講内容等

の見直しを図る。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケテ

ィング人材育成事業の研修を実施し、内部人材を育成する。 

・更なる業務の適正化及び効率化を目指し、継続的に組織・制度の見

直しを実施する。研究推進組織は産業界の動向や民間企業、社会ニー

ズへ対応するため、柔軟な見直しを実施する。 

・新規パートナー企業の開拓により連携研究室（冠ラボ）の設置件数

を着実に増加し、効率的かつ強力な研究開発を推進することで「橋渡

・大学法人等の教授等から新たに 5名（令和元年度末合計 51名、平

成 30年度同水準）の優れた研究人材を受け入れ、優秀な教授、准教

授等の研究人材の流動化が図られ、目的基礎研究が強化された。学生

の事情に応じて雇用可能となるよう、年間の雇用日数と月あたりの

勤務日数について、柔軟な設定を可能とする運用を継続して実施し

た。409名の優秀な大学院生が産総研の研究拠点で実施されている国

の研究開発プロジェクトや民間企業との共同研究プロジェクト等へ

参画することが可能となり、産総研の研究開発力の強化及び大学院

生の研究人材としての育成が促され、リサーチアシスタントの採用

実績が令和元年度約 19%（採用総数平成 30 年度比）増加した。卓越

研究員として、令和元年度は 1名の優れた若手研究者を採用した。産

総研の研究推進で活躍し、我が国の科学技術や学術研究、科学技術イ

ノベーションの将来を担う優れた研究リーダーになることが期待で

きる。また、修士卒研究員の採用として、令和元年度は計量標準総合

センター及び地質調査総合センターにて 6名を採用した。近年、人口

減少及び大学院博士課程への進学率の低下により博士課程在籍者が

減少し、若手研究人材の獲得競争が激しくなる中、修士卒研究員の採

用を行うことで、優秀な若手研究人材を確保することができた。 

・令和元年度は、新規に 6件のクロスアポイントメント協定の締結を

行い、大学法人及び民間企業との間の受入者・出向者は総勢 67名と

なった。研究者等がそれぞれの機関における役割に応じて研究・開発
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若手・中堅人材の研究者獲得

と人材流動化促進を積極的に

行い RA制度やクロスアポイ

ント制度のさらなる活用も含

めた組織内外の若手雇用・育

成と、シニア世代の能力・経

験の最大活用を図っていくこ

とが必要。 

 

 

し」を加速する。 

・革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズ

や優秀な研究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を

加速させるため、大学等外部機関の構内に連携研究を行うための研究

組織「オープンイノベーションラボラトリ（OIL）」の整備を進め、平

成 31年度内に 2件の新設を目指す。 

・産総研全体として「橋渡し」機能の強化を図る体制を維持する観点

から本部組織等について、必要に応じて柔軟に見直す。 

・施設・設備の維持管理については、産総研施設整備計画及び産総研

スペース利活用計画に基づき、老朽化対策や研究スペースの集約によ

る効率化等を図る。 

・シンポジウム等の開催、担当 IC の配置、知財取扱指針の整備等に

より、橋渡しの実現に向けた OIL運営体制の強化を図る。 

・外部機関との組織的連携に関する包括協定および覚書等を戦略的

に締結し、橋渡しの実現に向けた新たな大学、産業界及び海外機関等

との連携・協力を推進する。また、締結済の協定及び覚書については、

連携状況の把握に努め、見直しを図る。 

・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化す

るため、知的財産情報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、技術

移転マネージャーを中心に、研究現場と連携した技術移転活動を強化

する。 

・研究不正への対応に関する規程を改正し、特定不正行為（ねつ造、

改ざん、盗用）以外の研究倫理から逸脱した行為（不適切なオーサー

シップ等）への対応及び研究倫理教育の受講義務等を明記することに

より、研究不正への対応を強化する。 

又は教育に従事することが可能となり、人材流動性を高め、産総研の

橋渡し機能を強化するための研究開発体制の構築に寄与した。 

・職員基礎研修（e-ラーニング）については、令和元年度、職員基礎

研修の新システム導入に伴い、各講座担当者に対して説明会を開催

し、協力体制をより強固にするよう努めた。令和元年度は 4講座の研

修資料見直し、受講者にとって見やすい内容とすることで、基礎知識

の理解促進に努めた。職員基礎研修の英語版導入はすでに進めてお

り、令和元年度は、新人研修期間に外国人の新人職員が英語版職員基

礎研修を受講するよう積極的に促した。従前から行ってきた階層別

研修（全 16種類、総受講者数 652名）にグループワークを導入する

など研修内容を充実させ、主体的に取り組む人材の育成を行った。令

和元年度はリーダーシップ及びマネジメントのスキルに加え、労務・

安全管理、ハラスメント防止、コンプライアンス等における基礎知識

に関する講座等から構成される研究管理者研修を創設し、その受講

及び受講後の試験合格を研究グループ長及びチーム長に就任するた

めの条件とした。事務職員においては、全階層の一部の者へ調査を行

った上で、階層別に求められるリーダーシップを定義し、リーダーシ

ップを強化するためのカリキュラムを構築して実施した。研修中に

グループワーク等を通じて受講者同士の議論を充実させたことで、

各階層が抱える課題や問題意識を共有・認識させることができ、受講

者が主体的に考える機会を設けることができた。英語プレゼンテー

ション研修や知的財産権研修（全 12回）などのプロフェッショナル

研修（全 11講座、総受講者数 779名）を実施するとともに、見やす

いデザインのルールを学び、日常業務の資料作成やポスター作成に

活かせるような内容を盛り込んだデザイン研修を実施した。 

・相互の連携関係を深める上で有益な他機関を含めた連携を目指し

たマーケティング活動の活性化に向け、ドイツ航空宇宙センター

（DLR）へ令和元年 9月より事務職員 1名を派遣した。 

・産総研デザインスクールの事務局を担う「デザインスクール事業

室」を令和元年 7月 1日付で柏センターに設置し、8月 1日付で社会

的課題解決を実践できる人材の育成を目指したデザインスクールを

開校した。社会イノベーションの実践に関する研究活動や協同プロ

ジェクト活動を推進できる人材を、産総研所内及び所外から育成し

ている。 

・令和元年 6 月に株式会社ジェイテクトとのスマートファクトリー

連携研究ラボ、株式会社バルカーとの先端機能材料開発連携研究ラ

ボを、10 月には DIC 株式会社とのサステナビリティマテリアル連携

研究ラボを設置した。また令和 2年 3月に、日立造船株式会社と循環

型クリーンエネルギー創出連携研究室を新たに設置し、冠ラボ設置

数は、平成 30年度から 4つ増となり、順調に拡大している。令和元

年 8月から 9月にかけては、当時設立済の全ての冠ラボを対象に、冠

ラボ相手企業を訪問する形で相手企業の満足度調査を行い、冠ラボ
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の状況のフォローアップを実施した。冠ラボ契約の更新につながっ

た事例もあり、こうしたきめ細かい対応が更なる民間資金の獲得に

も重要な役割を果たした。このほか、冠ラボの紹介と、新規パートナ

ー企業の開拓をめざして、令和元年 10月にはテクノブリッジフェア

in つくばにおいて冠ラボ特別企画として講演・パネルディスカッシ

ョンを行った。企業に冠ラボの具体例及びメリットが周知され、冠ラ

ボ設立に向けた新たな企業連携の協議に繋がった。冠ラボからの資

金獲得額も 15.2億円となり、民間資金獲得額目標に大きく貢献した。 

・集積回路設計・検証・評価に関する基礎研究力と開発環境を持つ東

京大学との連携研究を推進する産総研・東大 AI チップデザイン OIL

を令和元年 9 月 1 日付けで、食薬資源研究や臨床研究に関する高い

ポテンシャルを持つ筑波大学との連携研究を推進する産総研・筑波

大食薬資源工学 OIL を令和元年 11 月 15 日付けで設置した。令和元

年度設立の 2 件の OIL を除く 8 件の OIL については、各領域の研究

戦略部長から成る所内評価委員による書類評価を実施し、中間成果

報告会（令和元年 12月 20日開催）では、理事長以下、研究所幹部か

ら助言を受けた。年度目標である 2 件の OIL 新設により、第 4 期中

長期計画の目標である合計 10件の研究拠点設置を達成した。 

・令和元年 5月 1日付で、「業務推進支援部」を「総務企画部」に名

称を変更するとともに、同部を総務本部の総括部署として明確に位

置づけ、研究所の運営基盤に係る業務の企画立案並びに総合調整を

新たな所掌業務として加えた。総務本部内及び他本部等との各種の

調整業務が円滑に実施できるようになり、同本部の業務と密接不可

分な関係にあるコンプライアンス推進本部、監査室との連携が一層

強化された。各業務が産総研全体で適切に運用されているかを適時

モニタリングする仕組みを構築することができ、業務の有効性・効率

性の向上とリスクの低減等を実現することができた。 

・平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予算の措置状況を踏ま

えた見直しを実施し、「施設整備計画（令和元年度版）」を策定し、

計 46件の改修工事を実施した。つくば中央 1-1棟他の受変電改修に

おいては高効率変圧器への更新を行ったことで、変換時のエネルギ

ー損失が改修前に比べ約 30%削減されることが期待される。つくば 3-

1棟他の衛生改修では、老朽化の進んでいる上水・雑用水・冷却水排

水配管の更新を行い、良好な研究環境を構築した。つくばセンターに

おける外灯改修工事において、外灯のランプを水銀灯から LED へ更

新したことで、点灯時の消費電力量が改修前に比べ平均 80%削減され

ることが期待される。当初計画にはなかった研究ユニットからの設

備の改修要望により、特につくばセンターにおいて新たにドラフト

チャンバー・シリンダーキャビネット等の研究設備設置工事を実施

し、研究者が研究に専念できる環境を構築した。また、全 10棟（延

床面積 8,560 m2）を閉鎖、全 3棟（延床面積 256 m2）の解体撤去を行

った結果、建物の老朽化対策費及びインフラ設備等の維持管理経費
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の削減が期待される。 

・平成 30年度に引き続き、全 OILを対象とした定期連絡会開催、各

OILで開催される運営連絡会の出席、研究成果（論文、外部資金など）

の資料まとめなどを実施し、各 OILの運営管理を一層強化した。産総

研・東大 AIチップデザイン OILを、産総研・筑波大食薬資源工学 OIL

の新設効果などにより、令和元年 11月段階でクロスアポイントメン

ト教員 16 人、リサーチアシスタント 76 人の外部人材を雇用するな

ど、大学との連携体制の更なる充実が図られた。2例の製品化事例な

ど、成果が目に見える形で橋渡し効果が得られた。遺伝子診断技術の

オンチップ高速化に関する研究成果を発展させる形で、感染症遺伝

子定量装置が共同研究先企業より上市されるなど、プレスリリース 9

件に繋がる研究成果が生まれた。 

・G20大阪サミット等での安倍総理大臣のイニシアチブを受け、クリ

ーンエネルギー技術分野における G20 各国の国立研究機関等のリー

ダーを集めた国際会議 RD20 を中鉢理事長議長のもと開催した。第 1

回（令和元年 10月 11日ホテルニューオータニ東京）は、水素・CCUS

技術にも注目しながらクリーンエネルギー技術の現状と将来像をレ

ビューし、国際連携の方向性を打ち出した。開催に合わせ、産総研と

参加機関との間で MOU 等 6 件を構築した。RD20 議長として中鉢理事

長が、10 月 9 日総理官邸で行われたグリーンイノベーションサミッ

トに出席し、同時期に日本で開催された、ICEF、TCFD サミット代表

ともに、安倍総理に G20 で合意された環境と成長の好循環の実現に

向けて、産業界、金融界、研究者としても具体的な取組を強化してい

く旨の提言書を手交した。 

・令和元年度は、産業標準化及び国際標準化の促進を目的として、JSA

と包括協定を締結した。経済産業省による認定を受けた JSAは、民間

機関が作成した JIS 案を審議会の審議を経ずに制定でき、産総研に

おける研究成果の迅速な JIS化が行えるよう連携を強化した。また、

既存協定については、連携協議会の開催等により連携強化を図る一

方で、有効期限に合わせて連携実績調査を行い、終了または更新の手

続きを行い、適宜見直しを行った。海外機関とは、NRC及びニュージ

ーランド・オークランド大学と包括研究協力覚書を締結した。NRCと

は、ワークショップ開催の成果および包括協定締結を踏まえ、共同研

究等具体的な連携に向けた調整を進めている。既存の包括研究協力

覚書については、米国の NREL、NIST、タイの TISTR との間で更新し

た。ITRI とは、計 69 名の研究者が参加するワークショップを実施

し、研究テーマのマッチングを行うなど、連携強化を図った。 

・科学技術振興機構が主催する新技術説明会を活用して、技術移転に

関心の高い企業向けに有望な技術シーズ 10件の紹介を技術移転マネ

ージャーと研究者が連携して行った（来場者 346名）。技術情報開示

契約 2件、共同研究契約 2件、技術コンサルティング契約 2件、研究

試料提供契約 1件を締結した。さらに、共同研究契約 2件、技術情報



503 

開示契約 2件、研究試料提供契約 2件について、締結に向けた調整を

実施中である。また、これまでの技術移転により企業が製品化をした

後に高い売上を得た事例を調べ、その成功要因を特定し、新たな有望

案件の発掘・育成に役立てるために、知財関連会議や研修等で所内に

情報発信を行った。その情報等を活用しながら技術移転の可能性の

高い 9件の技術シーズを選定し、実用化レベルでの機能・性能実証を

目的とした試作品製作を行い、技術移転先候補の企業に対してアピ

ールした。その結果、実施許諾契約 1件、技術情報開示契約 1件を締

結した。これらの出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、技術

移転にかかわる契約金額について平成 30 年度を上回り、令和 2 年 3

月末時点で 7.7億円の収入を得た。 

・研究不正に係る社会情勢の変化等を踏まえ、研究不正への対応に関

する規程を改正し、特定不正行為に加えてそれ以外の研究倫理から

逸脱した行為（不適切なオーサーシップ等）への対応及び研究倫理教

育の受講義務等を明記することにより、研究不正への対応及び未然

防止策を強化した。e-ラーニングの研究倫理教育受講率 100%を達成

するとともに、平成 30年度と同様に研究不正と認定される案件は発

生しなかった。研究のトレーサビリティを確保する観点から、研究で

得られたデータや試料等の管理方法及び体制等に関する基準を新た

に設ける必要があったため、産総研内にワーキンググループを組織

し、関係者による検討を行った。当該基準については、ワーキングル

ープでの検討結果を踏まえ、令和 2年度に策定し、全所的に周知する

予定である。 

 

（その他本部機能に対する評

価） 

・引き続き、次年度において現

状の更なる改善点の洗い出し

やこれを踏まえた一層の取組

強化し、マーケティング機能

を支える組織全体の体制の整

備や意識改革も引き続き行っ

ていくことも必要。 

 

・また、組織改革や人材の育

成・活用についても、優秀な

若手・中堅人材の研究者獲得

と人材流動化促進を積極的に

行い RA制度やクロスアポイ

ント制度のさらなる活用も含

めた組織内外の若手雇用・育

成と、シニア世代の能力・経

Ⅰ 研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（４）産総研技術移転ベンチ

ャー支援の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

（８）戦略的な知的財産マネ

ジメント 

（９）地域イノベーションの

推進等 

 ①地域イノベーションの推

進 

（１０）世界的な産学官連携

拠点の形成 

・民間企業から産総研技術移転ベンチャーへの出資を促進するため、

ビジネスインキュベーション機関及びベンチャーキャピタル等との

ネットワークを活用した連携活動並びに事業計画・ビジネスプランの

ブラッシュアップ等の事業支援を強化する。 

・コンサルティング制度に関する専任の連携担当を置くことなどに

よって、職員の理解の促進を図り、かつ民間企業への説明を徹底して、

研究現場での一層の活用を図ると共に、効率的な技術コンサルティン

グ制度の運用に努める。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の

構築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術

コンサルティングを促進する。一方、顧客満足度のモニタリング調査

を継続し、業務品質の向上を図る。 

・目的基礎研究や「橋渡し」研究前期におけるマーケティング強化の

ための交付金については、民間資金獲得強化の方針に基づき追加的に

措置する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

・事業化を希望する技術シーズを調査案件として 3件選定し、外部

機関の調査や起業家育成事業等を活用して事業化可能性の調査、ビ

ジネスプランのブラッシュアップ等の支援を行った。産総研公式ホ

ームページのベンチャー紹介コーナー及びパンフレットの拡充、産

総研技術移転ベンチャーに対して、外部機関の開催する展示会やビ

ジネスマッチングイベントへの出展やピッチ会への登壇の場を提供

するなどの支援を行った。「重点支援ベンチャー」として成長が期

待される企業を令和元年度は 20社選定した。企業ごとに専任の

「担当コンシェルジュ」を設定し、企業ニーズや経営状況を把握し

て資金調達や販路拡大を行うなど支援活動を推進した。産総研技術

移転ベンチャーに対するキャピタル等民間からの出資額は産総研技

術移転ベンチャー7社に対し 8.0億円となった。 

・技術コンサルティングの窓口として配置した連携主幹を軸とする

契約事務体制を整備し、所内関係者及び相手先との技術コンサルテ

ィングの適否、制度の注意点等の事前相談や調整、地域センターへ

の連携制度の活用方法やメリットの周知を進めた。さらに、連携機

関から要望が多かった秘密条項の約款の一部改定や英語版約款を制

定するなど、顧客ニーズに即した対応を図り、制度活用を促進し
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験の最大活用を図っていくこ

とが必要。 

 

 

 業連携研修（年 2 回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

・知財戦略会議を開催し、「強く広い」知的財産権の取得等を目指し

た産総研全体としての知的財産戦略の策定及び知的財産マネジメン

ト強化策の検討を行う。 

・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化す

るため、知的財産情報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、技術

移転マネージャーを中心に、研究現場と連携した技術移転活動を強化

する。 

・地域における「橋渡し」の推進のため、自治体や公設試との連携関

係の強化や、「産総研イノベーションコーディネータ」制度のさらな

る拡充と活用等により、地域中核企業との研究連携を推進する。 

・平成 27 年度に各地域センターが所在する地域ごとに創設した地域

中核企業からなる「テクノブリッジクラブ」を活用し、地域中核企業

との連携強化を推進する。 

・オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速さ

せる世界的な産学官連携拠点の形成を目指し、高機能 IoTデバイスに

関する研究拠点としての施設整備、外部ユーザーへのワンストップサ

ービス拡充による拠点の利便性の向上により、TIAの「橋渡し」機能

の更なる強化を行う。 

・オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強

化に資する事業の一環として、提供する技術メニューの拡充や外部ユ

ーザーが持ち込むサンプルの受け入れに対する制限緩和に向けたデ

ータ収集を行うとともに、外部ユーザーによるスーパークリーンルー

ムの利用の状況を細やかに把握・管理する仕組みを設け、その利用拡

大と体制構築を図る。 

・量産開発に資する大型ウェハーを用いた SiC パワーデバイス試作

ラインの利用効率向上のため、2つのクリーンルーム施設の一体化を

進めるとともに、SiCデバイス試作ラインをベースとした SiC 以外の

新材料パワー半導体のデバイス試作を行い、総合的な研究開発プラッ

トフォームとしての整備を行う。 

・TIAが保有する共用施設・設備群を外部ユーザーがワンストップで

利用できる環境を構築するため、TIA参加機関間の共用施設利用の連

携をさらに強化し、材料研究からシステム開発に至る総合的なナノテ

クノロジー研究開発プラットフォームの一層の整備を行う。また、企

業との国際的な連携プロジェクトを推進するネットワークキング活

動を通じて、国際的拠点としての機能強化を図る。 

・各機関の多様な技術を融合させ、複数領域での大型研究資金獲得に

向けた戦略立案と体制構築を行うため、TIA連携プログラム探索推進

事業「かけはし」への企業連携の仕組みをさらに強化するとともに、

た。これにより広範な技術的課題の解決に繋がる「技術の橋渡し」

が可能となった。企業との共同研究開発等の大型連携に繋がるな

ど、技術コンサルティングを起点とした、産業界との「新たな連携

モデル」が確立された。令和元年度の満足度のモニタリング調査に

おいて、所外回答者（201名）・所内回答者（310名）ともに、9割

を超える者から「満足」との回答（特に所外回答者の 97%が「満

足」と回答）があり、制度発足以来、最高の顧客満足度が達成され

た。満足度の高さに加えて、「スピード感を持って取り組める」、

「産総研との連携の敷居が下がった」、「先進的な知見を得られ、

技術的課題の解決に繋がった」などの回答が得られたことから、技

術コンサルティング制度が連携促進に効果的であることが確認でき

た。また、所外回答者全体の半数以上が引き続き技術コンサルティ

ングの利用や、共同研究への進展の予定があると回答しており、満

足度の高さを裏付けている。技術コンサルティング収入は、平成 30

年度の約 7.5憶円から大幅に増加し、約 10.2億円（前年度比約

136%）を獲得した。 

・理事長裁量の戦略予算においては、提案時に民間資金獲得予定額

を設定するなどの民間資金獲得強化等の応募要件を課し、これらの

提案を優先的に採択した。令和元年度の全採択件数 48件のうち、

33件が民間資金獲得強化を狙ったものであった。全課題を対象とす

る中間評価を実施して、民間資金獲得状況の進捗を確認した。課題

ごとに担当 ICを指名したことにより、マーケティング力が強化さ

れ、順調に民間資金獲得が進んでいる。 

・産総研の領域横断の連携活動を担当する ICをイノベーション推

進本部に 13名、また地域連携の中核機能を担う ICを全国 9つの地

域センターに 23名配属した。さらに、外部専門家の指導のもと、

特定企業のニーズや事業計画を踏まえて、領域横断で技術シーズを

融合させ、企業への提案を行う企業連携の検討会を開催した。ま

た、全ての領域・地域センターを対象とした連携人材育成研修のな

かで、産総研の全リソースを利用した事業化の提案のケーススタデ

ィを行い、領域をまたがるマーケティング機能の充実を図った。コ

ンセプト共創型の技術コンサルティングの活用により、産総研の幅

広い研究リソースを領域の枠に捉われずに検討できるようになり、

個別の技術課題に留まらない企業が直面する SDGsなどの社会的課

題に対応した連携ができるようになった。さらに、企業からの提供

資金により行う技術コンサルティングにおいて、領域横断のテーマ

創出を加速するなど、全所横断的なマーケティング活動の効果的な

運用を図った。 

・ICの毎月の活動報告、新任の ICの活動内容の確認を行う月次の

報告会等を通してイノベーション推進本部長等が ICの定常的な活

動内容を確認する仕組みを設けた。化学企業でマーケティング部責

任者としてキャリアを積んだ人材を ICとして採用し、産総研技術
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TIA中核 5機関と企業との連携をワンストップで行える仕組みを強化

する。また 5機関連携で TIAビジョンの策定を進め、国際的な連携開

発拠点としての機能強化を図る 

・ナノテクキャリアアップアライアンスや TPEC 人材育成等、プラッ

トフォームを活用する人材育成の仕組みの強化と、民間企業の人材育

成に資する機能の強化を着実に進める。 

 

シーズのマーケティング機能の強化を図った。さらに、連携主幹、

連携の企画にかかわる職員に対しては、日々の業務で企業交渉に同

席させるなど OJTを実施した。また、外部講師を活用した連携人材

育成研修（16回）を開催し、知見・経験の教授を通して連携人材の

育成を進めた。企業から提示された技術課題に対する産総研シーズ

のマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな

連携テーマを構築することができるようになり、これまで連携が難

しかった新たな産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型

の企業連携に繋げることができた（非鉄金属メーカーや鉄道事業会

社と所内の研究分野の壁を越えた組織連携の構築）。 

・イノベーション推進本部及び各領域の幹部、パテントオフィサー

等が委員として参加する知財戦略会議において、戦略策定・更新を

継続的に支援する特優テーマ支援、先行技術調査の結果や当該結果

をグラフや表で見える化した特許マップを研究者に提供する支援等

の施策についてフォローアップを行うとともに、第 5期に向けたパ

テントオフィサーの育成等について議論した。施策のひとつである

特優テーマ支援では、初の支援対象の決定（1件）を行い、戦略的

な取組を推進していく。また、関連する研究分野の特許情報を分析

し、先行技術調査報告や特許マップとして研究者に提供する等の支

援を行うことで、初期の段階から、より社会的インパクトの大きい

出口を見据えた研究活動へと繋がる。 

・技術移転マネージャーと研究者が連携して、技術移転に関心の高

い企業向けに、有望な技術シーズ 10件の紹介を行った。技術情報

開示契約 2件、共同研究契約 2件、技術コンサルティング契約 2

件、研究試料提供契約 1件を締結した。新技術説明会等への出展時

の来場者との対話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企

業の現場の実態に関する情報を幅広く収集することができ、これが

研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修正に役立った。技術

移転の可能性の高い 9件の技術シーズを選定し、実用化レベルでの

機能・性能実証を目的とした試作品製作を行い、技術移転先候補の

企業に対してアピールした。その結果、実施許諾契約 1件、技術情

報開示契約 1件を締結した。これらの出口シナリオの企画・立案機

能の強化の結果、技術移転にかかわる契約金額について平成 30年

度を上回り、3月末時点で 7.7億円の収入を得た。 

・公設試等職員又はその幹部経験者を産総研 ICとして委嘱又は雇

用して、公設試との連携強化を図り、地域ニーズの把握やグローバ

ルニッチトップ（GNT）企業等の地域中核企業の発掘や企業面談に

よる人脈づくりに取り組んでいる。令和元年度は、産総研 ICを千

葉県及び広島県に新たに配置、拡充した結果、135名に増加（平成

30年度：127名）した。うち 12名は、全国・関東・関西の各広域

圏での「橋渡し」に取り組むことで、地域的な偏りを緩和し、産総

研が全国の地域中核企業と連携を行うための素地を整えた。また、
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公設試の求めに応じて平成 30年度は 5都県に産総研の職員を出向

させるなど公設試等と密接に連携し、地域中核企業へのマーケティ

ング活動を行った。平成 30年度に実施した連携研究は、目標値 75

件に対し 107%の合計 80件となり、地域における更なる連携拡大に

つながった。さらに、地域連携に資する機会の創出等を図るため、

地縁を活用したこれまでにない形での地域連携実績を創出し、地域

での産総研のプレゼンスの向上及び職員の地域貢献へのモチベーシ

ョン向上に寄与するための「産総研ふるさとサポーター」の取組み

を新たに開始した。令和元年度においては、のべ 270人の役職員等

が産総研ふるさとサポーターとなり、計 36件の所内外からの依頼

に対応し、講演、イベント協力及び見学対応等を行った。 

・地域中核企業へのマーケティング機能を高め、地域における技術

開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチング機能を強化するため

に、各地域センターが所在する地域ごとに設けているテクノブリッ

ジクラブへの加盟企業数は、平成 30年度の 356社から令和元年度

378社に増加した。また、加盟企業向けのテクノブリッジフェア

を、つくば及び各地域センターで開催するなど、地域中核企業の技

術開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチングを行い、連携強化

を図った（つくば、令和元年 10月 24日～25日、来場者 596機関、

1,526名。訪問型や地域センター開催分を含めて計 13回行い、計

1,350機関を招待）。その結果、加盟企業との連携研究件数は、目

標値の 250件を上回る 328件となった。さらに、マッチングを継続

的に図る場として、産総研の技術シーズをウェブサイトで紹介する

「テクノブリッジ On the Web」では、登録数 1,858社（団体）

5,541名、パネル閲覧数 6,000～14,000／月（令和元年度））に達

した。マーケティング活動につながる情報として、月ごとに研究パ

ネル（約 1,000枚）の閲覧ログを取得するシステムを構築し、分析

結果を領域の研究戦略部と共有した。 

・デバイスの設計から製造までを一貫して行える研究開発拠点の中

核的施設として、つくばセンター西事業所に新たなクリーンルーム

施設である「高機能 IoTデバイス研究開発棟」を整備した。ものづ

くり、サービス、自動車、健康・医療、インフラ分野等において

IoTの活用を検討している外部ユーザーに対して、ワンストップサ

ービスでソリューションを提供することが可能になる。また、国内

における革新的な AIチップ開発を加速するための拠点として、東

京大学と協力して「AIチップ設計拠点」を東京大学本郷キャンパス

に構築した。AIチップ開発を目指す中小・ベンチャー企業などに

AIチップ設計環境や設計資産、ノウハウ、人材育成環境を提供する

ことで、産学官協調による AIチップ開発の加速が期待できる。 

・外部ユーザーに提供する技術メニューの拡充を図るため、65nm 

CMOSトランジスタ試作プロセスを構築し、外部の量産ラインと同レ

ベルの特性を実証し、スーパークリーンルームの共用施設としての
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実力の高さを示すことができた。液浸露光装置を用いた 25nmライ

ン＆スペース描画・加工プロセスを構築し、3ユーザーからの利用

実績があった。2層配線プロセス（Al,Cu）を構築し、3ユーザーか

らの利用と 1件の利用検討があった。シリコン深堀エッチング技術

を整備し、3ユーザーから 15件の利用があった。ウェハーレベル 3

次元集積化技術を整備し、民間企業との共同研究として利用され

た。小規模 CMOS回路試作用プロセスデザインキットを整備し、回

路試作に関心を寄せるユーザーがおり、今後の利用が期待してい

る。また、外部ユーザーが持ち込むサンプルの汚染管理基準を明確

化することでサンプルの測定方法を統一した。新規のウェハー洗浄

装置を導入し、各種の汚染ウェハーの受入れ時の洗浄を拡充した。

これにより、汚染ウェハーの受け入れ可否の判断がスムーズになっ

た。さらに、過去数年間の外部ユーザーによるスーパークリーンル

ームの利用の状況を細やかに把握・管理する体制を整備すること

で、利用実績のトレンドが分かり、これにより効果的なマーケティ

ング活動ができるようになった。 

・SiCパワーデバイス試作ラインの利用効率向上のため、2つのク

リーンルームを接続する通路を構築し、相互の往来の利便性の向上

を図ることで、研究開発作業のリードタイムを 5%短縮した。また、

次世代の新材料として期待される GaNと従来材料の SiCの兼用が可

能なラインの整備が完了し、4インチサイズの GaNウェハーの研究

開発を開始するなど、パワー半導体デバイス試作の総合的な研究開

発プラットフォームとしての整備を行った。 

・令和元年度は、TIA参加機関間の共用施設利用の連携をさらに強

化し、1つの施設だけでは完成できないプロセスを、当該施設のス

タッフがユーザーに代わって他機関の共用施設の装置を使用してプ

ロセスを完成させる等の、外部ユーザーがワンストップで利用でき

る橋渡し環境の構築を進めた。つくば共用装置のデータベースを

TIAのホームページに移設し、TIAが管理する体制に変更した。航

空機の電動化において、SiCパワーエレクトロニクス、超電導な

ど、産総研オリジナル技術をコア技術として、我が国電機産業が新

たな航空機部品事業に参入することで、雇用拡大が期待できる。さ

らに、ANFや INSにおけるワークショップや「第 32回国際超電導シ

ンポジウム（ISS2019）」の開催・運営を通じて、アジア・欧米の

研究機関とのネットワークの強化を図った。また、タイの

NANOTEC、台湾の ITRI、ベルギーの IMECなどの国際的研究機関と情

報交換を行い、具体的な連携について検討を進めた。アジア・欧米

の研究機関との研究協力、人材育成及び標準活動など、国際的拠点

としての具体的な連携事案の創出が期待できる。 

・TIA連携探索プログラム「かけはし」事業において、TIA運営諮

問会議メンバー企業 8社に「かけはし」への課題提案を依頼した。

企業提案課題に各機関の研究者が参画する形で 3件の課題を実施し
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た。また、令和 2年度から第 3期を迎える TIAの今後の方向性につ

いて、中核 5機関が連携して「TIAビジョン」として策定し公表し

た。TIAビジョンの策定にあたっては、国際的な連携の在り方を含

め、イノベーションシステムを駆動させるための施策について検討

を重ね、連携開発拠点としての機能強化を図った。 

・若手研究人材の知識獲得とスキル向上を目的とした「ナノテクキ

ャリアアップアライアンス」事業として、外部の若手研究者と産総

研研究者との共同研究を 5件実施した（うち 3件が継続、2件が新

規）。若手研究人材はもちろんのこと、社会人、特に企業研究者を

育成するプログラムへと発展しつつある。共同研究の成果を企業と

の連携に繋げるための若手研究成果発表会を、複数企業の協力を得

て開催した。社会人向け研修コースを 6件開催し、64名が参加し

た。研修コースへの参加者同士の情報交換から、技術コンサルティ

ングや共同研究の検討へと展開する事案も出つつあり、人材育成を

通じた新たな研究成果の創出が期待できる。その他の人材育成の事

業として、TIA連携大学院の講義の 1つである「TIAパワーエレク

トロニクス・サマースクール」には 164名（うち学生 110名、社会

人 54名）が参加し、累計参加者数は 1,100名となった。「つくば

応用超電導コンステレーションズ」の独自事業である「超伝導スク

ール」には 87名（うち学生 85名、社会人 2名）が参加した。産総

研が民間企業と実施している「TPEC」事業における人材育成の実施

を目的に、TPECインターンシップを通じて大学院生 1名に 10日間

の技術研修を行った。TIAパワーエレクトロニクス・サマースクー

ルと超電動スクールは過去最高の参加者数を記録するなど、パワー

エレクトロニクス分野、超電導分野における若手人材の育成が着実

に進められている。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
一般管理費の削減 毎年度： 

3%以上 
 3% 3% － － －   平成 28年度までの指標 

業務経費の削減 毎年度： 
1%以上 

 1% 1% － － －   平成 28年度までの指標 

一般管理費（人件

費を除く。）及び業

務費（人件費を除

く。）の合計の効率

化 

毎年度： 

1.36%以上 
 － － 1.36% 1.36% 1.36%   平成 29年度からの指標 

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、多くの項目

で顕著な成果を創出した。 

 研究施設の効果的な整備と効率的な運営など 3

項目が A 評定、PDCA サイクルの徹底など 2 項目が

B評定であることから、業務運営の改善及び効率化

に関する事項を、A評定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定 Ｂ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

研究施設の

効果的な整

備と効率的

な運営につ

いては、SiC

パワー半導

体の開発に

おいて、当初

の計画より

も更に踏み

込んで各種

の半導体デ

バイス製造

レシピを整

 

１．研究施設の

効果的な整備

と効率的な運

営 

１．研究施設の

効果的な整備

と効率的な運

営 

・産学官が一体となって研

究開発を行うための施設や

仕組み等を戦略的に整備、

構築、見直しを進め、産総

✓産学官が一体と

なって研究開発を

行うための施設や

仕組み等の整備・

 SiC デバイスの量産技術の開発を目的とした 6

インチラインは、平成 30 年 1 月より 24 時間稼働

へと移行済みである。令和元年度は、当該ライン

の処理能力を月産 100 枚のウェハー処理能力まで

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：SiC パワー半導体の開発において、1 kV級デ

バイス技術は、自動車等の応用に向けた事業化のフ
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 我が国のオ

ープンイノベ

ーションを推

進する観点、さ

らには「橋渡

し」機能の強化

を図る観点か

ら、産学官が一

体となって研

究開発を行う

ための施設や

仕組み等を含

め戦略的に整

備・構築すると

ともに、それら

施設等の最大

限の活用を推

進するものと

する。 

 

 我が国のオ

ープンイノベ

ーションを推

進する観点、さ

らには「橋渡

し」機能の強化

を図る観点か

ら、産学官が一

体となって研

究開発を行う

ための施設や

仕組み等を戦

略的に整備・構

築するととも

に、それら施設

等の最大限の

活用を推進す

る。 

 

研の施設等オープンプラッ

トフォームを活用した共同

研究やデバイス試作、分析、

計測等により、引き続き橋

渡し機能の強化を図る。 

 

構築を実施した

か。 

✓産総研施設・装

置を活用し、橋渡

し機能の強化を図

ったか。 

 

向上させた。さらに、産業界のニーズに基づき、

3.3kV級のデバイス製造レシピを整備した。4イン

チラインにおいては、低オン抵抗を実現する Super 

Junction（SJ）型デバイスの製造レシピ及び GaN

（窒化ガリウム）デバイス製造レシピを整備する

など、先進的デバイスの開発と普及に向けた活動

を重点的に展開した。 

 

ェーズに入りつつある。コストと信頼性の点で課題

は残るが、モビリティーの電動化のコア技術とし

て、自動車業界だけでなく、鉄道、航空機関連産業

から注目されている。なお、SiCパワー半導体の実

用化時期は、2020年代半ばと想定されている。 

 

 以上を総括し、当初の計画よりも更に踏み込んで

各種の半導体デバイス製造レシピを整備したこと

により、先進的デバイスの開発と普及が促進された

ことから、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 スーパークリーンルームに代表される研究開発

施設の将来にわたる安定的な運営のため、運営経費

と利用料収入との収支バランスを改善していくこ

とが喫緊の課題である。運営経費削減のため、令和

元年度に整備した省エネ型クリーンルームである

「高機能 IoTデバイス研究開発棟」の本格稼働を早

急に進め、同施設を中心とした研究開発支援体制を

構築する。また、利用料収入増大のため、イノベー

ションコーディネータを中心とした営業活動や展

示会出展等のマーケティング活動を積極的に行う

ことで新規利用者を獲得するとともに、既存利用者

の利用率向上のため共用施設の利便性と魅力を更

に向上させる施策を講じていく。 

 なお、評価委員からも、クリーンルームや大型実

験装置の維持管理費用を安定的に確保する仕組み

を検討するべきとのコメントがあった。 

 

備したこと

により、先進

的デバイス

の開発と普

及の促進に

貢献した。 

 

PDCA サイク

ルの徹底に

ついては、評

価書作成ガ

イドライン

を改定し、説

明会を評価

対象部署ご

とに丁寧に

実施したこ

と及び、評価

対象部署と

委員会事務

局との間で

情報を一括

管理したこ

とから、資料

修正に要す

る作業時間

を削減する

ことができ

た。また、目

標未達成の

場合の要因

分析の結果

は、第 4期中

長期目標期

間終了後の

業務の改善

に活かされ

ることが期

待できる。ま

た、理事長、

全領域長及

び幹部が出

 

２．ＰＤＣＡサ

イクルの徹底 

 各事業につ

いては厳格な

評価を行い、不

断の業務改善

を行うものと

する。評価に当

たっては、外部

の専門家・有識

者を活用する

など適切な体

制を構築する

２．ＰＤＣＡサ

イクルの徹底 

 各事業につ

いては厳格な

評価を行い、不

断の業務改善

を行う。評価に

当たっては、外

部の専門家・有

識者を活用す

るなど適切な

体制を構築す

る。また、評価

・評価の実施及び評価結果

の各部署へのフィードバッ

クに当たっては、必要に応

じて改善を行い、更なる充

実とともに効率化を図る。 

・年度評価に加え、第 4 期

中長期目標期間にかかる平

成 32 年度当初の期間実績

評価に向けて、効果的かつ

効率的な実施方法を決定し

準備を進める。 

・第 5 期中長期目標期間の

評価について、実効性の高

✓評価の実施に当

たり、必要に応じ

て改善を行い、評

価の充実と効率化

を図ったか。 

✓年度評価に加

え、期間実績評価

の効率的な実施の

ための準備を進め

たか。 

✓目標達成のため

の PDCA サイクル

を働かせている

 令和元年度の評価の充実と効率化を図るため

に、評価書作成ガイドラインを改定するとともに、

資料作成にかかる所内説明会を評価対象部署ごと

に丁寧に実施した。評価書作成ガイドラインは、

作業過程に沿って Q&A を取り入れて理解しやすく

した。また、評価委員会の資料は研究テーマごと

に実績と課題を一括して記述した。独立行政法人

評価制度委員会による大臣評価の点検結果等の意

見を参考に、期間実績評価においては、中長期目

標において最も重要とされた目標が未達成の場合

は、外部要因の影響やマネジメントの課題等を含

む要因分析を行い、業務の改善につながるような

実効性のある記述となるようにした。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：評価書作成ガイドラインを改定し、説明会を

評価対象部署ごとに丁寧に実施したこと及び、評価

対象部署と委員会事務局との間で情報を一括管理

したことから、資料修正に要する作業時間を削減す

ることができた。また、目標未達成の場合の要因分

析の結果は、第 4期中長期目標期間終了後の業務の

改善に活かされることが期待できる。評価委員等の

コメントを整理して、評価対象部署に提供すること

で、現状の体制や取組の更なる改善点の洗い出しや

これを踏まえた改善、一層の取組強化に繋がり、

PDCAサイクルの更なる推進が期待できる。 
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ものとする。ま

た、評価結果を

その後の事業

改善にフィー

ドバックする

など、ＰＤＣＡ

サイクルを徹

底するものと

する。 

 

結果をその後

の事業改善に

フィードバッ

クするなど、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルを徹底する。 

 

い評価方法を検討する。 

・評価結果や月ごとの外部

資金獲得状況報告を領域の

活動に反映させること等を

通じて、産総研全体として

目標を達成するための

PDCAサイクルを働かせる。 

 

か。 

 

 また、作業過程において評価対象部署と委員会

事務局との間で情報を一括管理しながら円滑な協

働作業を行うために、所内向けのファイル・情報

共有サービスを活用した。一方、評価委員との情

報伝達には、産総研外部と安全に情報伝達できる

ファイル転送システムを利用した。 

 さらに、平成 30年度に引き続き、前年度評価委

員会での評価委員（外部の専門家・有識者）による

評価コメント、自己評価検証委員会でのコメント

及び大臣評価コメントを整理して、評価対象部署

に提供した。 

 

 令和元年度は、第 4 期中長期目標期間の最終年

度であることから、期間実績評価（第 4 期中長期

目標期間における業務の実績に関する評価）を、

令和元年度評価と併せて実施し、以下のとおり柔

軟に評価体制を見直しながら効果的かつ効率的な

実施方法を決定し準備を進めた。 

 ①評価書の作成にあたっては、見込評価を最大

限に活用した。見込と実績に乖離がある場合には、

その原因を分析することにした。②外部の専門家・

有識者による評価委員会については、期間実績評

価と令和元年度評価を同時に審議した。③評価委

員による評価委員会直後の評価を、実績値が確定

した後に最終確定する 2 段階評価を廃止した。一

方で評価資料作成の段階で、年度末までの見込の

確度を一層高くすることにより、評価の精度を維

持した。④評価委員会開催後に自己評定を暫定的

に決める関係者会議を設定した。 

 

 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平

成 26年 9月 2日総務大臣決定、平成 31年 3月 12

日改定）Ⅰ.2.(6)において、主務大臣は、独立行政

法人通則法第 35条の 4第 1項の中長期目標の策定

又は変更に際して、「当該法人と十分に意思疎通

を図るものとする」「主務大臣から法人に対して

方針を伝達するだけではなく、政策の実施機関で

ある法人の側からも、主務大臣に対して各地域の

現場の「気づき」を迅速に提言することが必要で

ある」とされている。 

 これを受けて、令和元年度第 2 回研究戦略会議

（令和 2 年 2 月 6 日）において得た外部有識者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見込評価を最大限に活用したことで、評価資料作

成にかかる時間が短縮された。期間評価と年度評価

についての同時審議を行うことにより、評価委員会

開催のためのコスト及び業務負担を軽減すること

ができた。2段階評価の廃止により、評価の精度を

維持しながら業務負担を軽減することができた。自

己評価を暫定的に決める関係者会議の実施により、

自己評価書を円滑に作成できることができた。これ

らの効率的かつ効果的な評価の実施によって、第 4

期中長期目標期間の取組の改善点などが明確とな

り、第 4期中長期目標期間終了後の取組の検討に活

用できる。 

 

 

 

 

 

 

 世界に先駆けた社会課題の解決と経済成長・産業

競争力の強化に貢献するイノベーションを創出す

るため、第 5期中長期目標期間に向けた体制及び定

性評価に向けた総合的な評価方法の構築に貢献し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

席する会議

において、民

間獲得額を

始めとする

各種指標に

関する目標

の達成状況

等を毎月報

告し、他領域

における目

標の達成状

況や目標達

成に向けた

活動状況を

共有するこ

とにより、領

域間の競争

と協力を深

めた。 

 

「競争性の

ない随意契

約」方式の運

用に当たっ

ては、二重チ

ェックを行

うことで公

正性・透明性

を確保しつ

つ合理的な

調達を実施

し、かつ調達

請求から契

約までに要

する期間を

大幅に短縮

したこと、年

度計画には

ない事項と

して仕様書

作成マニュ

アルの大幅
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コメントも踏まえつつ、第 4 期中長期目標期間の

実績も勘案して、経済産業省と密に連携して産総

研のミッションを検討し、第 5 期中長期目標の策

定や評価の在り方の検討に貢献した。 

 

 各領域の評価に関わる令和元年度の目標につい

ては、領域ごとの特性を踏まえ、理事会での審議

を経て決定した。目標達成に向け、PDCAサイクル

（P（領域長が目標を含む領域の年度計画を策定し

理事会で決定）、D（当該計画に基づき領域長が主

導して研究開発を実施）、C（領域ごとに掲げた各

種数値目標の達成状況、具体的な研究開発成果の

質的量的達成状況等をもとに産総研（組織）とし

て領域を評価）、A（目標の達成状況・大臣評価結

果等を反映したインセンティブを付与した研究予

算の配分、それに基づく領域の研究推進による成

果の最大化））を機能させた。領域毎に年度末にお

ける民間資金の獲得見込額を見積もることで、目

標の達成状況を把握し、効率的に評価を実施した。

令和元年度は、さらに民間資金獲得目標達成に向

けた各領域のアクションを明確にすることで PDCA

サイクルを強化した。 

 

 

 

 

 

 

 毎月、理事長、全領域長及び幹部が出席する会議

において、民間獲得額を始めとする各種指標に関す

る目標の達成状況等を報告し、他領域における目標

の達成状況や目標達成に向けた活動状況を共有す

ることにより、領域間の競争と協力を深めた。 

 各領域における民間資金獲得に向けたマネジメ

ント体制の強化により、これまで領域ごとに対応し

ていた案件の全所的な対応が強化された。以上によ

り、民間資金獲得に向けた産総研全体の体制が強化

された。 

 

 評価書作成ガイドラインを改定し、説明会を評価

対象部署ごとに丁寧に実施したこと及び、評価対象

部署と委員会事務局との間で情報を一括管理した

こと、見込評価を最大限に活用したこと等によっ

て、評価資料作成に要する時間を削減することがで

きた。これらの効率的かつ効果的な評価の実施によ

って、第 4期中長期目標期間の取組の改善点などを

明確にし、第 5期中長期目標期間に向けた体制及び

定性評価に向けた総合的な評価方法の構築に貢献

した。 

 理事長、全領域長及び幹部が出席する会議におい

て、民間獲得額を始めとする各種指標に関する目標

の達成状況等を毎月報告し、他領域における目標の

達成状況や目標達成に向けた活動状況を共有する

ことにより、領域間の競争と協力を深めた。 

 以上を総括し、所期の目標を着実に実施したこと

から、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 年度評価を筆頭に、数々の評価関連作業が重複す

ることによる評価対象部署等の評価疲れをいかに

回避するかが課題である。 

 PDCA サイクルを有効に働かせ、的確に個々の活

動に反映させるため、外部資金獲得等の実績状況の

月例報告など、的確な現状の把握を引き続き進め

る。 

な見直しに

より、研究

者、研究支援

担当者及び

調達担当者

が、仕様書の

確認・修正に

要する時間

の削減を実

現したこと

等、研究成果

の最大化に

向けて実効

性のある成

果が得られ

た。 

 

業務の電子

化について

は、ファイア

ウォールに

より外部と

の通信監視

だけでなく、

所内ネット

ワーク全体

の通信監視

を開始した

ことで、不正

アクセスに

対するセキ

ュリティ監

視環境が強

化されたこ

と、年度計画

当初になか

った長期間

のログの保

存により、よ

り詳細なロ

グの分析が

可能となっ
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 たこと、ま

た、バックア

ップ回線に

より、業務の

継続性が確

保され、業務

への影響を

最小限に止

めているこ

と、災害発生

時を想定し

た対処訓練

により、災害

時の復旧が

迅速に実施

できること

など、数々の

セキュリテ

ィ対策等を

実施した。 

 

また、業務の

効率化につ

いては、一般

管理費及び

業務費の平

成 30 年度比

1.36％の削

減を達成し

ている。 

 

以上を総括

し、着実な業

務運営がな

されている

ことから、Ｂ

評定とした。 

 

＜今後の課

題＞ 

引き続き適

切な調達の

 

３．適切な調達

の実施 

 調達案件に

ついては、主務

大臣や契約監

視委員会によ

るチェックの

下、一般競争入

札を原則とし

つつも、随意契

約できる事由

を会計規程等

において明確

化し、「調達等

合理化計画」に

基づき公正性・

透明性を確保

しつつ、合理的

な調達を実施

するものとす

る。 

 

３．適切な調達

の実施 

 調達案件に

ついては、一般

競争入札等（競

争入札及び企

画競争・公募を

いい、競争性の

ない随意契約

は含まない。）

について、真に

競争性が確保

されているか、

主務大臣や契

約監視委員会

によるチェッ

クの下、契約の

適正化を推進

する。「独立行

政法人改革等

に関する基本

的な方針」（平

成２５年１２

月２４日閣議

決定）を踏ま

え、一般競争入

札を原則とし

つつも、研究開

発型の法人と

しての特性を

踏まえ、契約の

相手方が特定

される場合な

ど、随意契約で

きる事由を会

計規程等にお

いて明確化し、

「調達等合理

化計画」に基づ

き公正性・透明

性を確保しつ

・契約監視委員会を開催

し、一般競争入札に係る一

者応札・応募状況等の点検

のほか、「平成 31 年度調達

等合理化計画」の策定並び

に「特例随意契約」の点検

を行う。また、委員会点検

による意見・指導等につい

ては、全国会計担当者会議

等において共有し、改善に

向けた取組を行う。 

・「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針」（平成

25年 12月 24日閣議決定）

を踏まえ、一般競争入札を

原則としつつも、特定国立

研究開発法人としての特性

を考慮し、契約事務取扱要

領の「随意契約によること

ができる場合」に基づき、

適切かつ合理的な調達を実

施する。 

・民間企業での技術的な専

門知識を有する契約審査役

を引き続き雇用し、政府調

達基準額以上の調達請求に

かかる仕様内容や調達手段

について、審査を実施する。 

・地域センターの契約案件

については、高額案件が少

ないことから契約審査の対

象範囲を拡大して、契約審

査役による審査を実施す

る。 

 

✓契約監視委員会

の点検結果につい

ては、共有し、改善

に向けた取組を行

ったか。 

✓競争入札におい

て十分な期間を確

保しているか。 

✓随意契約による

ことができる事由

につき、適切かつ

合理的な調達を実

施しているか。 

✓仕様内容や調達

手段の審査を行っ

ているか。 

✓地域センターに

おいて審査対象範

囲を拡大して技術

審査を行っている

か。 

 

＜契約監視委員会による事後点検＞ 

 契約監視委員会を開催し、同委員会での点検に

よる意見・指導等については、全国会計担当者会

議等において共有した上で、改善に向けた取組を

行った。 

 具体的には、令和元年度も引き続き、外部有識

者等による契約監視委員会を開催し、「調達等合

理化計画」の策定に係る審議、「随意契約」の妥当

性に関する事後点検、一者応札となった「一般競

争」及び「特例随意契約」の競争性の確保に関する

事後点検を実施した。 

 契約監視委員会の点検では、効果的で質の高い

点検作業を行うため、令和元年度上期の点検対象

1,693件のうち、契約方式、内容別の件数分布及び

過去の点検実績等を考慮するとともに、特に高額

な契約案件から抽出して点検対象の重点化を図っ

た（点検実施件数：競争性のない随意契約（30件）、

一者応札となった一般競争入札等（33件）、特例

随意契約（19件）（令和元年 6月、8月、12 月実

施））。 

 また、契約監視委員会の点検による意見・指導

等の内容は、「全国会計担当者連絡会議」を通じて

全事業所の調達担当者に情報（知識）の共有を図

った。 

 

＜適切な公告期間の設定＞ 

 入札参加者の拡大に向けて、令和元年度も引き

続き、調達の迅速化を考慮しつつ、事業者が契約

内容を検討するのに必要な期間（公告日から入札

日までおおよそ 20日以上）を確保した。 

 

＜随意契約における適切かつ合理的な調達の実施

＞ 

 契約事務取扱要領の「随意契約によることがで

きる場合」に基づき、随意契約の妥当性を確保し、

適切かつ合理的な調達を実施した。 

 具体的には、令和元年度においても、「随意契約

によることができる事由（19 項目、平成 27 年 10

月制定）」に合致し、相手方が特定される場合は、

適用条件や具体的な選定理由について、調達担当

部署（調達担当者、会計グループ長、契約担当職）

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：契約監視委員会の開催を通じて、調達等合理

化計画、競争性のない随意契約、一者応札・応募と

なった一般競争入札、特例随意契約等の妥当性が担

保された。 

 また、契約監視委員会の点検による意見・指導等

を、全国会計担当者連絡会議において全国の調達担

当者に周知し、各担当者の理解を深化させたこと

で、適正かつ着実な調達事務を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入札参加者の拡大に向けて事業者が契約内容の

検討に十分な期間を確保したことにより、「検討す

る期間、必要書類作成の期間が短いために入札に参

加できない。」旨の苦情等は一切発生しなかった。 

 

 

 「競争性のない随意契約」方式の運用に当たって

は、あらかじめ産総研の事務・事業の特性を踏まえ

た随意契約によることができる事由を契約事務取

扱要領において明確化し、二重チェックを行うこと

で公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施

した。 

 この「競争性のない随意契約」方式の導入により、

「公募随意契約」方式の場合の公募期間（約 20日）

が不要になったため、調達請求から発注までに要す

る期間の大幅短縮（随意契約件数 864 件×20 日＝
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つ合理的な調

達を実施する。 

 第３期から

継続して契約

審査体制のよ

り一層の厳格

化を図るため、

産総研外から

採用する技術

の専門家を契

約審査に関与

させ、調達請求

者が要求する

仕様内容・調達

手段について

の技術的妥当

性を引き続き

検討するとと

もに、契約審査

の対象範囲の

拡大に向けた

取り組みを行

う。 

 

と契約審査役による厳重な二重チェックを行った

上で、令和元年度は 864 件の競争性のない随意契

約を行った。 

 

＜契約審査役による審査の強化＞ 

 産総研が行う契約に対する公正性、透明性、合

理性を確保するため、民間企業での技術的な専門

知識を有する契約審査役による審査を強化し、仕

様内容や調達手段の審査を行った。 

 具体的には、民間企業の調達等について専門的

な知見を有する契約審査役を引き続き 3 名雇用

し、仕様書の適正性、妥当な選定理由及び適切な

調達手段であるか等の契約審査 290件を行った。 

 また、全事業所等の調達担当者等を対象に、調

達事務におけるコンプライアンス意識の向上と適

正で迅速かつ効果的な調達手続き実現のための知

識習得を目的として、契約審査役による講習会「契

約審査における着眼点」（参加者 154 名）、ワー

クショップ形式による研修会「調達事務における

コンプライアンス」（参加者 25名）、監事による

講和「調達実施体制等とリスク事案」及び顧問弁

護士による講義「債権管理法と売買契約・請負契

約等の変更点」を開催（参加者 154 名）し、調達

担当者等の知識向上に取り組んだ（令和元年 9 月

実施）。 

 さらに、契約審査役がこれまで培ってきた経験

やノウハウを生かしつつ、80ページを超える従来

の仕様書作成マニュアルの大幅な見直しを行っ

た。改訂後のマニュアルでは、可能な限り平易に

内容を伝えるために「解説版」と「フォーム集」に

分けるとともに、仕様書の参考事例を「事例集」と

して追加し、仕様書の完成度を高めるための効果

的なツールとした。 

 

＜契約審査役による審査対象範囲の拡大＞ 

 地域センターの契約案件については、契約審査

役が行う契約審査（政府調達基準額以上の調達手

続きにおける仕様内容や調達手段等の審査）の基

準額を低くし、対象範囲を拡大して契約審査を実

施した。 

 具体的には、契約審査は政府調達基準額以上の

案件を対象としているが、地域センターではつく

17,280日）が図られた。 

 

 

 

 調達請求者が要求する仕様内容・調達手段につい

て、契約審査役が厳重な審査・点検を行うことによ

って公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達が実

施できた。 

 また、講習会を通じて、契約審査役がこれまで培

ってきた経験やノウハウを全事業所・地域センター

の調達担当者や研究支援担当者にまで伝授・指導す

ることにより、質の高い仕様書や選定理由書の作成

方法、公正性・透明性・妥当性のある調達手段の選

択判断などの事例が広く伝搬された。さらに、ワー

クショップ形式の研修会において、調達手続きのリ

スク事案の実例をもとにしたグループ討議や、監事

及び顧問弁護士の講義を実施したことにより、コン

プライアンスに対する意識向上と調達業務の更な

る適正化が図られた。 

 また、仕様書作成マニュアルの大幅な見直しによ

り、研究者、研究支援担当者及び調達担当者が、仕

様書の確認・修正に要する時間の削減（3,578 件

×30分＝年間 1,789時間）に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域センターにおいても、調達請求者が要求する

仕様内容・調達手段について、契約審査役が厳重な

審査・点検をより多く行うことによって、公正性・

透明性を確保した合理的な調達が実施できた。 

 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、「競争性のない随意契約」

方式の運用に当たっては、二重チェックを行うこと

実施等を進

めるととも

に、効率的な

業務運営体

制の整備を

今後も行っ

ていくこと

が重要。 
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ばセンター各事業所と比較して政府調達案件が少

ない傾向にあり、契約審査役の契約審査を受ける

機会が少ない。このため、更なる契約事務の適正

化に向けて、令和元年度も引き続き、地域センタ

ーの契約審査の基準額を低くし、対象範囲を拡大

した上で、契約審査役による指導・助言を行った。 

 令和元年度は、政府調達の基準額を地域センタ

ーに適用した場合は、地域センター全体で 33件が

審査対象となるところ、審査範囲を拡大したこと

により 74件の審査実績となった。 

 

で公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施

し、かつ調達請求から契約までに要する期間を大幅

に短縮したこと、年度計画にはない事項として仕様

書作成マニュアルの大幅な見直しにより、研究者、

研究支援担当者及び調達担当者が、仕様書の確認・

修正に要する時間の削減を実現したこと等、研究成

果の最大化に向けて実効性のある顕著な成果が得

られたことから、A評定とした。 

 なお、研究関連業務評価委員会においても、評価

委員より業務量の増加に対応するために業務内容

の改善・効率化に継続して取り組んでおり、評価で

きるとのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 適切かつ合理的な調達の実施を維持するために

は、契約手続きの公正性及び透明性を確保すること

が課題である。このため、外部有識者等による契約

監視委員会や民間企業の調達等について専門的な

知見を有する契約審査役による点検等を引き続き

実施し、それらの意見を会計担当者で共有し、不断

の改善を進めていく。調達請求の高額案件が少ない

地域センター等については、契約審査役による契約

審査を受ける機会が少ないことから、引き続き契約

審査の対象範囲を広げて審査を実施する。 

 

 

４．業務の電子

化に関する事

項 

 電子化の促

進等により事

務手続きの簡

素化・迅速化を

図るとともに、

利便性の向上

に努めること

とする。また、

幅広いＩＣＴ

需要に対応で

きる産総研内

情報ネットワ

ークの充実を

図ることとす

４．業務の電子

化に関する事

項 

 電子化の促

進等により事

務手続きの簡

素化・迅速化を

図るとともに、

利便性の向上

に努める。ま

た、幅広いＩＣ

Ｔ需要に対応

できる産総研

内情報ネット

ワークの充実

を図る。情報シ

ステム、重要情

・ファイアウォールによる

24 時間のセキュリティ監

視を継続するとともに、新

たに建物間等の通信監視を

実施する。 

・インターネットバックア

ップ回線を北海道センター

に設置する。また、震災等

の災害時を想定して、所内

ネットワーク、イントラ業

務システムについて対処訓

練を行う。 

 

✓24時間のセキュ

リティ監視を継続

するとともに、新

たに建物間等の通

信監視を実施した

か。 

✓バックアップ回

線を設置したか。

また、災害時を想

定した対処訓練を

行ったか。 

 

 ファイアウォールによる 24 時間のセキュリテ

ィ監視を徹底するとともに、つくばセンターで先

行実施していた建物間等の内部通信監視を全地域

センターに展開するための環境を構築し、新たに

事業所間・地域センター間の内部通信監視を開始

した。 

 これにより、所内ネットワーク全体の内部通信

監視が可能となり、不正アクセスに対する十分な

強度を確保できる環境となった。 

 さらに、より長期間のログ保存を可能とするた

めに、ログ保存システムを構築し、運用を開始し

た。 

 

 インターネットバックアップ回線は、現在の関

西センターの設備の老朽化に伴い、次の災害対策

拠点である北海道センターに整備を進めており、

物理回線の敷設が完了した。北海道センターに整

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：新たな通信監視の実施により、つくばセンタ

ー及び地域センターの建物間・事業所間で不審な通

信等が発生した場合の早期把握と被害の拡大防止

が可能となった。これにより不正アクセスに対する

セキュリティ監視環境が整った。 

 また、ログの長期間保存により、過去に遡ってロ

グを確認する必要が発生した場合には、確認可能な

期間が広がるため、より詳細な分析が可能となっ

た。 

 

 

 つくばセンター以外に新しい設備のバックアッ

プ回線を再整備することで、つくばセンターに災害

が発生し、インターネット回線やイントラ業務シス

テムの運用ができなくなった場合でも、バックアッ
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る。情報システ

ム、重要情報へ

の不正アクセ

スに対する十

分な強度を確

保するととも

に、震災等の災

害時への対策

を確実に行う

ことにより、業

務の安全性、信

頼性を確保す

ることとする。 

 

報への不正ア

クセスに対す

る十分な強度

を確保すると

ともに、震災等

の災害時への

対策を確実に

行うことによ

り、業務の安全

性、信頼性を確

保する。 

 

備できるまでの間は、現在の関西センターの機能

を維持しバックアップ環境を確保している。 

 また、所内ネットワーク、イントラ業務システ

ムについて、震災等の災害時を想定した対処訓練

を実施した。 

 

プ回線を用いて運用を継続することが可能となる。

これにより、業務の継続性が確保され、つくばセン

ター以外の業務への影響を最小限にすることがで

きる。 

 また、所内ネットワーク、イントラ業務システム

について、災害発生時を想定した対処訓練を行った

ことにより、災害発生時に担当者が行うべき対応が

明確となり、手順等の再確認ができた。これによっ

て、災害時の復旧が迅速に実施できる。 

 

 以上を総括し、ファイアウォールにより、外部と

の通信監視だけでなく、所内ネットワーク全体の通

信監視を開始したことで、不正アクセスに対するセ

キュリティ監視環境が強化されたこと、年度計画当

初になかった長期間のログの保存により、より詳細

なログの分析が可能となったこと、また、バックア

ップ回線により、業務の継続性が確保され、業務へ

の影響を最小限に止めていること、災害発生時を想

定した対処訓練により、災害時の復旧が迅速に実施

できることなど、数々のセキュリティ対策等の実施

により、所期の目標以上の成果を達成したことか

ら、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 より一層、情報システム、重要情報への不正アク

セスに対する十分なセキュリティ強度を確保する

ために、継続中の対策に加え、構築中の対策を実施

する。 

 

 

５．業務の効率

化 

 運営費交付

金を充当して

行う事業は、新

規に追加され

るもの、拡充分

等は除外した

上で、一般管理

費（人件費を除

く。）及び業務

経費（人件費を

除く。）の合計

５．業務の効率

化 

 運営費交付

金を充当して

行う事業は、新

規に追加され

るもの、拡充分

等は除外した

上で、一般管理

費（人件費を除

く。）及び業務

費（人件費を除

く。）の合計に

・運営費交付金を充当して

行う事業は、新規に追加さ

れるもの、拡充分等は除外

した上で、一般管理費（人

件費を除く。）及び業務費

（人件費を除く。）の合計に

ついては前年度比 1.36%以

上を削減する。 

・給与水準については、ラ

スパイレス指数、役員報酬、

給与規程、俸給表及び総人

件費を公表し、国民に対す

る説明責任を果たす。 

✓運営費交付金を

充当して行う事業

は、新規に追加さ

れるもの、拡充分

等は除外した上

で、一般管理費及

び業務費の合計に

ついては前年度比

1.36%以上を削減

したか。 

✓給与水準につい

て、公表し、説明責

任を果たしている

 運営費交付金事業について、引き続き研究予算

を最大限確保するため固定的な経費は現状維持し

つつ、予算査定の段階で不要不急な費用を厳しく

精査し削減することにより、一般管理費及び業務

経費の平成 30年度比 1.36%の削減を実施した。 

 また、平成 29年度に業務改革推進室を設置し、

役員からの指摘を踏まえたトップダウンでの改革

と現場ニーズをもとにしたボトムアップの改善・

効率化プロジェクトを推進した。 

 具体的には、資産の棚卸作業におけるスケジュ

ールや確認方法の見直し、共同研究契約業務の事

務負担軽減や ITツールの開発・運用による業務フ

ローの整理等を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：予算査定段階での精査によって、本部・事業

組織等におけるコスト意識の醸成につながるとと

もに、予算の効率的な執行の促進につなげることが

できた。 

 業務改革推進室を中心とした業務改革活動では、

各部署の改善効果の他部署への横展開により新た

な気づきの機会の創出、職員の改善意識醸成を促進

するとともに、個別の業務改善プロジェクトで年間

の業務時間を 18,164 時間削減することで、所全体

で拡大している新たな業務に対して職員数を相応

に増やすことなく対応することができた。 
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について前年

度比 1.36％以

上の効率化を

図るものとす

る。ただし、平

成 27 年度及び

28 年度におい

ては、平成 27

年 4 月に定め

た業務の効率

化「一般管理費

は毎年度 3％

以上を削減し、

事業費は毎年

度 1％以上を

削減するもの

とする。」に基

づく。 

 なお、人件費

の効率化につ

いては、政府の

方針に従い、必

要な措置を講

じるものとす

る。給与水準に

ついては、ラス

パイレス指数、

役員報酬、給与

規定、俸給表及

び総人件費を

公表するとと

もに、国民に対

する説明責任

を果たすこと

とする。 

 

ついては前年

度比１．３６％

以上の効率化

を図るものと

する。ただし、

平成２７年度

及び２８年度

においては、平

成２７年４月

作成における

業務の効率化

「一般管理費

は毎年度３％

以上を削減し、

業務経費は毎

年度１％以上

を削減するも

のとする。」に

基づく。 

 なお、人件費

の効率化につ

いては、政府の

方針に従い、必

要な措置を講

じるものとす

る。給与水準に

ついては、ラス

パイレス指数、

役員報酬、給与

規程、俸給表及

び総人件費を

公表するとと

もに、国民に対

する説明責任

を果たすこと

とする。 

 

 か。 

 

 

＜役職員の給与水準の公表による国民に対する説

明責任＞ 

 平成 30年度実績に基づくラスパイレス指数、役

員報酬、給与規程（俸給表を含む）、職員給与及び

総人件費の状況等について、「独立行政法人の役

員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等に

ついて（ガイドライン）」（平成 15年 9月 9日付

け総務大臣）に基づき、公式ホームページに令和

元年 6月 28日に公表した。 

●ラスパイレス指数 

 研究職員：102.2 

 事務職員：100.8 

 

 

 役職員の給与水準を公表することにより、産総研

の運営の透明性を確保し、国民に対する説明責任を

果たした。 

 

 予算査定段階での精査によって、本部・事業組織

等におけるコスト意識の醸成につながるとともに、

予算の効率的な執行の促進につなげることができ

た。業務改革推進室を中心とした業務改革活動で

は、各部署の改善効果の他部署への横展開により新

たな気づきの機会の創出、職員の改善意識醸成を促

進することができた。役職員の給与水準を公表する

ことにより、産総研の運営の透明性を確保し、国民

に対する説明責任を果たした。 

 以上を総括し、所期の目標を着実に実施したこと

から、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 運営費交付金事業については、業務の効率化に向

けた不断の取組が必要となる。このため、今後も、

予算査定段階での精査や各種業務の効率化、役職員

の給与水準を公表することによる運営の透明性確

保を行っていく。 
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４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（業務運営の改善及び効率化

に関する事項） 

・引き続き適切な調達の実施

等を進めるとともに、民間資

金獲得額の目標値達成に向け

た効率的な業務運営体制の整

備を今後も行っていくことが

重要。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率

化に関する事項 

１．研究施設の効果的な整備

と効率的な運営 

２．PDCAサイクルの徹底 

３．適切な調達の実施 

４．業務の電子化に関する事

項 

 

・産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を戦

略的に整備、構築、見直しを進め、産総研の施設等オープンプラット

フォームを活用した共同研究やデバイス試作、分析、計測等により、

引き続き橋渡し機能の強化を図る。 

・評価の実施及び評価結果の各部署へのフィードバックに当たって

は、必要に応じて改善を行い、更なる充実とともに効率化を図る。 

・契約監視委員会を開催し、一般競争入札に係る一者応札・応募状況

等の点検のほか、「平成 31年度調達等合理化計画」の策定並びに「特

例随意契約」の点検を行う。また、委員会点検による意見・指導等に

ついては、全国会計担当者会議等において共有し、改善に向けた取組

を行う。 

・ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を継続すると

ともに、新たに建物間等の通信監視を実施する。 

・インターネットバックアップ回線を北海道センターに設置する。ま

た、震災等の災害時を想定して、所内ネットワーク、イントラ業務シ

ステムについて対処訓練を行う。 

 

・SiCデバイスの量産技術の開発を目的とした 6インチラインは、平

成 30 年 1 月より 24 時間稼働へと移行済みである。令和元年度は、

当該ラインの処理能力を月産 100 枚のウェハー処理能力まで向上さ

せた。SiCパワー半導体の開発において、1kV級デバイス技術は、自

動車等の応用に向けた事業化のフェーズに入りつつある。コストと

信頼性の点で課題は残るが、モビリティーの電動化のコア技術とし

て、自動車業界だけでなく、鉄道、航空機関連産業から注目されてい

る。さらに、産業界のニーズに基づき、3.3kV級のデバイス製造レシ

ピを整備した。4 インチラインにおいては、低オン抵抗を実現する

Super Junction（SJ）型デバイスの製造レシピ及び GaNデバイス製造

レシピを整備するなど、先進的デバイスの開発と普及に向けた活動

を重点的に展開した。 

 

・評価書作成ガイドラインは、作業過程に沿って Q＆Aを取り入れて

理解しやすくした。評価委員会の資料は研究テーマごとに実績と課

題を一括して記述した。独立行政法人評価制度委員会による大臣評

価の点検結果等の意見を参考に、中長期目標において最も重要とさ

れた目標が未達成の場合は、外部要因の影響やマネジメントの課題

等を含む要因分析を行い、業務の改善につながるような実効性のあ

る記述となるようにした。作業過程において評価対象部署と委員会

事務局との間で情報を一括管理しながら円滑な協働作業を行うため

に、所内向けのファイル・情報共有サービスを活用した。一方、評価

委員との情報伝達には、産総研外部と安全に情報伝達できるファイ

ル転送システムを利用した。 

 

・契約監視委員会の点検では、効果的で質の高い点検作業を行うた

め、令和元年度上期の点検対象 1,693件のうち、契約方式、内容別の

件数分布及び過去の点検実績等を考慮するとともに、特に高額な契

約案件から抽出して点検対象の重点化を図った（点検実施件数：競争

性のない随意契約（30 件）、一者応札となった一般競争入札等（33

件）、特例随意契約（19 件））。契約監視委員会の点検による意見・

指導等の内容は、「全国会計担当者連絡会議」を通じて全事業所の調

達担当者に情報（知識）の共有を図った。入札参加者の拡大に向けて、

令和元年度も引き続き、調達の迅速化を考慮しつつ、事業者が契約内

容を検討するのに必要な期間（公告日から入札日までおおよそ 20日

以上）を確保した。これにより、「検討する期間、必要書類作成の期

間が短いために入札に参加できない。」旨の苦情等は一切発生しなか

った。 



519 

・ファイアウォールによる 24時間のセキュリティ監視を徹底すると

ともに、つくばセンターで先行実施していた建物間等の内部通信監

視を全地域センターに展開するための環境を構築し、新たに事業所

間・地域センター間の内部通信監視を開始した。つくばセンター及び

地域センターの建物間・事業所間で不審な通信等が発生した場合の

早期把握と被害の拡大防止が可能となった。これにより不正アクセ

スに対するセキュリティ監視環境が整った。さらに、より長期間のロ

グ保存を可能とするために、ログ保存システムを構築し、運用を開始

した。過去に遡ってログを確認する必要が発生した場合には、確認可

能な期間が広がるため、より詳細な分析が可能となった。 

・インターネットバックアップ回線は、現在の関西センターの設備の

老朽化に伴い、次の災害対策拠点である北海道センターに整備を進

めており、物理回線の敷設が完了した。つくばセンター以外に新しい

設備のバックアップ回線を再整備することで、つくばセンターに災

害が発生し、インターネット回線やイントラ業務システムの運用が

できなくなった場合でも、バックアップ回線を用いて運用を継続す

ることが可能となる。業務の継続性が確保され、つくばセンター以外

の業務への影響を最小限にすることができる。所内ネットワーク、イ

ントラ業務システムについて、震災等の災害時を想定した対処訓練

を実施した。これにより、災害発生時に担当者が行うべき対応が明確

となり、手順等の再確認ができた。これによって、災害時の復旧が迅

速に実施できる。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
中長期目標期間終

了時までの民間資

金獲得額 

R元年度 

目標： 

138億円/年 

R元年度 

目標： 

138億円/年 
53.2億円/年 73.4億円/年 83.3億円/年 92.6億円/年 

105.9億円/

年 

  
 

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：各項目とも着実に業務を実施した。 

 財務内容の改善に関する事項など 2 項目が B 評

定であることから、財務内容の改善に関する事項

を、B評定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定 Ｂ 

 

＜評定に至

った理由＞ 

中長期目標、

中長期計画、

年度計画に

記載された

事項につい

て、着実に財

務改善の取

組が行われ

ていること

から、自己評

価書の「Ｂ」

との評価結

果が妥当で

あると確認

できた。 

 

＜今後の課

題＞ 

引き続き予

算の執行計

 

 運営費交付

金を充当して

行う事業につ

いては、本中長

期目標で定め

た事項に配慮

した中長期計

画の予算を作

成し、効率的に

運営するもの

とし、各年度期

末における運

 運営費交付

金を充当して

行う事業につ

いては、本中長

期目標で定め

た事項に配慮

した中長期計

画の予算を作

成し、効率的に

運営するもの

とし、各年度期

末における運

・運営費交付金を充当して

行う事業について、セグメ

ント毎、ユニット毎等の執

行状況を定期的に調査し、

引き続き予算の計画的・効

果的な執行を促す。 

・運営費交付金債務の発生

要因等と分析される、各種

状況変動により生じる執行

残額を早期に検知すること

で債務減少を図る。 

・財務諸表において、5 領

✓運営費交付金事

業の執行状況を調

査し、早期執行を

促したか。 

✓執行残額を早期

に検知することで

運営費交付金債務

の減少を図った

か。 

✓財務諸表におい

て、セグメント情

報を開示したか。 

 令和元年度は第 4 期中長期目標の最終年度であ

ることから、領域については、研究ユニット単位、

本部・事業組織等については部単位で、第 2 四半

期以降、毎月予算執行計画を策定した。理事長を

はじめとする幹部が出席する会議において、総務

本部担当理事から予算執行状況を定期的に報告す

ることによって、執行状況を把握し、研究ユニッ

トや各部署における早期執行を促した。 

 

 

 

 令和元年度は第 4 期中長期目標期間の最終年度

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：定期的に予算執行状況を幹部に報告し情報共

有を図ることで、研究領域や本部・事業組織等の長

が相対的に他部署とも比較した上で随時状況を把

握することができた。第 4期中長期目標期間の最終

年度であることを踏まえ、当該長が所掌する組織内

において、毎月の予算の計画的な執行の必要性を改

めて認識させ、より一層効率的な予算執行を継続で

きる効果につながった。 

 

 毎月の予算執行状況を見極めることで、各種状況
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営費交付金債

務に関し、その

発生要因等を

厳格に分析し、

減少に向けた

努力を行うこ

ととする。ま

た、保有する資

産については、

有効活用を推

進するととも

に、不断の見直

しを行い保有

する必要がな

くなったもの

については廃

止等を行う。 

 さらに、適正

な調達・資産管

理を確保する

ための取組を

推進すること

とし、「平成 25

年度決算報告」

（平成 26年 11

月 7 日会計検

査院）の指摘を

踏まえた見直

しを行うほか、

「独立行政法

人改革等に関

する基本的な

方針」（平成 25

年 12 月 24 日

閣議決定）等既

往の閣議決定

等に示された

政府方針に基

づく取組につ

いて、着実に実

施するものと

する。特に、「独

営費交付金債

務に関し、その

発生要因等を

厳格に分析し、

翌年度の事業

計画に反映さ

せる。 

 目標と評価

の単位である

事業等のまと

まりごとにセ

グメント区分

を見直し、財務

諸表にセグメ

ント情報とし

て開示する。ま

た、事業等のま

とまりごとに

予算計画及び

執行実績を明

らかにし、著し

い乖離がある

場合にはその

理由を決算書

にて説明する。 

 保有する資

産については

有効活用を推

進するととも

に、所定の手続

きにより不用

と判断したも

のについては、

適時適切に減

損等の会計処

理を行い財務

諸表に反映さ

せる。 

 さらに、適正

な調達・資産管

理を確保する

ための取り組

域、2総合センター、その他

本部機能、法人共通の区分

でセグメント情報を開示す

る。また、セグメントごと

に予算計画及び執行実績を

明らかにし、著しい乖離が

ある場合にはその理由を決

算報告書により説明する。 

・不用となった資産につい

ては、所内及び他機関に対

し情報を開示し、有効活用

を図る。また適時適切に減

損・除却等の会計処理を行

う。 

・適正な研究用備品等の管

理制度・体制を継続・維持

するとともに、必要に応じ

見直し等を行う。 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 31年度は

中長期目標策定時点から

200%増である 138 億円/年

を産総研全体の目標として

掲げる。 

 

✓不用資産の有効

活用、減損・除却等

の会計処理を行っ

たか。 

✓研究用備品管理

を適正に実施し、

必要に応じて見直

しを行ったか。 

✓138 億円の民間

資金を獲得した

か。また民間資金

の獲得に向けてど

のような取組を行

ったか。 

 

 

であるため、第 3 期末の経験をもとに、経理部担

当部署と連携して毎月定期的に執行状況を把握

し、必要に応じて各部署の予算執行管理を徹底さ

せた。業務状況の変化に伴い発生する不用額につ

いては早期に回収し、必要な部署への追加配分を

実施しており、令和元年度中においても、事前に

要望調査を行った上で必要性・緊急性を考慮して

更なる研究活動の推進等に資する再配分を実施し

た。 

 

＜財務諸表におけるセグメント情報の開示＞ 

 財務諸表において、適切にセグメント情報を開

示し、予算計画及び執行実績を公表した。 

 具体的には、令和元年度も引き続き、財務諸表

の開示すべきセグメント情報を事業等のまとまり

ごとの区分とし、公式ホームページで正確に公表

した。また、決算報告書においても事業等のまと

まりごとに予算計画及び執行実績を明らかにし、

公式ホームページで正確に公表した。 

 

＜不用資産の有効活用及び適正な会計処理の推進

＞ 

 不用資産については、有効活用を図るとともに、

減損・除却等の会計処理を適切に行った。 

 具体的には、資産使用者及び資産管理者が、自

らは使用しないと判断した資産について、不用備

品有効活用システム（通称：「リサイクル掲示板」）

を運用して所内備品類の有効活用を図った。 

 この結果、令和元年度の所内リユース数は、762

件であった。 

 さらに、産総研内において利用希望がなかった

不用資産については、産総研の公式ホームページ

を活用した外部需要調査を実施して有効活用を図

り、令和元年度の所外リユース数は 180 件であっ

た。 

 また、所内関係部署による連携及び情報共有を

図り、老朽化が顕著な建物等のうち、使用しない

と組織決定された建物等については、固定資産に

減損が生じている可能性を示す事象があるものと

して減損の兆候を認識し、減損の兆候に該当する

建物等を閉鎖したことが確認された場合には、当

該固定資産の減損を認識する等の状況把握に努め

変動により生じる執行残額の早期検知が可能にな

った。これにより、研究領域や本部・事業組織等と

の早期調整が実現でき、必要な部署への再配分が可

能となったため、運営費交付金債務の減少が促進さ

れる効果につながった。 

 

 

 

 

 

 セグメント情報に基づき、財務諸表及び決算報告

書で正確に会計情報を開示することにより、国民そ

の他の利害関係者に対し適正に説明責任を果たす

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 不用備品のリユースにより、以下の資産等の有効

活用が図られた。 

・所内リユースによる経費削減額※：約 374,513千

円 

・所外リユースによる売却額：約 4,031千円 
※所内リユースをせず新たに購入した場合を想

定した額を経費削減額として積算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画・執行管理

の徹底等を

行うととも

に、財務内容

の改善を今

後も行って

いくことが

重要。 
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立行政法人改

革等に関する

基本的な方針」

において、「法

人の増収意欲

を増加させる

ため、自己収入

の増加が見込

まれる場合に

は、運営費交付

金の要求時に、

自己収入の増

加見込額を充

てて行う新規

業務の経費を

見込んで要求

できるものと

し、これによ

り、当該経費に

充てる額を運

営費交付金の

要求額の算定

に当たり減額

しないことと

する。」とされ

ていることを

踏まえ、本中長

期目標の考え

方に従って、民

間企業等から

の外部資金の

獲得を積極的

に行う。 

 

みを推進する

こととし、「平

成２５年度決

算検査報告」

（平成２６年

１１月７日）会

計検査院）の指

摘を踏まえ、関

連規程の見直

し、研究用備品

等の管理の適

正化を図るた

めに整備した

制度・体制につ

いて、フォロー

アップを実施

するとともに、

必要に応じて

見直しを行う。 

 「独立行政法

人改革等に関

する基本的な

方針」（平成２

５年１２月２

４日閣議決定）

等既往の閣議

決定等に示さ

れた政府方針

に基づく取り

組みについて、

着実に実施す

る。特に、「独

立行政法人改

革等に関する

基本的な方針」

において、「法

人の増収意欲

を増加させる

ため、自己収入

の増加が見込

まれる場合に

は、運営費交付

財務諸表に反映することで、適切な会計処理を行

った。 

 

＜研究用備品管理の適正な実施＞ 

 研究用備品等の管理制度・体制を継続・維持し、

適正に管理を行った。 

 具体的には、平成 26年度に研究用備品等の管理

の適正化を図るために整備した制度・体制のフォ

ローアップとして、令和元年度も引き続き、研究

用備品等全件（約 15万 7千件）の棚卸を実施し、

管理状況の確認を行った。 

 さらに、研究用備品等の適正管理を目的として、

全職員を対象とした「資産の管理・使用について」

の研修（e-ラーニング）を実施した。 

 

 引き続き民間資金獲得目標達成に向けた PDCA

サイクルを機能させるとともに、年度末における

民間資金獲得見込額を領域毎に毎月見積もること

で目標の達成状況を把握するなどの効率化を図っ

た。さらに目標達成状況を踏まえて、目標達成に

向けた各領域のアクションを明確化するなど PDCA

サイクルを強化した。 

 民間資金獲得の強化が見込める課題に対して重

点的に戦略予算を配分した。令和元年 10月の時点

で、複数の課題において 1 億円を超える民間資金

を獲得している。戦略予算実施課題により令和元

年度に得られる民間資金獲得額は 16 億円となっ

た。 

 

 

 

 

 棚卸や研修を通して職員等の研究用備品等の適

正管理の意識が向上するとともに、管理の適正化が

図られ、保有資産の状況を財務諸表に反映させるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度の民間資金獲得額は前年度の 92.6 億

円を大きく上回り、105.9億円（令和元年度 3月末

集計値）となった。 

 

 研究領域や本部・事業組織等の長との定期的な予

算執行状況の情報共有により、所全体として毎月の

予算の計画的な執行の必要性を認識することによ

って、より一層効率的な予算執行を継続できる効果

につながった。併せて、毎月の予算執行状況を見極

めることで、各種状況変動により生じる執行残額の

早期検知が可能になり、研究領域や本部・事業組織

等との早期調整が可能となり、運営費交付金債務の

減少が促進される効果につながった。 

 棚卸や研修を通して職員等の研究用備品等の適

正管理の意識が向上するとともに、不用備品のリユ

ースにより、資産等の有効活用が図られた。結果、

管理の適正化が図られ、保有資産の状況を財務諸表

に反映させることができた。併せて、セグメント情

報に基づき、財務諸表及び決算報告書で正確に会計

情報を開示することにより、国民その他の利害関係

者に対し適正に説明責任を果たすことができた。以

上を総括し、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き予算の執行計画・執行管理の徹底等を行

うとともに、期間目標値達成に向けた財務内容の改

善を今後も行っていく。 
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金の要求時に、

自己収入の増

加見込額を充

てて行う新規

業務の経費を

見込んで要求

できるものと

し、これによ

り、当該経費に

充てる額を運

営費交付金の

要求額の算定

に当たり減額

しないことと

する。」とされ

ていることを

踏まえ、経済産

業省から指示

された第４期

中長期目標の

考え方に従っ

て、民間企業等

からの外部資

金の獲得を積

極的に行う。 

 

 

 

 不要財産とな

ることが見込

まれる財産の

処分に関する

計画 

 関西センタ

ー尼崎支所の

土地（兵庫県尼

崎市、１６，９

３６．４５㎡）

及び建物につ

いて、国庫納付

に向け土壌汚

染調査など所

要の手続きを

行う。 

・関西センター尼崎支所に

ついては、引き続き自治体

及び関係機関と協議を行

い、国庫納付に向けた手続

きを進める。 

 

✓国庫納付に向け

た手続きを進めた

か。 

 関西センター尼崎支所の国庫納付にあたって、

実施を開始した土壌汚染調査（表層）において、当

初予期していなかった地下ピット滞留水の存在等

に対応した土地履歴調査の実施及び調査計画書の

再策定が必要となった。調査内容について尼崎市

関係部局等と調整を行い、調査計画書を確定して

同調査を実施した。継続していた敷地測量・地積

測量図登記作業が完了した。また、平成 30年の大

阪北部地震後に行った安全点検により、建築基準

法に一部不適格であることが判明したブロック塀

について、近畿財務局と協議を行いブロック塀の

撤去及びスチール塀の新設を実施した。その他、

近畿財務局からの国庫納付準備のための補完指示

事項について対応し、結果を近畿財務局に報告し

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：関西センター尼崎支所の国庫納付に向けた準

備事項として必要な調査等を実施した。また、近畿

財務局との協議において示された補完指示事項へ

の対応を行うなど国庫納付手続きに進捗がみられ

た。 

 

 以上を総括し、関西センター尼崎支所の国庫納付

に向けて必要な調査等を実施し、近畿財務局との協

議において示された補完指示事項への対応を行う

など国庫納付手続きを着実に実施したことから、B

評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 関西センター尼崎支所の国庫納付手続きの進展
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 のために実施する調査や補完指示事項の対応を迅

速に行う必要があるが、それらの内容については近

畿財務局との十分な調整による対応が必要となる。

また内容によっては行政庁等関係機関への確認が

必要になるため、近畿財務局及び尼崎市等関係機関

との連絡調整を密にして齟齬のない対応を行う。 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（財務内容の改善に関する事

項） 

・引き続き予算の執行計画・

執行管理の徹底等を行うとと

もに、民間資金獲得額の目標

値達成に向けた財務内容の改

善を今後も行っていくことが

重要。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する

事項 

Ⅰ 研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 

・適正な研究用備品等の管理制度・体制を継続・維持するとともに、

必要に応じ見直し等を行う。 

 

・第 4 期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額を 138 億円/年以

上にすることを目指し、平成 31年度は中長期目標策定時点から 200%

増である 138億円/年を産総研全体の目標として掲げる。 

 

・平成 26 年度に研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した

制度・体制のフォローアップとして、令和元年度も引き続き、研究用

備品等全件（約 15万 7千件）の棚卸を実施し、管理状況の確認を行

った。棚卸や研修を通して職員等の研究用備品等の適正管理の意識

が向上するとともに、管理の適正化が図られ、保有資産の状況を財務

諸表に反映させることができた。研究用備品等の適正管理を目的と

して、全職員を対象とした「資産の管理・使用について」の研修（e-

ラーニング）を実施した。 

 

・引き続き民間資金獲得目標達成に向けた PDCAサイクルを機能させ

るとともに、年度末における民間資金獲得見込額を領域毎に毎月見

積もることで目標の達成状況を把握するなどの効率化を図った。さ

らに目標達成状況を踏まえて、目標達成に向けた各領域のアクショ

ンを明確化するなど PDCAサイクルを強化した。民間資金獲得の強化

が見込める課題に対して重点的に戦略予算を配分した。令和元年 10

月の時点で、複数の課題において 1 億円を超える民間資金を獲得し

ている。戦略予算実施課題により令和元年度に得られる民間資金獲

得額は 16億円となった。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 経済産業省：０３８３ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
 
 

          

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

  上記のほか、

産総研の運営

を一層効果的

かつ効率的に

するとともに、

適切な運営の

確保に向けた

見直しとして、

以下等の取組

を行うものと

する。 

 

 上記のほか、

産総研の運営

を一層効果的

かつ効率的に

するとともに、

適切な運営の

確保に向けた

見直しとして、

以下等の取り

組みを行う。 

  ＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、多くの項目

で顕著な成果を創出した。 

 業務運営全般の適正性確保及びコンプライアン

スの推進が S評定、広報業務の強化など 4項目が A

評定、内部統制に係る体制の整備が B評定であるこ

とから、その他業務運営に関する重要事項を、A評

定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定 Ｂ 

 ＜評定に至

った理由＞ 

広報業務の

強化につい

ては、プレス

発表を中心

にした積極

的な広報活

動など、マス

メディアに

対する一層

の見える化

と信頼関係

の構築に努

め、5,295件

の新聞記事

化及びウェ

ブ、TV報道に

繋げた。プレ

ス発表につ

いては 8 割

以上という

高い水準で

 １．広報業務の

強化 

 産総研の研

究成果の効率

的な「橋渡し」

を行うために

も、産総研の主

要なパートナ

ーである産業

界に対して、活

１．広報業務の

強化 

 産総研の研

究成果の効率

的な「橋渡し」

を行うために

も、産総研の主

要なパートナ

ーである産業

界に対して、活

・プレス発表や取材対応な

どを通じ、マスメディアに

対し、研究成果や組織経営

に関する情報をわかりやす

く積極的に提供することに

より、記事化および TV 報道

につなげる。また、引き続

き、会見による発表、記者

との懇談・意見交換会・見

学会を開催し、産総研の活

✓プレス発表、取

材対応などを通し

て、成果、活動の記

事化・テレビ報道

化に努めたか。 

✓会見による発

表、記者との懇談・

意見交換会の開催

等に取り組んだ

か。 

 マスメディアに対して、研究成果や産学官連携

などに関する内容で計 107件（内訳：資料配付 100

件、会見形式 7 件）のプレス発表と 824 件（平成

30年比 15件増）の取材対応を積極的に行った。 

 さらに、プレス発表原稿の質の向上および効果

の最大化にむけ、各領域企画室と連携しステーク

ホルダーの明確化を含めたプレス発表の手続き等

の見直しを実施した。 

 産総研に拠点を置く技術研究組合理事長である

吉野博士のノーベル化学賞受賞に関連して、拠点

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：プレス発表を中心にした積極的な広報活動な

ど、マスメディアに対する一層の見える化と信頼関

係の構築に努め、5,295 件の新聞記事化及び WEB、

TV 報道に繋げた。プレス発表については 8 割以上

という高い水準で報道された。 

 上記件数の他、吉野博士のノーベル賞受賞に関連

して、つくばセンターでの記者会見では、TV5社、

新聞 6社が来所するなど、迅速な取組が効果を上げ
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動内容や研究

成果等の「見え

る化」を的確に

図ることが重

要であり、広報

業務の強化に

向けた取組を

行うものとす

る。また、「橋

渡し」のための

技術シーズの

発掘や産学官

の連携強化等

の観点からも、

大企業、中小企

業、大学・研究

機関、一般国民

等の様々なセ

クターに対し

て産総研の一

層の｢見える

化｣につながる

取組を強化す

るものとする。 

 

動内容や研究

成果等の「見え

る化」を的確に

図ることが重

要であり、広報

業務の強化に

向けた取り組

みを行う。ま

た、「橋渡し」

のための技術

シーズの発掘

や産学官の連

携強化等の観

点からも、大企

業、中小企業、

大学・研究機

関、一般国民等

の様々なセク

ターに対して

産総研の一層

の｢見える化｣

につながる取

り組みを強化

する。 

 

動を知ってもらうとともに

報道される機会を増やすこ

とに努める。 

・一般公開では、地域住民

への研究紹介に加えて、子

供たちに科学の面白さを伝

える機会として子供向け体

験テーマの増強を図る。ま

た、産総研の存在を知って

もらうため、引き続き、地

域のイベント等へ積極的に

研究成果等を出展する。 

・常設展示施設「サイエン

ス・スクエア つくば」では、

引き続き、産総研への理解

を深めるための取組とし

て、興味を引く特別展示や

特別見学ツアーを実施す

る。 

・広報誌「産総研 LINK」で

は産業界にとって魅力的な

記事の掲載に努めるととも

に、同誌の発行に合わせて

電子版等を活用した情報発

信を行い、新規購読者増加

に努める。 

・産総研 HP の充実を図る

とともに、SNS を活用して、

広く一般国民に対し、魅力

ある研究成果や研究活動の

映像コンテンツを作製し、

わかりやすい情報発信に取

り組む。 

 

✓地域の展示会、

イベント等へ積極

的に研究成果等を

出展し、産総研の

知名度向上に努め

たか。 

✓一般公開におい

て、子供向け体験

型テーマの拡充を

おこなったか。 

✓展示施設の特別

展示や特別見学ツ

アーを実施し、産

総研への理解が深

まるよう工夫をし

たか。 

✓広報誌「産総研

LINK」では産業界

にとって魅力的な

記事の掲載に努

め、電子版等の活

用による購読者増

加の取り組みを行

ったか。 

✓産総研 HP、ソー

シャルメディアネ

ットワークを使用

し、研究成果等の

情報発信を拡大し

たか。 

 

のある関西センター関係者の記者会見や公式ホー

ムページ、Twitterでの発信を迅速に行った。 

 その他、受け身の広報にとどまらず、7回の記者

懇談会を開催するなど定期的な情報提供、記者や

TV 局のニーズに応じた個別の案内、「児童虐待」、

「農薬による影響」など社会的関心の高い課題に

おける研究成果の積極的かつ丁寧な発信、研究成

果・技術シーズの定期的な紹介として日刊工業新

聞に連載枠（毎週）を確保し、情報発信するなど、

積極的な攻める広報活動に努めた。 

 

 地域住民への研究紹介と、将来の科学技術やも

のづくりを担う子供たちへ科学の面白さを伝える

ため、全地域拠点で一般公開を開催した。特につ

くばセンターでは、子供向け企画の拡充の一環と

して、子供に大人気の「パロ 世界中で愛される

アザラシ型ロボット」の開発から 25周年を記念し

た特別講演と特別展示を行い、パロの魅力と存在

意義を発信した。そのほか、ファミリー向けの体

験型テーマとして新たに 7 領域の各会場をめぐる

スタンプラリーを設置し、幅広い研究領域をわか

りやすく紹介する工夫を行った。また、子供向け

のサイエンスコーナーやチャレンジコーナー、科

学工作コーナーなどの体験企画を 43 件企画する

など充実させるとともに、産総研の研究者と若い

世代が意見交換を行う場として高校の理科系クラ

ブの研究発表を企画し近隣から 5校が参加した。 

 さらに、産総研の認知度を上げるため、国立科

学博物館の科博 NEWS展示「さようならキログラム

原器 －「はかる」単位、130年ぶりの大改訂－」

など、一般向け科学系イベントへ合計 11 回の出

展・展示協力を行った。 

 

 常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」

では、4月の科学技術週間において「生き物の科学 

フシギでもっと好きになる♪」と題し、一般来場

者にも馴染みの深い生物の話から産総研の研究内

容を知ってもらおうと、サイエンストーク「好き

だからもっと知りたい トンボの不思議」や研究室

見学「両生類ふれあいツアー」を開催した。12月

には特別展「冬のスペシャル・デイ」と題して、偏

光やモアレの研究テーマに関連した科学工作イベ

た。 

 また、社会的関心の高い課題についての研究成果

発表においては事前に十分な対応準備を行うこと

で、正確に報道されるとともに、産総研ホームペー

ジへのアクセス、Twitter、Facebookなどでも大き

な反響につながった。 

 

 

 

 

 

 つくばセンター一般公開では過去最高の 7,255

名が来場し、来場者アンケートにおいて、科学工作

やチャレンジコーナーなど、子供から大人まで楽し

みながら科学技術を身近に感じられたとの意見が

多数で「また来年来たいですか」の質問に対し、「ぜ

ひ来たい」との回答が 90%と、高評価を得た。 

 今年度は全地域拠点合計で 17,149 名と過去最高

の来場者数（※共同開催の一般公開は、イベント総

来場者数で集計）を得た。 

 出展・展示協力を行った一般向け科学系イベント

でも子供たちから「おもしろかった」などの意見が

数多く寄せられ、事務局から次回以降の出展を要請

されるなど、科学技術の普及啓発・理解増進ととも

に産総研の認知度向上に大きく貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別展のアンケートでは、「すごくおもしろい」

「おもしろい」が合わせて 100%を達成するなど、参

加者から非常に高い満足度を示す回答を得られた。 

 昨年に引き続き、偏光やモアレの研究テーマに関

連した科学工作イベントでは、身近にある科学を子

供たちが楽しみながら理解することができ、さらに

それを参加者が周囲に紹介できるよう、作った作品

を持ち帰れる企画とし、地域における産総研の認知

度向上に寄与した。研究機器保存棟の特別見学ツア

報道された。 

SI の基本単

位の定義変

更施行に伴

う特設サイ

トは、1か月

間で約 13 万

9千アクセス

を記録し、大

きな成果を

収めた。この

取組等によ

り、ホームペ

ージ全体の

アクセスは

ウェブアク

セシビリテ

ィの充実の

ため多くの

古いコンテ

ンツを整理

しながらも、

約 694 万ア

クセスと平

成 30 年度比

で約 18 万増

加した。 

「暗黒シー

ト」のショー

ト動画は 53

万回以上再

生され、そし

て「研究者が

語る！1分解

説」動画も研

究成果の解

説としては

比較的多い

約 2 万回再

生されるな

ど大きな反

響を得た。 
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ントを開催し、身近にある科学を楽しみながら子

供たちに体験させる機会を提供した。春、冬の特

別展ともに通常公開していない研究機器保存棟の

見学ツアーを実施し、前身機関から続く産総研の

歴史と、貴重な研究資産の紹介を行った。また、常

設展示時においても団体見学の高校等からのリク

エストに合わせ、見学と組み合わせて研究者によ

る研究紹介や研究施設の見学ツアーを実施した。 

 その他、12月の特別展において、ファミリー層

を意識した特別の抽選予約枠を設けるなど新たな

試みを行うとともに、事前 PRとして、科学工作イ

ベントにおける PR動画を制作するなど、イベント

の魅力を伝える新たな広報ツールの活用に努め

た。 

 

 「産総研 LINK」（年 6回発行の技術を社会へつ

なげるコミュニケーションマガジン）では、タイ

ムリーな記事紹介に努めた。7月号では、音声認識

で音声情報をビックデータに活用し、産総研ベン

チャーがコールセンターで実用化したことを、11

月号では、食品の機能を科学的に分析した成果を

もとに、地域の力でタマネギをブランド化したこ

とを、さらに、3 月号では、RD20:Research and 

Development 20 for clean energy technologies

（クリーンエネルギー技術に関する G20 各国の国

立研究所等のリーダーによる国際会議）に関係す

る記事を掲載した。 

 継続的に公式ホームページへの電子ブックの掲

載と Twitter での発行情報の発信を行うととも

に、バックナンバーに発行した記事概要をすべて

掲載し、過去の記事も閲覧しやすい環境を整備し

た。 

 また、魅力的な記事作りが実り、出版社から産

総研 LINK記事の転載要望がありそれに対応した。 

 一方、出版グループの発行する冊子ごとの役割

を見直し、2冊の全面改訂を行った。特に、産総研

の全体概要を説明するための「総合パンフレット」

については写真を効果的に使用し、文章ではなく

イメージとして視覚的に訴える構成に変更した。 

 

 平成 30 年 11 月に決まった質量などの国際単位

系（SI）の基本単位の定義変更が 5月 20日に施行

ーでは、過去の研究や歴史に触れてもらい、参加者

からツアーの説明員へたくさんの質問が出るなど

高い関心が見られ、イベントの満足度向上に繋がっ

た。 

 また、新たな試みとして行ったファミリー向け抽

選予約枠は、9倍の競争率となるなどイベントへの

高い関心を確認できた。 

 これらの特別展示や見学ツアーの効果もあり、常

設展示施設の来場者は、40,929名（平成 30年度比

346名増）となり、リピーターの増加と新たな来館

者層の開拓につながった。 

 

 

 

 

 産総研 LINKの定期購読者が 640件となり平成 30

年度に比べ 44件増加した。 

 さらに、出版社からの要望により、産総研 LINK

記事がその出版社の WEBサイトに転載され、産総研

の研究成果の普及に大きく貢献した。 

 また、冊子の全面改訂においては、特に「総合パ

ンフレット」で、文章よりも写真を多く使い、視覚

的に訴える構成にしたことが認知度向上に寄与し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI の基本単位の定義変更施行に伴う特設サイト

は、1 か月間で約 13 万 9 千アクセスを記録し、大

これらの取

組の結果、産

総研チャン

ネ ル

（YouTube）

においてチ

ャンネル登

録者数が平

成 30 年度末

時点の 7,962

か ら 9,337

と 17％増加

し、日本語公

式 Twitter

のフォロワ

ー数が平成

30 年度末時

点 の 8,718

名 か ら

12,415 名と

42％増加す

るなど、産総

研の認知度

向上に大き

く貢献した。 

上記件数の

他、吉野博士

のノーベル

賞受賞に関

連して、つく

ばセンター

での記者会

見では、TV5

社、新聞 6社

が来所する

など、迅速な

取組が効果

を上げた。ま

た、社会的関

心の高い課

題について

の研究成果
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されたことを、より一般の方へ広く PR するため

に、著名な写真家の撮影による印象的な写真を中

心にした特別ウェブサイト、映像コンテンツを期

間限定で公開した。これに伴い国立科学博物館と

連携した特別イベントの開催や Twitter での発信

など多角的な広報を行った。 

 また、産総研が開発した「暗黒シート」につい

て、「研究者が語る！1分解説」動画公開に伴って、

Twitter にショート動画を公開するなど新たな試

みを行った。 

 動画による広報については産総研チャンネル

（YouTube）全体で研究成果紹介動画を 75 本公開

（平成 30 年度 47 本）するなど、継続してコンテ

ンツの充実に努めた。 

 ウェブサイトにおいては、講談社のブルーバッ

クスと連携した一般向けのウェブ記事連載企画

「さがせ、おもしろ研究！ブルーバックス探検隊

が行く」を継続的に実施し、双方のホームページ

などで 7 回連載した。さらには、サイエンス・ス

クエアつくばウェブサイトのモバイル対応を中心

としたリニューアルの実施、ウェブアクセシビリ

ティの充実のため古い電子ブックコンテンツの整

理など、より一般の方が産総研のウェブコンテン

ツにアクセスしやすい環境を整備した。 

 

きな成果を収めた。この取組等により、ホームペー

ジ全体のアクセスはウェブアクセシビリティの充

実のため多くの古いコンテンツを整理しながらも、

約 694 万アクセスと平成 30 年度比で約 18 万増加

した。 

 「暗黒シート」のショート動画は 53 万回以上再

生され、そして「研究者が語る！1分解説」動画も

研究成果の解説としては比較的多い約 2 万回再生

されるなど大きな反響を得た。 

 これらの取組の結果、産総研チャンネル

（YouTube）においてチャンネル登録者数が平成 30

年度末時点の 7,962 から 9,337 となり約 17%増加

し、日本語公式 Twitter のフォロワー数が平成 30

年度末時点の 8,718 名から 12,415 名となり 42%増

加するなど、産総研の認知度向上に大きく貢献し

た。 

 プレス発表を中心にした積極的な広報活動など、

マスメディアに対する一層の見える化と信頼関係

の構築に努めた。年間 5,000件を超える報道件数に

つながった。また、社会的関心の高い課題について

の研究成果発表においては事前に十分な対応準備

を行うことで、正確に報道されるとともに、産総研

ホームページへのアクセス、Twitter、Facebookな

どでも大きな反響につながった。 

 一般公開は、全地域拠点合計で 17,149 名と過去

最高の来場者数（※共同開催の一般公開は、イベン

ト総来場者数で集計）であり、参加者アンケートの

結果はいずれも好評であった。出展・展示協力を行

った一般向け科学系イベントにおいても、参加者か

ら「おもしろかった」などの意見が数多く寄せられ

るなど、科学技術の普及啓発・理解増進とともに産

総研の認知度向上に大きく貢献した。 

 常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」

では、特別展示、科学工作イベント、見学ツアー等

を企画し、身近にある科学を楽しみながら子供たち

に体験させる機会を提供した。特に、特別展では、

通常公開していない研究機器保存棟の見学ツアー

を実施し、前身機関から続く産総研の歴史と、貴重

な研究資産の紹介を行った。また、常設展示時にお

いても団体見学の高校等からのリクエストに合わ

せ、見学と組み合わせて研究者による研究紹介や研

究施設の見学ツアーを実施した。特別展示、科学工

発表におい

ては事前に

十分な対応

準備を行う

ことで、正確

に報道され

るとともに、

産総研ホー

ムページへ

のアクセス、

Twitter 、

Facebook な

どでも大き

な反響につ

ながった。 

つくばセン

ター一般公

開では過去

最高の 7,255

名が来場し、

来場者アン

ケートにお

いて、科学工

作やチャレ

ンジコーナ

ーなど、子供

から大人ま

で楽しみな

がら科学技

術を身近に

感じられた

との意見が

多数で「また

来年来たい

ですか」の質

問に対し、

「ぜひ来た

い」との回答

が 90%と、高

評価を得た。

今年度は全

地域拠点合
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作イベント、見学ツアー等の企画の効果もあり、常

設展示施設の来場者は、40,929名（平成 30年度比

346名増）と、リピーターの増加と新たな来館者層

の開拓につながった。 

 「産総研 LINK」（年 6 回発行の技術を社会へつ

なげるコミュニケーションマガジン）では、魅力的

な記事としてタイムリーな記事紹介に努めた。結果

として、産総研 LINK の定期購読者が前年よりも

7.3%増加し、産総研 LINK 記事がいくつかの出版社

の WEB サイトに転載されるなど、産総研の研究成果

の普及に大きく貢献した。また、「総合パンフレッ

ト」の全面改訂においては、文章よりも写真を多く

使い、視覚的に訴える構成にしたことにより、産総

研の認知度向上に貢献した。 

 デジタルコンテンツを活用した広報活動では、質

量などの国際単位系（SI）の基本単位の定義変更に

関する特別ウェブサイト、映像コンテンツを期間限

定で公開する等の取組を実施し、1 か月間で約 13

万 9千アクセスを記録し、大きな成果を収めた。同

時に、国立科学博物館と連携した特別イベントの開

催や Twitterでの発信など多角的な広報を行い、産

総研の認知度向上に大きく貢献した。 

 

 以上を総括し、様々な企画に基づく積極的な広報

活動を展開した結果、イベント参加者数、デジタル

コンテンツの閲覧数も大きく伸びていることから、

A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、「キログラム定義

改定という非常に重要ではあるが、地味な成果を

SNS上でカウントダウンという取り組みにより、13

万件以上のアクセス数を記録したことは広報業務

の取り組みの質の向上が伺える。このような広報を

全ての分野で行うことを大いに期待する。」等のコ

メントが寄せられた。 

 

＜課題と対応＞ 

 産総研の研究成果等の見える化については、メデ

ィア等に対する積極的な情報発信により、効果を上

げているところではあるが、更なるアピール活動に

より認知度向上が求められていることから、今後も

意欲、実績ともに攻める広報を実現し続け、多種多

様な媒体を用いた戦略により、わかりやすく、魅力

計で 17,149

名と過去最

高の来場者

数（※共同開

催の一般公

開は、イベン

ト総来場者

数で集計）を

得た。 

以上のこと

から、様々な

企画に基づ

く積極的な

広報活動を

展開した結

果、イベント

参加者数、デ

ジタルコン

テンツの閲

覧数も大き

く伸びてい

ることは評

価できる。 

 

業務運営全

般の適正性

確保及びコ

ンプライア

ンスの推進

については、

「コンプラ

イアンス推

進委員会」で

決定された

対応方針を

踏まえた関

係部署への

適切な指示

及びフォロ

ーアップ並

びに役員等

への定期的
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ある効果的な広報活動を行い、認知度向上を図る。 

 なお、産総研 LINK については、ターゲットを社

会一般に広げ、広く産総研を知ってもらうことを優

先し、従来のウェブ公開や関係機関等への配布に加

え、冊子媒体ならではの利点を生かした新たな配布

方法を検討する。 

 

なリスク事

案の情報共

有により、令

和元年度の

リスク事案

の 1 件当た

りの平均処

理日数が平

成 27 年度と

比 べ て 約

11.2日（平成

27年度：68.4

日、令和元年

度：57.2日）

短縮された

こと、コンプ

ライアンス

に関する研

修の着実な

実施により、

職員一人ひ

とりのコン

プライアン

ス意識の向

上に寄与し

たこと、「コ

ンプライア

ンス推進週

間」の実施に

より、産総研

全体のコン

プライアン

ス意識の向

上に繋げた

こと、産総研

の主導によ

り、国立研究

開発法人が

合同で「コン

プライアン

ス推進週間」

を実施する

 ２．業務運営全

般の適正性確

保及びコンプ

ライアンスの

推進 

 産総研が、そ

の力を十分発

揮し、ミッショ

ンを遂行する

に当たっては、

調達・資産管

理、研究情報管

理、労務管理、

安全管理など

を含む業務全

般や公正な研

究の実施につ

いて、その適正

性が常に確保

されることも

必要かつ重要

である。このた

め、研究者中心

の組織におい

て業務が適正

に執行される

よう、業務執行

ルールの不断

の見直しに加

え、当該ルール

の周知徹底、事

務職員による

研究者への支

援・チェックの

充実、包括的な

２．業務運営全

般の適正性確

保及びコンプ

ライアンスの

推進 

 産総研が、そ

の力を十分発

揮し、ミッショ

ンを遂行する

に当たっては、

調達・資産管

理、研究情報管

理、労務管理、

安全管理など

を含む業務全

般や公正な研

究の実施につ

いて、その適正

性が常に確保

されることも

必要かつ重要

である。このた

め、研究者中心

の組織におい

て業務が適正

に執行される

よう、業務執行

ルールの不断

の見直しに加

え、当該ルール

の周知徹底、事

務職員による

研究者への支

援・チェックの

充実、包括的な

・リスク情報を現場から迅

速に収集するとともに、事

案毎に対処方針を決定し、

現場に適切な指示を出すな

ど、厳格なリスク管理を行

う。 

・剽窃探知オンラインツー

ルの利用促進の他、研修の

実施及び研究者倫理ハンド

ブックの作成・配布等によ

り研究不正の防止を図る。 

・これまで実施してきたｅ

−ラーニング及び階層別研

修に、コンプライアンス全

般に関する内容を盛り込ん

だ上で、コンプライアンス

研修を義務化する。 

・昨年度に引き続き、「コン

プライアンス推進週間」を

設定し、組織一体となって

コンプライアンスの推進に

取組む。 

・昨年度に引き続き、国立

研究開発法人協議会（国研

協）コンプライアンス専門

部会の事務局を担い、コン

プライアンスに関する情報

交換・課題の検討を行うと

ともに、「コンプライアンス

推進週間」を合同で実施す

る。 

・所内のニーズを踏まえた

業務改善・効率化に取り組

み、先進事例の積極的な横

展開を推進することで業務

✓リスク管理及び

コンプライアンス

推進を実施してい

るか。 

✓組織文化を強化

するための研修等

の開催及び啓発の

取組みを実施した

か。 

✓国立研究開発法

人協議会に設置さ

れた「コンプライ

アンス専門部会」

の事務局を担い、

情報交換・課題の

検討等を実施した

か。 

✓剽窃探知オンラ

インツールの利用

促進等を行い、研

究不正の防止に取

り組んでいるか。 

✓所内のニーズを

踏まえた業務改

善・効率化に取り

組み、先進事例の

横展開などで業務

改善意識を醸成し

たか。 

✓業務フロー分析

等を基にした全所

的な業務改革とと

もに、業務コミュ

ニケーション阻害

要因の分析と改善

＜リスク管理及びコンプライアンスの推進＞ 

 社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等

の適正な実施のため、リスク情報を現場から迅速

に収集し、厳格なリスク管理を実施した。 

 具体的には、「コンプライアンス推進委員会」

（委員長：理事長）を毎週開催し、産総研内で発生

したリスク事案を報告するとともに対応方針を決

定し、関係部署に対して再発防止策の策定や関係

機関への対応等、具体的な指示を出すことにより、

リスク事案の迅速な対応に努めた。また、リスク

事案を月単位でとりまとめ、役員等が出席する定

例会議にて報告し、情報共有を図った。 

 

＜研究不正の防止に向けた取組＞ 

 剽窃探知オンラインツールの利用促進等を行

い、研究不正の防止に取り組んだ。 

 具体的には、研究者向けの研修において、剽窃

探知オンラインツールの利用促進を指導したこと

により、利用件数は平成 30 年度と比較して 29 件

増加した（利用件数：平成 28年度 725件、平成 29

年度 900 件、平成 30 年度 1,228 件、令和元年度

1,257 件）。また、「コンプライアンス推進週間

2019」の取組の一環として、研究推進組織の管理

職を対象とした研修（講師:研究倫理・規範政策担

当理事）を実施するとともに、研究者倫理ハンド

ブックの作成及び配布を行った。 

 

＜組織文化の強化に向けたコンプライアンス研修

の義務化＞ 

 コンプライアンスに関する組織文化を定着させ

るため、コンプライアンス研修の開催及び啓発の

取組を実施した。 

 具体的には、e−ラーニング及び階層別研修（研

究ユニット長研修、研究グループ長等初任者研修、

中堅研究職員研修、研究管理者研修、事務系幹部

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：「コンプライアンス推進委員会」で決定され

た対応方針を踏まえた関係部署への適切な指示及

びフォローアップ並びに役員等への定期的なリス

ク事案の情報共有により、令和元年度のリスク事案

の 1 件当たりの平均処理日数は、平成 27 年度と比

べて約 11.2 日（平成 27 年度：68.4 日、令和元年

度：57.2日）短縮された。 

 

 

 

 

 剽窃探知オンラインツールの利用件数増加によ

り、自己剽窃や共著論文の剽窃の有無を確認する機

会が増え、研究不正防止に繋がることが期待でき

る。また、研究者倫理ハンドブックの配布により、

研究不正防止に対する意識の向上に繋がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンプライアンスに関する研修の着実な実施に

より、職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向

上に繋がった。また、受講者から以下の感想が寄せ

られており、取組の効果が確立された。 

●受講者からの感想 

・グループディスカッションを通じて、主体的にコ

ンプライアンスについて考える機会となった。 

・折りに触れ、産総研内に啓発されている取組であ
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内部監査等を

効率的・効果的

に実施するも

のとする。 

 また、コンプ

ライアンスは、

産総研の社会

的な信頼性の

維持・向上、研

究開発業務等

の円滑な実施

の観点から継

続的に確保さ

れていくこと

が不可欠であ

り、昨今その重

要性が急速に

高まっている。

こうした背景

やこれまでの

反省点等も踏

まえ、コンプラ

イアンス本部

長たる理事長

の指揮の下、予

算執行及び研

究不正防止を

含む産総研に

おける業務全

般の一層の適

正性確保に向

け、厳正かつ着

実にコンプラ

イアンス業務

を推進するも

のとする。 

 さらに、「橋

渡し」機能を抜

本的に強化し

ていくに当た

っても、適切な

理由もなく特

内部監査等を

効率的・効果的

に実施する。 

 また、コンプ

ライアンスは、

産総研の社会

的な信頼性の

維持・向上、研

究開発業務等

の円滑な実施

の観点から継

続的に確保さ

れていくこと

が不可欠であ

り、昨今その重

要性が急速に

高まっている。

こうした背景

やこれまでの

反省点等も踏

まえ、コンプラ

イアンス本部

長たる理事長

の指揮の下、予

算執行及び研

究不正防止を

含む産総研に

おける業務全

般の一層の適

正性確保に向

け、厳正かつ着

実にコンプラ

イアンス業務

を推進する。 

 さらに、「橋

渡し」機能を抜

本的に強化し

ていくに当た

っても、適切な

理由もなく特

定企業に過度

に傾注・依存す

改善意識の醸成を図る。ま

た、業務フロー分析等を基

にした全所的な業務改革に

取り組むとともに、職員間

の業務コミュニケーション

阻害要因の分析と改善策の

検討を行う。 

・「橋渡し」となる産学官連

携活動等を適切に推進する

ため、個人及び臨床研究に

係る利益相反マネージメン

トについて、国及び他機関

の動向を把握しつつ、効率

的かつ効果的に実施する。

また、平成 30年度に構築し

た組織としての利益相反マ

ネージメント制度を試行的

に運用開始する。 

・内部監査として、研究ユ

ニットごとの包括的な監査

を効率的・効果的に実施す

る。 

・監事監査が効率的・効果

的に行えるよう監事への情

報の提供等必要な支援を行

う。 

・研究不正への対応に関す

る規程を改正し、特定不正

行為（ねつ造、改ざん、盗

用）以外の研究倫理から逸

脱した行為（不適切なオー

サーシップ等）への対応及

び研究倫理教育の受講義務

等を明記することにより、

研究不正への対応を強化す

る。 

・研究不正防止のため、引

き続き、研究者倫理に関す

るｅ−ラーニング研修等を

実施する。 

・引き続き、研究記録制度

の実施状況を把握するとと

策の検討を行った

か。 

✓効率的かつ効果

的な利益相反マネ

ジメントを実施し

たか。 

✓産学官連携制度

の多様化に対応す

るため、組織の利

益相反マネージメ

ント制度につい

て、試行的な運用

を開始したか。 

✓研究ユニットご

との包括的な監査

を効率的・効果的

に実施したか。 

✓監事への必要な

支援を行ったか。 

✓研究記録の作成

等に係る制度の改

善・見直しを講じ、

安定した運用を図

ったか。 

✓研究不正への防

止策・対応強化を

実施したか。 

 

研修、室長研修、中堅主査研修、新規主査研修、新

規採用職員研修）において、コンプライアンスに

関する講義実施した。講義資料は、従来の文章を

多用した資料を一新し、イラスト等を用いてより

理解しやすいものにした。また、研修においては、

実際に発生したリスク事例を紹介するとともに、

受講者によるグループワークを実施することで、

より効果的なコンプライアンス意識の向上を図っ

た。e−ラーニングの受講率は 100%を達成した。 

 

＜「コンプライアンス推進週間」による組織一体

となったコンプライアンスの推進＞ 

 「コンプライアンス推進週間」を設定し、組織一

体となってコンプライアンスの推進に取組んだ。 

 具体的には、産総研全体の更なるコンプライア

ンス意識の向上を目指し、昨年度に引き続き、「コ

ンプライアンス推進週間（令和元年 12月 2日－12

月 6 日）」を設定し、①研究者倫理ハンドブック

の作成・全員への配布、②幹部及び管理職を対象

とした特別研修の実施、③部署毎に主体的な取組

事項を決定・実施、④対外的発信、⑤スローガンの

産総研内公募及びポスターへの掲載等を行った。 

 

 

 

 

＜国立研究開発法人全体のコンプライアンスの推

進＞ 

 国立研究開発法人協議会（国研協）に産総研の

主導により設置された「コンプライアンス専門部

会」（以下、「専門部会」という。）において、情

報交換・課題の検討等を実施した。 

 具体的には、平成 30年度に引き続き、専門部会

長及び事務局を担い、令和元年度には、全 27法人

が参加する専門部会を 2 回開催（令和元年 7 月、

令和 2 年 2 月）した。専門部会においては、コン

プライアンスに関する情報共有を図るとともに、

共通課題について検討を行った。また、平成 30 年

度に引き続き、「コンプライアンス推進週間」を合

同で実施することを提案し、実現させた。具体的

には、統一スローガン及びポスターを作成すると

ともに、参加法人の幹部及び管理職を対象とした

るが、身近での具体的な事例等の紹介があると、現

実感が増し、改めて注意喚起が促されて良い。 

・自分の立ち位置から見たコンプライアンス・リス

ク管理について、考え直す良い機会になった。産総

研の現状について知らないことも多くあり非常に

興味深い内容だった。 等 

 

 

 

 

 「コンプライアンス推進週間 2019」における部署

毎の取組等を通じ、職員一人ひとりが、より主体的

にコンプライアンスについて考えることができ、産

総研全体のコンプライアンス意識の向上に繋がっ

た。また、同週間終了後には、職員から以下のよう

な感想が寄せられており、取組の効果が確認され

た。 

●職員からの感想 

・研究者倫理ハンドブックは、図解でわかりやすい

ものであり、研究者倫理の重要性を再認識するのに

有用であった。 

・このような機会に（定期的に）確認しておくこと

は有益と思う。 

・コンプラの重要性を再認識するには良い機会と

感じた。 等 

 

 産総研の主導により、国立研究開発法人が合同で

「コンプライアンス推進週間」を実施するととも

に、コンプライアンス実務担当者向けの研修を実施

することで、国立研究開発法人全体のコンプライア

ンス推進に大きく貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに、コ

ンプライア

ンス実務担

当者向けの

研修を実施

することで、

国立研究開

発法人全体

のコンプラ

イアンス推

進に大きく

貢献した。 

法務業務に

ついては、顧

問弁護士の

定期的な常

駐や地域セ

ンターへの

弁護士派遣

による出張

法律相談等

を実施し平

成 30 年度の

1.8倍にあた

る約 140 件

の法律相談

に対応した

こと、共同研

究契約書の

事前審査を

徹底し、特に

検討を要す

る約 220 件

については

顧問弁護士

と重点的に

審査を行う

等、業務運営

上の課題に

対する法的

支援強化及

びリスク顕
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定企業に過度

に傾注・依存す

ることは避け

る必要がある。

このため、国内

で事業化する

可能性が最も

高い企業をパ

ートナーとし

て判断できる

ような適切な

プロセスを内

部に構築する

とともに、コン

プライアンス

遵守に向けた

体制整備等、ガ

バナンスの強

化を図るもの

とする。 

 

ることは避け

る必要がある。

このため、国内

で事業化する

可能性が最も

高い企業をパ

ートナーとし

て判断できる

ような適切な

プロセスを内

部に構築する。 

 加えて、コン

プライアンス

遵守に向けた

体制整備等、ガ

バナンスの強

化を図る。具体

的には次の措

置を講ずると

ともに、必要に

応じて不断の

見直しを行う。 

 業務執行に

ついては、調

達・資産管理、

委託研究、共同

研究、旅費に係

るルールを平

成２６年度に

厳格化したと

ころ、毎年度、

そのルールを

全職員に対し

周知徹底する。

また、研究ユニ

ットにおける

事務手続に対

応する支援事

務職員を配置

する等のサポ

ート体制を維

持するととも

もに、確実で安定的な運用

を図る。また、不断に制度

の改善・見直しを講じる。 

 

研修を実施した。さらに、コンプライアンス実務

担当者向けの研修を実施した（令和 2年 2月）。 

 

＜産総研内ニーズを踏まえた業務改革の取組と先

進事例の横展開＞ 

●トップダウンによるプロジェクト推進 

 産総研全体の業務改革プロジェクトに関するプ

ロジェクトの工程を業務改革推進室で一元的に管

理する体制としつつ、各部署のニーズを踏まえた

業務改革・改善の活動を理事会で報告し、理事長

以下役員からの指摘や指示を踏まえたトップダウ

ンの活動を昨年度から継続して実施した。 

 具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例 1】理事会発表事例による活動の展開 

 引き続き、各部署での業務改善・効率化への取

組状況を理事会の場で定期的に幹部層へ報告する

等、幹部層から指示を仰ぐ機会を積極的に設け、

トップダウンでの取組を実施した。 

 具体的には、約 15万件に及ぶ産総研の資産を棚

卸する作業が例年大きな業務負担であったことか

ら、新たに小型バーコードリーダーを導入して資

産の現物確認を実施するとともに、棚卸の開始時

期を約 1.5 か月前倒しで開始しピークシフトを行

うなど従来の方法を見直して効率化を図ったほ

か、年間約 3,300 件を取り扱う共同研究契約業務

において、顧問弁護士による精査を経た条項雛形

や事例集を活用することなどにより、契約業務の

事務負担軽減を実現した。 

 これにより、資産棚卸では、複数の施策で合わ

せて年間約 1,690 時間の担当者の作業時間削減に

つなげた。また、共同研究契約業務では、リーガル

チェックの効率化により約 3,000 時間の作業時間

を削減するとともに、得られた時間資源をイレギ

ュラーな契約案件のリーガルチェックに充てるこ

とで、権利・義務に関する法的リスクの低減を達

成することができた。 

【事例 2】業務改革ポリシーの制定による業務改

革の意識付け 

 産総研が掲げる組織目標の達成に寄与するた

め、上記のような業務改革活動の位置づけとその

活動方針を整理・提示した「産総研業務改革ポリ

シー」「アクションプラン」を制定し、公式ホーム

 

 

 

 全所的な改善事例の蓄積とその横展開、役職員の

業務改革意識の向上、個別の業務フロー見直しや負

担軽減・コスト削減努力により、拡大している新た

な業務に対しても、職員数を増やすことなく対応す

ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在化の未然

防止といっ

た研究所の

ガバナンス

強化に寄与

した。 

 

情報セキュ

リティ対策

等の徹底に

よる研究情

報の保護に

ついては、外

部の専門家

を委員とし

た委員会に

おいて不正

なアクセス

事案に対す

る再発防止

対策等を議

論したこと、

研修資料を

全面的に見

直し理解増

進を図った

こと、セキュ

リティトー

クンを用い

た新たな認

証システム

を構築した

こと、仮想サ

ーバ基盤を

更改しセキ

ュリティの

強度を上げ

たことなど、

数々のセキ

ュリティ対

策を実施し

た。さらに、
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に、毎年度、そ

の執行状況を

チェックする。 

 同時に、内部

監査において

も、テーマごと

の監査に加え、

研究ユニット

ごとの包括的

監査を実施す

る。 

 また、研究不

正の防止のた

めの研修を毎

年度実施する

とともに、研究

記録の作成、そ

の定期的な確

認及びその保

存を確実に行

う。 

 

ページでも公表した。 

 これにより、組織目標の達成に向けて業務改革

の位置づけを明確にし、活動に取り組む意義につ

いて職員の理解を向上させることにつながった。 

●職場単位でのボトムアップによる業務改革 

 昨年度から継続して各部署にて職場改善会議を

実施し、各職場単位で月 1 回程度の改善活動を行

うことで、職場単位でのボトムアップによる業務

平準化や改善活動を促進した。 

 具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例 1】改善事例の全所的な積み上げと改善意

識の向上 

 職場改善会議は定期的に改善活動を行う動機づ

けとしての機能を果たし、各部署から毎月様々な

改善活動の報告がなされた。具体的には、郵便物

の「発送記録票」の義務付けを廃止し、業務プロセ

スを効率化した件や、部署内でホワイトボードに

よる立ち会議を導入し、議事を可視化し会議時間

を縮減した件などがある。 

 また、集中的に改革・改善活動に取組むよう「業

務改革強化デー」を 3月に渡って試行したところ、

ペーパーレス、整理・整頓や ITツールの積極活用

等の事例が多数報告されたことを受け、令和 2 年

1 月からは、業務改革を強化するキャンペーン週

間を恒常的に設定する取組を開始した。 

 これにより、平成 31 年 4 月から令和元年 12 月

の間に全部署の約 74%が 2 か月に 1 度以上活動を

行ったことが確認でき、各職場単位での改革・改

善活動の継続及び促進が見られた。 

【事例 2】理事長賞や業務改革大会による顕彰 

 令和元年度には、経理部による「仕様書マニュ

アルの改訂」事例が業務改革への貢献に係る基準

に該当し、理事長賞を受賞したほか、各部署で取

り組んでいる業務改善活動の中で優れた事例を広

く紹介し、顕彰する職員参加型の内部イベントで

ある「産総研業務改革大会」を開催し、5件の優秀

な改善活動事例を共有して業務改革への更なる意

識向上と事例の横展開の促進を図った。 

 このように、業務改革への貢献を理事長表彰の

対象に加えたことや所内イベントで優れた事例を

顕彰する機会を創出したことで、改善活動に対す

るインセンティブを付与することができるように

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画に

はなかった

事項として、

監査におけ

る是正確認

を監査と同

一年度内に

実施し改善

を加速させ

たこと、イン

トラウェブ

ページの全

面的な見直

しによる理

解増進を図

ったことな

ど、目標の水

準を満たし

ている。 

 

内部統制に

係る体制の

整備につい

ては、組織と

しての意思

決定プロセ

スの見直し、

リスク管理

や危機対策

の体制確立

など、内部統

制に係る体

制の整備を

進めたこと

により、所期

の目標を着

実に実施し

た。 

 

情報公開の

推進等及び

施設及び設
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なったほか、業務改革に対する職員の理解を増進

し、各現場での改善活動とその横展開が一層促進

された。 

【事例 3】業務改革マイスターの認定 

 各部署で業務改革活動が定着するよう、自発的

に活動に取り組む管理者から若手までの幅広い層

の職員 71名に「業務改革マイスター」の呼称を与

え、当該職員等に対して先進的取組を行っている

企業への訪問や外部講師による改善活動研修を実

施し、業務改革人材の育成と底上げを図った。マ

イスターから「e-ラーニング・未受講者抽出作業

の削減」や「研究業務推進部が発信する情報の英

語化」などの改革プロジェクトが提案され、業務

改革推進室と検討を開始した。 

 これにより、マイスター自身の意識向上と研鑽

が各部署での業務改革推進の原動力となったほ

か、複数の部署で他部署の優秀事例を取り入れて

自部署の業務改善につながるなど、横展開が効果

的に進んだ。 

 

＜業務フロー見直しやコミュニケーション阻害要

因分析等＞ 

●業務フローの見直しによる効率化 

 前年度に引き続き、2 つの事業所及び 3 つの部

を新たに実証フィールドとし、外部のコンサルテ

ィングファームに委託して業務の棚卸を行った。

労務管理、庶務や会計業務等の中から特に課題の

大きい 5 業務のフローを分析し、フローの組み換

えやユーザー向けマニュアル作成など改善施策を

実施した。 

 具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例 1】旅費精算等手続きフローの整理 

 事前の業務量調査で受付側における業務負担が

大きかった旅費精算等確認手続きについては、差

し戻しや申請ミスによる手戻りを防止するため、

時系列に整理したユーザー向け手順書を作成し、

イントラに公開した。 

 これにより、担当部署から手続き申請側への差

し戻し案件が年間 30件程度（200件から 170件に）

削減される見込となり、申請者と受付担当者双方

の業務負担を相応に削減できた。 

【事例 2】ITツール導入による定型業務の自動化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備に関する

計画につい

ては、個人情

報保護につ

いて e-ラー

ニング、自主

点検、監査の

実施により、

個人情報の

適切な管理

が徹底され、

個人情報を

含む重大な

情報インシ

デントの発

生件数が令

和元年度は 0

件であった

こと等、所期

の目標を確

実に達成し

ている。 

 

施設及び設

備に関する

計画につい

ては、「施設

整備計画（令

和 元 年 度

版）」に基づ

いた施設及

び設備の効

率的かつ効

果的な維持・

整備の着実

な推進に加

えて、省エネ

ルギー化促

進のためつ

くばセンタ

ーにおける

外灯改修工
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 前年度に引き続き、定型業務を自動化するソフ

ト ウ ェ ア で あ る RPA (Robotic Process 

Automation)の業務適用検証を行った。さらに、RPA

や Microsoft Excelのマクロ機能等のソフトウェ

アを活用し、出勤簿システムデータのチェック作

業をはじめとした定型業務を自動化し、計 9 業務

の業務負担の軽減を実現した。 

 これにより、ソフトウェアを活用した業務の自

動化によって、1年間あたり約 7,496時間（見込を

含む）の業務時間を削減した。さらに、業務の自動

化により事務ミスの撲滅、属人化からの開放とい

った、担当者によらない作業の同一品質が確保さ

れ、管理業務の品質が向上した。 

 

●業務上のコミュニケーション阻害要因分析によ

る改善 

 研究ユニットにおける研究活動を妨げる業務上

のムダの洗い出しを行うため、平成 30年度に研究

実態調査を実施し、サンプリングした 28名の研究

職員へのヒアリング調査によって、事務作業コス

トを可視化した。その結果から、コミュニケーシ

ョンを阻害し、大きな作業負担を掛けていた要因

を特定し、集中的に検討を行った。 

 具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例】チャットボット（問い合わせに対する自

動応答ツール）の試行導入 

 イントラ内に各種事務手続きに関する FAQ（よく

ある質問）や業務マニュアル等が散在しており、

ユーザー側も事務手続きの問い合わせに時間を要

し、担当部署も問い合わせ対応に時間を割いてい

たため、令和元年 8 月より試行的にチャットボッ

トを導入し、問い合わせに自動対応することの有

用性や利便性を検証した。 

 チャットボットが半年で 3,000 件以上の問い合

わせに自動対応するとともに、1,100件以上の学習

データを蓄積したことを確認できたため、本格的

に導入した場合、ユーザーが事務手続きの担当部

署へ電話やメールによる質疑を行う必要がなくな

り、自動的に回答を得られるため、従前かかって

いた事務手続き時間を大幅に削減できる見通しを

立てた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事を実施し

たこと、当初

の計画には

なかった研

究ユニット

からの要望

に応じた研

究設備の改

修工事等を

実施し、研究

者が研究に

専念できる

環境の構築

に貢献した

こと、産総研

施設整備費

補助金によ

る「高機能

IoTデバイス

に関する研

究拠点整備

事業」におい

て、限られた

期間と予算

の中で、省エ

ネルギーに

最大限考慮

した世界最

高水準の研

究開発を実

施する拠点

の整備を実

現したこと

など顕著な

成果をあげ

た。 

 

＜今後の課

題＞ 

引き続き「コ

ンプライア

ンスの意識
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＜早期退庁・長期休暇・在宅勤務等の推進＞ 

 早期退庁・長期休暇・在宅勤務等を推進し、柔軟

な職場環境実現のための取組に注力してきた。 

 なお、これまでの特筆すべき事項については、

以下のとおりである。 

【事例 1】早期退庁及び長期休暇取得の励行等 

 役員・幹部職員による指導の下「プレミアムフ

ライデー」及び「夏季及び年末年始における年次

有給休暇取得の促進」を励行した。 

 具体的な取組内容は以下のとおりである。 

●プレミアムフライデー 

 ①早期退庁の奨励 

 ②15時以降の産総研内会議の開催自粛 

●夏季の長期休暇取得促進等のキャンペーン 

 ①土日祝日を含む連続 9 日間の夏季休暇取得の

奨励 

 ②16時以降の産総研内会議の開催自粛 

●年末年始における年次有給休暇取得の促進 

 ①年末年始休暇の前後に年休取得の奨励 

 ②12/27を年休取得促進日と定め、全日を通じて

会議の開催自粛 

【事例 2】職場アンケートの実施 

 平成 29年度から、職場アンケートを実施し、令

和元年度においても職場や組織に対する職員の意

識調査を行った。アンケート結果として、回答者

の約 8 割の職員が産総研で働いていることに満足

している、約 7 割の職員が自分の仕事が社会のた

めになっていると実感していることが分かった。

一方で、仕事のやり方が効率的ではない、幹部の

意思決定に対して納得感がないといった課題も得

られた。これらのアンケートの調査結果は、各領

域・本部組織で分析するとともに、産総研全体の

課題についてイントラにて公開し、職員へのフィ

ードバックを行った。 

【事例 3】在宅勤務制度の利用促進 

 平成 30 年度に引き続き、平成 28 年度に制度化

した育児支援策としての「在宅勤務制度」の利用

促進の周知に努めた。 

【事例 4】テレワーク・デイズの実施 

 国のテレワーク・デイズの取組を契機に、産総

研の在宅勤務制度の拡充を検討するため、令和元

年 7 月 22 日から 7 月 26 日までを実施期間として

 夏季における 9 日以上の長期休暇を取得した者

の数は、平成 30 年度の 30.4%から令和元年度は

42.3%となり、約 11.9 ポイント増加した。早期退

庁・長期休暇・在宅勤務等の推進により、ワーク・

ライフ・バランスの実現に寄与した。 

 職場アンケートの実施により、仕事・職場・組織

に対する意識や課題が各職員間で共有され、職場環

境の改善に向けた取組に繋がった。今後、職場アン

ケートを継続して実施していくことにより、経年変

化の傾向をつかみ、更なる職場環境改善への取組に

繋がることが期待される。 

 在宅勤務制度の利用促進の周知により、本制度の

利用者が平成 30年度 23名（男性 5名、女性 18名）

から令和元年度 26名（男性 9名、女性 17名）に増

加した。利用者へのアンケート等によると、本制度

を利用することで時間的な余裕が生じ、仕事と生活

の質が良くなるなど、職員の心身の健全化と生産性

向上に繋がった。 

 テレワーク・デイズの試行実施においても、在宅

勤務制度と同様の効果が得られた。 

 労務管理の徹底に向けた様々な取組により、36

協定違反はゼロとなっており、長時間労働や過重労

働を防ぎ、職員の適正な健康管理と安全な就業環境

が保たれている。 

 職員等に育休等に関する制度を普及させたこと

により、育休取得が促進され、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を持った組

織文化の醸

成」等を推進

し、業務運営

体制の整備

を今後も行

っていくこ

とが重要。 
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テレワーク・デイズを試行的に実施した。 

 

＜効率的かつ効果的な利益相反マネジメントの実

施＞ 

 個人の利益相反マネジメントについて、イント

ラシステムの利用、外部の専門家の知見の活用等

により、効率的かつ効果的なマネジメントを実施

した。 

 具体的には、個人の産学官連携活動等に関する

利益相反マネジメントについては、イントラシス

テムを利用して効率的に対象者 3,403 名全員の自

己申告を実施した。その上で、産学官連携活動等

の相手先に対して個人的利益を有しているとの申

告があった 232 名については、外部の専門家で構

成されるアドバイザリーボードで審議等を行い、

当該活動を行う上での注意事項の通知や是正勧告

を行った。特に利益相反が懸念される 7 名に対し

ては、個別に外部の専門家によるヒアリングを実

施し、専門的見地からの助言を行った。 

 また、人を対象とする医学系研究に係る利益相

反マネジメントについては、利益相反ありとの申

告があった 5 件の実験計画について、外部専門家

を中心に構成される委員会で審議を行い、これを

基に研究対象者への対応や成果発表時の対応等の

注意事項等を実験責任者に通知した。 

 

＜組織としての利益相反マネジメントの試行的な

実施＞ 

 組織としての利益相反マネジメントについて

は、平成 30 年度に構築した審査プロセスに基づ

き、試行的なマネジメントを実施した。 

 具体的には、令和 2 年 4 月からの本格的な制度

運用に向け、試行的に実施した結果を踏まえ、利

益相反状況の審査基準、対応方針例等の整理を行

った。 

 

＜ガバナンス強化の一環としての法務業務体制強

化＞ 

 平成 30 年度に法務部の設置や法律事務所との

顧問契約の拡充を行った上で、令和元年度につい

ては、顧問弁護士の定期的な常駐や地域センター

への弁護士派遣による出張法律相談等を実施し

 

 

 個人の産学官連携活動等に関する利益相反マネ

ジメントの実施により、役職員等が社会的な信頼を

失うことなく、より安心して産学官連携活動等に取

り組むことができる環境を整備した。 

 また、人を対象とする医学系研究に係る利益相反

マネジメントの実施により、人を対象とする医学系

研究において研究成果にバイアスがかかるとの疑

念を抱かれることを防ぐことで、当該研究の透明性

及び信頼性を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組織としての利益相反マネジメントについては、

試行的に実施した上で、審査基準、対応方針例等を

具体化したことにより、令和 2年度より本格的な制

度運用を行うにあたり速やかな審査を行うことが

できるようになった。 

 

 

 

 

 

 法律相談の機会を増やすとともに、共同研究契約

書をはじめとする契約書の審査に取り組むことで、

業務運営上の課題に対する法的支援強化及びリス

ク顕在化の未然防止といった研究所のガバナンス

強化に寄与した。 
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た。これらにより平成 30年度の 1.8倍にあたる約

140件の法律相談に対応した。 

 また、共同研究契約書の事前審査を徹底し、特

に検討を要する約 220 件については顧問弁護士と

重点的に審査を行った。さらに、共同研究契約書

のほか、各種契約書についても雛型の点検等を行

った。 

 

＜包括的な内部監査の効率的・効果的な実施＞ 

 研究ユニットごとの包括的な監査を効率的・効

果的に実施し、発見された事項を早期に産総研全

体に共有することによりリスクの発生軽減に寄与

した。 

 具体的には、研究ユニットにおける内部監査で

は、平成 26 年度から平成 28 年度までの 3 年間に

おいて、業務執行ルールを中心として、研究業務

を除く業務全般を対象とした包括的な監査を実施

してきたが、令和元年度は、平成 29年度から開始

した 2巡目の監査の最終年度となることから、2巡

目の監査を実施していない 17研究ユニット（うち

2 研究ユニットは令和元年度新設）を対象に労務

管理、調達・資産管理、研究情報管理及び安全管理

等について、書面監査及び実地監査を実施した。 

 監査で確認された発見事項については、個別の

監査が終了した時点で、毎週開催されるコンプラ

イアンス推進委員会へ速やかに報告するとともに

被監査部署等へ軽微な発見事項に関して改善等の

対応を指示した。また、理事長等への報告を、年度

1 回の全体報告に加え、各四半期に 1 回程度の監

査の実施状況報告を行った。 

 研究活動等を安全に進めるためには、情報セキ

ュリティインシデントの発生リスクの低減や情報

セキュリティ及び個人情報保護に関する意識の向

上が重要である。そのため、情報セキュリティ監

査及び保有個人情報監査においては、情報セキュ

リティに関する専門人材を擁する情報セキュリテ

ィ部と連携し、各種ルールの実行状況や外部委託

業者における産総研情報セキュリティポリシーの

遵守状況等の監査を実施した。また、例年実施し

ている前年度（平成 30年度）の監査における改善

提言のうち、改善すべき発見事項のあった組織等

に対するフォローアップ監査に加え、令和元年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部監査で確認された発見事項を毎週開催され

るコンプライアンス推進委員会へ報告することに

より、委員会への速やかな情報共有と委員会からの

速やかな指示がなされ、より円滑な対応ができた。

あわせて、被監査部署等における軽微な発見事項に

対する対応指示についても速やかに行うことがで

き、早期のリスク発生軽減に繋がった。 

 情報セキュリティ監査を通じて、情報セキュリテ

ィ対策に対する必要性、遵守すべき事項の徹底がな

された。また、平成 30 年度に引き続き、外部委託

業者についても監査対象に加えたことにより、不正

なアクセスへの対策の一つとして、より実効性のあ

る監査とすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



539 

は同年度の監査における発見事項に対するフォロ

ーアップ監査も実施した。 

 

＜効率的・効果的な監事監査のための支援＞ 

 監事監査が効率的・効果的に行えるよう監事へ

の情報の提供等必要な支援を実施した。 

 具体的には、研究推進組織、本部組織、事業組織

及び特別の組織への監事監査において、監事から

求められる監査対象組織への多種かつ広範囲な監

査資料の提出依頼、取りまとめ、日程管理や監事

に随行し監査内容の記録を行う等の支援を行っ

た。特に、監事監査より先に内部監査を実施した

部署については、内部監査での状況等を監事に共

有する等の工夫を行った。 

 また、103の独立行政法人等の監事により構成さ

れる「独立行政法人・特殊法人等監事連絡会」（以

下「連絡会」という。）においては、令和元年度世

話人を務める監事の支援として、総務省及び連絡

会所属法人との総合調整及び会議の開催並びに

「監事監査指針」の改訂等に係る事務局業務を行

った。 

 会計検査院による決算検査報告説明会において

説明のあった他機関で発生した不適切な事案につ

いては、監事を含む幹部に対し、理事会等で情報

共有を図った。また、当該事案の情報をイントラ

に掲載して全職員に注意喚起を行うとともに、当

該事案に関連する業務を所掌する部署に対して個

別に説明を行った。 

 

＜規程改正による研究不正への対応の強化＞ 

 研究不正への対応に関する規程を改正し、研究

不正への対応を強化した。 

 具体的には、文部科学省が策定した「研究活動

における不正行為への対応等に関するガイドライ

ン」（以下、「ガイドライン」という。）等を踏ま

え、研究不正への対応に関する規程を改正し、特

定不正行為に加え、それ以外の研究倫理から逸脱

した行為（不適切なオーサーシップ等）への対応

及び研究倫理教育の受講義務等を明記することに

より、研究不正への対応を強化した。また、研究の

トレーサビリティを確保する観点から、研究で得

られたデータや試料等の管理方法及び体制等に関

 

 

 

 内部監査を実施した組織について、内部監査での

状況やリスク情報等を監事に共有することにより、

監事がリスク情報等をあらかじめ把握した上で監

査に臨むことができ、より効率的かつ効果的な監事

監査に繋がった。 

 令和元年度連絡会事務局として、監事監査の手法

等を定めた「監事監査指針」の改訂等に取り組むこ

とで、連絡会所属法人全体の監事業務の推進に貢献

した。 

 他機関で発生した不適切な事案について、監事を

含む幹部への情報共有に加え、イントラ掲載による

全職員への注意喚起、関連部署への個別説明等を実

施することにより、産総研においても同様の事案が

発生し得ないかを考えてもらう上で、有効なものと

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国のガイドライン等を踏まえ、研究不正への対応

に関する規程を整備したことにより、適正な研究開

発の実施が確保された。また、不正行為防止のため

の取組等を社会に向けて積極的に発信することに

より、産総研の研究活動・成果の透明性及び信頼性

が確保された。 
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する基準を新たに設ける必要があり、産総研内に

ワーキンググループを組織し、研究領域及び本部

組織の関係者による検討を行った。当該基準につ

いては、ワーキンググループでの検討結果を踏ま

え、次年度に策定し、全所的に周知する予定であ

る。 

 

＜研究者倫理に関するe−ラーニング研修等の実施

＞ 

 研究不正防止のため、研究者倫理に関する e−ラ

ーニング研修等を適切に実施した。 

 具体的には、職員の研究倫理教育として、研究

倫理に関する e-ラーニング研修を継続的に実施す

るとともに、役職員等のコンプライアンス意識の

向上等のため、「コンプライアンス推進週間 2019」

の取組の一環として、研究推進組織の管理職を対

象とした研修（講師：研究倫理・規範政策担当理

事）を実施し、研究倫理について考える機会を設

けた。さらに、研究者倫理ハンドブックの作成及

び配布を行った。研究者倫理ハンドブックは、イ

ラストを活用するとともに、リスク事例を多く取

り入れることで、より理解しやすいものにした。

e−ラーニングの受講率は 100%を達成した。 

 

＜研究記録制度の確実かつ安定的な運用＞ 

 研究記録制度の実施状況を把握するとともに、

確実で安定的な運用を図った。 

 具体的には、令和元年度は、産総研に在籍する

外国人研究者を含めたすべての利用者に対する研

究記録制度への理解と利便性向上のため、イント

ラ上のマニュアルや案内ページや FAQ の見直しと

ともにシステム改修を行い、研究記録制度の適正

かつ安定的な普及と浸透を実現した。 

 また、研究ノート写しの持出し申請ガイドライ

ンの一部改正や外部機関からの研究ノート開示依

頼方法の具現化により、研究ノートに記録された

情報の適正な保全と管理を徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究倫理教育の実施及び研究者倫理ハンドブッ

クの配布により、研究活動における法令遵守・リス

ク管理に関する一人ひとりの意識の向上に繋がっ

た。また、管理職を対象とした研修の実施により、

管理職が研究倫理について考える機会を得たこと

で、部下への適切な指導がなされ、産総研全体の研

究成果がより信頼できるものとなることが期待で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究人材の流動化・国際化に柔軟に対応するた

め、研究記録制度の運用整備と研究記録管理システ

ムの改修を行ったことで、本システムの安定運用と

利便性の向上が実現し、様々な立場の研究者に対す

る研究記録のリテラシー向上に繋がった。 

 さらに、研究情報の適正な保全と管理の徹底のた

め、研究ノート写しの持出し申請ガイドラインの一

部改正や外部機関からの研究ノート開示依頼方法

を具現化したことで、研究者が安心して研究に取り

組める環境を整備した。 

 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、①リスク管理及びコンプ

ライアンスの推進については、「コンプライアンス

推進委員会」で決定された対応方針を踏まえた関係

部署への適切な指示及びフォローアップ並びに役

員等への定期的なリスク事案の情報共有により、令

和元年度のリスク事案の 1 件当たりの平均処理日
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数が平成 27年度と比べて約 11.2日（平成 27年度：

68.4 日、令和元年度：57.2 日）短縮されたこと、

コンプライアンスに関する研修の着実な実施によ

り、職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上

に寄与したこと、「コンプライアンス推進週間」の

実施により、産総研全体のコンプライアンス意識の

向上に繋げたこと、産総研の主導により、国立研究

開発法人が合同で「コンプライアンス推進週間」を

実施するとともに、コンプライアンス実務担当者向

けの研修を実施することで、国立研究開発法人全体

のコンプライアンス推進に大きく貢献したこと、②

業務改善・効率化の推進については、トップダウン

によるプロジェクト推進として理事会発表事例に

よる活動の展開、職場単位でのボトムアップによる

業務改革として改善事例の全所的な積み上げと改

善意識の向上、理事長賞や業務改革大会による顕彰

及び業務改革マイスターの認定、業務フローの見直

しによる効率化として旅費精算等手続きフローの

整理及び IT ツール導入による定型業務の自動化

等、産総研全体の業務改革プロジェクトを一元的に

管理し、年間試算で約 99,000 時間（本部・事業組

織全職員の労働時間の約 3.4%分）の削減に寄与し

たこと、③働き方改革については、早期退庁、長期

休暇の取得、在宅勤務等を推進し、長時間労働の防

止、長期休暇の取得率の向上、柔軟な働き方の実現

に寄与し、そしてこれらの取組の結果、36協定遵守

など適切な労務管理を実現したこと、④法務業務に

ついては、顧問弁護士の定期的な常駐や地域センタ

ーへの弁護士派遣による出張法律相談等を実施し

平成 30 年度の 1.8 倍にあたる約 140 件の法律相談

に対応したこと、共同研究契約書の事前審査を徹底

し、特に検討を要する約 220件については顧問弁護

士と重点的に審査を行う等、業務運営上の課題に対

する法的支援強化及びリスク顕在化の未然防止と

いった研究所のガバナンス強化に寄与したこと等、

所期の目標を上回る特に顕著な成果をあげている

ことから、S評定とした。 

 なお、研究関連業務評価委員会においても、評価

委員より、限られた人員の中で業務量の増加に対応

するため、業務内容の改善・効率化に継続して取り

組んでいること、法人全体で高いコンプライアンス

意識を保つべく、様々な取組を継続して実施すると
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ともに、国立研究開発法人全体のコンプライアンス

推進に貢献していること、法務部長として適任者を

外部から招聘する等、法務業務の体制を強化し、「橋

渡し」機能を補強していることが評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 コンプライアンスの推進については、産総研の社

会的な信頼性の維持・向上等を図るため、厳格なリ

スク管理と、役職員等一人ひとりのコンプライアン

ス意識の更なる向上が課題である。その対応とし

て、コンプライアンス推進週間を更に強化して実施

するとともに、階層別研修等を引き続き実施する。

加えて、国研協コンプライアンス専門部会の部会長

及び事務局として、同部会を適切に運営し、国立研

究開発法人全体のリスク機能向上及びコンプライ

アンス推進に貢献する。 

 業務改善・効率化の推進については、組織全体で

の改革意識を高めるとともに、改善活動の積み重ね

により大きな効果を得られるような取組を行うこ

とが継続的な課題である。このため、業務全体の効

率化指標（KPI）を適切に設定しつつ、ITツールを

積極的に活用した意識啓発活動、業務フローの全所

的な整備による事務手続きの標準化や各部署が取

り組む有用な業務改善事例の積極的な横展開等に

取り組む。 

 働き方改革については、在宅勤務制度の拡大に向

けて、引き続き、テレワーク・デイズの試行やニー

ズ調査を行うとともに、政府の実施方針を踏まえ、

テレワーク・デイズの対象者及び対象地域等の拡大

についての検討を行う。 

 法務業務については、他機関との連携活動等の多

様化・複雑化に伴い、迅速かつ効果的に業務を遂行

することが重要である。そのため、顧問弁護士を最

大限に活用しつつ、業務運営上の課題に対する法的

支援を行う。 

 内部監査で確認された発見事項については、被監

査対象部署以外においても発生する可能性があり、

組織全体として再発防止を図ることが課題である

ことから、引き続き、理事長を委員長とするコンプ

ライアンス推進委員会への速やかな報告や定期的

な理事会への報告等により、リスク情報の一元化を

図るとともに、組織全体への情報共有や制度所管部
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署との意見交換等を通じ、早期のリスク発生軽減と

業務改善に繋げる。 

 研究記録制度については、引き続き、当該制度が

適正に普及・浸透するための方策を検討する。具体

的には、研究現場の要望等を踏まえ、研究ノート記

録システムの安定性及び利便性の向上に努めると

ともに、イントラ上のマニュアルの見直し等を随時

実施する。 

 

 ３．情報セキュ

リティ対策等

の徹底による

研究情報の保

護 

 これまでと

同様に電子化

による業務効

率化を推進す

ることとする

が、「サイバー

セキュリティ

戦略について」

（平成 27 年 9

月 4 日閣議決

定）を踏まえ、

研究情報等の

重要情報を保

護する観点か

ら、外部の専門

家の知見を活

用しつつ、情報

セキュリティ

の確保のため

の対策を徹底

するものとす

る。また、営業

秘密の特定及

び管理を徹底

するものとす

る。 

 

３．情報セキュ

リティ対策等

の徹底による

研究情報の保

護 

 これまでと

同様に電子化

による業務効

率化を推進す

るが、「サイバ

ーセキュリテ

ィ戦略につい

て」（平成２７

年９月４日閣

議決定）を踏ま

え、研究情報等

の重要情報を

保護する観点

から、「政府機

関の情報セキ

ュリティ対策

のための統一

基準」に準拠し

た情報セキュ

リティ関連規

程類の改訂等

を行うととも

に、情報セキュ

リティ委員会

に外部の専門

家を加えるほ

か、外部専門家

に依頼してチ

・外部の専門家をセキュリ

ティ・情報化推進委員会の

委員として委嘱し、その知

見を活用して、情報セキュ

リティ対策や情報化の推進

に関する事項を議論する。 

・全役職員等を対象として

情報セキュリティ研修及び

セルフチェックを実施す

る。また、情報セキュリテ

ィに関するルールのさらな

る理解増進、意識やリテラ

シーの向上を図るために、

研修資料の全面見直しを行

う。 

・外部専門機関（情報セキ

ュリティ監査企業）による

情報セキュリティ監査を、

産総研内の部署及び外部委

託業者に対して実施する。 

・不正なアクセス事案に対

する再発防止対策に基づ

き、サイバー攻撃に備えて、

新たな職員の認証システム

等を導入する。 

・サーバ仮想基盤の更改を

完了し、当該基盤と連携し

たイントラ業務システムの

運用を開始する。 

 

✓情報セキュリテ

ィ対策や情報化の

推進に関する事項

を議論したか。 

✓全役職員等を対

象とした情報セキ

ュリティ研修及び

セルフチェックを

実施したか。 

✓産総研内の部署

及び外部委託業者

に対して情報セキ

ュリティ監査を実

施したか。 

✓不正なアクセス

事案に対する再発

防止対策に基づ

き、新たな認証シ

ステム等を導入し

たか。 

✓サーバ仮想基盤

を更改し、新基盤

と連携したイント

ラ業務システムの

運用を開始した

か。 

 

 外部の専門家 3 名をセキュリティ・情報化推進

委員会の委員として委嘱し、その知見を活用して、

不正なアクセス事案に対する再発防止対策や、イ

ントラ業務システムの改修等に関する事項につい

て議論した。 

 

 

 

 

 

 情報セキュリティ研修は、不正なアクセス事案

を踏まえて平成 30 年度に改正された新ルールの

理解増進のため、研修資料を最新のルールに反映

させる等、全面見直しを行った上で、e-ラーニン

グシステムにより実施した。 

 また、セルフチェックは、研修と同時に実施す

ることとした。 

 さらに、情報セキュリティに関するルールの理

解増進のため、当初計画になかった情報セキュリ

ティ部のイントラネット WEB ページを更新し、記

載内容やレイアウトの全面変更を行った。 

 

 すべての部署に対して情報セキュリティ監査を

実施した。実地監査対象部署の選定にあたっては、

前年度のインシデント発生件数等を指標とした。

監査では、情報セキュリティポリシーの遵守状況

を確認した上で、フォローアップ監査までを年度

内に行った。 

 外部委託業者に対する監査では、基本的な対策

事項を再確認する形式で効率的に実施した。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：外部の専門家をセキュリティ・情報化推進委

員会の委員としたことにより、最新の情報セキュリ

ティの対策や動向を把握したうえで議論を行うこ

とが可能となった。 

 また、産総研内部からの意見だけでなく、外部の

知見を取り入れ、多面的に情報セキュリティ対策や

情報化の推進の議論を行うことができた。 

 

 最新のセキュリティポリシーに対応させ、研修資

料を全面的に見直したことでルールの変更点が明

確になるとともに、セルフチェックを研修に組み込

んだことでセルフチェックの実施漏れが発生しな

い対策となった。これにより、効率的に、最新のセ

キュリティポリシーの周知、理解増進、意識やリテ

ラシーの向上を図ることができた。 

 また、情報セキュリティ部のイントラネット WEB

ページの全面見直しにより、必要な情報や手続きが

探しやすい構成となり、情報セキュリティに関する

ルールの理解増進が図られた。 

 

 産総研自らが主体となって監査を実施したこと

で、各種管理業務において各部署が抱える問題点等

を明確に把握することができ、より的確な改善提言

を行うことに繋がった。 

 また、これまで翌年度に実施していたフォローア

ップ監査を、年度内に行ったことで、改善を加速す

ることができた。 

 さらに、外部委託業者に対する監査では、監査項

目を基本的な対策事項に絞ったことで、対策の必要

な重点遵守事項がより明確になり、産総研における

情報セキュリティ対策について、外部委託業者と共
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ェックを行う

など、情報セキ

ュリティ対策

を一層強化す

る。さらに、こ

れに関わる研

修やセルフチ

ェックを通じ

て情報セキュ

リティの確保

のための対策

を職員に徹底

する。また、営

業秘密の特定

及び管理を徹

底する。 

 第４期の早

期に情報セキ

ュリティ規程

等に基づき情

報セキュリテ

ィ対策を十分

に施した信頼

性と堅牢性の

高い情報シス

テム基盤を構

築し、維持・向

上を図る。 

 

 

 

 セキュリティトークンを用いたワンタイムパス

ワードを使用する新たな職員の認証システムの構

築を行った。 

 イントラ業務システム、メールシステムへのア

クセスは、順次セキュリティトークンを用いた認

証に移行する。 

 

 仮想サーバ基盤の構築が完了し、イントラ業務

システムを新基盤上に移行し、運用を開始した。 

 老朽化した仮想サーバ基盤が更改され、安定運

用が可能となった。 

 

有が進んだ。 

 

 セキュリティトークンを用いた認証は、所有者の

みが利用できる認証方式のため、アカウントの乗っ

取り防止に繋がることから、不正アクセスの再発防

止対策として有効なセキュリティ強化対応となる。 

 

 

 

 老朽化した仮想サーバ基盤を更改したことによ

り、厳密な通信制御、監視及び記録が可能となった。

これにより、万が一、サイバー攻撃等による不正な

侵入が発生した場合でも、外部への通信を速やかに

遮断することが可能になった。 

 また、これまで以上に詳細な記録の確認が可能と

なるため、原因究明の効率的な実施と被害拡大のリ

スクの低減が見込まれる。 

 

 以上を総括し、外部の専門家を委員とした委員会

において不正なアクセス事案に対する再発防止対

策等を議論したこと、研修資料を全面的に見直し理

解増進を図ったこと、セキュリティトークンを用い

た新たな認証システムを構築したこと、仮想サーバ

基盤を更改しセキュリティの強度を上げたことな

ど、数々のセキュリティ対策を実施した。さらに、

年度計画にはなかった事項として、監査における是

正確認を監査と同一年度内に実施し改善を加速さ

せたこと、イントラ WEBページの全面的な見直しに

よる理解増進を図ったことなど、所期の目標以上の

成果を達成したことから、A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、フォローアップ監

査を年度内に実施し改善確認を行い、PDCA サイク

ルを回していること等が評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 より一層のシステム等の強化のため、実施中の対

策に加え、構築中の対策を実施する。 

 

 ４．内部統制に

係る体制の整

備 

 内部統制に

４．内部統制に

係る体制の整

備 

 内部統制に

・「独立行政法人の業務の

適正を確保するための体制

等の整備」（平成 26年 11月

28 日付け総務省行政管理

✓内部統制に係る

体制の整備を進め

たか。 

 

 平成 30 年度に続いてガバナンス改革に取り組

んだ結果、内部統制に関する規程を見直し、内部

統制に関する委員会等の設置、担当役員の決定や

担当組織の指定等の事項を定めた。これにより、

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：中長期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業

務を行い、研究所のミッションを有効かつ効率的に
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ついては、法人

の長によるマ

ネジメントを

強化するため

の有効な手段

の一つである

ことから、「独

立行政法人の

業務の適性を

確保するため

の体制等の整

備」（平成 26年

11月 28日付け

総務省行政管

理局長通知）等

に通知した事

項を参考にし

つつ、必要な取

組を推進する

ものとする。 

 

ついては、法人

の長によるマ

ネジメントを

強化するため

の有効な手段

の一つである

ことから、「独

立行政法人の

業務の適正を

確保するため

の体制等の整

備」（平成２６

年１１月２８

日付け総務省

行政管理局長

通知）等に通知

した事項を参

考にしつつ、内

部統制に係る

体制の整備を

進める。 

 

局長通知）等で通知された

事項を参考にしつつ、内部

統制に係る所内体制の整備

を進める。 

 

内部統制に関する業務を統括する「内部統制統括

責任者」、関連業務の総合調整を担う「内部統制統

括部署」、各組織における関連業務を行う「内部統

制責任者」、内部統制に関する業務の実施状況の

把握、改善策の検討等を行う「内部統制委員会」を

置いた。 

 

果たすため、内部統制に係る体制を理事長が研究所

の組織内に整備し、運用する仕組みを構築した。こ

れらの基本的事項を定めることにより、業務の有効

性及び効率性の向上、法令等の遵守の促進、資産の

保全並びに財務報告及び非財務報告に係る情報の

信頼性を確保することができた。 

 

 以上を総括し、組織としての意思決定プロセスの

見直し、リスク管理や危機対策の体制確立など、内

部統制に係る体制の整備を進めたことにより、所期

の目標を着実に実施したことから、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 構築した体制に基づき、内部統制に関する業務の

実施状況の把握、改善策の検討等を行う。 

 

 ５．情報公開の

推進等 

 適正な業務

運営及び国民

からの信頼を

確保するため、

適切かつ積極

的に情報の公

開を行うとと

もに、個人情報

の適切な保護

を図る取組を

推進するもの

とする。具体的

には、「独立行

政法人等の保

有する情報の

公開に関する

法律」（平成 13

年 12 月 5 日法

５．情報公開の

推進等 

 適正な業務

運営及び国民

からの信頼を

確保するため、

適切かつ積極

的に情報の公

開を行うとと

もに、個人情報

の適切な保護

を図る取り組

みを推進する。

具体的には、

「独立行政法

人等の保有す

る情報の公開

に関する法律」

（平成１３年

１２月５日法

・法令等に基づく開示請求

対応及び任意事項の情報公

開を適切かつ円滑に実施す

る。また、法人文書の適切

な管理を推進するため、部

門等に対する点検等を効率

的かつ効果的に実施すると

ともに、職員の理解を増進

するため、e-ラーニング等

を活用した周知徹底を行

う。 

・個人情報の適切な取扱い

を確保するため、部門等に

対する点検及び監査を実効

的かつ効率的に実施すると

ともに、職員の理解を増進

するため、e-ラーニング等

を活用した周知徹底を行

う。 

 

✓開示請求対応及

び任意の情報公開

を適切に実施した

か。 

✓法人文書の適切

な管理を推進する

ため、点検等を効

果的に実施すると

ともに、ガバナン

ス改革の取り組み

として文書決裁の

在り方について見

直し等を実施した

か。 

✓個人情報の適切

な取扱いを確保す

るため、点検、監査

を効率的に実施し

たか。 

 

＜法令等に基づく開示請求対応及び任意事項の情

報公開の実施＞ 

 開示請求対応及び任意事項の情報公開について

は、開示請求のあったすべての案件について、期

限内に適切な開示決定等を実施するとともに、任

意事項の情報公開についても適切に実施した。 

 具体的には、令和元年度は、情報公開法に基づ

く法人文書の開示請求 4 件及び開示請求に至らな

い公表済み情報の提供依頼 1 件に対応した。いず

れも、期限内に適切に開示決定等を実施した。 

 情報公開法、個人情報保護法、独立行政法人通

則法及び閣議決定等に基づく国民への情報提供と

して、公表すべき 95件の項目について、次回更新

日等が容易に把握できるチェックリストを用いて

当該情報を所管している関係部署と密に連携を図

り、正確かつ最新の情報を四半期毎等に公式ホー

ムページで公開した。 

 任意事項の情報公開の推進については、開示請

求を円滑に実施するため、開示請求の手続き方法

及び個人情報保護の取組について、一連の手続き

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：開示請求のあった全ての案件について、期限

内に適切な開示決定等を実施するとともに、法令等

に基づく情報公開について、正確かつ最新の情報を

公開することにより、業務運営の透明性を確保でき

た。また、外部連携の軸となる共同研究に係る契約

書ひな型や条文解説を公式ホームページで公開す

ることで、共同研究等に係る企業等との間における

取組方針を示し、連携推進を図る基盤を形成するこ

とができた。 
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律第 140号）及

び「個人情報の

保護に関する

法律」（平成 15

年 5 月 30 日法

律第 57 号）に

基づき、適切に

対応するとと

もに、職員への

周知徹底を行

うものとする。 

 

律第１４０号）

及び「個人情報

の保護に関す

る法律」（平成

１５年５月３

０日法律第５

７号）に基づ

き、適切に対応

するとともに、

職員への周知

徹底を行う。 

 

の流れをフロー図で示す等、分かりやすい解説を

公式ホームページで紹介した。 

 業務運営の透明性を向上させる観点から、すべ

ての産総研規程類（91件（令和元年度 2月時点））

を公式ホームページで公開するとともに、規程類

の制定・改正の都度、速やかに公開した。 

 また、外部連携の軸となる共同研究に係る契約

書ひな型や条文解説についても公式ホームページ

で公開した。 

 

＜法人文書の適切な管理に向けた取組＞ 

 法人文書の適切な管理の推進については、点検

等を効果的に実施するとともに、「ガバナンス改

革」の取組として、文書決裁について抜本的な見

直しによる適正化を実施した。 

 具体的な取組として、法人文書の適切な管理の

推進については、各部署における管理状況の自主

点検を行うととともに、総務企画部による管理状

況の現場調査（7部署）を実施した。 

 文書決裁に係る見直しについては、産総研内全

般にわたり対外的に発出していた文書について、

施行者名、施行先（宛先）及び文書内容（案件）を

分類整理の上、それぞれの案件ごとに、研究所の

権利義務との関係の有無やその影響の度合い等を

調査・分析した。そして、法令等及び業務遂行上の

必要性を踏まえた責任と権限の明確化によって適

切な文書管理を実現するとともに、業務効率化を

図る観点から、専決規程の抜本的な見直しを行っ

た。また、権限を委任すべき案件の規定化を図る

とともに、専決規程の専決案件の責任範囲を点検

し、専決決裁権者及び合議先の見直しを行うこと

により、文書決裁の適正化を実施した。（事務の委

任及び専決処理に関する規程 平成 31 年 4 月 1 日

改正施行） 

 さらに、決裁文書の内容に修正を行う必要があ

る場合には、修正を行う旨を伺うための新たな決

裁文書を起案し、当初の決裁者まで改めて決裁を

得ることを明確化した。（文書管理・決裁規程 平

成 31年 4月 1日改正施行） 

 産総研内全部署（104部署 平成 31年 3月 31日

時点）の文書の分類及び保存期間等の基本事項を

定めた法人文書分類基準表の更新を実施するとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法人文書の管理状況に関する自主点検や現場調

査のほか、当初の計画にはない取組として、対外的

に発出する文書について、研究所の権利義務との関

係の有無やその影響の度合い等に基づく責任と権

限の明確化や、決裁文書の修正を行う場合にも必ず

修正履歴を残すことの徹底を行うことで、産総研に

おける法人文書の適切な管理を一層推進した。ま

た、法人文書の管理に関する周知によって職員等の

意識が向上し、文書管理に自発的に取り組む事例が

確認されている。こうした、適正な文書管理の推進

により、産総研の適正かつ効率的な運営に資すると

ともに、産総研の活動に係る対外的な説明責任を果

たすことが、より確実に行われるようになり、ひい

ては、産総研の対外的な信頼性の向上が期待され

る。 
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もに、更新後の基準表をイントラに掲載し、法人

文書を適切に管理するための基本情報として職員

等に周知した。また、業務運営の透明性を向上さ

せる観点から、新たに産総研内全部署の基準表を

公式ホームページで公開した。 

 法人文書の適切な管理について、職員等の認識

と理解を増進させるため、全職員等を対象に e-ラ

ーニングによる研修を継続実施した。受講者数は、

受講対象者 6,498名中 6,471名。受講率は約 99.6%

であった。 

 公印の管理については、引き続き、公印が適正

に使用されるよう、使用範囲を明記した公印管理

簿及び公印の管理方法等を示した公印管理マニュ

アルをイントラに掲載し、職員等に周知した。 

 

＜個人情報の適切な取扱いの確保＞ 

 個人情報の適切な取扱いに向けて、点検、監査

を効率的に実施した。 

 具体的には、マイナンバーを含む個人情報保護

について、職員等の認識、理解を増進させるため、

平成 30 年度に引き続き、全職員等を対象に e-ラ

ーニングによる研修を実施した。 

 受講対象者 6,498 名中 6,474 名が受講した。受

講率は約 99.6%であった。 

 個人情報の適切な管理の推進のため、各部署に

おける管理状況の自主点検を行うととともに、対

象部署の拡充及び事務の効率化のため、令和元年

度より、総務企画部による調査（132部署）を統合

監査時にあわせて実施した。 

 また、保有個人情報を外部に委託する際に、委

託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容や

その量等に応じ、委託先における管理体制及び実

施体制や個人情報の管理の状況について、少なく

とも年 1 回以上、原則として実地検査により確認

するルールを整備した。（個人情報の保護に関す

る規程 平成 31年 4月 1日改正施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人情報保護に関する職員等の理解が向上した

ことにより、個人情報の適切な管理が徹底され、以

下のように、個人情報を含む重大な情報インシデン

トの発生件数が令和元年度は 0件であった。ひいて

は、インシデント発生の抑制に繋がることで、産総

研への信頼度が向上した。 

 平成 30年度：インシデント 22件中、重大な事案

0件 

 令和元年度：インシデント 18 件中、重大な事案

0件 

 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、①情報公開については、

開示請求のあった全ての案件について、期限内に適

切な開示決定等を実施するとともに、法令等に基づ

く情報公開について、正確かつ最新の情報を公開す

ることにより、業務運営の透明性を確保したこと、

②法人文書管理については、法人文書の管理状況に

関する自主点検や現場調査のほか、当初の計画には

ない取組として、対外的に発出する文書について、

研究所の権利義務との関係の有無やその影響の度

合い等に基づく責任と権限の明確化や、決裁文書の

修正を行う場合にも必ず修正履歴を残すことの徹

底を行うことで、法人文書の適切な管理を一層推進

したこと、③個人情報保護については、e-ラーニン

グ、自主点検、監査の実施により、個人情報の適切

な管理が徹底され、個人情報を含む重大な情報イン
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シデントの発生件数が令和元年度は 0 件であった

こと等、所期の目標を上回る顕著な成果をあげてい

ることから、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 法人文書管理については、法人文書の作成・保存

から廃棄までの各段階におけるルールの遵守を徹

底することに加え、情報公開への迅速かつ適正な対

応のため、法人文書の所在を的確に把握し管理する

ことが課題である。その対応として、法人文書管理

の適切かつ効率的な運用方法について検討する。 

 個人情報保護については、「個人情報保護法 い

わゆる 3 年ごと見直し 制度改正大綱」（令和元年

12 月 13 日 個人情報保護委員会）が公表され、今

後、独立行政法人等個人情報保護法の改正が予定さ

れており、この法改正に対応することが課題であ

る。その対応として、産業技術総合研究所個人情報

保護規程を適切に改正するとともに、個人情報保護

のための適切かつ効率的な運用方法について検討

する。 

 

  ６．施設及び設

備に関する計

画 

 下表に基づ

き、施設及び設

備の効率的か

つ効果的な維

持・整備を行

う。また、老朽

化によって不

要となった施

設等について、

閉鎖・解体を計

画的に進める。 

エネルギー効

率の高い機器

を積極的に導

入するととも

に、安全にも配

慮して整備を

進める。 

・産総研施設整備計画（平

成 31年度版）を策定し、同

計画に基づき施設及び設備

の整備と、老朽化した建物

の閉鎖・解体を進める。 

・平成 29 年度 1 次補正予

算で実施する、高機能ＩoT

デバイスに関する研究拠点

整備を着実に整備する。 

・平成 30 年度 2 次補正予

算で実施する、災害復旧事

業（関西センター研究排水

管改修工事、北海道センタ

ーH1 棟、H2 棟、G1 棟改修

工事及び消火栓設備改修工

事）を着実に推進する。 

・平成 31 年度予算で実施

する、老朽化対策（電力関

連設備、給排水関連設備、

空調関連設備、外壁・屋根・

内装関連設備、特殊ガス防

✓施設等の整備、

閉鎖、解体を進め

たか。 

✓平成 29年度 2次

補正予算で実施す

る研究拠点整備を

着実に整備した

か。 

✓平成 30年度 2次

補正予算で実施す

る、災害復旧事業

を着実に整備した

か。 

✓平成 31 年度予

算で実施する、老

朽化対策を，エネ

ルギー効率の高い

機器を採用するな

どして着実に整備

したか。 

 

 平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予

算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、「施設

整備計画（令和元年度版）」を策定し、計 46件の

改修工事を実施した。さらに同計画に基づき、全

10棟（延床面積 8,560 m2）を閉鎖、全 3棟（延床

面積 256 m2）の解体撤去を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：「施設整備計画（令和元年度版）」のうち、

つくば中央 1-1 棟他の受変電改修においては高効

率変圧器への更新を行ったことで、変換時のエネル

ギー損失が改修前に比べ約 30%削減されることが

期待される。また、つくば 3-1 棟他の衛生改修で

は、老朽化の進んでいる上水・雑用水・冷却水排水

配管の更新を行い、良好な研究環境を構築した。さ

らに、「施設整備計画（令和元年度版）」の実施に

加えて、例えば、つくばセンターにおける外灯改修

工事において、外灯のランプを水銀灯から LEDへ更

新したことで、点灯時の消費電力量が改修前に比べ

平均 80%削減されることが期待される。そして、当

初計画にはなかった研究ユニットからの設備の改

修要望により、特につくばセンターにおいて新たに

ドラフトチャンバー・シリンダーキャビネット等の

研究設備設置工事を実施し、研究者が研究に専念で

きる環境を構築した。また、同計画に基づく全 10

棟（延床面積 8,560 m2）の閉鎖、及び全 3棟（延床

面積 256 m2）の解体撤去により、建物の老朽化対策
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（表省略） 

 

災関連設備、中央監視関連

設備）を着実に推進すると

ともに、推進にあたっては

エネルギー効率の高い機器

を積極的に採用する。 

 

 

 

 

 平成 29年度第 1次補正予算による「高機能 IoT

デバイスに関する研究拠点整備事業」において、

IoTデバイス・システムを、サンプル試作を経て量

産化に繋げる事業化プロセスを支援するため、IoT

（Internet of Things）デバイス等開発のための

クリーンルーム環境と設備を導入した「高機能 IoT

デバイス研究開発棟（仮称）」（令和 2 年 3 月竣

工）をつくば西事業所内に建設した。「高機能 IoT

デバイス研究開発棟（仮称）」は、特殊環境である

既存の研究棟（スーパークリーンルーム）からク

リーン度を維持した接続通路を設置する等、難易

度の高い工事であったが、短期間の過密なスケジ

ュールの中で完了させることができた。 

 

 平成 30年度第 2次補正予算による災害復旧事業

においては、北海道胆振東部地震により破損した

北海道センターの研究棟（外壁、内装、配電設備）、

屋外消火栓設備、並びに平成 30年 7月豪雨により

破損した関西センターの研究排水処理設備、研究

排水中継槽等の復旧工事を行った。 

 

 

 

 

 

 

 平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予

算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、「施設

整備計画（令和元年度版）」を策定し、計 46件の

改修工事を実施した。さらに、同計画に基づき、全

10棟（延床面積 8,560 m2）を閉鎖、全 3棟（延床

面積 256 m2）の解体撤去を行った。そして、令和

元年度当初予算による老朽化対策について、老朽

化が著しい電力関連設備、給排水関連設備、空調

関連設備、外壁・屋根関連設備、特殊ガス防災関連

設備、中央監視関連設備等の改修工事を行い、研

究開発環境の維持及び安全対策の強化を図った。 

 

費及びインフラ設備等の維持管理経費の削減が期

待される。 

 

 平成 29 年度第 1 次補正予算により建設された

「高機能 IoTデバイス研究開発棟（仮称）」におい

ては、IoTデバイスのプロトタイプ実装が可能な研

究設備を整備し、新たな研究を推進する環境を構築

した。さらに施工にあたっては、予算内で設計時よ

りも省エネルギー性能の高い内容の仕様を採用す

ることができ、地球温暖化を考慮した先端的研究開

発拠点による高機能 IoT デバイスの研究開発が実

施されることが期待される。 

 

 

 

 

 

 平成 30 年度第 2 次補正予算による災害復旧事業

においては、北海道胆振東部地震で被害を受けた北

海道センター及び平成 30 年 7 月豪雨により破損し

た関西センターの施設・設備を復旧し研究開発環境

の再構築に貢献した。また、破損原因を特定した上

で、北海道センターでは地震の衝撃を吸収するフレ

キシブル対策等を、関西センターでは同規模の豪雨

被害があったとしても破損しないよう排水処理設

備に補強対策等を行ったことにより、今後同規模の

災害発生時の被害の軽減等、将来にわたって安全な

研究開発環境を維持する効果が期待される。 

 

 「施設整備計画（令和元年度版）」のうち、つく

ば中央 1-1 棟他の受変電改修においては高効率変

圧器への更新を行ったことで、変換時のエネルギー

損失が改修前に比べ約 30%削減されることが期待

される。また、空調関連設備については中部センタ

ーにおいて全 30 室の空調改修工事を行い、旧型機

器からエネルギー効率の高い機器への更新および

全体方式から個別方式へ変更したことから、今後の

地球温暖化防止対策への貢献が期待される。さら

に、つくばセンターにおける外灯改修工事におい

て、外灯のランプを水銀灯から LEDへ更新したこと

で、点灯時の消費電力量が改修前に比べ平均 80%削

減されることが期待される。加えて、つくばセンタ
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ーにおいて老朽化したガス漏洩検知器等特殊ガス

防災関連設備の改修を行い、ガス漏洩に伴う事故発

生のリスクを低減する効果が見込まれる。 

 

 以上を総括し、「施設整備計画（令和元年度版）」

に基づいた施設及び設備の効率的かつ効果的な維

持・整備の着実な推進に加えて、省エネルギー化促

進のためつくばセンターにおける外灯改修工事を

実施したこと、当初の計画にはなかった研究ユニッ

トからの要望に応じた研究設備の改修工事等を実

施し、研究者が研究に専念できる環境の構築に貢献

したこと、産総研施設整備費補助金による「高機能

IoT デバイスに関する研究拠点整備事業」におい

て、限られた期間と予算の中で、省エネルギーに最

大限考慮した世界最高水準の研究開発を実施する

拠点の整備を実現したことなど顕著な成果をあげ

たことから、A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、委員から「研究拠

点の新設と共に、老朽施設の閉鎖および解体も進め

ている。研究施設の維持管理費用の調整ができてい

る。」とのコメントがあり、施設及び設備の効率的

かつ効果的な維持・整備を着実に推進してきた点が

評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 産総研施設の大半を占めるつくばセンターは移

転後 40 年以上が経過し、電力・給排水・空調設備

等の機械設備のみならず、外壁や屋上防水等の建物

本体も老朽化が進行しており、維持管理コストの上

昇につながっている。加えて、近年関心が高まりつ

つある地球温暖化対策についても、公的機関として

より一層取り組む必要がある。 

 上記の課題については、中長期的視点で研究施設

の維持の優先度を定め、適切かつ効率的な施設整備

を実現するとともに、省エネルギー性能に最大限配

慮した設備改修を実施していく。 

 また、令和元年度補正予算による「革新的環境イ

ノベーション国際研究拠点（仮称）整備事業」にお

いては、厳密な工程管理を行い、着実な事業達成を

進めていく。 
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４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 31年度計画 令和元年度実績等 

（その他業務運営に関する重

要事項） 

・引き続き「コンプライアン

スの意識を持った組織文化の

醸成」等を推進し、民間資金

獲得額の目標値達成に向けた

業務運営体制の整備を今後も

行っていくことが重要。 

 

 

Ⅳ その他業務運営に関する

重要事項 

１．広報業務の強化 

２．業務運営全般の適正性確

保及びコンプライアンスの推

進 

３．情報セキュリティ対策等

の徹底による研究情報の保護 

 

・一般公開では、地域住民への研究紹介に加えて、子供たちに科学の

面白さを伝える機会として子供向け体験テーマの増強を図る。 

・産総研 HP の充実を図るとともに、SNS を活用して、広く一般国民

に対し、魅力ある研究成果や研究活動の映像コンテンツを作製し、わ

かりやすい情報発信に取り組む。 

・所内のニーズを踏まえた業務改善・効率化に取り組み、先進事例の

積極的な横展開を推進することで業務改善意識の醸成を図る。また、

業務フロー分析等を基にした全所的な業務改革に取り組むとともに、

職員間の業務コミュニケーション阻害要因の分析と改善策の検討を

行う。 

・研究不正への対応に関する規程を改正し、特定不正行為（ねつ造、

改ざん、盗用）以外の研究倫理から逸脱した行為（不適切なオーサー

シップ等）への対応及び研究倫理教育の受講義務等を明記することに

より、研究不正への対応を強化する。 

・外部の専門家をセキュリティ・情報化推進委員会の委員として委嘱

し、その知見を活用して、情報セキュリティ対策や情報化の推進に関

する事項を議論する。 

・情報セキュリティに関するルールのさらなる理解増進、意識やリテ

ラシーの向上を図るために、研修資料の全面見直しを行う。 

・外部専門機関（情報セキュリティ監査企業）による情報セキュリテ

ィ監査を、産総研内の部署及び外部委託業者に対して実施する。 

・不正なアクセス事案に対する再発防止対策に基づき、サイバー攻撃

に備えて、新たな職員の認証システム等を導入する. 

・サーバ仮想基盤の更改を完了し、当該基盤と連携したイントラ業務

システムの運用を開始する。 

 

・つくばセンターでは、子供向け企画の拡充の一環として、子供に大

人気の「パロ 世界中で愛されるアザラシ型ロボット」の開発から 25

周年を記念した特別講演と特別展示を行い、パロの魅力と存在意義

を発信した。ファミリー向けの体験型テーマとして新たに 7 領域の

各会場をめぐるスタンプラリーを設置し、幅広い研究領域をわかり

やすく紹介する工夫を行った。また、子供向けのサイエンスコーナー

やチャレンジコーナー、科学工作コーナーなどの体験企画を 43件企

画するなど充実させるとともに、産総研の研究者と若い世代が意見

交換を行う場として高校の理科系クラブの研究発表を企画し近隣か

ら 5校が参加した。過去最高の 7,255 名が来場し、来場者アンケート

において、科学工作やチャレンジコーナーなど、子供から大人まで楽

しみながら科学技術を身近に感じられたとの意見が多数で「また来

年来たいですか」の質問に対し、「ぜひ来たい」との回答が 90%と、

高評価を得た。 

 

・質量などの国際単位系（SI）の定義変更が施行されたことを、より

一般の方へ広く PRするために、著名な写真家の撮影による印象的な

写真を中心にした特別ウェブサイト、映像コンテンツを期間限定で

公開した。これに伴い国立科学博物館と連携した特別イベントの開

催や Twitter での発信など多角的な広報を行った。1 か月間で約 13

万 9 千アクセスを記録し、大きな成果を収めた。この取組等により、

ホームページ全体のアクセスはウェブアクセシビリティの充実のた

め多くの古いコンテンツを整理しながらも、約 694 万アクセスと平

成 30年度比で約 18万増加した。また、産総研が開発した「暗黒シー

ト」について、「研究者が語る！1分解説」動画公開に伴って、Twitter

にショート動画を公開するなど新たな試みを行った。ショート動画

は 53 万回以上再生され、「研究者が語る！1 分解説」動画も研究成

果の解説としては比較的多い約 2 万回再生されるなど大きな反響を

得た。動画による広報については産総研チャンネル（YouTube）全体

で研究成果紹介動画を 75本公開（平成 30年度 47本）するなど、継

続してコンテンツの充実に努めた。チャンネル登録者数が平成 30年

度末時点の 7,962から 9,337となり約 17%増加、日本語公式 Twitter

のフォロワー数が平成 30 年度末時点の 8,718 名から 12,415 名とな

り 42%増加するなど、産総研の認知度向上に大きく貢献した。ウェブ

サイトにおいては、講談社のブルーバックスと連携した一般向けの

ウェブ記事連載企画「さがせ、おもしろ研究！ブルーバックス探検隊

が行く」を継続的に実施し、双方のホームページなどで 7 回連載し

た。サイエンス・スクエアつくばウェブサイトのモバイル対応を中心
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としたリニューアルの実施、ウェブアクセシビリティの充実のため

古い電子ブックコンテンツの整理など、より一般の方が産総研のウ

ェブコンテンツにアクセスしやすい環境を整備した。 

 

・各部署のニーズを踏まえた業務改革・改善の活動を理事会で報告

し、理事長以下役員からの指摘や指示を踏まえたトップダウンの活

動を昨年度から継続して実施した。複数の施策で合わせて年間約

1,690時間の担当者の作業時間削減につなげた。リーガルチェックの

効率化により約 3,000 時間の作業時間を削減するとともに、得られ

た時間資源をイレギュラーな契約案件のリーガルチェックに充てる

ことで、権利・義務に関する法的リスクの低減を達成することができ

た。各部署にて職場改善会議を実施し、各職場単位で月 1回程度の改

善活動を行うことで、職場単位でのボトムアップによる業務平準化

や改善活動を促進した。旅費精算等確認手続きについては、差し戻し

や申請ミスによる手戻りを防止するため、時系列に整理したユーザ

ー向け手順書を作成し、イントラに公開した。これにより、担当部署

から手続き申請側への差し戻し案件が年間 30件程度（200件から 170

件に）削減される見込となり、申請者と受付担当者双方の業務負担を

相応に削減できた。ITツール導入による定型業務の自動化により、1

年間あたり約 7,496 時間（見込を含む）の業務時間を削減した。さら

に、業務の自動化により事務ミスの撲滅、属人化からの開放といっ

た、担当者によらない作業の同一品質が確保され、管理業務の品質が

向上した。 

・文部科学省が策定した「研究活動における不正行為への対応等に関

するガイドライン」等を踏まえ、研究不正への対応に関する規程を改

正した。特定不正行為に加え、それ以外の研究倫理から逸脱した行為

（不適切なオーサーシップ等）への対応及び研究倫理教育の受講義

務等を明記することにより、研究不正への対応を強化した。 

・外部の専門家 3 名をセキュリティ・情報化推進委員会の委員として

委嘱し、その知見を活用して、不正なアクセス事案に対する再発防止

対策や、イントラ業務システムの改修等に関する事項について議論

した。最新の情報セキュリティの対策や動向を把握したうえで議論

を行うことが可能となった。また、産総研内部からの意見だけでな

く、外部の知見を取り入れ、多面的に情報セキュリティ対策や情報化

の推進の議論を行うことができた。 

・情報セキュリティ研修は、不正なアクセス事案を踏まえて平成 30

年度に改正された新ルールの理解増進のため、研修資料を最新のル

ールに反映させる等、ルールの変更点が明確になるように全面見直

しを行った上で、e-ラーニングシステムにより実施した。セルフチェ

ックは、実施漏れが発生しないように研修と同時に実施することと

した。これにより、効率的に、最新のセキュリティポリシーの周知、

理解増進、意識やリテラシーの向上を図ることができた。情報セキュ
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リティに関するルールの理解増進のため、当初計画になかった情報

セキュリティ部のイントラネット WEB ページを更新し、記載内容や

レイアウトの全面変更を行った。必要な情報や手続きが探しやすい

構成となり、情報セキュリティに関するルールの理解増進が図られ

た。 

・すべての部署に対して情報セキュリティ監査を実施した。産総研自

らが主体となって監査を実施したことで、各種管理業務において各

部署が抱える問題点等を明確に把握することができ、より的確な改

善提言を行うことに繋がった。これまで翌年度に実施していたフォ

ローアップ監査を、年度内に行ったことで、改善を加速することがで

きた。実地監査対象部署の選定にあたっては、前年度のインシデント

発生件数等を指標とした。監査では、情報セキュリティポリシーの遵

守状況を確認した上で、フォローアップ監査までを年度内に行った。

外部委託業者に対する監査では、基本的な対策事項を再確認する形

式で効率的に実施した。対策の必要な重点遵守事項がより明確にな

り、産総研における情報セキュリティ対策について、外部委託業者と

共有が進んだ。 

・セキュリティトークンを用いたワンタイムパスワードを使用する

新たな職員の認証システムの構築を行った。イントラ業務システム、

メールシステムへのアクセスは、順次セキュリティトークンを用い

た認証に移行する。所有者のみが利用できる認証方式のため、アカウ

ントの乗っ取り防止に繋がることから、不正アクセスの再発防止対

策として有効なセキュリティ強化対応となる。 

・仮想サーバ基盤の構築が完了し、イントラ業務システムを新基盤上

に移行し、運用を開始した。老朽化した仮想サーバ基盤が更改され、

安定運用が可能となった。厳密な通信制御、監視及び記録が可能とな

った。万が一、サイバー攻撃等による不正な侵入が発生した場合で

も、外部への通信を速やかに遮断することが可能になった。これまで

以上に詳細な記録の確認が可能となるため、原因究明の効率的な実

施と被害拡大のリスクの低減が見込まれる。 

 

 
 

 


